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第 61 巻 第 1 号

zd証 言見
ネット契約としてのフランチャイズ契約つ ( 2・完)

最判半成20年一 7月 1tl判時2028号32頁を契機に、
ドイツでの同様の事件との対比で

- 藤原Jl則 1 
日巾国交正常化後の日本の対中経済外交(2 ) 

日中長期貿易取決めと稲山嘉寛
-丘E 麗珍 53 

裁判員制度と刑事司法に対する弁護上の意識
-松村良之ほか 540[ 1J 

子どもの白己決定と憲法(1)
米・台 'Rにおける子どもの人権・権利論の分析・比較

-宋峻;余 496[ 45J 
中国の環境アセスメント法制度の構造・運用・効呆(5・完)

日本法との対比で
-話:恨巴線 434[107J 

研究ノート
21世紀束アジアにおける法学的寛容論に向けての覚書

近年の中国における「法治」と「平日譜」を糸υとして
-菅原寧格 109

John Hart Elyの動機審脊理n命の生成と展開(1)
-黒 i宰修一郎 155 

遺言による保険金受取人変更をめぐる法律関係
複合取引の一局面 ………………… JJJ 木哲牛 378 [163J 

北朝鮮農業の変化に対する一考察………………・朴 鍾 碩 356 [185J 
断定的判断の提供法理について(1)

投資取引をめぐる我が国裁判例を素材として
-牧 佐智代 294[247J

資料
く北大立法過程研究会報告〉

J院制の比較制度論的検討………………………・国 中嘉彦 250 [291] 
コメント イタリアの祝点から見た斗院制…・芦 出 i亨 221 [317J 

判例研究
刑 事 判 例 研 究………………………………………佐藤結美 218[323J 
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、
そ
の
条
件
の
卜
で

F
N
は
7
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ラ
ン
チ
ャ
イ
ス
・
ン
ス
テ
ム
に
加
入
し
て
い
る
つ
し
た
が
っ
て
、

F
G
に
商
品
の
調
達
へ
の
協
力
義
務
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は

F
G
の
ノ
ウ

ハ
ウ
の
利
用
の
一
環
で
あ
り
、

F
G
が
交
渉
し
た
購
入
利
訴
の
引
渡
請
求
は
認
め
が
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
つ
、

そ
の
際
に
、

F 
G 

jヒ;士6l(J'4)4 

三乙、
町

と
F
N
の
聞
の
事
務
処
矧
関
係
に
委
任
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
方
を
、

F
N
の
F
G
に
対
す
る
計
算
・
椛
止
門
請
求
、
受
領
物
引

渡
請
求
の
法
律
上
の
根
拠
に
一
口
投
せ
ず
、
具
体
的
な
契
約
条
頃
に
依
拠
す
る

B
G
H
の
判
例
に
求
め
て
い
る
の
が
、

7
E
l
ル
の
議
論
で
あ

ろ、っ。(b)
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
の
約
款
規
制
と
い
う
角
度
か
ら
こ
の
問
題
を
検
討
し
た
プ
フ
ァ
イ
ブ

7
1
(
主
主
化
こ
も
予
防
法
学
に
よ
っ

て
F
G
の
購
人
利
悦
の
配
分
を
排
除
で
き
る
と
解
し
て
い
る
c
自
明
の
坪
か
も
知
れ
な
い
が
、
ブ
フ
ァ
イ
ブ
ァ

l
は
問
題
を
一
つ
に
分
け
て
、

以
下
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
つ
ま
ず
、

F
G
が
商
品
の
製
造
・
加
工
に
関
与
し
た
L
L

で
、
出
品
に
商
標
な
と
を
付
し
て
、
白
社
製
品
を

F

可
一
に
敗
売
し
て
い
る
場
合
で
あ
る

υそ
の
際
に
、
専
ら
商
品
を

F
G
か
ら
購
入
せ
よ
と
要
求
す
る
の
は
、

F
G
の
知
的
財
産
権
と
ブ
ラ
ン
チ
ャ

イ
ズ
・
シ
ス
テ
ム
の
一
バ
牲
を
保
持
す
る
た
め
で
あ
り
、
続
手
法
上
も
有
効
で
あ
る

f

さ
ら
に
、

F
G
が
F
N
に
口
己
の
調
達
・
製
造
仙
格

以
上
で
商
品
を
販
売
し
て
い
る
と
き
は
、
「
隠
れ
た
口
イ
ア
ル
テ
ィ

(
4
6
-
ι
2
T
Z
3
2。
7
5
Z
5
Z
7
5】
)
」
が
あ
る
と
呼
ば
れ
て
い
る
仁
し

か
し
、
隠
れ
た
口

f
ア
ル
テ
ィ
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

通
市
は
市
場
競
争
力
を
考
慮
し
て
、

F
G
は
F
X
か
ら
隠
れ
た

ロ
イ
ア
ル
テ
ィ
は
取
ら
な
い
。
ー
↓
加
が
達
、
つ
の
が
、

F
G
が
F
N
の
購
入
を
組
織
し
、
供
給
者
ー
と
の
ズ
沙
を
行
い
有
利
な
購
入
条
什
を
決
定
し
、

そ
れ
が
個
々
の
供
給
古
か
ら
の
購
入
の
基
従
と
な
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
c

そ
の
際
に

F
G
が
購
入
先
か
ら
取
得
し
た
購
入
割
引
の

F
N
へ

の
分
配
を
、
学
説
は
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
の
事
務
処
矧
関
係
の
一
重
性
を
某
慌
に
承
認
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

F
K
に
は

F
G
の
販
売
利
益
を

p

寸
る
と
い
う
ポ
務
処
理
契
約
上
の
表
務
が
あ
る
が
、
反
一
川
で
、

F
G
は
F
X
に
対
し
て

F
X
の
事
務
処
刑
判
上
の
義
務
も
負
っ
て
い
る

υ
F
G

が
商
品
購
入
の
斡
旋
を
す
れ
ば
合
意
し
た
報
酬
を
請
求
で
き
る
が
、

そ
れ
は
口
イ
ア
ル
テ
ィ
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、

F
G
が
F
N
の
有
償
の

事
務
処
理
で
「
何
か

(
宣
伝
補
助
費
、
割
引
、

キ
y
ク
パ
ッ
ク
)
を
取
得
し
た
」
場
合
は
、

B
G
E
六
七

4
条
頃
、
『
ハ
六
じ
条
で

F
N
に



引
き
浪
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
コ
た
だ
し
、

B
G
H
は
具
体
的
な
条
項
が
利
訴
の
配
分
を
規
'
疋
し
て
い
な
い
と
き
は
、

F
G
が

購
入
利
益
を
経
て

F
N
に
分
配
す
る
義
務
は
な
い
と
判
-
小
し
て
い
る

(
シ
ソ
ク
ス
ト
阿
決
)
c

ア
ポ
ロ
ポ
件
で
は
、
具
体
的
な
条
取
が
存
在

し
た
と
す
る
仁
以
卜
を
前
提
に
、
ブ
フ
ァ
イ
ブ
ァ

l
は、

F
G
が
購
入
先
を
指
定

L
F
N
を
拘
束
し
て
い
る
か
百
か
で
問
題
を
分
け
て
考
え

て
い
る
。

F
G
が

F
K
の
購
入
先
を
拘
束
し
て
い
な
い
場
台
は
、

F
N
は

F
G
の
利
，
什
獲
得
に
協
か
し
て
お
ら
ず
、

F
G
の
利
益
の
配
分
義

務
も
な
い
。
却
っ
て
、
口
己
の
交
渉
し
た
購
入
条
件
を
利
川
す
る
機
会
を
、

F
G
は

F
X
に
守
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
反
対
に
、
専
ら

F

12 完)

F
G
は
他
人
の
利
/
耐
を
実
現
す
る
義
務
を
負
う
。
し
た
が
っ
て
、
具
体
的

F
G
は
購
入
利
益
を
配
分
す
る
必
要
が
あ
る
の
し
か
し
、

B
G
E
『
ハ
六
じ
条
は
任
意
規
定
で
あ
り
、

F
G
が
排
除

条
項
を
お
い
た
と
き
は
、
山
川
配
分
の
義
務
は
な
い
。
排
除
条
項
の
具
体
例
は
、
例
え
ば
、
「
ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
1
は
、
事
業
の
μ
脱
出
、
及
び
、

G
の
仲
介
で
購
入
す
る
義
務
を

F
N
が
負
っ
て
い
る
場
合
に
は
、

な
契
約
条
引
な
し
で
も
、

パ
ー
ト
ナ
ー
を
援
助
し
、
理
想
的
な
事
業
成
果
の
た
め
に
、
利
益
、

ア
イ
デ
ア
、
及
び
、
改
革
口

シ
ス
テ
ム
に
則
し
た
営
業

h
法
に
関
し
て
、

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

を
パ
ー
ト
ナ
ー
に
伝
達
す
る
c

し
か
し
、
シ
ス
テ
ム
に
刻
す
る
供
給
苫
か
ら
ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
l
に
守
え
ら
れ
た
購
入
利
益
、
宣
伝
補
助
費
、

ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
l

一
部
)

に
は
、
賄
入
条
刊
の
訂
併
を
ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ン

1
に
提
示
す
る
義
務
は
な
い
」
で
あ
る
と
、
ブ
フ
ァ
イ
ブ
ァ

1
は
提
案
し
て
い
る
コ

い
銭
な
ど
が
、
そ
の
ま
ま
配
分
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を

ブ
ラ
、
〆
チ
ャ
イ
ジ

l
は

f
解
し
て
い
る
υ

さ
ら
に

以
卜
の
よ
、
つ
に
、
プ
フ
ァ
イ
ブ
ァ

l
は、

F
G
が

F
N
に
購
入
義
務
を
課
し
た
場
合
に
だ
け
、

F
G
と

F
N
の
問
に
は
一
事
務
処
疎
開
係
が

B
G
R
六
六
七
条
に
恭
、
つ
い
て
購
入
利
訴
の
配
分
義
務
が
発
牛
す
る
と
考
え
る
c

た
だ
し
、

存
在
し
、

そ
の
場
ム
門
で
も
、

プ
フ
ァ
イ
ブ
ァ

l

は
B
G
B
六
ハ
じ
条
は
任
意
規
定
だ
と
い
う
理
闘
で
、
購
入
利
訴
の
排
除
条
取
の
有
効
件
を
行
易
に
肯
定
し
て
い
る
つ

c)
後
に

は
、
契
約
の
、
不

y
ト
を
法
理
論
的
に
ど
う
評
仙
す
べ
き
か
と
い
う
観
点

北it61(1';))5 

(
有
)
紹
介
す
る
グ
ル
ン
ト
マ
ン

(
口
円
ロ
ロ
巳
E
H
h

凶ロロ)

か
ら
包
括
的
に
問
題
を
検
討
し
て
い
る
。
結
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
、
ド
イ
ツ
法
は
契
約
払
台
を
規
律
す
る
に
足
る
|
分
な
道
具
立
て
を
備
え

戸
川
川
一

の
彫
琢
に
よ
り
問
題
解
決
す
べ
き
だ
と
い
う
の
が
、
グ
ル
ン
ト
マ
ン
の
議
論
の
骨
子
で
あ
る
じ

て
お
り
、
伝
統
的
な
法
形
式
(
同
2
7
Z
2担
当
)



μ見

ゲ
ル
ン
ト
マ
ン
の
整
理
で
は
、
契
約
ネ
y
ト
で
実
質
的
に
問
泡
と
な
る
の
は
、

(

i

)

直
按
の
契
約
関
係
は
な
い
が
共
通
の
ネ
y
ト
参
加
者

jヒ;士6l(J'6)6

の
問
で
の
直
接
請
求
吉
田

2
E
E
Z七
三
与
と

の
成
不
打
、
及
び
、

(
1
7ネ
y
ト
内
の
契
約
当
事
者
間
で
の
契
約
内
容
の
修
正
で
あ
る

c
F
N

三乙、
町

の
F
G
に
対
す
る
購
入
利
r仕
の
分
配
請
求
は
、
後
苫
の
問
題
の
一
環
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
る
じ
(

l

)

に
関
し
て
、
グ
ル
ン
ト
マ
ン
は
、
例
々

の
契
約
問
係
を
飛
び
越
え
た
第
二
苫
へ
の
商
按
前
求
を
原
則
と
し
て
退
け
る
つ
理
山
は
、
契
約
当
事
苫
聞
の
対
何
的
関
係
を
損
な
う
か
ら
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
ネ
ッ
ー
に
よ
っ
て
結
合
し
た
契
約
の
連
鎖
が
存
杭
す
る
場
合
も
、
ネ
ッ
ー
へ
の
参
加
者
は
組
合
の
意
味
で
の
「
共
通
の

H

的
(
ね

2
5己
主
ヨ
宅
N
S寸

2
r
)
一
に
よ
っ
て
結
合
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
c

さ
ら
に
、

で
も
個
別
の
契
約
毎
の
嗣
撃
が
優
先
さ
れ
る
の
ネ

y
ト
参
加
苫
全
体
が
、
不
ツ
ト
の
円
的
に
特
別
な
意
味
を
認
め
て
い
な
い
な
ら
、
個
別
の
契

( 

11 

で
も
、
ネ
ソ
ト
内
の
当
事
者
間

約
旬
に
内
容
を
精
ん
は
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
つ
そ
の
結
来
、
あ
る
一
計
悩
を
契
約
内
に
持
ち
込
む
に
は
、

一
般
条
項
の
適
用
が
そ
れ
に
泊
し
た

手
段
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る

(合

2
Z
H
i
m
-
-
E
E
H
Z
-
P
T
R
E
[
p
-
z
g司
令
)
。

そ
の
第
一
の
子
段
が
、
行
為
恭
伎
の
喪
失
で
あ
る
じ
碓
か
に
、
従
来
は
行
為
基
従
は
、
結
ふ
門
契
約

(
B
G
R
今
二
五
八
条
、

今
一
一
五
九
条
、
第

二
者
与
信
契
約
)

の
説
明
に
利
川
さ
れ
て
き
た
だ
け
で
あ
る
c

し
か
し
、
契
約
の
結
ム
門
が
契
約
内
容
と
な
っ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
ネ
ッ
ト

の
機
能
を
伝
頼
し
て
取
引
に
参
加
し
た
の
だ
か
ら
、
ネ
y
ト
契
約
は
参
加
者
の
行
為
某
健
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
。
結
合
契
約
を
出

発
点
ー
と
す
る
な
ら
、
問
題
と
な
る
の
は

「
給
台
件
(
〈

2zzzr=)」
ー
と
「
共
通
の
法
的
な
目
的
の
な
い
こ
と

(
c
u
Eニ
2
F己
E
F

有
ヨ
2
=
Zヨロコ

N
4
2
T
)
」
が
問
題
と
な
る
仁
し
か
し
、
ネ
ッ
ト
契
約
の
当
事
者
の
意
思
は
、
「
財
布
は
別
に
(
コ
三
時
5

2
コ
ヨ
J
F
2
2
)
」

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
基
礎
に
よ
る
調
整
は
、
例
外
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
つ
さ
ら
に
、
行
為
基
慌
の
喪
失
に
よ
る
契
約
の
調
整

(
B

G
B
二
二
条
一
項
)

ヤ」+&、
l
l
 二
つ
の
要
件
の
充
足
が
必
要
で
あ
る
υ

第

が

、

巾
l
ポ
者
が
契
約
を
巾
J
訟
の
内
容
で
は
締
結
し
な
か
っ
た

だ
ろ
う
事
情
の
変
化
、
第
一
が
、
契
約
の
維
持
が
当
雫
者
の
一
方
に
期
待
不
司
能
な
こ
l

乙
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
事
者
は
ネ
ッ
ト
の
機
能
を

期
待
し
て
は
い
た
が
、
独
自
の
財
源
で
協
力
を
約

L
、
リ
ス
ク
は
分
縦
し
独
占
円
の
利
尚
を
あ
げ
る
予
定
だ
っ
た
じ
だ
か
、
わ
、
こ
れ
を
修
正
す



る
に
は
、
十
分
な
理
闘
が
必
要
で
あ
る
)
特
に
問
題
な
の
が
、
予
見
不
可
能
と
い
う
史
件
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
烹
つ
の
要
素
が
決
定
的

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

(
1
)

リ
ス
ク
が
契
約
類
型
の
基
礎
と
な
っ
一
て
い
た
坊
合
は
、
当
初
下
ハ
止
し
て
い
た
以
卜
の
リ
ス
ク
が
発
生
し
な
け

れ
ば
、
契
約
改
定
の
余
地
は
な
い
仁
(
日

予
見
不
可
能
件
、

山
)
当
事
者
の
通
市
で
は
な
い
負
担
、

(
町
)
改
一
訂
を
要
求
す
る
当
事
者
は

障
市
去
の
惹
起
者
で
は
な
い
こ
と
、
(

v

)

当
事
者
が
負
担
を
同
避
で
き
る
場
台
は
、
改
副
の
必
要
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
以
上
を
適
用
す
れ
ば
、

ま
ず
、
購
入
割
引
の
約
点
が
な
け
れ
ば
、
業
務
の
発
展
が
不
り
能
だ
っ
た
か
、

Jwl
事
者
に
は
購
入
割
引
の
約
束
の
合
意
が
予
見
不
可
能
だ
っ

た
こ
と
が
必
嬰
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
契
約
の
維
持
は
期
待
不
叶
能
な
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
し
か
し
、
以
上
か
ら
は

F
N
の
F
G
に
対
す
る

購
入
割
引
の
配
分
の
義
務
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
閃
雑
で
あ
る
の
反
対
の
例
が
、

ベ
ル
リ
ン
公
営
性
宅
事
件
(
固
め
ユ
5
2
出

S
E
E
-『色一
η
)

12 完)

で
あ
る
。
そ
こ
で
の
事
実
関
係
は
、
消
費
者
契
約
で
は
な
い
が
、
結
合
契
約
に
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
公
営
住
告
を
建
築
し
、

賃
料
を
一
定
に
押
き
え
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
佐
進
者
は
、
州
の
特
殊
令
融
機
関
(
戸
一
号
(
F
Z
u
p
p
T
)

を
通
じ
て
州
か
ら
術

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

一
般
の
金
融
機
関

(
(
X
2
Z
3
Z
Z
)
か
ら
も
融
資
を
受
け
て
い
た
が
、
金
融
機
関
か
ら
の
融
資
に
は
川
の
保
証
が
付
さ
れ
て

助
金
を

い
た
の
問
係
者
の
一
致
し
た
玄
見
で
は
、

一
五
年
間
は
補
助
金
が
守
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
以
上
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
統
治
的
に
維
持
可
能
な

も
の
だ
っ
た
ロ
と
こ
ろ
が
、

二
C
C
二
年
以
後
は
補
助
金
は
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
υ

そ
の
結
果
、
以
上
の
契
約
、
不
ッ
ト
で
の
行
為

基
従
の
脱
落
に
よ
る
契
約
改
訂
が
問
題
と
な
っ
た
。
ま
ず
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
作
計
一
斉
と
令
融
機
関
は
、
契
約
の
障
害
を
惹
起
し
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
特
殊
金
融
機
闘
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
者
に
与
え
た
有
利
な
利
子
の
補
助
金
、
及
び
、
金
融
機
関
に
守
え
た
支
払
保
証
が
、
契
約

改
定
の
山
発
点
と
な
る
の
か
が
問
題
と
な
る
つ
以
卜
が
肯
定
さ
れ
て
始
め
て
、
行
為
品
慌
の
よ
民
失
が
、

一
般
金
融
機
関
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推

あ itt
るち者
。と

の
消
費
貸
f汗

も
影
参同5
討

を
与
え

る

と

な
る。

つ
ま
り
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、

B
G
B
一
二
三
条
一
項
が
無
理
な
く
適
胤
可
能
で

北i*'I(I'7)7

第
一
が
、
約
款
旧
制
で
あ
る
c

現
実
に
、
約
款
胤
制
の
制
点
か
ら
、

B
G
H
は
具
体
的
な
契
約
条
頃
を
解
釈
し
て
、
購
入
利
益
の
引
波
を



μ見

認
め
て
い
る

(
ア
ポ
ロ
判
決
が
リ
1
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
で
あ
る
て
し
か
し
、
本
心
木
の
間
泡
は
、

日
ハ
休
的
な
契
約
条
項
が
な
か
っ
た
場
合
で

jヒ;士6l(J'8)8

あ
る
。
そ
の
場
合
で
も
、

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
の
よ
う
な
無
名
契
約
で
は
、
契
約
類
型
の
指
導
的
な
範
型
や
、
特
別
に
交
渉
を
し
た
な
ら

三乙、
町

巾
事
者
が
合
意
し
た
だ
ろ
う
補
充
的
な
契
約
解
釈
に
よ
る
契
約
内
科
を
問
題
に
し
、

B
G
R
二

O
七
条
二
項
を
適
用
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
じ

そ
う
す
る
と
、

一
般
条
取
は
大
い
に
窓
味
を
持
つ
つ
か
っ
、
協
働
に
よ
っ
て
待
ら
れ
る
利
訴
は
、
情
報
が
分
に
与
え
ら
れ
た
一
当
事
者
間

で
は
何
ら
か
の
方
法
で
合
意
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
さ
も
な
け
れ
ば
当
事
者
は
合
志
に
了
十
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
ネ
y
卜
契

約
の
均
台
は
、
多
数
の
協
働
に
よ
っ
て
取
得
で
き
る
利
益
を
何
ら
か
の
卜
力
法
で
分
配
す
る
の
が
当
然
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

ブ
一
ブ
ン

チ
ャ
イ
ズ
契
約
で
の
明
示
的
な
ム
早
旦
が
肢
に

F
N
に
と
っ
て
は
十
分
な
魅
力
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
〔
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
以
上
の

購
入
利
益
の
配
分
義
務
は
、
周
到
な
予
防
法
学
に
よ
り
恨
拠
ワ
け
ら
れ
る
か
、
又
は
、
当
事
者
が
そ
の
こ
と
を
知
ら
ず
、
か
つ
、
下
見
不
能

だ
っ
た
場
合
に
だ
け
問
題
に
な
る
υ

以
上
の
事
情
は
、
行
為
基
礎
の
喪
失
の
適
用
の
問
題
点
と
変
わ
ら
な
い
っ
た
だ
し
、
仮
に
、
購
入
利
益

一ぬ」

の
分
配
が
、
契
約
の
指
導
的
な
範
型
(
円

Z
Z
L
)
と
な
る
重
要
な
部
分
を
構
成
す
る
な
ら
、
約
款
は
旭
川
効
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
c

つ
ま
り

ブ
ラ
、
ゴ
ナ
ヤ
イ
ズ
契
約
で
は

F
N
は
統
治
的
に
は
独
I

止
併
が
あ
る
か
ら
、
防
入
利
益
が
分
配
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
事
情
変
更
で

は
な
く
、
予
見
不
能
で
も
な
い
コ
さ
ら
に
、

F
G
の
購
入
利
益
の
配
分
が
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
に
内
在
的
な
も
の
で
な
い
以
上
は
、
約
款

規
制
と
い
う
般
条
頃
に
よ
っ
て
も
利
誌
の
配
分
を
認
め
る
の
は
岡
雑
で
あ
る
と
い
う
の
が
、

グ
ル
ン
ト
マ
ン
の
見
解
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

グ
ル
ン
ト
マ
ン
の
議
論
は
、
行
為
基
礎
の
脱
落
に
よ
っ
て
も
、
購
入
利
託
の
配
分
義
務
は
な
い
と
論
証
す
る
こ
と
で
、

F
G
に
よ
る

F
N
の

事
務
処
理
の
要
素
を
認
め
な
い
学
説
の
考
え
小
刀
を
補
強
し
た
、
」
と
に
な
ろ
う
っ

(3)
ネ
y
ト
ワ
ー
ク
青
(
伴

(
Z
E
N当
2
r
E
H
E円
高
)

以
L
じ
か
ら
は
、
白
社
製
品
を
敗
売
す
る
の
で
は
な
く
、
購
入
先
と
の
交
渉
だ
け
を

F
G
が
行
っ
て
い
る
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
・
シ
ス
テ
ム
で

は、

F
N
の
協
働
の
購
入
に
よ
り
発
生
す
る
大
量
購
入
割
引
の
配
分
が
、

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
と
い
う
契
約
の
指
導
的
な
範
思
に
属
し
て
い
る



か
百
か
が
、
評
仙
の
分
岐
点
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
で
は
、
ネ
y
ト
契
約
と
い
う
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
の
性
質
決
定
か

ら、

F
G
の
F
N
に
刻
す
る
購
入
利
訴
の
配
分
義
務
を
肯
定
す
る
学
孔
を
紹
介
す
る
。
ネ
ソ
ト
契
約
ー
と
い
う
問
題
伺
角
を
促
唱
す
る
学
孔
は

幾
つ
か
あ
る
が
、
こ
の
間
町
田
に
積
極
的
に
言
及
し
て
い
る
の
は
、
以
下
の
一
つ
で
あ
る
c

( 

a 

(
目
。
一
己
の
こ
に
は

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
に
関
す
る
論
専
が
幾
っ
か
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
ア
ポ
ロ
判
決
を
契
機
に
ネ
ソ

ベ

l
ナ
l

ト
ワ
ー
ク
責
任
を
主
持
し
て
い
る

J

ベ
l
ナ
I
は、

B
G
H
の
ア
ポ
ロ
同
決

(
1

⑦
一
判
決
)

は
、
具
体
的
な
久
市
原
の
ー
長
一
μ
を
解
釈
の
慕
準

と
し
た
が
、
本
来
は
山
当
ポ
有
の
利
訴
状
況
の
分
析
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。

F
N
、
及
び
、

F
G
が
拍
ど
し
て
リ
ス
ト

つ
キ
J
a
h
リ、

FA円
U

、

に
あ
げ
た
供
給
者
の
ニ
角
関
係
(
コ
「

2
2
Z
2
Z
Z
2
m
)
の
芯
味
は
、

F
G
と

F
N
の
間
の
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
に
解
消
で
き
る
も
の
で

12 完)

F
X
と
供
給
者
の
闘
で
締
結
さ
れ
て
お
り
、

F
G
は
供
給
者
の
リ
ス
ク

(
資
本
の
拘
束
、

は
な
い
。
供
給
者
と
の
完
以
契
約
は
、

F
K
の
制

産
の
危
険
な
ど
)
を
負
組
し
て
い
な
い
。

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
と
売
買
契
約
の
当
事
者
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
υ

し
か
し
、

F
G
は
F
X

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

に
ノ
ウ
ハ
ウ
、

コ
ン
セ
ブ
T
の
利
用
だ
け
で
な
く
、
自
身
の
一
石

O
の
火
活
の
雌
品
購
入
シ
ス
テ
ム
と
の
私
合
を
も
提
供
し
て
い
る
じ

り、

F
G
は

F
N
と
い
う
他
人
の
事
務
処
用
を
打
っ
て
お
り
、
受
託
者
(
↓

Z
Z
E
E
-
ヨ
)
と
し
て
購
入
条
件
と
仙
格
割
引
の
枠
契
約

(
同
与
宮
内

E
2「
ユ
理
)
を
、
指
疋
供
給
者
と
の
関
係
で
、

F
X
に
提
供
し
て
い
る
。

F
X
の
加
入
に
よ
っ
て
、

F
G
の
供
給
者
と
の
怖
防
相
交

渉
力
は
強
化
さ
れ
て
い
る
。

F
G
は
月
己
の
一
事
務
ー
と
他
人
の
事
務
を
同
時
に
処
瑚
し
て
い
る
。
し
か
も
、

つ
ま
り
、

F
N
の
購
入
先
は
八

O

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
、

F
G
の
指
定
供
給
者
で
あ
る
じ
以
卜
の
購
入
条
件
を
期
待
し
て
、

F
N
は
シ
ス
テ
ム
に
参
加
す
る
c

供
給
者
に
と
っ

て
は
、
将
来
の
需
安
の
増
加
が
僻
保
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
一
定
の
売
り
卜
げ
の
あ
っ
た
後
で
は
な
く
、
最
初
の
、
引
『
止
時
か
ら
、
価
格
割
引
に

F
Gと
F
X
の
関
係
を
決
定
す
る
の
は
、
個
々
の

F
X
と

F
G
で
は
な
く
、

も
応
じ
て
い
る
。
だ
か
ら
、

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
・
シ
ス
テ
ム
で

あ
り
、
多
数
の

F
N
と
供
給
先
の
関
係
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
に
は
組
織
法
的
な
契
約
関
係
が
存
在
し
、

つ
孝
行
り
、

そ
の
基
礎
は
、

G
の
F
N
と
購
入
先
と
の
契
約
の
斡
旋
、
ネ
ッ
ト
か
ら
の
収
益
分
担
義
務
、
指
定
購
人
先
か
ら
の

F
N
の
購
入
義
務
で
あ
る
じ
だ
か
ら
、

'C> 

まF 

北i*'I(I'9)9

7 



μ見

ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
か
ら
の
椎
利
・
義
務
は
個
別
に
ム

n
Eさ
れ
る
の
で
は
な
く
、
当
事
者
聞
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
U
H
は、

チ
ャ
イ
ズ
契
約
の
前
f

え
に
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。

ブ
-
ブ
ン

北法61(1・10)10 

三乙、
町

た
だ
し
、

ア
ポ
ロ
シ
ス
テ
ム
で
は
、

ア
ポ
ロ
は
白
身
の
ー
ペ
応
と

F
N
を
有
し
て
い
た
c

し
か
し
、
向
者
が
共
存
の
闘
係
に
占
つ
な
ら
、
、
ン

ス
テ
ム
か
ら
の
利
訴
は

F
K
に
も
配
分
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
、
購
入
利
益
の
配
分
で
支
出
と

F
K
で
透
っ
た
扱
い
を
す
れ
ば
、
競

争
条
件
の
小
ヤ
等
を
帰
結
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
即
想
的
な
ポ
業
の
成
米
」
と
い
う
契
約
条
取
の
解
釈
で
は
、
こ
の
宅
情
も
顧
慮
き
れ
る

べ
l
ナ
l
の
ア
ポ
ロ
の
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
に
対
す
る
計
価
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
有
利
な
購
入
条
件
と
い

べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
、

う
の
が
ブ
ラ
〆
チ
ヤ
イ
ズ
・
シ
ス
テ
ム
に
加
入
す
る

F
N
の
決
定
的
な
動
機
で
あ
る

r
F
N
の
商
品
購
入
の
リ
ス
ク
を

F
G
は
負
担
し
な
い
〔

だ
か
ら
、
シ
ス
テ
ム
剤
引
は
、

F
u
h
の
給
付
白
休
の
利
益

(
]
2
E
E
2
2目
2
H
E
r
d
ヱ2-)
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

F
G
が

F
K
に
対
し
て

凶
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
調
達
を
援
助
す
る
と
契
約
締
結
段
階
、
又
は
、
契
約
書
で
約
し
た
場
合
は
、

一
位
」

る
こ
と
に
な
る
と
べ

l
ナ

l
は
指
摘
し
て
い
る
c

F
G
は
購
入
利
益
の
配
分
義
務
を
負
担
す

他

h
で
、
ベ

l
ナ

l
は
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
で
賄
入
利
益
の
配
分
を
排
除
す
る
可
能
性
を
認
め
て
い
る
仁
す
な
わ
ち
、

B
G
H
も

シ

y

ク
ス
ト
判
決
で
供
給
者
の
製
造
者
が
祭
じ
た
場
合
は
、
割
引
の
配
一
介
義
務
を
負
わ
な
い
こ
と
を
示
認
し
て
い
る
ロ
さ
ら
に
、

ア
ポ
ロ
判
決
も

配
分
を
排
除
す
る
条
頃
が
な
い
か
ら
、
配
分
義
務
を
認
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
方
向
で
の
契
約
書
の
作
成
の
余
地
が
狭
め
ら
れ
る

F
G
が

F
N
に
対
し
て
購
入
を
義
務
ワ
け
て
い
る
場
合
は
、
特
別
な
忠
実
義
務
を
顧
慮
す
べ

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
c

た
だ
し
、

き
ーと

あ
る
と
も
同
時

fO" 口
抗
L 

V亡

し、

ーる
有
L ペド 」

長IiG

F
G
が
購
入
利
益
の
配
分
義
務
を
制
限
す
る
契
約
条
項
は
、
契
約
の
解
釈
に
関
す
る

般
的
な
規
定

(
B
G
B

一

一

一

一

条

、

の

他

に

、

特

に

、

約

款

規

制

(
B
G
B
三

O
五
条
!
一
二

0
1
1
)

及
び
、

一
今
一
四
条
の
規
律
に
服
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
c

B
G
B
一

メν
守ミ、

川
公
ト

L
h
d
町コ

+49
、

l

7

J

l

 
ベ

ナ

l
は
一
方
で
ネ
y
ト
責
任
に
依
拠
し
て
い
契
約
条
頃
を
解
釈
し
、
ネ
ッ
ト
責
任
の
拡
大
を
支
持
す
る
が
、
他
刈
で
、



明
『
止
の
契
約
条
項
で
賄
入
利
益
の
配
分
を
排
除
す
る
こ
と
は
、
約
款
規
制
に
は
服
す
る
が
一
じ
は
可
能
と
解
し
て
い
る
υ

た
だ
し
、

F
G
が

F
N
に
商
品
購
入
を
義
務
づ
け
て
い
る
場
合
は
、
ネ
ソ
ト
に
よ
る
忠
夫
義
務
が
強
化
さ
れ
る
と
い
う
べ

l
ナ
ー
の
指
摘
は
再
製
で
あ
る
c

つ

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
・
シ
ス
テ
ム
の
凶
体
の
要
素
が
強
化
さ
れ
る
c

そ
の
結
果
、
利
益
配
分
が
問
題
に
な

ま
り
、
購
入
義
務
が
有
在
す
れ
ば

る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
っ

日
制

)
p
h
h〕

(b)
ト
イ
ブ
ナ
l
は
自
己
の
提
唱
す
る
、
不
ツ
ト
直
任
と
い
う
伺
角
か
ら
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
も
最
も
念
の
入
っ
た
検
討
を
行
っ
て
い
る

J

ト
イ
フ
ナ
l
は、

ア
ポ
ロ
ポ
刊
で

B
G
H
は
普
通
取
引
約
款
の
解
釈
、
そ
れ
も
不
別
伴
条
取
の
解
釈
と
し
て
問
題
を
解
決
し
た
が
、
そ
れ
で

は

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
が
双
務
契
約
を
超
え
る
側
山
を
有
す
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
れ
仮
に
、

ア
ポ
ロ
に
交
渉

H
が
あ
れ

12 完)

ば
、
将
米
は
「
即
怨
的
な
ポ
業
の
成
果
」
な
と
と
い
う
条
項
は
削
除
す
る
か
ら
、
豆
安
な
の
は
、
市
場
組
織
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
巾
で
問

題
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
ト
イ
ブ
ナ
!
の
山
発
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

F
G
と

F
X
の
関
係
が
完
全
に
手
直
的
で
あ
れ
ば
、

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

購
入
利
益
の
配
分
は
当
然
で
あ
る
c

例
え
ば
、

ア
ポ
ロ
・
シ
ス
テ
ム
が
人
的
・
物
的
な
会
社
で
あ
り
、

F
N
を
社
員
と
考
え
る
か
、
内
部
細

ム
円
の
理
論
に
よ
っ
て

F
N
を
組
ム
門
員
と
考
え
た
場
合
も
同
憾
で
あ
る
c

し
か
し
、
問
題
の
凶
離
さ
は
、

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
が
同
体
で
も
山
場

の
契
約
で
も
な
い
点
に
あ
る
ロ
そ
う
す
る
と
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
を
「
契
約
結
合

(
f
2
2
m
2
2
E
Eと
と
考
え
た
上
で
、
分
配
訂
求
梓

(必、

が
恭
礎
づ
け
ら
れ
る
か
が
附
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
卜
が
ト
イ
プ
ナ
l
の
問
題
設
定
で
あ
る
が
、
以
下
で
は
、
ト
イ
プ
ナ
l
の
議
論
を

山
賢
約
し
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
よ
う
c

E.
情
迭
の
矛
盾
双
務
的
な
『
父
換

(E-EF2pr了一
E
ω
E
Z月
三
対
多
角
的
結
合
(
自
己
}
三
日
三
号

2
A〈
ミ
ヴ
ロ
ロ
ヰ
)

購
入
制
引
の
分
配
苅
求
は
、

ハ
イ
ブ
リ
y
ド
・
不
y
ト
ワ
ー
ク
が
市
坊
の
止
泊
す
る
要
請
へ
の
反
fb
だ
と
い
う
灯
個
の
例
で
あ
る
υ

示
日
明

の
恨
源
は
、
将
来
の
山
坊
の
不
仲
天
性
で
あ
る
。
契
約
ネ
ッ
ト
ー
と
は
、
こ
の
正
午
確
天
性
に
対
処
す
る
た
め
の
、
方
で

H
律
、
他
ん
で
協
調

し
て
、
長
期
間
の
経
凶
活
動
を
共
に
す
る
関
係
で
あ
る
。
双
務
契
約
で
も
信
義
則
は
し
庖
用
さ
れ
る
が
、
購
入
割
引
の
配
分
請
求
を
基
礎
づ
け

北iMI(1 . 11) 11 



μ見

る
の
は
相
市
川
円
で
あ
る
つ
反
対
が
、
ネ
ッ
ト
が
凶
休
だ
っ
た
場
合
で
あ
る
コ

こ
の
よ
う
な
問
題
解
決
に
対
し
て
は
、
従
来
は

高
択

A
、

λ
は
、
非

A

の
選
択
股
し
か
用
意
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
伝

三乙、
町

統
に
従
っ
て
、
学
説
も
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
は
交
換
契
約
か
組
合
か
を
一
一
説
諭
し
て
い
る

f

し
か
し
、
市
場
と
組
織
、
契
約
と
組
ム
門
と
い
う
厳
格

な
区
別
は
、
妥
当
で
は
な
い
。
経
済
的
・
社
会
学
的
な
飢
察
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
を
活
写
し
て
い
る
υ

解
決
の
千
掛
か
り
は
、
ネ
y
ト

の
複
雑
な
行
為
の
論
理
で
あ
る
。
「
市
場
」
と

「
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ

l
L
の
欠
献
を
期
め
る
の
が
、
組
織
上
の
コ
ス
ト
、
集
合
の
利
益
を
満
足
さ

せ
つ
つ

一
々
で
不
完
全
性
を
許
粁
し
な
が
ら
、
付
加
的
な
リ
ス
ク
を
受
け
入
れ
る
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
c

綿
織
卜
の
用
語
を
削
い
る
な

ら
、
「
脱
集
中
化
百
三
SE--ω
弓
コ
己
ぬ
と
が
決
定
的
で
あ
る
c

企
業
の
成
功
は
、

一
f
h
で
交
検
部
門
で
の
独
自
件
、
他
方
で
コ
ス
ト
削
減
で

の
協
訓
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
双
方
を
満
足
さ
せ
る
、
契
約
で
も
組
令
で
も
な
い
シ
ス
テ
ム
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
。

E

結
合
義
務
の
基
貯
ー
と
し
て
の
、
不
ツ
ト
ワ
ー
ク

契
約
結
合
で
は
「
目
的

(
N
J
4
2
5

の
概
念
が
重
要
で
あ
る
c

た
だ
し
、
集
中
的
な
月
的
へ
の
拘
束
で
は
な
く
、
内
部
的
な
行
為
の
論

理
と
外
部
へ
の
要
請
を
結
台
す
る
の
が
、
こ
の
「
目
的
」
概
念
で
あ
る
仁
つ
ま
り
、
独
自
の
「
結
合
同
的
」
又
は
「
、
不
ッ
ト
円
的
」
で
あ
り
、

交
換
契
約
で
の
「
契
約

R
的
」
ヤ
団
体
の
「
凶
休
の

U
的
」
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
つ
ネ
ソ
ト
ワ
ー
ク
の
問
題
は
、
契
約
法
的
に
も
団
体

法
的
に
も
解
決
で
き
な
い
。
ネ

y
ト
円
的
は
、
何
人
的
要
ぷ
ー
と
団
体
的
安
素
の
矛
盾
を
以
映
し
て
い
る
。

結
ム
門
リ
的
の
要
ム
引
を
厳
慌
に
分
析
す
る
た
め
に
は
、
時
的
・
社
会
的
・
実
質
的
な
れ
動
の
分
野
の
細
分
化
を
超
越
し
て
、
本
米
矛
盾
し
て

い
る
安
訪
を
、
状
況
に
依
存
す
る
一
義
的
な
行
為
の
期
待
へ
と
移
し
柊
え
る
こ
と
で
あ
る
つ

つ
ま
り
、
ネ
ッ
ト
の
内
部
で
行
為
の
領
域
を

μ

別
し
て
、
契
約
の
安
素
が
優
勢
な
場
合
は
契
約
法
を
、
団
体
的
側
面
で
は
団
体
法
を
顧
愈
す
べ
き
で
あ
る
υ

た
だ
し
、
以
上
の
ア
プ
ロ
ー
チ

は
、
あ
る
側
面
に
は
あ
る
契
約
類
型
を
適
用
し
、
他
の
側
出
に
は
違
っ
た
契
約
類
型
を
適
用
す
る
と
い
う
氾
合
契
約
で
の
結
合
理
論
と
も
異

な
っ
て
い
る
じ
そ
れ
で
は
、
ネ
ッ
ト
の
問
題
に
は
対
処
で
き
な
い
c

ネ
ッ
ト
で
は
、
契
約
の
要
素
が
優
勢
な
場
合
も
同
時
に
団
体
の
要
素
を
、

北法61(1・12)12 



刊
体
の
要
誌
が
強
い
場
合
も
契
約
の
要
素
を
同
時
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
つ

そ
の
結
果
、
状
況
に
依
存
し
た
ネ
ソ
ト
ワ

l
ク
の
結
合
目
的
の
日
一
体
化
は
、
通
υ唱
の
y

父
換
契
約
で
の
忠
実
義
務
ー
と
は
呉
な
る
強
度
の
忠
実

義
務
(
「
結
合
義
務

(
t
f
u
z
E
三
-oZ)
」
)
を
帰
結
す
る
じ
し
か
も
、
こ
の
結
ム
門
義
務
は
、
川
体
的
な
結
合
と
は
非
集
中
化
と
い
う
意
味

で
列
な
っ
て
い
る
つ
以
卜
の
団
体
の
鋲
域
と
契
約
の
領
域
の
区
別
は
、
凶
休
法
で
の
構
成
員
の
他
，
ハ
川
権
と
白
益
椛
の
区
別
に
類
似
す
る
が
、

決
し
て
同
じ
で
は
な
い
。
州
体
法
で
の
他
益
権
は
、
投
票
権
と
脱
退
権
で
あ
り
、
業
務
執
行
や
代
理
で
は
な
い
c

し
か
し
、
ネ
ツ
}
で
は
、

構
成
員
の
白
ぷ
的
行
為
と
し
て
、
契
約
の
分
野
で
の
業
務
執
行
と
代
用
が
当
然
に
本
~
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
白
律
と
結
台
の
完
全
な
細

み
合
わ
せ
で
あ
る
、
不
ツ
ト
と
団
体
の
違
い
に
由
来
す
る
c

こ
の
結
台
義
務
は
、
ネ
y
ト
ワ

l
ク
を
保
直

L
、
裁
判
肯
に
よ
る
契
約
の
修
正
を

12 完)

可
能
と
し
、
解
体
の
川
能
性
を
拡
大
す
る
。
そ
の
結
果
、
結
合
目
的
は
、
双
務
的
な
交
換
契
約
の
多
角
的
な
不
吋
ノ
ト
化
か
ら
発
止
す
る
内
部

関
係
で
の
強
化
き
れ
た
忠
実
義
務
の
具
体
化
に
対
す
る
決
定
的
な
基
ホ
と
な
る
。

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

wu

集
約
さ
れ
た
忠
実
義
務
と
し
て
の
結
台
義
務

不
ァ
ト
に
凶
有
の
忠
実
義
務
の
範
凶
は
、
状
川
に
即
し
て
だ
け
決
ま
っ
て
く
る
c

ネ
ッ
ト
で
の
忠
実
義
務
は
、
通
常
の
交
換
契
約
や
継
続

的
契
約
関
係
で
の
そ
れ
と
は
、
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。

ア
ポ
ロ
雫
刊
で
の
利
益
配
分
草
花
務
だ
け
に
リ
ま
ら
ず
、
総
て
の
け
周
面
で
、
ネ
y
ト

で
の
忠

F

主
義
務
は
そ
の
特
性
を
が
し
て
い
る
ハ
例
え
ば
、
双
務
的
な
(

r

H

℃
3-hw
円
)
継
続
的
契
約
関
係
で
は
情
報
義
務
ニ
ロ
吉
田
E
C
C
E
H
L
Z
与
と

は
通
常
の
交
換
契
約
よ
り
高
度
だ
が
、
多
角
的
な

(
ヨ
三
さ

E
2口
一
)
、
不
ッ
ト
契
約
で
は
よ
り
一
層
強
化
さ
れ
て
い
る
c

つ
ま
り
、
ネ
ッ
ト
の

同
体
の
領
域
で
の
情
報
義
務
は
、
給
山
刊
同
体
の
機
能
性
を
保
障
す
る
た
め
に
、

同
は
達
成
さ
れ
た
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
保
持
す
る
た
め
の
も

の
で
あ
る
。
特
に
、
こ
の
袋
請
は
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
で
は
顕
著
で
あ
る
コ

つ
ま
り
、
川
一
イ
メ
ー
ジ
で
の
竹
伝
や
同
一
条
刊
で
の
商
川
叩
の
提

供
に
止
ま
ら
ず
、

F
G
は
継
続
的
に
情
報
を
提
供
す
る
必
安
が
あ
る
c

そ
の
結
果
、
統
一
的
な
給
付
水
併
の
維
持
の
た
め
に
、
双
務
的
な
契

約
に
す
き
な
い
継
続
的
契
約
関
係
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
く
ら
い
に
、

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
・
シ
ス
テ
ム
で
の
情
報
義
務
は
高
度
な
も
の
と
な
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μ見

る
。
こ
の
情
報
義
務
と
対
に
な
る
の
が
、
守
秘
義
務

(
C
岳

E
5巳
E
E
m℃
E各
百
円
】
)

で
あ
る
つ

つ
ま
り
、
ネ
ッ
ト
の
本
部
と
参
加
者
の
附

の
関
係
が
親
併
に
な
る
か
ら
、
第
一
者
と
の
関
係
で
営
業
秘
が
漏
れ
る
危
険
は
、
ネ

y
ト
に
凶
有
の
も
の
で
あ
る
。

三乙、
町

さ
ら
に
、
労
働
法
、
団
体
法
で
も
見
て
取
れ
る
が
、
競
争
法
の
要
請
に
け
ま
ら
ず
、
不
ヅ
ト
で
は
不
ヅ
ト
の
木
部
の
加
問
者
の
平
等
扱
い

が
要
話
さ
れ
る
。
単
な
る
商
業
代
理
人
に
対
し
て
は
干
等
の
要
請
は
働
か
な
い
が
、
独
自
に
販
売
網
を
組
織
し
た

ネ
y
ト
で
は
話
が
別
で
あ
り
、
ネ
ッ
!
の
団
体
の
組
域
で
は
極
め
て
大
き
く
な
る
つ

(
の
]
の
目
。

rFAUEE己
-
E五
)

さ
ら
に
、
ネ
ッ
ト
で
は
給
付
水
準
の
均
一
化
が
必
要
だ
か
ら
、
ネ
ッ
ト
加
問
者
の
半
生
寸
の
要
請
は
、
更
に
そ
の
質
を
高
め
る
。
ネ
ッ
ト
の

木
部
の
指
凶
権
と
対
に
な
る
平
等
の
要
請
が
、
ネ
ッ
ト
へ
の
加
盟
者
の
白
律
牲
に
よ
る
遠
心
的
な
傾
向
を
補
完
し
て
い
る
じ
平
等
の
要
請
は
、

ア
ポ
ロ
・
シ
ス
テ
ム
の
よ
う
に
直
営
の
支
所
と

F
K
が
併
存
し
て
い
る
場
合
に
も
当
て
は
ま
る
。

岡
山
仰
に
、
ネ
ッ
ト
の
本
部
に
対
す
る
参
加
者
の
忠
実
義
務
も
両
度
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ネ
ッ
ト
加
問
者
の
所
有
催
、
損
失
・
利
益
の
可

能
件
と
関
係
す
る
白
律
と
の
調
和
は
凶
難
だ
が
、
ネ

y
ト
の
本
部
の
指
図
と
折
置
へ
の
服
従
を
忠
実
義
務
が
条
打
付
け
て
い
る
c

も
ち
ろ
ん
、

服
従
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
ネ
ッ
ト
の
効
率
性
に
必
要
な
限
り
で
で
あ
る
n

そ
の
粘
米
、

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
で
は
強
肢
の
標
市
化

が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
電
L
J
レ
ン
ジ
の
温
度
が
本
部
の
指
示
よ
り
若
干
低
漏
で
あ
っ
た
と
い
う
理
山
で
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ

契
約
の
解
約
が

4
能
ー
と
さ
れ
た
著
名
な
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
一
事
件
が
、
そ
の
例
で
あ
る
ハ
通
常
の
双
務
的
な
交
換
契
約
、

wm続
的
契
約
関
係
で
は
、

」
の
よ
う
な
多
角
的
な
傑
準
化
は
要
請
さ
れ
な
い
c

ネ
ソ
ト
の
効
県
は
、
解
約
権
に
影
響
を
与
え
る
つ
ネ

y
ト
加
問
者
は
、
他
の
参
加
者
に
不
利
益
を
与
え
な
い
よ
う
に
長
期
の
解
約
先
知
期

間
の
遵
守
を
川
き
目
印
さ
れ
る
な
ど
で
あ
る
υ

V

結
合
義
務
ー
と
し
て
の
利
前
分
配

以
卜
の
背
岳
山
の
卜
で
、

ア
ポ
ロ
事
件
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
ι

つ
ま
り
、
本
部
の
加
即
者
に
対
す
る
購
入
利
益
の
担
分
義
務
は
、
契
約
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条
項
の
解
釈
に
止
ま
ら
な
い
、
不
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
造
の
問
題
で
あ
る
。
凶
休
法
の
ル
ー
ル
は
問
泡
解
決
の
子
掛
か
り
に
は
な
ら
な
い
υ

ネ
ッ

ト
は
凶
休
で
も
契
約
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ネ
ソ
ト
で
は
ネ
ソ
ト
ワ

l
ク
の
組
織
が
非
集
巾
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
多
数
の
双
務
契
約

の
結
ム
門
と
い
う
法
形
式
に
表
現
さ
れ
て
い
る
c

た
だ
し
、

ヒ
ン
ト
に
な
る
の
が
、
ジ
ャ
ス
ト
イ
ン
・
タ
イ
ム
供
給
闘
係
で
あ
る
c

そ
こ
で

は
、
セ
ン
タ
ー

(
製
造
者
)

は
供
給
先
か
ら
の
製
品
の
供
給
数
な
ど
を
決
定

L
、
品
質
管
矧
な
ど
も
行
う
が
、
利
益
は
部
品
の
供
給
者
に
分

配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
c

も
ち
ろ
ん
、
現
実
に
は
利
益
分
配
は
市
場
続
小
力
で
決
定
さ
れ
る
つ
し
か
し
、

そ
れ
な
ら
な
お
さ
ら
、
需
要
の

リ
ス
ク
を
製
造
者
が
供
給
者
に
一
方
的
に
転
化
し
な
い
た
め
に
は

利
前
分
配
は
不
可
欠
の
要
請
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
・
シ
ス
テ
ム
で
は
、

F
G
は
F
N
を
、
不
ソ
ト
化
す
る
こ
と
で
、
外
部
の
供
給
者
と
有
利
な
購
入
条
件
を
交
渉
で
き
る
。

12 完)

で
あ
る
っ
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
不
ツ
}
の
全
体
を
基
礎
と
し
て
、

つ
ま
り
、
大
量
購
入
割
引

(
/
~
r
Z
Z
E
E
-
E

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
・
シ

ス
テ
ム
に
は
守
信
機
関
か
ら
有
利
な
与
信
が
与
え
ら
れ
る
。

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
・
ン
ス
テ
ム
の
成
功
を
当
て
込
ん
で
、
供
給
者
か
ら
の
じ
ナ
伝

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

も
寛
容
に
な
る
c

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
・
シ
ス
テ
ム
全
体
に
よ
る
商
品
の
敗
売
ゆ
え
に
、
制
れ
造
者
か
ら
シ
ス
テ
ム
の
セ
ン
タ
ー
に
立
伝
補
助
費

が
与
え
ら
れ
、
加
盟
苫
へ
の
配
分
が
問
題
と
な
る
r

以
卜
の
問
題
の
解
決
に
と
っ
て
、
契
約
条
項
の
解
釈
は
移
行
期
に
だ
け

E
U怖
が
あ
る
つ
判
例
に
対
処
し
て
契
約
条
引
が
修
d
さ
れ
、
利
益

配
分
義
務
が
緩
和
さ
れ
、
削
除
さ
れ
、
さ
ら
に
、
山
明
示
的
に
排
除
さ
れ
た
と
き
は
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
ー
と
い
う
敗
売
シ
ス
テ
ム
の
構
造
か
ら

の
解
決
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
c

も
ち
ろ
ん
、

F
G
が
F
N
に
購
入
義
務
を
説
し
な
が
ら
、
購
入
利
益
を
配
分
し
な
け
れ
ば
、

E
G
B

。
一
七
条
に
い
う
「
不
当
な
不
利
リ
什
M
M
い
(

戸

EEHmη
己

2ω
の
ロ
の

E
2
Eの
プ
弓

--A河
口
目
玉
)
」

の
安
件
を
充
足
さ
せ
、
約
款
規
制
が
問
題
に
な
る
。

ア
ポ
ロ
判
決
で
は
、

B
G
H
は
不
明
確
条
頃
で
間
忠
を
解
決
し
て
い
る
が
、
客
観
的
な
ネ
y
ト
の
構
造
に
依
拠
し
た
恨
拠
付
け
も
行
っ
て
い

る
c

つ
ま
り
、

B
G
H
の
い
う
よ
う
に
、
「
需
要
力
が
強
い
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
・
シ
ス
テ
ム
に
白
分
は
属
し
て
い
る
」
と
い
う
加
問
者
の
矧

待
は

H
4「
で
あ
る
c
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だ
か
ら
、
ネ
y
ト
ワ
ー
ク
は
決
定
的
な
基
準
と
な
る
。

ア
ポ
ロ
雫
刊
で
の
、
不
ソ
ト
の
本
部
の
購
入
行
動
は
、
刊
休
の
領
域
で
は
二
重
の
蛍

味
を
持
う
て
い
る
。

つ
ま
り
、
白
己
の
支
府
の
需
要
と
、
加
問
川
者
の
需
要
に
応
じ
る
た
め
で
あ
る
。

B
G
H
の
認
定
し
た
構
造
は
、
間
接
代

三乙、
町

F
N
の
受
任
者
と
し
て
白
己
の
名
前
で

F
N
の
利
益
と
計
併
で
枠
契
約
(
刃
包
7
E
o
-
-
Z
ユヨぬ)

理
に
酷
似
し
て
い
る
c

本
部
は
、

を
締
結
し

て
い
る
。

B
G
H
は
、
「
被
告
が

F
X
の
購
入
の
た
め
に
供
給
者
と
交
渉
し
た
が
、

F
K
に
父
付
し
な
か
っ
た
悩
格
割
引
の
部
が
、
た
相

割
引
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
っ
第
二
に
、
本
部
は
、

F
X
と
支
町
の
結
合
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
購
日
力
を
利
川
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、

本
部
の
行
為
は
団
体
の
領
域
に
分
類
で
き
る
。

よ
ろ
し
く
な
い
慣
行
に
従
っ
て
、
後
に
供
給
者
か
ら
キ
ッ
ク
パ

y
ク

を
自
分
に
ー
ペ
払
わ
せ
た
こ
と
で
、
既
に
義
務
に
違
反
し
て
い
る
つ
本
部
は
、
不
y
ト
の
凶
休
の
一
公
腎
で
行
為
し
て
い
る
か
ら
、
情
報
提
供
義
務

原
則
と
し
て
、
本
部
は
、
割
引
の
茅
績
を

F
N
に
明
ら
か
に
せ
ず
、

が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ネ
ッ
ト
目
的
の
要
請
は
、
情
報
義
務
に
止
ま
ら
な
い
。

具
体
的
に
は
、
ネ
ッ
ト

H
的
に
よ
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
の
効
果
に
よ
る
効
率
性
の
向
上
を
現
実
に
加
盟
右
に
還
叫
す
る
必
要
が
あ
る
c

フ
一
ブ
ン

チ
ャ
イ
ズ
・
シ
ス
テ
ム
の
経
済
的
な
目
的
は
、
購
入
の
分
野
で
の
結
ム
門
利
訴
を

F
N
に
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。

B
G
H
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

a
料
想
的
な
事
業
の
成
果
L

の
達
成
の
た
め
に
は
、
有
利
な
購
入
条
件
も
、
し
か
も
、
そ
れ

「
・
・
・
競
合
す
る
供
給
者
と
の
競
争
の
巾
で

こ
そ
が
特
に
決
定
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
見
や
す
い
道
県
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
購
入
利
益
こ
そ
が
、
ネ
ツ

ト
に
属
さ
な
い
小
売
商
と
比
べ
て
結
合
が
与
え
る
川
能
糾
円
で
あ
る
じ
し
か
し
、
こ
れ
が
現
実
化
す
る
の
は
、
購
入
割
引
が

F
N
に
配
分
さ
れ

た
場
A
A

円
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
別
引
の
ト
八
郎
分
を
自
己
に
帰
属
さ
せ
れ
ば
、
本
部
は
義
務
違
反
を
犯
し
て
い
る
。

団
体
で
は
利
益
は
、
ま
ず
団
体
に
帰
属
す
る
コ
し
か
し
、
ネ
y

ト
の
特
性
は
、

二
重
の
帰
属
性
で
あ
る
υ

つ
ま
り
、

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
・

シ
ス
テ
ム
で
は
、
価
格
割
引
は
、
ま
ず
、
不
ッ
ト
利
訴
と
し
て
全
体
に
、
次
に
、
平
弘
J

原
則
に
従
っ
て
、
公
平
の
観
点
か
ら
本
部
ー
と
加
入
者
に

分
配
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
じ
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つ
ま
り
、
単
な
る
賄
入
契
約
を
超
え
る

F
K
の
、
不
ソ
ト
化
に
そ
の
基
礎
を
持
つ

F
G
の
忠
実
義
務
か
ら
、
購
入
利
訴
の
配
分
草
花
務
は
基
礎

づ
け
ら
れ
る
。

以
卜
の
ト
イ
プ
ナ
l
の
与
祭
を
極
度
に
単
純
化
し
て
、
次
の
よ
う
に
安
約
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
じ
す
な
わ
ち
、
団
体

で
も
な
く
契
約
で
も
な
い
ネ
y
ト
化
は
、
分
業
化
し
な
が
ら
料
合
・
協
働
す
る
況
代
の
経
済
の
要
請
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
団
体
の
要
素

と
契
約
の
要
素
は
、
ネ
ソ
ト
契
約
で
は
骨
が
ら
み
に
な
っ
て
い
る
。
団
体
の
要
素
と
契
約
の
要
素
は
、
不
y
卜
の
巾
で
は
同
時
に
存
杭
し
、

12 完)

川
時
に
出
現
す
る
。
団
体
の
要
ぷ
は
、
強
度
の
忠
実
義
務
を
、
ネ
ッ
ト
の
本
部
に
も
加
入
者
に
も
要
求
す
る
c

以
上
の
忠
実
義
務
か
ら
、

F

G
が
供
給
先
と
購
人
条
件
を
決
定
し
た
場
合
も
、

F
G
が
F
N
の、不
y
ト
化
に
よ
り
強
化
さ
れ
た
購
買
力
を
基
礎
と
し
て
、

F
N
の
た
め
に

F
G
は
F
K
の
受
任
者
に
類
似
す
る
つ
こ
れ
は
、
不
ソ
ト
の
団
体
の
分
野
で
の
活
動
で
あ
る

υ
そ
の
結
果
、
し
か

購
入
し
て
い
る
以
ト
は
、

も
、
凶
休
と
は
川
ハ
な
り
、
利
益
が
回
体
に
帰
属
す
る
こ
と
な
く
、
直
按
に

F
G
の
F
X
へ
の
購
入
利
益
の
配
分
義
務
が
基
縫
づ
け
ら
れ
る
。

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

加
え
て
、
以
上
の
ト
イ
プ
ナ

l
の
論
考
は
、
先
に
見
た
連
邦
カ
ル
テ
ル
庁
の
決
定

(
1

③
)

の
以
前
だ
が
、

ト
イ
プ
ナ

l
の

F
G
が

F
N
に
賄
入
義
務
を
課
し
て
い
た
場
合
は
、

B
G
E
三
O
七
条
の
不
当
な
不
利
益
扱
い
に
当
た
る
と
い
う
指
摘
に
も
、
在
日
し
た
い
の

F
N
に

購
入
義
務
を
課
し
、
団
体
的
な
協
調
行
動
を
安
訂
し
な
が
ら
、

そ
の
利
，
怖
を

F
G
が
独
占
す
る
の
は
、

い
わ
ば
ネ
y
ト
ワ
ー
ク
の
凶
休
的
要

主引の
泊客
奪
に
つ
た
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

(
4
)
 
ド
イ
ツ
の
学
説
の
ま
と
め

以
卜
で
紹
介
し
た
ド
イ
ツ
の
学
説
か
ら
、
次
の
よ
う
に
考
え
る

υ
F
K
の
F
G
に
対
す
る
購
入
利
益
の
配
分
請
求
で
最
も
シ
リ
ア
ス
な
局

面
は
、

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
で
配
分
義
務
を
規
定
し
な
か
っ
た
場
合
、
及
び
、
契
約
で
明
示
的
に
そ
れ
を
排
除
し
た
場
合
で
あ
る
υ

以
上

の
場
合
に
、
配
分
義
務
を
否
定
的
に
解
す
る
学
説
は

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
を
、
五
に

F
G
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

F
N
が
利
用
す
る
契
約
と
考
え

F
N
の
協
嗣
行
動
も
、
ネ
ッ
ト
自
体
の
機
能
と
維
持
の
た
め
と
い
う
よ
り
、

ノ
ウ
ハ
ウ
の
利
用
の
た
め
の
付
随
的

て
い
る
c

そ
う
な
る
と
、
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義
務
で
あ
ろ
う
(
フ
ロ
ー
ル
)
っ
さ
ら
に
、

F
u
h
の
法
的
・
経
治
的
な
独
立
性
は
、
利
益
の
配
分
が
契
約
で
言
及
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
排

除
さ
れ
て
い
る
坊
合
は
、
行
為
慕
礎
の
脱
落
に
よ
る
契
約
改
定
を
妨
げ
る
ポ
情
ー
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
い
る

グ
ル
ン
ト
マ
ン
コ
他
方
で
、

三乙、
町

つ
ま
り
、
購
入
の
リ
ス
ク
は
白
身
で
負
担
す
る
こ
と
、
及
び

配
分
義
務
を
肯
定
す
る
学
説
は
、

F
N
の
法
的
・
経
凶
的
独
『
斗
柱
、

ブ
一
ブ
ン

チ
ャ
イ
ス
契
約
が

F
G
に
よ
る

F
K
の
事
務
処
理
契
約
の
安
素
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
っ
そ
こ
か
ら
、

B
G
E
ハ
ム
ハ
ハ
条
(
計

等
・
報
告
請
求
)
、
六
六
仁
条
(
受
領
物
引
渡
請
求
)

配
分
義
務
は
契
約
で
排
除
可
能
と
な
る

の
適
川
が
帰
結
さ
れ
る
c

た
だ
し
、
同
条
の
任
意
規
定
性
を
口
定
す
る
と
、
利
〆
ハ
M

の

(ギ
l
ス
ラ

l
、
プ
フ
ァ
イ
ブ
ァ

l
)
c
今
ひ
と
つ
、
購
入
利
訴
の
配
分
を
排
除
で
き
る
と
考
え
る

学
説
は
、

F
G
に
よ
る

F
N
へ
の
購
入
先
の
指
定
、
購
入
義
務
を
課
す
こ
と
を
重
視
し
て
い
な
か
っ
た
「
他
方
で
、

カ
ナ
i
リ
ス
は
、
購
人

利
益
の
配
分
を
排
除
す
る
条
項
は
、

B
G
B
ニ
ロ
七
条
二
項
一
口
勺
に
祇
触
す
る
、

つ
ま
り
、
任
玄
規
定
の
重
要
な
基
本
思
想
と
合
致
し
な
い

と
解
し
て
い
る
つ

F
G
に
よ
る

F
X
の
事
務
処
理
が
ブ
ラ
ン
チ
刊
イ
ズ
の
決
定
的
な
要
素
だ
と
カ
ナ
l
リ
ス
は
前
何
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、

さ
ら
に
、
ト
イ
プ
ナ
l
は
、
ネ

y
卜
契
約
前
を
基
礎
に
、

F
G
の
F
N
に
刻
す
る
忠
実
義
務
か
ら
利
益
の
配
分
義
務
を
認
め
て
い
る
じ
し
か

し
、
同
時
に
、

ト
イ
プ
ナ
l
は、

F
G
の
供
給
先
と
の
売
買
契
約
の
締
結
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
凶
休
の
領
域
で
の
訂
為
に
巾
l
た
り
、

結山本、

F
G
は
F
K
の
間
接
代
理
人
に
類
似
す
る
と
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
事
務
の
他
人
性
が
肯
安
c
れ
て
い
る
つ
そ
う
す
る
と
、
組
合
の

業
務
執
行
の
結
果
が
、
組
合
員
に
帰
属
す
る
の
と
同
様
に
、
ネ
ソ
ト
ワ

l
ク
に
帰
属
す
る
利
益
の
配
分
ー
と
い
う
問
題
で
は
、
ポ
務
処
理
関
係

を
基
礎
づ
け
る
の
が
不
ヅ
ト
ワ
ー
ク
論
の
意
味
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
c

加
え
て
、

F
G
が
F
N
に
購
入
義
務
を
認
せ
ば
、
不
y

ト
ワ
ー
ク
の
川
動
は
組
合
に
類
似
す
る
か
ら
、
利
訴
配
分
を
肯
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
ト
イ
プ
ナ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
結
論
と
し

て、

F
G
の
購
入
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
事
務
の
他
人
件
を
肯
定
す
る
か
百
か
が
、
前
倒
の
分
か
れ

U
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
υ

ネ

y

ト
ワ
ー
ク
責
任
は
、
資
本
と
指
揮
命
令
を
二
冗
化
す
る
団
体
ー
と
い
う
形
よ
を
取
ら
ず
、
団
体
の
活
動
を
法
的
に
独
?
げ
一
し
た
、
五
体
に
分
業
化
し

な
が
ら
、
協
調
行
動
を
取
る
現
代
の
絞
済
活
動
の
骨
格
を
な
す
取
引
を
、
山
場
と
団
体
と
い
う
法
形
式
が
矛
盾
す
る
こ
と
を
訟
め
た
上
で
、
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そ
れ
を
法
的
に
再
構
成
す
る
試
み
だ
と
い
え
る
つ
だ
か
ら
、
そ
の
結
論
が
、
混
合
契
約
に
対
し
て
、
そ
の
有
す
る
部
分
的
な
典
型
契
約
の
要

素
に
典
型
契
約
の
規
定
を
適
用
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
品
J

説
と
同
の
結
論
に
至
る
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

F
G
が

F
N
に
購
入
義
務
を
説
し
な
が
ら
、
購
入
利
益
を
配
分
し
な
い
の
は
、
比
峨
的
な
表
羽
を
す
る
な
ら
、

い
わ
ば
事
務
の
他
人
性
(
他

人
の
資
本
と
行
為
の
リ
ス
ク
に
伴
、
つ
利
益
ト
イ
ブ
ナ

l
の
表
現
で
は
、
ネ

y
ト
利
益

(
Z
己
主

ONE-の)

八
口
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
購
入
義
務
を

F
X
に
端
し
、

の
裏
奪
で
あ
る
と
評
価
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う

J

い
わ
ば

F
G
の
敗
売
シ
ス
テ
ム
な
い
し
は
自
己
の

つ
ま
り
、

組
織
し
た
団
体
の
一
部
門
に
守
し
い
状
態
を
強
制
し
な
が
ら
、

F
N
に
利
益
配
分
を
し
な
い
の
は
競
干
制
限
法
に
抵
触
す
る
と
い
う
連
邦
カ

ル
テ
ル
庁
の
決
定
の
私
法
上
の
意
味
も
、
以
卜
の
占
山
に
あ
る
と
考
、
λ
た
い
c

12 完)

(
犯
)
前
拘
注
(
刊
)
同
リ
古
一
戸

E
C
M
念
日
さ
ら
に
、
阿
己
門
的
、

p
r
y
p
H込
町
山
)
芦
口
日
目
り
門
戸
同
月
E
Oに
〈
己
「
E
ぬ

門

σ己
-
2
5
n
E
4
2二
の
自
国
E
F
2

唱
三
日
《
一
己
宣
主
-
u
e
t
c
-
v
t
k
目
=
E
Z
E
d
-再
々
コ
己
主
ロ
(
L
戸
己
的
完
N
C
C
ム
叩
由
ω
コ
も
参
照
。

(
お
)
前
掲
注
へ
川
比
)
巴
。
可

E
C
一
日
叶
口
筆
者
は
未
見
で
あ
る
が
、

~
r
F
E
E
-
T
¥出
。
旨
片
円
¥
日
目
σ
Z
H
E
R
E
E
E一
同
信
号
戸
戸
内
F♀
2
〈
日
正
月
E

与
さ
ず
豆
一
凶
九
百
「
了
N
2
(
)
山
昨
凶
戸
国
Z

訟
は
、
「
ブ
ラ
ン
チ
ヤ
イ
ジ
!
の
川
己
の
計
狩
で
の
取
引
と
い
う
要
請
ゆ
え
に
」

B
G
日
六
六
七
条
の
適

用
が
全
面
的
に
排
除
さ
れ
る
と
僻
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
(
前
掲
注
(
広
)
円
自
己
F
E
C
出
己
印
〉
ロ
日
己
主
。
お
そ
ら
く
、
以
上
の
フ
ロ

ル
と
見
解
を
同
じ
く
す
る
の
で
あ
ろ
、
っ
。

(
込
)
前
出
向
注

F

U

)

T

J

C
丁
「

E

C
一
山
由
こ
の
他
に
も
、
日

G
H
の
判
決
の
射
詐
を
狭
く
慨
す
る
フ
口

I
ル
の
論
与
と
し
て
、
削
掲
出
(
刊
以
)

ヨ
c
y
n
z
o
F
F
回目
I

問
。
吉
田
E
F
P門
出
回
目

(
)
(
)
p
z
z
h
(
ヘ
ル
ツ
判
決
へ
の
コ
メ
ン
ト
)
も
参
問
。

(
お
)
、
-
E
ヨ
ロ
コ
コ
主
ま
な
円
一
)
足
吉
宮
乙
E
F
c
=可。ニ内閣〈
G

コ
T-
《戸
=zd-24
竜門叶主流
wh-=。{)コ
Z
2
2
}ごヨ尚一向。コ
}2主
主
〈
ま
可
ぷ
百
一己主】定一

=
=
5
Y
斗

2

間明一山{}印口四
(
U
E
Z
。目。切目{}{}印印]戸出]戸口

(
剖
)
伊
豆
ヨ
ロ
コ
】
コ
E
Eコ
コ
一
口
走
ロ
c
哲
三
Z
K
牛
竺

tz守
主
♂
コ
Z
N々

r-〉
凶
(
)
プ
出
コ
ミ
『

(訂

)
E
G
E
一
一
条
(
二
契
約
の
基
礎
と
な
っ
た
事
情
が
契
約
の
締
結
後
に
者
し
く
変
化
し
、
か
ワ
、
口
上
の
変
化
を
当
事
者
が
予
見
し
て

北it6l(1'19)19 
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μ見

い
た
ら
、
当
事
者
は
当
該
の
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
か
、
別
の
内
容
で
締
結
し
た
で
あ
ろ
う
と
き
は
、
悩
別
の
事
案
の
総
て
の
状
況
、
特
に
、

契
約
ト
又
は
法
'
疋
の
リ
ス
ク
の
分
配
を
寺
市
し
た

1
で
、
当
事
者
の
一
み
が
当
該
の
契
約
に
拘
束
き
れ
る
こ
と
が
期
お
で
き
な
い
限
り
で
、
契

約
の
改
定
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
じ

戸
一
)
梨
約
的
慕
礎
と
な
っ
た
重
以
な
イ
メ

l
ン
が
誤
り
だ
と
判
明
し
た
と
き
も
、
事
情
の
変
化
と
同
様
で
あ
る
。

(
三
)
契
約
の
全
面
的
又
は
川
分
的
な
改
一
討
が
不
可
能
な
と
き
は
、
不
利
訴
を
被
る
当
事
者
は
契
約
を
解
除
で
き
る
航
続
的
契
約
関
係
で

は
、
解
除
に
代
わ
っ
て
解
約
が
認
め
ら
れ
る
。

(
お
)
前
掲
出
(
お

)
P
E
E
E
P
P
E
C
一
回
二
(
)
口
さ
ら
に
、
グ
ル
ン
ト
マ
ン
が
、
契
約
内
作
の
修
止
に
最
も
適
し
た
千
政
と
詳
制
す
る
わ
為

基
礎
の
喪
失
に
関
し
て
は
、

PR
「E
F
=三
百
言
ロ
ヲ
ヲ
ユ
E
事

zhJC
三
己

J
J
J
m
E二
2
P
Z
Z
5
1唱
HMEEKF円

J
Z
E
Fコ
P
E
こ
T
E
Y丈
吋

宅

2
5
5
n
E
E己
叶
C

口勾

Uz--m五

0
5
P
F
E号
N
E
C
F

印
N
N
記
片
山
N

2

R

も
参
照
。
後
占
の
論
考
は
、
「
ベ
ル
リ
ン
公
判
住
£
事
件

(ロミ
-Eh--山

E
E
-
f
E
P
-
-そ
)
」
に
即
し
て
、
契
約
、
ネ
ッ

I
に
対
す
る
行
為
基
礎
の
長
失
の
適
用
を
詳
細
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
ο

そ
こ
で
の

検
川
の
結
論
も
、
同
禄
に
現
行
の

B
G
H
の
法
規
定
の
一
許
怖
と
伝
統
的
な
法
珂
論
で
、
ネ
一
Y

}
の
問
題
は
十
分
に
解
決
が
り
能
で
あ
り
、
し
か

も
、
そ
の
よ
う
な
ア
ブ
ロ
チ
が
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
の
前
正
で
は
、
行
為
恭
礎
の
史
央
が
適
崩
で
き
る
宇
刊
で

あ
る
「
ベ
ル
リ
ン
公
団
作
記
事
刊
」
と
の
対
比
で
、
購
入
利
パ
且
の
配
↓
甘
の
規
定
が
な
い
場
合
は
、

F
G
が
そ
れ
を
取
得
す
る
こ
と
は

F
N
に
と
っ

て
予
見
不
可
能
で
は
な
か
ロ
た
と
結
論
し
て
い
る

(
刊
日
)
前
掲
誌
(
小
品
)
口
コ
ニ
己
主
主
コ
コ

5
0
-
∞
三
寸
コ
さ
ら
に
、
前
掲
注

(
7
)

ロ0
7
コ
芦

5
0
印
二
日
も
参
照
。

(
判
)
前
掲
所
(
川
山
)
E
O
Y
ロ巴一

E
C
出
じ
に

(
引
)
前
掲
、
汁
(
日
)
ロ
o
一日ロミ

E
C
出
H
N
N

(
必
)
前
掲
所
(
川
山
)

E

O

E

E

一
E
C
占出
H
N
U

(必
)
B
G
E
二
二
一
条
亘
思
表
不
の
解
釈
に
は
、
表
現
の
丈
百
卜
の
窓
昧
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
真
実
の
意
尽
を
探
求
す
べ
き
で
あ
る
。

B
G
B
一
主
ヒ
条
契
約
は
、
取
引
慣
行
を
考
慮
し
て
信
義
誠
実
が
要
請
す
る
よ
う
に
解
釈
す
る
必
裂
が
あ
る
。

(
叫

)
B
G
E
一
今
回
条
(
二
川
和
続
的
債
務
関
係
は
重
人
な
る
事
出
が
あ
る
と
き
は
、
両
当
事
者
と
も
行
知
則
川
を
遁

1
せ
ず
に
解
約
苫
知
で
き

る
。
屯
大
な
る
事
山
が
存
在
す
る
の
は
、
告
知
す
る
当
事
者
が
桝
別
の
事
例
の
総
て
の
事
情
を
与
庖
し
、
川
斗
事
者
の
利
訴
を
街
量
し
た
ー
で
、

介
主
ご
れ
た
終

f
時
、
止
は
、
パ
口
知
期
間
の
満
了
ま
で
の
契
約
関
係
の
存
続
が
期
刊
で
き
な
い
と
き
で
あ
る
ご

三乙、
町

北法61(1・20)20 



12 完)ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

(
一
)
市
大
な
事
由
が
契
約
上
の
義
務
違
反
に
よ
る
地
台
は
、
達
U

は
の
除
去
の
た
め
に
む
め
ら
れ
た
矧
聞
が
徒
過
さ
れ
た
と
き
、
ソ
へ
は
、
催

告
が
効
果
が
な
か
っ
た
と
き
に
始
め
て
、
解
約
告
知
が
許
さ
れ
る
c

三
一
一
今
条
一
項
が
準
刑
さ
れ
る
υ

(
三
)
権
利
者
は
、
パ
門
知
原
凶
を
知
っ
た
ん
校
、
適
切
な
期
間
内
だ
け
告
知
が
可
能
で
あ
る
。

戸
阿
)
桜
害
賠
償
を
請
求
す
る
佐
利
は
、
解
約
告
知
に
よ
り
州
除
さ
れ
な
い
。

(
釘
)
前
掲
所
(
日
)
目
。
E
R
E
(〕
命
日
戸
比
三
前
伺
正
「
7
)

回。一
E
2
E
C
一回目
H
N

も
参
問
、

3

(
剖
)
口
ロ
コ
早
々
吋
↓

2】

σコ
古
一
旬
コ
吾
才
}
凶
戸
コ
コ
民
三
お
〈

2-ucコ
己
主
ニ
ロ
ゴ
九
一

N
d
吋
戸
可
宮
古
ユ
宣
言
コ
閃
4
C
コ
ス
え
コ
バ
》
ユ
々
二
弓
コ
ニ
戸
寸
「
出
コ

F
t
s弓
出

V
J
Z
E勾コ

N

回
目
円
。
叶
(
N
(
)
(
)

併
)
出
叶
∞
口

(
灯
)
さ
ら
に
、
ト
ィ
プ
ナ
!
の
、
不
ソ
ト
契
約
論
の
包
括
的
な
検
川
で
あ
る
，

m掲
注
(
む

)
F
5
E
F
E
D
-
山
包
竺
「
は
、
購
入
利
採
の
配
分
を

ず
ン
ぃ
ス
ト
イ
ン
タ
イ
ム
と
も
比
較
し
て
市
相
に
検
討
し
て
い
る
が
、
主
慌
の
甘
怖
は
前
掲
正
(
剖

)
H
E
Z号
と
は
川
旨
で
あ
る
ト
イ
ブ
ナ
ー

の
ネ
ッ
ト
契
約
論
に
閲
す
る
紺
介
と
し
て
は
、
グ
ン
タ
1
・
ト
イ
ブ
ナ
1
(村
卜
純
一
訳
)
「
川
々
の
も
の
の
複
ん
門

e

契
約
で
も
な
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
比
一
同
志
社
法
学
五
七
巻
七
り
一
立
民
以
下
、
グ
ン
タ
l
・
ト
イ
ブ
ナ
(
什
卜
純
一
訳
)
「
別
々
の
も
の
の
複
合
契
約
で
も
な
い
ネ
y

ト
ワ
ク
の
法
」
昔
時
丘
じ
岳
九
号
一
頁
以
「
が
あ
る
い

(
判
明
)
前
掲
、
什
(
剖

)
p
z
σ
=
戸

5
0
一
引
き
な

(
刊
日
)
前
掲
所
(
制
)
叶
の
に
す
ロ
R
4
E
C
m
お
N
h
h

(
日
)
前
掲
誌
(
剖
)
↓
2
-
E
戸

E
O
一
∞
竺
弐

(
日
)
前
掲
所
(
剖

)
H
E
E
2匂
E
C
民民叶同町

(
辺
)
前
掲
、
汁
(
剖
)

J

「2
7
2
っ〆

E
C
出

A
V
(
)

『「

凶

及
ぴ
、

多
角
的
法
律
関
係
、(のコ口三

E
E
E
)

グ
ル
ン
ト
マ
ン

ネ
ッ
ト
契
約
に
関
す
る
ト
イ
ツ
渋
の
一
立
価

の
議
論
の
紹
介

北法61(1'21)21
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ー
グ
ル
ン
ト
マ
ン
の
論
考
の
山
禿
白
'

三乙、
町

(
3
)
 
で
は
、

F
G
の
F
N
に
対
す
る
購
入
利
益
の
配
分
に
闘
す
る
議
論
の
一
味
と
い
う
制
角
か
ら
、
ネ
サ
ノ
ト
契
約
論
を
紹
介

2 

し
た
つ
も
ち
ろ
ん
、
ネ
y
ト
契
約
を
唱
え
る
の
は
、

上
記
の
ト
イ
ブ
ナ
l
に
限
ら
れ
ず
、

さ
ら
に
、
ネ
y
ト
契
約
前
の
主
張
は
広
範
囲
に
わ

た
っ
て
い
る
c

し
か
し
、
そ
の
総
て
に
つ
い
て
、
本
稿
で
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

J

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
伝
統
的
な
ド
イ
ツ
法
の
視
角

か
ら
ネ
y
卜
契
約
論
の
提
起
す
る
問
題
に
対
し
て
ト
グ
マ

l
テ
ィ
ツ
ン
ユ
な
処
方
議
を
与
え
よ
う
と
い
う
グ
ル
ン
ト
マ
ン
の
論
考
を
紹
介
す

る
こ
と
で
、
以
上
の
課
題
に
枠
え
る
こ
と
に
代
え
た
い
と
考
え
る
〔
以
卜
で
は
、

グ
ル
ン
ト
マ
ン
の
論
考
を

(
内
科
に
よ
り
そ
の
精
籾
は

様
で
は
な
い
が
)
原
則
と
し
て
安
約
す
る
形
で
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い

(
以
下
の
ロ
ー
マ
数
字
の
付
さ
れ
た
タ
ィ

f
ル
は
ゲ
ル
ン
ト
マ
ン

の
論
文
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
)
。

7
i

は
じ
め
に
)

グ
ル
ン

T
マ
ン
は
、
そ
の
論
考
の
冒
頭
で
、
契
約
ネ

y
}
(
J
1
2守
戸
空

=ZN)
と
は
、
羽
代
の
市
場
経
済
の
最
も
重

要
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
契
約
不
ァ
ト
は
、
未
だ
に
社
会
科
学
的
な
飢
察
か
幻
怨
的
な
理
論
の
萌
か

(
2
2
0
R
W
E
H
U
命。コ
O
R
E
E
F
N百
戸
)

の
対
象
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
凶
有
の
法
科
論
(
巴
omHHEzr)
を
欠
い
て
い
る
と
問
題
提
起
す
る
っ
伝
統

的
な
法
理
論
は
、
契
約
不

y
ト
を
等
閣
机
し
て
お
り
、
例
外
が
不
JWI
利
得
の
三
角
関
係
に
闘
す
る
議
論
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、

グ
ル
ン
ト

マ
ン
の
一
誹
悩
で
は
、
他
の
ヨ

l
ロ
グ
パ
諸
国
と
比
較
し
て
も
ド
イ
ツ
訟
に
は
契
約
不
ヅ
ト
を
捕
捉
で
き
る
、
直
具
山
て
が
|
八
刀
に
備
わ
っ
て
い

る
。
そ
の
出
発
点
は
、
契
約
か
ら
契
約
へ
と
い
う
順
序
で
問
題
を
考
え
る
こ
と
、

つ
ま
り
、
契
約
の
連
鎖
に
即
し
て
写
-η

円

E
E
E
=
z
m
)

問
題
を
考
え
る
こ
と
で
跳
躍
(
山
吉

E
官
ロ
)

で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
契
約
中
l
事
者
間
の
関
係
か
ら
問
題
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
-
そ
う
い
う

た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
結
論
は
、
伝
統
的
な
ド
グ
マ
に
は

l
分
な
問
題
解
決
の
力
が
あ
る
こ
と
、
及
び
、
幻
想
的
な
理
論
は
単
な
る
ブ
ィ
ク
ン
ヨ

〆
か
法
的
安
定
件
を
欠
く
こ
と
で
あ
る
じ
検
討
の
同
的
は
、
ネ

y
ト
ワ
ー
ク
の
理
論
的
な
某
礎
付
け
で
あ
り
、
そ
の
法
理
論
の
独
自
牲
を
↓
丁

北法61(1・22)22 



張
す
る
ミ
と
で
あ
る
つ

同
吋
に
、
グ
ル
ン
ト
マ
ン
が
指
摘
す
る
の
は
、
契
約
ネ
y
ト
の
特
徴
は
、
契
約
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
だ
け
川
事
者
の
追
求
す
る
リ
的
が
達
成

で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
当
事
苫
は
契
約
を
そ
の
よ
う
に
結
台
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
c

そ
れ
ゆ
え
に
「
、
不
ソ
ト
リ
的

2
2
N
2
2
7
)」

と
い
う
概
念
が
使
川
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の

U
的
は

B
G
B
七
ロ
ア
社
条
の
組
合
の

H
的
と
は
列
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

ゲ
ル
ン
ト
マ
ン
が
強
調
し
た
い
の
は
、
組
合
・
凶
休
を
市
l
事
者
は
選
択
し
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
州
休
の
規
定
を
適
川
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

個
々
の
契
約
の
解
釈
が
ネ
ッ
ト
契
約
の
基
貯
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

2 

(
E
)
実
際
的
な
定
味
、
現
象
ム
字
と
、
土
安
な
刈
問
題

12 完)

結
合
契
約
な
し
に
は
、
現
代
の
市
場
経
済
は
成
立
し
な
い
っ
製
造
装
(
例
え
ば
、
ジ
ャ
ス
ト
・
イ
ン
タ
イ
ム
)
、
保
険
・
金
融
業
、
敗

完
業
、
建
築
部
門
、
じ
寸
伝
業
務
な
ど
総
て
の
分
野
で
、
引
恒
度
の
業
こ
そ
あ
れ
、
契
約
、
不
ツ
ト
は
普
及
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
契
約
、
不
y
卜
は

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

現
代
の
v

山
場
経
済
の
価
値
創
山
の
脊
柱
で
あ
る
c

ネ
y
卜
契
約
に
関
す
る
議
論
は
、

機
に
始
ま
っ
て
い
る
c

さ
ら
に
、
ー
止
法
で
は
結
合
契
約
、

一
九
八
六
年
に
現
金
を
介
存
さ
せ
な
い
弁
済
取
引
を
契

つ
ま
り
、
割
賦
販
売
の
形
式
で
の
第
一
ム
白
与
信
取
引
が
、
契
約
不
y
ト
の
議
論
の

日
明
矢
で
あ
る
ロ

以
卜
の
契
約
、
不
y
ト
に
は
、
そ
の
、
ネ
ー
ミ
ン
グ
は
部
門
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
絵
阿
的
(
一
】
戸
E
-
E
E
)
な
名
称
が
付
さ
れ
て
い
る
ハ
例
え
ば
、

星
(
出
オ
コ
之
、
沖
一
鎖
(
円
三
け
の
)
、
環
(
間
三
日
山
)

な
ど
で
あ
る
c

こ
の
よ
う
な
、
不
l
ミ
ン
ゲ
は
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
、
λ
は
す
る
が
、
も

ち
ろ
ん
法
的
な
問
題
の
鮮
明
に
関
し
て
有
用
な
わ
け
で
は
な
い
っ

こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
も
、
契
約
、
不
y
ト
に
は
烹
に
一
つ
の
問
題
が
あ
る
υ

第
一
が
、
契
約
当
宅
高
を
飛
び
越
し
た
苅
求
の
成
百
で
あ
り
、

第
二
が
、
個
々
の
契
約
関
係
内
で
の
契
約
の
変
更
は
可
能
か
で
あ
る
c

つ
ま
り
、
契
約
ネ
ソ
ト
で
は
、
孤
立
し
た
契
約
が
も
た
ら
す
も
の
と

は
列
な
っ
た
法
効
果
が
某
礎
づ
け
ら
れ
る
の
か
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
第
一
に
は
、
ネ
y
ト
に
属
す
る
構
成
口
が
、
直
授
の
契
約
悶
係
に

北法61(1'23)23 
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な
い
他
の
構
成
員
に
対
し
て
責
停
を
負
、
つ
の
か
で
あ
る
。
そ
の
よ
く
知
ら
れ
た
臼
ハ
体
例
が
、
ネ

y
ト
を
飛
び
越
え
た
直
接
の
責
任
(
直
按
請

求
(
ロ
ド
ヨ
宮
山
口
さ

E
与
π

)

)

、
笹
生
日
・
保
護
義
務

(
B
G
B
一
四
一
条
一
項
)
、
及
び
、
指
図
権
で
あ
る
c

第
一
が
、
ネ
ッ
ト
内
の
直
接
の
契

三乙、
町

約
関
係
に
あ
る
当
事
苫
闘
で
、
ネ
ッ
ト
の
結
ム
門
が
あ
る
が
ゆ
え
に
契
約
の
改
定
が
叫
能
か
で
あ
る
仁

つ
キ
デ
れ
リ

F
G
の
F
N
に
対
す
る
購
入

割
引
の
『
父
一
利
義
務
、
抗
弁
の
按
続
、
ネ
ソ
ト
の
機
能
を
損
な
う
が
ゆ
え
に
契
約
条
瓜
が
常
用
的
と
評
価
さ
れ
る
か

(
約
款
法
に
よ
る
、
不

y
ト

H
的
の

J
R
刑

グ
リ
ル
の
溢
皮
が

F
G
の
指
今
小

(「

2
5巳
巳
)
」
に
よ
る
胤
律
。
)
、
管
僚
な
契
約
違
反
に
よ
る
解
約
が
り
能
か

で
あ
る
。

(
例
え
ば

よ
り
沿
干
低
温
な
だ
け
で
解
約
が
叶
能
と
さ
れ
た

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
事
件
)

3 

(
皿
)
従
来
の
ア
プ
ロ
ー
チ

以
L
L

の
問
題
提
起
の
後
に
、

グ
ル
ン
ド
マ
、
〆
は
従
米
の
学
説
を
点
検
す
る
が
、

そ
の
一
計
制
は
椋
め
て
批
判
的
か
つ
辛
練
で
あ
る
つ

ま
ず
、
結
合
契
約
に
限
つ
一
て
、
最
初
に
契
約
、
不

y
ト
を
検
討
し
た
ゲ
ル
ン

7
1
パ
l
( 

( 
『

~ 
門
戸
】

ピア
戸

ーー) 

「む
円
) 

の
後
に
続
く
の
が

メ
シ
よ
ル

(
/
{
C
切の
7

。一)

の
ネ

y
T契
約

(
Z
Z
コd
ユZ内
)

で
あ
る
が
、

メ
シ
コ
ル
の
、
土
張
の
骨

理
論
的
に
も
私
論
に
も
説
何
力
が
な
い
と
さ
れ
る
じ

格
は
、
標
準
化
さ
れ
た
大
量
取
引
で
あ
る
振
込
取
引
で
は
枇
歯
止
日
義
務
は
極
め
て
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、

B
G
R
一
一
四
一
条
二
項

に
よ
り
、
ネ
ッ
ト
契
約
へ
の
参
加
者
は
他
の
加
入
者
に
対
し
て
契
約
上
の
権
利
義
務
を
持
コ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
υ

さ
ら
に
、
メ
ン
コ

(

J

一

(同畠
π)

は
、
白
身
の
参
加
と
、
例
え
ば
金
融
機
関
な
と
の
他
の
参
加
古
の
受
け
入
れ
に
よ
り
、
総
て
の
以
前
か
ら

ル
の
弟
一
千
の
口

l
エ

の
参
加
苫
と
の
閑
係
で
、
ネ
ッ
ト
へ
の
参
加
者
と
な
る
と
、
以
卜
の
法
律
関
係
を
基
礎
づ
け
て
い
る
c

し
か
し
、
振
込
取
引
に
参
加
す
る
金

融
機
関
が
相

πに
代
理
権
を
与
え
て
お
り
、
他
の
金
融
機
関
の
凪
存
と
の
問
で
契
約
関
係
が
成
立
す
る
な
ど
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
コ
さ
ら
に
、
具
休
的
な
結
論
も
よ
持
し
が
た
い
υ

幾
つ
か
の
取
引
、
例
え
ば
、

カ
ー
ド
で
の
支
払
取
引
で
、
以
務
的
な
一
一
而
契
約
を
提
唱
す
る
ヘ

l
ル
マ
ン

([-2寸
=-22J)
の
刊
品
川
明
も
、

貫
性
が
な
く
結
論
の
一
部
が
妥
当
な
だ
け
で
あ
る
〔
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ネ
ッ
ト
契
約
を
組
合
頒
似
の
契
約
と
み
な
し
、
組
合
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
見
解
も
あ
る
ロ
確
か
に
、
ネ
y
ト
の
参
加
者
は
共
通
の

H
的
を
有
し
て
は
い
る
が
、
組
合
の
円
的
で
は
な
い
。
ネ

y
ト
契
約
で
は
、
符
参
加
者
は
独
?
止
し
て
お
り
、
組
合
で
市
町
す
る
こ
と
は
で
き

ご、。
C

J
h
u

しさ
ら
に
、
ネ
y
ト
ワ
ー
ク
の
飢
白
か
ら
、
白
闘
に
要
引
を
構
成
し
、
選
択
的
に
効
果
を
適
用
す
る
ト
イ
ブ
ナ
l
に
対
し
て
は
、
意
識
し
て

理
論
的
一
貫
性
を
放
棄
し
て
お
り
、
マ
f
H
比
リ
能
性
、
法
的
安
定
性
、
既
ド
仔
の
判
例
・
理
論
と
の
整
合
性
は
八
十
く
期
待
で
き
な
い
。
要
す
る
に
、

協
働
と
競
争
の
複
合
で
結
台
が
時
徴
づ
け
ら
れ
、
法
律
上
の
根
拠
な
し
に
、
決
定
、
土
義
的
に
そ
の
局
而
旬
に
効
果
が
指
示
さ
れ
て
い
る
c

そ

12 完)

の
結
果
、
特
に
、
判
例
・
リ
法
と
の
整
ム
門
件
は
全
く
失
わ
れ
る
と
い
う
の
が
、
グ
ル
〆
ト
マ
ン
の
評
価
で
あ
る
。

以
L
L

の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
は
不
十
分
だ
が
、
他
方
で
、
古
典
的
な
契
約
法
の
即
論
は
、
ネ
y
ト
契
約
の
特
性
を
等
同
視
し
て
い
る
。
附

言
及
し
て
も
冷
淡
で
あ
る
。
一

C
C
七
年
の
ヨ

1
ロ
y
パ
法
原
則
の
サ
l

法
、
契
約
法
の
文
献
は
、
ネ
ッ
ト
京
、
約
を
取
り
卜
げ
な
い
か
、

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

ピ
ス
契
約
も
ネ
ッ
ト
契
約
に
関
す
る

M
ど
を
持
っ
て
い
な
い
c

ア
メ
リ
カ
法
の
伺
点
か
ら
も
、
「
ネ

y
T
ワ
ー
ク
は
法
的
観
念
で
は
な
い

と
指
摘
さ
れ
た
り
す
る
仁
し
か
し
、
契
約
不
ァ
ト
の
瓜
代
の
経
済
取
引
に
対
す
る
玄
義
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
扱
い
は
疑
問
で
あ
る
、

以
卜
を
総
括
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
ネ
y
ト
の
存
詐
か
ら
一
定
の
結
論
(
契
約
連
鎖
を
飛
び
越
え
る
直
接
請
求
、
及
び
、
ネ
y
ト
内
の
山
梨

約
の
改
定
)
を
導
こ
う
と
い
う
試
み
は
、
幻
想
的

(
2
E己
主
円
)

一
部
は
フ
ィ
ク
テ
ィ
フ
で
あ
り
、

一
部
は
法
作
の
一
計
仙
ー
と
矛
同

で
あ
り

し
て
い
る
c

せ
い
ぜ
い
ト
イ
プ
ナ
l
の
議
論
が
、
結
論
と
し
て
は
、

一
口
及
に
値
し
、
-
況
判
力
も
あ
る
が
、
法
的
な
詳
細
に
慕
つ
い
た
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

ト
イ
プ
ナ
l
は
法
的
な
一
山
町
悩
か
ら
開
発
し
て
も
得
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
断
言
し
て
い
る
つ
他
方
で
、
ネ
ッ
ト
契

約
問
叫
ん
師
の
敵
対
者
は
、
問
題
解
決
に
は
既
存
の
理
論
で
十
分
と
考
え
る
コ
し
か
し
、
ネ
ッ

l
契
約
の
間
忠
は
多
様
だ
が
、

そ
の
巾
心
的
な
出

分
で
は
一
致
が
あ
り
、
従
米
の
寸
法
、
判
例
の
一
計
仙
と
合
致
し
て
お
り
、
理
論
的
に
も
安
定
し
て
い
る
。
ネ
ッ
ト
契
約
の
特
性
は
存
存
し
、

そ
の
畑
山
り
で
理
論
的
な
某
礎
も
あ
る
れ
以
下
の
検
討
は
、
そ
の
検
一
正
で
あ
る
れ
か
つ
、

ド
イ

y
法
は
、

E
U
諸
凶
の
法
や
ア
メ
リ
カ
法
と
比

北法61(1'25)25
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較
し
て
、

そ
の
た
め
の
千
段
を
黒
富
に
持
ち
台
わ
せ
て
い
る
つ
具
休
例
を
一
つ
あ
げ
る
な
ら
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
第
一
者
の
た
め
に
す
る
契
約

(
B
G
B
一
一
二
八
条
)
は
九
九
九
年
に
な
っ
て
始
め
て
認
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
は
行
為
基
礎
の
用
論
が
な
い
c

他
方
で
、

は
、
法
政
策
的
に
は
説
得
力
の
あ
る
手
段
で
は
な
い
c

以
上
が
、
グ
ル
ン
ド
マ

北法61(1・26)26 

三乙、
町

完
買
法
で
の
フ
ラ
ン
ス
法
の
直
接
訴
権

F
Z
-
2
E「
2
月
)

ン
の
従
来
の
ネ
y
ト
契
約
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
計
仙
と
口
身
の
方
同
伴
で
あ
る
υ

ト
イ
プ
ナ
l
は
、
問
題
解
決
の
山
川
発
点
を
、

(
町
)
山
法
の
基
本
的
な
考
え
方
の
契
約
ネ
ソ
ト
へ
の
敷
街
、
及
び
、
原
則
は
、
直
按
請
求
の
拒
絶

9
~
 

B
G
B
一今
V
A

八
条
二
回
世
と
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
に
闘
す
る

E
G
法
だ
け
だ
と
考
え
て
い
る
。

4 し
か
し
、
事
実
は
そ
の
反
対
で
あ
る
η

虚
心
に
観
察
す
れ
ば
、

B
G
R
一
一
一
八
条
、
川
条
の
類
推
し
迎
用
(
第
三
者
に
対
す
る
保
護
効
を
伴
つ

B
G
B
一
一
七
八
条
(
版
行
補
助
者
の
過
失
)
、

B
G
B
四
一
四
条
一
叫
竺
了
止
に
よ
る
製
造
者
の
一
百
明
に
対
す
る
責
任
、

B
G
B

一
条
一
項
)
、
結
合
契
約

(
B
G
B

四
じ
九
条
が
用
意
さ
れ
て

た
契
約
)
、

さ
ら
に
、
契
約
締
結
卜
の
過
失

(
B
G
B
一
一

で
の
抗
弁
の
岡
持
続
、
最
近
の

B
G
B
六
七
六

b
条
、
六
七
I

ハ
c
条
、
及
び
、

B
G
B
四
じ
八
条
、

二
一
一
条
三
項
に
よ
る
第
一
五
有
に
対
す
る
直
按
請
求
、

今
ニ
瓦
八
年
川
)

、4

〉
の

し

yiつ
ま
り
、
他
の
川
々
と
は
川
な
り
不
法
行
為
の
一
般
条
項
を
持
た
な
い
と
い
う
ド
イ
ツ
法
の
弱
点
は
、
却
っ
て
、
ネ
ソ
ト
契
約
に
け
刈
処
す

べ
き
い
契
約
法
卜
の
道
具
、
を
曲
三
昌
に
し
て
い
る
。
既
に
九
一
ム
年
の
つ
ノ
リ
ウ
ム
・
口

l
ル
事
件
の
判
決

目
白

N
叶
戸
目
白
川
F
N
一
石
)
で
、
第
三
者
に
対
す
る
保
設
効
を
伴
ワ
た
契
約
と
契
約
締
結
卜
の
過
失
の
二
つ
の
発
凶
此
の
方
向
性
が
決
定
さ
れ
、
財

産
上
の
損
合
に
対
す
る
第
二
者
の
直
按
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
υ

判
に
、
パ
、
〆
フ
レ
ソ
ト
・
リ

1
7
レ
ソ
ト
賓
仔

(
T
3
4
F
F
t
E
Z
)

(
戸
】
ロ

E
E
-
-】戸
円

c--2】
門
戸
-
-

で
あ
る
つ
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
巾
の
幾
つ
か
は
ネ
ッ

l
契
約
に
は
応
用
で
き
ず
、
例
え
ば
、

B
G
B
二
一
八
条
は
ブ
ラ
ン
チ
ベ
イ
、
ン

I
阿
の
責

任
に
は
類
枠
で
き
な
い
。
し
か
し
、
材
料
は
実
に
特
肖
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
法
で
は
不
法
行
為
責
任
の
守
備
範
回
が
炊
い
が
ゆ
え
に
、
契
約
法
上
の
手
段
が
多
い
〔
そ
の
結
果
、
例
々
の
問
題
は
げ



法
と
判
例
で
解
決
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
ネ
y
ト
契
約
の
県
論
の
乏
し
さ
に
つ
な
が
る
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
ロ
た
だ
し
、
中
然
な
が
ら
問

題
は
残
う
て
お
り
、
例
え
ば
、
契
約
の
連
鎖
を
経
山
し
て
原
因
の
惹
起
者
に
た
と
り
看
く
た
め
に
、
小
売
は
(
版
行
補
助
芦
と
し
て
の
)
製

造
者
の
過
訟
の
古
川
行
忙
を
角
γ
つ
の
か
、

B
G
R
二
五
八
条
の
よ
う
な
結
合
契
約
の
規
定
は
非
消
費
者
に
も
適
用
さ
れ
る
の
か
、
小
売
商
が
消
費

者
に
販
売
し
た
と
き
に
限
っ
て
、
販
売
者
の
求
慣
は
行
わ
れ
る
の
か
な
ど
が
、
況
行
法
上
の
問
題
で
あ
る
υ

問
題
に
な
る
事
案
類
矧
は
椋
め

て
多
い

J

一
般
的
な
傾
向
と
し
て
は
、

よ
り
問
題
へ
の
対
応
が
リ
能
な
も
の
に
般
条
頃
を
彫
琢
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
以

F

川

に
ど
の
よ
う
な
場
合
に
ネ
ッ
ト
契
約
が
問
題
と
な
る
の
か
、
さ
ら
に
、
そ
の
際
に
ネ
ッ
ト
を
情
成
す
る
契
約
連
鎖
を
飛
び
越
え
て
の
直
接
請

求
の
可
ア
h
l
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
c

12 完)

契
約
、
不
y
ト
が
連
鎖
し
て
い
る
場
合
に
、
ネ
ァ

f
の
参
加
者
は
原
因
の
惹
起
者
に
対
す
る
直
按
の
訂
求
権
を
取
州
付
す
る
の
か
、
契
約
関
係

内
の
請
求
砲
が
順
次
行
使
さ
れ
る
の
か
が
問
題
に
な
る
つ
ト
門
く
か
ら
ド
イ

y
の
判
例
は
、
契
約
の
伸
一
鎖
を
尊
重
し
て
直
接
の
請
求
を
排
除
す

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

る
方
向
を
示
し
て
い
る
ロ

最
近
の
立
法
も
、
同
様
の
方
向
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
具
体
例
が
、

B
G
E
六
七
六
b
条
、
六
七
『
ハ

c
条
で
あ
る
r

稀
な
例
だ
が
、
振
込

取
引
の
仲
介
金
融
機
関
が
娠
込
ま
れ
た
金
銭
を
失
コ
た
場
合
、
多
い
の
は
、
利
加
的
に
子
数
料
を
取
っ
た
場
合
に
、
仕
向
金
融
機
関
が
事
実

上
責
伴
を
負
わ
な
い
の
は
ド
イ
ツ
の
よ
ろ
し
く
な
い
実
務
慣
行
だ
っ
た
ハ

メ
シ
ェ
ル
は
、

責
任
の
あ
る
金
融
機
関
へ
の
顧
客
の
直
也
世
話
求
を

提
楽
し
て
い
る
c

他
方
で
、

ヨ
l
ロ
ヅ
パ
法

(
E
G
指
令
)
は
別
の
方
向
を
指
向
し
、

ド
イ

y
で
も
内
同
法
化
さ
れ
た
じ

つ
ま
り
、
仲
介
金

融
機
関
は
仕
向
金
融
機
関
の
履
行
補
助
者
と
さ
れ
、
仲
介
金
融
機
関
の
過
誤
に
関
し
て
も
仕
向
金
融
機
関
は
顧
客
に
対
し
て
責
任
を
負
い
、

そ
の
後
に
振
込
の
連
鎖
の
中
で
白
分
が
委
託
し
た
仲
介
金
融
機
関
へ
の
求
償
が
述
続
し
、
過
誤
の
あ
る
金
融
機
関
が
最
終
的
に
責
任
を
負
う
υ

以
上
は
、
分
か
り
に
く
い
規
定
で
あ
り
、
請
求
の
限
度
額
が
あ
り
、
過
失
の
存
T
h
H

に
よ
る
区
別
が
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
契
約
連
鎖
を
尊
重

す
る
解
決
を
守
え
て
い
る
ι
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μ見

以
卜
の
振
込
取
引
の
連
鎖
で
は
、
給
付
の
襟
準
化
(
「
金
銭
の
回
復
」
)
と
一
元
的
な
法
的
基
縫
(
銀
行
間
協
J
4
)

ゆ
え
に
、
連
鎖
を
通
じ

て
の
清
算
以
外
の
結
論
は
与
え
ら
れ
な
い
c

た
だ
し
、

そ
れ
以
外
の
契
約
ネ
ソ
ト
で
は
、

そ
の
部
門
で
の
普
及
し
た
ル

l
ル
が
な
い
の
が
普

三乙、
町

通
だ
か
ら
、
同
様
に
は
考
え
ら
れ
な
い
じ
他
方
で
、
最
近
立
法
者
が
導
入
し
た
求
償
の
連
鎖
の
ル
ー
ル
が
、
完
買
法
で
の

B
G
B
四
七
八
条
、

四
七
九
条
で
あ
る
つ
つ
ま
り
、
顧
客
の
直
按
請
求
で
は
な
く
、
直
按
の
販
売
者
へ
の
責
任
迫
及
と
求
備
の
連
鎖
で
あ
る
。
顧
客
に
と
っ
て
は
、

完
買
に
よ
る
給
付
連
鎖
内
の
ど
こ
で
過
誤
が
発
止
し
た
の
か
を
突
き
止
め
る
の
は
凶
判
明
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
、
不
ツ
ト
の
終
占
、
に
い
る
専
門
家

が
適
任
で
、
ネ
ッ
ト
の
連
鎖
を
通
じ
て
求
償
が
行
わ
れ
れ
ば
、
白
動
的
に
惹
起
者
に
到
達
す
る
c

も
ち
ろ
ん
、
あ
ま
り
起
こ
り
え
な
い
事
態

一
回
ご
と
に
訴
一
訟
が
行
わ
れ
れ
ば
訴
訟
費
川
は
か
さ
む
と
い
う
欠
陥
は
な
い
で
は
な
い
が
〔

で
あ
ろ
う
が

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
振
込
取
引
と
販
売
者
の
求
偵
の
ル

1
ル
の
過
大
許
何
は
で
き
な
い
。
最
後
に
指
摘
し
て
お
く
と
、
以
L
L

の
同
按

請
求
に
対
す
る
契
約
ネ
y
ト
を
通
じ
て
の
清
貧
は
、
給
付
利
仰
の
侵
常
利
何
へ
の
優
先
と
同
様
の
在
、
叫
ん
方
に
基
づ
い
て
い
る
。

つ
L
Zま
れ
ゾ
、
市

ポ
者
同
の
合
意
と
契
約
相
手
方
の
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
る
こ
と
の
尊
亘
で
あ
る
じ

他
々
で
、
不
ッ
ト
契
約
で
の
直
接
請
求
を
契
約
締
結
上
の
過
失
で
根
拠
つ
け
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
と
い
う
指
摘
も
あ
る

(
P
E
F
5
2一
r戸
古
田
百
円
)
己
そ
の
科
白
は
、
ネ
y
ト
内
の
関
係
は
、
契
約
締
結
交
渉
を
始
め
た
の
と
同
棟
だ
と
い
う
認
識
で
あ
る
つ
し
か
し
、

最
初
に
確
認
す
べ
き
は

B
G
B
 

条
一
頃
を
基
従
づ
け
る
の
は
契
約
交
渉
で
あ
り
、
契
約
、
不
y
卜
へ
の
参
加
は
そ
う
で
は
な
い
こ
と

で
あ
る

(
品
苦
悩
…
じ

「
責
任
の
前
提
は
、
港
在
的
な
契
約
当
事
者
と
な
る
こ
と
で
あ
る
c

契
約
当
ポ

国↓
I
C「
己
の
一向

ω
}
仏

¥
t
c
t
h
#守
山

-
t
-
ー
]
岳
山

者
の
近
〈
に
い
る
第
一
今
者
は
、
当
然
に
以
上
の
責
任
を
角
川
う
わ
け
で
は
な
い
じ
そ
の
粕
県
、

契
約
に
よ
る
請
求
権
に
問
題
解
決
は
委
ね
ら
れ
る
)
コ
た
だ
し
、
問
題
は

B
G
B
一
一

(
専
ら
)
第
一
者
に
対
す
る
保
一
一
語
効
を
も
っ
た

一
条
二
項
で
あ
る
コ
川
条
は
、
契
約
巾
l
事
者
で
は
な

い
代
理
人
、
助
言
者
、
専
門
家
に
対
す
る
直
接
請
求
特
に
、
パ
ン
ブ
レ
ソ
ト
・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
寅
任
の
根
拠
ー
と
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、

川
条
の
要
件
は
、
請
求
の
相
手
方
が
独
占
円
に
「
特
別
な
信
頼
」
を
要
求
し
た
こ
と
で
あ
る
「
つ
ま
り
、
第
一
一
者
が
付
加
的
に
独
占
円
の
「
給
刊
」
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を
与
え
た
と
き
に
始
め
て
、
声
按
苅
求
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
つ

ネ

y
ト
組
織
法
を
提
唱
す
る
も
の
に
対
す
る
以
祉
と
な
る
例
が
存
在
す
る
。
日
一
体
的
に
は
、
遅
れ
て
ド
イ
ツ
の
?
山
均
に
進
出
し
た
円
本
の

自
動
車
メ
ー
カ
ー
が
、
資
力
の
信
頼
で
き
る
版
完
業
者
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
c

そ
こ
で
、
メ
ー
カ
ー
は
、
白
動
車
明
細
書

Q
5
3
2ち
コ
え
)

を
保
持
し
て
、
口
動
山
十
を
所
有
権
留
保
で
販
売
し
た
υ

販
売
業
者
は
顧
客
を
欺
い
て
、
残
代
金
を
即
出
に
弁
済
す
れ
ば
、
口
動
山
十
明
細
存
を

交
付
す
る
と
告
げ
、
顧
客
は
こ
れ
に
応
じ
た
。
裁
判
所
は
白
動
車
の
善
意
取
得
を
青
山
し
た
が
、
他
方
で
、
販
売
業
者
の
過
誤
を
メ
ー
カ
ー

に
帰
責
し
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
よ
る
直
長
請
求
を
認
科
し
た
c

ト
イ
ブ
ナ

l
は
、
ネ
ソ
ト
責
任
ゆ
え
に
結
論
に
は
賛
成
し
て
い
る
。

し
か
し
、
私
見
で
は
、
結
論
に
も
以
対
で
あ
る
c

こ
こ
で
の
問
題
は
所
有
権
の
取
得
で
あ
る
υ

し
か
し
、

メ
ー
カ
は
所
有
権
の
取
得
に
閑

12 完)

し
て
、
信
頼
を
惹
起
し
て
い
な
い
。

メ
ー
カ
ー
は
恨
慌
の
な
い
製
品
を
給
付
す
る
以
外
の
責
任
を
負
っ
て
は
い
な
い
。
顧
客
は
販
売
楽
者
を

信
頼
し
た
の
で
あ
り
、
販
売
業
者
に
対
し
て
掛
害
賠
償
す
べ
き
で
あ
る
。

メ
ー
カ
ー
は
顧
客
に
対
し
て
具
体
的
な
給
付
義
務
を
負
っ
て
い
な

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

い
か
ら

B
G
R
 

一
条
二
項
、

二
項
の
適
用
の
基
従
は
欠
如
し
て
い
る
ロ

も
ち
ろ
ん
、
第
二
苫
が
独
白
の
給
利
を
ね
供
し
た
と
い
う
基
準
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
し
か
し
、

μ別
の
岡
難
は
法
律
の
適
川

で
は

H
市
的
な
こ
と
で
あ
る
。
直
長
の
契
約
の
相
手
ん
で
は
な
い
投
資
助
一
言
者
の
責
仔
が
問
題
と
な
る
右
而
祉
券
の
販
売
な
ど
で
は
、
提
供

さ
れ
る
商
品
の
仙
値
は
専
ら
ぬ
供
苔
の
資
力
に
か
か
っ
て
お
り
、

か
っ
、
購
入
の
際
の
投
資
の
助
一
討
は
む
し
ろ
原
別
で
あ
る
。
顧
客
は
助
一
丙

に
大
き
な
信
頼
を
お
い
て
い
る
c

だ
か
ら
、
助
言
者
は
独
自
の
給
付
を
提
供
し
て
い
る
と
い
、
λ
る
仁
さ
ら
に
、
投
資
と
自
動
車
の
販
売
業
者

の
ケ
ー
ス
の
遅
い
は
、
前
者
で
は
商
品
の
購
入
に
助
一
汗
者
が
関
与
す
る
が
、
後
者
で
は
、

メ
ー
カ
ー
は
八
土
く
関
守
し
て
い
な
い
。
以
下

6
.

で
示
す
様
々
な
例
で
は
、
第
=
者
に
対
す
る
保
設
効
を
作
っ
た
契
約
や
版
行
補
助
者
責
任

(
B
G
B
二
ヒ
八
条
)
が
問
題
に
な
る
υ

し
か
し
、

9
J
 

ま
ず
は
原
則
と
し
て
は
、
直
接
請
求
は
排
除
す
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

5 

V
)
個
別
の
契
約
で
の
恭
本
的
な
問
題
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μ見

以
卜
の
よ
う
に
直
長
請
求
を
原
則
と
し
て
拍
百
す
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
複
数
の
契
約
が
、
不
ソ
ト
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ず
個
々
の

契
約
で
問
題
と
な
る
。

つ
ま
り
、
ネ
ソ
ト
の
参
加
者
は
ネ

y
ト
契
約
を
受
け
入
れ
て
い
る
が
、
組
合
の
立
味
で
共
通
の
リ
的
を
合
意
し
た
わ

三乙、
町

け
で
は
な
い
仁
た
だ
し
、
ネ
ソ
ト
へ
の
参
加
と
い
う
は
的
が
、

ど
の
よ
う
な
立
味
が
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
仁
そ
の
結
米
、
あ
る
詩
仙
を

契
約
内
に
持
ち
込
む
に
は
般
条
頃
が
見
や
す
い
千
段
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
卜
の
、
土
張
の
後
に
、

グ
ル
シ
ト
マ
ン
は
、
ま
ず
行

為
廿
揖
礎
の
喪
失
が
、
不
ッ

l
契
約
の
詐
仙
に
適
し
た
法
制
度
で
あ
る
と
従
案

L
、
さ
ら
に
、
不
y
卜
参
加
者
に
対
す
る
購
入
利
益
を
契
約
の
肝

釈
と
し
て
白
ど
し
た
事
例
と
し
て
ア
ポ
ロ
事
件
を
取
り
上
げ
て
い
る

fm一
参
照
)
。
し
か
し
、
既
に
紺
介
し
た
よ
う
に
、
グ
ル
ン
ド
マ
ン
は

F
G
の
F
N
へ
の
ネ
y
ト
利
訴
の
配
分
義
務
に
対
し
て
は
芥
定
的
で
あ
る
c

(
こ
こ
で
の
グ
ル
ン
ト
マ
ン
の
考
え
方
は
、

2 

(
C
)

を

2 

つ
ま
り
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
行
為
某
礎
の
脱
落
、
約
款
胤
制
は

い
ず
れ
も
迫
用
の
基
礎
を
欠
く
と
グ
ル
ン
ド
マ
ン
は
考
え
る
か
ら
で
あ

る
つ

6 

VI 

そ
れ
以
外
の
)
主
製
な
事
例
へ
の
適
川

最
後
に
、
様
々
な
ケ
ー
ス
が
あ
る
か
ら
、
完
全
な
網
羅
は
不
川
能
だ
が
、
こ
れ
ま
で
に
論
じ
た
原
則
を
一
般
的
に
展
開
す
る
c

主
要
な
課

町
四
は
一
つ
で
、
契
約
関
係
を
飛
び
越
え
た
梓
利
・
表
務
の
成
合

(
1
)
、
及
び
、
ネ
ソ
ト

H
的
が
、
ネ
y
ト
を
構
成
す
る
契
約
中
事
者
聞
の
権
利
・

義
務
の
改
訂
を
も
た
ら
す
の
か
と
い
う
問
題

(
2

で
あ
る
。

(
l
)

不
ヅ
ト
を
超
え
て
の
請
求
(
第
三
者
に
対
す
る
声
援
前
ぷ
)

ム
同
按
の
契
約
関
係
に
な
い
ネ
ソ
ト
参
加
者
に
対
す
る
権
利
・
義
務
が
問
題
に
な
る
の
は
、
第
一
今
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
、
枇
歯
ι円
及
び

そ
の
他
の
保
護
義
務
、
指
附
権
、
第
一
者
の
保
証
義
務

(
R
E
E
M
E宏
三
-
E
E
)
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
第
一
次
的
請
求
権
と
一
次
的
請
求

権
を
ド
別
し
て
、
契
約
関
係
を
飛
ぴ
迎
え
て
の
第
一
次
的
請
求
権
が
再
定
さ
れ
る
な
ら
、
第
一
次
的
苅
求
権
も
川
様
ー
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
引
に
、
損
市
東
日
賠
償
請
求
で
は
、
契
約
関
係
に
な
い
第
二
苫
に
刻
す
る
義
務
違
反
が
あ
る
の
か
を
考
え
る
の
は
有
訴
で
あ
る
c

さ
ら
に
、
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第
一
次
的
請
求
権
に
関
す
る
占
枚
は
、
、
土
耐
火
な
義
務
か
ら
付
随
義
務
、
さ
ら
に
、
純
粋
の
保
設
義
務
と
い
う
順
序
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
際
に
、
既
に
論
じ
た

B
G
B
四
七
八
条
、

四
七
九
条
、
及
び
、
六
ヒ
?
ハ
b
条
、
六
七
六

c
条
の
他
に
、

B
G
B
二
仁
八
条
(
版
行
補
助

者
の
過
失
)
と
第
二
苫
に
対
す
る
保
護
効
を
伴
、
っ
契
約

(
B
G
B
一
一
一
八
条
(
第
一
一
一
者
の
た
め
に
す
る
契
約
)

の
類
推
)
を
与
え
て
み
る
べ

き
で
あ
る
っ
そ
の
理
府
は
、

B
G
B
二
七
八
条
を
適
用
す
れ
ば
、
不
ツ
ト
の
効
求
性
が
担
保
さ
れ
、
第
一
今
者
に
対
す
る
保
護
効
を
伴
っ
た
契
約

は
契
約
関
係
に
な
い
第
三
者
に
対
す
る
請
求
権
を
某
礎
づ
け
う
る
か
ら
で
あ
る
。

特
彼
づ
け
ら
れ
た

(
本
米
の
)
給
付
義
務
を
負
う
の
は
、
契
約
利
子
占
だ
け
で
あ
る
。
例
え
は
、
所
有
権
移
転
の
義
務
を
負
う
の
は
、
完

↓
丁
だ
け
で
あ
る
c

だ
か
ら
、
先
述
の
日
本
車
の
販
売
の
例
で
は
、

メ
ー
カ
は
自
身
の
契
約
相
手

h
(販
売
円
)

に
対
し
て
所
有
権
を
移
転

12 完)

す
る
義
務
を
負
わ
ず
、
第
二
者
と
の
契
約
交
渉
に
闘
に
J

も
し
て
い
な
け
れ
ば
、
第
一
者
(
顧
一
杯
)

が
メ
ー
カ
ー
に
対
す
る
請
求
権
を
取
得
す

る
こ
と
は
な
い
っ

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

以
卜
の
好
個
の
例
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
指
令
を
受
け
て
囲
内
法
化
さ
れ
た
、
契
約
に
即
し
た
給
付
義
務
の
例
で
あ
る

B
G
R
四
七
八
条
、
四

七
九
条
、
比
ぴ
、
六
七
六

b
条
、
六
七
六

c
条
の
評
何
で
あ
る
仁
そ
の
評
価
の
正
当
化
の
根
拠
は
、
顧
客
の
メ
ー
カ
ー
に
対
す
る
直
接
請
求

は
、
メ
ー
カ
ー
と
販
売
析
の
聞
の
担
保
責
任
を
通
じ
て
の
清
算
と
い
う
一
般
的
な
調
整
を
凶
鋭
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
契
約
、
不
ツ

ト
の
連
鎖
が
長
い
と
き
は
、
現
在
で
は

B
G
B
一
七
八
条
(
履
行
補
助
者
の
過
失
)

は
狭
く
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
出
間
作
は
契
約
相
手
方
に

も
原
同
の
る
起
者
に
も
請
求
で
き
な
く
な
ワ
て
し
ま
、
つ
叫
能
性
す
ら
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
c

要
す
る
に
、
顧
客
と
不
ヅ
ト
の
先
端
の
参
加
者

と
の
闘
で
モ
デ
ル
を
効
求
的
に
す
べ
き
で
あ
り
、

つ
ま
り
、
総
て
の
ネ
ソ
ト
参
加
者
を
(
担
保
)
責
任
と
の
関
係
で
は
、
ネ
ァ
ト
の
先
端
の

最
終
の
よ
冗
、
土
や
給
利
者
の
版
行
補
助
者
と
す
べ
き
で
あ
る
コ
確
か
に
、
以
上
の
見
解
は
現
在
で
は
少
数
説
で
あ
る
コ
し
か
し
、

そ
、
つ
解
し
て

始
め
て

一
ト
々
で
、
ネ
ソ
ト
の
法
的
な
形
式
が
維
持
さ
れ
、
他
方
で
、
契
約
違
反
に
サ
ン
ク
、
ン
ヨ
ン
が
加
え
ら
れ
、
原
因
苫
E

起
者
へ
の
帰
責

の
川
犬
山
叫
が
保
障
さ
れ
る
れ
反
対
に
、
第
三
者
に
刻
す
る
保
譲
効
を
伴
っ
た
契
約
で
、

メ

カ

l
は
顧
客
に
刻
し
て
責
任
を
負
、
っ
と
考
、
λ
る
な
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ら
、
結
局
は
直
按
請
求
を
認
め
た
の
と
ポ
実
卜
は
同
じ
事
龍
山
を
招
米
す
る
こ
と
に
な
る
つ
絞
心
は
、
原
閃
の
惹
起
者
の
責
任
を
現
実
に
保
障

す
る
た
め
に
、
総
て
の
ネ
y
ト
参
加
者
の
過
誤
を
契
約
桐
手
方
に
併
古
(
さ
せ
て
、
契
約
相
手
方
に
請
求
を
集
巾
さ
せ
る
こ
l

乙
で
あ
る
。
そ
の

三乙、
町

後
に
、
ネ
ッ
ト
の
連
鎖
の
中
で
ど
の
よ
う
に
負
担
を
割
り
当
て
る
か
は
、
個
々
の
当
事
者
の
白
雨
で
あ
る
じ
製
造
者
の
表
示

(
L
J
E
ω
ω
胃
)

を
最
後
の
完
↓
丁
に
帰
寅

L
、
製
造
苫
の
表
示
を
契
約
内
容
と
し
た

B
G
B
四
三
四
条
一
頃
三
『
止
の
リ
法
者
の
許
何
と
、
そ
れ
以
外
の
製
造
者

の
行
為
を
帰
責
き
せ
な
い
と
い
う
の
は
矛
盾
し
て
い
る
つ

B
G
B
四
七
八
条
、

四
七
九
条
、
及
び
、

四
三
四
条
頃
三
f

止
の
モ
デ
ル
の
慕
礎

と
な
っ
て
い
る
の
は
、
最
後
の
売
主
は
い
契
約
連
鎖
と
そ
の
行
為
の
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
モ
デ
ル
に
従
っ
た
制
度
設
計

が
望
ま
し
い
。

つ
ま
り
、

ハ
七
六

b
条
、
六
七
『
ハ

c
条
は
、
以
卜
の
売
買
法
と
同
様
に
、

一
般
的
な
モ
テ
ル
と
宅
え
る
べ
き
で
あ
り
、
同
条

で
の
請
求
の
上
限
も
撤
廃
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
以
外
の
金
融
機
関
を
仕
向
余
融
機
関
の
版
行
補
助
者
と
す
る
少
殺
説
が
妥

心
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
確
か
に
、
一
つ
の
モ
デ
ル
が
考
え
ら
れ
、

一
つ
は
、
契
約
相
手
ん
へ
の
ふ
貝
任
の
集
中
で
あ
り

(
B
G
B
一
七
八

条
の
広
い
解
釈
)
、

二
つ
め
は
、
幾
つ
か
の
事
例
で
は
、
契
約
相
手
方
へ
の
青
Y
H
r
を
T
h
l

完
し
、
原
同
惹
起
苫
に
対
す
る
直
接
苅
ぷ
を
認
め
る

や
り

h
で
あ
る
c

し
か
し
、
前
者
は
一
民
併
が
あ
り
、
法
政
総
的
に
も
説
作
力
を
有
す
る
が
、
後
者
は
一
員
併
に
欠
け
る
c

た
だ
し
、
第
一
二
者
に
対
す
る
直
長
請
求
を
台
{
疋
す
る
法
政
恥
に
松
拠
が
あ
る
の
は
、
契
約
相
手
ん
が
同
様
の
義
務
を
負
っ
て
お
り
、

に、

B
G
B
二
ヒ
八
条
の
解
釈
で
、
連
鎖
の
責
任
(
及
び
、
連
鎖
内
の
求
償
)
が
給
付
約
束
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
で
は
、

契
約
相
手
方
に
対
す
る
請
求
の
可
斉
に
よ
り
第
一
芸
刊
に
対
す
る
直
接
請
求
の
成
芥
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
時
認
す
る
c

第
一
一
半
世
が
責
任
を
負

う
の
は
、
第
二
者
が
独
自
に
特
徴
づ
け
ら
れ
た
給
利
を
約
し
た
場
ム
円
で
あ
る
つ
日
ハ
体
的
に
は
、

R
G
B
三

一
条
一
今
現
と
一
今
一
八
条
の
類
推

(
第
二
者
に
対
す
る
保
護
効
を
伴
、
っ
契
約
)

が
そ
う
で
あ
る
コ
た
だ
し
、
第
三
者
に
対
す
る
保
説
効
を
作
っ
た
契
約
の
成
立
す
る
ポ
イ
ン
ト

は
二
点
あ
り
、
第
一
が
、
義
務
違
以
が
一
認
め
ら
れ
な
い
た
め
に
契
約
関
係
内
の
責
任
追
及
が
不
叶
能
な
こ
と
で
あ
る
。
第
二
が
、
第
二
者
に

対
す
る
保
護
効
を
伴
っ
た
契
約
の
成
止
に
は
、
第
一
今
苫
が
債
務
苫
の
給
付
と
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と

(
円
、
三
己
巴
=
宮
古
川
P
7
0
)

が
、
ム
門
官
官
'
ゾ
ん
は
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法
律
に
よ
る
評
悩
に
よ
コ
て
肯
定
さ
れ
る
必
耐
火
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
契
約
ネ
ソ
}
で
の
著
名
な
例
が
、
指
川
問
権
l
y
)

脊
察
権
で
あ
る
c

以
上
の
権
利
は
、
本
米
の
特
徴
づ
け
ら
れ
た
給
付

(の

7
2ロ
Z
E】
己
の
「
件
。
『
、
(
リ
】
明
言
ヨ
ぬ
)

と
折
接
な
関
係
に
あ
り
、
給
付
請
求
、
委
託
の
版
行
請
求
ャ
、
問
題
の
な
い
品
質
を
安
求
す
る
権
利
の
補

助
的
な
梓
利
だ
っ
た
り
す
る
。
反
対
に
、
顧
客
が
仕
向
金
融
機
関
で
は
な
く
仲
介
金
融
機
関
に
指
同
委
託
を
撤
回
す
る
権
利
は
問
題
に
な
ら

な
い
。
指
凶
権
は
給
付
請
求
に
付
随
す
る
補
助
的
な
権
利
だ
か
ら
、
同
按
の
契
約
関
係
に
な
い
仲
介
金
融
機
関
に
対
す
る
顧
客
の
指
図
権
は

宅
え
ら
れ
な
い
c

そ
の
洲
白
と
し
て
、
送
金
シ
ス
テ
ム
の
白
動
化
と
電
チ
化
と
い
う
技
術
的
な
要
素
を
加
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
製
法
者
が

直
授
の
契
約
関
係
に
あ
る
卜
請
業
苫
に
対
し
て
指
凶
す
る
な
ら
と
も
か
く
、
特
別
な
合
意
が
な
け
れ
ば
、
孫
請
業
苫
に
刻
す
る
指
凶
は
証
意

12 完)

味
で
あ
る
つ
し
か
も
、
補
助
的
権
利
を
木
来
の
給
利
請
求
権
と
同
視
す
る
の
が
最
近
の
傾
向
で
あ
り
、
異
な
る
物
の
給
付
や
過
小
の
給
付
を

物
の
取
症
と
み
な
す

B
G
B
川
二
四
条
三
原
は
そ
の
例
で
あ
る
。
振
込
の
事
例
で
も
、
振
込
の
完
了
ま
で
は
撤
回
の
委
託
は
極
め
て
迅
速
に

処
用
さ
れ
る
か
ら

(
B
G
B
六
六
五
条
)
、
直
接
の
欣
川
の
指
図
は
お
よ
そ
必
製
が
な
い
c

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

保
護
義
務
警
告
義
務
に
関
し
て
も
、
給
利
義
務
と
盤
関
係
な
義
務
は
、
財
一
世
の
完
全
性
と
関
係
す
る
か
ら
不
法
訂
為
の
問
題
で
あ
り
、

契
約
、
不
y
ト
と
は
虹
関
係
で
あ
る
つ
他
ん
で
、
本
来
の
特
般
的
な
給
付
義
務
は
、
ネ
ソ
ト
の
保
持
を

U
的
と
は
し
な
い
か
ら
、
保
議
義
務
・

馨
-白
義
務
は
他
の
参
加
者
に
、
不
y
ト
の
障
常
(
の
危
険
)
を
枇
歯
止
門
す
る
義
務
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
例
え
ば
、

F
N
は
口
分
の
契
約
相
手
h
(
F

の
み
な
ら
ず
、
他
の

F
N
に
対
し
て
も
融
歯
止
川
義
務
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
仁

2
)
契
約
相
千
点
に
対
す
る
権
利
・
義
務
の
修
正

契
約
相
手

h
に
対
す
る
契
約
の
修
正
が
問
題
と
な
る
ケ
ー
ス
と
し
て
、

グ
ル
ン
ド
マ
ン
が
取
り
上
げ
る
の
は
、

(a)
顧
存
に
対
す
る
木

(
特
徽
的
な
)
給
付
義
務
の
修
正
、
及
ぴ
、

b
)
そ
の
ネ
ッ
ト
へ
の
影
山
宮
、

(
C
)

忠
実
・
配
慮
義
務
、

(d)
契
約
の
終

f
原
同
の

米
の

修
正
で
あ
る
じ
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(a)
最
終
販
売
者
が
製
造
者
も
含
め
た
他
の
販
売
、
不
ソ
ト
の
参
加
者
の
過
一
誠
に
責
任
を
負
う
の
か
と
い
う
問
題
は
、
既
に

l
八
刀
に
論
じ

三乙、
町

た
c

ネ
y
卜
参
加
者
を
履
行
補
助
苫

(
B
G
B
一
七
八
条
)
と
考
え
て
責
任
を
顧
客
の
契
約
相
手
ー
々
に
集
巾
さ
せ
、
ネ
ッ
ト
内
で
の
責
任
の

配
分
は
悩
別
ム
Z
E
に
委
ね
る
の
が
適
切
だ
と
い
う
の
が
そ
の
結
論
で
あ
る
c

分
楽
体
制
を
整
備
し
て
、
そ
こ
か
ら
利
訴
を
あ
げ
る
者
は
、
そ

の
責
粁
も
負
伊
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
し
て
こ
そ
契
約
連
鎖
の
責
任
が
十
全
に
保
障
さ
れ
る
υ

今
ひ
と
つ
の
問
題
が
、
抗
弁
の
長
続
は
消
費
者
契
約
以
外
の
ケ

l
ス
に
も
適
用
可
能
か
で
あ
る
c

先
述
し
た
と
お
り
、
原
則
と
し
て
は
百

ぷ
的
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
c
販
売
者
と
与
信
者
が
一
体
と
し
て
消
費
者
と
取
引
す
る
均
台
は
、
抗
弁
の
接
続
の
台
即
位
が
あ
る
c

し
か
し
、

事
業
者
は
円
分
で
リ
ス
ク
を
計
賞
す
べ
き
で
あ
る
れ
確
か
に
、
予
見
叫
能
糾
れ
が
な
い
場
合
は
行
為
必
礎
の
脱
落
が
問
題
に
な
る
c

し
か
し
、

そ
の
と
き
も
、
契
約
調
整
に
は
そ
れ
に
対
す
る
対
処
の
同
能
性
が
問
題
に
な
り
、
不
ソ
ト
で
は
そ
の
川
能
性
が
に
J

え
ら
れ
て
い
る
の
が
普
通

だ
か
ら
で
あ
る
つ

Fb)
ネ
ッ
ト
内
の
清
算
に
閲
し
て
は
、

B
G
B
六
七
六

b
条
、
六
七
I

ハ
c
条
、
及
び
、

四
七
八
条
、

四
七
九
条
に
よ
る
求
償
の
述
鎖
が

そ
の
範
型
を
-
小
し
て
い
る
。
第
一
に
、
四
七
八
条
の
規
定
は
、
ネ
ッ
ト
の
件
絡
を
考
え
て
、

一
方
で
制
々
の
契
約
の
内
内
を
修
正
し
、
他
上
刀

で
変
更
を
認
め
て
い
な
い
ロ

つ
ま
り
、
光
、
土
(
事
業
者
」

は
期
間
指
定
な
し
で
前
、
土
(
供
給
者
」

に
対
し
て
暇
庇
担
保
の
責
併
を
追
及
で
き

る
。
服
抗
の
存
在
の
基
ホ
吋
(
引
渡
時
)

l

y

)

時
効
期
間
(
契
約
連
鎖
を
通
じ
て
の
清
算
の
実
現
の
た
め
の
、
消
費
苫
か
ら
取
庇
担
保
の
請
求

を
受
け
た
事
業
者
の
前
、
五
へ
の
求
償
権
の
時
効
期
間
の
延
長
)
も
同
様
で
あ
る
じ
他
々
で
、

U
、
土
の
よ
冗
、
正
に
対
す
る
問
責
権

(
B
G
E
川
じ

「お一

八
条
六
耳
、
商
法
典

(
H
G
R
)
三
じ
七
条
)

に
関
し
て
は
、
修
H
さ
れ
て
い
な
い
。
第
一
が
、

四
七
八
条
の
適
用
を
消
費
者
へ
の
売
以

の
場
合
に
制
限
す
べ
き
か
と
い
う
間
忠
で
あ
る
つ
一
ん
で
は
、
取
抗
の
存
在
の
基
準
時
(
四
七
八
条
三
項
)
は
修
d
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
コ

な
ぜ
な
ら
、
非
消
費
者
で
あ
っ
て
も
買
雫
に
と
っ
一
て
は
、
引
波
時
(
だ
け
)

が
叩
収
抗
の
有
在
の
基
準
時
ー
と
し
て
決
定
的
だ
か
ら
で
あ
る
c

さ

ら
に
、
最
終
的
に
原
囚
の
惹
起
者
が
責
仔
を
負
担
す
べ
き
な
ら
、
非
消
費
苫
へ
の
売
民
で
も
、
時
効
に
闘
し
で
は
、

川
じ
九
条
の
適
用
が
約
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止
で
合
宣
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
、
非
消
費
者
で
あ
る
事
業
者
の
聞
の
売
買
の
連
鎖
、
例
え
は
、
ジ
ャ
ス
ト
・
イ
ン
・
タ
イ
ム

取
引
で
は
、
品
質
の
碓
保
を
半
期
に
実
現
す
る
た
め
に
、
間
責
権
を
当
事
者
の
交
渉
に
委
ね
、
市
町
密
閉
権
が
合
意
さ
れ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
c

以
卜
を
ま
と
め
れ
ば
、
心
法
者
が
典
型
的
な
事
業
者
の
求
償
権
の
規
律
で
考
、
λ
た
モ
デ
ル
が
変
巾
だ
と
い
う
一
坪
悩
に
孫
ち
着
く
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
ネ
y
ト
内
の
契
約
関
係
の
規
律
は
基
本
的
に
は
合
意
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
内
の
個
々
の
契
約
関
係
の
修
正
に
は
、

行
為
i
h
慌
の
脱
落
の
適
用
が
適
切
で
あ
る
つ

(
C
)

忠
実
・
配
慮
義
務
は
、
ネ
ッ
ト
加
入
の
重
点
で
も
あ
り
、
ネ
ッ
ト
リ
的
に
よ
る
契
約
の
改
定
の
好
個
の
例
と
考
え
る
も
の
も
い
る
。

、一手
-

J

、

十
J
J
i
r
l
L

ア
ポ
ロ
事
件
の
よ
う
な
大
量
購
入
割
引
の
配
分
義
務
は
、

そ
れ
を
認
め
る
合
窓
が
存
在
し
な
い
と
き
は
、
Y

川
口
定
さ
れ
る
傾
同
に
あ

12 完)

る
。
な
ぜ
な
ら
、

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
で
は
、
収
益
の
分
離
(
泊
。
=
2
5
E
2
2
F
Z
F
E
R
E四
)

が
合
意
さ
れ
て
お
り
、

一
般
的
な
忠
実

配
慮
義
務
に
よ
っ
て
修
正
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
出
発
点
と
な
る
の
は
、
行
為
基
礎
の
喪
失

(
B
G
B
一
一
一
一
条
)

で
あ
る

υ

催
か
に
、

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

ネ
ソ
ト
ワ
ー
ク
は
行
為
某
礎
で
あ
る
が
、
合
意
の
修
花
戸
契
約
改
定
)
に
は
、
行
為
恭
伎
が
重
大
か
っ
予
見
吋
能
性
を
超
え
て
変
更
さ
れ
る

つ
ま
り
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
、
訂
為
廿
帯
礎
の
喪
失
は
適
用
で
き
な
い
c

必
要
が
あ
る
。

ネ
ッ
ト
参
加
者
の
平
等
扱
い
の
要
請
も
、
同
棟
に
契
約
の
修
正
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
ま
り
に
一
般
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
υ

こ
れ

ま
で
に
論
じ
た
こ
と
を
背
景
ー
と
す
る
な
ら
、
平
等
要
請
に
は
反
対
す
る
ほ
う
が
よ
り
珂
得
力
が
あ
る
ハ
少
な
く
と
も
ネ
ッ
ト
に
加
入
し
て
も
、

労
働
法
の
で
等
要
請
が
認
め
ら
れ
る
状
討
に
は
な
い
じ
組
ム
門
を
持
ち
出
し
て
、
平
体
J

一
史
訪
を
基
従
つ
け
る
の
も
誤
り
で
あ
る
仁
組
合
で
は
綿

ム
円
買
は
組
合
財
産
に
関
与
し
て
い
る
か
ら
、

一
郊
の
組
合
員
の
優
遇
は
そ
れ
以
外
の
組
ム
日
貝
の
持
分
権
の
侵
害
と
な
る
。
し
か
し
、
契
約
ネ
ソ

の
分
脱
が
合
意
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、

ト
で
は
、
財
政
負
組
(
財
崖
)

F
Gだ
け
が
負
組
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
ヤ
等
要
請
を
某
礎
づ
け

る
な
ら
、
労
働
法
や
公
法
が
績
比
吋
能
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
従
属
性
を
恭
仮
ー
と
す
る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
ネ
ッ
ト
契
約
で
は
通
怖
は
認
め
が

、一、わし

え
し
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B
G
B
一
川
一
条
を
基
礎
と
す
る
補
充
的
な
利
随
義
務
が
問
題
と
な
る
と
き
は
、
若
話
が
異
な
る
っ
例
え
ば
、

F
G
が
昨
机

F
G
だ
け
が
そ
の
た
め
の
法
的
措
置
を
執
る
こ
と
が
司
能
で
あ
り
、
ネ
y
ト
内
の
協
調
の
た
め
に
は
情
報
・
配
虚
義

た
だ
し
、

義
務
を
負
っ
て
お
り
、

三乙、
町

務
が
ネ
ッ
ト
参
加
者
に
受
講
さ
れ
て
い
る
場
台
な
ど
は
、

F
G
の
高
度
の
監
視
義
務
が
問
題
と
な
る
c

(d)
契
約
の
終
了
に
関
し
て
は
、
比
較
的
話
は
簡
単
で
あ
る
υ

原
則
的
に
は
、
継
続
的
契
約
関
係
に
関
す
る

B
G
B
一
今
回
条
瓜
の

「
重
大
な
事
由
」
に
よ
る
比
一
催
牛
口
解
除
と
い
う
一
般
条
底
的
な
胤
定
と
、
同
条
一
頃
の
「
契
約
通
反
」
に
よ
る
催
丹
後
の
解
除
の
胤
定
の
池

川
に
よ
っ
て
問
題
は
解
決
で
き
る
c

例
外
が
、
催
古
期
間
を
遵
守
す
る
必
要
の
な
い
解
除
で
あ
り

(
B
G
B
二
二
一
条
二
項
二
号
)
、
そ
れ

を
ネ
ッ
ト
内
で
の
行
動
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
う
る
川
能
件
が
あ
る
〔
以
卜
の
川
崎
の
好
個
の
例
証
が
、

一
つ
存
在
す
る
れ
第
一
が
、
解
除
事
由

で
あ
り
、
第
一
一
が
、
解
除
期
間
に
関
す
る
判
例
で
あ
る
。
問
者
は
、

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の

F
K
が
調
理
の
た
め
の
電
子
レ
ン
ジ
の

Hm度
を
指
定

よ
り
低
漏
と
し
た
と
い
う
梓
微
な
契
約
違
反
で
、
解
除
が
認
め
ら
れ
た
事
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

一
定
の
温
度
を
保
つ
こ
と
が
「
凶
標
」

や
「
品
質
表
小
一
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
枯
が
考
慮
さ
れ
て
い
た
c

後
右
は
、

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
全
部
の
冷
凍
を
中
心
的
に
引
き
受
け
て

い
た

F
N
か
ら
の
契
約
の
解
除
が
、
冷
凍
の
手
当
は
即
時
に
は
で
き
な
い
か
ら
、

小
利
な
時
期
の
解
除
に
巾
I
た
り
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
事
例

で
あ
る
つ
こ
れ
は
、
賄
入
割
引
の
配
分
と
は
遺
っ
て
、
ネ
ソ
ト
へ
の
参
加
が
立
昧
を
有
す
る

ー
ス
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
例
は
、
契
約

関
係
を
飛
び
越
し
た
甫
按
の
損
害
賠
償
請
求
が
、
他
の

F
N
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
ケ

l
ス
で
あ
る
。

7 

VlI 

ア

ゼ

最
後
に
、

グ
ル
、
〆
ト
マ
ン
は
以
上
の
検
討
を
総
括
し
た
卜
で
、
幾
つ
か
の
テ

l
ゼ
に
自
身
の
、
土
張
を
要
約
し
て
い
る
υ

つ
ま
り
、
ゲ
ル
ン

ト
マ
/
に
よ
れ
ば
、
以
卜
の
検
討
の
結
論
は
月
祐
み
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
妥
当
性
の
論
証
は
新
し
い
υ

経
済
契
約
の
現
実
は
、
契
約
法

の
用
論
に
と
っ
て
不
吋
欠
で
あ
り
、
そ
の
反
刻
で
も
あ
る
。
理
論
的
一
貫
性
を
伴
つ
一
て
始
め
て
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
適
川
吋
能
な
法
律
ー
と
な
る
「

反
対
に
、
生
き
た
理
論
に
と
っ
て
、
日
仏
恥
し
沿
の
現
実
以
上
の
理
論
の
源
泉
は
有
在
し
な
い
c

契
約
、
不
y
ト
な
し
の
経
凶
も
、
経
済
な
し
の
契
約
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と
法
人
)

二
つ
の
大
き
な
私
法
卜
の
組
織
形
態
(
山
場

と
し
て
の
、
団
体
法
と
契
約
法
の
双
方
の
視
点
の
併
存
と
い
う
刺
激
的
な
ん
が
、
契
約
、
不
y
卜
に
は
表
現
さ
れ
て
い
る
。
新
し
い

法
も
存
杭
し
な
い
コ
加
え
て

一
般
的
な
現
象
で
も
あ
る
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
、
お
よ
び
、

現
象
に
と
っ
て
は
、
新
た
な
方
法
が
重
要
だ
か
ら
、
ま
ず
は
各
凶
法
の
理
論
が
要
請
さ
れ
て
い
る
じ
個
々
の
問
題
に
至
る
ま
で
、
経
済
理
論
、

法
事
実
研
究
、
大
き
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
い
う
隣
同
枚
組
域
に
そ
の
伏
世
づ
け
を
与
え
る
た
め
に
、
法
理
論
は
子
掛
か
り
と
枠
組
み
を
与
え
る
必

川
安
が
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

指
令
は
国
家
法
に
優
先
す
る
が

巾
ー
一
川
は
各
同
法
に
だ
け
法
制
定
力

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ル

l
ル

Lγ
リ

宇

」

1
l
 

が
あ
る
か
ら
、
指
令
と
同
家
法
に
調
和
的
な
全
体
ン
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
「

そ
の
上
で
、
契
約
、
不
y
ト
の
ね
徴
と
し
て
格
認
す
べ
き
だ
と
、
グ
ル
ン
ト
マ
ン
が
あ
げ
る
の
が
、
以
卜
の
事
実
で
あ
る
c

12 完)

(
1
)
契
約
ネ

Y

}
の
分
野
で
の
理
論
と
経
済
の
現
実
の
実
り
の
あ
る
相
互
作
用
の
好
仙
の
例
祉
が
、
本
米
は
娠
込
に
端
を
発
す
る
不
当
利

得
法
で
の
三
角
関
係
官

5
2ケ
号

Z
E
E
-
m
)
の
理
論
で
あ
る
。

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

(
2
)
他
方
で
、
契
約
上
の
義
務
と
契
約
の
履
行
(
手
号
戸
官
官
同
一
-
。

7
5
2白
色
口
言
。

z
E
E
Eぬ
)
の
月
八
一
聞
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
で
は
な
か
っ

た
c

そ
の
瑚
由
は
、
ー
止
法
者
が
問
題
を
一
オ
悩
す
る
た
め
の
山
川
発
点
が
実
質
的
に
不
ハ
止
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
法
で
は
附
違
い
な

く
禿
米
法
、

ロ
マ
ン
法
祁
凶
や
憐
持
品
同
よ
り
は
常
用
で
あ
る
。
特
に
、
強
調
さ
れ
る
べ
き
は
以
卜
の
二
白
'
で
あ
る
。
川
町
多
く
の
、
不
ソ
ト
現

B
G
B
=
二
八
条
(
の
類
比
)
及
び
、

象
は
、
特
に
、

B
G
B
三

一
条
一
取
と
碓
五
判
例
で
ー
は
く
か
ら
捕
捉
さ
れ
て
き
た

o
Mヨ
l
ロ
y

パ
指
令
を
内
凶
化
し
た

B
G
R
凶
じ
八
条
、

凶
七
九
条
と
六
七
六

b
条
、
ー
ハ
七
『
ハ

c
条
が
、
以
上
の
合
川
内
牲
を
ま
存
き
し
て
い
る
c

(3)
契
約
上
の
義
務
と
契
約
の
属
行
の
即
八
一
明
に
関
し
て
は
、
以
下
の
転
川
占
山
が
豆
史
で
あ
る
。

a) 

個
別
の
契
約
か
ら
個
別
の
契
約
(
連
鎖
に
即
し
て
)
と
い
う
、
不
y
ト
日
的
の
考
え
方
を
一
広
一
歩
准
め
る
こ
と
が
、
直
長
請
求
(
つ

ま
り
、
「
跳
躍
」
)

に
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
以
上
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
契
約
当
事
者
間
の
契
約
形
成
の
白
白
と
合
致
す
る
。
き
ら
に
、

最
近
の
ヨ

l
口
y
パ
・
モ
デ
ル
と
し
て
の

R
G
B
Nじ
八
条
、

川
じ
九
条
、
改
ぴ
、
六
七
六

b
条
、
六
七
六

c
条
と
い
う
立
法
苫
の
個
別
の
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μ見

評
悩
で
も
え
持
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
一
つ
の
ル

1
ル
は
、
こ
れ
ま
で
等
閑
祝
さ
れ
て
い
た
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
参
加
が
ル
ー
ル
を
形
成

す
る
際
に
一
ど
の
役
訓
を
演
じ
る
こ
と
(
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
一
連
鎖
の
末
端
か
ら
の
時
効
、
又
は
、

そ
の
他
の
求
償
、
及
び
、
権
利
行
使

三乙、
町

の
障
害
を
排
除
す
る
こ
と
て

た
だ
し
、
そ
れ
が
歩
一
歩
連
鎖
に
即
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
-
小
し
て
い
る
c

例
外
と
し
て
認
め
ら
れ

る
治
問
按
前
川
本
の
前
提
は
、
第
一
今
者
が
自
分
の
契
約
相
手
方
以
外
に
「
給
利
」
を
提
供
し
た
こ
と
で
あ
る
つ

契
約
構
造
が
契
約
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
は
、
蒸
本
権
の
第
一
者
効
と
同
様
に
、
一
般
条
項
が
特
に
重
姿
な
突
伎
口
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
た
め
の
主
要
な
法
制
度
が
、
こ
れ
ま
で
は
十
分
に
利
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
行
為
基
伎
の
長
失
、
及
び
、
そ
れ

つ
ま
り
、
常
に
契
約
の
不
完
全
さ
が
、
そ
の
前
提
で
あ
る
「
か
っ
、
そ
の
こ
と
は
理
論
的
に
重

)
 

い
υ

C 
に
煩
似
し
た
補
充
的
な
契
約
解
釈
で
あ
る
c

中
宮
な
第
一
の
問
題
に
も
つ
な
が
る
。
行
為
基
礎
の
喪
失
は
一
般
条
項
に
類
す
る
と
い
う
弱
点
は
持
っ
て
い
る
が
、
そ
の
要
刊
は
無
理
な
く
↓
T

な
問
題
に
適
合
し
適
用
が
可
能
で
あ
る
。
団
体
で
な
く
京
、
約
を
選
好
し
た
当
事
者
の
選
択
、

つ
ま
り

リ
ス
ク
と
利
訴
の
何
々
人
へ
の
割
巾

を
、
山
川
発
点
と
し
て
真
剣
に
受
け

H
め
る
べ
き
で
あ
り
、
以
上
の
原
則
を
破
る
に
は
、
ネ
y
ト
ワ
ー
ク
の
円
惑
と
い
う
重
大
な
困
難
の
障
害

を
乗
り
越
え
た
上
で
、

d
 

そ
れ
を
考
慮
し
て
、
「
調
整
」
を
訂
う
べ
き
で
あ
る
c

以
上
の
証
名
契
約
で
予
防
法
学
の
実
務
が
指
導
的
な
範
羽
(
「

E
E
E
)
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
、

B
G
B
一二

O
七
条
二
取
一
号
は
大

き
な
役
刑
を
演
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
4
)
総
じ
て

B
G
B
の
規
定
と
民
法
理
論
を
慎
重
に
発
展
さ
せ
る
際
に
、
現
実
の
変
化
を
則
待
で
き
る
?
部
分
と
し
て
は
、
以
下
の
問
題
が

重
要
で
あ
る
。

製
造
者
の
過
誤
に
対
す
る
完
王
の
損
宮
川
賠
償
義
務

(
B
G
B
二
ヒ
八
条
、
四
一
四
条
一
項
=
文
に
よ
る
製
造
者
の
行
為
の
完
全
な
帰
責
)

結
九
円
契
約
の
規
定
の
非
消
費
者
へ
の

(
水
増
し
さ
れ
た
)
適
用

事
業
者
で
あ
る
顧
客
へ
の
売
買
の
求
備
の
規
定
の

(
細
分
化
し
た
)
適
用
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B
G
B
三
O
七
条
一
項
の
意
味
で
の
指
導
的
な
範
型

(「

2
5己
巳
)

と
し
て
、
ネ
ッ
ト
の
機
能
性
の
た
め
の
予
防
法
学
の
実
務
を
受
け

入
れ
る
こ
と

ネ
ッ
ト
内
の
そ
れ
以
外
の
契
約
を
行
為
恭
礎
と
性
質
決
定
し
、

B
G
B
三
一
一
一
条
を
一
般
的
に
適
用
す
る
こ
と

終
了
原
同
の
修
正

き
ら
な
る
問
題
と
し
て
は
、
と
り
あ
え
ず
拒
絶
す
べ
き
だ
が
、
ネ
y
ト
の
利
訴
の
適
切
な
山
内
分
配
、
製
は
叩
の
設
計
者
に
対
す
る
直
長
請
求
、

ネ
ッ
ト
内
の
弟
一
一
者
に
対
す
る
指
図
権
、
情
報
前
求
権
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
c

最
近
の
判
例
で
声
按
請
求
を
認
め
た
の
が
、
第
二
有
に

対
す
る
保
護
効
を
伴
っ
た
契
約
の
拡
大
の
事
例
(
専
門
家
責
任
、
私
見
で
は
、

F
N
責
任
に
も
知
推
叫
能
)

で
あ
る
「
た
だ
し
、
私
見
で
は

12 完)

以
上
を
肯
定
す
る
こ
と
に
は
勝
時
を
感
じ
る
つ
そ
う
な
る
と
、

B
G
B
一
一
一
八
条
の
類
推
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
れ
は
直
按
の
契
約
相

T
h

に
対
す
る
請
求
権
が
基
礎
づ
け
ら
れ
ず
、
第
二
者
が
報
酬
を
何
て
給
付
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
適
用
す
べ
き
で
あ
る
。

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

総
じ
て
、
従
来
は
体
系
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
契
約
ネ
y
ト
を
山
川
発
点
と
し
て
問
題
を
考
、
え
て
み
る
こ
と
は
有
意
義
で
あ
る
じ
幻
想

的
な
理
論
な
し
で
も
、
独
有
し
た
個
々
の
契
約
に
関
す
る
伝
統
的
な
法
と
は
相
当
に
違
っ
た
結
論
に
至
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
が
、

(
お
~

ゲ
ル
ン
ト
マ
ン
の
結
論
で
あ
る
コ

(幻、

(
ゲ
ル
ン
ト
マ
ン
の
ド
イ
ツ
法
以
外
の
各
国
法
へ
の
コ
メ
ン
ト
の
詐
仙
は
で
き
な
い
が
)

以
上
の
グ
ル
ン
ト
マ
ン
の
諭
与
は
、
ド
イ
ア

8 の
通
説
的
な
学
説
を
山
発
円
と
し
て
契
約
不
ヅ
ト
の
提
起
す
る
問
題
を
考
え
る
と
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
試
み
の
一
例
を
従
が
し
て
い
る
と

唱
え
る
こ
と
が
で
き
る
つ
そ
の
際
に
、
あ
る
意
味
で
は
象
徴
的
な
の
が
、

グ
ル
ン
ト
マ
ン
が
指
図
事
例
を
範
型
と
す
る
不
当
利
刊
の
一
角
関

係
に
関
す
る
理
論
を
高
く
評
似
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
角
関
係
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
不
巾
l
利
得
学
説
を
単
純
化
す
れ
ば
、
以
卜
の
よ
う

一お

に
な
る
。

つ
ま
り
、
権
利
変
動
を
構
成
す
る
法
律
行
為
を
、
債
務
負
担
行
為
と
処
分
行
為
に
分
け
た
上
で
、

阿
者
の
関
係
を
証
図
的
に
楕

成
す
る
の
が
、
ド
イ
ツ
法
の
行
き

h
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

(
原
)
権
利
苫
の
芯
巴
に
基
づ
く
権
利
変
動
で
は
、
原
則
と
し
て

(
原
)
権
利
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μ見

者
の
回
復
請
求
は
債
権
的
請
求
に
制
限
さ
れ
、
権
利
移
転
の
相
手
ん
の
一
般
債
権
者
と
の
債
権
者
ギ
等
、
及
び
、
権
利
移
転
の
暇
批
に
対
す

る
転
得
者
(
第
一
者
)

の
F

吉
窓
・
悪
意
を
問
わ
な
い
取
引
の
安
全
(
証
同
的
信
頼
保
護
)

が
守
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
が
原
則
で
あ

三乙、
町

が
認
め
ら
れ
る
c

ゲ
ル
ン
ト
マ
ン
の

「
契
約
の

り
、
例
外
的
に
、
原
権
利
者
の
第
三
苫
に
対
す
る
直
按
請
求
(
己
己
三
一
五
三
『
オ
百
三

-Eo--)

述
鎖
に
即
し
た
」
直
接
の
契
約
当
事
者
闘
の
請
求
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
「
給
利
関
係
(
円
日
己

E
m
m
Z吾
己
E
E
)

に
即
し
た
」
給
付
利
得

の
清
貧
は
、
個
々
の
契
約
関
係
内
の
当
ポ
者
の
合
意
を
尊
重
す
る
と
い
う
す巳
味
で
共
通
院
を
有
す
る

J

グ
ル
ン
ト
マ
ン
が
何
度
も
指
示
す
る

B
G
B
yハ
七
六

b
条
、
六
七
六

c
条
、
さ
ら
に
は
、

B
G
B
四
七
八
条
、

グ
ル
ン
ト

四
七
九
条
は
、

そ
の
好
個
の
例
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、

マ
ン
は
、

v

刑
者
で
は
、
同
担
当
賠
償
額
に
制
限
を
付
さ
な
い
胤
客
の
仕
川
金
融
機
関
に
対
す
る
訪
ぶ
を
認
め
る
方
向
を
提
案
し
て
い
る
υ

そ
の

上
で
、
第
三
者
に
対
す
る
直
按
請
求
に
関
し
て
は
、
不
法
行
為
の
般
条
項
を
持
た
な
い
が
ゆ
え
に
発
展
し
た
ド
イ
ツ
法
の
契
約
法
の
法
形

式

露

骨
E
Z
E
宮
司
)

で
、
同
按
の
契
約
当
事
者
間
で
は
、
ネ
y
ト
の
円
的
を
行
為
基
礎
と
考
え
る
こ
と
で
問
題
の
解
決
を
附
ろ
う
と
い
う
の

が
、
グ
ル
ン
ト
マ
ン
の
考
、
ぇ
方
で
あ
る
c

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
契
約
ネ
y
ト
は
伝
統
的
な
法
制
度
の
彫
琢
を
要
請
は
す
る
が
、
新
た
な

理
論
の
採
用
に
由
按
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
結
人
一
冊
に
な
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う
わ
以
上
の
グ
ル
、
〆
ト
マ
ン
の

h
向
性
は
、

個
々
の
議
論
に
対
す
る
賛
訂
は
あ
っ
て
も
、
多
角
的
法
律
関
係
、
ネ
y
ト
契
約
、
複
合
契
約
と
わ
が
国
で
命
名
さ
れ
て
い
る
問
泡
に
対
す
る
、

「
イ
ツ
法
の
保
守
的
な
解
答
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
問
通
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
本
稿
の
直
按
の
対
象
で
あ
る

F
G
の
F
N
へ
の
購
入
利
益
の
分
配
に
即
し
て
考
、
λ
る
と
、

ゲ
ル
ン
ト
マ
ン
の
考
察
に
は
若
干
の

疑
問
を
感
じ
る
。
と
い
う
の
は

一
応
で
、
ネ
y
ト
契
約
は
経
済
の
法
で
あ
り
、
契
約
ネ
ソ
ト
に
は
山
場
と
凶
休
と
い

グ
ル
ン
ト
マ
ン
は

、
つ
私
法
上
の
一
つ
の
制
度
の
併
存
の
視
点
が
が
い
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
υ

と
こ
ろ
が
、
他
ん
で
、

日
ハ
体
的
な
問
題
の
与
祭
で
は
、
同

体
法
の
ル

l
ル
の
考
晴
、
そ
の
規
定
の
類
、
佐
は
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
c

単
に
、
ネ
ッ
ト
の
円
的
は
、
組
合
の
円
的
で
は
な
い
と
す
る
に
止
ま

る
。
行
為
某
礎
の
喪
失
の
し
且
用
の
叫
百
と
約
款
規
制
に
関
し
て
も
、
ネ
ッ
ト
の
構
造
よ
り
も
、
も
っ
ぱ
ら
経
済
的
に
独
止
し
た
契
約
吋
事
者

北法61(1・40)40



の
合
意
に
よ
る
リ
ス
ク
配
分
を
重
視
し
て
い
る
つ
そ
の

E
昧
で
は
、

グ
ル
ン
ト
マ
ン
の
考
え
ん
は
、
先
に
紹
介
し
た
平
井
説
に
親
和
性
が
あ

る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

つ
ま
り
、
平
井
市
は

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
を
市
場
型
で
も
組
織
型
で
も
な
い
共
同
事
業

mの
継
続
的
契
約

関
係
と
位
置
づ
け
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
契
約
に
と
っ
て
は
利
詩
の
分
配
は
中
心
的
な
意
味
を
持
つ
か
ら
、
厳
格
な
文
一
百
解
釈
に
服
す
べ
き

だ
と
解
し
て
い
る
つ
ゲ
ル
ン
ト
マ
シ
も
、

F
G
の
F
X
へ
の
購
入
利
益
の
配
分
が
、
約
款
規
制
で
の
指
導
的
な
範
型
と
な
る
の
は
、
念
の
入
つ

た
予
防
法
学
で
そ
れ
が
某
礎
づ
け
ら
れ
る
か
、
又
は
、
当
事
者
が
購
入
利
益
を
知
ら
ず
、

き
ら
に
、
予
見
不
可
能
だ
っ
た
と
き
に
恨
ら
れ
る

と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
契
約
で
の
個
々
の
当
事
者

(
F
Gと
個
々
の

F
N

の
宵
山
思
を
某
礎
と
し
て
、
契
約
内
科
の
辿
正
さ
を
評
価
し
ょ

う
と
い
う
考
、
λ
方
で
、
両
者
は
共
通
し
て
い
る
と
い
、
λ
ょ
う
c

他
み
で
、
特
に
、
連
邦
カ
ル
テ
ル
庁
の
決
定
は
、

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
・
シ
ス

12 完)

テ
ム
に
参
加
し
た
と
い
う
F
X
の
価
防
相
割
引
に
対
す
る
期
待
、
及
び
、
購
入
割
引
が

F
E
の
凶
品
の
購
入
に
山
米
す
る
点
を
強
調
し
て
い
た
。

川
様
に
、
購
入
利
析
の
配
分
を
白
{
疋
す
る
学
説
も
、

F
G
の
時
入
先
と
の
?
父
渉
で
の
事
務
の
他
人
性
(
事
務
処
理
契
約
の
要
素
)

を
重
視
し

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

て
い
る
c

さ
ら
に
、

F
Gと
例
々
の

F
N
で
は
な
く
、

F
Gと
複
数
の

F
N
の
協
働
の
側
山
を
強
調
し
、
高
度
の
忠
実
義

F

識
を
基
礎
づ
け
る

の
が
、
不
ッ
ト
契
約
論
で
あ
る
の
以
卜
の
考
え
方
の
違
い
が
、

F
N
へ
の
賄
入
利
益
の
配
分
義
務
の
評
価
の
追
い
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と

は
間
遠
い
な
い
で
あ
ろ
う
ロ

組
合
員
は
、
組
合
契
約
に
よ
っ
て
、
共
同
の

H
的
を
達
成
す
る
義
務
、
特
に
什
H
E

し
た
山
山
資
を
す
る
義
務
を
相
買
に
負

(
1
)
B
G
E
七
口
五
条

〕
Oト

竹
近
健
男
編

『注
釈
ド
イ
ツ
契
約
法
-
(
三
省
堂
・
一
九
九
有
年
)

(
2
)
前
掲
一
一
注
(
苅
)
口
コ
ヨ

E
Eコ
コ
言
。
∞
ゴ
ヨ
『

(
3
)
E
G
E
一
川
一
条
(
二
債
務
関
係
に
基
つ
一
き
、
債
権
占
は
債
務
者
に
給
刊
を
請
求
す
る
権
利
を
λ

付
す
る
c

[
ー
件
均
]
日
ド
ド
i
ふ
ヲ
ハ
》

給
付
は
不
作
為
を
目
的
と
す
る
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μ見
三乙、
町

こ
と
も
川
能
で
あ
る
。

(
一
)
債
務
関
係
の
当
事
者
は
、
そ
の
内
存
に
よ
り
、
相
手
方
の
椎
利
、
川
仏
益
、
及
び
、
利
、
比
を
関
心
桶
ー
す
る
義
務
を
負
う
c

(
4
)
前
掲
三
抗
(
日
山

)
(
U
E
E白石ロ
P
E
(
)
一
z
d
H
h【

(5)
ロ
l
エ
に
関
し
て
は
、
マ
テ
f
ア
ス
・
口

l
エ
(
田
巾
宏
治
訳
)
「
複
A
n
判
官
約
法
の
新
反
間
一
民
商
二
二

O
巻
一
号
一
頁
以
下
を
安
問
、
。

(
6
)
そ
の
例
外
が
、
グ
ル
ン
ト
マ
ン
も
折
摘
す
る
よ
う
に
、

-
L
R
E
N
¥
話
己
?
と
百
ロ
ロ
E
H
H
E
叶

2-
与の

m
E去
の

-
E
F
E
同

2
F
E
N
(
)
(
)
恥
で

百戸]コ叶
C

昨日
ω
三
コ
-
N
寸

-

U

]

(

第
一
者
と
関
係
す
る
契
約
と
い
う
項
け
で
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
、
結
合
契
約
、
ネ
y
ト
・
連
鎖
契

約
、
へ
労
働
協
約
の
よ
う
に
は
律
の
制
定
、
と
同
様
の
役
割
を
果
た
す
)
規
範
契
約

(
Z
o
E
S
2
2
2
m
)
を
分
頬
し
て
い
る
)
で
あ
り
、
メ
シ
ヱ

ル
と
口

1
工
に
依
拠
し
て
い
る
と
グ
ル
ン
ト
マ
ン
は
指
摘
し
て
い
る
υ

他
仁
川
で
、
ド
グ
マ

1
テ
ィ

y

ン
ユ
で
あ
る
が
、
ネ
ソ
ト
契
約
を
重
視
し

て
お
り
、
グ
ル
ン
ト
マ
ン
の
祝
内
と
共
通
す
る
の
が
、

R
r
F
E
E
Z
E骨
2
2の
戸
町
〉
己

-
5
2
2日
国

ω
史
的

5
5
5
H
U
)
だ
と
い
う
、

前
掲
三
注
(
お
)
(
ご
ニ
ロ
ユ
己
主

P
E
C
出
叶
日
ド
〉
門
戸
】
門
戸
(
ニ

(
7」

B
G
B
一
一
二
八
条
(
二
第
一
一
者
が
給
利
請
求
権
を
直
捻
に
取
得
す
る
効
力
を
伴
う
よ
う
に
、
第
三
者
に
対
す
る
給
引
を
契
約
で
条
件
付
け

る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

(
一
)
第
三
省
が
梓
利
を
取
得
す
る
か
、
第
三
者
の
住
利
が
即
座
に
又
は
一
定
の
条
件
付
き
で
発
川
す
る
か
、
及
び
、
約
一
昔
の
権
利
を
第

三
者
の
同
丘
な
し
で
廃
棄
又
は
変
更
す
る
権
利
を
契
約
を
締
結
し
た
当
事
者
が
制
保
し
て
い
る
か
は
、
特
別
な
規
定
が
な
い
と
き
は
、
契
約
の

事
情
、
引
に
、
契
約
の
目
的
か
ら
決
J

疋
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

(
8
)
前
掲
所
一
一
(
お

)
C
Zロ〈
E
S
P
E
C
匂
山
口
土
『

(
9
)
B
G
B
一
一
万
八
条
(
ご
消
費
者
が
ポ
業
首
に
よ
る
尚
品
の
供
給
又
は
そ
れ
以
外
の
給
付
の
交
付
に
関
す
る
契
約
の
締
結
を
円
的
と
す
る
立

思
表
示
を
有
効
に
撤
回
し
た
と
き
は
、
以
卜
の
契
約
と
結
合
し
た
消
費
者
与
伝
契
約
の
締
結
の
た
め
の
ぜ
思
表
不
に
も
拘
点
き
れ
な
い

(
ご
消
費
者
が
消
古
者
与
信
契
約
の
締
結
の
た
め
の
意
忠
点
示
を
有
効
に
撤
阿
し
た
と
き
は
、
消
賞
者
が
事
業
省
に
よ
る
商
品
の
供
給
又

は
そ
の
他
の
給
付
の
交
付
に
関
す
る
契
約
の
締
結
を
目
的
と
す
る
意
思
表
示
に
も
拘
束
さ
れ
な
い
{
泊
費
者
が
結
什
契
約
の
締
結
に
山
け
た

E

思
表
示
を
本
款
の
基
準
に
従
っ
て
撤
回
で
き
る
と
き
は
、
前
填
だ
け
が
適
尉
さ
れ
、
第
四
九
五
条
一
項
の
撤
回
権
は
排
除
さ
れ
る
ご
た
だ
〕
、

泊
費
者
が
本
項
一
正
の
場
合
に
消
費
長
ワ
七
契
約
の
撤
凶
の

HEu表
示
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
蕊
忠
表
示
は
、
削
項
に
よ
り
結
合
契
約
の
撤
回
と

し
て
事
業
計
に
刈
し
て
も
効
ん
を
有
す
る
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12 完)ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

(一一

)
5信
の
全
部
又
は
一
部
が
他
の
契
約
の
融
資
を
門
的
ー
と
し
、
か
っ
、
与
信
契
約
と
他
の
契
約
が
経
済
的
体
併
を
構
成
す
る
と
き
は
、

商
品
の
供
給
又
は
そ
れ
以
外
の
給
付
の
父
討
に
関
す
る
封
入
約
と
消
費
者
与
信
契
約
は
結
合
し
て
い
る
υ

経
済
的
一
体
け
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
る

の
は
、
特
に
、
事
業
者
が
円
身
で
消
費
者
の
反
対
給
付
に
与
信
す
る
か
、
止
は
、
第
三
者
の
与
信
で
は
、
ヲ
信
者
が
消
費
者
与
日
契
約
の
準
備

又
は
締
結
に
事
業
者
を
利
用
し
た
と
き
で
あ
る
不
動
崖

λ
は
不
動
出
と
同
株
的
権
利
的
取
得
の
た
め
の
り
信
で
、
経
凶
的
一
体
性
が
あ
る
と

み
な
さ
れ
る
の
は
、
与
信
者
が
川
身
で
不
動
産
又
は
不
動
産
と
同
械
の
権
利
の
取
得
を
斡
旋
す
る
か
、

J
(
は
、
ワ
信
者
が
与
信
を
刷
出
し
た
だ

け
で
な
く
、
計
幽
の
す
索
、
古
伝
、
ゾ
ん
は
、
遂
れ
に
際
し
て
、
諜
浪
人
の
際
能
を
引
き
そ
け
る
か
、
又
は
、
該
渡
人
を
一
克
的
に
援
助
す
る
こ

と
で
、
売
却
訴
の
ん
部
止
は
怖
を
取
得
し
て
、
事
業
者
と
協
働
〕
て
不
動
作
人
は
不
動
斥
と
川
枚
の
権
利
の
取
得
を
促
進
)
た
と
き
に
似
ら

れ
る
υ(

問
)
第
三
五
七
条
は
柿
介
契
約
に
準
用
さ
れ
る
c

た
だ
し
、
問
項
の
場
合
は
、
消
費
者
与
信
契
約
の
解
消
に
基
つ
一
く
消
告
者
に
対
す
る
利

巳
と
費
用
の
請
求
は
排
除
さ
れ
る
、
撤
何
又
は
返
理
が
有
効
と
な
っ
た
際
に
既
に

7
Uが
事
業
告
に
交
付
さ
れ
て
い
た
と
き
は
、
与
信
者
は
消

費
省
と
の
関
係
で
は
、
撤
阿
又
は
返
還
の
円
以
効
果
に
闘
し
て
、
結
合
契
約
か
ら
の
事
業
省
の
権
利
義
務
を
取
得
す
る
。

(
有
)
揃
凶
ソ
人
は
返
還
の
権
利
に
悶
す
る
恥
明
で
は
、
本
条
項
及
び
今
月
以
一
主
二
丈
の
法
効
果
が
指
一
ぶ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
っ

B
G
B
一
五
九
条
結
合
契
約
に
よ
る
抗
弁
が
泊
費
者
が
杭
合
契
約
を
締
結
し
た
事
業
者
に
対
し
て
消
費
長
に
給
付
の
炉
絶
の
梓
限
を
与
え

る
似
り
で
、
消
賢
官
は
消
費
貸
借
の
返
還
を
抱
絶
で
き
る
ご
た
だ
し
、
融
資
績
が
一

C
C
ユ
i
ロ
以
卜
の
と
き
、
及
ぴ
、
山
円
以
者
与
信
契
約
の

締
結
徒
に
事
業
者
と
泊
金
者
の
聞
で
ん
門
且
さ
れ
た
摂
約
の
変
更
に
抗
弁
が
基
づ
く
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
消
費
者
が
追
完
を
請
求
で

き
る
と
き
は
、
追
{
一
心
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
始
め
て
、
消
費
貸
借
の
返
還
を
ね
む
こ
と
が
で
き
る
バ

(日

)
B
G
B
一
七
八
条
債
務
者
は
そ
の
代
理
人
及
び
義
務
の
胤
行
の
た
め
に
利
附
す
る
者
の
過
失
に
つ
い
て
、
山
身
の
過
失
と
同
比
仰
の
範
凶
で

昔
、
め
に
仔
ず
る
c

第
一
七
六
条
一
項
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い

(日

)
B
G
E
四
三
凶
条
(
二
危
険
の
移
転
時
に
合
意
し
た
性
質
を
備
え
て
い
る
と
き
は
、
物
に
は
煎
仇
が
な
い
じ
性
質
が
介
忘
さ
れ
て
い
な
い

と
き
は
、一

物
が
契
約
の
前
提
と
さ
れ
た
使
用
が
可
能
な
性
自
を
有
〕
て
お
り
、
そ
の
他
に
、

一
物
が
通
怖
の
使
用
が
可
能
な
件
直
を
有
し
て
お
り
、
か
っ
、
同
稀
の
物
が
通
常
有

L
、
問
主
が
物
の
稀
類
に
従
っ
て
期
待
で
き
る
性

質
を
備
え
て
い
る
と
き
、
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μ見
三乙、
町

一
文
二
号
に
よ
る
判
質
に
は
、
売
主
、
製
造
者
(
製
造
物
責
任
法
凶
条
一
項
境
)
、
止
は
、
そ
の
袖
助
者
が
、
特
に
、
宣
伝
止
は
物
の

特
定
の
件
到
に
関
す
る
長
一
ボ
に
よ
っ
て
、
公
取
に
知
ら
し
め
た
こ
と
に
よ
れ
ば
期
待
で
き
る
け
質
も
含
ま
れ
る
。
た
だ
し
、
売
主
が
公
衆
に

公
に
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
、
及
び
、
知
ハ
り
得
な
か
ワ
た
と
き
、
さ
ら
に
、
公
に
さ
れ
た
こ
と
が
契
約
制
結
時
に

H
稔
の

h
法

で-剖
T
K
き
れ
た
と
き
、
又
は
、
そ
れ
が
購
人
の
決
疋
に
彫
響
を
与
え
な
か
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

(
ご
合
意
し
た
細
み
立
て
が
売
主
又
は
そ
の
照
行
補
助
者
に
よ
り
不
適
切
に
れ
わ
れ
た
と
き
も
、
物
の
椴
庇
は
存
在
す
る
細
み
煮
て
の

折
凶
に
蝦
抗
が
あ
る
と
き
も
、
組
み
f

げ
て
が
予
定
さ
れ
た
物
に
は
域
抗
が
あ
る
、
た
だ
し
、
そ
の
物
が
取
抗
な
く
組
み
立
て
ら
れ
た
と
き
は
、

そ
の
限
り
で
は
な
い
ご

(
三
)
先
ー
+
が
合
意
し
た
物
と
は
異
な
っ
た
物
、
止
は
、
過
小
な
物
を
給
付
し
た
と
き
も
、
物
の
恨
抗
と
み
な
さ
れ
る
。

(ロ
)
E
G
E
一
一
条
(
二
法
律
が
違
っ
た
規
定
を
お
い
て
い
な
い
と
き
は
、
法
伴
行
為
に
よ
る
債
務
関
係
の
成
立
、
及
び
、
債
務
関
係
の
変

更
に
は
、
当
事
者
聞
の
契
約
が
必
要
で
あ
る
ο

戸
一
)
第
二
凶
一
条
頃
に
よ
る
議
Jd
を
伴
う
債
務
関
係
は
、
以
下
の
場
合
に
も
発
パ
け
す
る
。

一
契
約
交
渉
の
受
け
入
れ

一
当
事
長
の
ん
が
何
ら
か
の
法
律
行
為
に
よ
る
関
係
を
顧
麗
し
て
、
相
手
方
に
、
自
己
の
惇
利
、
法
持
、
及
び
、
利
採
に
対
し
て
干

捗
す
る
可
能
性
を
与
え
る
か
、
又
は
、
そ
れ
を
委
ね
る
契
約
の
効
活
、
止
は
、

三
そ
れ
に
鋲
似
し
た
接
触

さ
さ
一
い
は
が
契
約
の
当
事
担
と
は
な
ら
な
い
者
と
の
聞
に
も
、
第
一
四
一
条
一
項
の
義
務
を
伴
っ
た
債
務
関
係
は
成
す
し
う
る

n

特
に
、

約
一
半
引
が
特
別
な
程
度
で
向
身
に
対
す
る
い
加
を
要
求

L
、
そ
れ
に
よ
り
契
約
の
父
渉
止
は
契
約
の
締
結
に
若
し
い
影
掛
け
を
与
え
た
と
き
に
、

以
上
の
よ
う
な
債
扮
関
係
が
成
止
す
る
、

(日

)
B
G
E
六
七
!
ハ
b
条
(
ご
振
込
が
実
行
朋
聞
の
粁
逝
絞
に
行
わ
れ
た
と
き
は
、
仕
向
金
融
際
問
は
払
込
依
頼
人
に
対
し
て
振
込
散
に
出
延

期
間
の
令
利
を
支
払
う
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
振
込
依
頼
人
又
は
受
取
人
が
起
延
の
責
め
に
任
ず
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
利
半

は
年
利
で
某
従
ん
利
に
立
パ
ー
セ
ン
ト
が
加
算
き
れ
る
c

(
一
)
仕
向
ん
じ
融
機
関
は
自
身
の
ゾ
ん
は
仲
介
金
融
際
関
が
訟
込
契
約
の
た
め
に
受
領
し
た
全
額
を
追
加
子
数
料
と
負
担
な
し
で
保
込
依
頼
人

の
選
択
に
従
っ
て
拡
込
依
頼
人

λ
は
受
取
人
に
送
人
止
す
る
必
裂
が
あ
る
〔
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12 完)ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

(
三
)
実
白
期
刷
の
経
過
、
止
は
、
振
込
依
頼
人
の
賠
償
の
請
求
か
ら
四
日
の
銀
行
の
常
業

H
の
追
{
一
出
則
山
ま
で
に
振
込
が
行
わ
れ
な
か
っ

た
と
き
は
、
振
込
依
頼
人
は
一
ア
1
0
0
ユ
l
口
(
保
証
額
)
ま
で
は
、
既
に
娠
込
の
た
め
に
支
払
っ
た
干
数
料
と
負
担
を
含
め
て
、
振
込
額

の
陪
慨
を
請
求
で
き
る
。
以
!
の
場
八
門
に
は
、
主
行
期
間
の
始
め
か
ら
振
込
依
加
納
入
の
い
山
内
に
保
証
額
が
記
帳
さ
れ
る
ま
で
の
第
一
墳
二
丈
の

さ
だ
め
る
利
井
で
計
宵
し
て
、
探
込
額
に
は
利
息
が
付
さ
れ
る
r

疑
一
也
依
頼
人
的
償
還
清
求
と
迫
完
期
間
の
経
過
と
と
も
に
、
振
込
山
梨
約
は
解

約
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る

f

契
約
の
継
続
が
双
方
の
利
訴
を
街
量
し
て
企
融
機
関
に
と
っ
て
期
付
不
川
品
目
で
あ
り
、
か
っ
、
余
融
機
関
が
保
証

績
を
賠
悩
し
た
か
同
時
に
賠
悩
し
た
と
き
は
、
金
融
機
関
は
梨
約
を
解
除
す
る
梓
限
を
右
す
る
。
以
上
一
文
と
四
文
の
ぬ
作
は
、
保
込
依
頼
人

はん口

Eν
た
干
数
料
と
昌
一
担
を
支
払
う
必
要
が
な
い
{
}
振
込
依
頼
人
が

H
向
金
融
機
関
に
取
仇
の
あ
る
又
は
不
完
全
な
指
阿
を
う
え
た
か
、
転

込
依
頼
人
が
定
め
た
仲
介
金
融
機
関
が
振
込
を
克
行
し
な
い
こ
と
で
振
込
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
本
項
の
請
求
権
は
発
牛
し
な
い
ο

六

丈
の
第
一
の
場
人
n
は
、
娠
込
依
刺
人
が
明
一
ボ
で
定
め
た
金
融
機
関
は
、
ハ
汁
向
金
融
機
関
に
代
わ
っ
て
振
込
依
頼
人
に
対
し
て
頁
仔
を
鈍
う
c

B
G
E
六
七
!
ハ
C
条
(
ご
第
六
七
六
b
条
の
請
求
悔
は
、
故
意
・
過
失
を
叫
件
と
し
な
い
ο

此

意

過

失

を
F

削
犯
と
す
る
そ
れ
以
外
の
請

求
権
、
及
び
、
不
当
利
得
返
理
請
求
梓
は
、
以
卜
と
は
畑
、
関
係
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
竹
山
金
融
機
関
は
自
身
の
故

E

・
過
失
と
川
様
に
仲
介

企
融
機
時
に
侃
属
さ
れ
る
此
意
・
過
失
の
責
め
に
任
ず
る
が
、
振
込
依
頼
人
が
桁
定
し
た
仲
介
令
融
機
関
に
そ
の
字
決
な
原
凶
が
あ
る
と
き
は

そ
の
限
り
で
は
な
い
。
一
正
の
宜
仔
は
外
岡
の
口
座
へ
の
長
込
の
場
合
は
ア
1
0
0
0
ユ
l
口
に
制
限
さ
れ
る
。
振
込
の
遅
滞
と
不
胤
行
に
よ

り
光
生
し
た
頃
合
に
対
す
る
責
任
は
、
二
一
立
心
。
ユ

l
ロ
に
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
だ
し
、
故
意
、
又
は
、
平
過
失
が
あ
る
と
き
、

及
び
、
利
息
の
羽
山
王
円
と
合
融
機
関
が
特
別
に
引
き
去
け
た
危
険
に
閲
し
て
は
、
そ
の
限
り
で
は
な
い
。

(
一
)
前
項
の
一
一
文
の
仕
向
金
融
機
関
が
責
任
を
免
れ
る
場
合
は
、
付
向
金
融
機
関
に
代
わ
っ
て
仲
介
金
融
機
関
が
責
任
を
負
う
バ

(
三
)
六
七
五
条
項
、
ハ
七
六

a
条
、
ハ
じ
ハ

b
条
、
及
、
び
、
本
条
一
頃
で
川
段
の
規
定
が
な
け
れ
ば
、
以
下
の
振
込
の
均
台
を
除
く
他

は
、
払
込
依
頼
人
の
不
利
誌
と
な
る
川
条
に
反
す
る
ん
口
意
は
許
さ
れ
な
い
c

一
金
融
絞
問
が
振
込
依
孤
人
の
場
介

一
転
込
町
制
が
七
立
つ

0
0
ユ
l
u
を
超
え
る
場
合

三
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
辿
合
又
は
ヨ

l
ロ
y
パ
経
済
問
外
に
住
所
地
を
有
す
る
金
融
機
関
の
川
庄
へ
の
送
金
が
さ
れ
る
場
介
=

(
H
)
B
G
B
四
七
八
条
(
二
事
業
者
が
売
却
し
た
新
た
に
製
造
さ
れ
た
物
を
そ
の
ね
庇
の
結
果
と
し
と
回
収
す
る
必
叫
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
、

消
台
#
引
が
充
口
代
金
の
減
額
請
求
を
行
っ
た
と
き
は
、
消
賢
官
の
椴
抗
に
関
す
る
請
求
ゆ
え
に
、
第
四
一
七
条
が
規
ー
注
す
る
売
、
一
十
で
あ
る
事
業
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者
に
物
を
売
却
し
た
事
業
者
(
供
給
者
)
に
刻
す
る
事
業
者
の
権
利
は
、
ぞ
れ
以
外
の
場
合
に
は
必
要
な
則
山
設
定
は
不
要
で
あ
る
。

(
一
)
新
た
に
製
置
さ
れ
た
物
の
売
買
で
は
、
消
費
者
が
ヱ
長
す
る
暇
抗
が
、
既
に
事
w
染
者
へ
の
危
険
の
移
転
時
に
存
主
し
た
と
き
は
、
事

業
省
が
消
費
者
と
の
閣
係
で
約
四
三
九
条
一
項
に
よ
っ
て
負
担
し
た
費
用
の
賠
償
を
、
供
給
者
に
対
し
て
請
求
で
き
る

三
二
)
一
項
、
一
唄
の
場
什
に
は
、
則
聞
は
消
費
長
へ
の
危
険
移
転
時
か
ら
進
れ
す
る
と
い
う
志
準
で
、
第
四
六
ヒ
条
が
旭
用
さ
れ
る
。

(
阿
)
第
川
一
一
条
か
ら
凹
一

I
条
、
凶
一
七
条
、
同
一
九
条
か
ら
凹
四
三
条
、
本
条
一
項
か
ら
三
項
、
止
ぴ
、
四
七
九
条
と
は
異
な
っ
て

事
業
者
に
不
利
な
合
意
が
、
供
給
者
へ
の
煎
抗
の
通
知
以
、
削
に
締
結
さ
れ
た
と
き
は
、
求
償
債
権
者
に
同
州
伯
の
賠
償
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い

限
り
は
、
供
給
者
は
を
の
合
意
を
版
刷
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
)
第
三
口
七
条
に
か
か
わ
ら
ず
、
山
由
主
的
慣
市
求
惜
の
制
限

λ
は
排
除
に
は
本

条
一
頃
は
適
用
さ
れ
な
い
。
本
条
項
に
あ
げ
ら
れ
た
規
定
は
、
違
っ
た
構
成
に
よ
り
回
遊
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
も
、
適
凶
刑
さ
れ
る
υ

(
有
)
債
務
占
が
事
菜
ヰ
引
の
と
き
は
、
供
給
者
と
供
給
の
辿
鎖
内
の
そ
れ
口
外
の
げ
、
烹
の
請
求
権
に
も
、
本
条
項
か
ら
四
項
の
規
定
が
適

用
さ
れ
る
。

工
ハ
)
商
法
一
七
七
条
の
組
J

疋
は
、
以
し
L

と
は
祉
関
係
で
あ
る
。

B
G
E
四
七
九
条
(
二
約
四
七
八
条
二
項
の
制
定
す
る
費
用
償
還
請
求
権
は
、
物
の
引
波
か
ら
一
年
で
時
効
消
滅
す
る
。

(
一
)
第
川
一
七
条
及
び
凶
七
八
条
一
項
の
既
定
す
る
、
事
業
省
が
泊
費
者
に
売
却
し
た
新
し
く
製
造
さ
れ
た
物
の
取
枕
に
よ
る
事
業
省
の

供
給
者
に
対
す
る
話
求
権
は
、
事
業
者
が
消
台
半
引
の
請
求
を
満
足
さ
せ
た
段
、
什
十
く
と
も
一
今
月
間
で
党
牛
す
る
以
卜
の
請
求
権
の
時
効
の

進
行
の
停
川
は
、
供
給
高
が
事
業
者
に
物
を
引
き
波
し
た
後
、
遅
く
と
も
立
年
で
終
了
す
る
。

さ
さ
債
務
占
が
事
業
者
の
と
き
は
、
供
給
者
と
供
給
の
辿
鎖
内
の
そ
れ
幻
外
の
ロ
キ
の
請
求
権
に
も
、
本
条
の
規
定
は
準
用
さ
れ
る
c

(
日
)
閉
口

N
3
3
3
リ
ノ
リ
ウ
ム
・
口

1
ル
既
に
契
約
交
渉
の
開
始
か
ら
、
保
護
義
務
は
引
先
生

L
、
胤
行
袖
助
首
が
保
議
義
務
に
違
反
し
た
と

き
は
、
一
七
八
条J
(

現
存
は
、
ご
三
条
二
同
二
丈
号
と
共
に
)
に
よ
り
宣
H
U
を
負
、
つ
本
刊
決
は
、
債
梓
者
と
債
務
者
の
問
に
密
接
な
父

捗
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
既
に
八
一
一
一
条
項
で
保
廷
が
与
え
ら
れ
て
い
る
法
益
を
、
付
加
的
に
契
約
締
結
上
の
過
失
(
つ
ま
り
、
第
三
占
に

対
す
る
保
措
置
効
を
伴
っ
た
契
約
)
に
よ
り
保
忍
す
る
傾
向
的
始
ま
り
で
あ
る
{

以
卜
は
、
巴
E
2
1
Z
E
E
E
回
己
完
の
ユ
ド
の

F
E
同

2
宮
山
(
)
〉
ロ
戸
田
三
回

E
E
N
(
)
(
)少
出

寸

(

)

H

の
一
特
に
市
要
な
判
例
」
の
説
明
コ

(
刊
)
以
ト
の
ド
イ
ツ
の
振
込
山
訟
に
関
し
て
は
、
折
原
紳
作

『電
子
決
符
と
法
』
(
有
斐
閣
・
。
一
心
一
午
)
三
九
二
員
以
下
を
参
照
。

(
げ
)
以
卜
の
事
業
者
の
求
債
権
に
閉
し
て
は
、
半
同
士
川
信

『ド
イ

y
債
務
法
現
代
化
法
概
説
二
信
山
社
・
二

0
0
一
一
年
)
一
九
一
一
氏
以
卜
を
参
出

μ見
三乙、
町
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12 完)ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

(
刊
日
)
前
掲
三
注
(
付
加
)
ロ
コ
E-FhZHYZ()
一
日
寸
日
戸
〉

E
-
t

(
刊
)
前
掲
一
一
昨
(
お

)
p
zロ
昔
日
ロ
ロ

E
C
一山叶
u
u白

(
山
)
前
掲
三
抗
(
日
山

)
(
U
E
E白石ロ
P
E
(
)
一切立()【【

(出

)
B
G
B
六
六
五
条
委
任
者
が
事
態
を
知
っ
て
い
れ
ば
受
任
者
が
指
附
に
従
わ
な
い
こ
と
を
承
認
し
た
だ
ろ
、
っ
半
情
を
呈
任
者
が
芯
め
う
る

と
き
は
、
受
伴
者
は
委
任
者
の
指
閃
に
従
、
つ
必
要
が
な
い

3

遅
延
し
て
も
危
険
が
党
牛
し
な
い
と
き
は
、
雲
行
朽
の
指
図
に
反
す
る
前
に
、
受

ιぃ
占
は
委
任
者
に
通
知
し
て
そ
の
決
J

疋
を
仰
ぐ
必
要
が
あ
る
。

(
仰
心
)
前
掲
三
注
(
お

)
E
E
E
E
E
E
C
一
日
記
三
円

(お
)
H
G
B
一
一
七
七
条
(
ご
売
買
が
双
方
に
と
っ
て
商
行
為
の
と
き
は
、
そ
れ
が
通
常
の
取
引
慣
れ
で
あ
る
限
り
で
、
，
ん
干
の
交
付
後
に
買
上

は
V

山
市
な
く
商
品
を
検
丘
し
、
山
肌
M
U
を
党
見
し
た
と
き
は
、
完
十
に
遅
川
川
な
く
通
知
す
る
必
要
が
あ
る

(
一
)
軒
、
ー
+
が
通
知
を
怠
っ
た
と
き
は
、
市
庇
が
検
査
で
も
発
見
で
き
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
阿
川
叩
は
承
認
さ
れ
た
も

の
と
み
な
き
れ
る
。

(
三
)
前
原
の
取
仇
が
徒
に
花
見
さ
れ
た
と
き
は
、
発
見
か
ら
い
珪
治
な
く
通
知
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
取
批
の
通
知
が
遅
滞
な
く
行
わ

れ
な
い
と
き
は
、
人
ん
見
さ
れ
た
恨
抗
に
関
し
て
は
、
間
品
は
添
認
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

(
阿
)
賀
、
一
十
の
権
利
を
保
全
す
る
に
は
、
迫
叫
に
通
知
を
送
付
す
る
だ
け
で
込
る

(
五
)
先
ー
+
が
悪
意
で
取
批
を
黙
秘
し
た
と
き
は
、
ー
川
主
は
本
条
を
徒
同
で
き
な
い
、

(
川
社

)
E
G
E
一
一
一
一
一
条
(
一
)
以
務
契
約
に
お
い
て
債
務
者
が
版
行
期
の
到
米
し
た
給
付
を
は
行
ぜ
ず
、
又
は
、
契
約
に
従
っ
た
給
付
を
行
わ
な

か
っ
た
と
き
は
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
給
付
又
は
追
完
を
催
告
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
給
付
又
は
追
宅
が
臼
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
債

権
長
は
契
約
を
制
排
除
で
き
る
。

(
ご
以
下
の
場
介
は
、
期
刷
を
定
め
る
必
要
が
な
い
。

一
債
務
省
が
給
付
を
真
剣
か
っ
最
終
的
に
桁
ん
だ
と
き
。

一
債
務
省
が
契
約
で
定
め
ら
れ
た
特
定
の
期

H
又
は
特
定
の
期
間
内
に
給
付
を
せ
ず
、

給
刊
の
適
時
性
と
結
合
さ
せ
て
い
た
と
き
、
又
は
、

三
州
当
事
告
の
利
訴
を
術
量
し
て
即
時
の
解
除
が
山
当
化
さ
れ
る
事
情
が
あ
る
と
き
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か
つ
、
債
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者
が
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で
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利
羊
の
存
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(
三
)
義
務
違
以
の
態
様
か
ら
は
期
間
相
定
が
与
慮
に
伯
し
な
い
と
き
は
、
期
間
指
定
で
は
な
く
併
古
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

(
阿
)
将
来
に
解
除
の
要
件
が
発
刊
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
給
付
の
版
行
期
の
到
心
不
前
に
債
権
益
は
解
除
で
き
る
。

(
有
)
債
務
省
が
給
付
の
仰
を
履
れ
し
た
と
き
は
、
一
部
の
日
明
h
が
債
権
者
の
利
益
と
な
ら
な
い
場
合
に
限
り
、

債
権
布
は
契
約
全
部
の

解
除
が
同
能
で
あ
る
。
品
川y
加
者
が
契
約
に
従
っ
た
給
付
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き
も
、
ゑ
務
違
反
が
平
大
で
は
な
い
場
合
は
、

債
権
話
は
契
約
を

解
除
で
き
な
い

3

(
六
)
債
権
者
が
そ
の
解
除
を
T
Y
当
化
し
た
だ
ろ
う
事
情
に
関
し
て
、
債
権
者
が
専
ら
え
は
主
と
し
て

4
H
fが
あ
る
と
き
、
又
は
、
債
権
者

が
受
領
遅
滞
に
陥
っ
た
時
に
債
務
者
の
責
め
に
灼
さ
な
い
事
情
が
光
生
し
た
と
き
は
、
解
除
併
は
排
除
さ
れ
る
つ

(
お
)
前
掲
三
注
(
M
m
)

ロ
コ
】
円
三
百
三
E
一
主
己
目

3
3「『

(
お
)
前
抱
一
一
日
(
泌
)
口

E
E自
己

E
E
C一
山
叶
出
町
民

(
幻
)
ド
イ
ソ
以
外
の
各
阿
の
法
も
、
ド
イ
ツ
法
の
よ
う
に
博
物
学
的
に
整
理
さ
れ
た
法
制
度
は
持
ち
合
わ
せ
な
く
て
も
、
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
法

で
は
、
コ

l
ズ
が
一
般
条
頃
の
よ
う
な
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
小
粥
太
郎
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
コ

l
ズ
の
理
論
一
甲
法
ヒ

ロ
巻
三
号
一
頁
以
下
、
一
一
九
良
以
十
を
参
阻

(
刑
判
)
不
当
利
得
に
お
け
る
一
角
関
係
、
な
い
し
は
、
対
第
三
省
関
係
の
現
代
的
な
取
引
に
対
す
る
延
味
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
藤
原
止
則

『不

当
利
得
法
(
厄
日
山
社
・
一

C
O
-
-
)

一
二
三
頁
以
|
、
お
よ
び
、
多
角
的
法
律
関
係
と
不
当
利
得
の
清
揖
に
閲
し
て
は
、
藤
原
疋
則
一
不

当
利
得
の
清
算
と
多
角
的
法
律
関
係
」
法
時
八
一
巻
ハ
号
一
口
八
員
以
卜
を
参
照
。

(
叩
)
グ
ル
ン
ト
マ
ン
円
身
も
白
円
分
の
見
解
が
保
パ
]
的
で
あ
る
(
か
ワ
、
妥
当
)
と
汗
し
て
い
る
。
前
拘
一
所
(
苅
)

小
山
凶
品
目

μ見
三乙、
町

五

お
わ
り
に

I 

ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ン
の
ブ
ラ
ン
チ

ヤ
イ
ザ

l
に
対
す
る
報
特
・
受
領
物
引
波
訪
ぶ

北法61(1・48)48

t
h
zロ
己
宮
山
口
ロ
ロ
戸
C



以
卜
で
紹
介
し
た
ド
イ

y
の
判
例
・
九
千
説
か
ら

ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
!
の
ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
1
に
対
す
る
報
告
・
受
領
物
引
波
請
求
に
関

し
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
ド
イ
ツ
の
刈
例
は

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
の
怜
質
に
闘
す
る
議
論
を
意
識
的
に
回
避
し
て
、
具
体
的
な

契
約
条
項
か
ら
約
款
の
解
釈
の
手
法
で
、

F
N
の
請
求
権
を
基
礎
づ
け
て
い
る
じ
と
こ
ろ
が
、
他
右
で
、
連
邦
カ
ル
テ
ル
庁
の
決
定
は
、

h
で
点
度
の
購
入
義
務
を

F
N
に
要
求
し
な
が
ら
、
他
方
で
、

F
K
に
購
入
利
益
を
分
配
し
な
い
の
は
、
競
争
秩
序
(
競
争
制
限
禁
叶
法
)

に
抵
触
す
る
と
し
て
い
る
c

き
ら
に
、
購
入
利
益
は

F
X
の
商
品
の
購
入
に
山
米
す
る
も
の
で
あ
り
、

F
G
は
配
分
の
義
務
が
あ
る
と
解
し

て
い
る
。
さ
ら
に
、
学
説
で
は
、

F
G
の
商
品
の
購
入
先
と
の
価
格
交
渉
に
、

F
G
に
よ
る

F
N
の
事
務
処
理
の
要
素
を
認
め
る
か
合
か
が
、

主
川
仙
の
決
定
的
な
分
岐
点
に
な
っ
て
い
た
c

さ
ら
に
、

F
G
に
よ
る

F
N
の
事
務
処
理
を
い
ま
一
広
進
め
る
と
、
団
体
と
山
場
の
双
山
の
要

12 完)

哀
を
備
え
る
の
が
ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ス
だ
と
い
う
、
不
y
ト
契
約
論
に
つ
な
が
る
つ
だ
か
ら
、

F
K
に
排
他
的
な
購
入
義
務
を
楳
し
た
場
合
は
、

F
G
は
利
訴
の
配
分
表
務
を
負
う
と
い
う
連
邦
カ
ル
テ
ル
片
の
決
定
と
、
ネ
y
ト
契
約
前
に
は
調
和
性
が
あ
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。

F
X

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
は
組
合
、
団
体
に
按
近
し
、

F
G
は
業
務
執
行
細

F
N
を
ロ
ッ
ク
イ
ン
し
た
状
態
で
、
利
，
八
川
を
配
分
し
な
い
の
は
、
競
争
制
限
祭
止

法
で
は
従
属
企
業
の
不
ψ

な
拘
束
だ
か
ら
、
私
法
上
も
公
序
良
俗
遺
反
に
当
た
る
と
解
す
る
こ
と
も
叫
能
で
あ
ろ
う
υ

た
だ
し
、
連
邦
カ

に
排
他
的
な
購
入
義
務
を
認
し
、
さ
ら
に
協
刈
行
動
を
要
請
す
れ
ば
、

ム
門
員
に
類
似
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
仁
一
百
い
抑
え
る
と
、

ル
テ
ル
庁
の
決
定
が
、

八

O
パ
l
セ
ン
}
以
卜
の
購
入
義
務
が
あ
る
場
合
に
従
属
企
業
の
不
巾
ー
な
妨
害
に
汁
た
る
ー
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
公

序
良
俗
違
反
の
判
断
も
、

F
N
の
F
G
へ
の
経
治
的
従
属
性
の
程
度
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る

c
F
N
か
ら
の
椛
止
門
請
求
、
購
入
利
証

の
配
分
を
と
も
に
訟
め
な
い
な
ら

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
は
、
要
す
る
に

F
G
の
F
K
へ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
利
川
契
約
に
す
き
ず
、

F
G
を

中
心
と
す
る
敗
売
促
進
の
シ
ス
テ
ム
と
は
詐
何
し
に
く
い
こ
と
に
な
る
コ
そ
う
な
る
と
、
他
力
で
、

F
G
に
よ
る

F
X
へ
の
協
調
行
肋
の
袋

請
、
例
え
ば
、

マ
ク
ド
ナ
ル
ド
事
件
に
み
る
よ
う
に
、

F
G
が
F
N
の
電
子
レ
ン
ジ
の
胤
度
ま
で
特
理
で
き
る
か
は
、
大
い
に
疑
問
と
な
る

(
仮
に
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
な
ら
、

F
G
の
特
汁
権
、
商
標
権
類
似
の
権
利
の
保
護
の
必
要
件
に
根
拠
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
)
亡
し
た
が
っ

北法61(1'49)49 



μ見

て、

F
K
が

F
G
の
受
任
者
と
い
う
側
面
だ
け
で
な
く
、

F
G
が

F
X
の
受
任
者
で
あ
る
と
い
う
要
素
も
同
様
に
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

つ

三乙、
町

冒
頭
の
わ
が
国
の
最
両
裁
の
判
決
は
、
事
業
に
即
し
て
み
れ
ば
、

ブ
ラ
ン
チ
ヤ
イ
ザ
ー
か
ら
商
品
を
購
入
す
る
場
合
ヤ
商
品
の
購
入
を
伴

わ
な
い
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
・
ン
ス
テ
ム
と
は
一
出
征
関
係
で
あ
る
υ

し
か
し
、
他
方
で
、
同
判
決
は
、

オ
ー
プ
ン
ア
カ
ウ
ン
ト
と
い
う
決
済

を
什
う
契
約
の
特
性
(
本
件
特
性
)

を
考
慮
し
た
卜
で
、

ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
ー
が
ブ
ラ
ン
チ
ー
イ
ジ
!
の
附
品
購
入
の
斡
放
を
行
う
場
合
に

は
、
準
委
任
の
性
質
を
本
件
の
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
が
有
す
る
こ
と
か
ら
、
本
刊
比
柄
本
契
約
の
「
合
料
的
解
釈
一
、
と
し
て
ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ

ジ
ー
の
報
告
請
求
権
を
某
礎
づ
け
て
い
る
c

そ
の
際
に
、
本
判
決
は
、
商
品
の
仕
入
れ
は
加
盟
円
経
営
の
根
幹
を
な
す
こ
と
、
加
即
庖
は
独

占
の
事
業
者
で
、
商
品
購
入
代
金
の
主
払
い
義
務
を
負
う
こ
と
を
指
摘
す
る
つ
さ
ら
に
、
本
件
特
性
で
あ
る
オ
ー
プ
ン
ア
カ
ウ
ン
}
に
関
し

て
も
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
加
明
川
町
を
増
や
し
、
加
明
川
山
泊
が
売
上
げ
を
増
加
さ
せ
れ
ば
、
売
上
利
益
に
出
じ
た
本
部
の
利
益
に
も
つ
な
が

る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

f

だ
か
ら
、
本
判
決
が
、
ド
イ
ツ
法
で
説
か
れ
て
い
る
ネ
ッ
ト
契
約
、
え
は
、
私
合
義
務
に
鋭
利
牲
が
あ
る
と
ま

で
は
い
え
な
い
が
、
本
部
に
よ
る
加
即
応
の
事
務
処
理
を
少
な
く
と
も
本
件
の
ブ
ラ
シ
チ
ャ
イ
ズ
契
約
で
は
契
約
の
重
要
な
要
素
と
考
え
て

(
間
)
委
任
契
約
の
委
伴
者
の
立
任
者
に
対
す
る
報
許
訂
ぶ
は
、
少
な
く
と
も
具
体

的
な
事
案
で
は
，
甲
な
る
任
意
規
定
ー
と
は
一
叶
仙
で
き
ず
、
そ
れ
を
排
除
す
る
契
約
条
項
の
有
効
性
は
疑
問
で
あ
る
と
い
う
考
え

h
も
看
取
で
き

る
c

仮
に
、
本
刊
の
事
案
で
報
告
前
求
権
の
排
除
が
有
効
な
ら
、
そ
の
契
約
は
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
加
問
山
に
よ
る

い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
υ

そ
の
志
昧
で

木
部
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
利
用
契
約
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
、
加
盟
百
か
ら
の
報
存
請
求
に
よ
り
商
品
の
購
入
代
金
が
明
ら
か
に
な
れ

ぱ
、
次
に
は
大
量
購
入
の
利
益
の
配
分
の
要
台
が
問
わ
れ
る
同
能
性
も
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、

ブ
ラ
ン
チ

T
イ
ズ
契
約
で
の
フ
ラ
/
チ
ャ
イ

ザ
ー
に
よ
る
ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ

l
の
事
務
処
理
契
約
の
要
ぷ
、
な
い
し
は
、
結
合
義
務
の
あ
り
方
が
阿
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、

以
上
で
紹
介
し
た
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
は
、
わ
が
同
で
の
一
議
論
の
参
考
に
な
る
と
考
え
る
ι

そ
の
際
に
、
最
も
分
か
り
ゃ
す
い
問
題
へ
の
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い
わ
ば
一
般
条
項
と
川
様
の
機
能
を
果
た
す
任
蛍
規
定
の
規
範
設
定
的
な
機

能
で
あ
ろ
う
。
か
っ
、
こ
の
出
は
、
既
に
紹
介
し
た
木
町
決
に
対
す
る
縫
っ
か
の
山
中
一
千
説
の
コ
メ
ン
ト
に
も
示
さ
れ
て
い
た
。
他
ん
で
、
木

ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
約
款
法
を
持
ち
合
わ
せ
な
い
わ
が
同
で
は
、

判
決
を
契
機
に
、
加
問
門
の
本
部
に
対
す
る
特
許
請
求
の
ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ス
契
約
に
よ
る
排
除
を
提
案
す
る
学
説
に
は
、
購
入
利
訴
の
配
分

義
務
を
丙
定
す
る
ド
イ

y
の
学
説
と
の
共
通
山
、
を
認
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

2

ネ
ッ
ト
契
約
、
複
合
契
約
に
つ
い
て

12 完)

本
稿
で
の
紹
介
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
不
ツ
ト
契
約
、
結
合
契
約
と
い
う
視
角
か
ら
考
え
て
も
、
多
く
の
伽
別

的
な
問
題
で
は
具
、
体
的
な
結
論
に
大
き
な
追
い
が
で
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
契
約
、
不
ツ
ト
の
考
察
の
必
要
性
を
説
く
グ
ル
ン
ト

ネソト契約としとのフラ/子弓イズ契約。

マ
ン
も
、
伝
統
的
な
法
制
度
の
発
展
に
よ
っ
て
こ
そ
、
法
的
安
定
牲
と
折
り
台
、
つ
契
約
ネ

y
ト
の
理
論
の
構
築
が
叫
能
だ
と
で
張
し
て
い
た
c

た
だ
し
、
本
摘
の
対
象
と
し
た
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
で
の
隣
人
利
訴
の
配
分
な
ど
の
限
界
事
例
で
は
、
不
ッ
ト
契
約
、
複
合
契
約
と
い
う
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
契
約
内
科
を
補
充
す
る
際
の
大
き
な
方
'
同
伴
を
示
し
て
い
る
つ
さ
ら
に
、
伝
統
的
な
経
治
取
引
で
は
一
正
化
き
れ
て
い
た
経
済

日
動
が
分
業
化
さ
れ
な
が
ら
協
働
す
る
と
い
う
現
代
の
契
約
で
は
、
例
え
ば
、
個
々
の
ブ
ラ
ン
チ
守
イ
ザ
!
と
ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
ー
の
問
の

個
別
の
ん
門
窓
だ
け
で
は
契
約
の
構
遣
の
理
解
に
は
十
分
で
は
な
い
と
い
う
詳
細
も
叫
能
で
あ
ろ
う
仁
特
に
、
現
代
の
統
治
取
引
の
形
態
で
あ

る
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
ン
ス
テ
ム
は
、
従
米
は
法
人
、
組
合
と
さ
れ
て
い
た
組
織
形
態
が
、
非
集
中
的
な
ン
ス
テ
ム
の
構
成
に
よ
り
ン
ス
テ
ム

の
参
加
者
(
フ
ラ
/
チ
ャ
イ
ジ

I

に
危
険
と
利
訴
を
分
散
さ
せ
て
い
る
と
い
う
ト
イ
プ
ナ

l
の
烹
張
は
、
少
な
く
と
も
収
引
の
社
会
学
的

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
の
解
釈
で
、
川
体
、
組
合
の
要
素
を
顧
慮
す
る
こ
と
が
帰
結
さ
れ
る
c

だ

観
察
と
し
て
は
宏
与
す
る
。
そ
の
払
果
、

か
り

ブ
一
ブ
〆
チ
ヤ
イ
ス
シ
ス
テ
ム
の
「
団
体
の
要
素
」
は
、
第
一
再
与
信
州
売
買
で
の
買
王
の
抗
弁
按
続
の
た
め
の
「
売
↓
丁
と
与
信
者
の

北it61(l <)1) 51 



μ見

ぷ叫
J

叫
目
的
体
性
L
L

に
当
た
る
と
許
制
す
る
こ
と
も
で
き
る
つ
も
ち
ろ
ん
、
団
体
的
な
要
素
を
説
く
だ
け
で
は
、
社
会
学
的
観
察
に
リ
ま
る
。

し
か
し

ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
ー
に
よ
る
ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ

l
の
事
務
処
理
契
約
の
要
素
を
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
シ
ス
テ
ム
が
持
つ

そ
の
結
果
、

三乙、
町

て
い
る
こ
と
は
、

よ
り
説
得
的
に
諭
祉
可
能
と
な
る
じ
し
た
が
っ
て
、
契
約
ネ
ァ
ト
と
い
う
羽
象
の
法
的
整
用
は
重
安
だ
と
し
な
が
ら
も
、

ネ

y
ト
契
約
論
に
対
し
て
冷
淡
な
グ
ル
ン
ト
マ
ン
で
す
ら
訟
め
る
よ
う
に
、
契
約
ネ
y
ト
キ
復
合
契
約
と
い
う
如
何
角
か
ら
問
題
を
考
え
て
み

る
の
は
、

川
仙
与
，
丈
験
と
し
て
は
極
め
て
有
志
詫
で
あ
り
、
現
代
的
な
取
引
の
重
要
な
側
而
を
け
見
落
と
さ
な
い
た
め
の
有
用
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

(
思
考
の
補
助
器
具
)

で
あ
る
と
考
え
る
「

(
1
)
そ
の
厄
味
で
、
ブ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
1
に
フ
ラ
〆
チ
ャ
イ
ジ

I
に
刻
す
る
報
告
表
務
の
排
除
の
規
d

疋
は
、
「
債
権
者
に
よ
る
債
務
省
の
義
務
履

行
状
記
の
除
視
」
の
た
め
の
千
段
を
#
う
と
い
う
内
市
什
い
鑑
み
て
問
題
と
な
り
、
仮
に
大
企
業
同
士
の
契
約
で
も
同
じ
問
題
は
発
川
す
る
、
及

び
、
こ
の
よ
う
な
条
取
の
有
効
刊
は
、
競
争
法
い
し
の
川
限
(
優
越
的
地
位
の
添
附
(
独
禁
法
一
条
九
項
ム
川
号
)
の
問

U
と
し
て
考
え
る
べ
き
で

あ
り
、
そ
の
私
法
上
の
効
力
は
公
序
良
俗
違
反
の
問
担
だ
と
い
う
、
前
掲
附
(
げ
)
吉
、
水
一
心
頁
の
指
摘
を
支
持
し
た
い
c

(
2
)
明
示
的
な
の
が
、
削
掲
一
正

(
3
)
後
路
、
前
回
、
(
日
)
仲
野
、
(
口
)
怖
心
不
さ
ら
に
、
本
稿
脱
稿
絞
に
接
し
た
、
山
本
豊

「
判
批
」

リ
マ

l
ク
ス
川
口
ロ
ケ
凶
頁
以
「
、
叫
刊
に
凶
立
頁
も
安
問
。

(
日
)
前
掲
一
住
(
日
)
令
川
、
(
山
山
)
奈
以
。

本
稿
及
び
前
回
勺
(
i

ハ
O
巻
l

ハ
口
)
の
本
論

I
J

入
は
、
平
成

号
一
一
三
つ
ひ
二
つ
)
の
成
果
的
一
部
で
あ
る
。

「
基
能
研
究

(E))
「
耐
中
古
代
表
・
瀬
川
町
久
、
北
町
室
町

ー
皮
科
学
研
究
台
補
助
金
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論 ii

説 ii
日
中
国
交
正
帯
北
後
の
日
本
の
対
中
経
済
外
交
( 

一
、均四〆

ー

l
H中
長
期
貿
易
取
決
め
と
前
山
嘉
党
|
|

出;

九い

J

E
ャ

弘
山
山
ム
炉
内
」

弘
中
市
一
日
同

刊

一

次

課
内
)
と
ど
礼
宅

ニ

L
2
7
P
J
1
J

同
1
犯
の
一
市
十
什

先
行
研
究
と
本
必
の
閉
山
内

麗

珍

1':辻、('::1(l・.:53:::;3 



μ見

第
三
節
本
論
の
構
成

第
一
章
稲
山
嘉
一
抵
の
人
間
像
ー

l
qい
ウ
ち
と
村
平

第
一
節
折
山
品
立
の
生
い
斗
ち
と
価
値
I
心
同

第
一
節
「
鉄
鋼
人
一
と
し
て
の
稲
山
嘉
寛
と
鉄
の
カ
ル
テ
ル
諭
の
形
成
・
展
開

第
三
節
目
米
・
日
中
関
係
に
お
け
る
稲
山
I

叫
寛
の
基
本
的
な
げ
場

ト

括

第
章
一
稲
山
路
線
」
形
成
の
山
口
早

第
一
節
州
凶
・
ア
ジ
ア
貿
易
構
造
研
究
セ
ン
タ
ー
の
北
斗

第
一
節
緊
迫
化
し
た
日
本
紙
泊
関
係
へ
の
懸
念

ト

括

第
一
章
「
稲
山
路
線
一
の
較
場

第
一
節
山
内
切
り
上
げ
回
避
と
「
秩
序
あ
る
崎
山
」
政
策

第
一
節
日
中
経
済
協
会
の
設
立

第
三
節
秩
序
あ
る
刈
中
貨
易
の
推
進

ト

括

第
四
章
「
稲
山
路
線
」
の
展
開

第
一
節
日
中
長
則
貿
易
取
決
め
の
構
想

第
一
節
日
中
長
期
貿
易
取
決
め
の
推
進
過
程

第
三
節
秩
序
あ
る
市
場
の
形
成

終

章

「

稲

山

路

線

一

の

定

M?
と
挫
折

三乙、
町

(以
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日
弟
二
高
半

「
稲
山
路
線
」
形
成
の
背
反

第

節

中
国
ア
ジ
ア
一
貿
易
構
造
研
冗
セ
ン
タ
ー
の
設
『
リ
ム

第

Jin 
緊
迫
化
し
た

H
米
経
済
関
係
へ
の
懸
念

ノl、

十市

一
九
七
一
年
五
月
一
八
日
円
、
稲
山
嘉
小
見
を
代
表
川
崎
市
?
と
す
る
中
国
・
ア
ジ
ア
貿
易
構
造
研
究
セ
〆
タ
ー
が
発
足
し
た
υ

こ
れ
が
「
稲
山
路

線
」
形
成
の
端
緒
と
な
っ
た
υ

「
稲
山
路
線
」

の
件
格
を
理
解
す
る
に
は
、
制
セ
ン
タ
ー
の
設
す

u

経
緯
に
つ
い
て
探
求
す
る
必
要
が
あ
る
。

日中日交正常化後の日本の，'1中怪汚外交は)

木
章
は
ま
ず
川
セ
ン
タ
ー
の
設
す
を
推
進
し
、
稲
山
を
そ
の
代
表
に
就
か
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
財
界
の
努
力
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
卜
で
、

稲
山
を
は
じ
め
と
す
る
同
セ
ン
タ
ー
に
関
わ
る
主
要
ア
ク
タ
ー
の
何
時
の
状
況
認
識
を
探
り
、
「
稲
山
路
線
一
形
成
の
出

E
Rと
し
て
従
ー
小
す
る
じ

生
J

F

自

喜

久

長

巾
同
・
ア
ジ
ア
貿
U
劫
構
泣
研
究
セ
ン
タ
ー
の
設
立

一
九
七
む
年
秋
、
第
二
ム
同
の
国
連
総
会
が
聞
か
れ
た
c

中
岡
の
国
連
参
加
は
革
製
事
以
指
定
決
議
'
長
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
た
も
の
の
、
中

華
人
民
共
和
凶
の
中
国
代
表
と
し
て
の
地
位
を
川
似
し
、
ム
U
A
ω

の
中
華
民
国
政
府
を
追
放
す
る
こ
と
を
内
符
と
す
る
ア
ル
パ
ニ
ア
決
議
中
世
の

支
持
が
、

ri

票
対
四
九
票
で
総
会
の
過
半
数
を
卜
凶
っ
た
事
実
は
、
中
国
を
め
ぐ
る
国
際
情
勢
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
を
示
し
た
。
こ

れ
以
降
、

日
本
国
内
に
お
い
て

H
巾
同
交
正
常
化
の
気
通
が
次
第
に
高
ま
り
、
円
巾
貿
易
再
開
問
題
が
浮
上
し
た
。
周
恩
来
総
理
は
円
米
繊

維
交
渉
が
難
航
し
た
一
九
じ

O
年
四
月
に
対
中
貿
易
四
原
則
を
提
示

L
、
そ
の
受
け
入
れ
を
日
本
の
企
業
や
商
社
に
迫
っ
た
ι

「
凶
阿
川
条
件
」
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μ見
三乙、
町

日
本
の
民
間
統
治
界
で
は
中
国
へ
の
傾
斜
が
雪
崩
を
打
っ
て
進
ん
だ
υ

「
周
四
条
件
」
問
題
対
出
の
た
め
に
、
十
取
?
忠
、
関
山
の
大
企
業
ト
y
フ
ー
と
ひ
そ
か
に
長
触
し
て
い
た
の
が
木
村
二
二
日
本
凶
際
貿
易
促
進

協
会
(
以
卜
、
国
貿
促
と
略
記
)
問
丙
木
部
専
務
川
内
事
で
あ
る
c

木
村
は
一
九
ヒ
一
年
一
円
に
川
中
惰
二
郎
国
貿
促
常
務
用
ポ
、
森
田
莞
丸

常
務
理
事
ら
と
と
も
に
中
凶
を
訪
問
L
、
周
囲
巴
米
と
会
見
し
た
っ
そ
の
際
木
村
が
東
京
・
関
山
財
界
内
脳
の
訪
中
要
望
を
周
に
打
診
し
た
の

に
対
し
、
周
は
こ
れ
を
歓
迎
す
る
と
述
べ
た
。
木
村
か
ら
中
川
側
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
っ
た
関
山
経
済
界
で
は
、
関
丙
経
凶
同
友
会

を
は
じ
め
と
す
る
各
財
界
叶
体
が
続
々
と
巾
川
問
題
懇
談
会
や
勉
強
会
を
設
け
、
日
中
貿
易
の
再
開
の
た
め
の
準
備
を
進
め
た
。

一
f
h
、
政
治
中
称
に
よ
り
近
い
東
京
絞
済
界
で
は
、
川
中
情
一
郎
の
イ
ニ
、
ン
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
り
、
中
国
・
ア
ン
ア
貿
易
構
造
研
究
セ
ン
タ
ー

と
し
て
知
ら
れ
る
そ
の
川
条
刊
の
受
け
入
れ
を
き
コ
か
け
に
、

が
一
九
七
一
年
有
月
一
八

H
に
新
設
さ
れ
、
稲
山
が
代
表
理
事
に
、

山
中
が
常
任
即
事
に
就
任
し
た
。
同
セ
ン
タ
ー
に
は
水
上
達
二

物
摩
相
談
役
)
、
山
併
凱
実
(
官
十
銀
行
会
長
)
、
今
皇
民
記
(
日
本
橋
ド
ム
社
長
)
、
安
山
正
夫
(
町
和
電
会
長
)
、
川
崎
嘉
ギ
ト
A

(

円
巾
覚

書
一
貿
、
易
事
務
時
川
代
表
)
、
渡
辺
弥
栄
司
(
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
常
事
)
、
河
合
良

F

小
松
製
作
所
社
長
)
、
円
向
十
月
斉
(
住
友
金
属
社
長
)
、

桝
川
庄
一
(
件
友
銀
行
会
長
)
、
末
I
U
俊
雄
(
三
和
銀
行
頭
取
)
、
神
林
H
教
(
日
綿
実
業
社
長
)
、
柴
山
幸
雄
(
件
友
尚
事
社
長
)
、
什
森
盛

久
(
二
菱
商
ポ
常
務
)
な
ど
の
経
治
人
、
お
よ
び
七
川
r
向
(
一
橋
大
学
救
援
)
、
伊
東
光
明
(
法
政
大
学
救
援
)
、
，
H
崎
義
一
(
慣
浜
国
立
大

学
教
授
)
、
向
坂
正
男
(
日
本
工
、
ネ
ル
ギ
l
経
済
研
究
所
所
長
)
、
西
川
潤

(
H十
稲
田
大
学
助
教
授
)
、
山
口
一
郎
(
伸

μ大
F

ヂ
教
授
)
な
と

の
学
者
が
同
セ
ン
タ
ー
に
参
加
し
た
c

中
川
・
ア
ジ
ア
貿
易
構
造
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
日
中
覚
書
貿
易
事
務
所
と
投
ん
で
い
口
巾
経
済
協
会
の
前
身
と
な
っ
た
。
同
セ
ン
タ
ー
に
は
、

新
日
鉄
社
長
の
稲
山
を
は
じ
め
、
水
卜
、
川
村
佐
、
今
皇
、

H
P同
ら
円
本
の
経
済
界
を
代
表
す
る
一
川
々
が
東
山
を
問
わ
ず
参
加
し
た
コ
ま
た
、

実
務
を
取
り
引
切
る
事
務
局
長
に
は
川
共
産
党
員
で
同
一
資
促
υ
川
務
理
事
国
巾
怖
一
郎
が
就
任
し
た
、
さ
ら
に
南
北
問
題
や
開
発
経
済
学
な
ど

を
専
門
と
す
る
宗
派
の
学
者
が
併
究
員
と
し
て
加
わ
っ
た
れ
マ
ス
コ
ミ
は
同
セ
ン
タ
ー
の
設
止
を
「
奇
妙
な
中
凶
問
題
研
党
機
閃
の
誕
生
」
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と
報
じ
、
中
凶
の
川
連
保
帰
に
伴
い
近
い
将
来
発
生
す
る
と
想
定
さ
れ
る
東
南
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る

H
巾
統
治
ι
闘
争
に
備
え
て
、
財
界
が
作
戦

を
練
る
た
め
の
参
誌
本
部
的
怜
情
を
備
え
た
も
の
と
分
析
し
た
c

稲
山
白
身
は
同
セ
ン
タ
ー
の
設
立
経
緯
に
つ
い
て
、

ー
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』

九
七
一
咋
ヒ
月
二
今
日
号
に
掲
載
さ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
仁

「、」れ

一
郎
さ
ん
と
い
う
ひ
と
が
岩
佐
凱
実
と
か
今

(巾

N
・
ア
ジ
ア
貿
易
構
造
研
究
セ
ン
タ
ー
、
応
註
)

は
川
際
貿
促
の
田
中
怖

ut
広
記
さ
ん
と
か
安
西
正
夫
さ
ん
と
か
に
働
き
か
け
て
つ
く
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

ぼ
く
の
と
こ
ろ
へ
こ
ら
れ
た
c

こ
の
ね
ら
い
は
川
中
さ
ん
の
説
明
で
は
、
貿
易
が
再
開
さ
れ
た
場
合
に
、
雫
前
に
調
脊
研
究
し
て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
。
中
国
と
の

貿
易
を
拡
大
す
る
に
は
輸
人
の
問
題
を
解
決
し
な
く
ち
ゃ
少
し
も
拡
大
し
な
い
ん
で
す
υ

中
凶
か
ら
体
な
に
が
以
え
る
の
か
υ

中
凶

の
資
源
と
い
う
も
の
が
、
ま
だ
十
分
に
訓
査
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
資
源
調
杏
を
い
ま
か
ら
凶
め
て
お
く
べ
き
じ
ゃ
な
い
か
っ
そ
れ
か

日中日交正常化後の日本の，'1中怪汚外交は)

ら
も
し
貿
易
を
再
刷
し
た
場
合
に
、
円
と
か
正
と
か
為
符
卜
の
問
題
を
梢
究
し
て
お
く
こ
と
は
ぜ
ひ
必
要
だ
と
。
い
ろ
ん
な
内
折
は
あ

る
だ
ろ
う
が
遅
か
れ
早
か
れ
、
同
交
を
け
川
同
化
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
ん
だ
が
ら
、
そ
の
準
備
と
い
ワ
て
も
二
一
一
年
は
か
か
る
か

ら
は
や
く
や
っ
て
お
い
た
は
苧
つ
が
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
設
I

止
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
c

け
っ
し
て
外
へ
意
見
を
発
表

し
た
り
す
る
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
っ
」

こ
こ
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
同
セ
ン
タ
ー
設
す
の
政
治
的
意
味
に
つ
い
て
稲
山
が
柿
め
て
慎
重
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
こ
l

乙
で
あ
る
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
時
凸
e

が、

-
一
ク
ソ
ン
大
統
領
の
訪
中
発
表
二
九
七
一
年
七
月
一
立
円
)
前
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
し
て
も
、
同
セ
ン
タ
ー

設
立
の
政
治
的
志
凶
に
対
す
る
稲
山
の
一
斉
及
の
少
な
さ
は
際
立
っ
て
い
る
。
稲
山
は
川
セ
ン
タ
ー
を
あ
く
ま
で
対
中
貿
易
拡
大
の
可
能
件
を

検
索
す
る
た
め
の
訓
査
機
関
と
し
て
位
置
付
け
、
中
同
政
策
に
つ
い
て
財
界
の
意
見
を
代
表
し
て
発
言
す
る
機
関
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し

た「
も
う
一
つ
引
円
さ
れ
る
の
は
、
中
岡
・
ア
ン
ア
貿
易
構
造
研
究
セ
ン
タ
の
設
立
は
、
稲
山
白
身
が
イ
ニ
、
ン
ア
テ
ィ
ブ
を
と
っ
た
の
で
は
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μ見

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ロ
川
中
惰
二
郎
が
ま
ず
同
セ
ン
タ
ー
の
設
立
を
岩
佐
、
今
皇
、
安
山
に
働
き
か
け
、
そ
の
後
に
、
彼
ら
か
ら
自
分

三乙、
町

に
働
き
か
け
が
行
わ
れ
た
と
稲
山
は
市
明
し
て
い
る
。

の
当
時
の
報
近
に
よ
れ
ば
、
中
岡
ア
ジ
ア
貿
易
構
込
研
究
セ
ン
タ
ー
の
設
立
は
「
同
貿
促
の
問
中
惰
二
郎
か
ら
、
財
界

(
O
一

の
と
こ
ろ
に
持
ち
こ
ま
れ
た
」
。

雑
誌

J

財
界
'

北法61(1・58);58 

に
顔
の
利
く
関
西
国
貿
促
専
務
理
事
の
木
村
一
二
を
通
じ
て
、
新
日
円
鉄
の
稲
山
社
長
(
経
団
連
副
会
長
)

添
谷
川
方
秀
や
李
恩
氏
の
先
行
研
究
で
は
こ
の
報
道
を
松
拠
と
し
て
、
同
セ
ン
タ
ー
の
設
!
止
を
!
止
系
し
た
出
巾
が
ま
ず
稲
山
に
接
近
し
、
稲
山

f
nγ

)
 

の
桁
介
を
通
じ
て
同
セ
ン
タ
ー
の
設
す
計
両
が
財
界
ト
ッ
プ
に
広
が
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
ト
に
引
用
し
た
稲
山

の
話
と
や
や
異
な
っ
て
い
る
c

同
セ
ン
タ
ー
の
設
立
に
積
極
的
で
あ
り
、
稲
山
に
こ
れ
を
働
き
か
け
た
の
は
、
む
し
ろ
岩
佐
凱
実
(
日
米
経

済
協
議
会
会
長
・
富
士
銀
行
会
長
)
、
ム

fmf仏
記

(
H経
連
会
長
・
円
本
料
工
社
長
)
、
安
丙
正
夫
(
昭
和
電
工
会
長
)
等
で
あ
っ
た
υ

稲
山

は
彼
ら
の
働
き
の
結
果
、
中
国
・
ア
ジ
ア
貿
易
構
造
研
先
セ
ン
タ
ー
の
代
表
料
雫
に
就
任
し
た
の
で
あ
る
。

中
川
長
近
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
関
丙
財
界
に
比
べ
て
、
政
界
中
区
に
よ
り
近
い
東
京
財
界
で
は
、
佐
藤
栄
作
政
権
に
先
行
し
て
中
川
問

に
近
利
く
べ
き
か
を
め
ぐ
り
列
な
る
窓
見
が
存
在
し
た
c

続
凶
述
会
長
の
植
村
甲
下
郎
は
、
中
固
と
の
按
触
に
慎
重
な
態
度
を
と
っ
て
お
り
c

H
巾
の
公
式
な
国
交
判
仰
を
待
っ
て
こ
れ
を
行
う
べ
き
と
の

E
見
で
あ
っ
た
。
山
肥
山
門
伝
降
の

可
人
間
・
植
村
甲
午
郎
h

に
よ
れ
ば
、
も
と
も

と
経
団
連
に
は
、
石
坂
泰
一
前
会
長
時
代
か
ら
、
企
業
ベ

l
ス
で
の
先
行
は
ー
と
も
か
く
と
し
て
、

JHU
州
連
肉
体
が
、
国
以
人
の
始
ま
る
前
に

政
府
を
だ
し
抜
く
こ
と
は
な
い
ヘ
と
す
る
安
勢
が
伝
統
と
し
て
あ
り
、
ま
た
経
済
的
に
深
い
関
係
に
あ
っ
た
韓
国
、
台
湾
へ
の
配
慮
が
存

「

un

一件
l

八
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

十
存
し
た
。
実
際
、
植
村
が
中
国
の
要
人
と
会
談
し
た
の
は
、
円
中
国
交
H
『
出
化
が
実
現
し
た
後
の
九
七

植
村
を
は
じ
め
と
す
る
経
団
連
の
慎
重
な
態
度
に
対
し
て
、
経
泊
向
上
礼
会
は
対
巾
政
策
の
転
換
に
よ
り
続
械
的
な
姿
勢
を
と
っ
た
υ

本
川

田
降
経
済
同
友
会
代
表
幹
事
(
央
i

京
電
力
社
長
)
は
一
九
七
の
一
年
月
の
年
頭
見
断
で
、
「
H
中
関
係
を
位
界
平
和
と
国
南
位
界
の
発
展

の
リ
場
か
ら
、
前
向
き
に
検
討
す
る
」
と
述
、
へ
た
c

そ
し
て
中
岡
が
周
四
条
件
を
提
ぶ
し
た
段
、
同
作
川
月

一一二

H
に
七

O
作
代
日
本
の



経
済
外
?
父
の
佐
…
占
は
門
中
関
係
だ
と
い
う
認
識
を
示

L
、
中
国
問
題
を
研
究
す
る
た
め
の
機
関
の
新
設
や
訪
巾
経
治
使
節
団
派
遣
の
検
討
な

ど
と
い
っ
た
形
で
日
中
関
係
に
積
極
的
に
取
り
組
む
意
向
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
同
年
末
に
は
経
済
同
友
会
内
部
に
ち
佐
、
今
里

を
中
心
に
中
川
問
題
研
究
会
が
設
け
ら
れ
た
c

坐
九
七
一
年
の
年
頭
演
説
に
お
い
て
、
木
川
田
は
、
「
中
凶
に
対
し
で
も
、
平
和
共
存
の

リ
場
か
ら
同
際
社
会
の
二
以
と
し
て
、
そ
れ
に
参
加
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
ん
採
の
発
見
に
努
む
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
を
強

調
し
た
。
同
年
凶
月
一
川
日
に
円
本
業
倶
紫
部
で
聞
か
れ
た
通
常
総
会
に
お
い
て
木
川
田
は
、
高
次
の
同
際
協
調
の
視
点
か
ら
「
川
切

り
上
げ
問
題
一
を
判
断
し
て
い
く
こ
と
の
必
要
性
を
強
調
し
た
う
え
で
、
「
今
日
流
動
し
て
や
ま
な
い
け
中
関
係
の
将
来
に
つ
い
て
も
、
広

く
世
界
平
和
と
白
由
世
界
の
発
展
の
立
場
か
ら
前
向
き
に
検
討
し
、
両
川
聞
の
父
流
を
段
階
的
に
積
み
卜
げ
て
ゆ
く
努
力
を
進
め
ね
ば
な
ら

3
 

な
い
時
を
迎
え
た
、
と
考
え
る
」
と
所
見
を
述
べ
た
υ

日中日交正常化後の日本の，'1中怪汚外交は)

同
年
四
月
一
川

H
、
本
川
川
は
、

凡
経
済
同
友
会
代
表
幹
事
の
巾
山
ぷ
平
(
円
本
興
業
銀
行
相
談
役
)
と
持
併
、

そ
し
て
経
凶
同
友
会
副

(
小
松
製
作
所
社
長
)
、
前
副
代
表
幹
事
の
鈴
木
治
雌
(
昭
和
電
工
社
長
)
、
同
会
の
専
務
理
事
の
山
卜
静
一
と
と
も

に
、
中
日
友
好
協
会
刑
秘
書
長
の
下
暁
蛍
一
冒
と
会
見
し
た
c

こ
の
会
談
は
、
財
界
の
調
整
役
と
し
て
知
ら
れ
た
今
早
が
セ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
し
た

も
の
だ
っ
た
ロ
今
単
は
、
親
交
の
あ
コ
た
木
村
を
通
じ
て
、

代
表
幹
事
の
川
合
良
一

一
九
七
一
年
一
月
に
名
肯
屋
の
「
河
文
」
旅
館
で
中
国
中
球
代
表
団
を
率
い
て

米
日
中
の
千
眺
実
に
九
百
い
、
十
県
?
尽
財
界
人
の
中
国
志
向
へ
の
転
換
の
志
向
を
伝
え
た
。
こ
れ
が
経
済
同
友
会
関
係
苔
と
半
暁
雲
と
こ
の
会
談

一
月
の
東
京
経
済
人
訪
中
団
の
下
地
と
な
ワ
た
の
で
あ
る
c

東
京
財
界
け
体
の
一
流
財
界
人
と
中
凶
史
人
が
尚
援
会
談
し
た
の

ま
た
は

は
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
っ
た
。
中
国
・
ア
ン
ア
貿
易
構
造
術
究
セ
ン
タ
ー
は
こ
の
会
見
の
後
に
設
げ
さ
れ
た
。
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巾
川
・
ア
ジ
ア
貿
易
憐
造
研
究
セ
ン
タ
ー
設
!
止
に
つ
い
て
、
稲
山
が
白
ら
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
フ
を
再
定
し
、
川
セ
ン
タ
ー
の
調
売
機
関
と

し
て
の
性
情
を
強
刺
し
た
の
は
、
巾
同
政
策
を
め
ぐ
っ
て
経
団
連
と
経
済
同
友
会
の
見
解
が
こ
の
よ
う
に
食
い
達
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

稲
山
自
身
も
絞
団
連
刷
会
長
の
リ
場
に
あ
り
財
界
人
の
中
凶
訪
問
や
中
問
要
人
と
の
会
談
は
時
期
尚
早
だ
と
考
え
て
い
た
c

ま
た
新
日
円
鉄
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は
周
凶
条
件
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
こ
の
時
白
'
で
は
山
明
ら
か
に
し
て
い
な
か
っ
た
ロ

そ
れ
で
は
な
ぜ
稲
山
が
中
国
・
ア
ジ
ア
貿
易
構
造
研
光
セ
ン
タ
ー
の
代
表
洲
雫
に
就
任
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
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三乙、
町

川
セ
ン
タ
ー
設
立
の
背
後
に
は
、
経
済
日
友
会
系
列
の
財
界
人
の
強
い
パ
ッ
ク
・
ア
ァ
ブ
が
存
在
し
た
c

稲
山
の
証
一
百
で
則
ら
か
に
さ
れ
た

」
の
事
実
は
い
か
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
つ

周
知
の
よ
う
に
、
戦
後
財
界
に
は
、
業
界
の
過
当
競
予
問
題
に
い
か
に
対
応
す
る
か
を
め
ぐ
る
対
!
止
が
存
在
し
た
。
す
な
わ
ち
、

lL 
4 

八
年
の
不
況
に
際
し
経
済
川
友
会
が
「
口
、
土
制
整
一
論
を
全
而
的
に
打
ち
出
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、

一
九
T

ハ
0
年
代
を
通
じ
、

財
界
内
部
で
、
以
旺
し
ほ
同
友
会
を
中
心
と
す
る
「
円
、
土
川
整
派
」
(
あ
る
い
は
「
官
民
協
調
」
派
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
)
と
、
日
仏
刑
凶
連
首

脳
(
石
坂
泰
二
が
代
表
)
を
巾
心
と
す
る
「
白
府
政
仔
派
」
と
が
対
立
を
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
六
六
年
春
に
木
川
田
、
中
山
、
む
佐
ら
経
済
同
友
会
幹
部
が
巾
心
と
な
っ
て
業
界
の
調
整
を

U
的
と
す
る
、
産
業
問
題
研
究
会
を
発

足
さ
せ
た
の
に
対
し
、
白
由
政
任
派
の
石
川
悦
泰
一
統
川
連
会
長
や
似
川
武
円
経
述
会
長
が
同
会
の
参
加
を
拒
ん
だ
の
も
こ
の
対
立
の
延
長
線

上
に
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
対
I

止
は
八
ム
中
日
問
題
等
同
内
の
高
度
成
長
の
問
題
に
従
米
の
経
川
速
の
発
想
で
は
対
処
し
き
れ
な
い
こ
と
、
ま

た
緊
迫
す
る

H
米
経
治
関
係
に
対
処
す
る
た
め
に
は
起
党
派
の
取
り
組
み
が
必
要
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
背
京
に、

一
九
七

O
年
一

O
月
二

け
に
植
村
出
午
郎
経
川
連
会
長
と
桜
川
氏
円
経
連
会
長
が
そ
ろ
っ
て
同
研
究
会
に
参
加
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
表
而
上
は
解
消
さ
れ
た
。
し

か
し
、
次
章
に
お
い
て
説
明
す
る
よ
う
に
、
こ
の
対
1

げ
は
対
中
貿
易
を
め
ぐ
る
意
見
の
相
違
と
い
う
形
で
隠
然
と
し
て
存
在
し
続
け
た
c

こ
の
よ
う
な
過
当
競
争
問
題
を
め
ぐ
る
財
界
の
対
リ
に
お
い
て
、
稲
山
が
統
治
同
友
会
の
「
口
↓
丁
調
整
派
」
に
同
謝
し
て
い
た
こ
と
は
明

白
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
稲
山
は
白
同
競
争
よ
り
白
、
土
的
な
協
調
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
経
済
科
学
を
持
っ
て
い
た
っ

一
九
有
八
年
に
経
済
川

9
J
 

友
会
が
白
、
五
調
整
論
を
唱
え
た
際
に
は
、
稲
山
は
一
虚
業
界
の
ト
ッ
プ
を
切
っ
て
こ
れ
に
員
同
す
る
立
川
い
を
表
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
稲
山

は
産
業
問
題
叫
叫
ん
ん
会
の
、
土
要
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
り
、
稲
山
が
推
進
し
た
鉄
鋼
業
界
の
再
編
成
、
す
な
わ
ち
八
幡
製
鉄
と
肖
士
製
鉄
の
ム
門



rm 

w

引
に
つ
い
て
の
合
意
は
産
業
問
題
研
究
会
で
最
初
に
形
成
さ
れ
た
υ

日
米
経
済
問
題
を
め
ぐ
っ
て
稲
山
が
刈
米
輸
出
白
、
γ

工
規
制
を
推
進
し
た
の
も
業
界
の
白
、
土
調
整
を
促
進
す
る
考
え
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
輪
山
白
↓
丁
規
制
に
反
対
す
る
繊
維
業
界
の
リ
ー
ダ
ー
旭
化
成
社
長
宮
崎
輝
に
対
し
て
、
稲
山
は
「
白
主
規
制
は
一
見
、

ア
メ
リ
カ
の
意

向
に
屈
し
た
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
干
す
い
が
、
長
い

U
で
み
て
、
園
内
の
ム
ダ
な
競
争
は
な
く
な
り
、
川
山
絡
も
維
持
さ
れ
て
、
業
界
全
体
の

プ
ラ
ス
に
な
る
」
と
口
、
土
規
制
の
理
由
を
説
明
し
て
い
る
。

一
九
七

O
年
夏
以
降
の
長
期
不
況
に
お
い
て
稲
山
は
、

日
本
経
凶
は
労
働
力

不
足
、
超
完
全
用
問
の
時
代
に
人
っ
た
と
指
摘
し
、
イ
ン
フ
レ
、
過
当
説
争
を
回
遊
す
る
た
め
に
は
、
「
安
定
成
長
の
道
を
各
業
種
ま
た
は

崖
業
全
体
で
、
も
っ
と
話
し
合
う
こ
と
が
必
安
」
で
あ
る
と
繰
返
し
昨
び
か
け
た
υ

と
く
に
注
志
す
べ
き
な
の
は
、
労
働
力
の
頭
打
ち
な

ど
成
長
の
不
吋
ノ
ク
を
配
慮
し
な
い
ま
ま
に
前
禿
民
計
画
の

G
E
P
八
・
一
%
を

0
・
六
%
に
伸
ば
そ
う
と
し
て
い
る
と
し
て
、
稲
山
が
新

日中日交正常化後の日本の，'1中怪汚外交は)

経
済
什
会
発
展
計
向
を
批
判
し
た
こ
と
で
あ
る
υ

両
度
成
長
を
求
め
る
あ
ま
り
、
資
抑
確
保
に
走
り
軒
川
押
し
て
同
出
産
す
る
よ
り
も
、
需
給
調

整
す
る
方
が
得
浪
だ
と
い
う
の
が
稲
山
の
考
え
で
あ
っ
た
c

一
九
七

O
年
八
月
に
辿
崖
省
は
「
秩
序
あ
る
輪
山
川
」
政
策
(
次
単
に
お
い
て
説
明
す
る
)
を
拠
出
し
た
υ

こ
れ
に
対
し
て
、
稲
山
は
賛
成

一
以
)

そ
れ
に
は
「
業
界
の
白
王
調
整
に
よ
る
以
外
に
道
は
な
い
」
と
主
張
し
た
コ
こ
の
よ
う
に
、
巾
国
・
ア
、
ン
ア
貿

の
意
を
表
明
し
た
う
え
、

易
構
造
研
究
セ
ン
タ
ー
の
代
表
理
事
に
就
任
す
る
直
前
、
稲
山
は
財
界
の
な
か
で
も
業
界
の
白
、
γ

工
調
整
に
よ
っ
て
内
外
経
済
問
題
に
対
処
し

て
い
く
こ
と
を
最
も
強
く
で
娠
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
c

川
章
に
述
べ
た
よ
う
に
戦
後
鉄
鋼
業
界
の
協
制
体
制
を
作
り
出
し
た
こ
と
で
、
稲

山
は
鉄
鋼
業
界
の
リ
ダ
ー
と
し
て
強
い
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
協
調
件
を
持
つ
と
い
う
点
に
お
い
て
、
稲
山
は
も
う
一
人
の
鉄

鋼
業
界
の
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
、
水
野
重
雄
の
ワ
/
マ
ン
性
格
と
は
対
照
的
で
あ
っ
た
。
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こ
こ
で
注
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
円
向
万
斉
(
住
友
余
同
什
長
)

が
巾
川
・
ア
ジ
ア
貿
易
構
造
研
究
セ
ン
タ
ー
に
参
加
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
c

u
口
同
は
九
六
五
干
の
住
金
事
件
で
業
界
の
生
崖
調
整
に
公
然
と
反
対
す
る
な
ど
以
嗣
整
派
の
代
表
格
で
あ
っ
た
〔
住
金
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九
六
五
年
度
第
3
・
川
半
期
(
一

O

二
月
)

と
反
対
し
、
通
産
省
お
よ
び
ほ
か
の
大
手
各
什
と
鋭
く
対
す
し
た
雫
什
で
あ
る
。
鉄
鋼
各
社
が
丈
書
合
戦
を
繰
返
し
た
ば
か
り
で
は
な
く
、

ポ
刊
と
は

の
粗
鋼
止
産
調
整
に
当
た
っ
て
、
住
友
金
属
が
通
産
省
の
指
示
は
不
八
ム
ギ

三乙、
町

政
官
財
を
巻
き
込
ん
で
、
人
き
な
波
紋
を
川
町
ん
だ
c

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
八
幡
製
鉄
と
一
同
士
製
鉄
の
ム
門
別
問
題
が
持
ち
あ
が
っ
た
際
、

後
拾
の
同
業
で
あ
る
件
友
金
属
の
円
脳
日
向
が
こ
れ
に
反
対
せ
ず
、
新
日
日
鉄
誕
生
に
大
き
く
貢
献
し
た
。
稲
山
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
合
引
問
題

の
公
聴
会
に
お
い
て
、
日
向
は
「
稲
山
く
ん
が
新
牡
会
の
社
長
に
な
る
の
な
ら
、
ー
分
信
頼
で
き
る
か
ら
、
自
分
は
貸
成
す
る
」
と
述
べ
た
c

つ
ま
り
、
稲
山
へ
の
岸
い
信
頼
が
あ
っ
た
か
ら
円
向
は
新

H
鉄
の
台
併
案
に
反
対
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
住
金
雫
刊
に

お
け
る
稲
山
の
対
応
が
存
存
し
た
c

す
な
わ
ち
、
住
金
事
件
に
お
い
て
、
調
整
を
断
っ
た
住
友
金
属
を
業
界
か
ら
迫
枚
す
る
と
ま
で
公
言
し

た
永
野
に
対
し
、
稲
山
は
住
友
余
属
の
立
坊
へ
の
理
解
を
-
小
し
、
業
界
協
謝
を
維
持
す
る
ん
向
で
問
涯
の
解
決
を
附
っ
た
。
こ
う
し
た
経

緯
が
あ
っ
て
、
日
向
は
鉄
鋼
業
界
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
稲
山
を
強
く
信
頼
し
て
い
た
の
で
あ
る
つ

対
中
鉄
鋼
輪
山
に
お
い
て
住
友
金
属
は
当
初
業
界
の
調
整
に
参
加
せ
ず
例
別
の
行
動
を
と
っ
て
い
た
c
性
友
金
属
は
九
六
ム
年

月

緋
ぎ
目
肘
市
川

L
鋼
管
を
中
心
に
八
万
ト
ン
、
七
一
一
億
円
の
取
引
を
中
国
側
と
単
独
で
成
約
し
、
共
同
尚
談
で
は
不
可
能
で
あ
っ
た
中
判
向
け
大

国一
且
鋼
符
輪
山
刊
の
道
を
聞
い
た
。
こ
れ
を
契
機
に
、

日
本
鋼
符
が
六
ハ
午
に
、

八
幡
製
鉄
、
官
十
製
鉄
は
六
七
作
に
、

そ
れ
ぞ
れ
例
別
凶
談
に

踏
切
っ
た
。
価
格
交
渉
が
中
国
側
に
有
利
に
展
開
し
た
こ
と
に
加
え
て
、
鉄
鋼
メ
ー
カ
ー
問
の
量
的
拡
大
を
円
指
し
た
国
内
で
の
過
汁
競
争

が
中
川
向
け
輪
山
に
そ
の
ま
ま
持
ち
込
ま
れ
た
結
果
、
鋼
特
の
対
中
輪
山
川
伯
栴
は
午
々
低
卜
し
た
仁
さ
ら
に
一
九
七
一
年
の
不
似
に
お
い
て

内
需
減
少
の
分
を
仙
い
つ
つ
操
業
度
を
維
持
す
る
た
め
の
輪
山

J

印
刷
争
が
一
段
と
激
化
、
対
中
鋼
管
輪
山
の
採
算
は
極
度
に
悪
化
し
た
υ

こ
れ

に
よ
り
、
鉄
鋼
各
社
は
対
中
輪
山
に
つ
い
て
何
別
凶
談
で
は
輸
出
i

税
争
に
よ
る
仙
格
が
低
下
し
、
採
算
の
恋
化
が
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

共
川
商
談
の
方
が
好
ま
し
い
と
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
一
た
。
対
巾
貿
易
に
お
い
て
鉄
鋼
各
社
は
業
界
協
訓
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
住
友
金
属
も
ま
た
、

九
七
一
汗
頃
に
は
共
同
品
川
」
款
の
方
に
同
調
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
じ
日
向
の
同
セ
ン
タ
ー
へ
の
参
加
に
は
、
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鉄
鋼
汗
社
が
対
巾
鉄
鋼
輸
出
に
つ
い
て
個
別
商
談
か
ら
共
同
商
談
へ
の
点
向
転
換
を
遂
げ
た
こ
と
が
背
景
と
し
て
有
在
し
た
ロ

関
西
経
済
叶
体
連
合
会
副
会
長
だ
っ
た
日
向
は
「
胤
川
条
件
」
が
促
起
さ
れ
た
当
初
か
ら
、

声
明
を
附
し
て
、
民
間
続
凶
界
の
「
同
四
条
件
」
支
持
の
流
れ
を
リ
ー
ド
し
た
c

日
向
の
ほ
か
、
件
丸
信
託
銀
行
会
長
山
本
弘
も
関
山
経

い
ち
円
く
「
周
四
条
件
受
け
入
れ
」
支
持
の

済
同
友
会
の
代
表
幹
事
で
あ
り
、
住
友
グ
ル
ー
プ
は
閑
丙
財
界
を
事
実
ト
リ
ー
ド
し
て
い
た
υ

、
仏
ぷ
グ
ル
ー
プ
は
円
中
関
係
の
打
開
に
最
も

積
椋
的
で
あ
り
、
東
京
の
経
済
同
友
会
則
界
人
よ
り
も
先
に
-
土
暁
雲
と
大
阪
で
会
見
を
行
っ
た
っ
会
見
後
、
山
本
は
同
貿
促
副
会
長
の
川
勝

侍
の
助
一
百
を
う
け
、
同
丙
財
界
ム
叶
体
の
白
主
的
な
訪
中
ミ

y
、
ン
ヨ
ン
の
叔
凶
し
に
動
い
た
。
関
丙
と
巾
国
と
の
関
係
は
戦
前
戦
後
を
、
通

じ
て
一
貫
し
て
近
く
、
な
ん
と
か
中
川
と
の
橋
渡
し
を
し
よ
う
と
い
う
の
が
関
西
財
界
の
共
通
姿
勢
で
あ
っ
た
c

だ
が
、
闘
丙
財
界
は
そ

の
後
個
別
の
対
巾
貿
易
組
織
を
作
る
計
画
を
中
リ
し
、

日
中
経
済
協
会
に
合
流
す
る
こ
と
を
選
択
す
る
つ
次
章
に
述
べ
る
よ
う
に
そ
の
鍵
と

日中日交正常化後の日本の，'1中怪汚外交は)

な
っ
た
の
は
稲
山
に
よ
る
け
山
へ
の
要
請
で
あ
っ
一
た
。

こ
の
よ
う
に
、
過
当
競
争
を
め
ぐ
る
財
界
内
の
対
山
か
ら
み
れ
ば
、
「
稲
山
路
線
一
は
業
界
の
協
制
を
強
調
す
る
「
白
ふ
下
調
整
派
一
と
し

て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
ま
た
、
反
訓
藍
派
の
住
友
金
属
が
対
中
鉄
鋼
輪
山
で
次
第
に
共
川
調
整
へ
方
向
を
転
換
し
、
日
向
が
稲
山

を
代
表
即
事
と
す
る
巾
国
・
ア
ジ
ア
貿
易
構
造
研
究
ゼ
ン
タ

1
に
参
加
し
た
事
実
か
ら
見
れ
ば
、
「
稲
山
路
線
」
と
は
則
界
の
白
、
土
調
整
派

が
日
中
貿
易
の
再
開
を
契
機
に
、
産
業
界
の
協
調
、
楽
凶
作
の
肉
、
土
調
整
を
推
進
し
よ
う
ー
と
し
て
形
成
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

中
川
・
ア
ジ
ア
貿
易
構
造
研
究
セ
ン
タ
ー
設
立
の
最
も
重
要
な
推
進
役
で
あ
っ
た
む
佐
川
実
は
、
経
済
同
友
会
で
設
備
投
資
の
訓
轄
構
想

九
五
七
ι十
一
月
一
刊
の
経
済
同
友
会
の
幹
事
会
に
お
い
て
岩
佐
は
政
策
審
議
会
委
只
長
と
し
て
金

を
最
初
に
提
起
し
た
人
物
で
あ
っ
た
っ

北法61(1'63)63

融
逼
迫
、
物
悩
騰
貴
、
輸
入
超
過
が
顕
在
化
し
て
い
る
巾
で
設
備
投
資
が
続
行
さ
れ
て
い
る
状
川
に
言
及
し
、
「
〈
主
刷
、
崖
業
、
お
よ
び
同
銀
、

大
蔵
、
通
区
等
の
関
係
者
に
よ
り
一
つ
の
話
し
合
い
の
坊
を
作
り
、
秩
序
を
た
て
て
日
本
経
済
の
実
情
に
山
じ
て
、

日
本
経
済
拡
大
を
策
す

る
必
安
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
述
、
へ
た
れ
こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
経
済
川
友
会
は
一
九
五
八
年
に
白
玉
嗣
落
論
を
全
出
的
に
打



μ見

辺、

ち
出
し
た
の
で
あ
る
コ
担
論
一
九
七
年
に

H
本
経
済
が
直
而
し
た
課
題
が
一
九
烹
七
年
の
頃
と
は
異
な
っ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
そ
れ
で
は
、
岩
佐
、
稲
山
ら
の
行
動
を
促
し
た
の
は
一
体
い
か
な
る
山
川
米
事
だ
っ
一
た
の
で
あ
ろ
う
か
c

次
節
で
は
巾
凶
・
ア
ジ
ア
貿

三乙、
町

易
構
込
研
究
セ
ン
タ
ー
設
t

げ
前
後
の
、
稲
山
、
宥
佐
の
状
況
認
識
を
則
ら
か
に
し
、
「
稲
山
路
線
」
形
成
の
背
景
を
考
察
す
る
じ

第
一
節

緊
迫
化
し
た
円
米
経
済
関
係
へ
の
懸
念

周
知
の
よ
う
に
、
天
然
資
源
に
乏
し
い
日
本
は
、
諸
外
川
か
ら
資
源
を
調
達
し
、
そ
れ
を
加
工
し
て
輸
出
す
る
加
工
貿
易
凶
と
し
て
発
展

し
て
き
だ
っ
広
大
な
国
土
と
県
か
な
'
貨
泌
を
ム
引
し
、
自
立
的
な
統
治
発
展
が
り
能
な
中
国
や
ア
メ
リ
カ
等
の
ト
人
降
国
家
と
比
べ
れ
ば
、

で
は
、
経
済
発
展
に
お
け
る
貿
易
の
役
割
は
一
層
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
国
際
経
治
の
場
に
お
い
て
円
本
は
怖
に
、

工
業
製
品
の
自
由

貿
易
を
擁
護
す
る
す
場
を
と
ワ
た
c

こ
う
し
た
事
情
を
考
え
る
と
、
戦
後
ア
メ
リ
カ
が
、
ド
ル
を
機
軸
通
貨
と
し
て
同
際
通
貨
制
度
を
安
定

さ
せ
た
こ
と
、
ま
た
行
大
な
工
業
製
品
の
輸
小
山
場
で
あ
り
、

し
か
も
多
角
的
な
白
由
貿
易
の
拡
大
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
党
問
押
し
た
こ
と

は、

H
本
の
経
済
成
長
を
支
え
た
重
要
な
要
同
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

戦
段
、

ア
メ
リ
カ
政
府
に
経
済
援
助
を
度
々
要
請
し
た
稲
山
は
、
こ
の
点
を

l
分
に
認
識
し
て
い
た
。

一
月
一
六
円
に
、

九
ヒ
の
汗

稲
山
は
内
外
伯
勢
訓
査
会
に
お
い
て
「
円
本
経
治
の
羽
状
と
将
来
産
業
人
の
立
場
か
ら
」
と
題
す
る
講
演
を
行
っ
た
じ
こ
の
中
で
稲
山
は

戦
後
の
刊
本
経
済
が
多
大
の
発
展
を
成
し
淫
げ
た
の
は
、
世
界
干
和
を
樹
立
し
よ
う
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
政
策
に
恵
ま
れ
た
か
ら
と
一
説
明
し

て
い
る
っ
す
な
わ
ち

「
そ
れ
が
平
和
に
な
る
と
、

み
な
お
互
い
が
幸

fmに
な
ろ
う
と
い
う
意
味
合
い
か
ら
、

ア
メ
ワ
カ
の
政
策
は
者
々
と
し
て
進
ん
で

お
っ
た
は
ず
と
思
い
ま
す
れ
た
と
、
λ
ば
、
世
界
銀
行
の
創
立
、
輸
出
入
銀
行
、

I
M
F
、
O
E
C
D
の
活
動
、
後
進
国
援
助
、
あ
ら
ゆ

北法61(1・64)64

白
木



る
こ
ど
が
貧
乏
を
ヘ
ふ
く

L
、
白
界
に
平

ょ
う
と
ず
る
方
同
に
向
け
、
一
什
れ
て
お
っ

T
こ
と
は
間
違
い
な
い
こ
に
で
あ
り
ま
オ
リ

り
て
の
は
由
貿
易
、
割
放
経
済
の
烹
み
を

H
本
が
詐
受
け
L
h
J

た
め
ん
r

円
が
あ
る
こ
と
は
司
君
い
な
い
、
私
は
こ
う
考
え
る
の
ご
ご
ざ
い

ま
j
っ
こ
れ
が
一
、
ノ
の
ト
八
矢
な
戦
伐
伐
の
変
化
で
あ
っ
と
と
川
ゅ
う
の
で
め
り
ま
す
円
」
一
伐
総
郎
)

ご
の
よ
う

l
、
術
小
川
ば
y

メ
け
y
T
M

が
戦
後
の
日
川
貿
易
体
航
を
王
寺
じ
た
こ
と
に
よ
っ
一
て
い
ト
L
Tはい
H
済
以
長
を
遂
げ
る
ご
こ
が
で
き
た
こ

詑
践
し

cい
h

の
日
本
山
れ
は
の
発
MF
は、

良
が
ず
な
円
未
町
内
係
に
上
う
て
支
え
ら
れ
た
と
稲

ιは
考
え

C
い
た
の
で

" 

あ
ノJ

思
化
し

ア
メ
j
h
M
P
は
被
維
ー
父
4y
の
就
航
に
よ
っ
て
対
じ
い
惑
れ
が

J
〕

さ
ら
に
作
家
内
一
品
目
山
花
1
人
の

C
設
な
ど
に
よ
h
平
川
士
設
仮
泊
へ
の
N
X
u
が
!
弘
が
っ
て
い
J
7
一
稲
山
は
}
述
の
認
識
を
が
し

二
の
悲
む
出
は

い
わ
い
，
本
校
縫
交
泌
が
幹
抗
L
て
い
ム
J

最
中
に
行
わ
れ
た

当
時
、

日1-:-11'は常化後の日本の与山経済外交(~ ) 

L
f
J
I
l

点、、

1
1ベ得、
A
U
のパ
J

口
氏
を
胸
、
ぺ
な
ら
ば
、
そ
の
発
民
、
ぷ
、
き
た
M
W
闘
を
上

ヰ廿

:界
たとの
c 三三

望者|
ずを
るド

ヤ
杭コ
111 'C 
f ト 円
，"'. 

/ 
¥ 

円 j主
本成
。〕す

フ
，，，J 

竹、
r、，

Z

とつ
lν
ご

で
な
け
れ
ば
日
本
は
だ
め
な
え
だ
y

い
う
斗
貨
を
持
つ
べ
き
だ
と
一

経
浴
門
市
民
の
た
め
に
は
、
ヴ
ノ
メ
リ
刀
内
政
浪
に
日
本
が
協
力
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
h
J
F

考
え
を
一
不
峻
し
?
の
で
あ
る

r

前
竿
で
明
ら
か
に
し

た
よ
う
に
、
戦
後
、
稲
山
は
門
門
[Jγ

関
係
の
打
開
4
り
リ
吋
ぷ
関
係
を
一
一
…
一
ニ
筏
1
1

対
米
協
々
を
一
見
し
て
ギ
ム
民
L
て
い
た
っ
こ
ト
一
ノ
ー
に
~
稲
川
の
11

間以は

H
米
貿
易
堅
擦
が
深
刻
化
し
た
一
九
七
つ
年
以
降
、

層
伎
河
川
J
C

れ
る
よ
、
つ
に
な
っ
一
?
の
で
あ
る
わ

一
九
七
一
年

η
月
、
中
川
ア
ジ
γ
貿
易
持
法
研
究
で
ン
タ
ー
が
設
ウ
さ
れ
、
町
山
は
を
の
代
去
叩
州
事
:
試
が

L
r
、
そ
の
山
町
、
稲
川
は

る
こ
と
ヘ
T

指
抗
ー
し
た
ぺ
す
な
わ
ち
、

ア
yp

リ
カ
は
{
吉
凶
介

F
和
を
実
現
す
る
た
め

中
民
間
拐
に
つ
い
て

F
米
の
考
え
方
に
い
い
ヘ
不
的
な
速
い

仁
、
丘
小
乞
な
く
そ
う
k
し
、
発
MF途
上
国
の
援
助
や

I
M
F
仏
判
明
寸
つ
く
り
を
展
開
し

C
き
た

U

中
国
民
恵
も
こ
の
矧
点
か
ら
促
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
、
つ
の

ア
メ
リ
カ
の
4
7
7
x
方
で
あ
る
、
こ
れ

て
、
川
y
人
7

は
「
そ
う
い
う

λ
き
な
情
惣
の
公
か
の

ν
場
じ
ゃ
な
く

て
、
む
1
1

占
は
八
憶
の
人
い
U

を
氾
え
て
い
る
か
ら
け
限
切
と

L
て
ド
ん
き
ι
ぷ
拡
力
一
か
あ
る
。

こ
れ
を
い
屯
す
ご
し
て
は
た
い
へ
ん
だ
、

お
れ
は
輸
出
寸

~Lì:j、 ('::1 {)'6S:'G5 



μ見

る
ん
だ
と
い
う
考
え
方
で
す
。
・
ぼ
く
は
中
国
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、
中
固
と
ど
う
や
っ
て
ギ
和
に
共
存
し
て
、

互
い
に
繁
栄
し
て
い

(%-

そ
の
こ
と
を
土
台
に
し
た
与
え
ん
が
山
て
こ
な
い
と
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
す
」
と
稲
山
は
述
べ
て
い
る
。
日
中

三乙、
町

関
係
の
打
刷
に
つ
い
て
、
稲
山
が
一
時
的
な
輪
山
市
場
の
開
妬
と
し
て
で
は
な
く
、

ア
メ
リ
カ
の
世
界
政
策
に
近
い
長
則
的
な
関
与
の
観
点

北法61(1・66)66 

、晶、

ノ
¥
品
川
付

か
ら
考
え
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
つ

同
セ
ン
タ
ー
が
設
?
げ
さ
れ
た
一
九
ヒ
年
有
月
前
後
は
、
繊
維
問
題
を
め
ぐ
っ
て
日
米
経
凶
関
係
が
非
常
に
円
前
週
化
し
て
い
た
時
期
で

ふ
め
つ
れ
ん
。

ん
ヒ
一
汗
二
月
、
日
本
政
府
は
繊
維
業
界
の
輸
出
白
干
規
制
穴
百
を
支
持
し
、
政
1

山
山
間
交
渉
の
打
ち
切
り
を
公
式
に
表
明
し
た
「

ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
は
こ
れ
を
強
く
非
難
し
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
輸
入
制
限
を
内
科
と
す
る
議
会
で
の

「
一
九
七

年
辿
品
川
法
案
」

の
成
立
支

持
を
表
明
し
た
。
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
繊
維
の
対
日
輸
入
制
限
で
凶
家
安
全
保
障
条
取
の
適
川
に
踏
切
る
可
能
性
を
け
本
側
に
通
告

し
た

υ

五
月
に
入
る
と
、
丙
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
が
変
動
相
場
制
に
移
行
し
た
こ
と
を
契
機
に
、

ア
メ
リ
カ
国
内
で
は

「
円
切
り
卜
げ
論
」

が
活
発
に
な
り
、

ア
メ
リ
カ
一
一
副
会
上
院
の
公
版
会
に
お
い
て
コ
ナ
リ

l
財
務
長
打
や
ス
タ
ン
ス
商
務
長
官
が
円
切
り
卜
げ
の
可
能
性
を
示
峻

し
た
の
ま
た
、
そ
の
直
後
に
来
日
口
し
た
ト
レ
イ
ザ
イ
ス
絞
済
問
題
担
当
判
務
次
円
補
は
外
務
省
白
川
脳
と
の
会
議
の
出
卜
で
円
問
題
を
持
ち
出

戸
側
)

し
た
っ
こ
れ
に
よ
り
一
九
六
九
年
以
米
懸
念
さ
れ
て
い
た
円
の
切
り
上
げ
が
一
層
現
実
味
を
刊
び

円
本
の
産
業
界
は
円
切
り
よ
げ
が

輪
山
減
に
働
き
、
経
凶
全
体
に
デ
フ
レ
効
果
を
止
み
出
す
恐
れ
か
ら
、
こ
れ
に
反
対
す
る
安
勢
を
と
っ
た
。

一
九
七
一
年
六
月
一
六

H
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
八
凶
日
米
財
界
人
会
議
に
お
い
て
、
日
本
の
財
界
人
は
ア
メ
リ
カ
の
不
況
の

深
刻
さ
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
凶
内
の
対
日
批
判
の
高
ま
り
を
知
ら
さ
れ
、
対
米
統
治
関
係
が
こ
れ
以
上
悪
化
す
る
こ
と
に
対
す
る
危
機
感
を
募

ら
せ
た
っ
日
米
財
界
人
会
議
に
参
加
し
た
稲
山
は
、
次
の
よ
う
な
っ
訪
米
感
想
を
述
べ
て
い
る
υ

「
い
ま

一
九
一
一
。
一
年
代
の
日
本
裂
品
、
日
貨
排
斥
運
動
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
、
厳
し
い
表
現
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、

州
民
運
動
に
す
ら
発
展
す
る
危
険
性
が
あ
る
「
そ
う
し
た
ボ
イ
コ
ッ
ト
逗
肋
に
で
も
な
る
と
、
米
同
政
出
川
が
押
さ
、
λ
ょ
う
と
忠
つ
で
も



押
さ
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、

そ
こ
ま
で
発
展
し
な
い
悶
に
円
本
が
子
を
打
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
っ
同
本
は
資

源
が
な
い
ん
だ
し
、
ま
た
外
国
が
円
本
品
を
買
っ
て
く
れ
な
け
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
止
活
が
で
き
な
い
ん
だ
か
ら
、
理
凶
で
は
な
く
、
ど

う
や
っ
て
世
界
中
が
仲
良
く
し
て
い
く
か
、

そ
し
て

H
本
を
理
解
し
て
も
ら
う
か
と
い
う
こ
と
を
よ
ほ
ど
よ
く
同
民
全
体
で
認
識
し
て

お
か
な
い
と
、
こ
れ
は
た
い
へ
ん
な
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
っ
要
す
る
に
、
戦
前
、
軍
事
的
に
孤
立
し
、
昔
し
い
経
験
を
し
た
い
日
本
が
こ

(刊、

ん
と
経
済
的
に
孤
立
す
る
日
本
に
な
っ
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
た
い
へ
ん
な
こ
と
に
な
る
J

日中日交正常化後の日本の，'1中怪汚外交は)

一
仙
山
は
一
九
一
一
。
一
年
代
の
日
貨
排
斥
運
動
の
よ
う
な
取
し
さ
を
訪
米
中
に
感
じ
て
い
た
。
山
一
時
、
ア
メ
リ
カ
の
凶
部
と
南
山
で
は
円
本
製

の
鉄
鋼
製
品
に
対
す
る
労
働
組
ム
門
平
地
元
の
零
細
加
士
業
者
の
排
斥
運
動
が
相
次
い
で
起
こ
っ
て
い
た
「
稲
山
は
、
こ
の
よ
う
な
局
地
的
な

H
貨
排
斥
ム

1
ト
が
全
凶
的
な
川
民
運
動
に
禿
反
す
る
こ
と
を
憂
慮
し
、
そ
う
な
る
前
に
日
本
が
干
を
打
つ
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
稲

ス
テ
ン
レ
ス
鋼
な
ど
ア
メ
リ
カ
が
強
く
要
求
し
て
い
た
特
殊
鋼
の
輸
山
規
制
受
け
入
れ
を
日
本
国
内
で
推
進
し
て
い
た
。
稲

山
は
実
際
、

山
は

H
米
経
済
関
係
の
悪
化
に
よ
っ
て
円
本
が
経
済
的
孤
す
に
陥
い
る
こ
と
に
刻
す
る
強
い
危
機
感
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
c

こ
う
し
た
危
機
感
は
、
稲
山
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
日
口
米
財
界
人
会
誌
に
参
加
し
た
日
本
将
済
界
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
闘
で
共
有
さ
れ

一
九
七
一
年
七
月
一
六
円
に
経
団
連
で
附
か
れ
た
「
第
八
何

H
米
財
界
人
会
誌
を
終
え
て
」
と
題
す
る
出
談
会
に
お
い
て
、

白
木

亡
、

一こっ

v

し
J
/

向
工
会
議
所
会
頭
の
、
水
野
重
排
は
「
日
本
が
ι吐
き
て
い
く
た
め
に
は
、

ど
う
し
て
も

H
米
関
係
を
想
化
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
な
関

係
に
あ
る
の
で
す
ね
c

し
か
し

い
ま
の
よ
う
な
状
態
だ
と
、

日
未
聞
に
伏
在
し
て
い
る
微
妙
な
問
題
に
さ
え
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
も

な
り
か
ね
な
い
し
、
下
手
を
す
れ
ば
政
治
的
な
問
題
を
含
め
て
、
大
き
な
問
題
に
発
展
し
か
ね
な
い
と
も
思
う
の
で
す
υ

で
す
か
ら
こ
の
機

北法61(1. 67) 67 

会
に
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
そ
の
辺
の
こ
と
を

l
分
考
慮
し
て
、
そ
の
打
開
を
図
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
田
い
う
の
で
す
が
、
と

に
か
く
私
は
、
危
機
と
す
ら
い
え
る
よ
う
な
感
じ
を
も
っ
て
帰
っ
て
き
た
の
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
楠
村
出
午
郎
経
団
連
会
長
も

「
や
は
り
ア
メ
リ
カ
経
済
は
忠
い
の
ほ
か
悪
く
、
こ
こ
で
な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
よ
う
な
状
況
に
胃
か
れ
て
い
ま
す
ね
」
と
の
訟
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識
を
-
小
し
、
藤
野
忠
次
郎
二
菱
商
事
社
長
も
「
今
の
円
米
関
係
は
ち
ょ
う
ど
太
平
洋
戦
引
の
と
き
と
同
じ
で
す
よ
、
リ
蔚
藤
大
使
が
辞
任
し
た

あ
と
が
大
変
だ
っ
た
が
、
こ
こ
で
ア
メ
リ
カ
を
お
こ
ら
せ
て
は
い
け
な
い
。
今
の
日
米
y

父
渉
は
い
わ
ば
当
時
の
平
縮
会
議
の
よ
う
な
も
の
な

ra一

ど
ん
な
に
力
が
つ
い
て
も
孤
I

げ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
だ
め
で
す
ね
」
と
透
べ
て
い
る
仁

三乙、
町

ん
で
す
よ
c

し
か
し
、

一
六
甲
つ
ま
で
も
な
く
、

日
本
政
府
も
こ
の
よ
う
な
日
米
経
済
関
係
の
緊
張
を
様
刻
な
も
の
と
認
識
し
て
い
た
。

九
七
作
ハ
月
刊
日
に
経

済
閣
僚
会
議
で
決
定
さ
れ
た
円
切
り
卜
げ
同
避
の
た
め
の
総
合
的
対
外
経
凶
政
策
八
項

U
(
い
わ
ゆ
る
円
対
策
の
八
取

U
)
の
作
成
を
、
土
導

し
、
七
月
有

H
の
内
閣
改
造
で
大
成
大
同
か
ら
外
務
大
臣
に
横
滑
り
し
た
福
川
社
夫
は
、
内
閣
改
造
直
後
に
行
わ
れ
た
庫
談
会
に
お
い
て
、
「
中

面
最
大
の
政
治
桝
題
は
日
本
経
済
閃
係
の
調
整
問
題
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
「
同
じ
座
談
会
の
中
で
福
出
は
日
本
経
済
問
題
を
次
の
よ
う
に

分
析
し
て
い
る
。

「
日
米
関
係
の
中
で
政
治
的
側
面
は
俄
動
だ
に
し
て
い
な
い
と
思
う
。
沖
組
が
話
し
合
い
で
返
さ
れ
る
こ
と
が
、
そ
れ
を
示
し
て
い
る
内

し
か
し
、
経
済
的
な
心
配
が
起
き
て
お
り
、
こ
れ
を
肢
っ
て
お
く
と
政
治
的
側
山
に
波
及
す
る
恐
れ
が
あ
る
じ
そ
れ
が
国
民
感
情
化
し
、

選
挙
民
を
通
じ
て
政
治
に
は
ね
か
え
る
心
配
が
あ
る
か
ら
だ
υ

内
科
済
問
題
は
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
ら
れ
る
υ

一
つ
は
経
治
協
力

開
発

(
O
E
C
D
)
機
構
に
参
加
し
て
い
る
同
の
巾
で
、

日
米
両
川
の
生
産
が
六
五
%
に
当
る
つ
だ
か
ら
、

円
米
の
動
き
方
は
世
界
経

済
情
勢
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
そ
こ
に
具
体
的
に
心
配
さ
れ
た
の
は
、
也
界
的
に
保
設
↓
下
義
の
風
潮
が
山
て
こ
な
い
か
と
い
う
こ

と
だ
c

こ
れ
が
山
て
く
る
と
大
変
な
政
治
的
な
桜
町
容
が
あ
る
じ
も
う
一
つ
は
、
狭
い
窓
味
で
の
円
米
経
済
関
係
だ
じ
日
本
は
本
国
山
場

を
離
れ
て
存
烹
す
る
こ
と
は
困
難
だ
。
日
日
本
は
米
ソ
と
追
っ
て
資
源
を
同
内
に
持
っ
て
い
な
い
。
原
油
や
鉄
鉱
心
は
九
九
%
を
海
外
に

依
存
し
て
い
る
っ
同
界
経
済
が
ブ
ロ

y
ク
化
、
保
説
+
1
t
北
化
す
る
と
円
本
経
済
は
重
大
な
影
響
を
受
け
る
が
、

に
資
源
を
山
す
な
ド
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

そ
れ
が
進
ん
で

た
と
え
ば
七
油
は
備
蕃
が
四
五
日
分
し
か
な
い
。
川
I
A

日
で
お
手
上
げ
な
の
だ
。
」

可
日
本

こ
の
よ
う
に
、
制
問
は
、
日
本
経
済
関
係
の
悪
化
が
政
治
に
跳
ね
返
り
、
同
盟
関
係
を
動
揺
さ
せ
る
こ
と
を
懸
念
し
た
。
ま
た
、
稲
山
と
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川
様
に
、
福
田
は

H
米
経
済
関
係
の
悪
化
が
ア
メ
リ
カ
の
保
設
、
土
義
を
引
き
起
こ
し
、

で
日
本
経
済
が
孤
守
す
る
こ
と
を
危
恨
し
た
の
で
あ
る
「

山
川
旧
制
を
封
じ
込
め
、
資
制
仰
の
供
給
を
抑
制
す
る
こ
と

一
九
七
一
年
七
月
に
公
表
さ
れ
た

『通
商
h
E
J

人
は
輸
入
総
額
の
一
九
・
四
%
を
、

の
統
計
に
よ
れ
ば
、
対
米
輸
山
は
一
九
ヒ
ロ
年
に
輸
出
総
相
の
三

0
・
ヒ
%
、
対
米
輸

そ
れ
ぞ
れ
占
め
て
お
り
、
輸
山
川
入
と
も
に
ア
メ
リ
カ
は
日
本
の
最
大
の
貿
易
相
手
同
で
あ
っ
た
υ
師
牡

業
の
繊
維
製
品
か
ら
鉄
鋼
、
機
械
機
器
(
白
動
車
、

の
重
工
業
製
品
ま
で

円
本
の
、
土
製
な
輸
出
摩
業
の
い
ず
れ
を

と
っ
て
も
、

メ

カ
は
四
j司叉

も
重
要
な
市
場
だ

た
の
でカ
あラ
る 1~-) 1 

0 テ

レ
ピ
戸手k
Tナ

ま
た
、
日
円
本
が
九
九
%
海
外
に
依
存
し
て
い
る
と
福
田
が
言
及
し
た
、
原
油
と
鉄
鉱
石
川
す
の
大
部
分
は
、
米
国
お
よ
び
在
外
米
系
企
業
(
本

凶
の
多
国
籍
企
業
)

か
ら
輸
入
さ
れ
て
い
た
っ
経
団
連
事
務
局
の
国
際
経
済
部
は
一
九
七
一
年
一

月
口
勺
の

「
経
団
連
月
報
」
に
「
十
社
外
米

日中日交正常化後の日本の，'1中怪汚外交は)

系
企
業
か
ら
の
日
本
の
輸
入
」
を
円
米
貿
易
不
均
衡
問
題
の
参
考
資
料
と
し
て
掲
載
し
た
。
こ
の
資
料
は
一
井
物
産
制
査
部
の
提
供
に
よ
る

も
の
だ
っ
た
r

こ
の
資
料
に
よ
れ
ば
、

一
九
七

O
年
に
「
円
本
の
総
輸
入
額
の
四
石
・
六
%
が
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
在
外
ア
メ
リ
カ
系
企
業
(
ア

カミ メ

モL リ
米カ

の
在多
少十 1"'1 
の給
米企
巧 W
，j、素

葉か
から

の
りー
の叩
輸人
入ご
であ
ホる
1， ば
」ーか
とり
叉で
品し は

マ♂戸 I

f 乍ム

V心:く
モ坦可打

{向
の
八、

-
七
%
、
鉄
鉱
石
の
囚
じ
一
%
、
原
料
炭
の
八
二
一
今
%

以
卜
の
具
体
的
な
統
計
数
字
を
み
れ
ば
、
こ
の
当
時
日
本
経
済
が
い
か
に
ア
メ
リ
カ
に
依
存
し
て
い
た
か
は
明
白
で
あ
る
。
円
本
経
済
関

係
の
緊
張
は
、
日
本
経
済
に
と
っ
て
の
危
機
だ
っ
た
と
一
口
っ
て
も
過
一
口
で
は
な
い
c

日
米
財
界
人
会
議
に
お
い
て
、
刊
本
側
の
代
表
と
し
て
円
切
り
上
げ
に
以
対
す
る
意
見
を
述
、
へ
た
の
が
、
岩
佐
凱
実
で
あ
っ
た
っ
岩
佐
は

「
H
本
が
資
本
取
引
制
限
や
為
替
管
理
を
し
て
い
る
現
状
で
は
川
を
西
独
マ
ル
ク
と
同
じ
よ
う
に
扱
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
述
べ
た
。
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緊
迫
化
し
た
日
本
経
済
関
係
を
打
開
す
る
た
め
、
む
休
は
円
米
財
界
人
会
議
の
一
午
前
か
ら
ア
メ
リ
カ
側
と
緊
需
な
連
続
を
と
っ
て
い
た
。

「
日
本
経
済
関
係
に
つ
い
て
、
自
由
な
げ
場
で
討
議
し
、
政
府
の
諮
問
に
も
体
、
λ
る
」
民
間
組
織
と
し
て
、

一
九
七
一
年
川
月
八

H
に
パ
〆
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ア
メ
リ
カ
ン
航
空
会
長
の
ハ
ラ
ピ
ー
を
委
員
長
と
す
る
「

H
米
経
済
関
係
訪
問
委
員
会
」
戸
?
ド
ω
。
ご
円
。

E
2
-
z
τ
Eロ
己
目

R
2
5日
月

F
L
E
E口
広
)

が
設
置
さ
れ
る
と
、
岩
佐
は
四
月
一
八
日
に
同
委

H、
会
の
日
本
側
の
窓
口
組
織
ー
と
し
て
、
経
済
二
川
体
の
ト
ソ
ブ
で
あ
る
植
村

三乙、
町

甲
午
郎
経
団
連
会
長
、
永
野
重
雄

H
本
商
て
会
議
所
会
頭
、
木
川
出
際
経
憐
同
友
会
代
表
幹
事
を
含
む
有
力
経
済
人
約
四
心
人
を
メ
ン
バ
ー

と
す
る
「
日
日
米
経
済
協
議
会
」
を
発
足
さ
せ
、
同
会
の
世
話
役
に
就
任
し
た
υ

「
日
米
経
済
協
議
会
」
は
対
米
経
済
関
係
を
財
界
ベ
ー
ス
で

調
整
す
る
た
め
の
機
関
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
稲
山
も
同
会
に
加
わ
り
、
今
里
広
記
と
安
丙
正
夫
も
同
会
の
構
成
員
で
あ
っ
た

J

岩
佐
は
東
大
法
学
部
政
治
学
科
を
卒
業
絞
安
川
財
閥
の
安
同
銀
行
に
人
り
、
銀
行
家
と
し
て
の
近
を
歩
ん
で
き
た
。
安
川
銀
行
は
戦
絞
の

則
閥
解
体
で
肖
上
銀
行
と
改
名
し
、
岩
佐
は
一
九
六
三
作
に
同
銀
行
の
頭
取
に
就
任
し
た
「
岩
佐
は
頭
取
す
任
中
の
八
年
間
に
、
宮
ム
L

銀
行

の
融
資
先
を
グ
ル
ー
プ
化
し
、
そ
の
結
束
を
阿
め
る
た
め
一
九
六
ー
ハ
作
に
グ
ル
ー
プ
一
七
社
の
社
長
を
集
め
て
「
実
非
会
」
と
い
う
集
団
を

作
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
む
併
は
湾
±
銀
行
を
大
き
く
育
て
た
。
岩
佐
は
銀
行
，
本
と
は
、
「
経
済
全
休
の
制
整
者
」
と
自
認
し
て
い
た
。

じ
一
年
当
時

J

同
上
銀
行
の
外
国
為
詐
取
扱
高
は
外
為
専
門
の
ム
東
京
銀
行
に
次
い
で
多
く
、
都
市
銀
行
の
卜
y
プ
で
あ
っ
た
c

岩
佐
は
、
稲
山
と
は
い
川
ム
ロ
一
月
の
同
窓
関
係
に
あ
り
、
稲
山
が
一
作
先
輩
で
あ
っ
た
c

こ
の
二
人
は
統
治
活
動
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
に

あ
っ
た
っ

一
九
六
五
年
に
二
井
物
産
と
木
下
産
商
の
合
併
案
が
持
ち
上
が
っ
た
際
に
は
こ
れ
を
位
進
し
よ
う
と
し
て
い
た
岩
併
に
稲
川
は
協

力
し
、
一
井
物
斉
の
水
卜
達
一
に
ん
U

併
の
話
を
持
ち
か
け
て
い
る
。
本
ぃ
産
商
の
経
営
者
だ
っ
た
木
下
茂
を
有
併
に
紹
介
し
た
の
も
稲
山
で

ふ
め
ワ
れ
ん
C

稲
山
は
一
九
ア
社
。
年
に
経
済
同
友
会
の
幹
事
に
、

回眠
草
川
叫
し
、
財
界
活
動
に
は
そ
れ
ほ
ど
積
械
的
で
は
な
か
っ
た
。
名
和
太
郎
の
説
明
に
よ
れ
ば
‘
稲
山
は
経
済
川
友
会
の
企
業
の
社
会
化
路

線
、
石
川
悦
泰
一
一
統
川
連
の
白
山
放
任
↓
下
義
路
線
に
そ
れ
ぞ
れ
進
和
感
を
抱
い
て
お
り
、
財
界
活
動
に
距
離
を
置
い
て
い
た
。
こ
れ
に
対

L
、

九
五
八
干
に
は
経
団
連
の
用
事
に
就
任
し
た
が
、
鉄
鋼
業
界
の
安
定
を
図
る
こ
と
を

岩
佐
は
財
界
活
動
を
通
じ
て
付
き
ム
円
い
を
広
げ
、
「
そ
の
成
米
を
畑
山
ノ
れ
経
営
の
上
に
生
か
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
」
と
考
、
え
て
い
た
c

岩
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併
は
官
十
銀
行
の
常
務
時
代
か
ら
経
済
同
友
会
を
某
盤
に
財
界
活
助
を
積
極
的
に
展
開

L
、

て
か
ら
わ
ず
か
七
年
で
代
表
幹
事
に
選
ば
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
財
界
活
動
に
刻
す
る
考
え
は
や
や
呉
な
っ
て
い
た
-
人
だ
っ
た
が
、

九
4

一
年
ー
に
経
済
同
友
会
の
幹
事
に
就
任
し

ー
ハ
八
年
五
月
柄
付
叩
午
郎
経
団
連
が
発
足
す
る
と
、
と
も
に
経
団
連
訓
会
長
に
就
任
す
る
c

こ
こ
で
日
米
関
係
に
対
す
る
む
杭
の
認
識
を
整
矧
し
て
お
き
た
い
。
む
杭
は
九

4
0干
に
一
段
米

L
、
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ

テ
ィ
・
パ
ン
ク
で
銀
行
業
務
の
実
務
を
勉
強
し
た
経
験
が
あ
っ
た
。

一
九
五
九
年
に
経
治
同
友
会
の
代
表
幹
事
に
就
任
す
る
と
、
日
休
は
け

本
経
済
Y

父
流
の
位
進
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
。
山
白
杭
は
一
九
六

O
年
に
訪
米
し
て
、
米
間
経
済
開
発
委
員
会

(
C
E
D
)
の
理
事
会
に
出

席

L
、
経
済
川
友
会
と
の
提
携
を
提
楽
し
た
の
そ
し
て
そ
の
成
果
と
し
て

一
九
六
一
年
に
「
白
由
世
界
経
済
の
中
の
日
本
」
を
テ
l
マ
と

す
る
経
済
同
友
会
と

C
E
D
の
第
一
回
合
同
委
員
会
が
聞
か
れ
た
つ
む
休
は
開
校
経
済
体
制
を
迎
え
て
、
「
日
本
経
済
が
安
定
的
な
成
長
を

日中日交正常化後の日本の，'1中怪汚外交は)

と
げ
て
い
く
に
は
、
・
何
と
い
っ
て
も
ア
メ
リ
カ
と
の
貿
易
を
拡
大
し
、
経
済
的
協
力
を
高
め
る
な
ど
、
日
米
関
係
の
よ
り
一
層
の
強
化
、

深
化
が
必
要
で
あ
る
一
と
の
考
え
か
ら
、

一
九
六
川
年
春
に
は
訪
米
経
済
使
節
川
を
組
織
し
、
団
じ
主
と
し
て
訪
米
し
た
じ
訪
米
中
山
佐
は

一
一
同
の
英
語
州
演
説
を
行
っ
た
c

そ
の
一
つ
で
あ
る
「
日
本
閃
係
の
神
話
と
現
実
」
を
題
す
る
講
演
で
は
、
「
ア
メ
リ
カ
は
日
本
を
イ
コ
ー
ル

パ
ー
ト
ナ
ー

(
対
等
的
同
伴
者
)
と
し
て
丙
欧
な
み
に
扱
う
べ
き
だ
」
と
弔
叶
え
て
、
大
き
な
反
響
を
斤
ん
だ
。

訪
米
経
済
使
節
凶
の
終
了
絞
、
者
佐
は
「
将
米
の
円
米
経
治
関
係
を
強
化
す
る
た
め
に
は
、

ア
メ
リ
カ
各
地
域
別
に
円
本
と
の
結
び
つ
き

を
深
め
る
こ
と
が
何
よ
り
重
要
で
あ
る
〕
な
か
で
も
、

カ
リ
フ
ォ
ル
-
一
ア
と
の
?
父
流
、
斜
路
悶
係
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
、
日
本
悶
係
の

歴
史
か
ら
い
っ
て
最
優
先
す
べ
き
で
あ
る
」
と
考
え
た
。
川
七
杭
は
パ
ン
ク
・
オ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
頭
取
の

9

ヒ
ー
タ
ー
セ
シ
に
こ
の
こ
と
を
舵
索

H
本
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
会
を
日
米
以
ん
で
つ
く
り
、
毎
年
定
期
的
に
会
議
を
聞
き
、
共
通
の

問
題
を
討
議
し
て
い
く
こ
と
で
合
窓
し
た
。
そ
し
て
有
休
は
川
会
の
代
表
位
話
人
に
還
ば
れ
た
。
こ
う
し
た
清
力
的
な
活
動
を
通
じ
て
、

し
、
二

O
人
科
度
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
な
る
、

岩
佐
は
次
第
に
ア
メ
リ
カ
側
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
れ

ア
メ
リ
カ
の
有
力
な
経
済
誌

『
ブ
ォ

l
チ
ユ
ン
'
は

一
九
六
じ
年
の
グ
ロ

l 九
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(
世
界
的
実
業
家
」

。
人
に
、

円
本
か
ら
二
人
を
選
ん
だ
が
、
そ
の
う
ち
一
人
が
、
岩
佐
だ
っ
た
υ

も
う
一
人
は
当
時

パ
リ
ス
ト

ベ
ス
ト

の
経
団
連
会
長
だ
っ
た

h
以
来
一
で
あ
る
。
財
界
の
対
米
経
済
外
y

父
に
お
い
て
、
岩
併
の
地
位
と
名
戸
は
経
叶
連
会
長
レ
ベ
ル
に
淫
し
て

三乙、
町

い
た
と
言
え
よ
う
c

日
米
関
係
に
対
す
る
岩
佐
の
甘
柄
本
的
認
識
は
稲
山
と
類
似
す
る
点
が
多
い
っ
日
米
開
戦
に
存
定
的
だ
っ
た
稲
山
同
様
、
岩
佐
も
回
想
の
な

日
澗
」

か
で
、
白
分
は
中
学
止
の
頃
討
論
会
で
不
戦
の
!
止
場
を
強
く
主
張
し
た
と
述
べ
て
い
る
つ
日
米
関
係
に
対
す
る
岩
佐
の
基
本
認
識
は
、
円
木

が
ア
メ
リ
カ
と
対
等
な
?
V
坊
に
?
げ
つ

「
イ
コ
ー
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー

に
な
る
べ
き
だ
と
い
、
つ
こ
と
で
あ
る
c

こ
、
つ
し
た
立
場
か
ら
、
岩
佐
は

ア
メ
リ
カ
に
対
し
て

日
口
本
は
ア
メ
リ
カ
の

「
白
動
的
同
盟
国
」

で
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
同
際
援
助
協
力
に
閃
し
て
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の

層
の
協
議
が
必
要
だ
と
↓
T
張
し
た
υ
前
述
し
た
「

H
米
関
係
の
神
話
と
現
実
」
と
越
す
る
演
説
の
な
か
で
岩
佐
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
最
彼
は
、

日
本
は
ア
メ
リ
カ
の
「
自
動
的
同
盟
国
」
で
あ
る
と
い
う
神
話
で
あ
り
ま
す
っ
・
多
く
の
日
木
人
は
、

日
木
に
直
接
関
係

す
る
重
咲
な
川
際
経
済
問
題
、
ア
ジ
ア
の
政
治
・
防
衛
問
題
に
つ
い
て
、
米
国
か
ら
正
当
な
相
談
を
、
つ
け
て
い
な
い
と
い
う
感
じ
を
も
っ

て
い
ま
す
c

u
口
本
は
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
重
要
な
存
在
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
感
じ
方
は
円
i
晩
な
く
す
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
コ
丙
欧
以
外
で
近
代
的
産
業
と
民
杢
T
4哀
を
う
ち
た
て
た
唯
一
の
固
と
し
て
、

円
本
は
、
民
王
正
義
と
白
同
企
楽
こ
そ
が
統
治
近
代

化
へ
の
最
善
の
道
で
あ
る
こ
と
を
発
展
途
上
同
に
教
え
る
よ
い
，
大
仰
で
あ
り
ま
す
。
日
本
は
発
展
途
上
国
に
対
す
る
経
済
援
助
、
民
間

投
資
に
お
い
て
も
進
ん
で
そ
の
役
割
を
果
た
す
用
志
が
あ
り
、
す
で
に
実
行
し
て
い
ま
す
c

し
か
し
国
際
援
助
協
力
を
よ
り
強
力
に
行

灯

、
つ
た
め
に
は
、
政
府
、
民
闘
い
ず
れ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
同
協
議
と
協
調
が
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
」

川
村
佐
は
、
稲
山
よ
り
も

H
米
が
平
等
的
な
す
場
に
!
げ
つ
こ
と
を
胤
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
国
際
援
助
に
関
し
て
日
本

が
積
極
的
に
役
割
を
果
た
す
用
意
が
あ
り
、
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
円
米
協
調
の
強
化
が
必
要
だ
と
い
う
点
に
お
い
て
、
岩
佐
の
、
五
張

は
ア
メ
リ
カ
の
世
界
平
和
政
取
に
日
本
が
協
力
す
べ
き
だ
と
い
う
稲
山
の
主
張
と
一
致
し
て
い
る
じ
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日
米
関
係
に
対
す
る
川
七
併
の
認
識
と
下
張
は
、
統
治
同
友
会
の
基
本
的
な
立
場
に
表
明
さ
れ
た
ロ

一
九
ハ
九
年
四
月
六

H
に
木
川
川

隆
経
済
同
友
会
代
表
幹
事
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
「
白
山
世
凶
作
の
新
し
い
前
進
の
た
め
に
」
と
題
す
る
「
所
見
」
の
な
か
で
は
、
具
体
的
に

取
り
組
む
べ
き
説
越
の
一
つ
と
し
て
「
日
米
協
調
の
新
民
間
」
が
提
示
さ
れ
た
じ
そ
し
て
「
今
後
の
向
同
経
済
関
係
の
父
流
地
進
は
、
い
わ

ゆ
る
白
白
川
界
の
イ
コ
ー
ル
・
パ
ト
ナ
ー
と
し
て
の
桐
行
理
解
の
基
慌
に
立
つ
、
烹
恵
干
等
、
土
義
の
新
し
い
分
業
秩
序
を
築
き
あ
げ
て
い

一
心
ぬ

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
た
ら
き
れ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
中
国
・
ア
ジ
ア
貿
易
構
造
緋
究
セ
ン
タ
ー
設
立
を
最
初
に
稲
山
に
持
ち
込
ん
だ
財
界
人
の
一
人
だ
っ
た
岩
休
は
、
経
済
川

友
会
の
対
米
経
済
外
『
父
の
中
心
役
で
あ
っ
た
、
出
有
佐
は
六

0
年
代
に
繰
り
返
し
訪
米
し
て
米
国
経
済
人
と
緊
密
な
『
父
流
悶
係
を
築
主
、

日
本

経
済
外
y

父
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
υ

川
村
佐
は
同
セ
ン
タ
ー
の
設
立
直
前
に
は
、

H
米
統
治
協
議
会
の
世
話
役
に
選
、
は
れ
、

日中日交正常化後の日本の，'1中怪汚外交は)

緊
迫
化

L
た
け
米
経
凶
関
係
の
訓
整
役
と
し
て
の
役
訓
を
期
待
き
れ
て
い
た
。

岩
佐
の
長
女
が
大
橋
武
夫
川
運
輸
相
の
次
男
に
嫁
い
だ
関
係
で
、
岩
佐
は
佐
藤
栄
作
片
相
と
遠
縁
な
が
ら
縁
戚
関
係
を
結
ん
で
お
り
、
近

は
一
九
六
七
年
に
岩
佐
を
グ
口

l
ハ
リ
ス
ト
の
一
人
に
選
ん
だ
。

は
岩
休
を
「
佐
川
牒
首
相
の
密
按
な
助
育
者
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
岩
佐
は
、
体
藤
首
相
と
の
関
係
か

rι
げ
、

ら
児
て
も
日
米
関
係
の
制
繋
役
に
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
。

し
い
関
係
に
あ
っ
た
c
v
別
注
し
た
よ
う
に
、
米
国
の

」
フ
ォ

l
チ
ユ
ン
』

そ
の
際
、

『
7
4
1
チ
ユ
ン
』

世
佐
は
、
白
分
の
円
中
問
題
へ
の
取
り
組
み
は
一
九
川
一
年
六
月
に
通
貨
工
作
員
と
し
て
上
海
に
派
遣
さ
れ
、
そ
こ
で
当
時
華
山
門
閣
業
銀

行
を
ふ
T
引
し
て
い
た
岡
崎
嘉
平
太
と
出
会
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
と
請
っ
て
い
る
、
だ
が
む
佐
は
か
つ
て
一
つ
の
中
川
論
を
唱
え
る
な
ど
判

中
関
係
の
打
開
に
消
極
的
な
時
期
も
あ
っ
た
コ
そ
の
日
併
が

H
巾
関
係
の
れ
聞
に
積
極
的
と
な
っ
た
の
は
、
日
米
経
済
関
係
の
緊
張
が
き
っ
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か
け
だ
と
川
い
わ
れ
る
。

前
節
に
述
、
へ
た
よ
う
に
、
財
界
団
体
の
な
か
で
日
中
関
係
の
打
開
に
最
初
に
本
り
山
川
し
た
の
は
経
凶
同
友
会
で
あ
る
ι

経
済
同
比
会
の
中



μ見

(
日
~

で
巾
国
政
策
転
出
択
を
ふ
T
導
し
た
の
は
当
時
の
代
表
幹
事
だ
っ
た
木
川
川
一
隆
だ
と
思
わ
れ
る
コ
む
併
と
木
川
川
は
、
経
治
同
友
会
が
ま
だ
禄

数
代
表
幹
事
制
の
時
代
か
ら
経
済
川
友
会
の
代
表
幹
事
の
コ
ン
ピ
を
組
む
こ
と
も
あ
っ
一
て
、
「
同
ル
」
と
呼
ぴ
台
、
つ
ほ
ど
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
。

経
済
同
友
会
の
中
川
政
策
転
換
に
お
い
て
、
む
杭
が
木
川
田
に
こ
れ
を
強
く
勧
め
、
サ
ポ
ー
ト
し
た
こ
と
は
存
易
に
想
像
で
き
る
c

三乙、
町

さ
ら
に
興
味
、
ぱ
い
の
は
、
こ
う
し
た
同
友
会
の
中
岡
政
策
の
方
同
転
般
の
背
呆
に
右
杭
が
長
い
間
提
檎
関
係
を
築
い
て
き
た

C
E
D
か
ら

の
ア
メ
リ
カ
経
済
人
の
了
解
・
同
志
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。

九
六
八
年
の
輸
山
刊
課
徴
余
問
題

一
九
六
九
年
の
繊
維
の
輸
向
一
回
、
土
規

制
と
白
由
化
問
題
で
円
米
経
済
関
係
は
緊
張
を
高
め
た
c

一
九
六
九
年
一
月
に
登
場
し
た
ニ
ク
ソ
ン
ト
人
統
領
は
、

一
九
T

ハ
八
年
の
大
統
領
選

挙
に
お
い
て
同
部
の
支
持
を
得
る
た
め
に
、
南
部
の
重
要
な
産
楽
で
あ
る
繊
維
夜
業
の
保
誌
を
公
約
し
た
れ
こ
の
公
約
を
実
行
す
る
た
め
に
、

ニ
ク
ソ
ン
は
大
統
領
就
任
後
間
も
な
く
、
「
輸
阿
川
側
の
白
王
的
ベ
ー
ス
で
解
決
す
る
た
め
関
係
固
と
討
議
し
た
い
L

U

H

を
発
表
し
た
っ
こ

れ
に
対

L
て
、
日
本
の
繊
維
業
界
は
応
じ
な
い
方
針
を
確
認
し
た
。
ま
た
衆
議
院
の
尚
土
委
員
会
は
ア
メ
リ
カ
の
繊
維
輪
山
一
目
、
玉
川
用
制
の
姿

請
に
対
す
る
反
対
決
議
を
、
参
議
院
の
岬
工
委
員
会
は
ア
メ
リ
カ
の
繊
緋
輸
入
制
限
阻

H
決
議
を
そ
れ
ぞ
れ
採
択
し
た
じ

h 

ア
メ
リ
カ

議
会
及
び
経
済
界
に
お
い
て
は
繊
維
そ
の
他
日
口
本
の
対
米
輸
出
の
増
大
に
対
す
る
不
満
が
品
ま
っ
て
お
り
、
時
月
七
什
輸
入
制
限
や
投
資
制
限
な

ど
日
本
の
自
由
化
の
遅
れ
が
そ
れ
に
拍
卓
を
か
け
て
い
た
コ

こ
う
し
た
情
勢
の
な
か
で
、

ス
タ
ン
ズ
米
商
務
長
官
の
五
月
来
円
を
控
え
た
九
六
九
汁
四
月
?
ハ
日
、
経
済
同
友
会
の
通
叫
総
会
が
開

か
れ
た
c

こ
れ
に
同
席
し
た
。
ヒ
ー
タ
ー
セ
ン

C
E
D
代
表

(
C
E
D
政
策
蒋
議
会
訓
委
員
長
・
国
際
問
題
委
員
長
・
ブ
ィ
デ
リ
テ
ィ
銀
行
会

長
)
が
「
日
米
関
係
の
新
課
題
」
と
題
す
る
特
別
講
演
を
行
い
、
そ
の
中
で
彼
は
日
本
と
中
固
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
祈
っ
た
。

「
円
米
の
協
力
を
論
ず
る
に
当
っ
て
、

ぜ
ひ
強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
私
が
、
戦
後
日
米
-
山
同
の
聞
に
p

仔
在
し
て
い
た
よ
う
な
十
円

い
閃
係
の
枠
組
み
の
な
か
で
考
え
て
は
い
な
い
、
ー
と
い
う
点
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
新
し
い
け
本
の
世
代
が
成
軌
を
達
成
し
、
行
動
の

自
主
牲
を
勝
ち
取
り
た
い
と
望
ん
で
い
る
こ
と
を
、
理
解
も
し
、
共
感
も
し
て
い
る
れ
日
本
は
世
界
情
勢
の
中
で
、
白
木
的
か
っ
建
設
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的
な
役
割
を
果
た
す
準
備
を
持
っ
て
い
る
つ
こ
の
こ
と
は
、
と
く
に
巾
同
と
の
関
係
に
お
い
て
顕
苫
で
あ
る
つ
日
本
は
、
あ
る
程
度
の

行
動
の
口
山
ー
と
、
変
化
を
も
た
ら
す

4
能
件
を
持
っ
て
い
る
。
ー
と
こ
ろ
が
、

そ
の
叶
能
性
は
ア
メ
ワ
カ
に
は
開
か
れ
て
い
な
い
。

は
中
岡
と
の
係
わ
り
に
お
い
て
、
建
設
的
な
闘
係
の
近
を
刷
く
立
場
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
安
定
の
増
大
に
資
す

「市
J

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
」

こ
の
よ
う
に
、
。
ヒ
ー
タ
ー
セ
ン
は
対
中
団
関
係
の
打
開
に
円
本
が
白
烹
的
に
行
動
し
た
い
こ
と
を
了
解
し
、
川
志
し
て
い
る
と
は
杭
泊
同
友

会
の
財
界
人
に
別
伴
に
伝
え
て
い
た
。
こ
れ
は

L
T
貿
易
設
7
4
の
際
に
、
日
中
貿
易
拡
ト
人
の
勤
き
に
ア
メ
リ
カ
経
凶
人
が
強
く
以
対
し
た
光

宗
と
は
全
く
異
な
る
c

ピ

1
タ
1
セ
ン
は

一
九
州
五
年
か
ら
同
七
年
に
同
防
総
省
の
占
領
地
域
担
中
l
次
官
補
を
務
め
、
こ
の
間
白
木
を
二

M
訪
問
し
た
υ

ピ

1

日中日交正常化後の日本の，'1中怪汚外交は)

タ
l
セ
ン
は
終
戦
直
後
の
対
日
食
縄
問
北
助
問
題
に
努
力
し
、
ま
た
円
本
の
繊
維
産
業
復
興
の
た
め
に
米
油
引
を
供
給
す
る
取
決
め
を
ま
と
め
る

な
と
、
円
本
の
戦
後
復
興
に
パ
、
く
し
た
c

ま
た
彼
は
、

ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
が
「
ケ
ネ
デ
ィ
・
ラ
ウ
シ
ド
一
推
進
に
宣
下
し
た
と
き
に
は
、
大

貿統
易領
の補
エ佐
キ官
スとノ， L 
1 て
トホ
でワ
もイ
あト
つノ、

たウ
のス
で λ

あc;， ~ 
A巴し

「

通
商
拡
大
法
」

の
ム
仏
索
に
巾
!
っ
た
υ

こ
の
よ
う
に

c
ヒ
ー
タ
ー
セ
ン
は
ア
メ
リ
カ
の
判
際

前
述
し
た
よ
う
に
、
ピ

l
タ

l
セ
ン
は
有
佐
ー
と
協
力
し
て
一
九
六
川
年
に
日
本
・
カ
リ
フ

ォ
ル
ニ
ア
会
を
設
?
げ
し
た
。
こ
の
九
百
ム
ロ
を
通
じ

て
、
一
人
は
親
交
を
深
め
た
と
忠
わ
れ
る
c

ピ

l
タ
l
セ
ン
の
講
演
の
少
し
前
の
一
九
六
九
年
二
月
、

ア
ジ
ア
の
発
展
途
上
凶
の
氏
間
企
業

へ
の
投
資
を

H
的
と
し
て
、
日
・
米
・
欧
・
加
・

豪
先
進
五
ヶ
同
、
計
一
一

O
社
の
民
間
企
業
が
出
資
す
る
ア
ジ
ア
民
間
投
資
会
社
が
設
リ

さ
れ
、
岩
佐
が
そ
の
初
代
の
収
締
役
議
長
に
就
任
し
た
。
同
会
社
の
設
す

u

は
ア
メ
リ
カ
の
経
尚
人
か
ら
提
案
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
川
有
併

が
こ
れ
を
積
械
的
に
推
進
し
た
こ
と
に
よ
り
実
現
し
た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
ピ

l
タ

l
セ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
ア
メ
リ
カ
経
済
人

の
了
解
・
同
意
に
よ
っ
て
、
川
有
佐
が
日
中
関
係
打
刷
に
積
極
的
に
取
り
組
も
よ
う
に
な
っ
た
と
同
い
わ
れ
る
ι

日
本
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μ見

こ
の
よ
う
に
、
木
川
田
、
岩
佐
ら
経
済
同
友
会
財
界
人
の
巾
国
政
恥
の
変
化
の
背
後
に
は
、
ア
メ
リ
カ
経
済
人
の
了
解
・
同
志
が
あ
っ
た
。

岩
佐
ら
が
中
凶
・
ア
ジ
ア
貿
易
構
造
研
究
セ
ン
タ
ー
の
設
す
に
積
極
的
に
来
り
出
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
経
済
人
の
支
持
を
得
た

三乙、
町

か
ら
で
あ
る
仁
そ
し
て
、
そ
の
大
き
な
背
景
と
な
っ
た
の
は
、
ピ
ー
タ

I
セ
ン
特
別
講
演
の
テ

i
マ
で
も
あ
る
、
繊
維
の
輸
出
日
主
規
制
問

町
四
を
め
ぐ
り
九
六
九
咋
以
降
日
日
米
統
治
関
係
が
緊
張
し
た
こ
と
で
あ
る
。

巾
川
・
ア
ジ
ア
貿
易
構
造
研
究
セ
ン
タ
ー
の
設
立
宇
)
憐
怨

L
、

九
仁
一
年
五
月
に
同
セ
ン
タ
ー
が
設
!
止

u

さ
れ
た
後
は
、
常
任
現
宅
に
就

任
し
た
田
中
情
二
郎
は

九
七
一
年
1

0
月一一

H
Hす
の
寸
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「je--
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
、
対
中
辺
倒
の
財
界
人
に
は
私
は
お
回
に
か
か
っ
た
こ
と
が
な
い
c
e
・e・
-
-
日
本
の
輸
出
の
今
二

ア
メ
リ
カ
向
け
で
あ
る
。
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
自
ら
有
極
構
造
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
ア
メ
リ
カ
の
同
力
で
あ
る
か
ら
、

H

本
貿
易
の
対
米
依
存
度
は
必
ず
低
下
す
る
も
の
と
、
私
は
必
う
が
、
当
凶
財
界
人
の
第
義
的
関
心
雫
は
、
依
然
と
し
て
対
米
経
済
関

分
の
一
も
、

係
で
あ
る
c

ア
メ
リ
カ
か
ら
の
干
渉
に
屈
す
る
こ
と
な
く
、
日
本
の
刻
中
政
浪
に
肉
、
土
牲
を
も
て
と
い
う
の
が
、
中
国
側
の
年
米
の
ふ
下

張
で
あ
っ
て
、

ア
メ
リ
カ
の
か
わ
り
に
中
国
を
え
ら
、
へ
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
υ

日
本
の
対
米
貿
易
に
代
替
し
ろ
る
よ
う
な
市

(仙一

坊
の
田
川
袋
を
中
国
が
持
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

H
巾
貿
易
の
魅
力
は
、
対
米
貿
易
と
川
な
り
、
長
期
の
発
展
性
に
あ
る
J

こ
の
よ
う
に
、
財
界
人
の
当
時
の
最
大
の
関
心
事
は
緊
迫
化
し
た
日
本
経
済
関
係
で
あ
っ
た
。
い
比
一
論
、
巾
国
・
ア
ジ
ア
貿
易
構
造
研
究
セ

ン
タ
ー
設
立
に
関
与
し
た
財
界
人
も
例
外
で
は
な
い
じ
岩
佐
は
財
界
全
体
、
稲
山
は
鉄
鋼
業
界
を
代
表
し
て
対
米
経
治
闘
係
の
調
整
役
を
担
っ

て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
緊
迫
化
し
た
円
米
経
済
関
係
こ
そ
が
「
稲
山
路
線
」

の
形
成
を
促
進
し
た
の
で
あ
る
。

ぺ、

J首
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「
稲
山
路
線
」
は
、
緊
迫
化
し
た
日
米
経
済
関
係
に
対
処

L
、
刈
米
協
調
を
基
調
と
し
つ
つ
日
中
関
係
の
打
開
を
凶
っ
た
路
線
で
あ
る
ロ

こ
れ
は
、
第
一
節
に
お
い
て
巾
川
・
ア
ジ
ア
貿
易
構
造
研
究
セ
ン
タ
ー
の
設
立
の
鍵
と
な
る
人
物
岩
佐
が
刈
米
経
凶
外
災
に
果
た
し
た
役
割

の
考
察
を
通
じ
て
実
証
さ
れ
て
い
る
c

ま
た
、
第
一
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
「
稲
山
路
線
」
は
長
期
不
川
に
対
処
し
、
安
定
成
長
を
求
め
る
財
界
の
白
王
謝
整
派
が
、

け
巾
貿
易
の
山
内
聞
を
契
機
に
摩
業
界
全
体
の
協
調
、
ま
た
は
業
界
の
白
烹
調
整
を
進
め
る
こ
と
を

H
的
に
形
成
さ
れ
た
路
線
で
あ
る
。

=
は
う
ま
で
も
な
い
が
、
財
界
の
白
↓
下
調
整
派
を
中
レ
に
形
成
さ
れ
た
「
稲
山
路
線
一
が
、
日
本
の
対
巾
続
出
外
交
の
中
心
的
な
路
線
と
な
っ

た
こ
と
を
説
明
す
る
に
は
、
政
府
の
役
割
を
八
一
叩
じ
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
c

こ
れ
に
つ
い
て
の
説
明
は
次
回
干
に
注
べ
る
υ

日中日交正常化後の日本の，'1中怪汚外交は)

(
1
)

こ
の
訪
中
を
控
え
て
、
国
貿
促
関
西
本
部
の
珂
事
会
は
一
九
七
一
年
一
月
同
日
に
関
西
財
界
前
中
間
的
実
現
準
備
に
着
千
す
る
こ
と
を
決
定

し
た
り

『

心
汗
の
あ
ゆ
み
ド
(
刊
本
凶
際
貿
易
促
進
協
会
の
閑
丙
本
部
、
一
九
七
回
午
)
一

O
R、
七
主
員
、
木
村
二
二
「
財
界
平
流
、
判
中

復
交
に
大
き
く
し
貢
献
中
国
は
改
小
、
開
欣
へ
」
(
本
村
一
一
一
一

『木

村

随

想

録

日

中

経

済

貿
易
セ
ン
タ
ー
、
一

C
O
三
作
)
一
九
一
頁
〔

(
2
)

「
中
国
持
泣
ム

1
ド
強
ま
る
閑
丙
財
界
」

二
財
界
』

九
七
年
同
日
一
日
号
)
一
八
一
一
九
頁
、

(
3
)

「
奇
妙
な
中
間
問
題
研
究
機
関
の
誕
生
」

勺
財
界
』

九
七
年
仁
川
一
五

H
り
)
一
一
一
一
一
一
今
頁
、
「
稲
山
訪
中
回
へ
の
期
付
と
不
安
」

(『財
界
-
一
九
七
一
九
六

H
一
石
口
号
)
一
立
員
。

(
4
)
H
中
経
泌
協
会

副日
中
経
済
協
会
一
心
年
の
事
み
』
(
日
中
経
済
協
会
、
一

0
0
三年
1
)

六
民
。

(
5
)

「
緊
張
緩
和
は
輸
出
規
制
で
折
山
新
日
鉄
社
長
に
問
く
」

二
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
-
九
七
年
じ
は
一
一
一
一
川
口
勺
)
有
頁
。

(
旦
前
掲
「
奇
妙
な
中
岡
問
題
研
究
機
関
の
誕
生
」
一
一
一

R
。

(
7
)
添
谷
芳
秀

『日
本
外
交
と
山
l

凶
一
九
川
立
九
七
一
-
(
慶
出
衣
塾
大
学
山
版
会
、
九
九
甘
年
)
「
一
一
九
良
、
宇
恩
民

『恥
換
朋
の

小
回
日
本
と
台
湾
一
九
七
心
午
代
中
日
民
間
経
湾
外
交
の
経
緯
'
(
御
茶
の
本
古
一一
時
、
二
ひ
っ
年
)
一
一
口
頁
。

(
8
)
植
村
甲
午
郎

『人
間
・
植
村
川
7
1郎
戦
後
経
済
交
展
の
軌
跡
』
(
株
式
会
社
サ
ン
ケ
イ
出
版
、
九
七
九
年
)
凶
一
六
一一貝、
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(
9
)
軒
佐
凱
実

『回
想
八
十
年
|
ゲ
ロ

1
パ
リ
ス
?
の
眼
』

(
H本
法
制
同
了
人
品
、

(
刊
)
「
日
中
点
替
に
積
極
安
勢
一

『朝
日
新
聞
』

一
九
七
心
年
四
月
一
四
日
c

(
日
)
「
IL
暁
雲
と
技
触
し
た
日
本
財
界
一
つ
の
表
情
」

二
財
界
-
九
じ
年
六
け
一
日
号
)

(竹山)

『経
済
同
友
会
一

l
年
山
亡

(
経
済
同
友
会
、
九
七
?
ハ
年
)
凶
六
六
向
(υ

(
日
)
川
右
、
四
六
七
日
七
一
白
(
内

(
H
)

「ド」吹雪
v

一
と
按
触
し
た
日
本
財
界
一
つ
の
表
情
」
(
『財
界
L

九
七
年
六
川
一
日
号
)
の

(
日
)
人
f
里
広
記

『私
の
財
界
父
瓦
録
「
(
サ
ン
ケ
イ
出
版
、
九
八
の
一
年
)
一
七
九
一
八
八
頁
=

(
日
山
)
粁
消
評
論
家
秋
一
川
秀
雄
の
ぷ
に
よ
れ
ば
、
ピ
ン
ポ
ン
列
交
の
さ
な
か
に
粁
消
川
友
会
の
訪
州
、
ご
ノ
ン
ヨ
ン
の
噂
が
流
れ
て
い
た
と
き
、
稲
山

は
「
い
ま
中
間
へ
財
界
ミ
ッ
ン
ヨ
ン
を
山
せ
ば
、
必
ず
政
治
論
議
が
出
る
c

で
の
と
き
に
日
本
の
総
資
本
が
北
京
政
府
と
と
ん
な
政
治
論
議
が

で
き
る
の
か
。
ま
さ
か
中
央
則
界
が
北
京
へ
行
っ
て
、
反
休
藤
の
共
同
声
明
を
山
す
わ
け
に
は
い
か
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
意
見
を
遺
べ
て

い
る
(
「
混
迷
す
る
財
界
新
時
代
一

『財
界
μ

一
九
七
一
年
九
月
日
り
、
一
九
民
)
{

(
げ
)
人
円
以
秀
上
人

E

現
代
日
本
の
政
治
権
h
A
経
済
権
力
-
(
一
一
書
一房
、
一
九
九
六
午
)
一
一
一
八
一
一
良

(
刊
日
)
前
掲

『阿
想
八
十
苛
グ
口

1
パ
リ
ス
ト
の
限
』

一
二
?
ハ
一
九

R
。

(
印
)
凶
陥
析
一
、
昔
山
真
次
、
西
川
山
川
伸
、
米
倉
誠
一
郎

『桃
川
後
円
本
経
凶
と
粁
凶
川
友
会
-
(
山
波
再
居
、
一
九
九
六
刊
)
一
八
頁

(
別
)
前
掲

『現
代
日
本
の
政
治
権
力
経
済
権
力
』
一
一
一
ハ
今
二
七
員
。

(
江
)
稲
山
事
完

『私
の
鉄
鋼
昭
和
史
』
(
東
洋
経
凶
新
版
社
、
一
九
八
六
年
)
一
ム
ハ
四
頁
υ

(
幻
)
「
山
開
設
会
当
而
の
景
気
動
向
と
今
後
の
景
気
政
策
」
(
『経
団
連
月
恨
』

一
九
七

0
1七
H
号
)
一
七
|
一
八
買
、
陥
山
嘉
寛
「
安
定
成
長

へ
話
し
合
お
う
一

『朝
日
新
聞
』

一
九
七
つ
介
八
月
凶
日
、
稲
山
吉肯
定

『日
本
経
済
の
現
状
と
将
本
産
業
人
の
ウ
場
か
ら
』
(
内
外
情
勢
調
存

会
論
演
ン
リ
1
ズ
一
八
一
、
九
七
口
年
)
一
一
六
円
〕

(
山
台
「
山
開
談
会
転
機
に
ー
斗
ワ
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
一
(
『材
団
連
月
報
』

一
九
七
つ
刊
一
心
川
口
勺
)
八
四
民
。

(
叫
)
一
時
説
会
凶
際
経
済
環
境
と
わ
れ
ら
の
態
皮
」
(
『経
同
辿
片
誠
九
ヒ
ロ
年
一
月
号
)
一
凹
頁
)

(
お
)
伊
達
示
嗣
「
、
本
野
重
雄
軍
拡
論
を
明
、
え
る
財
界
一
の
フ
ィ
ク
サ
l
」
(
『現
代
の
限
』

一
九
人
口
汗
八
月
号
)

(
お
)
前
掲

『私
の
鉄
鋼
昭
和
史
』

一
I
一

丘

一

頁

=

μ見

ノ、、

九
九
口
年
)

貝

三乙、
町

一頁。

一頁、
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(
幻
)
れ
相
太
郎

『評
伝
祈
山
嘉
寛
』
(
阿
際
開
業
山
版
、
一
九
七
六
千
)
五
九
一
六
三
貝
、

(お
)
H中
経
済
協
会

副日
中
経
済
交
流
の
現
状
と
民
叩
よ
』
(
日
中
経
済
協
会
、
一
九
七
何
年
)
仁
七
一
七
八
民
。

(
却
)
木
村
一
「
川
中
経
済
父
流
を
手
が
け
て
一
行
一
年
」

(

E

財
界
「
一
九
七
一
年
九
月
五
日
号
)
一
心
頁
。

(
削
)
川
勝
間

a
友
好
一
路
私
の
「
日
中
一
凶
想
記
』
(
毎
日
新
聞
社
、
九
八
五
年
)
四
三
民
。

(
訂
)
「
訪
中
休
験
か
ら
抗
言
す
る
」

二
雫
刊
山
T
h
人
公
品
粁
叫
問
題
「
第
一
口
巻
第
五
号
、
一
九
七
一
年
冬
季
号
)
一
一
一

O
頁

(
包
前
掲

『戦
後
日
本
経
済
と
経
済
同
友
会
μ

一一

O
員。

(
お
)
前
掲

『円
本
経
凶
の
現
状
と
将
来
序
業
人
の
す
場
か
ら
-
頁
)

(
持
)
ア
メ
リ
カ
下
院
外
交
委
員
会
詞
存
団
は
ア
ジ
ア
各
地
を
視
察
し
た
徒
に
、
九
七
つ
年
四
月
一
一
口
に
パ

1
グ
口
氏
キ
旦
、
ウ
ル
フ
(
日
ハ

和
完
)
商
議
員
の
辿
名
で
報
告
を
提
出
し
た
c

報
告
の
中
で
は
、
日
本
の
軍
国
烹
義
人
折
原
の
動
き
を
指
摘
し
、
こ
う
し
た
動
き
を
ア
メ
リ
カ
が

昔
成
す
る
必
要
が
あ
る
と
分
析
し
て
い
る
つ
未
の
み
た

『
H
本
軍
凶
ー
+
義
こ

『朝
日
新
聞
「
一
九
じ
り
年
凶
月
一
凶
円
)
。

(
お
」
前
掲

『円
本
経
凶
の
現
状
と
将
来
時
業
人
の
す
同
怖
か
ら
し
こ
の
頁
。

(
山
川
)
前
掲
「
緊
長
緩
和
は
輸
出
制
制
で
稲
山
利
日
鉄
社
長
に
聞
く
」
一
五
貝

(
訂
)
通
同
産
業
省
通
倒
産
装
政
策
史
編
纂
委
員
会
編

『通
尚
産
業
政
策
山
亡

第
九
巻
(
通
商
呼
業
調
存
会
、
九
八
九
年
)
五

白(ご

(
お
)
刊
本
経
泣
新
聞
社
編

『川
切
り
卜
げ
そ
の
時
い
ど
う
な
る
』
(
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
司
)
凶
一
一
同
凶
頁
。

(
却
)
東
洋
経
済
新
版
社
編

『川
切
上
げ
の
実
際
知
識
』
(
東
洋
経
凶
新
報
社
、
一
九
七
一
年
)
一
六
一
一
一
一
七
員
。

(
叫
)
前
掲
「
問
主
性
緩
和
は
輸
出
剥
一
制
で
稲
山
新
日
鉄
社
長
に
聞
く
」
一
一
一
民
。

(
札
)
「
日
本
製
の
鉄
鋼
排
斥
一

『初
日
新
聞
'

一
九
七
一
年
六
日
一
六
円

J

(
必
)
「
山
内
議
会
第
一
八
回
け
米
財
界
人
公
設
を
終
え
て
」

(

E

経
凶
連
川
報
-
一
九
七
一
年
八
月
号
)
=
、
二
一
、

(
川
竺
「
出
談
会
日
米
経
済
の
緊
迫
を
ど
、
つ
す
る
一

『利
日
新
聞
'
九
七
一
年
七
刀
じ
目
。

(
叫
)

『通
商

μ
害
-
一
九
七
一
年
版
件
論
、
二
三
頁
=

(
日
制
)
同
七
、
一

O
R、
。

九

R
、
五
一
頁
に
そ
れ
ぞ
れ
の
輸
州
統
計
を
参
問
、

(
日
叫
)
経
団
連
事
務
局
一
在
外
水
系
企
業
か
ら
の

H
本
の
輸
入
」

勺
径
同
連
川
月
報
『
一
九
七
一
年

三
の
頁
。

一
月
号
)
じ
一
七
一
円
八
三

一
五
貝
、
五
四
六
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μ見
三乙、
町

(
訂
)
「
米
、
山
出
化
の
実
行
記
る
」

h

判

H
新
聞
L

九
七
年
六
月
一
八
日
。

(
必
)
前
掲

『刊
想
八
十
年
グ
口

l
パ
リ
ス
ト
の
眼
』

一

六

ハ

ハ

八

R
C

(
叫
)
「
日
米
経
済
き
ょ
う
充
足
」

E

朝
日
羽
聞
-
一
九
七
一
年
四
月
一
八
日
。

(
別
)
森
永

J
h
佐
凱
実
九
ふ
も
け
も
山
川
し
た
企
日
米
合
理
化
推
進
計
一
(
『現
代
の
眼
』

(
日
)
前
掲

E

同
想
八
十
作
グ
口

l
パ
リ
ス
ト
の
限
-
一
五
一
ム
ハ
向
(
内

(
日
以
)
前
掲

『評
伝
稲
山
事
免
「
七
八
八
口
頁
。

(
出
)
前
掲

『同
想
八
十
作
グ
口

l
パ
リ
ス
ト
の
限
-
一

八

一

心

頁

ご

(
立
)
同
右
、
一
川
一
立
九
負
ο

(
日
)
同
右
、
一
仁
五
七
六
百
c

(
日
)
阿
右
、
二
二
回
、
五
九
六
C
頁。

(
堅
持
佐
凱
実
「
日
米
関
係
の
神
話
と
現
実
一
(
前
掲

『阿
忽
八
十
年
1

グ
口

l
パ
リ
ス
ト
の
限
』)。

(
日
)
前
掲

E

経
済
制
友
会
一
十
年
史
「
一
八
口
貝

(
日
)
前
掲

『阿
想
八
十
苛
グ
口

1
パ
リ
ス
ト
の
限
』

一
七
?
ハ
頁

ρ

(
別
)
ち
な
み
に
、
中
国
ア
ジ
ア
貿
易
構
造
研
究
セ
ン
タ
ー
の
用
事
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
た
一
一
人
、
す
な
わ
ち
、
岩
休
、
宮
両
、
桝
同
庄
一
住

九
州
訳
れ
会
長
は
川
村
戚
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
。
安
西
の
長
女
は
大
橋
武
夫
元
運
輸
相
の
長
男
に
、
三
止
は
明
田
庄
一
一
の
長
引
に
そ
れ
ぞ
れ
嫁
い

だ
c

な
お
、
安
西
は
九
六
九
年
春
に
「
本
国
南
部
訪
問
経
凶
使
節
団
」
の
団
長
と
し
て
訪
本
し
て
お
り
、
こ
の
使
節
団
を
き
っ
か
け
に
一
九

七
つ

1
に
米
凶
南
部
会
が
設
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
安
田
は
同
会
の
世
ぷ
役
を
務
め
て
い
た
ο

三
宮
内
正
夫
「
私
の
履
歴
書
」

H
本
経

済
新
聞
社
編

『私
の
属
村
吉
』
何
時
雨
人
一
三
、
日
本
経
治
新
聞
社
、
一
九
八
つ
介
、
三
八
阿
一
八
五
頁
、
一
七
八
三
ヒ
九
頁
)

C

(
川
山
)
前
掲

E

阿
想
八
十
年
グ
口

1
パ
リ
ス
ト
の
限
-
一
じ
八
頁

(
山
川
」
「
中
田
接
近
を
模
索
す
る
財
界
一
(
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
'

一
九
七
一
年
五
月
一
五
円
号
)
七
百
。

(
日
)
一

-L
暁
エ
雪
山
と
被
触

ν

た
日
本
財
界
一
つ
の
表
情
」
(
『財
界
-
九
ヒ
年
六
川
一
日
号
)
一
十
回
)

(
砧
)
前
掲

『阿
想
八
十
苛
グ
口

1
パ
リ
ス
ト
の
限
』

一
一
一
口
一
五

R
。

(mw)

前
掲

『経
済
川
友
会
一
十
作
由
「
一
八
川
氏

北法61(1・80)80
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二

八

四

八

九

貞
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(
制
)
同
右
、
一
一
八
一
頁
。

(
灯
)
前
掲

『同
想
八
十
年
グ
口

l
パ
リ
ス
ト
の
限
』

(
悩
)
田
中
筒
一
郎
「
科
片
岡
を
迎
え
た
川
中
経
済
父
流
」

。
五
二
口
八
円
c

(

E

エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
-
一
九
七
二
刊
一
口
一
月
三
円
ロ
勺
)
ハ
計
百
(
。

第
二
章

「
稲
山
際
線
」

の
登
場

第

i!h 

川
再
切
り
卜
げ
同
避
と
「
秩
序
あ
る
輸
出
」
政
策

第
一
節

H
巾
経
済
協
会
の
設
立

日中日交正常化後の日本の，'1中怪汚外交は)

第
二
節

秩
序
あ
る
対
中
貿
易
の
推
進

ノ]、

干昨

日
中
国
交

d
品
化
後
間
も
な
く
の
一
九
七
一
年
一

月
一
一
目
、
対
中
国
貿
易
の
新
た
な
組
織
、

門
中
経
済
協
会
が
設
立
さ
れ
、
稲
山
嘉

克
が
同
会
の
初
代
会
長
に
就
任
し
た
。
円
巾
経
済
協
会
の
設
?
止
に
よ
っ
て
、
「
稲
山
路
線
」
は
よ
り
制
度
的
な
形
を
と
る
こ
と
に
な
り
、
対

中
経
済
父
渉
の
、
土
役
と
し
て
登
場
し
た
c

そ
し
て
、
円
中
経
治
協
会
を
恭
盤
に
、

日
中
長
期
貿
易
取
決
め
が
批
准
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
仁

木
半
で
は
、

判
中
経
済
協
会
設
?
に
よ
っ
て
、
「
稲
山
路
線
」
が
対
中
国
経
済
外
『
父
の
巾
板
的
政
策
路
線
と
な
っ
て
展
開
さ
れ
る
に
主
る
ま

で
の
過
程
を
追
跡
し
、
「
稲
山
路
線
」
肝
心
場
の
背
景
を
説
明
す
る
コ

円
再
切
り
卜
げ
回
涯
と

「
秩
序
あ
る
輪
山
」
政
HK

第

節
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μ見

前
肯
に
お
い
て
説
明
し
た
よ
う
に

九
七
一
年
4
月
に
巾
同
・
ア
ジ
ア
貿
易
構
造
研
究
セ
ン
タ
ー
が
設
立
さ
れ
た
中
時
、

円
本
財
界
人

の
最
大
の
閥
、
心
事
は
円
米
経
済
関
係
の
緊
様
で
あ
っ
た
c

と
り
わ
け
、

ア
メ
ワ
カ
に
よ
る
円
切
り
上
げ
の
圧
力
が
次
第
に
強
く
な
り
、

三乙、
町

の
産
業
界
は
こ
れ
に
強
い
危
機
感
を
持
っ
て
い
た
c

ま
た
、
産
業
界
だ
け
で
は
な
く
、

一
部
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
を
除
い
て

H
i小
川
内
の
世

論
は
概
ね
円
切
り
卜
げ
に
反
対
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
円
切
り
上
げ
を
い
か
に
同
避
す
る
か
は

H
本
政
府
の
最
大
の
政
策
課
題
と
な
っ
て

い
た
。
円
切
り
上
げ
を
回
避
す
る
た
め

一
九
七
一
年
六
月
四
日
、
佐
藤
内
閣
は
輸
入
・
資
本
移
動
の
口
由
化
を
重
占
に
置
く
、
対
外
経
済

政
浜
八
頃
円
を
決
定
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
実
施
を
待
た
ず
に
、

八
月
一
五
日
、

ニ
ク
ソ
ン
政
府
は
ド
ル
の
金
免
換
停
什
と
輸
入
課
徴
金
の

導
入
な
ど
の
ド
ル
防
衛
策
を
発
表
し
た
じ
日
本
政
肘
は
、
ド
ル
の
以
い
取
り
に
よ
っ
て
一
ド
ル
リ
二
六

O
川
の
凶
定
相
場
制
を
独
自
に
維
持

し
よ
う
と
し
た
が

八
月
一
一
八

H
に
は
宇
む
を
付
ず
従
動
相
場
制
に
移
行
し
た
υ

そ
の
後
、

I
M
F
総
会
、
十
ヶ
国
間
相
会
議
で
の
話
合
い

に
慕
つ
い
て
、

二
月
一
九
日
、
円
は
ド
ル
に
対
し
六
・
八
八
%
切
り
上
げ
ら
れ
、

一
ド
ル

l
二

O
八
川
に
変
更
き
れ
る
こ
と
が
決
定
さ

れ

一
一
月
一

O
H
か
ら
実
施
さ
れ
た
c

問
題
は
、
川
が
切
り
卜
げ
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

日
口
米
貿
易
の
不
均
衡
、

つ
ま
り
日
本
の
対
米
貿
易
甲

17
の
増
大
が
依
然
と
し
て
解

消
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
コ
一
九
七
一
年
に
入
る
と
、
円
切
り
上
げ
の
危
機
が
什
燃
し
た
。
財
界
の
自
主
調
整
派
を
巾
心
と
す
る
巾
因
・

ア
ジ
ア
貿
易
構
造
緋
究
セ
ン
タ
ー
が
、
通
斉
省
の
、
土
導
の
も
と
で
円
巾
経
治
協
会
ー
と
い
う
官
民
協
調
の
組
織
に
発
展
し
た
背
景
に
は
、
こ
の

よ
う
な
対
外
経
済
関
係
の
危
機
が
有
在
し
た
の
で
あ
る
c

本
節
で
は
ま
ず
、
円
切
り
卜
げ
の
危
機
の
な
か
で
、
通
産
省
の
政
策
志
向
が
ど
の

よ
う
に
変
化
し
た
の
か
を
宅
察
す
る
つ

「
秋
山
宇
あ
る
輸
出
」
論
の
汗
上

日
本

北法61(1・82)82



通
産
(H僚
は
従
来
、
輸
出
規
制
を
行
い
、
輸
山
の
秩
序
化
に
よ
っ
て
対
米
貿
易
摩
除
問
題
に
対
応
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
な
か
っ
た
。
第

章
に
述
べ
た
よ
う
に
、

ア
メ
リ
カ
政
府
の
輸
入
点
徴
金
の
増
設
を
阻
止
す
る
た
め
に
一
九
T

ハ
八
年
一
月
に
訪
米
し
た
稲
山
は
、
鉄
鋼
の
対

本
輸
出
白
、
正
規
制
を
ア
メ
リ
カ
政
府
に
提
楽
し
た
c

そ
の
際
、
熊
ハ
ヘ
円
典
文
事
務
次
官
を
は
じ
め
通
崖
(
同
僚
は
白
由
貿
易
を
原
理
・
原
則
と
す

る
飢
山
、
か
ら
、
こ
れ
に
反
対
し
た
。

一
九
五

0
年
代
ま
で
通
産
省
は
、
輸
出
秩
序
の
確
!
げ
な
ら
び
に
和
子
川
に
お
け
る
市
場
混
乱
の
防

H
に
よ
る
輪
山
の
安
定
拡
大
を

U
指
す

観
点
か
ら
、
輸
出
白
、
玉
川
尻
制
の
必
要
牲
を
唱
え
て
い
た
c

し
か
し
、

一
九
六
つ
年
代
以
降
、
輸
出
白
主
胤
制
は
ア
メ
ワ
カ
の
輸
入
制
限
を
日

附
一
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
通
産
省
は
こ
の
こ
と
が
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
の
半
ば
強
制
に
よ
る
輸
出
白
木
規
制
の
増
加

に
つ
な
が
る
こ
と
を
危
倶
し
た
。
そ
し
て
、
「
こ
の
よ
う
な
強
制
さ
れ
た
白
、
正
胤
制
が
増
大
す
る
こ
と
は
、
実
質
的
な
対
円
輸
入
制
限
の
拡

日中日交正常化後の日本の，'1中怪汚外交は)

大
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
世
界
的
な
自
由
貿
易
の
潮
流
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
を
示
し
、
そ
の
撤
同
を
強
く
訴
え
る

必
要
が
あ
る
と
、
土
張
し
て
い
た
c

輪
山
川
白
、
土
規
制
に
対
す
る
通
産
台
僚
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、

日
本
繊
維
『
父
渉
の
初
期
に
お
い
て
も
強
調
さ
れ
た
υ

た
と
え
ば
、

ハ
九
年
四
月
号
の

『経
団
連
打
報
L

に
掲
載
さ
れ
た
「
成
存
輸
入
制
限
に
関
す
る
問
題
白

ι
と
泡
す
る
文
単
に
お
い
て
、
小
松
勇
T
1
郎
通
凶

同
国
際
経
済
部
長
は
、
す
で
に
行
わ
れ
て
い
る
綿
製
品
や
欽
鋼
の
対
米
輸
出
白
主
規
制
、
ま
た
繊
維
裂
ロ
盟
主
体
に
つ
い
て
輸
出
向
け
主
規
制
の

世
界
的
協
定
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
動
き
は
、
「
い
ず
れ
も

『強
制
さ
れ
た
白
ふ
下
規
制
ド
ま
た
は

と
よ
ば
れ
て
い
る
つ
白
山
貿
易
の
原
則
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
通
産
省
は
輸
山
川
口
王
規
制
に
反

ぷ
久
形
さ
れ
た
輸
入
制
限
』

対
す
る
繊
維
業
界
の
王
張
に
同
訓

L
、
白
山
貿
易
原
則
の
重
要
性
を
強
訓
し
た
の
で
あ
る
つ

け
米
貿
易
摩
俸
の
深
刻
化
に
従
い
、
通
一
佐
省
も
次
第
に
愉
山
川
口
土
規
制
の
必
要
性
を
一
認
め
さ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

し
か
し
、

九
七。

年
一
月
第
三
次
佐
牒
内
闘
が
発
足
し
、
大
干
H
芳
に
代
わ
っ
て
{
む
再
生
川
一
が
辿
崖
桐
に
就
任
し
た
じ
一
括
汗
通
産
相
は
輸
出
白
木
規
制
の
受
け 九

北法61(1'83)83 



μ見

入
れ
を
模
索
し
、
「
総
枠
規
制
・

年
期
間
」
の
輪
山
白
半
規
制
を
行
う
構
想
を
も
っ
て
同
年
六
月
に
訪
米
し
た
。
し
か
し
、

ス
タ
ン
ズ
米

北法61(1・84)84

三乙、
町

附
務
長
{Hー
と
の
交
渉
は
合
意
に
ム
ム
ら
ず
、
決
裂
し
た
。
そ
の
後
、
日
本
製
の
カ
ラ

l
・
テ
レ
ピ
の
ダ
ン
ピ
ン
グ
問
題
が
摘
発
さ
れ
、
相
川
d

秩
序

な
日
本
の
輸
出
を
批
判
す
る
恨
拠
と
し
て
ア
メ
リ
カ
同
内
で
人
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、
日
本
の
輸
出
へ
の
批
判
が
さ
ら
に
高
ま
っ
た
じ

そ
う
し
た
な
か
、
通
産
省
内
で
浮
卜
し
た
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
白
由
貿
易
論
と
は
異
な
る
輸
出
秩
序
論
、
「
オ
ー
ダ
リ

l
・
マ

l
ケ
y
テ
ィ

ン
グ
」
(
ミ
ヰ

E
V吋

DHMRrEHZ
)
へ
師
(
以
卜
「
秩
序
あ
る
輪
山
刊
」
)

で
あ
る
。

一
九
七
つ
年
八
月
一
九

H
、
宮
淳
通
産
桐
は
、

日
本
記
者
ク
ラ
ブ
、
土
催
の
伴
食
会
に
お
い
て

J

而
す
る
通
同
政
策
一
と
題
す
る
議
伺
を

ア
メ
リ
カ
の
保
護
貿
易
、
土
義
化
と
日
本
の
貿
易
自
山
化
の
限
界
と
い
う
二
つ
の
伯
勢
か
ら
「
凶
際
貿
易
は
今

後
こ
れ
ま
で
の
ガ
ッ
ト
に
よ
る
白
闘
賞
姑
の
原
則
か
ら
各
川
の
話
し
合
い
な
ど
で
秩
序
あ
る
輪
山
を
維
持
す
る
体
制
で
あ
る
オ
ー
ダ
リ
1
・

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
方
向
へ
す
す
む
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
河
町
し
て
い
る
と
発
言
し
た

υ

行
っ
た
c

こ
の
場
で
一
括
げ
は
、

絞
い
て
、
九
月
一
日
の
閣
議
後
の
記
苫
会
見
で
{
己
保
は
、
金
属
洋
食
器
の
刻
米
愉
同
に
つ
い
て
、
「
毎
年

4
0
%も
仲
び
る
の
は
、
だ
れ

が
考
え
て
も
問
題
を
起
こ
し
ゃ
す
い
r

業
界
も
そ
の
辺
の
事
情
が
も
う
そ
ろ
そ
ろ
わ
か
っ
て
い
い
は
ず
だ
」
と
述
べ
、
輪
山
秩
序
を
維
持
す

る
必
安
が
あ
る
考
え
を
示
し
た
コ
ま
た
、
九
月
一
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
大
慈
弥
嘉
久
事
務
次
白
は
「
輪
山
の
伸
び
率
が
こ
の

4
0
%

と
高
く
、
摩
僚
を
起
こ
し
そ
う
な
品

H
を
洗
い
、
そ
の
楽
界
ー
と
相
談
し
て
、
対
策
を
考
え
て
い
き
た
い
」
ー
と
述
べ
、
「
秩
序
あ
る
愉
山
」
政

策
の
導
入
を
が
峻
し
た
c

ま
た
、
原
因
明
通
商
局
長
は

「
貿
易
拡
大
に
新
し
い
論
理
」
を
題
す
る
『
止
章
を
一
九
七

O
年
九
月
一
九
日
号
の

エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
誌
に

百
稿
し
た
。
原
川
は
こ
の
中
で

「
国
際
化
時
代
に
お
い
て
、
円
本
の
経
済
と
貿
易
を
世
界
の
各
国
、
先
進
国
お
よ
び
発
展
途
上
国
と
の
あ
い

だ
に
調
整
し
、
訓
和
を
保
ち
な
が
ら
進
む
た
め
の
、
基
礎
観
念
ー
と
し
て
オ
ー
ダ
リ
1
0
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
(
マ
マ
、
マ

l
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
)

5
一

は
も
し
ろ
予
防
的
な
観
点
を
ま
じ
え
て
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
、
「
秩
序
あ
る
輸
出
」
論
を
民
刷
し
た
c



九
七
一
年
六
月
に
代
主
比
さ
れ
た
司

いv
h
p

ぐ
工
、
忍
汗
省
は
今
後
の
ヨ
商
政
策

的
な
ウ
場
J

ぷ

¥

叫

時

j

ん
七
一
年
週
間
f

力
打

亨
あ
る
輸
出
」

の、

r張
を
次
の
よ
う
に
書
き
入
れ
L
h
J
O

司汁リ
h

青
山
門
オ
の
冴
主
市
場
に
討
す
る
急
激
な
輸
出
の
同
市
ん
や
過
肢
の
柴
山
T

U

よ
打
、

相
手
国
の
園
内
産
業
に
正
大
な
被
害
を
」
h
J
X
、
不

ベ
主
で
あ
り
、
鈴
出
川
聞
に
お
い
て
も
、
こ
の

の
W
A
C
を

i.;: 。

ー
か
し
、
こ
の
よ
う
な
す
l
グ
ワ
!

?

l
ア
ソ
テ
J

ン
ゲ
は
世
界
経
済
お
に
ぴ
貿
易
の
現
状
を
丙

ru

三
劣
後
汗
老
人
の
非
ん
n
用
的
な
仮
設
を
ヨ
約
一
円
、

J

た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
り
な
い
〉
ま
た
、
人
為
的
、
機
械
的
に
輸
出
の
白
川
目
的
拡

k

を
抑
尚
一
ず
る
こ
シ
を
は
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
c

モ
}
ろ
、
こ
れ
は
白
直
貿
易
の
原
則
を
山
認
と
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
縫
け
し

山
際
一
卓
立
す
る
た
め
の
も
の
む
な
げ
れ
ば
な
ら
ず

甘
柄
本
的
、
は
世
出
汁
貿
易
の
火
定
的
抗
八
を

U
俸
と
し
七
も
の
で
な
け

日1-:-11'は常化後の日本の与山経済外交(~ ) 

れ
ば
な
ら
な
い
υ

各
国
の
経
済
は

の
特
性
を
も
コ
て
お
り
、
変
化
じ
対

b
tる
た
め
に
必
安
な
時
間
J
O
F
」
と
な
一
ノ
一
、
く
る
ー

J
L

た
h

J

っ
て
我
が
中
の
貿
易
最
界
と
〆
て
も
、
栢
千
百
三
一
政
令
長
業
的
状
況
、
引
八
百
変
化
の

述
昨
ん
か
ら
生
じ
る
応
態
F

の
皮
台
、

一
般
的
経
浴
情
勢
の
動
同
等
に
つ
い
て
も
さ
め
制
か
な
弔
問
市
を
高
吟
引
戸
し
、

自
主
的
判
断
の
も
l

ん
仁
述
引
な
テ
ン
一
)
ゼ
ハ
ー
と
秩
序
を
も
っ

て
J
R
E

ロ
切
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
つ
こ
ρ
ーに
H
O

り
た
馬
の
官
庁
綾
キ
例
法

L
、
作
子
同
に
お
け
る
虚
業
訴
前
日
が
j
滑
に
ノ
/
リ
わ
引
い

る
こ
矢
を
期
待
し
、
結
川
市
と
し
工
、
以
刀
と
も
一
可
際
分
業
の
刊
益
を
汁
J

受
1
¥
長
期
的
観
点
か
ら
山
界
貿
易
の
発
展
を
問
符
し
、
つ
る
体

j
v
ト
ロ
ム
二
の
他
の
同
係
絞
関
門
?
っ
ぴ
に
民
間
将
来
仰
が

適
切
な
判
断
行
T

「
し
う
る
外
杭
を
H
Z
Z
に
υ
加
点
す
る
ご
こ
が
必
要
で
あ
る
一

制
に
移
行
せ
し
め
る

k
う
努
々
す
べ
き
で
あ
る
、

ご
の
た
め
:
は
、

』立
11+ 

一
昨
安
的
情
州
市
ン
ス
了
三
T

併す一

L
、

へい万
J
R
句、主

一

f
1ー

て

ご
の
よ
う
仁
、

九
ヒ
ひ
年
秋

N
G咋

1

秩
向
J
L

均
る
輪
山
ド
識
が
展
開
さ
れ
た
へ
品
産
省
?
」
れ
ま
で
の
{
わ
い
出
貿
易
訟
を
原
郊
と
し
つ
つ
v
b
、

突
い
却
摩
漆
内
涯
の
た
め
に
輪
山
扶
序
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る

P

」
と
を
認
め
る
よ
う
に
な
ウ
た
の
で
あ
る

U

~Lì:j、 ('::1 {).t¥s:， 85 



μ見

「
秩
序
あ
る
輪
山
」

の
確
守
山
を
め
ぐ
っ
て

三乙、
町

「
秩
序
あ
る
輸
出
」

の
確
立
は
、

一
九
七
一
年
六
月
の
円
切
り
上
げ
回
避
の
対
外
経
憐
政
策
八
項
リ
の
第
七
項
リ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
川

切
り
卜
げ
回
避
の
一
公
式
の
政
策
と
な
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
具
体
化
に
着
手
す
る
前
に
、

一
九
七
一
年
八
月
の
ニ
ク
ノ
シ
・
ン
ヨ

y
ク
以
降
の

対
外
経
凶
関
係
の
激
生
に
よ
り
、
円
切
り
卜
げ
が
決
ー
足
し
た
コ
こ
れ
に
よ
り
「
秩
序
あ
る
輸
山
」
へ
の
通
産
省
の
関
心
も
は
一
は
消
滅
し
た
。

し
か
し
、

ん
ヒ
一
汗
に
入
る
と
円
切
り
L
L
げ
の
危
機
が
再
燃
し
、
通
産
省
は
「
秩
序
あ
る
愉
山
川
一
政
筑
の
具
体
化
を
迫
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

えこ

一
九
七
一
年
二
月
の
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
合
意
に
よ
り
円
が
大
幅
に
切
り
上
げ
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

白
木
の
輸
出
は
急
増
し
た
。

九
七
一
年
一
月
末
、
外
貨
準
備
尚
は
一
ハ

O
位
ド
ル
に
達
し
た
。
一
月
凶
円
、
欧
州
の
通
貨
不
安
内
燃
の
杉
山
智
を
受
け
て
、
東
京
外
国
為
替

市
場
で
ド
ル
が
急
落
し
、
刊
は
新
基
準
相
場
一
ド
ル

H
T
O
八
円
を
突
破
し
た
じ
一
一
月
に
ふ
呈
る
と
、
日
本
に
対
す
る
欧
米
の
反
ダ
ン
ピ
ン
グ

攻
勢
が
激
し
く
な
り
、
こ
の
こ
と
が
佐
藤
内
閲
を
慌
て
さ
せ
た
仁
一
月
一
一
一
日
の
悶
議
に
お
い
て
、
佐
藤
首
桐
は
「
秩
序
あ
る
輪
山
川
」
の
指

導
強
化
を
出
中
通
産
相
に
指
示
し
た
。

円
内
切
り
上
げ
回
避
の
た
め
に
、
通
産
省
が
附
え
た
、
γ

工
安
な
政
策
的
中
張
は
「
秩
序
あ
る
輪
山
」
の
碓
?
V
一
で
は
な
く
、
外
貨
活
州
と
内
需

拡
大
で
あ
っ
た
c

、
川
苫
は
、
貯
ま
っ
た
外
貨
を
活
用
し
外
貨
準
備
を
減
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
円
切
り
卜
げ
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
考
え
で

あ
る
つ
臼
ハ
体
的
に
は
、
外
貨
を
民
間
に
貸
し
山
川
す
「
外
貨
貸
し
制
度
」

の
創
設
な
ど
で
あ
っ
た
。
後
苫
は
、
内
需
拡
大
に
よ
っ
て
輸
入
の
泊

加
と
輪
山
圧
力
の
怪
減
を
閃
り
、
円
切
り
上
げ
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
考
え
で
あ
る

な
円庁
気
刺
激
策
を
と
る
こ
と
で
あ
っ
一
た
。
通
一
産
省
は
円
再
切
り
上
げ
同
避
の
た
め
に
、
「
秩
序
あ
る
輸
出
」

具
体
的
に
は
、
大
型
補
正
予
骨
を
編
成

L
、
追
加
的

の
碓
立
に
本
格
的
来
り
山
川
す
こ

と
に
は
消
祢
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
c

あ
く
ま
で
も
貿
易
の
拡
大
均
衡
を
阿
る
辿
崖
有
は
、
限
切
ム
門
に
よ
っ
て
は
「
秩
序
あ
る
輸
出
」

の
必
要
が
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あ
る
と
認
め
な
が
ら
も
、
業
界
に
対
す
る
指
導
を
積
極
的
に
行
お
う
は
し
な
か
っ
た

。一

任
せ
る
べ
き
と
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

通
産
省
の
片
品
本
的
な
立
場
は
、
楽
界
の
自
主
調
整
に

こ
れ
に
対
し
、
円
再
切
り
上
げ
川
避
の
た
め
に
「
秩
序
あ
る
輸
出
」

「
外
貨
貸
し
制
度
」

の
確
立
を
強
く
主
張
し
た
の
が
大
蔵
宵
で
あ
っ
た
c

田
中
通
崖
桐
の

の
提
案
に
対
し
、
大
蔵
省
は
イ
ン
フ
レ
の
要
閃
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
と
し
て
反
対
し
た
υ

川
山
刊
切
り
卜
げ
川
避
の
た

め
に
は
外
貨
を
こ
れ
以
卜
地
や
さ
な
い
よ
う
、
輸
山
刊
を
同
核
抑
制
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
大
時
省
の
与
え
で
あ
っ
た

J

大
両
省
は

輸
出
規
制
の
特
別
寸
法
の
作
成
を
進
的
、

一
九
七
一
年
川
月
に
は
「
輸
出
規
制
法
案

(
仮
称
)
を
と
り
ま
と
め
た
。
こ
の
法
案
の
要
点
は

(
∞
一
特
定
の
輸
出
品
が
特
定
の
山
場
、
同
に
集
中
し
て
相
手
先
の
同
内
山
場
を
混
瓜
さ
せ
る
恐
れ
の
あ
る
限
切
台
、
通
産
大
臣
は
業
界
に
輪
山
カ

日中日交正常化後の日本の，'1中怪汚外交は)

ル
テ
ル
の
結
成
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
②
そ
れ
で
も
効
果
が
な
い
場
合
は
、
輸
山
カ
ル
テ
ル
に
参
加
し
な
い
で
輪
山
を
相
変
わ
ら
ず

カ
ル
テ
ル
が
甘
い
業
界
の
輸
山

U
聞
に
課
徴
金
を
か
け
て
輸
山
を
制
限
で
き
る
、
の
一
点
で
あ
っ
た
υ

同
日
加
さ
せ
て
い
る
企
業
や
、

こ
う
し
た
大
蔵
省
の
匝
々
の
も
と
、
通
産
省
は
輸
出
秩
序
の
縦
持
に
対
し
て
よ
り
積
極
的
に
乗
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
c

九
七
一
一
年
三
月
の
佐
藤
首
相
の
指
示
の
後
、
通
産
省
は
白
動
山
芝
寸
輪
山
業
界
へ
の
打
政
指
樗
の
強
化
を
進
め
た
。
ま
た
、
輸
出
課
償
金
の
徴

収
に
は
あ
く
ま
で
反
対
し
た
が
、
通
産
大
臣
の
勧
告
に
よ
る
カ
ル
テ
ル
の
結
成
お
よ
び
内
容
の
変
更
が
で
き
る
よ
う
、
輪
山
入
取
引
法
を
改

す
る

に と
盛は
り受
込け
ま入
れ(れ
た lZた

愉
l中1

入
ヰ1
91 
法
σ〉
改
正
は

一
九
ヒ
二
年
五
月
に
悶
議
に
決
定
さ
れ
た
対
外
経
済
緊
急
対
策
(
い
わ
ゆ
る
新
・

川
対
策
)

輸
山
川
課
徴
金
の
導
入
は
対
外
経
済
緊
急
対
策
で
は
、
見
送
ら
れ
た
が
、

一
九
七
二
年
九
月
の
川
中
角
栄
首
桐
の
発
一
百
に
よ
り
、
実
況
の
可
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は

九
仁
一
年
八
月
一
一
一
日
か
ら
九
月
一
円
に
か
け
て
ハ
ワ
イ
で
行
わ
れ
た
円
米
首
脳
会
談
に
お
い
て
、
田
巾
片
相

一
3
一

「
合
理
的
な
期
間
に
小
均
衡
を
よ
り
妥
当
な
規
模
に
た
け
す
る
」
こ
と
を
公
式
に
約
束
し
た
。
記
川
凶
後
、
九
月
ヒ

H
の
経
団
連
と
の
印
刷

能
性
が
再
び
高
ま
っ
た
っ

田
中
は
三
一
、

一
今
咋
間
以
内
に
対
米
不
均
衡
を
是
正
す
る
と
の
ハ
ワ
イ
会
談
で
の
約
束
を
実
行
す
る
た
め
、
貿
易
の
大
脳

食
会
に
お
い
て
、



μ見

黒
字
の
縮
小
が
絶
対
百
十
卜
命
令
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
輸
向
を
強
制
的
に
抑
え
る
子
段
を
探
り
込
ん
だ
対
外
経
済
調
整
法
を
制
疋
す
る

三乙、
町

必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
、
「
例
え
ば
愉
山
北
徴
金
の
よ
う
な
方
法
も
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
、
輸
出
課
徴
八
市
の
導
入
を
が
唆
し
た
。
こ
の
党

一
門
を
受
け
て
、
大
蔵
省
は
輪
山
課
徴
金
制
度
創
設
の
検
討
を
再
刷
し
、
こ
れ
を
新
し
い
円
対
策
に
盛
り
込
も
う
と
し
た
じ

輸
山
川
課
徴
金
の
導
入
を
大
蔵
省
に
献
策
し
た
、
大
成
省
顧
問
の
制
凡
半
は
、
輸
出
課
徴
金
の
創
設
を
、
土
張
し
た
理
山
を
後
に
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
c

「
私
白
身
は
、

四
十
七
年
末
ご
ろ
は
真
剣
に
輸
出
税
の
採
用
を
考
え
、

そ
の
旨
献
涼
し
て
い
た
。
円
は
本
質
的
に
さ
ほ
ど
強
い
通
貨
と

考
え
ら
れ
な
い
し
、
石
油
・
食
糧
問
題
な
ど
同
際
貿
易
の
将
米
が
予
断
で
き
ぬ
か
ら
、

ア
メ
リ
カ
の
課
徴
金
を
い
わ
ば

H
本
側
で
桝
し

て
お
け
ば
、
貿
易
収
支
の
状
川
し
だ
い
で
、

ア
メ
リ
カ
に
頼
ま
ず
と
も
勝
手
に
調
整
で
き
て
都
合
が
よ
い
と
考
え
て
い
た
。

ア
メ
リ
カ

の
議
会
筋
の
人
た
ち
の
来
日
の
つ
ど
の
接
触
を
通
じ
て
、

ア
メ
リ
カ
の
掛
徴
金
制
反
剤
設
の
志
図
の
強
い
こ
と
を
感
じ
た
か
ら
、
相
手

側
に
川
師
税
・
非
課
税
の
権
限
と
税
金
が
帰
属
す
る
説
後
金
賦
認
を
無
効
に
し
て
、
課
税
の
権
限
と
裁
H

旦
に
ム
門
わ
せ
て
、
税
金
収
入
が
け

判
に
確
保
で
き
る
輸
出
税
の
ほ
う
が
は
る
か
に
賢
明
と
思
っ
た
c

日
口
本
の
産
業
に
課
し
た
輸
出
税
な
ら
ば
、
日
本
で
企
業
転
換
の
調
整

援
助
資
金
と
し
て
使
わ
れ
る
の
で
、
引
市
政
令
と
し
て
没
収
さ
れ
る
の
と
で
は
宣
言
泥
の
芸
で
あ
る
つ
」

し
か
し
、
通
斉
省
は
次
の
よ
う
な
瑚
由
を
挙
げ
て
輪
山
課
徴
金
の
倣
収
に
反
対
し
た
。
第
に
、
徴
収
が
技
術
的
に
不

4
能
に
近
く
現
実

問
題
と
し
て
論
外
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
円
再
切
り
上
げ
へ
の
過
波
的
折
置
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
輸

出
科
徴
金
さ
え
山
せ
ば
輸
出
を
増
干
し
で
も
よ
い
と
い
う
ム
ド
が
産
業
界
に
広
が
り
、
企
業
聞
の
過
当
競
争
を
誘
う
こ
と
に
な
る
恐
れ
が

あ
る
こ
と
、
そ
し
て
輸
向
し
て
か
ら
法
人
税
を
納
め
る
ま
で
に
か
な
り
時
間
が
か
か
る
の
で
、
輸
出
を
胤
制
す
る
直
援
の
効
果
が
鈍
い
こ
と

6
J
 

な
ど
で
あ
る
。
田
中
発
一
口
の
同
円
、
両
角
良
川
三
週
一
珪
事
務
次
官
は
貿
易
収
支
の
均
衡
同
復
を
リ
的
と
し
た
対
外
経
凶
調
轄
政
策
ー
と
し
て
、

7
一

r
i
 

政
肘
の
権
限
で
特
定
の
商
品
の
輪
山
を
制
限
で
き
る
よ
う
輪
山
貿
易
管
理
令
を
機
動
的
に
運
用
で
き
る
よ
う
改
H
し
た
い
旨
を
表
明
し
た
c
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輪
山
課
徴
金
の
導
入
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
通
産
省
は
貿
易
管
刑
判
令
の
禿
勤
を
示
唆
し
た
の
で
あ
る
つ

一
ん
、
産
業
界
も
大
蔵
省
の
輸
入
点
徴
金
の
導
入
に
は
反
対
だ
っ
た
。
ー
と
り
わ
け
稲
山
高
瓦
は
、
愉
山
川
課
徴
金
を
点
せ
ら
れ
る
恐
れ
の
あ

る
鉄
鋼
業
界
を
代
表
し
て
お
り
、
こ
れ
に
強
く
反
対
し
た
c

稲
山
は
日
米
貿
易
不
均
衡
問
題
は
輪
山
日
王
規
制
で
対
処
す
べ
き
だ
と
、
一
干
張

し
円
切
り
卜
げ
を
含
め
た
金
融
手
段
に
よ
っ
て
貿
易
不
均
衡
を
謝
轄
す
る
こ
と
に
は
反
対
の
姿
勢
を
と
っ
た
。

稲
山
は
こ
の
時
期
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
要
す
る
に
円
切
り
上
げ
な
け
れ
ば
、

ア
メ
ワ
カ
へ
の
円
本
の
愉
山
川
が
減
ら
な
い
だ
ろ
、
っ
と
い
う
わ
け
で
す
よ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
た

だ
思
い
つ
き
の
議
論
で
、
じ
ゃ
ど
の
程
度
切
り
上
げ
た
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

日
本
の
品
物
が
入
っ
て
こ
な
い
程
度
の
T
ー
に
し
ろ

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

つ
ま
り
円
切
り
L
L
げ
論
は
、

H
本
品
が
入
っ
て
く
る
と
お
れ
が
岡
る
、
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
内
発
し
た

日中日交正常化後の日本の，'1中怪汚外交は)

も
の
で
す
が
、
私
は
解
決
策
に
は
な
ら
ん
と
思
う
。
私
は
白
玉
胤
制
し
か
な
い
と
忠
、
っ
υ

つ
ま
り
、
現
代
は
力
、
ネ
の
世
界
じ
ゃ
な
く
て
、

結
局
は
物
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
c

園
内
の
経
済
で
も
、
金
融
と
か
財
政
と
か
ヵ
、
不
の
政
策
で
抹
作
で
き
る
の
は
、

マ
ク
ロ
の
問
題
だ
け
で
あ
っ
て

い
ま
の
社
会
で
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
か
な
か
解
決
凶
維
な
復
雑
問
題
が
増
加
し
て
い
る
の
で
す
c

わ

れ
わ
れ
人
聞
が
止
活
で
ほ
し
い
の
は
、
物
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
み
ん
な
忘
れ
も
や
い
け
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
円
本
の
対
米
輸
山
が

ど
ん
ど
ん
仲
ぴ
て
同
際
収
1
4
が
ど
う
し
た
、
こ
う
し
た
と
い
っ
て
も
、

ア
メ
リ
カ
国
内
に
物
が
入
っ
て
い
く
か
ら
岡
る
ん
で
す
。
だ
か

ら
、
そ
の
物
を
直
按
に
押
さ
え
な
け
れ
ば
、
解
決
さ
れ
な
い
じ
物
々
v

父
換
の
よ
う
な
や
り
方
で
、
同
際
収
支
上
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ

へ
刊
〕

そ
ん
な
に
う
ま
い
ぐ
あ
い
に
は
で
き
な
い
ん
で
す
に

と
で
す
ね
。
そ
れ
を
カ
ネ
で
解
決
で
き
る
か
と
い
う
と
、

一
九
七
二
年

一
月
一
回
目
、
経
団
述
で
聞
か
れ
た
時
談
会
に
出
席
し
た
稲
山
は
、
円
切
り
上
げ
間
忠
は
、
土
に
対
米
問
題
、
だ
と
い
う
認
ぷ

を
示
し
た
う
え
で
、
こ
れ
を
同
避
す
る
に
は
「
貿
易
笛
県
令
を
発
助
し
て
も
い
い
か
ら
、
ー
と
に
か
く
愉
山
刊
に
つ
い
て
は
ア
メ
リ
カ
の
阜
気
が

一
回
~

み
ん
な
が
白
粛
し
て
や
っ
て
い
く
こ
と
が
川
の
切
上
げ
を
凶
泣
す
る
唯
一
の
刈
法
」
だ
と
、
主
張
し
た
ι

ま
た
、
川
対

回
復
す
る
ま
で
は
、
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策
の
た
め
の
内
需
拡
大
に
つ
い
て
稲
山
は
、
「
輪
山
刊
の
う
ち
、
ふ
T
な
も
の
は
工
業
生
産
品
で
す
か
ら
、
設
備
が
で
き
る
と
多
々
ま
す
ま
す
弁

ず
る
と
い
う
こ
と
で
薄
利
多
売
を
す
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
こ
で
同
内
の
需
要
が
ふ
え
れ
ば
輸
出
は
減
る
か
と
い
う
と
、
輪
山
は
ふ
え
た
ほ
う

三乙、
町

が
い
い
の
だ
し
、
多
々
ま
す
ま
す
弁
ず
る
と
い
う
こ
と
で
輪
山
が
ふ
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
そ
う
い
う
こ
と
で
は
解
決
で
き
な
い
c

ヤ
土
り

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
必
要
と
す
る
と
き
に
は
コ
、
〆
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
考
え
方
に
立
た
な
い
と
、
対
米
問
題
は
決
治
が
つ
か
な
い
」
と
、
訂

正
的
な
玄
見
を
述
べ
て
い
る
つ

業
界
の
白
↓
下
調
整
で
輸
出
白
干
規
制
を
行
う
こ
と
を
か
ね
て
か
ら
、
土
張
し
て
い
た
稲
山
は
、
政
府
に
よ
る
貿
易
統
制
を
必
ず
し
も
歓
迎
し

て
は
い
な
か
っ
た
の
し
か
し
、
輪
山
川
間
徴
金
導
入
と
い
う
手
段
を
と
ら
ず
に
、
川
切
り
上
げ
を
同
泣
す
る
に
は
、
貿
易
笹
川
明
令
の
発
助
な
ど

通
産
省
に
よ
る
輸
州
統
制
の
強
化
を
受
け
入
れ
る
の
も
や
む
を
え
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
υ

結
局
、
出
山
、
内
相
は
一

O
月
六
円
「
い
ま
結
論
を
出
す
の
は
]
平
す
ぎ
る
」
と
い
う
草
見
を
述
べ
、
輸
向
課
徴
金
制
度
新
設
の
結
論
は
先
送

一
仰
い
」

り
さ
れ
た
c

一
f
h
、
愉
山
川
貿
易
管
瓜
令
の
機
動
的
な
運
用
は
一
九
七
二
年
一

O
月
に
閤
=
議
決
定
さ
れ
た
「
対
外
経
済
政
策
の
抗
逆
に
つ
い
て

の
重
要
項
円
と
し
て
盛
り
込
ま
れ
た
c

通
産
省
は
つ
い
に
輸
出
貿
易
管
瑚
令
の
党
動
に
踏
み
出
し
、
輪
山
調

(
い
わ
ゆ
る
第
一
今
次
円
対
策
)

撃
に
本
格
的
に
収
り
組
む
こ
と
に
な
コ
た
の
で
あ
る
υ

こ
の
よ
う
に
、
通
産
省
は
「
秩
序
あ
る
愉
内
」

の
必
要
性
を
認
め
、
輸
出
制
轄
に
取
り
組
み
始
め
た
。
通
斉
省
が
そ
の
た
め
の
主
要
な
政

策
イ
下
段
と
し
た
の
が
、
業
界
の
目
、
土
調
整
、
行
政
指
導
の
強
化
、
貿
易
管
理
令
の
発
動
で
あ
っ
た
c

こ
れ
ら
の
政
策
千
段
は
、
実
行
に
際
し
、

業
界
と
財
界
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
通
産
省
が
、
そ
の
た
め
の
キ

l
パ
l
ソ
ン
と
し
て
重
出
向
し
た
の
が
、
川
再
切
り
卜
げ
同
避
の
た
め
、

輸
山
秩
序
の
強
化
を
推
進
す
る
と
い
う
緊
急
の
課
忠
を
共
有
し
て
い
た
稲
山
嘉
一
位
で
あ
っ
た
υ

稲
山
が
日
巾
経
済
協
会
の
会
長
と
し
て
迎
え

ら
れ
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
通
区
省
の
政
策
志
向
の
変
化
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
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第
一
節

門
中
経
済
協
会
の
設
立

前
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、

ハ
ワ
イ
で
の
日
米
両
脱
会
談
が
終
わ
っ
た
一
九
七
一
午
九
月
以
降
、
通
産
省
は
「
秩
序
あ
る
輸
出
」

の
確
立
を

迫
ら
れ
た
っ
そ
の
際
、
通
産
省
は
も
う
ひ
と
つ
の
重
大
な
課
題
に
直
而
し
て
い
た
。

H
巾
同
父
正
常
化
に
伴
、
つ
対
中
貿
易
の
山
刊
聞
で
あ
る
。

対
中
貿
易
の
再
開
に
対
b
し
て
通
産
省
は
新
し
い
対
巾
貿
易
組
織
の
設
問
計
四
に
着
手
し
た
っ
通
産
省
は
一
九
七
二
年
度
の
子
株
編
成
に

お
い
て
、

H
中
経
治
関
係
の
あ
り
方
や
当
山
の
貿
い
初
経
治
政
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
に
、
政
府
と
民
間
経
済
界
が
共
通
認
識
を
形
成

す
る
た
め
の
場
と
し
て
、
中
国
経
消
闘
係
を
併
究
嗣
査
す
る
た
め
の
新
し
い
組
織
の
設
聞
を
要
求
し
た
「

億
九

0
0
0
万
川
の
設
止
費
を

日中日交正常化後の日本の，'1中怪汚外交は)

見
込
ん
だ
中
凶
経
済
セ
ン
タ
ー
の
設
置
計
阿
で
あ
る
υ

大
政
省
と
の
予
狩
折
衝
を
経
て
、
二
千
力
川
の
予
算
で
川
セ
ン
タ
ー
の
設
置
準
備
が

戸
お
)

決
定
し
た
。
こ
れ
が
最
終
的
に
稲
山
嘉
一
廷
を
会
長
と
す
る
官
民
協
調
の

H
巾
経
済
協
会
の
設
山
に
結
実
す
る
υ

以
十
こ
の
経
緯
を
説
明
す
る
。

「
日
中
経
済
セ
ン
タ
ー
」
構
想
を
め
ぐ
る
経
済
界
の
対
I

止

一
九
七
二
年
七
月
七
日
第
一
次
川
中
角
栄
内
閣
が
発
必
し
、

日
巾
国
交
正
常
化
の
動
き
は
気
に
加
速
し
た
。
同
汗
七
月

O
H、
巾
け

k
A
灯
協
会
の
副
秘
書
長
で
あ
ワ
た
孫
干
化
が
中
国
卜
海
舞
劇
団
団
長
と
し
て
訪
日
し
た
c

七
月
一
二
一
円
、
孫
と
大
平
正
方
外
相
の
会
議
が
行

わ
れ
、
田
中
首
桐
の
訪
中
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
交
渉
が
始
ま
っ
た
。
七
月
二
ハ
目
、
通
産
省
は
凶
『
父
回
復
以
後
の
日
巾
貿
易
は
政
府
聞
の

貿
易
協
定
を
中
心
と

L
、
党
書
貿
易
を
終
了
さ
せ
る
ん
針
を
明
ら
か
に
し
た
。

給
さ
れ
た
ー
と
し
て
も
そ
れ
へ
の
移
行
小
備
が
必
要
と
判
断
し
て

出
巾
ノ
内
相
訪
中
直
後
に
政
府
間
の
通
商
協
ー
ど
が
締

一
九
七
二
年
度
は
覚
書
貿
易
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
を
併
せ
て
決
定
し
た
「

方
で
、

九
月
九
日
、
自
民
党
衆
議
院
一
誌
貝
の
山
弁
再
実
、

出
川
誠
一
ら
が
田
中
訪
中
の
事
前
交
渉
の
た
め
に
訪
中
し
、
中
国
側
と
会
談
し
た
〔
会
談

北法61(1'91)91



μ見

の
な
か
で
白
木
側
が
「
同
交
何
似
後
も

一
年
く
ら
い
は
党
再
貿
易
を
残
務
整
理
と
し
て
続
け
て
行
う
必
要
が
あ
る
と
思
う
」
と
述
べ
た
の

に
対
し
て
、
中
国
側
も
賛
成
の
意
を
表
明
し
、
覚
書
貿
易
の
一
汗
延
長
が
決
定
し
た
。
胤
恩
米
総
理
の

「
覚
書
貿
易
事
務
所
の
職
員
が
失
職

北法61(1・92)92 

三乙、
町

す
る
の
で
は
な
い
か
一
と
の
間
い
に
対
し
、

I
円
井
は
政
府
同
貿
易
に
な
っ
て
か
ら
も
、
民
間
貿
易
の
調
整
の
た
め
、
何
ら
か
の
調
整
機
関
が

「

M
m
J

必
要
で
あ
る
と
界
え
た
。

川
中
内
閣
の
通
産
相
に
就
任
し
た
山
首
恨
版
弘
は
、
こ
の
会
談
の
二
日
後
、
政
府
間
協
定
の
も
と
に
覚
書
貿
易
と
友
好
貿
易
等
民
間
貿
易

ル
ー
ト
を
統
台
す
る
方
針
を
打
ち
出
し
た
c

そ
の
一
環
と
し
て
中
曽
恨
が
提
起
し
た
の
が
、

JH民
ム
円
同
に
よ
る
「
円
中
経
済
セ
ン
タ
ー
一

「
出
~

設
立
構
想
で
あ
る
の
九
月
一
川
口
、
中
曽
机
通
産
相
は
大
阪
市
で
刷
か
れ
た
中
問
問
題
懇
話
会
(
南
長
H

佐
伯
勇
大
阪
商
士
会
議
所
会
頭
) (/) 

と
の
檎
組
を
岐
露
し
た
。
中
国
問
題
懇
話
会
は
九
七
作
九
月
(
ア
ー

に
関
丙
財
界
訪
中
代
表
回
が
訪
巾
し
た
際
、
帰
川
後
、
参
加
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
結
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
巾
白
根
は
、
同
セ

〆
タ
ー
を
人
ポ
交
流
、
制
丘
、
枯
報
サ
ー
ビ
ス
の
三
つ
の
機
能
を
兼
ね
備
え
た
町
民
合
同
に
よ
る
組
織
と
し
て
設
立
し
、
政
府
所
安
資
金
は

白
転
車
振
興
協
会
の
財
源
か
ら
二
億
円
を
光
て
る
こ
と
を
小
峻
し
た
c

に
山
席
し
、
「
門
中
経
済
セ
ン
タ
ー
」
(
仮
称
)
を
設
ー
リ
す
る
、

一
八
日
)

巾
同
校
が
「
日
中
経
済
ゼ
ン
タ

1
L
の
設
す

u

構
想
を
明
ら
か
に
し
て
以
降
、
同
構
想
の
受
け
入
れ
を
め
ぐ
っ
て
、
財
界
内
部
で
対
止
が
繰

り
広
げ
ら
れ
た
。
対
巾
経
済
交
渉
を
進
め
る
た
め
の
綿
織
を

R
K協
調
で
設
立
す
る
か
、
民
間
、
半
導
で
設
?
V
一
す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
、
財
界
の

は
山
放
任
派
と
白
ふ
下
調
整
派
の
対
立
が
山
口
度
表
而
化
し
た
の
で
あ
る
c

(mg 

本
川
田
、
岩
杭
、
稲
山
ら
白
下
謝
整
派
は
官
民
協
調
の
セ
ン
タ
設
リ
構
想
を
支
持
し
た
。
こ
の
時
期
、
通
産
省
と
中
国
・
ア
ジ
ア
貿

易
構
造
問
川
光
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
は
す
で
に
進
め
ら
れ
て
い
た
っ

九
仁
一
年
八
月
、
稲
山
を
団
長
と
す
る
日
本
経
済
人
訪
中
回
が
巾
因
を

訪
問
し
た
。
こ
の
訪
巾
団
は
巾
川
・
ア
ジ
ア
貿
易
構
造
研
究
セ
ン
タ
ー
の
メ
ン
バ
ー
を
巾
心
と
し
て
い
た
。
訪
中
前
日
の
八
月
二
円
、
中

一羽一

向
円
相
帆
通
夜
伺
は
稲
山
に
会
い
、
溺
海
湾
で
の
日
中
共
同
石
油
開
発
に
つ
い
て
中
国
側
へ
の
打
診
を
依
頼
し
た
。
ま
た
、
日
本
経
消
人
訪
中



刊
が
帰
国
し
た
後
の
九
月
川
目
、
小
松
勇
T
1
1郎
通
出
政
恥
川
町
長
が
中
国
ア
、
ン
ア
貿
易
構
造
研
究
セ
ン
タ
ー
の
単
任
理
ポ
田
巾
惰
二
郎
を
呼

ぴ
山
し
、
「

H
巾
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー
(
仮
称
)
」
設
?
札
へ
の
協
力
を
要
請
し
た
。
こ
の
要
請
を
受
け
て
、
研
究
セ
ン
タ
ー
の
中
心
メ
ン
バ
ー

は
、
同
セ
ン
タ
ー
を
通
産
省
の
百
、
っ
新
し
い
組
織
へ
発
民
的
に
解
消
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
じ

一
方
、
政
府
か
ら
の
自
立
を
↓
丁
張
す
る
傾
川
が
強
い
関
山
財
界
、

日
口
木
陥
T
L
会
一
議
所
、
経
川
連
は
、
「

H
巾
経
済
セ
ン
タ
ー
」
設
立
構
想

に
反
対
し
、
民
間
の
ロ
ポ
院
を
強
制
し
た
。
「

H
巾
統
治
セ
ン
タ
ー
設
立
」
構
想
が
発
表
き
れ
る
以
前
か
ら
、
関
丙
財
界
、
日
本
商
会
議
所
、

経
団
連
は
、
凶
交

H
消
化
後
は
氏
問
独
白
の
対
巾
貿
易
組
織
で
あ
る
日
中
経
済
台
同
委
員
会
を
設
?
げ
す
る
社
両
を
進
め
て
お
り
、
水
野
重
雄

(
日
本
商
正
会
議
所
会
頭
新
日
鉄
会
長
)

を
円
本
側
の
リ
ー
ダ
ー
に
掘
、
λ
る
こ
と
で
致
し
て
い
た
c

日中日交正常化後の日本の，'1中怪汚外交は)

一
月
、
永
野
は
東
尽
経
済
人
訪
中
川
の
一
員
と
し
て
訪
巾
し
、
こ
の
場
で
巾
回
実
業
人
と
白
木
財
界
に
よ
る
「
同
巾
経
済

合
同
委
員
会
」
を
設
け
る
こ
と
を
巾
川
側
に
提
系
し
た
。
こ
の
提
系
に
先
立
ち
、
同
午
九
月
一
五
日
、
佐
伯
同
(
大
阪
凶
工
会
議
所
会
頭
・

一
九
七
一
年

中
国
問
題
懇
話
会
座
長
)

日
円
立
造
船
社
長
)

を
凶
長
と
す
る
関
丙
財
界
訪
中
代
表
団
が
派
遣
さ
れ
、
こ
れ
に
参
加
し
た
永
田
敬
生

に
よ
り
「
合
同
委
員
会
」
設
聞
の
打
診
は
す
で
に
{
れ
わ
れ
て
い
た
中
日
国
官
、
促
代
表
で
あ
り
、
中
日
覚
書
貿
易
事
務
所

戸
関
西
経
営
者
協
会
会
長

代
表
の
白
伺
凶
(
中
国
対
外
貿
易
部
長
)

と
の
会
談
に
お
い
て
、
氷
川
は
「
佐
藤
政
府
に
圧
力
を
か
け
る
場
合
や
、

日
巾
交
易
の
大
き
な
運

動
を
起
こ
す
た
め
に
は
強
力
な
グ
ル
ー
プ
の
結
成
が
必
要
と
な
る
。

日
ム
川
条
約
彼
棄
を
政
府
に
迫
る
に
も
民
間
の
側
々
の
力
で
は
働
き
か
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
c

そ
の
母
体
と
な
る
も
の
と
し
て
、
関
山
が
中
心
と
な
っ
て
東
京
と
力
を
合
わ
せ
て
準
備
を
進
め
て
い
き
た
い
じ
そ
し

r

辺一

て
国
交
正
常
化
と
同
時
に
H
式
の
合
同
委
員
会
に
も
っ
て
い
き
た
い
」
と
述
、
へ
た
の
で
あ
る
つ
帰
国
後
、
関
丙
財
界
訪
巾
団
凶
長
の
杭
伯
は
、

北法61(1'93)93

永
野
と
連
絡
を
収
り
東
尽
財
界
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
同
格
惣
に
協
力
す
る
よ
う
話
を
持
ち
か
け
た
-
し
か
し
、
東
京
財
界
に
は
耽
述
の
よ
う

ね一

日
商
ベ

l
ス
で

H
巾
経
済
合
同
委
員
会
設
す
を
枠
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

な
対
す
が
存
在
し
た
た
め
、

一
九
七
二
年
七
月
一
九
日
円
、
来
日
中
の
中
川
口
友
好
協
会
副
秘
書
長
係
平
化
と
の
会
談
に
お
い
て
、
佐
伯
の
依
頼
を
受
け
た
永
岡
は
中
国
側



噣



民
間
貿
易
統
合
の
構
想
に
は
反
対
で
あ
り
、
、
氷
川
は
「
窓
川
一
本
化
は
白
雨
正
義
経
済
を
踏
み
に
じ
る
よ
う
な
も
の
。
巾
国
も
望
ん
で
い
ま

い
」
ー
と
述
、
べ
た
「

さ
ら
に
友
好
貿
易
の
中
心
的
な
組
縦
で
あ
っ
た
同
貯
貿
易
促
進
協
会
か
ら
も
反
対
の
芦
が
挙
が
っ
た
c

国
貿
似
の
あ
る
白
川
脳
は
「
貿
易
を

伸
ば
す
の
は
民
聞
の
役
割
。
政
府
は
民
間
企
業
が
十
一
分
に
力
を
発
拐
で
き
る
よ
う
な
支
健
体
制
づ
く
り
に
専
念
す
れ
ば
よ
い
」
と
述
べ
、
口

氏
合
同
の
「
日
中
経
凶
セ
ン
タ
ー
」
設
立
精
想
に
反
対
し
た
。
巾
国
・
ア
ジ
ア
貿
易
構
造
研
究
セ
ン
タ
ー
設
山
の
時
点
か
ら
、
国
貿
促
内

出
に
は
既
に
意
見
対
7
4
が
存
在
し
た
。
中
国
ア
ジ
ア
貿
易
構
法
一
研
究
セ
ン
タ
ー
設
立
州
問
、
同
際
一
四
F
、
易
促
進
協
会
は
そ
の
機
関
紙
の

『国
際
貿

易
'
(
一
九
七

年
七
月
二
じ
日
ロ
勺
)
に
「
研
究
セ
〆
タ

l
は
国
際
貿
易
促
進
協
会
と
は
証
関
係
だ
」
を
題
す
る
文
章
を
掲
載
し
、
同
セ
ン
タ
ー

日中日交正常化後の日本の，'1中怪汚外交は)

設
立
に
対
す
る
回
貿
促
の
関
与
を
明
確
に
ア
内
定
し
た
υ

国
貿
促
は
、
同
セ
ン
タ
ー
は

し
、
あ
た
か
も
巾
川
が
そ
れ
を
「
認
知
」
し
た
か
の
こ
と
き
休
を
示
し
つ
つ
、
円
巾
関
係
を
打
開
す
る
抗
原
則
と
四
条
件
を
薄
め
、
円
本
経

済
の
進
路
を
既
日
朴
の
夢
の
内
現
に
ひ
き
ず
っ
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
だ
と
非
雑
し
た
c

こ
の
非
難
の
背
後
に
は
、
阿
川
H
促
内
部
の
深
刻
な

政
治
闘
争
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
そ
し
て
、
同
セ
ン
タ
ー
設
I

止
に
携
わ
っ
た
出
中
は
、
国
向
H
促
の
要
職
を
辞
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
υ

「
刷
川
条
利
川
」
支
持
企
業
と
そ
う
で
な
い
企
業
を
混
川

日
巾
経
済
協
会
の
設
?
げ

財
界
内
部
の
玄
見
対
立
が
表
山
化
す
る
な
か
、
通
産
省
は
川
角
良
彦
事
務
次
代
と
小
松
男

4
郎
官
房
長
が
巾
心
に
な
っ
て
、
永
野
へ
の
説

得
と
稲
山
の
「
日
中
経
済
セ
ン
タ
ー
」
会
長
就
任
半
作
を
進
め
た
υ

当
時
財
界
内
に
は
、
ぷ
野
を
「

H
巾
経
泊
セ
ン
タ
ー
」
会
長
に
推
薦
し
た

グ
ル
ー
プ
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
通
区
省
は
永
野
の
性
格
は
激
し
く
、
官
僚
の
一
百
う
こ
と
を
そ
の
ま
ま
聞
き
入
れ
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
た
。

そ
し
て
、
氷
野
で
は
な
く
、
稲
山
を
会
長
に
据
え
よ
う
と
考
え
、
本
川
川
や
河
合
に
調
整
を
依
頼
し
た
c

水
野
へ
の
配
慮
か
ら
稲
山
向
身
は
会
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長
就
停
に
必
ず
し
も
精
一
称
的
で
は
な
か
っ
た
が
、
木
川
田
が
稲
山
を
説
作
し
、
産
業
問
題
研
究
会
の
場
で
稲
川
の
会
長
就
任
が
決
定
し
た
。

関
西
財
界
を
取
り
込
む
た
め
、
稲
山
は
日
向
方
斉
閉
経
連
刷
会
長
を
通
じ
て
関
丙
則
凶
作
ワ
l
ダ

l
の

「
円
巾
経
治
セ
ン
タ
ー
」

へ
の
参
加

北法61(1・96)96 

三乙、
町

を
要
請
し
た
仁
日
向
は
稲
山
の
安
訪
を
受
け
入
れ
、
鐘
別
化
学
工
楽
会
長
の
中
司
消
を
問
丙
本
部
長
に
推
し
た
仁
ま
た
、

西
本
部
を
大
阪
に
設
置
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
。
関
山
財
界
は

日
中
経
済
協
会
関

「
日
中
経
済
セ
ン
タ
ー
」

の
参
加
を
五
張
す
る
日
向
と
、
「
日
中
経
済
ム
門
川

委
員
会
」
設
置
を
推
進
す
る
佐
伯
に
分
裂
し
、
独
ロ
の
対
中
貿
易
組
織
設
!
止
の
楕
想
は
実
現
し
な
か
っ
た
。

一
九
七
二
年
一

O
月
一
八
日
の
午
後
、
産
業
問
題
研
究
会
の
例
会
が
開
か
れ
て
い
た
の
と
同
じ
、
東
京
丸
の
内
の
パ
レ
ス
ホ
テ
ル
で
日
中

経
済
協
会
の
発
起
人
会
議
が
戸
れ
わ
れ
、
日
中
経
凶
協
会
の
設
立
が
公
式
に
決
定
さ
れ
た
c

心
初
予
定
の
「
日
中
経
済
セ
ン
タ
」
の
名
称
は
、

日
中
経
済
協
会
に
没
史
さ
れ
た
。

協
会
の
f
M任
顧
問
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
岡
崎
嘉
平
太
が
横
文
字
を
嫌
っ
た
た
め
、

会
議
の
な
か
で
は
、
協
会
の
運
営
に
つ
い
て
人
事
、
資
金
、

R
的
な
ど
の
具
体
的
な
事
取
が
決
ま
つ
一
た
。
稲
山
会
長
、
岡
崎
吋
任
顧
問
の

(
小
松
製
作
所
社
長
)
が
理
事
長

ほ
か
、
中
司
清
(
鈴
川
化
学
L
業
会
長
)
、
土
川
元
夫
(
名
占
犀
鉄
道
会
長
)
が
副
会
長
に
、
河
台
良

に
内
定
し
た
。
ま
た
、
植
村
甲

T
郎
(
経
済
凶
体
連
合
会
会
長
)
、
凡
打
原
義
重
(
閃
丙
経
済
連
合
会
会
長
)
、
本
川
町
一
隆
(
経
消
同
友
会
代

表
幹
事
)
、
永
野
重
雄

(
H本
商
1
会
議
所
会
頭
」
、
候
伯
勇
(
大
阪
商
L
会
議
所
会
頭
)
ら
財
界
首
脳
が
顧
問
と
し
て
名
前
を
連
ね
た
。

協
会
の
某
金
に
つ
い
て
は
、
通
産
省
が
一
九
七
二
年
度
の
機
械
振
興
集
令
か
ら
一
億
円
の
補
助
金
を
向
し
、
そ
れ
を
昨
び
水
に
経
済
界
か

ら
川
額
の
中
市
付
金
を
集
め
る

H
針
が
決
ま
っ
た
じ
ま
た
、
通
瑳
省
か
ら
は
北
山
片
山
且
元
税
同
通
産
い
周
長
が
協
会
の
専
務
川
内
事
と
し
て
派
遣

さ
れ
る
こ
と
も
決
定
し
た
υ

植
村
経
団
連
会
長
を
含
む
財
界
内
問
酬
が
顧
問
と
し
て
名
前
を
連
ね
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
巾
経
済
関
係
に
つ
い
て
寸

l
ル
財
界
の
協
力
体

制
が
成
7
4
し
た
か
に
見
え
た
c

し
か
し
、
実
際
に
は
「

H
巾
経
済
合
同
委
員
会
」
を
推
進
し
た
グ
ル
ー
プ
ー
と
の
刻
す
は
残
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
。

稲
山
は
、
会
議
後
の
記
者
会
見
で
、
「
日
中
経
済
ム
門
同
委
員
会
は
日
日
中
経
r
国
関
係
の
ビ
ジ
ョ
ン
っ
く
り
な
ど
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
新
協



会
と
は
性
絡
が
川
な
っ
て
い
る
コ
も
し
同
じ
よ
う
な
問
泡
を
扱
う
こ
と
に
な
コ
た
ら
、
財
界
内
部
で
取
り
扱
い
を
調
整
し
た
い
と
思
っ
て
い

一目、

る
」
ー
と
語
り
、
財
界
内
部
で
な
お
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
甫
按
の
コ
メ
ン
ト
を
同
注
し
た
。

一
円
一
口
、
通
商
局
長
小
松
勇
有
郎
ら
政
府
関
係
者
の
同
席
の
も
と
、
財
凶
法
人
日
中
経
済
協
会
の
設
『
斗
総
会
が
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー

オ
l
タ
ニ
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
設
立
党
起
人
の
河
台
良
一
か
ら
判
中
経
治
協
会
設
烹
に
い
た
る
ま
で
の
経
緋
が
説
明
さ
れ
、
寄
付
行
為
、

マ
γ
算
な
ど
の
審
議
の
後
、
会
長
、
理
事
長
、
理
事
、
願
問
な
ど
協
会
役
員
の
人
単
が
決
定
し
た
っ
こ
う
し
て
協
会
活
動
の
ス
タ
ー
ト
が
切
ら

れ
た
。
翌
二
一
日
、
通
商
崖
業
大
庄
の
認
叶
を
何
て
、
同
協
会
は
財
団
法
人
と
し
て
公
式
に
設
立
さ
れ
た
。

総
会
で
公
表
さ
れ
た
「
財
団
法
人
日
中
経
済
協
会
設
立
趣
意
書
」

で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
〔

ご
」
れ
ま
で
我
が
同
経
済
界
に
お
い
て
は
、

日
巾
両
川
悶
の
経
済
関
係
の
あ
り
ん
に
つ
い
て
必
ず
し
も
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
が
催
ー
止
さ
れ

日中日交正常化後の日本の，'1中怪汚外交は)

て
い
る
と
は
い
い
就
く
、
ま
た
巾
川
の
続
尚
斗
J

に
関
す
る
正
停
な
知
識
に
欠
け
る
面
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
認
識
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
現
状
に
か
ん
が
み
、
中
国
に
関
す
る
正
し
い
知
識
と
理
解
に
基
づ
い
て
両
国
間
の
経
済
関
係
に
関
す
る
長
期
的
な
ビ
ジ
ョ

ン
を
碓
J

L
、
そ
の
上
に
す
っ
て
各
種
の
経
済
父
流
を
推
進
す
る
体
制
を
つ
く
り
上
げ
て
い
く
こ
と
が
丈
17通
り
焦
眉
の
急
務
と
巾
せ

寺会
1
レ
よ
、
っ
。

こ
う
し
た
目
的
に
資
す
る
た
め
、
わ
れ
わ
れ
は
巾
川
を
め
ぐ
る
芥
樟
経
済
問
題
に
闘
す
る
け
確
な
知
識
と
情
報
を
集
積
し
、
そ
れ
を

恭
伎
と
し
て
長
期
的
な
日
中
経
済
関
係
の
民
望
を
う
る
た
め
の
研
究
活
動
お
よ
び
そ
の
成
米
を
合
め
て
正
し
い
情
報
を
広
く
統
済
界
に

提
供
す
る
情
報
サ
ー
ビ
ス
活
動
な
ど
を
行
う
と
と
も
に
、
民
間
べ

l
ス
で
の
経
済
父
流
を
積
極
的
に
推
進
す
る
た
め
、
殺
が
川
経
済
界

共
通
の
広
場
と
し
て
、
財
凶
法
人
円
巾
経
治
協
会
の
設
!
チ
乞
一
徒
系
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

幸
い
、
政
府
に
お
い
て
も
本
事
業
の
重
要
性
を
認
識
さ
れ
、
本
協
会
の
行
、
つ
べ
き
苅
雫
業
に
刻

L
、
全
面
的
に
協
力
す
る
ん
引
を
明

f

日一

ら
か
に
さ
れ
て
お
り
ま
す
れ
」
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「設
J

リ
リ
ム
趣
古
Ed

主
打
」
で
は
、

日
中
経
済
協
会
を
民
間
ベ
ー
ス
の
統
治
交
流
を
詐
泣
す
る
た
め
の
経
済
界
の
共
通
の
広
場
と
位
置
づ
け
な
が
ら

も
、
同
時
に
政
府
が
同
協
会
の
活
動
を
全
而
的
に
協
力
す
る
こ
と
が
強
訓
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

三乙、
町

中
曽
恨
・
稲
山
内
刊
民
ム
円
同
訪
中
団

一
九
七
三
年
一
月
一
七

H
、
中
曽
恨
通
産
相
は
、
円
巾
経
治
協
会
の
首
脳
で
あ
る
、
稲
山
会
長
、
巾
司
副
会
長
、
土
川
副
会
長
、
州
合
理

事
長
、
大
久
保
任
暗
号
務
理
事
と
と
も
に
官
民
合
同
で
訪
中
に
出
発
し
た
c

同
訪
中
凶
に
は
、
小
松
通
商
日
長
と
内
出
傾
小
人
市
場
第
四
税
課

長
(
中
国
市
場
担
当
)

が
随
行
し
た
っ
中
曽
根
の
訪
巾
は
田
巾
大
平
に
次
ぐ
閣
僚
の
訪
中
で
あ
り
、
同
父
何
復
後
初
め
て
の
政
府
高
官
の

円
巾
経
治
協
会
を
日
本
政
府
が
支
持
す
る
経
済
y

父
流
の
窓
川
と
し
て
巾
凶
に
紹
介
し
、

川
協
会
の
役
割
に
つ
い
て
中
固
と
合
立
に
達
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
じ

J

日
巾
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
宇
要
な

U
的
の
一
つ
は
、

一
月
一
八

H
の
周
恩
求
総
用
と
の
会
談
の
な
か
で
、
中
曲
円
根
通
産
相
が
日
中
経
済
協
会
の
発
ハ
止
を
紹
介
し
た
の
に
対
し
、
周
恩
来
は
「

H

中
経
済
協
会
が
発
足
し
た
こ
と
は
聞
い
て
い
る

L
、
大
い
に
歓
迎
す
る
コ
今
後
協
力
し
て
や
っ
て
い
こ
う
」
と
回
芥
し
た
。
ま
た
、
巾
国
側

の
窓
け
は
中
け
国
際
貿
易
促
進
委
員
会
主
只
伴
苫
・
劉
希
文
)

と
す
る
と
決
定
し
た
。

中
川
側
は
こ
れ
ま
で
の
党
書
貿
易
と
瓦
灯
貿
易
を
段
階
的
に
制
轄
す
る
と
の
態
度
を
と
っ
て
い
た
c

そ
の
た
め
、

日
中
経
済
協
会
に
覚
書

貿
易
事
務
所
と
国
際
貿
易
促
進
協
会
を
吸
収
し
よ
う
と
す
る
中
曽
根
の
考
え
に
は
、
中
国
側
は
必
ず
し
も
同
調
し
な
か
っ
た
。

一
ん
で
、
双

h
は

H
巾
経
済
交
流
の
進
め
方
に
つ
い
て
は
、
①
覚
書
貿
易
や
友
好
商
社
貿
易
を
段
階
的
に
調
整
し
、
政
府
聞
の
貿
易
協
定
に
移
行
す
る
こ

さ
ら
に
こ
れ
ま
で
の
覚
書
一
貿
易
・
友
好
商
什
貿
易
を
支
援

と
、
②
将
来
け
本
側
の
窓
ハ
ー
と
な
る
日
中
経
済
協
会
は
技
術
y

父
流
や
人
的
y

父
流
、

一日

す
る
機
能
を
米
た
す
こ
と
な
ど
で
合
意
に
淫
し
た
。

一
九
七
今
二
年
九
月
一
八
日
、
中
国
国
際
貿
易
促
進
会
の
責
任
苫
で
あ
っ
た
劉
語
文
は
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大
阪
で
巾
同
問
遮
懇
話
会
の
巾
心
メ
ン
バ
ー
と
懇
談
し
た
際
に
、
「
門
中
経
済
合
同
委
員
会
」

r
r川
」

の
提
案
を
公
式
に
附
っ
た
っ

以
卜
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
巾
曽
根
の
官
民
合
同
の

「
円
中
経
済
セ
ン
タ
ー
」
構
想
に
協
力
し
て
日
巾
経
済
協
会
を
設
?
リ
ー
し
た
の
は
、

中
国
ア
ジ
ア
一
貿
易
構
造
研
冗
セ
ン
タ
ー
に
参
加
し
て
い
た
円
、
土
調
整
派
の
財
界
人
で
あ
っ
た
c

ま
た
、

日
中
経
憐
協
会
の
設
『
止
に
際

L
、

通
産
省
は
、
土
導
的
な
役
割
を
県
た
し
た
υ

第
一
に
、
通
産
省
は
日
巾
経
済
協
会
の
最
初
の
構
想
者
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
推
進
者
で
あ
っ
た
。

第
二
に
、
通
産
省
は
同
協
会
の
設
立
某
金
な
い
し
逗
営
資
金
の
、
土
な
H
献
者
で
あ
っ
た

J

第
一
に
、
通
産
省
は
川
協
会
の
会
長
に
稲
山
が
就

任
す
る
こ
と
を
、
土
導
し
た
。
最
後
に
、
通
産
省
は
官
民
合
同
訪
中
川
の
派
遣
を
通
じ
て
、
同
協
会
の
活
動
を
巾
凶
側
に
保
障
し
た
。
こ
れ
ら

の
事
実
は
日
中
経
済
協
会
が
官
民
協
嗣
の
組
織
で
あ
る
こ
と
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
c

こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
は
日
中
経
済
協
会
の
設
げ

に
お
け
る
通
産
省
の
役
割
を
、
仲
介
役
と
し
て
き
た
が
、
こ
の
認
識
は

d
確
で
は
な
い
。
ま
た
、
日
巾
長
期
皆
、
川
物
取
決
め
の
佐
進
を
含
む

日中日交正常化後の日本の，'1中怪汚外交は)

け
巾
経
併
協
会
の
活
動
を
民
間
経
凶
外
交
の
祝
点
か
ら
の
み
捉
え
る
の
も
適
切
で
は
な
い
と
い
え
る
υ

第

節

秩
序
あ
る
対
中
貿
姑
の
推
進

前
節
で
引
川
し
た
円
中
経
済
協
会
設
?
V
趣
意
書
に
お
い
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
日
中
経
済
協
会
設
立
の
リ
的
は
巾
同
に
関
す
る
止
し
い
知

ぷ
と
理
解
に
基
つ
い
て
両
凶
聞
の
経
済
関
係
に
関
す
る
長
期
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
時
立
し
、
そ
の
上
に
立
っ
て
各
種
の
経
済
交
流
を
推
進
す
る

体
制
を
作
り
上
げ
て
い
く
こ
と
に
あ
っ
た
。

(表
2
を
参
照
)
。
巾
小
商
社
が
多
数
存
在
し
た
友
好
貿
易
は
、
個

別
の
商
談
を
↓
下
ー
と
し
て
お
り
過
点
競
争
を
招
く
傾
向
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
同
内
不
況
と
日
米
貿
易
摩
擦
の
深
刻
化
を
背
景
と
し
て
、

当
時
日
中
貿
易
の
約
九
割
を

h
め
て
い
た
の
は
友
好
貿
易
で
あ
っ
た

じ
一
年
春
の
中
国
半
球
代
表
団
訪
日
を
契
機
に
、
民
間
企
業
は
絞
っ
て
対
中
貿
易
商
談
を
展
開
し
た
c

一
九
七
一
年
三
月
か
ら
四
月
に
か
け 九
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d

た
川

M
化
ム
円
ハ
帆
一
業
抗
門
小
凶
刊
を
日
付
の
一
ム

仁
招
く
べ

-λ入

問

く

H 
1.. J[、
つi-."8 Cl) 

k イヒ
ノ、

繊
升亡

者
ld 
p見

中
全7
2長

:T 
升t

R 

伝ミ

レ

耳J
状

日
中
経
治
協
会
的
設
立
に
よ
っ
て
、

こ
の
よ
う
な

Z
秩
序
な
対
中
向
日
当
ブ

y
ン
L

が
改
話
さ
れ
て
い

J

こ
〕
こ
が
山
間
引
さ

れ
て
u
ー
だ
の
ご
あ
る
、

戸
い
授
、
ス
れ

J

円以、

日
中
梓
済
協
会
の
設
立
は

しげん山口吉村刊の

秩
序
あ
る
輸
出
二
三
軒
進
す
る
た
め
で
あ
っ
た
っ
川

中
経
済
吟
功
会
の
設
止
に
て
き
な
役
討
を
果
た
し
た
、

小
松
品
川
五
郎
広
告

出
パ
百
戸
三
{
は
庁
、
の
よ
ラ
つ
に
立
川
っ
て
い
る
〔

た

2F7?の
判
叫
ん
u

一
各
種
レ
の
政
府
間
協
定
の
ト
ド
だ
っ
}
、
本
格

的
な
対
中
経
済
v

父
り
に
み
ん
巡
の
ら
れ
る
ご
こ
を
お
す
、
印

p
v

刊日中一一位号、

刊
日
中
交
流
な
ら
な
ん
で
も
ご
主
れ
と
い
そ
こ

k
p

や
た
ら
い
v
ブ
方
ム

一
む
二
来
づ
山
判
}
ぷ
ヒ
わ
く
シ
い
う

い
わ
ゆ
る
工
「
ノ
ミ
ツ
ク
ア
-
マ
ル
約
な
龍
、
反
は
析
い
し
ま
ね
ば

な
1

り
ま
せ
ん
じ
そ
の
よ
つ
な
熱
に
汗
か
さ
れ

f
y
l
ム
は
決
し

て
1VA
は
引
き
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
長
時
的
な
友
好
関
係
を
発
展

さ
せ
て
行
ノ
¥
「
に
却
う
て
阪
中
門
前

K
Rと
も
な
り
か
ね
ま
什
ル

J

お
互
い
仁
情
子
の
立
場
券
、
当
J

J

P

7

J

な
が
ら
人
俳
誌

γ
判
断
ス
州
引

々
に
利
益
を
v

わ
た
ら
す
よ
う
主
会
流
関
係
を
大
事
に
育
っ
て
い
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戸
初
)

く
と
い
う
考
え
方
が
必
要
だ
と
必
い
ま
す
っ
そ
の
志
昧
で
日
巾
経
済
協
会
の
今
後
の
活
躍
に
大
い
に
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
υ

」

こ
の
よ
う
に
、
通
産
省
は
日
中
経
済
協
会
が
秋
山
守
あ
る
対
巾
貿
易
の
伴
7
4
に
大
き
な
役
割
を
米
た
す
こ
と
を
間
待
し
た
の
で
あ
る
。

秩
序
あ
る
対
中
貿
易
を
推
進
す
る
た
め
、
通
産
省
が
平
協
し
た
の
が
稲
山
を
中
心
と
す
る
行
民
協
調
体
制
で
あ
っ
た
じ
こ
れ
は
、
川
切
り

上
げ
回
避
の
た
め
の
「
秩
序
あ
る
輪
開
」

の
僻
立
に
も
惇
訴
す
る
υ

第
一
章
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
稲
山
は
対
米
協
調
の
政
治
的
立
場

の
必
安
を
強
調
し
、
鉄
鋼
の
対
米
輸
山
刊
一
回
、
土
規
制
を
自
ら
推
進
し
た
っ
稲
山
を
対
巾
貿
易
の
意
思
決

半
過
秤
の
中
心
に
お
く
日
中
経
済
協
会
の
設
す
は
、
対
巾
経
凶
外
刈
人
だ
け
で
は
な
く
対
米
協
調
の
維
持
、
川
切
り
上
げ
凶
避
の
た
め
の
「
秩

か
ら
対
米
貿
易
の
「
秋
山
庁
あ
る
輪
山
」

序
あ
る
輸
出
」
の
推
進
に
と
っ
て
も
重
安
な
定
味
を
持
っ
て
い
た
の
日
中
経
消
協
会
を
恭
盤
に
秩
序
あ
る
対
中
一
貿
易
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
中
国
市
場
を
め
ぐ
る
業
界
の
競
争
を
抑
制
し
、

円
本
川
内
に
楽
界
の
協
謝
休
制
を
つ
く
り
山
す
こ
と
は
、
川
切
り
上
げ
回
避
の
た
め
の

日中日交正常化後の日本の，'1中怪汚外交は)

「
秩
序
あ
る
輸
山
」
政
策
に
つ
な
が
る
も
の
だ
っ
一
た
の
で
あ
る
。
特
に
鉄
鋼
業
界
の
協
調
体
制
の
維
持
は
、
円
切
り
上
げ
回
避
の
た
め
の
「
秩

一山一

序
あ
る
輪
山
川
一
の
推
進
に
お
い
て
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
c

鉄
鋼
は
一
九
七
年
当
時
半
品
口
と
し
て
は
円
本
の
長
大
の
愉
同
品

H
で
あ
り
、

対
本
輸
同
の
、
土
要
商
品
で
あ
っ
た
r

鉄
鋼
業
界
は
、
稲
山
の
指
導
の
も
と
で
一
九
七
一
一
年
に
第
二
次
対
米
輸
出
自
主
財
制
を
行
っ
た
。

九
七
凶
年
末
ま
で
の
一
年
間
、
年
間
仲
ぴ
市
一

-
K
%
の
白
王
胤
制
で
あ
っ
た
υ

こ
れ
を
円
消
に
行
う
た
め
、
鉄
鋼
業
界
の
協
調
体
制
の
維

持
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

秩
序
あ
る
対
中
貿
易
の
確
立
を
リ
指
し
て
、
日
中
経
済
協
会
は
具
体
的
に
い
か
な
る
事
業
を
展
開
し
た
の
か
仁

一
九
七
一
一
主
l
ハ
月
の

中
経
済
協
会
会
報
』

の
創
刊
号
に
お
い
て
、

日
日
中
統
治
協
会
の
事
業
に
関
し
て
、
稲
山
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
υ

「
当
協
会
の
ポ
業
と
し
て
は
、
中
↓
而
、
お
長
期
的
観
点
に
山
っ
て
、

H
巾
聞
の
貿
易
取
引
の
拡
大
に
資
す
る
た
め
の
諸
問
題
に
つ
い
て
、

中
国
の
関
係
諸
機
関
と
協
力
し
て
実
施
す
る
と
と
も
に
、
長
期
的
、
司
阿
的
な

H
巾
貿
易
取
引
の
促
進
を
は
か
る
た
め
、
山
川
問
の
業

界
毎
の
話

L
ム
円
い
の
場
を
提
供
す
る
。
応
一
日
中
阿
国
聞
の
交
流
発
展
の
諸
条
刊
を
整
備
す
る
た
め
、
通
商
協
定
を
は
じ
め
各
種
の
政
府 H 
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そ
の
準
備
作
業
に
協
力
す
る
ほ
か
、
懇
談
会
、
委
円
以

会
等
の
成
米
を
基
礎
と
し
て
、
必
要
に
応
じ
政
府
に
対

L
施
策
の
提
一
言
を
行
、
っ
。
必
日
巾
問
の
技
術
?
父
流
を
促
進
す
る
た
め
、
必
要
な

専
門
家
の
派
遣
、
受
け
入
れ
、
技
術
研
究
生
の
相
互
交
換
、
技
術
使
節
団
の
派
遣
、
受
け
入
れ
の
ア
レ
ン
ジ
、
ア
テ
ン
ド
等
の
諸
事
業

間
取
決
め
に
対
す
る
民
間
経
治
界
と
し
て
の
意
思
を
取
り
ま
と
め
る
と
と
も
に
、

を
行
う
。
下
町
従
米
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
日
中
経
済
『
父
流
の
長
期
的
展
望
に
つ
い
て
、
調
杏
研
究
を
行
い
、

日
中
経
済
関
係
に

出
)

つ
い
て
相
互
に
理
解
と
認
識
を
涼
め
る
た
め
の
情
報
サ
ー
ビ
ス
、
啓
蒙
普
及
及
び
活
動
の
諸
ポ
業
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
」

以
L
L

の
証
明
に
よ
る
と
、
長
期
的
、
計
阿
的
に
日
巾
一
賢
、
易
の
拡
大
を
阿
る
た
め
、
両
国
間
業
界
毎
の
話
し
合
い
の
喝
を
提
供
す
る
の
が
け

中
経
済
協
会
の
第
一
の
事
業
で
あ
っ
た
じ
ま
た
、
対
中
通
商
政
策
に
関
し
て
、
民
間
経
凶
界
の
志
思
を
取
り
ま
と
め
、
政
府
に
刻
L
政
HK提

百
を
行
う
こ
と
も

H
巾
経
済
協
会
の
、
正
要
な
事
楽
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
対
中
技
術
交
流
の
推
進
、
門
中
経
済
交
流
の
長
期
展
望
の
調
犬
同
研

究
、
情
報
提
供
な
ど
も
そ
の
事
業
と
し
て
い
た
υ

こ
の
よ
う
に
日
巾
経
済
協
会
の
活
動
は
業
界
の
志
思
疎
通
を
促
進
す
る
こ
と
に
重
点
が
置

か
れ
て
い
た
r

業
界
の
協
調
を
重
視
す
る
折
山
の
与
え
、
つ
ま
り
「
稲
山
路
線
一
が
、
協
会
の
運
営
に
明
碓
に
以
映
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
c

こ
う
し
て
、
対
中
経
消
外
交
に
お
い
て
「
稲
山
路
線
」
が
公
式
に
登
場
し
た
仁

ノj、

16 

本
市
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
の
は
次
の
一

τ白
川
で
あ
る
っ
第
一
に
、
「
稲
山
路
線
」
は
円
切
り
卜
げ
危
機
の
な
か
で
、
「
秩
序
あ
る
輸
出
」

の
確
立
が
強
く
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
背
長
に
対
巾
経
済
外
交
の
舞
台
に
笠
喝
し
た
。
第
一
に
、
「
稲
山
路
線
」

の
登
場
を
宴
訂
し
た
の
は
通

産
省
で
あ
っ
て
、
「
稲
山
路
線
」
は
官
民
協
調
の
性
格
を
仔
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
円
巾
経
済
協
会
の
設
?
止
、
ー
と
く
に
稲
山
の
会
長
就
任
に
お

い
て
通
産
中
日
が
↓
丁
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
c

第
一
に
、
「
稲
山
路
線
」

の
民
リ
場
は
、
秩
序
あ
る
対
中
貿
易
の
推
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日
本
国
内
の
説
争
を
抑
制
し
、
業
界
の
協
調
を
促
泣
す
る
E
u
m
に
お
い
て
、
川
切
り

上
げ
回
避
の
た
め
の
「
秩
序
あ
る
愉
山
川
」
政
策
の
ザ
准
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
似
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

進
を
目
的
と
し
た
コ
秩
序
あ
る
対
巾
貿
U
坊
の
推
進
は
、

さ
て
、
秩
序
あ
る
対
中
貿
易
の
確
立
の
た
め
に
稲
山
は
い
か
な
る
貿
易
構
想
を
従
小
し
た
の
か
、
ま
た
い
か
に
し
て
そ
の
貿
易
構
想
を
実

現
さ
せ
た
の
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
次
#
に
お
い
て
説
明
す
る
。

日中日交正常化後の日本の，'1中怪汚外交は)

(
1
)

『通
商
は
主
】
』

一
九
ハ
一
一
一
千
版
総
論
、
五
立
五
ハ
頁
。

(
2
)
小
松
勇
石
郎
「
残
存
輸
入
制
限
に
関
す
る
間
組
内
一
(
『経
川
辿
月
報
』

九
六
九
年
四
月
u勺
)

i

ハ
四
貞

J

な
お
、
小
松
は
、
「
米
凶
の
輸
入

制
限
を
防

H
す
る
た
め
に
/
什
わ
れ
た
白
主
規
制
」
を
総
件
し
て
い
わ
ゆ
る
「
強
制
さ
れ
た
片
主
規
制
」
と
昨
ん
で
い
る
九
六
九
年
川
月
当

時
、
米
国
の
輸
入
制
限
を
阿
避
す
る
た
め
に
U
、
」
税
制
を
行
っ
て
い
た
品
目
は

B
T
N
凶
桁
で
数
え
て
七
三
門
聞
い
円
に
及
ん
で
い
た
。
代
よ
れ
的
品

目
と
し
て
は
、
日
米
収
極
に
基
づ
き
行
な
っ
て
い
た
綿
製
品
関
係
の
三
八
日
川

H
、
業
界
と
ア
メ
リ
カ
政
府
と
の
話
し
合
い
に
よ
り
行
っ
て
い
た

鉄
鋼
製
品
一
七
品
同
、
政
肘
間
交
渉
の
柿
巣
に
よ
り
行
っ
て
い
た
壁
タ
イ
ル
一
品

H
-
毛
製
ス

l
ツ
ロ
川
円
等
が
あ
っ
た
。

(
3
)

一
国
際
貿
易
に
恥
換
朋
」

『引
日
新
聞
一
九
七

O
年
八
月
一
九
円

(
4
)

ゴ
輸
山
秩
序
論
'
の
登
山
明
し
た
背
旦民
」
(
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
'

九
七
つ
年
七
月
一
九

H
号
)
一
九
貝
υ

(
5
)
原
岡
附
「
貿
易
拡
大
に
新
し
い
論
理
を
」
(
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
h

一
九
ヒ
ロ
年
九
月
二
九
日
号
)
一
ー
じ
頁
。

(
6
)

『通
商

U
害
-
一
九
七
一
汗
版
総
論
、
川
一
三
四
凶
頁
。

(
7
)
通
尚
産
業
省
通
商
産
業
政
策
史
編
纂
委
員
会
編

『通
両
産
業
政
策
山
亡

第
一
一
巻
戸
川
冊
一
同
産
業
調
査
会
、

(
8
)

「
輸
入
ふ
や
し
拡
大
均
衡
を
」
引
け
新
聞
-
九
七
一
年
一
片
一
八
川
〕

(
9
)

「
輸
出
規
制
は
業
界
判
断
で
」

a
劇
刊
新
聞
L

九
七
一
年
同
月
四
日
コ

(ω)
一
外
賃
貸
し
制
度
へ
具
件
折
衝
始
め
る
」

『柄
日
新
聞
-
一
九
七
一
弁
ー
一
月
一
八
日
)

(
日
)
前
掲

『通
商
産
業
政
策
山
亡

第
一
巻
、
二
二
凶
一
立
員
、

(
ロ
)
「
輸
出
を
抑
え
る
す
法
」

『初
日
新
聞
'

一
九
仁
一
年
五
月
一
五
円

J
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。
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(
日
)
「
日
米
共
同
声
明
の
ん
主
」

『朝
日
新
聞
』

一
九
七
一
千
九
月
一
日
。

(
U
)
前
掲

『通
商
産
業
政
策
山
亡

第
一
巻
、
二
二
凶
民
、
一
四
六
員
。

(
日
)
細
見
H
十
激
動
す
る
凶
際
通
貨
「
(
時
事
通
信
社
、
一
九
八
三
年
)
一
一
ハ
頁
ο

(
日
)
「
見
送
ら
れ
た
輪
山
川
税
惰
忽
一
(
『判
円
ジ
ャ
ー
ナ
ル
'

一
九
七
一
年
。
月
一
心
日
号
」

(
げ
)
前
掲

E

通
商
産
業
政
策
山
ん
-
第
一
巻
、
一
同
i

ハ白

(
刊
日
)
前
掲

『通
商
産
業
政
策
山
亡
第
一
巻
、
一
同
八
員
。

(
印
)
一
緊
張
緩
和
は
輸
出
規
制
で
稲
山
新
日
鉄
社
長
に
聞
く
」
(
『
一
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
-
九
七
年
ヒ

H
一一一一日同勺)

(
剖
)
「
山
開
設
会
凶
八
汁
年
版
度
財
政
令
融
政
策
の
あ
り
方
」
勺
経
同
連

H
報
'

一
九
七
一
年
一
月
号
)
一
一
一
頁
。

(
江
)
同
右
、
一
八
氏

(
犯
)
前
掲

『通
商
産
業
政
策
山
L
-

第
一
巻
、
一
同
じ
貝
り

(
山
台
熊
谷
幹
一
・
星
野
省
也
「
特
集
昭
和
川
十
七
年
1

度
通
商
時
業
政
策
の
重
凸
一
つ
通
産
、
ン
ャ

l
ナ
ル
L

第
一
一
号
、

日
)
一
口
頁
、
「
通
生
白
に
「
中
国
ぷ
」
新
設
」
引
け
新
聞
-
九
じ
一
年
一
け
一
一
一
川
じ

(
弘
)
「
覚
書
貿
易
来
年
ま
で
存
杭
」

a
日
本
経
済
新
聞
』

一
九
七
一
年
l

八
月
一
心
日
。

(
出
)
田
川
誠
一

『日
中
交
捗
秘
録
出
川
円
記
一
四
年
の
記
録
「
(
毎
日
新
聞
朴
、
一
九
七
一
一
一
介
)
三
六
心
一
六
i

ハ頁

(
部
)
関
内
則
界
訪
中
代
表
川
に
参
加
し
た
財
界
人
は
次
の
通
り
。
団
長
l
佐
伯
勇
(
大
阪
商
会
ぷ
同
会
一
一
回
近
鉄
会
長
)
、
副
同
長
H

中
司
清
(
閑

経
辿
刷
会
長
・
鐙
紡
化
学
会
長
)
、
阿
員
H
(
円
向
ん
斉
閉
経
連
副
会
長
・
住
友
八
小
属
社
長
)
、
室
賀
回
威
(
大
阪
工
来
会
会
ド
・
倉
敷
紡
績
社

長
)
、
水
回
敬
ぺ
(
関
西
桜
山
者
協
会
会
長

-
Hす
造
船
朴
比
三
山
本
弘
(
関
西
粁
消
同
友
会
代
表
幹
事
・
性
友
七
託
社
長
)
、
佐
治
敬
三
(
関

西
経
治
同
友
会
代
表
幹
事
・
サ
ン
k

リ
l
朴

μ)、
川
勝
仁
仏
戸
川
本
同
際
貿
易
促
進
協
会
関
西
本
部
副
会
長
」
戸
川
勝
悼
a

友
好
一
路
私
的
「
日

中
」
阿
想
記
へ

毎
け
新
聞
社
、
九
八
五
年
、
一
川
川
頁
、

7
悶
丙
財
界
訪
中
ミ
ソ
シ
ヨ
シ
H

阿
/
什
記
」
、

E

財
界
-

九
七
一
年
一
一
月
一

口
h

方
、
一
八
向
ど
{

(
幻
)
一
日
中
経
済
セ
ン
タ
ー
姐
序
相
が
設
す
構
想
」

『読
売
訊
問
-
一
九
七
一
信
l

九
月
丘
口
=

(
お
)
「
内
分
力
裂
す
る
日
中
経
済
の
窓
什
」
(
『財
界
』

一
九
七
一
年
ー
一
一
刈
一
μ

勺
)
九
七
貝
。

(
問
)
一
f
h
油
の
共
川
開
発
を
打
診
」

a
刺
H
一
札
制
間
」
九
七
一
年
八
月
一
一
一
川
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頁
。
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九
七
刊

刀
子主



日中日交正常化後の日本の，'1中怪汚外交は)

(
叩
)
添
谷
芳
秀

『日
本
外
交
と
州
困
一
ー
九
川
主
七

』
(
慶
応
通
信
、
一
九
九
立
年
)
川
一
頁
。

(
礼
)
「
同
床
異
夢
の
財
界
訪
中
使
節
同
一
(
『財
界
』
一
九
ヒ
一
年
月
一
円
号
)
八
頁
υ

水
野
は
池
田
内
閣
時
代
か
ら
小
林
中
、
水
野
成
夫
、

桜
田
武
と
祁
ぷ
財
界
凶
天
に
士
山
一
人
と
呼
ば
れ
、
自
民
党
政
府
に
強
い
影
響
力
を
持
つ
川
本
財
界
の
代
表
的
な
保
立
で
あ
っ
た
っ
川
輩
協
力
委

員
会
の
け
本
側
的
ヱ
要
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
円
台
・
時
一
国
連
絡
委
員
会
に
も
参
加
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
永
野
の
中
国

転
向
は
重
安
な
意
味
を
持
ヮ
て
い
た

3

水
野
に
中
阿
に
向
か
わ
せ
る
よ
う
鮮
台
裏
で
働
き
か
け
た
本
村
二
二
の
談
話
に
よ
る
と
、
、
水
野
の
中
回

転
向
は
以
前
か
ら
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
が
、
九
七
年
七
川
の
ニ
ク
ソ
〆
訪
中
戸
明
以
後
表
に
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
(
本
村
二
一

『木

村
一
随
想
録
「
日
中
経
済
貿
易
セ
ン
タ
ー
、
二

C
C
一
年
、
一
八
五
良
)
っ
九
七
一
刊
八
月
一
今
心
口
、
松
村
議
三
の
葬
儀
参
列
の
た
め
に

来

H
し
た
よ
ム
問
権
中
日
友
好
協
会
副
公
長
と
、
木
川
田
代
表
幹
事
を
は
じ
め
と
す
る
経
涜
同
[
礼
会
の
財
界
人
が
会
談
し
た
際
、
水
野
が
こ
れ
に

加
わ
2

た
こ
と
が
大
い
に
川
目
さ
れ
た
(
「
略
さ
れ
る
グ
則
界
中
共
使
節
凶
/
の
裏
」

a
財
界
』

一
九
七
一
年

O
H
一一
H
号

、

。

八

一一円八)、

阿
年
一
月
一
円
、
永
町
は
東
海
林
氏
雄
を
団
長
と
す
る
東
京
粁
尚
人
訪
中
川
に
加
わ
っ
て
中
国
を
訪
問
し
た
。
東
京
経
済
人
訪
中
団
の
構

成
員
は
次
の
泊
り
。
同
ぷ
H
東
海
林
武
雄

π
H本
専
売
公
社
総
裁
・
日
本
航
宅
機
製
泣
社
長
、

M
R
H
I小
川
田
一
隆
粁
凶
同
友
会
代
表
幹
事
・

東
京
電
h
A
会
長
、
永
野
重
雄
日
本
商
会
議
所
会
頭
・
新
川
鉄
会
長
、
岩
佐
凱
実
富
士
銀
行
会
長
、
ム
マ
皇
民
ぷ
円
本
粕
工
什
ぷ
、
湊
守
川
町
け
興

リ
l
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
社
長
、
川
合
良
一
小
松
製
作
所
朴
長
、
小
鳥
正
樹
一
菱
製
鋼
朴
長
、
山
「
静
経
済
川
友
会
専
務
理
事
ρ

木
川
出
や
水

野
が
団
長
に
就
行
し
な
か
ロ
た
の
は
汁
式
な
回
『
相
入
団
ノ
俣
は
ま
疋
実
現
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ロ
た
(
今
里
広
必

『私
の
財
界
交
友
銀
-
サ

〆
ケ
イ
出
版
、
一
九
八
口
年
、
一
八
凶
頁
)
。

(
泣
)
前
掲

『友
好
一
路
私
の
「

H
中
」
同
想
記
'
四
九
良
川

(
お
)
佐
伯
男
「
日
中
正
常
化
と
財
界
の
役
割
」
(
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』

一
九
七
一
年
一
心
月
一
九
日
号
)

(
竺
「
日
中
合
同
委
設
置
を
一

『初
日
新
聞
'

一
九
七
一
年
八
月
一
口
、

(
お
)
「
日
中
経
済
八
円
阿
委
を
」

E

刊
日
新
聞
一
九
七
一
年
八
月
石
日
。

(
判
」
「
日
巾
経
済
委
設
す
を
一

『利
日
新
聞
'

一
九
七
一
年
八
月
一
円
。

(
訂
)
一
H
J
q
l
ル
財
界
d

体
制
へ
」

a
朝
日
新
聞
-
一
九
七
一
h
l
八
月
一
一
一
一
口
{
}

(
お
)
「
合
同
委
ぷ
け
推
進
」

a
朝
日
新
聞
』

一
九
七
二
司
九
日
月
一
日
。

(
約
)
一
中
rH根
氏
と
別
個
」

a
朝
日
新
聞
』

一
九
七
二
刊
九
片
一
口

五
一
一
五
回
頁
ο
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μ見
三乙、
町

(
剖
)
社
団
法
人
関
西
経
済
辿
合
会
「
日
中
凶
交
正
市
化
後
の
経
治
交
流
促
進
に
つ
い
て
」
(
『経
済
人
'

(
札
)
「
日
中
経
済
セ
ン
タ
ー
に
賛
行
の
ウ
ズ
一
(
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
h

一
九
七
年
一
心
月
一
阿
口
)
。

(
必
)
阿
右
。

(
必
)
「
研
究
セ
ン
タ
ー
は
困
降
貿
易
促
進
協
会
と
は
祉
関
係
一

つ
同
際
貿
劫
』

一
九
七
刊
七
月
七
円
ロ
ケ
)
。

(
叫
)
「
奇
妙
な
中
凶
問
題
耐
究
機
関
の
誕
生
」

二
財
界
-

九

七

年

じ

H
一
石
川
口
勺
)
一
一
一
一
一
頁

3

(
お
)
名
和
太
郎

『汗
伝
稲
山
嘉
寛
』
(
阿
際
問
業
山
版
社
、
九
七
六
年
)
一
一
一
頁
、

(
日
制
)
峰
、
水

f
作
日
中
経
済
協
会
常
務
理
事
に
よ
る
一
正
ニ
ハ
(
前
掲

a
友
好
一
路
私
の
円
中
回
想
品
-、
二

O
阿
頁
)

(
灯
)
「
発
足
し
た
日
中
経
済
協
会
の
狙
い
」

二
財
界
』

一
九
七
一
宇
一
一
日
付
一
石
川
口
勺
)
一
一
白
川
ο

(
川
崎
)
「
日
中
経
済
協
」

a
朝
日
新
聞
L

一
九
仁
一
利
一
心
月
一
九
日

c
H中
経
凶
協
会
の
資
金
に
つ
い
て
は
、
稲
山
に
よ
り
次
の
よ
う
に
一
刈
明
き

れ
て
い
る
υ

「
本
協
会
の
基
金
と
し
て
は
、
経
済
界
か
ら
の
古
付
金
と
機
械
振
興
資
金
か
ら
の
袖
助
令
に
よ
っ
て
ま
か
な
う
こ
と
し
、
向
こ
う

五
刊
山
で
吊
利
金

O
億
円
F

昭
和
凶

l
ヒ
年
度
三
億
円
)
、
柿
助
金
二

O
億
円
(
昭
和
凶

l
七
年
度
三
億
円
計
上
ず
み
)
計
一
一
口
億
円
を
計

画
し
て
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
策
定
業
務
に
対
し
て
は
、
昭
和
四
十
七
年
度
(
通
商
斥
業
省
)
般
会
計
予
持
に
オ
ー
さ
れ
て
い
る
一

0
0
0
万

円
の
中
国
経
済
嗣
芥
委
託
費
の
う
ち
の
一
部
が
こ
れ
に
対
し
父
刊
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
」
(
稲
山
事
川
両
国
「
判
中
経
済
協
公
の
発
足
に

当
っ
て
」

『経
同
辿
月
限
-
九
七
一
一
年
一
川
号
、
五
阿
白
(
)
以
上
の
説
明
か
ら
通
産
省
が
同
協
会
の
王
な
資
金
従
供
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
υ

(
叫
)
「
日
中
経
済
協
会
、
来
月
中
旬
は
充
足
」

a
日
本
経
済
新
聞
』

九
七
年
一
心
片
九
日
、

歩
み
'
(
H中
経
済
協
公
、
二

0
0
三
年
)
ハ
頁
。

(
別
)
前
掲
「
円
山
中
経
凶
協
会
、
来
月
中
旬
は
発
足
一

(
日
)
「
協
会
の
あ
ゆ
み
」

二
日
中
M
H
済
協
会
会
報
創
刊
号
、
一
九
七
三
年
六
月
)
四
八
円
〕

(
日
」
前
掲

『円
巾
経
凶
協
会
三

O
年
の
あ
ゆ
み
』
六
百
八
。

(
日
)
一
日
中
経
済
協
会
北
止
に
閲
す
る
資
料
」
(
『日
中
議
連
資
料
片
沼
品
川
ハ
有
号
、

(
込
)
川
ム
ロ
良
一
「
中
国
を
訪
問
し
て
中
曽
恨
訪
中
間
と
と
も
に
」
(
『経
同
辿
月
恨
L

(
日
)
一
通
産
相
、
町
向
相
と
会

A
F
a日
本
経
済
新
聞
』

一
九
七
一
一
一
作
一
月
一
九
日
=

九
七
一
年

。
月
号
)
一
一
一
頁
、
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日
中
経
済
協
会

『日
中
経
済
協
会
三
〉
年
の

九
七
一
年
一

九
七
一
一
年
三
日
月
号
)

一
月
什
併
)

1
頁。

五

ノ、

良



日中日交正常化後の日本の，'1中怪汚外交は)

(
日
)
李
い
郎
氏

h

転
出
川
畑
の
中
国
・

H
本
と
台
湾
一
九
七

0
1代
山
即
日
民
間
粁
消
外
父
の
経
緯
』
(
御
茶
ノ
水
害
問
、
一

0
0
一
年
)
一
問
責
。

(町

)
H中
経
済
協
会
の
北
立
に
閲
す
る
↓
平
安
な
先
わ
研
究
に
は
次
の
一
つ
が
あ
る
c

①
添
作
芳
秀

『日
本
外
v

父
と
中
同
一
九
回
有
七
一

戸

(度

応
通
信
、
一
九
九
計
年
)
じ
③
季
以
U
R

E
恥旧
M
M
刑
の
山
町
困
・
け
本
と
台
湾
一
九
七
(
)
年
代
小
川
氏
問
粁
凶
外
交
の
経
緯
「
(
御
茶
の
水
害
切、

一
C
C
一
年
)
。
両
長
は
と
も
日
巾
経
済
協
会
は
詑
古
貿
易
グ
ル
ー
プ
と
巾
同
ア
、
ン
ア
貿
易
構
透
附
究
セ
ン
タ
ー
の
メ
ン
バ
ー
を
巾
心
に
、

通
産
省
が
仲
介
役
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
設
立
光
、
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る

(お

)

7
小
国
旋
風
々
の
一
ヶ
月
」

a
朝
日
新
聞
』

一
九
七
一
介
l

四
月
一
六
日
。

(
問
)
小
松
市
切
れ
郎
一
中
阿
へ
の
一
度
の
旅
か
ら
」

九
日
中
経
済
協
会
会
報
-
創
川
号
、
九
七
一
一
年
六

H
)
一一一一頁コ

(
削
)

『通
商
は
主
】』
総
晶
一
九
七
一
宇
版
、
一
一
一
一
一
一
一
頁
。

(
日
)
一
九
七
一
年
当
時
対
米
輸
山
に
飢
鋼
が
内
め
る
比
申
は
一
一
・
七
%
で
、
こ
れ
は
い
動
車
に
次
い
で
高
か
っ
た
c

『通
同
門
害
』
各
論
一
九

じ
一
年
版
、
五
!
ハ
四
立
六
六
良
、
ち
な
み
に
、
鉄
剣
は
一
九
六
一
年
か
ら
向
動
半
に
抜
か
れ
る
一
九
七
九
ま
で
、
対
米
輸
出
商
品
の
一
位

を
内
め
て
い
た
(
経
同
連
事
務
局
編

a
日
米
経
済
関
係
の
諸
問
題
』

一
九
七
年
版
、
経
凶
述
、
一
九
七
一
年
、
凶
ひ
四
二
回
)
。
ま
た
、

鉄
制
は
対
中
輸
出
で
は
最
大
の
尚
品
で
あ
り
、
対
中
輸
出
総
勧
の
凶
(
了
一
%
を
l
u
め
て
い
た
(
前
掲
通
商

U
害
-
持
品
一
九
七
一
命
版
、

七
七
白
川
)

(
m
U
)
H
本
鉄
鋼
輪
山
組
介
。
作
史
編
纂
委
員
会
編
纂

『日
本
鉄
鋼
輸
出
組
合
-
(
日
本
鉄
剣
輸
出
組
合
、

(
山
川
)
稲
山
事
配
「
公
報
発
行
に
あ
た
っ
て
」
(
『判
中
経
済
協
公
会
報
』
削
刊
号
、
一
九
七
今
一
年
六
日
)
。

一
九
七
川

1)

同
七

一
一
五
一
頁
=
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石IザEノー 1

二
「
法
治
」
を
め
ぐ
る
議
論

三
「
和
論
」
を
め
ぐ
る
議
論

判
「
和
措
一

(
H
「
調
和
乙
の

主
「
克
存
」
の
，
問
提

六
「
子
し
い
決
定
」
と
「
寛
容
」

じ
価
情
相
対
、
一
干
義
問
也

八

ウ

工

l
パ
ー
の
「
寛
作
」
理
解

ん
「
寛
存
」
の
問
題
化
に
向
け
て

へ
の
読
み
立
Hn
え
〉

「
寛
脊

は
じ
め
に

問
題
の
一
附
杭

四
代
朴
公
で
は
、
経
済
の
み
な
ら
ず
法
や
政
治
の
領
域
に
お
い
て
も
グ

ロ
l
パ
リ
ゼ

l
ン
ヨ
ン
が
逆
行
し
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
、
嶋
山
政
停
が
打

ち
出
し
た
一
車
ア
ジ
ア
共
川
体
構
想
」
は
、
、
一
干
格
的
凶
民
阿
家
の
枠
組
を

必
え
た

ιじ
の
よ
う
な
共
同
体
の
あ
り
占
を
模
索
す
る
動
主
と
し
て
位
同

づ
け
る
こ
と
が
ご
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
の
こ
と
は
、
従
来

j

一
同
刷
と
さ
れ
て
い
た
一
境
界
線
」
が
一
股
昧
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
と
異
な
る
多
様
な
価
値
制
が
多
元
的
か
つ
多

層
的
に
台
頭

L
て
き
た
と
い
、
つ
こ
と
で
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
東
ア
ジ

ア
地
域
に
お
い
て
拡
卜
人
す
る
所
得
格
芹
や
激
し
さ
を
増
す
民
族
対
六
を
前
に

ど
う
す
れ
ば
互
い
が
互
い
を
認
め
合
え
る
の
か
、
そ
も
そ
も
多
元
的
社
会
で

可
能
に
な
る
一
連
帯
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
問

題
が
立
剣
に
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ

で
こ
う
し
た
事
態
を
前
に
、
小
品
で
は
、
近
年
的
中
同
に
お
い
て
「
連
帯

の
旗
印
、
と
し
て
臨
ん
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
一
和
論
社
会
的
建
設
」
と
い
う

標
山
に
着
目
し
、
白
己
と
は
異
な
る
他
者
と
の
関
係
で
型
請
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
寛
容
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
汗
芳
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
{

ま
ず
、
一
和
諾
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
従

mさ
れ
る
に
で
っ
た
経
緯
の
、

簡
単
な
体
認
を
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
「
相
諮
」
と
は
、
そ
も
そ
も

北法61U '110) 110 



日
本
語
の
「
調
和
」
に
相
当
す
る
一
百
菓
で
あ
る
c

そ
れ
ゆ
え
、
「
和
諾
社

会
の
定
説
」

H

「
調
和
の
と
れ
た
社
会
の
建
設
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
わ
け
だ
が
、
こ
の
「
和
孔
副
社
公
の
建
設
」
が
中
同
で

H
指
さ
れ
唱
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
討
に
は
、
部
小
ωー
に
よ
る
「
南
巡
清
和
」

N
M
降、

驚
く
べ
き
速
さ
で
浸
透
し
拡
大
し
た
市
場
経
済
の
成
長
過
れ
が
あ
る
。
そ

の
た
め
、
こ
の
間
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
の

21世紀東アジアにおける法主的宜存論に向けての覚tt:

九
州
九
年
の
中
市
人
民
共
和
国
的
成
立
以
米
、
中
国
む
は
、
執
政
党

で
あ
る
共
産
党
に
よ
る
桁
導
の
十
、
計
九
以
上
主
回
家
の
疋
設
が

H
析
さ
れ

進
め
ら
れ
て
き
た
|
|
少
な
く
と
も
建
前
卜
は
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
る
ご
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
現

ιの
中
刊
が
計
幽
経
済
か
ら
特
徴
づ

け
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
社
会
全
義
体
制
と
は
異
な
っ
た

μ州
主
義
的

な
市
場
経
済
、
ン
ス
テ
ム
を
再
入
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
た
と
し
て
も
、
そ

れ
は
表
面
的
な
見
方
に
す
ぎ
与
9
、
む
〕
ろ
中
阿
は
、
一
社
会
ヱ
義
巾
場
経
済
」

と
い
う
他
の
世
界
に
類
を
み
な
い
独
自
の
ン
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
こ
と
で

社
会
ヱ
式
的
に
半
、
し
い
飛
雌
的
発
展
を
遂
げ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
だ
が
こ
う
し
た
事
態
を
中
国
の
外
部
か
ら
眺
め
て
み
れ
ば
、

主
化
太
革
命
ゃ
九
八
九
年
の
半
世
門
事
件
を
経
験
し
、
「
南
巡
講
和
」

以
降
「
改
草
・
開
放
一
の
動
き
を
加
速
化
さ
せ
て
き
た
中
同
が
、
西
側
先

進
諸
国
と
の
貿
易
拡
大
ブ
ロ
七
ス
の
な
か
で
、
本
来
の
社
会
主
義
体
制
、
と

は
相
作
れ
な
い
山
利
追
求
を
第
一
と
す
る
資
本
主
義
の
ル

1
ル
に
則
っ
た

尚
取
引
を
可
能
に
す
る
浅
体
系
を
整
備
し
推
進
せ
き
る
を
得
な
く
な
っ
て

き
た
、
と
い
う
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
在
沖
固
で

起
き
て
い
る
様
々
な
問
題
と
は
、
社
会
キ
義
体
制
の
な
か
に
そ
れ
と
相
在

れ
な
い
資
本
土
表
的
経
済
、

f
人
テ
ム
を
取
り
込
も
う
と
す
る
な
か
で
生
じ

て
き
た
間
制
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
川
得
格
十
ん
を
は
じ

め
と
す
る
、
地
域
問
、
民
族
山
に
お
け
る
様
々
な
格
差
を
め
ぐ
る
「
矛
盾
」

が
そ
れ
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
そ
う
し
た

J
r
屑
」
と
は
、
社
九
以
上
主
休
制
の
下
で
進
め

ら
れ
て
き
た
計
而
経
泣
か
ら
向
由
、
ヱ
式
市
場
経
済
へ
移
行
す
る
に
あ
た
っ

て
洩
れ
て
き
た
、
中
国
牡
会
に
お
け
る
様
々
な
問
題
の
氷
山
の
一
角
か
も

し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
州
困
に
お
け
る
「
腐
敗
」
の
刻
れ
な
の
か
も
し
れ

る
一

な
い
。
だ
が
、
た
と
え
氷
山
の
角
で
あ
れ
「
腐
敗
一
の
現
れ
で
あ
れ
、

こ
う
〕
た
一
矛
盾
」
が
肌
存
の
中
国
に
お
け
る
深
刻
な
社
会
問
題
と
)
て

ム
ー
や

H
本
で
も
『
視
し
え
ず
、
ク
ロ
ー
ズ
ア
ソ
ブ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
て
い
る
こ
と
も
停
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
に
問
地
状
況
を
坐

珂
し
て
お
け
ば
、
ま
さ
に
中
国
社
会
が
抱
え
こ
ん
で
し
ま
っ
た
一
矛
盾
」

を
打
開
し
解
消
す
る
た
め
に
、
「
羽
詰
社
会
の
建
設
」
が
期
待
さ
れ
要
請

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
、
と
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

皮
肉
な
こ
と
に
、
羽
存
の
中
国
で
は
、
牡
公
ヱ
五
回
家
で
あ
れ
ば
ま
ず
も
つ
一

て
我
減
す
べ
き
階
級
格
差
が
か
え
っ
亡
拡

K
L、
チ
ベ
ソ
ト
や
ヴ
イ
ゲ
ル
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石IザEノー 1

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
少
数
民
放
を
め
ぐ
る
対
止
や
紛
争
は
む
し
ろ
深
刻

さ
の
度
合
い
を
増
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。

L
か
も
、
そ
の
先
の
問
題
と
し
て
、
近
年
の
中
国
で
は
様
々
な
「
矛
盾
」

が
表
商
化
し
て
き
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
共
件
党
お
よ
び
政
府
と
も
、

中
華
人
民
共
和
国
と
い
う
「
想
像
の
共
同
休
」
、
お
よ
び
「
小
市
民
政
」

/

ケ

ヨ

ノ

の
同
一
性
と
い
っ
た
「
虚
構
」
以
外
に
、
そ
う
し
た
「
矛
盾
」
を
け
心
服

し
、
国
民
を
統
介
し
て
い
く
筋
道
を
見
山
せ
な
い
で
い
る
と
い
っ
た
デ
ィ

レ
ン
マ
が
控
え
亡
い
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
担
像
に
班
く
な
い
}

だ
か
ら
こ
そ
、
種
々
の
「
矛
盾
」
を
克
服
し
て
い
く
た
め
の
力
使
と

L
亡、

種
々
の
一
矛
盾
」
を
も
包
み
込
ん
で

L
ま
う
よ
う
な
ん
途
と
I
J
て
、
実
践

前
の
み
な
ら
ず
埋
論
前
で
も
要
J
さ
れ
畑
侍
さ
れ
て
い
る
の
が
「
稲
荷
社

会
の
建
ぷ
一
と
い
う
ス
口

l
ガ
/
で
あ
る
、
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
も
し
、

そ
の
よ
う
な
見
方
が
可
能
で
あ
る
な
ら
、
私
た
ち
は
、
一
和
諾
什
会
の
建
設
」

と
い
わ
れ
る
と
き
の
「
相
計
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
真
剣
に

考
え
、
「
羽
詰
一
の
概
念
に
つ
い
て
の
多
様
な
即
併
を
ス
ト
y
ク
し
て
お

く

ι張
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ご

所
旭
川
栴
差
の
よ
う
な
経
済
対
げ
の
み
な
ら
ず
民
族
的
、
宗
教
的
な
価
値

対
ム
げ
を
も

P

剛
に
し
て
ん
f
な
お
私
た
ち
が
多
一
正
的
社
会
を

H
指
す
べ
き
で
あ

り
、
か
つ
、
そ
こ
で
可
能
に
な
る
一
連
帯
」
の
あ
り
む
を
問
お
う
と
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
し
て
、
近
干
の
中
間
で
顕
在
化
し
て
き
た
社
会
問
担
を

向
ら
と
は
異
な
る
多
様
な
価
値
観
が
多
層
的
に
台
頭
し
て
き
た
現
代
社
会

に
特
徴
的
な
問
題
の
一
つ
と
し
て
捉
え
た
上
で
、
な
お
私
た
ち
が
多
元
的

社
会
を
打
ち
立
て
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
と
き
、
中
岡
に
お

け
る
「
和
措
」
を
め
ぐ
る
動
向
が
私
た
ち
の
よ
う
な
中
回
目
外
の
世
界
の

人
々
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
草
昧
を
も
っ
一
の
か
。
こ
の
こ
と
が
ん
f
あ
ら
た

め
て
同
わ
れ
て
い
る
、
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
の
小
論
が
中
国

に
お
け
る
議
論
を
「
糸
口
」
と
し
よ
う
と
し
た
所
以
も
こ
こ
に
あ
る
c

「和

詰
」
は
、
社
会
問
題
を
解
決
す
る
際
の
「
処
主
筆
」
に
な
り
う
る
の
だ
ろ

う
か
。
私
の
よ
う
な
必
ず
し
も
巾
凶
問
題
を
専
門
と
し
な
い
す
場
か
ら
「
和
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話
」
の
問
也
に
つ
い
て
主
え
て
お
く
と
い
う
こ
と
に
も
、
あ
る
社
会
問
題

を
解
決
す
る
際
に
法
話
さ
れ
る
「
処
方
姿
」
と
は
何
か
、
そ
、
つ
し
た
「
処

方
議
一
ー
な
る
も
の
が
も
っ
有
効
性
や
妥
当
件
は
い
か
な
る
紅
度
に
確
保
さ

れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
と
し
て
の
意
味
は
あ
る
つ

加
え
て
、
こ
の
よ
う
に
再
構
成
し
た
間
出
に
つ
い
て
こ
れ
を
法
学
的
に
検

証
し
て
い
く
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
前
抗
ゃ
条
刊
が
潜
ん
で
い
る
の
か
、

あ
る
い
は
必
世
に
な
る
の
か

f

こ
こ
に
は
、
極
め
て
興
味
深
い
法
哲
学
的

問
題
が
平
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

近
年
の
中
国
で
表
山
化
し
て
き
た
「
和
荷
社
会
の
建
設
一
と
い
う
現
象

は
、
一
件
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
浬
僻
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
つ

次
に
、
「
相
諮
社
会
の
建
設
」
を
行
、
つ
L
L

で
の
前
提
と
さ
れ
、
時
則
的
に



は
「
和
語
」
に
先
駆
け
中
凶
で
提

mさ
れ
た
、
「
法
治
」
に
関
す
る
議
論

か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

一
一
中
阿
に
お
け
る
「
法
治
」
/
「
和
諦
」
と
一
ワ
の
国

際
法
析
学
会

21世紀東アジアにおける法主的宜存論に向けての覚tt:

丈
化
大
革
命
後
の
中
阿
で
は
、
い
わ
ゆ
る
伝
統
中
凶
か
ら
掛
草
さ
れ
て

き
た
「
人
治
」
と
異
な
ワ
た
統
治
ン
ス
テ
ム
と
し
て
、
「
法
治
」
の
あ
り

方
が
模
索
さ
れ
亡
き
た
。
例
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
「
法
治
」
重
侃
の
安
勢

は
、
一
九
九
七
年
九
月
の
中
阿
共
斥
党
第
一
五
回
全
凶
代
夫
大
会
で
、
江

沢
民
総
舎
ぷ
が
端
的
に
打
ち
附
し
て
い
る
υ

同
卜
入
会
の
報
告
で
れ
は
、
「
民

主
を
発
展
さ
せ
、
法
制
を
整
備
し
、
朴
会
、
ド
ム
誌
の
法
治
国
家
を
控
ぷ
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
一
法
に
よ
り
凶
を
治
め
、
也
会
主
義
の
法
治
阿
家
を

建
設
す
る
」
と
述
べ
、
繰
り
返
し
「
法
治
」
の
重
要
性
を
訴
え
た
。
も
っ

と
も
、
そ
の
背
京
に
近
年
ー
の
巾
凶
が
抱
え
た
あ
る
極
的
問
題
が
あ
っ
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
{
}
そ
れ
は
、
巾
場
経
済
シ
ス
テ
ム
を
導

入
す
る
に
あ
た
ロ

て
不
可
欠
な
内
側
先
進
阿
と
の
良
好
な
関
係
を
保
つ
た
め
に
は
、
前
近
代

的
な
ゼ
昧
で
の
「
人
L
山
一
と
は
異
な
っ
た
、
西
側
元
進
国
が
納
得
す
る
に

足
り
る
泣
代
的
な
一
弘
治
」
、
ン
ス
一
ア
ム
が
坐
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
必
要

に
迫
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
認
出
で
あ
る
。
だ
が
、
「
法
治
」
を
進
め
経

消
発
展
に
迦
近
し
て
き
た
結
果
、
気
が
ワ
い
て
み
る
と
、
ん
f

の
中
国
で
は
、

社
会
主
義
体
制
を
採
用
す
る
以
上
は
解
決
す
べ
き
諌
題
!
と
さ
れ
る
階
級
格

叫
ん
が
、
か
え
っ
と
拡
大
し
て
し
ま
う
と
い
っ
た
デ
ィ
レ
ン
マ
に
も
陥
っ
て

し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
む
ろ
ん
、
「
法
治
」
か
ら
「
人
治
」
へ
の
退
れ

は
許
さ
れ
な
い
し
、
「
法
治
」
は
こ
れ
を
杭
進
す
る
よ
り
他
に
道
は
臨
ん
い

の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
同
叫
に
近
午
の
中
田
川
で
は
、
江
が
い
う
「
社
会

4
哀
の
法
治
国
家
」
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
過
程
で

q
じ
た
格
差
の
デ
ィ

レ
ン
マ
と
対
附
し
、
そ
れ
を
起
克
す
る
必
裂
に
迫
ら
れ
、
そ
の
た
め
の

R

休
業
と
し
て
「
和
諾
什
ん
ご
の
実
現
が
強
〈
嬰
請
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ

た
、
と
考
え
ら
れ
る

。
月
の
中
間
共
斥
党
第
一
ー
ハ
畑
山
叫
ん
委
貝
会
第

六
回
九
休
会
議
二
六
期
ハ
中
全
会
)
で
は
「
社
会
羊
義
和
措
社
会
の
構

築
に
つ
い
て
の
若
の
重
人
問
題
に
関
す
る
中
共
中
火
の
決
定
」
が
採
択

さ
れ
、
胡
錦
海
総
書
記
に
よ
る
折
ヰ
の
卜
で
「
和
諮
社
会
」
を
実
現
し
よ

う
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
中
国
折
叫
部
に
よ
る
公
認
の
政
散
と
な
っ
た

た
だ
、
問
題
な
の
は
、
こ
の
よ
う
に
、
一
法
治
」
を
促
進
し
一
和
諦
什
会
」

を
実
現
し
ま
し
ょ
、
つ
と
い
う
上
阪
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
な
ぜ
か
「
法
L
山
一
や
「
和

諾
」
と
い
う
言
葉
が
も
っ
立
昧
内
作
そ
の
も
の
を
問
い
返
し
、
批
判
的
に

検
討
し
よ
う
と
い
う
勤
き
が
け
有
っ
た
形
で
現
れ
て
く
る
こ
と
は
な
か
っ

実
際
、

一
0
0
!八
年
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た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
c

こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
だ
け
「
法
治
」
や
「
和

乱
山
」
が
則
侍
さ
れ
必
読
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
請
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
と
い
う
現
象
の
み
な
ら
ず
、
「
法
治
」
や
「
和
荷
」
と
い
う
汁
棄
が
も

っ
法
哲
学
的
自
味
に
回
じ
い
を
馳
せ
て
み
た
場
介
、
い
さ
さ
か
人
川
異
な
感
じ

さ
え
し
な
い
で
も
な
い
c

と
は
い
え
、
こ
う
し
た
間
制
状
況
と
的
時
に
呼

応
す
る
か
の
よ
う
に
、
一

C
O
八
年
と
ひ
っ
九
干
に
は
、
次
の
よ
う
な

一
ワ
の
注
目
す
べ
き
国
際
法
哲
千
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
一
心
。
八
年
に
聞
か
れ
た
苧
余
だ
が
、
こ
れ
は
、
そ
の
年
の
九

月
に
吉
林
大
学
で
聞
か
れ
た
第
七
阿
胤
ア
ジ
ア
法
哲
学
会
を
桁
す
。
そ
こ

で
は
、
一
全
球
化
日
景
下
東
豆
的
法
治
与
和
譜

(
H
ゲ
口

l
パ
リ
ゼ

i
シ
ヨ

ン
下
に
お
け
る
東
7
、
ン
ア
の
法
治
と
剥
相
ご
と
い
う
テ

1
7
が
伺
げ
ら

れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
本
人
会
で
は
、

H
本
・
中
同
・
韓
同
・
台
湾
・
の

研
先
告
に
よ
る
多
彩
な
研
究
報
れ
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
出
発
な
ぷ
諮
問
が

民
関
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
肝
心
な
統
テ

1
マ
で
あ
る
「
法
治
」
や
「
相

諾
一
の
概
念
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
的
存
に
ま
で
踏
み
込
み
州
り

l
げ
た

報
行
は
、
見
当
た
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
忠
わ
れ
る

ま
た
、
こ
の
東
ア
ジ
ア
法
哲
学
会
を
ブ
レ
・
大
会
ー
と
し
て
位
同
づ
け
る

と
す
る
な
ら
ば
、
い
わ
ば
「
本
番
一
と
で
も
い
う
べ
き
世
界
大
会
が
、
専

年
、
北
京
で
聞
か
れ
た
ご
第
一
四
日

I
V
H
(』ロ百円
E
E
E
r
〈
日
E
E

2
2
K
E吋
F
R
E
E
=
E
P
E
P
-
-ニニ
-222℃
主
つ

H

法
哲
rj
子
・
社
会
科
学
園

際
F

了
会
述
人
円
)
世
界
大
会
で
あ
る

n

二
C
C九
年
九
日
月
に
聞
か
れ
た
本
大

会
で
は
、
「
人
球
和
誠

~J法
治

(
H
グ
ロ
ー
バ
ル
な
調
和
と
法
治
ご
が
統

一
テ

l
マ
と
し
と
掲
げ
ら
れ
、
世
界
五
一
カ
田
川
か
ら
法
哲
件
了
関
係
の
研
究

者
が
集
ま
っ
た

J

も
ち
ろ
ん
、
前
年
の
東
ア
ジ
ア
法
析
学
会
を
上
凶
る
楳

況
と
な
ワ
た
心
不
大
余
に
対
し
て
は
、
概
ね
成
功
世
の
う
ち
に
幕
を
悶
じ
た

と
す
る
見
五
も
で
き
よ
う
が
、
他
占
、
尚
年
の
大
会
と
川
様
に
、
統
一
ア
!

?
で
棋
語
と
し
て
剥
げ
ら
れ
た
「
法
泊
」
と
「
和
諾
」
の
概
念
そ
の
も
の

に
つ
い
て
は
、
r
t
面
か
ら
こ
れ
を
取
り
上
げ
、
人
f
絞
の
検
討
を
促
す
よ
う

な
視
線
が
正
が
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
忠
わ
れ
た
。
停
か
に
国
際

学
会
が
も
っ
セ
レ
モ
ニ
ー
的
な
側
商
に
つ
い
て
は
割
り
引
き
が
匹
要
か
も

し
れ
な
い
が
、
中
岡
で
開
催
さ
れ
た
こ
の
つ
の
学
会
に
お
い
て
、
「
法
治
」

と
「
相
諾
一
と
い
う
価
値
そ
れ
自
体
が
再
で
あ
り
、
「
法
治
一
と
「
相
請

が
浸
透
し
た
社
会
の
建
北
を
わ
う
こ
と
が
一
市
し
い
」
こ
と
で
あ
る
と
い
ロ

た
テ
ー
ゼ
そ
れ
自
体
は
、
山
明
視
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
巴
わ
れ
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
一
つ
の
国
際
学
会
は
、
そ
の
対
象
範
阿
を
京
ア
ジ
ア

地
域
と
す
る
か
否
か
で
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
恥
代
什
会
が
グ
ロ

i
パ
リ

ゼ
1
シ
ョ
ン
の
遅
行
を
不
可
遊
と
す
る
社
会
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
、
「
法

治
一
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
「
初
荷
一
を
実
羽
す
べ
き
か
を
#
え
よ
う
と

す
る
1

門
で
連
続
的
な
関
係
に
あ
っ
た
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
~
)
む
ろ
ん
、
山

ア
ジ
ア
法
折
門
学
公
と

I
V
H
に
お
い
て
も
、
具
体
的
に
細
分
化
さ
れ
た
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テ
ー
マ
の
で
多
数
の
分
科
会
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

だ
が
、
重
山
な
の
は
、
両
ト
人
会
で
採
り
上
げ
ら
れ
た
統
一
テ
ー
マ
の
辿
続

性
と
共
通
性
で
あ
る
り
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
の
辿
統
制
い
と
共
通
性
と
は
、

内
会
議
の
開
催
に
あ
た
っ
て
牽
引
役
を
呆
た
し
た
中
凶
法
学
会
が
「
法
治
」

と
「
和
諾
」
の
主
現
を
現
代
の
最
市
要
課
題
と
し
て
促
え
る
べ
き
で
あ
る

と
与
え
て
い
て
、
実
際
に
そ
の
よ
う
に
従
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
現
れ

に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
方
針
は
中
凶
H
八
産
兄
に
よ
っ
て

「
公
認
」
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
両
卜
入
会
の
ふ
れ
ス

i
役
を
務
め
た
中
同
法
学
会
が
、
「
法
治
」
や
「
和

措
」
と
い
っ
た
タ

l
ム
を
申
視

L
、
そ
れ
を
舟
山
識
的
に
選
択
I
J
ほ
用
L
た

の
は
な
ぜ
か
。
山
叩
困
法
V
J

了
会
に
と
っ
て
、
そ
う
す
る
こ
と
に
は
ど
の
よ
う

な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
事
情
が
介
存
し
て
い
た

の
か
…
こ
う
し
た
疑
問
が
山
て
く
る
こ
と
は
否
め
な
い

J

も
ち
ろ
ん
、
こ

う

ν

た
附
い
に
対
し
て
は
、
中
間
法
学
会
内
部
に
存
存
す
る
凶
有
の
ロ

ジ
ッ
ク
や
中
凶
社
会
に
お
け
る
政
治
に
つ
い
て
の
実
情
を
解
明
す
る
な
か

で
弘
弓
え
る
こ
と
が
で
き
る
丸
弓
え
る
べ
き
だ
ろ
う
し
、
そ
、
っ
け
伴
え

る
こ
と
が
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
牡
方
で
あ
る
こ
と
も
理
解
で
き
る
。
だ
が
、

そ
う
し
た
竹
方
ご
の
阿
谷
を
試
み
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
巾
凶
法
の
門
外

HA
で
あ
る
小
論
が
採
る
べ
き
方
途
で
は
な
い
)
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
次
の

よ
う
に
問
題
を
捉
え
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
法
人
宿
」
や
「
相
諮
」
と
い

う
概
念
の
法
学
的
意
味
内
界
を
検
古
川
し
、
位
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
ん
で
、
地
域
の
問
題
が
単
に
地
域
の
問
題
に
と
と
ま
ら

ず
、
ロ
ー
カ
ル
な
問
題
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
と
閑
ら
ぎ
る
を
え
な
い
こ

と
か
ら
「
全
段
化
」
の
道
が
不
川
遊
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
し
か
し
他

方
で
は
、
そ
う
し
た
実
情
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
l

刊
押
に
対
し
て
普
遍
的

に
実
効
性
を
有
す
る
〈
共
通
法
〉
な
る
も
の
が
少
な
く
と
も
現
時
占
で
は

存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
的
紛
争
肝
決
処
珂

ン
ス
テ
ム
と
し
て
の
「
法
治
」
干
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
す
る

「
和
措
」
と
は
何
か
。
こ
の
こ
と
の
意
味
が
改
め
て
問
わ
れ
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
一
和
讃
」
と
は
何
か
一
法
治
」
に
つ
い
て
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
法
vJ
子
的
な
こ
旦
味
と
し
て
「
和
諮
」
と

は
何
か
と
い
、
つ
問
也
が
、
中
国
法
学
会
や
中
同
の
政
治
事
情
に
山
来
す
る

問
題
に
先

υ
っ
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
以
で
あ
る
ご

も
と
よ
り
現
也
の
中
同
社
会
で
は
、
常
に
保
々
な
問
題
解
決
を
阿
る
必

要
に
迫
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
際
に
要
請
さ
れ
る
「
法
治

や
一
和
諾
」
と
い
っ
た
理
念
の
意
味
内
存
が
未
だ
一
説
的
に
定
ま
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
何
よ
り
も
問
題
な
の
は
、
ぞ
う
し
た
状
況
下

で
、
い
や
、
そ
う
し
た
状
況
下
だ
か
ら
こ
そ
「
法
治
一
や
「
和
詩
一
の

E

昧
内
界
に
つ
い
て
の
掘
り
ト
げ
た
議
論
を
灰
開
〕
ょ
う
と
い
う
の
で
は
な

く
、
と
に
か
く
「
法
治
」
を
促
進
し
「
相
前
社
会
」
を
実
現
し
ま
し
ょ
う
、
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と
い
っ
た
ス
ロ
ガ
ン
だ
け
が
空
市
に
独
り
現
き
し
て
い
る
事
態
に
他
な

ら
な
い
じ
だ
が
、
今
み
た
よ
う
に
、
私
た
ち
は
、
「
法
治
」
平
「
和
前
」

の
意
味
内
容
に
つ
一
い
て
検
討
す
る
と
い
う
刊
業
か
ら
逃
れ
る
べ
き
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
「
法
治
」
や
「
和
諾
」
に
対
す
る
理
解
を
告
か
に
膨
ら
ま

せ
て
い
く
こ
と
に
よ
ワ
て
、
山
町
凶
の
み
な
ら
ず
「
和
論
」
を
め
ぐ
る
諸
問

題
の
「
な
ぜ
」
に
刻
し
て
等
え
ら
れ
る
よ
う
準
備
を
し
て
お
く
べ
き
で
は

な
い
疋
ろ
う
か
じ

そ
こ
で
第
七

M
東
ア
ジ
ア
法
科
学
会
や
第
一
回
凶

I
V
H
北
京
大
会
で

テ

1
7
と
し
と
係
肘
さ
れ
た
「
法
治
」
と
「
和
措
」
に
つ
い
て
は
、
こ
こ

で
は
差
し
当
た
り
一
法
治
」
と
一
和
諾
」
と
い
う
概
念
そ
れ
白
休
が
本
だ

論
中
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
理
解
し
、
「
法
治
」
ー
と
「
相

諾
一
を
ど
の
よ
う
に
把
医
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
、
以

I
順

に
命
じ
て
い
く
こ
と
に

ν

た
い

「
法
治
」
を
め
ぐ
る
議
論

「
法
治
」
と
は
何
か
、
「
和
諮
」
ー
と
は
何
か
。
こ
う
し
た
聞
い
に
対
し
て
、

直
接
的
に
川
合
え
る
こ
と
は
存
易
で
は
な
い
{
た
だ
、
「
法
治
一
や
「
和
譜

の
概
念
そ
れ
ハ
体
を
ブ
ラ
ッ
ク
・
ボ
y
ク
ス
と
)
て
不
問
に
付
し
て
お
い

て
も
、
「
法
治
」
や
「
和
措
」
を
と
の
よ
う
に
肘
い
よ
う
と
し
て
い
る
の

か
そ
の
意
味
を
探
る
こ
と
は
で
き
る
。
停
か
に
「
法
治
」
と
い
う
概
念
の

全
貌
を
解
明
し
概
柄
的
に
論
じ
る
の
は
同
就
か
も
し
れ
な
い
が
、
法
そ
れ

同
体
を
実
体
論
と

T
続
品
、
あ
る
い
は
形
式
論
と
実
質
論
に
牡
分
け
る
こ

と
で
議
論
を
逝
び
、
「
法
治
」
の
立
味
内
容
に
泊
る
こ
と
は
|
分
に
可
能

で
あ
ろ
う
。
従
来
か
ら
日
本
で
理
解
さ
れ
て
き
た
「
法
治
」
と
い
う
言
葉

か
ら
想
起
さ
れ
る
諮
問
題
を
念
一
胤
に
世
き
つ
つ
一
、
こ
の
問
題
を
捉
え
返
し

て
み
れ
ば
、
こ
の
こ
と
の
立
味
は
よ
く
理
問
附
さ
れ
る
は
ず
だ
c

例
え
ば
、

一
心
。
九
刊
の

I
V
R
北
京
ト
人
公
で
は
、
「
法
治
」
と
い
う
中
阿
部
に
対

L
て
は
ミ
正
三
戸
当
と
い
う
英
訳
が
充
て
ら
れ
て
い
た
し
か

L
、
日

本
で

J
Eの
と

-21
に
対
出
す
る
訳
需
と

L
て
は
一
法
の
支
配
」
と
い
う

一
百
棄
が
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
一
般
的
に
は
#
え
ら
れ
て
い
る
。

「
法
治
一
と
は
、
ま
ず
も
っ
て
ド
イ
ツ
ー
机
の
一
な
与

Z
5
2
す
な
わ
ち
「
法

治
阿
家
」
や
一
円
以
治
ヱ
表
」
に
白
木
す
る
概
念
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば

F
2
7
5
-
2
一
に
泣
い
形
で
町
内
解
さ
れ
る
の
に
対
し
、
ゴ
ユ
つ
三

-
z
d
u
と
い
う
英
本
流
的
「
法
の
支
配
一
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
埋
解

ら
一

さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
ご
つ
ま
り
、
日
本
に
お
い
て
、
一
法
治
」
と
は
、

ド
イ
ツ
流
の
「
法
治
凶
家
」
や
「
法
治
主
義
」
ー
と
い
っ
た
刊
に
山
来
す
る

も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
「
法
の
支
配
一
と
は
掛
な
っ
た
も
の
と

し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ご
そ
れ
に
対
し
、
中

国
で
肘
い
ら
れ
る
「
法
治
」
と
は
、
ド
イ
ツ
流
の
「
法
治
問
〕
京
」
や
「
法

北法61U '116) lHi 
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治
キ
義
」
に
お
け
る
「
法
治
」
と
明
確
な
区
別
が
さ
れ
る
こ
と
な
く
|
|

そ
れ
が
自
覚
的
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
挺

j

一
円
覚
的
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か

を
こ
こ
で
は
同
わ
な
い
|
|
、
「
法
治
」

H
Z
-
2
2
4
2
1
「
法
の
支
配
」

と
い
う
阿
式
で
も
っ
て
埋
僻
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る

J

し
た
が
っ
て
こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
、
中
国
と
け
本
で
阿
じ
「
法
治
」
と

い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
地
九
円
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
で
念
頭
に

聞
か
れ
て
い
る
意
味
内
容
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
川
じ
湾
?
を
使
い
つ
つ
も
そ
の
法

F

干
刑
訴
と
し
て
の
意

味
が
円
本
と
中
同
と
で
は
異
な
っ
て
い
る
可
能
引
を
念
頭
に
お
き
、
そ
の

う
え
で
、
中
国
に
お
け
る
一
法
治
」
と
い
う
一
六
葉
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ

ど
の
よ
う
な
且
昧
内
討
を
持
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
ト
刀
を
探
ろ
う
と
す
る

際
に
は
、
鈴
本
賢
的
議
論
が
参
与
に
な
る
と
恩
わ
れ
る
。
鈴
木
に
よ
る
と
、

叫
沢
民
が
一
九
九
七
年
の
中
阿
共
斥
党
第
一
五
回
全
凶
代
去
大
会
で
強
調

し
た
「
法
に
依
り
困
を
治
め
、
社
会
+
義
的
法
治
同
家
を
建
設
す
る
」
と

い
う
際
に
凶
用
い
た
「
以
治
一
と
い
、
つ
認
は
、
そ
も
そ
も
七

0
1代
末
に
提

起
さ
れ
た
一
社
会
主
義
的
民
、
一
十
主
義
と
法
制
建
設
を
強
化
す
る
」
と
い
う

ス
ロ
ー
ガ
ン
の
な
か
で
用
い
ら
れ
た
「
法
制
」
と
同
時
に
同
現
し
た
も
の

で
あ
っ
て
、
し
ば
し
ば
そ
れ
と
り
換
的
に
川
い
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
)
そ
し
て
、
こ
の
場
合
の
一
円
以
川
」
と
は
、
凶
家
権
h
M
が
人
民
を

統
御
す
る

T
段
と
し
て
法
が
祝
え
ら
れ
て
い
る
内
で
特
徴
が
あ
り
、
そ
の

E
昧
で
は
、
権
力
に
制
約
を
課
す
こ
と
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
ぜ
は
で
の

「
法
」
に
よ
る
「
法
治
」
と
は
全
く
呉
な
っ
た
も
の
で
あ
る
点
に
抗
立
し

て
お
く
必
以
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
一
九
八
一
汗
に
制
定
さ
れ
た
現

れ
憲
法
に
お
い
て
も
、
そ
の
限
日
は
人
民
の
権
利
利
益
を
保
障
す
る
点
に

情
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
凶
家
権
力
の
発
動
を
媒
介
す
る
注

目
円
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
前
促
に
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
の
し
た
が
っ
て
、

国
家
と
人
権
を
め
ぐ
る
憲
法
体
制
上
の
核
心
部
分
で
さ
え
、
私
た
ち
が
一
議

論
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
は
よ
く
よ
く
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
}

と
は
い
え
、
九
七
つ
年
代
末
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
弘

治
と
人
治
を
め
ぐ
る
論
争
」
以
降
の
政
治
。
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
、
一
法
制
」

は
徐
々
に
「
法
治
」
と
も
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
は
確
か

だ
し
、
「
人
治
一
と
の
比
較
対
照
と
い
う
視
点
が
あ
つ
だ
か
ら
こ
そ
、
「
法

治
」
と
は
一
法
律
」
に

ν

た
が
っ
た
統
治
の
こ
と
を
抗
す
も
の
と
し
て
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
も
停
か
で
あ
っ
た
ο

そ
こ
で
、
問
題

は
、
「
法
ム
山
一
に
ど
の
よ
う
な
自
昧
を
楳
り
込
む
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
、

と
鈴
木
は
い
う
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
の
一
法
治
」
と
は
制
i

注
法
を
通
じ

た
統
治
と
い
う
意
味
で
単
な
る
作
法
的
支
配
を
指
す
の
か
。
あ
る
い
は
、

国
家
権
力
的
発
動
を
も
抑
制
す
る
よ
う
な
巾
民
の
栓
利
利
桧
的
実
長
的
保

障
を
伴
う
一
法
の
支
配
」
と
し
て
僻
釈
す
べ
き
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問

題
が
そ
れ
で
あ
る
。
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石IザEノー 1

そ
し
て
、
鈴
木
は
、
こ
の
よ
う
な
問
担
関
心
を
抱
き
問
題
解
決
へ
と
同

け
た
中
国
の
法
学
者
の
努
力
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
下
)
と
を
強
調
す

る
。
と
い
う
の
も
、
中
岡
の
日
ロ
7
省
た
ち
は
、
一
九
九
つ
年
代
後
手
以
際
、

「
法
制
」
と
い
う
話
か
ら
導
か
れ
る
「
法
」
の
立
味
に
つ
い
て
は
こ
れ
を

「
専
ら
国
家
に
よ
る
権
力
党
動
を
媒
介
す
る
端
」
ト
と
し
て
珂
解
し
、
「
法
治
」

と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
巾
民
の
権
利
利
訴
を
保
障
す
る
規
範
と

し
て
の
「
法
」
と
結
び
つ
け
て
珂
僻
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
法
」
の
実

質
的
な
意
味
転
換
を
図
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
法

7
者
た

ち
は
、
「
法
治
」
と
い
う
芹
長
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
法
制
」
と

い
う
百
葉
で
中
阿
共
出
党
が
想
定

L
て
い
た
で
あ
ろ
う
一
法
」
の
舟
山
味
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
換
叶
脱
胎
し
て
し
ま
お
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
ο

し

た
が
っ
て
、
巾
凶
に
お
け
る
「
法
治
一
を
考
え
る
際
に
は
、
「
法
制
一
と

の
関
係
を
通
じ
て
法
学
者
た
ち
が
自
識
的
に
用
い
る
よ
う
に
な
ロ
た
一
弘

治
」
の
見
ん
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
理
解
、
お
よ
び
、
九
じ

っ
苛
代
末
的
議
論
と
一
九
九

0
1代
後
半
か
ら
み
ら
れ
た
議
論
と
の
違
い

一七

0
年
代
捻
干
以
降
に
中
国
の
学
界
に
お
い
て
生
起
し
た
法
理
論

の
コ
ベ
ル
ニ
ク
ス
的
と
も
い
え
る
転
換
」
|
|
、
こ
れ
ら
を
断
ま
え
た
う

え
で
、
巾
凶
に
お
け
る
「
法
治
一
の
意
味
を
与
え
て
い
く
必
耐
久
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
の
鈴
本
の
議
論
は
示
峻
〕
て
い
る
)

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
鈴
木
の
見
解
や
鈴
木
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

た
よ
う
な
法
学
者
た
ち
の
努
力
に
対
し
て
ホ
を
ギ
す
か
の
よ
う
に
、
「
依

法
治
凶
」

H

「
法
に
依
り
同
を
治
め
る
」
、
す
な
わ
ち
「
法
治
」
と
い
う

フ
レ
ー
ズ
は
、
一
の
ひ
一
年
一
月
に
総
害
コ
ル
に
就
任
し
た
胡
錦
ー
揮
に

よ
っ
て
、
憲
法
制
ー
一
足
一
口
周
年

ι念
式
典
で
次
の
よ
う
な
士
服
で
確
認
き

れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
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「
社
会
ヱ
表
的
民
キ
政
治
を
党
展
さ
せ
る
根
本
は
、
党
の
指
導
、
人

民
を
主
人
公
と
す
る
こ
と
、
お
よ
び
依
法
治
国
・
・
・
の
有
機
的
な

統
一
を
堅
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
党
の
指

導
は
、
人
民
を
主
人
公
と
す
る
こ
と
、
お
よ
び
依
法
治
凶
の
根
本
的

す政な
る治保
凶本障
家質で
の的あ
基!比 1)
本求
的で人
ノゴあ民
主十りを
で、全

あ jl<人
るど1'.1、公

，' . . 1 し
イ訂 こ

凶す
lまる
兄」

がと
JHは
型 社
し会
人三位

民義
カ:¥ u0 
支 民
配 ム

つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
胡
的
出
説
は
、
「
社
会
的
民
ド
ム
政
治
に
お
い
て
最

も
重
注
な
の
は
一
党
の
抗
導
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
党
の
指

導
が
す
べ
て
に
優
先
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
」

L
、
「
人

民
を
主
人
公
と
す
る
こ
と
や
依
法
治
同
も
、
党
の
指
導
に
よ
っ
て
実
現
さ

れ
る
」
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
強
調
し
確
認
さ
れ
る
に
と

と
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
か
よ
う
な
鈴
本
と
同
様
の
問
題
関
心
か
ら
、
今
井
弘
道
は
、

一0
0
川
刊
九
川
け
に
札
幌
で
開
催
さ
れ
た
第
五
回
収
ア
ジ
ア
法
ι
古
川
了
、
ン
ン

引

ボ
ジ
ウ
ム
の
な
か
で
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
「
法
治
」
を
取
り
ト
げ
る
際

に
阿
国
す
べ
き
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
「
「
法
治
」
の
品
数
割
と
「
巾

民
的
法
治
問
念
」
」
と
題
し
た
報
告
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
今

川
が
反
問
し
た
の
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
法
治
」
の
観
念
に
つ
い
て

の
コ
ン
パ
ク
ト
な
数
到
化
で
あ
る

n

そ
れ
に
よ
る
と
、
京
ア
ジ
ア
で
は
、

判
中
困
の
法
家
巴
想
に
代
表
さ
れ
る
「
法
治
」
思
想
と
、
同
ド
イ

y
的

な
意
味
で
の
「
法
治
凶
京
一
ん

2
Z
S
Z
E」
思
想
に
山
来
す
る
「
法
治
」

の
概
念
と
が
、
混
同
き
れ
申
ね
ん
n
わ
き
れ
、
叫
に
強
く
傾
斜
す
る
形
で
珂

抑
附
さ
れ
て
き
た
、
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
「
法
治
」
の

思
想
は
、
「
中
ア
ジ
ア
的
法
治
同
家
一
的
側
念
と
し
て
捉
え
返
す
こ
と
が

可
能
で
あ
り
、
り
そ
う
し
た
一
円
以
治
」
の
思
想
と

F

A

ハ
イ
エ
ク
に
お

い
て
典
型
的
に
見
山
さ
れ
る
よ
う
な
、
山
生
的
秩
ザ
形
成
の
な
か
か
ら
生

じ
て
く
る
「
法
の
支
配
一

Z
Z
C
2
2
一
の
思
想
と
は
ま
っ
た
く
民
な
る

も
の
で
あ
る
、
と
い
う
そ
の
う
え
で
、
今
井
は
、
引
在
の
東
ア
ジ
ア
に

お
け
る
巨
大
な
変
動
の
構
造
を
前
に
し
た
法
祈
学
者
の
仕
事
ー
と
し
て
、
内

欧
法
の
継
立
と
い
う
歴
史
的
ぷ
也
を
件
点
と
し
て
得
出
血
き
れ
展
開
さ
れ
て

き
た
従
来
の
円
本
の
は
学
の
あ
り
方
を
、
ひ
い
て
は
東
ア
ジ
ア
の
法

F

干
の

あ
り
方
を
、
根
底
か
ら
附
い
直
す
必
要
を
訴
え
る
υ

む
ろ
ん
、
中
同
法
を
専
攻
と
す
る
比
較
法

f

了
者
の
鈴
木
と
、
ヱ
と
し
て

ド
イ

y
法
思
想
史
を
研
究
し
て
き
た
法
哲
学
者
で
あ
る
今
井
と
で
は
、
お

の
ず
か
ら
異
な
っ
た
観
点
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
山

者
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
、
中
凶
あ
る
い
は
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て

「
法
治
」
と
い
う
凶
が
含
む
窓
昧
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
慎
重
に
捉
え
返

し
て
お
く
必
一
史
が
あ
る
、
と
い
っ
た
ギ
張
で
あ
ろ
う
。
鈴
木
の
議
論
を
み

る
と
、
「
法
治
」
そ
の
も
の
が
丈
化
ん
革
命
以
降
の
中
阿
に
独
特
の
「
法
制
」

と
い
う
概
念
と
の
関
係
か
ら
導
か
れ
る
に
引
っ
た
事
情
が
一
ボ
さ
れ
て
い

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
西
河
法
を
継
受
し
た
い
い
本
法
を
前
提
と
す
る
私
た
ち
が

中
刊
の
法
と
政
治
を
考
え
る
際
に
は
、
中
国
で
の
一
法
治
」
と
い
う
請
が

成
六
し
た
、
ま
さ
に
中
岡
に
同
有
の
宇
恰
に
照
ら
し
て
問
題
を
捉
え
返
す

の
で
な
け
れ
ば
、
中
国
に
お
け
る
「
法
治
一
の

E
味
を
州
む
こ
と
は
で
き

円一

な
い
、
と
い
っ
た
帰
紡
が
導
か
れ
た
わ
け
で
あ
る
つ

他
し
々
、
今
川
の
議
論
に
し
た
が
え
ば
、
東
ア
ン
ア
に
は
、
平
権
者
で
あ

る
同
家
が
統
治
の
容
体
に
対
し
て
み
ず
か
ら
が
制
定
し
た
法
律
へ
の
畏
敬

と
退
ー
を
波
止
す
る
と
い
う

E
昧
で
は
ド
イ
ツ
J

川
の
構
成
、
一
十
義
的
阿
家
観

と
親
和
的
な
、
い
わ
ば
「
東
ア
ジ
ア
的
法
治
岡
京
」
を
形
成
し
て
き
た
点

で
地
域
全
体
に
共
通
し
た
特
徴
が
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
ル

l
ツ
は
中
国

一
お
~

の
法
家
田
じ
忽
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
に
は
地

域
に
共
通

ν

た
法
制
に
悶
る
歴
史
的
資
源
が
あ
る
、
と
さ
れ
た
。
だ
が
、
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そ
う
し
た
歴
史
的
資
源
の
う
え
に
打
ち
v

止
て
ら
れ
た
「
京
ア
ジ
ア
的
法
治

国
家
」
と
比
米
流
の
「
法
的
文
配
」
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
お
り
、
そ

の
意
味
で
、
東
ア
ン
ア
は
、
権
威
ヱ
表
的
国
家
同
に
つ
い
と
の
共
通
し
た

問
題
を
抱
え
込
ん
で
も
い
る

J

今
川
は
、
こ
う
し
た
事
情
を
断
ま
え
た
ト

で
、
人
f
仕
院
の
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
法
哲
学
が
取
り
組
む
べ
き
諜
題
と
は
何

か
を
問
う
必
一
世
が
あ
る
こ
と
を
訴
え
た
わ
け
だ
。

も
っ
と
も
、
両
者
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
が
ミ
ク
ロ
の
観
占
、
か
ら

迫
ろ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
今
井
は
マ
ク
ロ
に
取
り
扱
お
う
と
し
て
い
た

そ
れ
を
パ
ー
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
の
泣
い
と
し
て
許
す
る
こ

だ
が
、
い
っ
た
ん
両
者
に
よ
っ
て
展
開
き
れ
て
い
る
議

論
内
部
へ
と
同
を
転
じ
て
み
れ
ば
、
日
本
・
州
困
斡
凶
・
台
湾
と
い
う

点
ア
ジ
ア
的
各
同
に
お
け
る
「
法
一
の
ル

l
ツ
と
し
て
は
、
中
国
の
法
家

思
想
に
代
表
さ
れ
る
一
法
治
」
思
想
に
辿
り
っ
く
り
そ
し
て
、
法
家
思
想

に
見
山
さ
れ
る
「
法
治
」
思
想
を
基
幹
ー
と
し
な
が
ら
も
、
ド
イ

y
流
の
「
法

治
羊
義
一
や
そ
こ
か
ら
哩
か
れ
る
桂
威
主
義
的
回
家
間
と
親
和
的
な
困
家

を
抱
い
て
き
た
と
い
う
点
で
み
れ
ば
、
東
ア
ジ
ア
は
共
通
の
粁
験
を
有
し

て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
西
洋
近
代
法
を
学
び
そ
れ

に
し
た
が
っ
た
埋
併
が
「
法
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
刷
究

を
進
め
て
き
た
日
本
の
法
哲
学
省
で
あ
る
今
井
に
と
っ
て
は
、
ム
f

や
、
向

洋
対
日
本
と
い
う
枠
組
で
は
な
く
、
以
ア
ジ
ア
と
い
、
つ
み
ず
か
ら
が
置
か

と
み
る
こ
と

と
も
で
き
よ
う

れ
た
地
域
社
会
全
体
の
側
内
か
ら
、
丙
洋
に
端
を
発
す
る
「
法
治
」
と
は

何
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
の
こ
と
を
改
め
て
位
認

し
て
お
く
必
裂
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
雑
く
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
よ

う
な
今
川
に
よ
っ
て
同
提
起
さ
れ
た
問
題
枠
組
そ
れ
肉
体
は
、
西
洋
近
代
法

に
よ
る
「
法
の
支
配
」
干
「
法
治
主
義
」
を
桝
受
し
た
け
本
の
法
苧
が
中

国
を
は
じ
め
と
す
る
点
ア
ン
ア
の
な
か
で
今
後
ど
の
よ
う
な
法
思
考
を
反

問
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
と
し
て
構
成
し
う
る
以
上
、

改
め
て
私
た
ち
に
迫
ワ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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「
和
譜
」
を
め
ぐ
る
議
論

で
は
、
「
法
治
一
と
並
ん
で
多
胤
き
れ
る
「
相
誠
一
と
は
何
か
。
「
相
指

と
い
う
一
百
棄
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
非
常
に
心
地
よ
い
響
き
を
も
っ
て
聞

こ
え
て
く
る
ο

「
利
融
」
す
な
わ
ち
「
嗣
相
」
の
と
れ
た
社
会
が
実
現
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
日
頃
か
ら
法
的
紛
争
処
珂
に
関
す
る
実
践
的
問
題
と
取

り
組
み
、
そ
の
解
決
に
-
践
を
怖
ま
せ
て
い
る
法
学
者
が
そ
の
こ
と
自
体
を

結
構
だ
と
主
え
る
の
は
、
決
し
て
想
像
し
に
く
い
こ
と
で
は
な
い
か
ら
だ
。

た
だ
、
間
也
と
な
る
の
は
、
そ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
和
諾
一
が
実
現
し

た
場
合
に
忽
疋
さ
れ
て
い
る
一
社
会
」
の

R
体
像
で
あ
ろ
、
つ
{
}
そ
こ
で
具

体
像
が
な
け
れ
ば
、
「
利
融
社
会
」
ー
と
い
う
構
想
も
凶
餅
に
帰
す
よ
り
は
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そ
れ
ゆ
え
、
鍵
と
な
る
の
は
、
「
和
措
社
会
」

H

「
嗣
刊
の

と
れ
た
社
ん
ご
と
は
い
か
な
る
状
態
を
指
す
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る

だ
が
、
管
見
す
る
限
り
、
こ
の
山
心
な
「
和
譜
」
の
中
身
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
法
学
ブ
ロ
パ
ー
の
問
也
と
し
て
「
法
治
」
の
よ
う
な
盤
埋
さ
れ

た
議
論
が
必
ず
し
も
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ

る
。
「
和
譜
」
と
い
う
刊
に
は
、
い
か
な
る
窓
味
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
の

あ
る
い
は
、
い
か
な
る
世
間
を
読
み
取
る
べ
き
な
の
か
。
「
羽
詰
」
が
合

意
す
る
と
こ
ろ
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
な
い
}
「
和
詰
」
と
は

何
か
と
い
う
問
い
に
対

L
て
と
う
答
え
る
か
に
泌
じ
て
、
「
和
諾
」
と
い

う
一
六
H

巣
が
も
っ
法
的

E
味
が
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。

巾
凶
で
「
和
措
社
会
一
の
建
設
が
政
府
公
認
の
政
策
と
し
て
ほ
用
さ
れ

た
の
は
、
先
述
し
た
下
と
お
り
、
克
一
六
朗
六
山
人
会
(
一
む
の
六
年
一
心

戸
川
何
)

月
)
以
降
の
こ
と
で
あ
る
ο

だ
が
、
そ
れ
以
前
の
一

0
0
二

1
一

月

に

間
併
き
れ
た
第
六
阿
党
人
会
お
い
て
、
既
に
胡
綿
棒
の
前
総
古
コ
叫
で
あ

る
江
川
山
氏
に
よ
る
最
後
の
政
治
限
苫
の
な
か
で
、
、
μは
み
ず
か
ら
の
二
二

叩

〕

つ
の
代
女
思
想
と
枯
ん
で
「
和
措
」
に
つ
い
て
の
一
口
止
を
し
た
こ
と
が
あ

る
。
そ
し
て
、
党
ハ
則
一
中
全
会
(
つ
〈
〉
一
一
年
一

O
H
)
で
は
、
「
科

学
的
交
展
情
」
と
一
和
世
礼
会
」
の
二
つ
の
概
念
が
一
面
接
不
可
分
の
関

係
に
あ
り
、
互
い
が
他
者
の
前
提
と
な
り
、
保
証
と
な
る
関
係
で
あ
り
、

h

こ
よ
、
‘

ふ
U
h
Y
9
h
V
1
v

人つのき能ーま
II ま建れ }J 六た
にり設るの朋
騰ははに一同互
喪中一主つ中い
「ま定っと全が
る人のてし会干
と民段い【ーで(段
こん陪る，ーと
ろ平日を 十十口な
と困粁こ会のり
なとるのよ阿
っしこよゑ年日
た て と う 手 口 九 的
とのにに話片と
どコよ、社)な
え三つ中会でる
ら F心て阿をは問
れ (1) rh に構、係
モ最高お徒党で

策共けすがあ
l円高るる高る
ι:E 「 能 め

.~ ~和力ると
と「諦」べさ川
三三社がきれ?
よJ品」今祝 n
才L の」 h-A

疋"ノ 少也

こ
こ
で
、
川
何
回
し
て
お
き
た
い
の
は
、
山
町
困
に
お
い
て
「
和
結
社
会
」
と

い
う
言
葉
が
肘
い
ら
れ
る
際
に
は
、
必
ず
「
什
人
ム
ド
ム
義
和
諾
社
会
」
と
い

う
傑
式
で
型
肝

L
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ご
注
す
る
に
、

中
岡
が
け
折
す
べ
き
社
会
と
は
単
に
「
嗣
和
の
と
れ
た
社
会
」
と
い
う
の

で
は
な
く
、
「
社
会
、
ヱ
義
に
即
し
た
形
で
調
和
が
と
れ
て
い
る
社
会
一
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
一

O

一
口
年
を
目
標
と
)
て

建
設
さ
れ
る
べ
き
「
相
諮
社
会
」
と
は
、
「
山
叩
岡
村
ハ
民
党
が
全
人
民
を
指

導
し
て
共
同
で
建
設

L
、
共
同
で
比
有
す
る
初
荷
朴
ム
主
で
あ
る
一
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
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こ
の
こ
と
を
前
提
に
、
州
政
権
は
、
党
一
六
四
月
六
山
人
会
で
採
択
さ
れ

た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ス
社
会
、
ド
ム
義
和
措
社
会
の
構
染
に
つ
い
て
の
衿

T
の
平

大
問
也
に
関
す
る
中
日
ハ
中
央
の
決
疋
」
)
に
お
い
て
、
一
和
諾
社
会
」
の
実

現
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
朴
公
の
発
展
が
小
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
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い
る
。
も
ろ
ん
、
現
実
に
社
会
で
進
行
し
て
い
る
「
発
展
格
差
が
払
大
す

る
趨
勢
」
は
、
「
逐
次
改
善
さ
れ
」
る
べ
き
「
半
裂
な
目
私
」
で
あ
る
。
だ

が
、
現
実
は
そ
れ
と
逆
の
桜
相
を
示
し
て
い
る
。
現
実
の
社
公
に
は
「
和

諸
に
影
響
を
ワ
え
る
少
な
か
ら
ぬ
矛
盾
や
問
題
も
有
許
し
て
い
る
」
こ
と

か
ら
、
ま
ず
は
「
矛
盾
を
直
視
し
、
マ

r一
肌
帽
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
最
大
限
に
、

和
品
開
の
要
素
を
増
し
、
段
大
限
に
不
利
の
要
素
を
削
減
し
、
不
断
に
社
会

の
和
請
を
促
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

υ

ま
た
、
先
述
し
た
「
法
治
」

の
実
現
に
つ
い
て
み
て
も
、
「
法
治
」
が
遅
々
と
し
て
進
ん
で
い
な
い
と

い
う
現
状
認
識
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
法
に
従
い
国
を
治
め
る
と
の
焦
本

方
略
は
全
面
的
に
実
ぬ
き
れ
」
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
一
、
一
上

要
な
同
僚
」
の
っ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

で
は
、
こ
う
し
た
現
状
認
識
の
下
で
、
人
民
を
指
拝
す
る
執
政
党
で
あ

る
中
国
共
産
先
が
担
う
べ
き
課
題
と
は
何
で
あ
る
の
か
)
そ
れ
こ
そ
は
、

「
相
許
朴
公
の
建
設
」
で
あ
る
。
こ
う
州
政
権
が
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
っ
た
背
景
に
は
、
「
こ
れ
ま
で
経
済
発
反
に
日
が
行
く
余
り
、
十
分

に
重
伺
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
牡
公
シ
ス
テ
ム
全
般
の
牲
備
の
巡
れ
に
刈
す

る
政
権
と
し
て
の
痛
烈
な
危
機
感
が
あ
る
」
、
と
い
う
痛
烈
な
折
摘
が
あ

り
、
こ
の
こ
と
自
体
は
疑
い
併
な
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
そ
う
し

た
献
し
い
見
方
も
あ
る
な
か
で
、
一

C

C
作
ま
で
に
建
ぷ
を

H
抗
す
下
と

さ
れ
て
い
る
「
和
論
社
会
」
に
つ
い
て
、
ま
さ
に
「
和
許
朴
ん
ご
と
は
何

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
只
体
像
を
私
た
ち
が
桐
む
こ
と
は
縦
し
い
。

そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ぞ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
点
も
、
必
ず

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
「
和

語
社
会
」
と
い
う
概
念
と
は
柿
吋
の
と
こ
ろ
中
国
共
産
止
に
よ
2

て
指
導

さ
れ
る
中
凶
独
自
の
「
社
会
主
義
」
的
な
「
和
讃
サ
ん
山
」
に
す
き
ず
、
「
和

諾
社
会
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
有
権
解
釈
音
が
党
以
外
に

あ
り
え
な
い
、
と
い
っ
た
こ
と
が
不
動
の
前
提
に
き
れ
て
い
る
か
ら
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
「
和
結
社
会
の
立
設
」
が

H
指
さ
れ
て
い
る
現
在
、
随

所
で
哨
山
し
て
き
で
い
る
「
矛
盾
」
と
は
何
で
あ
る
の
か
「
矛
盾
」
が

何
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
の
現
状
忍
識
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
目
指
そ
う
と

す
る
中
国
抽
出
山
の
「
社
会
主
義
」
的
な
「
和
譜
社
会
」
と
は
何
で
あ
り
う

る
の
か
{
そ
も
そ
も
、
「
和
措
一
と
い
う
品
を
使
う
こ
と
で
〆
兄
が
折
し
示

そ
う
と
し
て
い
る
新
た
な
也
会
像
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
党
幹
部
以
外
の
面
に

も
共
有
せ
よ
と
い
、
つ
の
は
困
難
な
安
求
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
、
っ
か
。
こ
こ

に
潜
ん
で
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
他
な
ら
な
い
。

実
際
、
一
社
会
、
一
干
義
」
に
即
し
た
形
で
実
現
さ
れ
る
べ
き
一
和
詰
什
会
」

に
つ
い
て
、
党
第
一
!
ハ
則
六
州
全
会
で
は
、
「
社
会
主
義
の
特
心
的
伺
値

へ
訓
一

体
系
は
、
和
荷
正
化
建
ι
ほ
の
慕
礎
で
あ
る
一
と
さ
れ
、
「
社
会
羊
義
和
諾

社
会
の
構
築
の
鍵
は
党
に
存
る
」
と
い
う
こ
と
が
強
制
さ
れ
時
一
♂
さ
れ
て

訂
)

い
る
ο

つ
ま
り
「
和
諮
社
会
」
と
は
、
い
く
ら
「
調
和
」
が
と
れ
て
い
た
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と
し
て
も
「
社
会
主
義
」
に
反
す
る
社
会
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
よ

う
な
ぜ
昧
で
の
「
紅
会
キ
英
和
結
社
会
」
を
実
現
で
き
る
か
と
う
か
は
中

国
共
斥
党
の
指
哩
次
第
で
あ
る
、
と
い
っ
た
理
屈
が
こ
の
よ
う
な
限
で

も
っ
て
劇
的
に
一
ぶ
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
c

し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
ぷ
論
反

開
は
、
あ
る
極
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
陥
っ
て
い
る
〕
と
い
う
の
も
、
「
社

会
羊
義
の
枝
心
的
価
値
体
系
」
が
「
相
指
fA
化
建
設
の
慕
縫
で
あ
る
」
と

き
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
肝
心
な
「
牧
心
的
価
他
体
系
」
を
基
礎

づ
け
る
「
和
結
社
会
」
の
あ
り
I
M
を
相
前
く
「
鈍
」
は
、
「
牡
会
主
義
」

に
即
し
て
「
柊
心
的
価
値
休
系
」
を
再
く
「
党
」
に
よ
っ
亡
の
み
決
'
疋
さ

れ
う
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
に
と
っ
て
一
和

諮
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
ど
こ
か
不
F

川
然
に
み
え
た
と
し
て
も
、
そ
う
し
た

見
方
が
直
ち
に
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
間
違
っ
て

い
な
い
ば
か
り
か
、
ひ
と
た
び
中
国
の
現
引
法
体
系
に
照
ら
し
て
み
た
場

合
、
結
果
的
に
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
う
じ
た
理
解
こ

そ
が
、
極
め
て
耳
っ
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
さ
え
確
認
で
き
る
そ
も
そ

て国がも
し、が 111 Ijr 

る「凶凶
こ社共の
と会産愚
か主党法
ら誌で前
みあ) (
亡休るで
自嗣|こは
明をと
の J采をネ十
こ肘規公
とし定ヱ
だ、さ衣
かそれ」
らのてJj'
で破い氏支
あ…J)量るの
るぎをし事

全会 、 さを
ヲ了て 本

終 じ第を
tJ ~指
的周条導
lこ 1見です

定はる
すき、主
べれ中刊一

て
は
党
の
胸
一
一

J
と
い
う
次
第
で
あ
る
ο

ま
た
、
「
矛
盾
」
を
め
く
る
現
状
認
識
と
、
そ
の
う
え
で
目
指
さ
れ
る

べ
き
「
和
結
社
会
」
と
は
何
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
党
第
一

六
期
1

ハ
中
全
会
の
コ
ミ
コ
ニ
ケ
で
は
、
「
社
会
の
公
平
止
再
は
社
会
和
諾

の
基
本
的
条
件
で
あ
り
、
川
底
は
社
会
の
公
平
止
義
の
根
本
的
保
障
で
あ

り
」
、
と
述
、
へ
ら
れ
て
い
る
〕
つ
ま
り
、
「
和
譜
」
に
は
「
公

γ
止
義
」
が

夫
現
し
た
際
に
成
り
立
つ
上
部
構
造
と
し
て
の
位
同
づ
け
が
与
え
ら
れ
て

い
る
。
だ
が
、
そ
こ
で
同
時
に
、
「
社
会
の
公
平
7
1
義
を
保
障
す
る
重
大

な
役
制
を
来
す
制
度
の
建
設
を
急
ぎ
、
人
民
の
政
治
、
経
済
、
主
化
、
社

会
な
ど
か
什
ん
両
の
梓
利
と
利
拾
を
保
障
し
、
公
民
が
法
に
よ
り
権
利
を
わ

使

L
、
義
務
を
慣
行
す
る
よ
う
哩
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
き
れ
る
有
権
解

釈
者
と
は
誰
か
と
訪
ね
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
述
し
た
と
お
り
、
人
民
の

前
向
で
あ
る
中
同
共
呼
党
と
い
う
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

一公

γ
」
や

-
F義
」
と
い
ロ
た
法
規
範
を
め
ぐ
る
先
陣
的
な
概
念
さ
え

も
が
、
党
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
決
定
さ
れ
た
「
和
諮
」
と
い
、
つ
政
治
的
観

念
を
基
健
づ
け
る
卜
部
構
造
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
r

し
か
も
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
理
解
は
、
中
凶
の
現
行
法

体
系
を
踏
ま
え
た
法
律
守
的
思
与
様
式
に
則
っ
て
み
た
場
合
、
間
違
っ
て

い
な
い
ば
か
り
か
他
め
て
止
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
強
調
し
て

も
強
調
し
す
さ
る
こ
と
は
な
い
)
ま
た
、
そ
こ
に
は
、
両
伴
に
山
来
す
る

法

7
や
そ
れ
を
受
入
れ
て
き
た
日
本
の
法
学
が
想
定
し
て
い
る
よ
う
な
向
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出
で
一
日
律
的
な
判
附
能
力
を
備
え
た
「
人
格
」
と
い
一
っ
た
意
味
で
の
何
人

上
五
的
人
山
観
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
こ
で
強
調
さ

れ
て
い
る
の
は
、
「
九
凶
各
民
族
の
卜
人
凶
結
」
と
「
内
外
の
中
華
児

K
の

大
阿
結
」
を
「
固
め
る
」
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
、
一
人
一
人
の
人
聞

が
、
成
長
し
な
展
し
て
い
く
な
か
で
「
例
性
」
や
「
人
科
」
を
発
何
で
き

る
こ
と
を
期
刊
す
る
と
い
っ
た
観
点
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、

た
と
え
、
そ
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
中
間
H
八
件
党
は
、
「
社

会
主
義
の
栄
辱
慨
を
樹
有
し
、
丈
明
・
モ
ラ
ル
の
以
川
町
な
風
紀
を
完
成
し
、

積
極
的
で
健
全
な
思
想
世
界
の
空
気
を
作
り
山
川

L
、
広
く
和
措
創
造
の
活

動
を
灰
開

L
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
役
判
を
、
法
を
超
え
た
止
場

か
ら
み
ず
か
ら
に
課

L
、
す
つ
す
る
こ
と
で
、
み
ず
か
ら
を
「
相
識
」
の

内
容
を
唯
一
決
定
し
う
る
お
什

ιへ
と
押
し
卜
げ
、
執
政
党
と

L
て
の
止
統

院
を
準
備
す
る
)
〕
か
も
、
訟
を
起
え
た
存
在
と
し
て
党
が
み
ず
か
ら
を

位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
山
町
凶
の
現
行
法
を
理
解
す
る
限
り
に
お
い

て
T
K
し
い
理
解
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
r

む
し
ろ
、
そ

う
し
た
付
置
づ
け
仁
川
こ
そ
、
中
凶
独
自
の
一
什
会
、
一
十
義
」
を
凶
是
と
す
る

中
華
人
民
共
和
阿
と
中
岡
共
産
党
の
正
し
い
あ
り
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
り

し
た
が
っ
て
、
巾
困
に
お
け
る
「
和
諾
一
の
意
味
的
存
を
当
事
者
で
あ
る

党
以
外
の

υ
場
に
あ
る
者
が
完
全
に
把
握
し
よ
う
と
し
て
も
そ
れ
は
事
支

い
し
も
論
理
上
も
小
可
能
で
は
な
い
の
か
、
と
い
っ
た
デ
ィ
レ
ン
マ
に
陥
る

ハ、

つ口」

くにと
は， Iこ
こ和な
う論る

たの私
事 意 た
情味ち
に内治す
瀞存学
んをん
で j~ で， '握主
るすた
とるよ
同「炉内

也、)ノ

わとな
れ iーが法
る刊囚学

難。〕
な制
坦点
白か
も旬
、み

おた
そ J#i
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四

「

和

詰

」

み
悲
守
え
ワ

11 

σ〉

「
調
和
」
)

「宵ん
h
w汁
」

へ
の
壮
同

前
節
で
も
み
た
と
お
り
、
中
国
で
は
「
社
会
の
和
世
に
影
響
を
ラ
え
る

少
な
か
ら
ぬ
矛
盾
や
問
題
も
存
約
し
て
い
る
」
の
が
現
実
で
あ
る
こ
と
が

十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
る

L
、
一
矛
盾
を
直
視
し
、
マ
ゲ
一
同
を
解
き
ほ
ぐ

L
、

最
大
限
に
、
相
諮
の
要
素
を
増
し
、
長
大
限
に
不
相
の
山
久
哀
を
削
減
し
、

不
断
に
社
会
的
和
諾
を
促
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
と
い
う
こ
と
は
、

一
六
朗
六
中
ん
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
と
お
り
で
あ
る
)

確
か
に
「
矛
盾
」
を
克
服
し
「
相
許
朴
ん
ご
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
何
が
「
矛
盾
一
で
あ
る
か
を
「
直
視
一
す
る
必
要
が
あ
る
。
だ

が
、
コ
ミ
コ
ニ
ウ
九
l

体
を
読
み
返
し
て
み
て
気
づ
く
の
は
、
一
利
諦
」
を

た
刻
す
る
た
め
に
「
矛
盾
」
を
「
声
視
」
し
「
解
き
ほ
ぐ
し
」
を
行
お
う

と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
は
長
肢
に
、
さ
ら
な
る
粁
凶
成

μお
よ
び
発
反
、

す
な
わ
ち

q
活
水
準
の
向
上
へ
と
凶
民
の
同
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ま
で
の
政
策
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
失
敗
、
す
な
わ
ち
川
得
格
芹
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と
い
う
「
矛
盾
」
か
ら
は
、
阿
川
氏
の
円
を
恥
じ
き
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
つ
ま
た
、
そ
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ

る
の
が
、
「
和
諾

i
化
に
よ
る
モ
ラ
ル
基
盤
の
耽
怖
」
で
あ
り
、
そ
の
あ

り
ん
に
つ
い
て
は
中
国
共
昨
党
が
独
占
的
に
指
導
し
て
い
く
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
で
は
こ
の
一
点
が
強
調
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
後
者
は
、
人

民
の
前
街
で
あ
る
兄
向
身
が
自
律
的
な
人
間
同
を
前
虻
と
し
て
い
な
い
こ

と
の
宣
一
は
で
あ
り
、
そ
れ
が
前
節
で
も
み
た
よ
う
に
「
令
同
各
民
族
の
大

団
結
」
と
「
内
外
の
中
辛
抱

k
の
卜
人
団
結
」
を
「
阿
め
る
」
こ
と
を
通
じ

て
発
現
き
れ
る
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
少
数
者

の
権
利
保
義
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
極
め
て
重
卜
人
な
問
題
を
宇
む
こ
と
に

な
る
。む

ろ
ん
、
中
華
人
民
共
和
阿
憲
法
に
お
い
て
も
、
第
一
章
一
市
民
の
草

木
的
権
利
お
よ
び
義
務
」
の
な
か
に
、
米
現
の
白
山
川
や
信
教
の
白
山
間
と
い
っ

た
基
本
柱
に
関
す
る
規
定
が
有
存
す
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
基
本
停
に
は

当
然
の
制
約
が
あ
る
と
与
え
ら
れ
て
い
る

f

例
え
ば
、
新
壮
、
集
会
の
一
同

州
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
「
社
会
川
休
登
記
管
理
法
」
(
一
九
九
一
八
年
)
、
「
生

会
テ
モ
行
進
一
ボ
戚
実
施
条
例
一
二
九
九
刊
」
と
い
っ
た
法
規
が
制
定

さ
れ
厳
併
な
許
川
川
が
敷
か
れ
て
お
り
、
窓
法
の
正
一
円
上
の
制
約
が
無
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
実
質
的
な
政
治
的
自
問
一
般
が
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
c

し
た
が
っ
て
、
政
治
的
自
由
の
環
と
し
て
私
た
ち
に
淵
し

ま
れ
て
い
る
同
氏
の
基
本
的
な
権
利
と
し
て
僻
さ
れ
て
い
る
人
権
で
さ

え
、
中
国
で
は
、
少
な
く
と
も
事
実
ト
の
問
題
と
し
て
厳
し
い
制
約
の
下

に
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
き
、
注
意
し
て
お
く
立
川
ー
が
あ
る
、

中
困
世
法
が
前
提
と
し
採
出
し
た
同
家
制
度
と
は
、
「
マ
ル
ク
ス
・
レ

l

ニ
〆
主
義
と
毛
沢
東
思
想
二
九
九
λ
刊
の
改
止
で
部
小
平
理
論
、
。

。
凶
年
の
改
正
L
P
H
二
円
ノ
の
代
表
μ

の
重
型
恩
惣
を
追
加
)
」
「
人
民
民
4

4
義
独
裁
」
「
社
会
主
誌
の
道
」
「
共
産
党
の
指
導
」
と
い
う
凶
つ
の
基
本

原
則
だ
か
ら
で
あ
る
υ

し
か
も
、
一
民
主
集
中
制
」
を
探
射
す
る
中
国
に
お
い
て
は
、
刊
家
の

統
治
原
町
内
ー
と
し
て

7
二
権
分
立
」
を
採
附
す
る
と
い
っ
た
発
惣
が
入
り
込

む
余
地
は
な
い
。
憲
法
学
干
「
ウ
憲
、
が
誠
一
の
制
凸
か
ら
み
て
、
何
よ
り

も
汁
目
す
べ
き
は
、

最
前
人
民
法
院
に
違
憲
法
令
審
査
権
が
認
め
ら
れ
て

い
な
い
、
と
い
う
ト
刀
で
あ
ろ
う
。
あ
る
政
治
的
山
山
間
が
認
め
ら
れ
る
余
地

が
あ
る
か
な
い
か
は
、
執
政
党
で
あ
る
共
呼
党
に
よ
る
指
世界
を
通
じ
て
全

国
人
民
代
表
大
会
に
よ
り
最
終
的
に
判
断
さ
れ
山
比
定
さ
れ
る
と
い
、
つ
こ
と

に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
υ

例
え
ば
、
川
得
格
芹
を
解
消
し
財
の
円
分

配
を
求
め
よ
う
と
す
る
経
済
的
次
一
正
の
問
題
を
政

F

心
的
活
動
に
よ
っ
て
社

会
問
題
化

ν

ょ
う
と
し
た
り
、
一
法
輪
山
柑
」
の
伝
者
多
数
が
同
体
と
し
て

政
附
か
ら
公
認
さ
れ
な
い
こ
と
に
対
し
て
抗
一
品
の
立
昧
を
込
め
た
政
治
活

北it61(1. 125) 12;5 
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動
を
行
っ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
肉
体
が
珂
に
迫
っ
た
も
の

(
2
2
0
E
Eの
)
で
あ
る
か
ど
う
か
を
法
に
照
ら
し
て
合
埋
的

(
E
Z
E
E
-
)

に
判
断
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
党
や
政
府
が
そ
の
坊
に
応
じ
て
そ
の
ぬ

に
適
し
た
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
刊
断
を
く
だ
す
と
い
う
形
で
対
処
す
る
と
い
う

こ
と
で
、
有
無
を
百
わ
さ
ず
処
即
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
、
政
治
的
向
由
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
よ

う
な
状
出
に
お
い
て
、
果
た
し
て
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
和
讃
社

会
」
の
実
羽
へ
と
向
け
た
第
歩
十
と
し
て
の
「
矛
盾
」
を
「
声
侃
」
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
「
和
措
社
会
」

H

「
調
和
の
と
れ

た
社
会
」
を
建
設
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
、
一
利
和
」
の
と
れ

て
い
な
い
現
状
ナ
な
わ
ら
「
矛
盾
」
が
あ
る
状
態
を
ど
の
よ
、
つ
に
認
識
す

べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
、
っ
か
コ

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
法
苧
的
に
与
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
必
ず
や
寛
容
を
め
ぐ
る
議
論
を
避
け
て
と
お
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
小
論
で
は
ヱ
張
し
た
い
{
}
一
調
和
の
と
れ
た
社
会
」
を
建

設

L
ょ
う
と
い
う
と
き
に
、
も
し
、
そ
れ
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
側
が
示
し
た

「
刈
和
一
に
つ
い
て
こ
れ
を
折
併
す
る
長
た
ち
が
山
川
て
く
る
と
す
れ
ば
、

そ
う
し
た
異
議
申
し
立
て
を
行
う
告
に
常
に
非
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。
異
を
唱
え
る
仔
に
対
し
て
は
、
と
の
よ
う
な
対
処
を
な
す
べ

き
か
c

そ
う
し
た
占
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
利
和
」
で
あ
れ
ば
許

谷
で
き
て
、
ど
の
範
囲
か
ら
逸
脱
し
た
場
合
で
あ
れ
ば
阿
意
で
き
な
く
な

る
の
か
り
こ
う
し
た
桐
別
只
体
的
な
問
地
に
対
し
て
、
常
に
完
全
に
止
し

く
谷
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
必
ず

や
寛
存
を
め
ぐ
る
問
題
が
法
学
上
の
間
制
ト
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
か
ら

で
あ
る
υ

一
体
、
ど
の
よ
う
な
「
調
和
」
が
望
ま
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
あ

る
い
は
、
ど
の
よ
う
な
「
調
和
」
で
あ
れ
ば
妥
結
で
き
る
の
だ
ろ
、
っ
か
。

ま
た
、
さ
ら
に
こ
の
砲
の
問
題
を
州
り
下
げ
て
み
れ
ば
、
必
ず
し
も
そ

れ
が
机
卜
の
先
論
の
よ
う
な
非
日
叩
的
で
非
実
践
的
な
問
題
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
く
と
い
う
の
も
、
一
調
和
の
と
れ
た
社
会
」
を

建
設
し
ょ
、
っ
と
い
、
つ
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
対
し
て
何
ら
か
の
異
議
申
し
す
て
を
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わ
う
と
し
た
ら
、
上
述
し
た
よ
う
な
否
疋
的
な
契
機
は
単
な
る
異
議
中
L

立
て
に
と
ど
ま
ら
ず
、
を
も
そ
も
一
調
和
の
と
れ
た
什
会
」
を
建
設
す
べ

き
か
と
う
な
の
か
と
い
っ
た
問
題
を
も
含
め
て
広
く
般
的
に
人
聞
社
会

に
対
し
、

寛
詳
の
問
題
を
根
底
か
ら
捉
え
返
す
契
機
へ
と
繋
が
り
か
ね
な

い
か
ら
で
あ
る
中
阿
の
場
合
で
い
え
ば
、
一
和
讃
什
会
」
を
と
の
よ

う
に
建
設
す
べ
き
か
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

に
す
脚

L
た
、
共
産
党
が
指
導
す
る
、
梓
力
分
リ
一
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い

非
止
世
主
義
的
政
体
を
採
崩
)
た
、
一
人
民
民
主
主
主
」
と
い
う
名
を
冠

し
た
独
裁
政
府
の
卜
で
「
和
諮
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
、
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も
っ
と
も
、
「
嗣
和
の
と
れ
た
村
会
」
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
、
近

代
西
洋
の
ピ
ュ
ウ
リ
タ
ン
に
お
け
る
良
心
の
自
巾
を
起
源
と
し
た
「
寛
が」

や
「
リ
ベ
ラ
ル
」
と
い
っ
た
側
伯
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
世
界
観

に
基
づ
き
構
想
さ
れ
る
「
嗣
和
」
か
ら
、
か
つ
て
日
本
の
丸
山
真
引
が
指

摘
し
た
よ
う
な
「
鞍
限
抱
擁
」
的
な
意
味
で
の
「
調
和
」
ま
で
、
凶
時
々
な

議
仰
を
立
中
什
論
と
し
て
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
寛

容
と
は
何
か
を
考
え
る
際
に
は
、
他
者
に
対
し
て
寛
容
を
要
求
す
る
寛
容

主
義
者
は
、
寛
容
を
即
理
的
に
作
絶
す
る
よ
う
な
論
告
に
対
I
J
て
、
ど
の

よ
う
な
態
度
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
っ
た
種
類
の
問
題
が
裸
わ

り
つ
い
て
く
る
。
山
間
刑
+
的
に
は
、
寛
容
を
原
理
的
に
拒
汗
す
る
者
に
対
し

て
寛
持
論
者
は
寛
粋
で
あ
る
べ
き
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
こ
れ
に
あ
た
る
コ

そ

L
て
、
こ
う
し
た
問
題
は
、
よ
り
現
実
的
に
は
、
む
し
ろ
多
数
者
と
の

「
刈
和
一
を
ね
絶
す
る
少
数
者
に
対
し
て
、
多
数
の
支
持
を
背
景
と
し
て

一
副
和
」
を
止
め
る
と
い
う
こ
と
は
訟
学
的
に
妥
当
と
い
え
る
の
か
、
と

い
う
問
題
と
も
通
庚
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
間
也
は
、
い
民
上
主
義
胤

珂
ネ
」
行
定
す
る
も
の
に
対
し
て
も
民
、
が
主
義
原
理
が
適
附
さ
れ
る
べ
き
な

の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
う
)
た
場
合
は
民
士
干
義
原
理
の
適
用
を
阿
家
緊

急
権
平
戒
厳
令
を
党
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
否
定
す
べ
き
で
あ
る
と
み
る

の
か
と
い
一
っ
た
、
法
の
限
界
に
関
わ
る
問
題
と
類
似
し
た
構
造
を
な
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
私
た
ち
が
「
調
和
」
と
は
何
か
と
い
っ
た
問
題
を
考

え
る
際
に
は
、
た
と
え
そ
れ
が
多
数
者
の
支
持
を
背
民
と
し
て
成
守
し
た

も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
、
つ
し
た
決
I

疋
は
常
に
阿
時
に
合
数
者
と
の

関
係
で
は
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
起
こ
す
要
凶
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
っ

た
こ
と
を
予
山
刑
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
c

あ
る
問
題
を
肝
決
す
る

に
あ
た
ワ
て
は
、
多
数
と
少
数
の
山
者
と
も
が
「
調
和
」
に
ム
土
る
こ
と
を

求
め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
両
品
は
常
に
同
時
に

対
立
的
緊
張
関
係
に
人
る
こ
と
も
あ
り
う
る
か
ら
だ
〔
実
際
、
そ
、
つ

L
た

対
守
的
緊
張
関
係
は
、
社
会
の
係
々
な
デ
ィ
メ
ン
ジ
ョ
ン
で
川
じ
う
る
υ

た
だ
、
こ
う
考
え
て
み
る
と
、
「
寛
び
一
と
は
、
そ
う
し
た
刈
心
的
緊
張

関
係
を
何
ら
か
の
形
で
ク
リ
ア
な
も
の
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
際
に
波
請

さ
れ
る
だ
践
な
の
で
あ
っ
て
、
「
調
和
」
と
は
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
「
寛

容
一
に
よ
っ
て
も
た
ふ
り
さ
れ
た
何
ら
か
の
状
態
を
指
す
に
す
ぎ
な
い
。
も
っ

と
も
、
そ
う
し
た
意
味
で
一
寛
存
」
の
問
題
を
考
え
て
い
く
た
め
に
は
、

そ
も
そ
も
コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
何
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
ー
ー
ー
あ
る
刈
立

的
緊
張
関
係
が
現
実
に
ぺ
じ
る
叫
能
性
を
前
提
と
し
な
が
り
も
私
た
ち
は

他
者
と
い
か
に
議
論
す
べ
き
か
コ
シ
フ
リ
ク
ト
を
川
解

ν
他
者
を
珂

併
す
る
に
は
と
う
す
べ
き
か
ー
ー
と
い
、
つ
認
思
と
取
り
組
む
た
め
の
議
論
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石IザEノー 1

枠
組
み
に
つ
い
て
も
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
以
ド
ヘ
「
班
び
」
と
は
何
か
を
法
析
学
的
に
措
定
し
直
し
、

そ
の
思
想
史
的
淵
源
に
つ
い
と
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
の

五

「
寛
作
」

の
前
提

「
叫
主
将
」
と
は
何
か
じ
こ
の
間
い
は
、
「
法
と
は
何
か
」
/
「
r
k
立
と

は
何
か
」
と
い
う
附
い
と

H
棋
に
、
法
哲

F

干
と
い
う
苧
附
の
回
収
斡
に
閣
わ
ワ

て
い
る
r

だ
が
、
根
本
的
な
阿
也
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
四
件
が
存
易

な
わ
け
で
は
な
い
{
}
そ
の
州
出
の
ひ
と
つ
は
、
私
た
ち
が
日
常
的
に
使
っ

て
い
る
定
客
と
い
う
一
百
棄
と
、
法
学
の
分
町
で
使
わ
れ
る
べ
き
「
寛
存
」

と
い
、
つ
一
単
へ
と
の
聞
に
お
い
て
、
語
の
邑
味
で
の
ズ
レ
が
宥
和
し
て
い
る

こ
と
に
あ
る
っ
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
私
た
ち
が
一
寛
容
」
と
は
何
か

を
与
え
る
際
の
最
初
の
ハ
ー
ド
ル
に
も
な
っ
て
い
る
。
日
常
で
用
い
ら
れ

て
い
る
認
を
専
門
肘
詩
と
し
て
使
、
つ
の
で
あ
れ
ば
、
私
た
ち
は
、
当
の
一
百

葉
の
専
門
用
語
と
し
て
の
主
昧
を
即
解
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
ο

本し
人てい
はし通ま
全るひ
人っと
類一つ
'1'八の
最 世理
も f己山
寛フは
がマ ー 、
千子 」

なシ円、
凶スた
民のち
で Hえが
あr ささ暮
る山立ら

存貫
主て L
2yレ生
~ょ:t-，

の

宅)v文
也、は作

私円1
た日来

ち
に
と
っ
て
は
、
日
本
人
が
寛
容
を
ど
の
よ
う
に
珂
解
し
て
い
る
の
か
に

つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
な
わ
け
で
は
な
い
。
む
ろ
ん
、
「
日
本
人

は

『和
'
を
尊
ぶ
精
神
を
も
っ
て
い
る
、
だ
か
ら
、
非
常
に
寛
作
な
社
会

に

q
き
て
い
る
の
だ
」
、
と
感
ず
る
人
は
、
決
し
て
少
な
く
な
い
、
た
ろ
う
、

し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
ヴ
才
ル
テ

1
ル
の
前
に
資
制
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
「
『和
』
を
尊
ぶ
精
神
」
か
ら
「
寛
容
」
が
理
解

き
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
仙
見
谷
を
法
学
的
に
与
え
る
よ
う
試
さ
れ
る
こ
と

が
少
な
い
環
境
に
、
私
た
ち

j

円
身
が
世
か
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る

と
さ
え
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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も
っ
と
も
、
私
た
ち
の
社
会
に
お
い
て
、
あ
る
事
柄
に
対

L
て
ひ
と
つ

の
決
定
を

I
そ
う
と
す
る
際
に
、
見
解
が
多
数
と
少
数
と
に
分
か
れ
、
対

立
に
F7
る
、
と
い
う
こ
と
は
よ
く
あ
る
。
だ
が
同
叫
に
、
多
数
と
少
数
と

の
問
で
見
解
が
対

υ
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
な
お
両
者
の
関
係
を
調

坐
し
な
が
ら
合
意
を
枝
葉
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と

も
あ
る
そ
れ
ゆ
え
、

般
論
と
し
て
多
数
者
は
少
数
吊
に
対
し
て
寛
容

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
わ
れ
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
だ
が
、
今
ひ

と
つ
問
題
を
掘
り
卜
げ
、
そ
も
そ
も
多
数
者
は

μ
ら
と
異
な
っ
た
見
解
を

抱
く
少
数
話
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
べ
き
な
の
か
、
と
い
う

問
題
を
立
て
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
、
私
た
ち
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て

「
寛
存
」
と
は
何
か
、
と
い
う
附
い
と
向
き
行
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
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で
は
、
な
ぜ
、
多
数
者
が
少
数
計
に
け
刈
し
て
寛
討
で
あ
る
べ
き
だ
、
と

目
、
つ
の
か
。
実
際
に
多
数
日
見
と
少
数
日
見
が
対
す
し
て
い
る
よ
う
な
場

合
、
多
数
長
か
ら
少
数
者
に
対
し
と
の
抑
匝
が
有
形
無
形
に
加
え
ら
れ
て

い
た
り
、
双
方
が
相
手
ん
を
矧
他
的
に
取
り
吸
っ
て
い
た
り
す
る
こ
と
は

引
々
に
し
て
あ
る
〕
そ
れ
ゆ
え
、
「
寛
容
」
と
は
、
多
数
者
と
少
数
者
と

の
聞
に
伏
在
す
る
不
公
T

忙
な
勢
力
や
抑
圧
的
、
排
他
的
な
行
動
、
あ
る
い

は
差
川
的
な
百
行
と
い
っ
た
も
の
に
対
し
て
、
何
ら
か
の
制
約
を
加
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
る
際
に
、
は
じ
め
て
同
電
化
さ
れ
て
く
る
よ
う

な
種
類
の
物
の
考
え
ん
や
態
肢
の
あ
り
方
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
一
寛
容
」
と
は
何
か
ご
克
容
が
問
題
化
き
れ
、
一
寛
作
」
が
要
請
さ
れ

る
事
態
が
川
じ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
う
い
、
つ
こ
と
な
の
か
ο

こ

う
問
い
を
発
す
る
と
き
、
そ
の

P

剛
一
提
に
あ
る
の
は
、
多
数
決
を
百
と
す
る

民
、
一
干
主
友
社
会
に
お
い
て
も
、
ど
こ
か
で
少
数
立
見
を
取
り
入
れ
つ
つ
双

方
の
合
意
形
成
を
図
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
え
に
他
な
ら
な

い
。
こ
こ
に
、
民
主
ド
ム
兵
制
反
と
の
関
係
か
ら
「
寛
脊
一
が
問
題
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
理
的
も
あ
る
、
と
い
え
る
だ
ろ
う

f

「

l正
し
Lミ

決
{ 

耳三
」

と
「
寛
容
」

ム

ノ、

で
は
、
民
主
ー
十
義
社
会
に
お
い
て
「
克
び
」
の
同
川
叫
が
顕
わ
に
な
る
の

は
、
い
か
な
る
と
き
か
υ

そ
れ
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
あ
る
神
的
「
ア
ィ

レ
ン
マ
を
通
し
て
で
あ
る
。
例
、
え
ば
、
ワ
イ
マ

1
ル
則
的
ド
イ
ツ
で
は
、

民
主
主
義
制
度
に
伴
、
つ
ギ
可
避
的
な
デ
イ
レ
ン
マ
が
噴
出
し
て
お
り
、
「
寛

谷
」
が
最
も
先
鋭
化
し
た
版
で
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
論
点
を
先
取

り
し
て
い
え
ば
、
そ
こ
で
の
問
題
と
は
、
多
数
の
支
持
を
汗

E
ト
と
し
て
成

立
し
た
決
定
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
直
ち
に
止
し
い
決
定
で
あ
る
と
い

え
る
の
か
と
う
か
、
と
い
う
内
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
む
ろ
ん
、
ワ
イ
マ

ル
体
制
を
崩
壊
へ
と
泊
い
や
っ
一
た
の
は
ナ
チ
ズ
ム
で
あ
る
。
だ
が
、
ヒ
ト

ラ
ー
内
閣
に
よ
る
独
裁
政
権
は
、
あ
く
ま
で
も
多
数
の
支
持
を
背
景
と

L

て
成
立

L
た
政
治
体
制
で
も
あ
っ
た
そ
の
占
で
、
ヒ

1
一ブ

l
内
閣
と
は

民
主
的
手
続
に
川
っ
て
い
民
主
的
決
d
E
に
基
つ
い
て
選
択
さ
れ
た
民
ー
+
的
政

栓
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
、
ビ
ト
ラ
政
権
そ
れ
向

件
は
、

j

一
同
ら
と
航
対
す
る
少
数
の
以
対
意
見
を
さ
ま
ざ
ま
な
格
好
で
退
け

た
結
果
と
し
て
成
げ
し
た
政
治
体
別
で
あ
る
。
だ
が
、
ヒ
ト
ラ
ー
内
閣
が

一一
議
会
内
の
多
数
の
支
持
を
背
景
と
し
て
ん
n
法
的
に
成
す
し
た
政
権
だ
っ
た

こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
〔
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
、
ナ
チ
ズ
ム
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が
私
た
ち
に
刻
し
て
次
の
よ
う
な
問
題
を
突
き
つ
け
て
い
た
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
多
数
の
支
持
を
背
民
と
し
て
成
す
し
た
決
疋
で

あ
っ
た
と

ν

て
も
、
そ
の
決
定
が
必
ず

ν
も
市
)
い
決
定
で
あ
る
と
は
限

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
|
|
ヒ
ト
ラ
ー
内
閣
を
選
出
し
た
多
数
決
は
止
し
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か
っ
た
と
い
え
る
の
か
|
|
、
と
い
う
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
c

こ
の
間
制
は
、
多
数
決
を
探
崩
す
る
現
代
民
主
十
議
社
会
に
お
い
て
、

き
わ
め
て
重
裂
な
号
味
を
も
っ
。
民
十
的
な
沃
定
が
多
数
者
に
よ
っ
て
支

持
さ
れ
た
決
疋
で
あ
る
こ
と
は
停
か
だ
が
、
多
数
決
が
慌
に
ゴ
忙
し
い
決
定

を
哩
き
山
川
す
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
ま
た
、
合
数
者
の
耳
見
が
多

数
か
ら
同
意
を
併
ら
れ
ず
少
数
の
お
に
よ
っ
て
し
か
支
持
さ
れ
て
い
な
い

か
ら
と
い
っ
て
、
正
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
民
七
主
義
を
採
用
す
る
以
上
、
多
数
者
と
少
数
者
と
の
関
係

を
ど
の
よ
う
に
折
り
合
い
を
つ
け
、
ど
の
よ
う
な
関
係
を
築
い
て
い
く
べ

き
な
の
か
と
い
っ
た
問
題
は
、
常
に
一
寛
一
件
」
の
核
心
と
関
わ
っ
て
く
る

私
た
ち
は
、
こ
う
し
た
附
厄
文
帳
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
「
寛
容
」
の
問
題

を
担
え
返
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
少

数
者
に
対

ν

て
多
数
者
が
寛
容
で
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
事
態
を
抗
す
の

だ
ろ
う
か
。
次
の
よ
う
に
考
え
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
、
品

に
「
止
し
い
決
定
一
を
く
だ
し
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
寛
容
が
問
題

に
な
る
こ
と
は
な
い
そ
の
場
台
、
多
数
で
あ
る
か
少
数
で
あ
る
か
、
向

者
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
は
、
問
題
に
な
ら
な
い
υ

「正

し
い
決
定
一
に
従
わ
な
い
も
の
は
端
的
に
間
違
っ
て
い
る
、
と
{

こ
の
よ
う
に
ギ
張
す
る
布
に
と
っ
て
は
、
多
数
志
凡
と
少
数

E
見
の
い

ず
れ
か
の
う
ち
に
「
正
し
い
決
定
」
が
存
す
る
と
い
、
つ
こ
と
が
問
題
の
前

提
に
な
っ
て
い
る
c

し
か
し
な
が
り
、
そ
も
そ
も
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、

何
が
「
正
し
い
決
定
」
で
あ
る
か
を
判
断
で
き
る
よ
う
な
恭
準
が
、
必
ず

し
も
明
確
な
わ
け
で
は
な
い
υ

む
し
ろ
、
止
し
さ
の
規
準
が
明
確
で
は
な

い
か
ら
こ
そ
、
多
数
者
と
少
数
者
、
両
占
の
関
係
を
と
の
よ
う
に
捉
え
る

べ
き
か
を
与
え
る
際
に
、
中
開比
谷
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
、
そ
も
そ
も
「
止
し
い
決
定
」
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判

断
で
き
る
よ
う
な
基
準
と
い
う
も
の
は
存
在
す
る
の
か
c

法
科
学
的
分
野

に
お
い
て
、
こ
う
し
た
間
い
と
真
っ
向
か
ら
対
峠
し
た
の
は
、
価
値
相
対

4
誌
を
め
ぐ
る
里
担
で
あ
っ
た
。

北法61U '130) 130 

七

川
山
値
桐
対
主
義
問
題

制
値
相
対
主
義
の
ギ
張
に
よ
れ
ば
、
一
ド
ヰ

ν

い
決
定
」
は
、
相
川
村
ハ
な
る

一
計
価
主
体
の
聞
で
相
対
的
に
し
か
定
ま
ら
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
、
「
正
し
い

決
定
一
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
唯
一
で
客
倒
的
な
併
は
あ
り

え
な
い
、
と
さ
れ
る
ご
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
価
値
相
対
主
義
で
は
、
何
が
一
正

し
い
決
定
」
か
を
測
る
よ
、
つ
な
便
利
な
基
準
な
ど
存
也
し
な
い
と
考
え
る
。

う
ル
ゼ
ン
や
ラ
ト
プ
ル
フ
は
、
価
値
相
対
宇
義
の
す
渇
か
ら
、
何
人
た

り
と
も
一
汁
し
い
決
記
」
を
く
だ
す
こ
と
は
で
き
ず
、
川
分
と
州
干
の
双

方
い
ず
れ
か
が
真
に
止
し
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
結
論
を
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導
い
た
。
そ
し
て
、
私
た
ち
は
常
に
反
対
意
見
の
成
げ
可
能
刊
を
認
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
以
卜
、
「
貰
容
」
の
問
題
と
主
力
で
取
り
組
む
べ
き
こ

と
が
当
然
で
あ
る
、
と
V

今
、
え
た
わ
け
で
あ
る
。
何
が
「
止
し
い
決
定
」
な

の
か
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
い
ず
れ
の
烹
張
が
「
正
し
い
決

定
」
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
そ
れ
ゆ
え
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
例
伯
相
対
主
義

と
い
民
土
羊
義
と
は
紡
令
す
る
し
、
価
値
相
対
ー
+
義
の
主
張
は
す
べ
て
の

-
V
A
~
 

人
々
を
等
し
く
崎
重
す
る
こ
と
か
ら
寛
界
の
台
を
な
す
、
と
土
仮
し
た
。

む
ろ
ん
、
価
値
相
対
主
義
は
「
止
し
い
決
{
近
」
の
]
拝
観
的
基
準
を
認
め

な
い
こ
と
か
ら
、
川
氏
、
ヱ
ー
+
設
や
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
価
値
も
が
相
対
化
さ
れ
、

ひ
い
て
は
破
壊
さ
れ
る
と
い
っ
た
批
判
も
あ
る
ご
だ
が
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
立

場
か
ら
定
客
の
問
題
に
日
を
向
け
て
み
れ
ば
、
価
値
相
対
十
議
が
必
ず
し

も
そ
、
つ
し
た
懐
疑
主
義
に
陥
る
こ
と
は
な
い
。
問
題
は
、
ん
人
を
等
し
く

尊
重
す
る
よ
う
要
請
す
る
寛
容
の
有
限
に
あ
る
、
と
ど
え
ら
れ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
ま
た
、
ウ
ェ

1
パ
ー
が
価
値
相
対
キ
義
に
伏
在
し
て
い
た
「
寛

円
台
一
を
要
請
す
る
よ
う
な
状
況
、
す
な
わ
ち
が
人
の
万
人
に
対
す
る
滞
在

リ
必

)

的
な
対
社
状
川
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
一
村
々
の
争
い
」
と
し
て
遊
け
ら
れ

な
い
と
み
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
ο

た
し
か
に
、
「
神
々
の
争
い
一
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
い
ず
れ
が
「
正

し
い
決
定
」
か
を
最
終
的
に
決
め
る
の
も
件
人
で
あ
る
…
だ
が
、
各
人
に

よ
っ
て
選
状
さ
れ
た
決
定
が
い
か
な
る
泡
味
で
「
正
し
い
」
ー
と
い
え
る
の

か
と
い
う
視
点
に
げ
っ
て
、
他
者
と
の
関
係
を
も
考
慮
し
つ
つ
妥
当
な
決

定
を
導
き
出
す
余
地
が
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
ぞ
れ
ゆ
え
、

「
神
々
の
争
い
」
を
本
認
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
か
ら
直
ぐ
に
収
拾

不
能
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
へ
と
転
落
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
少
な
く
と
も

ウ
ェ

1
パ
1
は
、
実
践
的
な
局
面
で
「
何
が
置
し
い
か
」
を
凶
る
た
め
の

手
続
的
一
議
論
と
し
て
「
何
他
副
ぷ
」
と
い
う
明
い
の
引
占
を
制
証
明
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
ウ
ェ

l
パ
に
よ
る
と
、
「
理
解
的
説
明
」
こ
そ
が
学

問
に
と
っ
一
て
は
重
山
な
作
主
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
と
い
う
の
も
、
第
一

に
、
「
人
間
行
為
の
実
際
の
究
極
的
動
機
を
知
る
た
め
に
す
る
行
為
の
経

験
的
な
凶
呆
考
察
と
い
う
目
的
(
強
調
原
士
ご
に
と
っ
一
て
そ
れ
が
重
要

だ
か
ら
で
あ
り
、
第
一
に
、
「
戸
実
際
に
、
ま
た
は
外
見
上
)
評
価
を
異
に

す
る
人
と
討
議
す
る
場
什
、
実
際
に
あ
い
対
ム
げ
す
る
評
価
的

υ
場
を
惟
{
ど

す
る
た
め
に
・
・
・
す
な
わ
ち
、
円
分
の
論
蚊
(
あ
る
い
は
そ
こ
に
山
分

向
身
も
加
わ
る
)
が
実
際
に
心
に
懐
い
て
い
る
こ
と
が
ら
、
つ
ま
り
議
論

の
当
事
者
川
上
が
た
ん
に
外
見
上
で
は
な
く
実
際
に
依
拠
し
て
い
る
と
こ

ろ
の
価
値
を
摘
む
こ
と
、
そ
う
し
て
後
こ
の
制
怖
に
対
し
て
な
ん
ら
か
の

態
度
が
と
れ
る
よ
、
っ
し
む
け
る
こ
と
、
こ
れ
が
価
値
討
議
ほ
ん
ら
い
の
耳

刊

味
一
だ
か
ら
で
あ
る
。
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つ
ま
り
、
ウ
ェ

l
パ
ー
に
と
っ
て
、
一
価
値
芯
議
」
と
は
柑
争
、
つ
者
ど

う
し
が
互
い
を
埋
解
L
A
U
つ
た
め
に
き
わ
め
て
有
効
な
手
す
て
で
あ
る
、



と
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
だ
し
、
そ
の
ま
昧
む
は
、
「
仇
情
討
一
議
」
を
通

じ
て
相
子
ん
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
相
手
方
に
対
し
て
同
意
す
る

と
い
う
こ
と
と
が
、
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
「
寛
容
」
と
の
関
係
か
ら
「
価
伯
討
議
」
の
意
義
を
考
え
て
み

れ
ば
、
多
数
の
支
持
を
背
景
と
し
て
く
だ
さ
れ
た
決
定
だ
か
ら
「
置
し
い

決
定
」
で
あ
る
と
か
、
生
数
の
意
見
で
あ
る
か
ら
聞
く
に
他
し
な
い
と
い
っ

た
与
え
に
到
達
す
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
ナ
イ
ヴ
な
志

川
と
は
逆
に
、
「
神
々
の
争
い
」
の
如
く
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
が
分
か
れ
る

と
い
う
こ
と
は
当
扶
の
削
犯
と
み
な
し
た
う
え
で
、
つ
ま
り
「
珂
解
」
と

一
同
国
」
と
を
灰
別

L
た
う
え
で
、
な
お
、

h
H

い
が
行
い
を
一
抑
制
牌
」
す

る
た
め
に
役
1
4
つ
の
が
、
ウ
ェ

1
パ
ー
に
と
っ
て
の
「
価
値
討
議
」
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
「
価
値
引
出
ぷ
一
を
提
起
し
た
ウ
ェ

I
パ
l
は、

一
寛
存
」
を
ど
の
よ
う
に
ど
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
)
ウ
「
一

i
パ

に

と

ロ

て
「
寛
容
」
が
間
短
と
な
る
よ
う
な
、
何
が
「
止
し
い
決
定
」
か
を
め
ぐ

る
下
い
に
つ
い
て
、

M
l、
恩
沼
山
人
的
に
辿
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う

石IザEノー 1
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ウ「一

l
パ
l
の

「
寛
一
科
」
理
解

ウ「一

i
パ
ー
に
と
っ
て
、
一
寛
容
」
と
は
、
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ヰ
リ

ス
ト
教
を
め
ぐ
る
村
山
ん
に
遡
る
こ
と
に
よ
っ
一
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ひ
と
り
わ
け
ピ
ュ
ウ
リ
タ
ン
の
部
の

宗
派
に
と
っ
て
は
、
「
正
し
い
決
定
」
と
は
、
神
へ
の
信
仰
に
導
か
れ
た

比
心
に
本
づ
き
自
ら
く
だ
す
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の

酢
1

職
者
や
、
凶
家
の
よ
う
な
川
俗
の
権
成
が
公
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
内
を
ウ

1
1
パ
1
は
強
調
し
て
い
る
。
例
え
ば
彼
は
、
「
牧
帥
と
型
楚

参
加
占
は
全
部
選
ば
れ
た
昌
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
1

円
や
、
「
牧

師
の
任
免
へ
の
同
家
の

T
捗
」
、
「
わ
状
の
よ
く
な
い
政
治
卜
の
有
力
者
が

教
会
内
の
問
題
に
介
入
す
る
こ
と
は
、
ま
す
ま
す
耐
え
が
た
い
も
の
と
感

じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
と
い
っ
た
」
こ
と
を
や
げ
て
い
る
ま
た
、
「
神

の
栄
光
」
の
た
め
に
一
神
に
斥
け
ら
れ
た
者
も
救
会
の
規
律
の
も
と
に
服

さ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
カ

1
リ
ッ
ク
的
な
長
え
方
を
駆
逐
し
た
「
敬
度

派
一
の
あ
り
方
に
者
れ
し
て
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る

も
っ
と
も
、
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
の
は
一
敬
慢
派
」
に
の
み
即
解
さ
れ

る
で
あ
ろ
、
つ
「
精
神
的
自
股
上
義
」
で
あ
り
「
神
々
の
争
い
」
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
り
い
が
信
仰
の
立
場
を
該
ら
ず
衝
突
し
た
場
合
に
、
ん
が

他
ん
を
峨
滅
す
る
ま
で
続
く
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
た
宗
教
戦
争

に
よ
っ
て
一
不
さ
れ
た
と
お
り
の
も
の
以
上
で
も
な
け
れ
ば
、
ぞ
れ
以
ー
の

も
の
で
も
な
い
{
だ
が
、
ウ
ヱ

l
パ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
敬
度
派
一
の
よ
う

な
ピ
ユ
ウ
リ
タ
ン
の
一
部
の
ゼ
ク
一
ア
の
行
動
い
株
式
が
、
川
ら
の
信
仰
領
域

に
対
す
る
既
成
の
権
力
に
よ
る
下
渉
を
排
除
す
る
よ
う
叫
求
し
て
い
た
点



21世紀東アジアにおける法主的宜存論に向けての覚tt:

に
着
H
H
す
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
ゼ
ク
ア
が
近
代
的
な
ぜ
は
で
の
寛
存
の

淵
源
に
な
っ
た
こ
と
を
時
か
め
ら
れ
る
。
彼
は
、
下
」
う
し
た
寛
存
が
西
ヨ

ロ
ソ
パ
に
独
日
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
断
り
つ
つ
、
ピ
ュ
ウ
リ
タ
ン
の

な
か
で
も
「
洗
礼
派
系
の
諸
ぷ
阿
」
に
注
刊
し
、
彼
ら
が
カ
ト
リ
ヅ
ク
教

会
の
「
「
公
的
制
度
」
(
ア
ン
シ
ユ
タ
ル
ト
)
的
判
的
問
」
や
世
俗
の
権
力
の

「
介
入
」
を
嫌
悪
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
開
く
評
価
し
た
。
と
い

う
の
も
、
彼
り
「
敬
度
一
点
」
の
よ
う
な
ゼ
ク
テ
の
思
惣
の
ポ
イ
ン
ト
が
、

教
会
干
、
凶
家
と
い
ワ
た
世
俗
の
権
威
を
、
原
理
的
に
犯
否
し
う
る
刊
質

の
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
r

一
被
造
物
神
化
」
の
折
百
と
い
う
、
こ
の
よ
う
な
一
洗
礼
派
系
の
諸
伝

団
」
の
採
り
え
た
態
肢
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
権
威
を
「
被
造
物
神
化
」

と
し
て
州
斥
す
る
と
い
う
原
理
一
に
荒
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
の

よ
う
に
一
神
お
よ
び
神
の
捻
に
対
し
て
の
み
責
を
仏
い
う
こ
と
、
そ
の
立
昧

に
お
い
て
白
己
の
定
志
を
無
条
件
で
欣
烹
す
る
こ
と
」
が
り
能
に
な
っ
た

の
は
、
そ
う
し
た
「
原
理
一
が
「
{
一
市
教
に
根
差
し
た
も
の
一
で
あ
っ
た
か

む
一

ら
で
あ
る
、
と
ウ
工

l
パ
l
は
与
え
た
ご
国
家
や
教
公
に
出
来
す
る
い
か

な
る
↓
l

渉
を
も
指
絶
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
「
神
お
よ
び
神
の
拡
に

対
し
て
の
み
買
を
負
う
一
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
的
「
あ
ら
ゆ
る
人
間

的
構
成
」
に
つ
い
て
は
一
被
泣
物
神
化
」
と

ν
て
排
斥
す
べ
き
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
定
味
で
は
、
信
仰
、
す
な

わ
ち
良
心
の
い
出
に
関
す
る
問
題
と
は
、
あ
く
ま
で
も
宗
教
的
珂
出
に
志

づ
く
も
の
で
、
政
治
的
な
理
州
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
ウ
エ

ハ
I
は
、
山
教
的
理
府
に
基
づ
く
寛
容
を
知
ら
な
い
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を

批
判
す
る
こ
と
で
、
宗
教
的
な
意
味
で
の
寛
容
が
、
後
の
政
治
的
立
界
の

恋
盤
を
準
備
し
た
点
に
着
目
し
て
い
る
。

ま
ず
、
ウ
ェ

1
パ
ー
に
よ
る
と
、
「
政
治
的
な
・
・
使
立
の
た
め
に

寛
作
を
主
張
す
る
こ
と
」
と
、
「
宗
教
的
な
原
珂
と
し
て
寛
存
を
が
仮
す

る
こ
と
」
と
は
、
全
く
別
の
事
柄
で
あ
る
ト
と
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
宗

教
ー
の
珂
白
と
し
て
の
寛
存
を
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
交
人
れ
る
こ
と
が
で

き
な
い
」
か
ら
で
あ
る
ご
何
よ
り
も
カ
ト
リ
プ
ク
教
会
に
は
、
一
神
の
常

造
物
と
し
て
教
会
は
、
川
村
ハ
引
が
必
ず
人
を
引
き
ず
り
込
む
却
罪
か
ら
、
ひ

と
び
と
を
守
っ
て
や
る
義
務
が
あ
る
か
ら
一
で
あ
る
c

そ
し
て
、
「
宗
教

内
在
的
な
動
機
か
ら
一
反
権
威
、
一
干
義
」
が
導
き
山
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
」

が
、
「
ピ
ュ
ウ
リ
タ
ン
諮
問
に
お
け
る
「
白
山
」
の
雌
史
的
に
渋
定
的
な
「
心

珂
U
J
的
一
基
撚
で
あ
っ
た
一
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
で
私
た
ち
が
珂
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
三
点
あ
る
ご
第

一
に
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
と
し
て
、
「
寛
容
」
の
起
源
は
、
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
で
は
な
く
ピ
ユ
ウ
リ
タ
ニ
ズ
ム
的
禁
欲
的
な
ゼ
ク
テ
に
お
い
て
見

出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
つ
第
一
に
、
そ
う

ν
た
渋
欲
的
な
ぜ
ク

ア
は
単
に
政
治
的
な
町
内
由
に
草
づ
き
定
客
を
キ
張
し
た
の
で
は
な
く
、
「
{
一
示
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教
的
な
原
理
」
に
止
脚
し
て
「
寛
作
」
を

4
娠
し
た
と
い
、
つ
こ
と
。
し
か

し
な
が
ら
第
一
に
、
中
な
る
政
治
的
坦
内
で
は
な
く
山
救
的
理
州
か
ら
寛

百
を
求
め
た
|
|
証
容
を
受
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
カ
ト
リ
y
ク

教
会
と
は
違
っ
て
|
|
、
ま
さ
に
ゼ
ク
テ
の
「
宗
教
内
在
的
な
動
機
」
か

ら
世
併
の
凶
家
権
力
に
対
す
る
「
以
権
威
、
一
上
主
」
が
導
き
出
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
、
で
あ
る
。
ウ
ェ

1
パ
ー
に
と
っ
て
、
「
寛
容
」
と
は
、
「
ピ
ユ
ウ

リ
夕
、
〆
請
凶
に
お
け
る
「
一
日
出
」
の
歴
史
的
に
決
定
的
な
「
心
珂
学
的
」

来
俳
で
あ
っ
た
」
}
「
寛
一
件
」
と
は
、
「
か
ら
の
白
山
」
と
い
う
意
味
で

は
l
u
典
的
な
一
日
出
に
属
す
る
も
の
に
相
違
な
く
、
ゼ
ク
テ
の
「
宗
教
内
在

) レ そ で 的
な L _'到j

て τ 機
山

じ

?だ ;iに
是かヒ世
k ':Jめ λ
ら-(】

単す政 ζ
なマ 1台ん
あ uワ向
よ l 五良
三 ノく正面 'C、
日 l 遥 E
l土問と R
1;. L ~ I 

ー
し、 Eコ仁 σ〉
九 古 田 保
孟 lそ花町
パふ'f.<:.

t z Eき
lfU〉 tこ持
引---， = ~ 
ヰぷ1± さ
る山二Jた ℃ 
)ノ

九

「
寛
作
」

の
問
題
化
に
向
け
て

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
ウ
ェ

1
パ
1
に
ま
で
遡
っ
て
「
定
存
」
の
削
減

を
押
き
え
て
お
い
た
の
は
、
先
述
し
た
次
の
よ
う
な
問
題
を
#
え
る
た
め

で
あ
っ
た
)
す
な
わ
ち
、
一
和
讃
什
会
」

H

一
調
和
の
と
れ
た
牡
会
」
を

建
設
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
、
「
調
和
」
の
と
れ
て
い
な
い
現

状
す
な
わ
ち
「
マ
ゲ
屑
」
が
あ
る
状
態
を
ど
の
よ
う
に
認
識
す
べ
主
か
、
と

い
う
こ
と
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
が
そ
れ
で
あ
る

で
は
、
「
骨
比
五
」
を
め
ぐ
る
以
上
の
ぷ
論
は
、
現
在
ど
の
よ
う
に
発
展
さ

せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
こ
の
問
題

は
、
「
調
和
」
の
と
れ
て
い
な
い
、
「
マ

r屑
」
を
抱
え
た
状
態
を
ど
の
よ
う

に
捉
え
る
か
、
と
い
う
問
地
で
あ
る
υ

だ
が
、
前
節
ま
で
み
て
き
た
ウ

i
l

パ
ー
の
論
嗣
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
う
し
た
「
調
和
」

の
と
れ
て
い
な
い
、
「

7r屑
」
を
抱
え
た
状
態
を
悲
観
的
に
捉
え
た
り
「
和

諾
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
包
み
一
込
ん
で
し
ま
っ
た
り
す
る
と
い
う
稀
類

の
ぷ
で
は
な
い
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コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
起
き
て
い
る
際
に
は
ど
の

よ
う
に
コ
ン
ブ
リ
ク
?
を
理
解
す
べ
き
か
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
、
桔
…
梅

的
に
「
調
和
一
の
と
れ
て
い
な
い
、
「
矛
盾
一
を
抱
え
た
状
態
を
|
|
「
以

権
威
主
義
」
の
す
場
か
ら

わ
れ
る
υ

む

L
ろ、

捉
え
返
そ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
っ
た
と
巴

ウ

J
l
パ
ー
が
思
想
を
形
成
し
反
問
し
た
時
期
は
一
心
世
紀
初
頭
の
ド

イ
ツ
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
中
心
的
な
テ
!
?
で
あ
ロ
た
新
カ
ン

1
派
の
は

論
/
価
値
論
、
お
よ
び
例
伯
相
対
主

p

去
の
問
題
は
、
同
八
r
の
規
範
的
正
義

論
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
後
の
日

本
の
法
哲
学
界
に
お
い
て
は
大
い
に
関
心
を
集
め
議
治
さ
れ
て
い
た
ご
だ

が
、
そ
こ
に
は
、
そ
う
さ
れ
る
だ
け
の
理
山
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
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考
去
り
れ
る
ひ
と
い
う
の
も
、
先
述
し
た
価
情
桐
対
烹
義
を
め
ぐ
る
問
題

に
は
、
次
の
よ
う
な
市

4

情
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る

ま
ず
、
問
題
は
、
価
値
判
断
を
め
ぐ
っ
て
対
リ
一
し
た
桐
々
の
見
解
が
コ

ン
フ
リ
ク
ト
と
し
て
成
与
す
す
る
と
い
、
っ
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
が
、
コ
ン
ブ

リ
ク
ー
を
ど
の
よ
う
に
問
題
化
し
、
ど
の
よ
う
な
解
決
策
を
与
え
う
る
か
、

と
い
、
つ
こ
と
が
そ
こ
で
の
中
心
テ
!
?
で
あ
っ
た
り
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、

価
情
判
断
が
相
可
に
対
す
す
る
な
か
で
学
問
に
は
何
が
で
き
る
の
か
と
い

う
ぷ
題
が
提
不
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
う
し
た
課
題
と
対
峠
す
る
な
か

で
怖
他
相
対
、
ヱ
誌
の
4
娠
が
成
リ
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
行
為
r
L

休
が
下

L
た
価
情
判
断
と
別
の
行
為
十
体
が
卜

L
た
師
他
判
断
と
の
附
で

起
き
た
衝
突
|
|
コ
ン
フ
リ
ク
ト
ー
ー
を
前
に
、
学
問
に
は
ど
の
よ
う
な

一
議
ん
酬
が
り
能
で
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
価
値
相
対
、
+
識
を
め
ぐ
る

問
題
疋
っ
た
わ
け
で
あ
る

し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
問
也
状
況
を
踏
ま
え
る
と
す
れ
ば
、
ウ
工

1

パ
l
の
議
論
や
そ
の
後
の
彼
の
思
惣
の
展
開
過
程
を
読
み
直
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
一
和
讃
什
会
の
建
設
」
へ
向
け
て
の
品
川
広
で
あ
る
コ
ン
フ
リ

ク
ト
期
解
の
募
盤
整
怖
に
関
し
て
旭
川
る
と
こ
ろ
は
、
決
し
て
少
な
く
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
に
も
述
べ
た
ウ

J
l
パ
l
の
「
価
値
討
議
一
一
諭
に

注
目
し
、
彼
の
議
論
が
カ

l
ル
-
ヤ
ス
パ

l
ス
が
い
う
と
こ
ろ
の
一
コ
ミ
ェ

ニ
ケ

1
ン
ョ
ン
」
論
へ
と
継
本
的
に
展
開
さ
れ
て
い
く
過
析
を
手
が
か
り

と
す
る
こ
と
に
よ
一
っ
て
、
「
調
和
」
へ
向
か
う
た
め
の
、
あ
る
意
味
で
「
調

和
」
の
た
め
の
前
提
条
件
を
な
し
て
い
る
、
コ
〆
ブ
リ
ク
ト
理
併
の
手
続

に
関
す
る
一一
議
論
|
|
「
「
副
和
」
と
は
何
か
」
を
凶
る
メ
タ
「
調
和
」
論

の
展
開
可
能
仲
ー
ー
を
展
望
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る

実
際
、
ウ

1
1
パ
1
は
理
解
と
阿
意
が
〈
l

く
別
の
次
元
の
問
題
で
あ
る

mm 

と
み
な
し
、
同
意
に
計
る
こ
と
を
必
ず
し
も
「
価
値
副
議
」
と
い
う
議
論

を
行
、
っ
際
の
第
表
的
な
目
的
と
み
な
さ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
多
数

者
の
前
で
は
些
細
な
「
差
異
」
と
し
て
幹
回
向
さ
れ
が
ち
な
少
紋
計
の
主
張

で
あ
っ
て
も
、
ウ
ェ

l
パ
l
に
倣
え
ば
「
価
値
汁
一一
議
」
へ
の
道
が
聞
か
れ

て
く
る
こ
と
に
な
る
ウ
ェ

l
パ
l
が
重
視
し
た
の
は
、
些
細
な
一
差
異
」

か
ら
生
じ
た
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
、
ま
ず
は
コ
ン
フ
リ
ク
ト
と
し
て
「
理
解
」

で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
コ
ン
フ
リ
ク
ト
珂
解
の
手

す
る
こ
と
、

続
に
関
す
る
議
論
の
一
つ
の
モ
デ
ル
と

ν

て
、
ウ
ヱ

i
パ
ー
の
一
例
伯
討

議
」
を
期
解
す
る
こ
と
は
、
人
允
分
に
り
能
で
あ
る
υ

ま
た
、
ウ
「
一

l
パ
!
の
理
論
的
継
承
話
で
あ
る
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
し
た
が

え
ば
、
一
価
他
討
議
」
を
人
間
の
一
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

l
ン
ヨ
ン
」
と
し
て
捉

え
返
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
例
値
ふ
川
議
」
と
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
1
ン
ヨ
ン
」

を
接
合
さ
せ
る
こ
と
で
、
他
者
と
聞
で
「
斗
川
一
議
一
や
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
、
ン
ヨ
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ン
」
を
行
、
つ
人
聞
の
根
底
に
は
、
一
現
存
杭
」
に
お
け
る
一
不
満
」
と
、
一
実

存
」
や
「
愛
」
の
問
題
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
ο

ま
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た
、
ヤ
ス
パ
ス
も
ウ
ェ

l
パ
ー
と
同
校
、
同
B
形
成
を
円
的
と
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
コ
ミ
コ
ニ
ケ

1
ン
ョ
シ
ヘ
と
り
わ
け
、
朴
叫
が
い

う
と
こ
ろ
の
「
愛
し
な
が
ら
の
闘
い
」
に
お
い
て
は
、
ウ
ェ

I
パ
!
と
比

べ
て
よ
り
具
体
的
で
活
き
活
き
と
し
た
人
聞
の
様
柑
を
肴
取
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
の
も
、
ヤ
ス
パ

1
ス
は
、
「
闘
い
な
が
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
、
時
間
的
現
象
の
小
で
は
つ
ね
に
未
完
結
で
あ
る
」
こ
と
に
注

E
を
促
し
、
時
間
的
現
象
ー
と
し
て
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
シ
ョ
ン
」
を
捉
え
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
闘
い
な
が
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
1
ン
ョ
ど

で
あ
る
「
愛

L
な
が
ら
の
闘
い
」
に
お
い
て
、
「
他
人
と
私
自
身
と
を
、

と
こ
と
ん
吟
味
す
る
」
こ
と
は
可
能
だ

L
、
他
者
理
解
の
た
め
に
そ
う
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
ぞ
う
し
た
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
は
十
分
な
主

義
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
訴
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ウ
ヱ

i
パ
ー
や
ヤ
ス
パ
ス
と
い
っ
た
恩
忽
家
に
即
し

て
「
調
和
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、

コ
ン
フ
リ
ク
ト
理
解
に
関
す
る

T
読
の
議
論
|
|
「
「
調
和
一
と
は
何
か
一

を
山
る
メ
タ
一
調
和
」
治
的
展
開
可
能
仲
が
人
山
岳
在
が
関
る
実
作

的
議
論
へ
と
辿
な
る
前
提
条
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
古
く
て
新
し
い
「
寛

谷
一
の
概
念
を
め
ぐ
る
つ
の
論
法
に
も
な
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
)
山
一
制
で
は
あ
る
が
、
ウ
ェ

l
パ
i
山
身
、
前
節
で
み
た
よ
う
な
一
寛

谷
」
閣
内
解
を
町
市
川
展
さ
せ
て
か
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

円
尾
一
貫
し
た
ゼ
ク
テ
を
某
幣
と
し
て
、
権
力
・
・
・
に
対
抗
す

る
と
こ
ろ
の
、
被
支
配
者
た
ち
の
、
し
か
も
被
支
配
者
各
伺
人
の
、

不
滅
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
ひ
と
つ
の
「
権
利
」
が
成
立

す
る
c

こ
れ
が
果
た
し
て
長
古
の
「
人
権
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、

|
|
イ
ヱ
リ
ネ
ク
は
こ
れ
が
お
そ
ら
く
肢
古
の
人
権
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
を
恥
得
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
|
|
、
こ
こ
で
は
附
わ
な

い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
と
も
か
く
、
こ
の
ぜ
は
で
の
「
良
心
的
白
山
」

は
、
|
|
そ
れ
が
広
汎
な
・
倫
坦
的
に
制
約
さ
れ
た
行
為
の
主
体
を

包
括
す
る
こ
と
き
権
力
と
り
わ
け
国
家
権
力
か
ら
の
白
山
を
保
障

す
る
と
こ
ろ
の
一
人
権
」
で
あ
る
が
散
に
、
原
理
的
に
第
一

次
的
な
「
人
権
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
と

し
て
は
、
前
代
に
も
中
川
に
も
、
ま
た
同
家
に
よ
る
示
教
強
制
を
伴

う
ル
ソ

l
の
凶
家
埋
諮
問
に
も
、
と
も
に
ひ
と
し
く
知
ら
れ
て
い
な
い

概
念
で
あ
る
。
そ
の
他
の
「
人
権
」
・
「
市
民
権
」
ま
た
は
「
基
本

権
一
は
、
十
引
の
人
権
〔
良
心
の
白
山
〕
に
利
随
す
る
も
の
で
あ
る
。
戸
強

調
悼
文
)
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こ
こ
で
、
所

H
し
た
い
の
は
、
ウ
「
一
パ
ー
が
「
仏
心
の
自
由
一
を
「
以

抑
的
に
第
次
的
な
一
人
権
」
」
と

ν
て
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
)
む

ろ
ん
、
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
ヴ
ェ

1
パ
ー
が
付
随
的
で
あ
る
と
み
な
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し
た
「
人
権
」
ご
あ
っ
て
も
、
重
型
な
権
利
と
し
て
法
的
に
位
情
づ
け
ら

れ
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
論
を
佼
た
な
い
し
か
し
な
が
ら
、
ま
ず
は
権

利
の
発
ヰ
史
を
ウ
ー

l
パ
1
に
治
っ
て
押
さ
え
、
「
良
心
の
白
山
川
」
が
「
原

珂
的
に
第
一
次
的
な
「
人
権
」
」
で
あ
る
こ
と
を
珂
僻
し
て
お
く
こ
と
の

窓
誌
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
と
い
う
の
も
、
現
実
の
私
た
ち
の
牡
余
に

お
い
て
は
、
ウ
ェ

l
パ
ー
が
刊
随
的
で
あ
る
と
み
な
し
た
「
人
権
」
の
み

な
ら
ず
、
彼
が
「
不
滅
の
も
の
」
と
ま
で
見
な
し
た
「
原
理
的
に
第
一
次

的
な
「
人
権
」
」
で
あ
る
「
以
心
の
白
出
」
で
さ
え
、
容
易
に
侵
古
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
し
た
例
と

L
て
、
一

jH
衛
隊
ら
に
よ
る
合
目
手
続
の
取
消
等
請
本

事
件
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
υ

本
刊
で
は
、
自
衛
隊
員
と
そ

の
問
辿
団
体
の
申
請
に
よ
る
議
凶
神
朴
の
合
世
に
よ
っ
て
、
原
告
の
信
仰

の
白
山
が
侵
害
さ
れ
た
か
と
う
か
が
争
わ
れ
た
が
、
最
古
裁
の
多
数
白
見

は
、
信
仰
の
山
出
を
保
障
す
る
よ
う
訴
え
た
原
川
円
で
あ
る
市
民
の
側
の
方

が
、
被
告
で
あ
る
神
社
側
の
行
っ
た
宗
教
的
活
動
に
対
し
て
寛
容
で
あ
る

べ
き
疋
、
と
の
判
断
を
く
だ
し
た
だ
が
、
い
や
し
く
も
訟
理
論
の
制
点

か
ら
み
て
、
「
人
権
」
は
法
的
に
保
障
さ
れ
る
べ
し
と
い
っ
た
キ
振
が
当

為
の
次

πに
お
い
て
正
当
で
あ
る
な
り
ば
|
|
そ
し
て
窓
口
出
は
「
良
心
の

同
由
」
や
一
信
教
の
山
内
」
を
保
障
す
る
と
規
定
し
て
い
る
わ
け
だ
が

だ
際
に
事
実
の
次
元
に
お
い
ご
も
「
人
権
」
が
保
障
さ
れ
亡
い
る
と
い
う

よ
う
に
、
段
低
限
の
実
効
刊
が
引
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

n

つ
ま
り
、

「
良
心
の
白
山
」
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
テ

1
ゼ
が
法
理
論

と
し
て
白
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
最
低
限
、
事
実
の
次
元
に
お
い
て
も
桐
人

の
信
仰
の
白
山
は
保
障
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
裁
判
所
や
国

家
権
力
は
、
「
以
心
の
山
由
」
を
保
障
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
は
ず
で
あ
る
の
む
ろ
ん
、
そ
の
こ
と
を
指
拍
し
た
裁
判
官
が
い
な
か
っ

た
と
い
う
わ
け
む
は
な
い
c

だ
が
、
そ
う
し
た
傾
聴
に
値
す
る
以
対
立
見

が
提
山
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
刈
は
、
ウ
ェ

1
パ
ー
が
「
不
滅
」

の
「
人
権
」
と
み
な
し
た
「
仏
心
の
自
由
」
を
侵
害
さ
れ
た
原
告
、
す
な

わ
ち
少
数
缶
と
い
う
、
い
わ
ば
一
力
の
な
い
者
」
の
側
に
対

L
て
、
多
数

者
と
い
う
、
い
わ
ば
「
力
が
あ
る
占
」
へ
の
寛
容
を
要
求
す
る
と
い
っ
た
、

本
末
転
倒
的
決
定
を
叫
い
た
わ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
だ
ろ
、
っ
か
。
こ
の
問
題

は
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
ご

『広
辞
苑
(
第
八
版
)
』
に
よ
る
と
、
五
百
と
は
、
「
①
寛
大
で
、
よ
く

人
を
ゆ
る
し
受
け
い
れ
る
こ
と
。
件
め
だ
て
し
な
い
こ
と
一
、
と
あ
る

こ
れ
は
、
私
た
ち
が
日
常
的
に
使
う
意
味
で
の
寛
容
で
あ
る
ご
先
の
判
例

で
、
一
五
百
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
凶
作
峠
で
肘
い
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
寛

谷
に
は
、
「
①
他
人
の
罪
過
を
き
び
し
く
京
め
な
い
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教

の
重
県
な
徳
同
」
、
一
あ
一
同
端
的
な
少
数
意
見
発
表
の
白
内
を
認
め
、
そ
う

し
た
定
見
の
人
を
差
別
待
遇
し
な
い
こ
と
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
ま
た
、
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ウ
ェ
パ
ー
に
な
ら
っ
て
町
解
す
れ
ば
、
寛
容
が
本
来
の
意
味
で
実
践
的

に
機
能
す
る
の
は
、
多
数
布
が
合
数
者
に
対
し
て
定
申
什
を
要
求
す
る
と
き

な
と
で
は
断
じ
と
な
い
し
、
少
数
者
が
多
数
者
に
対
し
ご
寛
容
で
あ
る
べ

き
こ
と
を
史
求
す
る
と
き
に
他
な
ら
な
い
、
ワ
ま
り
、
既
成
の
権
力
や
多

数
の
「
力
が
あ
る
占
」
に
対
し
て
「
反
権
威
主
義
」
的
に
、
そ
し
て
政
治

的
に
「
寛
容
」
で
あ
る
よ
う
突
き
つ
け
た
淵
源
が
、
少
数
の
「
力
が
な
い

者
」
た
ち
の
「
宗
教
内
在
的
な
動
機
」
に
本
つ
く
「
良
心
的
白
山
」
で
あ
っ

た
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。

も
っ
と
も
、
先
の
判
例
に
お
い
て
も
、
反
対
G
見
は
、
多
数
決
に
よ
っ

て
も
奪
、
つ
こ
と
が
で
き
な
い
梨
本
的
人
権
と
し
て
の
精
神
的
白
山
の
問
題

を
与
え
る
際
に
は
、
少
数
阿
保
誕
の
視
点
が
重
虫
で
あ
る
こ
と
を
折
摘
し

て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
多
数
回
見
は
寛
容
の

E
味
を
桝
り
下
げ
て
考

え
る
こ
と
な
く
、
原
告
こ
そ
が
被
苫
に
対
し
て
一
死
谷
で
あ
る
べ
き
だ
、
と

い
っ
た
本
末
転
倒
の
結
晶
を
哩
い
た
。
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
は

最
尚
裁
判
渋
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
政
府
が
決
定
し
た
こ
と
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
必
ず
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

f

依
扶
と
し
て
、
こ
う
問
わ
さ

る
を
え
な
い
状
況
に
あ
る
と
い
、
つ
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
否
。
今
こ
そ
、
「
相

の
精
神
一
や
「
お
上
の
決
め
た
こ
と
一
と
い
う
名

H
で
少
数
意
見
を
序
殺

し
抑
同
・
排
除
し
よ
う
と
す
る
風
潮
に
対
し
て
は
件
人
が
敏
感
に
反
出
し

て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
点
に
寛
存
の
実
践
恨
拠
を
見
山
す

べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
し
た
政
治
的
責
務
が
課
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し

直
す
べ
き
で
あ
ろ
う
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
「
班
存
」
は
、

ま
さ
に
「
最
古
の
「
人
権
」
」
で
あ
る
「
良
心
の
同
市
」
と
現
代
的
な
窓

味
で
の
「
人
権
」
と
を
ン
ぃ

l
ブ
に
結
び
つ
け
る
際
に
不
川
欠
な
概
念
と

し
て
、
珂
論
的
歴
史
的
の
み
な
ら
ず
、
私
た
ち

j

円
身
に
と
っ
て
も
実
践

的
意
義
を
も
っ
に
ち
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
一
っ
て
、
多
数
者
と
い
う
「
力
が
あ
る
占
」
が
少
数
者
と
い
う
「
力

が
な
い
者
」
と
対
峠
す
る
際
に
、
品
以
告
を
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
存
存
と
み
て
、

そ
れ
に
対
処
す
る
ん
使
と
し
て
、
寛
容
を
珂
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
も
し
、

そ
の
よ
う
に
僻
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
宗
教
的
問
組
に
限
ら
ず
、
ひ
い
て
は

人
間
存
在
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
問
題
、
作
的
問
題
、
民
族
的
問
題
等
々

に
悩
ん
で
い
る
少
な
か
ら
ぬ
人
々
の
声
が
法
的
に
真
拍
車
に
取
り
扱
わ
れ
る

機
会
も
失
わ
れ
て

ν
ま
い
か
ね
な
い
~
)
ν

か
も
、
そ
う
す
る
こ
と
は
、
私

た

ι社
会
全
体
が
共
有
す
べ
き
問
題
を
端
的
に
私
的
で
個
人
的
な
事
柄
で

あ
る
と
か
、
何
々
人
の
内
心
の
問
題
と
し
て
不
当
に
も
楼
小
化
|
|
「
私

事
化
」
す
る
こ
と
に
な
り
、
ひ
い
て
は
少
数
者
の
声
を
排
除
し
よ
う

と
す
る
勢

U
と
子
を
拡
え
る
こ
と
に
さ
え
な
り
か
ね
な
い
、
だ
か
ら
こ
そ

私
た
ち
に
と
っ
て
、
寛
容
と
は
、
多
数
話
と
少
数
者
と
の
関
係
を
ど
う
捉

え
る
べ
き
か
を
埋
論
的
に
考
え
直
す
際
に
、
必
ず
や
す
ち
現
れ
て
く
る
主

政
ー
の
認
也
と
し
て
引
き
受
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
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ろ
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と
は
い
え
、
少
数
者
に
よ
る
多
数
者
へ
の

w、
議
巾
し
止
て
と
い
う
縦
点

か
ら
の
み
「
寛
容
」
を
抗
、
え
と
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
は
、
と
り

わ
け
現
代
の
中
国
社
会
の
よ
う
な
川
得
梢
差
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て

「
寛
粁
」
を
問
題
化
す
る
こ
と
は
困
離
な
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
ろ
う

高
給
屑
と
超
高
持
層
の
克
が
む
し
ろ
「
少
数
者
」
で
、
圧
倒
的
に
多
数
の

人
々
の
方
が
貧
間
に
あ
え
い
む
い
る
と
い
う
状
態
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
こ
の
問
題
は
財
の
再
分
配
を
ど
の
よ
う
に
行
う
こ
と
が
ヨ
リ
正

L
〈
て
T
Y
或
に
か
な
う
の
か
と
い
っ
た
延
味
で
、
ー
円
く
と
新
し
い
典
出
的

な
法
哲
学
的
問
題
で
あ
る
が
、
本
稿
で
こ
れ
以
上
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の

議
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
小
論
は
、
「
相
許
」
と

い
う
百
葉
に
よ
っ
て
象
徹
さ
れ
る
近
年
の
中
同
社
会
に
お
い
て
生
じ
て
い

る
問
題
を
法
学
的
寛
容
品
と
し
て
丙
構
成
し
、
今
後
建
設
的
な
議
品
を
わ

対
)

、
つ
た
め
の
準
備
を
し
よ
う
と
し
た
試
み
で
あ
る
ο

そ
の
た
め
の
リ
ソ
ー
ス

と
し
て
ウ
ェ

l
パ
ー
の
よ
う
な
「
以
佐
山
州
、
ヱ
義
一
を
基
調
と
し
た
「
寛
祥
一

に
対
す
る
理
併
を
共
有
し
て
お
く
こ
と
は
、
日
本
と
中
国
を
は
じ
め
と
す

る
東
ア
ン
ア
と
い
う
地
域
に
お
い
て
、
「
利
融
社
会
」
で
あ
れ
「
東
ア
ジ

ア
共
同
体
一
で
あ
れ
、
ま
さ
に
「
調
和
の
と
れ
た
村
会
一
を
目
指
す
た
め

の
最
低
限
の
第
歩
に
ほ
か
な
ら
な
い
ご

(
1
)

「
市
巡
講
和
」
と
は
、
一
九
九
一
年
一
月
八
日
か
ら
一
一
月
一

一
日
に
か
け
て
、
部
小
平
が
武
漢
、
淀
川
、
珠
海
、
上
海
な
と
の

地
を
凶
何
百
出
す
る
巾
で
、
改
革
・
開
放
加
速
化
に
向
け
て
く
だ
し
た

一
連
の
大
号
令
を
指
す
(
本
間
汁
辺
鈴
木
賢
日
見
津
出

{
J

同
川
半
則

『現
代
中
国
法
入
門
〔
第
五
版

γ
(有
斐
閥
、
二
の
ひ

九
)
甘
一
良
)
~
)
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
、
計
め
る

者
か
ら
先
に
畠
む
こ
と
を
認
め
る
「
先
日
前
」
や
、

PU
い
猫
で
も

何
十
い
折
で
も
鼠
を
捕
る
猫
が
良
い
折
で
あ
る
と
い
っ
た
「
新
ネ
コ

論
」
で
あ
る
戸
同
書
同
人
頁
)
。

(
2
)

「
社
会
烹
義
市
場
経
済
一
に
つ
い
て
は
、
巾
困
共
産
党
第
一
一
円

則
一
中
主
公
(
九
九
三
年
一
月
)
に
お
け
る
「
社
会
ギ
義
巾

場
経
凶
体
制
を
時
リ
一
す
る
、
つ
え
で
の
い
新
ず
の
問
題
に
つ
い
て
の
決

定
」
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
ご
そ
こ
で
は
、
一
社

会
主
義
巾
場
経
符
と
は
社
会
ー
+
設
の
基
本
制
度
(
公
布
制
を
主
体

と

ν

つ
つ
、
各
位
類
の
経
凶
構
成
型
素
を
認
め
る
こ
と
な
ど
)
と

一
つ
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、
同
会
の
マ
ク
ロ
規
制
の
も
と

で
市
場
に
資
源
の
配
間
に
対
し
て
、
基
礎
的
な
役
割
を
果
た
さ
せ

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
も
と
も
と
「
社

会
主
義
と
市
場
経
済
と
は
原
理
論
的
に
桐
び
れ
な
い
は
ず
一
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
「
整
合
性
の
あ
る
即
論
的
説

明
」
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
(
前
掲

『現
代
中
同
法
入
門
〔
第

石
版
〕
五
頁
を
巻
町
、
)

(
3
)
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
い
う
「
矛
盾
」
と
、

か
つ
て
毛
沢
山
県
が
附
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石IザEノー 1

え
た
「
一
桔
い
の
オ
盾
」
論
と
は
川
村
ハ
な
る
。
「
二
種
の
矛
盾
」
に
つ

い
て
は
、
前
掲

『現
代
中
国
法
入
門
〔
第
五
版
ご

一
川
貝
を
参
問
。

(
4
)
王
雲
海
に
よ
る
と
、
中
凶
に
お
け
る
腐
敗
的
問
題
を
考
え
る
降

に
は
、
「
公
共
的
権
々
を
乱
用
し
て
私
的
利
詐
を
は
か
る
」
の
が

腐
敗
で
あ
る
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
私
腹
を
肥
や
す
」
と
い
う

よ
う
な
一
般
的
な

E
昧
で
の
腐
敗
珂
併
に
加
え
、
一

員
{
門
川
の
井
を

引
き
起
こ
し
社
会
的
小
千
世
寸
を
作
り
山
川
す
亘
以
な
子
段
」
と
な
っ

て
い
る
占
、
を
押
さ
え
て
お
く
こ
と
が
重
県
で
あ
る
と
い
、
つ
の
も
、

「
今
日
の
中
国
で
は
貧
需
の
之
を
引
き
起
こ
す
多
く
の
合
法
的
方

法
が
あ
る
と
同
時
に
、
式
合
法
的
な
も
の
も
あ
る
一
が
、
見
そ

れ
が
合
法
的
方
法
に
よ
る
れ
為
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
え
た
と
し

て
も
、
結
県
的
に
「
貧
{
h

川の
ふl什
を
助
長
す
る
た
め
の
重
要
な
訓
ム
ロ

訟
的
手
段
と
し
て
働
い
て
い
る
」
こ
と
は
あ
る
わ
け
だ
し
、
そ
れ

こ
そ
「
韮
延
し
て
い
る
胤
敗
」
の
恨
拠
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
ご
そ

ν

て
、
王
fl山
吋
の
社
村
人
州
と
し

亡
は
、
「
住
民
の
黄
信
の
去
を
解
消
し
、
あ
る
w
h
肢
の
社
公
的
平

等
を
保
一
ツ
こ
と
が
何
よ
り
の
腐
敗
対
策
と
な
る
」
と
い
わ
れ
て
い

る
(
毛
主
海
「
腐
敗
問
題
か
ら
見
る
小
国
の
行
心
」
(
西
村
幸
次

郎
編

『現
代
巾
同
法
戸
第
版
」
L

(

成
丈
全
一

0
0九
)
)
一
六

万
一
ハ
ハ
頁
)
。
こ
こ
で
の
ド
エ
の
議
論
の

rイ
シ
ト
は
、
先
行

研
究
に
し
た
が
っ
た
般
的
な
腐
敗
の
定
義
に
よ
る
と
「
部
の

腐
敗
れ
為
だ
け
を
一
腐
敗
」
と
し
て
議
論
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
腐
敗
」
が
も
っ
同
地
の
一
一
同
し
か
択

え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
っ
た
点
に
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
彼
は
、
「
社
会
の
富
の
分
配
に
あ
た
っ
て
の
相
対
的
(
機

会
干
等
と
結
果
平
等
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
保
た
れ
る
よ
う
な
)
平
等
一

の
概
念
と
の
問
係
の
な
か
で
腐
敗
概
念
を
mm
解
す
べ
き
で
あ
る
、

と
主
張
す
る
。
す
な
わ
色
、
現
状
の
体
制
や
法
秩
日
げ
か
ら
み
て
通

市
犯
罪
化
さ
れ
て
い
る
腐
敗
の
み
な
ら
ず
、
見
す
る
と
合
法
的

だ
が
、
し
か
し
実
態
は
非
合

U
で
あ
る
、
い
わ
ば
本
物
の
「
腐
敗
」

を
も
析
出
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
だ
(
同
害
一
四
九
一

五
ひ
貝
コ
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
王
の
一
は
及
は
、
一
!
万
で
泣
年

出
現
し
て
き
た
「
新
貴
族
一
と
呼
ば
れ
る
起
宵
裕
出
と
は
何
か
と

い
う
問
題
と
他
々
で
彼
ら
を
め
く
る
格
差
社
会
の
間
泌
を
考
え
る

卜
で
非
常
に
有
益
な
侃
点
を
も
た
ら
す
場
合
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
ご
一
新
買
族
」
は
合
法
的
に
行
為
す
る
こ
と
で
現
在
の
地
作
を

築
き
あ
げ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
こ
と
で
も
っ
て
、
彼
ら

の
地
位
が
王
の
い
う
よ
う
な
一
社
会
の
市
の
分
配
に
あ
た
っ
て
の

相
対
的
・
・
・
平
等
」
と
い
う
意
味
で
の
機
会
均
等
原
則
に
し
た

が
っ
て
干
に
人
れ
ら
れ
た
地
作
に
相
当
す
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
。
現
状
の
体
制
や
法
秩
序
の
下
で
犯
開
化
さ
れ
る
通
常
の

腐
敗
の
み
に
れ
を
奪
わ
れ
、
巾
凶
の
格
差
社
会
を
牛
み
山
し
加
速

化
し
て
い
る
挺
同
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
υ

そ
の
意
味
で
は
、

4
の
「
幅
臥
」
理
解
に

も
一
疋
の
意
味
が
あ
る
と
い
、
つ
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い

f

た
だ
、
さ
ら
に
モ
は
、
こ
う
し
た

E
占
。
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
こ
と
で
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21世紀東アジアにおける法主的宜存論に向けての覚tt:

腐
敗
を
山
知
定
し
直
し
、
中
国
に
お
け
る
腐
敗
問
題
へ
の
過
剰
な
ま

で
の
「
敏
感
さ
」
を
も
除
去
す
べ
き
で
あ
る
と
訴
え
る
(
一
ハ
六

一
六
七
貞
)
。
王
は
、
腐
敗
に
対
し
て
「
「
過
剰
的
一
と
も
い
う

べ
き
制
裁
を
さ
ら
に
過
剰
化
さ
せ
な
い
で
、
過
剰
制
裁
に
よ
る
一

次
的
腐
敗
を
防
ぐ
こ
と
に
、
い
が
け
る
こ
と
が
、
中
国
の
政
府
に

と
っ
て
も
回
民
に
と
っ
て
も
立
法
で
あ
る
」
と
い
う
わ
け
だ
ご
だ

が
、
「
中
岡
に
お
け
る
胤
敗
の
平
原
因
が
、
い
ず
れ
も
、
社
会
持

到
上
の
文
化
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
ー
年
や
数
十
年
の
中
伏
で
す

ぐ
に
改
舎
で
き
る
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
そ
れ
ら
に
起
肉
す
る

腐
敗
が
長
期
性
や
根
深
さ
を
仙
え
て
い
る
一
(
川
書
一
六
六
良
)

と
も
い
う
こ
と
で
、
の
議
論
は
、
現
実
の
深
刻
な
社
会
問
題
を

「
胸
敗
一
と
い
う
形
で
問
題
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
結
局
は
、
一
腐
敗
」
の
成
i

止
恨
拠
を
中
国
の
一
歴
史
物
品
」

の
な
か
に
見
出
し
、
ま
さ
に
「
腐
敗
」
の
「
十
日
屑
」
を
確
認
す
る

いい
L
Y
}

ト
と
み
ま
マ
③
っ

?
と
例
え
ば
、
一
ひ
っ
一
七
年
か
ら
一
行
一
心
八
千
に
か
け
て
一
三
回
に

分
け
て
放
送
さ
れ
た

X
H
K
ス
ベ
ン
ベ
ル
「
激
流
中
間
」
(
町
三
)
¥
¥

5
2
L
Y
W
C三
日
ご
さ
つ
2
巳
¥
2
5弓
¥
R
E
E
F
-
-
T
E
一
参
照
)
で
は
、

ま
さ
に
こ
う
し
た
現
代
的
中
同
社
会
で
生
じ
て
い
る
「
矛
盾
一
に

焦
点
が
あ
て
ら
れ
、
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。

N
H
K
ス
ペ
シ
ャ

ル
取
材
地
編

a
激
流
小
凶
L

(

講
談
朴
、
一
つ
つ
八
)
も
参
照
。

(
日
)
一

O
G
I
ハ
年
七
月
日
に
青
海
省
西
山
芋
と
チ
ベ
ッ
ト

j

一同人前

μ
ラ

サ
と
を
結
ぶ
育
蔵
鉄
道
が
開
通
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
に
へ
宝
鉄
道
」
の
開
通
が
、
「
チ
ベ

y
ト」

に
「
想
像
の
ん
阿
体
」
と
し
て
の
中
華
人
民
共
和
問
へ
の
い
っ
そ

う
の
組
み
込
み
以
上
の
何
を
も
た

λ

り
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
慎

平
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
ち
な
み
に
、
一

C
C九
年

月

一
七
円
か
ら
同
辿
一
五

0
キ
ロ
に
よ
る
世
界
最
高
辿
度
に
よ
る
常

業
逼
恥
を
始
め
た
広
州
武
渓
線
を
は
じ
め
、
中
阿
各
地
を
定
る

中
凶
鉄
郎
両
速
(
中
図
版
新
幹
線
)
に
は
、
挙
っ
て
「
和
話
号
」

と
い
う
愛
称
が
ワ
け
ら
れ
て
い
る

(7)

『中
間

1
濫
九
九
一
八
L

F
新
評
論
、
一
九
九
八
)
、
九
川
、
阿

九

O

判
九
一

R
C

(
8
)

「
法
に
よ
り
阿
を
治
め
る
こ
と
」
に
は
、
九
九
一
年
の
第
一

阿
回
党
大
会
以
降
、
江
沢
民
が
八
心
汗
代
か
ら
の
方
針
を
引
き
継

ぎ
強
化
す
る
と
い
う
包
味
什
い
が
台
ま
れ
て
い
た
ご
一
そ
の
斤
景

と
し
て
は
、
天
火
門
事
件
に
至
る
民
宇
化
運
動
へ
の
刈
泌
に
刻
す

る
反
省
と
、
新
た
に

W
T
O
加
盟
を
め
き
し
て
、
阿
際
的
に
受
け

入
れ
ら
れ
る
法
治
困
家
を
疋
ぷ
す
る
と
い
う
次
泡
の
ほ
か
、

H
増

し
に
柏
大
す
る
腐
敗
現
象
に
対
す
る
対
策
に
も
真
剣
に
取
り
組
む

姿
勢
を
一
主
主
っ
と
す
る
潤
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
一
(
『
中
同
年
鑑
一
心
。
七
L

(

創
社
、
一
日
一
口
一
ヒ
)
七
貞
)
。

(
日
)
本
決
定
に
つ
い
て
は
、
一

0
0六
午
一
口
片
一
九
川
付
け
の
人

民
網
(
才
5
v
¥
¥
5
2
2
言
。
三

2
c
E
2
f
c
Z
3
2
F
S
U
ω
き日

空
自
己
に
人
l

丈
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
ご

(
刊
)
以
下
の
大
会
公
式
サ
イ
ト
を
参
問
、
・
第
七
回
東
ア
ジ
ア
法
科
学
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石IザEノー 1

ム
玄
(
}
】
只
匂

¥
¥
R
Z
Z
m
w
E
rぬ
己
吾
宍
〕
』
jv一
寸
向
。
宮
内
口
¥
戸
口
己

2
内
甘
口
己
)
。

(
日
)
た
だ
川
町
同
す
べ
き
こ
と
に
、
「
法
治
」
に
つ
い
て
は
そ
れ
と
関

連
し
た
形
で
〈
共
通
法
〉
の
探
索
と
で
も
い
う
べ
き
試
み
が
惚
数

報
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
銘
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
須
制
降
夫
「
点
ア
ジ
ア
地
域
ギ
設
と
法
制
度

化
点
ア
ジ
ア
弐
同
車
中
の
提
案
」
、
お
よ
び
、
窓
法
学
に
お

け
る
進
脅
青
山
市
存
制
の
一一
議
論
か
h

っ
そ
の
具
体
的
糸
口
を
抗
机
い
し
た
も

の
と
し
て
、
戸
波
江
二
「
ア
ジ
ア
諸
阿
の
違
憲
審
青
制
の
発
反
と

日
本
の
違
世
審
査
制
の
日
前
作
化
の
課
題
」
報
刊
は
、
こ
う
し
た
課

題
に
迫
っ
た
も
の
と
い
え
る

n

と
り
わ
け
須
制
は
、
「
東
ア
ジ
ア

共

H
休
煮
申
案
」
を
作
成
し
具
体
的
な
〈
共
通
法
〉
制
定
へ
の
ビ

ジ
ョ
ン
を
示
し
、
そ
の
お
主
条
項
で
は
、
「
共
同
体
に
参
加
す

る
す
べ
て
の
者
」
は
、
一
法
の
支
配
」

H

一吾の

E
片
え

-2」
の

尊
重
を
確
約
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
(
中
村
氏
雄
目
須
制
降

夫
・
臼
井
陽
一
郎
・
佐
藤
義
明

『京
ア
ジ
ア
共
同
体
憲
草
案
』
(昭

和
主
、
一
り
の
一
八
)
六
ハ
一
ハ
七
頁
)ο

も
っ
と
も
、
こ
こ

で
須
制
が
い
う
よ
う
な
「
法
的
支
配
」
を
「
法
治
」
と
の
聞
係
で

小
凶
側
が
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
、
こ
の
内
こ
そ
が
れ
民
府
の

問
地
な
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
須
網
が
提
出
し
た
謀
題
と
本
相

で
絞
述
す
る
よ
う
な
「
法
治
」
を
め
ぐ
る
同
組
と
に
つ
い
て
は
、

い
ず
れ
別
途
牧
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
須
網
自
身
は
構
成

阿
川
に
お
け
る
一
法
の
支
配
」
の
み
な
ら
ず
構
成
阿
の
国
内
担
会

に
お
け
る
「
法
の
立
配
」
と
の
聞
に
は
、
「
二
止
の
連
聞
な
い
し

細
川
的
影
響
が
存
在
す
る
」
こ
と
を
一
ボ
峻
し
て
い
る
(
同
害
一
一

一
民
)υ

他
J

刀
、
こ
の
問
題
を
「
和
諮
」
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、

「
法
治
一
的
場
什
と
で
は
少
々
事
情
が
異
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
例
え
ば
邦
道
陣
(
中
困
法
リ
7
会
教
授
)
は
、
「
和
前
的
法
治

要
義
与
凶
大
関
係
」
と
い
う
訓
告
に
お
い
て
、
「
和
詣
」
に
含
ま

れ
る
べ
き
凹
つ
の
人
間
関
係
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
中

国
共
斥
党
が
珂
解
す
る
「
和
話
社
会
」
が
前
提
と
さ
れ
と
お
り
、

マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
述
、
へ
た
よ
う
な
「
リ
ベ
口
の
連
合
体
」

二
共
産
党
宣
言
'
)
、
す
な
わ
ら
、
す
べ
て
の
人
が
向
山
川
に
発
民

す
る
社
会
と
い
っ
た
あ
る
稀
の
理
想
像
、
珂
念
像
に
つ
い
て
話
つ

て
は
い
る
も
の
の
、
必
ず
し
も
そ
う
し
た
珂
念
以
L
L

に
貝
体
的
な

何
か
を
十
張
し
た
内
容
の
報
告
で
は
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
郭

に
限
ら
ず
、
そ
の
他
の
一
和
諾
」
に
関
す
る
恨
パ
口
も
、
本
る
べ
き

将
来
へ
と
向
け
た
理
念
的
な
ぷ
論
が
円
ー
リ
っ
た
よ
う
に
忠
わ
れ

る
ご
た
だ
邦
に
つ
い
て
は
、
一
和
措
」
の
前
提
に
一
芹
異
」
や
一
矛

盾
」
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
成
り
止
た
な
い
こ
と
に

つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
の
で
、
当
円
の
報
告
で
は
そ
う
し
た
事
情

を
断
ま
え
つ
つ
も
、
そ
の
上
で
来
た
る
べ
き
「
和
諮
社
会
」
の
あ

り
卜
々
に
つ
い
て
の
議
論
に
市
点
が
あ
っ
た
と
解
す
こ
と
が
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。

(
口
)
統
一
テ

l
マ
の
英
訳
は
、

d
一
GZ-
ニ
ミ
ヨ
C
コ
4
2
Eん
三
士
以

E
5
1
で
あ
る
(
以
!
の
大
会
公
式
サ
イ
ト
を
参
同
・
第
一
川
同

I
V
R
北
京
大
会
法
哲
日
了
村
公
哲
日
了
国
際
学
会
連
合
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吉
召
¥
¥
三
三
ご
ミ
N
C
C
U
E
自
)
c

な
お
、
全
体
会
議
に
ワ
い
て
は
、

森
村
進
「
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
剥
相
と
法
の
V

へ
配
」
.
北
京
で
開
か

れ
た
第
一
四
阿
「
法
哲
学
・
社
会
哲
学
凶
際
学
会
連
什
世
界
会
議

の
全
伶
会
議
」

E

一
橋
法
学
的
九
幸
一
回
勺
を
参
照
c

(
日
)
例
え
ば
、

I
V
R
日
本
支
部
に
よ
る
「
I
V
R
第
一
同
回
世
界

大
会
の
こ
械
土
口
」
に
は
、
一
成
功
仰
に
終
了
し
ま

ν

た
」
と
の
コ

メ
ン
ト
が
あ
る
(
刊
本
法
留
学
会
の
ウ
ー
ブ
サ
イ
ト
内
に
あ
る
I

V
R
日
本
主
部
の
ホ

l
ム
ベ

l
ジ

を

参

田

空

召

¥
¥
4
3
2
2

Z
H
H
P
R

」
七
¥
日
二
七
¥
コ
吋
¥
戸
ロ
ユ
そ

M
F
E
z
-
)

。

(
は
)
第
七
凶
東
ア
ジ
ア
法
科
学
会
で
は
回
、
第
一
刊
日
T
V
R
北

京
大
会
で
は
、
五
八
の
分
科
会
が
闘
か
れ
た
。

(
同
)
も
っ
と
も
問
題
な
の
は
、
「
和
諾
一
を
め
ぐ
る
法
学
者
間
で
の

議
論
が
治
ど
み
ら
れ
ず
、
中
阿
共
咋
党
す
な
わ
ち
阿
家
権
ん
や
、

小
凶
法
ザ
九
五
の
よ
う
に
凶
家
か
ら
公
認
さ
れ
た
い
大
な
社
会
的
権

力
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
団
体
が
一
和
諾
」
の
解
釈
を
独
占
し
専
有
し

ご
い
る
点
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
υ

FM)
戦
後
の

H
本
で
は
、
「
法
の
支
配
」
と
「
法
人
前
主
託
」
に
つ
い
て
、

「
法
治
行
政
」

V
S

「
法
的
支
配
」
か
ら
「
法
治
主
義
」

V
S

「法

の
支
配
一
へ
と
論
争
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
{
そ
の
経
緯
は
、

高
田
敏
「
戦
絞
わ
が
同
に
お
け
る
「
法
治
ず
義
」
と
法
の
支
配
」

論
争
序
説
」
(
『法
と
政
治
の
現
代
的
課
題

.
K阪
大
学
法
学
部

創
立
一

l
周
年
記
念
品
文
集
へ

九
一
八
)
に
詳
し
い
が
、
町

出
に
よ
る
と
本
本
的
人
権
の
小
可
侵
性
、
窓
法
の
H

取
両
法
規
相
、

違
憲
止
法
詐
存
権
を
定
め
た
日
本
凶
憲
法
は
、
「
実
伝
的
法
治
回
」

の
原
則
す
な
わ
ち
「
主
質
的
法
治
ヱ
弐
」

H

「
法
の
支
配
」
を
採

川
し
た
体
制
で
あ
り
、
ン
ュ
タ

l
ル
に
よ
っ
て
定
式
化
き
れ
一
九

刊
紀
後
半
l
以
降
の
ド
イ
ソ
に
お
い
て
通
以
化
し
公
法
学
に
よ
っ
て

採
用
さ
れ
た
「
形
式
的
法
治
同
」
原
則
l

「
形
式
的
法
治
ー
+
義
」

と
は
決
疋
的
に
異
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
(
川
肯
ヒ
八
七
九

頁
)
。
と
も
あ
れ
、
日
本
で
は
、
ト
イ
ツ
凶
の
元
2
r
Z己
主
「
の

訳
品
と
し
て
「
法
治
国
家
」
が
充
て
ら
れ
、
そ
の
延
長
上
の
肘
語

と
し
て
「
法
治
主
義
」
や
「
法
治
」
と
い
う
一
万
葉
が
促
え
ら
れ
て

き
た
こ
と
か
ら
み
る
と
、
少
な
く
と
も
英
米
同
で
発
展
し
て
き
た

概
念
で
あ
る

e
E片
o
h
E
て
す
な
わ
ち
「
法
の
支
配
」
と
は
、
そ

の
山
い
と
緋
受
の
仕
方
か
ら
い
っ
て
も
、
一
先
ず
こ
れ
を
同
別

L

用
い
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
巴
わ
れ
る
こ
の
点
、
事
升
「
回
立

台
湾
丈
島
7
法
律
F
J

了
院
教
授
)
は
、
コ

--Eュ
-21
の
訳
語
と
し
て

は
一
法
的
統
治
」
と
い
う
言
葉
を
充
て
、

i
P
5
-
z
一を

E

味
す
る
「
依
法
統
治
」
と
区
別
し
て
い
る
し
(
王
泰
引

h

台
湾
法

律
史
的
建
v
げ
L

(

回ー
υ一
台
湾
大
字
法
学
業
育
心
七
、
一
九
九
ヒ
)

一
七
八
貝
)
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
均
長
山
(
単
龍
江
大
山
了
法
学

院
技
終
)
も
よ
と
同
じ
く
「
法
的
統
治
一
と
「
依
法
律
統
治
一
と

の
凶
を
光
て
ゼ
別
し
て
い
る
(
馬
長
山

E

国
家
、
市
民
社
会
与
法

治
』
(
商
務
印
書
館
、
一
ひ
っ
一
)
)
。
む
ろ
ん
、
本
稿
で
こ
う
し

た
一
法
の
支
配
」
と
一
法
治
、
一
十
義
」
を
め
ぐ
る
問
題
一
般
に
つ
い

て
一一
円
及
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
や
は
り
両
阿
散
が
い
う
よ
う
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石IザEノー 1

に
、
近
午
と
り
わ
け
迎
の
司
法
改
革
を
め
ぐ
る
議
論
を
通
じ
て

「
法
の
支
配
」
の
剤
念
が
改
め
て
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
y
ブ
さ
れ
て
き

た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
必
ず
し
も
従
点
の
「
法
の
支
配
一
対
「
以

治
主
義
」
と
い
っ
た
図
式
に
は
収
ま
ら
な
い
格
好
で
「
法
治
主
義
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
も
確
か
で
あ
り
(
例
え
ば

『法
の
支
配
を

め
ぐ
る
諸
問
題
の
整
理
と
検
討
(
別
代
日
本
社
会
に
お
け
る
は

の
支
配
|
|
理
念
現
実
反
主
法
哲
学
司
報
一
つ
つ
一
色

(
有
斐
悶
、
二

C
C
iハ
)
に
お
け
る
諸
議
論
を
ち

J

岡
山
、
そ
の
意

味
で
は
、
「
法
の
よ
又
配
」
や
「
法
治
主
主
」
と
い
っ
た
百
柴
の
草

昧
を
改
め
て
検
討
し
直
し
、
整
理
し
て
お
く
べ
き
時
期
に
き
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
(
古
田
敏
「
「
形
式
的
法
治
凶
・
実
質
的
法

治
凶
一
概
念
の
系
品
と
現
状
ー
ー
そ
の
検
討
と
「
昔
、
晶
化
的
法
ム
山

、
一
十
義
」
の
従
明
」
(
『近
畿
大
学
円
以
科
大
り
了
院
論
集
-
第
一
口
勺
)

二

一

TH)
。

(η)
以
下
の
鈴
本
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
鈴
本
賢
一
ポ
ス
ト
一
正
革

則
」
州
問
に
お
け
る
生
法
理
ん
酬
の
転
拘
」
(
今
川
弘
道
・
森
際
取

友

川

達

夫

編

『変
存
す
る
ア
ジ
ア
の
法
と
哲
学
』
(
有
斐
問
、

九
九
九
ご
を
参
照
。

(
国
)
一
九
七

0
年
代

4
の
「
法
制
一
と
し
て
の
「
法
治
一
と
は
、
端

的
に
「
人
治
」
と
の
対
比
で
考
、
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
ま
さ
に
「
権

力
発
動
を
媒
介
す
る
器
」
と
し
て
の
「
法
治
」
で
あ
る
の
に
対
し
、

九
九
心
作
代
後
半
以
降
の
一
円
以
治
」
と
は
、

-

1

巾
民
の
権
利
を

保
障
す
る
た
め
の
も
の
」
と
し
て
択
え
返
さ
れ
た
の
も
ろ
ん
法
学

羊
引
の
努
力
が
あ
っ
て
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
一
九
九
口
利
代
後
半
幻

降
の
「
法
治
」
理
解
の
転
換
が
も
た
ら
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ

が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
同
一
口
一
刊
に
及
ぶ
「
法
制
化
H

「党

法
」
」
で
あ
っ
た
。
新
来
的
に
「
法
制
化
」
の
担
い

T
で
あ
っ
た

党
と
政
府
は
、
「
か
ら
の
法
制
化
の
基
盤
自
体
を
侵
氏
す
る
「
社

会
」
の
成
熟
を
も
圧
胎
す
る
こ
と
と
な
っ
た
」
と
い
う
(
同
上
古

一
一
一
一
一
一
一
七
頁
)
。

(
川
山
)
前
掲

『中
凶
作
鉱
一

C
Cヒ
』
七

ロ

ヒ

貞

(
剖
)
統
一
ア

1
7
は
、
「
グ
ロ

1
パ
リ
ズ
ム
の
中
円
以
ア
ン
ア
の
選

択
と
法
学
的
認
題
|
|
歴
史
認
識
の
共
有
と
新
た
な
迎
ほ
へ
向
け

て
」
で
あ
る
じ

(
引
)
今
川
弘
道
「
「
法
治
一
的
諸
類
川
手
と
「
市
民
的
法
治
問
念
一
一
(
今

什
弘
通
編

『発
展
す
る
東
ア
ジ
ア
と
法
学
の
諌
也
(
成

I
J

入立、

一
ひ
っ
八
)
九
九
員
以

)υ

(
間
以
)
概
〕
て
日
本
の
法
学
者
た
ち
の
問
に
は
一
中
凶
に
は
法
律
は

あ
っ
て
も
実
際
に
は
市
き
に
等
し
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な

実
効
件
に
乏
し
い
法
律
を
勉
強
し
て
も
中
国
社
会
的
実
相
に
は
迫

れ
な
い
と
い
う
一
種
の
思
い
こ
み
」
が
f

仏
が
っ
て
い
る
が
、
「
し

か
し
、
欧
米
社
会
と
は
違
っ
た
形
で
あ
る
に
せ
よ
、
法
は
有
十
忙
し

て
き
た
し
、
法
制
範
が
他
の
社
公
規
範
や
政
治
規
範
と
融
合
し
な

が
ら
、
朴
公
統
制
を
は
か
っ
と
き
た
」
こ
と
に
変
わ
り
な
い
は
ず

で
あ
る
、
と
鈴
本
は
い
う
{
}
一
中
凶
に
は
中
固
な
り
の
法
が
あ
り
、

ル
I
ル
が
あ
り
、
ま
た
秩
序
が
あ
る
」
ト
こ
い
つ
た
椋
め
て
「
常
識
」
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的
な
鈴
木
的
発
想
を
前
抗
と
し
、
「
こ
の
前
提
を
珂
併
し
な
い
限

り
中
凶
世
界
に
入
り
込
ん
で
い
く
こ
と
は
不
可
能
」
で
あ
る
し
、

況
や
「
わ
れ
わ
れ
が
「
常
識
一
だ
と
思
っ
て
い
る
ル

l
ル
を
紫
珂

矢
理
中
同
人
に
押
し
付
け
て
も
、
彼
(
女
)
ら
は
そ
れ
を
受
け
つ

け
る
こ
と
は
な
い
」

L
、
「
こ
の
内
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、
小
国

人
と
円
引
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
築
く
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
い
う
至
極
当
然
の
十
張
に
対
し
、
私
た
ち
は
諦
虚
に

FMき
合
う

t
E
r
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
「
明
治
維
新
日
来
、
日
本

の
学
術
全
体
が
徹
底
し
て
脱
和
人
欧
に
週
准
し
て
き
だ
が
、
こ
の

よ
う
な
態
度
は
法
学
に
限
っ
て
言
う
と
基
本
的
に
現
+
れ
で
も
変
わ

ら
ず
維
持
さ
れ
て
い
る
」
し
、
そ
の
た
め
「
川
本
人
の
法

7
省
の

世
界
地
問
に
は
、
い
ま
だ
に
欧
米
プ
ラ
ス
日
本
し
か
印
刷
さ
れ
て

い
な
い
か
の
ご
と
く
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
を
鈴
本
が
加
え
て
か

ら
既
に
つ
年
近
く
が
経
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
山
身
へ
の
自
戒
も
込
め
て
、
今
な
お
多
く
の
法
学

者
に
こ
の
鈴
木
の
言
葉
は
妥
当
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
F

鈴
本
賢
「
中
華
人
民
共
和
凶
建
問
五
心
作
法

の
間
内
か
ら
」
(
『北
大
法
学
論
集
約
主
一
巻
四
号
一
一
六
一

二
八
頁
参
昭
二
。

(
お
)
山
町
困
に
お
け
る
法
家
思
想
と
「
法
の
支
配
」
、
「
法
治
」
と
の
悶

係
に
つ
い
て
は
、
唐
士
其
「
中
岡
と
内
吋
悼
の
法
律
観
念
の
比
較
ー
ー

な
ぜ
中
阿
に
は
治
的
伝
統
が
欠
け
て
い
る
の
か
っ
」
(
『成
限
法
学
「

六
一
ロ
ケ
)
に
つ
い
て
も
参
照
。

(
引
)
と
は
い
え
、
鈴
木
に
お
い
て
も
、
羽
存
の
中
国
が
「
一
日
出
な
巾

場
経
治
」
ン
ス
テ
ム
ト
と
「
構
成
ー
+
義
的
政
治
レ
ジ
ー
ム
」
と
の
「
カ
y

プ
リ
ン
グ
一
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
り
戸
初
宿
止
典
・
辻
村
み
よ

子
編

E

新
解
説
世
界
世
法
集
-
(
一
省
堂
、
二

0
0
1ハ
)
=
二
三

今
一
一
川
白
川
)
(
、
削
掲

『現
代
中
国
法
入
門
「
第
五
版
〕
L

七
一
頁

以
下
も
参
同
山
、
こ
の
点
か
ら
み
れ
ば
、
両
者
の
大
伴
で
の
問
題

関
心
は
重
な
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。

(
お
)
こ
の
よ
う
な
今
井
の
問
題
関
心
を
筆
者
向
身
も
共
有
す
る
が
、

こ
う
し
た
去
勢
は
、
注
(
幻
)
で
不
し
た
よ
う
な
鈴
木
の
指
摘
に

呼
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
っ
そ
の
延

μ線
ー
に
あ
る
も
の
と
し

て
位
出
づ
け
ら
れ
よ
う
。
本
稿
が
中
岡
に
お
け
る
「
法
治
」
と
「
和

諾
一
を
糸
川
と
し
な
が
ら
法
学
的
寛
容
論
に
つ
い
て
の
枚
討
を
わ

お
う
と
す
る
川
以
で
も
あ
る

(
お
)
以
「
、
小
河
に
お
け
る
「
和
諾
」
概
念
が
ω
戸
開
場
し
て
く
る
経
緯

に
つ
い
て
は
、
財
団
法
人
日
本
凶
際
問
題
州
究
所
が
行
っ
た
耐
究

プ
ロ
ジ
J

ク
ト
の
川
町
と
し
て
訓
告
さ
れ
た
波
辺
英
雄
「
「
相
諮
社

会
」
の
構
築
に
挑
む
中
凶
・
胡
錦
清
政
権
|
|
「
川
伏
一
体
」
の

調
和
論
」
を
参
照
(
日
本
凶
際
問
題
州
究
川
ウ
ヱ
ブ
サ
イ
ト

才
ヌ
ち
¥
¥
当
巧

4
4
凶
」
二
位
。
司
」
可
¥
}
コ
己
刈
「
合
主
R
q
n
T
丁
げ
ヨ
コ
℃

=τ日目的山一一)

H
σ
辛口日日公民

N
N
H
5
E
3
5
m
H
m
H
2
2
E
E
Uさ
よ
り
ダ
ウ

ン
ロ

1
ド
可
能
)
。

(
幻
)
一
一
つ
の
代
表
」
に
つ
い
て
は
、
問
掲

au代
中
阿
法
入
門
〔
第

五
版
〕
'
r八
一
頁
を
参
照
、
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石IザEノー 1

p
m
ぬ
)
「
科
学
的
発
展
制
」
に
つ
い
て
は

『中
国
作
鉱
一

C
C
八
』
(持

日
新
聞
社
、
一

0
0
八
)
カ
じ
貝
以
上
の
説
明
を
参
問
。

(
町
四
)
党
一
六
mm三山
l
A

会
に
お
け
る
「
経
済
体
制
改
小
を
深
化
さ
せ

る
若
↓
ー
の
問
題
に
関
す
る
中
共
中
央
の
決
定
」
で
は
、
さ
ら
に
、

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
「
前
錦
海
H
I心
を
総
古

記
と
す
る
罰
た
な
克
中
央
が
、
第
一
ハ
回
党
大
会
報
刊
の
基
礎
の

ト
に
提
山
川
し
た
、
我
が
凶
の
経
済
社
会
の
発
反
に
関
す
る
祈
た

な
戦
略
的
指
導
思
惣
で
あ
り
、
実
質
的
に
新
た
な
時
期
、
新
た
な

情
勢
の
下
で
中
岡
の
特
色
あ
る
社
会
主
義
理
論
を
さ
ら
に
歩
出

か
に
発
反
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
一
(
前
掲
波
辺
論
?
え
て
凶
三
石

頁
怠
京
一
間
)
。

(
別
)
党
一
六
mm阿山
l
A

会
で
採
択
さ
れ
た
「
党
的
執
政
能
力
建
設
を

強
化
す
る
こ
と
に
関
す
る
中
共
中
央
の
決
定
」
に
よ
り
、
党
が
市

め
る
べ
き
能
力
の
残
り
四
つ
と
し
て
は
、
「
社
会
主
義
市
場
経
消

を
統
御
す
る
能
ん
」
一
什
ん
以
上
義
民
ヂ
政
治
を
党
民
さ
せ
る
能
力
」

「
社
会
ー
+
義
先
送
文
化
を
疋
設
す
る
能
力
」
「
阿
際
情
勢
に
応
じ

て
凶
際
事
務
を
処
川
す
る
能
力
」
が
ヂ
げ
ら
れ
て
い
る
(
品
川
掲
波

辺
論
l
d
人
三
四
頁
参
昭
)
。

(
出
)
中
華
人
民
比
初
回
念
法
(
九
八
一
年
制
?
'
疋
」
で
は
、
い
わ
ゆ

る
「
止
憲
主
義
」
で
は
な
く
、
旧
ソ
連
を
は
じ
め
と
す
る
牡
ん
以
上

投
法
固
に
お
い
て
独
特
な
「
民
キ
集
中
制
」
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の

そ
の
た
め
、
三
権
分
煮
の
制
民
と
は
同
な
ワ
た
法
体
系
が
中
国
で

は
採
肘
さ
れ
て
い
る
υ

す
な
わ
ち
、
「
主
権
者
で
あ
る
人
民
は
、

人
民
代
l

京
大
会
と
い
う
凶
家
権
力
機
関
を
通
じ
て
烹
権
を
行
使

す
る
」
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
「
す
べ
て
の
凶
家
権
力
は
全
国

人
民
代
よ
れ
大
会
が
沈
巾
的
に
行
使
す
る
も
の
の
、
行
政
、
裁
判
、

法
律
院
督
と
い
う
一
つ
の
困
家
権
能
に
つ
い
て
は
、
人
代
か
ら
選

出
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
責
仔
を
負
う
阿
務
院
(
政
府
)
、
人
民

法
院
(
裁
判
所
)
、
人
民
検
察
院
(
検
察
機
関
)
に
分
判
さ
せ
て

い
る
」
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
は
「
一
一
峰
山
分
リ
一
と
は
全
く
異
質
な
原

珂
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
ル
同
人
代
は
あ
く
ま
で
全
権
的
地
位
に

あ
り
、
相
互
に
均
街
・
制
約
を
及
ぼ
し
あ
う
関
係
に
は
な
い
」
り

し
た
が
っ
て
、
「
裁
判
所
。
に
法
令
の
官
官
法
適
合
性
刊
断
を
行
う

違
憲
審
青
梅
は
な
い
」
し
、
そ
う
し
た
色
味
で
の
「
げ
忽
ギ
義
」

を
中
国
念
法
が
採
崩
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
(
初
宿
止
典
辻

村
み
よ
了
編

a
新
解
説
世
界
恋
法
集
-
(
一
省
堂
、
一
む
つ
ー
ハ
)

三
今
一
一
今
三
凶
民
)
(
削
掲

『現
代
中
国
法
入
門
〔
第
五
版
〕
'

ヒ
一
頁
以
も
参
田
)
)

(犯

)vm掲
一
沌
辺
論
文
I
7
1
白川。

(
お
)
は
川
上

(
別
)
前
掲
波
辺
論
丈
主
同
ム
川
五
円
。

(
お
)
リ
剛
掲
渡
辺
論
文
四
八
百
八
。
続
け
て
、
渡
辺
は
「
特
に
胡
錦
持
政

権
に
と
っ
て
、
至
上
命
題
で
あ
る
持
統
的
発
展
!
と
社
公
の
安
'
疋
の

確
保
が
、
各
種
の
充
民
の
不
均
衡
と
社
会
矛
盾
の
激
化
よ
り
、
川
叫

に
危
ぶ
ま
れ
る
状
況
に
あ
り
、
今
後
、
さ
ら
に
札
会
に
勤
括
が
広

が
る
場
合
に
は
、
粁
消
・
社
会
の
川
刷
波
に
も
繋
が
り
か
ね
な
い
と
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の
厳
し
い
認
識
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
お
)
前
掲
波
辺
論
丈
ム
川
六
民
。

(
幻
)
リ
剛
掲
波
辺
論
文
科
七
民
。

(
お
)
中
華
人
民
共
和
困
愈
法
一
条
の
況
定
を
法
実
証
十
義
的
に
解
釈

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
中
国
で
は
、
「
国
民
が
選
挙
を
通
じ
て
「
隈

本
シ
ス
テ
ム
」
を
選
択
す
る
の
で
は
な
く
、
憲
法
に
先
だ
っ
て
あ

ら
か
じ
め
選
択
さ
れ
た
も
の
と
し
て
社
会
主
義
体
制
を
確
認
す

る
」
(
前
財

a
現
代
中
阿
法
入
門
〔
第
五
版
〕
』
六
仁
一一
貝
)
こ
と
が

想
定
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
の
も
、
た
と
え
そ
れ
が
間
違
っ
た

法
実
証
、
4
7

義
的
な
法
律
学
的
思
考
様
式
で
あ
る
と
し
て
も
、
日
官
官
訟

を
頂
{
と
し
た
中
困
法
体
系
に
即
し
て
、
ま
さ
に
法
実
証
主
義
的

に
与
え
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

E
味
で
は
必
ず
し
も
間
違
っ
た
珂

解
で
あ
る
と
ま
で
は
い
い
き
れ
な
い
{
}
だ
が
、
一
社
ム
訂
正
丁
義
」
と

は
何
か
を
中
国
憲
法
に
即
し
て
み
た
場
合
、
一
一

h

来
で
私
日
企
業

の
存
在
が
訟
め
ら
れ
、
一
一
今
条
で
は
市
民
の
私
有
財
産
の
不
可
侵

が
定
め
ら
れ
、
ま
た
五
条
か
ら
計
画
粁
吋
の
条
頃
が
削
除
さ
れ

た
現
在
で
は
、

υ札
求
の
社
会
よ
j
t耗
を
特
後
づ
け
て
い
た
制
度
規
定

が
殆
ど
竹
抜
き
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
残
さ

れ
た
社
会
主
義
的
な
要
素
と
は
、
党
が
「
村
会
、
ヱ
又
一
と
は
何
か

を
決
定
し
指
導
す
る
と
い
う
点
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
中

同
窓
法
は
、
「
阿
度
の
部
分
改
止
を
経
亡
、
経
済
ン
ス
テ
ム
の
而

か
ら
社
会
主
義
を
特
猷
づ
け
る
規
定
を
見
い
だ
す
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
不
可
能
に
な
っ
て
お
り
、
朴
会
、
よ
兵
の
理
念
を
実
現
す
る
制
民

的
装
間
と
し
て
は
、
事
実
上
、
共
昨
党
に
よ
る
一
党
支
配
だ
け
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
」
!
と
い
え
る
し
、
問
題
は
、
「
そ
れ
で
も
な
お

段
昧
な
「
社
会
羊
義
一
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
憲
法
珂
念
の
志

慌
に
位
置
づ
け
る
h
れ
、
何
が
反
社
会
主
義
的
で
あ
る
か
の
解
釈
惟

を
匙
が
独
占
的
に
革
揮
し
続
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
い
え

る
疋
ろ
う
(
問
掲

au代
中
凶
法
入
門
〔
第
立
版
]
ハ
ヒ
ヒ

一向心。

(
却
)
本
段
落
の
引
用
は
、
す
べ
て
前
掲
波
辺
論
文
台
六
一一
只
を
参
回
、

(
判
)
た
と
え
そ
れ
が
州
連
っ
た
法
実
証
平
義
的
思
考
様
式
で
あ
る
と

し
て
も
、
現
れ
憲
法
を
頂
点
と
し
た
巾
凶
法
体
系
に
印
し
て
、
ま

さ
に
法
実
証
主
美
的
に
中
困
法
固
有
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
従
っ
て
考
え

た
場
合
に
到
達
す
る
柿
め
て
真
っ
当
な
結
論
だ
か
ら
で
あ
り
、
確

か
に
そ
の
意
味
で
は
、
法
ド
グ
マ

l
テ
ィ
ク
を
解
釈
す
る
学
と
し

て
の
法
律
学
的
埋
解
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は

り
中
国
の
事
情
に
田
ら

ν

て
考
え
れ
ば
、
間
違
っ
た
法
律
学
的
抑

情
な
の
で
は
な
く
、
中
回
法
理
解
と
し
て
は
7

忙
し
い
理
解
だ
か
ら

で
あ
る
(
削
注
お
よ
び
附
一
六
に
お
け
る
鈴
木
の
指
摘
も
参
出
)
、

(
引
)
前
掲
波
辺
論
丈
主
六
負
。

(
け
ど
リ
剛
掲
渡
辺
論
文
立
七
百
八
。

(
ぬ
)
次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
山
町
凶
の
司
法
権
の
担
い
「
で
あ
る
人

民
法
院
に
は
違
愈
存
芥
住
が
忍
め
ら
れ
ど
い
な
い
と
い
う
こ
と

も
、
こ
う
し
た
問
題
の
大
き
な
史
凶
に
な
ロ
て
い
る
と
m
い
わ
れ
る

(
後
掲
注
(
孔
)
)
。
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石IザEノー 1

F
H
H
)

前
掲
政
辺
論
文
台
川
氏
。

(
ね
)
こ
う
し
た
事
情
が
あ
っ
た
し
、
そ
れ
ら
を
対
処
す
べ
き

A
Uと

し
て
迫
切
に
胡
錦
清
政
権
は
捉
え
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
「
羽
詰
社

会
の
建
設
」
の
み
な
ら
ず
、
「
科
学
的
発
民
間
」
と
い
う
ス
ロ
ー

ガ
〆
を
掲
げ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
内
村
茂
雄
・
国
ハ
刀
良
成

『最
古

小
凶
的
問
也
併
I

党
と
凶
家
政
治
体
制
の
軌
跡

三
川

波
亭
円
山
、
ひ
っ
一
九
)
に
よ
る
と
、
「
科
学
的
発
展
開
剛
」
と
「
和

諾
(
利
和
の
と
れ
た
)
社
会
建
北
」
は
、
「
部
小
平
か
ら
江
沢
民

の
時
代
に
か
け
て
の
成
長
一
辺
倒
に
よ
る
弊
会
の
是
正
を
日
的
と

し
た
も
の
一
で
、
経
済
成
長
に
よ
っ
て
中
同
の
凶
際
的
地
依
は
山

卜
し
た
が
、
他
方
、
「
各
方
商
で
拭
川
芹
、
不
十
等
、
政
治
嘱
敗
、

あ
る
い
は
環
境
汚
染
な
ど
の
沫
刻
な
諸
問
題
を
生
み
、
社
会
不
満

を
蓄
積
さ
せ
抗
ぷ
行
動
も
州
大
し
て
い
た
」
〔
そ
こ
で
、
一
人
を
基

本
と
し
て
持
続
叫
能
な
発
反
を
目
指
す
こ
と
」
と
し
て
「
科
学
的

発
展
開
削
」
が
、
一
貧
同
対
策
な
ど
倍
差
縮
小
の
た
め
の
再
一
分
配
政
策
」

と
し
て
「
和
諮
社
会
の
建
設
」
が
上
阪
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

さ
れ
る

(
H
E
九
六
一一
只
)
、
だ
が
、
「
和
諾
社
会
」
の
実
現
に
向

け
て
は
、
そ
う
し
た
「
町
一
分
配
政
策
」
を
必
叫
ト
と
す
る
経
済
格
芹

の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
と
山
村
接
に
リ
ン
ク
し
た
少
数
民
族
側

か
ら
の
同
議
巾
し
斗
て
に
よ
っ
て
生
じ
た
同
組
ー
ー
ヲ
ベ
ッ
ト
や

新
彊
ウ
イ
グ
ル
自
治
同
で
起
き
た
紛
争
ー
ー
を
も
含
め
て
、
対
応

策
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

(
判
)
前
掲
波
辺
論
丈
四
二
白
川
。

(
汀
)
前
掲
波
辺
論
文
立
六
百
。

(
何
)
中
華
人
民
共
相
困
芯
法
第
三
五
条
で
は
一
百
品
・
出
版
・
集
会
・

結
社
「
ア
モ
わ
進
示
威
の
自
由
が
、
同
じ
く
第
三
六
条
で
は
信

教
の
川
出
が
保
障
さ
れ
る
と
の
明
I

え
の
況
定
が
あ
る
(
初
宿
正

典
・
辻
付
み
よ
了
編

『新
肝
説
世
界
志
法
集
』
戸
一
省
堂
、
二

0

0

2
三
一
二
一
三
凹
頁
)
)

(
刊
)
こ
の
よ
う
に
基
本
格
を
制
約
す
る
引
ん
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『現

代
中
凶
法
入
門
〔
第
立
版
〕
'
九

O
頁
以
卜
を
参
冊
、
ま
た
、
ぞ

こ
で
は
「
最
近
の
特
徴
と
し
て
は
、

憲
法
の
抽
象
的
な
権
利
制
約

原
理
を
具
体
化
す
る
法
律
や
行
政
法
視
を
制
定
し
、
規
制
を
削
山
茂

化
す
る
傾
向
が
あ
る
」
こ
と
が
桁
摘
さ
れ
、
こ
の
よ
う
に
法
律
に

し
た
が
っ
て
規
制
を
わ
う
と
い
っ
た
傾
向
か
ら
「
申
純
に
法
治
国

家
へ
の
遣
を
歩
ん
で
い
る
と
与
え
る
の
は
灼
絡
に
す
ぎ
る
」
と

い
っ
た
警
鐘
が
鳴
ち
さ
れ
て
い
る
。

(
印
)
前
掲

『現
代
中
国
法
入
門
[
第
れ
版
〕
L

六
一
頁
ご

(
訂
)
「
民
+
集
中
制
」
と
い
う
「
権
力
分
斗
」
の
観
念
を
市
川
定
し
法

院
に
よ
る
違
窓
審
査
権
を
認
め
な
い
と
い
う
ロ
味
で
明
ら
か
に

「
リ
恋
十
議
」
と
反
す
る
政
治
制
度
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら

導
き
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
必
然
的
帰
結
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
法

輪
功
」
に
対
し
て
は
、
「
邪
教
組
織
を
取
り
締
ま
り
、
邪
教
日
動

を
防
川
田
懲
罰
す
る
こ
と
に
関
す
る
決
定
」
(
一
九
九
九
)
を
出

す
こ
と
で
、
主
要
幹
部
の
刑
事
処
罰
と
徹
底
的
な
撲
滅
が
閃
ら
れ

た
(
前
掲

『現
代
中
国
法
入
門
〔
第
五
版

γ
九
三
貝
)
。
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21世紀東アジアにおける法主的宜存論に向けての覚tt:

F

臼
)
こ
の
占
一
に
つ
い
て
は
、
「
そ
も
そ
も
民
産
党
以
外
の
選
択
肢
を

認
め
ず
、
し
か
も
一
重
の
間
接
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
ん
国

人
代
に
民
主
的
市
統
性
が
あ
る
と
」
正
目
す
る
の
は
危
う
い
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
で
あ
る
」
(
初
宿
置
典
・
辻
村
み
よ
了
編

E

新
柄
説
世
界

愈
法
集
'

(
三
者
堂
、
一

0
0一
六
)
一
二
一
今
一
一
二
一
凶
頁
)
と
い

う
凡
併
が
あ
る
が
、
ま
っ
た
く
も
り
一
て
そ
の
通
り
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
、っ。

pm)
丸
山
白
一
男
「

H
本
の
思
想
」
(
丸
山
白
一男

『九

山

兵

男

集

第

七
巻
L

(

岩
波
宮
山
、
一
九
九
六
)
)
一
口
一
白
円
。
丸
山
に
よ
る
と
、

泣
代
円
本
に
お
け
る
「
寛
粁
一
理
解
の
ー
で
は
、
相
り
に
川
県ハ
質
で

双
ん
の
す
坊
を
原
市
町
的
に
市
川
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
は
ず
で
あ
る
キ

リ
ス
ト
教
と
マ
ル
ク
ス
ギ
義
と
が
奇
妙
に
も
「
平
和
共
存
一
せ
ざ

る
を
え
な
く
な
り
当
人
が
ど
れ
だ
け
自
覚
的
で
あ
る
か
無

j

一同

覚
的
で
あ
る
か
は
別
と
し
て
|
|
、
そ
こ
で
は
争
り
ゆ
る
思
想
が

一
世
…
限
抱
擁
」
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
…
J

ν

た
が
っ
て
、
一
平
和

共
存
」
を
存
認
す
る
「
精
神
的
雑
居
性
」
を
「
寛
容
」
で
あ
る
と

み
た
近
代

H
本
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス

4

義
を
原
理
的
に
貫
こ
う
と
ぷ
み
る
者
が
い
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た

人
は
「
寛
存
一
で
は
な
く
必
ず
や
激
し
い
「
不
寛
容
一
に
と
り
ま

か
れ
る
と
い
ワ
た
デ
f
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
し
ま
う
つ
む
ろ
ん
、
こ

う
し
た
近
代
日
本
に
お
け
る
「
世
寛
容
」
理
解
に
し
た
が
っ
て
い
て

は
、
異
国
な
他
者
を
端
的
に
異
質
な
他
者
と
し
て
受
け
止
め
理
解

す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
し
、
「
調
和
」
の
と
れ
て
い
な
い
現
状

す
な
わ
ち
「
矛
盾
」
が
あ
る
状
態
が
い
か
な
る
状
出
な
の
か
を
認

識
す
る
こ
と
な
と
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
ο

(
引
)
ヴ
ォ
ル
一
ア
ー
ル
「
寛
存
論
一
(
中
川
信
訳

『カ
ラ
ス
事
件
』
戸一一同

山
房
ム
自
利
文
出
、
一
九
七
八
年
)
)
一
(
以
内
頁
。

(
お
)
「
価
値
相
対
羊
義
に
お
け
る
相
対
的
と
は
、
戎
る
価
値
の
妥

当
が
、
相
異
な
る
許
価
、
一
干
休
の
関
係
に
於
て
相
対
的
に
疋
ま
る
と

い
う
こ
と
で
」
、
「
価
値
と
は

T
段
的
価
値
で
は
な
く
し
亡
、

特
評
価
烹
体
に
と
っ
て
、
「
そ
れ
自
体
に
於
て
望
ま
し
い
と
さ
れ

る
も
の
」
を
さ
す
」
の
で
あ
っ
て
、
「
冗
梼
的
な
例
値
規
準
に
つ

い
て
は
、
そ
の
害
倒
的
(
問
、
が
倒
的
」
な
妥
当
什
を
理
件
の
力
に

よ
っ
て
恭
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
各
許
側
ふ
干
休
の
情
立

と
か
仏
心
的
選
択
又
は
非
合
理
的
な
伝
仰
等
に
委
ね
る
外
な
い

(
加
藤
新

γ
a円
以
科
学
概
論
(
有
斐
問
、
一
九
七
六
)
四
七
丘
、

同
?
ハ
カ
頁
)
。

(
日
)
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
一
絶
対
的
真
抑
と
絶
対
的
価
伯
と
が
、
人
聞
の

認
識
に
と
っ
て
附
さ
れ
て
い
る
と
み
な
す
者
は
、
自
己
の
意
見
だ

け
で
な
く
、
他
人
の
以
対
の
土
す
凡
を
も
少
な
く
と
も
可
能
で
あ
る

と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
故
に
相
刈
十
設
は
民
主
上

義
思
想
が

p

剛
一
提
と
す
る
世
界
観
で
あ
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
あ

ら
ゆ
る
人
の
政
治
的
立
思
を
平
等
に
崎
重
す
る
」
と
述
べ
て
い
る

(一一次々
一♂勾コ

E

で。

s
-史
、
旬
、
コ
芯
コ
a
-
で三、円向。叫
て
とお噌》
N
C
N
W

足立目、
J

N

E
-
-
z
m
p
H
G
山
中
一
」
口
白
Z
o
E夕
日

H
G
H
(
ケ
ル
ゼ
ン
(
西
島
芳

一訳
)

a
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
本
質
と
冊
伯
L

(

岩
波
文
席
、
九
六
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石IザEノー 1

ム
ハ
引
)
一
二
円
)
)
。

(
訂
)
井
L
L

達
夫

Z
八
円
の
作
法

一
九
七
貞

(
白
川
)
冨
玉
川
口
F
J
?
口
三
な
さ
き
と
な
』
ミ
忌
古
内
向
ミ
宅
Z
老
若
与
ミ
ケ
T
P
P

ω

主
主
一
」

n
z
E
C
Y
「

-mZ戸
山

m
c
p
(以
下
、
本
書
か
内

の
引
刷
は
{
ニ
ロ
と
略
記
す
る
つ
尾
市
邦
雄
沢

a
職
業
、
と

ν
て
の

件
了
間
L

(

岩
波
文
席
、
九
八
つ
年
)
?
ハ
四

R
)

F

印
)
t
J
~
吾
2

E

F
丸
山
山
口
臼
(
中
村
貞
一
試
「
社
会
学
・
経
済
学
に

お
け
る
「
価
値
白
山
川
」
の
且
昧
」
(

h

ウ
ェ

1
パ
1

社
会
科
学
論

集
』
ケ
刊
山
再
房
、
一
九
八
一
年
」
)
一
一
一
石
向
ど

(
m
W
)

ウ
ゴ

1
パ
は
、
「
「
す
べ
て
を
町
内
解
す
る
こ
と
」
は
「
す
べ
て

を
宥
す
こ
と
一
を

E
昧
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
一
般
に
、
異

な
る
i

止
場
を
た
ん
に
理
解
す
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
れ
に

M
Eす
る
下
と

こ
ろ
ま
で
這
は
通
じ
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る

(
J
J
1
5
2
-

E
ら
(
同
卜
書
)
)
)

(引
)
z
t
J
J
σ
2

己
認
可
三
2

E
三
言
、
守
町
民
主

T
z
a
aミ
ど
か
、
芝
、
、
弘
主

h
Q官
官
止
と
E
Z
(
(
~
2
5三
吉
口
、
与
豆
、
ωnhphNHmw
百
三
五
芯
ロ
~wMSNH
。目。
h
F

匂
九
日
一
円
。
凶
(
)
)
一
日
山
口
ド
(
大
塚
久
雄
沢

『
ブ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ

ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
、
が
誌
の
精
神
'
(
岩
波
文
庫
、
九
八
九
年
)

二

一

口

一

三

良

)

(

門

出

)
r
J
~
与
空
手
主
主
(
向
上
斉
一
一
一
白
川
)

(
日
)
君
。

σ
R
E
A
(同
上
再
一
一
一

l

一
一
一
一
一
頁
)

(制
)
Z
J
4
5
宮
三
令
官
て
C

な
え
三
一
号
史
守
町
内
E
昨
ミ
丘
号
?v(え
g句

会

内

札

2

(
創
丈
社
、

しム、、、

1
J〆
f
ノ

，

/

一
九
六

民ぬ』
JNNRhご
~
Z
3
-
E
-
(
』
ロ
〉
円
内
町
』
dR
門
戸
門
的

O
Nド
μ
7
4
5
ω
命ロ
ω
内}戸川戸
D
Z
ロ己

出
E
E
E一E
F
』
口
ロ
民
三
戸
三
(
)
出
)
吉
山
(
梶
山
力
沢
、
安

藤
民
治
編
『ブ
口
一
ア
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
的
倫
理
と
資
本
主
義
の
〈
精

神
ご

(
未
来
社
、
一
九
九
四
)
一
四
五
良
(
強
調
原
文
)
)

(日
)
5
~
与

ま

ま

弘

(

向

上

司

二

凶

力

問
r
ハ古田)

(
目
別

)
J
J
与
の
夕
刊
止
に
(
阿
上
書
一
川
石
頁
)
を
参
間
)
む
ろ
ん
、
こ

こ
で
の
ウ
ェ

l
パ
!
の
見
解
の
う
ち
に
、
ロ
ソ
ク
が

『寛
容
に
つ

い
て
の
害
簡
し
の
な
か
で
わ
っ
た
政
治
的
権
力
に
よ
る
宗
教
的
ー
μ

心
の
山
出
へ
の
不
当
な
下
渉
を
排
除
す
る
と
い
っ
た
主
張
干
、

J

S

ミ
ル
が

a
自
市
川
論
』
で
擁
護
し
展
開
し
ょ
、
っ
と
し
た
自
市
川
の

問
泌
を
見
出
す
こ
と
は
、
決
し
て
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
っ

(mw)

こ
の
ウ
ェ

l
パ
l
に
お
け
る
「
以
佐
山
州
、
ヱ
義
一
と
い
う
観
点
は
、

一
節
で
桁
介
し
た
今
日
叶
の
議
論
、
す
な
わ
ち
、
東
ア
ジ
ア
に
は
、

主
格
者
で
あ
る
阿
ま
が
統
治
の
存
体
に
刻
し
て
み
ず
か
ら
が
制
定

し
た
法
律
へ
の
畏
敬
、
と
泣
?
を
挺
進
す
る
と
い
う
意
味
で
は
ド
イ

ツ
流
の
権
威
主
ゑ
的
国
家
観
と
親
和
的
な
、
い
わ
ば
「
点
ア
ン
ア

的
法
治
同
家
」
を
形
成
し
て
き
た
内
で
地
域
全
体
に
共
通
し
た
特

徴
が
あ
っ
た
こ
と
を
顧
み
る
と
き
に
、
ま
た
、
鈴
木
が
述
べ
た
よ

う
な
「
佐
此
主
詩
的
レ
ジ
ー
ム
と
い
由
な
市
場
料
済
と
い
う
カ
y

プ
リ
ン
グ
」
(
前
掲
注
(
汀
)
)
を
持
続
し
よ
う
!
と
す
る
中
問
問
題

と
対
処
す
る
と
き
に
、
私
た
ち
に
い
っ
た
い
何
を
考
え
る
こ
と
が

可
能
な
の
か
と
い
う
白
で
、
極
め
て
重
注
な
ヒ
ン
ト
を
ワ
え
て
く

れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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21世紀東アジアにおける法主的宜存論に向けての覚tt:

p
m開
)
t
r

与
戸
(
L
S』
ト
匂
印
日
C

U

(

「
社
会
学
-
経
済
干
に
お
け
る
「
価

値
白
山
」
の
意
味
」
一
一
一
一
台
頁
)

(ω)
か
く
し
て
ウ

i
l
ハ
l
は
、
「
山
円
分
の
論
敵
(
あ
る
い
は
そ
こ

に
自
分
自
身
も
加
わ
る
)
が
!
丈
際
に
心
に
快
い
て
い
る
こ
と
が
ら
、

つ
ま
り
議
論
の
当
事
者
川
上
が
た
ん
に
外
見
上
で
は
な
く
実
際
に

依
拠
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
価
値
を
桐
む
こ
と
、
そ
う

J

て
後
こ
の

価
値
に
対
し
て
な
ん
ら
か
の
態
度
が
と
れ
る
よ
う
し
む
け
る
こ

と
、
こ
れ
が
価
情
討
=
議
ほ
ん
ら
い
の
立
味
」
(
前
財
阿
古
九
)
で

あ
る
と
述
、
へ
た
。

(
刊
)
ヤ
ス
パ
ス
は
、
「
了
解
し
が
た
い
も
の
一
こ
そ
が
「
コ
ミ
ユ

ニ
ケ

1
ン
ヨ
ン
」
の
恨
底
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
(
同
]
倍
以
ロ
ミ
夕

、J
~
。
刊
芯
気
何

q
r芯
目
、
九
匂
旬
、
P
M
目
。
旬
。
守
E
H句。
P
句
ロ
~
ト
)
品
川
三
下
町
。
ロ
句
、
出
。
円
-
。

τ-3命
「

戸
内

V
2
-
M
G
N
(
松
浪
一
札
制
一
一
郎
訳

『折
門
学
の
学
校
-
(
「
州
出
書
肘
新

社
一
ー
九
八
口
)
一
七
白
川
)υ

(
汁
)
悶
」

E
U
E
m
z伺
い
己
主
の
ロ
目
立
戸
の

-
r
Eぬ
一
一
戸
ロ
可

E
E
E』
墨
付
、
司

E
2
5
2
5日記号一
Z

U

N

一
日
三
(
小
倉
志
祥
・
林
出
新
一
・
渡

辺
一
郎
訳
『中
公
パ
ッ
ク
ス
・
世
界
的
名
著
ヒ
丘
、
ヤ
ス
パ
ー
ス

マ
ル
セ
ル

-
(
小
山
人
公
品
社
、
九
八
口
)
一
九
百
)
υ

(
冗
)
」

E
胃
2
~主
丸
山

N
A
U
ミ
(
同
卜
喜
一
一
一
二
ハ
一
一
一
七
民
)
{

(冗
)
Z
J
P
~
与
2
コ
主
夫
?
主
主
主
口
Y
宅
と
R
P
R
¥
h
E
E
胃
百
三
丘
2FF

シミ
T
許可

-
m
w
叶

戸

」

門

戸

Z
c
r
「
印
斗
凶
日
斗
凶
品
(
マ

y
ク
ス

ウ
ェ

l
パ
l
(
世
良
弘
志
郎
訳
)
『支
配
の
引
公
学
H
-
(創
文
社
、

九
六
一
)
六
五
カ
頁
)

(
引
)
「
日
街
隊
ら
に
よ
る
介
記
子
続
の
取
消
等
請
求
事
件
」
の
刊
決

を
め
ぐ
っ
て
は
、
土
川
疋
政
も
、
円
本
で
は
「
困
家
(
と
い
う
、

い
わ
ば
多
数
派
、
力
を
耐
え
た
側
)
が
個
人
(
と
い
う
、
少
数
派
、

力
の
な
い
側
)
に
た
い
し
て
寛
存
を
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

制
人
に
た
い
し
て
国
家
へ
の
寛
容
を
(
五
く
受
け
容
れ
よ
、
従
順

た
れ
て
と
の
宣
一
円
が
、
司
法
H

正
義
の
名
に
よ
ロ
て
語
ら
れ
て

い
る
」
こ
と
を
T
I
当
に
問
題
視
し
と
い
る
υ

ま
た
、
大
川
は
、
「
こ

の
凶
で
は
、
「
寛
存
」
と
い
う
乙
棄
が
白
負
っ
て
き
た
は
ず
の
(
岡

洋
の
、
血
程
い
)
歴
史
じ
た
い
が
、
い
と
も
谷
川
対
く
無
視
さ
れ
、
「
寛

く
零
れ
る
一
こ
と
じ
た
い
が
、
な
ん
ら
か
の
美
徳
で
あ
る
か
の
よ

う
に
、
し
か
も
強
省
H

多
数
派
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
き
も
し
た
」

と
い
う
本
稿
の
視
角
と
重
な
る
折
摘
を
既
に
行
っ
て
い
る
(
人
出

健
他
編

『現
代
倫
理
学
事
典
三
弘
丈
堂
、
一

0
0
ー
と
一

I
O
頁){}

つ
ま
り
、
本
稿
に
お
け
る
「
寛
容
」
の
捉
え
克
は
、
基
本
的
に
こ

う

ν
た
大
川
の
見
併
と
問
題
意
識
を
踏
ま
え
共
有
し
た
う
え
で
成

り
げ
っ
て
い
る
。
た
だ
、
卜
人
川
の
前
点
は
、
「
あ
た
か
も
問
題
は
、

寛
存
に
扱
わ
れ
る
側
に
あ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
が
ち
」
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
倫
理
学
的
に
み
る
な
ら
ば
「
寛
容
」
は
決
し
て
何
ら

の
「
美
徳
一
で
は
な
い
こ
と
、
「
統
治
術
と
し
て
は
巧
妙
な
技
法

に
な
り
う
る
」
し
、
ぞ
れ
ゆ
え
、
「
不
寛
容
」
こ
そ
が
同
組
化
さ

れ
ね
ば
な
ら
ず
、
ひ
い
て
は
「
わ
れ
わ
れ
の
内
な
る
差
別
」
を
た

え
ず
問
題
化
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
に
青
か
れ
て
い
る

そ
れ
に
対
し
、
本
稿
で
は
、
ま
さ
に
大
川
が
批
判
し
た
よ
う
に
、
「
寛
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石IザEノー 1

容
」
の
問
m
唱
と
は
「
自
衛
隊
ら
に
よ
る
ん
口
砲

T
続
的
取
中
川
等
清
水

宇
件
」
を
通
し
て
現
れ
た
法
実
践
の
あ
り
方
の
一
つ
で
あ
る
以
上
、

倫
理
学
的
側
出
、
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
法
的
に
紛
争
処
珂
問
題
を

構
成
し
解
決
し
よ
う
と
す
る
法
学
的
制
点
を
も
踏
ま
え
た
う
え
で

「
寛
存
」
の
収
念
を
鋳
直
す
べ
き
で
あ
る
、
と
与
え
て
い
る
の
ウ
工

l

パ
l
に
倣
っ
て
、
此
細
な
一
井
異
」
か
ら
牛

υ

た
コ
シ
フ
リ
ク
ト

を
、
ま
ず
は
コ
ン
フ
リ
ク
ト
と
し
て
「
理
解
」
す
る
こ
と
こ
そ
屯

要
で
あ
る
と
考
え
た
の
も
、
そ
う
し
た
理
出
に
よ
っ
て
い
る
c

(
万
)
む
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
は
、
法
哲
学
で
盛
ん
に
議
論

さ
れ
て
い
る
正
誕
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
抗
刑
さ
れ
る
「
正
し
い
と

は
何
か
」
を
問
、
つ
議
論
が
止
し
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、

と
い
っ
た
議
論
と
も
密
技
に
関
っ
て
い
る
私
な
り
に
論
じ
た
も

の
と
し
て
、
拙
稿
ニ
ホ
し
さ
」
の

μ注
可

能

性

ウ

ヱ

i
パ
ー

と
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
一
訴
前
を
ア
が
か
り
に
」
(
川
上
巨
「
回
大
野
達

司
・
背
原
半
桁
編
1

公
共
古
聞
に
お
け
る
個
の
fl律
今

升

弘

道
先
生
退
職
記
念
論
集
』
(
風
行
社
、
一
ひ
っ
九
こ
を
参
照
ο

F

村
山
)
現
代
中
国
で
寛
群
論
を
摘
力
的
に
展
開
し
て
い
る
叫
根
発
(
中

同
社
会
科
学
院
副
救
授
)
に
よ
る
一
連
の
研
究
(
例
え
ば

『法
律

的
寛
ん

hp(知
識
時
停
山
版
社
、
一
心
。
八
)
干
「
寛
容
の
周
辺
一

孝
忠
延
夫
・
鈴
木
賢
編

E

北
以
ア
ン
ア
に
お
け
る
法
治
の
引
状
と

ω同地
L

(

成
文
立
、
一
む
つ
一
八
)
)
と
本
稿
が
問
題
祝
す
る
「
和
諾
」

と
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
課
也
と
し
た
い

〔
付
記
〕

本
稿
は
、
第
七
阿
東
ア
ン
ア
法
哲
vd子
会
(
於
中
阿
・
古
林
ト
人
件
了
、

0
0
八
刊
九
月
)
に
お
い
て
行
っ
た
浪
苫
「
「
調
和
一
と
は
何
か
っ
|
|

メ
タ
調
和
論
の
展
開
り
能
性
」
と
第
一
一
川
東
北
ア
ジ
ア
比
較
法
苧
凶
際

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
わ
っ
た
報
刊
「
一
一
川
紀
東
ア
ジ
ア
に
お
け

る
寛
容
の
論
法
を
め
ぐ
る
課
也
」
(
於
中
凶
・
長
在
理
上
大
学
、
二
心

。
九
年
1
七
日
月
)
を
補
筆
修
止
し
、
相
稿
「
寛
作
・
三
3
2
2
|
|

多
数
者
と
少
数
占
と
の
関
係
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
」
(
竹
下
賢
角

叫
獄
之
桜
川
徹
編

『は
じ
め
て
学
ぶ
法
祈
苧
・
法
思
想
』
(
ミ
ネ
ル

ヴ
7
喜
一時
、
一
心
一
心
)
)
に
お
い
て
一
ぶ
し
た
筆
者
の
「
寛
容
一
に
対

す
る
草
本
的
理
解
と
の
絞
ム
ロ
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

巾
回
比
分
野
に
固
有
の
議
論
と
し
て
も
、
寛
ホ
汁
論
と
し
て
も
発
展
途
卜

に
あ
る
論
考
だ
が
、
別
代
の
円
本
牡
公
で
法
科
学
的
に
寛
存
の
問
也
を

捉
え
返
そ
う
と
試
み
た
筆
者
自
身
の
問
題
意
識
の
間
交
占
を
示
す
も
の

と
〕
て
、
ま
た
、
近
作
の
中
回
に
お
け
る
一
法
治
」
と
一
利
詰
」
の
議

A

酬
を
盆
理

L
今
役
本
格
的
に
究
科
論
を
反
問
し
て
い
く
た
め
の
覚
ま
と

し
て
、
こ
こ
に
公
表
し
諸
国
買
の
批
判
を
原
誠
し
た
く
思
っ
た
次
第
で
あ

る
ο

か
よ
う
な
事
怖
か
ら
本
相
は
成
り
立
っ
て
い
る
ゆ
え
、
後
半
卜
部
の

「
寛
容
一
に
関
す
る
記
述
は
、
相
補
「
寛
ん
旧
作
・
三
宮
2
2
|
|
多
数

者
と
少
殺
者
と
の
問
係
を
と
う
捉
え
る
べ
き
か
」
と
市
複
す
る
部
分
が

少
な
く
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
と
お
き
た
い
と
思
う
。
こ
の
問
、
今
井

弘
道
(
樹
江
大
学
光
華
法
学
院
教
授
)
、
長
芥
川
弘
・
鈴
本
質

(
北
海

道
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
於
)
、
坂
口
成
田
宋
峻
木
J

(

同
助
教
)
、

北法61U . 152) 1:)2 



鷊

陳
鵬

・
李
餅
淑

・
務
介
研
一
鄭
明
政

F
M博
士
課
程
)
、
郭
菰

(
同

修
L
T
訣
れ
)
の
各
氏
よ
り
貴
重
な
ぜ
見
を
出
切
っ
た
り
ま
た
山
根
巴
根
(
阿

助
教
)、
児
玉
弘
(
同
博
±
訳
制
作
)
の
井
氏
に
は
校

πの
際
に
協
力
を
賜
っ

た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
は
、
法
政
l
人
宇
ポ

7
1
ナ
l

ド
コ
此
念
現
代
法
研
究
耐
の
支
後
に
よ
る
研
究
成
呆
の
一
部
で
あ
る
。

21世紀車アジアにおける法子町J宜存論に向けての覚書

北f士61(1'15，) 15， 



研
究
ノ
l
ト
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0
7
5

zh同
同
品
市
い
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可

の
動
機
審
査
理
論
の
生
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と
寝
間

じ

次

V
Y
4

一
阿
川
崎
~
誌
だ

ゃ
い
月
見
沼
こ
さ
れ
七
恥
見
。

あ
一
節
目
-
》
の
動
機
併
存
埋
論
を
川
究
す
る
立
北

綿
一
平
効
機
審
ト
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担

論

の

誕

生

九
L
」
/

j

一在
1
1洞
2
いえ

約
一
括
日
記
1
F

一
間
巡
ら
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識

車

( 
川
牛
辛

〉

修

部
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石IザEノー 1

動
機
モ
デ
ル
の
描
山

一
九
七

o
t論
文
の
立
去
と
難
点

枕第申一バ飢削

何仏刷梢川三一

M
帥

I
川
A
f山

，ペ，

t

第
一
章
動
機
審
作
迎
」
点
酬
の
展
開
九
八
口
年
E
U

向
上
主
義
と
不
信
「

第
一
節
動
機
詳
賓
と
し
て
の
疑
わ
し
い
同
川
の
法
町
内
の
彫
琢

第
一
節
合
理
円
審
査
即
解
の
改
札
耐

いA
工ロ
ペ+す

終
中
総
括
と
展
望

序
-
草

問
題
設
定

2布

告lIi

見
過
ご
さ
れ
た
知
見
つ

ア
メ
リ
カ
ム
ロ
ハ
ホ
凶
の
世
法
学
者
』
C
y
z
-
-
王
「
何
Z

の
可
法
審
査
坦
論
が

合
衆
国
内
外
の
学
界
に
多
ト
ん
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
も
は
や
周
知
の

事
柄
に
同
す
る
で
あ
ろ
う
{
}
や
や
皮
相
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
一
心
。
。
年

に
公
表
さ
れ
た
あ
る
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ア
ン
の
嗣
芥
に
よ
る
と
、
開
-
J

は
、
ム
ロ

米
同
法
学
丈
献
に
お
い
て
、
史
上
四
番
目
に
多
く
引
肘
き
れ
た
法
ザ
省
で

あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
つ
ま
た
、
日
本
愈
法
学
に
お
い
て
も
、
松
川
茂
記
の

何
プ
世
法
Y
了
に
関
す
る
数
多
く
の
研
究
論

出
宵
な
業
績
を
筆
頭
と
し
て
、

(
以
上
、
本
号
)

ま
で
の
道
程

人
え
や
批
許
が
公
に
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
実
に
、
主
昔

『民
十
主
義

と
不
信
1

に
集
約
さ
れ
た
何
一
叱
の
司
法
審
査
理
論
は
、
窓
法
巾
ら
や
憲
法
訴

訟
ん
酬
の
み
な
ら
ず
、
法
析
一
子
や
政
治
過
税
論
、
ひ
い
て
は
朴
会
心
理
平
か

ら
も
お
想
を
得
た
千
際
的
な
研
先
で
あ
り
、
学
ぶ
べ
き
点
を
多
く
九
円
ん
疋
、

ま
さ
し
く
宝
庫
で
あ
る
。

で
は
、
日
本
窓
法
学
は
、
一

rq
の
所
論
か
ら
何
を
)
ナ
ん
で
き
た
と
言
え

る
の
だ
ろ
う
か

f

こ
こ
で
、
従
来
の

H
本
の
諸
学
説
が
、
巴
〈
の
司
法
審

存
坦
ん
酬
を
い
か
な
る
問
題
次
冗
に
お
い
て
取
り
扱
い
、
そ
こ
か
ら
い
か
な
る

示
時
を
引
き
出
そ
う
と
し
で
き
た
り
か
に
つ
い
て
、
些
か
顧
み
て
み
た
い

一

H
本
に
お
け
る
回
〈
理
論
の
処
辿

北法61U . 156) Ei6 



lohl】 IIartElyの動機存査埋論の生成と民間 (1( 

(
)
本
礎
岬
諭
的
問
題
次
元

開
F

の
司
法
存
企
理
論
が
語
ら
れ
て
き
た
第
一
の
問
題
次
克
は
、
悲
鑓

田
川
A

州
的
問
地
次
元
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
υ

こ
れ
は
、
立
憲
主
義

な
い
し
司
法
脊
査
を
正
当
化
す
る
基
底
的
珂
必
を
語
る
主
脈
で
あ
る
c

こ

の
丈
服
に
お
い
て
、
巴
可
の
J

同
法
審
企
珂
八
酬
は
、
憲
法
の
総
体
的
な
限

H

を
い
民
、
ム
キ
義
的
政
，
巾
過
紅
の
維
持
管
理
に
置
く
理
論
と
し
て
把
摂
さ
れ

る
。
こ
の
間
昆
次
元
に
お
け
る
何
牙
理
論
の
主
義
は
、
司
法
詐
存
の
民

上
主
的
rt
続
性
と
い
う
難
題
に
対
し
て
、
民
主
主
義
を
基
底
に
開
く
地
白
4

か
ら
司
法
存
芥
へ
と
矛
盾
を
犯
す
こ
と
な
く
到
達
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
見

出
し
た
点
に
在
る
ご
そ
し
て
、
こ
の
民
主
的
政
治
過
程
岬
論
は
、
文
言
上

義
や
原
背
中
+
工
義
、
或
い
は
実
体
的
価
値
理
論
等
と
並
び
対
比
さ
れ
る
世
法

解
釈
方
法
論
と
し
て
位
置
つ
け
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
松
井
は
、
愈
法
僻
釈
論
が
抗
針
と
す
べ
き
パ
ラ
ダ
イ
ム
を

開
ケ
の
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
理
論
に
求
め
る
。
す
な
わ
ち
、
松
井
は
、
日
本

国
管
法
を
、
実
体
的
価
惜
の
山
列
を
(
口
言
し
た
も
の
で
は
な
く
、
実
体
的

価
情
の
問
也
に
つ
い
て
見
併
を
異
に
す
る
人
々
が
そ
れ
で
も
な
お
自
己
統

治
を
な
し
得
る
よ
う
に
、
統
治
の
プ
ロ
セ
ス
を
J

疋
め
た
も
の
で
あ
る
と
看

倣
す
。
そ
し
て
、
か
よ
う
な
統
治
の
プ
ロ
セ
ス
の
主
常
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

紺
持
管
理
す
る
こ
と
こ
そ
、
司
法
帯
杏
の
限
円
で
あ
る
と
す
る
っ
そ
の
際
、

松
川
は
、
統
治
フ
ロ
七
ス
に
閲
す
る
規
範
的
理
念
と

ν

て
、
「
困
対
は
多

閉べのう治椋
ざし実多をな
しと現元二利
てすをよれ古
いる日義ら関
な」じ指政の 'L、
い和し治集を
よ主て過凶も
う義公程のさ
で的偲柑問ム
あr 政 'L、をの栄
る治を採抗 F

O 制 11用争 z
に す す と 位
つるる云うん
い 市 。 協 与

て民たの L，
もがだプ Y
、 能 し 口 E

十l~ 動、セ m

井的他手 ~íJ
Li に Jbcm
探政で捉の
崩治はえ A も
可に 、るさん

能参公 IC
引力日共と 、
を F 苦い政

こ
の
問
題
次
一
叫
に
お
け
る
巴
川
町
所
引
に
対
し
て
は
、
批
判
的
見
解
も

数
多
く
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
例
と
し
て
、
長
谷
部
抜
引
の
見
解
を
取

り
あ
げ
よ
う
υ

ま
ず
、
長
作
部
は
、
多
元
ヱ
花
的
政
治
過
詐
の
障
害
除
去

の
み
に
司
法
の
役
割
を
限
定
す
る
同
字
問
品
は
説
得
的
で
な
い
と
評
す

る
。
な
ぜ
な
ら
、
過
程
と
結
果
を
政
伏
、
と
区
別
し
得
る
の
か
、
多
冗
主
義

的
な
過
程
は
何
政
正
し
い
過
程
で
あ
る
と
判
断
し
得
る
の
か
と
い
っ
た
問

題
に
対
し
て
、
開
7
理
論
は
分
に
弘
ヲ
ん
得
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
ご
そ

し
て
、
長
谷
市
は
、
怒
法
解
釈
の
某
底
に
叩
聞
か
れ
る
べ
き
坦
論
は
、
公
的

空
間
と
私
的
心
エ
聞
の
境
界
線
を
維
持
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
す

る
そ
の
上
で
、
民
主
政
を
正
当
化
す
る
即
諭
の
候
補
と
し
て
、
多
元
上

義
と
共
和
平
義
を
挙
げ
る
も
の
の
、
共
和
主
誌
の
想
定
す
る
公
共
心
に
溢

れ
た
市
民
像
は
非
現
実
的
で
あ
る
と
看
倣
し
、
実
降
の
政
治
的
姿
と
対
応

し
て
い
る
の
は
む

ν

ろ
多
元
上
表
で
あ
る
と
す
る
っ
そ
)
て
、
長
谷
部
は
、

民
キ
政
治
は
、
多
元
主
誌
の
草
礎
で
あ
る
功
利
主
義
に
よ
っ
て
正
当
化
が

北it61(1'157) 157 



石IザEノー 1

可
能
で
あ
る
と
一
V
つ
。
こ
こ
か
ら
長
谷
部
は
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。
第
一

に
、
功
利
主
義
が
ん
ム
拾
の
基
準
を
一
克
的
な
物
差
し
に
還
克
す
る
た
め
に

は
、
そ
こ
か
ら
切
り
捨
て
ら
れ
る
価
値
制
の
川
存
を
私
的
領
域
に
お
い
て

確
保
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
視
点
か
ら
の
司
法
詐
青
の
活
動
を
必
要
と
す

る
。
第
二
に
、
功
利
上
r

立
が
あ
ら
ゆ
る
人
を
阿
竿
の
存
在
と
し
て
岡
山
、
っ
と

い
う
原
町
内
を
存
守
安
件
と
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
司
法
審
査
が
こ
の
原
町
内

に
本

ε

つ
い
て
政
治
過
科
に
介
入
す
る
こ
と
は
止
当
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(
一
)
違
憲
審
査
基
準
品
的
問
地
次
元
一
重
の
業
準
論
の
弁
正

記
の
基
礎
理
論
的
問
垣
次
元
は
、
山
軍
法
の
条

I
J

人
や
。
フ
一
ブ
ク
テ

f
ス
を

体
系
的
に
説
明

L
誘
導
す
る
こ
と
を
論
担
に
置
く
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

に
お
い
て
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
理
論
を
保
れ
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
問
題
次

一
川
自
休
が
抽
象
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
j
H
法
審
有
へ
と
導
入
す
る

に
は
、
何
ら
か
の
旦
体
的
な
袖
助
閣
内
論
を
要
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
ο

こ

の
補
助
理
論
の
典
出
が
裁
判
法
理
で
あ
り
、
と
り
わ
け
政
治
プ
ロ
セ
ス
珂

論
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
が
、
本
山
常
世
帯
青
に
お
い
て
適
用
さ
れ

る
違
窓
審
査
募
学
論
で
あ
る
。
実
際
、
松
川
や
比
谷
部
を
含
む
多
く
の
論

者
は
、
違
憲
審
査
基
準
抗
酬
を
含
む
裁
判
法
珂
の
彫
琢
へ
と
筆
を
進
め
て
い

る
)
ま
た
、

RrT主
義
的
政
治
過
程
論
を
中
の
本
氏
周
論
と
す
る
途
を

た
し
ど
ご
え
炉
ん
だ
と
し
て
も
、
学
的
理
論
と
競
合
す
る
理
論
と
じ
て
戎
い
は

何
ら
か
の
基
底
的
理
論
の
↑
位
理
論
と
し
て
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
岬
論
を
保

川
し
、
違
憲
者
育
基
準
八
酬
に
つ
い
て
論
ず
る
丈
服
に
お
い
て
こ
れ
を
活
用

す
る
と
い
う
途
は
、
残
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

か
よ
う
に
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
理
論
と
違
憲
審
立
本
準
論
を
閲
辿
引
け
る

伺
直
の
代
表
例
が
、
い
わ
ゆ
る
一
市
の
基
準
抗
の
恨
拠
づ
け
の
た
め
に
、

政
治
的
プ
ロ
セ
ス
理
論
に
依
拠
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
こ
で
一
重
の
基

準
必
と
は
、
厳
併
な
審
査
と
緩
や
か
な
詐
弁
の
つ
の
存
青
基
準
を
使
い

分
け
る
手
法
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
使
い
分
け
る
た
め
の
誘
哩
原
却
が
政
治

的
プ
ロ
セ
ス
埋
論
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
一
重
の
業
準

論
を
弁
一
証
す
る
つ
の
技
巧
」
と

L
て
民
主
的
プ
ロ
セ
ス
理
論
を
需
る
も

の
と
評

L
得
ょ
う
。
こ
れ
が
開
7
の
所
論
が
諸
ら
れ
て
き
た
第
一
の
問
題

次

πで
あ
る
。
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例
え
ば
、
松
井
は
、
ま
ず
、
違
憲
審
査
某
準
を
一
点
川
小
型
性
判
疋
業
牟
」

と
「
併
存
基
準
」
に
解
体
す
る
。
そ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
前
者
の
「
入
品
川
山

性
判
定
志
単
一
と
は
「
あ
る
法
律
が
憲
法
に
反
し
て
い
る
か
ど
、
っ
か
を
判

定
す
る
志
準
」
で
あ
り
、
殺
者
の
一
審
査
某
準
」
と
は
一
円
以
律
が
合
小
型
性

判
断
基
準
を
満
た
し
て
い
る
か
と
う
か
を
審
査
す
る
際
に
、
ど
の
詐
度
厳

絡
な
得
存
を
わ
う
の
か
一
を
指
示
す
る
「
審
査
の
方
法
な
い
し
程
山
に
関

す
る
基
準
」
で
あ
る
…
を
〕
て
、
松
井
は
、
一
重
の
基
準
論
の
問
題
を
、

宙
J
Lり
「
審
査
募
準
」
に
係
る
も
の
と
し
て
定
怜
さ
せ
る
ο

そ
の
上
で
、
松
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川
は
、
二
重
の
基
準
論
の
論
拠
と
な
り
得
る
の
は
民
宇
土
表
プ
ロ
セ
ス
珂

論
の
み
で
あ
る
と
論
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
表
現
の
川
出
や
選
挙
権
等
の
ユ
プ

ロ
セ
ス
的
梓
利
」
に
つ
い
て
は
ん
門
定
性
の
推
定
を
排
し
た
厳
格
な
審
査
が

妥
当
す
べ
き
と
す
る
一
ん
、
経
済
的
自
巾
や
則
崖
惟
等
の
「
訓

F

プ
ロ
セ
ス

的
権
利
」
に
つ
い
て
は
緩
や
か
な
者
膏
を
及
ぼ
す
べ
き
ト
と
す
る
ま
た
、

平
等
保
廷
の
領
域
に
関
し
て
も
、
「
切
り
掛
叫
さ
れ
弧
烹
し
た
」
少
数
者
へ

の
社
会
的
偏
見
が
政
治
過
程
へ
の
少
数
占
利
益
の
以
映
を
阻
出
γ
け
す
る
危
険

が
あ
る
場
台
に
は
椴
格
な
事
膏
が
及
ぶ
べ
き
も
の
と
し
、
そ
れ
以
外
の
区

別
に
対
し
て
は
緩
や
か
な
存
在
で
足
り
る
と
す
る

他
方
、
基
礎
理
論
的
問
垣
次
元
に
お
い
て
は
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
理
論
に

5
Lな
い
も
の
の
、
一
重
の
た
準
論
の
弁
主
に
際
し
で
は
政
治
的
プ
ロ
セ

ス
埋
論
を
援
附
す
る
論
者
も
ん
江
る
。
例
え
ば
、
芦
部
信
苔
は
、
何
ら
か
の

プ
ロ
セ
ス
を
自
昧
ワ
け
る
際
に
は
不
吋
避
的
に
実
体
的
価
値
に
依
拠
〕
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
折
摘
し
、
開
ケ
の
基
縫
理
論
を
批
判
す
る
ο

そ

し
て
、
H

戸
市
は
、
「
念
日
泌
を
価
怖
の
体
系
と
み
る
リ
一
場
一
を
採
崩
す
る
こ

と
を
明
一
凶
す
る
こ
れ
は
、
先
述
の
決
礎
珂
治
的
問
也
次
元
に
お
い
て
、

た
体
的
側
伯
に
関
す
る
原
剤
を
基
底
に
置
く
六
坊
を
採
る
も
の
と
解
さ
れ

る
。
し
か
し
他
方
で
、
H

戸
部
は
二
平
の
基
準
諭
の
7
1
当
化
に
際
し
て
は
、

実
体
的
制
伯
即
論
を
援
用
す
る
史
は
な
い
下
と
す
る
つ
す
な
わ
ち
、
芦
部
は
、

精
神
的
自
由
と
経
済
的
自
問
と
の
聞
で
連
窓
審
査
の
基
準
を
一

E
化
し
、

更
に
は
肝
凶
的
一
日
出
や
社
会
制
祉
の
傾
城
に
お
い
て
も
あ
る
組
の
状
泌
の
下

で
は
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
を
適
用
す
る
余
地
を
残
す
と
い
う
一

E

の
基
準
論
に
ワ
す
る
が
、
こ
れ
を
止
当
化
す
る
に
は
、
裁
判
所
の
機
関
適

性
必
と
と
も
に
、
川
町
ヱ
的
政
治
過
程
論
を
採
用
す
れ
ば
足
り
る
と
す
る
の

で
あ
る
芦
部
の
げ
論
に
お
い
て
、
民
主
的
政
治
逝
科
論
は
、
完
全
に
枚

業
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
一
重
の
慕
山
市
論
を
弁
証
す
る
際
の
諸
原

珂
の
一
つ
と
し
て
位
情
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
市
川
7
1
人
も
、
基
礎

mm
八
州
的
問
川
副
次
冗
に
お
い
て
は
、
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
理
論
で
な
く
、
人
聞

の
叩
厳
な
い
し
人
格
的
自
律
の
保
誕
の
原
珂
が
基
底
に
青
か
れ
る
べ
き
と

す
る
も
の
の
、
違
憲
審
査
基
準
の
問
題
次
一
五
に
話
が
及
ぶ
と
、
松
井
に
類

似
し
た
「
什
世
性
判

1
5
h準
」
「
存
芥
た
準
」
二
分
法
を
採
っ
た
上
で
、
「
ム
ロ

窓
件
刊
疋
基
準
一
に
つ
い
て
は
、
「
権
利
の
件
裕
一
の
見
地
か
ら
精
神
的

向
山
と
粁
済
的
自
出
と
の
聞
の
重
の
基
準
論
を
弁
証
す
る
一
心
、
一
審

存
基
準
」
に
つ
い
て
は
、
民
上
的
プ
ロ
セ
ス
埋
論
の
見
地
に
依
拠

L
、
民

」
的
プ
ロ
セ
ス
の
維
持
保
九
に
関
わ
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
の
聞

で
一
帯
存
基
準
」
を
一
重
化
す
べ
き
こ
と
を
諭
じ
て
い
る

以
上
の
よ
う
な
諸
説
に
刻
す
る
以
論
ー
と
し
て
は
、
一
世
の
基
準
論
を
上

と
し
て
実
体
的
側
伯
珂
品
に
依
拠
し
て
弁
証
す
る
立
場
が
在
る
。
例
を

挙
げ
れ
ば
、
佐
藤
幸
治
は
、
一
重
の
業
準
論
の
根
拠
は
、
民
主
的
政
治
過

程
ん
酬
で
な
く
「
ゑ
幹
的
人
格
的
自
律
桂
」
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
と
論
ず
る
り
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しそ ~t そ
ての権 L
f呆「手IJ 亡
識校予を 、
さ的ス人
れ価べ格
る官官ク正」
ベ」ト U
きとル伴
で Liえの
あてに保
る、布全
と経置に
す(泣きと
る的せっ

U る T
rli 発の
は旬、必
そを 'Z:
の採性
---， t) に
手、比、
段精じ
的神て
価的J!J:
値自法

rt1上
と は の

後
景

以
上
の
如
く
に
、
第
の
問
也
次
元
た
る
基
礎
理
論
的
一
ぷ
論
に
お
い
て

は
、
芯
法
解
釈
の
基
底
に
情
か
れ
る
べ
き
包
括
的
原
理
が
探
求
さ
れ
、
こ

の
文
脈
に
お
い
て
、
一
戸
川
埋
論
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
写
と
対
比
さ
れ
る
も

の
と

L
て
松
わ
れ
て
き
た
ご
ま
た
、
第
の
問
組
次
元
た
る
一
車
の
基
準

論
の
根
拠
づ
け
に
関
す
る
諜
引
間
に
あ
っ
て
は
、
厳
格
な
審
否
や
緩
や
か
な

審
査
等
と
い
っ
た
諸
違
轡
高
官
基
準
概
念
を
与
刊
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

審
杏
を
発
動
す
る
一
引
き
企
」
に
つ
い
て
論
ず
る
文
脈
に
お
い
て
、

H
W
C

の
い
民
ヱ
的
プ
ロ
セ
ス
珂
九
州
に
依
拠
す
る
こ
と
の
是
非
が
争
わ
れ
で
き
た
り

し
か
し
、
本
市
筆
者
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
必
定
の

l
で
見
過
ご
さ
れ
て

き
た
内
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
倶
を
抱
い
て
い
る
ご

(
」
荒
磁
珂
論
的
問
題
次
元

ま
ず
、
基
礎
理
論
的
問
題
次
元
に
お
い
て
、
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
浬
諮
問
の

上
唱
計
で
あ
る
松
井
が
、
規
範
的
政
治
過
程
像
と
し
て
多
冗
ギ
義
を
採
用

す
る
も
の
の
、
共
和
土
五
に
つ
い
て
も
一
疋
の
折
感
を
不
し
て
い
た
こ
と

は
、
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
こ
こ
で
佳
d
{
を
心
当
て
た
い
の
は
、
松
汁
の

多
元
主
義
理
肝
で
あ
る
。
松
井

H
く、
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「
プ
リ
ュ
↑
プ
リ
ズ
ム
の
想
定
で
は
、
政
治
は
私
的
な
利
詩
を
求
め
る
諸

集
川
の
抗
争
と
安
協
の
。
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
そ
の
結
県
と
し
て
ぶ
つ
八
日

が
定
め
ら
れ
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
叫
削
れ
て
『
公
裕
』
は
存
杭
し
な
い
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
政
治
参
加
に
お
い
て
、
あ
か
ら
さ
ま
に

私
益
を
主
張
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
、

ン
ェ

l
ム
ズ
マ
デ
ィ
ソ
ン
が
想
{
止

L
て
い
た
よ
、
つ
な
メ
カ
ニ
ズ
ム

筆
占
は
、
募
本
的
に
そ
の
考
え
方
を
ブ
リ
コ
ラ
リ
ス
ム
だ
と
考
え
て
い

る
が
に
お
い
て
も
、
代
表
者
は
選
、
ヤ
民
の
利
需
を
代
弁
す
る
の
で
は

な
く
独
自
の
公
益
を
追
求
す
べ
き
こ
と
が
想
定
き
れ
て
い
る
っ
た
だ
、

ブ
リ
ュ
ラ
リ
ス
ム
の
与
え
方
で
は
、
代
表
者
が
上
娠
し
、
最
終
的
に
立

法
省
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た

『公
桧
』
が

『本
当
の
』
公
益
か
と
う
か

を
判
定
す
る
独
『
げ
し
た
存
観
的
な

『公
訴
-
は
存
在
し
な
い
と
い
う
だ

じが一

け
で
あ
る
。
」

こ
の
断
中
に
お
い
て
は
、
松
井
の
抑
解
す
る
多
一
川
ギ
義
の
特
徴
、
と
し
て
、

一
小
川
で
は
、
政
治
プ
ロ
セ
ス
か
ら
独
ム
げ
し
た
客
倒
的
な
「
公
益
」
は
存
在



し
な
い
と
惣
疋
さ
れ
る
こ
と
、
し
か
し
他
方
で
は
、
代
表
者
は
あ
か
ら
き

ま
に
「
私
益
」
を
追
求
し
て
は
な
ら
な
い
と
想
1
4

疋
さ
れ
る
こ
と
が
凶
ら
れ

て
い
る
の
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か
よ
う
な
松
井
の
多
冗
主
表
理
併
に
対
し
て
は
、
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て

き
た
〕
例
え
ば
、
ぷ
谷
部
は
、
以
上
の
松
川
の
断
章
は
山
且
昧
を
成
さ
な
い

と
ん
叫
附
す
る
。
長
谷
市
に
よ
れ
ば
、
多
一
t
、
よ
え
と
は
、
民
-
+
的
政
，
巾
過
程

の
結
論
と
離
れ
て
独
立
に
「
公
益
」
の
あ
り
か
を
判
断
す
る
基
準
が
な
い

と
与
え
る
げ
場
で
あ
る
。
か
よ
う
に
多
元
上
誌
が
政
治
過
析
の
結
仰
を

j

円

動
的
に
「
公
訴
」
と
肴
倣
す
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
代
よ
れ
長
は
あ
か
ら

き
ま
に
一
私
話
」
を
迫
求

L
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
松
川
の
主
張
は
一
中

な
る

1
1
ト
ロ
ジ

1
」
と
化
す
。
た
だ
し
、
長
作
部
に
よ
れ
ば
、
の
断

章
を
記
し
た
松
井
は
多
元
主
誌
か
ら
共
和
、
ド
ム
誌
へ
と
転
山
し
た
可
能
川
い
が

あ
る
…
長
小
什
部
の
言
う
共
和
ギ
義
と
は
、
政
治
過
秤
の
結
論
と
は
独
止
に

「
八
九
首
」
が
存
ん
ー
す
る
と
考
え
る
斗
地
で
あ
る
ο

こ
の
た
和
平
義
の
見
地

を
採
る
と
、
民
f
T

主
義
的
政
治
過
程
は
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
っ
て
こ
の

実
体
的
一
公
訴
」
の
発
見
に
役

υ
つ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
緋
持
す
る
理
山
内

が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

長
谷
部
が
指
摘
す
る
通
り
、
松
川
の
十
円
の
断
京
は
、
政
治
過
程
か
ら
独

立
し
た
一
公
訴
」
は
存
在
し
な
い
と
い
う
命
題
と
、
代
支
者
は
あ
か
ら
さ

ま
に
「
私
益
」
を
追
求
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
、
つ
命
題
を
接
作
し
て
お
り
、

内
ム
川
町
唱
が
い
か
に
し
て
矛
盾
な
く
整
合
す
る
の
か
の
説
明
が
求
め
ら
れ
る

よ
う
に
目
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
松
井
と
同
じ
く
政
治
プ
ロ
セ
ス
的
司
法
事
杏
理
論
争
一
採
る

巳
可
は
、
自
ら
の
理
論
に
つ
き
、
多
元
主
義
と
も
共
和
字
表
と
も
調
和
し

得
る
も
の
と
評
し
て
い
る
。
円

τ
日
く
、

「
『
民
じ
で
主
義
と
不
ぶ
』
で
去
叫
き
れ
た
司
法
脊
青
の
珂
必
は
、

『各
一
川

ふ
干
誌
の

-
モ
デ
ル
と
と
も
に
、

E

共
和
主
義
の

-
社
法
及
び
共
阿
体
活

動
と
も
調
和
す
る
よ
う
企
凶
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
実
に
、

『不

平
等

j

一
円
体
の
た
め
の
不

γ等
何
ら
か
の
優
越
的
牡
会
円
棋
に
仕
え
る

た
め
に
で
は
な
く
、
単
に
あ
る
集
団
の
構
成
員
に
対
し
て
不
利
持
を
日

え
る
こ
と
を
主
た
る
日
的
と
し
て
、
当
該
佐
官
川
を
裂
く
「
処
遇
す
る
こ

と
]
つ
:
の
付
与
に
対
し
て
思
法
上
の
非
難
を
向
け
て
い
る
I
R
で、

そ
れ
は
、
素
干
の
多
冗
主
義
か
ら

『公
共
的
価
値
』
の
方
向
へ
と
、
司

法
を
大
き
く
押
し
山
か
わ
せ
る
忠
告
を
発
し
て
い
た
。

開
ケ
は
、
自
ら
の
規
範
的
政
治
遇
税
制
に
つ
き
、
「
素
手

の
多
元
、
」
誠
一
に
比
し
て
「
公
共
的
側
伯
一
志
肉
的
で
あ
る
と
将
俄
づ
け

て
い
る
つ
た
疋
し
、
こ
の
特
徴
づ
け
に
お
い
て
肝
要
な
役
割
を
担
っ
て
い

る
の
が
、
政
治
部
門
の
日
的
、
つ
ま
り
動
機
を
統
制
す
る
と
い
う
観
点
で
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か
よ
う
に



石IザEノー 1

白
石
は
、
「
不
平
等
白
体
の
た
め
の
不
平
等
」
を
村

守
す
る
こ
と
を
動
機
と
し
て
政
府
行
為
が
行
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
論

じ
、
こ
れ
を
以
亡

μ
ら
の
瑚
論
を
「
公
共
的
側
他
」

I
心
F

川
と
芹
い
表
し
て

あ
る
。
す
な
わ
ち
、

い
る
の
で
あ
る
υ

か
よ
う
な
関
空
の
理
論
は
、
長
持
部
の
一
六
、
つ
ト
ヨ
山
の
多
司
主
義
か
共
和

、
よ
ふ
か
の
切
り
円
の
み
を
以
て
は
珂
解
さ
れ
得
な
い
ほ
ど
、
ニ
ュ
ア
ン
ス

に
寓
ん
だ
も
の
ご
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
的
帰
結
か

ら
独
止
し
た
「
公
益
」
の
存
弘
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
間
い
に
対
し
、

一
戸
ぐ
は
単
に
否
と
凶
答
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
-
Z
理
論
は
、
平
等
保
有

の
問
題
領
域
に
お
い
て
、
政
治
過
程
の
結
論
の
背
景
に
あ
る
動
機
が
何
ら

か
の
「
社
公
片
岡
「
」
の
増
進
で
あ
る
と
訟
め
ら
れ
る
か
と
い
う
聞
い
に
、

司
法
官
官
が
踏
み
込
む
こ
と
を
一
認
め
る
の
で
あ
る
{
し
か
し
、
か
よ
う
な

立
場
は
、
裁
判
官
が
上
体
的
に
一
社
会
日
照
」
の
増
進
を
迫
求
す
る
こ
と

戸

3

を
推
進

L
、
斗
法
府
の
判
断
を
相
対
的
に
必
視
す
る
よ
う
な
げ
場
と
は
、

一
線
を
両
す
る
な
ぜ
な
ら
、

-
Z
の
平
等
保
護
埋
論
に
お
い
て
、
政
肘

わ
為
が
一
社
会
口
保
」
に
迫
、
っ
か
行
か
を
司
法
が
判
別
す
る
営
為
は
、
一

定
の
許
さ
れ
な
い
政
府
動
隊
が
川
認
定
さ
れ
る
か
併
か
の
見
地
か
ら
の
み
ノ
れ

わ
れ
る
よ
う
条
件
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
{
し
か
も
、
一
二
叫
に
と
っ

て
詐
き
れ
な
い
政
府
動
機
と
は
、
一
不
平
等
fl体
の
た
め
の
不
平
等
」
什

何
ケ
の
平
等
保

日
で
あ
り
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
そ
れ
は
偏
見
で
あ
る
。

護
理
論
が
そ
の
仔
務
と
す
る
政
治
的
決
疋
過
科
の
公
T
k
m
確
保
は
、
不
法

な
政
府
動
絞
で
あ
る
偏
見
の
除
土
の
見
地
か
ら
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
こ
で
、
什
目
し
た
い
の
は
、
松
井
別
論
と
出
才
理
論
と
の
聞
に
在
る
距

離
で
あ
る
す
な
わ
ち
、
』
hq
は
共
和
、
ヱ
哀
へ
の
灯
感
を
一
ボ
す
も
の
の
、

代
表
占
が
「
私
詩
」
を
あ
か
ら
さ
ま
に
政
治
過
程
に
持
ち
込
ん
で
は
な
ら

一切】
J

な
い
と
は
凶
っ
て
い
な
い
。
出
才
が
許
さ
な
い
の
は
、
卜
コ
仙
の
偏
見
が
政

治
過
程
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
私
、
批
」
が

政
治
過
析
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
を
警
戒
す
る
松
川
の
多
冗
主
義
は
、

一r
与
を
超
え
た
「
公
共
的
価
他
」
志
向
の
リ
一
坊
で
あ
る
同
能
性
が
あ
る

そ
し
て
、
巴
'
研
究
に
と
っ
て
の
陣
合
は
、
上
記
の
如
き
松
井
の
す
場
が

開
ご
の
す
場
か
ら
の
離
脱
で
あ
る
り
能
引
を
有
す
る
こ
と
が
、
松
川
に

よ
っ
て
両
党
的
に
明
百
さ
れ
て
い
な
い
点
に
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
不
法
な
政
府
動
機
に
閲
す
る
開
7

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に

富
ん
だ
間
出
直
識
が
、
従
米
の

7
Mに
お
い
て
は
十
分
に
理
解
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
を
、
本
市
筆
者
は
禁
じ
得
な
い
の
で

あ
る(

一
)
一
重
の
荒
準
論
の
弁
直
と
い
う
問
題
次
元

ま
た
、
一
市
の
基
準
品
の
弁
剖
と
い
う
問
題
次
一
叫
に
お
け
る
議
論
に
関

し
て
も
、
筆
計
は
川
様
の
疑
念
を
抱
い
て
い
る
ο

す
な
わ
ち
、
厳
科
併
存



や
緩
や
か
な
蒋
査
と
い
っ
た
違
憲
蒋
青
基
準
の
伝
統
的
な
概
念
定
五
に
対

し
て
、
円

τ
の
珂
八
酬
が
革
新
的
な
意
義
を
布
し
て
い
る
こ
と
が
、
今
ま
で

十
分
に
理
解
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

疑
念
で
あ
る
、

lohl】 IIartElyの動機存査埋論の生成と民間 (1( 

例
え
ば
、
松
井
の
違
憲
高
音
基
準
論
の
う
ち
、
平
等
保
識
に
係
る
筒
川

を
見
る
と
、

E
4
と
同
様
に
「
切
り
離
さ
れ
孤
立
し
た
」
少
数
者
を
多
数

者
の
偏
見
か
ら
保
認
す
る
と
い
う
見
地
を
主
軸
に
折
、
え
て
、
違
窓
審
ト

hiz

準
を
構
築
し
て
ゆ
く
べ
き
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
}
を
の
卜
で
、
松
井
は
、

日
本
国
愈
法
一
凶
久
市
役
段
列
挙
事
山
及
び
こ
れ
に
類
す
る
事
由
に
基
づ
く

区
別
は
、
疑
わ
し
い
区
別
に
設
当

L
、
こ
れ
に
刈

L
て
は
一
厳
格
な
審
芥
」

が
適
刑
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
。
で
は
、
こ
こ
に
お
け
る
「
厳
格
な
審
査
」

と
は
、
具
体
的
に
は
い
か
な
る
態
様
の
事
存
で
あ
る
か
。
こ
の
1

白
、
以
下

の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
コ

さやに「
れまっこ
なれいれ
し、なて ら
とし通は亨Ij
事政 、 与
え府そき
る利れれ
べ益ら た
き達が事
で成 『 出
あcの 疑止
るうた わ ぴ
。め しそ

にいれ
必に
要灰額
不分す
可でる
欠あ事
でる I11
な以に
い上基
限、づ

りゃく
はむ差
百ヤに:iJ1j

ー
記
の
芹
明
か
ら
す
る
と
、
松
川
に
と
っ
て
疑
わ
し
い
同
別
に
適
肘
さ

れ
る
厳
格
審
査
と
は
、
「
や
む
に
や
ま
れ
な
い
」
利
益
の
審
存
と
、
干
段

の
必
川
氏
不
可
欠
性
の
審
査
に
よ
っ
て
成
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
か
よ
う
な

尉
格
併
存
の
定
式
は
、
日
米
の
管
法
学
の
通
説
的
町
内
鮮
と
同
憾
で
あ
る
υ

そ
し
て
、
松
川
は
、
平
要
な
政
的
利
誌
の
審
査
と
、

T
段
の
実
質
的
関
連

性
の
中
川
存
に
よ
っ
て
成
る
中
間
審
芥
に
つ
き
、
疑
わ
し
い

R
別
に
適
用
さ

~
伊
仙
)

れ
る
基
準
と
し
て
は
緩
や
か
に
過
ぎ
る
と
評
し
て
い
る
。

こ
こ
で
気
に
か
か
る
の
は
、
何
Z
が
、
疑
わ
し
い
区
別
の
法
珂
の
↑
に

お
け
る
詐
査
を
描
き
出
す
に
つ
き
、
「
や
む
に
や
ま
れ
な
い
」
政
肘
利
詳

の
審
査
と
い
う
概
念
を
、
必
ず
し
も
川
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

く「
孤
立
的
に
見
れ
ば
、
普
及
し
て
い
る
法
埋
が
疑
わ
し
い

μ川
に
課
す

要
求
鮮
の
組
み
ん
円
わ
せ
州
が
川
実
蛍
的
な
重
要
性
を
持
つ
一
同
僚
を
提

示
し
、
引
当
該
川
門
別
が
そ
の
日
標
と
現
実
ー
の
定
全
引
を
以
て
適
合
す

る
こ
と
は
、
パ
タ
ー
ン
冊
、
き
パ
ソ
チ
ワ

l
ク
と
し
て
安
易
に
看
倣
さ

れ
る
し
か
し
な
が
ら
、
疑
わ
し
い
い
別
の
法
珂
が
、
動
機
審
青
の
迂

図
的
な
変
梓
と
し
て
、
適
切
な
文
脈
に
い
っ
た
ん
置
か
れ
る
の
な
ら
ば
、

こ
の
要
求
群
の
組
み
什
わ
せ
は
、
適
切
な
機
能
的
意
味
を
成
す
も
の
と

ν
て
抑
解
し
得
る
…
を
の
決
定
的
な
一
歩
は
、
こ
こ
で
の
判
例
及
ぴ
学

一
段
階
の
形
而

l
学
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
で
あ
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説
を
丸
配
し
て
き
た



石IザEノー 1

る
ひ
そ
こ
に
お
い
て
、
あ
る
占
は
、
第
一
に
、
争
わ
れ
て
い
る
限
別
が

疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
決
'
疋

L
、
そ
し
て
、
も
し
そ
う
で
あ

れ
ば
、
次
に
、

l分
析
的
に
別
桐
の
作
業
と
し
て
、
適
令
性
と
重
要

性
の
点
で
異
例
な
要
求
を
満
た
す
こ
と
を
、
ぞ
れ
に
対
し
て
認
す
c

わ

れ
わ
れ
が
ぞ
れ
を
ひ
と
つ
の
パ
ソ
ケ
ー
ジ
と
し
て
看
倣
す
場
合
に
お
い

て
の
み
、
そ
れ
は
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し
て
の
意
味
を
成
し
得
る
の
で
あ
る
の

す
な
わ
ち
、
適
合
性
と
雫
要
性
に
係
る
異
例
の
要
求
を
、
疑
わ
し
き
に

対
す
る
一
一
輔
の
制
裁
と
し
て
麻
く
積
ま
れ
た
羽
た
な
岩
本
と
し
て
で
は

な
く
、
む
し
ろ
、
最
初
の
探
究
を
延
ぷ
す
る
』
刀
法
と
し
て
、
つ
ま
り
、

当
該
同
別
が
サ
ビ
き
せ
た
段
初
の
疑
わ

L
さ
が
十
分
に
根
拠
の
あ
る
も

の
な
の
か
戎
い
は
よ
り
深
い
探
索
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
も
の
な
の
か
を

川
一

決
?
疋
す
る
方
法
と
し
て
、
珂
解
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。

行
に
引
用
し
た
巴
〉
の
一
六
明
に
山
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
疑
わ
し
い
限

引
に
地
用
さ
れ
る
述
窓
審
弁
荒
準
が
、
政
府
利
，
血
の
「
実
質
的
な
平
以
竹
一

の
審
古
川
と
、
手
段
の
一
完
人
l

」
な
、
地
合
作
の
審
丘
、
と
に
よ
っ
て
成
る
も
の

で
あ
り
、
こ
の
一
つ
の
組
み
合
わ
せ
ば
、
違
憲
な
政
府
動
機
の
有
年
を
判

定
す
る
た
め
に
ぷ
置
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
筆

者
は
、
松
井
の
一
厳
格
な
審
有
」
と
巴
v

の
一
非
通
常
的
」
帯
存
と
の
聞

に
は
、
政
府
利
，
並
の
審
査
の
定
義
に
関
す
る
懸
閣
が
有
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
疑
念
を
微
か
に
覚
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
や
む
に
や
ま
れ
な
い
」

利
拾
を
辺
求
す
る
の
か
、
「
実
質
的
な

E
史
刊
」
を
有
す
る
利
益
を
要
求

す
る
の
か
の
懸
隔
で
あ
る
。
後
に
必
ず
る
よ
う
に
、
ヨ
イ
は
、
動
機
与
え
肝
存

と
し
て
の
訓
通
常
審
脊
を
言
い
表
す
際
に
、
「
や
む
に
や
ま
れ
な
い
」
政

肘
利
/
血
の
概
念
を
崩
い
る
こ
と
を
、
非
常
に
営
戒
し
て
い
た
よ
う
に
巴
わ

れ
る
(
参
照
、
本
稿
第
一

章
第
一
節
)
。
松
川
も
巴
て
と
同
様
に
、
偏
見

の
審
ト
立
を
疑
わ
し
い
区
別
の
法
理
の
眼
目
に
世
く
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
松
汁
が
「
や
む
に
平
ま
れ
な
い
」
利
益
の
概
念
を
火
口
却
に
持
ち
出
す
こ

と
は
、
一
千
グ
の
所
引
と
件
ム
ロ
し
な
い
刊
能
性
を
含
む
よ
う
に
も
里
わ
れ
る
。

こ
こ
に
顕
在
化
す
る
の
は
、
違
憲
審
査
の
態
様
を
い
か
よ
う
に
描
き
出

す
か
、
そ
れ
に
照
ら
し
て
連
窓
審
芥
た
準
の
概
念
を
い
か
よ
、
つ
に
定
義
す

る
か
と
い
っ
た
問
也
次

πの
存
心
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
重
の
荒
準
論

に
閲
す
る
徒
主
の
議
論
に
お
い
て
は
、
発
動
さ
れ
る
審
作
の
能
凶
採
に
関
す

る
伝
統
的
な
珂
解
な
い
し
逮
窓
審
芥
た
準
概
念
が
、
所
ワ
の
前
提
と
さ
れ

て
き
た
傾
向
が
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
r

そ
の

l
で
、
従
米
の
議
論
は
、
違

愈
審
木
正
志
準
の
一
日
引
き
企
」
の
問
題
に
傾
注
し
て
き
た
き
ら
い
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ο

し
か
し
、
何
一
v~

の
政
治
。
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
最
新
性

は
、
違
世
官
官
存
荒
準
の
概
念
{
牛
乳
的
仕
方
の
問
題
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
あ

る
一
)
明
-J~

は、

μ統
的
な
一

E
の
基
牟
の
下
で
の
審
奇
態
様
と
は
お
よ
そ
呉

rz一

な
る
、
新
た
な
審
存
ん
法
を
描
き
山
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
新
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しの J"た
たはにな

わ帯
重UJ 同た音
機}つん
脊がて法
査平ぷ}は
の等じ
U、i呆ら面
埋者れ日前
でのての
あ告白い自
る j輩る二由

にカミω 平

2号、不
当ニイ、
すの的
るう権
審ち利
査、
手本、l'
U、稿等
とが保
し也 P:工
て材等
描との
きす諸
出る領

究3

合iU

目
J

の
動
機
詐
存
理
論
を
捌
究
す
る
窓
え

以
上
を
断
ま
え
た
上
で
、
本
一
仙
が
研
究
対
免J

と
し
て
開
7

の
動
機
市
脊

珂
ぬ
を
選
択
す
る
理
府
は
、
以
卜
の
二
内
、
に
纏
め
ら
れ
る
r

lohl】 IIartElyの動機存査埋論の生成と民間 (1( 

開
ケ
研
究
に
お
け
る
残
さ
れ
た
必
出

ま
ず
、
上
述
の
如
く
、
日
本
の
一

rq
研
究
に
お
い
て
必
ず
し
も
埋
併
が

深
め
ら
れ
て
い
な
い
白
の
一
つ
が
、
動
機
審
査
理
論
だ
か
ら
で
あ
る
ご
そ

の
内
科
L
L
、
動
機
併
存
理
論
は
政
治
プ
ロ

E
ス
理
論
の
慕
柏
の
一
部
を
成

す
も
の
と
行
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
動
機
審
査
理
論
が
理
解
さ
れ
な
い

限
り
、
開
干
の
政
治
的
。
プ
ロ
セ
ス
理
論
は
味
到
さ
れ
得
な
い
も
の
と
忠
わ

れ
る
ο

た
だ
し
、
巴
》
の
動
隊
審
査
モ
デ
ル
は
、
独
山
の
見
地
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
補
紋
な
論
の
運
び
を
成
す
も
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
筆
者
の
即
解
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
幾
反
か
の
変
逃
を
淫
げ
て
い
る
っ

そ
し
て
、
か
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
何
プ
の
動
機
が
存
理
論
は
、
随
一
山

に
与
え
抜
か
れ
た
独

H
の
視
角
を
提
示
す
る
い
い
ム
っ
て
い
る
と
も
固
い
わ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
円

τ
の
動
機
常
脊
理
論
が
い
か
に
し
て
変
遷
し
て

い
っ
た
か
、
及
び
そ
の
動
段
審
査
刃
論
の
完
成
形
が
一
小
さ
れ
る

a
民
主
よ

義
と
不
伝
』
に
記
さ
れ
た
話
々
々
に

R
Z
が
い
か
な
る
舟
山
味
を
込
め
よ

う
と
し
た
の
か
は
、
不
幸
に
も

l
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
出
才
の
思
想
の
深
化
と
変
遷

に
ワ
き
、
巴
司
自
身
の
内
在
的
視
凸
に
止
っ
て
読
み
併
く
こ
と
を
試
み
る
c

す
な
わ
ち
、
本
稿
は
、
円
-
4

が
動
機
詐
十
九
日
埋
論
に
関
す
る
そ
の
目
素
を
、

裁
判
例
へ
の
対
泌
や
諸
学
説
へ
の
応
答
を
通
じ
て
い
か
に
し
て
深
め
て

い
っ
た
の
か
を
、
内
在
的
視
点
か
ら
描
き
出
す
試
み
で
あ
る
ご
か
よ
う
な

背
為
を
通
じ
て
、
何
一
v~

の
思
#
に
つ
い
て
の
学
界
の
理
解
を
幾
許
か
進
民

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
辛
い
で
あ
る
。

一
連
窓
詐
十
九
円
た
準
論
へ
の
一
不
時

ま
た
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
一
千
プ
の
動
機
審
査
理
論
は
述
窓
審
査
志

準
品
に
も
関
係
す
る
ご
思
う
に
、
巴
'
の
動
機
審
査
理
論
が
も
た
ら
す
違

窓
審
査
本
準
論
へ
の
示
唆
を
学
ぶ
こ
と
に
は
、
現
代
的
な
意
義
が
存
存
す

る
。
昨
今
に
お
い
て
、
日
本
窓
法
学
に
尚
一
同
し
て
い
る
従
来

C
ま
U

事
存

基
準
論
に
対
す
る
円
考
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
如
く
で
あ

る
。
論
出
は
多
岐
に
百
一
り
、
こ
こ
で
は
制
経
的
に
論
ず
べ
く
も
な
い
が
、
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石IザEノー 1

き
し
あ
た
り
違
憲
詐
脊
基
準
論
に
係
る
昨
今
の
議
論
に
お
い
て
特
に
論
争

の
的
と
な
っ
て
い
る
問
題
群
に
悶
し
て
、
以
ド
t

の
如
く
整
坦
で
き
よ
う

第
の
論
点
は
、
世

U
裁
判
に
お
け
る
本
案
審
査
の
思
考
枠
組
を
い
か
に

設
定
す
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
c

こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
争

わ
れ
て
い
る
政
刷
行
為
の
ん
ロ
坦
性
を
否
定
す
る
と
い
う
従
来
の
政
策
論
的

思
与
枠
組
か
ら
、
違
窓
/
合
愈
の
一
値
論
町
内
を
礎
に
置
く
防
御
格
的
思
考

(乃一

枠
紺
へ
の
移
わ
が
、
有
力
に
提
唱
さ
れ
て
い
る
c

続
い
て
、
第
一
の
論
点

は
、
二
厄
の
審
査
を
発
動
さ
せ
る
「
引
き
金
」
を
成
す
ポ
頃
は
何
か
、
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
従
来
の
違
憲
審
査
基
準

論
が
ヱ
と

L
て
権
利
の
極
別
や
規
制
円
的
の
制
ト
門
か
ら
の
み
川
引
き
企
を
構

成
し
て
い
た
の
に
刻
し
て
、
よ
り
多
様
な
要
京
を
と
り
込
ん
で
引
き
令
を

出
一

惰
成
す
べ
き
と
の
批
判
が
有
力
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
一
一
の
諭
凸
は
、
発

動
さ
れ
る
審
有
の
態
較
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
ご
こ
の
問
題
を
め
〈
つ
て

は
、
と
り
わ
け
、
通
説
的
な
二
重
の
(
な
い
し
一
亘
の
)
た
準
論
に
対
し

て
、
こ
れ
に
代
え
て
「
比
例
原
則
一
概
念
を
持
ち
込
む
ア
プ
ロ
ー
チ
干
、

通
説
的
な
一
軍
の
(
な
い
し
三
重
の
)
基
準
品
を
お
よ
そ
引
き
継
き
な
が

ら
も
、
そ
れ
ら
の
基
準
の

l
に
お
け
る
併
存
の
態
様
を
よ
り
具
体
化
し

E

mv-

味
限
f

疋
し
て
ゆ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
等
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
諸
問
題
の
う
ち
、
開
宇
の
動
機
帯
存
モ
デ
ル
は
、
第
一
と
第

三
の
問
題
に
係
り
、
と
り
わ
け
第
一
一
の
問
題
を
考
え
る
に
際
じ
て
大
い
に

示
峻
を
甘
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
υ

す
な
わ
ち
、

EJY
の
動
機
審
査
理
論

は
、
較
的
併
存
十
九
日
や
緩
平
か
な
審
査
と
い
っ
た
通
以
的
な
一
重
の
基
準
概
念

を
お
よ
そ
受
け
継
ぐ
よ
う
に
見
え
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
の
概
念
の
下
に
お

け
る
詐
青
の
態
様
を
、
動
機
審
企
の
卜
に
意
味
限
定
す
る
c

か
よ
う
な

同
ケ
の
動
機
審
膏
理
論
に
お
い
て
は
、
一
重
の
基
準
概
念
を
構
成
す
る
要

素
に
も
、
独
一
日
の
変
九
世
が
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
υ

か
よ
う
な
知
見
は
、

む
ろ
ん
相
批
判
に
受
容
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
従
来
の
違
憲
審

脊
基
準
概
念
が
と
も
す
れ
ば
社
寝
ト
と
し
た
且
昧
内
討
を
帯
ぴ
が
ち
で
あ
日

た
傾
向
を
克
服
す
る
た
め
の
、
侃
角
を
成
し
得
る
も
の
と
思
わ
れ
る

実
際
、
ア
メ
リ
カ
九
円
衆
刊
の
裁
判
例
ゃ
い
ヂ
説
に
お
い
て
は
、
目
的
な
い

L

動
機
の
審
査
の
見
地
か
ら
連
窓
審
芥
た
準
論
を
門
考
ず
る
こ
と
を
め
ぐ
っ

て
、
議
論
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
諸
以
を
比
較
検
討
し
た
上
で

動
機
帯
存
モ
デ
ル
の
連
憲
帯
存
基
準
観
の
自
主
を
考
察
す
る
と
い
、
つ
諮
問
題

へ
の
本
格
的
な
取
り
組
み
は
、
他
日
を
期
す
つ
も
り
で
あ
る
。
本
一
相
は
、

そ
の
予
仙
的
作
業
と
し
て
、
一

rq
の
所
論
を
γ
正
確
に
理
解
し
、
そ
こ
か
ら

示
吸
を
汲
み
取
る
際
の
ま
地
を
囚
め
る
こ
と
を
狽
い
と
す
る
も
の
で
あ

る。
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vr
京
の
締
め
括
り
と
し
て
、
本
絹
に
お
け
る
次
章
以

I
の
論
旨
を
概
観

す
れ
ば
、
以
「
の
通
り
で
あ
る
つ
ま
ず
、
第
一
章
で
は
、
巴
〈
の
動
機
審

存
理
論
の
萌
升
で
あ
る
九
七
ひ
年
公
表
論
文
を
一
山
解
し
、
そ
の
意
義
と



耕
点
を
考
察
す
る
c

そ
し
て
、
第
二
市
で
は
、
同
論
文
公
表
後
の

R
7
1
が、

一
九
一
八
口
刊
公
表
の
民
主
ギ
義
と
不
信
に
ぶ
る
ま
で
の
山
に
、
動
機

審
査
に
関
す
る
知
見
を
い
か
に
し
て
涼
め
て
ゆ
き
、
ど
の
よ
う
に
変
説
を

遂
げ
て
い
っ
た
の
か
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
最
後
に
、
終
章
で
は
、
巴
v

の

司
法
審
膏
理
論
の
中
に
お
け
る
動
機
審
査
珂
八
酬
の
付
置
づ
け
を
確
認
し
、

ま
た
、
『
U
J
理
論
に
刻
す
る
い
わ
ゆ
る
実
体
的
価
値
理
論
の
リ
一
助
か
ら
の

批
判
に
対
し
て
、
一
疋
の
応
符
を
試
み
る
c

そ
の
上
で
、
巴
可
の
動
機
審

脊
理
論
の
意
義
を
考
え
て
ゆ
く
上
で
今
後
吟
味
さ
れ
る
べ
き
問
題
点
を
民

望
す
る
r

lohl】 IIartElyの動機存査埋論の生成と民間 (1( 

第
一
一
青
十

動
機
審
査
理
論
の
誕
生
一
九
七

O
年
論
『
凡

何
-v

の
動
機
審
存
理
論
は
、
一
九
ヒ
ロ
午
に
公
衣
さ
れ
た
人
川
正
、
一
恋

法
に
お
け
る
斗
法
及
び
行
政
の
動
機
」
(
以
下
、
「
九
七

0
1論
文
」
と

称
す
る
)
に
出
を
発
す
る
。
同
論
1

え
は
、
一
-
V
吋
が
一
五
ユ
/
~
ご

-z=裁
判

官
の
ロ

i
・
ク
ラ

l
ク
等
内
実
務
家
経
験
を
終
え
、
イ
「
一

i
ル

口

l
・

ス
ク
ー
ル
に
て
教
職
に
就
い
た
一
年
円
円
台
き

H
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
後
の
一

rq
は
、
そ
の
頃
を
回
顧

L
、
同
論
文
は
一
位
の
向
縄
山
縛

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
、
白
瑚
気
味
に
泊
っ
て
い
る
コ
そ
れ
ゆ
え
、

同

7

の
動
機
審
査
四
九
酬
の
定
成
形
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
端

同
九
州
}
え
は
、

川
山

h
-
vー
が
円
ミ
。
-
何
日
目
J
2
5
Z
E
E
S
Z
仏

に
着
服
し
政
治
的
プ
ロ
セ
ス

mm
八
酬
を
展
開
す
る
の
は
、
制
論
文
公
以
後
の

前
記
を
侠
た
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
巳
昧
で
同
論
?
え
は
基
礎
理
論
レ
ヴ
ー
ル

の
洗
練
件
を
欠
く
と
も
詳
し
得
る
。
し
か
し
、
同
必
止
に
は
、

h
zよ
り
先

鋭
な
忠
考
が
既
に
現
れ
て
お
り
、
か
っ
動
機
審
企
の
法
剤
に
悶
す
る
〈
f
な

お
興
味
深
い
考
察
も
披
涯
さ
れ
て
い
る
、
ま
た
、
同
九
州
?
え
は
、
動
機
併
存

に
閲
す
る
革
新
的
で
論
争
抗
起
的
な
業
績
で
あ
っ
た
た
め
、
人
n
衆
同
憲
法

日
ω

学
に
お
け
る
動
機
存
脊
に
関
す
る
議
論
を
誘
発
し
た
。
こ
の
議
論
を
理
解

す
る
た
め
に
も
、
川
論
文
は
読
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
更
に
、
同

緒
に
過
ぎ
な
い
。
例
え
ば
、

論
文
を
珂
解
す
る
こ
と
な
く

L
て
は
、
後
の
巴
句
の
変
説
も
止

L
く
理
解

し
得
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
ο
ぃ

4
Fは
、
か
よ
う
な
一
九
七

o
t論
文
に
関

し
て
、
読
解
と
検
討
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

川
市
一
前
山

判
日
原
と
問
題
岩
識

一

背

景

ま
ず
、
何
一
叫
が
九
七

0
1論
文
を
記
し
た
当
時
の
背
巌
に
つ
い
て
、

す
な
わ
ち
動
機
得
査
を
め
ぐ
る
当
同
的
判
例
及
び
平
説
の
状
況
に
つ
い

て
、
概
略
的
に
触
れ
て
お
き
た
い
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通
例
的
な
期
解
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
伝
統
的
に
、
政
府
行
為
の
動
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機
を
探
索
す
る
こ
と
に
消
制
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
立

山
一

ぬ
の
代
以
例
が
、
一
八
一
口
年
の

E
E
n
Fミ
イ

P
Z
で

あ

る

同

事

件

に
お
い
て
は
、
あ
る
州
法
の
背
後
に
賄
賂
が
存
有
し
た
と
認
め
ら
れ
る
か

否
か
が
争
点
の
一
つ
と
な
っ
た
が
、
辿
邦
最
高
裁
向
席
裁
刊
{
日
の
」
。

E

Z
日
己
】
巳
-
は
、
法
制
定
者
の
不
純
な
動
機
の
探
索
に
裁
判
所
が
踏
み
注

“一

む
べ
き
で
な
い
こ
と
を
明
言
し
た
。
か
よ
う
な
リ
一
地
は
、
後
の
裁
判
例
に

4
 

大
き
な
影
響
を
ワ
え
た
と
き
れ
る
。
こ
れ
を
集J
徴
す
る
の
が
、

P
E
O
N。

裁
判
宵
の
「
連
邦
最
高
裁
が
げ
法
府
の
動
絞
を
抹
索
し
、
そ
れ
を
不
法
と
看

-
4
 

倣
そ
う
と
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
古
来
よ
り
の
賢
明
な
法
理
で
あ
る
」

と
い
う
一
U
刷

で

あ

る

そ

L
て
、
動
機
事
存
否
ー
'
疋
論
の
主
た
る
根
拠
と

L

て
は
、
す
法
府
の
心
町
内
を
分
析
す
る

wM為
は
裁
判
川
の
適
性
に
馴
染
ま
な

ぷ

い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
中
げ
り
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
{

こ
れ
に
刈
し
亡
、
連
用
最
高
裁
の
動
機
審
査
に
対
す
る
消
極
的
す
坊
が

抗
ら
い
だ
時
期
の
典
明
が
、
下
(
三
戸
門
戸
三
期
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
パ
ン
工

場
で
製
造
に
従
事
す
る
労
働
者
の
最
大
労
働
時
間
を
制
川
附
す
る
州
法
を

デ
コ

l

プ

ロ
セ
ス
条
瓜
違
反
と
判
じ
た
占
で
著
名
な
「

2
rロ
己
〈

Z
F
J
J
~

ヨ
ユ
は
、
政
府
目
的
併
査
へ
の
積
椋
的
な
ス
タ
ン
ス
を
打
ち
出
し

た
1

円
で
も
特
徴
的
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
川
判
決

τ
2
5
2
裁
判
官
法

任

E
見
は
、
争
わ
れ
た
規
制
が
州
の
い
耐
社
権
能
否
。

=
2
3
2円
)
の
7
1

統
な
臼
使
の
範
岡
内
に
あ
る
か
併
か
を
判
定
す
る
に
当
た
り
、
規
制
手
段

と
キ
張
き
れ
た
規
制
判
的
の
適
介
件
を
厳
皆
に
ト
立
た
し
、
当
該
州
法
は
公

共
道
徳
の
維
持
や
労
働
者
の
安
全
な
い
し
健
肢
の
確
保
を
門
的
ト
と
す
る
と

い
う
州
側
の
土
仮
を
排
斥
し
、
当
該
州
法
に
つ
き
「
そ
の
真
の
釦
い
と
け

的
は
、
単
に
労
働
時
間
を
規
制
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
」
と
附
じ
た
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
法
廷
目
見
は
、
レ
ソ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
を
一
I

卜
と
す
る
そ
の

既
範
的
経
済
秩
序
細
川
に
川
崎
、
ち
し
て
、
か
よ
う
な
「
真
の
」
円
的
を
有
す
る

当
該
州
法
は
正
統
な
福
柑
権
能
の
行
使
と
は
い
え
な
い
、
と
刊
じ
た
の
で

あ
っ
た
}
制
判
決
品
位
、
連
邦
最
前
裁
は
動
機
へ
の
審
査
に
踏
み
込
ま
な
い

と
い
う
注
目
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
が
、
か
よ
う
な
「
点
の
」

H
的
を
探

索
す
る
姿
勢
は
、
や
は
り
従
来
か
ら
の
動
機
審
企
否
定
論
を
逸
脱
す
る
と

も
解
さ
れ
、
動
機
や
ロ
阿
へ
の
審
芥
を
認
め
る
か
の
よ
う
な
裁
判
例
も
次

第
に
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
{
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一
九
一

0
年
代
後
半
卜
に
お
け
る
オ
ー
ル
ド
・
コ

l
卜
の
終
忘

と
と
も
に
、
辿
邦
最
高
裁
は
、
動
機
審
企
に
関
し
て
も
消
極
的
に
な
っ
て

ゆ
く
。
す
な
わ
ち
、
合
骨
川
口
推
定
の
原
則
が
出
く
一
般
に
妥
当
す
る
よ
う

に
な
り
、
中
わ
れ
て
い
る
政
府
行
為
に
つ
き
疋
統
な
政
府
門
的
を
似
怨
す

る
(
ケ
三
5
5
2
5
-」
手
法
を
阿
弥
る
裁
判
例
が
蔓
延
す
る
よ
う
に
な
っ
て

ゆ
く
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
ニ
コ

l
・
デ
ィ

i
ル
草
ム
叩
以
後
に
あ
っ
て
も
、
連
恋

な
動
般
に
着
服
す
る
裁
判
例
が
消
失
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、

ν
か
し
、



ア
ラ
パ
マ
州
の
選
挙
区
割
り
が
人
神
的
ゲ
リ
マ
ン
ダ
リ
ン
グ
で
な
い
か
が

争
わ
れ
た
一
九
六
口
年
の
(
U
C

旨

E
Eロ
〈
戸
高
F
E
0
0
「
に
お
い
て
は
、
山
旧

来
T
I
方
形
で
あ
っ
た
タ
ス
キ
l
ギ
巾
の
境
界
線
を
ぎ
こ
ち
な
い
一
八
角
形

に
引
主
直
し
た
当
該
選
挙
区
割
り
に
ワ
き
、
「
立
法
的
は
、
黒
人
市
民
が

有
す
る
地
ん
選
挙
権
を
剥
奪
す
る
た
め
に
、
彼
(
久
)
ら
を
向
か
ら
仕
切

り
山
川
す
こ
と
を
通
じ
て
、

yU人
砲
と
ム
何
色
人
位
を
別
離
化
す
る
と
い
う
こ

と
に
唯
一
の
関
心
を
脊
せ
て
い
た
」
可
能
川
け
が
あ
る
と
き
れ
、
「
般
に

合
法
な
行
為
で
あ
っ
て
も
、
不
法
な
円
棋
を
達
成
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た

ぬ
ム
ー
に
は
不
法
と
な
り
得
る
」
と
論
じ
ら
れ
た
。
ま
た
、
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九
六
凶
年
の

C
H
E
E
r
h
2
-
E
3
W
E
。-
E
E
E
E
マ
ド
ロ

2

E
戸
R
巳
口
O

戸
空
ご
は
、

ヴ
ア

1
ジ
ニ
ア
州
プ
リ
ン
ス
・
エ
ド
ワ
ー
ド
群
の
教
育
委
員
公
が
、
裁
判

所
が
発
し
た
公
ウ
学
校
に
お
け
る
人
種
別
学
の
除
去
実
施
命
令
に
従
う
代

わ
り
に
、
山
人

q
徒
の
み
を
受
け
作
れ
る
私
す
千
校
に
助
成
ん
と
税
額
控

除
措
慣
を
講
ず
る
こ
と
を
定
め
た
州
法
に
従
っ
て
、
す
ベ
亡
の
八
ム
ウ
学
校

を
廃
リ
す
る
処
分
を
わ
っ
た
こ
と
の
合
世
併
が
争
わ
れ
た
。
こ
れ
に
闘
し

て
連
邦
最
高
裁
は
、
一
い
か
な
る
訓
人
極
的
根
拠
が
群
の
公

υ
り
了
校
廃
止

に
対
す
る
州
の
認
可
を
よ
又
持
し
よ
う
と
も
、
そ
の
け
保
は
合
憲
な
も
の
で

日

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
と
辿
べ
た
上
で
、
当
該
処
分
的
唯
的
日
標
は
人

種
別
附
に
他
な
ら
な
い
と
諮
問
じ
、
当
該
処
分
を

γ
等
保
護
条
項
違
反
と
判

じ
た
の
で
あ
っ
た
ο

更
に
、
人
種
£
別
の
問
題
領
域
の
外
に
あ
っ
て
も
、

例
え
ば
、
信
教
の
白
山
並
び
に
政
教
分
離
に
係
る
裁
判
例
に
は
、
特
定
の

宗
教
を
援
助
あ
る
い
は
抑
序
す
る
政
府
の
動
撲
の
存
否
に
焦
点
を
当
て
た

審
査
を
民
間
す
る
が
劃
き
も
の
も
見
ら
れ
た
。
以
上
の
よ
う
な
裁
判
例
は
、

政
的
行
為
の
判
的
が
違
憲
で
あ
る
こ
と
を
認
容
し
な
い
趣
旨
を
打
ち
出
し

た
も
の
で
あ
り
、
動
機
審
企
に
踏
み
込
ん
だ
よ
う
に
も
削
附
さ
れ
た
の
だ
日

tc 。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
六
八
年
に
至
り
、
辿
邦
最
同
裁
は
、

出

E
Eぐ

(

〕

ロ

2
2
に
お
い
て
、
全
面
的
な
動
絞
詐
企
併
定
論
を
艮
闘
し

た
。
同
事
案
で
は
、
徴
兵
カ
l
kー
を
公
衆
の
面
前
で
舵
却
す
る
わ
為
に
刑

罰
を
科
す
る
法
律
の
合
憲
什
が
以
下
わ
れ
た
違
岩
上
最
高
の
主
張
の
一
つ

は
、
辿
邦
議
会
は
ヴ
L

ト
ナ
ム
戦
争
に
反
対
す
る
衣
刻
を
抑
圧
す
る
こ
と

に
動
機
づ
け
ら
れ
て
当
該
法
伴
を
制
定
し
た
の
だ
と
い
、
つ
こ
と
で
あ
っ
た

が
、
辿
邦
最
高
裁
は
こ
の
主
張
を
作
れ
ず
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
) 〔

ロ
ド
門
命
己

「
本
連
邦
最
高
裁
が
、
違
法
な

ο一
日
出
動
機
が
中
し
す
て
ら
れ
た
こ
と
に

基
つ
一
い
て
、
さ
も
な
く
ば
合
意
の
制
定
法
を
注
愈
祉
効
と
す
る
こ
と
は

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
お
馴
染
み
の
憲
法
の
原
理
で
あ
る
。

『述

内
最
古
裁
の
諸
判
決
は
、
不
T
K
な
日
的
な
い
し
動
機
が
佐
力
わ
使
の
原

岡
と
な
っ
た
と
い
う
想
定
に
基
つ
い
て
、
司
法
部
が
ん
口
訟
の
権
力
行
使

を
制
止
す
る
こ
と
に
、
初
め
か
ら
手
を
貸
し
て
い
な
い
。
』

議
会
の

北iMI(1'169) 169 



石IザEノー 1

動
機
な
い
し
日
的
の
探
索
は
危
険
に
満
ち
た
事
情
で
あ
る
c

あ
る
守
一

法
告
に
法
律
に
閉
す
る
あ
る
一
は
明
を
発
す
る
よ
う
動
機
づ
け
た
事
瓜

は
、
他
の
多
数
の
者
に
当
該
法
律
を
制
定
す
る
よ
う
動
機
づ
け
た
事
項

で
は
、
必
ず
し
も
な
い
c

そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
断
け
企
は
、

憶
測
を
差
し
控
え
る
の
に
十
分
な
ほ
ど
口
い
の
で
あ
る
当
卦
司
法
律
の

制
定
に
関
し
て
辿
邦
議
会
が
疑
い
を
存
れ
な
い
権
限
を
布
し
て
お
り
、

か
っ
、
も
し
同
一
の
或
い
は
そ
の
他
の
立
法
省
が
『
よ
り
賢
明
な
』
一百

明
を
そ
れ
に
つ
い
て
発
し
た
場
合
に
お
い
て
は
再
制
定
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
法
伴
に
つ
き
、
当
該
法
律
は
愚
劣
で
あ
る
と
の
根
拠
に
本
質
的
仁
志

一ぷ
一

づ
い
て
無
効
化
す
る
こ
と
を
、
共
々
は
凶
辞
す
る
の
で
あ
る
{
}
」

。ゃヱ

2
コ
判
決
は
、
ー
止
法
肘
の
動
機
が
違
念
で
あ
る
こ
と

に
基
つ
い
て
法
待
を
相
効
と
す
る
止
場
を
尿
る
こ
と
を
、
般
的
に
抱
絶

し
た
。
な
お
、
ニ
ュ

1
・
デ
ィ

1
ル
小
命
以
佼
に
動
絞
帯
責
に
踏
み
込
ん

だ
と
も
解
さ
れ
る
口
c
ヨニ一
}
C
コ
判
決
等
に
つ
き
、
c
z
コ
2
判
決
は
、
そ

れ
ら
の
判
決
は
動
機
に
着
服
し
た
の
で
は
な
く
効
果
に
着
眼
し
て
審
丘
を

h
っ
た
の
だ
、
と
い
う
解
釈
を
付
ワ
し
た
。
か
く
し
て
、
同
判
決
に
よ
り
、

連
月
最
而
裁
が
動
機
審
査
肯
定
論
を
採
る
見
込
み
は
失
わ
れ
た
か
に
思
わ

し
一
一

J
イ
ナ
人 か

よ
、
つ
に
、

L
か
し
、
同
汁
の
旦
吾
2
2
ロ
〆
〉
ユ
ロ
Z
2
1
は
、
進
化
論
の
み
を
八
ム

立
F

了
校
の
授
業
カ
リ
キ
コ
ラ
ム
か
り
除
外
す
る
こ
と
を
命
じ
た
州
法
に
つ

き
、
キ
リ
ス
ト
教
原
珂
キ
義
を
援
助
し
よ
う
と
い
う
動
機
に
よ
っ
て
駆
り

立
て
ら
れ
て
い
た
と
肴
倣
し
、
政
教
分
離
条
項
違
以
と
判
じ
た
。
ま
た
、

こ
れ
も
同
引
の
0
2
z
z
E
z
r
-
2
5
4
P
コ
F
Z
E
E
己
は
、
傍
論
に

お
い
て
で
は
あ
る
が
、
あ
る
が
引
の
表
現
な
い
し
信
条
を
抑
比
す
る
た
め
に
、

徴
兵
長
』
只
公
が
そ
の
者
の
徴
兵
名
簿
卜
の
部
類
を
従
史
し
た
こ
と
が
明
ら

か
な
場
合
に
は
、
同
委
員
会
の
行
為
は
違
憲
と
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
不
峻

ぷ一

し
て
い
た
り
か
よ
う
に
、
〔
)
ロ
2
2
判
決
と
同
時
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

動
機
の
審
査
を
レ
レ
ヴ
ァ
ン
ト
と
す
る
か
の
よ
う
な
裁
判
例
も
見
ら
れ
た
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開
7
が
、
こ
の
同
期
の
連
出
最
古
裁
の
動
機
帯
存
に
刈
す

る
す
場
に
つ
き
、
「
悲
惨
な
不
調
和
状
態
(
三
込

E-=拐
=pEZ主芸Fタ片炉々
一二弓
2《。v-七ヲ〕ズ()

附

一
計
す
る
所
以
で
あ
る
。

他
仁
川
、
学
説
に
お
い
て
は
、

-Hく
か
ら
動
機
帯
存
否
定
論
が
通
説
の
地

ro 

位
を
占
め
て
き
た
。
開
-J~
は
、
か
よ
う
な
動
依
審
査
併
定
ん
酬
の
依
っ
て
立

つ
摂
拠
を
、
ト
述
の
c
t
z
=
判
決
と
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
次
の
一
出
、

に
纏
め
卜
げ
て
い
る
そ
の
第
が
、
内
心
に
お
け
る
ー
止
円
以
省
の
十
注
な

立
法
動
機
を
同
定
す
る
こ
と
は
川
批
で
あ
る
と
い
う
、
動
機
の
「
碓
J

疋
可

能
川
口
(
5
2
2
竺
=
与
三
♂
)
一
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
そ
の
第
一
が
、

違
憲
な
動
機
を
埋
白
に
法
令
を
比
幼
化

ν

止
法
府
に
送
り
返

ν
て
も
、
立

法
附
は
立
法
相
内
出
の
み
を
変
更
し
た
L
L

で
同
山
川
市
什
の
法
令
を
汗
制
定
し
て

の
で
あ
っ
た
ご
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く
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
動
機
の
み
に
着
服
し
て
止
法
を
栴
効
と
す
る
こ
と

に
は
日
義
が
な
い
と
い
う
、
「
知
県
益
刊

(HEM-E)
」
に
閉
す
る
議
八
酬
で
あ

る
。
そ
の
第
一
が
、
社
会
的
利
益
の
増
進
に
資
す
る
法
令
を
、
ウ
一
法
省
の

動
機
の
不
正
の
み
を
瑚
出
に
如
、
効
と
す
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
と
い

う
、
「
非
功
利
性
三

E
E
E
ζ
と
に
刈
す
る
議
論
で
あ
る
。

ま
た
、
『
目
々
が
九
七

O
年
論
文
を
著
し
た
当
時
に
有
力
で
あ
っ
た
学

説
と
し
て
、
「
動
機

5
2
2土
」
概
念
と
「
円
的
苦
E
U
0
2
)
」
概
念
を

一
位

峻
別
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
存
弘
し
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
勤
絞
」
と
は
、

立
法
者
が
現
実
に
思
い
描
い
亡
い
た
内
心
の
意
凶
を
桁
し
、
こ
れ
は
矧
祭

者
た
る
裁
刊
行
が
伺
い
知
り
併
な
い
も
の
で
あ
る
他

h
、
一
目
的
」
と
は
、

心
理
分
析
に
よ
っ
て
し
か
推
知
し
得
な
い
動
機
と
は
異
な
り
、
す
一
法
の
f
d
入

一
百
や
効
果
に
照
ら
し
て
裁
判
官
が
作
観
的
に
削
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
も

の
で
あ
る
ご
を
れ
ゆ
え
、
こ
の
一
動
機
」
/
一
目
的
」
一
分
法
の
で
は
、

裁
判
行
に
と
っ
亡
は
、
寸
法
「
目
的
」
を
探
索
す
る
こ
と
は
レ
レ
ヴ
ァ
ン

ト
で
あ
っ
て
も
、
リ
可
μ
「
動
機
一
を
探
索
す
る
こ
と
は
イ
レ
レ
ヴ
ァ
ン
ト

で
あ
る
、
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

一
九
ヒ
心
午
論
丈
の
は
揖
本
的
問
題
邑
識

か
よ
う
な
判
例
止
ぴ
学
説
の
状
況
の
な
か
で
、
開
7
~
の
九
ヒ
の
一
年
論

J

え
は
、
動
総
審
査
を
定
全
に
イ
レ
レ
ヴ
ァ
ン
ト
と
す
る
の
は
不
適
当
で
あ

る
と
論
じ
た
。
し
か
も
、
同
論
文
は
、
か
よ
う
な
動
機
群
青
肯
疋
論
が
、

一
定
の
既
存
の
裁
判
例
か
ら
等
か
れ
得
る
こ
と
を
論
副
し
た
。
こ
れ
ら
の

た
山
味
に
お
い
亡
、
川
論
文
は
、
革
新
的
か
つ
論
争
提
起
的
な
性
格
を
有
す

る
も
の
で
あ
2

た
し
か
し
他
方
で
、
開
-
d

は、

C
E
-
2】
判
決
に
象
俄

さ
れ
る
動
絞
審
膏
f
h円

1
4
八
州
へ
の
配
慮
も
欠
か
さ
な
か
っ
た
か
く
し
て
、

同
品
?
え
は
、
動
機
存
存
の
安
当
す
る
純
附
を
限
局

L
、
か
つ
川
定
さ
れ
た

違
憲
な
動
機
の
役
割
を
限
定
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
穏
当
な
動
機
審
丘
H
H

定
仰
を
提
唱
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
り
こ
れ
が
、
一
九
七
心
年
論
正

に
お
け
る
、
一
二
〈
の
慕
本
的
な
問
題
立
訟
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

そ
L
て
、
か
よ
う
に
定
の
限
度
で
動
機
へ
の
審
査
を
H
円
i

注

L
ょ
う
と

日

す
る
開
ケ
~
は
、
上
記
の
「
動
総
」
/
「
目
的
」
一
八
刀
法
を
無
用
と
論
じ
た
。

一r
Z
い
い
く
、
「
動
機
一
と
「

H
的
一
を
区
分
す
る
と
し
て
も
、
具
体
的
事

案
に
お
い
て
、
社
法
一
目
的
」
の
候
補
と
な
る
も
の
が
一
動
機
」
で
な
い

か
と
う
か
を
識
別
す
る
に
は
、
そ
の
確
証
皮
を
査
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
停
直
度
が
十
分
で
あ
る
か
否
か
の
問
題
は
、
「
動

機
」
と
一
目
的
」
を
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
答
え
得
る
も
の
で
は
な
い

f

そ
れ
ゆ
え
、
問
題
の
局
面
は
、
「
動
機
」
か
「
門
的
」
か
の
識
別
で
は
な
く
、

政
府
行
為
的
動
機
を
確
定
す
る
方
法
と
し
て
い
か
な
る
も
の
が
採
り
れ
る

べ
き
か
、
ま
た
裁
判
し
い
に
よ
ロ
て
同
定
さ
れ
る
政
府
動
機
の
け
附
証
性
を
い

か
に
利
保
す
る
か
、
と
い
っ
た
諸
{
へ
と
仲
相
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
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h
-
4
吋
の
動
機
詐
脊
高
山
疋
論
も
、
裁
判
yH
が
認
定
す
べ
き
政
治
部
門

の
動
機
と
は
、
「
決
定
作
成
首
の
多
数
派
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
と

確
信
を
山
て
言
わ
れ
得
る
」
も
の
に
限
ら
れ
る
、
と
述
べ
と
い
る
。

で
は
、
か
よ
う
な
問
題
意
識
の
ド
ー
で
、
一
九
ヒ

O
年
の
時
点
的
巴
4

が

い
か
な
る
動
機
審
企
H
H
定
論
を
描
き
出
し
た
の
か
を
、
次
節
に
て
見
て
ゆ

く
こ
と
と
す
る
。

ゅ、ぇ

第
一
節

動
機
モ
デ
ル
の
川
畑
山

述
の
如
く
円
相
当
な
動
機
審
査
肯
定
論
を
提
唱
し
よ
う
と
す
る
九
ヒ

ロ
ザ
論
文
は
、
憲
法
裁
判
上
の
法
用
の
中
に
動
隊
審
査
を
い
か
に
位
置
づ

け
る
か
に
関
す
る
与
究
に
、
多
く
の
紙
幅
を
割
い
て
い
る
。
一
戸
〈
が
動
機

一
札

審
査
即
論
を
導
入
)
ょ
う
と
す
る
の
は
、
平
等
保
護
の
問
題
領
域
で
あ
る
コ

一
九
七

0
1論
文
は
、
そ
こ
に
お
い
て
妥
当
す
る
違
憲
帯
責
基
準
の
一
定

の
「
モ
デ
ル
一
に
闘
し
て
考
察
を
加
え
て
い
る
。
か
よ
、
つ
な
違
窓
審
査
志

準
の
モ
デ
ル
は
、
特
定
の
寄
存
決
準
を
伴
っ
た
j
H
は
審
査
と
、
そ
れ
を
発

動
さ
せ
る
「
川
引
き
金
」
ー
と
な
る
事
問
と
の
組
み
什
わ
せ
か
ら
成
る
も
の
と

さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
引
き
会
と
審
査
に
政
府
動
機
を
い
か
に
係
ら

し
め
る
の
か
、
及
、
び
そ
う
し
て
楕
成
さ
れ
た
一
動
機
モ
デ
ル

5
0
E
ロ
E
ロ

E
2
7
ご
」
が
他
の
違
窓
審
人
日
系
準
モ
デ
ル
と
い
か
な
る
関
係
に
立
つ
の
か

を
与
察
す
る
こ
と
が
、
キ
た
る
必
題
を
成
す
こ
と
と
な
る
。
以
下
で
は
そ

の
所
論
の
大
裂
を
概
観
す
る
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一
不
利
益
付
守
的
区
分
モ
デ
ル
と
そ
の
限
界

(
)
不
利
詐
付
与
的

K
分
モ
デ
ル

ま
ず
、
『
円
J

は、

V
等
保
忍
に
係
る
窓
法
事
案
に
お
い
て
そ
の
適
用
が

適
切
で
あ
る
法
珂
モ
デ
ル
と
し
て
、
「
不
利
益
付
ι
J
的
区
分
モ
デ
ル

(∞
 

(
己
主
戸
《

7
E
E勾
F
E
E
-
Z
E
E
-
c
p
ロ
5
巳
己
)
」
を
提
一
が
す
る
。
不
利
持
付

う
的
区
分
モ
デ
ル
に
お
い
て
、
違
憲
審
査
基
準
の
引
き
合
と
な
る
事
由
は
、

政
治
行
政
部
門
が
行
っ
た
何
ら
か
の
灰
分
に
よ
っ
て
、
当
事
者
が
他
者
に

比
し
て
不
利
訴
を
被
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
て
し
て
、
こ
の
引
き
令
に

よ
っ
て
発
動
き
れ
る
審
査
は
、
当
該
医
分
が
「
止
統
に
擁
護
し
得
る
差
異

(Z召
E
E百
7
骨
-
2
5
F
Z
E
h
h
E
E
2
)
」
で
あ
る
か
行
か
の
査
定
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
平
わ
れ
て
い
る
区
分
が
正
当
化
さ
れ
得
る
か
刊
か
を
問

う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
T
K
当
化
的
成
否
は
、
通
1
M
の
ん
n
即
性
事
存

(
E戸
5
ロロ
E
E
円
2
5
4
)
か
訓
通
常
審
青

(
E
F
2
0
己
E
2
v一
月
三

2
)
に

よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
。
合
理
性
併
存
に
あ
っ
て
は
、
認
存
し
得
る
目
標

f
e
z
-
)

と
当
該
同
八
刀
と
の
間
に
合
理
的
関
連
引
が
存
す
る
か
併
か
が
審

存
さ
れ
る
ご
他
方
、
非
通
常
審
査
は
、
九
円
周
性
帯
存
に
比
し
て
よ
り
強
凶
恨

の
巨
当
化
論
証
を
政
府
に
公
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
『や
む
に
や
ま
れ
ぬ
h



観
点

(
J
O
B
官

---E一
百
円
目
印
)
」
か
ら
の
株
主
を
求
め
る
も
の
と
形
谷
き

れ
て
い
る
。
こ
の
訓
通
常
寄
膏
が
m
U
動
さ
れ
る
の
は
、
政
肘
に
よ
る
選
択

が
、
人
種
廿
寸
の
疑
わ
し
い
同
別

(
2
z
-
5
2
己
5
5『

EEC-μ)
に
該
当
す

る
場
合
か
、
選
挙
権
等
の
基
本
的
利
採

5
E
5
2
Zご
己
2
2
Z
に
制

約
を
及
ぼ
す
場
介
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
不
利
益
付
日
的
区
分
モ
デ
ル
の
下
に
お
い
て
、
政
府
れ

lohl】 IIartElyの動機存査埋論の生成と民間 (1( 

為
を
現
実
に
駆
り
止
て
た
動
機
へ
の
着
服
は
、
引
く
以
て
イ
レ
レ
ヴ
7

ン

ト
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
介
剤
性
評
芥
で
あ
れ
、
訓
通
常
審
膏
で
あ
れ
阿
様

で
あ
る
r

ま
ず
、
不
利
益
付
ト
コ
的
区
分
モ
デ
ル
に
お
け
る
司
法
審
査
の
引

き
金
は
、
原
則
的
に
は
政
府
に
よ
っ
一
て
不
利
益
付
守
的
区
分
が
為
さ
れ
た

こ
と
で
あ
る
が
、
例
外
的
に
は
、
疑
わ
し
い
庁
内
別
の
法
用
の
よ
う
に
、
区

別
の
後
表

(2-5}C=)
が
問
題
と
き
れ
る
場
合
も
あ
る
{
し
か
し
、

同

7
に
よ
れ
ば
、
疑
わ
し
い
区
別
の
法
理
が
適
刑
さ
れ
る
の
は
、
区
別
徴

一
川

衣
が
政
府
行
為
の
Y
人前

l
に
明
示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
、
こ
こ
で

政
府
動
機
を
顧
慮
す
る
要
は
な
い
υ

ま
た
、

T
K
統
に
持
活
し
得
る
差
異
の

審
査
の
局
面
に
お
い
て
は
、
げ
れ
別
と
そ
の

H
標
と
の
迎
合
性
が
問
わ
れ
る

た
め
、
こ
こ
で
は
区
別
の
日
僚
が
同
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、

一rq
に
よ
れ
ば
、
連
邦
最
古
裁
は
、
政
治
行
政
部
門
が
当
該
医
別
を
行
っ

た
際
に
現
実
に
思
い
仙
い
て
い
た
と
は
明
ら
か
に
一
口
え
な
い
よ
う
な
日
照

で
あ
っ
て
も
、
当
該
区
別
を
た
礎
付
け
る
認
容
可
能
な
同
僚
ー
と
し
て
認
定

す
る
と
い
う
止
場
を
採
っ
て
い
る

n

す
な
わ
ち
、
円
標
の
同
'
疋
に
お
い
て

連
邦
最
高
裁
が
問
、
っ
て
い
る
の
は
、
「
い
か
な
る
動
機
が
特
定
の
争
わ
れ

た
同
別
の
基
礎
を
成
し
て
い
る
か
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
当
該
法
が
一
般

的
に
関
心
を
古
せ
て
い
る
事
柄
は
何
か
で
あ
り
、
当
該
法
を
全
体
的
視
点

か
ら
見
た
と
き
、
げ
法
者
の
ほ
と
ん
ど
が
お
よ
そ
当
該
法
に
よ
っ
て
達
成

日

し
よ
う
と
令
図
し
て
い
た
も
の
は
何
か
」
で
あ
る
υ

か
よ
う
な

H
標
同
た

の
干
法
を
、
巴
可
は
「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
理
論

(
2ロ
ω
E
E
2
5
2ミ
ご

と

呼
ん
で
い
る
。
た
だ
し
、
開
Z
に
よ
れ
ば
、
注
邦
段
高
裁
は
、
不
利
益
付

う
的
吋
円
分
モ
デ
ル
を
旭
肘
し
な
が
ら
も
、
認
申
汁
し
得
る
政
府

H
僚
を
限
定
す

る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
こ
と
が
あ
る
そ
の
例
は
、
議
員
I

疋
数
不
均
衡
訴
訟

{
川
町

に
お
け
る
「
一
人
一
票

(cz
三
E
5
2
2
r
-
三
)
「
三
」
の
原
別
で
あ
る
。

(
一
)
不
利
抗
付
与
的
灰
一
分
モ
デ
ル
の
限
界

開
7

に
よ
れ
ば
、
以
い
し
の
如
く
措
山
さ
れ
る
不
利
持
付
与
的
区
分
モ
デ

ル
は
、
平
等
保
護
に
係
る
多
く
の
事
後
に
お
い
て
、
適
切
に
適
附
さ
れ
得

る〔
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し
か
し
他
占
で
、
開
ケ
~
は
、
不
利
益
付
与
的
区
分
モ
デ
ル
を
通
じ
て
は

適
切
に
司
法
審
査
が
行
わ
れ
得
な
い
状
川
が
存
主
す
る
こ
と
を
指
摘
す

る
)
以
下
の
一
つ
の
状
況
が
そ
れ
に
当
た
る
コ
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軒
作
為
選
択
状
況

治
一
に
、
政
治
行
政
部
門
の
選
以
が
叫
ん
作
為
に
れ
わ
れ
る
場
耐
で
あ
る
つ

例
え
ば
、
陪
者
選
山
の
何
?
闘
で
は
、
陀
市
と
し
て
の
適
裕
性
に
関
連
す
る

宇
由
(
年
齢
や
難
州
仙
寺
)
に
本
づ
い
て
選
別
が
為
さ
れ
る
場
人
n
を
除
い
て

は
、
合
衆
岡
市
民
の
内
か
ら
伽
作
為
に
選
山
山
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

ま
た
、
行
政
区
画
や
選
挙
区
の
幽
d

疋
に
あ
っ
て
も
、
あ
る
行
政
区
画
や
選

挙
町
内
に
包
含
さ
れ
た
者
と
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
の
聞
の
境
界
線
は
、
多
く

の
場
合
中
に
軒
作
為
に
引
か
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
か
よ
う
に
、
無
作
為
選

択
に
よ
る

μ川
は
、
区
別
対
象
た
る
人
々
の
何
ら
か
の
特
性
に
照
ら
し
て

線
引
き
を
行
う
も
の
で
は
な
い
{
}
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
世
…
作
為
選
択
状
況
に

お
い
て
は
、
違
憲
の
上
正
取
円
が
何
ら
か
の
徴
表
に
た
ワ
い
て
同
別
が
為
さ

れ
た
と
、
+
張
す
る
こ
と
は
、
通
常
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
も
、
判
例
上
、

か
よ
う
な
地
作
為
的
区
別
状
況
に
あ
っ
て
は
、
政
府
は
持
作
為
的
灰
分
の

正
当
化
責
任
を
常
に
負
う
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
(
つ
ま
り
、
区

分
そ
れ

U
体
が
審
吾
の
引
き
合
と
な
ら
な
い
)
。
か
く
し
て
、
祉
作
為
選

択
状
川
に
お
い
て
、
不
利
前
付
与
的
げ
れ
分
モ
デ
ル
は
、
そ
の
詐
存
の
引
き

金
を
長
失
す
る
の
で
あ
る
ο

/。、
¥ノ

裁
量
的
選
択
状
況
一
反
九
円
周
的
」

H
標
状
況

わ
一
に
、
政
治
行
政
部
門
が
裁
岡市
を
有
す
る
状
況
に
あ
っ
て
も
、
不
利

話
付
与
的
灰
分
モ
デ
ル
に
よ
る
審
査
は
不
能
で
あ
る
{
」
R
Z
の
用
品
法
に

お
い
て
、
裁
畢
の
間
念
は
、
政
治
れ
政
部
門
の
判
断
が
「
合
理
的
に
悼
附
議

さ
れ
る
必
叫
が
な
い
こ
と
を
す
巳
味
す
る
」
も
の
と
定
立
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
裁
孟
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
状
出
と
は
、
上
述
の
「
コ
ン
セ
ン
サ
ス

田
町
山
」
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
る
政
肘
行
為
の
目
標
が
、
司
法
部
に
よ
る

「
作
現
性

(zzcz-5寸
)
の
存
定
」
に
馴
染
ま
な
い
、
「
反
合
理
的

(ロ
O

ロ
E
E
E乙
」
な
性
怖
を
帯
び
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
司

法
部
に
よ
る
「
合
理
性
の
査
{
4
」
と
は
、
争
わ
れ
た

K
分
と
認
一
件
し
得
る

H
標
と
の
山
に
合
理
的
関
辿
性
が
少
な
く
と
も
存
す
る
か
否
か
を
否
定
す

る
も
の
で
あ
り
、
一
合
理
的
」
か
一
訓
介
問
的
戸
田
コ
巳

E
E乙
」
か
の
一

値
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
る
ο

同
-v
、
は
、
か
よ
う
な
「
ム
ロ

珂
性
の
存
定
一
に
馴
染
ま
な
い
「
以
合
理
的
一
政
出
川
口
棋
と
し
て
、
以
下

の
一
つ
を
挙
げ
る
ご

そ
の
第
一
は
、
政
府
行
為
に
具
体
性
を
有
す
る
け
標
を
着
せ
得
る
も
の

の
、
他
ん
で
そ
れ
が
「
裁
量
的
日
標

(
E
R
「
E
S
E
-
ね

C
E
)
一
と
し
て
の

性
質
を
有
す
る
よ
う
な
状
況
で
あ
る
こ
の
類
の
裁
民
的
円
棋
の
典
型
例

は
、
「
趣
味
の
良
さ
吾
己
ユ
古
芸
ご
の
促
進
と
い
う
同
保
で
あ
る
、
例

え
ば
、
公

υ
学
校
に
お
け
る
生
徒
へ
の
山

F
K規
制
は
、
生
徒
的
健
康
の
増

進
と
い
う
目
標
か
ら
も
市
当
化
さ
れ
得
る
が
、
美
的
見
地
な
ど
と
い
っ
た

の
「
抱
味
の
H
A
さ
」
の
矧
J

円
か
ら
も
正
統
に
探
一
一
品
さ
れ
得
る
。
そ
し
て
、
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か
よ
う
な
規
制
が
生
徒
の
い
出
を
侵
害
す
る
か
肖
か
が
司
法
存
存
の
主
題

を
成
す
よ
う
な
場
合
、
前
布
の
健
康
の
剛
造
と
い
う
目
標
に
つ
い
て
は
、

裁
判
一
川
は
、
当
該
服
技
規
制
が
当
該
円
楳
に
と
っ
て
右
掃
で
あ
る
か
併
か

を
経
験
的
に
ト
立
た
し
得
る
c

し
か
し
他
方
で
、
何
牙
に
よ
れ
ば
、
当
訟
児

制
が
「
趣
味
の
良
さ
」
の
州
進
に
資
す
る
か
と
い
う
附
い
は
、
裁
判
所
の

天
的
価
値
選
好
を
パ
子
校
当
局
の
そ
れ
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か

解
谷

L
得
な
い
と
い
う
、
「
以
介
理
的
」
な
性
格
を
λ
付
す
る
。

「
比
合
理
的
」
目
標
の
第
二
は
、
争
わ
れ
て
い
る
い
山
の
目
標
が
、

lohl】 IIartElyの動機存査埋論の生成と民間 (1( 

般
的
福
引
(
問
。
コ
古
色
4
4
1
ぎ
と
な
ど
と
い
っ
た
抽
象
的
な
矧
念
へ
と
帰

着
す
る
場
人
円
で
あ
る

f

そ
の
例
と

L
て
は
、
産
業
成
長
の
桜
明
は
芸
術
の

振
興
よ
り
も
一
般
的
福
相
の
増
進
に
資
す
る
た
め
、
白
川
業
者
へ
の
租
税

政
策
を
優
遇
す
る
と
い
う
選
択
を
政
治
部
門
が
行
う
よ
う
な
場
合
が
考
え

ら
れ
る
つ
巴
〆
に
よ
れ
ば
、
か
よ
う
な
退
択
が
一
般
的
福
相
と
い
う
目
標

と
行
期
的
に
関
連
す
る
か
肖
か
を
司
法
併
存
が
問
、
つ
場
合
、
裁
判
所
は
、

同
ら
の
例
伯
選
川
町
を
政
治
部
門
に
押
し
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
解
符

し
得
な
い
、
一
い
は
合
理
的
」
な
問
い
へ
と
迷
い
込
む
ご
ま
た
、
当
該
規
制

に
幾
分
具
体
的
な
目
標
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
も
、
い
ち
と
裁
判

所
が
一
般
的
福
相
の
追
求
を
当
該
規
制
を
志
礎
づ
け
る
止
統
な
れ
標
と
認

定

ν

て
し
ま
え
ば
、
先
の
貝
体
的
同
僚
は
、
般
的
制
祉
の
情
念
の
傘
下

に
「
従
属
片
標

(2-ZE-)」
と
し
て
統
合
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、

司
法
詐
脊
の
わ
き
者
く
処
は
同
じ
で
あ
る
。

そ
し
て
、
か
よ
う
な
「
反
合
理
的
」
目
標
が
認
定
さ
れ
る
状
川
に
お
い

て
は
、
連
邦
最
高
裁
は
、
政
治
行
政
部
門
に
対
し
て
裁
景
を
認
め
る
戦
略

を
採
肘
し
て
い
る
。
巳
M

に
よ
れ
ば
、
こ
の
辿
邦
段
高
裁
の
戦
略
は
止
当

で
あ
る
し
か
し
て
、
こ
れ
ら
の
状
況
に
あ
っ
て
は
、
政
治
行
政
部
門
の

判
断
は
合
理
的
に
神
社
有
さ
れ
る
必
裂
が
な
い
も
の
と
看
倣
さ
れ
、
合
理
併

を
尺
慢
と
し
た
司
法
に
よ
る
存
定
が
及
ば
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

一
代
替
的
モ
デ
ル
と
し
て
の
動
機
モ
デ
ル

か
く

L
て
、
ト
ヨ
仙
の
よ
う
な
怯
作
為
選
釈
状
況
と
裁
景
的
選
釈
状
況
に

お
い
て
は
、
不
利
益
付
与
的
区
分
モ
デ
ル
に
よ
る
審
査
は
、
お
よ
そ
不
能

と
な
る
{

ν

か
し
な
が
ら
、

開

7
は
、

か
よ
う
な
一
つ
の
状
況
に
あ
っ
て
も
世
は

い
し
の
川
約
が
ん
寸
〈
熱
い
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
、

小
利
持
付
与
的

区
分
モ
デ
ル
に
代
わ
る
法
理
モ
デ
ル
に
つ
き
、
次
の
よ
、
つ
に
諭
を
運
ぶ

)
引
き
金

北it61(1'175) 17;5 

司
法
審
査
の
引
き
金
を
欠
く
と
き
れ
た
鼎
作
為
選
択
状
況
や
、
合
理
性

を
尺
度
と
す
る
審
査
が
効
か
な
い
と
さ
れ
た
裁
民
的
選
択
状
況
に
お
い
て
、

代
替
的
審
査
を
発
動
さ
せ
る
に
は
、
ま
ず
は
そ
の
川
引
き
金
が
設
問
さ
れ
な



石IザEノー 1

開
与
は
、
ま
ず
こ
の
引
き
金
に
ワ
い
て
考
察
す
る
。

同

7

に
よ
れ
ば
、
そ
の
引
き
金
の
候
補
に
な
り
得
る
の
は
、
不
釣
合
な
効

果
(
己
-
さ
-
2
5「
Z
C
E
Z
玉
三
位
η
げ
)
か
、
違
憲
の
徴
衣
に
基
つ
一
き
同
別
を

わ
お
う
と
す
る
動
機
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
前
占
の
不
釣
合

な
効
果
と
は
、
、
一
十
と
し
て
政
治
行
政
部
門
の
選
以
が
も
た
ら
す
統
計
的
帰

結
に
昭
ら
し
て
希
取
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
長
の
動
機
と
は
、
主
と
し

て
当
該
選
択
が
形
成
さ
れ
た
過
程
に
着
似
し
て
肴
取
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
効
来
概
念
は
政
凶
行
為
の
H
E

一
閃
せ
、
ざ
る
帰
結
を
台
む
の
に
対
し
、

動
機
概
念
は
こ
れ
を
九
円
ま
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。

そ

L
て
、
巴
v

の
論
ず
る
と
こ
ろ
、
政
治
わ
政
部
門
が
、
一
便
益
佐
川
μ
J

の
積
極
的
え
務
官
「
「

5HEr-2
ユコ

ZA)「
P
2
3
E
E
E
E
)ロ
)
」
で
な
く
、

中
に
「
中
立
性
保
持
義
y
和
平
戸

4
3
2
F
コ
2
】
ヲ
三
一
を
負
っ
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
同
商
に
あ
っ
一
て
は
、
政
府
行
為
の
不
釣
合
な
効
呆
で
な
く
、
そ

の
動
機
を
以
て
司
法
審
査
を
発
動
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
現

に
連
邦
長
同
裁
は
、
平
等
保
護
的
問
題
領
域
に
お
い
て
、
効
果
卜
の
均
衝

の
准
成
を
目
指
す
こ
と
に
消
極
的
疋
か
ら
で
あ
る
す
な
わ
ち
、
祉
作
為

選
択
状
況
に
あ
っ
て
は
、
作
為
的
な
選
状
を
行
、
つ
勤
扱
を
司
法
審
査
の
引

き
令
と
す
る
立
場
を
、
連
邦
段
同
裁
は
止
当
に
も
現
に
採
択
し
て
い
る
{

同

7
は
、
陪
審
選
山
や
ゲ
リ
マ
ン
ダ
リ
ン
グ
の
局
国
に
お
け
る
人
樟
芹
別

が
や
わ
れ
た
ポ
案
を
以
て
、
こ
れ
を
例
証
す
る
ο

す
な
わ
ち
、
陥
審
選
出

け
れ
ば
な
り
な
い

訴
訟
に
あ
っ
て
は
、
専
断
的
忌
避
を
通
じ
て
出
人
の
み
を
陀
詐
員
固
か
ら

除
外
す
る
行
為
の
介
世
性
が
一
元
来
問
題
と
さ
れ
て
き
た
が
、
巴
げ
は
一
九

六
ム
川
年
の

fJ九
三
コ
〈
ど
さ
《
三
戸
等
を
挙
げ
、
陪
存
選
山
川
に
お
け
る
意
図

的
な
黒
人
除
外
を
認
容
し
な
い
す
場
が
刊
例
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
論
証
す
る
。
ま
た
、
ゲ
リ
マ
ン
ダ
リ
ン
グ
訴
訟
に
あ
っ
て
は
一
九

一円一

六
つ
年
の
口

cヨ
ニ
ご
C

コ
計
三

Z
F
c三
や
一
九
六
回
刊
の
耳
ゴ

Z
7

山
れ

目
。
島
内
問
。

=
2
等
が
挙
げ
り
れ
、
こ
こ
で
も
限
割
り
に
お
い
て
人
稀
的
俄

衣
を

E
図
的
に
探
崩
し
た
こ
と
が
審
膏
の
引
き
〈
じ
と
な
っ
て
い
る
と
分
析

す
る
。
以
上
よ
り
、
相
作
為
選
択
状
況
に
お
い
て
、
連
邦
肢
は
同
裁
は
、
人

種
と
い
う
選
釈
般
表
が
政
府
に
よ
っ
一
て
意
図
的
に
ほ
用
さ
れ
る
こ
と
を
許

さ
れ
な
い
も
の
と
主
え
て
い
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
ο

ま
た
、
裁
量
的

選
択
状
況
に
あ
っ
て
は
、
事
存
の
引
き
合
(
不
利
椛
付
ワ
的

μ八
刀
)
は
存

す
る
も
の
の
、
司
法
部
の
帯
存
に
馴
染
ま
な
い
一
い
は
什
則
的
」
な
政
府

H

擦
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
、
司
法
併
存
の
障
害
な
の
で
あ
っ
た
ο
し
か
し
、

一rq
に
よ
れ
ば
、
如
上
的
「
以
合
理
的
一
政
府

H
標
に
関
す
る
J
M
析
は
、

司
法
部
に
よ
る
一
九
円
珂
性
の
存
定
」
と
は
別
の
品
川
皮
か
ら
審
査
を
行
う
こ

と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
ο

そ
し
て
巴
》
寸
は
、
こ
の
別
角
度
か
ら
の
審

存
を
充
動
さ
せ
る
引
き
金
も
、
違
窓
な
慣
哀
が

E
図
的
に
選
択
き
れ
た
こ

と
の
証
明
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
論
ず
る
つ
巴
句
が
か
く
必
ず
る
理
山
は
、

上
と
し
て
、
動
機
モ
デ
ル
が
連
邦
最
両
裁
の
判
例
と
の
整
合
性
を
碓
保
L
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，j( i古得
め行る
ら政と
オL -;j-r;い
て門う
1.' (二点
ザ z 、
心女

よ求と
うしり
-cてオつ
あっきけ
る七て連

L、宇日
な fを
い而
こ裁
とカま
と帰
符結
合卜
L 0) 
得均
る衡
とぴ〉

い i主
う成
戸、を
に政

lohl】 IIartElyの動機存査埋論の生成と民間 (1( 

(
一
)
発
動
さ
れ
る
審
査

次
に
、
『
目
々
は
、
以
卜
の
よ
う
な
動
機
の
証
明
を
引
き
企
と
し
て
発
動

一
応
~

き
れ
る
司
法
脊
査
の
態
様
に
関
し
て
、
論
を
巡
ぶ
。

結
論
を
先
に
己
、
え
は
、
巴
J

は
、
如
卜
の
動
機
を
引
き
企
と
し
て
党
動

さ
れ
る
審
査
は
、
不
利
益
付
ト
コ
的
区
分
モ
デ
ル
の
下
に
お
け
る
審
査
と
同

株
に
、
元
統
に
探

Z
L得
る
ギ
異
の
存
併
の
審
企
で
あ
る
と
す
る
す
な

わ
ら
、
如
上
の
動
隊
が
副
明
さ
れ
た
と
し
て
も
、
政
治

h
政
部
門
の
選
択

が
即
時
的
に
鼎
効
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
{
で
は
、

政
府
に
課
さ
れ
る
正
当
化
責
任
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
ご

H
W
7

は
、
選
挙
権
推
寸
の
基
本
的
権
利
が
制
約
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
政
府
に
対

し
て
強
山
的
止
当
化
責
仔
か
ぶ
さ
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
非
通
日
審
査
が

発
動
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
る
で
は
、
疑
わ
し
い
灰
別
の
円
以
埋
も
、
動
機

モ
デ
ル
の

I
で
非
通
市
審
人
口
を
発
動
さ
せ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
の
だ
ろ
う
か
ο

こ
こ
に
お
い
て
、

r
J
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
疑
わ
し
い
同
別
の
法
理
は
、
慨
し
て
そ
う
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、

『疑

わ
し
い
』
特
骸
の
見
地
か
ら
丈
商
ト
の
区
分
を
わ
う
法
の
た
め
に
取
っ

て
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
れ
は
、
人
稀
的
動
機
の
証
明
が
、
正

統
に
持
者
し
得
る
£
具
に
山
け
ら
れ
た
通
祐
の
以
ぶ
を
禿
動
さ
せ
る
に

過
ぎ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
こ
と
の
、
白
判
明
な
付
随
的
帰

結
で
あ
る
。
」

ワ
ま
り
、
動
機
モ
デ
ル
の
下
に
お
い
て
は
、
疑
わ
し
い
選
択
徴
去
が
治

在
的
に
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
い
っ
た
ん
認
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ

れ
を
引
き
合
と
し
て
発
動
さ
せ
ら
れ
る
存
十
九
日
は
、
中
な
る
合
理
件
審
査
に

沿
き
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
〔
そ
、
つ
で
あ
る
か
ら
こ
号
、
疑
わ
し
い
区

別
の
法
町
内
は
、
文
面
卜
の
区
分
に
の
み
適
刑
さ
れ
、
潜
在
的
な
区
分
に
は

適
用
さ
れ
な
い
、
と
い
う
命
題
が
、
右
的
一
節
に
お
い
て
世
界
山
き
れ
て
い

-h 

る
の
で
あ
る
つ

で
は
、
か
よ
う
な
結
晶
が
泣
す
か
れ
る
の
は
何
故
か
。
そ
れ
は
、
先
述
の

動
機
併
存
心
円
疋
札
酬
の
諸
品
拠
(
「
停
定
川
町
能
性
一
、
「
鼎
益
川
口
一
、
「
訓
功
利
判

参
照
、
本
市
第
陥
一
)
に
対
し
て
、
巴
イ
が
配
慮
を
し
た
か
ら
に

他
な
ら
な
い
ο

同

τは
、
動
縦
審
査
併
定
論
の
諸
論
拠
に
対
し
て
、
次
の

よ
う
に
応
谷
し
て
い
る
{
す
な
わ
ち
、
「
惟
?
元
叫
能
性
一
に
つ
い
て
は
、

確
か
に
政
治
わ
政
部
門
の
動
機
の
阿
定
は
困
難
で
あ
る
が
、
動
機
を
単
な

る
什
理
性
詐
芥
を
発
動
さ
せ
る
引
き
金
と
位
置
つ
一
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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石IザEノー 1

動
機
モ
デ
ル
は
慎
重
に
逝
刷
さ
れ
得
る
c
ま
た
、
「
相
益
け
」
に
け
刈
し
て
は
、

動
機
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
政
府
行
為
が
依
拠
し
得
る
7
1
4
1
化
事
由
を
制
限
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
た
め
、
動
段
審
査
は
照
誌
と
は
言
え
な
い
の
ま
た
、

明
ら
か
に
人
神
的
動
機
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
選
挙

μ割
り
や
、
介
理
性

審
査
す
ら
満
た
さ
な
い
寸
法
に
つ
一
き
、
及
判
所
が
違
憲
な
動
絞
ゆ
え
に
無

効
の
判
断
を
い
っ
た
ん
し
、
そ
れ
を
受
け
て
止
法
府
が
同
憎
の
す
法
に

つ
き
岬
出
を
変
更
し
た

1
で
再
制
疋
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
再
制
定
v

止
法

は
、
注
芯
な
動
機
の
嫌
疑
が
陥
れ
る
か
台
用
性
存
芥
を
満
た
さ
な
い
限
り
、

動
機
モ
デ
ル
の
司
法
審
査
を
パ
ス
し
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
相
、

訴
と
は
一
り
え
な
い
そ
し
て
、
一
非
功
利
件
」
に
対

L
て
は
、
上
品
の
動

機
モ
デ
ル
の
下
で
は
、
政
府
行
為
は
合
理
的
に
正
当
化
さ
れ
得
る
恨
り
無

効
化
き
れ
な
い
た
め
、
社
会
的
効
同
を
有
す
る
政
府
行
為
に
対
し
て
動
機

モ
デ
ル
は
ん
門
憲
判
断
を
卜
)
得
る
の
で
あ
り
、
也
会
的
効
用
は
妨
げ
ら
れ

な
い
ο

か
よ
う
に
し
て
、
巴
》
は
、
二
ぶ
の
問
題
領
域
に
お
け
る
動
隊
審

存
の
妥
当
性
を
白
定
し
な
が
ら
も
、
動
陣
内
モ
デ
ル
の

l
に
お
け
る
司
法
審

存
の
穏
健
性
を
も
保
持
し
ょ
、
っ
と
し
た
の
で
あ
る

た
だ
し
、
こ
こ
で
動
機
モ
デ
ル
の
下
で
発
動
さ
れ
る
審
杢
が
単
な
る
ム
ロ

珂
性
審
査
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
が
「
趣
味
の
良
き
一
や
「
般
的

福
柑
」
と
い
っ
た
一
以
什
瑚
的
」
同
僚
に
よ
る
止
当
化
を
附
加
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
に
は
、
注
意
が
必
裂
で
あ
る
ο

す
な
わ
ち
、
「
反
合
列
的
」
け

標
に
基
づ
く
区
別
は
、
介
理
性
を
足
度
と
す
る
叶
法
審
咋
に
適
さ
な
い
性

格
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
山
の
角
度
か
ら
の
司
法
審
査
の
余
地
は

あ
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
『
U
J
に
よ
れ
ば
、
和
税
や

公
企
投
入
あ
る
い
は
刑
事
罰
の
酌
岡市
等
に
係
る
政
治
行
政
部
門
の
選
択
的

判
断
が
、
達
志
な
選
択
俄
表
を
舟
山
図
的
に
採
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

証
明
さ
れ
た
な
ら
ば
、
か
よ
う
な
判
断
は
、
ー
記
の
「
反
合
理
的
」
目
標

に
よ
る
正
当
化
を
以
て
介
小
型
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
c
し
か
し
な
が
ら
、

幾
分
只
体
的
か
つ
経
験
的
な

H
標
で
、
な
お
か
つ
一
般
的
福
朴
の
下
に
吸

収
さ
れ
る
「
従
川
崎
目
標
」
で
な
い

H
僚
を
、
当
該
判
断
を
焦
礎
付
け
る
正

統
な
も
の
と

L
て
認
I

記

L
得
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
円
標
は
裁
判
川
に
よ
る

合
理
刊
の
査
d
E
に
馴
染
む
も
の
と
な
る
。
例
え
ば
、
V
J

了
佼
に
お
け
る
生
徒

へ
の
服
装
規
制
に
つ
き
、
違
窓
な
動
機
が
い
ち
と
認
定
さ
れ
た
場
合
、
当

校
規
制
は
、
一
越
昧
の
良
さ
」
の
促
進
や
一
教
貫
あ
る
川
児
童
止
ぴ
充
実
し

た
市
民
の
育
成
」
ー
と
い
っ
た
裁
量
的
円
棋
の
視
J

円
か
ら
は
正
当
化
さ
れ
得

な
い
が
、
「
健
康
的
増
進
一
や
「
混
乱
の
阿
遊
一
と
い
っ
た
日
棋
の
観
出
、

か
ら
で
あ
れ
ば
ホ
当
化
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
し
か
し
て
、
動
機
モ
デ
ル

の
卜
で
は
、
違
愈
な
選
択
徴
衣
に
募
づ
く
選
択
が
R
ハ
体
的
な
目
標
の
見
地

か
ら
止
当
化
き
れ
る
か
否
か
を
審
芥
す
べ
き
こ
と
が
帰
結
さ
れ
る
の
で
あ

る
)
こ
れ
を
概
〕
て
、
一
以
合
理
的
」
目
桜
/
具
体
的
同
悼
の
一
分
円
以
下
と

詳
し
得
ょ
う
。
注
意
す
べ
き
は
、
か
よ
う
な
具
体
的
日
棋
に
よ
る
正
当
化
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を
求
め
る
ん
n
珂
性
詐
脊
理
解
が
、

μ統
的
な
理
解
で
あ
る
7
1
統
な
日
悼
の

“m
 

k
担
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
険
相
を
異
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

な
お
、
ヨ
イ
は
、
如
L
L
の
理
論
を
実
践
的
な
地
平
に
同
き
直
し
て
、
次

の
よ
う
に
も
論
じ
て
い
る
c

す
な
わ
ち
、
争
わ
れ
て
い
る
政
府
わ
為
が
、

動
機
モ
デ
ル
の
下
に
お
け
る
合
理
作
の
査
定
を
パ
ス
す
る
り
能
性
は
、
珂

論
的
に
は
確
か
に
あ
る
。
し
か
し
、
「
反
合
町
内
的
」

H
標
で
な
い
具
体
的

円
標
を
妓
崩
し
得
る
場
介
に
あ
一
つ
て
は
、
違
憲
の
動
機
は
、
実
際
1
認
定

さ
れ
得
な
い
だ
ろ
う
}
ぞ
れ
ゆ
え
、
実
際
卜
違
背
山
の
動
機
が
認
定
さ
れ
得

る
の
は
、
可
法
に
よ
る
什
珂
性
の
芥
定
を
全
〈
パ
ス
し
な
い
よ
う
な
政
府

わ
為
に
限
ら
れ
る
ご
何
ら
か
の
ん
n
問
的
止
当
化
が
可
能
な
政
府
わ
為
に
違

窓
な
動
機
が
希
取
さ
れ
る
の
は
、
実
際
上
は
起
こ
り
得
な
い
事
態
で
あ
る
、

と
。
か
く
し
て
、
一
千
々
は
、
争
わ
れ
た
政
附
行
為
に
単
な
る
ん
口
珂
性
す
ら

認
定
さ
れ
得
な
い
よ
う
な
場
合
の
み
へ
と
、
違
小
型
な
動
機
が
胤
出
さ
れ
る

余
地
を
限
同
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
ο

ちわ

陥

一
九
七

0
1論
文
の

E
五
と
勝
点

以
上
が
一
、
J
、
の
一
九
七
つ
汗
諭
?
え
の
概
演
で
あ
る
。

お
い
て
穏
健
な
動
機
審
査
肯
定
論
を
提
唱
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
う
〕
た

問
題
ぜ
識
を
動
機
併
存
の
法
埋
へ
と
反
映
さ
せ
、
そ
の
法
埋
に
関
し
て
鋭

-rJ
が
同
論
え
に

利
で
梢
散
な
考
」
住
民
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
、
伺
い
知
れ
た
も
の
と
忠
わ

れ
る
。
以
十
で
は
、
阿
八
州
V
A
の事
門山
義
と
限
界
に
つ
い
て
考
t
祭
を
加
え
る

一
積
械
的
自
哀

ま
ず
、
一
九
七
口
年
八
叩
止
の
積
械
的
意
義
と
し
て
、
次
の
諸
ト
門
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
、

第
一
に
、
一
九
仁

O
作
論
丈
は
、
動
機
存
査
に
綾
わ
る
問
也
分
析
を
逸

民
さ
せ
、
伝
統
的
げ
鳴
を
克
服
し
、
動
機
市
脊
の
肯
定
説
を
打
ち
出
し
た
け

す
な
わ
ち
、
同
論
文
は
、
鉦
刊
為
選
択
状
川
並
び
に
裁
旦則
的
選
択
状
況
に

お
け
る
不
利
品
批
判
与
的
灰
一
分
モ
デ
ル
の
機
能
不
令
を
指
摘

L
、
動
機
寄
存

が
有
財
な
問
題
領
践
が
存
存
す
る
こ
と
を
別
川
附
し
た
。
か
よ
、
つ
な
す
論
を

通
じ
て
、

-rJ
が
完
全
な
動
機
官
官
併
疋
論
を
克
服
し
た
こ
と
の
意
義
は

大
き
い
っ
実
に
、
巴
〆
の
九
七
の
一
介
論
文
を
哨
矢
と
し
て
、
以
後
の
合

法
阿
世
法
学
界
に
お
い
て
は
動
機
帯
責
に
関
す
る
議
九
州
が
進
展
し
て
い
っ

た
の
で
あ
っ
た
。一

九
七

O
作
論
人
え
は
、
連
邦
最
前
裁
の
判
例
と
あ
る
和
度
の

盤
作
引
を
保
っ
か
た
ち
で
、
動
機
詐
存
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

す
な
わ
ち
、
不
利
，
盆
付
与
的
区
分
モ
デ
ル
が
妥
当
し
な
い
領
域
に
お
け
る

司
法
帯
存
の
あ
り
む
を
探
究
し
、
そ
こ
に
お
い
て
は
効
果
モ
デ
ル
よ
り
も

動
機
モ
デ
ル
の
方
が
判
例
に
坐
A
け
す
る
と
い
う
こ
と
が
論
一
乱
さ
れ
た
の
で

、f
J

F

一、

μバ
刈

ド

ト
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あ
っ
た
。
ま
た
、
動
機
審
査
γ

内
定
論
的
象
機
た
る

C
一
回
片
足
ロ
判
決
へ
も
配

意
し
、
穏
健
な
動
機
審
査
の
法
理
モ
デ
ル
を
構
築
し
た
の
で
あ
っ
一
た
。

約
一
に
、
決
量
的
選
択
状
況
の
分
析
に
お
い
て
需
ら
れ
た
「
反
合
理
件
」

の
ア
イ
デ
ィ
ア
も
、
非
掃
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
趣

味
の
ー
以
さ
」
一
千
「
一
般
的
制
祉
」
と
い
っ
た
「
反
合
理
的
」
目
標
に
依
日

て
六
つ
政
府
自
為
に
対
し
て
は
、
政
判
所
が
ア
段
と
目
標
の
適
合
性
併
存

を
行
お
う
と
し
て
も
、
自
ら
の
飾
他
選
析
を
対
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し

か
解
答
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
司

法
審
十
九
日
は
、
独
日
の
価
値
選
川
町
の
押
し
つ
け
に
踏
み
込
ん
で
は
な
ら
ず
、

一
介
理
性
の
有
子
、
す
な
わ
ち
争
わ
れ
た
灰
別
と
ー
止
統
な
目
標
と
の
聞

に
作
用
的
関
辿
牲
が
存
ず
る
か
併
か
の
査
定
に
け
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、

と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
一
二
可
の
議
論
に
は
、
裁
判
所
が
独
白
刊

の
例
位
選
好
を
政
治
部
門
の
そ
れ
と
対
置
す
る
こ
と
へ
の
警
戒
が
見
て
と

れ
る
ο

実
に
、
こ
の
警
戒
意
識
は
、
後
に
展
開
さ
れ
る
開
7

の
司
法
本
存

珂
品
に
お
い
て
も
、
不
変
の
過
去
〈
低
討
を
継
い
か
せ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

品
川
四
に
、
一
九
七

O
午
論
人
止
に
お
い
て
開
7

の
什
理
性
審
木
工
観
が
不
き

れ
た
と
い
、
つ
こ
と
も
、
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
υ

す
な
わ
ち
、
作
理
性

審
査
の
下
で
れ
わ
れ
る
司
法
に
よ
る
「
人
口
珂
性
の
膏
疋
一
は
、
争
わ
れ
た

区
分
と
認
存
し
得
る

H
標
と
の
川
に
合
理
的
閣
辿
性
が
保
す
る
か
否
か
を

問
、
つ
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、

石IザEノー 1

開
ケ
は
、
山
中

な
る
ん
口
田
町
性
脊
青
の
下
で
は
、
裁
判
官
は
一
日
ら
の
価
情
選
一
貯
の
対
世
に
踏

-
3
 

み
込
ん
で
は
な
ら
な
い
こ
と
を
品
じ
て
い
た
。
そ
し
て
、
動
絞
者
育
の
法

町
内
モ
デ
ル
に
あ
っ
て
も
、
専
ら
か
よ
う
な
合
理
引
審
査
に
関
連
す
る
も
の

と
し
て
組
み
1

止
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
υ

す
な
わ
ち
、
動
機
モ
デ
ル

の
卜
に
お
い
て
発
動
さ
れ
る
審
査
は
、
平
わ
れ
た
区
別
が
花
統
な
円
棋
と

ム
ロ
埋
的
関
連
特
を
有
す
る
か
否
か
を
杏
J

疋
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ

こ
に
お
い
て
提
用
可
能
な
政
府
日
標
は
「
以
介
理
的
」
日
僚
で
な
く
旦
体

的
口
棋
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
ト
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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一
難
白
残
き
れ
た
点
誕
の
幾
っ
か
に
つ
い
て

し
か
し
他
占
で
、
開
ケ
~
の
一
九
七
つ
年
論
丈
は
、
難
点
を
も
抱
え
て
い

た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
「
で
は
、
そ
の
難
凸
を
幾
っ
か
摘
一
小
す
る

こ
と
を
試
み
る
っ
た
だ
し
、
従
述
す
る
よ
う
に
、
巴
〈
の
動
機
審
査
理
論

は
、
一
九
七
ひ
干
論
正
に
お
け
る
批
点
を
克
版
す
べ
く
、
以
役
卜
人
き
く
ι生

説
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
九
七

0
1論
文
が
抱
え
て
い
た
雑
占
の
多

く
は
、
次
平
に
お
い
て
何
干
の
を
説
を
辿
っ
て
ゆ
く
際
に
一
-
l
M
比
さ
れ
る
こ

と
と
な
ろ
、
っ
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
次
章
の
た
め
の
助
走
ー
と
し
て
、
以

つ
の
点
に
つ
い
て
の
み
必
ず
る
こ
と
と
す
る
。

下
。〉

)
動
絞
概
念
の
丘
昧
内
人
む
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内
心
的
自
阿
と
治
在
的
骸
主
主

九
七
口
年
前
γ
九
が
抱
え
る
班
{
の
一
つ
は
、
動
絞
概
念
の
定
五
に
在

る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
七
心
午
論
J

へ
は
、
動
機
の
観
念
の
下
に
一
つ
の
異

な
る
指
示
対
象
を
包
九
円
さ
ぜ
て
い
た
と
解
き
れ
る
、

そ
の
つ
は
、
内
心
に
お
け
る
れ
為
占
の
意
凶
、
比
ぴ
行
為
の
背
後
に

あ
る
現
実
の
現
出
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
政
肘
行
為
の
実
際
の
理
府
が
そ
の

丈
闘
に
去
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
裁
判
所
が
そ
う
し
た
実
際
的
理
由
を
推
測

す
る
よ
う
な
場
面
で
問
題
と
な
る
。

他
方
、
一
九
七
つ
年
品
主
に
お
け
る
動
機
の
制
念
に
は
、
ま
た
別
の
指

示
対
象
が
含
ま
れ
て
い
た
と
一
U

う
べ
き
で
あ
る
ご
そ
れ
は
、
何
ら
か
の
区

別
徴
哀
の
淋
也
的
な
採
用
と
い
う
事
象
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

JHJ
長
巧
(
)

山

m

4

ニ
c
u
r
-
Z
の
事
案
を
以
て
例
一
ボ
し
得
る
よ
う
に
、
中
同
系
移
民
に
は
本

造
建
築
物
に
お
い
て
ラ
ン
ド
リ
ー
を
経
営
す
る
許
可
を
ワ
え
な
い
と
い
う

ル
1
ル
が
、
法
の
Y
人
前
ー
で
な
く
、
実
務
い
し
阿
弥
附
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
状

況
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

如
上
の
恥
実
の
理
山
内
と
潜
在
的
徴
去
は
、
結
く
た
に
さ
れ
る
べ
き
で

な
く
、
別
異
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
第
一
に
、
前
者
の
主
別
的
理
市
川
が

肝
心
的
に
勘
案
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
結
果
バ
ず
る
政
府
に
よ
る

財
の
分
配
の
結
果
は
中
守
的
で
あ
る
吋
能
性
が
あ
る
の
に
対

J

て
、
体
叫
半
引

の
潜
在
的
同
川
徴
表
が
採
肘
さ
れ
て
い
る
場
作
に
は
、
財
の
分
配
結
果
は

当
該
後
去
に
照
ら
し
て
差
別
的
な
も
の
に
な
ら
さ
る
を
得
な
い

に
、
両
者
の
孟
川
実
は
、
を
の
効
果
上
の
差
異
と
し
て
、
鮮
明
に
現
れ
る
場

合
が
あ
る
。
ま
た
、
第
一
に
、
川
川
省
は
証
明
の
方
法
が
異
な
る
。

g
E

F
2門
は
、
こ
の
証
明
方
法
の
芹
呉
を
一
般
化
し
て
論
じ
て
い
る
、
す
な

わ
ち
、
一
ん
の
沿
守
的
選
別
倣
支
は
、
政
府
行
為
の
統
計
的
パ
タ
ー
ン
か

ら
看
取
さ
れ
る
の
こ
こ
で
は
、
政
府
自
為
の
統
計
的
デ

I
タ
に
昭
ら
し
て
、

何
ら
か
の
慣
表
を
有
す
る
占
が
意
図
的
に
不
利
に
辿
さ
れ
て
い
る
か
肖
か

が
焦
{
と
な
る
。
し
か
し
他
方
の
内
心
的
且
閃
の
証
明
に
あ
っ
て
は
、
同

械
の
統
計
的
パ
タ
ー
ン
も
重
要
な
証
拠
と
な
り
得
る
も
の
の
、
証
明
の
素

材
は
こ
れ
に
限
ら
れ
な
い
{
}
内
心
的
意
M
刊
の
一
刊
明
に
お
い
て
は
、
行
為
者

の
一
六
明
や
行
為
が
お
こ
な
わ
れ
た
状
況
も
市
要
な
一
」
拠
と
な
り
得
る
の
で

あ
る
。
慨
し
て
、
内
心
的
邑
図
の
証
明
は
、
潜
存
的
徴
表
の
証
明
に
比
し

て
、
よ
り
匝
観
的
で
印
象
的
な
推
論
に
依
存
す
る
、
と
白
百
巳
は
ニ
ツ
つ
っ

か
く
し
て
、
ロ
主
主
は
、
現
実
の
理
由
と
松
町
在
的
同
別
徴
衣
と
が
別
異
化

さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
動
機
の
問
地
は
羽
実
の
埋
市
川
の
問
題
に
の
み

係
る
も
の
と
定
住
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
論
じ
、
開
7
の
一
九
七
心
作
論
人
え

に
対
し
て
い
ち
早
く
批
判
を
加
え
た
の
で
あ
っ
た
り

か
よ
う
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/。、
¥ノ

回
目
巳
の
分
析
概
念
枠
組

な
お
、
そ
の
ロ
宍
己
は
、
動
機
概
念
の
ら
片
山
昧
理
解
に
関
連
し
た
概
念
盆
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珂
を
、
よ
り
休
系
的
に
行
っ
て

ま
ず
、
白
号
戸
は
、
法
分
析
を
行
う
際
の
典
型
的
モ
デ
ル
と
し
て
、
法

の
構
成
山
菜
を
、
「
通
用
し
と
い
る
ル

l
ル

(25出丹
=
t
E土
」
、
「
H

標
(
な
い
し
判
的
)
(
0
σ
-
Z
Z
2
(
0
こ
vz句
。
足
)
)
」
、
「
効
果
(
な
い
し
帰

結
あ
る
い
は
影
響
)
(
己

h
R
E
(ミ
2
5
2
5
-
Z
E
E
-
E
n
E
)ご
の
一
一
一

つ
に
分
解
す
る
。
通
用
し
て
い
る
ル

l
ル
と
は
、
法
的
権
利
義
務
に
係
る

一
般
化
さ
れ
た
指
令
の
こ
と
む
あ
る
。
そ
し
て
、
通
崩
し
て
い
る
ル
ー
ル

に
は
叩
に
目
標
を
占
せ
る
こ
と
が
で
き
る
}
ま
た
、
通
用
し
て
い
る
ル

ル
は
、
事
実
状
態
に
何
ら
か
の
変
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
意
味
で
、
効
果

を
発
生
き
せ
る
効
呆
は
、
円
棋
と
同
一
で
あ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
ぞ
う

で
な
い
均
台
(
意
凶
せ
さ
る
効
果
)
も
あ
る

1
3仙
の
よ
う
に
、

F
2丹
は
、
通
用
し
て
い
る
ル

l
ル

-
H標
・
効
果

の
ト
リ
コ
ト
ミ
ー
を
は
分
析
の
山
別
的
相
限
点
で
あ
る
と
す
る
が
、
〕
か

し
他
方
で
、
こ
の
典
到
に
当
亡
は
ま
ら
な
い
も
の
も
あ
る
と
論
ず
る
ο

そ

れ
は
、
端
的
に
一
い
え
ば
、
ル
ー
ル
に
着
服
す
る
こ
と
が
不
同
能
な
場
合
で

あ
る
〔
そ
の
泌
が
、
一
通
刷
し
て
い
る
基
準

(
O匂

2
巳
=
o
E
号
E
m
)
」

に
基
っ
く
判
断
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
哩
山
さ
れ
る
べ
き
法
的
帰
結
が
一
義

的
に
は
指
示
き
れ
ず
、
主
帽
す
べ
き
諸
公
表
を
踏
ま
え
た
卜
で
判
断
が
下

さ
れ
る
よ
う
な
状
況
を
ニ
ハ
い
、
い
わ
ゆ
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
基
っ
く
判
断

を
指
す
。
ま
た
、
そ
の
約
一
は
、
何
ら
ル

1
ル
や
た
準
に
た
ワ
か
ず
に
ア

る

ド
E

ホ
y
ク
に
判
断
が
さ
れ
る
状
泌
で
あ
る
c

こ
の
ア
ド
・
ホ

y
ク
な

判
断
と
は
、
決
定
作
成
者
が
判
断
の
際
に
依
拠
す
る
理
内
の
附
が
肌
制
約

に
広
が
っ
て
い
る
よ
う
な
状
況
を

H
f休
す
る
。
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E
2旦
は
、
通
用
し
て
い
る
ル

l
ル
で
あ
り
、
か
つ
法
の

主
一
六
上
に
現
れ
て
い
な
い
滞
在
的
な
も
の
は
、
滞
在
的
な
円
払
や
恭
平
な

い
し
理
府
と
は
異
な
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
動
機
者
杏
を
、
出
存
的
な
ル
ー

ル
は
何
か
と
い
う
問
題
で
は
な
く
、
い
か
に
し
て
決
定
が
な
さ
れ
た
か
の

問
題
に
係
る
も
の
と
主
併
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
動
絞
審
膏
は
、

決
定
作
成
長
が
考
躍
し
た
目
的
や
慕
准
な
い
し
理
府
を
統
御
す
る
も
の
と

L
て
位
同
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る

そ
の
上
で
、

z 

iL以
よ上
q 0) 
もロ

←t 

f育 2
績の
に叩 Wlf 

i~ 公

ヲ手
?ぞ理
主は
111 
村L 同

組ど
をの
J呈
理九
:七
匂(

も〕
の 年γ、
と f
HJ ~ 
L斗、 J

わ一二
?一心

ドワ
'" 

戸
一
)
非
通
情
審
査
と
動
隊
審
査
の
連
関
に
つ
い
て

九
七
〈
〉
年
論
文
の
抱
え
る
お
一
の
難
点
は
、
動
機
高
官
と
非
通
1
U

巾
審

存
と
の
連
関
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
か
と
い
、
つ
問
題
に
係
る
ご
す
な
わ
ち
、

先
に
見
た
通
り
、
一
九
七
心
年
九
州
!
え
が
従
不
し
た
動
機
モ
デ
ル
は
、
専
ら

中
な
る
合
理
件
審
査
と
の
辿
関
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
で
は
、
非

通
常
帯
存
と
の
連
関
に
お
い
て
は
、
動
機
モ
デ
ル
は
い
か
に
ぶ
ら
れ
て
い

た
だ
ろ
う
か
。
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九
ヒ

O
年
拍
止
に
お
い
て
訓
通
常
詐
脊
が
登
場
す
る
の
は
、
基
本
的

権
利
の
法
理
と
疑
わ
し
い
包
別
の
法
坦
の

4版
に
お
い
て
で
あ
る
。

ま
ず
、
一
九
七
つ
年
品
?
え
が
理
肝
す
る
と
こ
ろ
の
両
法
理
の
適
用
組
域

に
ワ
い
て
伴
認
す
れ
ば
、
一
方
の
基
本
的
権
利
の
法
理
は
、
不
利
益
付
守

的

K
八
刀
モ
デ
ル
の
み
な
ら
ず
、
動
機
モ
デ
ル
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
も
の

と
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
動
機
モ
デ
ル
の
卜
で
中
な
る
合
理
性
審
査
が

発
動
さ
れ
る
場
介
も
、
被
制
約
法
論
が
基
本
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
非
通
市

審
査
が
発
動
さ
れ
る
}
他

h
、
疑
わ
し
い
区
別
の
法
理
は
、
動
機
モ
デ
ル

に
お
い
て
は
妥
当
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
既
わ
し
い

区
別
の
法
型
が
適
刷
き
れ
る
の
は
、
人
括
判
生
?
を
徴
去
と

L
て

μ八
刀
を
行
っ

て
い
る
こ
と
が
、
法
の
丈
附
L
[

明
示
さ
れ
て
い
る
ぬ
ん
門
の
み
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
た
。

で
は
、
両
法
理
の
下
に
お
け
る
非
通
常
審
査
の
態
械
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
仙
き
山
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

結
論
か
ら
百
え
ば
、
九
七
〈
〉
年
論
丈
は
、
こ
の
い
円
山
に
閑

L
て

l
分
に

論
じ
き
れ
て
い
な
い
と
ニ
ハ
う
べ
き
で
あ
る

f

そ
し
て
、
こ
の
論
述
の
薄
さ

は
、
と
り
わ
け
疑
わ
し
い
区
別
の
法
坦
に
お
い
て
顕
非
で
あ
る
υ

¥
ノ

/

¥

 

州
円
以
理
の
川
村
ハ
川
の
不
明
性

ま
ず
、

一
九
七
口
年
九
州
正
に
は
、

両
法
到
の
ー
で
の
非
通
常
審
査
を
大

川町

ま
か
に
一
百
い
表
し
た
箇
所
が
あ
る

n

す
な
わ
ち
、
一
九
七
口
利
論
文
は
、

疑
わ
し
い
い
別
の
法
坦
を
詳
し
て
、
「
何
ら
か
の
H
E

味
で
や
む
に
や
ま
れ

ぬ
」
持
者
を
求
め
る
も
の
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
基
本
的
梓
利
の
法
町
内

に
つ
い
て
も
「
『
や
も
に
や
ま
れ
ぬ
』
見
地
」
か
ら
の
掠
認
を
要
請
す
る

も
の
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
向
者
と
も
「
一
千
む
に
や
ま
れ
ぬ
」
と
い
う
形

谷
が
肘
い
ら
れ
、
両
者
の
異
同
を
H
Z

識
し
た
害
か
れ
克
と
な
っ
て
い
な
い

よ
う
に
も
凡
て
と
れ
る
。

疑
わ
し
い
同
別
の
法
理
の

rに
お
け
る
口
的
審
査
に
関
す
る
論
述
の

三
日ot
 

次
に
、
非
通
片
山
審
査
に
お
け
る
日
的
審
査
に
関
す
る
巴
》
一
の
論
述
を
見

、u
o
y
 ま

ず
、

開

7

の
九
七
心
刊
論
文
は
、

小
利
耕
付
与
的
灰
分
モ
デ
ル
に

関
し
て
論
じ
た
文
帳
の
な
か
で
、
認
容
し
旭
川
る
目
的
を
限
定
す
る
干
法
に

っさ」、

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
辿
邦
最
高
裁
が
コ
ン
セ
ン
サ
ス
ー
と
し
て
、
成
い
は
愈
法
典
が
命
じ

る
と
こ
ろ
の
優
越
的
価
値
判
断
と
し
て
辿
叩
最
古
裁
が
看
倣
す
も
の
を

参
照
す
る
こ
と
を
通

ν
て
法
的
に
認
作
し
得
る
口
悼
の
部
州
酬
を
、
一

般
的
制
祉
の
促
進
よ
り
も
何
ら
か
の
形
で
狭
く
限
定
す
る

T
法
に
悶

L
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りて
も、
なr 却、
L 、竺は
」。附

ルフ

か

十
分

拍
き
切
れ
ーC
L、
な
し通

し

評
価
←「
る
つ
も

こ
の
乙
附
は
、
指
示
対
象
を
訓
通
常
併
存
の
み
に
置
い
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
不
利
益
付
守
的
包
分
モ
デ
ル
の
下
に
お
け
る

H
的

存

存

般

に

つ
い
て
布
っ
て
い
る
υ

し
か
し
、
慕
本
的
権
利
の
法
理
の
下
に
お
け
る
け

的
審
存
に
閲
し
て
は
、
ぷ
員
定
数
不
均
衡
訴
訟
に
妥
当
す
る
刊
例
法
理
と

の
閣
辿
で
、
一
九
七
円
一
年
論
文
で
も
あ
る
程
度
描
き
山
さ
れ
て
い
た
(
参

照
、
本
章
第
一
節
二
)
)
。
引
同
士
巾
の
「
優
越
的
価
値
判
断
」
と

は
こ
れ
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
ご

L
か

L
他
ん
で
、
疑
わ
し
い
区

別
の
法
坦
と
の
関
係
で
は
、
か
よ
う
な
目
標
限
定
の
「
法
に
つ
い
て
は
、

皆
口
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
、
動
機
モ
デ
ル
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
丈
脈
を
忽
起
す
る
と
、
動
機

モ
デ
ル
は
専
ら
通
%
の
什
剤
性
申
計
十
へ
H
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
ο

す

な
わ
ち
、
「
民
合
即
的
一
日
標
と
具
体
的
日
標
の
ハ
刀
法
に
依
拠
し
て
、

動
機
モ
デ
ル
の
下
で
発
動
さ
れ
る
合
理
作
審
査
の
態
械
が
描
き
出
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
っ
た
ο

し
か
し
他
占
で
、
疑
わ
し
い
法
理
は
、
動
機
モ
デ
ル

に
全
く
関
連
し
な
い
も
の
と
依
置
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
疑
わ

し
い
法
埋
の
下
に
お
け
る
日
的
存
古
川
の
態
枚
は
、
不
利
抗
付
与
的
灰
一
分
モ

デ
ル
の
文
脈
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
動
機
審
査
モ
デ
ル
の
文
脈
に
お
い

て
も
、
語
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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疑
わ
し
い
法
理
の
卜
に
お
け
る
司
法
審
査
を
一
九
七

0
1論
文
は
い

か
に
珂
解
し
て
い
る
の
か
つ
の
読
併
の
試
み

以
上
の
通
り
、
一
九
じ
り
年
八
州
I

え
は
、
疑
わ
し
い

K
別
の
法
即
の
「
に

お
け
る
司
法
審
棄
の
態
係
に
関
し
て
、
ー
分
に
描
き
切
れ
て
い
な
い
と
詳

す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
ヒ
ロ
年
必
ー
か
ら
、
何
牙
の
疑
わ
し
い

区
別
の
法
理
に
関
す
る
理
解
を
、
可
能
な
限
り
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な

い
だ
ろ
う
か
。

一
九
六
九
年
ハ

1
ヴ

7
1
ド
デ
ィ
ヴ
エ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ツ

そ
の
第
一
の
干
掛
か
り
は
、
九
七
〈
〉
年
論
正
が
非
通
常
存
十
九
刊
に
闘
し

て
必
ず
る
際
に
参
出
ー
し
た
、
一
九
六
九
刊
に
ハ

l
ヴ
ァ

l
ド
・
ロ

l
・
レ

ヴ
コ

1
に

掲

載

さ

れ

た

肘

名

ノ

1
ト
、
ュ
ロ

2
〔

TV]ご
門
戸
〔
戸

E
E
F
一丈

一
信
者
一
五

E
-
?
2
2
5
=
z
(幻
卜
、
「
九
六
九
年
ハ

l
ヴ
ァ

l
ド

デ

ィ

ヴ
ェ
ロ
ソ
プ
メ
ン
ツ
」
と
称
す
る
)
の
必
述
で
あ
る
川
論
文
は
、
学
生

の
「
に
よ
る
ノ

1
ト
の
う
ち
今
ま
で
で
最
も
引
附
さ
れ
た
も
の
の
つ
で

あ
り
、
ウ
ォ
レ
ン
・
コ

l
ト
に
お
け
る
午
等
保
忍
裁
判
例
に
関
す
る
当
同

戸川
町
、
一

の
浬
併
を
象
徴
し
て
い
る
と
も
評
さ
れ
て
い
る
ご

そ
の
一
九
六
九

1
ハ
1
ヴ

7
1
ド
・
デ
ィ
ヴ
工
ロ
ソ
ブ
メ
ン

y
に
よ
れ

i 



ば
、
疑
わ
し
い
灰
別
の
法
問
に
お
け
る
訓
通
常
詐
青
は
、
全
則
的
で
な
い

正
統
な
門
的
の
審
企
、
代
替
的

T
段
に
畑
山
ら
し
た
手
段
の
必
要
刊
の
存
十
九
日
、

利
佐
山
間
量
の
一
つ
の
要
素
か
ら
成
る
も
の
と
さ
れ
る
。
同
様
に
、
基
本
的

権
利
の
法
理
に
お
け
る
非
通
常
詐
弁
も
、
代
替
的
手
段
に
照
ら
し
た
手
段

dm〕

の
必
民
性
の
審
査
と
、
利
話
術
門
且
と
に
よ
ワ
て
成
る
も
の
と
さ
れ
る
。
こ

こ
で
者
限
す
べ
き
は
、
両
小
刀
の
司
通
常
併
存
と
も
、
利
持
衛
門
単
に
係
る
も

の
と
さ
れ
て
い
る
内
で
あ
る
。
こ
こ
に
利
話
術
量
と
は
、
争
わ
れ
て
い
る

政
附
行
為
が
達
成
す
る
公
共
的
利
訴
と
当
設
政
府
行
為
に
よ
っ
て
制
約
さ

れ
る
私
的
利
訴
と
を
比
較

L
、
そ
の
重
み
に
お
い
て
ど
ち
ら
が
卜
回
る
か

lohl】 IIartElyの動機存査埋論の生成と民間 (1( 

を
決
す
る
判
断
方
法
で
あ
る

こ
こ
で
、
か
よ
、
つ
な

般
的
分
析
が
、
例
々
の
裁
判
例
に
よ
っ
て
ど
の

よ
う
に
裏
付
け
り
れ
て
い
る
か
を
瞥
見
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
本
稿
の
問

題
意
識
に
出
ー
ら
し
て
、
疑
わ
し
い
区
別
の
は
浬
に
係
る
一
つ
の
裁
判
例
に

つ
い
て
、
一
九
ハ
九
年
ハ

1
ヴ
ァ

1
ド
・
デ
ィ
ヴ
ヱ
ロ

y
プ
メ
ン
ツ
が
い

か
に
珂
解
し
て
い
た
か
を
兄
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る

品
川
の
裁
判
例
は
、
一
九
川
四
刊
の
問
。
百
戸
戸
川
区
切
戸
:
円
E
F
O込
山

E
戸

O切

で
あ
る
、
こ
れ
は
、
第
一
次
大
戦
中
に

H
系
人
を
収
存
川
に
強
制
的
に
隔

離
し
た
平
の
わ
為
の
合
憲
判
が
争
わ
れ
た
事
業
で
あ
る
。
か
よ
う
な
事
案

に
対
し
、
連
邦
最
高
裁
は
、
中
一
の
人
稀
民
間
の
権
利
を
制
約
す
る
政
府

れ
為
は
疑
わ
し
い
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
べ
き
と
し
、
こ
れ
を
「
最
も
精
管

な
い
芥
査
(
目
。
巳
=
担
。
月
門
戸
ロ
ロ
イ
)
」
に
服
せ
し
め
る
べ
主
と
し
た
。
た
だ
し
、

こ
の
市
査
の
下
に
お
い
て
も
、
「
切
迫
し
た
公
共
的
必
史
(
【
ご

2
2
Z

E
r
-
-
n
コ
2
2
2
3
)
」
の
援
問
に
よ
っ
て
当
該
政
府
行
為
が
T
I
当
化
さ
れ

る
余
地
は
あ
る
と
さ
れ
た
c

そ
し
て
、
連
邦
民
高
裁
は
、
日
系
人
の
み
を

強
制
隔
離
さ
せ
る
と
い
う
平
の
判
断
を
無
根
拠
と
論
断
す
る
こ
と
は
、
舎

な
く
と
も
戦
時
に
お
い
て
は
で
き
な
い
、
と
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
の
こ
の

問。

2
日
巳
=
判
決
に
関
し
て
、
一
九
六
九
年
ハ

l
ヴ
ア
ト
・
デ
ィ
ヴ
ヱ

ロ
ッ
プ
メ
シ
ツ
は
、
利
益
街
量
を
行
っ
た
上
で
合
芯
判
断
を
「
し
た
も
の

と
理
解
す
る
。
す
な
わ
色
、
戦
時
中
に
ス
パ
イ
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
に

よ
る
ア
メ
リ
カ
牡
会
へ
の
リ
ス
ク
へ
の
大
き
さ
が
、
緊
包
で
一
時
的
な
人

種
隔
離
に
よ
っ
て
日
系
人
が
依
る
肘
仕
の
山
出
へ
の
制
約
を
正
当
化
す

る
、
と
の
判
断
を
行
っ
た
も
の
と
し
て
、
同
判
決
を
理
解
す
る
の
で
あ
る

b

mr 

品
川
一
の
裁
判
例
は
、
一
九
ハ
同
年
の
区
内
「
Eぬ
E
E
J
~

己
o
=
E
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
川
県
八
人
種
間
婚
姻
カ
y
プ
ル
の
同
校
を
い
会
じ
た
刑
剖
法
規
の

合
憲
性
が
下
わ
れ
た
事
楽
で
あ
る
r
t
t
~
主
君
裁
判
官
的
干
に
よ
る
多
数

E
凡
は
、
問
。
円
。
巳
巳
切
に
判
決
を
引
き
な
が
ら
、
人
稀
に
基
づ
く
区
別
は

疑
わ
し
い
も
の
と
看
怖
さ
れ
、
「
H

取
も
特
世
な
詐
全
」
に
服
す
る
こ
と
を

論
じ
た
{
ま
た
、
多
数
意
見
は
、
こ
こ
で
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
人
種
に
志

北it61(1. 185) 18;5 
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石IザEノー 1

更
に
、
多
数
自
兄
は
、
人
稀
に
基
づ
く
区
川
は
、
「
認
容
さ
れ
得
る
州
政

策
の
達
成
に
と
っ
て
、
単
に
合
理
的
に
関
連
す
る
の
み
な
ら
ず
、
必
却
で

一向

あ
る
限
り
で
」
作
世
と
判
断
さ
れ
る
と
も
論
じ
て
い
た
。
か
よ
う
な
判
断

枠
組
に
則
り
、
多
数
意
見
は
、
苧
わ
れ
た
刑
罰
法
規
を
違
愈
と
判
じ
た
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
判
決
に
つ
い
て
も
、
九
六
九
年
ハ

1
ヴ
ァ

1
1

デ
ィ

ヴ
ェ

U

y
ブ
メ
〆
ツ
は
、
利
持
衡
岡市
に
踏
み
込
ん
だ
も
の
と
し
て
吸
っ
て

L
るバ開

グ
の
九
七
口
年
論
え
が
、
基
本
的
権
利
の
法
理
に
お
い
て
は
裁
判

官
が
「
優
越
的
価
値
判
断
」
に
断
み
込
も
と
担
握
し
て
い
た
こ
と
は
先
に

見

た

そ

L
て
、
上
記
の
一
九
六
九
年
ハ

l
ヴ
ァ

l
ド
・
デ
ィ
ヴ
エ
ロ
ッ

プ
メ
ン

y
か
ら
す
る
と
、
基
本
的
権
利
の
法
理
の
み
な
ら
ず
、
疑
わ
し
い

区
引
の
法
理
に
お
い
て
も
、
利
益
保
問
量
が
れ
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

同

7

の
一
九
じ
の
一
介
諮
問
丈
が
疑
わ
し
い
い
別
の
法
抑
を
か
州
〕
る
際
に
一
九

六
九
年
ハ

1
ヴ
ァ

1
ド
・
デ
ィ
ヴ
J

ロ
ッ
プ
メ
ン

y
の
こ
の
部
分
を
参
照

し
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
的
一
r
す
が
、
か
よ
う
な
利
益
衡
〕
且
を
入
門
む
疑
わ

し
い
区
別
の
法
理
制
に
、
さ
ほ
ど
の
違
和
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を

抗
知
さ
せ
る
。

μ

点
る
脚
注

た
だ
し
、
こ
こ
か
ら
何
プ
の
一
九
七
心
汁
論
止
が
、
利
益
街
量
を
含
む

疑
わ
し
い

μ川
町
法
珂
制
刊
を
保
っ
て
い
た
と
拍
附
す
る
こ
と
は
、
甲
引
に

過
ぎ
る
と
い
う
の
も
、
一
九
七
心
午
前
止
は
、
点
る
脚
注
に
お
い
て
、

疑
わ
し
い
区
別
の
は
埋
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
請
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

北法61U . 186) 186 

る

「
例
え
ば
、
も
し
、
司
法
府
が
f

え亡
U
V
旬
を
投
票
か
ら
排
除
し
た
い
と
考

え
て
お
り
、
そ
し
て
途
轍
も
な
い
愚
か
者
で
あ
る
が
、
行
政
ト
の
便

五
に
つ
い
て
真
正
日
に
願
膚
し
た
が
ゆ
え
に

E

黒
人
-
こ
そ
が
、
排
除

し
た
い
諸
何
人
の
部
類
を
摘
〈
上
で
適
切
な
近
追
を
成
す
と
決
定
し
た

場
合
、
連
邦
段
両
裁
は
、
即
座
に
か
つ
迫
切
に
、
当
該
法
を
無
効
と
す

る
だ
ろ
、
っ
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
!
芸
は
は
、
丈
育
者
に
投
票
権
を
ι
J
え
な

い
と
い
う
認
容
し
得
る
目
標
に
照
ら
し
て
、
悲
惨
な
ほ
ど
に
過
大
包
摂

的
か
つ
過
小
包
棋
的
で
あ
り
一
た
か
ら
で
あ
る
ご
実
に
、
連
邦
最
高
裁
の

私
権
剥
省
J

平
過
度
広
汎
引
の
理
論
と
明
ら
か
な
連
闘
を
有
す
る
こ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
は
、
連
邦
段
高
裁
に
お
け
る
生
成
途
中
の
概
念
た
る

『疑
わ

し
い
区
別
-
に
着
せ
得
る
最
も
的
碓
な
H
E

昧
を
示
峻
し
始
め
て
い
る
よ

う
に
、
私
に
は
見
受
け
ら
れ
る
。
か
く
し
て
、
違
憲
の
動
般
の
疑
い
が

全
く
畑
、
い
場
合
に
あ
っ
て
も
、
法
が
起
H

け
弔
さ
れ
た
文
言
は
、
そ
れ
が
十

分
な
具
体
昨
を
有
す
る
v
d
h
b
吋
能
な
目
標
と
の
過
什
円
を
何
ら
有
し
な

い
と
い
う
閣
内
出
を
以
て
、
当
該
法
を
証
一
効
化
す
る
も
の
と

ν

て
機
能
し



へ時一

得
る
の
で
あ
る
c

」
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こ
の
脚
、
凶
は
、
疑
わ
し
い
同
別
の
法
理
の
卜
に
お
け
る
非
通
市
審
査
に

つ
き
、
干
段
の
介
理
的
関
辿
性
を
厳
密
に
存
定
す
る
こ
と
を
烹
限
に
置
く

も
の
ト
と
し
て
描
き
山
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
、
政
府

H
標
の
優

越
性
の
審
査
、
す
な
わ

4
政
府
利
訴
と
桐
人
的
利
訴
と
の
衛
門
単
を
山
間
日
と

す
る
疑
わ
し
い
灰
別
の
法
問
観
と
い
う
よ
り
も
、
手
段
の
適
九
円
性
審
ト
立
を

上
山
間
に
世
く
疑
わ
し
い
法
剤
観
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

こ
の
脚
、
正
と
、
先
の
ハ

1
ヴ
ァ

1
ト

デ

ィ

ヴ

ェ

ロ

y

プ
メ
ン
ツ
へ
の

参
照
と
を
如
何
に
併
せ
読
む
か
は
、
静
組
で
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
、
一

九
七
心
年
九
州
主
に
お
け
る
巴
v
~
が
、
疑
わ
し
い
区
別
の
法
理
の
下
で
の
審

存
を
明
確
な
形
で
描
き
き
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
…
次
肯
で
見
る
よ
う
に
、
疑
わ

ν

い
一
似
別
の
円
以
理
の
卜
に
お

い
て
、
利
益
街
量
に
踏
み
込
む
の
か
、
踏
み
込
む
と
し
て
も
ど
の
よ
う
な

形
で
利
椛
衡
量
を
行
、
つ
の
か
と
い
う
問
題
系
は
、
後
に

-
Z
の
頭
を
悩
ま

せ
、
動
機
存
古
川
理
論
研
究
の
つ
の
一
十
也
、
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、

一
九
七
口
年
論
!
え
に
お
け
る
開
ケ
は
、
未
だ
こ
の
間
川
日
系
に
深
く
1
4
ち

入
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

で
は
、
な
ぜ
す
ち
人
ら
な
か
っ
た
の
か
…
そ
の
即
出
を
示
峻
す
る
の
が
、

右
の
引
用
丈
中
に
お
い
て
、
疑
わ
し
い
同
川
の
法
珂
に
つ
き
「
生
成
途
中
」

と
い
う
形
存
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
つ
い
凶
し
は
、
疑
わ

し
い
包
別
の
法
坦
に
お
け
る
手
段
者
育
の
態
燥
を
断
ニ
川
す
る
こ
と
を
、
あ

た
か
も
同
避
す
る
が
劃
く
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
脚
刊
の
末
尾
の
節
か
ら
は
、
更
に
も
う
つ
の
こ
と
が

示
唆
さ
れ
る
。
そ
れ
は
一
九
七
心
年
論
I

え
に
お
け
る
開
プ
~
が
、
動
機
併
存

と
疑
わ
し
い
区
別
の
リ
ル
埋
と
の
聞
の
連
聞
を
、
九
く
隔
絶
さ
せ
て
理
解
し

て
い
る
可
能
仲
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
脚
、
正
の

k
d例
に
お
い
て
、
止
法
府
の
動
機
は
正
日
統
な
も
の
で
あ
る
と
仮
定
さ
れ

て
い
る
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
!
誠
事
例
は
凝
わ

L
い

μ川
の
法
珂

を
以
て
違
憲
と
判
ぜ
ら
れ
る
べ
き
と
き
れ
る
の
で
あ
る
ご
こ
の
仮
設
例
は
、

一
九
七
心
九
論
文
に
お
い
て
、
疑
わ
し
い
区
別
の
法
埋
と
動
機
併
存
と
が
、

何
ら
辿
関
を
欠
い
た
そ
れ
ぞ
れ
別
伺
独
山
の
審
査
態
禄
と
し
て
珂
解
さ
れ

て
い
る
可
能
昨
が
あ
る
こ
と
を
一
ボ
峻
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
…
こ
の
点

は
、
本
稿
の
序
章
で
計
干
一
六
止
し
た
よ
う
に
(
参
照
、
序
丹
市
第
節
一

(
一
ご
、
九
八
口
年
の
時
点
に
お
け
る
一

rq
が
疑
わ
し
い
ば
引
の
法
珂

を
動
機
審
査
の
環
と
し
て
珂
解
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
些
一
か
奇

異
で
あ
る
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、

一
九
七
口
年
品
正
の
時
点
に
お
け
る
一

rq
は
、
疑
わ

し
い

μ別
の
法
埋
に
関
す
る
考
察
を
、

分
に
者
諸
め
き
れ
て
い
な
か
っ
一

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。



石IザEノー 1

括

以
上
に
論
じ
た
如
く
、
一

λ
七
つ
午
論

4
は
、
動
捜
概
念
の
青
山
味
内
在

の
不
明
性
や
、
疑
わ
し
い
区
別
の
法
埋
の
下
に
お
け
る
存
青
に
関
す
る
州

出
の
不
完
全
作
な
ど
と
い
っ
た
点
を
合
的
、
多
く
の
班
点
を
残
す
も
の
で

あ
っ
た
の
次
の
第
一
章
で
論
じ
る
よ
う
に
、
司
寸
は
こ
れ
ら
の
難
点
を
察

知
し
、
こ
れ
ら
を
川
心
服
す
べ
く
、
い
ら
の
動
機
詐
青
理
論
を
改
鋳
し
て
ゆ

く
。
と
り
わ
け
、
一
九
七
口
年
論
文
公
ぷ
絞
の
開
7

は
、
疑
わ
し
い
包
別

の
法
珂
に
関
す
る
課
題
に
、
即
座
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
る
。
そ
の
後
、

変
説
を
遂
げ
た
後
の
巴
ν~

は
、
一
九
七
心
作
論
I

え
を
回
顧
し
て
、
同
論
人
え

は
「
被
害
者
の
侃
点
(
三
三

E
℃

2
4
2
E
2ご
か
ら
「
犯
罪
者
の
視
点

(
E
-
2
3
Z「
胃

Z
E
2
2芝
一
へ
山
か
う
「
緩
や
か
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
・

一川

、
ン
フ
ト
」
の
第
歩
で
あ
っ
た
、
と
詳
〕
て
い
る
っ
実
に
、
一
九
七

O
年

論
文
公
衣
以
降
、
巴
〉
は
、
動
機
審
査
の
基
礎
河
九
州
と
な
る
政
治
的
プ
ロ

セ
ス
珂
論
に
つ
い
て
考
究
し
、
か
つ
動
陣
内
審
査
に
纏
わ
る
裁
判
以
埋
に
つ

い
て
も
洗
棟
を
加
え
て
ゆ
く
そ
し
て
、
一
九
七

0
1論
文
に
九
円
ま
れ
て

い
た
「
被
士
者
」
が
害
悪
を
と
の
よ
う
に
受
け
た
か
を
問
う
可
法
審
査
珂

論
の
残
拝
を
除
よ
し
、
「
犯
罪
者
一
(
政
治
わ
政
部
門
)
が
ど
の
よ
う
な
涜

因
に
某
つ
い
て
財
の
分
配
を
行
っ
た
か
を
問
、
つ
斗
は
存
弁
理
論
へ
と
、

j

一同

ら
の
閣
内
論
な
ら
び
に
裁
判
法
理
問
を
純
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
υ

次
の
第

一
白
ー
で
は
、
こ
の
「
緩
や
か
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
-
シ
フ
ト
」
の
前
期
ょ
を
追
う
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こ
と
に
し
ょ
、
つ
、

(
1
)
司
問
。
♀
同
町
一
一
E
℃
戸
H
j
c
u寸
守
、

v
p
E
(
)亡
、
民

h
主
判
。
目
泊
二
三
E
E
'
N
3

」

C
A
「刀

Z

〉]()「円、河口〉]凶斗
A
U
『ロ
m
-
D
3
-
ω
-
ω
出

(
N
G
C
-
)

(
2
)
]
Oニ
4
Z
Z
一
何
三
句
【
)
二
5
2
2
4
〉ア

}
V
E
-
-
E一三
(
H
C

∞C
)

(

幻

下
、
何
日
「
H
3
お
(
)
)
と
引
用
す
る
υ
)

邦
出
ー
と
し
て
、
ジ
ョ
ン

ハ
l
ト
・
ィ
リ
ィ
(
佐
藤
羊
治
・
川
市
川
茂
£
訳
)

a
川
氏
士
玉
五
と

司
法
存
査
-
[
一
九
九
心
]
が
在
る
じ
な
お
、
本
一
制
に
お
け
る
阿

古
的
引
用
は
、
原
古
よ
り
わ
う
。

(
3
)
何
グ
坦
論
が
山
ら
れ
て
き
た
諸
問
題
地
平
に
つ
き
鋭
利
な
分
析

を
提
示
す
る
論
与
と
し
て
、
土
井
由
ハ
「
司
法
高
杏
の
民
ー
+
主
義

的
片
当
性
と

a
憲
法
の
観
念
手
続
的
司
法
審
杏
理
論
の
小
型
法

的
地
平
|
」
(
米
沢
広
ほ
か
編

『佐
け
路
、
十
治
先
生
浬
暗
記
念
現

代
げ
志
十
誕
と
司
法
権
』
[
一
九
九
八
]
百
十
五
一貝
幻
|
)
が

ιる
J

(
4
)
松
川
戊
ぷ
「
阿
民
主
権
原
珂
と
世
法
v
干
」
(
山
14
内
靖
ほ
か
編
『川h

波
講
座
朴
会
科
学
の
方
法
抗
日
巻
社
会
科
干
の
方
法
』

「

九

九
己
白
川
以
卜
)
三
三
頁
ο

(
5
)
参
問
、
松
川
茂
記

a
一
市
の
基
準
論
』
「
九
九
凶
」
一
一
一
凶
一

同
七
頁
、
川
一
な
ぜ
立
需
品
主
衣
は
正
当
化
さ
れ
る
の
か
・
下
」
は

同
七
一
巻
八
号
六
頁
以
下
[
一
ひ
っ
ニ

r
ハ
カ
七
員
。

(
6
)
志
一
回
、
長
谷
部
恭
男
「
政
治
過
程
と
し
て
の
違
愈
詐
十
九
J

ジ
之
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リ

一
O
三
七
り

O
三
一一
只
[
九
九
凶
]

O
四
1
0
内
頁
e

(7)
参
問
、
長
谷
部
恭
男
『比
較
不
能
な
伺
仙
の
迷
路
工

0
0
0
]

阿
一
同
四
員
。
な
お
、
ぷ
伯
作
部
は
、
本
主
に
紺
介
し
た
「
珂

論
的
な
論
点
」
と
と
も
に
、
「U氏
子
政
と
の
閥
速
で
裁
判
官
が
果

た
す
べ
き
だ
と
さ
れ
る
役
割
を
、
一
文
際
に
裁
判
仰
い
が
来
た
し
う
る

の
か
、
そ
し
て
実
際
に
果
た
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
一
経
験
レ

ベ
ル
の
論
点
」
に
も
論
及
し
て

い
る
戸
参
照
、
同

・

四
ー
ハ
ー
同

八
民
)。

(
8
)
Q
2
-Z

F

E
-
-
E
4
J
4
2
c
E
言
「

F

日
U
H
H
@

3
2
辺国

(戸唱曲
N
)

完
=
門戸ヨバH
Z

町山
=。
ロ
HA

円。志
向駒内哨司尽なぜ

"
H
W

『円。PAU2
司一Mm
e

コ
ミ
c
-一辺
久

n
V
5
Z
主
主
E
h
p
h
ミ
Y
Z
E
RNF
H
{}{)
Z
E
〈
F
国
π
〈

-
-
∞

由

一

M
M
J1
白

∞

(
一
也
∞
叶
)

(
9
)
棟
居
快
行
.
憲
法
学
再
論
「
[
一

C
C
二
一

九
凶
良
c

(叩
)
参
照
、
必
井
茂
記

「違
憲
審
存
非
準
論
L

(

大
白
山県
H

心
川
健

J

泊
編
.
ジ
ヱ
リ
増
刊

新

法

律
学
の
宇
ト円

ン
リ
i
ズ

一
憲
法
の

争
点
L

「一
O
O八
」
一
八
一
貫
以
下
)

一人

頁
)。

(
H
)
参
照
.
松
川

-
前日汗
5
・
三
の
六

一
七
向
ハ。

(ロ
)
な
お
、
巴
%
の
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
理
論
は
、
諸
国
家
機
闘
の
適

性
に
応
じ
た
他
限
配
分
拾
の
-
稀
と
し
て
も
珊
解
し
得
品
。

叫む、、

a向河
民

z百『zd回里《
げ-
円
口
。
『ユ『
マ叶、旨吉刷ご‘雨叫

町
。巳~旨M
偽2司、

~む匂P
句hご
司dd向句
『戸.
-
-
ム
〈
h〉F乙【円何川-

』
-
N
ω

吋一
-
N
印
山
印
①
(
凶
c
D印)Y.dtぞをdぜ宅ニ-=-
包
-ヨ
=
 

ソ

Xλ

同仏
ωJ-T《=
《a-zぬ。

』吋
伊

司
FE
戸ニ王=一=田
℃
-勺》司
同百
-r仲邑の匂'与ム司怠但司E吉=Aミり父‘之

R岳
E凶-=-"=呈〕吋叉三吋之三ha 

-

町=hと"
代2‘翁吋己~~句UNh3a足立竜之

吉
~
r
内
『
偽
h
a
~
、・
6hりぬ句句
(
F
Z

-

一
円
ヲ
ム
刃
J
Z

日

〉

完

)

」

Z

砕

〉

-
k
r
z
-
7目
的

~Jnz
づ
ニ
「
一三
一
2
R
一主

(
安
可
互
理

倖
司
Z
F
S
E
2
)
(
H
C
E
)
)
p
r
o
E
E
邦
語
文
献
ーと
し
て
、
き
し

あ
た
り
、
多
照
、

井

・
剛
性
3

一四一

ー
四
止
白
川
、
常
本
問、

樹

「
司
法
詐
存
と

リ

ガ

ル

・
プ
ロ
セ
ス
」
北
人
法
学
論
集
-
一

巻
一
号
三

O
一
R
以
下
[
一
九
八

O
]
一
一
九
三
M
H
n

(
日
)
参
照
、

い戸
市
信
喜

『憲
法
学
E
人
権
総
論
4

[

一
九
九
四
]

一

一
-
一
一
丘
頁
。

口
一
)
参
照
、
市
川
4
人
「
違
憲
審
有
制
と
民
主
制
」
(
佐
藤
幸
治
ほ

か
編
戸
ぬ
法
よ
け
O
年
の
展
型
H
a
[
一
九
九
八
]
一
八
一
頁
以
h
l
)

=
=
凹
三

O
頁。

(
日
)
休
藤
辛
治

別

代

国
家
i
y

一
人
権
-
[一

0
0・八
]
七
七
1

八
七

頁
。
同
様
に
、
羊
と
し
て
実
体
的
価
値
論
に
依
拠
し
て

一
重
の
基

準
論
的
決
礎
つ
け
を
わ
、つ
学
説
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
、

参
照
、

内
野
止
圭
T
J
U
法
解
釈
の
論
理
と
体
系
』
[
九
九

]

一
一
力

一ヒ
頁
、
奥
平
山
原
弘

J
管
法
田

憲
法
が
保
障
す
る
権
利
'
[
一
九

九

コ

五
九

よ

一頁
《

(山町)
松
川
茂
♂

「
プ
ロ
セ
ス
的
司
法
審
査
理
論

再
論
一
(
米
沢
ほ
か

編

・
前川
町
3
・
ハ
七
頁
以
下
)
七
五
頁
。

(げ
)
長
谷
部
法
男
「
叫
思
法
典
と
い
う
フ

ェ
テ
イ
y
シ
ュ
一

一
国
家
平
会

雑

誌

一

一

巻

一

・

一
号
二
公
民
[
九
九
八
]
ハ
三

ハ
じ

R
。
ま
た
、
阪
I
T
-
-
郎
も
、
松
井
の
卜
配
の
断
章
に
は

多
元
主
誌
と
共
和
主
義
と
が
混
存
し
て
お
り
、
本
来
扱
ぎ
本
す
る

こ
と
が
不
可
能
な
両
者
が
無
理
矢
現
に
佐
合
さ
れ
て
い
る
と
の
批
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判
を
官
せ
て
い
る
c

参
照
、
阪
川
正
一
郎

『
げ
志
ギ
ミ
我
と
川
氏
主
に
4

4
孔
-
[一

0
0
]

一
口
頁
。

(
国
)
」
G
プ
コ
ニ
巳
「
げ
一
己
》
吋
L
M
呂
町
、
〈
Y
~
山
之
内
訟
で
Z
苫
パ
〈
円
。
三
め
ど
ご
h
w
H
2
5
N

U1討さ
J
一
』
誌
へ
戸
」
U
E
之
さ
)
同
時
や
み
コ
ミ
~
A
=
記
、
司
、
円
三
ミ
E
L
さ
足
。
ロ
ミ

之
主
則
一
柏
町
下
司
2
s
~
L
R
h
弓
』
ぬ
咋
柏
戸
、
、
ア
叶
吋
〈
h
y
「
一
ん
ロ
イ
∞
ω
ω
一
団
ム
ロ
コ
]
日

〔
]
戸

UU]戸)

(
叩
)
実
に
、
長
谷
部
は
、
ヨ
4

の
偏
見
理
品
を
許
し
、
「
多
一
t
主
義

的
プ
ロ
セ
ス
が
持
つ
自
浄
作
用
ヤ
彼
冗
力
を
、
古
典
的
な
多
元
4

義
者
ほ
ど
に
は
巨
川
和
し
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
(
長
幹
部
恭

川
「
政
治
取
引
の
パ
ザ
l
ル
と
叶
法
審
査
一
法
時
六
ヒ
巻
凶
号
六

一
一
民
以
下
[
一
九
九
万
]
六
三
貝
)ο

(
m
山)
M
号
、
h
T
E
=
r
一
〆
?η
ゴ
土
ヨ
包
戸
、
。
之
付
与
一
ミ
ベ
叫
叫
コ
号
、
句
。
『
M
Z
H

町む円R33w宮崎尚子]戸()()国

ν河
/
下
回
収
/
ム
?
J
1
ム
J
1
叶
(
ド
ロ
小
山
小
)
一
色
。
、

円Q
A
P
A

一句司、」U2守
2
つ
坦
寸

4

『
古
河
円
、
』
]
]
坦
ω
一
-
日
ω
-
U
N
(
]
中
∞
∞
)

(
引
)
さ
し
あ
た
り
、
参
冊
目
、
松
川
茂
記
a

司
法
審
査
と
民
主
ヱ
五
』
[一

九
九
二
一
六
一
氏
、
阪
口
正
一
郎
「
政
治
過
程
と
可
法
審
査
」

社
会
科
学
附
究
凶
一
巻
一
号
一
石
白
川
以
下
[
一
九
九

O
]
一
石

主
九
民
。

(
円
以
)
~
む
こ
C
7
コ
一
一
戸
ユ
一

rq
平
ミ
2
2
こ
E
G
尋
問
『
吾
、
ふ
さ
吋
言
ア
、
主
主
主

へ
乙
可
泊
三
六
三
町
、
コ
R
、
b
z
h
H
M
H
Z
N
G
3
H
C
お
山
口
C
R
何
戸
]
C
日
F
V
む
∞
(
)

二
主
ω
)
(
日
く
、
「
功
利
十
議
と
民
主
主
義
が
関
係
性
を
右
す
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
両
官
は
、
川
界
が
と
の
よ
う
に
あ
る
べ
き

か
に
関
し
て
の
あ
る
昔
の
選
好
が
、
他
の
音
の
選
好
よ
り
も
何
ら

か
の
市
み
を
有
す
る
こ
と
が
あ
一
つ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
、
つ
理
論

的
，
問
提
を
共
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
民
上
政
治
ン
ス
テ
ム
が
、

政
府
役
人
に
対
し
て
、
彼

(k)
ら
の
選
挙
人
の
個
人
的
選
好
の

充
足
を
最
大
化
さ
せ
る
よ
う
強
い
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
を
ワ
え
て
い

る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
両
者
は
制
度
卜
も
関
連
し
て
い
る
の

で
あ
る
)

ν

か
し
な
が
ら
、
個
人
的
選
灯
の
平
等
な
価
値
に
関
す

る
か
よ
う
な
共
通
前
促
は
、
み
に
お
け
る
利
己
的
な
選
好
と
、

他
ん
に
お
け
る
利
他
的
で
ゆ
利
的
で
理
想
的
な
選
好
と
の
聞
に
お

け
る
区
別
を
、
(
そ
う
し
た
同
別
の
適
切
牲
が
説
明
さ
れ
な
い
限

り
)
何
ら
導
山
し
な
い
の
で
あ
る
二
な
お
、
E
V
吋
の
功
利
、
が
義

町
内
解
に
つ
い
て
は
、
]
C
E
F
L
H
開
「
了
(

)

Z

円
(
)
以
M
H
-
E
H
H
C
以
下

凸
刀
(
)
ベ
ス
ヨ
-
-
-
∞
(
]
坦
坦
品
)
ふ
乞
阜
市
U

一
四
日
)
斗
r
c
旬
、
。
n
z
m
ω
一
ん
山
c
=

戸
E
ロ
/
ピ
マ
ヘ
戸
」
U
崎
、
¥
不
可
、
三
円
三
へ
と
え
司
君
沿
円
G
誌
と
え
ミ
H
ミ
ド
民
仏
門
C
「
「
7日

目、目ロ
4

r

}

町
田
坦
-
品
川
山
凶
@
出
(
]
坦
∞
4
)

(
お
)
松
川
間
注
5

一
一
一
利
頁
=

(
引
)
参
問
、
、
芦
郎
官
喜

『憲
法
〆
了
E
人
権
各
論

(
1
)
「
培
袖
版
」
』
「一

0
0
0
]

一
レ
し
て

い貝
、
竺
去
三
円
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叶
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す
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範
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ロ
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ロ
セ
ス
の
袖
強
を
お
こ
な
、
つ
こ
と
を
正
一
一
旧
か
ら

求
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
司
法
官
材
育
理
論
を
、
い
わ
ば
椎

利
前
か
ら
民
上
十
七
義
論
に
転
換
し
た
の
で
あ
る
じ
」
(
浅
野
博
官
「
プ

ロ
セ
ス
理
論
へ
一
法
教
一
一
七
号
一
凶
貞
以
卜
「
こ
の
つ
仁
」
一

C
H
)
 

(お
)

M

2

『山口一-坦由。一一句神科、一言コ
G
Z
ω

巳
-
C
口寸坦

(
却
)
さ
し
あ
た
り
、
参
冊
、
松
本
和
彦

『基
本
権
保
障
の
再
出
理
論
h

「一

0
0
二
一
四
一
七
民
、

μ
川
健
治
「
FJ
は
稔
り
難
く
、

道
は
祢
め
訓
惜
し

1

愈
法
的
論
証
'
を
め
ぐ
る
縫
っ
か
の
試
行
に

つ
い
て
」
法
救
一
凶
ロ
ロ
カ
一
民
以
下
[
二

0
0九
]
ム
川
四
五

六
民
、
小
山
剛
『
「
窓
法
上
の
権
利
一
的
作
法
』
「
二
の
つ
九
」
一

一
三
円
、
六
戸
叩
芳
三
芯
法
上
の
権
利
「
の
解
釈
枠
組
み
」
(
安

丙
止
雄
ほ
か
著

ぷ
いru学
の
現
代
的
論
点
[
第
一
版
]
』
一一一一

頁
以
下
[
心
。
九
]
一
四
二
四
川
民
)

f

(
別
)
さ
し
あ
た
り
、
会
問
、
石
川
健
治
「
憲
法
解
釈
学
に
お
け
る

『論

一
議
の
蓄
積

μ
山
』

a
憲
法
ト
の
権
利
』
へ
の
招
待
」
法
時
七
阿

巻
七
回
勺
六
口
頁
以
十
[
一

0
0
一
]
六
六
一
民
、
駒
村
辛
h

口「芯

法
的
論
祉
に
お
け
る
厳
格
審
査
一
法
教
一
八
八
号
阿

O
貞
以
「
{
一

0
0八
]
凶
一
凶
四
頁
、
火
戸
前
、
山
内
羽
・
一
同
五
台
二
白

(
訂
)
さ
し
あ
た
り
、
参
照
、
松
本
・
前
注
叩
五
川
?
と
二
古
田
、

H
一

抑
格
一
利
リ
比
衡
U

且
川
卓
司
法
審
杏
と
比
例
原
則
」
法
教
一
一
九
号
三

七
民
「
二

0
0
八
-
同
一
同
五
貞
、
小
山
.
、
削
注
羽
田
七
五
七

仁
氏
、
波
辺
康
行
「
中
山
法
訴
訟
の
現
状
」
法
政
耐
究

t
六
巻
一

一
号
一
三
二
貝
「
一

0
0九
」
五
つ
五
六
頁
。

(
笠
さ
し
あ
た
り
、
安
問
、
、
有
橋
和
之
「
併
存
基
準
論
的
珂
論
的
志

健

(
L
L
)

」
ジ
ェ
リ
三
ハ
三
u
勺
六
凶
頁
以

I
[
一0
0
八
]
六

八
六
九
百
(
一
重
の
荒
準
論
を
利
益
街
量
の
指
針
と
し
て
意
味

限
定
す
る
{
}
)
、
阪
川
正
一
郎
一
人
権
論
E
・
違
小
型
審
査
某
平
の
一

つ
の
機
能
」
リ
ル
時
人
口
巻
一
号
七

O
R以
卜
[
二
ひ
っ
八
]
七

一
七
七
頁
(
違
憲
審
存
基
準
に
は
、
利
益
衡
量
的
機
能
と
政
府

門
的
の
審
査
の
機
能
と
い
う
こ
つ
の
機
能
が
あ
る
と
す
る
。
)
、
駒

村

前

注

ω
・
同
六
五
一
頁
(
不
当
な
目
的
の
テ
ス
ト
や
比
例

性
の
テ
ス
ト
等
の
縦
点
か
ら
厳
格
審
膏
の
色
味
限
定
を
試
み

る
。
)
、
本
村
H

川十太

『平
等
な
き
平
等
条
項
論

1
2
5
J
2
5
5
=

条
項
と
愈
法
一
凶
条
一
項
-
[
二

o
n一
八
]
一
じ
丘
一
一
一
向
(
(
平

等
保
護
条
項
の
下
に
お
け
る
司
法
審
作
の
態
様
を
分
析
し
、
〈
ム
ロ

抑
的
根
拠
V
H
〈
社
法
同
的
へ
の
適
合
性
〉
民
話
と
〈
左
別
抑
制
〉

要
品
を
析
出
す
る
。
)
、
君
塚
rl
同
「
司
法
審
査
基
準
|
一
重
の
本

北iMI(1'191) 191 



刊。コ
N37コ『句者#

塑
同
士
主
リ
ト

J
や
笠
常
務
G
~
と
と
よ
組
v
昨
-
'
J
-
-
l
七
二

See
e.

f[.， 

}...IICHAEL]. 
KU..R

/lfA
.'l， 

rRO:¥! .h
r.r

 CR
O
W
 T
O
 C

I¥'"IL 
R
I
C
H
T
S
 :3:") 

(200'1); C
a
l
e
b
 N

ぞ
lson.

J
u
d
i
d
a
l
 R
e
v
i
e
w
 of l.e

f[islntilJe 
fJur 

知
se

，
R:3 

N. 
Y. 

U. L. 
RE¥". 

1
7
R
4
，

 17
9
5
.
1
R
1
2
 (
2
0
0
R
)
 

(f5) 
1
0
 
U.S. 

(6 
Cl'anch.)

丸
7
(
1
8
1
0
)
 

(
~
)
 
See id. 

aL 
1
3
1
 

(二三
)

See e.g. 
L
r
 P
α
rte 

¥
k
C
a
nl1

eφ 
7-1 

U.S. (7 
¥Val

l.) 
5
0
6
，

 51-1 

(1
8
6
8
)
;
 :¥.-I

c
C
r
a
y
 v. 

L
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
，

 1
9
5
 U
.
S
.
 2

7
，

 5
6
 

(19114) 

(
~
)
 
U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 v. 

C
o
n
s
t
a
n
t
i
n
e
，

 2
9
6
 U.S. 

2
8
7
，

 2
9
8
-
9
9
 

(1
9:35) (

C
a
r
d
o
z
o
，].， 

disscnlin只)

(
号
)

S
l'e

 ul. 
at 

2
9
9
.
 A
l
s
o
 see I'.r:. 

2
 ]O
S
E
P
lI 
S
T
O
R
Y
.
 C
m
l
¥
I
E
N
 

T
A
R
1
E
S
 O
N
 THι

じ
O
.'lS

T
l
T
L.TJON

0
1-" 
T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 S
T

え
よ
と
S
5
:
B
 

3
，1

 (1
8
3
3
)
 

(
ご
)

1
9
8
 U

S
 43

 (
1
9
0
5
)
 

(~) 
Id. 

al 
6
4
 

(':e?) 
See e.

r:. 
H
a
m
m
e
r
 v. 

D
a
g
e
n
h
a
r
t
，

 24
7
 U.S. 2

0
1. 

2
7
5
-
7
6
 

(1
9
1
お)

(と
)

Se
l' 
I'.r:. 

Kail
町

市
])re

文
el

ド
u
m
i
t
u
r
e
Co.. 

2
5
9
 L.S. 

2
0
 

:3R 
(
1
9
2
2
)
;
 U
n
i
l
c
c¥ 
Slalcs v. 

C
o
n
s
l
a
n
l
i
n
c
，

 sutrll n
o
l
c
 4

2
，
 

at 2
9
0
-
9
6
 

(~) 
S
e
e
 e..g. 

S
o
n
z
i
n
s
ι

〉
ν
U
n
i
l
c
d
S
l
a
l
c
s
，
 3
0
0
 U
.
S
.
 5

0
6
，
 

3
1

3
H

 (
1
9
3
7
)
;
C
n
i
t
ゼぉ

States、
D
a
r
b、

3
1
2
 11S. 

1
0
0
 

#
程
5
州
事
主
tJ キ

~j三
匡

~F
斗
J'

I
l
>
-
<
<
恒
三
~
~
[11 C

O
-e:
J
 (モト

E
手
主
体
申
主
主
~ì'

'E:{~:+~.\1)長引
|
洲

s:
時
#
前

I~~J制
立
r

N?
)G

(沼
j

れ
'
-
-
'
暗
記
ょ
ゴ
〈
品
E
'

盛
口
・

4亘
剖
23

・ム
J
同

ム
JキJ1

lI('
除

尋
常
者
「
七
社
~
:
:
ヨ
←
E
昨

tt
er:~孟0.川三1，

封
印
g
E
排
出

J
[
ト
出
斗

J
j，J

蜘
|
恥
|
ヨ
川
区

;:r~ー
[1

0
0

 lr
例
記
，

e
:
;
手
号
車
芝
居
る

♂
二
千

G
f
革
案
e
.
w
吋
0
t
ネ
活
印
土
手
お
か
ト
，
，
~
G
~
J
_
l

\J'
X1J

_
i
 

.fu'.;J.C:./ 
t{\\~~' 

i:::33半
「
地
調

4榊
桝
斗
~
士
時

「由
主
榊
*
~



E
経

常
(1)

(
1
.
 ，W
)
J
ゴ
斗
E
活
力
~
1
ι
1
中
|
恥
1
&
同
恒
三

ト
.

Ji"111 
'村
1ヨ

恥
-e: 

1
 1lI('"ト

r:oo
心

O
<
l
G

(
活
)

]
o
h
n
 H
a
r
t
 E
l
y
，

 Ler:
islative./1

何
d
"-1dministrα

ti
叫

ん
10tu

α

li
ο
It 
In Cο

nstilulumlll L
α
W

，
 7
9
 Y
A
L
E
L.J.

1
2
日
5
(
1
9
7
0
)
 

(
~
ド
七

ly
L
 

1
9
7
0
J
 .lJ;D3l;y

時
。
)

(同
)

See J
り
h
n
H
a
r
l
 E
l
v
 
白

川
阿

山
rv

，
1
0
0
 Y
A
L
E
 L.]. 

1
4
7
:
3
 

1
1
7
1
 (
1
9
9
1
)
 

(~号)
See Unilccl 

SLaLcs、
C
a
r
o
l
c
n
c
P
r
o
c¥
u
cL
s
じ
0
.
.
3
0
4

U
.
S
 

1
4
4
，

 1;52-3:3 
n. 

4
 (19::lR) 

(
~
)
 

l1J
~
~
.
(
.
!
:む

F
ぬ

g
'

主
主
主
世
長
不

r事
担
去
、
柱
時
三
-
'
J
時
'S:

写
室

E

時
現

1
[1

兵
兵

(J
1
心
ド
c
!
工
:zi

ト。

(沼
)

See e.
f[. 

T
IlOl

d
へs

t<.t
 C
OOl

.EY
，

 A
 T
R
E
へ
TIS

亡
O
て
T
Il
E
CO~STI 

T
U
T
1
0
ド
A
L
L
a.
U
T
A
T
H
川
s
l
R
7
 (
I
R
G
R
)

羽
目

印
L
VV'OODBl~R

ì: 

¥VILL01:(;llDY
，
 TllE C

O
.'lS

T
l
T
C
T
lO

河
川

L
へ
W

o
r
 TllE 

U
J¥-ITED 

S
T
i¥T

口
2
:l D

ED.
，

 ¥'0
1. 

1
，日

0.:32
(1929). ~~~碍

F
会
ム

6小
布
唱

~
孟
þ
!
t
.
~
生
斗
1可

~
\
-
J
~
認
手

"'1同
f
:
;
~
1
B
ト
3
5
'
思
:
に
よ

F
ベ:-，G

ιlヘ訳医



円。↓(問。7コ苫4JT

(包
)

Jd. 
at 

3
8
3
8
4
 (ρω

ting .¥lcCray、
L
n
i
t
e
d
States. 

s
u
p
叩

nOLc 4
1

，
礼
l
5G.) 

(e;) 
3
9
3
 Us. 

97. 
1
0
9
 (
1
9
6
8
)
 

(
~
)
 
:)9:) 

U.
S. 

2:):)
，

 2:-l7.:-l
8
 (1
9
6
8
)
 

(合
)

Sec Ely l
1
9
7
0

]， 
supra note 

3.-1
，

 at 
1
2
0
7
 

(
g
)
 
5ee 

I!.，
g. 

S
T
O
I¥
Y
，
 su
t

印
nolc

4
3
，
 aL :]20: A

L
瓦
入
¥.¥DER

:¥.0[ 

日
ICKELφTlIE

L
E
A

凶T
D
A
N
C
E
R
O
U
S
日
RA.¥Cll

2
l¥-TJ 

E
D

，
 2
0
8
-
2
2
1
 

(
1
9
8
6
)
 (
T
h
e
 first 

edition 
w
a
s
 p
u
b
l
i
s
h
e
d
 in 

1
9
6
2
.
)
 ;

 He
r
 

bcrl V
 

... 'cchslcr. 
T
ο1

川
γ-d

j¥lculral 
PrinaPI

削
o
f
C
川
lslilulionαl

Lα
w
，

 73
 H

ヘl山
L
.
RI 、

1
，
3
3
(
1
9
5
9
)
.
 
I
J
~
~
{
殺
J
い
，

1
 

{~E; 主
主
当

fJ
三

1，
五
寄
書
1
Í
C
準
陣
~
佐

t4
J
令
時
:
ト
?=t~J

.-J
\-/γ')~ì 

暗
記

ε
'
ぬ
望

r
J
o
s
e
p
h
 T

u
s
s
m
a
n
 &

 Jacoblls t
e
n
H
r
o
e
k
 

T
h
e
 E
q
H“

1
 Prο

[ectiοnο1/ lhc L
a
w
s
.
 
:-3
7
 CA
L
.
 L. 

R
五、

:141

3
6
0
 (
1
9
.
1
9
r
 

(;:;) 
Scc Ely 

[19701
，

 supra oolc 3
4
，

 al
1
2
1
2
-
1
7
 

(f!3) 
Ser 

I'.g. 
Irλ

T¥.fichacl n
町

m
a
n
，
T
h
e
 ChirIJuslirr

，
 Racial 

.)'egγ
叫

αfω
n
，
a
n
d
 the 

}~γ1C1叫
ly

Critics
，
 49

 C
川

L.
RI'、

1
0
4
，

1
1.1

-
1
6
 (
1
9
6
1
)
;
 I3

ICKEL
，

四
t
y
，α
n
o
l
c
(
)
(
)
λ
l
2
0
9
-
1:-l

 

(i2) 
S

I'C
 I七ly

l
1
9
7
0

]， 
s
uか

ιa
not

ぞ
3.1

，
at 

1
2
1
7
.
2
1
 

(
忍
)

See u
1. 
aL 

1
2
2
0
 

(
包
)

.
;
J
'
~
-
.
-
J
'
北
〈
Li
ミ
争
時

r8ト
仲
布
亙
帳

OJ
砕
制
(
引

]llal

c
o
n
c
c
r
n
 a
n
d
 r
c
s
p
c
c
U
 J

 C
豆
民
当
時
~
E
;
制
部

t
;
;
~
些
*

.'.n
寝
室
令
ト
0
，.""

C
 yJ

-%，
時

為
号

吋
(
S
e
e
H
O
l¥-
.
U
D
 D
i
V
O
R
K
【
孔

1
1
4
-
1
5
 (1

9
4
1); Daniel v

上
a
m
i
l
τ
S
e
c
.
Life lns. 

Co.
，

 33
6
 

U.S. 
2211

，
 2
2
4
 (
1
9
4
9
1
 

(穿
)

See 
1'.1[. 

U
n
i
日
d
States v. 

Cal'olen
ぞ
Products.

supra note 

:-)(l. 
a
l
1
5
2
:
 Raih¥'

九
'Y
E
x
p
r
c
s
s
 A

原
c
n
c
y
、

N
c
w
Y

り
rk.

:'3:-l
G
 

U.S. 
1
0
6
，
1
0
9
-
1
0
 (
1
9
，1
9
)
;
 ¥
V
i
l
l
i
a
m
s
o
n
 v. 

L
e
e
 Optical 

3
4
8
 U.S. 

4
8
3
，

 48
8
 (
1
9
5
5
)
 

(
汚
)

36.1 
U.S. 

3
3
9
 (1960). 

':'''''''' 
主
手
;
:
g
~τ世

ε
母

1詰合
同主
口
説

~，. 
iUtw~-'同

訴
ヰ
常
連
主
性
斤
~

• .~耳lよ
引
的
「
出
忽
室
長
~
t
;
;
ナ
五
割
」

申淘t::::;-.-J
(8e

l' 
I'.g. Colcgγ

川
c
v. 

G
1'ccn. 

:~28 U.S. :')49 

(
1
9
4
6
1
.
 cf B

a
k
e
r
、

C
a
r
r
3
6
9
 L.S. 

1
8
6
 (19621.)'

例
記

到
体

製
品話:.1

0
ユ
い
4
博
特
定
選
~
.
1
.
.

J士
主
明
主
互
~ì

\J
:;{;6

i己
?

..;J
(ι). 

IIarper v、
irginia

State 
K
o
a
r
d
 of 

1七ledions.
3
8
3
 

U.S. 
GG:~ (19GG)) () 

(
日
)

See Gomillion v. 
Lightfoo

t， 
sutra note 5

0
川

3'11
，
3--17

(
包
)

3
7
7
 L.

S. 
2
1
8
 (
1
9
6
4
)
 

(汚
)

J，ι
a
L
 2:)

1
 

(
~
)
 
S
e
e
 e.g

川
c
G
o
¥
v
a
n
V. 

:-larvlancl. 
3
6
6
 L.S. 4

2
0
.
 4;:;3 

(19
t-i
1). 

':"i;'ヰ
'
ペ
J
(
;
~
'
当
訴
ミ
ミ
峯
雄
市
E
院
長
二
五
主

$.<{..>..J
-.-Jい

F

3
♀

号
時

工
:
E
1安

時
増

#
為

出
lモ

拍
手

二
時

リ
ー

リ
心

掛
時

(
S
e
e

e.g. 
.i¥binglon

ト';chool
D
i
s
l
r
i
c
t
ν
S
c
h
c
m
p
p
，日

7
4

仁
S.

LII
日!

2
2
2
 (
1
9
6
3
)
.
 
C
j

しゼ
m
o
n

忘
K
u
r
z
m
a
n

，
'103 

L
.
S
，

 6
0
2
 

(1971).) 
c' 

(
同
)

3
9
1
 
L.

S. 
3
6
7
 (
1
9
6
8
)
 

一戸一匡当日山信剖巴糧問桝棋盤誌な三MHZZ]
【

444



石IザEノー 1

7
7一
主
同
一
E
一
ω
間
三

-05
〈
N
叶
N
叶
∞
(
H
U
ゴ
)
)
、
平
等
保
設
条

頃
適
合
性
が
匝
裁
に
争
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
事
案
に
お
い
て

も
、
平
等
問
題
は
間
わ
れ
得
る
。
実
際
、

-r
々

の

九

七

O
年
論

文
は
、
例
え
ば
出
伎
に
は
第
修
正
適
合
性
が
争
わ
れ
る
事
受i
に

お
い
て
も
、
政
的
に
「
中
立
性
保
持
兵
務
」
が
課
さ
れ
る
に
過
ぎ

な
い
場
介
に
お
い
て
は
(
後
述
、
本
中
第
一
節
一
二
)
)
、
司

法
に
よ
る
動
機
審
作
が
レ
レ
ヴ
ァ
ン
ス
を
有
す
る
と
論
じ
て
い
る

5
2
h
q
一
H
U
叶
(
)
一
句
主
吉
川
村
口
。
z
u
h
H
2
H
U
H
U
h戸
)
υ

平
等
原

理
と
第
修
正
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
参
昭
、

~R外伶E戸戸戸口伶庁己-『戸「』Rれ川戸戸円ω門同ぬ=内
Q
制円叉柿町
7戸〈一内
Q
制h句叫お(円
υν、芯守RRh~』》ぞ守コ"=吋コ吋Rh2"守亘【仇hW柿ミ噌おw吋ミ、EH弓尽

~吋づH宍号切九人』ム芯三"ご
~
3
内乱~忍さ胆

ま
た
、
九
七

O
年
論
文
の
想
定
す
る
動
機
モ
デ
ル
的
適
用
射
程

に
閉
し
て
は
、
巴
J

一
H
G
叶
(
)
プ
芸
」
3
2
5
F
c
u
h「
m
Z
H
N
小
山
H
H
U
P
H

を
な
沙
問
、
さ
れ
た
い
。

(
m
w
)

ミ

R
H
N
N
凶
日
(
)

(
m川
)
M
2
H
A
E
H
凶
セ
V
Z
H
Uれア

H
い
山
叶
叶
口
同
(
)
お

r
m
開
)
之
町
民
H
N
N
R

(
m
w
)

同
毛
主
主
H
N
N
(
ぜ
い
山
お
と
き
毛
お
お
h
p
-》
z
c
z
z
t
一
日
吉
弘
山
寸
叶

己
目
日
ω
ω
日
品
目
ま
(
]
中
出
ご
す
な
わ
ち
、
一
才

3
0主
的
判
決
は
、

井
選
挙
人
の
投
出
価
値
の
平
等
を
恥
格
に
要
求
す
る
こ
と
を
通
じ

亡
、
非
人
口
的
要
素
を
与
庖
し
た
一一
議
席
配
分
の
余
地
を
挟
め
た
の

で
あ
っ
た
芯
民
主
巳
印
4
1
4
1

おH)

(刊

)
M
2
E
V
九
二
泊
叶
2
一
句
神
科
九
}
一
塁
コ
G
Z
u
-
巳
-
N
ω
C
ω
日

(
汁
)
以
内
、
三
ω
円
H
N
ω
H
U
N
(
(
y
h
c
ご
ぉ
h
己
Z
ω
O
戸
古
川
「
2
】
三
F
H
C
H

-
『
叩
同
日
(
ド
お
寸
右
)
【
)
{
コ
ロ
F
つ
戸
〆
ワ
】
「
F
m
-
二
回
『
拘
一
Y
N
(
〕
寸
-
『
出
]
{
念
日

(-叩(〕叶)mw吋ぬ~)

(
た
)
開
7~
一HC叶()一一

J
J

乏
v
E
ロ
o
E
出
子
ω
F
H
N
日
日
I
H
出
品
G

(
ね
)
主
己
-
M

一。

(
判
)
な
お
、
巴
Y

は
、
一
趣
味
の
良
さ
」
と
同
様
に
裁
量
的
目
標
と

し
て
の
性
格
を
布
す
る
も
の
と
し
て
、
刑
罰
付
ワ
の
目
標
の
一
種

で
あ
る
「
応
報
」
ヤ
、
学
校
カ
リ
キ
コ
ラ
ム
北
引
の
目
標
的
一
種

で
あ
る
「
教
斐
あ
る
児
半
及
び
充
実
し
た
巾
民
の
吉
成
」
等
を
挙

げ
て
い
る
c

任
命
"
に
巳
H
N
h
炉
供
品
川
}

(
お
)
泊
去
丘
町
戸
H
N
山
b
o
c

(
同
)
も
っ
と
も
、
効
果
と
動
機
と
の
関
係
は
よ
り
複
雑
で
あ
り
、

同
7
は
、
動
機
に
つ
き
、
法
の
人
丸
一
凶
や
寸
法
七
に
昭
ら
し
て
認
定

さ
れ
得
る
の
み
な
ら
ず
、
効
果
に
照
ら
し
て
も
認
定
さ
れ
付
る
と

述
べ
て
い
る
Z
E
t
巳
尽
さ
山
{
}
ロ
H
U
P
E
2
)
ロ
ド
合
同
E♀

-
5
5
己
】
)
。

ν

か
し
、
効
果
を
引
き
金
と
す
る
モ
デ
ル
に
あ
っ
て

は、

IL
統
性
を
欠
く
動
機
が
ウ
法
山
ん
か
ら
推
察
さ
れ
な
か
っ
た
と

し
て
も
、
統
計
の
不
釣
合
な
帰
結
の
み
を
以
て
違
憲
審
膏
基
準

を
発
動
さ
せ
得
る
。
他
方
、
動
機
を
引
き
合
と
す
る
モ
「
ア
ル
に
あ
っ

て
は
、
動
絞
を
認
定
す
る
の
に
統
社
!
の
不
均
衡
な
帰
結
か
ら
の

み
で
は
小

l
分
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
も
、
ム
リ
日
法
山
ん
や
法
の
?
壬
一
百

か
ら
動
機
を
導
き
山
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
〔
以
卜
よ
り
、
効
呆

モ
デ
ル
と
動
機
モ
デ
ル
を
£
異
化
す
る
芯
義
は
、
確
か
に
あ
る
υ
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(
ハ
叫
「
戸
耳
目
1
2
戸
内
勾
〉
〉
Z
M
門
戸
ロ
ハ
】
勾
円
』
S
N
1
cに
之

h
ご
。
一
お
い
い
「
己
主
n
h
ご
2
H
E
丘

町
三
E
と
p
h
h
H
C
誌
。
~
科
目
旬
、
]
戸
山
山
〉
以
口
】
門
ご
C
F
回
開
〆
〔
}
同
日
一
3
N
寸
れ
い
凶

二
叩
叶
∞
)

(
汁
)
「
便
益
供
ι
J
の
積
極
的
義
務
」
を
政
治
れ
政
部
門
が
負
、
つ
よ
う

な
状
川
に
お
い
て
は
、
ー
リ
法
な
い
し
行
政
に
よ
る
選
択
が
及
ぼ
す

小
利
訴
が
v
d
詳
し
う
る
判
制
度
に
収
ま
っ
て
い
る
か
否
か
が
司
法
審

斎
の
ヱ
題
と
な
る
た
め
、
動
機
へ
の
着
服
は
イ
レ
レ
ヴ
ァ
ン
ト
で

あ
る
(
比
2
h
q
一
H
U
叶
C
一
言
吉
凶
ロ
。
Z
ω
h
r
巳

H
N
山
山
)

何

-v~
は
、
「
使
祥
供
ワ
の
積
極
的
共
務
」
を
政
府
に
課
し
た
判

例
と
し
て
、
P
E
E
d
-
-
-
E
2
ω
ω
己
〔
印
H
N
(
H
U
包
)
等
の
、

ウ
ォ
レ
ン
・
コ
ー
ト
に
お
け
る
貧
困
者
重
別
に
係
る
判
例
群
を
挙

げ
て
い
る
広
三
司
君
主
与
、
T
E
F
一
さ
の
Z
Z
2
4
Z
2
5
え

む
コ
可
三
宮
丘
二
云
叶
p
n
可
ミ
ミ
晴
、
U

コ
ヰ
ミ
ピ
同
P
Z
之
町
む
足
立
、
、
お
h
h
d
与
去
、
お
仏

語
。
昇
∞
ω
-
F
E
1
戸
月
三
叶
(
]
浅
沼
)
)
。
口
コ
ミ
E
事
件
で
は
、

イ
リ
ノ
イ
州
の
裁
判
所
で
刑
事
被
告
人
が
卜
訴
を
行
、
つ
に
は
訴
訟

記
録
を
提
山
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
が
、
訴
1
4
コ山門跡の

提
山
に
は
料
金
が
設
世
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
貧
困
占
の
訴
の

楢
利
を
侵
有
す
る
も
の
で
な
い
か
が
や
わ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

連
邦
最
同
裁
は
、
一
空
法
的
世
請
す
る
適
止
手
続
保
護
と
平
等
保
護

は
、
刑
事
「
続
に
お
け
る
「
不
公
引
!
な
差
別
Z
E
E
-
0
5
E
m

ロ
コ
コ
ニ
=
与
さ
=
)
」
を
然
じ
て
い
る
と
論
じ
、
貧
困
で
あ
る
か
杓
福

で
あ
る
か
の
芹
同
に
応
ヒ
て
卜
訴
を
受
け
得
る
か
否
か
が
主
布
き

れ
る
こ
と
は
連
憲
で
あ
る
、
と
判
じ
た
の
で
あ
っ
た
、
し
か
し
、

貨
同
計
ギ
別
の
事
索
に
「
便
採
供
ワ
の
積
械
的
義
務
」
を
M
M
す
か

の
よ
う
な
判
例
の
傾
川
は
、
パ

1
ガ

1
・コ

1
ト
に
ム
土
り
終
息
す

る
(
民
号
、
h
G
E
E
正
問
命
イ
豆
一
三
戸
ヨ
ω
ω
坦
叶
戸
出
A
ご
(
一
泊
斗
豆

一
日
戸
口
九
戸
口
「
C
ロ
ド
。
?
の
め
F
C
C
-
ロ
E
F
門
戸
内
戸
〈
問
。
丘
三
お
己
(
ソ
pp

ム]{H
月

お

H

(
3
u
d
)
)
。
こ
れ
に
川
町
応
し
、
そ
れ
以
後
の
さ
M
は
、
口
コ
司
会
ロ
判

決
に
つ
き
、
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
い
う
基
本
的
権
利
に
係
る

事
案
と
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
同
党
乙
c
t
=

戸
山
コ
E
V
1
叫

4雪
宅
Q
h
E
ミ
(
日
号
付
司
若
手
。
目
、
与
円
C
還
さ
2
w
w
c
s
h
c
n

-
一
コ
ィ
ミ
?
認
可
主
門
戸
』
三
(
)
む
山
市
中
ロ
ミ
(
H
C
寸
日
)
(
同
論

?
え
は
、
以
、
巴
イ
[
H
U
叶
ω
]
と
引
用
す
る
。
)

ま
た
、
巴
ず
の
一
九
七
心
年
論
文
は
、
「
便
益
供
ワ
の
積
極
的

義
務
一
が
認
め
ら
れ
る
問
題
領
域
と
し
て
、
政
府
の
規
制
に
よ
っ

て
表
現
の
経
路
が
妨
害
さ
れ
て
し
ま
う
場
合
も
挙
げ
て
い
る

広
三
E
V九
二

叩

J
1
0

一
言
、
一
塁
コ
G
Z
u
-
巳

]
ω
三
三
)
の
し
か
し
、

そ
の
よ
う
に
考
え
る
抑
抑
的
恨
拠
に
つ
い
て
、
同
論
文
は
語
る
下
と

こ
ろ
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
里
、
つ
に
、
そ
れ
は
、
九
七
む
年
論

に
え
が
、
士
だ
門
戸
円
。
Z
H
百
円
J
E
5
z
r
o
E
O
百
ふ
を
基
礎
と
し
て

司
法
審
査
理
論
を
組
み
す
て
る
に
引
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
υ

こ
の
内
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
(
参
照
、
本
稿
第
二
中
第
節

一

(
凶
)
及
び
(
五
)
)

(
m
m
)

出
∞
C
士
山
山
(
)
日
(
]
坦
♂
印
)
円
同
一
E
Z
C
コ
d
-
A
t
ユ
包
三
〈
司
-
叶
♂

巴
山
叶
也
(
戸
中
∞
岱
)

(
内
)
日
目
之
官
mN
コC
芝
山
C
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F
山
加
)
ハ
}
叶
岱
戸
出
山
叫
(
H
坦
品
仏
)

(別
)
M
2
同
一
〈
一
H
C
寸
(
)
一
言
、
E
E
L
つ
出
品
川
三
日
い
5
3
2
)
H
N
お
む
3
H

た
だ
し
、
一
山
一
}
は
、
当
時
に
お
け
る
人
極
的
ア
フ
ァ

l
マ
テ
ィ
ヴ

ア
ク
シ
ョ
ン
政
策
の
む
再
開
場
に
伺
E
L
、
川
一
邦
最
高
裁
の
こ
の
斗
ぬ

が
将
点
に
お
い
て
変
容
す
る
円
能
性
も
、
同
時
に
示
唆
し
て
い
る
の

(泣
)
K
2
主
巳
H
N
合
目
(
さ
さ
止
E
w
~
J
Hベ
E
K
J
J
よ
4
z
o
u
r
-
ロ
タ
ド
口
氏
門
出

ω
ω
昂
(
]
お
お
お
)
一
ロ
々
=
抗
日
ロ
七
百
戸
ニ
コ
と
え
一
円
C
4
〈
で
勾
コ
コ
ぱ
一
三
〈
戸
=
-
m
w

H
U
ル
戸
一
出
N
U
N
(
戸
恥
坦
c
r
口
円
。
ω
」
2
5
イ
〉
目
今
=
の
戸
口
勺
日
比
凶
切
円
。

N
3
寸
月
↓
出
凶
日
白
山
中
(
目
。
山
中
(
ニ
一
(
)
》
一
-
つ
『
4
F
ロ
c
一そ抗日出。お

ι
[

可
出
品
仏
お

(
H
恒
品
目
)
印
刷
可
℃
ミ
ω
O
ロ
d

〉
円
片
山
口
ω
忠
一
句
文
守
三
戸
。
円
今
日
叶
E
巳
)

(
M
M
)

泊
九
三
開

-4~一HU叶()一

C
匹
、
言
ロ
O
F
の
ザ
ア
R
H
N
O
C
X
H

(
川
糾
)
主
日
一
日
斗
斗
コ
凶
(
〕
∞

(
釘
)
何
-v

の

九

七

0
1論
人
え
に
つ
い
て
の
同
様
の
理
解
と
し
て
、

さ
し
あ
た
り
、
参
照
、
旬
三
】
]
『
d
z
F
E
E
H
3
で
正
言
語
、
右
足
ふ
こ

ー
と
活
司
令
n
h
h
p
E
Z
だ
可
さ
~
己
主
お
む
「
門
吉
ミ
g
と~王史、一Bnh~
ト

hhMUERM也、~Zミ

工
司
、
、
]
戸
お
叶
日
小
山
H
-
H
d
口
吋
同
何
〆
お
山
-
H
U
日
(
]
戸
お
叶
日
)
占
」
「
一
】
〔
C
己

A

)

『〔

E
Z
H
H
σ
2
i
p
b
z
v
功
。
~
ョ
ミ
ヱ
C
エ
Q
N
h
』
濯
、
Q
n
w
Q
W
W
A
己
2
2
?
4
4
己
主
h

u

コ言。コ、旬、、¥円、、対日己H~=~HC
エベ
h
~
h
λ
」
2
え
て
へ
と
=
戸
山
N
Z
J
町一
-v

完
コ
ー
ω
由
一
ω
-
ω
凶
(
]
句
、
刊
J
刊
)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
7
~
t
-
-
-
ω
C
U
呆

は
、
巴
〉
の
一
九
じ
り
年
八
刷
正
は
、
連
芯
な
動
機
を
以
て
非
通
市

審
査
を
発
動
さ
せ
る
ん
止
を
閉
ざ
し
て
い
な
い
と
の
理
解
を
提
示
し

て
い
る
(
~
r
R
』
戸
~
2
2
5
2
R
F
ト

n
E
E
C
丘
三
足
。
-
z
n
h
E込
Q誌に

可
さ
え
わ
さ
2
λ
柏
町
三
足
付
h
p
E
刊
号
円
。
S
己料、之江ミNG~「kaHhJ]印叩〉
Z

口]門C(〕

「
E
〆
甲
山
戸
H
C
N
出
口
に
ω
N
(
呂
ご
と
)
。
し
か
し
、
n
z
z
の

読
解
で
は
、
次
に
論
ず
る
が
如
く
、
九
じ
り
年
論
文
が
、
動
機

審
査
行
{
去
酬
の
品
旨
に
も
配
噴
し
、
信
健
な
勤
時
間
審
査
肯
定
論
を

提
唱
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
理
解
し
担
ね
て
し
ま
う
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

(
M
m
)

己
主
旬
、
民
司
2
己
仲
間
M
m
戸
E
T
E
-
-
ア
叶
E
k
h
之内
h
門
主
主
同
町
足
立
主
ミ

己
三
刊
号
同
町
"
。
日
目
。
¥
完
2
2
a
~
己
H
2
コ
言
問
W
H
a
w
v
。
言
凶
印
「
け
リ
f

由
(
)
間
同
へ
円
、
』
ω
C
3

山戸∞(]{坦叶岱)

(
幻
)
巴
》
川
く
「
も
ち
ろ
ん
、
連
邦
最
同
裁
は
政
治
部
門
に
刻
し
て

a
べ
き
で
あ
る
(
E
m
r
)
』
と
い
う
刊
附
す
な
わ
ち
、
様
々
な

芯
法
規
定
に
よ
っ
て
ん
叩
じ
ら
れ
て
い
る
と
連
邦
最
日
裁
が
考
え
る

よ
う
な
判
断
を
し
ば
し
ば
押
し
つ
け
る
そ
れ
は
例
え
ば
、

『あ

る
ぶ
教
が
他
よ
り
も
好
泊
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

と
か

a
白
人
が
早
人
よ
り
も
好
遇
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
、
行

な
い
h
と
い
う
判
断
で
あ
る
ご

ν
か
し
な
が
ら
、

a
什
坦
件
h
に

川
け
ら
れ
た
テ
ス
ト
は

『
べ
き
で
あ
る
』
で
な
く

『で
あ
る
ま
)
』

を
刊
附
す
る
よ
う
に
こ
し
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
辿
邦

最
尚
設
が
、
選
択
と
け
標
の
関
連
作
を
合
珂
性
に
向
け
て
テ
ス
ト

し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
多
様
な
T
J
人
脈
の
中
で
何
が
認
詳
し
得
る

H
私
で
あ
る
か
を
決
定
し
て
も
い
る
と
い
う
事
実
が
有
る
た
め
、

事
態
は
複
雑
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
、

『で
あ
る
'

と
い
う
観
白
勺
コ
ン
セ
ン
ザ
ス
「
ア
プ
ロ
ー
チ
)
か
、
刷
一
ボ
的

な
憲
法
規
J

疋
の
命
令
な
い
し
は
憲
法
典
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
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北
海
道
大
学
法
学
会
一
記
事

一
ヘ
ス
ノ
九
九
一

(木」

h
1
後
一
時
よ
h

一コ日

「
政
椛
ズ
ペ
へ
の
込

L

報
告
w
g

11 

出
同
省

三
五
包

人
y
同
の
氏
ヱ
党
の
鴨
川
刊
は
、

本
に
ぷ
け
ゐ
第
三

ω阜
の
実
現
と
一
川
恒

す
る

F

こ
が
で
き
る
…

H

引
~
の
、
坦
と
は
、

l

万
九
L

」
刊
に
イ
ギ

7
ス
f
v力

向
付
ん
が

へ
年
ぶ
リ
に
政
権
障
を
投
泊
J
L
た
川
川
に
む
ち
出

L
P
ス
ロ
ム
刀
、
J

で
あ
る
い
う
ま
引
も
な
く
、
第
一

の
涯
は
日
一
ア
一

次
叶
日
子
i
ヘ
戦
悼
、
ペ
ヴ
7

け
ノ
ジ
説
I
H
に
基
ワ
い
て
wL働
屯
が
主
現
し
た

U
祉一
U
J示
、
誌
の
ほ
は

ザ
ソ
チ
ギ

1
政
権
が
一
九
八

C
1代
か
り
九
(
〉
十
代
に
か
け
て
抑
止
し
三

叫
別
府
山
川
、
設
内
な
r
叫
与
と
あ
る

3

九
七
ケ
ー
の
選
挙
に
お
ん
付
f

、μ
働
党
は
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
に
経
済
的
な
効
1

ぬ
こ
州

2
9る
新
た
な
制
柑
刊
手
レ

ー之、、
υ
d
H

一心一旦ゃれい?っ一い山
1
U
P
1

日
以
で
も
、

μず
〕

r±Jな
民
間
を
発
は
で

3
る

山
一
心
河
は
、

六
パ
ノ
年
代
か
ら
八
、
い
〉
京
代
に
か
け
つ
ぐ
か
つ
て
の
と
民
党
が
展
開
に
い
利
祈

配
ノ
デ
政
治
で
あ
る
コ
し
か
〔
、

そ
の

t

J弘
政
策
は
百
氾
的
な
川
は
に
亙

づ
く
も
の
で
は
な
く
、
f
h
u

伯
の
持
つ
哉
書
よ
っ
て
天
地
与
れ
、

、、、一

イバ
1
Fん
舟
け

μ

や
協
同
刈
を
汁
ワ
し
い
九
人
地
方
自
治
仏

γ
対
す
る
公
共
事
業
補
助
金
の
配

jp
コ、

一J

んべ

公
共
事
業
一
J

三
江
を
め
ぐ
る
一
試
合
、
議
日
昨
附
ヨ
」
り
式
と
い
わ
れ
る
業

1l"15 

界
限
読
の
任
組
み
な

jl;っ
そ
の
代
交
例
で
あ
〉
た

J

、
3

J

九
ノ
ル
て

h
i

p
-
-〆

F
A
r
-
R門

字、ハコ、
f
!

、F

也、

f
y
J
4
4
1
V
V
I
I
-

制
巾
一
君
的
な
担
会
保
院
の
苧
併
が
行
わ
れ
た
が
、

て
の
対
応

は
同
市
山
祝
ヌ
川
の
規
模
に
比
べ
れ
ば
き
わ
め
て
小
さ
い
も
の
じ
あ
っ

k
d

J

リ

η
白一土、

ら

f
v
i
l

c
c
o年
代
に
小
ト
ホ
純

山
政
枠
二
ょ
っ
一
仁
川
氏
閉
さ

れ
た
副

j

一円じ
1
4孔
的
情
法
改
革
ど
あ
る
)
第

の
や
立
が
も
た
ら
し
p

寝
敗

山
、
主
駄
遣
い
に
怒
り
ト
同
氏
は
、
小
さ
な
孜
肘
一
」
よ
る
改
正
を
支
与
し
た
、

ヲふ
J

J

、
小
山
長
政
停
は
釘
敗
の
円
一
}
一
や
行
仏
、
の
効
半
化
で
は
な
く
、
社
会

わ
同
日
↑
作
自
、
社
会
福
祉
の
削
減
、

品
J

閉
め
現
制
浦
和
、

地
ん
政
府
に
対
す
ゐ
財

政
長
助
の
大
幅
な
削
減
を
実
施
し
、
日
本
相
会
に

5r
メ
リ
ト
円
ん
の
工
、
つ
仁
、

古
川
刊
と
ム
ハ
等
が
荷
主
』

L
たー

ペ
仙
の
退
は
、
九
↓
I

間
以
主
党
パ
JFυ
ち
出
し
た
出
世
阿
京
の

r
柄
誕
の
路

線
バ
、
今
月
ゐ
-

従
来
川
政
u
旦
的
な
引
共
配

'hvr辺
わ
っ
て
、
日
制
的
制
度
会 )c 
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十H

立
て
、
そ
れ
に
沿
っ
て
同
じ
条
件
に
あ
る
す
べ
て
の
市
民
に
汁
し
て
公
平

に
給
付
や
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
い
う
点
に
民

rHの
政
策
の
本
質
が

あ
る
。
了
ど
も

T
当
は
、
い
わ
ば
べ

l
シ
y
ク
イ
ン
カ
ム
の
部
分
的
な
試

わ
で
あ
る
c
ま
た
、
農
業
に
つ
い
て
は
ヨ

l
口
y
パ
に
習
っ
て
、
農
家
に

対
す
る
一
戸
別
市
得
保
障
を
行
う
こ
と
を
わ
ち
出
し
て
い
る
従
来
の
農
業

政
策
が
、
州
[川
村
に
刻
す
る
裁
量
的
な
補
助
金
干
建
設
事
業
に
偏
っ
て
い
た

こ
と
へ
の
反
宵
か
ら
こ
の
よ
、
つ
な
政
策
が
生
ま
れ
た
c
さ
ら
に
、
医
培
、

教
育
の
分
野
で
は
、
そ
れ
ら
の
分
野
に
対
す
る
財
政
支
山
が
O
E
C
D
の

平
均
的
な
本
準
に
達
す
る
よ
う
指
数
す
る
こ
と
を

H
桁
す
と
し
て
い
る

民
、
一
干
党
政
権
は
、
ア
メ
リ
カ
型
の
小
き
な
政
i

削
と
決
別

L
、
ヨ

l
口
ァ
パ

司
の
福
祉
凶
子
乞
目
指
す
と
詳
怖
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ポ
ス
}
小
泉
の

U
民
党
が
構
造
改
革
路
線
の
継
続
か
、
修
止
か
を
め

ぐ
っ
て
内
部
論
中
を
起
こ
し
た
の
に
対
〕
て
、
民
十
先
は
牛
情
第
と
い

う
ス
ロ

1
力
ン
の
卜
に
、
一
応
社
会
民
主
上
ゑ
的
な
ア
ジ
エ
ン
ダ
を
打
ち

出
し
た
r

そ
の
点
で
、
民
主
党
が
攻
勢
に
出
る
こ
と
が
で
き
、
構
造
改
弘

の
破
滅
的
な
帰
結
に
対
す
る
反
発
を
強
め
て
い
た
開
討
の
支
持
を
得
る
こ

と
が
で
き
た
。
こ
の
出
に
関
し
で
は
、
ひ
っ
六
年
春
に
代
表
に
就
任
し

た
小
沢
郎
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ソ
プ
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

品世

一C
C九
利
一
心
川
二

H
(木
)
ハ
J

後
一
一
時
よ
り

「
何
E
壬
~
J
1
0
E
Z
に
関
す
る
近
時
の
議
論
状
況
E
m
F
口
os
と
2
ロ

5-

Z
Z
の
北
離
の
槻
1
円
か
ら
」

北法61(1'200)訊)0

報
告
占

:芋

fヰ

品

出
席
省

立
名

一
.
問
題
意
識

近
時
、

ア
メ
リ
カ
で
は
、
隆
盛
な
口
己
努
『

E
込
の
活

動
(
ヌ
P
7
2
F
一ん
2
r
ミ
ミ
言
、
足
立
句
刊
誌
会
主
ミ
ミ
ヱ
邑
2
2
2
2
2
H
a

会
号
、
芝
、
C
E
丘
、
μ

山
印
巴

7
「
F
J
H
C
N
H
H
C
S
武
井
一
浩
H
太

阿
洋
「
ヘ
ッ
、
ン
フ
ァ
ン
ド
ア
ク
テ
ィ
ピ
ズ
ム
の
新
潮
流
」
商
事
一
八
問

。、
八
凶
一
号
」
に
閑
辿
し
て
一
円
三
百
3
1
〈

G
C
Z
と
一
一
}
2
2
(
Z
2
z

z
-
z
c
f
E
2
E
旬
、
と
い
、
つ
現
象
が
論

υ

ら
れ
て
い
る

(
同
=
除
回
一
戸
内
T

U
J
ζ
/
ず
足
一
戸
、
ミ
、
同
日
台
三
町
村
民
同
暗
号
、
守
戸
、
c
E
M
N
h
ミ
ミ
」
4
H
R
Z
h
w
N
h
J
E
C号
~
5
と
こ
へ
い
吉
d
H

。3
p
m
p
叶
坦
出
わ
乙
一
、

一ん
河
ぐ
∞
-
]
坦
C
∞
一
二
=
F
Z
-
z
η
F
R
九
回
公
刊
九
日
一
ぬ
三
位
ご
、

ミ
ロ
」
σ
~
E
h
白
書
』
同
き
百
九
〉
一
で
三
E
h
司
、
]
{
印
。
己
目
い
い
「
回
収
J
品
目
印
叶
N
h
H
F
日
ロ
円

Z
E
F
司
王
「
E
)〈
町

w
H
~
H
N
S
守
、
ミ
「
h
h
p
G
ミ
♂
日
(
)
(
)
日
-
-
=
戸
国
つ
〆
寸
叶
日
公
]
戸
山

武
川
一
治
ほ
か
「
へ

y
ジ
・
フ
ァ
ン
ド
と
会
社
法
一
神
作
約
f

ぷ
編
フ
ァ

ン
ド
法
制
凹
の
一
七
頁
)
{
}
近
時
の
デ
リ
パ
一
ア
ィ
ヴ
取
引
な
ど
ん
融
取
引
の

発
展
に
よ
っ
て
、
一
三
E
E
民
二
】
2
な
ど
株
玉
名
簿
上
の
株
王
・
大
量
保



有
国
刊
片
口
害
松
山
表
務
の
あ
る
株
烹
と
、
実
質
的
な
株
烹
と
が
北
献
し
、
情

報
開
不
規
川
廿
竿
寸
が
諜
さ
れ
ず
に
株
[
上L
の
地
位
に
斗
つ
}
こ
}
と
が
同
ド宍E〔ユ-丈王〔込-

(三豆
cミ「℃吾r
鉛与σ豆
-z王々立)。
dヨ-コ戸=々雪吋
2臼吾t主
】
号
℃
で
あ
り
、
株
式
の
経
済
的
側
怖
が
実
質
的
に

帰
制
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
株

4
と
し
て
の
形
式
的
資
情
が
あ

る
た
め
に
議
決
権
を
行
使
す
る
現
象
が
何
回
与
石
〈
O

江

主

で

あ

る

代

衣

的
論
長
た
る

-E
侍
己
主
w
は
『
UE}》71
〈
Cロ
コ
閃
と

=
-
E
2
(
Z
c
コVEr--

C4守口
E
己
戸
市
)
を
ロ

2
2
z
c
zヨ
ロ
ぬ
と
評

L
2
2勾
ヴ

51戸
口
問
は
ア
メ
リ

カ
法
上
違
法
)
、
制
制
の
必
法
性
の
上
娠
に
つ
な
げ
て
い
た
。
報
告
で
は
、

近
時
問
題
視
さ
れ
て
い
る

2
3
3
2竺
主
と
は
と
の
よ
う
な
局
向
を
指

L
、
い
か
な
る
問
組
な
の
か
を
糾
介

L
た
卜
で
、
本
当
に
新
I
J
い
間
町
唱
で

あ
る
の
か
を
枚
引
出
し
た
。

ニ
議
決
権
の
正
当
化
根
拠
一
ニ
コ

2
4
5ゴ
コ
伐
の
具
体
的
問
地
状
況
を

前
中
化
す
る
と
、
株
主
が
株
伺
下
落
リ
ス
ク
を
ヘ
ァ
ジ
す
る
た
め
に

E--
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三
E
3
2
の
忌
己
主
主

Z
E
E
ま
た
は
七
三
毛
主
主
の

-
E
E
5
2
E
)ロ
を
取

る
こ
と
で
あ
る

(
c
z
z
=
に
つ
い
て
は

F
Z
-
4
2
E
n
o君
。
三
寸
ロ
寸
『

Z
L
E
E
∞
月
一
甘
の
込
山
ム
目
)
{
}
株
主
の
議
決
権
の
T

正
当
化
恨
拠
、
と
し
て
、
清
算

叫
に
お
け
る
残
余
権
者
百
己
主
三
三
三

E
E「
)
性
行

-
2
F
C〕号
()E日

一
〉
メ
~
ω
岳
山
ヨ
訂
頭
骨
治
郎
株
式
会
社
法
[
第
一
版
]
二
貝
柱
三
、
神

間
秀
樹
「
株
式
の
不
思
議
」
前
問
書
寿
企
業
法
の
変
遷
二
五
阿

な
い
し
き
-
コ
閃
〔

C
-
z
zコ
と

し

て

の

限

界

損

益

の

帰

属

七
頁
)

(
π
E
Z
5
5
0
k
h町町
E

Z二
¥
き
去
三
円
。
音
吉
川
町
ト

E
N
2「
開
呂
町

J
P
R
F
c
z
c
z
h
p
k三
戸
一

E

S
円
C完
E
V
E
R
C
5一
三
宝
)
に
よ
り
株

ょ
に
は
一
日
己
利
益
最
大
化
の
た
め
債
権
者
従
業
員
等
も
合
め
た
企
業
全

体
の
利
益
を
属
大
化
さ
せ
る

E
2ロ
ロ
立
が
あ
る
と
い
う
功
利
字
表
的
発

想
に
求
め
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
、
開
門
主
》
戸
〉

JJ)E£
に
お
い
て
は
、
株
主

に
株
式
価
他
山
卜
ひ
い
て
は
企
業
人
体
価
値
向
上
の

5
5戸
2
2
が
欠
け
、

議
決
権
の
T
K
当
化
根
拠
に
欠
け
る
(
/
{
月
ロ
ロ
件

2
2
5〈
Z
Z
帰

国

E
与

さ
出

P
「
戸
田

E
)
。
さ
ら
に
羽
余
決
済
の
さ

EC巴
取
引
を
保
有
株
式

数
よ
り
多
〈
行
う
こ
と
で
、
株
価
の
減
少
が
弾
ま
し
い
と
い
う
負
の
-
コ

日
E

Z
を
持
つ
者
が
議
決
権
わ
使
す
る
出
場
商
す
ら
あ
り
得
る
こ
と
が
問

題
祝
さ
れ
て
い
る
。

会
社
の
ぷ
決
権
と
株
式
的
経
済
的
価
値
で
あ
る
の
山
岳

2
2
と
が
話
附
す

る
と
い
う
問
題
状
況
は
、

=
6
z
s
E
Hぬ
の
ほ
か
に
株
一
議
決
権
原
則

戸(引き主】門戸

E
F
口
q
F
E
R
話
芸
、
む
若
マ
む
な
へ
と
足
岳
、

~Eq雪
之
、
司
会
号
、
豆
町
。

円。則一三唱え
UFωC
」一
TR-
叶
山
凶

CNヨ一一位「同一
T↓刀
J-ω
円。
ζ

↓対一/れれ寸山

JZUTJdjzh-一三

MHEnh
「
E

E
士

や

4
0
E
E三
去
の
禁
リ
法
埋

(
h
n
p
E
E
F
Cマ

コ
ミ
士
ー
寸
戸
凶
ニ
ロ
(
口
三

h
r
s
お
)
)
、

H
本
法
下
で
も
利
益
供
向
J

禁

止
戸
会
社
法
一
一
口
条
)
、
議
決
栴
代
理
梓
綬
枠
制
限
(
一
一

O
条
二
項
)
、

取
締
役
の
汀
則
規
制
(
三
三
二
条
)
、
株
式
の
同
格
権
と
共
益
性
惜
の
不
可

分
牲
の
一
議
論
な
ど
か
ら
何
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
稀
類
株
式
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十H

制
反
に
よ
る
E
岳
巴
。
巧
と
S
E
E
-
E
m
Z
と
の
玉
離
が
H
o
c
-
ロ

C
で
測

定
し
た
企
業
側
伯
へ
の
員
の
相
関
が
あ
る
こ
と
も
示
さ
れ
て
お
り

品世

(
m
c
ヨ
セ
空
]
句
作
庁
主
-
R
己
之
言
。
(
吋
C
2
4
二
五
吋
一
日
~
、
込
足
、
ム
司
j
N
G
P
一
九
三
旬
。
、
と
ど
と
と
ぬ
句
旬

、
ぜ
言
言
皇
内
町
三
三
日
吉
宮
、
J
J
6

円
吉
元
日
正
胃
之
、
問
題
視
き
れ
て
い
る
、

三
.
問
ヨ
百
件
可
〈
O
Z
コ
由
の
情
報
開
示
(
Z
-且
且

0
3
(
豆
O『
ち

E
U
一
旦
O要
3

0
3
Z
乏
し
か
し
、
2
2
J
寸
〈
是
認
が
現
実
に
ど
の
程
度
使
用
さ
れ
て

い
る
の
か
は
不
明
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
内
5
1
4吋
ヨ
ロ
ロ
ぬ
と
な
る
取
引
向

他
へ
の
何
恨
同
一
小
規
制
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
(
例
え
ば
、
ト
人
量

保
有
報
川
門
書
提
山
川
義
務
「
金
商
法
一
七
条
の
一
一
こ
、
ム
工
以
株
主
短
期
一
ん

円
(
差
訴
の
返
還
義
務
[
一
六
四
条
]

)

2

こ
れ
が
E
E
E
(
戸
ミ

Z
5
5

3
U一
E
t
y
去
の
阿
世
で
あ
り
、
現
に
二

0
0
七
年
の
ス
イ
ス
E
-
N
2
刊

の
買
収
や
日
本
の
ニ

y
ポ
ン
放
送
事
件
の
貸
株
に
お
い
て
実
例
が
ほ
川
刊
さ

れ
て
い
る
ご
搾
取
の
恐
れ
の
あ
る
大
株
主
の
有
無
な
ど
の
目
減
を
コ
ミ
ソ

ト
メ
ン
ト
あ
る
形
で
投
資
家
に
従
似
し
て
、
リ
ス
ク
回
遊
に
よ
る
搾
取
の

危
険
件
を
断
ま
え
た
大
幅
な
割
引
な
し
に
、
適
止
条
件
で
の
投
資
家
か
ら

の
資
金
調
達
を
川
能
に
す
る
こ
と
が
強
制
的
情
報
開
示
制
度
の
槌
己
円
な
ら

ば
、
権
利
行
伎
の
み
で
搾
取
可
能
な
大
株
上
の
登
場
が
あ
り
う
る
三
E
C
Z

取
引
も
含
め
て
包
括
的
情
報
開
示
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
{

四
.
議
決
権
の
問
題
へ
の
対
応
策
一
で
述
べ
た
E
巴
己

3
と
2
ロ

E
L
コ
ち
「
の
希
離
の
問
題
は
、

開
三
日
》
E
訂
正

Z
に
限
ら
ず
、
株
式
持
ム
ロ

ピ
一
フ
ミ
y
ド
型
保
右
な
と
に
よ
っ
て
も
生
じ

(
E
E
U
内
}
】
戸
W
2
巴
町
内
定
守

北法61U '202)訊)2

~河J守て守へ芸hミ3言き"ご言三刊又己《に吾目ケ句円令守

以
外
の
地
域
で
は
ず
北
布
離
が
卜
λ九き〈(円色]E戸完勾J2ケ2切EA戸三戸乙-叫こ、芝宅句宅ミ、ミ九吉おミ守主ぬ主竹雲s誌E《〕、

C
R
一
三
h
z
p
w
可
n
h
芯
に
m
C
弐
刊
さ
h
ミ
H

』
円
足
立
与
己
Q
w
w
円
。
可
H
U
C
3
え
さ
エ
旬
、
日
∞
」
守
J
H
h
∞
]
{

己
凶
)
、
限
界
相
指
E
ω
一
二
訂
正
一
以
外
の
取
引
関
係
継
続
の
利
詩
を
主
侃

す
る
取
引
先
株
ー
+
の
存
在
は
日
本
で
は
周
知
の
事
夫
で
あ
る
、
メ
イ
ン
パ

ン
ク
論
と
し
て
こ
の
よ
う
な
株
が
が
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
企
業
伽
値
の
山
卜

に資するとい、うつ議論まで考瞳すると(写お辺己-『胃戸巨口Ep号吋三巳口おと与~守、占、吉吉へ怠pミh恥に号胆に号九守、ミA
〈

"ご則芯Nh〔

Q吉制乞切辺。一芯噌芯吋h~己〕、目守処h門

Q村円守、内弘H噌ヨ叩=N。一芯噌芯凶丘"三吋芯c守3
ん

ω叫、-∞」」
ur

苛》Z円切河-zj叶

Rhozot--ロω-ω一

人〆

O
K
E
E
E
言
。
k

J

「
=
こ
〉
三
ど
一
三
千
三
一
三
回
〉
Z
一
ム
印
5
-
一三、
J

邪
断
へ
の

法
剥
制
の
是
非
は
羽
市
に
悩
ま
し
い
間
出
で
あ
る
υ

一
一
c
b
E
P
η
訂
]
山
酌
戸
?
一
一
ん
コ
吋
は
、
①
原
則
は
従
来
通
り
の
議
決

権
行
伎
を
認
め
、
伝
一
第
の
例
外
と
し
て
、
%
以
|
保
有
株
王
に
対
し

て
、
保
有
す
る
議
決
権
と
株
式
の
経
済
的
帰
同
の
誰
維
と
が
そ
の
こ
の
%

を
超
え
て
い
な
い
こ
と
の
一
証
明
を
出
求
し
、
一
副
明
で
き
た
場
台
の
み
れ
部

の
ぷ
決
権
行
伎
を
認
め
、
証
明
に
失
敗
し
た
場
合
は
、
実
円
治
的
な
経
済
的

帰
同
主
体
に
議
決
権
を
行
使
さ
せ
る
と
い
う
特
別
の
定
款
の
淀
め
を
各
会

社
の
任
意
に
よ
っ
て
ほ
用
で
き
る
よ
う
に
し
、
必
一
泊
ー
の
例
外
と
し
て

z
-
-
c
z
o
ロ
の
品
2
ご
5
2
5
回
の
よ
う
に
会
引
の
価
伯
と
株
式
の
形
式

い
し
の
保
有
者
の
経
済
的
イ
ン
E
シ
テ
ィ
ヴ
が
正
反
対
の
場
合
に
は
、
州
会



社
法
の
規
疋
に
よ
り
強
行
法
的
に
議
決
権
わ
使
を
で
リ
す
る
と
い
う
刊
紅
茶

を
し
た
。
他
に
も
同
=
伊
豆
R
K
叶
白
出

pp「
戸
田
E
で
は
、
①
の
様
な

た
款
規
定
は
ご
2
コ
辛
問
題
の
あ
る
株
式
分
散
所
有
出
の
既
存
の

l
助

会
社
5
5
n
F
長
ト
芸
主
主
会
三
E
R
E
R
N
守
三
九
三
吉
町
ミ
吉
E
R
ト
む
さ
も

ド()凶同hrwh〆
下

回

ww〆

HXN()
回
-
m
v

口付」「
J
n
c
ミ
ミ
コ
に
ご
h
a
N
h一
U
J
=一
AFEHHnu一
氏
ム

Z
4
戸
戸

F
〈
三
凶
)
に
棚
ぼ
た
的
凶
口
以
防
衛
策
を
与
え
な
い
た
め
に

設
す
時
な
い
し
日
C
時
的
疋
款
安
更
(
p
h
巴
E

Z
切

除

問

E
5
2
こ
)
。
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h
h
-
O
町
、
R
R
之
、
司
可
司
3
2
2
ミ
N
Z
へ
N
H
N
三
HN、

~Jqき
で
へ
に
ど
お
O
H
U
V
]
戸
間
わ
い
(
〕
い
χ

除

0
2

∞ω)
に
限
定
す
る
と
し
て
い
た
。
実
際
に

J

二
山
一
r
は
上
場
規
則
内

有
一
条
を
改
止

L
、
実
質
株
主
の
指
不
な
し
で
可
o
r
E
ぬ
の
』
戸
E
が
取
締

役
選
任
選
挙
へ
投
票
す
る
こ
と
を
会
川
し
、
=
-
J
4
(
引
(
日
(
)
(
)
叶
)
念
日
は
、

経
済
的
利
掃
の
な
い
市
場
委
加
話
の
議
決
梓
わ
使
禁
止
を
提
索
し
て
い

る
)
結
局
、
確
た
る
証
拠
は
な
い
も
の
の
、
比
較
法
的
に
も
粁
凶
学
的
に

も
、
2
2
ケ
「
7
2
と
2
口
百
三
の
希
叫
酬
を
完
全
に
布
地
に
任
せ
る
と
い
う

判
断
は
取
っ
て
お
ら
ず
、
何
ら
か
の
規
制
が
必
以
と
い
う
方
向
に
あ
る

五

z

o

g
〈

O
H
O
回
Z
冨
コ
白
は
本
当
に
新
し
い
問
題
か
?
以
上
の
の
旨
U

E
Z
E
去
の
附
也
は
令
融
取
引
デ
リ
パ
テ
ィ
ヴ
の
発
展
に
よ
っ
て
顕
著

に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
配
当
州
当
額
を
賃
料
と
す
る
貸
株
も

E
佐
口
2
¥
E宝
E

官
E
は
品
終
的
に
は
貸
、
一
干
に
帰
属
し
、
E
Z
V
E
「

E
K
の
一
例
と
な
り
、
さ
ら
に
政
策
円
的
株
式
保
有
も
含
め
亡
議
決
権
の

Z
品
目
o
d
に
よ
る
E
E
ロ
5
4
が
#
も
と
い
う
の
は
従
来
か
ら
存
在
し
て

い
た
問
題
で
あ
る
。
ー
と
の
よ
う
な
場
合
に
恥
離
す
る
株
式
保
有
と
な
る
の

か
に
つ
い
て
は
、
ト
入
量
の
4
献
の
蓄
積
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

(
句
。
-
E
E
-
己

2
2
5
5
n
E
に
着
目
す
る
も
の
と
し
て
目
。
土
N
c
s
r
「
晃

巳
ミ
五
E
に
着
目
す
る
も
の
と
し
て
戸
β

っ
2
E
己
主
(
比
三
五
)
)
。
ま
た
、

本
問
題
を
よ
り
抽
象
化
す
る
と
、
5
2
コ
ヨ
弓
に
よ
る
法
的
梓
利
の
r
l
当

化
と
い
う
発
想
法
と
、
当
事
者
間
の
契
約
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4) Thぜ articleanaly同【1the basic conditions of North Kore札口 agriculhll-ぜ

ralslO日 suchiLcmぉaぉa只riculLura1popul3lion， arablc I3nd pcr Iamily， lhc wci只hl

of agricu1tu了ぜ forestry， and fisher芯 Comparing with the casぜ ofSouth Kore孔

which siartcd aL Lhc simil:n hiぉloricalcondiLIons， ¥.¥，C cOl1ld sav LhaL :¥"orth 

Korea's ratio of agricu1tllral population is higher， its scale of arable land is 

diminishing biL b)' bil and il's lhc raLIo oJ agric111lU1仁 forcsLry，and fishcry is 

high引

5) Thc arlic1c ovcrvicwcd lhc changcs of Norlh Korca's agricl1lLural policy 

line and thぞlrolltcomぞ Dllringthe process of socialization and thぞ first stage of 

lhc ( おlahlishcdsocialiお1syslcm， lhc socialisl mohilizaLion sLralcgy礼叫1111γcd

Cjuite good outcome unc¥er the back只rOLllldof relativel、goodrelationship with 

olhcr socialisl counlricぉ Gul川 1lhじ slagccomln只inwhich nol Cjll礼nlilaliもじ bllL

Cjualitative growth is necessary， the socialist mobilization strateヌvcaLLsec¥ 

sl礼話naliono[礼話ricu1Lurtλn(] [ood crisis， slrongly dam礼gcdby lhc disordcr礼nd

disintcgraLion oJ thc socialisL b10cι 

6) The articlゼ analyz吋 thぜ ch札ng出 ofthe agricultural production organiza 

llOnョ， divic¥in只lhcproccss inlo L¥¥'o phascs， lhat日 thcphasc of socializaLion o[ 

them札ndaftel-it 

7) Thc arliclc analvzcd Lhc chan只CSoJ Lhc supcrvision oJ NorLh Korcan 

government over agriculture， The cu1tivating mぞthodof I¥orth Korea ¥vhich ¥vas 

dcv仁lopcdJrom lhc公landpoinLlhalmakcs highly o[ lhc s(ヲciali公1SVSL仁IIIand lhc 

indepenc1ent economic systぞmhad been Cjllite succぞSSflllllntil the half of 1980s 

Bl1l aflcr Lhc succcssf111 pcriod， sc、cralcrilical problcms bccamc cvidcnL Ex 

pぞriencingthe food crisis of 1990s， some changぞshave appearec1， sllch as dぞ

crcasing lhc wcighl of corn and incrιaぉln原 lhalof polaLo inslιad in sclccting 

ltems 

日)Thc aγLiclc analvzcd lhc ch礼ng(おり[lh(礼gl'lじ川llllλ1prod山 【 ¥s LlH 

accur3te statistics can not be aCCjuirecl， it is C¥ifficLtlt for the article to analyze 

corrccl1 v lhc ~川10 1l nL So， II日、出 lic1clricd loばγ礼splh(' lcndcncy o[ lhc ch礼n~('お

o[ lhe agricultural procluce 

9) Aお a tri札川1to co川 問 a山rto t山hぜ real s坑叫tじ《沈山1山 of Nurth Kore閃as 礼哨叩g引n川(口1山 ura

pro仁clucc，Lhc arLiclc cslImalcclthc amounL basccl on Lhc calculalion oJ lhc ncccs 
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S孔ry<lmuunt of fu(叶 forthゼ l川 pulation礼ndthe estim川駅jrate of insufficiency of 

[ood. From thc cslim3lion， iL C3n bc saicl lhal Norlh Korca's a日ricultllralprodllcc 

has beゼnぉeverelyexaggぜ了atecl

10) Thc arliclc cnvisioncd lhc 戸川町blc[ulurc o[ lhc Norlh Korcan agricul 

ture. [f North Korea try to incr同日 itsagricll[ru 刊 prodllce，it is important for it 

lo incrc8sc lhc 乱11Iounlo[ Lhc nCCCSS8γ)' maL仁rialinpul and to cnh8ncc lhc will 

to cultivate of farmers. And to do so， it is necessary for it to improvぞ relation

ship wilh Soulh KりrC8，]apan 8nd . .!¥mcrica 8nd lo clismanLlc Lhc SyStCI孔 o[lhc 

socialist farms. Co日目rningthe first remedy. North Kor問 isquite active. Hut the 

pりおおiblclhγcc parlncrお 札 口 nolぉoaclivc in rcspon(ling lo Konh Koγca's 10芯t

cal1. They demand North Korea to solve several preconclitions for the expectecl 

coopcralion， sl1chλs Lh(、prob1cmo[町、cralkidn礼ppcdJ礼pancsc礼ndlhc problcrn 

of nuclear weapons. So the first remecly is not so e8sy to t8ke effects. Concern 

ing lhc sccond rCl1H刊ly，Korlh Koγじ礼 lSll1aclt可cin laking lhc rcmcd、Thcy lhink 

lh3L lhcぉtrucluralaspccl o[ thcirおocialist[arms is imporlam. So， cvcn in [acc 

of thぜ foudcrisis， they a1-ゼ hesit孔tingto accept the seconcl 1ぞmぜdy，Cunsidering 

lhis 1、inclo[ siluaLion. Lhc ncar [ulurc o[ .¥orth Korcan a只riculLurcis nOL SO 
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|論説

護主判員制監と茸号事蒔j去に封する

弁護士的意識

はじめに

松村。

太FH
良之、
勝jiL

本 f麻奈子
UI FFI f昔子

我々は、巨本宇:r;~J1;;< E司会科学!j;f冗'!!';主将研究 lAJ I JJ:';';J 員却'1支のぺ?

と望ましい市Jt立運用について 裁判員権1授ははム-71する治、つ 」

(2007---2010年 f士、緋先代表若干叶'J 良之 J 、 l'付~r学研究資寄与事芸術究 Jλ) 'il{ 

事とむ王!パl事決判心押戸内椛築にInj~)て I (2007 -----2.0 1 01;-: 1!{、

1:汁光代表者r' 1~)(M，戸JIの法訟を待て、 2以)日守に、#日立 合g)M脊対象とし

て裁判l只事i皮と)::11 ~ J i: -1-1訂正i一向すえJ足度認査を;hった，]'，本柏(j:~::-の調主

ヂ タのみf峰出j分為「事長を、高容の '1斗; ぷア斗)ーィン、調告、方法、調告、

禁の情成ととも tこ小すものである J 裁判~:~制!正の日絞のアクタ である

弁議 U'J&判長制度苓とのように詳似しているか、またとのように行動

し〈ζ 弓としているが、ぞ Lてそれは 枝川氏の戸、皮とはどの上ゐ l異

な J どいるのかを苅ることは、裁判H叩Ijr支のノわことって非 1日に

あろう c それに ιかかオ}らす、制究，--0)問撲もあって、守護 iを対象と

した二の悼の志故調査は行われてこながったr 我々は、調査刀法f いく

つかの l 夫を加えるこれ~よって、 f円前!乏の I'~jい凶j去を行うこ r ができ

たn 詳織でち判的な分析は今役行われるこ rになるが、台りあえず戸ー

タt'j 卜を保定 L、記述的なヂ タの訣礎的分析結れを可てすこと l土、子

7ピゾトの信頼性ギト担保するための必要条件であろ〉】{ さら[それlーと

どまらず、裁刊4 員市支l士、ミ見ィLもっ kも同心を十以イL、いる政治的・ tl

1， I LiJ:Gl :j・540):)4つ



jJ判員制限とでごとれ ;:fJi:~にバ「する自主|の章改

会的課題であり、旦怠;デ タの主主終的分f;-r-~，-~j 果

日立Jにも実務的にも有玄設であろう〈

るここは、学

2置リサーチデザイン・調査方法

経験上、フンダム斗ンプルに」る弁誌上に討する郊送調夜では、|口i収

2与が著しくイ従って、ここでは調企汁象者を全上司の弁護 1からラン

グム 1アンプんで孔11山 tるとい 7方ばにはJらなかったハ手記々は、前7否対

象重土として、大塚tt，!~会所属、 Hえf弘会) ~i局、小規松会所属の 3 怪績

を考え、快挙-d'.))所属機関の所在地な〆σHti院から、 1、夫江筏会ぃ Lで東

55ミ 3 会{そこからはランダムトトシつ yレ)、 '1→規模去として LJL者~jf 譲 l 公(主主

、ノJ規模会こして、雨錦、旭JlI，~mft i'í-各弁註士会(忍t干〉全 J~んだ。

束庁、 15fJ;ご一)~，，ては会員数比例してサシ"7!レ殺を苦"1-)、二て、:主体で

I ~;OC，?)サンブルをランダムに拙 L_\ 1____ l.:.~， 凶 1X半を高くする一仁犬について

は、 i主を参照されとい."

4ト〆プル数、有効I"j答紋などは表 lの通 nであゐ

表-1 サンプJレ数立ど

ゼンア

~~~づ「誇士会

第弓東京弁護よよ3

<j 2 東日司、設 :-'i~

~.:2~ :5会合 i
思都チ千百三一上公

司す宮古弁務士会

ノ也)111こIJ_'_十三

州防づ「誇士会

Jじ船主 3会合主|

41つ

'118 

i-'::L 

169 

48.1:-1% 

37.30% 

15(H) 

"， 】}

4
i
H
O
 

A

i

J

Q

J

 
76 5え 469ら

t人1dJ郵三ä、で、ヌ()(お土~ L;_ F かム 5 司にかけて hわれ丈 ρ じI~j三三 1;( jそ

I記載の通りであり、弁玄 lに対する郵送剣先とては驚異的:こ向い

と言えよう なお、すンア Jングおよび実歪は1J.i巾央調査社に委託 L'，: 

fjわれ介

~Lì:j、 ('::1 U '，:539) 5:59 



論 μ見

3.調査票の構成

この調査で用いたモデルは、弁護一軒の裁判員制民に関する態皮の構造

を示したものである(図 1 )っこれは、我々が2印〕自作 2月、 3月に行っ

た 般人を対象とする調査(その詳細|は、松村{也、 2肌)8参照)でJiJc、た

モデルと同じく、和|人の卜人lイ上変数を巾し、に捉えた何人モデルである{

この調査票の概要をモデル閃の上から青うと、

11) 裁判員J主判に関する法行動に関する設問

(21 裁'['IJ口制度に対寸る態度についての設問

1 :3) 刑事司法に関する休験と関心に関する設問

(4i 刑罰jおよび刑事可法に対する態度に関する設問

(5) 弁設士特性に関する設問

(6i デモグラブイツク安|刈に関する設問

から構成されている υ これらについて以下で説明する。

まずモデル凶の 番上にあるのが、裁判員裁判を導入することへの賛

芥、および裁判員裁判jの宅イ牛を受任したか丙かといった法行動である c

これは最終的な従属変数になる c ただし裁判員制度が導入される前に

j丁ったこの調査では、裁判員裁判の事件を受任したという実際の千丁助は

測定できない。

次にモテゃル閃の第 2層にあり、法行動を規定しているものが、裁判!日

裁判に対 Fる態度である η これは態度瓜論に基つぞいて、感情、認知、行

動の成分より構成されると持止えているコ

このうち裁判員制度に対する態度の感情的成分は、必判員裁判に閑す

る与えhのh向1生を意味する c たとえば裁判l只制度を肯定するか63とす

るかといったものであるc ここでは裁判員制度全艇についての許{曲、素

人が参加することへの評何、裁判l貝が受ける影響力についての評価、裁

判員の能力への詳f曲、裁判員が量刊をUとめることへの詐f曲、 般人の良

識への評価、裁I'IJP裁判にかかるコストへの評伺等を取り卜げた。

認知成分とは、知識やその構造のことであり、ここではとくに裁判員

制度に関する知識をさすc ただしこの嗣告は、裁判l員制度についての開

解や知識監が|分ある弁護寸?を対象としたものであるため、それについ

ては独立した設問としては尋ねていないc

r31 北法61U . 538) 538 
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論 μ見

行助成分は、行動の可能性、行助への意図をj;t;，-ねることによって測定

される c 具体的には裁判員裁判の事件を積秘的に受任したいとし寸行動

意図があるかとうかということである。

同じ第 2 同にあり、~S:判員制度に対する態度に影響を与える要因とし

て、法体験と法関心があるコ J主体験は、 IIlJmm件を弁議した経験の有住

や、無罪と忠っ亡いたのに有罪判決を受けた経験の有無である。他方、

法関心は刑事ポ件に関心が強いかとうかであ 1)，ここでは川ポ事件を受

任した刊数苛から間援的に測定したれ

モデルの第 3層に、裁判只制度に対する態度を支える長底按|刈として、

i去に刻する態度があるハここではとくに刑罰に対する態度、刑事司法に

対する態度を意味し、検察についての評価や公 nJIIIJ整理手続についての

詳{曲が含まれる。

最後に、|ヌ|の長十郎にあるのがデモグラフイヅク安附と弁護士判性で

あるコデモグラフイソク要因は、弁設一上の性別、年齢、および開業地域

が含まれる。弁護上特性としては、年間の取4泣い事件数、事務所の胤模、

事務所での地位、弁護一上登録年、判事・判宅補や検事なと与の他の法1111経

験が該当する。

なお、調査票については付録を参照されたいc

4.度数分布と基本統計量

以卜、各設問の皮数分布と基本統計量について調査票の設問の順序に

従って説則「るつなお、 2. リサーチデザイン・調査方法で孔則したよ

うに、この調査では、東京 3会、京都弁護±会、札幌を除く幽館、旭川、

:iJ1I路の北海道 3会の 3グループに分けて、サンプリングあるいは忍什調

貨を行っている。度数分布と某本統計量についても、名グループごとに

その数情を示すことにする。

なお、以|、度数分布と某本統計量の表 (:t:-2以十)は、印刷の都合

上、注および引用文献欄の後にまとめて掲げてある。

(1) 刑事弁護の経験

問lから問 5(問 5には、枝問がある)までは、 IIIJ雫弁護の経験と担

当した事件のタイプ、その推移を尋ねている。結果は表 2の通りであ

r51 北法61U . 536) 536 



故判同市]陵と刑中司法に対する前議!の意識

る:-];'_-lj 

(2) 弁護上立録など

問6、問 7は弁護斗7登録と検宅、判雫(判事柄を含む)の経験をそ予ね

ている c 弁護上特性に闘わる設問であるが、嗣者県の十品成卜その一部を

ここで尋ねているじ結果は、表 3の通りである 2以)9年の授33が3人

しかないのは、了凋杏時期が修省修了時期より前であったために、 20ω午

のnJ法研修所修了者がまだそ子録されていなし、からである。

1: :-31 弁護上のメタ認知(一般人の刑事司法に対する態度についてのj

問8は、 般人が刑事同法制度をどのように拠えているかの弁議士の

メタ認知に関わる設問である。別の調杢(我々が20081[C2灯、 3月に行っ

た一般人を対象とする訓也、。その詳細は、松村{也、 2008参凹)では、一

般人のサンプルに、同じ設問を用いて、「あなたご悶身のご意見をお聞

かせ卜さい」と尋ねている。このように、メタ認知を尋ねるという弁護

士調査は今まで行われてこなかったが、 般人が7司法に参加する裁判員

裁刊にとって、人々の態度とそれについての弁護士のメタ認知がどのよ

うに異なるのかはすこぶる重要な問題であろう c 結果は、表 4を参照

されたい。

(1) 川事裁判における弁護寸?の役刑

間 9は刑事百j法に対する態度のうち、刑事弁識における弁護土の役割

およびそれと関連する事項についてj;t;，-ねているc全体で 6問からなるが、

結果は表 5を参照されたい。

(5) JIIJ'll'司法への信頼

間10、11、12は、弁目盤上が検察官、刑事故判官、合察官をとの桂度信

頼できるかを尋ねてる。川j71同法のアクターの重県出分である弁議士が

刑事司法の他のアクターにとのような態度をとっ亡いるかは現A大の刑事

同法制度のあり々を理解するのに重要であろう。結果は表 日の通りで

ある。

(6) 刑制の目的

問13は刑罰のリ的( 般予防、応報、犯罪苫の更生)を、順位つ、けを

させて尋ねたものである c刑法理論では好んで議論される領域であるが、

法律家が天際にこの問題をとのように考えているかは今まではっきりし

なかった。結果は表 7を参照きれたいc 表では、 般予防、応報、犯
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罪者の更正のそれぞれについて、 l需から 3寄までの選択の度数が示さ

れているおc

(7) 裁判員裁判の評価

間14は9問の小間からなり、妓判員制度への副吋wiの設問詳である。本

設問では、 I)ij述の、 2008年 2月、 3月にf丁った 般人を対象とする調査

と同じ設問を用いている η 結県は表 8の通りであるの

(S} 介護でにとっての裁判只裁判l

間lSは5つの小間からなり、「弁護上J C弁護人」との関わりという飢

I.~から、裁判口裁判に対する態度を尋ねている。本間は、そのような志

味で態皮の行動成分と関連する設問である。結果は表 日の通りである。

(9} 裁llJPOJ間断についての予測

間16は、 8問の小間からなり、裁判員がどのように行動するかについ

ての下測を尋ねている。本設問と|叶じ設問が、前述の、 2008年 2月、 3

月に行った一般人を対象とする調査でも用いられているc 結果は表 10 

の通りである。

(則被告人にとちらを勧めるか

間17は、身に覚えのない犯罰~で起訴された羽合に、もし、裁判員によ

る裁判と職業裁判下!のみによる裁判が遺択できるとしたら、どちらを被

告人に勧めるかを尋ねた設問である c この設聞は、弁護上の、裁判I員裁

判への最終評何と関連寸る重要な設問である。また、起訴されたとき

般人がどちらを選ぶかを、前述の、 2008作2打、 3月に行った一般人を

対象とする調査では尋ねており、それとの比較も興味深いU 結果は、表

11の通りである。

(tl) JIIJ事裁判への信頼と公11さ

間18と問19は、それぞれ刑事裁判への信頼とその公正さの詳細を 7点

尺度で尋ねている c 結果は、表 12の通りである

112， 無実と里、っていたのに有罪の判決を受けた経験(1，'，

同21では、t!:i~した事件で、JJJl実と巴っていたのに布界の円l決を受け

た経験を尋ねている。結果は、表 13の通りである、

仕当 弁護人にとってどのようなスキルが重安か

問22では、裁判員裁判では、弁護人にとってとのようなスキルが重要

かを、選択肢の中から選んでもらヮた(ただし、複数回答IIJ)。結果は、
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表 14のjjjjりである υ

1l4i 裁判員裁判jを受任するか

問23では、裁判員裁判への態皮のうちの行助成分(行肋意図)を直接

尋ねている{結米は表 15を参照されたいっ

(tヨ裁判只裁判への賛企

間24ごは、 J主判員主!と判の導入の資百をl白按尋ね亡いる。この設問は、

I)ij述の技々が2008年 2月、 3月に行った 般人を対象とする調査の調査

票の最後の設問に対応、十るものであるつ結米は、表 16を参照されたいコ

uo 弁護士特性

間25から問27では、弁設士登録年、判事(判事補を色、む) ・検事の経

験を除く(その 2つについては同日、阿 7で尋ねている)弁護士射性(取

り扱い事件数、事務所の態様など)を質問している(円。結果は表 17の

通りである。

11刀 7_Lースシート

本嗣wではフェ スンート ry同として、性別と生年を尋ねている。結

果は表 18を参照されたい。

l期待:本調査票作成にあたって、同志社大学の佐藤嘉説教授、東京大学

の大津裕教授、北海道大学の門取桁司教授に多くのご示陵、ご助

百を1買いたことに感謝する。

3主

(j'， 代々は、いわゆる「意識剥査」における「意議」を、 L、理学社会心理子

で言う態l正att山山と同義の概念ごあると珂解 Lている A なお、松村他 ¥2006

: 11イ前七 (1)1 参照。

はl 凶11)UYが高かったのは、介議士にとって興味はい問題むあったということ

もあるが、回収率を高めるため、いくつかの l犬を行ったことも百与している

であろう c 弁誰十に対する郵送調査行おうとする研究者の参主のために、ここ

ご郵送調芥の討しれを ~l;( しく述べておこうっ

11 ，1 北海道地Rでは、 1)j3日に、 3会の弁議十会長に事前挨おq!:と「裁判J

員削岐についての調存」の質問票(軒定版、 6ページ)を送付したυ 芹L

wし名義人は、科学附究費基盤制|究 (A) I裁判員制度の受存と望ましい

制l支運用につい亡 裁判員制l支は成功するか予 」の研究分担者である北

海道大学の山取祐μl教授(前法科人学院長)である!
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京都地同では、昔音の l人であるノk下が、 4月6日に京都弁議士会に電

話をし、弁詩|会の側が、「質問紙をファ yクスで送って欲ししりという

意思表示をしたので、「裁判員制度についての剥査」の質問山(世定版、

6ページ)、企回青(1ページ)、扶拶状(1ページ)を 7l' "Jクスで送付

したc

*京地区では介護士会の執iJ郊に対するあいさつ、挨が状の送f、jなどは

してしゐなし冶p

いi) 4月6日(片)に、調音対象者に対L事前依頼状を剖害 E送付した。

lii;:1 調査票(依頼状も同封)の投I判は 4月13H (月jであるつ稀め切り矧限

は4H30日とした。なお、郵Jさ刷査では、月曜日および)1&の後半の副l査11:
の到有は遊けるべきだとされているつ

H 1)J2711 (火)に、未返i若者に対し、督以犬(はがき)を投函した。

(汁 5月11日(火jに末返送TIに対L、督促状とともに調存票を再Jbしたじ

返信畑|浪は 5JJ30Hであるぞなお、実際に裁判民主止刊の公判が聞かれたの

はB円からであり、まだ裁判員裁判が開始されていない時点でちだ奈がなさ

れたことになる F

lYl) 訓査fJ!の郵送に用いた封筒については、北海道地限は北海道大ザ法科大

学院のロゴが入っ亡いる封筒(特注l問、その他の地区は、東京/、学法科

大平院の口ゴが入っている封筒(特持品)を崩いた。また、調査崇の差し

出L名義人については、松村が筆頭(署名の写L入り)で、太岡、フット

(科学制|究会基盤附究 (A) I主主判貝制度の受存と望ましい制度運射につ

い亡 裁判l員制!えは成功するかっ 」の研究分担者)、ノk下、杓取の名前

が併記されている 北海迫 3会所属の弁門t上あての依頼状、皆促状では、

松村の肩書きに、千葉大'子教授に加えて、北海道大字1'，営教授という同書

きも記されている口

日収干の地|メによる差を主えると、封筒、依頼状などの|夫が回収京に

影響をヲえたものと臣、われるυ

(3) なお表に以明があるように、問 1¥- 2、問 5-3については、政見回数、

則聞の数値がおおきいものはカテゴリー化してまとめられといるι カテゴリー

イヒは、きりのよし喰k11直(例えば111)が、 H止のカテゴリー(例えば6-]()なと)

にまとめられており、また回i事者は、大きな数値をi事えるf晶子干には、忘却その

他の用，11によ 'J、概数で答える場合もあるから、一般的に言って数他の小きい

カテゴリーを過大評伺している可能性があることに民意しなければならなし」

この、数値の小さいカテゴリーがiH大詐価されている可能性があることは|ロ|枠

の数値をカテコリー化して表にした他の設問についても|叶じであるの

けl 間:， -3では oヶ月という凶答(問日で、 I 起訴された にOをつけて

し通る)が 2 件あったが、 1 ヶ月~満は 1 ヶ月と考えて JIいので、データ処到上、

191 北法61U . 532) 532 
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Iと再コードした。

(5) 数伯を見ると、|叶順位をつけた回答首はごく少数であることがわかる p

(1，'，問20では自由記述で、裁判員裁判にふさわしいと与えられる事件を尋ねて

いる 1'1111記述部分については現在コーデイング処珂中「あり、本稿では百及

さiLiごし、なし、

げ l なお、問2611iの去で、経常介議士(パートナー)の数日という|ロ|枠がかな

りあるが、それは白分を除いてのノt トナーの数を結えてしミるのであろう刊さ

らに、*京で、弁護士の数が昔Lく多い事務所の出現碓，十が而いが、それは弁

J[.l:f同人を調査単位にしており、 l叶じ事務所の惚数の弁忍 hが調査対象になっ

ているt詩作があるからである。

引用文献

松村H.之他 (2市川j 現代日本人の11~.E:誠研究の珂論モデルとリサーチデザイン、

Jヒ人法学論集37:1477-1532 

(2008)裁判員制民と刑事司法に対ずる人々の意識、北大il、学論集59

: 2228-2302 
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刑事弁護の経験と担当した事件

。ごl守!っ川、
le;; ""J 

:;-;， cc 幻~~ -D こ7; t~α :;-;， G乙 JJ

C，公司<" 向。ぺ) -=-，ノハ一
、ヘ 門戸日

P

一
一
、

亡

〈
ザ

へ

へ

)

{

)

〉

『

士
、。つ

m

u

 

U
J
N引

℃

叫

円

九

V

ヘ

2 

同訳出廷) <-t ~ --r→ σ.') I ~"3 :間，'.(.)

-，1;;. t~ ')~ d :"抗 lη 寸 C ψ 勺

こ円三'" "'" C'l 争 C C.] 
し〔

'<':' t:; c.~円。 C 白山一ヘ氏。乙
G l'_ C": _ _ 

ム

一
一
凶
〔
)
ィ

司
一

匹
ヌ

司
ω

同一
巳
門

一
一
一
一
九

亡
同

Il~1 ~Lì:j、 ('::1 U '，jこ7)5:';7 



ふ1-λ入

問

。

『

『

c
α
m
 

弁護士登録者ど

〔

ω寸

h

N

 

-∞ 。い
N

お

寸

{

ω
 。J

ん
刊

号

}

九

V

ヘ

也戸 代 2
':Z: ~ 

ーで-:- I~_ tO (，":0 1;"，] X，引っ'" -，-u 

こ口のこむつ，~， C'l ~ '~こじ

~ ートドロ c 一 昨 日 む 乙 m
一「ご守岱，つC 内叶 L:' CC 

3 

つ
C

(

)

(

つ

}

い
て

お

ハ
{

寸

(
J

泊

。

(

ひ

η

一

明

円

円

つ
{
v
-

C

C

 

2

0

 L

ヘ

~
一
三
一
戸
「
一

n ト。
A
j

山()ス{ご、
hh円

一

小
飢
仇
(
入
)

、(つ
)
O

一
N叩

Cι{会(P一円ゐυ刊

内

ο会只c)出刊

}ぺO)叫
{
『
(
)
戸
(C~吋

c三〕
U討
叫
(
{
ま

c仇止v
、
一
一
わ

A苧

-

(つ〕必
U
門

k
-吋
{
ト

(C一

(つ}lLL
、
b
}
-
l
{
(

一=ゐξ』

}
巳
小
一
{
}
円

cベ

)H、ご全一!一ヰ寸
σ
一

f

一
日
{
一
戸
内
、
七

J

〕
町
一

y

b

H

。

LiJ:Gl :j・5二G):J26I ，~ I 



jJ判員制限とでごとれ ;:fJi:~にバ「する自主|の章改

弁護士のメヲ認知{ 般人の刑事司法への態度についての)

J

一K
J
4

い
r

J

ヤ

刊

(

〕

}

つ

刊

ト
ス
一
一
小

~
。
一
お

つ

(

〕

む

「

旬

F
L

U

日

一

川

町

亡

の

叫

ん

}

s

u

r

 

r

π

2

 

σ
ぬ

山

4

g 

-

μ

一〕〈5民5〕
{
一
mいhトh 

J

~
与d

一

よ

『

ん

判

山

↓

h

一}可巾ウウ小宍

λ~
川

ト

れ

β2~こ
ベ

一

-
F
)
ぷ
(
小
パ
一

ーに 0 ー"，-oOI c> 
n 門 勺 I ー，.C-'

Ĉ" 
o 

c 
F 

Y c-'.. 

~コ ~':'C二
J 三;:~

抗日~ ~， .r，;ー

に 22γ cO:C'

ヨぞ

j
J
3
3
 

J

、
、

一

4 

-= 一
↓
↓
 Pε

 
σ
 

乃
〔

E
〔φV

D
 

[
小

γ
ヘ
叫

A

d

n

M
布

「

け
一
印
日
町
内
山
で
一
三
十
叔

fト

，
い
い
、
一
=
一
一
吟
ド
一

ド
に
マ
と
日

j

リ

ハ

叫

i

く
ん
や
て
ん
か
作
叫
乃

J

J

ロコ
Q
サ
一
花
ベ
パ
山
町
安

、
〈
ヘ
向
日
記
v

m
d
k
 

l

、

】

J

一

f
h
u
d
一

、
、
一
F

一

一

A

4

一

y

訓
叶

Y
州
、
三
日
叩
h
叩

4
a

-
一
ノ
一
切
吋

j

〈
山
中
=
牛
小
」

む
¥

M

ヘ
J

件
記
U

F

3

1
、
一
一
之
j

w

T

I

山、

G
O
一
守
や
一
プ
ヘ

U

Z

何

一

J

令

lhl
山門戸

J一
凶
日
引

J
f
J
U
J代目
U

J
庁
吋
U
3
u
h
w
v引一一
J

J

L

心

持

品

吾

さ

り

り

へ

d
Jへ
立

一

謹

二

A
d
w
E迂
合
一
戸
中
山
市

J
m
ト
当
u
h
二
人
ハ

7
r

ニん川山

J
r
d
、
、
、
、

戸一

unR
が

F

U

H

4

P

一
川
寸
ぉ
心
)

コ
[

[

ト

円
「
刊

{
む
一

c
こ

一つ一cc一

ペ
ペ
ω
イ
品
川
コ
ア
B

川

1
h
へ
い
「
ふ
い

一
旬
、
ミ
ヨ
小
U

i

h

、
ム
、

一
ニ
「

i

一J
A

一

五

、

い

4
吋一
J

人

向

r

コ~
E

Y
一

J

ミ

や
J

ヨ

へ

り

(

小

出

A

h
…
2
J
?
J
い
会
?
に
U

F

二
ぞ
J

二
っ
け
ん
心

u

h

J

点
&
一
-
~
1
U
U
町
一
ミ
一
一
リ
F

いh
八
戸
ム
U

N

d

E

t

J

{

 

1;01 

:χ 

~Lì:j、 ('::1 U '.jこ5)5:';:' 



ふ1-λ入

問

弁護士のメヲ認知{ 般人の刑事司法への態度についての)

己

つ
(
♂
「

0
γ
-

h

?

∞
 

勺

σの
い

む

げ

山

門

ト

七
円
一
一
-

J

一〕ピ{〕
4

い
【

ト…モ冶忠〉-一
-
4

r
?
c
 

→ 

イ
ん

二 Cん山l 寸

'.' ，一一、<ー l、〕

C 

C人

o 

~C 
ιハ

、芦ぺ

一
一
〕
(
)

↓一
D

l

l

 

~
r
z
 

弘
一
)
示

乙
) 

4 

c
p
)
{
 

寸
寸

1

4

1

 

幻

寸

~l
一一一

h

r
ら

。J
V

一
円
一
「
川

守
む
川
品
川
一
で
一
一
N

f

付

一

む

つ9
ι

J

J

、
叫
iJU

吋ペロ
h
M
川
町

峠
日
山
F
4

ど
(
九
日
山
mu存

、

〈

ヘ

向

日

記

ザ

(

J
V
ヘ
引
い
ν

「
町

一
，
い
や
れ
M
W
!
一ム一~同一

-
b

珠ごわ
M
U

日
同
可
υ
l
A
R
し
ど
」

む
¥

M
ヘ
J

件
記
U

F

3

1

、
一
一
之
j

w

T

I

山、

G
O
一
守
や
一
プ
ヘ

U

Z

何

一

J

令

lhl
山門戸

J一
凶
日
引

J
f
J
U
J代目
U

J
庁
吋
U
3
u
h
w
v引一一
J

J

L

心

持

品

吾

さ

り

り

へ

d
Jへ
立

一

謹

二

A
d
w
E迂
合
一
戸
中
山
市

J
m
ト
当
u
h
二
人
ハ

7
r

ニん川山

J
r
d
、
、
、
、

戸一

unR
が

F

U

H

4

P

一
川
寸
ぉ
心
)

コ
[

[

ト

乙円一
つ
一

c
c一

ペ
ペ
ω
イ
品
川
コ
ア
B

川

1
h
へ
い
「
ふ
い

一
旬
、
ミ
ヨ
小
U

i

h

、
ム
、

一
ニ
「

i

一J
A

一

五

、

い

4
吋一
J

人

向

r

コ~

目↓コ亡
コ一小

川
{

E

Y
一

J

ミ

や
J

ヨ

へ

り

(

小

出

A

h
…
2
J
?
J
い
会
?
に
U

F

二
ぞ
J

二
っ
け
ん
心

u

h

J

点
&
一
-
~
1
U
U
町
一
ミ
一
一
リ
F
い
h

八
戸
ム
U

N

d

E

t

J

{

 

LiJ:Gl :j・5二--t):J24

:χ 

UI 



jJ判員制限とでごとれ ;:fJi:~にバ「する自主|の章改

」一}戸へ}μ(= 
(
 

-
t

J
但r
 

)
ヘ

。

刊、ー， "，'~ 
_ ~，l ~" 

ん

寸

寸

〕

つ

ど
O

-
心
{

ロ
~

〕

υ

ご

-
寸

U 

刑事裁判における弁護士の投部

コ

5 

つ

(

〉

(

〕

同

{
c
g
 

つ
c
 

♂
ぱ
山
一

よ

〆ーへ

一一一
x~

↓
さ

(
〕
内
町

民

σ
ι
-

D

一

寸い
ひ
一

己

ir」

日。し~， ，，"， ~: 

~:ぎ

侃

-r

n
Gか

{

一

P

勺弘一

巳

じ

?

メ
r、

r
、

」

、

{

小
国
小
い
い
吋
一
パ
了
、
ら
、
、
、
、
ふ

二
《
J
γ
γ
F
J
J〕

リ

「

心

)

m

J

A

C

G

山
川
ぐ
一

J
U
F
U
h
仏

市
V

U

引

c
 ↓

 

恥
、
中
H
一
三
ー
日
、
ム
、

戸

一

6
じ
V

A

乞
ヘ
「
ふ
ヘ
ム
ー

「

J

J
-
喝
「
い
凶
ヘ
代
J
3
4
J
人

之

、

山

、

ι「
一
三

J
い

J

、

わ

一

泊

い

づ

~
お
川
市
山
2
J
-
〉
け

A
f
F

ん
心
リ

ニ

品

〈

f
p
u川
へ
い

d

u

r

J
令
守
酌
~
中
!
?
一
ぺ
〉
J
U
J
N
ρ

、

仰
の

μ
J
H
T
h
G
J
ヘ
北
岩

戸
一
、

l
~
f
J
ぺ
J
J
(
玄
〆
一

1

1

m

l

長
ご
一的

γ
h
u

リ
r

ヘI
叩

h
砕

j

u

情

此

臣

、

4
4
A
l守
山

一

勺
ユ

r

スh
r
h
i
、
{
中

亡
平
常
一
特
ハ
半
、
b

く
わ
起

ヨこ
もL
，.-." 

ム机 w 

-::Tゅ

存亡

、以二、

一 一千

1;[; 1 ~Lì:j、 ('::1 U '，jこ2)5:';3 



ふ1-λ入

問

00 

I -.C -，-. ~'''''~ 

→" 

ん
泊
。

プザJ

勺ちコ::~; 

U 

刑事裁判における弁護士の投部

ピー

コ

5 

ごコ

一一一
x~

{

一

ど
七一日ー

に

ξ

弘

(
士

巧

」つ八一c;， .::. c ， [-_，<0) 

.:0> c い L ∞:~， 

J 寸〉 32引ぎ

再〉

へコ
ご

C
一

z
t

一
c
m
一

r
o
 

コ
刊

?

メ
r、

小
国
小
い
い
吋
一
J
V
♂

二
《
J
γ
γ
F
J
J〕

リ

「

心

)

m

J

A

C

G

山
川
ぐ
一

J
U
F
U
h
仏

市
V

U

引

、
山
片
品
昨
~
中
一

じぼ一、
円
む
「

ごっ-
C
 

3
{
 

恥
、
中
H
一
三
ー
日
、
ム
、

戸

一

6
じ
V

A

乞
ヘ
「
ふ
ヘ
ム
ー

「

J

J
-喝
「
い
凶
ヘ
代
J
3
4
J
人

之

、

山

、

ι「
一
三

J
い

J

、

わ

一

泊

い

づ

~
お
川
市
山
2
J
-
〉
け

A
f
F

ん
心
リ

ニ

品

〈

f
p
u川
へ
い

d

u

r

J
令
守
酌
~
中
!
?
一
ぺ
〉
J

U

J

N

ρ

、

戸
一
ぺ
U
t守
山
北
村
一
一
u

z

ト

三

、

J

二-一斗

引

p

b

h

r

=

;

S

F

ド

ハ
一
白
川
直
広
マ

(γ

一

間

木

一

山

3

5

J

 

斗
川
町

K
-
一4
Q
H
2斗

ダ
↑
η
ミ
百
一
一
一
刊

w
d
=

〔一べ
U

U院
を
U

r

u

いで

一昨引

4
M
1
1
f
u
一

LiJ:Gl :j・5ニ2)::;22UI 



jJ判員制限とでごとれ ;:fJi:~にバ「する自主|の章改

p 
d 

刑事司法への信頼s 

寸

γ ー}

c. '=.-守 υ
Pサひ

r， ，，， r_c ， 
一~ ~→ 

」
一
三
}

〕コ」一

」

J

コ

い
ん
判川

L
 

)
一
戸
ど
}
 

∞
F
 

J

う-~引

一

山
ト

ベ

の

~

ァp

一 乙 D

'~-' ----，- ，コ

。

〆

〈

泊

「
ι
N
3
 

H

2

一一
氏

一

σ 
，"、

-一一一F~

G
小

一引口U川川

}
 

門

一
寸

一一〔}〔一

c
σ
 

叩

吋

ぺ

一
r
l
 

小

山

ヘ

)

山
一
九

コ(
町

p-
m
円引

-
f

一
N
C
-

o
p
 一L

-ニ

-
円一

D
D引

(-
∞詑
∞
 

l
 

ぽ

印-亡ト
ρ
 可反弘N

一
Jc卜

-

!
σ
 。

巳
ん
叩
v

d

u

応
「
一
一
一
ぷ
「
ト

行
的
ド
J
U
R
r
叩

悼

の

ゆ
一
v
一
ど
ん
山
広
円
一

x-
け
A

宍

ご

い

り

日

、
一
降
、
一

D

1

ご

C

J

合

一一
4

1

p

一
、
{
、:
4

化
~
}

「何へム円山支↑=士戸ヤ心ベ川一二一乙

iγハQ吋
ρt一
ぷ
斗
巾

J
ω
v

正

ι
小

一

、

一
巳
ん
札
v

n
り

J
、
援
に
主
前

日
川
町
時
げ
叫
出

t

叩

φι
ノ
T
U
1
広
当
、
一
二

A

一
工
、
L

J

F

、一
d

J
、

ρ

J

ハ
ハ
レ

J

一

今

、

1

4

h

l

ベ
ソ

J
E「一

d
;
:
、1

ち

一
位
k
l
三
一
足

A

一一
A

f

ト

ぷ

X

リ

w
l
u仰
い
と
引巳仰い

d

u

応

一

一

C

「

ト

行
的
ド
一
u
R
r

四

わ

ゆ
一

iug叩
け
で

J
N
-
Y一
下
お
い
い
)
川

二

品

川
f

J

U
川
へ
い
よ

U

J

九
叫

u
h
τ
一
巳
!
?
ベ
一
一

i
G一
一
↑
~
市

主

ω
v

正

ι
か

1201 

九
引
一
(
一
一

A

一
い

山
ヤ
ニ

h
u
J一
布
川

u
r
u

一、円
¥

J

N
山

T

1

F

W

一1
n

v

l

~

J

C

ご
同
一

三

点

h
j
h
d
「

「
〔
一

一六、

4
2一一い
)

1

b

山町一
J

U
U

川一
J

円
八
札
山
一

5
1
4

い
£
ー
内

r

一T
T

W

F

一凶

U

Q
削

h
r
H
ι

合
川
三

「

一

九
↓
一
(
一
一

A

一
品

炉

二

h
u
J一
布
川

u
r
u

一、戸
¥

J

N

I

W

1

干

柿

一1
n

v

l

コC
ご
同
一

三

点

h
j
h
d
「

「
一
一

~Lì:j、 ('::1 U '，jこ1)5:';



舵
y
じ}
j
忠
社
、

51
!~
干
去
を
の
更
生
ぴ
ク
〉
ノ
下
?
、
前
更
に
こ
ザ
ズ
ゐ
も
ク

)7
)'
九

)1
~(

iH
~ 
1

 
;
し
宝
の
.
t
3
考
メ
一
計
士

川~
，:

:
:エ
i可
を

R
的

に
L
た
も
の
ご
す
カ

か
ム
ユ
の
札
、
f:'

会
主
，

く
だ
さ
、

同 ト
ー

、、
J

連 盟 S E S

l
守「

三江
川

口
ぷ
i
)

'~;
; 

ム，
-L

16
 

S
2

円

J
詣

.
l

ill
12
.t
i 

，"(; 
')
CU
l 

2i
 

_;
fi
.O
 

.3 
-~I

: 
~~

(Y
! 

::
8
，6

 
4'
+ 

'~
6.

U 
~ð

 
:;~

;，-
1-

合
n
十

'..
-07

1
0
0
.
J
 

1')
♀

lC:
u.

l:
];
)c
)
の

無
m
u

15
 

0
日

lG
.6
 

31
. 
U

 

ぅ
〕
斗

)
:
1
η
ο
 

じ い A U ミ ノ 一 一 一 一 〉

り 4 7】 4

t5.
:i 

2
0
.
U
 

?と
，.
4

J(
)(
U
l
 

泣 日 誌 一 円 一 心

17
. 

~
L
.
)
 

ゾ
Y

対

んけ
(j

つ

1に
い

I
1
3
 

1同 7
0
S
 

17
 

I
 

;
 ff<:
 

d
出

-~
 
)ネ
r

T3
 

俳
'-11
宍

1
 '{1:
 

lG
i 

~J
. 
i' 

-18
こ'
3
..1

~~
U 

z
 

i与
三

32
3
:3
.J
 

'3
S

 
2.3

.1 
!:の

1
昔

3
0
5

，1:
']
.3
 

B?
号
5

20
 

台
五

7U
-t

附
1~
出

l(
)U
.(
) 

n
 

知
司

lH
0
 

ヨb 亡 、
司

亡
ー

い 一 h J G H ( 』 e m u o r u N U



1221 

'cc" .J 0; :，，12210 

?

メ
r、

小
国
小
い
い
吋
一
J
V
♂

二
《
J
γ
γ
F
J
J〕

リ

「

心

)

m

J

A

C

G

山
川
ぐ
一

J
U
F
U
h
仏

市
V

U

引

、
山
片
品
昨
~
中
一

" 

コ

。

一、1

ご
〔
}
〔
一

V

一、
C

』

、

ひ

寸
h

一一}引

は一
J
J

可

子

I

、

竹

ふ
一
与
豆
、
ミ
祥
同
川

辺
一
一
日
二
ト
ザ
称
、

f
一
吋
け
で

三
国
手
持
本
語
/
川
一
一

4
4
へ
ぜ
]
巴
芋
長
一
円

-トイ ---" "，'~ 
→→"  

句。 一一こえ二 ヒニ l ご~，寸

一一、 ，'D

プザJ

〕

つ

ど
O

-
J
u
 

w

h
ゎ

-
」
一

3

3
十

ι~ コ_-0 ;ー

つにャ'"'"
- 一 一 二

，，， 
" 

♂C 0し門 : ~， 

:::<; ，"':ぎ

ρ
一、

む旬。一
日

jJ判員制限とでごとれ ;:fJi:~にバ「する自主|の章改

恥
、
中
H
一
三
ー
日
、
ム
、

戸

一

6
じ
V

A

乞
ヘ
「
ふ
ヘ
ム
ー

「

J

J
-喝
「
い
凶
ヘ
代
J

3

4

J
人

之

、

山

、

Fmu~ぃγ
起に一
A
F

許
制

〔

A

川
/
八
紘
「
ハ
-
=

裁判員議申jの評価

ι「一三
J
い

J

、

わ

一

泊

い

づ

~
お
川
市
山
2
J
-
〉
け

A
f
F

ん
心
リ

ニ

品

〈

f
p
u川
へ
い

d

u

r

J
令
守
酌
~
中
!
?
一
ぺ
〉
J

U

J

N

ρ

、

さぞ

，h
l
a
F
F
M
〔

と

や

与
4

¥
λ
日

投

杓

〈

制

「

日

7

~Lì:j、 ('::1 U '.jl9) 51ヨ

品



ふ1-λ入

問

" 

日三込 Cc 'cl22IO 

」
一
三
}

〕

(
~
、
寸

一
川
十

h

一}ウ

;;;ミ

つ

(

〉
。+

d

(
一
一
-

L
m
 

r
σ
日

引

一

よ

一、1

ご
〔
}
〔
一

C
 

C
寸

弘
山

。

:0 L-， ι_， "'"C ，-乙 ，-D

--: "-， 
1 円一九三:Q

寸一~

寸コ守::~; 

妄7
U 

ん

寸

- ，て _- 0;ー
引ご二一?0;:;:;2 

2: 

" 

裁判員議申jの評価品

侃
-
「-ニ

-
{C
一一∞J小泊川一

「

Nα

抗-
ω
∞一

?

メ
r

、

小
国
小
い
い
吋
一
J
V
♂

二
《
J
γ
γ
F
J
J〕

リ

「

心

)

m

J

A

C

G

山
川
ぐ
一
J
U
F
U
h
仏

市
V

U

引

、
山
片
品
昨
~
中
一

円
む
刊

引
一
小

口
L

α
 

恥
、
中
H
一
三
ー
日
、
ム
、

戸

一

6
じ
V

A

乞
ヘ
「
ふ
ヘ
ム
ー

「

J

J
-
喝
「
い
凶
ヘ
代
J
3
4
J
人

之

、

山

、

C--
一一つ

{
~
~
 

N
C日

ι「一三
J
い

J

、

わ

一

泊

い

づ

~
お
川
市
山
2
J
-
〉
け

A
f
F

ん
心
リ

ニ

品

〈

f
p
u川へい

d

u

r

J
令
守
酌
~
中
!
?
一
ぺ
〉
J

U

J

N

ρ

、

V

三
J

一吋ハ仁川
U
叩

ノ
ヘ
一
一
日
二
ト
ザ
称
、

f
一
吋
け
で

三
国
手
持
本
語
/
川
一
一

4
4
へ
ぜ
]
巴
芋
長
一
山

(
へ
い
同
一
ら

υ
帝

〈

ロ

E

J

1

と
4

1

W

4

「パ-一

ヘ
一
吋
芋
採
り
ん
「
J

司

、
ビ
三
之
ザ
r
J
M炉

U-=
vv
帰

一
コ
て
も
川
会
何
不
与
v
q

¥

〔
J

d

恨
の
く
刻
一

2
1

LiJ:Gl :j・518)::;131231 



12~1 

?

メ
r、

小
国
小
い
い
吋
一
J
V
♂

二
《
J
γ
γ
F
J
J〕

リ

「

心

)

m

J

A

C

G

山
川
ぐ
一
J
U
F
U
h
仏

市
V

U

引

、
山
片
品
昨
~
中
一

Jペ

コ

つ

(

〉

わ
忠

い

辺
町
の
一c

 

r
l
 

2乙

J
Y
J』
山
融
持
け
=
言
日

干
コ
ナ
円
、

J

T

K
ト
/
川
一
一

4
4
へ
ぜ
]
巴
芋
長
一
的

ごX，，r~ I~ 小一， "，'~ 

」つ八一小じ C'JI ご~，寸

寸

じぼ一、
侃

N
引。ト。一

Y-l 
" 
3 

〕

つ

ど
O-~ 

h

一一つ

が

竹

。

一
〕
(
)

↓
r

↓
 

h

引
円

l

k

一

万

一
ω

ミ;

': ~， 

0 京 η ，"':ぎ

jJ判員制限とでごとれ ;:fJi:~にバ「する自主|の章改

恥
、
中
H
一
三
ー
日
、
ム
、

戸

一

6
じ
V

A

乞
ヘ
「
ふ
ヘ
ム
ー

「

J

J
-
喝
「
い
凶
ヘ
代
J
3
4
J
人

之

、

山

、

J
R
J
E
一V
A
L

市
E

F

C

4

」

{

〕

j
b

一
平
日
伯
ベ
リ
「
弓

ご
に
三
之

J
小

説

「

4

ムd
h

一
父

裁判員議申jの評価

ι「
一
三

J
い

J

、

わ

一

泊

い

づ

~
お
川
市
山
2
J
-
〉
け

A
f
F

ん
心
リ

ニ

品

〈

f
p
u川
へ
い

d

u

r

J
令
守
酌
~
中
!
?
一
ぺ
〉
J

U

J

N

ρ

、

:ぉ

九

ピー

"'， 

~Lì:j、 ('::1 U ..jl7) 517 

灯ミ

ボ丸二
吟〈叫町

立が ) 

珂ul'~ご
c， 

"J 山

- :，-，. '"~ 

品



ふ1-λ入

問

J
一
K
J
4
い
r

h

マ

ご

い

の

と

一

-
一
号
一
刊

~
。
一
ぉ

」

υ
}

刊
日

汐
一
円

つ

(

♂

「

比

日

九

日

日

同

「

p

c
l
一
一
一

C

C

一

町
一
)
K
Y
3

r
日

引

~

C 

-

u
一5
{
m
h
h

a

刊

一

)

心

判

「

刊

一

守

4

い

は

門

一
一
〕
(
)

一

月
ゃ
一
。

J

へ
い
日

一
乙、

弁護士にとっての殺事j員裁判

ι ，--<ι'" 弓I，~， I斗

<0'1 

〆、

0，"， 

告

…寸:'C:::
にご '，C' ' コ
寸"。

J
m
ト
当
u
h
二
人
ハ

7
r

ニ
ん
川
山
J
r
d
、
、
、
、

戸一

u
n
R
が

F
U
H
4
P
一
川
寸
ぉ
心
)

J

で
一

~
t
n
ι
山

r
E
止

n
d
F
Q
F
で
に
~
)
判

明

手

市

花
r
L
A

立一一均

三
一
干
ぜ
時
川
J
玉
ぷ

ジ
ノ
L
、
け
ア
一
婦
や
4
2
一

4

げ
な
訂
立
当
端
ぜ
一
判

4

J

1

、

一
似
て
ノ
乞

一
早
川
一
、
~
Z
M
1

…2
J

J

U

い
叫
川
「
吋
一
ヘ
ミ
J

市川

U

F

E

A

手
認
や
川
二

E
L↑4
4

じ
、
U
4
リ
一
か
時
A

叫ん「J一

n
h
r
台一一口

、
一
心
い
J
A
jへバ
J一

T

h
千
八
》
一
↑
成
人
吋
ベ
け

h
一不

当
ニ
ベ
一
一
」
叫
一

q
川

~

む

¥
M
ヘ
J
件
記
U
F
3
1
、
一
一
之
j
w
T
I
山
、
ハ
勺
円
一
守
や
一
プ
ヘ
U
Z

令
l
h
l
山
門
戸
J
一
凶
二
「
吋
E
H
U
二
M
U
J
F
〕
科
司
、
ヤ
ル
ゲ
4
1
w
A
!
一
合
会
一

υ「コ
d
一
味
詳
リ
ル
ゲ
4
1
w
A
!
一
町
ル
ヨ

R
 

S
 

一一「
刊

小
ミごっ-c 

ペ
ペ
ω

イ
品
川
コ
ア
B

川
1
h
へ
い
「
ふ
い

一
旬
、
ミ
ヨ
小
U
i
h
、
ム
、

一
ニ
「

i

一
J
A
一
五
、
い
4
吋
一
J
人

向

r
コ

~

E

Y
一

J

ミ

や
J

ヨ

へ

り

(

小

出

A
h
…2

J

?

J

い

会

?

に

U

F

二
ぞ
J

二
っ
け
ん
心

u

h

J
点
&
一
-
~
1
U
U
町
一
ミ
一
一
リ
F
い
h
八
戸
ム

U

N

d

E

t

J

{

 

LiJ:G1 :j・516):)Hi

~ 

12~1 



jJ判員制限とでごとれ ;:fJi:~にバ「する自主|の章改

C 

(ハ【，-" ¥co I -< 
~，l ~，，，ー l ト

."0 " .. .，【"-，，ゎ

刊円 l戸

刊 へ "c十
日

テー〈

c
c
c
 

門
一
ヘ

ド
云

つ :C"，，":
ハビ h 忠山 :e

c 。

的

弁護士にとっての殺事j員裁判

C' Cc' ';J 1沼|

，-

告

コ
e

F
2
G
 

何十む一
乙
O
N

{σ

一
c
c
 

∞一

笹
川
U
A
明
十
三
、
三
い
十
仏
E
K

同一宇
P
4
吋
氏
、
一
E
1
4
4

ノ、司
J

F

時
A
叫
ん
「

J

一

J
W
Y

ヘ、

い
烈
〈
乙
吉
r卜一ヘ勺川正
F
d
れ

♂
一
字
以
λ

り

川

広

「

J

3

報

F
U

ゾベー一「

~
1げ
h
q
H
L

む
¥

M

ヘ
J

件
記
U

F

3

1

、
一
一
之
j

w

T

I

山
、
ハ
勺
円
一
守
や
一
プ
ヘ

U

Z
令
l
h
l
山

門

戸

J

一
凶
二
「
吋

EHU
二

M
U
J
F
〕
科
司
、
ヤ
ル
ゲ
4
1
w
A
!
一
合
会
一

υ
「コd
一
味
詳
リ
ル
ゲ
4
1
w
A
!
一
町
ル
ヨ

ペ
ペ
ω
イ
品
川
コ
ア
B

川

1
h

へい「ふい

一
旬
、
ミ
ヨ
小
U

i

h

、
ム
、

一
ニ
「

i

一J
A

一
五
、
い
4

吋一
J

人

向

r

コ~
E

Y
一

J

ミ

や
J

ヨ

へ

り

(

小

出

A

h
…2
J
?
J
い
会
?
に
U

F

二
ぞ
J

二
っ
け
ん
心

u

h

J

点
&
一
-
~
1
U
U
町
一
ミ
一
一
リ
F

いh
八
戸
ム

U

N

d

E

t

J

{

 

1201 

~ 

~Lì:j、 ('::1 U '.jl5) 51::] 



ふ1-λ入

問

" 

J 

→、r ハ 「 向 ， "，'~ 

ん

寸

。

プザJ

〕

つ

ど
O

-
J
U
Xワ

〕

(

(
-

寸

U 

裁判員の判断についての予測

，-
.~ 

2 

l 。-， 
N 

九

重量 10 

つ

(

〉

一日「
三

三
一
σ日

河口お三小|汚

一、1

よ

一
〕
(
)

汀

均
一一戸〉円

C

一
r
 

守ヨ

y-
3 一一 小一 寸

寸

J

小山一)

J
〉
寸

" 

ご
〔
}
〔
一

ト引

%

D

C
一三

刊
のお

日
町

一
つ

?

メ
r、

小
国
小
い
い
吋
一
J
V
♂

二
《
J
γ
γ
F
J
J〕

リ

「

心

)

m

J

A

C

G

山
川
ぐ
一

J
U
F
U
h
仏

市
V

U

引

、
山
片
品
昨
~
中
一

寸w，/: 

巨 之

ιヱ

v、'"
封ι 仁
1ぎ，e

ーノ

的色斗

2
 

円己一侃
〔
小

一

α勾F
 

↓勺

恥
、
中
H
一

三

ー

日

、

ム

、

戸

一

6
じ
V

A

乞
ヘ
「
ふ
ヘ
ム
ー

「

J

J
-
喝
「
い
凶
ヘ
代
J
3
4
J
人

之

、

山

、

合J

~'"~ デザ
ー，，-' -1ザ

， .， 
l' ぺJ

ι「一三
J
い

J

、

わ

一

泊

い

づ

~
お
川
市
山
2
J
-
〉
け

A
f
F

ん
心
リ

ニ

品

〈

f
p
u川
へ
い

d

u

r

J
令
守
酌
~
中
!
?
一
ぺ
〉

J

U

J

N

ρ

、

ふ

示

制
U

U

L

Z

宇一
t
J一

LiJ:Gl :j・5l-t)::;14 1271 



jJ判員制限とでごとれ ;:fJi:~にバ「する自主|の章改

G 
ι 

" 

J二ミ

F、「吊「円， "，'~ 

→" 

。

プザJ

8 

U 

裁判員の判断についての予測

{ 二足 ち

コ

重量 10 

つ

(

〉

一
日
「

一一

u

r
円
日

「一一一

お " 小 1:c 1 "1 

ご

〔

}

〔

一

↑

刀

L

一一

D
η
r
 

〔比一

ν
%
 

~ 

一、1

一一一
x~

ゃ
ん
昨
「

{
一
?

へ

い

日

刊

一
J

」つハ'_' L-， ，，-~ビ l ご~，寸

寸

コ ':~， 
J 宗主守ぎ

いよ"ご |↑弓 1，"

" 

一九

?

メ
r、

小
国
小
い
い
吋
一
J
V
♂

二
《
J
γ
γ
F
J
J〕

リ

「

心

)

m

J

A

C

G

山
川
ぐ
一

J
U
F
U
h
仏

市
V

U

引

、
山
片
品
昨
~
中
一

へ必
M
h
h

、J
f

リ日

τ

品一一一

町
内
味
コ
円
併
話
一
山

じ
ゃ

ぼ
一
む

乙
刊
「

ct

。
G
F
 

↓「

恥
、
中
H
一
三
ー
日
、
ム
、

戸

一

6
じ
V

A

乞
ヘ
「
ふ
ヘ
ム
ー

「

J

J
-
喝
「
い
凶
ヘ
代
J
3
4
J
人

之

、

山

、

ぐ

J 

ヘ

+ 
忙 l

すさに
作=

~
 

山匂示お山口
2
町
-

-

吋

r-
-二

-

ι「
一
三

J
い

J

、

わ

一

泊

い

づ

~
お
川
市
山
2
J
-
〉
け

A
f
F

ん
心
リ

ニ

品

〈

f
p
u川
へ
い

d

u

r

J
令
守
酌
~
中
!
?
一
ぺ
〉
J

U

J

N

ρ

、

ρ心
小
川
、
手

7

12[，1 ~Lì:j、 ('::1 U '.jl2) 513 



ふ1-λ入

問

プザJ

裁判員の判断についての予測

コ

重量 10 

〕

つ

ど
O

-
L判

h

f
主

-
F
)

一

→抗c' '" ，，-， "，'~ 
一一〔→"

。

U 

一
〕
(
)

ヲ
(
〕
「

わ

?

中

に

(

(

じ

司

(

八一小一公j ι -，"-，， 寸

円 寸

~ ，つい幻…: ~， 

二円 l 三日ぎ

ι どじ|汚l

"'， 

い
やf

-
u
 

「

「{一
一
t

mu~-
c
 

恥
、
中
H
一
三
ー
日
、
ム
、

戸

一

6
じ
V

A

乞
ヘ
「
ふ
ヘ
ム
ー

「

J

J-喝
「
い
凶
ヘ
代

J
3
4
J
人
之
、
山
、

G
J
k
n
-
h
町

、

一J
4

日
C
ノヘ

J
u
p
h
ド
明小ム

ι「
一
三

J
い

J

、

わ

一

泊

い

づ

~

お

川

市

山
2
J
-
〉
け

A
f
F

ん
心
リ

ニ

品

〈

f

p

u川
へ
い

d

u

r

J令
守
酌
~
中
!
?
一
ぺ
〉

J
U
J
N
ρ

、

J
4
j
i
-
-
-
6
J
に
一
一
-

「

一

今

l
l
t

LiJ:Gl :j・512):)121291 



jJ判員制限とでごとれ ;:fJi:~にバ「する自主|の章改

被告人にどちもを勧めるか

Y 

}。

ーハ

G 

。
∞ 

一FMW
一β
J
r
J
n
4
「
絹
川
町
毒

字
」
司
令
ぺ
八
b

r
↑
#
村
山
田
署
古
川
F

J

Jい
ら

-
h泌
〔

が

民

2
4
f↑
十
併
な
に
一
川
山
丈

d
i
、

-
リ
ミ
八
町
一
『
一
川
-
一
F

Jコボ

ロ
C
N

1301 ~Lì:j、 ('::1 U ..jl1) 51 



ふ1-λ入

問

刑事裁判への信頼と公正さ

ー c
寸~ニシ υ い 弓

ハ l ウ

)
一
戸
}

」

、
~

J
ち-ひ

J

U

 

ト

u

ロコ
ベ

下

町
C
「

去一一
ct 

∞一

， c ベτc'J "，に "'1沼|

守

念

ノ

リ

司

〆

{

わ

A

i

一

に

ゆ
〔
w
u
b
p
r
u
H
一J
V丸
一
け
A

予
お
い
い
)
川

三
一
心
的
、
一
品
川
よ

C

U

日

J
J
Y
ν
i
J引
当
ペ
月
一
:
心
、

ρ
i
u

小

F

二川
t

一

て

か

IT、
一

巳仰い

d

u

応

一

一

C

「

ト

行
的
ド
一
uRr
四

わ

ゆ
一

iug叩
け
で

J
N
-
Y一
下
お
い
い
)
川

二
品
川
f

J

U
川
へ
い
よ

U

J

九
叫

u
h
τ
一
巳
!
?
ベ
一
一

i
G一
一
↑
~
市

主

ω
v

正

ι
か

ド
、
昨
川
明
日
~
ニ

J
F

当

υ

ィパリ

p
一

p
v
x
恥

1~

~
川
一
、
コ
一
日
早
川
干
す

「
♂
一

へA
J
K

巾

刊

J

主
J
F

一円一村

丘一止
M
U
A守
恥

f

mγ

制
二
日
町
心
吋
バ
ド
「

し
と
斗
丙
紅
一
己
へ
b
ふヤぃ

∞
 

LiJ:Gl :j・510):)10[311 



jJ判員制限とでごとれ ;:fJi:~にバ「する自主|の章改

無実だと患っていたのに有害事の判決を受けた経験
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jJ判員制限とでごとれ ;:fJi:~にバ「する自主|の章改

裁判員裁判への賛否
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jJ判員制限とでごとれ ;:fJi:~にバ「する自主|の章改
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故判同市]陵と刑中司法に対する前議!の意識

付録

※削今票の人物(')什イズiiAもh工あるも

第91鈎 号 。裁判員制度についての聞査 。
平成21年 .. 

{欄査企画}東京大学ー北海道大学
(積書重梶棒副)社団法人中央慣査社

{ごEλにあたってのお.'吟

ご配入院2ず金王室皇皐皇三皇量こお願いいたします.

・回答院問1から順にお客え〈ださも、

お答えは、あてはまる番号にO印をつげていただ〈場合..マスやカツヨの中慌数字坤文字を配入
する場舎があります.

核当者の方だけにお答えいただ〈質問もありますが、その場合は指示や矢印(ー+)にしたがって
お答えくださも、.

⑥-1 

量翻に‘.-容が縫わった刑事事件や不起2再処分となった事件で、最も直起に担当されたものにつ

いてお尋ねします.
間1 量孟2互主盟主、第一審が終わった刑事事件、あ6いは不起訴処分kな勺た事件を担当されまし

たカ.検備官送致世劃された少年事件を含みます.ただし、現在第ー箸で係属中の事件は謝象

外として〈ださも、.(0は1つ}

日担当し在世相穫士としての腕など、輔の都鵬 首む)
Z 担当していない~ ー

トーー・聞0'、お進み〈ださいs 覚えていない

(閃 1-2から問 6-4はその事件の中で最も竃涯のもの1つについておうかがいします}

間1-2 担当された事件を、園遷弁種人として受任されましたか、私書弁稽人として受任され
ましたか (0は1つ)

I ，園連弁縄人

I .私選弁飽人
s弁鰻人としてではないが、園与した

{具体的に

間zそ¢事件は謝開リ員制度の下ではそ¢対象Jとなる事件でした".なお 裁判員制度の対象事件.
なる事件とは、①死刑又は無期の懲役鋳鋼に当たる揮に係る事件、②法定合骨益事件であって故

意の犯虜行為により被曹者を死亡させた測に係る事件です'. (0は1つ}

@ 

|1曲、 2いいえ s分 問い |⑧ 

問3 その事件が歳軒長岡鹿川下で審理されたら、どうなっていたと恩いますが、ご自前にお書き〈だ
さも、. (閉2で2主?をは"い饗支弁方ほ 仮定盆判囲網，.の謝金になっでいたJ宇佐宮してお答え〈
だきャ、】

二二二ご二二二二二二二二コ⑨
間4 担当された事件は身柄が拘束された事件でしたか'. (0怯 1つ〉

什建捕勾樹事件(少年畿による観規事件を含む}
剖逮捕されたが、勾留されていない

s 逮捕されていない
4 その他(具体的に

)ヨ→岡5崎臨〈ださい

問4-2 その事件では咽図1.I度見に行かれましたか{起訴勾.."新聞も含む). 

仁日困、接見した

北it61(1. ;503) 503 
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r391 

論 μ見

間5 ，kに、事件の経過についてお数え〈ださい、 (0は1つ)

rl!，J起訴された ! 3 その他 人 | 
l日 J ←・岡6-、1 
I I !~2 不起訴処分で終了した {具体哨院 } 

間'-2 公判前盤理手伎に付されました福山 一一一一一一一一一一一一・ 1 はい Z いいえ @ 

削 s 起訴から第一審 楠 町 四 町 馴 向 か り ま し たh → 仁口ヶ月 醐

間 日 期 日 酬回聞かれまし帥仲畑醐同は除山一→仁口困 輔

'"からの質問には.全ての先生がお答え〈ださい.
間6 はじめて弁種士登録をされたの怯いつです治、

@匂@
|珊巨工 口 年 輔 ま た は 1胴 2軸回年韓 | 日

間7 検事、判事 a判事補の径厳はあり玄す語、一一一一一一一一一一一・. ， な、 2 ある @ 

間8 蕗am車問曹司P盆いー・mJ..rt.J.-は、刑事狼円慣例度を2のように捉えていると思います治、

以下の(1)から (6) のそれぞれについてお答え〈ださ~'. (それぞれOは1つずつ)

そラ どちらかといえば どちらとも どちらか&いえぼ そう
凪わない 引旭同い い帥い 引制 酌

同一般の人びとは『晴人増傍人に黙秘 唱 2-----'-----4-----6 I@ 
を舗めるペきではないJ>謡っている

ド

(，) 般の人びとは『凶轟な事件の彼告人に
は弁飽人をつけることを許すべきでは t一一一一-2一一一一-，一一一一-4一一一一-，・
ないJ>凪っている

ド

(，)一般の人ぴ>は『裁判所は犯罪者に甘す l 
官一一一一一一-2一一一一一一-，一一一一一一-4一一一一一一-，・

ぎるJ>思っている l 
ド 4

帥 般の人びとは『死刑は凶轟な犯婦の防 l '------2------'------4------' I~ 止に役立つている」と思っている l 
ド 4

(5)ー般の人ぴ左は『被漕者の人格は噂'"さ l '------2------'------4------' I@ れている」と思っている l 
ド 4

(6) 般の人びとは『弁穣土ほ価額できる '------2------'------4------' I@ と息。ている l 

ここからは、先生ご白島のお者えを伺います.
間9 刑事裁判についてどのようにお考えですか.以下の(1)から(6)のそれぞれについてお答え〈ださ

も、'. (それぞれ3は1つずつ)

ぜち らか，ちらか>
.. いえぽそラ 2ちらkもいえぼそう そ'

思同い思わないいえない 町 間

(!)検集側は被告人に有刺な情報を出したがらない ，----2---，---4---6 " 
朗弁理人の仕事は、被告人の梅利 利益を守るため ，----2---，---4---6 に、法劫に許される塵界まで鰐カするこkだ

⑧ 

(3)刑事事件では早〈保畿できた方が被脅人の利益 t一一一-2一一-'---4一一-5 ⑨ 
となる

(. r在野法曹J>しての盲覚は舟磁土にkって盆
t一一一-2一一-3一一-4一一-， ・

要である

(届)刑事事件で無罪判決を勝ち取る弁理士院腕の齢、 t一一一-2一一-，一一-4一一-6 @ 
弁纏士である

(6)弁護士が有能か杏かL 所得の多皐kは関係がない ，----2 ---，---4 ---. ⑨ 
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故判同市]陵と刑中司法に対する前議!の意識

間 10 冒本の検察官を僧剰できると思いますか、それとも情額できないと思いますか'. (0は1つ〉

，*-.，，11:.< 醐で舎ない 自らか，いえば 民同も 目らかkいえば 帽でき. 柑に
闘で閥、 加問、 いえない 岡市 冊目

-------2 3 4 5 6 7 ⑩ 

間 11 冒本の刑事機判官を僧剰できると思いますか、それとも信網できないと思いますか，(0は1つ)

，*-.，，11:.< 醐で舎ない 自らか，いえば 目 H も 出らかkいえば 帽で舎. 柑に
加師、、 加問、 いえない 帽でH 聞でH

-------2 3 4 5 6 7 I 9 

間 12 冒本の警察官を信頼できると思いますか、それとも情調できないと恩いますか'. (0は1つ〉

，*-"，11:.< 醐で舎ない rちらか，いえば 出世も ，ちらか1::1':tt.1: 帽でき. 師伝
闘できない 伽閥、 いえない 闘できる 伽 H

-------2 3 4 5 6 7 I @ 

間 13 先生のお考えでは、刑罰は何を目的にしたもの?すか. 般予防、広報、犯揮者の更生の三つの

うちで， 11要だ"考えるものから販舗に1からsの順位を書いて〈ださい.

ヨ竺口杢 応 報 → 口 番 犯罪者の更生→口番

以下でl弘有権者から墨ばれた・刺民訴.判官とー舗に行う・R判をr.判員による・判」、従来型

@犠判官のみiζよる樟判をr.寒梅判官のみlζよる樟判』と呼びます.

間 14 .瞬司員による識判こついて、どのように思います恥以下の(1)から (9'のそれぞれについてお客

え〈ださb、、 〈それぞれOは1つずつ)

どちらか
といえぽ どちらか.， そう厄t> I!~~~も といえば そ'

aゎ.い ない いえたい夕日早.，
(1).:判長による議判が導入されると .. 何がわかりやす

t一一-2一一-3一一-4一一-. @ いものになる

(2'棋判長腔よる第判の噂入によって、'"咽E吋曾頼できな 旬一一-2一一-3一一-4一一-. .. いものになる
(3)裁判亘による裁判は、.実お判官のみによる検刑より

1 ---2----3 ---. ---• ⑮ 
民主主aの周曙吋‘なっている

(4'-.剥順による貌判5街道事入されると、議判が身近なもの
1 ---2----3 ---4 ---• .. 

忙な蚤

(5)":判長による視判は、・業.判官のみによる議判より、
旬 2--3---4---' @ 

同じような事件でち剤費の~.きがばらつ〈

{め裁判長による畿判は .衆歳判官のみによる畿判より t一一-2一一-3一一-4一一-. " 
入金公正に検〈

(1)歳利員による検判では真実を発見するととができない 1 ---2----3 ---4 ---• " 

("裁判長による畿判は .鶏歳判官のみによる畿判より t一一-2一一-3一一-4一一-. " 
社会の常臓を反映オる

(9).:判長による議判は マスロミや惟愉に第'摩される 1 ---2----3 ---4 ---• .. 

(1-北;，
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論 μ見

問" .食判長による.. 判と職衆裁判官のみによる裁判を比舷したときに、どのように思いますか.以下
の(1)から (5)のそれぞれについてお答え〈ださい.(それぞれ0は1つ子つ)

(1)職業..官のみによる検判よりも歳判員によ

る.剰の方が弁護人としてやりがいがある

臼}職薦議事宵のみによる歳判に比ペて裁判員

，ち ら か ， ち ら かk.， いえばそち色左も いえばそう そ，
".ない 恩わない いえない 思う .， 

1--2 --3  --4--5  " 

による裁剰を担当するのは、弁穫土として径 '一一-2一一一-3一一-4一一-5 " 
済尚に劃が合わない

(3)・・進議事官のみによる歳判に比ペて裁判員

による義判比起司暗から飾審判決までにか t一一-2一一一-3一一-4一一-5 " 
かる期間が長〈なる

(.)・衆議判官のみによる裁判に比べて、 .. 判員
による裁判は公判同$舗が大変である

1--2 --3  --4--5  " 

(5)珊業強;..官のみによる歳判に比べて.'判員

による歳判は弁穣土の力量口が反映する
1--2 --3  --4--5  " 

問 16 先生は、皇型且盆どのように判断しがちだと思いますか.以下の(1)から (8)のそれぞれについて
お答え〈ださい. (それぞれOは1つずつ}

判 自らか~，，;tr.!'自ら k も自らか~，，;tJ1 -t~ 

思わない そう息わない いえない そう思う 思う

(1)訟判員は、被告人の梅剰を尊重する t一一一一-2一一一一-3一一一一-4一一一一-5 10 

(2) a!判員は裁判官よりも重、咽を

科そうとする

(3) .'判員は無漢の入金有罪にしがち

だ

(~ 裁判員は、感情で判断をしがちだ

(5) .判員は死刑判院を出すのを

ためらう

1---2---3---4---6  I@ 

1---2---3---4---5 ⑩ 

1---2---3---4---5  I@ 

1---2---3---4---6 ・
(6) .. 判員は、真犯人を無罪にしがちだ 1---2---3---4---5  I@ 

(7) .'判員は、議判官の言いなりになる 1---2---3---4---0  10 

(8) .. 判員は、多〈指宵する人の意見に

引きずられる t一一一一-2一一一一-3一一一一-4一一一一-5 I@ 

問 17 仮と看食事町員による.. 剰と職舞.. 判官のみの裁判を湿択できるとしてお答え〈ださい.身に覚えの

なも匂厄揮で起訴された被告人について、先生ほどちらを、その依告人に勧めます泊、 (0はlつ〉

叩は山醤捌酬 J品出F同出ち砧ら…ぽ 出 J…k叫巾恥叫もい砂山』い川、吠えtな恥匙勧仙也い、 2目'"同貼ち砧ら
.. 凪判員によ‘a怠肱判 .膚週:&判官@易み与""桐 のみD'脆&判

------2 3 ・ 5 ・
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故判同市]陵と刑中司法に対する前議!の意識

間 18 全体として、胃本の刑事裁判を僧剰できると思いますか、それとも情額できないと思いますか.
(01'ま1つ〉

'i:.，~< 同時なも、 どち帥といえば 出叫も ども，かといえば 咽で叫 非杭
闘で刷、 伽 H い いえない 酬でH 即 H

-------2 3 4 5 8 7 ・
間" 日本の刑事.. 判の手続は公正だとお考えですか、公正でないとお考えですか (0は1つ)

:t.-:>Il:.{ ，IH::'"I!b:~' J!ちらか，いえば 出 U も 自ら山、えば :O::E"I!i>d 昨

公正でない 公正でない いえない 公正である 会歪である
----2  3 4 5 6 7 ⑮ 

間 20 .判員裁判にふさわしい事件ほどのようなものだと恩います泊、現在の法律にとらわれないで、

先生のお考えを白幽にお書き〈脅ささL、

「 寸

" 
し一一一一一一一一一一一一一一一一j
間 21 先生が担当された刑事事件で、無実だと思っていたのに有罪の判決を受けたととはあります泊、

{、ずれかの審振で←度でも有揮になったものを含剖 (0は1つ}

|1 ある 2 舶、 S 判闘唖つ棚輔件はまだ加、 4 覚えて』申い I " 

間 22 .判員による.. 判同ためには、弁穣人として何が重要だと思いますか.次の湿銀肢のうち、先生
が.. 要だ>恩うもの金てにOをつけてください.

唱 費桝の作り方
2 笹賓抽量出順序

2 資料提示{プνゼン)の仕方

4 liE悔の集め方

ー反対辱聞の仕方

e 公判での立ち居振る舞い
7 周帯法・宵薬使い

a 発声声の大きさ
@ 表情

10 その他(具体的に

間23 .，判員による貌判となる対象事件金、弁護人として受任しようと思いますか、思いませんか.

(0は1つ)

受怪し企〈 どちらかといえば どちらともいえない どちらかといえば 受怪しょラ
ない 受侵した〈ない 受怪しょラk凪ラ ，恩ラ

@ 

------2 3 4 5 9 

間24 般輸として、貌判員による.. 判が導入されるととに焚成ですか.反対?ずか'.(0は1つ)

醐 自らかJをいM 刷 出"もい出、 ，ちらかkいえ哨 醐

--------2 3 4 8 I @ 

北iHJ(l・499)499 r 421 
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論 μ見

先生@集積にかかわることについてお尋ねします<1>・2

問26 昨年度 (20ω 年度、平成20年度)、援われた事業のおおよその内献をお数え〈ださい.なお
.判断案件のみならず.法律相慨も含むすべての事件についてお答え〈ださい.また、捜われた
事織がなも唱舎は rOJ1::ご配入〈ださい.

'"民事事件騨耕・その他の桝(陣樹齢晴蝉なぜも勧} 駒仁コ件 <1>-10 

曲刑事件紳耕 悼む }動 仁コ 件 醐

一『一人・帆一間百恒
1<回選弁健人・付添人として受径は件問U

L一一一一一一一一一一一一一一一一一一一二二二三工一一」
間26 先生が所属されている事費所で働いている弁穫土の数(ど自身も含む)を綾えて〈ださい.

いらっしゃらない場合は rOJ1::ご記入〈ださい.

(1)糧問士(パートナー} 仁コι一
(2)その他の弁穣士(アアシエイトなど) ， I 人

間 " 先生は事務所の鑑賞弁護士{パートナー)ff語、そうではありません方、 (0は1つ}

唱 経営弁穫士(パートナー 3 その他(具体的に
{単独事君臨所を含む)

2 経嘗弁穫士(パートナー)ではない

最.にお手'院ですが‘先生ご自島@ことについて配λLて〈ださい.

Fl 先生の性別はどちらです語、 一一一一一一一+ 1 男性 2 女性

F2 先生の盆揮を酉暦または元号でお答え〈ださ".

⑮@  

⑫"ぺ，

@ 

@ 

|珊直四年生まれまたは 1明治山巾回年生まれ|乙

職男騎島判官のみによる謝瞬司k 義判貝による謝開リについて それぞれのよい点k聞置点は何だ"お考
えです方、そのように考えられる渥由も含めて自由にお段えください.

質問は以上です。長時間ご協力をいただきありがとうございました.

@ 
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|論説

子どもの畠己決主主と聾法(1)
う1('台・[Jドおける[!ごもの

人終・権利論の分析，比較

木一~変オJ

l 、、

月

1:;-; 研究動機!k[Yノd寄の松成

第一治 問問古語:

ぁ一節 ijÿ~民発注格的視;念からのγ ブ n -~r 

第出家族

第ャ アメリカ合衆国

宿泊 I (ども J

第-:}{ ピュ ，タニスムからのiJj3e 

治-11 工:Htの 7メリカの家族惚への設近

第 判 植民地1¥げにかり )C;I!_氾日ずまでの定程

節 目 九世紀悦半か I'，:~，t:までの禄中日

第三;H 今>1'-2r-~~I :G: i1、と家方字、j)烹点

きも 節 けI均粘合行為と千ども

清原論占の概要

第一底引火・和総

{jj U 注うく j に|羽する達11:設l内款の見解

t;f~ -_: I→ ¥Ii( -::ad ~L V. S:.HI01:1<lしり ll:，tySLl;wriol' COllν? 

/IG.1 [1~18i]) 判決

第 H*古4FJl-関する浬+1;最百裁の見PH

第四日 結応 j に刈すゐ年間令山J以

d'S三 品 離 婚

第-11 ナどもの防護権Rの決定

的一日 家族の判ーの新井

Vj， -ノ、

の過去と政イl

LiJ:Gl :j・496)4η(i14~1 



子どもの自己決定と曹注 (1( 

第川項 同性婚・事実婚

第 日 Htl崎投ぴ|門j刊愛省による寸の扶養仁川する法的理解

約 日 同性愛者に対する連J，最高裁の姿勢

第一判 事実婚

一、 Lawrcncc刊決から汗ぴ従起された事実婚の議論

一、未婚の父に対する連邦最古裁の立場

、Quilloinv. vValco1J ( 434 U. S. 246 [1978]) 判決

(人事実関係

( .)、判決の民旨

約三節社会的身分と子ども

第四節 医採れ為と子ども

第五節 家庭内暴}Jとて「ども

第六jjiJ 小括

(以上本号)

第辛台湾

治 nii 台湾における家族像への接泣

第節 1'1的特合行為とチとも

約三節社会的身分と丁とも

第四節家厄内暴力と子ども

第五節 小柄

第三章日本

第節家政{撃の推移

第二nii 性的結合行為と了ども

第一一節 社会的身分とて「ども

[:fj凶節 医療行為・家庭内暴}Jと子ども

第合節小括

宮島凶中 筋 l部のど察を経て

第π部 教育

第立中 アメリカ合衆国

第 nii 教育に関する形態の変遷と了ども

第一節 教育制度における千どもと説の位置つけ

約三節 宇校管理と了ともの自律

第四節 教育をめぐる辿邦政府の働き

第五節 小柄

第六章台湾

第節教育に関する法的枠組み

第二nii 教育、に対宇る他府l意識の発牛

第て節 教育制度におけるチどもと説のもl:~-づけ

北法61(1・495)49;5 1461 



ち信刈凶 教育行政六了}も

第1工節小柄

守、七EF 口本

第一節 救 1:均する法的情iヨの|丹編

第一節 て「どもの自己以泌を支える:e:l:.12.教育J、約百曲 J庁

第 uu 小日

帯ノ¥中 第H剖;の考祭を粁て

結び(こ代えて サイアサイク 1レにおげる了どものはじ日'，jl:

序研究動機及び内容の構成

-λ入

問 ふ1

与(米、我々の「私的~~tí域 l じれする公推力の制約は「公共の福?ょや

「社会的干'1ぷ "百行仁うな 1I実を以つ C__:1 ::_~~イとされる慌 I"J にある。

一方、 I公立、己分」としうァーゼを考える際、 Jo1:nSL:1arL k:ll (1) [白出

端j は多くのヤ者迭にJlU考の糸口を蛇供しており、公十'0_力に対打u しよ与

とする右、的 'H己決定(権)J といろ伊正念:が見出さ hてし':0また、ょこ

年において社会的領仁田γ1;'>'改めて窓設され、「公 (i:]、)J J.: 私 (N;)~ の

士JI界線凶体か陵昧になったここは政げられない雫実ζ なり、 l公世t:

の概念も多いに論じられるようにな J た。

J 中村桂_ÿ~ IF恵法30日比 [刻版]巳(背林占民 1999年) 1斗_.'l(、・ 19ft 

少将の日窓どして NITTl.(〆フルヱニザの対議lk九れる制人の.!--J官、の両日の

;ljik; なるY!1:í~-t; IÎ~ 0~ ヘ杭拾需が C 1"': 尚染刊が弘、Iri，~ff:i 士!'，*、訴さヲであれば、

おそム〈 公共のお i制と→う科の|でj 強制約な人ド礼;，{!，置も， 1 三~ fI::されるであ

ろう と呈られ、いる}棟1己決1J i~;よ詰義宗 1 If~論ι貰習 l' 第 2 ~J{J 

山朴・ 1 1~日。 松井7立βIii4'X τじよ子二まt3I Nq 山 7_ 千j斐l沼， 

，'2()U川 III玄、

3 111日午五私事乞 u ，寸決定"H~弘司詰札‘ 1987年)'1--"GtL1中」円市ケじ己

再担保の勺士、 と主権力と白 [_I， ;:;'l立の狭間で情8'!ì'，:C)7;'、17房・ 200~) 干) 1I"' 1"仁L

4 ハユナ・?レユ、 U-I"nna~'. A1円HJ~! 吉田也、不透推沢「人 i吋の条件 (iP!.叩

喜号守 山)()7乙:--) ~~lH 

例えは、 "下降百ユ、「国各えとだ、人レの ι;JiJ、件???の~'異ほと単純に、公法

珂封、 火法規範七私J去らつ係 £心王切記 τを|ベ対ャ1"-、差異を)1出さ tることには、

むともと;~.叫がある 予とを指摘し

1471 LiJ:Gl :j・49-t)4η4



iともの日己;そ7e:':壱主 1

しかしながら、このようなJ:i，;:夫l対 Lて、 人」の位世づけやその

概念に闘 ν 、よー7深<1守l件、する必要があるのではなかろうかl すなわち、

匂人のほ援を持つ 了とも Jが前述した 公私:K~J-J -¥-'公私;高偽ー

と時わる問題巴耐において凡そ能動的な j科、としア~i(えられ、 rZ殺され

ナいなけれ、況があるパ ユれは何故か、また背役土如何なる珪屈がイI→

るのかを冗叫することがキ稿の'1'心的ァーマである υ 加えて、 x質

的に r:.::E家内統治の見!本~J こ己目戸哉される見代げ~ ;;:c 揖t;~~のレン

ズを通し 「手こも」とい).:I:=. f+、を 口己決定」の枠~.*IJ を有するものと

見る|郎、そのよぺ公忠誠::](rなffJiみ Jては可能かむか、えその内容は主l伺

に理解されるべきであろうか、ニれらの諮問起に討して、牛稿では つ

の1'.1および地岐に存仕L将官に波間されている;革法(j.ーの議論を株。人忠

すごめ予言さかじを l~iτけたいの

第 一節問題意識

イメ杭の出藷点は正ワj直り fあるが、探究のより具体的な?ントとな

る概念[土 民主主義、「メむ再」、 1)ベブリスム、 日斗決定」及び「意

J，L表明格 どと考えている

ま Fi止、'[、 il 義 l という政治的別会 3である p この 人保*-ili: L義

ク)核!'f;， H1'法紅会午会漏 11，見代に;3け令忍法同公;去の ，Wdル 法社会 4了F第

(;iJせ)J (↑で安閑.~COí-T; ~7民

'1 ¥1:1: I'，.e>さえも、 11旬、ぴ1)円五舟旭nj'-;Jる対象カら l子m"¥"'、it、!日Jに日記人;ご達

Lてvづ、い4者」を除外ずることを認の「いるー ξ ル昔・山|出手 討什庄由荷

Ct Y-.t:上・ :~();)6 字j ワ-;---;.;K頁， J， S ミル著聞塩尻公明，代付主主康訳『ド 111論巴

(岩波吾11L!・1971イ) 2.1 ，-つ::iF!c

7当t;:;-f門喜 「芯日、 f1，同!民¥l'波i耳H・2、j(}，ノ年) 4 - [j Ji 

メ内出f止さ云に J，;れ:工、 l民主主義」 ζいうのは Iしばしば i 些ま Lい政治記JJ

の姿?上いうさはよ合い(ニ l アンスんが含まれているから、その戸主肉体を

使うこと bこiJ"1虫，:1_1，1:態皮 J をとるべきだと口うが、イリ古はあくま?も iR土
;こ :̂J包されるいくつかの喪主を検直し それば fともにと"-(如何なる

百味があるのかのごとを考えようと出国する攻、 !.tよ E 市 m~fT とし c 1'-[(.1 

子買いという 7717Tを使う kことド寸る v 内野1卜主主『上〈二巨切JC)欠点 il:本三下論k十 2005 

年 b頁ベ
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問

なとァラスのf酌泊をもっ妥素」が'3まれている言葉ヘ Lかも正;一

ふ1

「心

吾、主義」と並行して命じられるこの糾念の起if~については、一六1"1ー

のイ守リスに起こったピコ リタン詰命の|禁に、 hわれていた“The

P~Jtn~'v Dl'hatc、ゲ l刊の;tt=.行までj司るごとができる。すなわも、当時のJ政

心的・ 11会的状況iJ'ら芯えると、半隊における「校慌をZ討 lする h、

当該会訟の参加害全員「ギ「川副部の代表や一般のl(上)IJ 1'1'守 lに l話

し合う l ことに主す之、特怖がまさに l己 I義・読会 I義 Jの点lの体

現だと百i1ul:去れ仁いるのとある jc

AlcXe.llldcr [)lllll 中 Lin(bay'~ も、 ~-L:n_*2i， ::13t 'て、アメ;)/Jとイギ

l 共j主の精神的家系に属してjスのピューリタ/内民主主義gたちは

c， ことを ~t.~龍しており、この nμFlltnとy=>εbates で行わJ.Lた îTi の

幹部会訴を「民王王義」の起源として捉えている 1:': 号、J に当時の草

命軍をT導 L-(い l~ 01lVt'fい一川Iwdl¥ 注，1l、f皮に代去される精+::1が

l'he Putu月， DëoaL出に!ぇ映されたことが 1;(王主茨 j の起点:~を考えるよ

で重安 tどとしてν、るご ;jndsayn骨(i: (lCLj喪 j にぶいてl土、同む

よりも議論が大ωだと、 1)附亡お :'1、仁[0;;;\-\εll~土「この会;転、おい

し議論の，-;:'d:誌をつ:る存とであ-，た と科慨する c

ロ内!J!T. -fJjJ福間I主 (8) 51c;， 
日大木拡大「ピュ リタ j JI ~: ~-f-T丸公前H ・ i975 イ1) 丹 Î..R、この 16 ，1711 :O)J~8 

E刀、ιII月llEにれわれた会議の名前は行、ト式 会議パトニー 令議;1，今

芹ぷ「イギリス革命の政治3色怯u(よ ~~~.-L. 1984iよ)3C:'.Hiヘ ノ灯、二!す論〆7

J;宏編世YA歴史大系 イギリス :-ë2~ (0.1川!+lr，~G: ~.十， 1990とf-)IJ、何故執筆の:12

良)、や「ノ、トー Il~議(.''¥‘ 0・1)::---E1苫・氷川革沢 lリ刊補〕民主主義

内主泣 け、米什 1992咋ノ 1G8tU などがめるので了、 1二では当該会日l1c人こと

をノハヲルjJI，t告，':1'記う

II大木 'IIJ兆三さ円 (lD) U2-吋l:lcL-

1 ?よ、ノド英夫「段戦続()O苧乃思想の問題 I (弓l 守:院総合荷究所・ :~on6

3京c

1:' 1)::--ゼイ・前桝古出 (lri) 24マ 2i民

日大木.I-JIi ~日書仕(l:): 1引};'-{()この「品川沿」への強い志議に勺いては、

Lir.d:-::aぅーが位しつ著作でも強認していゐ。例えlLl尻代民土土義国翠」 ししAλ

杓作。)::1(.、 Ih:: J.:.t::義¥の鍵は討し引のもつ需拡リjである{よい対北は仰の/!

1491 LiJ:Gl :j・492)4η2



iともの日己;そ7e:':壱主 1

そうごあるとすると、Li:)(:S3.Y 土「長王王表」のm身(ついて、人々

がぶり合則的な合玄、戎い h玉、人々によりう2([ノ¥オしわすい合立を得る

(もっとも、 Lilld~a\' は 1 :.... J民主主義i.t必ず Lも同告 iこよる政治で

はない 1'と淀べていたが1 ために;長「イ?を .I~~ くすとごろに i 肢があ t人

での実況のため~= (土、身分や賠紋に杓らヂ、すべての個人が「秩序J (相

互に尊lーし て了うこ川どア:/) ;、守 に守川首・討市 対話〉するこ 2

が不可欠t!.、ということを忍んでい ζのではなかろうか。このような

L:n(:say的な$解から山発すれば、'("，1例人レ八月ぜの， 1"1'卓」が、

そのまま、村会・ 1"1訟のづく7[における [..J 氏宇中表〕へ在付するわ

けではない rt.悶]貝汗して、 I"gt前 J ぞ 多数l';(..1 的手士会技術的ー!長、昨

を fι? と「忠 :~j.Jの口白市湯 r なるイ デオロギ が、そしてさ ιには個人

主義こ十円刻王英 定作のFJ苧が、介tiするのである.I(という言葉にも

って v ミくので(ま ~v， 刀、コ

が舟んで、 I民主王表 におけるく詳論ー討敵 対話うの三主要性を吟

の程解宇T'ZJげることができょうハ波じよれば、 <XJ~え〉はなに仇りも

まず、航中心、化であれ、 J論争〉めるし (;.t 認争〉 ごもある c それは、

問自f而伯l下Jてよく年!品〉の〈場〉であり、了生きる内山、 りも、むしろ F弐

殺の尖νののもつ;:J.lth1tカこむすびっく l ものとlSこする ノろで、 r'T対 話

yJ、では~'Ij-~;てで 3 な ν 苅志がひ主だ寸二とがで 3 る j と力説するとごろがめる

八 口・りンゼイ若記葉信義~P， ;r:t司ft民 tL'詫II王、み(土木七 1969年)::i63 

fL 

1:. 1)ンぞイ・前掲吉;土Cto)ω頁}

1f 0["品手 l公法における人|削 .1 11岩波沼産

年¥98tても

:主主主法j子 1 人岩波音IIL!• 1983 

J'，' 1 rイi日冶に符ぇ、何かに反!.tl~~、{可か手作必[、可能な符と:7Jほや予組し、

王将を八め「り L亡し吟巴こ弁を三五視」し口、て、「対話が託、わゐ》主、すへ

仁(土終わる [...; /.;話 fi、事実土、終わりえ t~ いし、終わるべきでは士 l 、 l

という i戸たを村つハアヂンは 民ムヰリに j における l 日正日しの機能を段も重安

悦する Lillds，y C>U'場や支J寸.J/，二とじなるのではないかと考えているυ1:山T
:生ョパブ午ン 新~..l (，'当波書.，占 ~(I(12'f) 12()~ 121只(

1句読賢 刊誌古色 (17) .l:i()頁}

~Lì:j、 ('::1 U '491) 49 1001 
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問 ふ1

的問係を単純イじしたり 百化して、よJ 闘争、論争、イ〈同意:1，"JrrHl-L

めてはならない、 jF、lは、最も重要な対話主的捷係のひ lうなのどめる

..1 とも述べているとこのことから、 民二五土義・議会ェ美ーの下

では、~， 的な思想輔のrf{lーはもとよりその形成すら古iきれず、むしろ

よ!!J'JT仁村する意見の分さ，がIIJ提とされなければならな ρ ことがIJ，3;支され

るn したがっと、:>l1J方J)立践に」り↑Jわれる用?主的な石市Tベ)*}j80主:~)~ 

7トという〈議論 e 討論 汁話立、常に情11主同を fli1lさせて新たな合白、

を形成するためには必要小川正だと iE討、しても Jかろっ一

ところ市、昨今の8伝学においては、現代の'\ミわゆる l JiF社 H 当~(士、

L干 の出家権力でしてjlJI人て十IjJ峠するのではない ，，!þ~亡 I ド汁士会のさま

ざまの?十会関係において、それぞれのアクタぃと 1 て多依な行政が;民間

き"、 売主長均支fT'j攻lこ されるη[ペ似へも 多7口的相会関係のそれぞ

れの (;t;c~JJ的j 構成長どして、t+ f~!弘:係を 1mえ汗 lìiーω実体?はなし，J~() 

)-，、 Jえ
に ノ るU そうであるとサると、本相』土、 J や l弘、

泊法制される同荻村I 力泊酒ノ\~:I::i:舌の]i再々まで没i蓬ナる 4 うーニ1早"千き"て

いる:~イl計会 i_ おいては、再()<各 jl'l 人宇'Ì" iH のよ与なキリスト J士会と同

家からf'pられる祉会ィ主総必:こ 浮彫のように彫り込まれていた人司」フ

に引き bこしてしまう可能性があるのではないかとの伝機感を覚えるので

あるロこの点J土、 子ども lにとっとばa'::1.';派主lずであろ与。なぜなら;工、

現代の公教育制度の交畏ド1半}ヘ了とも li土ダtiIニ選以の自由がなく、 jrt-:

制約lこ !と口う国家によりイヤられ、 j定々ιLUl会よりも高;主主不!こ

I了や規律を求める集|叶勺こ;去り込まれるからである J

三うしと‘何人を同 IUーの浮|形的な人司'j~~- から切:) 14P きれたく~it ，~{;~ . -~;l 

;布=討ぷノのT体とし士 L'('，、 r;長・口す;た=対話、の場を"宇慢するた

1';桑野前J2きい U'{! 138円こ

ロ棟t~-~}ljJ~1 J r=:;:(\~.、学行論~~ (:E; :::ネ1・2ωI年 2:l]''L

21 大木.:jiHt:書;::-(lD') 10円っ

")例え:王、苅谷端彦:ュ「学校が災回生沼の場であ iり、'[..'生徒全門が「み

λ;';';いついよ ri i...:.)rijじ二とをするように史的，れるお凹fJ、たくさ λあにる)"

'T'，{夕、l土、[，，，1み人ながし、コセ:1.、hこ{可かか寸ること(})1f.いζ ころ J だと;tべ乞

いる 苅行阿君『土手:絞って↑りだろう ~'z白星の全i;21ヂ:人「!j 』 fjρ''11戸五り. 2003i三j

18Fミ〔
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iともの日己;そ7e:':壱主 1

めl-;土、'1'1、ピ PllLllξvDebales (，ヂ象徴される「平等」だけではバ l分ご

あり足、もへひ〆つの嬰込として、すなわち「リベラリスム をI:'S'.I?ドす

る必!足元三あ/コう

現代の政的哲学の分gTιおいて‘ C[ー、リペラ jズムは人習の向性ベつ

f:1Ti'f:政見の多係主主を認め、その多fてな午j十止の開花と1IJli!1出納の;u求と実現{

小口jノ人な灸fI，1 しての例入の日 11とi'ii干のi率七論を日らの政治哲プの某

設に祝えてきたからであ之;と "l義されてい心コこの理解にf;'えi工、

国家‘討会 出j人の関連件を「什 J る 、恐らく 口己決定」と ν う杭

2:も{よれ一て考えノミけれ:Xなら主いことになろう n そこ戸、 ~Ijll の rb

fI1論」が つの思考モ fjレ台 LてJli上げる乙どができぶつ:vlillt;t、

I [_ -_J !個人Jの意に反して、怖-;jを行慢することが 114とされる H佳

の u 的 !i 、 fl; 人ト=J5.;工討す及ぶことを~iSh 11-. ，tることだけである。 -J 制

人) (":とって、あるニとをするニとカミよりホいから、あるいはそ

を干唱にするから、または他人の立-~~によれば、そうすることか 4 り賢

日!Jであり、正義にかなっているからといリて、あることを干ること、ま

たはしな vミこと宇治， 'るのは花、iとされえないfユと iJ長している

しかし、日々刻々〉変化Vる社会清事与や紅会の多ノじ性の進展1:f半い、

itJ砕な判桁マ ;~!i~.~ に不可欠な情殺や知識の ~1~-が 1-，q~Sになりつつあり、

I--H 1-.'，決定 l の結果がt氏、 rしも当人の 手!詳 l とはならない事が増加

していることも 'F~である J それでもなお 自己決.'LJ や尊重しなけれ

出そもそも、民ァァミ~.j主情は ひとびとの意f、持表明さ zる ζ うなも

のでなければな，')ません」少い JぺiíJ是 rある lに件へは平~"'\発戸 tL 二正が

できる Jうにず俗だけではな¥、 2 り μ 「竹を共有 t る」こ~)-yJ:'l、だとじ1"0ムn

l は与えているら~_ ，，， ~ ')ンゼ i. ~iJJ~書いはしì) ，11--. .1251 

日1-.;1"-3写紘 I1' 1 悼の仮払と卓越↑義的'!ペフリズム」同中氏明絹「現1~iLJ)

民主主 自己U::ZE(乃花キb.:、古斐i羽 200'~ 'f) 28/1良

日 111i 11 -2')招古注:，:3) ，1頁( ミル 盗:'1L..本村) ・百けミ古注{日)出頁μ

ミルリ11:尚問干局者?土(Li) :27 ~--ツS良っす&わち、， :---]ある人の行為が他

人の :--1/)，!っ国~-c 2t:人のためになるとかぞろするごとがiIしし 2と考えられるJ劫台

ごも そり行為が他八((7);f:ll1U Y侵午ざしないι f)そり行為 Jイ丁う U:'r合そ付

加人は右ずべき」どと坦角もするこ少ができょう <[r村山正美 パターJ-1;ズム (J)

研究， I 比え立・~?iJ(J7年 :11頁日

~Lì:j、 ('::1 U '489) 4(¥9 1021 
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問 ふ1

ばならないのは、，(・ J己内討身の 1;1:}'.('はなくて、他人の{云治しゃ腎i肢

が行為をよ iJ下するもの l な.~)ているところては、人間の幸包の主芝なる

昨l占ヌミ若の一つがウこ(J'Cしhるし、 まだ実に個人と社会との)Ji悲の宣言も市

要な構成要素がう;けとし sるi"f:l:似に対する E注だと考えられよう〈

ところで、これま
戸，

V 、ご において 配人」と Lて想シ」さ

れ ιしけγ):立、あくまごも大人ごある l子とも lを主体となる設玲に

おいて、 白ヨ j や l 凶己決定 J とf治む場件、異なる結論がrHてくふ12ぐ

れーが市lニイfノJずる f例え1;'、):!:;.'iJ・移転のド111:ヤ妨抵の白 111をふiる

~::j3t 'て子どもと大人との異土る扱いが殆どされていると7)ラ

~，f il1山身も、 f2~:~';~f~J里によるかなりフデ f カルな山ヨiK7ζグ〕勢一五を王

せ長するが、 '[-..1 子どもに漉 !IJ されてはならない j と ~él:fÍ'に芹い、 I い

まだ他の人々の世話を受ける必要のある状態にある人々は、外からのri'c
害仁対して保設され云くてはならないと ;IIJ~，j に、 f定h杓J{の1J昏iJt::士すし

てもi県議され主ければならなし，と必べといる v すなわち、，lillによ

れば、 子どもは保護される対象で!土あ円ても、 'lCLi義 lに想定され

る A-'l ぷ午前~)JLめる情人 (1てノtJではないにだ刀ヘ ，Ii:: 土伊八や

主配しよう〉する札会1生成の限界を論とる|際に、「もちろん、現在の 111

イth人米たるべきI.ftoノ人々を完全に賢明にし群良にすることはできな

い戸と).':¥ベ、 士:は、教古い持するすべての依カを:字摂しているのみ

ごな〈、、臼ら判断す í~， fm) J (!)最も乏しい人々;汁Lて、 :11成(/)+↑ヤ論の梓

成がM'に発J宝石する、あのl十例区jな刀をももっているのごめるカら心、1

個々の人の私市に関〆ては、 11義と政策この 切の原;聞に g~\ らして、決

2{; ミjレ;t~;;_(_斤，付p ・拍花台ド ¥ 6) lLi凡ミ )1/ (ムド時} ・劫Jご雪i'i:己J

l'::Sn -'V;r;降佼 l子どもの 11己決巴 '-jい亡考えるJ r封筒救行た学紀安

(人丈・ 4アゴモ)1 ()()号 位以)~il::) Sij.8.o 

刀法l平茨山、 'iC::iLm ..... ;，，，:υ、が保巳 rる権利 (τ ンデ J ン F ，~Q) 有安問 が()，S

午 43頁れ野中佼f亨 中村主男・古橋市 1;工 高見勝手IJ j'者法 1 第 J 坂)J (有

斐ま・ 2086よf:i216--2li長っ

おミノレ(i~片L' 木村1 ・前十砧古池(()) 2:)_1;':( 三Jレ(:'附) . 1;;:偽点 ι土、 (i)

おとf 平10 巨均l布よ;汁 ;2EnSl見

川ミル (J;;_M，‘本H) .寸i)j毛主 y主 (6.'lon頁 ミル L 問、首相号主主(6 

18/1 tt 

1531 LiJ:Gl :j・4(8)4~:.\S 



iともの日己;そ7e:':壱主 1

定権l土、での結果を I1主せねばならないところの悩人目らど守え}バてな

〈てはならな~" wL~，R.しミている 3 このように、 に111の均Gftuから何える

Jt忌かな矛;6(土、まさに了ともの凶i二を考察 ヲるff?に、浮彫りになる

パタ 寸 Tjスムとの緊張:w係の現れであると考え「、jL;己 c

ここで、↓十ぴ関わなげればならないのは、足下1て義」・「対話 ・「リ

ベフ jスム自己決J:F-:Jをめぐる保々な同市首l土、ぞの対象ぜある l制

人 j を l大人 j から 了とも lに幸、そ央ずるだけていci:ての台院が'人われる

ことになるのかということとある〈 τ見代社会においては、「子とも」が

出if!u'Jにけ出し政治，，-参加するこレは特段Lがたい:¥1ので、 'Riて干三宮

や 1--1) ワ IJスム J に つ い て は 、 、 人J て 子〆も J いのあ1前の相通

をある科区認めうるとしても、 I対ポ や I--tじ決定J については、必

ずしも認めりれなドとは言えないのではなかろうか、現l二、 F 九己決定

的光実感』と、汁己決定仁もとづく円下町七、』という在~"'"から +1.."もの

白己決';'t:の存重」を考慮に人れる余地があるのではないだろへか引と

いう;張がt=~:~ l'られる外、現在の閃涼人十年法旬、計における議論にノ己られる

「弁J~円」ヤ「府己Iノじだ」の T体に「了とも」も含まれるべきマあると言

う主張の存とも]IlJ視することかできないじすなわち、 Jr.八jL年 刀

に了ともへの深護 ζ 凶律の尊雪が同時に強調されている国法総会でu択

ちれた IL日早の杭禾Ijにi持する条約(以人，+こもの拡利条約 1)ロ

川 ミ jレ士;t&J:!~ .本村 J ・前十句今戸 (1)) 1G7貝 ミ)1ι凶前初雪行 (1); 

1iA ---1 (i;~)頁

" fドし、近イ(おいて選ゲl!f勤¥の寺L，な Jの問題を合的、 fども (J)参政法

は立:11'J:-'}:視さ vられるべきかを(.ii討する1id長 v治は r，...J ('!ーとも)も土権

-r:i-I. して、支TY，の日由、政ノ:ìl:j1号到しり目白を享.~"~つつ公開討論の75Lこ参入する

仔イ(，であるーと指似しといる 引に藤干治『現{t;司家と人権潟三三 子とも

の人格有交問 20084三，! 247ft 

五 7 平子寸 可ijj1;論文i:.t(2前日お-g

."，見草 tワ権利に陀:f/.:;;条約 ILU仰フf了， :J月1:3FIに国会にもlLiJIされ亡から、 1994

年:!}-J 29 C ;こ続結につv-て1.1会の承訟を足るに-iuコた出?に、"child円の対(2fllま
LH者J か l子ども を一つの論点と)て取り卜 I7 ら t! た~ N，果的にl土、巴ぶ

l豆洋iカ佼われてき 1，1 i)G主」じがち右いふ方 不拡lはこの条約は、 c:li:d" 誌

発達可能\(~}:祝え よ二つ、 m本的人住v栓手1;を享有 L行使宇ゐ一体 t ↑iL l~' つけ

~Lì:j、 ('::1 U '487) Mi7 IJ~I 



-λ入

問 ふ1

，1':::¥、定められる意口友明格点登場は位めて示陵町だこ23えらわゐ J と下

ろで、当該陸相j粂立lからf五位89~，_-: l'チともの円しよ汲ノむを捉える論稿が

いくつかもあコ/::.引が、， [・ .1 温法l土:u.I.f.禅譲の末、出立する了とも

という析しい下ども殺をnち'，Jてた'というナ J ヴな条約足解が 余

りト表面白七(二過ぎて詐育象を撫ずの)訟をぬぐ去なし、」λ とい~) t:疑問の

戸も無視することか「さないラにもかかわらず、本稿(正当'I'1J 子ドもの

村:'flJ条約 J のけ業部会の!市了ともの枚利」グ)'1;(" 性格こ関して )j~戸

じているアメリプJ代表が込ベアこ 子どbはたんに、政府からの手1;益のiす

うをf!~r-.Jl する荏利を持っているだけのイ7 在'"((土与:い 11¥:らは民府の権限

活用から山ムをヘデるためのIIJ民1'10.政治的権利lをも有Lている J ニの権

利lJ ì手、;求人が平交して"る ~qi 利と法的には|汗j交のものであり、 lf干HJí更

にあたうて子どもが羽，¥:J:)f:謀者の指示・指導ぞ必要と宇るとしても、

のふことは催事jそのものの l人‘容に 1可ら影響を/え(J'すものではな~，"仁王い

うァー棄に JJ，.!~\し、当該権利条J自の JJf'ぷともる I チどもの権利条約 J i 土、

日!)，;コかに ずどもの円しょ決定 lをi1H見守るものだと考えている tなわ

ち、、111主権利l条J買は、了どもに肘分の意思キi'I巾に表明することキ保除

~j ることによて、チどもが大人 1: 1"1採にぐ議議・討論=対話〉 ごきる

対台を訟)~するペそーのI持続と Lて、パターナリズム r:~保護の局;味:こ l:Jえ>i~

ちれない大人による子どものザ平合衷;1<:1.，なければならない、こ JWif:非:'"'-

にいると考え、刀、 l、の人Iにでは、 ;4にI'-fともの権利条約 l と記γらぬ陪"¥(

tマlノH[f;:グ)1主主'Jに院する長約J 11ジコリス 1048号J 有斐閣・ 1994苧.J liト

日!頁 1[1際救 "1tHi]f究会 1--i子どもの伝子'i条約J か可日幸の慌利条約ゐか，弘

flJ救当、yf、 79 0' ~ωnイ 1'-) G7良一太IUくい子 rJ もの人格」同際法?;_~~~ l [] 

本と国際法のlOll年 1"人権 :::1入、 i;;:‘2(j(jJ年 1凶頁}

1-1 f司え:工、 lこの子二もの烹日宏明1和三、"表J;民の日白"よりも以t-;';-O)次

1];ょのもので、 tーの前J是として、子どムにf主己決に|阪な認める、ということじみち

る」という訟もある r 荒井生ー '1吋述ョナともの権利条約のオ界と ξの包、義」

l-::.." リスト 96:l号 I1詩的苧)7:)頁戸沢点「了炉もの日三決定権k保税日

波講仲 現代のi.b~'1 己決定程エ法円波圭;;ì; . 1999苧i ]ft!頁}荒牧市人

1--Jどもの権刊条約と Jどもの目 ι去伊時限7~jki~ 9 号 (~OOYf) 2G九〕

f 本間HFj1児辛のほ利条約のiJ思想史的背景とその詐議逃紅 保護とオート

ノミー 」戸寄託訳、I士会こ法) .010.](¥ (11本Ul均 出 版 的'lil':: 122良

ヤ;Ail月岡刊誌沿え;注{日前 11;)頁、

r5.~1 LiJ:Gl :j・4BG)4~:.\ (i 



iともの日己;そ7e:':壱主 1

れなけれJまならないのマ4あるユし

このような[fll際人権丘、トの矧W(，LJ豆島UL亡、怠け、学において l 子ども

の起 r，決k二 l ほ如何にI中 ~:i さ H るのかペこ 1 しをF:Yry3することこそ 1o.:f，;有に

与えられる j な n~Uffである日l そ|て、考芳?を Î'g;める子短りの つを従

jjt Lて;れるのは〉広沢!主 的 f1r~.はで￡る/，~ ii~が 了どもは、心身とも

末成熟ごあるために湾〆ノきやすく、三た、示成熟状線から成で~，:)R:1.~へと

成長Lでいく際に、了ともとi身の }Jのみでは不|分であ円、也者に依存

せざるをえなし、」こ認める 万、 持干lのPi主的行使は、に 〕第 1，こ、

出 土1巨人の時殺につらなるものとして、ぞれをわ浸すること口体l

イ1向を有している J こ介、 [000:告さスに、権利を行使する阪1J(正夫氏にそ

れを行使十ることに 4って形成されていくとし J つ出をイJしている j こと

から、下'JIiJi@力が未成熟な子こもにとっても、人さな E.:1tキ IO'円、る」

ょこ，.判を認め、 γメリヵにおける寸ニどもの怪利治的詮畏をし守試しつつ、

I調寺空間自1f:(l)アブローチ だげといっ祈Lいm，印、を発見し、チどもの

-十ILfJ請に本l"tる見方の転校をイ足してし、る c この 4 うな米 U{~.~ を 3~

~ _."_ ' [..， J r了片央c'百人権である布巾棒:土、本米、 H己IノL定権であるし

:: ¥， "う認識に:当ヶt-L-(J\ 憲法学におけるチYもの日己決'~権)に対す

る再考察の作業が Ili]りかにみ~î:( rりれえないことになろうっ

方、トl際人権法(1)士脈に沿い、 了どもの人権 ol~ 刈論争論ずる夜、現イ1

多1ミに注R，" 1<亡し A る l チどもよ~J の向日以イf タノムリ稲fi:)L:}~( I寸ニどもふム

l院する戦うl犯:;1-'" ノ マン事件管特権半lJ次J ~'j? iRj}~':j; 治判巻::{j1号1 (.2 

i) ，~人予 1去明~15 ' :::r1iJ:=i 79---的頁

応なお、 iLJI'干寄託iのように、1'..."日二決定を J出::t~!:Jいく)レで i出解しでも、

例別正体u(jな門己決定慌のレベ?レご叫が 1 ど七、その有効性は非出に限うれと

しる LI己決辺の珪念それ u体は、 LIr::の理念に l岐収cれ、守グ〉一部で l かな

し;J ~し門鮫占を~-:j;っこムもあり得よぺ、 '[1 ぷ公J、字会 公).)、研究 活7u号E

L右支l羽・引(1(1日午 HR只

山ノに;尺!r.、 I '~者 1云と};J.有Lí~奇 :x:iT片足1，íji:l司市校。乙 OS '7"ノ 2い 2~;t--c"

"'米iJ，~広一「子ども. -~ぇ扶・;;;i:ム巳(有文悶・ 199:!年) 124 三位円 J

"古和口幸一 111:3古揃I功[x僚におけふ位己じたにこ遺[た l 司法11'時Hl 7~1~主 lHj

L抑 07午べ頁I

~Lì:j、 ('::1 U '485) M<J I J( I 



第二節 成長発主主権ぬ概念からのアプローチ

-λ入

問 ふ1

前:干した米沢1])所説から汚 f二有却にHiって使iif{ ，t点の \ρ{'''Tn!0 ;J í~)誌を :Fr ハ

でみるこ、も 0， つE主刊しなければな戸、ないキ ワ ドを発見するごと

ができる 1 すなわち、 九~-~ノ\年Ll月、ド六ol泉高裁判所ノト旭川 f子~)j i 

スト事行士42う阪に、 1 [...  J 【烹法一六条)の仔 f~ に l土、国民名目が、

旬67人間として、また、 市J;:として、成長、党達L、七己の人絡を

完成、三三現するために必要な予告をする国有の犠平1)や存すること a??に、

ぺ〕子どもは、その~之官民求を充足するみめの孝育を白己に tJtfrすこと

をん人一役にtJL --C~~求ヲる権利を有するニ r c~- .))続念が11在している

と考えられると述べ、 I

るU

と円う概念を+;1::ノj、したことであ

ニの長年0) 1品j を査して11'1'1祉法学ヤ救育法学的分野~，::おいてプ「張され牛

!記されてきた リ記長)発達1写 以上のよ"に最氏

よえという煤介を I~ してより具;{、的な JFで:合法学のうすT[' に入り込まれた二

とl、官まらず、前節で言及した 了ともの権利条約」が[1イ入政府からも

批;-ft され!.-動さにlh\ 議論日体が少年~)、六一条との係わりを送乙丸、

;1リヲ筒Jlj~ に b 、主手えをぜ: ~ yているに

II.j っとも、ノ村高{ま I--tx民議i主権 l の;人1実京'Jtしふうとす〆乙ものとはな

しむLろ 1..， 成 長 ) )を{土手告を、綾{~t包帯刊とすべきが妥、Ii 」 41

ごl)る〆 vぺ主張;こ問調 L'Jつ、日 ]子Yもが1主主防;の紅会生活の'1;'(" 

成長派法絡をとくに i張ずることがと主へその了どもの 1C..' 1成長

会i主権が河原とすると「ろは1.....1戸分にかかわけのあるごとはド1旬、で

2 長j¥刊日に手 lに1江 5弓つIh (引IJU-;J'S14号とおじ正.19'iMri ，11丘c

服部苅 E立長栄一手格C')作成 l 受士:守 :;j; 大J子;叫最法苧[，青ハコ抗->1 立 ~fî 1・1号

(立川2年l:ll円

:主111動「発注十件J:基本的人枠体系iljU T市 ι 子犬、f研究紀要~ '-10"、号 (t有K

子人予・ 1978~r> ヌ i 頁υ

)波打 l人評論として (J)f とものづ成長発l主格~ J 1ともの人惇と少イ1 ，さ

に問。る特別委見会 nl-Cr.T守護士会j ・了とものほネIJに関する委民会(記手同

力士弁ぷ 1た)漏「会台工事竹村H色とて「どもの成1;';')8遠権 ノ夕、午の三宅fJ1・千住知;'Itτ以

どJZえ心現代人丈什 京町二午;2l爪百、

fS'il L社、Gl:1.4B-ti4tA



iともの日己;そ7e:':壱主 1

U~めてゆく自己決定『つ王件仁なること、討りの人生、ノーi古をほうγフしく

生きていく主体になるこ〆[...J J，c'であるという与えから小唆を J乏(J、

アメ j士、台i4やドボでは 'Iaの人前である了ともの成五・発注が蒜辻、

典j を通じてとのよド旬、わうているのかとい与ごとを、下こもの剖l

:&育成宇人格(口付-自己決定j 形成と長もi*く民訴している

及{}' 救 R'，Jの領域から解i犯を試みるこ rを主たる["';80にL"(c.るーま

た、本稿;土 I了ども と l 、う 11E人が~記の 1'"1 及び主i(J立て、千台民しつノある

憲法干のj仁川、においと 人権享有 J 体である~'~n':;J!:: r :. :i:lつことは、もは

や百ぺまでもないー

第 I部 家族

Talcotl Pé~r 山n:-; ，.土「ぷ35Lr-hi fマ集凶 r:L工J培え亡、「寸ニどもがそ

の最初の段階で自分の軒動的資問(ピIl以iunal1出 Ollrc白 )σ〉すべてを

そこにぷ蛍 L て~ミる IS と ;d~.ベて~ミるつこうして考えると、， (どものれ

己決定」という慨念キ設抑じ検討すべき fある ι場土「京侠」だと思

われる(この第 T奇じでは本柄。)附党対象ときれる=つのIrHえぴllfI械にお

いて、家族のなかでの j どもの自己以)~を巡り、如何なる{よlη線本が代々

のi'hJ に悦示:"'-れ、変1[~ しといるのウというごとそ考察 検討する

2.6安l品同 Cfともじっすらを支える成長交遠権 1rr育<!'午同誌 1，5;;;

午リ片) 2G f:L 

コJ フ()l'3

-'-;'法学協会編 IF~'; i: ~'í-円本 1[1 ;;1:.法 卜告有を間・ ~9~i::\年}

-'196'.8 .3(判 --SGL8 芭t'.佼走法待?全集 L1 7E，，:)}:、111

明日，~出頁 H::--4L:頁 A

l1' 橋爪汽栓i也司家Etir (長明書房‘!こ喝Ir; 39R. 

4;子。 ~-4fi(!t司・ ~9~:、

{右斐|富田 1939)，1'.)

刊なお、 P;-;i~i jJ lk :¥rif':> i))却炉に 4ると、 子どもに対ヲるまなぞ三しのをfhや

共同体の京退、京校内'!c述、学佼1Lのi住民という一つの院係枠の古化と

司わら社 C論じ」ノふ Fi)、が必要rーされぐいるが、求刑は「了どもの肩しよ決定」

を述る示法「口説相の斬郭を明確にヂるため、第 I主|;F乏に扶第立市校111

とにう了、各訟域刀、ら仔かび!がる阿悲汀を完全辺する r 法をとる .~l三件 f ~';. 

2主主 アンミャシ・レジ一品における子ともとた会 l士グ'"、沖と Jデ j-u

ギ J E浮i表人漏可十三?っzのなかの寸二どそ ア i;_1 ス](1どのく'，'f<校!"子二校(!)

近代)dI ¥新曜干上 より制年! 1]:2頁{

~Lì:j、 ('::1 U '482) M(~ 10[.1 



第一章 アメリカ合衆国

-λ入

問 ふ1

主に九()今一代以降のアメ J力的家族宅情をif'う問団〉1:世 l二、 1--(阿国)

の京}舟~-定義 tるのは小口I iiきなほど、そのJFia多様11:Iていると述

べている また、社印 1:1，1ム eCοOfEZも、 (1:，1:'-1:[における1 [土常に ~)'ít

動的 j である，[こ〉をJョJ渇しにいる n しかし、阿国の人々が拘え〈いる

えl~i， l.' 0)引の I京民 J (こ X;~'-9- i~ :--~'己となるものを断百的こ復元させな

がら、憲法との関係を考えることにはある秘慢の芭I1本があろう。

本予?(土、アメリカ人の述、以ノ'-，_.討する「記憶 を辿")ノミがら、そのを

のをj差を概烈し I家族 J (:-合衆国万一ぷ」 tm聞に I子日プも j が

i(なとなれ、提起し得るいくつかの間誌を別々のテ マを設定 L、ぞれ

りと係わる判例併存分析し校日、J:"てしベ、

第一節 子どもJ • r家族J • r園家」の過去と現在

R2l;ih ]-¥8nOJl [lHry 土 i"，7 メ1]カ人の任会的遺主主の中J二含まれゐ訪程

f互の中で、ピ L -1) タニスム l デモクフン :こl土、特別な主嬰牲があるJに

と述べている u 1足って、 1;1ヨヨの}1:二族の雫情と深く関わるのl工ピ，__1;タ

ニズムだとJ141われぶうづ Eは、子どもがそのようなピュ リタン的なす主

妊の中ご如何仁佼世イ寸けられるのか、まえ:、吋該十I会の運営を支える法

1-t1の令抗的な 1~:， 1[:1， IJ子 t もを fう見るのか こ11-[ちの問題を検討してい

えたいご

お凶凶 u廿 〆え '1 うむの家方;~ê (-rh;白書:r';. :-:00，，1寸 9-rじなお、 jiJJr:f:j (j)家l?

に J~ I.;る桜子関係み枚A する湾、言、救lカ炭素を抜き)して諮ることがでえない

折怖もあるが、 をの両Jぎのヰfjf i的なれ警にlJγる4/先l土十1:1:石唄H 件 1，'c- Fj，;~念、

I~t~土-アメリカ史のなかの子 2 も JJ (彩流社・?}02 苧 :~56頁I

，，1ステワ T- ク 、J ソ品 川村ひとみ:日「京肢とい与神主 j メリ刀ン・

プヅミ I[ーの予とミ!i.支 (筑摩書房・ 1998庁 16同c また、仁川lllZは引の論文

ごアメ i/ ワ人治家波¥，-)-，;する 1[，，， Jアン Yノfレ/十な感情が匂している」と

:::sべ七ことがある 同LU. ';'J封書汁切り 218どr

ヲルフ B・ベ 1)，----!i"' . -::;; ，~"誠 ~よ八九-JI~-~;R l'ピヮ リターズム片手モ

クフンー Yメijブj(J)~担仰とその日係 )1 言宇.lSil ;~2t(~ 

[591 LiJ:Gl :j・4(2)4~:.\2 
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第一項 ビューリ空ニニズムからの出発

大 l' 一台~t:i土、ビ ;L グリム・ 7 "，ーザ ズによる r....メイアブワ

;土「自由自ごとなる個人が、見約によって、 IJ!与を創設ヲるとい λ社

会のえを、現完;こ点わた顕二芸な五i升』手あ」るう3とtrstl同しぐいと， . 

また、 [~:(~:llll r:cI S E' ;:~:"s ¥'1川口，1:1i'土、ピューワタン u(J家炉、の後柁を克明{

記 述 Gc;こゐ J する際、 l我々はどェーリタシ的吐会、及びその家族をl'!

Fi!ず心だめに、 主ずピコ、 'Jタニズムグ)~刊に下手宇 L て v ミる「政治 1 の慨

と当人の社会在日の問lこ如何なる連夜性があるのかと ν うこと年採らな

ければ公らノ与しミ」バと述べているにこの 入(::/J、喰を受けて、ます「契約」

「いう村正ノfからどコー 11タン|冷な家主主1設に長近してみたいI

I¥Iorg辻立によれl工どコ ワケンj主の街にイムえられる丸い十十ニミ約半丁/在

日舌動)の文行(.;i (!:ょ(rJc乃 f 最終的な救{討、繋がつごuるとし汁思想の

j民1 ，1，(になるのは、 γ ダム(ここで、 γ ダムが象 i~:d' J，o父性的性格に沖意:)

が(道徳刊ノ除蒸する前まで遡ることができる d つまり、 I持とアダム

の慌に「トl儀にほ「る認作法の突約 'i:結ん J三二とにぷって、アダムが

やI1 かわの救崎幸 {~f るため、怖の渋(規律;に討する'Jt主主的江主伎が妄求さ

れ ることに 'd:'_Jたのである… Lカしながら、アグムが険落 Lた校、

村uアゲムの了孫(7'ブラ J、ム)と，・〕信じ ξ ことは(宗tしい)!g[. 

件と手主したおとす〆乙了判赦の契約 (co日出l汁 ηf l を1:;:仰ぐ~:古ぶ

こと:したへこの .. 'う仁円ェー)タ〆主:土 N: との f~Ji 梨約」が結;ま

れているイメージを i-~~ く信ずる故:こ、 '1-ô"imi来 L 有 l ではなし高に対し

て-tmめと百円、fまれを討ちつぜ人 lすべてのピコ Jタン;土臼分J)長手をを

以す浪 1)、何の法[混律〕を y芝寸し、善き 1:1民を10'するごとにより‘そ

の〕1日く;笑い信仰の支えに上:)、目分の存ぞrを待認することの'j'::'lfTJ丈品 %if

お大木可íj~e圭fア íJO) 91頁「

.， トclmrndS. iviur日ι¥f:. Thc: Puηtcn Vamiiy (Ne¥¥' 'jJcrk. 1日60) 己こ j 

が 1hul

j' !{;iι 

， fE L、Ivlorp;;mの戸う Eつに主主に服従すぬこ tには、常に情どるここと"1";'
ている」ため、持は再び「問約」をi口じ全人指のYb従を;j(めていると弓えよう u

lbid 

~Lì:j、 ('::1 U . 4tH) 4(¥ l'、01



j叫トなると考えているc行ら Lい
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問 ふ1

この林とア -f"-)ハ J、Loコ却しい J行数の契約ユの適;::tで象と与れず(/)

l土、 〔ぃ)アブラ F、ム出身だけではなく、 f疋の可申l である者も間待で

ある J 合 L_gLなわち 彼のがUTI的な了てふ:こi:;たる者である J 阪の了ど

もであ !-j、孫であ !-j、そ Lて智子主で;t;:)、つま 1)11 i、彼と (Iil!.統的)

が 1)C!)守、世帯をĴO'-JJ へそして、 lアブブノ、日が材にII1Jコて、真な白河

及び漂いf三;2、にふっくヨ!な i~ ，q.j， í: の宍?丁をj半げょっこい~Ji~t ~U、彼七

身だけではな¥、自1と共に Lてνる家fj友会員もその約!kを守ることをき

せる、彼は)j を尽 Lて彼等(そのぶぷ公江)刀、"-~~;主約束の実現を景:1:ず

設jみを負わなければならな~ ¥ ~ "， (":言われ、 7 ブフハムのち2約の内 Jヰを

f三条としてヰるクリス子ベン(ピ! リタニもど河然である)は、当然

同じ義務を負うこと;、なると坦解されて g，る

ニのような 紳止の契約」を|丙〈、jろうとするヒ。ューソターズムには、

I 世#は人のために作られ、人 ~;.t材のため(，:::11f られたという創浸fげ

な.f主lドカ持軍わオLてvる勺そのi刊には、 l聖なるE己列 l とヨわれる1失出j

伐さ:がイ{(rする すなわ ι、「年長者は年少者より、教育会J7217 た人~~

受けていない者より、';:Jみを所有オる人:土庁j右してい主い者より、職人

lよ 般の労働者より、上流社会主まれの人lよ下流社会主まれの者 l"i、

司令聞!な人は患者4 り湾いである，52といつものである。この 4うな配列

は~~族、救会とコ主ンウ f ルス、それぞれの中で巡すきれなけれiまなら

ないと杵から要;k~ れる段、家族の rl; で、父親の俊1立山がノ人前涜〉とり、

J: fjも、家父:長:は奉公人 1)も、そ Lて、教会σ)I f iて、官教阿やさ

長者は 般のよ栄J リも、人子ー kの中で統治者l主人民よ Nも寝位であ

るといろルールが1in<ノj、されている U このぶうなルールに背反する、こと

." Jd. al .~ 

'c' ld， at (I 

6ぐ lJ.aL 7 

り I Jhid 

〉ク id.(lt 17 

出 Id.aL 1支

出 ld.at 1:/ 

[GII LiJ:Gl :j・4Bu)4~:.\つ



iともの日己;そ7e:':壱主 1

は C(・1村 ること仁なる という ~J ュー 1] タン的な理解からも

主えられてしるわb

ところで、父刈の倍iiLと '--rう扶I了をメ必ず Jために、父淵の了ヒも!伊

2 
-':..; も同時に強く要dhぎれている η 例主 l工、 口然の干ZjJlま イ ュ

lj タ J の剥と L 亡、その最初の責~7.d :i [...J了ともに氏、 i十まい、及び

fl:~-亡を IJ えるこ(: ，";'"("3うる r幸之えられ工、、る r そし亡、子ども汗占宇治宝

白分の斗 i，I:を維持することができる能りをきちんと身につけさせること

も父長之が以たさなけれ fまならなv1'.Ft j~jの つだときれてい o川ヘ 131こ、

彼者につ:.，)て tv';org:-m は l\~as州 hll 山tLs の一六四戸、年法をう、げて、~?:tHl

に lit~-j き、ヲべてのっとおは依存の子「もが、例え ~i労働占や職人、良家、

成1斗土何らかの儲けられる貿易に従平ずることなど、いく d一川ーの '1コで

ヨつ合法的公職J)5(，就くごとをHi認しなければならないゆと市ヮてい

る口こ ζ ず、「大戯れλJ:ing).，;はピューリタンの荒ナ!弘.:{庁、を型船する汗

めの、もへ一つの会ーワ ドとなる L

'i¥:[orga:l i止、 "9/<てのクリスヰャン j主べにとっと) :...]戦業をi笠択

すゐこと十ijct:が引lIEなこと寸あった」刊と言う Iそして、了ともは片 j}

の能力は Yこかで笠揮できるか、選択Lた職業は社会に土亡し、右JLJで」ち

るかす「かの同恕lこ.J~ iて1m初である;吹に、来日に了どもが自 j"'tの天職へと

持〈義務も ti~t ナミれ C ぃ。仁ところ泊、職業の;~!f釈 ;j: i::<，ってピュ りタ

6~ ltid 

山以トのよ 1な強いイ fさ:;立、 {どもに対する教育の111:こ反 hみされ亡し Lるし例

え(J、 idot即 日 l土「ゴムーリタング)子ども達:ニ計どJohnじoltonがrh.tiitしとそ

の右手rな敦不を勉強する つまり、 l巴約豆舎に不さオしみ t:;1"1.の成でう父lで

とは槻はやjを指すのがろう?，にう円7L、に対ずる 1不 :A、学校、技会とコモ〉ウヱ

ルスの'1'で、すぺて私達よりーにvミる人々 にある』というII'J詫、である J とm摘

)〆、 v、るベ f!;iι 

。I Jd. ar 6:-1 

以下なわち、「も LあなI方は述切な方i)、で担J勉にT，C もを王室育L、しつけし

よう〉すゐならば、 これ力九円liTf.で如何に佐ヘコ炉にEときていけるノらはを彼等

いとち;主)に救える三とにえ~_ ii ¥ とτうゴ4容じある。 Iil.al GC 

I;!; if;id 

ldιIL 70--71 

71 ld， ot 72 -i，I 
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問 ふ1

ン社会i'j品、ては殺の札の制下、mas1er) という i:rHも必要とさ引てい

ナ。寸なわち、家庭内において、ピ L ーリタ〆(/)チ Y も i主~ ，;::親への '~l 放

の Eぎを安うことができるが、ピ~. ._--1)タン千二22における l秩:7'Jへの尊

五五をj問責させるためには、誌から刻れ亡日'11匠のトぞ技術を憎いたり‘勉

強したりすることも主要引されてきた三川町山口はこの点;ついて、

再 f}' l\hssac川町山の一六I)~八イru、を絞り上げる外、 Conccclicut のー

ノ、 ι も参照しノつ、 IもL了ども淫はかIらかの尿阪でよ泰、)l!LK

lこなり、 L認の)子に負えない状態になヮご Lまえば、仙の子ともさか

ら供ちこ(まれないように、{度 (1在久)らに対する長官をより放格(..:し、

決定グ〕定めを取Lくぶり版従さ才る U11<]の下によれもて、国がitらを

元からイ可 Ij 間(~当の子なら一 以まで、久の許なι 八ぶまで〆 主点

定三れた)姉[)Ioコ南1へ引き移るごとができるハ」 と乱司Jをし 亡し、た。

1'， 
C 

これまでのピムー Ijタ>(j)ぷ庭内における穀チi弘:係の概観か勺する

と、 一人(!):~5性とーへの女主(;k-l三日発的に(沖との ちてがL: こ)加

入干る場合、彼夕立しベよ彼f;，:の子折、の打力、の::JJli，:1-::' lJJ-lを待たなくても、 n
~[~的にけ申との 契約('，も till入することと)，(1故される c すべての未

成年のチYも活l土、税:二生きているか末だに同生 Lていなしかと闘係な

く、 ~~ζ 神の慌に沿 i.Y、れた可告の rlr に合まれる c 勿帯、了とも淫:よ 人

目になぺた後、今回は民分がL1えとなり紳との松どに析とな努約を給ぶこ

と仁なるが、波h カまた事11:よる;晶、占的「で併まる~.l!り、その剥と宇11 0')

問に結ばれた契約:こ ιk て得九れた尽忍をヲき続き宗主:するこノにな

る と;午、べる Mor;zιnの門主主はどー工、 リタン家族の î~. 了{設を長ll)J に J古書

山し亡いるのではなかλろか i 、のようなイメ ジや志=立が除ければ強

L 、ほと、恐らく、!?訟家jti同まれ/，;)限:)、了とも i土口'ltu'Jな存柏として

は伐されにくく、家族における子どもの「自己決'iF-~J が詑られる 1ム~;m::I!J

九， 
，"，" も乏し 1、ιのとなろう c

Y この"マ:よ、 I~停の 1&判所、/)i-;2.主ii ぞ見るこ、てF と、モを読をヲる :\t に、伎をÞl::J

互の7cから連れべ")l 親への ~rlJ豆からの訴えは、す-~，VH:;iEfJNからの垢↑ t~品ぷ刀4

~iUl; られf J としぺ事実ァ;白ら向うことができるムしい、 ld. at 75 

ld. al 78 

id. i¥t lTラ

IG31 LiJ:Gl :j・478)473



iともの日己;そ7e:':壱主 1

第二項現代のアメリカの家族像への接近

]コ巳日rCre災認 SbLeァの ピ L-IJタン家tthE、ピューリタンの経済的

政治的諮問係とともに、 '1't':かり近代へ移行する氏紅のなかにfiLi置を古

めている〈それはヨまれながらにしてJt::f¥:的であったのではなく、三子"三

1-tなのである」川とい弓J出向を受け、「この上ろに γ ュー 1;ターズムを↑云

絞的?上芝、から上:/)近代化された主会への lj浪花其乙のイデ寸ロギーとし

て性格つ tJJ 心ア A辞7行がある。尖|結、 iliJ 上司の了JlJt にーる人 1 荷.&1)'の討(.，~JJ

fど7を考えれは、その家肢の様相について多岐にわたるノ司点iSを仔たな

いと、よ l)11.):1宇 l、抑J/~ずることが?主会いこ〆には異論が告かろぺ。し

かし、 I~Ú の点目 μ(}) %さ台段を;/fえ、これかん進む作業の士ずみを初期から

ピコー lJyニ式ムを蚊〈交えているホワイト・エスニ yクのtぷ絞と十之、コ

itl!.万、 I(アメ j守人)からノJ しば 九五の竿代 (，i:lEJ)frなコンセ/サス

ぴ)tiY，Rであ --1"-.ょう;二見えるつ 1，0<  :一九千iO牛代(!)本昔、主「プ「義円七五々

な特徴l土、 恵太な殺の7 メ J:;七回;誌の驚吹}均月材料の伸びによハぐさらに

強イとされどハ，79と言う仁川1tzのffiJltjに共:!!唱し、 h作事Iを て)(7)分本

嶺として(仁川口Izが提示した王子、肢の付抗的性格も ii:主しながら)、了ど

も'i::の視点もIJlJえて、近代から玉晃代までの1，引下|の家紋没を島断しごみf

し

第一回 植民地時代から一九世紀前半まで

[f1J出の植民地時代以1における人口構成について、 I[... J人じ:こ給災し

仁平弘同iよ1人「ほ史のなカのてFど手、・試す降、 学校 アメ lノ打性民地下'J-'itc汁宅約

から 宮浮康へi百 1十三7史のなかめて子こも ア1;.J. λ 心、 f去の《家統と学校内~!1

{t>.!J以liO齢|巳 1988平! 196--197頁

戸62F回開拍持論ぇ注 (75)197t'， 

久出'"住了 lアメ j与山家事、J清水出文 烹得緑術 J安宅きする:日界山家事、

けカニシヤ山刈 1909年) 11)1---1(-;2頁 1

日久111 胡Jξ~Ji)文民 (77) _wrぇ
戸。ステワアレ ♂ク 〉ツ昔悶同十 J ミ，~ . 8.~'~D こ51土品 i; :16--47頁υ

及、元11凹〉t虫、 I~r~ 2中 アえリ力的:.s<伝 一七白 人世紀北犬、タハ J庶民批

における人 ~--1 と家族 ;{;:k~.~'μl 制lFi:dt ヨーロアノ言。〉探究三 家族J(ミホルゲ V

4力.:羽目年) tì6_~' 1 夕、回・市持論主出 (i7)161良 なお、当守i→均する京

~Lì:j、 ('::1 U '477) 477 l'叫|
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ているはこt'a;の)ニュ イシグランド0:;~~ュ リク./移民など回目移畏

:こ対L、 [...J T今手契約す~土:人l土土こ LてきJ部 植民J也ゃ¥と rtりった」話とい

弓ITlJJきが*!iノトさ九三いる 庁、奉公人剥はは-'~ "時の脳1-;J:'巾に涜J4した

にもかかわら fiEfじされたために C[ー、 M民JltIこm 人奴隷7子大軍 J

人されてゆくのであGfといろ U↑占も併時うされている日に

JW本 j王立の研%に」ると、当時北部に仕入ごいるた人は南部の人より

長命だこされてい〈が、了どもの側から見れば状況が少々異なるムしい「

すなわち、 :-..) '.11'，部のj 荒野に制民地を建誌寸るには、 c...ヂとも

を多く韮み育vごることにかかっ'-~.ば?こ;... J，土持{芋にかたくないラ[...)

しかL同時に幼児にじ半も高 lかっとようである}ぞれゆえ、子ドもに

だする環境的不j古から t まれるピコい Ijタン 0)死今一凱u、I[こどもは紳

から司への 時間 ~t H~ 1)物であり、神が与えたものは神円身が打阿lこか

つ従lti学いラぞってしまうものに L寸，"、教訓(:_'， ，;.:，えられていえ干のでめる」川

と見られている}また、千fTぐについて j;J"測には留まらず、 _，!J，，(近、

や友人守による共司作業であ Jたとも百われているおτ その一方で、 子

どもの1'i占!は11約聖書やI向社の名前から限る償青から、版本;土 i('!iT#)

名目IJにすらit可生が認められなかったと解釈すれば、アリ i スの論「、 ~ミ

イtl士会になうて初めて了と blよ四七;'r'J存rrが認められた を、 ;Y!に:当証

主主の研究のーげ〉方|μiは、 二ーコーインゲツ J ド粍氏l出乙南部桂民地の出にある

メ，;ーラシ日泊民地止むァァシ二ア出1¥ ~地の集介である l チ1. '+)-I:~， ク

2の士J.b二あるぶうである υ 九七 日渇請文住 (77)161頁。

εl荊l凶 iij持論〉ιi主 (80)66 q:' 
℃すなわち、合と色と本!司イ干)スジ)人I: j:F記置のンスフーi と('悶f与され

、したこの半公人出Ij l支は、「一七日虻ぶまで l 本凶の人r-~ 7~果 Ijir}iJそが L4klーが

消され、移討を1ljlν山すョ/"}ン工法l誌 がf由化ヲる-jJ、h官民地{むいても

社会的 I'，，-'r:'の機会が約小"--...~ 1-1 Jい、[...)移民を引き九十ゐ lフ"要因巴が楼己主

L士くなった l 三百う円相;凹.HUt拍ゴわム (80)66-，，62宍

イハ亡、このE÷代から Jc IU紀前「まさにお νiどは、 I~士1 人ぐっ f ども。町人

奴誌の千こも、あるいは lじ剖;のチども. :'~J 副;のチと争点二千々と、チどむ 1京~~各校

である C1 われている 稼本 .rjlJ認さ井 tSOi ~/l 只ぃ

手段本訪f宅4 注目())同頁

出点本北f告すJふ (51可 ~6 百

[I.CI LiJ:Gl :j・476)476



iともの日己;そ7e:':壱主 1

するここ lJまるであろう出としもう理解宇示弓〆てし可。

そのようなチ白ての作業を，]::) ì~ く採ってみれば、「倍音主義的」主:

もの討だと?わ札、 I:"'J Tともは司分当身めいに乾、;士、を持つ¥し hるこ

とを ~~n らされるべきではなし、J-3~ とピニι リタンの調達はさ誠 L'( いと"

その上ろな芳、践における了ともの十子了についナ、議木iJ:， ' l'、情民地

時代の子ども 1象につし川、まず誕生から有、六段ころまごの子Yもにつ

いては、そのj主企に汁 1 る人i甘j じ〉比ノJ!誌、そして J~~i突いぶ千ぞというネァ会

認誌があり、そごには過保護のだ与とこしての宇ともはイしなかうたハ

)七設を i通玄る主宮古;、/士。と、 :'J、さな丈人」〆して丈人の'中間入

りを L、その世伴で r-r-;く 人前内成人でして独立するニ ξを求められと

のである. [，;この 4うな意味において、柏l(fV，吋ftにーらいては fーと

もJ-iJl(.;i短かコたと言えよう」活と認識している}

続いて、近代記ttU)千ども没への航空に;討しでは、絵本1;;:':"，]母

以とっ子どもの関係 J土今まで以上 lこ以評にもれ、り>>ll~ :-;-1心。〕チA"-Cがお!範

化 fる 1
90ことを取り日T、その背景には、 者srtて化・二L業iヒしていく社

会l、あって、女性こそがキソスト救の伝統的モラルの守護古ペごあるとい

う、主性を神主主視する it~念が L ばしば指摘きれる II ことを紹介 I こ

の時~)j において)[υ] 不救itJ iCî抗議の'idじ〔も)みられ l て、 l デとも

の;平正寸土神の決込~に依+M 才るものではなくて、母視cT川、断の努力によっ

ナ変えうゐものとふ与えられるよう;な勺た」り』と沼ってvゐるじ

このような l近代家族 における子 Y も{主について、薬本lよ I["， J 

母島Jの安治を 身に受け、ノ三人とは1"引さすしi国司自Jな存キとしてがめら

れ、また口 11な活動を薬殺にした発注の'<1能性をJ守っと考えら引 f二」引

とし寸見解をボ(しか L、11iJ R:fに「それは近代前了ども観的、1'.'百戸 L

εo n時本 ~;i1毛主;よ(日n) 4'i員 C

7 藤本。前JZ書i+:¥!j(¥) !l'rF{ニ

出藤本岨前科主任(~)()) 4'1-貝

稼本弓IJJ昌幸fァ (50')SUH， 

川藤ノト口iJl!e.う注目())5U頁久111'eij抱7白L:()主 (77) l(1~1---1 f) 5頁

91 点本ィ桝すド 50-';5: Q." 

)~藤本，前夜空い \~-:iOノ :)1F{乙

日本本固有1:tj-~イデ (5U:~ :j<，貝(

~Lì:j、 ('::1 U '475) 47:] I(必|
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かない fあろろ J 池百でこ仁は、舟説仁々、ffし、家庭仁悶 l込め}フ l'て

その行動を股校、 fi歩 d.;flナP てfic、ものそがみえ、[...]かつてのピ

リタンの 5~J廷校 FTl止、主主 L f11 Lという問浪ではなくて、 l九世司eiWJ廷の

流動的社会次況と人間の戸 Il.s芯、をね認する:豆芯的J孔y却のなかに μ きた

了ともた九にとっては、 i8止、しえなくな U時代注れのものiなコ丈ので

ある，'-¥;パ認識もノ、し、そこから生まれた「千、子品、ぐにおける育

大さやおやかな態)およ、 |九~別初Iifi0)都市化、 U';イし始めた jirJじ大

丙J羊j去のアメリカ社会の不安定さ a あるいはノト政支件や反映するものと

百えよぺ」μμ~l~t 'てい ι 長終的に、議本i土 F 近代的子とも初の最大

の特徴l土、彼らをた人の干士会から切り離し、家挺?可に悶仁込めて v、っと

ことであろう j目という百国併を提小している c

-λ入

問

一九世紀後半から現投まで

l'vlichd Geillι山出 1凶 idi: Creveじ0¥:':1:(~，止、「アメリカ，~犬グ〉子意向の '1'

にコ ロソノ坊、らアメリカという却:')¥、陸に辿リ若く人ヤのモット は

「ノえンのあるこころ、れ頁あり (l br [)311i又 ihi苅 triJ)J"りこい弓号案だ

と紹介し、「パシをぷめでヨ-rJ"}パのあらゆる)下lか七来た人ひとが仙

台ν三、 つのZTν い人税、づなわちアメリアJ人になるこし、う}終

日:から合計められるアメリカこいう同の形成、/えび司同の半↑における人

1 :構成の流動は今Hlfおいても絶えず仁、色んでいることや鑑九れi:f決し

て「時代j[tれの下足当イヶ;上ないだろう州d

同
同一一第

込藤イ 言trl時士f→(~~:片山一-)(j貞 J

引J 点本行iJおさ (50)568 

h 秋山陸.1を際:1円次回 i度当手IJ/~監訳」アメリカ r与典丈 DT' ;l クレヴク ル研

究4・:9幻年) 7~ le.，1-1日Li比ー与RIJA1:会 Fメ1)古りゆくえJJ (岩波アソ

クンゾト ?¥[o<270;' ;-)封

9釘I 秋11山1川1. i後今I蕊玉 . D波主j列刀 e 前J拘》円3戸I注主 (ψ9(-j札仰予スリ)) y刈4一Y山~)-f買ボド問 a 前料再I山壬 l巾p附β引 5.~江1. ，

咋 f例例列河j

d点e::i-. tて吟繰~り j返豆しヲ引l 円刑7 し、{主~r，-t ;ふ{1!値があゐ J 介詳し、本前長Iiも 「諸国民

から成るL記長!と Lてのアメリカ人的多様七を}5祭ずる際、じrC¥:CC'CK''"'-tク)河f

t~~ を設初の Ij;-.CJN_:') ~_; fてし;るい扶111.伶藤 e 渡辺・前釘古川一 (9Gl 9 it~ ム;

i市有J己主注 í，B6)ユ~~ 6 ，'2-，) 

LiJ:Gl :j・47-1J474fG'il 
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下のような 7メリカでは、 J'-..~_: f二年以降、 ('H 離婚率の i許がi:i.fi

さとな h、一九一六年:こは-Ijンプランシスコでh玉川刊の結於のろちーρi

l土離婚に終わり、 U サンジェルスではlLlサに 作、シ刀ゴではじf干に

1' 1 の割合となっ亡し、fニ」の「あと'，'ごのぶうな巾 e~j(践の切だ l去を唱える

研究主もいるが、久日日ft了は“;去とラたは「LLだちかっ也、人J で

あり、苅子は flj:問」仁あるような l、ァ苛じ附互の没清で角'iばれた家主主』

C011lUanlOIl2tピ faniil¥') と い う し い 概 念 に有巨 L、l家父長印jに基

っく 1-:-1:"ゐタノプの」家族はもはや とコ山花の状況には適応、できず a ご

の新しいタイ yの京成こそ、王J'l.イモ干1会に日目したものであった刊という

~，i!訟を示 L ている、ニグ〉変化について、じoonLz も l 南北約干後初めて、

八 五 の保γ11寸前向がミド;レク 7スの認で 般的に受け人れら

れ、禁止じ[キという偽情綬は校三ミ8刻、限定さxしたlt:(とい与見解を示 lて

いるコド;-Y~占的 7J-析から考えれば、j，t~との家父長 ;lrlJ !c異土る rさこち広{京}土、こ

の「時代からがiとに彩伐されコつあ什たことは間通いな ν、であろう d そし

て、久出(止、このような変化に 4ってホヴイ 1 エスニソクの家JfY.1の

了悶係は [，・'iニれま r以[Iニミl併なものとなり、)ミi吉表反がすー

ブ /1:1;なわれるように去った一方、ぷ者たちは説。)厳しし位十ア泣からド1

出になり、広先ベコ峡凶、流行玖といっ J七大政主化ベコ河守 1tιワイ'11向から大

主な影響を受ij" -C1~'動寸〆乙ようにな J たのであ〆乙 1 1(，.:.とtRt，lj :~ている戸

そのような り世紀の krl見られる新 Lい手抜のイハージドつい

に 泣し当たり ，-Jし二Uf[:f~の "1ノヨで倒互の愛情てよ守れた家族ユ

の理組依;土、 九一九ノ内こf古t"た大守、がによって衝撃を9.:('十、 TLニ

n寸rfにには刻将ユキ(止イLLかったものの日lj!にが治加し、出品 f唱す;、がり‘部

庭内暴))が頻党L、:f;(人 F件の党牛キi土 六八c，年代〈ζ りも高い1M!!'!

あ J たσ[ー、 ι第一次世#J弘戦)が終わった官;{の一九回ノ，ヰには、結

餅半が非情(こl日い 布、角的存ギも.Jrτ!に月く、我イjiが河北干の';Jj(J/i:に与え

山久IH π1)認前丈t下(77) 171¥ '"-17~頁

1ω ス午プ 7ー ク :.-"J達 同十l'~R • 8";1下早出Y土 (F.() i;;fì~' 勿 7雨、ここ

亡久凶のつろ「平等で相川町愛情 -Ci吉ばれた:玄帯 lと仁川山内， ，う rt:タ家扶 l

1:' :11;ー悦るかどうかの予とや改めてき察する '~''t:': がある l

l: '久町・ 11リJ易諭主j~ (77) 1 i6日 J

~Lì:j、 ('::1 U '472) 473 [1必|
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たむ響をうかが弓ことがごさる οという久LUの坦fh干ド賛同 Lたい J

ふ1

しかしながら、人アfl はー jLー(こ)レ 1tの家1J)d京を決 L て~'，íí (1) -(" ;上いら:

かハたら Lい 九千二変政からもたらさ t1 -f二家族 (/)J:iM思;土、今段 I ，~

家政再建へと tζ[りを~Alめていた〈要するに、 〕舗が非出事態に対応、

するために働くのを見て育った了ともたちけ土J、[，，，]白己実現〈ζ りは

家族に対する寅i工を五視するような人生liJ~ をもつようになり、家庭芯:~jJ 

が強九、早期昇の匂内にあ J た。["J 主LJiC、if1tf迂半、女十lc)半均結

婚午齢はーパ決となり a 川()O);人cコ女性が 七ぬまでに婚約した日

給必つ fーパーに続いて、ペビ-'7'ームァ;ぉ起こった」のである一このこ

「を踏まえ、久川は ある烹II未で五ハ f~-'.f~ c/)家主主は、ーリ土{-~(，こ問先11J

され、 おの人々の九がrだ践可能であった「平等で柁片的愛悩で結lよれ

J主多押し一色めるごとにもなったが、五 0年代;、 Jl!F官、とさzしたの

は、支の|人Is);の功であり、寸二どもを中 L、どし丈ものであっ fO 11叫に定べ

ている U

ところウ、 I 九六C 千11l になるとじ:ヘトナム次予は泌ピ!;1[~ し、

アメ 1] カ人の片{戸と;きりは@h 、 ;:f~m}jの!時代宇山えることになる」

その一方、「この時代が、よりったきなi"lJI、千二子を窓l'ょする蒜l しい仙笠

観?司j泌を生み出 Lたこと b事実であっと ν そして、この時代に起こっ

た「公te何千命」了吋午託行=カワン夕 方ル手ヤ l などは，目配へ

と交け併がれてい( οこと;ーもなる その中に ハじ年代初めlャ D:!主

的と ~q した、 lよ婦〆子供ふたれからなる家族lよ八つl イrftiこはむしろ少数

派lこなってしまった のこJ引間されてL、るい)

1(， 久1I1・日rIf担論主♂ (77) 176"-~77頁

11' 3 久日‘詰11掲論 )j~ (ii) 178tf， 

I (~ I拘ヨ史 *;1，~γ メ '1 カの201廿配(下) e (:1 1 丸 'J'~ ぬ干|悶:2002年 JOFL

11'，有賀・前掲吉 i主¥11込/泊fL

l。山宮.fiÍf j品者;汁(1O~)何百。

!C，この指恥lの長づけ i なふかも Lれないが、池千i子は「仔どもを生む悶)

かり景品約に母(，:孝之庭をE引くすLli古婚しなし，，)1):.'引が八C;ノI--.ft(.こ :音にふえ、

子の主主はず<)ノ.:if~言 ζ 」、っこ蹴績にふる 時的母了仕市が約六七C)JJ-~任干?

で、!辻YJ!:]).ii}、ド 人が1手て子干、廷か営んでいるのである」こと本裕治し七 ま

に、ぺ 、ノ 7 ミ;) .í を Hiu'了 ~/J 1*-; 係ト ~~'~L なければ l同刊の家族宇加は; l ~ま

IG91 LiJ:Gl :j・472)472
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第三項合衆国憲法と家族の接点

木以で持~ltU し上ろと寸るのは、合*τi窓J、:こより構築 ιjした公怪力が

亭:自主と立，1~ てよる十久，凸を Jーらハているかということであるし

まず Coontzによれば、「家泌が社会の介入からド11:1 であったごとは

皮もない--，'，;更に、，[…]伝統的神戸であるプラ fベートでゴ律的家出

というのは、十九平紀の、(!)f長 雨 ↑ J動主義とー十平準じの国家統制が生

みrHしたものと vミ Jても品円ではない 1以コそして、 八七C>-fV1tから

初めにおいどば叶人のプライハシ が限る五五便去れる傾10Jにあった

h、実隠れーは， [---]いかなるタミ件の rでも信人のプラノバシ

の山首tを紀文JI杓に支持ーヲるぞいう人;土一人も v、ない川行いう矛!吉を

ふJtmtz土jH摘しごいるコなぜならば、不放に対する公十による介人

は長い『をどを持つからさある{その院と Lて、「レコー;)タ〉たちは徒

必奉公の親}1-i"-.ちに、王者の教育としつu.:ザつい仁視に lijじ責千千に権利

を ~f えてし、た. [_._;一己目玉耳、マ斗t+;r.-t:: 'jツ誠会l止ノ¥没辺、ょの

fどもがアノレブァベと知らない33台、日]の五犯に浮すよう Jffごい

るJ'1:;ということさト COO:1:.1: ~;;:IT'Z Jげている この点じついては、 [¥'101

削 i の緋先カらも伺える〈例え(，:f、ピ '._Ij タンの税寸関係につしぺ、

lvlûrga~l は ご 1 ーイングフン i、械民地の法律ではヰ与を校Hし、 :nるな

ど強い反詩的な十I↑絡を作ヮ息子干すべての子どもへの懲i"jがよ見定予れる

だけではなく、そのような ;一対 [iをRdさLている剥士¥の孟

持もよ丸判所iHIJのiJ、却に基づ〉γ、行使する，"ょと述べているのこの円高

の七;;:究を児る取~)、 じ世紀から へ世紀;こ百って、少なくとも公Itゾj

の家;{[I)'Jの手え下向係維持に対する介入は消秘的なものではなかったと抑

制することができょう そLて、公梓}Jの介人から永践がIゴmであると

口う神話が 九世紀の1-11a:~l<]TR.j~行動主義 i:~1 一世紀の国家統帝lーから HJ

践の多様に~ (: 1 ;うことになゐJ !いぺ認識も!;'どいる内池 l一千万了「家族

のぷり右し ν'4::存 J 宗谷;?~雨 I アメ lJ プJ の社会 交貌ずる o人ュヲ/丈タ 19D?1Iつ

1/;0， ISl打。

l代1 ステア〆二一・クーンツ著.c:，'，]H訳・前?君主日出1) 19LFL 

l:/' ステプ γニ 白ク シツす・出村沢 ， jiH?!:喜:i~ ([)1) 1七日日付

llli ステワア) ク シ Y昔村訳・ π'1沼舎作 (~l:' 1~)3頁〕

11ム EdElundS. l¥-1m宍円11，S札付ヨ élO~t !)e:， 2， 7只

~Lì:j、 (il{)'471)4í 1701 
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米 iがる l'~のであれば、それはJ]2イf 仁三っても読し L ているのであろ与か J

更に、合京トl窓11-、(/)-"で五七絞され、 --~hO年:こi\ew Y町 l、¥:'I:Tttこ|長

告された山邦最場裁判所11:1 以下、「山邦最皆殺止知やJなる役討を果

たし亡いるのだろうかο ごのf-i~1胞を検討するためには、南北校予の筒μ

新たl令汲1+1憲法へ持ら込まれえ修11 四条の規之、 きして徒に述-f:lj泉

高主えが当該規定をmい工、いくつかの判例の '1'て反到した';1、 F斗的

デー ・7 口 1:スit担、及びそれを承慨するブフイパシ グ)t~:千i~ c;)ij:~ 

が つのう三がかれとなるロ

プライパシーの桂利の法記にiずして、現在の77間三↓455ィ三を論ずる数字|

再二では [ー)デコー・プロ1:ス丹 ブプイハシーの権

利を球群しようとすれば、 正斗『己訟又+祐争利のF内可容;はJI個固人カがミ口う分7ナ¥と匹駕EわるM も十紋災

心灼なj干乙守r、H的均1活舌到lに:ザつ一コ引〉凡L、てf竹iF市十村Tに従三事ドすることができる主ユj示伝を狩ザつ一ノ"c作c )近E立

l γコ山L

由のt梓格存律j利 i了汀I記泊hL:-，ト OぱIIIピ出ピH吋d伽i仏.iUl叫凶1孔山lはi0ぱIchoi虻c冷刈e凶1，が;子宝当E夜哀1権事干利!リi概念の共↑十fヒす るほ

われである "と近、べられている。史に、ブライパン の将i:利の法到の

藷戻とでの牧例法!の淫尺やね力的に終理Lたj吋k:IIIい{山吉川は、 「人

十存性ニ r""";土、ブ寸イ庁 7 ン のぜ、JWのJ長く人:)込んだがゆえに、-!.:'''

h ブライ hノヲシ を立礎づける柿11ちとか、ブライ yゾシ の権干iそのも

のと 5~fj立がれるの古ミ斗たり WJ こなっ ζいる j ムl~ こ γヘノ、、 人十件↑サロイえの児

で:土、プラ J ブヲシ の権千 [""J 1:ょっナ人々はfてらかの足純かっ

強国に支持されぐいる仙包を伝授しと也、自己決定することが 1できる(/)

である;]';と J骨折しているじこのようなγ一説の汰れを ~l0ii'P'に汲み」げた

IL' 仁OOllυ 二、「政ふや収容JJllii没7)'紅itわり(，:なる権|担をi(w)'/_ L工のは 九世

紀の初めの院であ )fこ η 民(r~士見乾少しての凶率性的合」窓辺的確立は 京挺可

でな '"ìc，永療を崩ftさせる i誌を ~l;' 、たのでめったーと川同ずる「スチフ

クーンソ著 l-rY~l村訳前掲古ィì:け1) 19~-~F{" 

ll.3阿川 j~j::7. ¥'出はで読むアメ"刀c;t h (PJlP州究所・ 2G04-+) ~17 良 3

11'1 .:ohn K N()\V~lk ~;n(] T((;nald D. RoLllTl(l日 Cο!tsii!t:llο1I(f!L(H!'， 7i
l& rd.. (~~.S. 

号。日4)， ztt ~11 !1 

nユジェド λ ーベ V フニルド !h' ノブイ l~i 'yンーの11'相¥散文芝府 1997年1

:-j[i--':i(i貝。

ll6ンJ ドルベン:'/ド・ jjIJ1品者"'十【115; 115出c

1711 LiJ:Gl :j・470)47つ
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かとうかは不明だが、 Pr ょ lìce 、 ~\lclssachu3εlh (32: L S. ::58 [:944J) 

判決の中で、連邦最前裁は て子どもが円汀のf刊によって行動する権利

がある Jと渋べ、 了ども はイ自の Jj.~ 人と同じように十年利を半有する .. ::;えが、

筋ずある」川、こ説示たごとがある、従っと、家族の「FP 丁ともま í~;

の成立と I，'JじくJ町、fで、:Iつ人格的下体であ/，;)とするizc去が連邦最高裁

の X.，~;(((J)r:l ~こ確かにす立し口、るのじある

焦点を円び台司'-:l .:li l 震 iÍ、と不]ド~ C')子々点に;ノくってみると、↑タI~ え;工、 Ro問

v. Rcsc (481 l]. S. 619 [1987]) l'!i!c[こJ弘、亡、連邦主主高J之は 八九()わ

の先制をうI!11 .~会がら、 繰i返豆 L弓-すjべごラ夫民A財市〈やJ税子関係公シの司家〈引l尼廷剖iい内人司jい

に属 9 る宇J良σの)酔J決j丸Lυiは正ム、列 iρ仏~.tよに2委Eねらオれしるべきであり、連邦山で l土ない J" ソ

と強戸，1'1しているように、 l宏、1]):、J という IgJ様相J叱においとはj主I'tの祁 iJi

i土州の王権;、討し議議しなければな Fないハまた、 Ci:r;枕崎;、、

i討する決;土、連万よりもます、存升iが先 i片して十~i定できる絵版であると

られてきた l'iとめに、絞ー|守なアメリ刀家扶法というものが古和

しないこと l羽も念FJiに[どかな IjればならなLλっそ才しにも;対わらf、1%ミ~.~ j 

の宗域Jニおいて、述邦最高裁がfJj;[f • 211*キ通しに-~i~権力の料響力千発

祥しときたことは事実でtちるじ

)j、，)!，了間イるこして i工、飢え_f工、社会保泣制)誌の発Jくに件い、安J;己

改;円涯をれする家肢に対する扶助を打ち切る ]¥.hn-i;l柏、日間町、という

訪:1皮仁討して、 KifJば ν 出口Lh(392 t . S. 3U9 [19ω])1可決で、出邦最高

"j( iJ ，¥ 1ιbama HIの<)hJ、は連邦伐とほ触する方法で I 親 parcnll を定設

するため、被よ訴人的知付受給怖をfrrにすることは:キーJ']:iJ、に;五反L、1JJi。jであると 「のよ〉 lこ のt'lt1tjffも↑井主て考えな;十1:.(:

J1，' S只rahニF;."rr:宍e:.只nd[)ouglas E. Aつム乳児S，じたれdrcn111μj thc L1W h 辻、nt
gIlcll. ?川 ed.. マ丁 目、.20υつ，けI17 lB 

113 ~2， rry [). 1< r:，1.IS<:' aηd 1)乙日 i CI [). rvl t工" 壬αmi!vj.aw fη α Yutshell， .;:1. ♂d 

{ L.S.i¥..日80:;)， aL .) 

"り I，¥(本正光 アメ 1ノ刀家tki.1、入門(第一i円nJ l戸j，A'叫干11 48せij"JI (E:1 加;~*;

山根 1 G.:;"t 

1:;lJ版本・日IIf担論Jじふ(1.1.9) 15頁、

， '鈴木 R久河 出::f '，f~ ;.こ ~E~互にメイすゐ抜妄義 :{~j の払 j、 アメ IJカにま1ける

~lall-in -Lllじ日山況の制度につ v、て .1l..;J11'比号制 兆五法(/)例目 1I烹J正ったt子14

~Lì:j、 ('::1 U '469) 4G9 1721 
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問 ふ1

ならない J その意味lおいて、述邦最高裁lよコて提示された州やJ主邦

政討の代表オる公+tf;が潤々人の*Ufo~ との問:こ存在する丘、的体位:上複雑

になっ 1 いる かぶうなJJiAたのr:1で、 7どもと関わる渋々な家族[ドJ雫官

において、~たして「了)もの戸己rノL7三」を[命乙ふ余地主、介在宇ゐのか

また場令トよって答えが五であるならば、そう Lた l 口己決:'CJは如何

なる保不';"Cめるのかととの閉ざを連邦最高誌の動11→Jに照ら LC1主討しと

しλ主だい J

第二節性的結合行為と子ども

本志向では、 fどもによる結締や司応に闘する性lJSfT-l')!二対するアケヒ

ス、離婚;、釈しての宇ともの継続的涼龍平打立の待町jの河窓、及びλ人

十 f~'f~ における るうイフスタイルとチどもの弘子係性をどう考えるべき

なのかなどの内迎について、 i川j凶の政判所が-VI:づくLた見解をもと

を行なってみる。

第一項論点の概要

戦後におげる阿国的家族につν、て、 lpj利一世帯主・女利一世帯主の家族

と、苦ミ波喝{尽のないTI刀、らなる IU慌が岸IJlfJJ当刀じ?〆fニi与という tR摘があ

る。その中で、シングルマザーとなる反性は仁1分子)，意思lF;又 Lて

では主く、あるいは離婚や先月j-":-Iよ主主〈、 fシンゲルとしての}生き方

をじらの?で渓択しだ人たちは、 、、ナ か知人の1fill了を使って人

するか、望号了を泊はるか、ある， 'は肉伏にが振宇るごとによって、区議

になる 三t そゐであるこすると、了どもは年広告の治主11に伴い知的能)J

が高まるにつれ、日分を貴子7する F手足比グ〉未婚の卓J、だけごはなく、他方

。川、餅キtl栃乃父湖、或いは亭:止の斗みの調達"二日記する事実にも!白山し

なければならない事となろう、また、法定年約に乏した芳女がン/ゲル

張会 108C年)40:-)2. 4:-;8安υ

l2~ ジョージ マズニッラ メア 1)( ， J .ベインづ十「アメリカジ〉家紋 lD6D 

1デ9(t 多賀fHT瓦・ 1986午)i17頁い岡;日.n;;司書作(日1L7頁い

i二、 l詰!W.古Ij掲古辻'，30)i4S貝n

1731 LiJ:Gl :j・4(8)4GS



iともの日己;そ7e:':壱主 1

ゃあるか存かもvとして不安なものやはないため、 f尻、役京jの送択lよコ

て >-1び格i，(rL1を結ぶ:;;;;:.1じ(がなされる F57、家庭の経済自U事情も含めて、生活

全段の転1l与を;rrえることにML、了ともの号、円、は如何にiiL岩づけりれる

かのそして 三に?ともといコても、 1*的行為へのi'};~自邸主I克 ú のよう

な情報が氾j監Lて心不i会においナはJたして到しLいことではなとも与

えられる l技、この問題について如何に与→えるべきであろうか 1 こ才しらの

了どもが ィキとなる に í~ ずる性 (101'丁九ゃ結保(/)選沢との関わりあU

lこJ3い亡、憲法予の珂1'[1ぜなる見解を示すことがときるかなどf ついては、

それ?れお項 C1'(11討する、

位Ti、経婚をめぐる I破綻王弐J 引等人、及 きのM易化な Fジ〉

事 i出にょうて、 011;，[においては 併問に対する概念的土け時 が起こって

いる..:)，--'ν ， :~，その武山の っと 1'ぺ河反)では、ト〕 Ofにの

人に 人は荒の離結を経験しているコ:'J。離婚カ7')レのて分の

(J:寸Lともがいて、年間で つり万 ()万人の千どもが税i})~rj 占

している 勺こいう限;3がある c，1II:って、子どもは司じく家肢の 員

として、祉の離始(直百し、それ1品の内分の意思や主I'''Jじ表明しうるか、

ま六法的にはそれを如何にウ首〕、立nt可に対応をじ当るのかなどの問題に

つし aて、お ゴγご十主討をみることにする ν

最後に再したいのは、 l家U支持派のないすT刀lらなる IU.-，-m として、

斤 1-て世る H性愛者カップルの[lt作である :"llc['""も7士?〈から「i科部j

lよ男性乙女性の結合シしとしか認哉されていない y しかし、 九七c千

ft以後、 1'1革命 j か担二リ、女刊のパ十二ー[沿・符済的れかの声j が河ら

れる 万、向井愛者による社会への発三も栴i:;な桜度まで受付入れられ

ること ζ なった J そしナ、 :JtC'年代に人ると、{ 、了どもを持つ:[iJ

作妥手) ウッゾルが 旬、;こ増え始めた r‘)'，おilが口I[全身?おである子

1::'1 抜本lf-YC:の説明によると、 同[+:)の[ 伝析の研冗によれば、

乱立綻主義の立法がまるか rうかムザ桔歪がj'I~I1J1lずゐかどうかは、平;-;七一円の:Yi

る統計上ク)凶*尖!がは存Jしないとされている、 こ7っ、も、

完全なるもぴj と :;J~í;2的導入主れるのがあ-，て、離婚についマ 日本のほうがよ

:.'1続£か」な叶V}も作了「寸ることチ汁えるかもしれない 坂本;c)L アメリカ

家族立、入門(第九出)J ~ I主九時以 ì~ (j .52ídl \， [;-;t;:力l~%.~!+ji収， 2001苧il--;)頁~

i二五 l詰!W，古u掲古辻'，30) '¥68貝n

:Li:j、('::1U '467) 4G7 1741 
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問 ふ1

どもは、 WC)ひJJかん r. 'C)OJj人』勺Jなるであろうとのjij:測も報

じられて可、る。と Lころが、現イムのIO}[flでは同性愛者の結絡を認める州~，;: 

まだ少な~，，\1工C" iJJ:'， jlO，主が未だにι古から守 λ らすL';.:.いなし， :~;]十t安子去の

カリ 7)レの[止帝でtt.i苛しているアともの権利保護l持|↑日ず現されるの

司、
"、 そこトは憲法的問題があるのかなとの問題を検討したい J

第二壊性交‘結婚

ぽかl二、性交と結婚は つの;'，~なる/( -;ンニにだと考えられ Jっすν が、

本項 Ij においては、ド::1牲が法作婦を選択する r;Îj提と ~Tt主交取を進める

場合をだT泣する。見;こ、子行もが主{本ぞなる山律婚や件 ~~j)þ に閃 L て i ，主

如何なる;コ法的iHj鵠が司有じられうるのか、等0"):刊誌を検討する c

第一回 I性交」に関する連邦最高裁の見解

I"J凶におし 1ては、 ljヒ摘をもたらさない性的結ノT行為を P ド、ー

(snc!orr.刊新 と J て処罰守る制定1去が什ーとしたつにソドミ 千7為に対

する77疋的な慨72はイギリスからの桜響宇，，-;けたものこえれるが、その

と也結寸る 'I"J位向の性的意古含の円 LLrJ の1，引下|の定、手:の発

反に伴い、それはブライノくシーの権利に属するかす「かの問恕が提起され

て夫たc 連邦;北l対段(土日owc円 v.Harrlwirk (，1781: ， S. 186 [1986J ，'J判決

;免いて初めての判断乎 fJ~ Lた1::::)が、それlムll}If、異性|叶のソドミー罪の

lZG 科目・前十団吾川十 (.30} :03t(。

1 ~;立的3年:こ孔I山川じhU~l'~l九州の川段裁判 r;rr は |μ]注力:; ~/ルの稿料を認める

汁yたを山 Lえ;一!円tlず吋や受けて、 2Ul)4年に卜j州プ〉、HI山伊おいて初的て :1-';件カァ

プルの結婚を〆川、f[::L t.刊:Jな，，てし汁 佐藤恭子「ゲ fの綜絵/同性精」矢

口?法人・宇i区宇、主 規~{t'，1'メリカグコキ '} ド巾公新青・:_:()(附年)ょ(j(j頁1

I;iヰ"'. H"づ司書正州、J) 137"-13SJ言。

1 ，\;竹中政「件 ~I1的手干の日 111 ¥ー) 芯iLしの片己決定枠内日水主判研究，岸

川、 i~!~~子ものJ.27 ~(ì.~_~ (1993.{:'::1 11'1;:{ 

1::<>本i午ti被告が成人間{同生 におけゐ合意あゐソ!，"，~， fT{与を五lflJlJγω 当

時の GεorgJa州法のュ主主主引を JLえた事案であるじ会お、後にも紹介するが、

Lawrcω、ャ Tcxns;j39 U.S. !:;G8 :~003:j).J:九九によず火、不 PIìむつ奇北を宍〉

七という分析がある{竹中S'.:持論丈l.t 心部)::E1'Fi 青山出 ~OWL'rs 判決内

17~1 LiJ:Gl :j・4oG)4G6



iともの日己;そ7e:':壱主 1

/干憲性~，- ~x，J ~_/、;りほ最高裁は仇 Jlll ;ほhlv. Slone (4-14 U. S. 21 [:973J) 

L R山t~ ¥'. Lυ仁川は23U. S. .18 LJ975J)判 ι主においt 、いずれも IC -_. J 

1.工法ゆえにい~ '. ・プu-lス-;T:工"f[1，こt之);(L!!l吋でである

との l援に対 L、 屯〕 し:り)そけ 7たL三こJ"ム3花Cσの7γ♂でとあつた A また、 ?可ヲ ~W V. Cο川!ηl一

1η1:0 

1刊1につい亡、連邦最高!;，i土、ノドミ一行為を主l'止する九 I1誌ITlIJ州FIJiJ、が

策法上のワラノイパシ の作利子:d<f見のじi自にはjホ反しないという述判決t，

誌の判決も yd誌なく政認[たよおiのであるハ

確かに、 c了 出 鴨 川d¥'. Co山 ll:ctlC川 (3811 S. 479 [:965])判決におい

て、連邦訪尚ju土j、婦何事名をJすっているた人シジ〉村主における避が呉の

!吏;IJの白白について、今取引i122ィ去の修 11 条、第二条、第 li_~:条、捨五条

及び第h奇たのはよ苧から以りすっ「プライパ J 一布 川~)nc of 

ににって jof.浩される I:V、との IJi九をト L.，t-こと i.ょっ亡、大人のtl1jt:~ お

いて性父渉をするド干の巡古1の日臼が、ブライノ fシ の権利に蕊づき、

められ七とも鮮されるつしかしながら、 eiJ;t?l~ 1./ /:. B(河げお判決の Joh:1

l円1111SI 料開只設中戸内の反ノkJ 主:見でも;，I~べられたよ弓(~: I、…J (~risvv();d 

判決l土、夫婦の寝室三〉しう神望な三院での、ノ V ミ を川はささ止Lえなし

こと lを論じているL-¥'すのであり、ソド ζ 行為を合む 舵lη伯父品、の白

山はあくまとも よよれの絞軍 l ごし寺保|布告れないこ解ち才し7Jfるc その

ため、生:t1;J見高裁は異性|刊の性父誌が「白人，7)アライパンーの権利γ属す

るか河ノトシいう点においては宋だに叫確な半j円[を7していなしお〆百える

かもしれないη

第二百 Michael M. v. Sonoma Gounly Superior Courl (450 U.S 

464 [1981])判決

!~:.tt -----20日3':判決検討の前提作業1:LてJ '十十 '?~ljJf~;;:、果 的訓号 1'手稲LU7C子

ノ\学院社会科十イl~完持・ 2みては年ヲi頁

1;~1-) 竹 '1'烈「性的枯れの自由 育法上0)白日{私立ト車内汁恥ょこ吹研究-;-， I ff:: 

ノ¥{ム学 Vo1.27 トイo.4~~ (1994主) 7:-lf'1 

1'0' 竹中.I川j{j論文;.:. (l:-)C) 7:n:;. 

1山:1，，;半ì~と勺4沢ミ . 打前I

12ロ己竹中・古u掲論λ，-.己 (1:3C;88R'" 

~Lì:j、 ('::1 U '465) 4C; 1701 
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問 ふ1

了ども lよる性父主j、への7 クセスは、同国の憲法学からh!.tl，;王議論す

る桂の内出ではないこj-Lわれる〈 しかし、 日Oive吋判決古川、される長、し

の討の~，1idム日l 川市ふlpel山 Court ()I Sハ山!Inaι川 1山 (4日il. .S. 464 

[対1])事内ドおし、て、 \~;-illíam.T. BrCrll1Cln， Jl 抗的、よる反対さ凡は

了ども己 牛弛れお の|刊における同連性について興味深い見解をノト L
ナ、
('-" 

この事案のポ4丈子連安1)長ロ:J1えが担IjfJ~ Lだ内/子を簡単にギnff-ずる v 県ず

るに、不1'1の被告ト人)は、当時 七コ抗の骨で同じ

く一八歳ノド満の広性;二汁L性交ゆを強制 Lたため、「一八なJ、満の久山主

「芥父した7j烹(とだ L、えを除く〕を女悦のrcJ烹の有純子にかかわ U

処罰すゐ J という仁aliforn:a川'10.，州法によって臼訴された， 3~ そこで、

連邦最高裁は La!~人の提起 Lだ当該 CaliょO j" ~l :a川i去の規定{男性しか処

告説jしないニ

)以止一すJることからi退主司需干ごあるヒする上戸卦:ヰ十人の三d張長をJ丸込!ぶi;け十、 当該ナ司法;.1，lt+.I，春

期の少久ュ主が妊娠「るごとiI:tを糸 11二守るわけではなゾ、ので、法律の栄

I!-~;;:!L';:'r~(，二はならな， 'と解され、男女の身体的構主から考去るこ、同じ

く 人民三河とはいえ、男性しか6iJするこ rについては、容認掌いわ(r
で以ない、と判じ/三日

しかし、 Rrcr;nan主主判告は仁¥'，1'Sぃ Rorct'. (-129仁 S.190 [197己J)判決

された~8 ~IiJ レベル」の径三笠基準を ;11 し、亡、木i牛の Cal[furnia 付 i の

刊にrrJ.かれん性的区別に慕づく刊宗を課する規定;こっき、:1"11よ子ども

の好4反 11"1となる恒 1'10について、 l 分なF手出を ~þ， fÿ1 しなければならなし h

主任を負う と論じた山。更に、例え川悼の t捺 f当日ツr什li去に Jうで訂

坂を 7~ >'í~'、引き起こす男性的性fド~l/i~守J を市1; pJIするここができ、主長なJi

Cf) U f:刊のだ;J¥をもfE1生するこシ :;0{lEしいとしても、 Cali;'-Ol山 a州には

やはり十ti日|て万Ijに長っき制定される法倖の執行には十t1i'，I[.守に長っくウ

伐の執行ぶりも、芋どものiJ-千振を減少させる料果を .，'jふiする主主任を負わ

されるべき丈とiiき、その責千千を満たすために、小'Il!誌は久住ごはなく、

1 --150 U.S. ..16，: I. :981) at '166 

、Jd，乙L~I'':' -47:-3 

。J<1只:，4-2-ぷ

1771 LiJ:Gl :j・4o--t.i404 



iともの日己;そ7e:':壱主 1

う3主主のみキ処罰ずる、iE主士の宇土i-i¥， よ:)、 女 h生れ了とど、ものf性土父iJt、への

ナ捷苦 5紋虫を右究効U[にこ J;う守有しいA 丈ごとし 4 うここを 1説~:〆去ち L な iJけjれlυ』しばむどTならなしい、\、 ともゴゴJ淘-すJ 

る1訂ヘc i依た?背号0の)J信民J商を説ん、す る陪際丈、 日肋牛児e印ユm立凶aユdよ裁:攻え斗'1パ"ば土 t悶抑司却Piむ::5 J ~ιこおい

以トの Jう乙なもJ注羊円すべさよ見L詩簿写を必ベる J

すなわち、 :31印 ll:1Jl裁判百:土、今(ぃlの'}I索では、州の公権 jJが恋意

的に私的領域へと侵入したロj訪れを染防i'，ることがごさない、〆いう立

場を時〕イ~-:にしながら、もし川が昔 j文](10 に女性の了どもに L 、 I ， IJ 寸 I'i-'J処

-~IJ を用切、て同人の好坂?を引き fifJうこし 両者のな5による怜交ィlp

の五千に介入することを企ん℃いるのポあまLi~;."、それは El 村、九日tac 工、

seiinl (40:) F S. Li38 ~ 19/::])判決によハて示されたフ。ブイパノーの絵手IJ

〈の民主に当たるこ説c，ている。そして、そのJうなブラ Jノミン の花

市lを?干る王イ宇iiネ婚の有罪を ;-111わず、すべての私人だとされるべき

であり、 子ども (rvli川 rs) も宇佐;ごi討する決三;ごコいてブライヴァ

シ の格干lを有L一心、る 1:-，，，と;ちつしたのである日jコ

第三国 「結婚」に関する連邦最高裁の見解

「結婚」への連邦長品裁の科鮮は f~ e V 11υ! d日γ リ日 (98L.S ， J '1 ~î

[S'isl)判以及び、 Ma\-~1arJ 、Hill(1::5 l'， S， 1引) :18o8l)判決かん況

入ことがご主ょう戸すなわち、結婚という行為を;i;HLて当事者には 定

の社会的責務か?を4.:'"、 iti'つ到 1可なる制度よりも人;iljf+会の之ラ rレヤ丈

lS;- JI1. ，，: 1!89--/181 

l:ó~ Jd川 ι101 米沢・前阻害仔 (40)::1つ頁しなお、民平JjJ.1)Jはりjtととも性交プレ

に院わ勺ているのl、パ力だけを}I!-;Ijk，J宗とする 4ことは訂されるのがF止右c1、イ

よ{多く w山、いという許制11がI1ー当に戒す寸るとさだけ j だと説小子る「u1判伐の

Jo11;' P引1 い、 txv(~n:; ~え宇Ij'による以芯I ，\l見に H荷すると百つ J 見 n主フJ、r=~:i)

にこ λ:;f) る~ ¥ I :オ与Tオィベ十 1 D8Ed;'-) 56.T. 

L5'! 1かし、日γ守口Ilall1:主半11'Llはそのような了 ν もも宇有『べきであるプライハ

ン の梓H:二基づく:見ヴ(二立ら、 Cali:nrnia州法に反対するわにではとく、む

L..?)、性的1.<)l1Jにたづくンムの成す/1;，び執行 lz如何に川の三五専な利誌に烹11して

いゐか、また両省 (J)IgJ に如何なる実質的な喝 j!~Y: があるのかといつことが

Cdi[nclI日付iかιjrJも詑示さ才してはいなν、ところ(着口する故、反対(手回っf

グ〉である、

~Lì:j、 ('::1 U '462) 4G3 17[，1 
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問 ふ1

明と ;¥1わる故、政府(立件府)I ~よる規制jが記、勾λだとは伐されている 1<)

また、孔i円F目、0，~ehrask(川26~ 11.ぅ 390 ll9Z3J)判決におい r :...結

婚し荻原を設げ了どもを育てる』白出が修正 西条の 7ユ ・プυゼス

条去の{医長生する '[';:110: に含まれる」と!'られふ守、迫~:'G最高はは「結

停J と令汲1+1憲法の関1主主主lしばしば言及ヲノ?，)1-'-' 

その1:1、 [，ov i 11誌v.Vir引 n，日 (:iRS[， S， 1.)午、m 事刊に|古川~ t::::IllιE 

~1'~lj?A::(土、 吋，~異 fょ ζ》人段下#グ〉阿存在ドJ を栄トした VirL~.;lÌ 3 川 11 を修， 1

p~[条ので写 i社説条瓦及び --;-'..::r.---- プ口セス条尽に佼i1，rf!， して i主憲としなが

ら、 ~*ð !fi戸ご釘しご 1') 解釈をし、 f廷 l?と主主界においても大 3 な波紋を Jt、

げる児S与を提不 LI:.~ すなわち、 :' J 耐え止の戸羽 l土久 I~ <斗南な人肢

が秩:"ある 'Y:(fl'I:I.5.求に欠かすことのできない重県な狂人的花市Jの つで

あると認めりれてきたハ結婚~，i ~人慌の基 ~'rJC の つであり、わわわ

れの存u:':牛存の長悦となるものであるつわ刀、吾、決のもとでは、仙の人

桟の人とk婚するか、給総Lな、、かという目白は悩人にをねられたこと

であり、川によ.，-)て慢性ーされてはな Lない"収と こ(T)J:うな;~(Jvinだ

l mJjt沢・前掲香jj¥40)ょ;;8頁u

l 未;'!'!前掲点「十(4-()ノ 1犯良 なお、 l¥InJ;::，l) CI)挙くの川におい1は、州

知の成ウ要件以、総奴のぷ官、を tt ーかつ、婚桐ド草:-.!;事出に訟~ L ~~l 、当事者

が、 lり ;--:tきの斗民かヮ在住制仕It~ 可状 \r~dr;-iagゼ l;c刊さぜ)の玲給をそけ t:待、州、i が

字、朽の権限を Itと壬 νf二12"多<(;;t 当対話または~~~昔話でめる f の剖円':1"二七挙式

た ご、ゾ、寺中岐を言lJ萩した婚姻許可状やl引管グ)当ルJに提出寸るごとであ

る」、と紹介されてし、る、鈴木伸匂 アメリカイ寸1オにおける]r，1刊紙 fめぐる

泣午の動向c 家族くf十二~\':: u日 、¥[1)21 i2ω5午) 173頁)坂本~光; アメ

7プJ京民法人門(第 日)J ~μ籍川一報 .No.49(t tH :r:\加除 I~Jj版‘ 1 (J98 干，11

h: 
lμ守 制 I!.S. j ¥ 1附附Jみ姉州lβ的ヲ吟Yυ川i叫tj臼2.1蕊ま声有¥'8可此l山l 日郎目 r -，"γ 

る 手忍之:校計吃灯主訂-~ #灼見 卜l川よι、Jベ峠十lほλf平ラ子ヂ三乙ご 主みう 1刊G'引/内'7-日号Jf一~ ( 潟 1川11-')11 G;兵王 米沢 口凶川t訂叫lリJJ抱巷吉寄+-，← {什f州O刷j 

]:'9頁ハ

1，3 ij'i一戸 Lこよれば、 lこの判決は、誰;1;志社と結婚す、之さかについて、浅はむき

之iか主り l均ヲベ主じは主ごいというアメリカ社会の合意に惹yj、的、江本訟をワえ

なとみられるのであるJ. n会と;・前十品論 yj土 ':142; : Hi悶ゃなお、 Pose、lJll

11eU: (3(;7 l-， S. '197 [19til])半IJik ~ ~おけゐ Jりh Il }，L::r;-.;lvE Earbn裁判官 (J)反対

阿見の巾三、 101引の以史の巾にイラ/ノら の価位をR.LUし、特に叫人の結路

1:91 LiJ:Gl :j・4(2)4G2



iともの日己;そ7e:':壱主 1

判決がι じさせた波紋t ょうて、「年約、身休、私村1次怒、説等、待給

期間などの婚婦を制限する事1:1の綬拠があらナザ〉て問"占なおされ」、

的規制。〕有り僚も ;i3響を~，(-;/三 c jIl. L、出邦長高裁は Lo円山斗?たの立

J品を W-y~:問の J、 妻和j婚期E の外のものに拡大しむ金弔するつも N
がないという指摘もある 1-'-4

第四回 「結婚」に対する年齢制限

結婚の法的b制制dJ浪の;三三当件lに-

れ l' 刈j勾~ ':-体本的.干粍奇 f神i中ド t的J古J成z剥4幻l日(じ~' )長;正4づく給ι料母古が、三望2ましいと子斉亨村オわ〉れ、 l什μ のコモ

ン・ローでは切性は-r::;段、女院は 一夜}ヤ きる y されて

v.た現在においては、結祈をZ.'!;し得る ij自白についてすd 、ての州で易

交同 に設定されごいるが、年長の干ともが|山!J，+J:またはまh判所の同玄を

得亡結婚しうる年前告にi到し、いくコかの州で交主(/))jiJ'-低く設定されし

いるらし、、1(O

そのような男友の ;l-'， ~it:líIJ 注目に区別が設けられる つの開山は l家計を

支去るのは男主主ごあり、男性は青年時代に学長わ議諸問j防の準{出JP専念

せねばならな¥，-"J と可、う占くからの考えか念点に匠かれているからナと

も， ，われるじところが、このような考えによJ して述邦最高裁μS~a~ì~on

V. S引tね江目an叶lt灼()'1 (S沿ta訂f叶O川l日1 r仁刊)(1位2l日l'.S. 7 [1975]) 判j決ι~ ~ SUI!lt.on ，-/， S::ila:.o;-I 

(SumlO:i 1I) (429 L. S. ;)01 [:l977]j:;:IJ決ト>;]:3 ~.- ，て平等1討を条項;注反す

るとした丈め、この13えは市H雪山JiこJF定 5れたのであるそjしにもか

か不ノらず、 lこ付するうミ歯寸矧i限;まやlニり とさ 1して主コ !i、l結

婚J を遺択しようこするごとには‘感情的な成熟だけずはなく絞情的μ

出 :/.-i る (ì~)jもfFえていなければならないという在日を守、げる

司係への法択の内 11，は核心i守な勺;'，;1;と三三れ、 ブフ Jパシ (/)桧抑:と 1/-C-j;長

防 3れるべき J三と五られたのである 367 L. S. 497 IJ:時1)al 322 -F，53. Ju日lE

0[(何日k日](1Rリ u[(ln. R()llln(i~l 庁nþm llfll(-li，j凡I~)2い

1-'，1 議p.'・前掲論xj主(J!t?) 1171雪

1-"-， Hal ハ D，K~~山、れCρnd Da、、lヨMcycr.sU!J1'(1 !l0L:: 118，じll.38

1_'-'; 米沢・前拘吉Ü~ (4IJ:' よ6;)員 u

I-j;米U'{• IjりJ品吉住【;JO) i日;到。

1 -~:， YJョIT:'-'D. K;-出 JSピμndD，'l¥!;d ;-} fv[肝行r，sutra llote 11良川市ミ

~Lì:j、 ('::1 U '461) 4G 1801 
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問 ふ1

il'ょノ句、 子どもの治拾に対する詩ー者の同志夜itが訓告わる氏、変代もイふ

紛の1旨刀「 l-伴い、より成主王年除l-J迂っく了どもどは、'i 必要性も村IX;的

:こ減少してしく 1土す丈 114Lわれるが、川レベ)iノ0'y，、続審の羽合に f上、同j

λ~;;' Ne，y York 川の .:.10 t'可 D川~üas (660 F. 2G 67 [己 ld仁i1'.i982.] ') etIJ;:j，、

のような 判断結力lこ欠ける者の問でのポ安定な姶枢苓巧 I1するごと μ

より了の耐析を i自j1iする室長なう刊の干IJ羊 I，L'がもやするという王'I!!Wi土、

宝寺易く行去されない しかし、このァ マについとは 1支々述う方向から

その合意惜の が問われている fqλ ~ ev 与 da 川の長 ，'~JJ況は

Kirk;"J:ltdcL v. Eic;hlh ludicial D:sl. CL (似;:.3d 1056 [Ncv.20出li判決

lココ¥'て、理ぬ L..iごがJ殺を持つ一五iょの k性が出入L誌の男。主と結対しに

うトする除、州 i-!、!N丘Sいたりわj~~， 1に基づき主I!tをEである j手紙のわLE:

を得るとけで結婚の長件を i繭たしたことは日分の子どもに対する謀本的

権利の求IJ奪だと言う父認の午j長を辺げた、氏、斗iノとlよると、離婚した後、

父窺がw:え寸二どものA守仁つい亡母窺rーお(::そのZT務を共有 L亡いる

事rたが確認されたとしても、その fとものぶ婚に関する父説の川百を不

安と守ることはよ主:告ではない ;nし、局長1'IJ日lは当己実j法のfil午現が母親、

;乙説及()"了ともそれぞれ早有すゐはずの求括的な利益キ/干在的に調轄す

る事主総をJrrlt'十r-，iる恐れが存する、 lしう危{九もイJ(.J刀lえ、しる i，;，この

んに問 Lて、本判;止の)ぇ対日 74;よ;n縁関係から生ずる子どもに土、jする父

誌の権主主は 下汲の女児が結婚;九…j戸る蜘I望から司支れる持益ぶリ 1)'w; 
相tされるべきだと論二ナいる

1十匂 Jd. ι: 38--39 

1 ~')棚村甘え;， :，lJUt-y.}リカ吾、法法 J 1:1 Jl: fiiほか編『請附・ l売'~~']( iA ì'~と 第1

希「 L i i本日小口針1・1091";'"1'-) :i16.n-，:， H3P") D. Kl乱 !SCJ.ムdD品川 0.11c，l.'c1"， Sゆ

ra l10re 118， :u 39 

"ι (j4 P.:)d 1()S6 (20G:i) al 1()59 

1日なお、連邦裁+'J所ctn川 ~g;-;ハ n v， Ivfin 日制~({ (1197 U.S. /1 I [199GJ)判決をす[

卓 L、川聞がこのようなま絞有利滅的均衡が央λ 場台、 r~，(/j権利を;:;Ij以 ι 、よ

り湾切な鮮決をl刈る存阪をtJ寸るとすつしたの守あるご H2rnD. Iu川氏8.nd

I)，lvid D. ivl円げ $1巾叫 T'ULt'11民al:-;9. C4 P.::k; 11)に(j .:200:':;) ，eL lO(i2 

l!i (I'! P..3d 1 056 (30~)3) :::lt 1侃6

1211 LiJ:Gl :j・4ou)4Gつ
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第三項離婚

nトの 4うl、;f埼玉宅前裁は如何去るfct人も「結婚J !いう選択をす

る起と臼を手有することを認め1 いるが、その凶出;正恨めt阪甘さ 1しる-;T:

1'1の、でのみ認められるごとも時l刊である〈了どもがfy!Jえフライパン

の権刊の享11i:J.[づいナ「結締 を選択しぶうと Lても、年齢の制以i

1)0えぐ税、 tJ)(いは裁判j月一の ιJ.B安打が設けられといることのa、的な<j'--HT

fパこmcj Lてみ心こ、 了ともにも I結婚 l寸 rふもと五十」を認めるか行かと U

うf手前は、 f百五にじわれる必要があろう。ぷコて、宇どもは現に法律婚

の一主体とは去りヴ円:..，)::;J~三を考えれば、「離崎」という行為，-ついても

子しもがき当事告でな ο 、王苓I>;~:，こ物事を;主ぶこ台にはなり刊ない f ldkノ

れるこぞれ段、性的関係を桝紙しないことを決め、法律姑を解消 L、I離

婚J ト:陪み切るとドう人人のj立択Ir，1にようて、同じく家放の 員である

寸二どもに如何なる影響が寺え hれるのか、或いは寸ニどもの意till土そのに

うなノ、人の選択の :-;-1 ご如何に!メJ暁されつるかとァーハた問題へと :)t~、を申ム

殺し、考察してみといっ

自 子どもの監護権者の決定

九六o守代から八o{;;-1~ にかけて、同国で l ジ散!E_~ :___ l離婚a、の政拡

が行われ、特に離婚原丙法の分野に被絹:ì 義・主壬寅;義 (no-f(~t;l t sy~、

が導入さ ~t lrヘ二日~-r:Eでは、 I.~州;、わたり g火災c義離対法が成 -，'r:'

し とし:る[.).，このような別N守的転換に伴い、女.:l'干の日立が 恒IItJ上され

I ~-，+坂ノド J 土、 I セソクスと &'1奇は、少なくもíjFill 却のが、廷では ，司イj:-，'

あるから、性的関係会併続しながら，;ë:~\\寸るということは、 (]ri!l:!:D では認め

~~) {'L -C \，な v 、J し辺べていふけ本稿もこの坂本tzi 依拠し、 ~fr始 k いへ1' j'()

を;乏状 Fる人八円刀ツ Yルは情iLーの '1 交渉をも解消 Fると仮定中るοιV;H~ ・前

防止Mi丈iJ¥)24) ;-)向 J

lr;.)側村・前作j論.'::'i_ふi)日) l~);i-.' L'ifヲ貝

1，-，;畑村， f引iJj品論文;':::iJ5Ci 1St京

1 ，，~この訂「んな詐必!)f:凶法(f'，_，札貌についと鈴本fr~ 也は、「科州の刃Î- ~_ぃ静香iJ: (J京

凶)制度は["，J 司'i(，!)支史をfIいつつも{売新的な(:責mjt姶町、日正 l二吋りかり能

主削鯖吋、;人iをiづけ加えるナ4をとるけ{と、純粋な1::1/古針路仏、閃のみ'd:'認めるJ刊と

によさ、ぅ7けられ、而23が多数そ占めている 判玄磁必原悩こし亡[ムョ回復

~Lì:j、 ('::1 U '4:)9) 4.)9 1821 
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問 ふ1

るとの強極的な詳111ftある1汁! 心、離結件数の激増ヰ示すr~;L;.l υ も出てい

る。

このぷうな大人の離婚の守、t~ に y.~ き込ま 1した了ともの数l二 九八i上金

の時点においてPlに バhノJ CiOC 人にものほうだかへとwじられ

ナいる)ユの中、再~，"与に際 L 、了どもの帰属、すなわち了どもの監議問

題は、子ども白~に炉っとはJ. 1') 豆大で、立つムー;'_'，~ [， ，: ~tJちた問えきだと己

λょうごこのような状況を荊浪に巾lた:}、 九世紀になる Ijif C') i IIJ凶のコ

平ン‘口』では ~，'，護権者として小 1童当であることが社引きれな ν限 H

母裁が保護程者，，-なると νミ行母:剥浸えの原則 tcndcr¥，('川 doctrir:じが侍

立し、約大なスコ習ソJを下干した jllι 庁己われる ο 台ころが、 r-~><.J ;!~C?)':t 

~11 ，7)みにもとついて侵般的H1;，を付与 Fることは、 l主法的ヰド寺保護条草t

lこも;ペナるし、宇の養育に千二極的な父親の千fイ!存住促 Fることにもなる」

ので、.f}!{.L1訂正-mどの升iで+jlj:主決ヤ'nlWli!.::.，~って母規後先の!!i ~IJ を廃棄

しょっとする討き;'>/がある}

その}中iいtで、 Fどもに士だイ宇る?扶士手義さ索手務zの日所iJ拘fを決定「る i出問品向jE底阜をf扱泣つた工企E 

要な苦栽左判伊例U手宇ト、 いく vつつか挙げることが Fで合主心 「例刈支 iば工、 G一〉刊Y

{は10仰市 l:，S.:i冶3i川〕江11臼97η1む:日)半刊河'Jji決夫:にごおいて、 連邦裁手Ij~:;'は必 l人jチ Y 給タト十 1(" が

1，~1!1\，土婚制的般?~t.~ r，:tf:栴グJ不-)!(~!下一日間関の iJ liIi-:::}，:等がある なお ~1;jU t~-~-;' 

に〉いては、単なる事実|のIiL4fではなし、裁判所の命令あるいは畜而による

台車、(こ芯っく 11J居 t~-(，了しかその期間に算入しなし "1+11 がある 2紹介 Tる 鈴ィベ

淀也 lγ メ"カのぞJ読まJ黒木知弘俗世淳の弐作法JJ Ulf，えす:主・ i091-iF)296 

--297同

l川小岸警告、似 て子どもを巡る紛争の併{時庁可けたアメリカの制j究と実践 紛吾

'i:10)A l 、事例を'，L、;φJ Iん ス研究 273号 ρ(20U~1(; l30内r

1 ~.-，同 fll ・日î}掲青注日u) l訂頁。小禅・前提論レ主 ll::iB) Jに(i支

i刊}棚村.Hírt~ j'~丈ド (l.::Ci 161_0.。

I('i 作本・前拘論〉心'，E/l; ~09安し

lG~ 棚村. I川討論メ i~ (13C) 1旧民

1口 般 L二、 d十絡をf;~ ~ーとし 1 な 1，'父母から {-fJ;Lf-: .r- 7'i 一色Jl、~)同町HT-J 

や「必外(， (' 呼ばれ Lいる 1 印j有(ついて、 ηClJeI年に回庄の旬結の権利委員

会J土日本政I自のお 凹政府消TJ書に対L、'1".]法千立法びf~ 刈ドり l 非嫡伴I

というような ζiJ:J1'11，:: nJ可昔や削1主すゐ J となどのFノザ告ぞやれっ、 v た}イ叶可じは、

これ;ニ大人の-~、当表情けーなわち、ずどもの続出や目立れるかで?かに関すること l

1231 LiJ:Gl :j・4::;8)4.~S 



iともの日己;そ7e:':壱主 1

l町むこも j:¥j-L) 扶養義J年キ要求する権利があると f'j'言"けしたr を

して、¥iew]-bコIpsLire州の卜1す裁判所も活れttsv， ¥丸刈T-S(337主2d3~íO 

[ 975];事件をjJkう i号、例え父淵がJII:.8計責点、をmいて、決j、の とも:慌

にはってîJミ禿してきた了どもが向旬、の了ではないごこ今品L:~)-j ~ hlこと 5

い、離県 Lた後の自分には了どもに対する扶子主義将がないこム~kL ても、

当1君主張(よ丹'id之江)解釈から弘前述した連邦主主高ぷ手!J;;:i::に照らし合わ~t( "C

も認めることが二いきない、と .t&べてU るc また、 子どものf犬養義務の千1.

問lと!色 j安に関連[ていないが、 j主河段高裁は()，.r、0，，'1440 C.S. 2fi8 

[;979];判決じおい七、寄手婚J人菜料を支払行義務を夫にのみ課すとする

λlab;::，mιイ;)、を 1:...] すべて(/)妻が離婚後続悦「ドJに迎続し結婚r~-r lf: ，~1j 

されてきたわけではないし、権全特後与や i書(10にl剖窮している夫もいる"仰

ので、半{十州法の¥';法 i的とその作的ヲ男:Jが司!J示された規定の同;、支質

的!-tk~ ~m;↑土がJうる、二どを認めない 1.. 述べ、怠決UJ '1'等保護条頃に遣反 L:i主

~戸，t. !ト
ι 、，~ '-'-'"一己

このように、 JA判所は 14J-縄優先町、別 l の1直吊に対宇る法私的な安勢

が見交けられてい心円、千青?民的に「母乳寝らじっL宇、[I)Jのft家安打ι出し

ている裁判所の傾きも i百jわれる J

例えlばよ ¥v巳S叫1¥ 1汀rg11l山12.リ何川!円;0の)G乱訂rs沈k凶a、r¥，:cCoy (:~í' S ，S，E， :::J ~i5(' I ~ 9811) 

判決におし、て、:iたる j幸子力、者優先の判定員r(rri;"，;laつ日rcU-1k"r戸、

刊 mp:.lC:ll)~が唱えられて v ゐる d この判決は了どものでたる義育者を i:Þ:

る草、作iこっし:て 心力J:;tn の要素を外子、 L 、それぞれ古ムl~ れるべ

えものと}川ノj、した 了どもはu分の門事きで警の間以につい

の1i却J，( より、了とも;押し付けられる:;..;..会的←:~1，')>の つごある!与えるため、

以 F では日 rj 後の丈派}こ /3'< て弓に前 I_U'>~f を明示する必1;::;0ミない混合には「子 L

~) .Jを使い、問μw を明不する ，i-:}~ がある均台ι 必外 f.Jを伺い品、二とこ

1るυ

lGJ 尖|焼、辺邦最品よし'J.:.-，ノ)I絞7院の中におL、て、既に一九一-44にK月山山

イ刊の裁判所が了 k'も泊り績に却し 卓会主扶交正務の履行をドめる訴訟を認め F

ケ スゲιをしている LJoup:ht、v五l1f':ler(11:; Kan， :'18:3[;9ヲ:{

lC 午、沢阻副id司書け(.JO;ょGj-tL

lド 2i"8S， E. :':d :i日(持1);ll %3. /，片品てf-rjとる発t1計と防護行の批主

父母;;:i，_~おけるÇh，刻字的TAL ノE (.~-ー」たる養訂省優先の læ>i'司 Jfλこ '.f :-.--/，: C~:r::;k;} 

~Lì:j、 ('::1 U '4:)7) 4，)7 18~1 



-λ入

問 ふ1

を発表する去の能力があれば、例え実際の主的ノケ 凶歳以「であっても、

裁判所〆しむよ当人の玄14Lをi主乏しら:~けし iJならないと説いてしとる Jペ

しかし、そのような対たな )~~_t生か続出さ iじこも、判附する際に刊別を

よ里 111 とする妹、;U~iの態肢は z白らに消えたわけではない〈朔村政1';:が、「母

毅俊先の)京自:jが牲にもとっく工ijrJだとの1inい非布1をろげたのに対し、下

たる接台、高俊先の ;~j{ 則は行:こ t)l 立な阪会 r し〈件成されて~、る

1 1."-.1実際上大;手数の了び〉監護十社が母親に守え Lオl，乙という状況は変

化 L-c いなし \Jlr，ヘと計nt:~; ，ているの J かも、現aでは、「子ともの主主菩

の利ぷ (thcbcst: inu寸('沢民 d tJw chiJ:l; J (，~もレっく民主護者約決定が下
J吋守ιご1戸，-

j)IL i されており、下紘容の悶において問えif 九六u:r::r土ーのll1i

no日州の告書一五、、回はの控訴審のよ'.に、すどもの除~[に戒しては子と

もの最善の利益と綜?ょにわっご考えなけれはならなし』としながらも、干

どもに母親UJ主，)11がfr弐L丸いるため仁、 t羊耗i.ン史的民主護fbを号えでも

I1リミ 11，居先の!忠則 lの沼地とは口えないとしたウ スつがある u 最近に

主コては、 ]¥，:ississippi HiのJJt判月lは Ho;]or.V_ Ho1;on (781 So.2d 9.'13 

[20U1J) 'flli川二おし「じ「、…〕たとえ母性的保議キ宣視する母乳優止の

J(':l=lCの影響が守口ま'川しる).しでも、チどもの最苔の干IJ訴を考慮 d

るためLこf出のg.;;[，fすこ同じく tk小主れなければならない ζ述べ、 I 持説

f妻子じの原則 l を絡すj的に燕ネ見すべ主ものではないと~，j、べた c

合lC:論、了ともの監設をめぐる争いが 円裁判i1!f'~ ，-ウザ !:--， j~ まれると、 7

tもの最善のやj長;1:~こ適う常設!至高 lよ如何なる高かの最終的決定権を持つ

¥" II，，1cCoy， 2'78ぷE.2:13山!山;vV" 1981) '1司氏とその後のllJ例の展開J-J 判例タ

イムス Nο (ì ~g!: !，: 9S7年; 1山貝

1 仁 Jd ム~ 3Cl 

1';'，司、れ・日↑uf8f，';主性()) ;以頁I

i印鈴木・前十団組丈;ふ (1.::7) 299，8'0 

l刊鈴木 e 前約百白山一 1，1:)7; 299民，.-;KiJ ~ . itT:t)古it，40) 1ι日只ん

l，" Tn rc :¥.1日 :'izu:，:::()[ :'¥.rcalllc (り32I¥.E.2d 1 ()82IH)~)4l) をの皮肉、日一rt:lOnL

J刊のIlu:llw!lY. 111山川1(}02 ;¥.2d ，:20 11997j) eJ:rft(7)4Y丈番の上ろに、精伸1"1

本山口R.(-':';U'.'"、子どもの刊 ):;:J7) ， ~こ見れ~， J:- 工工i.l"法的配 i主権を与えゐこムが4

{JJである ζ 寸るケースもある

1';二lIillTy1). 1く山Jo:e，!Ild ]):n';d ;). iv'l叫'('1'， 5111)叫 11(1(ω11おは 181

isiユi LiJ:Gl :j・ 4SG)4.~ (i



iともの日己;そ7e:':壱主 1

のは裁判所であるじ従って、多くの刊では、了ともの長警の利益キ判11::i;f 

寸る|尽の孝慰事以をおJji:'iLに よ リ め る Ti1、をJ手っている l川、しかし、

/7t立;土?士会におし、 に ;I;~X:される ヤ女刊の人間保に}Ji、、こ戸し

ともの耳;桧権者をわL7三する傾IwJが強いのとはなし、沖、こ ν つ〉合

同が院し，[Jけられているに

例えば、 ParいisV. Paい川 (4S0S， !':，2o ~)Tl [19%J)字決におしミ亡、

South Car[.llilしけ>:(/)民日'J?えは、不動並河:に努めて成幼している女七のこ

とを 頑悶で怒れやすいキ々リアウ マン」だと Lて、法的配議権をよナ

えないこと(，した「そして、 T('n山川区円、 J十で起こッナ Rllylt'¥'. [(:1.¥'1(' 

S. VV' .;~d 4:.l9 [1 ~ì9同)i't決においても、件訴審ジ)及判ntt、家を官j

人nこLていては人な械にも就いて"ない父演に対 L、制告を;iLて fと

もへの扶安義務を果たさないことは岳、憾だとは阪!法的監1主権三千与えな

か心た 7ム )

こっ!
ノ ν j"1、 にお、、て lチどもの最詩的利政 tj)山口Hこも

合致守るぷうな l 近i以前菜作 (~'.pprllxi:~l atinll 坑(\I~da:'d) Iの原則の主張

が提起された。この新たな fプローチは Fメリカ渋位協会

Law I!lsti:-u:-e! (":よザ 3 ご された I~ふ対G-1る家主;に同寸る丘、的l!J出

ilそillCipleS01 L~1e L'.¥¥' 01 Fanuly Dissolujon) I の勺に)ぇト~~れていとひ

そして、ーっつケノ千Iには "¥VcstYirginiε ナのように ，Ji'1以的英ザ 説を

採;iJj，、州i去の解釈lャも泣)I Jさ)宮た仰jがえ句れるすこの基準のI人lぢド

つい丈、 Harrv D. K rauscと[)川，'id;)， :>'..Ic¥"crによれi:f'、 ぞれfよ主t判所

が了どもの絞該1."主，j，;に長青な布1'.1、で前;長するかを る|禁、紛の了

ともに対する校受義務の~たし方につき、当該部肢が消減すゐ別の!夫~Ii~

J 'i?，なが、斗同誌 μh包1去の内有:二関し、ス1¥邦政府の絞 f(ù1~;}，:Vi~H~ìt (，LnifoJ'，ll 
0..r ~JITi;-I.>l，じ;-t:i d Di ¥'OY((' ;¥C:) に奇かれず、明日すなわち、 i2cの監目安lこ|舟ずる

う長乃希望、 :) : ~;~ ~f~権r: ìこ問<) ;~)子 r[~干の希望、 c 子と、 i~~，.¥?兄邪利害lさム

にはみの f(l)最良の利益に重大な影訟を !iLfす二とが去り1与るでの?みのさ否七

の、 J七五刊 IJJ、相互関係、 d 子σ家や+佼そ，にに HU::-x干L，きへの砲 l)，e 有

係寸る，'ijべて(7)桁砕的、肉体的関取」三ヘ致寸るもの刀多いらしい 鈴木

日七 j弓誌丈注 (l~i:' 均 1頁 Id札 :7己

"↑ 111. ~了]お3

1，0'， 1ι <l~ 183-18，~ 
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問 ふ1

をカプif"~ (n山 ro;s) とした[で、衛星 Lながっ決定すべき、とい与も

のだと説明しといる lへ そうする l 、前記のように裁判月~，l ~?:.~ :;;i: a0 ~:特

定の刈f-~とか家族像 lこ辻、づ(斗阪を下してしまへ叫合 ι 一げられ ξ し、同

におけゐ家伎に対する↑守会的完践も1Mりかえゐ Lてとができ‘了

ともとの接し去を代確認寸 ωメlj 〆トも出てくるはずだと百われている J

第二目 「家族の紳J の維持

では、船主守|たi去、んの家族の鮮はiJli{fiS(，，:~1t j干されるのか J この :lij~~

l関して、， JJIJ iおける C!"H馬表白OiELCllstodY)J .!¥，J ~~))~{花

山Sl~ιc-:. LiOE n只lu)._~な r-'(!)議論を検討するハ

ま rl共|コi綜護J とい )制jrえは、 A寸主Lいr\c~írf代u後を半均か、 ι コ六九司九L仁亡つJイ{+ト
一

{~じのγ勺)百前)1刊、 刀か"け7て行なわjれしJた「ピ二開常f

E (川一;川乙川u川山ltいc1ハIV引〈υJ川n'山と a肌抗 Jがもナれヨコし丈のである」」lJ7弓土され、 C :..， 1母羊全藷

1係岩先ρの)I似阜口則J :じ⑤ l 刀か"(.はエとんとの州で3民己 tl さ才れ~ !だニことも合ゲめJて制作かっ有

力な日'-11ま惚付与茶不がJ当失し、ソー決としてつかみところのない院議怯iJ

守基準である(了どもの最詳;の利益が唯 の基準こなったことによる

ところも大きし "JI市と見られている c 安-，るに、「寸こどもの最-oの利採

忠良1;~よ変íJ-f:であるとめ、場fhこ 4 うて(よ 3主判所のをi 桂I'[)なよ支出も l乃され

るみ J!iJ，をJすっている合って、ー〕以前なら Fの守， '今い紛争 ζ なら

なかったケ スまで法廷l現われることドな ii川、各党訪止策(とし

‘共-r-:]t;:}7示生)ヵー抗日1"=[されるこシになったl州

17
r ここで、 [-¥Y，n吋と ¥.Ieyぞr:.エ fJE似均説を甲、ザ止;まからず足:1(1-9る

ElizabcLb S c-o~~ (/)了τ棄をH掃し、 rilø)~ 山ポ.{ :.-- i'は l 〆 )きt必j，:(H川家h矢内

4再i立の多疋性を反映させ、主H号の谷えを引支出セる jここにあると比べている

[d川 19ド

1汁この嗣]JJ~~ i.: i.止、出去におし 1 ご附婚を宇る降、有立配偶者からT-，~~もの日誌

ité を完~-~ (~取り上げるこ J への以戸が常まれてL 、るらしい i II:I ，~ ，戸二千 fン

ト カストデ{(jυ11~Lcusυdy) こ家守;の巨伊三f: J 下:~j タイムズ No<Gll~\198-1 

年 c同ベ

"'Ú !l l ・ I1 リJ品論土:j~ (177) ci 8." 

"， f;!11・司削昌論文(177) 6 JL槻れ，百'1認論文i十(l5(1)

i日二のような}トツをi-，Jtっ「宍阿出の制度は、 1

1271 
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iともの日己;そ7e:':壱主 1

しかLながら、 1i主制皮仁は、そのj豆用 l、次れような鋭点も Hわれ

る。 共 ri-:íJ*~~生巡重rjj を 1)_ )-.:'してき丈」よりlし l;;fo:Tlla州で起こったjちる事

雰の :~p 山、(立、了ともを公立学校へ行かせ一るか私立学校へ行かせ一るかをめ

ぐる高I舗の問の対'，Jーであったr 共同常設の fで本1'1のような下)もに対

する重安 l汁項 h 問す。ィ土石権、)ザrt:~法的監議惇の停訟はしばしばこのよ

うに早行制査定吏rJl立事1'1'引践を炉っと政判所へ持ち込まれる 1 そ'-'-..， 

この7F実 lこd ノいて、 l 了どもの学校をtチミシiす之ふことは本来家族に会ねム

れた宇頃であっ可、主践し人J にそのことをめぐコて対立があっ寸も、三;抜

7)'本;1:備え干もっていゐ紛争解決能)jじよってl'干決されていくべきもので

ある J山 μ 述ミる見解があり、日]埼グ〕事案の~発によって当説家主主の戸

律性(f出 1:ily;n旬、no:ny) の回復は来たしてどこまで別行するここがで

きるのかという疑問が示されている lぺ
次(:、考察を試み J いのは i~t~D;t~gJ の問題である. 1叫'1Iこおける多

くのナ司法ごは、裁判所が離婚後院議 t揮を持たないt'll~ には示ともへの宮内

慌をむ仰るごとがで主ると定的られてし、るへまた、学設におし通て志法

!の権干iJとしてミlのふJ河棒が'j.:i置づlすられ狩るというで振がある川)と

" 'て)〆 ]共kltf誌誌 (~oin i- CGSL何 i、j を制定法T認める州(j，凶玉什1 にのぼり、

I.J:l~ム C (7) ~ì+I-\. 離婚紋の父f:]グ)Jl.i司常烹が認め l与札 Lいる」とE:'! 'J 棚H'fxli 
7 メ J カグ〕十の主主ri:~交流前藍市ili支の'1i 1告と課抱J 1F;_.i給昨報 ]¥10. (iO:iJ: (H 

本力u除iHKfx:.こ006:;::，) S:l妄

l t-:棚村・前t~論山主 (L1C; IG?1雪

印 七111阻副Id司訓丈:ャ(177i l' n。

l〆 なお I ;'， 1斗防護」制 J支とほぼ :-~'J ピ R.'~IJ に反|ヰl しといる l 十の昨護父流下町

挙制忠 J こいよ}も的ドある、 二円杭fえはノーと lト中げな~ 話とされ。監p!!}.交流<i/j

~~.'D の苦)きを且草~+z--t-~) ， 1;、同需要J IU:;:i之介の異同に関する研究は他日を則

したいハ制村，前掲拾え;1: 1，IStりお貞一

1"1続絡招針梢il、の407 (::t;，去ごi士、 決が確定された後ノ了とも

び)続較的，K長命司、めら:l i ない視f聞には付l~n'iな条件の下で訪司依存 f寸すふこ

lがごきるυi【し、政判断Jよ癒河の「続全経て、当設訪問格、.1)行使v より丁と

もド対L肉私的、給対的、 G;，士的r郎、!止情緒初他府，.￥をも Fり L:t?Jぁ台、付

与しないう、とら(1-)消すことができる J と定められている。 HarnD. KrZtllSe: and 

David D， 1¥.1円 (-'1'. ，:wj'na i~(lt と 118φH .1.94-H勺

lb 未~) ~ .前時点出 (4り.' ":8U見、

~Lì:j、 ('::1 U '4:)2) 4.)3 18[， I 
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問 ふ1

ころが、 訪問権」をめぐゐ議論i土、川組以外的説肢との費Lらや、裁判

叩ーがけ、的取護怪を 5~1手しといない fi!lli:-n訪問t1i:を L L丈f去、二三の執

行についても介入 cきるのか、もし介入 cさること百年日められ札ぱ、法

的常設栓手獲得たi削の拒下手に lEl邑守るよ品U. J主判所の権刀は~~:たして

「会伎を保つナ、訪問権の:Aれを5以前:1ずることができるのかなとの慰問が

次々と間しづ〉げられ、民l正されている 1 そのうち前者についとは、浅利;

に[I';̂;jt，えr ト L た Trυ.:\e~ V. Gr;:r::rville (530 L.S. 57 [~ÜOむ]〆判 jチモ仰が つ

の考え方を示しているハすなわち、 Sar.drz，Dav ()'Co:moγ 絞判官による

相対多i1意見の""で、 }[， 'O年代の判決を顧み公がら、「迫ア1;1'11高裁

はと五イ|古から 員Lて剥が子、ドもに討するゲγ、監及/えぴコントロー

ルの~qi 利を手1J"'，ることを記、のてきた J 187ことを注べ、 fーともの3塁手守に

悶 Fる基令間決定権を宇 u-;-る認の }:ct易から考えれば、まえ判骨r，;';f'QU外

的人々から坤しすでる十どもとの按般の安請を '[1，対-<;る峰、 nl人の表の

-z;;見lこ廿1当な住民におしゐご虻I吉しなければならないことが求めらオる

ごとをUj!百し亡いる It<':J

他ノj、後者の阿辺;二ついては、 ゾ，.JTともの P たって7町長父ル

をさせるのが照ま V"7トとうか、 LEvまLL通i::"オしばしドコさせるかの決定

1主を保有するし1)~よ、 であって、法判所¥"3ド抗議組で以なし汁と

1見熔がt主弓:"'-れて.'る四二この凡i斗lょ、非恥議凋との凶+t:交品、去、 〕

i日この事案と|引法「る W3shing::on州の刊!l王には 1どもの景子辱のえj誌に資す

之i と判断される場合、立l巾Jなる人にも随時(こ{ともへの訪問権を版つすると泣

められ Cl'" ，;S 干の川仏、に対し、あるlヂ総必主:や符 C子どものl広志ほや得たi手

続がそのfTE性rヲ虻L、がある 1_i-正て、利下訴訟を提起し犬、ので島ゐο 主J:Gl最H

234l土当誌州'ifiての合く立引を認め土か、:去にうj主刑にはi呈TJ'十を生じ得るこもj是示

Lて u、る Hz.lT} D. K，'3LlSC a:"，-d Dz'ハidD. )..1じJ:=:'，Sι:lwa noLc 1 ~ 8， ztl 197-1こ)8

I r ~ ;):タ()1J.:-;. ;)'/ (2()~Kl、) (l( 6;).lohn E.， ~υ\，，:;-，ぷ〈ιnd 日りnal t: D. l<il':.llf1(ι snt!1'!l nou' 

114， al :)28 

1，，:.; iJけγryD K川l日l れ耐1日川，1←)恥kY('L8utnl no(c 11(¥，汁Il~)汚

1目なお、 O'Con f1 0~ 裁判'1'(グ】言う「視 \JJa;--enti というョ;長: '， cj.，本社決?取り扱っ

た与系の半安から年えれば、 lr どものf!1~生惇をt-;J つ剖~.J 0')ーとをj行子と岩わ

オしるし

I ~"C， 品{芋郎Ei修解説、中í)'! ふえて「以下てf(7);(日不 i を超えて て「の最持のよl主主

'1 ' C/ ;-I:I;J学1tiW~:反社・ 1990平，つの頁

1291 r:社、G1:1'4S2ì4.~2 



iともの日己;そ7e:':壱主 1

命じるなと、 Ei説話見事了ともの義守じっし Lて符別な規制J;服t::~èi- る

裁判所はそのうfだけで千どもの l併設誌に対する)h較をおうわけであるJ'り

とし h う?ち';:1{も{~らわしてし、る

第四項向性婚・事実婚

r-'hC;イHtに人 上 r""""]育子縁組はより寸ーソンになし r"""]卵子

提供ゃ代理母による自主主が急i百Lた口ゲイやレズどアンたちも不l廷を寄と

き、子こもを台Tて vゐる" 'Ui可技術ャ主主ヂトi院は、小型:.-)~~ilfだけのもの

ごはなく去り、 ~f4骨カップyレベコゲイ、ン〉グ )yじも子 1-' もといろ大き与:

必をx拐さヤるニ Y になコ丈似ていう I"J~自の現'人を tf-l止にして、メド111

ヨにおいては、その 4うな CJ恒一受昔、事実株やJ吋点の人々と1i1l(彼LとJ

りの百日に介(:-:-r る子とも治宝ミ~長」といっ 11 社iみに人ソたし、場合、(大仰

にはどのホうなf，i;~~乏が小されて v ミるのかと v ミう jlu こっ v ミで与一祭し丈い c

第一自 向性婚及び向性愛者による子の扶養に対する法的理解

況に吉及したよう仁、 九ノ、 i年，.人々の「粘始」キする権千iずが今衆

|下|手、丘、により 1"，::宇きれることを守口した ].uving判決の1吃絞l士、£くま

でも異性問、しかも ノに 菩舵の婚弘I1司IJ!支の11，にl卜まっているこr---y~)比

fJ:平が存するそれは同吋絡に対寸る ;t:識は異なるものだということも

1，':時仁倍小 Lている 例えば、対射の成:，長件の っとなる給制口午nnR

lよ、所管当}せは Cl'[ヰのケ yブ。ノレに対 1-"([，(始ど発給しないの古事%でまう

打、裁判をj吊してそのような?一政による，別のj尭夜十jが訴え続けられて

しsるのも j司ヱnのごこである

:fT，f¥U主'"1:I有る HI"ilの吾川の裁判JI1iの動さに照らし、 [... i .;主n

lutdは 虫 1:昨 ~I b= . ~Ht，~、ニコ tjlた去十択・有偲て-;J;"j'; (l 9~;) 120-' 1~1 貝、

JU14!日・前掲占注 (30) 7 ，--8 .~ 

l!. 不愉第二羽市 可のすtサをきmL
1 ~:' 1 可当に記ける最初の司i":括1ト干んだと呼!よhる Kaurv. Nelso;， ':Hll ¥1. ¥¥ 

20 l8!i [l971]i::J段以来、， iwJ性の刀ゾプルl士、日うj守たらの沼14は給制でl男子に

?7まれる関係 Cあ; それを訓取する付 I~語以iL1立近郊;二(1j、あるゾベェ 11'Jil、:二進
反寸る j こ ν 行主張が草σ〉恨よz勤を返してヱイ I，'."~つてなされ玩げて ".ι る。鈴

ノト岡刊 f乙 ~10 主注 (l什) 173頁

~Lì:j、 ('::1 U '4:)1) 4.) 1901 



-λ入

問 ふ1

最高裁は同性問の『草刈ELー を 査1五iの権利とはみなさな， .であろ三】 J'山

l しつザ J も、 l 学~~ f-._~.土送:奇~~も有力どめる、とノj、寸市22がある、そ

のよつな 辺戸:説は 般に、平等条項渓}又の二日長に弔日を岩き、[口lt'i:';'ll:

再であるか芹かに Jる区分を疑わしい区分もしくは疑わしさに;')T"ずる区

分とみますようで~rrーしナしザ3 」 l(jI J 

他万、判例の動きには -)G)L0 ?':-.:{tの、j':(;nこ入ってから吃イヒもイヰわれ

る。刈え:工、 llaw:lii 刈の最，'Jμ立が日記hr 百 Le\Y~n (邑32? 2d ，:4 [1993]': 

事引を扱った際、向性受朽のカップルがrr~--" :):?てた口分i主に h結拾する

恭本的桂利を享甘すゐといぺ t3二を認め公かったが、バ訟1.1)性愛者逮じ

よる引1婚へC)Jl~択を芥認しないニ丹 !，t川窓口、に 112づいて吹 I1 さ札円

:雫JjIJの に斗た')、厳メÝ~審 ú'- にねすると判断された 虫干「

て'~ ，、
Vcrmoc'"c什iの局者裁も B::tkcl、 SUlcC(7生4A. 2d 8日4 19991)l1j ij(の巾

で、 1... :升i仁よる In)性愛者の結婚の禁止行為l正、州ヨィ日~定められる

公共利きさの干与配分にまつくてで i害、羽仁通!えすることに卦たる J1川と Lたυ

ごのような流れを汲みながら、後に 1主日最 rRlよえが i した Lι¥vrtt;('t¥T 

l¥:xas (S:--s9 lJι5:18 [200;--S])判決は、泣いうらに「市1焔ーと古う 11為ド

1目司、れ・日↑uf8f，-;主性()} ;6，j頁 1

1日午、沢阻副ir+司書け(.JO;ょG3-tL

I !)i ~:::-ぴ印、 :...:で中台 )jUグ仮よけも主体 ;9 フー J ー・プu でス f主)えの L~j長の

Uが有i止であ。 ;ν 亡、 :1'1;性WJ:})結婚 も，~七~I~!J !})結婚と 1"とく、千どもの

交官[''';. 'i'i直 [...J精拍均社の形成等の機訟をよ42bしとし 1るのぞ 両者 L

も結~J&への権手iJこして岩伝土保障され心 ~.J:-な同士'，.， 1 .1主張すゐ詰J7 もいる f

平沢"前掲書げは0) lC3"-lG/~ T-Y。

l吋 IIηrJ"}'D. K 1剖 lSE'，-，.nd I)a下id1) 九1可刊 ，S1it川 nurt'llK， at ;;:-j :--54鈴木ー市拘

A主主凡:，]!11) 1~5 ヨ LかL、会 IlJrこよれば、 E:1W;:lii 州~1î:i:~(よ阿性愛者の結

婚を阻止すζI 約;ーナ I;L(;~: じっ熔正4;;;を全民投票ドてrc/);~-~ ての結果、 ;L:iJ 、 -P'

ej(rfされ、|寸引 WJのj吉泌を認めないことになったぷうである υ 更じ I[...J ';J) 

':'::.ill<.:I{Jとしてはい?性聞の結併を認めなl、l縞織防守J1'1勺 fr:fJ¥tすさせた J てとに

むなってい~;-;叫ヨ・前同点注 (5U) 1，)7::l，η 

.'ぬ 1d.;-:L 3'1なお、 r-_CjC)C"l-~当月 J見白J 、 (V(':-m01ll 什'.正)州として初めて、 l ~~. 

tÚ~ と司竿J)出!日程示j を思める1' rh民的計びつき~c:可1:un!on.!巴三いうケJe支

が定;めレ)れること J在りそう Jである u :，ri!Wー削J司書;+ :，:30) :38'R 

[011 LiJ:Gl :j・ 4S0)4.~つ



iともの日己;そ7e:':壱主 1

A"';し、同定義やずる必要があるのやあろう引にと fZ宇〆ていたむこのよ

うな連邦景品裁の子己:こ最も-+く!芯ええのは、[，す時京に ':1川沿町flll日 t↑九

州の最高裁がf討された Gハodrid，i};e百リepartmeuto[ Pllblic l~ea~th ('lD~ .:.; 

E. ~d 9"1 [2:)03] ，i判決だと E、われゐっ fなわち、同判決において司 H牛

絡を排除する婦別J干 iirl たに買わ ω 市!;:'Cj:'去を州憲法~.:_~;主反するとしなが

ら、 I[ 、(現行)dd土維持し、 I記事必 I¥ci凶口l"rrlet誌がのコモン・ロー

上の N 義を1古紙さ J，t_;、掛川を r-:-…I C他のすすべてを排除す ζ一人力

者の配iで宇?と L-\灯台、の結合 J を，~， I除するものと定義し

他行、 1，，)性愛者〆子どもの結U'i.Jきも霊法ノミ詠 1.'，-r:L吋て議論されてい

るハ 例えば、 l駁i笠=絡{後走じぴの/つ〉子yもιの)主刻日f企7苧守い

な:古/バ主坊品に、イすJヤ/たされる D 九J六-:::_1.九lにiは4つ口 }ダ州σ引)裁ι1サj所一で7久、 L以4丸~し)f三一と

もσの)監;諜主 L養育f 棒を、レズピアング)母親かり、殺人のかとで入所しナ

い汗父視に移-9-'';:ij 1えがl町汗J W;均〆があるつ

確かに、男性と私婚しと役、女性が1主のliiJ性 し、肉体関係までJ干'，'

てしまうことが法的に不民どこ判断される場合、司同のiiの離婚法の文

吹かわすゐと、 その女性が丁ともの監護棒キftLるのは較しくなゐ I しか

し、畑貴主義に三五っしと形成された現在の自~絡~-:J-、で l士、 f 統一姶見守郎知~-:J-、』

~O----^' :r:'!::i の規 >i~のような l 裁判所が了ともとは l区長 r:~ をf守って， ， 

ない怖の叩iI人の't't自立行為主配慮}〆ないとすべ主であ〆乙 l こいう衷

請を ijlL?tl ずるこ ζ が引きない J そ L て、 ~ìíi;主 Lた tda込山chuごうとiLs州の長

高よ丸iこも 5 才~ t.: 家族的評合体 C)概念:こ慕づいて、 #iι

の裁判所;土了どもにrEi:j;B: u0な影響を守えること均台?を除いては、でえる

f}:: i)誌 の 作 的 行局をしないri込書与を 11"ーコごし sるυその 例としご‘了

ともが就寝した後にネソド[のチャ y トルームをたIJ)I[ ，-，、夫以外(1)男，'1

と洋的会ちをし、叶ーハーセ〉クスを行っていたこと白↑い二十どもの牝

;を な を与ヨ/"ごとに」たらない~，'i) ttfした SOll主 :}akot:.，イト

の Zcpcdav. ZCPCd2 (632 1¥.¥¥-'，2[: 48 l2001J) 

!CIi了brr.'iD. Kコusv~:Tl rl D川 d;:). 1¥'-[C)'(，'1 幻，prιno[c118凡l五

".1 ，riW:対をめぐるご吾川の状泌について鈴木・首持論えiー

を主主ごl円〕

り!日間 e 前iH;:;-i主【 -11)) l:i4貝{

ノ

ー3

2: Helrrv D. Kr川 IS'二日1dl);lvidコr-.-'lc:ycr，sn!JTU nOlC 118， ;lL 1ふ6--187

~Lì:j、 ('::1 U '449) 449 

17R.-17n民

1921 
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問 ふ1

!~， 1 、 Nlíê全体の:日Ilql から 111J ろと、言'r~~の九Aノ、年のドlO;lda 升!の

ウ スにぷ与れた傾F'17)与えして向('1汗されナP わけではないようにええる〈

例えば、 Alabanw州の:白昔前裁は、 Ex P~E.te IUI 俗3US(】汽1:'.1 [21)02]) 

事n1( 1(Z. i) IIJ ~)除、当該校高裁の門 irJは判j 〆目のi\，:fOOfe -f)d:rr~' は待j止色

見iおいてゲイやレスピア J の剥はじ分の了ともを監設することには不

透-:1:l:(: t主主されるべきだと|甘さに説不 L-(いるヲ引〉

第二箇 向性愛者に対司る連邦銭高裁の姿勢

rìí["C も多少王及 Lt が、連邦最高裁が，'ill土'~といろテーγ につ:.，)てい

くつかの民事J を通して jJ) ，てきた ~'7Ç[じではそのよへな連邦最凸ぬの

をF既存ll~ I_~ てみたいつ

まずは、 Bowぐ1"3¥'. Hardい!C比(.i78U. S. 186 r-1986])判決である。 4¥

'1'-11 i1c (":おいて、連邦長 I'~j裁は子工対立止の多数意見ι より、大人 人による

白出窓芯でj，-われるソドミ 才了為を'9l!;罰する Gピurguイ勺;L(f)t!i，i:ζをイ''i:7F:

とし 4と。 Rヲr(ll1R. ，，:r川 u'-1主判官が↑乍戒し三 においとは、 i主主E

最高裁が過去の裁判例から r'-(胃Lたプラ/パシーの権利は「(…]同主

愛青に日 L:J:こソドミーU"るをLへ権利があることまピ!土記、め tいない

と ~I、べている ü _-Jfに、向性史的な i-~'ili-~ を行う権十IJ:よ同国の度史ゃrハ絞に

日告ιpしでも、 にふっ ζ保|布がれる茶本的権利だこ考え ιpれて:立いな

い、ということも請っナいた二

しかし、Jr:a c krr. ~j;1 J;χ判古:二上る反対志見明、じnn日"故判官も含め乙

引勾;台、何性会青 iこ;t~し、長近の裁判所は安易に \IO(!lヒ誌と子U'C (_同諒するこ

こはないが、土日ジ)円i!YI 妥?的問 ibJ は依然としに 1長伝説的欠陥だこ日倣され、理!t~合

後の了ども J)171との配持を認めな ν、ようにまる 要玄こして配慮~~:1しる:とは

やはり'，H!IJ九れなし λとし追うmィ尚古、あるひ Jd. ;(:， ll)7. (()C So.~(~:::l (，2Ut也、 at~r) 

1('二 .:o!";nE. Nc¥¥北沢ndR( Jl l 九 1(~ D， ROclln(日刊tnI;;olc 11/1日l929--930要，-る

に、 、W、h耐1刊itE-εJ裁νムk半羽判引むUu吻均がミ刈4本え主判Ji伏とV党チ叱士におV、て、 「わ'""'1 T:i~iJ:扶昆、 杭姶、 生拘J-'I阿=寸I1判司愛f

とσの州)川|問埼i連主性{は立1ウ?壬さjれLじ、i，い士1い〉、 Jドミ」を行士う権利が q坊さl可(介衆|司〉

の民支と 11ゴ克:二i宗く仰ぎ!ている』とか『秩l:jだ J た拘 f+{の概念J二代J古される

と}うここはせい-tfぃ滑稽なこ;である!述でごいるr米沢 市jおさ~~ (/~O; 

164豆u 丸山礼二 'J，ノドミ 吹止"の台?C性シ台'，)<.問主主而裁 日刊 H 品市

HιEdwi c- l~ ， 106 S.Ct. 284: (1 D36)_J 刊例タつムλ .No制 2i(1り87年)41 --，4つ同町

1031 1:社、Gl:1'448i44S 



iともの日己;そ7e:':壱主 1

人の裁判汁が司謂) (.土心身 ζ も(<'JJ以在している大人がプライベートご

他人に対 Lて物州a0な7ヰ{ph引は lnL，I) を与えてはいないよ)ト、白

出に判的行為をi丁うことはイE人的自己申;jfdiに{三せられる節減にと Jて最

もm本的なとごろに位 :cコけられる故に、行政財からの公訴ゃ民、的多

数決lI十す/;〉 14法的保護を受けるべきだと百う在析を雨前じている山l二な

お、この Bowc円判Jえにおける LcwisF. Powc11， Jr 法判官による補足~f!:

LJh、 JohnP~c~tl Stev印公共t'I"i'じによふ反対 H 陀のι+J 起された、 H

性愛者に限定する特例の処出J条1ft(土台首吉田憲法の修正八粂に定められる

成虐む異常ノミ叩出の禁止規定に違反してはいノミいか、えi士、紛糾外の主

的活動につい(:f{J件公呂による、ノ Y ミ 行為だけを罰するこ}-:t;t i工三百謀

議条7メに反していないか等のIgJ問点引が、絞J二大きな議司有を引き起こす

さつがけ;、なったようである凶人

続いては、 1<川 1t.'-，'、 1:芯川日目17l:日 ()20 [199(ì~) ';:1] i1とである。木町

iたでは、前述 L た 13 O\ver::，判決を引井j することはなく、主主日で l イ~J型空

を某;7と寸る ¥1れti(lnality!I 合忘]'1詳亨テスト主用いて、個人の主的18

i占j，、基っく左53:]キ禁 :1する法律の判定手古:1以しようとする Color凡山イ;

の志社、'f:;~~--=:li につき、合衆 1"1 窓丘、の、l'手仮設条Jj:，[ ~，::遠)えしfJJl却1; t.~- ~: iで

がし七υ そして、 An~hml\ふ1. K目立ムed、裁判 '1'\'による多数ぎ J[~iJ斗、11'の

さ~-rLi ;j: 判断する ~:Hと 14JWJ1U立、再び同司愛すすの't't自立治勲等行うここ n件、が

果1:.:Lて主主i三ii畏陪される~~本Ú~権利であえJ か 'é.iかの問題、 Z吃土、三上

lY0:1t5'I(:]にι二る [よ合J'~';'咋グ〉追震1li古I恭平 cζ り紋情的i韮憲客寄号、作をルj

いるべ主 7γどうかの問院で;土なし o(，と j点べ、!日racの日刊とrs判決との相

日 lJ..2t 9:3(1. JL.: : • H掲;言わムワ()日)43;':[-"， 

C:C:- ALl-l'前m~f~丈1_: ιO~-) .l 42---43頁ハ

わメ ';o'h"E. r\i owa~， i.lnd k'ollall: D. l~uLllT~d 日 ， s;.rf!t"(f IIOle 114. aL ~(l('\. ':Jじ茅コ、

Powcl[裁判d呂自身は後に ( 1 1J生向性受者の!WJt1ニ愛行]，): ~.程汗な|古町内

向ト~JI 01呆巴をうえるノ¥きごある〉いうこ場へ片己CZLたJ ょうごあω こrヲ

ような.t'c¥-¥C止ま主判U'寄り炉、組的な転向臼 i決7E末干の恭幣つけの深部とも判わ

ると晃る論:;'5(.引品るu蟻;1ι伺 iF I 自己戸、;-~ ~?::の F 円、想」会主ぐる J 日 l'立主

~:Jn(泳選江古吋)/)る (寸ihH ~~i'L1J羽田 2(州)牛) l()l民

!('~， J!nr1 

~Lì:j、 ('::1 U '447) 447 19~1 



;主主:-~:Íi~育 L てし、る乙
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問 ふ1

をのような断りの校、多設立見l土、川政府や1m方日活凶{卒の立法l千が

十号f内Ji'ilロjに耳、づく を京lトするい令の最t)::，二{丁為をヤ、!しょっとする什

憲法の条ょ買のl人科こ、刊iJト~;甘が寸ふべきとある法的利益との習には合J年

。Jな同述七とがないと判断L-U'るb なぜなら、そのようなH:憲法修，:

」ιの成立は、いかなる符宏の凶作、に 2コてもロピ 活動を通じ円分速の

刊託を政if、において長現させる戸;刊 '"'--.0)悦去に勺たり、州政;ィナが、nふべ

き法的利益も認めることができないからとあるさiυ また. ，["， 般的

意味む理解される法~::~二、ある人主の凶体に属する市民l二位の凶体よ

りもは治 l ド~;R土泌を求めるニ々を主主 I~ <するぶうな内科を持ち込もニ台は

できない。なぜなら、それはJ土律によってι等を保~~すべきであるヨ:切

にJ主1えするごとじなるから」山とも話っ亡いる 1か1、本判JiJ、は同年

没者の~I;i'可なる行為も吾、決ト ff"，}苧されるプヲイノ、シーの権利ω純 1)甘い~i:;' 

と特lこ'8ノJ、してし， ;J.、山 c

政{去に本~:]において広々笠喝して主た L~'.w:-enc f' y_ 日 出 (330Cごう

5ちお [ZOO:1] ) やよよぶう、 目h;仁Cつ伐のm灯、 IJj~;-:: ~:-1廷す/川'1iたの重要性が

HLlこいくつかのj制高にぶつご拾おされている引が、ここで Kfllll引Jv戎

ι'"伊lえは、，¥;.¥、持"Itt了による本字:J次に対する研究(i)111で、し L 出 S';nsLcinの月

併を忍I々しながら I l' ~\半 I;iよりのi:tôl ョ見が、 Hui¥-計日干I;iよとに百及しな迫った

のは、六段すゐ主要がなかっ丈からー'，'されて;， ~ ~ヲー芯tお砕;'_ r性的性向 k

士!:-5'、):，)]iJから!IIJ性愛fを俣z注tiL二ω を禁止「るコロ弓 r州?訂;j、の惇王 と

~\ ;)~陪 ;>_C) 、|等保三三条項 Rnencr ~'. EI-ans， 11 6 S.L~L 16~:) (1096) ジユノ

スト '¥ (1.1ム 48" U~ 凶"コ J お品目 Utびに関口グ〕之、を参!1\O

'.li .;ohll E. NくWとkとよ d1れllalclD. RO:.um:a 幻tjilαllulヒ114に 93n--9~~1
~L' !，! (i'l 

ハι れ，'U~

U ぷ判決をめぐる追~r;粁芥の手設をヱに検 lすしと治谷砕子 σ)f市究においご

も、 I-'Ro;nc:r¥'. Ev::ms :;:渋JJ')'九1亡やq ム.，シユア Jレ心構千IJを積料自Vに不認し

たのではな v'.，jと諮って L る υ 紙谷 a 官官拘~~ t~t. (2H)) :~:-，i~-jft コ

211 .-'j'l;三井尚也 l ソドミ一行為守主主11ずる円、1ij，泊注意とされた事例:;"'，_，:"1;ス

ト l¥' o.12:J::i {2ω1乍!日3頁 k湖雅子有性婚に同 rる)tiJ，、宇的考察

】 a¥Yf印 ce¥'. T、目as，S3D t .S. 55民(つりO ヌノを~-，-;，n琵と ìj 'C T '，'i'iJぷ11決公 第1"

す (~005 :1f 10ノオ 48門戸
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iともの日己;そ7e:':壱主 1

ru行仁よる多数意己『つボイシトだと空、われる向;:iTf'苓禁坦すること仁 11ま

る。ます、本判決が Bov，:什日判決 1 対出的である山 Y士、可j みつ:.:~ Ke:l!wdy 

換と半Uy.;がィイ'"'(".(7);レ ツとして、山邦最奇抜はj同ょにおける波好十日純と

"う fm人の私的c1治苓積秘的に認めてきたとし)~) v1[j I苓尚認したとごろ

で£る 次に、 KeJ'.uρdy裁判ゴ¥;.!3o川、円、;:I;i.去の多数意見とは異なり、

合衆ヨヨ(J)Jr五)J.にお~ 'T 1白按、且つ成格に!日ヰの['t的活動をほり締ま

之、 を読み取れないと 'l':.~R し、過去にイチ存ずるノドミ 行為 ヲー

る 7メ1ノブJの'hf'L1.こ照ら Lでみると、当日司祭ムLc).:1:.-(:+、は Ce--.J '[ 殖と

は関係公く一般的に認識される性o01J;誌をするう首」にあり、 c[... J "/ラ

イベ 卜で|山j方の合意に基ゴ〈悦1ドH丁為を行う太人 lではない、 i:J三べ

られている c 以{壬に、五印11日h一裁判!'E;が意 l立I~r0 】こマライベ 卜で tt~l刊

行為を1:う人人の打阿は「人類がァ ITすべきである打阿の核 L、に{止問づ

11 られる i~ 釈し、決起ó'Jl 1思議を号えるべき刊とプ「荻 L れ 1.1，(である…

この占につし 3 て、 Ke~ì1l吋、政判守;;1rμj出(!)r[， "(" I"J没後 H~行為を本指トfq

に取り締まる刊はいくつもむ lt.~ないここや、日欠チ1.[ 人十叩j~訂正同史

的行為が~'l されること手認めてし 3 ないといった河寺挙げている~]

しかし、最後の結論の部分において Ken川dy放判官:よ、手くの上うに

立法引の十年肢をJ民l定に r 、独当に判析をする LaWl日 ce判決のイ

メレンや汚響力の1:1日を狭く}〆ぶうとし亡いるづすなわ九 l斗:':'Iil去はあく

までも配人のプライベート的なライフが'ig誌への公的介入を 11、'i1ヒL、:I 

っそれを行十とする州政I{，カロ霊法的な権最正をHつことに悶 L-c (~I;;i~l大を

JI1 t: 'ても jj砕石討しなし 1とするものである IICとし h弓子「洞である。し

かも、他人を1比「仁、或いはJTJ古寺強要するごとにょっと性行為をじい、

または了どもと性交渉するなどのi長台、州側it{ノ宇))を行使L、懲罰を

Jえる活動日f本は本判決(こよってもうごじら才してし hないことも 7J寸俊されて

¥. " /，.，217 c 

このように、司件安芸をめぐる憲法問題f 女;I、連邦主主高裁にぶる芥

えはliし吟として司;明イ華で浸味えと!よ(われよう c しか L、 ]九v:rCll CC '1'11 i長

2]， ，:ohn T: NowζKζd Hon，dd D. HOdlllc1<J.. .'01ψ川 11山 ll:1';， ~J:~2 り 33

f
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ふ1

;よコて連邦最高裁『つ姿努l計千実;肱J換しつつあるじこのよ与な述主:1;最

高裁の訴さ:こ作い、トJtt吟とて子どもの長どを巡る議論も裁判所の凶で変

化を引き起こ L ている f刈 λ!工、前:J:';~~の(バ]udricl;.;己判伏は、 Mas

SCLCrti5C、 tt只叶の最売裁判所は了どもの安下司、と r~わる CI 了どもの最善の

利益」という基準f土、裁の性;-!1P'-I]や料矧関係(/):fLIII¥に〈ζ って決まるもの

訂正Y託、、 r... ']ドカソブルをiHf.，普から1)，1ぷすることは、 r...]子ど

もを=養育、教官し、社会ヰ ilT;に沌川、させる五 J正応J家族楕成 r の?在{呆か

ら'1ずる計り )::1れない利益を同性ヵ、ソプ;レの子どもが宇受することを妨

げて¥.る三時(~ 1:]'百したのである、

-λ入

問

事実婚

同ヨヨにおける F 婚女lCi土、 !J1tとの事様な共同体形成契約のなかから、守主

ウ t-，'Sカフ Ii)ーのひどっと し仁選考されるものである lフつとされ、

I ( づいi接関係にある人々は、 iJ、?咋T下可上の;カ七 yブノルレと:ほまとんと包区:万別rのつ

かないlは2とど~ゴミ Lニテ

干宇午司維手?持4している」一叩ド山山ぷ)、bら、コ〉ぺLし〆い ノケj、 了ともがいて初的て、人牛lは正完U山以Lh:L、

日己実土域えで主る 叶川川"と考える 1")斗訓i川に叶iの人々が争1紋t存("と:三二し Cfお3り、 結治のユ色

を>>~択 L なくて b 、必ず L 'L 了どもを bうiJ"!よくないことにならないよ

λ むある合亡、こご E 事実婚 に対じ、石d 法はどのような安勢 E

抜ってきたのかの問題が牛ヲ〆ジ

また、 1;:i.占を交えt、未婚の女性が子 f もl継続的に関係を{}/;ちプ:い

f括合、!日;出した)~: i)に 川法的には I LJ:料綬，，\の原 ~I) J の働主によ打、

女件にはある花伎のl1C広告があるが‘男性、つま!~) ;j~婚の父は R ら手五絡

会選択する i長台や給制の不成、'lYl{:ぃ~:i ;~:zfSË を経てもとにお、了ともとの結

合関係を継続したい場合、如何なる法的なbJI別が働いているのかι それ

ぞれの|同胞について、 1.;，1、では考察してみた¥.-.¥ Q 

間
同一一一品開

f己14)4ぷ頁

(J!1~) ilOt， 

(J O¥:! .11頁

日1白口
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iともの日己;そ7e:':壱主 1

、 Lawrence判決から再び提起された著書笑婚の議論

1-IIJ述び)LaVi 町 nct判決?)汁、された徒、州政J{:f;土rilH主総に?でしでも!英主

婚と ιl禄にAr&a[:t.1の権利及び義務を認めるべきかFJかをめぐる議詰がより

活廷になコているら Lいれ J、 妻l申jと返似する:Pllヰ捻も認められるべ

きであるといった議論の机拠[土、次のぶう i 淫りがおるこ百われるロ

手ず ついれζ、!日H主奇カッソルが 夫 妻担jの給総にすえって、~'(，':1:

愛it と I"H禁に伝統I':~な緒的の儀式を踏まえるかムだこい弓理主である口

それは当挙者の婚拡を尊重するとい~，芭忍設示になる 方、当日官儀式が

れ&われ J 効果について、憲法からも保蒸すべきだ(:v)うこと〆な，;;)(

つリ(.;t、平ホ保設~J良に ~I弓ら L てみれば、 rwt安 fí をミ L，.)'( y~.妥 .fí

Lかす詳販の花利投び託子さを宇一イ;することができないこすることは、 t':的

松山jト:基づく差別に同干ると言えるため、当該規制に大JLナ (.i)天質的関

連主の可決審 Hより I設しい重安土権.~，r:(J)可決審 H)i( 平を安求すべきであ

る川、と， ，う王d長である。

Lawrer'.ce判決に本l"tるのしOl，norjik判官の補FトE. ，~:t:t'-~こよれば、総かに

同主主給宇禁 1Iしたりfi;:1以した iJ~，ょうとすゐ刊!の日むきに丸トし、憲法の平

等仮設条JW:二県づいて少字くとも性的指Itl]による;T;二日:jt.~- •• :認識されうる

し、門l点、#去の);、準;よI-Fなる令坦恒に l卜まるとげではJ4行ない μ 、と j1 

えよう戸 J かし、州側が同村婚を i認めることになれば、事実婚ゃ ん多

支持jの結姶も認めさゐを得な}ヘという品l躍が完全l払拭忘れ得えJ とも

口えな旬、 しかも )'I~ -)'宇絡に上:)1[-~成される伝統的家族問係を似設するこ

とには、 Law~'己 llCと判ィ士 もj甲部長守、白身が7μ乍:にれ棄するとは

己ぃVJ引な"と考えられる υ ザ;え l工、 ii宅胞の社:定をめぐる町立さについ

て、:，::lWl'encμ 1':1よえがトされ 7;;=.0年秤 I;IJの 九七凹年の Vjム l叫('( 

Bcllc '.Tcn仁 v.Boraas (416むs.1 [1974J)判決;二、漢字5最持裁が合]甲子r

のヨ司法審守井手Y干を)lJ ~ミご、川政府には!パ絞 r1'J家紋のせ日を保護するため

にu宅泊域本夜保するlE:fえな権益7J吋Iイiし、当該住宅地域か止白紙悶係

干必WHill1+を持た士いカ;;"/}J.-，を退放する|有吉となっf土地元IJ)lJ i主をJピ

L~:-; .:ohn了 Nc'wοKο;;d[<O!1日[dD. [úr~ll l1(~"， SUPNJ nntド ll:t:'.: 9ス4

ーゆl
 

v

一
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-λ入

問 ふ1

持すとことをY-i:HL--cし、たのである 日同iKの主倒的拘束力は LawJ

日】間判氏l二土つ」も台定5れていな u、と1中!e'fされる〈

そし工、テーマをも弓少し拡大してみると、出邦最荷主主がTtの 地利

用法は均的者による匝持ーからの共:PJtt.i苛の巾泌を認めないこ宇る規

どはJ!!f;効だと明党:iLたCtebUfYlt:v. Ct'bHf!1t: LivlJlJ..:; Cellter (4-73 [;.S. 432 

[~9R.)J ;半Ui史という子{例が存イi-clる(， [i:;]判決が紫効判怖を下した)'1'111の

つは、 1該|柏村)が、"，認知的障 A古→者と I"j数(/) 故市況〈しかもぬ

娼関係などもJ手cてvゐなしけに 4る つのt1恨の下で共同生活の0L込

みを認めゐことに対L、ナト j!I'J元吠日o0't否者の凶体から 1I削i，(グ〉申請を認め

る場合、女Uj:ぜなる社会的手!J廷を雲するのか￥証されなかっとため、合理

1':宅Ffk糸棋を:埼たしていなし hと見倣されたのである。しかし、この仁le

hllrt1c河川の多数吉見は、 :IJがr.e:l!利用法の運用について正関係平婚

砕l!-l.k~係を t寺式な\ '人ュ主UJ;毛iiJ牛日を認めさてアない止するならJZ、iuo<Jp苧

害者 lこ丸)~て例，7~ゲL債をiほんもくても良し、と 10i主 LCν、る川}こう LC 、

La¥yrer;ce判決を再び拡ojL~ "_-)て考支てみると、同行持を容認寸る時台、

ペタλその、1事者ι主にメJしでも罵イTの布市宇手有するここが認められるこ

とになろう、そうだ〉オオしl王、 ji;J主した土泡利j;↓iに閥寸る'Il側からのコ

ントロールを引き Mi.き作日立し1 も点t，(1)かといっと議論立7が浮上するこ

と11¥i~空けられなくなるであろう合

ん、 Lawn'ncε 判決がもたらした議論の中で最も宝寺戸とイ5えられ

る点以、立11-、村がどのようなノ主義を以ーって如何なる者が子どもの扶養に

jr.~1l: していると判断するのかとい弓間是正である川口この間訟を将察する

iこで つの手がかリとな!~)1-;;るのは、連町長、高J之が了どもをま去受宇るの

に如何工心昌が冶?きでめるかを刊誌「ずるみ準の中に「木県 とう条司ニ

を設告三万ることをめぐる判断ごあろう。Il1i，lOis川ご，;@こった fElγ仁川、

Jarrett (4UO ~.E.2d 421 [::"979J:;事件に対 lハ津子EhAl判決はこの[)-i]誌に

ついて、判断を行なう "1 能 1* ヰ示~~l て 1 'た 1かしながら、当時の迫

竺!，! ~; D':!戸

iιι 牛;，;.'

ι出 iοιd

り JII只仁 936
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iともの日己;そ7e:':壱主 1

邦最高裁は、ペ認す手↑牛をめぐる了とものEi議権を前天と攻給し、日つ粘

絡をしていない男性と|司棲しているほ視から取り戸げることを認め γ 刊

の設場哉の担j析を丹持存ヲることをJ巨絶したーペ設雫f干のけ シオレノ

ラ Jを百Zめながった故に、連邦最高Aえによる見解i/'山えれるごとはなく、

先制j拘束 fJも認めら:fLていない 1 従っ亡、求併の人々が了ともを扶3'tL

ょうとする行為立14、を民たして何人の権利(伺lえJ工、ゾプ/パンーの権

刊 0)1'使の はiだと LJ倣す~父きなのか、或いは子どもの'1みの斜から

4、認を待た正婚のカップルは宇どもを7主禿する権利も 緒にRJG伐され、

刊iからの茨ij，:1を会げることは公く介衆トド(憲法による保怖を r三げるべき与:

のかぞいった問題について、 41;こ連邦最高波I;t如Mなる符えも!n;_てい

なu ょうである川c

ところ寸、 長婚の同作とよど↑ヰと子とものt目立関係についてはまだよ長う

見IWか存在している，. !I'!によ始。〉男性ι+にもの凶係を、ネ沢J土 (1'1 

凶における)未婚の父(J:コ壬ン ロ 上、チどもに対する格引Jも義筏も

認められよ二、事実|実在しない者として扱われていた;切と涜べているの

呆たして、このような視点は;JJ(r、了ともの主主議寺めぐる「了ともの最

の!主5tU(l) !íß; きの、ピもて~'~刀だと百えるのかーこれ 1: 尚 L 丸、

次の攻じにおし aて主邦浅高裁がぶしたIiloJに沿って検討したい)

二、未婚の父に対する連邦最高裁の立場

辺市最高決U: I未婚の父 0)J'h j立をめぐる問起についに}，;;chaclHι 

Vido，ia D. v. C己rald0. (491 1討 llLl[1989] ) ';'11 i売が作成されるまで

に、前後合わせて九つの :l:l~ ♂とを f しているらしい2，そして、未拾の父

と後~:~に関わる問題について述:町長高裁の湯が全体的に司\明日京だと吉

われる刀~.~ò:'1り、:欠のようにいくつかの .1: .{ン?を伺い知るこど刀すごきょう乙

ヱF換 に、 StaelleyiI. Ill ir二 ()i~ (4U5 FS. 6iJ:5 )9721 刊決が強訓し

ている Jうじ、家族の粘心 1*は、合米軍憲法の修正 凹条によ勺て保設

と'-) lbul 

引っjtif:・前掲吾1.1

η l 未υ，.前掲古汁

!.'C 1と沢・口I

~Lì:j、 ('::1 U '441) 44 

'AO) l4tfL 
(41)) -:4- 1 ，-~132 訂 r

(/10) l52頁。

11:的|



-λ入

問 ふ1

す t きであると終始 討して吉わ内ているのごある j fý~ X. (.工、 SUml引

判決で引用される IVTeyeJ干:)況や Sk;;Hler寸1)i.主:(.こ f土、 cC... J結婚し家庭

をつくり了どもを安J土汗ヲる自国が修正 四年:の供認を λ げる「白出

に台ま才iる」ごと、 1:- 引でそ?条尽の h との也事杏をFうにあたっご‘結

併と牛法i土民族(1)イ[:tiと存続lとって基本的ごある」ード.，こと、といった

い11寺が含まれとし:る、 {)uilloir;v， Walco~t (42.4じS.246 [107品n半U決に

よれ ι ども、 :J~々は多くのSfににおいて、組了関係が憲法ーの保誌をう

けるごと害認めてきたコ[...州うす認の〆、逮括性を示すことなく、そ与

するこシが子ともの長占の利.i.~ :..:ノミるとしみうことを唯一の桜拠シ Lて、

|向続々 子ドも，t_.))以jJにもかかわシず、血縁上の家族を破i史しょへ台ヲ

るなら iJ，アコ ープ口 kス条項注反となるであろう Jソ:34、と説時jして

いるのそし ζ、司ti:'.Lの五十Ch2clH. g Vlclo-ria D. 'i~Uiたの rt では、 cc ー〕

本ノ干の父チi共j係も吾、決トの保護をうげるどしている」出にされているつ

第 に、 5し，~nl町判がとか不した l ぺ (1ごみの)父長!の利益を保設す

ることが家校単{古の結合'1':1の仮設につながる iそ26といろう考えんーは、:定子

縁す1宇治三三せようとする旬、ミミの父叫がそのJJ)Zì!~ ~こ討して掠存権手持

っか合かを判断V る事誕において、末婚の~，(.-::寸ニどもの問の 実'[4前提

係!:1(をきE'，とする)is-l生が1:まれることに繋がうた}安す ξ〉に、未必ソ〉父

よれ 405lT メ 64~ (l~)n) ;ll (-i!J1. >1'、沢・ヲiJ福寺己 (~~O) 144-頁、

ひj 4:).4 U.Sヲ46 (l ~~lg ばヲss. r-.:i)('七j梶宍 J主 (Aii) 1，1にI三

2:，'， ，191 ll.S. 110 (1989) al123-12.-1..1乙沢ー削J司書H (-'10) ~s::n ， 

!.'h 40日いえ臼凡(l~r. 2:，叫 G日 6;'<2.)，(ιr~ .前j可否j]ー (40;】，44同L

ぷぐ，fYIJ/~ :.i:' C:al刊日¥'.l'vJ山口:'[1ilH'd ( .1 ill {l百公的 [1!i7!I]i事JlT~. にむしいとは、迎

去最有裁は c[...:求婚の父hi、ヱ乃主子縁組:"-=~~-~ Lて、求婚の母と同じ決定

権ぷを-'F!してはいな 1.'¥.] ことウ C. J門的に基プくし玉分 J だと見白保され、 c1: 

オ三孫。ノ之 ζ 母のyJ:J.l&'.'は、[...J 隔が了の長 (.1'号討を促i十よるj 州の引j訴と:主;

質的関辿忙を有しごし h主t，，-，ごととされ、 I[...J 柑外チグJ父 Cj~ る、とがはっ

きJ しており、 しカか斗も、 ?宗~;弐5的な〉工こ r:刈斗 i係干毛ミが形!成ι さ iれL てい。主場宏イ介干;にφ まで、 父i母コ
伺l区E町別(リlを設けzる)ことは、 l広;に、詑寸さぎ♂/ゐJ

した「 また、 Lμchr、k臼obcげr口ts引叩o山)χl，( ，1刊63U.S.2幻/ぺ~ 8 : I円983記)打刊マf決更では、 ノ〈峰。)

父が、干の弘弁に詰if!日"I二時ソするここにより、親と Lての古いを十刀、呆た}

てLぺ1 ことや小すとろには、千と人的法制令深うという父0)五l主主;ょ、プム e 

ブ口てス令、lJlの 7で宍I'i，'，'な保誌をうける，t-再び説明されてしる。ノにわて・口t

r~0l LiJ:Gl :j・440)44つ



iともの日己;そ7e:':壱主 1

の和l誌や保設すべきだと判断する古II¥ 、 1... 伝治の父が、下の身付:

引もしくは楕Jつ自ーズを充JιL、寸乙に助言や指川、を lfえ、日常的:こチ

と lCiJ手することを申:~ 1:1:¥ることによハて、 子の苔について J五涼に支J王

を負うよ品合;こJ 24たるか汗かを苧j附た後、 ci(.、清一者による義了

縁組子況に33い亡、他の裂がその惇.fljの終了にJtだコ-c1えられるのと

|可じ予言法上のデ L ・ゾ口セスおよび守守 1~~~~ (iコ似障を受げる権利を有

寸心内かとうかを ijそ乙ず心ことになっとのであ心、

第 に 、 CaiJ叩、九Iohamrr，cd、441U. S活。 [1979] )判決;は、1":'ー]

苅牛厄にコいては~~'f年しながらも、母子関係の父子関係への一校的優';l'r:

1t を存定;~vC J いる v それ故、 '[-..J;()生氾の安十縁組の場合をドのよ

う}こ考えるのかとし寸 141胞が残されている"".'のであるロこの点につい

て、鈴本侍史~'.! --_. JL JL (]年ド XcwYork川の最高裁が Jnthc Mは1..cr01 

11λ (jU巳1~:l (1 r I ド X， ; II t h ド九1a eteJれ flL~bv GI1"jお ¥7抗¥γ2く 387

[ 990]ノ事刊にヌlして下した判ULをよflしもながら、改めて Iチどもの設詳

の干IJ 主主 l の原出に対応する I 実別的問係 l の茶司ょを持議しう，、|品j~ß解決

への手懸 :'1や提示し亡いる すなわち、f¥;ewYor;(什!の最高裁が山該宗

flの問題を cr... J I窓丘、円1)f~設小逮ト主性の立祉のない F;i り1刻チ闘係の

継続を保障される権利を主主パ限に拡張して、 関係が{+1'rL. 1うる前

ために訂[3'，される均台、にまとYえはすべ主主とうか、そ

Lても Lてうであるとするならば、ぶ舶の父のとのような1--j'frj)が、こう

した権仰を交ぬの父にゴえるために十分〆される上うな殺としての玄包

を負う列、首を小すものとしhえるのか fIに*:t1-') ~ [ぺ民主1;最品裁は、

C ::，~b 2. n ケースでは、現だの需議:の関係を千1 して! 'な〈とも、ヰミ拾の父

がそうした関係を形成する熱意をノト Lたことや許制 L1 ポ料の父を保護

jる一方、 Lc江1今一スと Quilloiじんースでは、未婚の父が子(:ù)~1需

f奇書;.:. ¥'1()) l/:iJ'ミ・ Hil，T"..

弘、 C1i~.、旅 lと アメリカ;，:. )J !' j" ;~) 1'-士L の説下院f4Cの保護 ヰと括的父の乳幼児

との 1~1l手形成利益の{車庫じついて 凹 111判明 l;j~~ 明代首J技法の訪日 出野11

三郊先牛内 f'iijp己主，1(成文堂。 1993守二 )2Gl民

的未~) ~ .前時点出 (4り! '， 48民ぃ

ヌlり鈴木. 1引iJj品論文i'~ (238) ~70}:ミ

可 1 鈴木・口IÍJ 担論1.. ì主 (:_;:~Rìι日一 20{)頁

~Lì:j、 ('::1 U '439) 4:59 11:己|



-λ入

問 ふ1

をjιたbiずる機会や利用しなかったことかっ、ペ該父了間イ毛すイ京議しな

かった(~認識 L 、 cC... J適当な事情の卜ご末婚の父の権利が百五めら

れるべきであるげというが論を導」、たのとある v

(:l[のよド、;t;，¥¥の父が了どもとの間:こ如何なる権利義務が形成え

れるのかと L、う問題について、 i~~;::I;最高裁は実漂っョ関係」の基半に従っ

と判怖をする似11.]があることが向われよう日一 2ころが、子ともの烹ι:
は裁判所の判断に!iGIロ;に反]::;cされ、日立し三{土ノイLごされるのかv この疑問に

つい亡、次は IC...J ¥子ども¥同骨は、禿子縁起lを希望する旨年宏司11

たが、 lilihで、実父への訪問を売することの希望をも友明してい

台いう事案に関する苦言己ジ)(hi l1 üi~l 宇 U 1:ぶ')令ii、信!を兄てみたいハ

三、 QuilloinV. Walcott ( 434 U. S. 246 [1978] )判決

本iJ決の-~'.::Æ;斗係およびiJ決起「町の中で作 q'j べきりはJ大 (j) 歪り

1甲される υ

(ー)、事実関係

本件こ係わる川 :1守〈ワ Gf'0f釦河川 i~.t f王、 iと始の父/"1、制γHの州出f生マト認

しないぬ合、婚外チの企;チ縁組を阻止する IGJ人O--;1't干lを認めない':l 

1しaるν そして、ノト11'の未婚の父l土、li」有婚外了が 歳になるまでに、

嫡I'H析をr忠定しようとする干狩を取ら 1'-"~こ、祁父がさ!:í戸波野外子この誌 F

総長討を岸請する|際、初めて対外丁との輸出也を情 lよ与と里、， .ていた

その上、当該UL，}y-+子への継続的扶責主主務をヌ丈ヲ父の，Q:凶が養子縁組rjl

議が?丁~~.hわれるどでに、事うとソ，~.h'，，-、と円うことも干[1すjしてし、たコ

おい亡、ノミ婚の.とは修正 日刊条のデニ ‘プロ廿人こてワttj託子主条Jjjに主主

j き、未婚の父も池の;古料Lた父裁とI'j)〆〈ζうi、口 j-}の了ともの3't了

絞組hこN"、 m列する権利が保置される、 J主張したι ところが、持訴

鈴木・日↑uff;¥論ぇ;二 (:;:3gi :;Gl! 1雪

Z~:-; 鈴木阻副id司副丈:ふ (238ì 2GCfRっ

ゴ44 氷山グ)韮烈 l よると、 J人質的 J司!守、j グ)正当主r，::-{1-げにしないド乙1"]1elll' ¥ 

HlIglH's 'Hl ~:. S. ;31:7 ~1879J\tlJ iたがある「米;)-~ .問~~昔汁いり :/18~'150

頁

訂正、υ!・品u掲古n.:(40) ¥45民n

r ~03 LiJ:Gl :j・4:38)4:33 



iともの日己;そ7e:':壱主 1

高i土Ge】01只la州が不f牛と閃わるナ司法(っき、 了どもの最干専の利益」の

原則にH~ らしながら、当夜婚外チに対〕より古切な交チ縁組を選択させ、

~，!t に ir~r' しょっとする姿勢 l止、未必の父が芋有すべきであるい~ -，一・

プ口ヒスの1j主手1)を侵牢するごこにはなんな νa と判断じたれしかも 本

件のわ始の父は!?訟をi号外了に対するお、認の王計二を実質的に果たしてし、な

いことか認められ、他の普通にd-、j下必のず慌を踏まえ、子どもの縞/J¥':f!:

の承認を子助けようと 1る男性と比べ、斗みの父ffiVこは門え、了と、もの

長子緩和ーに女子|、 f口百する権手1)を持たせな νことがでそ保護条尽を1iJJje

しても透rxとは言えない、ともIJ百してt，f-のである

(ニド判決の要旨

本件につき、連邦以l可決(i1:-:tl 故の給与主に述:ハ M九rshall絞っ!官

が法住吉礼者作成した {土佐玄凡では、 h' 年の Sl~nlc) 判Iji:)(~= 示

された 三の条件を満t.L;十父親UJ寸二どもへの交わり、 111品、

識をf丁う権利Jはア I ー・プロセスとギ当半日l条J日、にi慣らして、

と井正

市)!二と l認められること さ才したc そして、什カミj主'1':1をl沼、められた父

と丁ともの同係に悶守し仇うとする却さは最小~J-!: (dp mi川市問、! i. 止

められなければならなしと述べ hれた川口〉ころが、京flの事実闘係;:

!?Rらし合わせてみるこ、 Slanl町判決が認めた未婚の父の権利の範凶l工

不Ljlであリ、小!の手!詳とよ婚の父の利訴を如何に街宣すベヌかこ日う jと

た干決(!)問題が伐されえため、法廷き:見，""，次r7)上う 1:~，対の父(/;実体的梓

i'IJを論ピ tいん〉

まfCeOム gtaナトiリにや[っと結期ちした内科は凶派的に了どもにメナする

事jを収1:宇るか、立， 'はJ主判所lこよ N全日こじて小冶fさであるとされた場

ノ;を貯，:~， ，-c、了ともの3t-T級新に討する IliJ，'';L惇を持つことが認められる

べきであると法伝烹児は戸つ;_~1へその 方℃、婚外子の場合は母測しか

をJ主た F、せみの父殺がを合タトrに対ずる+1，禾Ij(i-i羊$1とf7JSJ;:に T張

Lj11るのは 当日支持外子σ)母組と結婚ずるか ~riÍ;7ト芋に士、 1 て丸;凸併を

ztノ主する とるかのどちらノう、のJh主に小る げである r述べて

り(; 43，1 U，S. 24(-) (1~)78) ;ll;:: "7-253 

つ 111.~了 ~47 つ48

2'.h 1ι <l~ 2，18 

~Lì:j、 ('::1 U '437) 4:57 11:込|



-λ入

問 ふ1

いる J 生みの?に組はこれられjj;tをfよって， .なしり:1.1 、 AW-y~ 了の号本己し

か茨の権利を享有しないことになり、五三千縁組を十rTÒ~-9 る t1i: λ11 もは寂し

かイ丁f兄 しhとし、うことも をしてし、る汁.

、て、 1云i-1，自/，:，¥，ユ本ぞ!の子人となるネ婚の;亡が;dLの 午筒の

|品川 なもぺ該婚外了の焔出性を記、め上ろとしないこと、及び京特己な

7すにしカ玩具やソ↓/でントを当夜婚外子 r按争~!を豆!っ 1 いないこ J など

を11許認しだ〕それに加んて、 Jとーも七二f:土、本件(/)議了緑組(/)成./を期

待する主巴を干J:~ていることや、現に耳舗と斜路て νゐる父認のjたをつ

けたい〆いう/気持ちを干もっているということも を吋 vごしミるここ

で、子どもの意 121女院をI追って、口、足窓児IJ、 安子縁組が;品￥ I__l::.後、

何らかの条件の、で、 析と t、(Jリき続きデてiiJf人 (l:l~ みし〉父:主)からの訪

河も受けたいといっ士思を路かじ去 Eんした〈しかしながり、そつした百

思の表明，~ i) ~li也;の五t:;， 仁義一千止して迎えられ汗いと vミう寸二どもの希望

本米 r;_右すべきか或いはj主将するかもしれなし I c宮内

-HUをイザうか合かにi対子るじεnr日laナ司法によって影響を受けなドヌミl と

'，ït;~n- のところ;述べてし;たc 妥すゐ;、了ともの莞了級新手通

じ、長年に旦り一緒に過ご Lてきた人迭と京当の家主;になりたしけρ いう

要望と、ヲき続きょj三みの父jリjζ 父討[Li七いという気持ちは、本件のJ空訴

人が求める当該 へのJP台寸〆乙権利とは)]Ij々 に考え〆乙ベ主との心仁

j拐を裁判所は採ったのでおる c オてfふ土、了どもが如何なる d寺朕Cむな祐介

( fιm I ~:Y u川 JをJ十ち丈いかといろ問題について、子どもが当事高とし

f'f!.J江主でその荒見を:&flflすることに配車する裁判所の姿勢を汁

定的に言「ノIWしたい i

H~21 

4\杭は、 l乙海道ん苧審査陣+1法学)苧れ，'/論点 (200~ì土こ 3 Pl 2:=> n授与)

にJJulE.総1:したものである一 JJu:ll.修11-O):;!;~ 仁 J土、ロ摂修一郎氏(北

ツ Jd，;-，; ~4ヌ 24D

セo1J. .1': 2'[9つol

'~'; J，ι2'-2~: 

r ~0;) LiJ:Gl :j・4:36)4:36



子どもの自己決定と曹注(1( 

海道大学大学院法学研究科博一軒課程)にご協力いただいたc 記してl封書:

を表したい。

北法61(1・435)43:) rl061 



|論説

中盟品購墳アセスメント法語IJr:撃的

講道@運用@効果 (5.完)
日本法との対比で

十艮巴根出;

i、00よj 号j

〔以上、 60生、 4号)

(Jj， r.， 60.t.\~)せf

次

はじめに

が I平 成;境アセスメンドジ、母II!~:の沿 '1'

第1.UU f~:l奇 F セスメン:，:1;11ほの松山↓立法

存2節 環境ア七スメント制U'をのは ¥'f段沼

市:=;HIi t号境影官許i内(1);，))制主役|出

きも 節 環境アセスメント法!;i:].rft0) i(';'革の特徴

第 2:9" J，出段影響許制、のう体i主

第 1節 j烹Jl影響詐{回訟の立法片 11ヲル泊町乾図

的 2 節煙域γヤスメントグ)某志的r- l~:i(

:;f} ::i i!ij fs;) j五アセスメの文効IJ'J手i1
前パ節 環境彩醤-'-n';日しとの惜造的特色

抗日車 jCP3ょのiii思 7てスメント riJ;
第 1節 J畏jJ~'Y 七スメ〉 1、え芸イ十j九の;):(，h

~ú 2 f'iii 民J-;'l γ 寸ァスメ〆「文ぎの支持~';Jすl

第3節 環境7七又メントの~三千 J iλ{hl 

:;(， ，+凶時域アセスメン:'hJ;cつ:1 '1'比較

';;;1草 炭J~Tセスメ，における情報公珂と公坂参加4の l丈志

rn 1 節男JJl f~ 立三=体U〉実世

;;r52 iiIi J;者J孟伝説公民 σヲピ ρ百

第3節 球境アセスメン j、¥，-おける公衆参加

市 4封j ノf-~ 'k参加 ζ ぽi境行政司 ulとの関係

b 

LiJ:Gl :j・4:3--l)4:54 r ~07 



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r--i ・完i

ち信 5凶 仙報公;1司六 /iメ古参加の 11'1'比紋

第 Jャ 環境ノ kスメン)， :二五ける紛争処J:;t

tf:: 1節 民J~~γ 十スハ、ト紛々の u寸訪朝J IîJ
第 2 節環境ア七又メン λ紛争の行ぬ不jli梓元市ì[~ J文l以仁、初当日 iJ-)

前ス節 環境マセスメント紛午σバ子政~~;:品

日頃行政訴lーたの歴史的|口iiffE

2 環境 r，1 スメン!の行政i?í， ~f:、のそr'il詫出
:=;長」会γ七スメント 1))1'政訴告、(1)i良行;寅十件

ね堵q'rf:Z ~lr;訟の山ut矧 l出

~ J;出 t立行政訴討'>，J)利用~)、況

6 1是J克アヒス〆シ)， 1 ↓~( 訴訟の1'，，:，'1

7 景j~;.T-f: スメント?政訴訟の半開グ〉うj吋「

:;f} 4 i!ij fs;) j主アセスメ /λ における続争~~Jfilの日中比較

村本の環境アセスメ J 卜紛争処理ンステム

ぽ培 rセスメント紛y，の行政小jb審苓

3 (是主~T'I スメン!紛寺のすJ 孜142i、

40 員l~-/ 七スメント ~rý} '(:込坪の己 'lljt*~<

.131，) !') (ヤ

] 本f品のまとめ

J 筏されん課琵

芸高 3節 環境アセスメント紛争(J)行政訴訟

E器時アスヲスメント紛争の行政訴訟の山義;こ-~-)し h て、

{J」↑、イ¥11

や学説にれし h

ていまだ統 的な/，:.解がみら引ない打球j完行政訴訟の定誌を~まえとし、

えは¥素泣アゼスメント紛争(1)~ :政訴訟とは、「公民・法人あるいはそ

の他の組織が、時境保設行，t:~Z主符部rrr~ (1)出土者アセスメン人に関する具体

i刊行伐行為によ:)その計士郎J私利利点l十を侵害された}考えとJ均台、 t去に

基っき九民法民に行政訴訟を提起し、人民法院は当該環j互アセスメン 1、

業務における具体的f;-:政行為がf7rZであるかどうかを音公した与えで 111

iたをてす活動である 肝いうこ;ができ ~t -'¥じ

1 mut~I弘 前J..1. II~~'!共同fJ:l: J~古行政訴訟よ ::1 民/え訴民甲 iT1!:Q教育'}:院小悦 l計

会科学)問者 l則 ι20(同年! t_;頁{

~Lì:j、 ('::1 U '432) 4:53 11:め|
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問 ふ1

f者境アセスメン k扮芋の行政訴訟;土、域経行政訴訟の 探と L-c t.:t 
Eづ(Jられ、その枠組みの中で下絞が進められるのが現状であろう

そこで、以下で l土、ヨjす行政訴訟 般のI中:JIJF干紘みをl概観しながら、

足境T~tごスメユト紛干の行伐訴訟の坪治的状況を検討宇る η

1 環境行政訴訟の震史的困額

人fU¥;"1虫j主O);f;tif、イキ和JO)-I"でl士、 ょ己 J が;'[t~ ':2:' ~訴えることは/本

が罫されて νなかった H)B2~.C乃海洋深j互 flé，生法が 当挙乏が段境j~

政一主待以門の行政弘三』jlニ不服ーァつあるよ品作、処剖;文3記書をそ領 Lて 15七

以内に人民ょに行政訴訟;を提起できる J (け条J トJ主的で:ニ台から、

諸説行政訴訟がはじまる c その絞、水日汚ぷj坊止法 !198'1"'，+)、大気汚

染防 1:法 (1987立f 等の 迫のは伴も類似の規定を定合ったが、域廃行

政訴設は(J-:ITJ:J}l却のみを対象としていたっま f号、環境1-nF:文訴訟の械念，

J京口1;.千続なとの税jiユが欠落し、'人務上も仇去を状態が続いていた 19S9

't'こ行政訴訟法、 f~J克TZ法法が:1;:1だき札、 J来続行政訴訟の則論[訂正副

より大きなi立泉今見止、 1民間の~~'字解ιた;二串1:主的判"~.ri みが守えられ

たのである

L七がJ一、て、この時点から'交際ι')r:辺境行政訴訟にお ν、て新たな政き

がはじまった。 1タjえl正、最r;:'J人式法院 n政審刊j廷の続計によれば、 1901

年[， ::.-12月i\.お}過ご ~Irl冬殺人民法民主 J乏埋した」最境行政訴訟は [08

れてあ;')、言t"q ほからの日行;あわ{~て 118(': であったt:~れる y こ

のようにス夕、 Tした工芸:nii!f;主主ヰョi;であるカヘモ iしはどのような1ぶ的、

周治的措 liEをもってし aるのかを概仰し亡みよろれ

2 環境アセスメントの行政訴訟の受理範囲

I表J立ア Tスメン hOj行政詐訟のそを型車u叫について、 点法l市民範はい

まだなされていないο 行政訴訟法11;をf 列挙さ:{!，"C v'，ゐ受埋範回lよ

れば、兵{主的:はJFJのよう会手息子環J完了てスメントヌー政訴訟の対象

丹なりうるのではな、づミ台考えられる}

予 ~n加Iミヱ編「中国環J主執法人、 f己 l 中国 Ú-){i:'ft 人学~~; ，~;i社、 199:5宇 ì ~>î り頁

r ~09 LiJ:Gl :j・4:32)4:32 



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

:1)[東i克行政処罰1]f-:%ιfvUえ[工、 アtスメン k二子j売の小川・イ、防l-れす

る警告、辺料、 J品業あるいは f~f;;停止命令、け]設置佼!日、長RliHイ、三日正吾、

何i'i只命令など我1j，計丁政主%前|円の許認可行為 f<えiえ許可吾、予P

~.f: ti、 ア ゼ ス メント民生存(の認吋など 探j完職支の不作為ο 例

えば、環境アセスえン入報告s~干f"iTの符念あるいはその他の法 >c~"，号の

ィ、 ;p~~~ レマ/'，，!J/J.:ι '1、当な:詑務履↑Jの強安、l 例ぇl工、行政のド1子方へ

の沼華jédîÞ内費負~:HC)詰l!主、ア h スメム/卜人吉グ〉脊査と ii!: "，1における不14-

f二時境保己主治設備の強要などハ ¥5)-:イ正予干のド111:、その他の人与権 t人格

!t) .財道1をの千三省 令 1 え:工、延設ブロジ工クト J:~j 1fT選定、または|ちj誌

がJな人身権:j¥...-tえ棒、) ・財産権内侵害な;.竜1~投機関の出境保Et

強制j措i量。例xl工、ア“スメントヲ続。〕ヌt斗 不信に芹j ずるよ~~判の出納

による財産の差し押さえ・凍結なとし戸、J最J克行政賠償訴訟し例えは、ア

セスメ J ト(::かかる??政の利子h 刀、、環 l克行政筏;記ま三はその ~~tw， (!)兵

体的行為lこより、行法的枠九JヂIJ訟を侵害され、十日、害がとじた場行なと二

しかし、環 RJ民投法10条が、公以 法人あるいはその他の組伐の行政

訴よ:提起権手認めるものの、訴i~t~のよJ象わ為手環境計政担ごとr; に m~，三して

しることを考慮vる〉、環境アセスメントにかかわるむ政訴訟も狭い経

国で取り扱われる可能恒もす「ノに℃きないνFUラアセスメン 1、の不、i不

備に対する行政処分ゐアセえメン， ，2.去の王寺杏 i{~-II~ 等にウかる具件、自立

訂正!{h-t~ を、行政訴訟の対象と L て[ふく認めていくべきでお&ょう仁思

われる

3 環境アセスメントの行政訴訟の原告適格

I)?ム泊中Z?とは、環境IJ政訴訟の提起者が備えるべき条件であ U、け己

の名我\や環境行t~Z-r'J;;訟を掠起\やきる当事者のまllllJであるとされる，

行政訴訟ィ去:::;4生i土、 公I己・法人あるいはその治の組織は、行政機号寄

与よぴ行政機関職員の具体的行試行為ウヲネの γ 合法的権利利益 lG、、 ι

を必害したと「認め J 三;]J とき、本法ldAとつLゐて行政訴訟を提起 j

る権限を右7る>:J::Sめている v まと、最凸人足以、 ~;;L(/) r-r~-r華人民共有;

~月主林 詑<=i:I楽ヱ嬬「東境ノJ政法J \中国人事;H~Ji社、 1抑3守ワ 11頁J

~Lì:j、 ('::1 U '431) 4:5 IllOI 
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問 ふ1

回行政訴訟法執行の力下の問題じ問する解釈J 12;長l土、「兵科二持行JJ文行

為と、i干トの平 j中闘係，を有する~;j:(・ u、人あるいはその他(/)

組織;土、ペ設行為に不日足があるご卦台、行政Jト訟を.l，}l:!t~守ることができる

と規定する c

l記の行政訴訟〉士 2条中の:jノ、 上ひ最高人民法院の解釈12条中の

いかなる烹l時こを有しぐいるのか 1 三!(立、 G""{l、凶，1圭市j事j析か侵7止さ

れたという原告の七割的判断であ円、 ttl:A'iJ1.;.~吉の蓋然性でパちろう「この

ような形式的な要fからはるこ、あたかも権利窪Jfの主主伏F干のある行為

すくてが訴訟の対象!こノミり、 )Mb週絡が目、められるカのように沼、われる

が、ょ:係;こIJ、時l境ア七スメント売に不当・不備があるにもかかわら

「、与えられた認可処分の取消〕を求めて 1
1
;1I iJl:しても、原告にそもそも

拍需がそ1;，Iパコ、ないという埋阿で原件適格が認めら Zしないこともあり

うるコま J¥ 、1'1にごついてはどうであ乃へか fh'丈的権利向J24およりぐ

出ff上の利害関係をどこまで認めるのかU つまり、作法的t岸和J利益の範

ILlJiJ{fF!<:処分の同校的な相手万(行政処分の第二者いにまでおよびうる

のかこいう河患である)

位手妻E主主、ノサj千万の，IJ;¥0J藍得につしーではと在Y争いがないものの、同按合j

な村 I}♂ Jりの I~九十民生終につ 1 ，て lよ、 "i~ 説における議論が激し近時=の公

訴~;f日?戸n議論 lよそ 1しにあたる戸この点につ， 'て、時」持粉争の科珠代会考

えるろえで、|向礎的な村j二子 jjr/))単;!二 JEでお:認める見解が有)Jとなりつつ

めの、:五務にお u、ぐも原tzi豆格が認められるケースがpじっくように

なって主ている

4 環境行政訴訟の出訴期間

と時，t長1~~む去におけるイn文司?訟の HJ副長期間 u止、は〔訴訟

! 1; 伐の同:絞;可な相予 h~_;二、円(木 n~1; 成 rJ'!';í': ぶるiC: 1安;力な権利義fJ5-1î--'CJJ 

:J、r:n接的な桔 fhとは、呉体的行政行為的影恕をそける直接的なね寸む以外

グ〉巧むあるコや1え{よ a 環境保護問が， i-:':r;，J):ブロジ L クト瑛境j'-.-:~スえン L 判tF干

害:について審査・訟で 1. た十号令、定試事業省が五千三ぷ~ 7~: 中日f}，とな;人当誠定

設プロンエク i の宍出いぶりマイ?ス内総出を受汁うる!記 iû注民が問 ø:u~ な相

手hにるる c吋宝林誌と<=te長主編 前掲注 3・'7:ワC.u，

Ul LiJ:Gl :j・4:30)4:3つ



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

:1寺効l，1キめぐる規定l土、村:Jj_仁矛!f:する面があL。行政訴訟法¥:"~:;: 2 

極院の肉声ヰ則前う定められどいる すなわち、:])行政小月比審 ~Ç-r絞をれ

た場台、そのWijF邦jre: :土不版辞脊害の;[.箭r;， l'j 15円以内であ l)(3己

条人忌~ï白抜人民法院に出訴すゐ場合、具体的行政行為を YIったはよ N

3治i月以内となっているはち条) これ lノ汁して、環j立決議12では、素

境行政処罰および，f"-Rk 小似審杏決定にふ服てある域合的 IJ\~;~期間(立、処

詞拍知青山受主→ 1iおよび不服審全t夫J正苦のA乏il自1Iよりひとしく 15i [日、内

となっている (4G粂)、したがっと、行政小 1;民安否~t-*~; キ符た場 iTの山

訴照品iは、 ?l政訴訟法レ E表情保設伐ともに I，)H以内シなっているが、 11

政処罰を i主 J芸人民法院しに訴える場合の円川、期間 l之、 1~孜副主、では 3 か

月以九とな Jているのに対 L、環境出L言J土では1SH以内と伝くなりてい

るごとがわかる}し』ずれにしろ、場二査波手干の治決併存考えた場合、 Ur'. 

UJ 同誌存期 1Mは短すぎるという _T_~.三に共感できる…

5 環境行政訴訟の利用状況

T宗f克お政訴l"iと:のスタ- :~ (土、 |込したよう;、 j1 政訴訟渋および環境

保設施行後のことであり、その医史lZ非常 〕かし、具体的に

どのように利m~れてきたかをまず統寸で確認することにする)表 5

:j ----1 ~土、 1リ06イ1 以来のlDイ1 聞における蕊弘行政訴訟の利用状況 Eある c

よると、原境行政訴訟の'-~逝件数i土、 1997年γ 、 30UO件を巡え

とピークシなハたものの、その終同i'i数はわすかι11'1 つ。I?引でた 1人

紛1，'が殆ど貯決されてし、ないとい弓ことになる v ま/之、号疎件数のi目減

の差が非常:こ激しし、ごとに付い、終同Hi設の害Ij{;も2.1)活からリ2，5%ま

{、{殺しくばらつきがあ JJ、決して 様ではない J

ここ¥すョ摘しなくてはなんないのは、 )J31fTの勝訴半である}縦士者行政

);::F-ff詰:終局1H!ぇvこめる了芸護局1寺訴の苦:合i士、 1996寺の79.:3%をほ11

lZ、伶こ90%を思えて右打、 2以)1午にはきっド 98%にもi主1ている r ユ主

j克保護局 イコール原告の敢訴率r;土青いきれないが、少なくと

もidlj15-(.;t，li 比例的な関係にあるので、 l原子守lこI;t、球境紛cj'について行政

訴訟を絞起したと Lても、殆ど敗訴して Lまうという厳しい現実がtTち

ミ熊山崎: まお 直話注 J.川頁

~Lì:j、 ('::1 U'4こ9)4:';9 11121 



重量 5-3-1 環境行政訴訟および終局状況(割合:%) 

¥ 

-λ入

問 ふ1

¥¥項目
受理f[数 ~<(刷;ィ'r[- 1;i "z足早1二数

7J日立{~-~;';~ 終同1千数 日家行政)

宇 I~T\¥ 中山古f台 同0;持主 1-;刊)'，5:J今 始1害事f:
¥ 

¥ 

19% 9:2 円フ i9 3 9宍

1997 ::;UIG 64 フ l り二 96，9 44 

Hl~μs 6:，_;1 :1?0 ;i;-L:: i乙

I q~)ヨ 2.112 42'1 lf'. ，-'j ヨi汽

2，1(:': 90:1 jSO (]3.8 日4り ，)4. 56 

è~0U : 15.:;9 69E 44.6 08'::' 98.3 48 

?，OO:: lOd ~!~)3 :)~; .日 ~) ~);) D(，. :l (;2 

ム旬山、iぺj，)っ ιヘ】 ~) 'i:i 8ぷ4 出 I 0~.2 '3 

~()lì4 G:)4 ':ilfi 88.8 
J3bR4】 I

)1.2 ムJ

~~{)(\:J 1 ~ 90 3引j 3.:;， ~6 ， '、 ~Ú 

汗 ，ζ主計ずータ十二吉メニ J力イ ιnものは合士主い
lつの部九、はテ タなし (1f: I~~苅円|年針に lU%i午. I S':;ぷ年(F"ヲ タがよ友け品 ~')T

い。一
11'. ~毛 環斗か政'HI""，訟の îr~什君主;ヱ 11 '11:悦百|午訴の1叩 ん悦年グ〉社年攻防之、亡の也J土i'

I平l快境イl'監ν)1997 ヌO川 :1;.0);?~イi 度山により作成♂ f ものヲみみ

受けている、 n、では、中川;の部'JAlJ 政刀、不当に~，::1JEっf活動を千J-:.' 

1しaるのか、なぜ終日件数が少ないのかにつし】て、 J!;i士号ア七スメントに

かかる具体的行氏訴訟の事f7りを通じて、実討するここにする。

5 環境アセスメント行政訴訟の事例

E宗持アセスメ〆卜;立、未然防 lを!iとする子続であるがゆえに、 伐

の時J克汚Jえや戸主;行法rま妹、れとは id なる十十 ~q 今 -'rr 守るはずであゐ j設j完了

ゼスメントに演ずる紛争は、実日:にどのように解決されナいるの治、市

油dてはいかなる姿で，1E可iされ、いるのか3

(1) 事例14]健康権および住宅の安全が侵害されたとした事件7

八 1Ii ~司段段午鑑では、 l炉、告の日害訴とはなく、手話責保能向の接訴につ 1，'，て統計が

なされ ιい;f，;{/jで、ての干 タを杭憎して、閉口勝，i~、の剖j合ZZ を t[J!，訂推測;

することに 4るn

L9，~告タ「トル l士、[尚早41J1為1tfiXl辻官、境保書片山ユ良決U12犯}、健康ほ布H士
む安全烹)である L字けたよ編「環境保よ行政訴訟群肘・刊↑叫・主;.S:'， (1-戸→l

r ~13 LiJ:Gl :j・4ニ8)423



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r.'i ・完i

J原;L;-(J訴人馬l巳 J労働者}

被~. (t悲卜訴人 x 市/~互の環 l逗保子堂，!-ii]

~ー者 x市x:豆、〈鋳剣-;t:~;]宇t'H'一仁場

1992介、 ¥ii)'ノ区の¥ーじ場{以|、「吉行 者」という)は、×付の鋳鋼

と共111)亡、金属桁錬業校舎営みはじめ、での稔投資制は:;ZO!j}じで

あ J た〉第三高の近所に1l:~(ュ区があり、そこに九氏 l以下 r-J\j~0 J とい

弓) がイ十んでl、た 10円三ノ1:111"1811、*'一吉行士、 ×市 1メグ〉環境保護足

「被(むという)に建設プr:rジェクト時境?セスメン t-，)世l二千巳を

提i中L、1，，)手12月三日 に審火意見>!f;"lJされた許可書を'乏け取ノたの

第-----:15-;士、 I993ir 5 月かん~~駁逆転を開始 L 、深刻な続討が4きと I__ l:ょ

として、広告を自む tちの干す1¥，に口ら5-40元ずつ }i-=fL/) Iこコそこで、泌

すレベノレを測定したとこ λ、基準多ク Jアするものであった。しかし、

j只告は、足首守がまえー深刻である，，'いう述fT1で、被告[戸市る γ記γ セスメ

ンい朝ifTf与の干存在 -JJ、判決定的;I~iè'f し、および、第ーで者企業の抗議日γ11

を求めて、×市1思jぇ:早設局にイ、，iJ:}巾 L/_:~[-ごを従起した。 rt環境保護局は、

1~;94年日月日 11、主車両;よる第 者I<:XJすゐ帝査 e 認i:Tfiた定会議持する

裁決を百 w寸主したじまた、第三者が7試駿運転絞、 J支L{き存の中靖子絞を

して 1，、なかったという理由で、 10~Ht-;;. 8 H 9打、:5000元の泊料に処こるれ

ていたこと治、以1らかになっ fこ戸

そこで、 r~:~こil土、:f---政訴訟法5~条 07条仁基づき、×市(:く人民伝院

に1--n;:)(~I~訟をすて但し、被 21が石コ式上記アセスメント割合評の審苦手 認

可決Jj~(j) ，~úì'j :戸、ねよび、主主ー:背との 1出品責任として ~.S万元 J)+-~';点目セ

:l(をふめたーそのJTI11 :として、尿JJlま}:Jドの点をあけた J二上場がJ見 l

付がE号、 i、:、 fす崖ずるので、ぞれが地んね正文規則の心池荒立乙i反する

l芸11;・1"'，聖11丁税法 Jの日未にふ才しl工、主主化む「物柁涼へのJiiiコnよd;環境l呆

支局のff結であり、仮告には審メケ a認可のは肢がないc 第 討が被告

ド大nて提出 1た下nf-O'-;:'r号請需では、弘、?空資泊三50Ii-;ιとなっている、 1かし、

民法制出版相、 2(l(i(J年)nl-2;-j(i間

れ審査笠比l土、 主主情を超医して汚!N訟を1'!F!-Hしてはならず、技 l時(二府涜伝説

吹芥を 1，う J この三:三戸規械を縫持し、 iì'í~‘北芸ちをすゐ j括合は改めご帝古手続を

ff '.t \7崇坊に~;響する均台、環f者保二幻i: IC恭っき処1唱寸ゐ こい λものであハた。

~Lì:j、 ('::1 U'4こ7i4e7 Ill~1 



-λ入

問 ふ1

被;l?は1SOJ)7じ以上のプロジにク↑仁'<，1ずる高査・認可権限寺有しずい

ないl¥'A::'第=者 l土、:=eIC1;o十制度に反しており、行染防止設置を比して

いなし九 4 って、イ主"f~{ノ慢にし j ができ、身f，!c(J0 にも侵古を ~'~-j. し h

2 

-".vo 

これに対して、役白は、次のぶう i反論し た二告は、 ZJ、化ノ;物

訂正な〈、鋼鉄銃二聖書芝企業である υ(き〉第 7で者 i土、十j の夜 r~j に{主回一当

談丸b，'えの.;~\ 1、 i こ{i~~ t~ する J)で、 によるお響は小さ vミ〕

所の計算 lこぶると a 第一宇?の総投資額は~20JJ lじであり、牛:1'1では共同

経営勺八をレっているので、土泡f史;11i=ついて新たに投資する必長ァ戸生

いハ占ノプロジェクトを客企， .沼田J，)る際に、球境保全~是正定見を iiË1¥ ¥ L 

ナラ

"ロ

li、L人!のような'[，点存iiえながら審査を行川、被??の具体的

fJ 改行為;ごコい仁(立、事実は日月 il幸、子絞は {~j:史、適 ;11渋11'I土"イl宰ずあり、

越権行為はないと認定し/Jnまた、第一苫による技菜開始づえの境内栄

;gl~_!l(こっ'，.， -'¥-iごは、被むの前 lイtllJ行為に 4るものではなく、:かも被告は、

手認 μjの際;環境保全事1買宇要求していた L、信 者が王弐な牛詮段取

::人る前日 午請を Lなかっfのは速丘、であるが、被告の責{二で

はない乙忠告しういう被告が行った違;1な11--1認可↑丁為に 4り人身(人格J

自(J対応的帰宍を被円だという i張にはFlf拠がイ、J'F仁、かっ、第二者i土行

政機関ごはないため七政損害賠償仁、行たらないと Lた J

J:J、二か i三、 1，政前記、!、孔灸~ j日J(!(.こ主主づき、 199/)イfll月烈日:こ11、下の

ような判決が円い液5れた口告の?丁った1992年12月"H (!)可決

定を紘J守するの l玄原口の訴訟請求を来却する c

'J SG年評決とその引の地点行政規民'10)規疋iよれば、 Af投資額が150万元Lよと

の遣に立プ口シ寸クトに討しごは、本件涜亡に;1 認口fl事 :a~がないこ J h な品 問

題 ~i、投資総額にニJil!ß) ~*Jト目叫が什まれるかとう炉ぞある ニれにつ¥'ご、羽

附な k).~ :il-~~土なし ''íjヘ 投下J に l土、 +s:J:f ;t:~:1民に実際 l こ j吏凶寸る 1)lt， O)投資制を加

算するのが妥当であるように考えムIIるコ

"行政~~IT:lúヘ ti-:S il 条 1 ;::CHL I人t心五|出土、将理を行ったっすで、 31なる泊況ct)

:~'-C 、以 l のような異なる判伏を cすこ 2 がときる具体的行政行為:ζ 、

証仰が明住で、 i当局法律 法授がι 催、う〆コ、{壬〉を:手絞に合致して(， ，~， j話会、

具体的Ff立行品告を絞f、ける判決を卜 γ ， 0 と刈~'.ラゐ一

1.1:， LiJ:Gl :j・4二6)426



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r.'i ・完i

L宇、 11は、 xlJメ区人民渋涜の i高打vとを小限として、 xlJ巾級人民法

院iト諒一 1冷支卜訴人σコ只件、的行政行為;上、根拠がないだYトでなく、

人身(人+n-):l'j滑片的制?とをもたらしたので、それを;ji)J1守、?と 1￥判

決の事正日号、定は「J:リであ川、判決はごと正件今天守るためそれを収消す、

必割tJ詳人は、寄与二昌の扶業停止を命ると HC1に、損害賠滋と Lて1.8

}J Jじを土11、う上つ求めた P これに討し仁、和、上訴ノ、はfI725半U決のi創十を

求めたご

2窪i:t:1た{土、受i平絞 事三だこ適用法律について政認した与えで、行政

訴訟法61矢 1;J!ム1(.:::Nーづき、 ト訴を棄却し、!正面Lを維持したれ

本件(.;t、事:芸名がま21埼γイゴスメン;、子読を'je泌Lてv、るものの、試話完

:l~事去の υ乏~I賞亡、lÍl請を主主った事例である己 86-ff. t:持法20条 l土、 I 建設ブ

ロジ工グトの正式なお，¥来あるドは使沼町に、事業苫 li存査・二忍[1;権限を

持ぅ環J昆lX"業主11'9 1: 対して、環境保護施誌の波し域合~'y':1告を提引い環

境保己主治了1~o)i't )lj状τ足、係諸効与柱、完成基準を1見 i判しなければならないd

政在に合惜しかっ「環易保法施設検者合情~l::J を得て、はじ的て正式

;牛屋あるいは1史用するここができる」こ定めていゐ しかLながり、

事業者はなザ、このi明確宇JJI定を静ねLたのか〈

本件計上、 iWJ¥i-;:1 こ 4 り、お芦や~Ij t長物のt~r tJ~ な クリアして

いたと結論Hijら1してL、るが、来'1'をケ 1]?するだけ E本当に:ミいのかc

これは、まさ仁、三見手J 湾;t~T' セスメント申l 反は、 l最境影響をでさえJ 行け

|口(避・低減寸るためのベスト追ぷ~t'lではな〈、エ止境J三、作'7 1 J ア JP卜にある

とし hうノ|締みの実態を物μ苦っている v ど/之、 11ft?:よ院は、主主ー者の操業

閥的ィ交の1設j立汚染f-i~1 jl垣l土、被合(T)';:':認吋 F為によるものではなく、しか

も、佼告は主認可の常告に環境保全'Jf壌を要求しているとする J しカし、

被汗は、少なくシも行政機関のま51境lよ社全時:;:'~去守 J~ 責任を果たし一、いない

ように忠われる。

(21 事例15]環境保護局の不作為を訴えた事件

11 Gl{;f、 1去はも i人t\Jî~1当日士、 ヒバオ¥-1斗歩手rf~する際、灯、 l、のような状況仁基

っき処返寸る 1 原審判決の事実認定か間結、通;T1iJ、1T'a--、:H!が了間存であ
る場合、上;;[f;を事JJL、l忠者を偲持ずる判仇を F--t...J とち-cめている

1~ i51:コ白タイ rルは、 LJ峰ァt状1112官i果同行f'z:司、作砧敗訴)でめる(争~八似ア111司、

=Li:j、('::1U'4こ5)4:';:' IllG 1 
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中田の環境アセスメン 1法制陵の構造運用 効果(5・完)

から被上訴人は行政不作為であった (2)89年法の規定によれば、被上訴

人徴収の汚染良県償金を全額汚染防除に使用すべきであヮたにもかかわら

ず、被上訴人は、それを第一者付近のilJ染防除に使用していないu 必被

上訴人は、第 者に対して、確かに 定の行政行為を行っていることは

説、めるが、同染防除の甘的に達していないので、職責版行とまでは認め

られないと寸るつそれゆえ、被上司千人の行為は小作為にあたることを確

訟し、原審判決を取jriし、職責版f丁を命ずる判決を求めたU

これに対して、被上訴人は、以下のように反論したの上訴人のいう第

二者染色ム坊の建設時から、当hの者先・認可を経ていないというのは

事'五無根である。球境保設局の審査・認ロJにかかる職権は、事業者のトH

請を日IJ提にする。 2001年初めに、第二者の染色ーじ坊は、環境保護部門の

竣土検査を経ていないが、法に基づきま車境保設施設竣土検査手続を補充

し、|百j年 5月に竣ム検也、を済ませた。また、徴収した汚染物排阿賀川は、

!Ijに全額約入しており、しかもそれは、主に深刻な汚染源および総作絵

備プ口ンェク「に使用されるものであって、当局としてはそれを:δ窓的

に使用できない。したがって、被上訴人は、環境保護行政監'皆包理職責

を履行しているので、 上訴人の訴訟請求を烹主IJし、原審判決の維持を求

めた。

2審法院は、 卜訴の受糾後に剰在を行った。 卜訴人が被卜訴人に対し

て2回にわたり通報していることは客観的ポ実であり、また、 89年法 7

条 2尻、水質汚i凶li}j止法4条 1項によれば、被上訴人は、地域の水質域

埼を監督管理する資格および法どの職権を有するコ被上訴人が、上訴人

の通報に対して調杏処周を行い、かっ、処即結'*'を上訴人に通知してい

ることは、その法的職責を胤f丁したことになる。

上副長人が主張するような、被上訴人が第二苫の染色土場の竣工時に検

昔?をしていない、環境アセスメント報告書のシド提州、汚染防止判別資金

を相Li:.、のところに使用していないという問題は、本件訴訟の審査内'件に

は!召しない。

2審法|完は、 j京審法院認定の事実が明確、証拠が充分、適用法律・法

胤が止催、審奇手続が合法であるとして、 卜訴を烹却し、町、審判決を維

持する判決を言い渡したじ

本件は、企業が環境保全施設を確実に設置しなかったことにより環境

北法61(1・423)423 r1l81 
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問 ふ1

会引き抱こし、 l';j:';、波若者である!阜ドが、 l'ljゴL羽窓会解決するため、

行政の職青のイ、定1.を訴えた環境行政訴訟でめる、フドfTにおいて、環〆見

アセス λ ンヲ、f".kえ万三f丁われたかど弓か(この右 l二、そもそも開設にされ

なかった)は小引であるが、 i最j~í不全地設の設 E お~: 7.../-プ口ジ L クトの

捻|検丘子絞が欠}hしナいることは停かである U このことは、環境アセ

スメン卜のず続の'j、拘が、そのお，':，i之を 4人民;の事業!付手平に反映させる収工

枚 査F明白と:lIt離LていることをノJ している「これは、環境ア kスメ、

指:1 援の〈士ノ:~~}j'I'!牛のド11泡につながっているといわざるをえないl

本件は、 j弘ムーの母子日lよ Jて、絞己寸叶")，じの!1Jl述丈をと J た犬め、

京を履行した Y する判決が下されるのも-i.ifF聞がない事業であ

る。 L培、一本件の環境問派員(J解決されたのか、つまり人環境汚染に」

る損害ii救泌されたのかし 1訂正 7!:Jジ工クト主主 l検査は、事業者のトドif-

を11IJもたとするが、 1主設事業者が妓 I.tせ合そをとド詰しな vミ:違法の)Jpj ~Iè-:土、

区百管理職立を有する環境保設行政玉管部門としては、 I'~ も刻 k、方}去が

ないのであろ与かc 涼J克7+-スメント法昨夜の仕組み ψ摂l誌から考えl白→

す立、妥があるよ与に恩われるー

(3) 事例1自]違法増築をめくる長い争いの結末、

j良育〔上訴人ノ :邪干EW~li主 J~ 奈コーケス一日語

被 ;li{被|訴人j 同

2CDl年lD月 lGH、平日十三立は泣ききJ ークス i毎 U~J， i' 原iLi」 という l

lよ、 l祁托主幹、工膏r;[5(苦J'r:h口jE主朽の管業免司書:を 4之預Lた後、時;坑アセ

スえント l統や峻 )1賞告'T続を3討↑f!ゼずに、れいた11販を苅給した乃(元

のほ挨;こ加えて、新く 19制のコーケス却炉i叫4与したというじ 2CXst-:， 

3 月 14 汁、 ~m ，江怯t苦境保護局{以ト 依告」という: !立、「五;、った牛佳

によりたうえごをもたらし 少いう珂山で l制;球{呆罰竿(:~収 131 第 1

日本円 l土、内支ilJ郭，11)'多胡ITt中枇人民誌にの2川 4年:l!]:口 j)行政判決二

;， (2c“ 14i れ行終字第 7 弓)であ!人書~bj ( :小閉ざれ工ものではなく、半者が

伺人(I~ :人予した*1J日声であふ J がれでのタイトルは主計が命名しょ

H 棋は IliF-10)T， f:!t中[¥1:0)'{&>'(人コム/:--t)レ万五}江戸(こ適用され、京殺に相当

する υ

J:-オ件は、 4ムパ|産が州出となっ点、のであ/)が、払κ!産↑との!産内得、

内史問題l土小切であるハ

r~19 LiJ:Gl :j・4ニ2)422



中田の環境アセスメン 1法制陵の構造運用 効果(5・完)

サ行政処罰決定書」を原告に送達し、 5万元の;，1¥¥料を科したひそして、

2003年4月11日、被告は、郭ft;克成人民法院に強制執行を申請し、原告

はう1、書IJ払いで処罰義務を版行した。

2003年日月初日、被告は、「原白の拡大プロジ工クトは、国家の建設

ブロジコクト環境保護管理の関連規正に反するものである」という理由

で、「部五世保罰字 (2003)第 l号環境保議行政法規造反による処罰決定評」

を原告に送達したcその内容は、必2003年 5月26Hまでにヰ監を停止し、

そして15日以内に増築した18俳|コークスかを徹去したうえで原状|口|復ナ

る、(?);)万元の過料を科す、というものであった。

!阜、井は、被f守の処罰決定を不服として、部托克旗人民法院に行政訴訟

を提起した。法院は、受理後被告に訴状の乃しを送達した。しかし、従

件は、具体的行政行為の根拠たる閃連資料を提山しないばかりか、法定

期間中の答弁もせず、さらに、 2回にわたる法廷召喚にも応答しなかっ

た。そこで、法院は、被合の「那環保罰字 (2003)第 1サ域境保設行政

法胤違反による処罰決定書」を取消す干IJ決を卜したc

その後、被告は、「増築プロジェクトは、環境アセスメント手続を踏

まえず、無断で若正し、しかも、それが同家比定の要求を満たしていな

い」という理由で、 2003年 8月初日、「郭環保罰字 (2003)第0[0サ行政

処罰決定書 lという 1四日の行政処罰決定書を送達した。そして、原告

の牛屋川動に対して、 89年法36条、 98年条がiUZ5条の規どに反するもので

あるから、生産停止を命じると同時に、 2印13作 8 月 22 日を期限と~-(原

状回復を命じたコ

原告は、このような行政処罰決定を小服として、部托克旗人民法院に

行政訴訟を提起し、行政決どの取引'jしを求めたU その具体的理由として

以下のことをあげた。③多重処罰〔事多罰]である。つまり、冗の行

政処罰を取消していないにもかかわらず、内度行政処罰決定を作lしたの

は、多重処罰の進法行為である。必子続迫]えである、処罰する前に、処

剖の事実 理由・根拠および相手hが有する権利等について通知してい

ないし、公聴会も開催しなかったので、原作に陳述弁解の機会を与えて

いないc (3)処罰決定の内容が違法である 1四日の行政処罰は、増築に

対するものであり、ペ時建設停止を命じなかったことは、 J弦楽を認可し

たものと見ることができるつしかし、その級、また撤去せよというイP盾

北法61(1・421)421 rl訊J)



論 μ見

するik疋を出したことは、違法である。

これに対して、被告は、以上のようにおIし弁したっ①原22が増築した18

佃コークス炉は、環境アセスメント子統を実施していないc また、今M

の行政処罰決定は、 2003作8月6日に部托克旗人民法院によって行政処

罰l決どが取れされた後の2003年 8月20Hに出されたものなので、多重処

罰に当たらないっヨ)処罰千絵については、簡易手続方式を収っているの

で、 J主注ではないじ。次L罫jは、原告が被告のiぢ染行為に対する刊二のi:i

志を証視した結米であり、やむをえない選択肢であったので、進法では

な1.'c また、被告は2003年目月 20tJl7時にとった「現場枚売記録J (原

件は、これへのサインを拒存Lた)を法院に提山した。

部托克放人民法院は、従告による増築コークス炉に対する牛産停止お

よび原状|μ|復を命ずる処罰は、国の持続ロJ能な発展戦略に符合し、法律

に反するものではないとして、行政訴訟法54条1J且に朱づき、以卜のよ

うな判決を青い渡したc

(む郡環i早罰'/(2003) 第010号行政処罰決定を*IH!する。本件訴訟

受理費100元および訴訟費用200元はl宇、持の負担とする u 〈云本判決に不服

がある場合、判決書受領f去の15日以内に郭附多斯市中級人民法院に上訴

することができるじ

そこで、原告は I審判決を小山として、害日爾多斯市中級人民法院に卜

訴したc 上訴の理由は、 1脊提訴時の理由のほかに、):JI、のものであっ

たのロココークス炉の大気汚染は、地方探境基準を超えていない、ミDt皮上
訴人は、処罰IT体としての資格もないし、証拠もないとして、行政処罰

決定の収消しを求めた{

明1m多斯市中級人民法院は、被上訴人が、中日干ノ旬にその陳述梓・弁解

権を行使できることを件知せず、また、公聴会も開催しなかったことは

手続違反であるとして、「別1車保苛I'T'(2003)第010号行政処罰決定」を

無効であるとした、そして、行政訴訟法54条 2Jl! 3サ、 61条2ム買の規定

に某づき、次σ)1'1J決を言い渡した。

0) 那托克旗人民法院の 1審判決((21川3)那托行初字第 7J，ま行政判決)

を取消すO

(2) 被上訴人の「郭環[呆罰字 (2α)3)第010サ行政処罰決定」を取消すυ

(3) 被卜訴人は 1か円以内に改めて具弘、的な行政行為を行うこと。

r1211 北法61U '420)420 



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

1・2'酔法院『つt主程費三00むとでの犯の訴訟費吊Li007Cヰ令わせた

れ00JL~'土、校ト王手人の白H1H:: 寸る

イメ'l'UiJ: i;~ 市 v 半年'l'Uひとである v

本1'1止、法士克?七スメユト子科日 声I附子絞 殺」ニト免杏子こ ν った

環境保護g:丘 S，-t-r九千絞を実施1 ず、 J!l.f; lt~~， -~l自主きをとにした F業担， ' 

る行政処罰7続の当汗が予われた事例である…治、予解決のJ"，{，令(J)ゾロセ

スをみると、 f丁伐処罰、強制i執行、 f丁伐;:1帯電ど者〕 という iJ:(10 

I告告が干1)男去れ仁いる [かし、本刊の守1点{土、手業者が法境ア七ス£

ント等のi*ò~手絞め実施を怠っふことをめぐるものではノ与し依己が問

題の宇説ιにtJL-(丹ーにわぐっ '(1丁っと行政処罰の当手、じあった(被

告はなぜ行政処罰j を~';.. ，1旦したのかc 不当に行政処罰!?tと24条

説行止;:処罰去り条1 じいう事;邑処罰ので11規定に!んし 亡ドないのかし

これ仁対して、 '*・ 2容の法院とも仁、 :11M:から判断ししいないc

人民法院は、ます、球境保設qの1)1前;こl心じてェ忌よJ、楽に刻する強制

事il行 ~1了い、その後、環誌?i~~支局に対して欠席判決をトしとっそして、

法境保全の明Jj荒争中長した l審裁判J と、碍J\i-~;主主より行政渋の執行の切j

出:を23隠した 2W:裁判のように、人':(U院の対応も異なる "1i在かl二、環

境涼護の白から考えれば、 l審判伐を支持すべきとも考えられるが、↑丁

l政処罰IJ~了繰 ì.'J ilJ. 1〆た1?i改の無茶な行為そ正すという rol:，9，かιJは、やはり

n'評判決のほうが妥、iでおハう

どうやら、本1'1 判決では、1);1!，託アセスメ L 人の上うな辺諸仏，，~士&-官・

51JヲJ 去を点る忠質災者¥の制裁より、ヱ宗主計保護局に対してyょによるf丁

政を強化するという したよ〉である J コまり、最初から、

{ぷ上る環Js1 i' fSz:-)トわれて"叶1は¥このぶうな結末を迎えオに済んだ

のではないかとほわ札る p

"コタ rl~jt:処説法 a~)0G年 3 円 lFI に採れ、 195品字 10月けより H:;1;) 24条!去、 当

事者の河 内定法行為Vこ;i.;I_~ 亡、 2 凹江 I s)泊料と， ，う行政処罰をiナえてはな

hな v、」 ζ する L

J'i 環境保夜行政処罰黙法 (1日9fn日)J (j : : :!'，;， 11、加03-{1'-11jJ仁川修正(;-誌

[ ;三は、「同 の.J:!fi. l主邑i;，~J: C)に対 L フ[斗[以!の泊料をする上うなれ政jLi1~;]

をしては士ら J士1._， とする

~Lì:j、 (i1 U '4l9) 419 11221 



(4) 事例1刀法的不備による環境行政訴訟lト

-λ入

問 ふ1

[f~~'~' 卜訴人イムL斗市川長i吉区I色彩デジタ ì l-- I}、 E 有限会社

被肯(被上f，fF人) イム 111 1T;I:~恨l 区渋境保護，J;;J

組14;己主H.:は、 2001午‘打、11;，ド1m注!区に"叶%3設立青むを発j止さ主‘ l主

;たず円ンニクト環境?でスメント子続を実施せれご明きつげi!品 uぜ去

は '1釘河jJl)'1 JというJを法政し、 4nJ:阪で土産を非j始、 Lたc2003守口付

1711 、設計~'I) :土、 {ム11市町伎は億X:3デジタル広告有限会社 (町、 1"

「原Fむとい.:))こ改}灯、 u、1:rdl恢他民一商行政管10同じっ認ロ:.，よ打

成、v し、 æ.-~一日去、法，d't 2三人〆なり、 . .?;.(通広 o'i:fljf乍(，.:1itゎ

るニぞ Y なった。

2004~ír12月 27 l::l、仏 1I→T1了間~l l，i息|メ E苦境保護持 l以|、 l 絞告 こいう土、

〆2004: 003生O~子審査・認:r!iJ、支丹を作ぷ L、ニ、品提出のプ口ジ工ク

1渇，Oy選 1::"丈!;;::{可業 iλ .iJ&:人‘にあり、底辺環境への I;~-:~~(J)影響が大きしミ fp

め、当E夏場所に[μj立できも、、としたU

原告は件 FY 迎行で投気扇，と事!日してj.Ji~えの処j咋をしていとた町、その

臭気が河辺地域に;ょが n、その品ι呆、 1下民からお()S年 5月1: rrと:同年内

行15日のど|引にわたり被告に苦情が寄せられていたじ被吉は、 2何);)年 Q

月2U汀:こ 1丁政処罰事i1i:J主主E書 J、 i130円に I1丁ば処罰部存]通知書 J を

if:(.，;I;に込迭したロ二世士:11吉にi土、1]以処罰法:u条・ 32条・，1:2条の見定によ

り、 hl政処戸1iえどのlj}実 注目・初来』が日己弐され、 j民口は以述・寸1'1'汗

組問要求の権限を有することもぶされぐし、丈、l

H年10月27H、被肯は公聴会を問符し1c さらに、 1，，1ノi'1l!l15H、被

:とは、原口の盤町岩 ないし蝶境保護地設の正監端 :~t.f~r' がくJ8.1f条例28条

グ)1克シ」よ9: るものとして、情療詐-j<:.2005J 039号行政処罰決正吉」

竹原諸クイ 1，}〆l之、 fe1，111:-h":1日他豆窓彩数崎広告白寝公司う七、Illrh艇徳区持易

保~G Fri; であり、 Jじ大法忠、 http:，，1 www.l awyee.net!Case!Case...Disp~ay.as;:J ? 

RID=84~<:;;í&K( 山、υnl (長終γ クJ ス口;:;:， 2UC:つよf~) H26C; 1:君主下、c

I~: 28条 lよ、 l 当条例の規定 iこ違反、、 i:ß~どプ n:) :1:.クト?ご広岩乙する付属1t設

の fti)~吋→全J山泣がフて~2i: J、未椀査 結査小作十~C)'I占況で、キ:紅、 事TFTL(役

人主汗あ 1，;) いはt1人伎ポ:~/::場合、当設建設プロジてク 1の王長岐 T七ス Jント

?長書‘時f話7 トス λ/ト?H;I;.T:. 環境 Y+.スメ〉ト〈tM己去を百五r:，:した胃液保

護fl政 i管部門が、生子ャJみるいは十'i'mの十字11争命"ると Jlに、よ，)万正以下グ〉過

r ~23 LiJ:G1 :j・418)413



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

を発布し、以トのようなi-iezJi~h rnを決定した:l)SiJ7C 人民:re)のj週

刊を刊す、必当行政処罰決定書の交官主日から噴3つけム喝の生産停止を

命じると

同午ll))!(，U 、原口は、行政処-~Ij ~):宏 7号苓受j宗 L/ 、同 18 U 、(人i:rdi~;言

問深護局に不服申てを提起した、 2006年 1月1'7戸、仏山市[者境保護

)司 1，，'、イJ必i複決字 [2006] 号 行政点目日ふし立と抜決者二 を発布し、

被告0):2UUS: O:J0行政処罰決どを維得する砕を :llj20f I ，;こ原古にj三i主し七、

原;5:止、このみえがと浄イ、月ほと Lて、仏11，fJ服役、区人民法|況に行政訴訟を提

起したー

本f'!'(1l"[:，戸~，:t、事 J、台 JJ、f立の多前に及ぶが、川、アσ)ぶうに翠l干するこ

とカミできるつ

11 j'ヰ彩設;1郊の耳、i大行為五千Iiこっし、ご

原告は、 il;i!彩設計的は洞人経'b'i;本であり、名十おー企実的在日，往設H.)'

R~ .:ti 任範出当の出で、!立干ヰヒ~なる法1~:0ニ休であるため、滋彩校門l 刊;

の司、法1~-為による頁fJを負わないとずる c

こ1Uニ討して対前;土、温設川部と l長自;土 つのi44なる渋f土1て休であ

ることを認めるが、溢彩設言i 奇i;i土、以 ~'(l)-fjí; ~社であり、改むのうえでそ

の権列義務を絞承Lたもしケむあると王張Lたー国家政境保湾総，q発布の

1--{j2:業寸士号モイ去の環境汚染防:1責ff::kl ~-i1 lこ|期する以持 I (19ω{-:-'.l h29ヨ1

は、中交が手・分、/なと仁1'1'コて変更された場台、 7じの企業が負うて

き1'1;'染防上己責任:よ支見i去の企業が負担守べきでまうる〆;i;める y したがハ

て、原長;土、 i祉事:3~支社部の!~手iJ義務を社電子五L てし h るので、そのu.、ú0安 ~~F

も負うべ主であるこすふれ

2 }牛j追悶必同期について

!弘行1.上、つO(kUr.G弓にH-!，i;'人 L!:.il~ きつけ ~d械の「州入喫約書 J (hi~、認

は[股鋲今|司吉J: を干芝rHL、20m寺のH1-/1 にブ口ンエク iを者

Iさせて v、だという悦子の戸UI析はイミJ珪切であるとずるハ

これ仁 xtLてぬfEi土、， M華人契約百J ま!:c( (~斗11日者どの売買契約で

あι て、ヌCl04i.ぃ GF:.こ ~;I しいi噴きつ rJ~~干孔を追加 Lたニ台しか日正flJjでき

なu とするへ

料μ処J.J シザダ〉亡し、る

~Lì:j、 ('::1 U '4l7) 417 112~ 1 



論 μ見

3) iJj染源の認疋について

原告は、被告には原告のプロジェク卜が汚染源であることを祉明する

有力な証拠がなく、住民の背情のみで判|析しているとする c これに対し

て、被告は、①原告の法定代表人が公聴会において汚染源であることを

白ら認めた、(吾被告の職只が、 2005年5月11H、原告の u暑を検査した

際に排気と騒音が検山され、汚染防止施設がなかった、③>tt民が数|ロ|に

わたり原告の排気および駁ri午汚染が深刻であることを報告していたこと

などを祉拠としてあげ、人気や騒音汚染Iir山基;~tをクリアしていたとし

てもi'J染源であるとする c

4)過料の令官買について

原告は、環境保護行政処罰j耕法17条1J自のkli.定に某っき、県級環境保

設主管部門は 5万πではなく、 1万冗以下の過料を科 t権限しか有Lな

いとオ~ÎRーする。

これに刻して被存は、上記の地方城境保設部門の過料sR皮初、の条立;規

定は2003年11月日日に発布された同家主黒崎保護総局の環境保E並行政処罰

対法17条によって取消されており、修正後の17条は、具体的な金散を定

めていないと主張した。また、本件の恨拠である98年条例は行政法胤で

あり、環境保護行政処罰新法は行政規則であるため、上位規範を松拠に

4一べきであると 4一る。

5 )ィ土f干のJ血JIJについて

原告は、言「イUlii.土16条によれば、国家が建設プロジ L クトを分類管用し、

その分類管理リストをl本|務院環境保護行政T.管部門が制定公布するとさ

れているが、国家域境保謀総局の分類管用リストには、噴きつけ工場は

あげられておらず、よって、被告の行政処罰は法的・ m実的叔拠がない

とする。

これに対して被告は、 1984年 5月8t1た布。〕環境保護事業に関する 1'.1

務院の決定(1車語は〔国務院関於環境保設工作的決定J)4条1項、 1996

年8月3tI発布の環境保護のむ十の問題に関するいl務院の決定(原請は

[国務院関於環境保説若干問題的決定)) 3条 1項、 89年法24条などに

よれば、建設ブロン ェクトは環境保譲施設を整備する d必要があると明催

に定めていると主張しているじ

また、同家環Jii保護総同公布 (2001年2月17日)の「力、頒管瑚リス「

f1201 北法61U '416)4Hi 



中田の環境アセスメン 1法制陵の構造運用 効果(5・完)

(第 部)J 4条附則 1によれば、分類管理リストに組み込まれていな

しh建設ブ口ジェクトは、当該リストの原則に従って分類管1却するとされ

るU この規定によれば、!阜、持に対して環境アセスメント丈喜の提出を要

求できる。また、被告は、「行政処罰決定存」に処罰の法的恨拠を98作

条例28条であると明記したはずであり、この条文だけでも充分に行政処

罰ができると tる。

1荘ィ土院は、受理後調査認止をf丁ったうえで、 98年条iYUll条 1・2項

により定められた広東有建設プロジ工クト環境保全分級審杏・認ロl管瓜

規定は、噴きつけJじ坊を環境アセスメ〆ト対象範併lに組み込み、また↓"1

家E草士克j最日生総局lこ}III山をなしていることから、本{牛プロジェクトはこれ

によるものであると判l断したc

法院は、 98年条例19条 1・2Jsの規定によれば、建設機関は実行口j能

性の研究段隅あるいは建設フロンェクトの着上前に環境アセスメント文

書の審査許口J干続を天施すべきであるとするc また、同条例 7条1項 2

~.環境影響が軽度の主主設プロジェク卜は環境アセスメント報告表を作

成する)、 10条 1項(環境アセスメント主書は、王省古1)門の y備福査を

五千て、環境保議行政主管部門の前認IIJを得る)、 16条(三同時制度)、 89

年法24条 U'J染物質排出機関は、必ず環境に守えうる;'1):$および危害を

防止すべきである)などによれば、原告の行為は、 98年条例28条の胤定

に反するので行政処罰は免れないとする c したがって、行政訴訟法54条

1項の規定に基づき、被告の行政処罰決定を維持し、訴古公費用100}しは

原告の負jHとする判決をドした。

原告は、 1審判決を不服として、 lム東省仏IlrlIirJ1級人民法院に上訴し

た。 2審法院は、木i牛を受理した後、審理を行ったc 被上訴人は、 98年

条例28条を根拠に行政処罰を与えているが、 oコ国家世話境保11主総局公イ11の

「分前自符r!!!リスト (第 部)J と「分数待理リストJ (2002年10月13t1) 

には、本件対象事業である Ul'íきつけ土場が組み込まれていない、 (~)1法上

訴人は、行政処罰を決定する日iJに、当該7'ロジェクトを広東省環境保護

局の建設7ロジェクト環境保全管理リストに組み込み、かつ、国家探境

保護総局に届l引を提内していることを卜訴人に*11らせていないので、噴

きつけて場に対して、環境アセスメント詳認可子統を千丁うべきであると

寸る主張は法的恨拠を欠くとして、当院はよ持できないとする c

北iHJ(1・415)4Ei 11261 



論 μ見

また、国家環境保護司令応による環境保護施設整備が明確に必要である

建設プロジェクトに闘する必等(環僻 [2006J27号)によれば、分類管

理リスト範囲内の建設プロジェクトには、環境保護施設轄備が記、要であ

るのこれ以外は、現場検査・モニタリングによって、汚染物排山系不超

過ブロジュクトあるいは所在地|メの環境機能嬰求に符合しないブロジコ

クトであると判断した場合に、はじめて深境保護施設主主備が必要となるの

木件の場合、被上訴人は、{午民に尋ねたa'JT録および現場の半兵だけで

環境汚染であると認定L、汚染物とはMか、その排出は慕;~tに達してい

るかどうか、当該地|メの環境機能史求に符合するかどうかなどの証拠が

提山されていない。以上から、被上訴人の順球罰字 [21川5J 039~行政

処罰決定は、事実訟定が不明幌、証拠が不足、法律適川が不11停である

として、行政訴訟法61条3J頁・ 54条2j頁の規定に基づき、以下のような

終審判決が言い渡されたc

⑦ 仏1111I!)順徳区人民法院 (2仰6))iIl!法行初字第27サ行政判決を取消すコ

③ 被卜訴人の順環罰サ， [2ω3J 039弓行政処罰決定を取消すc

③ 本i牛l帝.2者の訴訟費用200元は、被上訴人の負担とする υ

本件は、そもそも環J昆アセスメント手続と三同時千絞の怠慢によって

引き起こされた行政訴訟宅イ牛である 1審では、環境アセスメント丈喜

の審脊千絞を怠ったことが98介条例28条に反するものとして行政処罰を

維持する判決が卜された。しかし、上訴審では、、11該ブロジコクトは分

知管用リストに載っていないのでアセスメントを行う法的恨拠はないと

し、また、叶該プロジコクトが広東省、の建設ブロジコケト環境保全分類、

管県規定に組み込まれ、アセスメント実施の[[:当性を認めたとしても、

その日を原告に通知していないという理由で、席、替が夜され、上訴人の

企業が勝訴した}総じていえば、 1審法院の事'五と法的認定-j/5:説付力を

布し、環境保護の見地からしても、公11な紛争処理の見地からしても口

定的な判断であるように考えられるじしかし、干はり当該プロジェクト

は分割自符理リストに日月停に組み込まれていないし、これに某づき制定さ

れた広東省建設ブ口ジ L ク卜球境保4とうよ級審査・認ロJ管理規定にも見当

たらないのが問題である c

また、 /If*~原についても、本i牛で問題にされなかったが、原有企業の

場所選定に同意しない環境保護局の審杏立見は正当であり、それに従わ

[1271 北法61U '414)414 



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

ないことが本件j~ 1)染問題ドつながったと号、われる J また、 ?-íj-~会事実が戸5

IJ童ごあると寸る子止百社拠、 iJ、的依拠が 7t/ó~てあるので、更去る 1r:; 7E.検古、

が必史であ旬、な轄備対象にすべきであるように考えられる、

(5) 事例181建設ブロジェヲトの試験営業許可決定をめくる行政訴訟20

原告は訴人永豊ピル1=1'十台、徐}JWJら[3名の{下民

被22(被上訴人 l 再日』手県環境保

$~者 iロ;民指〈法治流合成F'j(，V 山口斤右者j

j々是正れ(以;-，- I i若 者 」 と い う 止 、 引)OS片 2IJ、詑が流ゴJ2';λ)J

KTVをノ;、同ピ Jv1 r~ iご，l.ll[，:trで右 L:~，、 そしし2:バ)5年 1fj 20七か勺営業

を開始した(当支ピルIJ、 1・ゾ詰が育長}ちであ】)、ョ;皆以ーがf土Uf!

である。第一者が叫'業 Lはじめた盟七、住itがニコ己主 KTV0")泌 ~:j 】こつい

て背約存訴え、生ihí 県土去二責保持一局(.L~、 「市fti とし』う)がその営;γ子

止およぴl}~;J主γ セスメシ p 千況の仙 kをポ，~t 。

?こで、第一石 J土、 2uos-fr.J月、碑I川lij"WU:克利マオ11党的に委託し、主主

J足7'-1ヲスメンf-~1了い、 2oos -if 6 J J (二時 Jj$.: アゼスメント策~~:;.1< を完成さ

せ、 プロジーケトは基本的に実行できる」とい弓 111品目、至ったu それ

を受けに被古;よ、 200;)/1ド吊汁[ぷ司、「詑浮流金次円 KTVの試験汽業

に慢する公ノト iを作成し、試nfr:営菜4t:K1を2.005t-;;. 8 H ~当日より河守 9 月

17 日の30 日間[二}〆た合試験竹楽期間 '1' に ~þ至高 ;~II定そ Liごところ、同号;比王

子午基準をケ 1Jア L什つり、 またお一一者から、光とお存会ワイ，:Iiをぷi'主LたJ苦

境アセスバント報古表を;:領したこともあって、:?，OO~-)守百円'，8 E、当該

ブU ジコクにの環士対アせスメント]続がt/j可 "'1しだ、

三れに::C'l'L亡、 7k坐 l<-)~に iì む治7J~}Jらl:l γ! の OJ1i!; (t;，ト 原 ~J~ と

い弓土、月三役県人民i去民1=1 J政詐訟を提起し、引役白のぞ川、決之の取

手=tしを求めると日時;こ、ぎ)1;"，汗;こ、第一者;こ討するゾロジェアトの仔 11

命令と;{0料の試μ果を求めた。

l寵J士|史{土、 G、について、 Uiêの公示は、環境保設行政r[)~ ，の職権的

九であり、 E長崎影響の担保お小 tF万';1吉会;おげる意見~m~μ)7ごめの千

~(，長者タイトル l之、「総力i坊、万対、前委羽、 1 '.;ffJ刊 誌~n~平等う龍治保持:完

保延町J であり、よ人法京、 hこtp:，' '¥V¥Yw.bwyee日 r/CZtSe/'CJ.se___Displ町

山口 RlD=l~X正 7-'Í&Kcv\\ りγ巳 f抗終〆ク七ス Eは、 2009汗b) jこ日口 i を多目

~Lì:j、 ('::1 U '4l2) 413 112[，1 



論 μ見

段であり、追跡調査およびプロジェクトの詐認可に必要であるとして支

持したc また、②につい亡、原告は請求を収り|、げる中 L立てをしたの

で、それを承認したυ そして、最高人民法院の「巾華人民共和国行政訴

訟法執行の若干の問題に関する解釈J ;)6条 1瓜 4号に基づき、原白の請

求を棄却し、木件受理費100元とその他の訴訟費liJ400元の合計50C元は

原むの負担とする判iたを下したっ

原告は l審判決を不服として、 i事l江省樺I州市中級人民法院に上訴し、

被上訴人が決定した公示の取消しを求めたっ当該法院は、 2006午4月17

Hに受理し、 2006年 5月17tIに香理をねった。

上副長人(J車計)の訴えのJ!j!fI1として以下のことがあげられた。① 1審

判決の審先・認定の対象に誤りがある。 卜訴人(原告)が審去を請求し

たのは、試験営業の許ロl行為であり、公示行為と追跡調査行為ではない}

②被卜訴人(彼告j の行政決定および30tI聞の試験営業期間の決定は法

的根拠がない。

これに対して、被卜訴人(被告)は以上のように反論したっ① 1審判

決の審査・認定刻象は正確である}被上訴人(被背)決定の公示は、単

なる試験常業の前川にとどまらず、当該プロジェクト環J且アセスメン}

手続の許可に向けての具休的子続と子段でもある。試験営業は、環境ア

セスメントの動態測定に必要であり、 卜訴人に対して指骨を与えていな

い。②被上訴人(被告)公ノJ、の法的干14拠は充分である U 被上訴人(被告)

は、行政前日j法12粂4項、 35条、計{山法28条、 981['条例19条および断江

省建設7
0

ロジコクト環境保護管理税法39条を公/J~の tJi拠としたc これら

の諸規定によれば、環境保説部門は、球境アセスメント審査・認ロlの過

程で、「動態的モニタリング環境評価」千法およびモニタリング環境評

価期間を決定することができ、しかも法律上これについての制限規定が

ない。 Lたがって、 h訴人(原告)の卜訴理由は、事実的根拠および法

的根拠を欠く。

2審法院は、営利的文化娯楽施設の新築は、 1'，1試が胤定する騒音恭牟

を満たすべきであり、建設プ口ジ L ク卜が投入止産あるいは使用される

前に、騒音防止施設について環境主持部門の竣ム検告を仰ぐべきである

とするじ環境保護部門の竣て検査は、て同行政管理部門がその営業免汗

祉を発行する必要条件である c 本件の公示にし寸試験常業~'(IIJ は、環境

r1291 北法61U '412)412 



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

保護i六律規定の2Jはや営業 (J阜;Eは[試ι主主J) ごあ 11、 1_'0i行j主i主埋め

立!ばでの t芦業」〆は~モなる 公ノド中の試験t芦業関向の決定F土、fJo.f-Tt!、

規に明確な規定がないため、被上f，fF人(役十守j が本lサC)只(.}，!crJ0状記に誌

づき:10じ問と定めた}とは合時的であるたがって、 L訴人{原

の木件の l計三足的根拠および法的以拠がないと Lミう i3LU土支持できないと

した〉

I 脊半iJijそのポ4丈訟í，~h;:VHi<<十、託tí~が充分、沌'1; iJ立、作が"勺、

がiT法とあるため、行政訴訟法sl粂 1:;B~二基っき、以下の終審判決を F

した、

必上訴を繋j~D L、;f¥審判yrLを"，iH十する v

21手受理費1的元、その他の訴訟費111400その今わせたSOL1元は i

~I; 人(;阜、 1J:[.'; の負担とするハ

本件l立、環境γセスハ〆ト市1，反むにぴて1，;)叫:lrl)疫に反LC-， 

て・宮楽したプロジ I クドに対して、その子続の祐光を嬰托する際に、

試験J日業決定~ii'-irj-7;ÇI-gj践となった事例であるの

IJ) 建設プロジ仁ケ司、の試験営長ー長Jm~ :-~つい亡

すえ騨:ロ!業およびその期:;j.!c可決定l士、本(，:の争山、の一つで」ちるじ試験l骨

茶の't~r;~ につし aて、外国から導人するブロジ 1 ク f' tよ試放百条が必安で

ある21とされるが、同1)，1名手illプロジェクトには判ぬな厄定がなし伊。また、

ol !:-19おり年:一回氷将ι:)f司会・田谷、員十両委 f司会‘~~'j;古市 在~Y.}.G，fJが)1、:w;で発

かした l主主 iした迫設アロン「クトを宍執刀、っ流やかに汽検・村r-i1rし、よとf>e:充

足主主ること lこ問するい:うかの立民 J (J旦pfilz 〔問i了、認宍清開校jとは円以紫

1¥/-t 駄収交付(史Jt-ir)-;]幾点思見]j l 計基仁 gK~l 1削;}) 0)中l、l外l判か九導入

する(，1日没俄ブnン寸クトよ化ムブ口ジェク!は 3かH(7)試験 L業段階ヰムい]

ゐこ炉ができる J tある 99C.l'f:に~~ミ円丁副委民会が党布しと立設プロジ三

ケト r 1事j 竣 :X¥ft食品二:王には、 外ヒオから導入した~:;t<布 y ロジ i ク r は ðrt以

1オ君主手段や巴弓Hと寸るυTσ 伯の丈足立ブu~:.- L クト i土、将業構の _L~j-~I: 応じる」

と京高三されている l なお、 :~:n土、広東1行;tfぇÙ~i:llI ì，，;Jが2()U3 í.fé. ~，二、 I ~むぇノ，0 ~_1 ジ J

ケト -':':{4~:I:~むの投入司 l主の認定に闘する出a互につい亡」、司ヨ特段保fを松吋に

日小、合わ tc.:-たときの返湾、ぺあゐ

ど試Z史\P業は、建jtt事業 15 ぴ)巾泊により開始寸る t検査 i~i去ワ条: JfU '0 まf二、

注~:tブロシェアトの 7 休土'1すが、立正土後に J 験乍:- -~;: 1~' ，1、t::とする7品1-tにのみ、

~Lì:j、 ('::1 U '4l1) 41 11以)I 



-λ入

問 ふ1

試験営業期j以の長短lついて、法律 l明石ずな規疋~;:な， 'が、 3か月が

骨止的でお、それJ孔タト(ム /t.rrt・2年間):1例タであるように与えられる

本作におい¥、行政が 1か月とい弓 dVL史弘美則前を託けとことは、例外

であ :'1、やは h行政の円 111).え苧が愉し γ「いる「とが明鋭であゐ r それゆ

え、木件)虫色の 試験営業とその悶限的決"'は、法びJれく拠がな V'J とい

う主張l止、 j与1'1のない主張ではないと忠わ札る p

山本1'1'におlナる 、山

ノDノq，:f: K T V CJ;'UI，; 

生省ビルの l院において、騒音・品:動の詰〈しいKTVを設置すること

は、立地選さにおいて非 I;I~' に不適切じめる v これは〆れf? を決討する与え

での大口i{=f是である c

法的に凡てみると、ま打郎日年， . さZした法I克i最弘司(7)

サーピス号誌の史、J主符起に附する通知」があ !J、その J/J ;~ )土、「ノ土

だピルJ)r-;lで、娯来場・自動甲;号ーその1主滋円。)激しい一仁場などを

p'業しではな Lない ;と定的ている。しかし、 1999;1の同予言院の Ij;¥ 

楽J主主の 4一理条例ーは、 学校・病院・ノ'i~:itt堤防の学子7・作業秩不在方Lす

ようなJg-刈で、 I呉売サ ピス業を dlclんで:土主らなし品J ;" るが、 f土'主

ピルにおいての立地に Lていないげ条IゴJ:Dに

2006 Yf-~ニ、、J;?j符瑚条1タiが改正予 ;h 、その 7 条で、 I1 宅 ， jレ|ヘlにお

付属耕一境保護施設も u十工十とiud叫にふ験計業にへるべきごちる (98年条待:]1日

条 検企帯，)-;(:;条 i とする碍I~，じめるひ

お試験常業を必要介守一る主主ぷフロジ寸ク「は、試験μ君主~始から日か H 以叶

に、 JRI九ア~)~スメ ωノドえ叫山み-)権|以をおーする探境保，-，~j-iJFt主弘祁門 L刈して、

i主i立ノ「ロジ L) 卜時J-R~涼全捻 J之内竣l検査を庁ド告すると孔~5t されている (98汁

条例~(j条 2 ユ良 治i八持ト以 10条 1

2十試以営1Rから;)1)づj0) li~J に、環境保全快査会f74ト備えていないと誌Iめられ

る建設ブロジプクドにつv、て、建設.~'~アí ~立、 ;1i験常~~~"ftf;かり 3 か月山内(町

議ft;..ふわï] 権を持つ環;J1f~~i討J 孜主九部門に当該(会誌フコジょク?環杭保全村E

Eその日T刀l審1告を向)すて、十主音:K可!日?)舟とl:Jと険杏 f'ノiJ1!1ヨを説Hにしな;付しばな

らな vミ}このilt可ふ併て!土じめ三、"ilttオ11f1片l士試験告主命併殺'-4ることがと

きる 試験営業p:jJ?l; ~よ反長 I イI とするのイヲ路 t支建「立つ"'n ジコケトの~~J吸営業開j

伺!土景五円 ~r する円ミ?宇部;去!日長百点;

1.1; LiJ:G1 :j・410)410



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

けど〉ぶ楽業禁 11という規定が明f1f(.設けらわず二一¥4条例は、 20何年 3

月l日より随行され rl'るので、本叶 l審判決 2審判決でも適;:で3

たおと円、われる l :~ i;' L 、この日を!才、半年 l土ェ張せず、j:~+J0)争点と(立なっ

¥いな"'" 

¥2:'環境影響評fr1Tiitj主佼

斗1'1述設ゾロジサク 1、1:工、時11，克アセスメン 1、H士おと工ぴ技工徐容ず粒

を士一?丁せ f主ι;f-("操業し、日干情iJ、23条に反LてU るc この場合、環土台保

護記:止、挙業者に士LJ架業停ムlおよび?セスメン p子寄っの権売を命ずる

のみ?あって、その他の計引はないのしカ吋、:長崎保護 J可のqJ 致命令じ

以 L、7 セスメント手品宅を下者プヒLないでき lこ、 !，tLめて l品科にIi寸こ台

がで主る=これは、いりてみれ(J、 法律に反する場合計三Uなし、行政

行r令ト:)ぇ Fるよ接合罰則あり」とし、う行政4-~{ú の仕組みじなっているとし、

えにうつ

さらに、本f'jにおいては、以下のよへな主t~~ ，~、があげられる c つは、

半作第二者(事業者!が、そもそも門業計 "J書と J汽業免W:舎を)2"1ょして

いるか汗か;つ¥'て、判jjた畜宇j.，J，た限りでは不可保である c 19~;百年の以

来場併管則条例によると、事業者l土、必1再放Jぷ「の文化千Jlf1管球部門

公安機関・ 1お昼行政部門♂〉帝査:二台絡し、泊三長日干可吾を取得段、 1'" i丁

以特注~:'i~Fl に笠百円仁、 I(~;業免前声合取71JJ てから、 lま?二めて 'i;-i，' 楽で主る

こと;、な， ，でいゐ(12条 14条い1')，i!x' I 岳、 ~1午第 昌一が営業免先苫

を取得していれば、土述の行政機関刀ヲイ占J:に1/，~ているこ〉になり(~;-)

条)、仮仁、〈一れを号じていなけずしl工、古島ー者が上記条例に反してし泊

るごとになるのいま つは、￥HI京 FtJl土、なぜ、:古~-E~古ぷにも

信 者に対して命令させ:、そのプワジ J ケトを停止さ1 、かっ;Æ料を，~"\

;'壬[正 ::uイ1:~c-: !~ル， t生物館・刈 '2H'r"")・丈化財保=芸tt~染物内、

子:佼病民公共|笠間目]辺、〈工以ラ'(>'士など人的多い場所、市建物(?)池|、 H軒

以 r'，'，".l科学物坊の保イYWのJiiく》いっ h場所に娯~:f;fu ，生を出世ずることを-0>.

11してし、心

2千三ドYll審の判決日[立明日己されていなし、。しかし、 2審(7)'1:埋ヨ;立、 2006汁

4 fj 1'! B~"，の亡、 卜訴則阪をj直'，':，'0，; l~) 日間で言:詳 l〆た場合、 1 宥和J;:~-:よ :?OÜf-l年

， ! J初旬，: 1、主れ止もの乙こ拾沼13 札。。ぞれゆえ、 ~O()(H:3jJ~I: 施行の条 z

を適用できふ〉角空うれるー

~Lì:j、 ('::1 U '4i.ゆ1409 11321 



論 μ見

課すること)を取り下げたのかυ これこそ、環境問題(騒廿/1)染)を解

決するうえで、最も工主要なポイントではないかc にもかかわら「、原告

の前に、誰もが平ったことのないプロジェクトの試験営装・期間の決定

を予う道しか浅されていなかった点は非書にィ、思議とある η

7 環境アセスメント行政訴訟の事例の分析

上記の 5つのm例は、環境アセスメ〆ト紛争の行政訴訟において、い

わゆる域境管県対象としての住民や事業者が、域境アセスメントにかか

わる千J政処剖ゃれ政許可の取消し、↓"1家賠償(原語は[千J政賠償])、 lJ

i皮職寅の履行なとを求めた代表的な事例である c それらの事例はいかな

る特彼と意味を持つのか、 j:J十で分析してみることにする。

(1) 環境アセスメント法制度の形骸化

卜記の事例を見ると、環境アセスメント法制度の実効性は、イ1 名書~実

の有Jtとなっている。[事例14] は、 86年締法の'五施時期であった 1990

咋代のはじめごろに発生し、環境アセスメント千絞が一応行われたもの

と恩われるが、環境保護主活部門の審査意比にいう環境保護施設を設け

ず、竣二じ検者手続が抜け落ちているつまた、[事例15]、[事例16]は、 20ω

年以後に発生し、 98年条例を泊用すべき事例であるじしかし、環境アセ

スメント手続および唆二L検査千続が実施されていない。さらに、[事例

17]、[事例18]は、新法(評価法)実施後に発牛したが、 1，')じく環境ア

セスメント手続をなっている。それゆえ、制作税法-98作条例 2003午

評何法のいずれの時間においても、環境アセスメ〆ト法制度が1，')じよう

に予を抜かれている様子が浮かび上がり、法制度がし、くら交わっても、

環境アセスメント透法事実が変わらないということを物語っている。

(2) 環境保全配慮、の不足

環境アセスメント行政訴訟の領域において、行政の直接的相手みであ

る事業者が行政訴訟を提起する場合と、行政の同長的相手方である被害

住民が、行政訴訟を提起する場合がある c ほ己の[事例14]、[事例15]

は、被害住民(州人)からの訴えであり、行政許ロlの取消L、国家(行

政)M:';j員Pあるいは汚染防除を求めた。[事例16]、[事例17] は、事業者

からの訴えであり、法による環境行政およひ1丁政処罰の取消しを求めて

いるつまた、[事例18]は、 13名の住民によるいわゆる団体訴訟であり、

11331 北法61(1'408)408



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

hJl.Z裁ikの取市しおよび'(ij染被与の"万除を求める J ぞれゆえ、 f下長;止

上、事業話:こせに涼Jぇアセスメ〆}の不当 不備にかrトわるf了政訴訟

を'flJffJするが、ぞ Hぞれのよ場からそれぞ 1 し(/)やlMê を J自求する f~tl"J が強

く、環境問題を札突から解決しょとする配慮均三l主るかにィ、j止してしsる

よ与であω

:31 環境影響評価法執行の無視

~記の 5 つの下トにお l~， ~_と、寸業者l手、環埼アl:スメシト

をな :'1、無山iご京工あるいはr-:河・佼ノ弔害関対するケ スが多いつまた、

アセスハント子絞をわったとしても、それは形人的ノミもので、実質

的な時l境f恥:lι抗慣を訴じず、いわゆる一同時制l支が軒続されている(よ

れば、 ';'1，1政法大J子環境 cs{iJhU土羽vl究所所民:→一線訟の批下jずる 環境没法

ヱスト iY氏い、 J最J査順法 7 人トが高い"況も:であるようじ考え I~~ :i!るの

また、 l}~;J走行員r機|剥は、公桂 Jr:'2~W :)、それを好き士ように探り|円iL

ている。例え(.;f、[事例 IGl を兄ると、凶家が_~~f.:.11した建設プロジJ ク

1 に対して取締りを rぺきとこλ、3日にわたり違法に?了政処罰を?了い、

hJ:文裁判の段FTむようやく只体的hJJ幻i為の松拠たる討純資料宇提{到し

た。~かも、人民γJ、院の 2 :[1 (/){j喚も}Ill，0)，¥e-. .zしるこ(::(.士、環 lJi 1S:~ま誌、

iTおよび円Jiよへの開涜であるこいわ主、るをえない

(4) 環境行政が敗訴する原因

i三じの日つのlj}似をえると、 ['F例[(司、[1'仰U1711:おいて、最終的

iこ深夜r1~設 1司{上敗訴 1 <'いる そのJ~'; :1 〆~ ~('、{事例 lG] で Jよて芝公に

l実務保護J丈体辺、および I続法民反であり、[1'iYUlilでは

よび行政決定の ~Jj 拠古川、 l 分とあるとさ 41 ごし s る υi場J克行 J政部門が政訴

する l県川については、 投 1:1;政IJ為的Ji!!i[;iEと 1i' f;z~-町公ùfi :TIJJの注法牲と

に大切1]"0札、さんに、行政行為の取抗hこは、 n[挺不足、 i幻定m(!)~異 t'j、

職花iL.UIJ、処罰0)示ヨti、行政不作為などが含ま

れ、行政訴訟活動のj革法:牛には、挙日iEl与 W(})--4~i~守、補充証拠の戸ミ百1撃

の主法f 使、 ~jf拠提l叶の怠i吾、遺伝1 J~ if!l: 1':'. J.;) 0) :t改， 1 などがあげられし

いるお確かに、[事問16]、{事WU1 ilの敗訴原因を凡てみる円、上述

'!'i 王燦発， f)可法違法IN:本氏Jこ原回初日立変途{手持汁」環境 f~-;、g2003<i'- 9期32一川良

沙|ロL~)式 日長光成「行政機克ιf政訴訟Ii: ~):~ifJ主同及対前ーJ)"，内 f十会科学:':006

~Lì:j、 ('::1 U '4i)7) 407 lu~1 
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問 ふ1

のL宇、:5Jのいく vコかじ、iてはまるものがある J つま :1、環J'i1h1，立が敗訴す

るf込町土、具体自(H了政行為が送i1、 不当であるか、あるい h工、 f了政訴訟

プU セスにおける千続法!J.であるかのい寸れかにペてはまる :!J それゆ

え、川支給な 1云封行(止、半なる i岩j~行以紛争の{拝~):たけではなく、法信行

政記上 URT法制jのii!i)IJI つながる烹訟でもめ IJ、環境行政のi主法行為

を収本から見悼す記、安がある 4うにllわれる υ

(5) アセスメント法制度の制度的欠陥の現れ

!_-"己の例を見ると、[事例14] におし冶可は、時境保設たさは、}京f克アセ

スメント干書の審公意見を提出し、また、 ['):;1刈 171 でも、 1，~j!vi J霊忘

について不同窓の烹児を提起している}しかし、以降には、そ札らの定

見を叫尚一 Z れに従わなかった場台の法的効巣が出7立されていないG

また、{事例，，，]ドドう f地の使用料(.;，、投資総僚に方l主主よべさかどう

かの河題について明 J手な持己主を欠いている。さらに、 F:j:;:列i日} で争わ

れた回見合長楽について、いった、、とのようなブロジ 1 クになら険宮主主

を行うのか、そして、その期間iJ:iかけなのか、それとも 1'tなのか、

延長 T心地今どのような要件が必要なのかこいった 述の同窓は、行政

伐実の裁量::委ねられているのが実清である、

以上の"，な!，:)t先アて;スメント報古書右どの者l'f.認可にあとって、

ミ~;誌}日日立 1ri政機械の悦!日する -EZB売そどのように実態の事

ヲ主t反映させ:るか、 J票J完保設地設が停かド施されてLはJかど行かを誌が

信科するのかなとの~*超;工しるまだに併~J( ~れていないl

16i 環境アセスメント紛争解決の長い道のり

時J立千7政党~~rl~ なし、 Lrt:t完行政 ~'!I' IlJ は、 i最J~T.l;スメン k紛!'flの、ーたる

走!}I人であり、 jJ fふう相子ん(1M]按的な約千五)は、不服申 L古て、行政

( 1寄・ 2存)のl閣に紛了!解決をよj二めるのが 続出jごある 3 上j誌の

日つの事刈を見るこ、殆とがごのようなブロふスを出"ていん c !車検紛

争に取らないが、 f'/iJ"'{; 降伏のすべての段階・手続を尽くしても、必ず1

も]11;心事告のIFIE-tる1'，;誌な紛争f駅長とはならず、それJふト争'^応ける

年。民(述、u21羽 í':~-7:) 肖 A

以 前;:;i 与え~li:: = Ht j'l幸l民;llrc当てft-;，人1:I}nJ首i、τ的背絞J ~.立，主新日→也二Ij2UO(ì イI

4月241:'7頁

U:， LiJ:Gl :j・40G)406



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

泣がな〈、制皮的仁王Eがれてから 段併とならざるを付ない ~jh(仁、紛

争がl'l 燃しナ ~Ej合、 Yl 審 f絞に人る羽合も~，(よしYfみられるが、ぞれに

しても、紛手所決お 4 び~l~~t:奇問院の紋泊になっているとは取らないので

ある υ

以 [の、つの治らこのような開通 1')が数多く肴'['(されるが、マイ

十スの Hiばかりでなく、プラスのiHfもあることをあわでと客主目的に計Li

してがく必嬰があろう〕この}き、戸及にi世ずるものとして、少な、と

も{手伝16]、{手1ピ17] において時境行政機関をl枚訴させた裁判所の対

応である こ7.U土、 ;t治1J æえの医l'iヒをアピールするものレして~;F'-{fffi ~:: ~!:与

する。

i 主主の平例分析からあげられた ihl~:~，)汁のはかに、環境行政訴訟全般の

河~r;として、〉手、の(7: 、 :giをあわーぜてお;同することができるし

(7，1 行政訴訟における I困難」

J;~'リ:~1-;]文副HIキ_~ (l)ヂIJ井jにあた Jて、 審理雑・判決錐・執行維の

1:，し雑 l現象がL品!宇であるといわれているヘ

会浬Jこっし、て、事くの環境棒キめぐる訴訟は、:志向叔仰がないこいう

瑚LUでr全則されず、普通のH'!台長ロ償訴訟であっーとも、止立方気:zま土義やJ住

ブ/経i;if1J説主義により受理主れな¥，.，場今がめる可I FU境行政亨件:二主:;t，

ては、，jgラわが行政庁lこ対 IJ「訴訟を}H:起ずる勇気がなく、法広Aζ 仁て

も交え重したくない面がある J さら;、;土f，)e~ャ持ち j主まれた 'Fi牛(土、苔逝

iこl)たって、特に')、(4':i;，、8')あるいはT続法的恨拠古川、l引碓で、法的主体

の倍刈義務なごむ干高めて『を昧であるたの帯;闘が州離にな， ~ ている cまた、

判決にあたっては、地方保E圭j義ゃ邦河仮設 L;J't(.こ Jる介入で、正刊な

判決を i、すことができす、被当主の訴えを王是非する場合も£る

311111 悔 l 論環境糾紛j十j~JJi':t~ft済」華中科技人学学説作l 会科学版) 2u()4年

，; 1!!:4.1<lo頁

31 イヲtえi芝、日()()]年lυ耳171子、 民間 J、と芝法学市の MfÔ~宣伝・部 )~ti~l(ij t'l.:員 l土、~~:'::

，:"1 →漫 _~{~{l.rj)建誌が白黙示械の制賞lí!'を促 '2jづるもの ζ して、士~~;'z&.t il主J午 10' を

わてノた昨;妖市吉i"r;;;-;f~~ 合 :-tj手~~ 1') 、 itt:t許可0) 取?ì'J〆合、.j~ if; -C Iしらえ巾中J浪人民ン!、

流に行政一九訟をjE丁乏し λが 却ト主れ λ事例がある[宗寺林 議決1，11，<<1苛公主主
訴訟巾 l丸山総建」人大研究2()07苧1()iTl :，徒、1!JoroD .1:¥頁;

~Lì:j、 ('::1 U '4i.応14u:] 11301 
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問 ふ1

その{?:三;は、やは i'JIT; l~士権の非独立性が最大日問題として (fイ1 し、

可i1-:v)1了政化・地方化が進み、財政と人事大陸を照る行政機関が戸、件、古J

，lú CP 処f~.: こ r: j)，与し、権利紋j斉を妨げてし、るとされる:-;}

(自) 環境行政訴訟における「二重代理被告」の仕組み

環境保護1dF立で色 ~J:;)門が、政府 l~15円を代替して被告とな iJ 、さらに、

主主境保設行政主管部ド]の職員あるいはその代用人が、 j-~!U;主J与LE刻一政主管

GI;I札→をf℃判、して役討「品にl'り心いわ山る 長代理役討J 0') ↑|細みが~C き

あ治、cて vゐる日斗、における{;-iEV::wド訟の'!剖ムみといささか11;なるので、

J〉、 1，'''c\J~n月する、

円本的行政組織理論で1，主、行政組織のあ; 作を伝言ZL、午i号Ijの行政機

信]はヲ主体法 1..C7J としての資怖を TJLないっ行政 1体的組織部門とし

亡、行政主体の名義ご呉イ木的行政行為を行い、行為の法的五千I:ii行政王

体i属するi:I組みど云っしいる c これi:対して、中川では、何々の行政

機関(l)独 4性を強前;し、細々の行政機関1J'共休刊行政行為の法的只{二を

負う七社;月となっている c Fj誌は、二れらの行政t~1長l 問で千1I訴が暴なる

ことが多く、必ずも 致するとは限句なし 3ことごあな-'{'irr去l王、各級

地方人民政府と、そこに月!~')I:F;寸る涼425業手 iITi主管部WI 1 の吋における

利益。)悼~'だかゴド日に Iリ]確である νr;~境保護行政王;~-部門 iJ 、 iJ:、f!t (íl 等鮫

合守り、 JK~併に環Jii(\i進法 ;j: ~昔、 17 しようこする凶がある 布、同i汲人JL

政府(!)指導を長げながっ政府とお調をあわ)古る立、安もある。時境保議行

政主管部l"Jiよ、工えI{j部|吋を後ろfヨiこした汚染企業に立ち山かう〆き、ゴ「

'i:T; (こ:工，.)内:itしh山士尋によ巳し清/lめられ、 、Iな到!主をすれば、 tlUJ政府部

門を代将て被告の町に肖るごとが l分あるとい与

また、環悦'ZA翌1:政T管 i'il~門の具体自'01 ;政 が問題となり、 きの解

決が裁判所に持ち込まれた場合、行政機関の沃ヤ号主計ではなく、 I~:r;同 (1)

職t'iが役告llhに単品均台が多く、ひいて(ま代理人のみが訴訟する均台が

ある。このような「 重代辺被rT~ の七組みの巾で、環j互行 j三文部門は、

違法・不斗ノ訂 J~lfY. r'.;，誌を依然、L て1Jうのである、

弘:)j而「主「惜建Wc世松長、完吉行iF-!of{(f汗市1]litJ)j('丈2C昨日午}'>1時J(-)O頁

"古 f上「ノ:害;ぇ回]果Jtij ，政JL言、制度的湾内，ltニ号.lCi :1と民林軒以λ年年設 (1~

会利守版(i討 4HJ; (2Cl:JG~ナ) 1l ~;-116:rl: 

1-37 LiJ:Gl :j・404)404



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

第4節 環境アセスメントにおける紛争処理の泊中比較

ここまで '1'国の部域アセスメン\にかかわる紛:+I-~岡山全{手段につし h

てfJt込しごきたυ 以 l、では、じ同両国のそれを比較するために、まず、

H木の環Iぶアセスえン入紛争処理シス J ムを概観すること(.，~'- -:~る υ

日本の環境アセスメント紛争処理システム

日本とも aiIそ境汚，j"'[;の解決にあた勺仁、決判によるものはごく 部と

あり、子uどの紛争込玉虫ではわ政機関がさまさま形ぞかかわってし sるレい

われーといるヘ以下で i士、 tiiT売台青処卜t.'埼京阪予三金1・

にれける」;;L体的紛争処理状況につV，て考案する G

( (1 日本の環境苦情処理状況全般

h~えr機|長j刀、深憤坊?争むにぴ環境苦会を「処理1 べきことを定め亡いる

としては、鉱業法(19、がい、 L(;，，+JJ+R害(l)賠??Tに閉する位、作 (19G:

およびこγ六紛争処理法 (1970 1r) おがあ~iられているつそのうん l公

害苧処理iては、ノZ~這;;係る芳情判|談制度、あっせん・調停 '1寸裁およ

び裁定の制度を llì~- 通ており、たこ0:二片足V る古情なし L 功、争処土曜のいわば

1定江、としての地!止を占めて v、る lwとされる c 特に、古川官制作i先制 l誌に

つい亡、公'i*;'紛争処リW;:'*(立、え!J，)行公共方体が、関係1~'政機関と協力し ζ

公岩仁悶すゐ苫i古の泊切な処理l努めるべきことをどめ;-4-9条 r覚、

公芹昔情相以民:よ、 ~;'iTf5:~J引のためによ、要な調夜、指.ìqおよび助言を1J

弓ほか、公百古村にかかる伯幸uを関係機関へj吊知し、その総常 1;'処E唱の

ために必要な事務を77JIものこされている :17

全山ワi{)坦府県、古田i村の公￥]11、門誌等r/)?G~ I rで正:;刊すげた1996年か

うIOetj.聞の-f4:'戸市打数の推移は主主 J ---- zl ----1のとおり¥ゃある I

札畠山i臣、道 木品茂男=-tiJ成二iA漏主「ミ対T党f子政相j問、/);~ft ~:{ 8':;明7毛北山握太

学21古館Ilj'J会、 ;99;)年 14頁に

3~ ~:;:Jf 111武返本位茂男古~，'X i出(，，\漏出。靖持 1上3 ，1 • 1512 

子ててでの斡~I[ . ~，:司停・イ 1 1 1栽および栽氾の剰反は、成J;主主主丘、 2 条只によM

疋する典-~ 7公有に関する氏事紛争解決にみl心するものであるとされる(島11;

武 道 木it:.t七UJ='1['域誠知合 E 的措i+3'1. 16}~J 

げ1111 日、i立ぶ佐茂男古城誠編著・ ~íJ 樗;土 )4 • 16頁{

~Lì:j、 ('::1 U '4i)2) 403 1131，1 



量産 5-4-1 典型7公害普および典型7公害以外の

苦情件数の樵移(主主佼:件、%)
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l角経 Y ク L ス 1:1土、 2U~D年、:-:出 '1 ノ(こよリ V:' li1

この支を見る〉、 199G~午の苅;~~!:是jJ 総í^i 妙、[土 623J~-)f1 であり、その後

増減しながり 2:Jü5守的背目、で臼5655ft こなり、主本r:'~に増加の趨勢を見

せている合また、 T汁自の結SIJから』llるこ、典;Ff;:J7公六の持清が!十倒的に

多く、 7 を占的ナいることがわかる〕これらの苫姑件数を'"1';1の

ι→古処河市jI主 役子守・来誌 のí'i 数と i七べてみると、その z~;~が3[:'吊 iこノ人

えいことがわかるは、 5----1 ----1を参照Icつまり、1ω6専の111主;の佐世・

来 ，H"~Hl設は lG:)(-)47ぞ|で為仁田尽の U 本の深涜苦十古受10打数の2

であコたが、 2GU5年h なると 7:)06Uo件となり、 H木のI，i]年件数の7.9トJ

にまで増えてし hる3 もちろん、 日'1'の人口や国土の而官、 Hコ付士境7脊利主討i析f行守;刈日

寺等::)η〉恭苧本:汀川Jな条什

ずの無浬が'1lる、 〕刀か:1ながつ 干;は正[り)内国L治主よ境克刻|向可短の{深i沼t却刻Jさを 一7定E 

辞皮&n1~ ~，ているものと jJ、われるの

ニグ)J: :)な九一f守処沼市IJIむム住民の権利利益山保設、行政機関へのい青

業況供によると子絞の施策改善を日約と L、行政機関子4毛布、に対応するこ

とい.1;')、1(清・ をおi場・迅速仁、しかも眼科で処理「ることがで

きる当;のメ 11 ソトを品っといJ5h いわれる ~8

r ~39 LiJ:Gl :j・402)402



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

そして、行 II士、11応;土、発生源骨{IJ(.対する七政指導、 l巨悶の詞査、市山

人(，:~対する説得、当事:高の雨含いの渇を誌げるら:との子 it、(.:~上れ、苛せ

られた/';"清を処珂 Lているよへであるヘ日本の環境~:'!'青の処環状況は

来日 4 2のとおりである i

表 5-4-2 環境苦情の取扱(全国都道府県、市町村の

公害担当課等の窓口)件数および処理件数の推移

I¥ 年¥¥度¥¥J百¥U ¥ 

'[1'1'，めが、川 Y~l却の状刈 ば!h総jH~

以総件扱 新jf.(， 問 '1F麦 111 ~-îi:' 11l'i¥ Jヘユカ堤
そ:/)t~2 

中の直接処
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1%::1 SSu12 7G0以) S~:J2 71 ;-9.l 1212 S?S::;2 31;;7 84， .) 

~n的。 S(下i'、う，)1 8:':泊1 5376 783つ9 Hil:~ lCJ2H "口〕ヌ 什L
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二f川)3 lり7に)46: lOC32:J 7o2与 94泊ょ 2l.:;O SL~i 359ι ε7乙

'!:JU.1 1 Ol fi?け !};;~;_:1 Î~~(!日 .'-l 7::日:~ ~?1 抗 71 !，'_; J7:i7 .'-l6.0 

a: 1 1古究民主 ，之、 lド!う人が地方爪共:.j:'1.J)刊荷主ス U~R.1:i切 ν 納得[ふとろ、 ロヮ1?r'~号

必 3刀、月 J子京手法1-c も市 F 人から刈l:tOノ市、 とが右"と~::i事老町!相肝がl氏 1. ，~/;'二

心之、泊';;hÇ~'千為または1!J:~;六の頁 Ikl がなくなったと，"::';字、子寺内刀'Jlfrドリたと ~Vめられるこ

v であろ〕土勺、「そ灯也 J土、 l辺主丈::I，'EちfJ'!-:Jをしと背が-，，，i:R?，とき、 ↑1土人か

地)j公 f"何{:j.J/)j-!j芭または市JJ-j:こ納得しとよL功、1巴i苦情を叫U!:-';-ると;1がない Y き、十l'
"人 J、:L)同士 l6:J.J{夕、:'，ム片~ ~~ t:乙急会らであべJ と三れ之

(従件平iιltiノ十a::c三六 ι十Mri::;;r:，-f，，'， ~~作、主ぷ 〔公lム久子百件云l:i会与1f)j)，，;

『山IHI娯そ :ltt:): 、京伊古、w、引叩oun口巴D.lP 瓦けuc且山fり)lυ/反引"ο京七C日C ll'-'ll町1I-:，' 'r_yo/jy{い】 斗 lツpdf '，I't_主1iえ一アyク
セスロ;止、う1¥'S布、ト-)21)日l

衣 5 4 2を t，-tl，ると、 i12j主丸l)辺されて νaる事例だ:j--C1998午から

お 04年までに必ける平均処在不は85.4%に注していることがわかる L

かし、 '1 1 国ごは、 Ä:f青 ~~JIf叩Ijr支の和JifJ半は高し、~)のの、 199Eγ:↓から:主)0;)

士主でにおけどバ宣言 1<訪の平均処詑半(ま75.4%に返ぎない{ぷ c. 1 

2 :0:照)~，このよう;、 11 本の85 .4出といっ I設f克背約，\I~'!;J~守に刻 L て、

民 1本首iliitc'"シケー 者:;-nT 日 Hヘ体lこ J、ける f ンプ--~' /Yな苛1仁川}:;I処J也

j主 iC宇都市七ンタ一、 2ω6チf¥rl' γ頁J

刊 hLLド W 仏、札 SOlltJlu.go.jp/l、ouchoilkl山 W ぜd只ぞ Irepむr:/1<:ょjyuu--l自/jyouk)/(jト1じi

む (J言終 7 クセス[~は、三り09午 5 H26]) -;y参照ο
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問 ふ1

rt国は75.Li %であるといろ単純な数字点三校から見ても、巾:%1のj岩崎問

題併況の実ぷ1)'主に問題?){Oちる Lことが見えてくる〈

:2i 環境アセスメント苦情・紛争の処理

!の考守きは、あくまでも環境井情処足状況の全般であるので、特j完了

ゼスメントにぷける苫怯処担も含まれてるものと患われる J しカし、

そのっち環境アセスえン?の分野における苦情処:'1げi数がどれにけあ，

て、具体的に l、かなる形で処理されているのかという問訟については、

学説‘完了~] J 、~~~リすが17われて νゐないよ 7 である J この古にワいては、

中 1"1のそ札と 1 ， 1)以?あり、更公る検討が主主であるよう~::，mわれるの

2 日本の環境アセスメント紛争の行政不服審査

行政不阪市 L.:u口、ついては、行政芳、月1-:(1寺査法があるハ当該「法の 1[ 

u<; 1王、子政1:の達{丈・不均な処分に対する|日II立の怪干iJ.利五Ir:(j)簡易かてJ

iG速な紋併を第ーとするc 第ーのゴト[1~，よ、行政の自 r 対」制、 コまれ行政

の i重正なJ阜ザタの縦'i~~である 1"( こされる。

とこらで、手続開始役、報i査);'1土、ヌ、服ヒ己¥'/て書が行政;の耳、m半心

-( ~:のか、土ìi なる陳情書去のかを当事者の 22 141併釈によどl峰山する必

要がある ν そして、不収州立て事項に行政処分・不作為者が存打してい

る右両か、 ;'-j::支の形式全備えているウとうか、ィ、!山中、fて人iこま!:i事者法

格があるかとうかを経理する c また、この要件ド欠げるこ ζ があっても、

補正古川自主なら、まず、イ引当の期間を定めて補正を命以(~;条.，)丹条

52条 1m・56条人 :f七、 l 切を ):l~ベる機会全守える 125条 1 ~t~t 

48粂 52条 2JCf . 5(-)粂)， >7、し、小Jiliec:lて されても、尿処分

の効}J、執IJ、子涜の絞れを停j;二しないこの原目どを採しているといわ

れ(1.，、

行伐示1'1止すf.-6，: (.土、 . !手法だけではなく、当-不当0)[問題 u礼法)

の存査もできる(-1条 11ft。ただし、地ブJn i!ê法25~条の 3ì 。必ト旬、f 人

の不;~Ij-~，~:.、ノーらない|誌り、火事者の下京LないてIII!も音公できる，可処

うよ!fe上殺行政子が不氏巾立て る場台、処分の法史、宇ド14行為川

ω白山武道 ポ件茂男 市北誠編円。吋円以十 3'1• 30点。

汁 á!] 山武;i:'I，=々、↑'k;え Pi=iIiほ被編著・前，1:n ;t:~4 . :-~b -%同乙

I_LI LiJ:Gl :j・400)40つ



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'"i ・完i

51t尽き・立更の、をすることができ (4D条4エヨ.= IJ¥、47条3工員・4J頁に

ま丈、執行停止にお可、で「そのほかの廷lQ:JJ をとる Lことができる l ずだ

し、権利;)::tih制佼 cあるから、、!事千干に不利 できない (4U条 5

反11t L/点、 47条 3尽111Lt"・4頃I
''
し弁¥ 2とされている。

市f;i.H}i)として、学iiは、 1)正問、照宮エ圧のJE;:id対L1、不服ljJ;iて咋

数が少ないだ(Jでなく、政治子、も低いというどをあ lY-(¥:、る y その成区

について、以1'"(/)/1がヂlずLれている。、円該7IIノ1'1こわ vミて否企)丁が上級

行政iTとある持イ':"~こは処七、iT浄庇う町11りがある日また、処七、iTたる知事

または市la戸fb只をf干命して審合子会を構成することになっておじ、開3E

客企?玉三i)i3:目立の第ーで呂機関になっ VC点以J ず、公正な判断を7Jてすもの汗し

て期待できる切j思ではないこさらに、執行機関の付属機関である閉経者

査会i之、治立の亭主主局多設択することができず、処jJ庁と同本見すべきFR

Tむ!-l.k~係自日局に事務局を設置するので、審公会における不，~:l審 ihi[~コいし

の検討内科が処分ff(.こ筒抜けになり、 '11立人との関係で不公ギ1/'とじう

るとの指摘さえある

ノド服申 v てが少なし 3理問として、おJr;改不仮祐子査のデ~;;:処分戸川部

!門jがれうので、余計な事務が増える、また日}古伝端、員の大 r~.Lt 1; 政小以

審査司jj支の内科を知らてよ t，(7)で、なるべく不収'1'立てを凶淀しようとす
， 

m 也、 決定去の決定持限が知事など|級J成員にあるので、ィ、!ii'i~

;査処法の遅延命招きかねない、三段十告な苫商品ト逝なと JJ1h の煩î~ な手続

がでttl'/!J 市jI主治m を 1M;写し口、る、また、fJ~.-hi) 刻 i支て lよ、~;Z定. J孔決:

は3刀、円以内の処F字決父が問符5れてL、るが、それは現実的に「幸子主1¥に

泣い」といわれているへお法人の代忠人にな。地合を|往きも弁護 l肝

不服申、f ての代理人~"~なる例は少ないので、 1df支不日目審査制度よりほか

の方法を考えるなどがあげんれている l~) 

ロ品山武道 オミ佐必七;=)，減iiiま偶者。ば，iJ，ど肝jIi.与TH

j: FFI t六日~ I開発審千日 おける穴，111審干干の J丈務と百日題点 l宵」μ と正義日急5

号 U99/:1f-) ，")1 R~ 

4H1山武法=/j，>ill:: 'i己;=11いえ;域紛昔・前mu34'~4fL 

j，問中孝男 rI:J治イぷJおける-ITJt不以内企の主主 LI可と止義4:3DG~;-【 1994

午 37 おヨ

~Lì:j、 ('::1 U <399) 399 11421 
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問 ふ1

l 述の23祭からは、 II~、の傑士五 ÍJ 政メ、BIl砕査部j設も利用しャす， '制皮

L-5-~' 吋刀れず、 [t 々な珂忍を抱え E いることがわ治るいまた、 l 実|九?の事

件。〉多くは、地方初、 1:';白保夜、 Lh立l汁、公:計有怯;こ刻するもので

あり、域J互ア廿人メン kにF与するィ、JU奇書はごくわ「かであろ)， 

3 自主主の環境アセスメント紛争の行政訴訟

行政処分や公司し))(1)行使について、その効}Jの取消L、Al止め、ある

いは処分の義務コ!?17守をA;'めるとさは、訂正文事f!訴訟法による千絞に

よってfわれている 心、 lJvpl土、 ?l政+件訴訟の最も一般的字形殺であ

るllY-iii司訟丹主 11司訟に焦点を当てて、出土台γ ，:スメ>!， 1:子げ)不備・

欠如を理白とする行政訴誌のが、況を検討することにしたいG

( (1 環境アセスメント内容の不備・欠如による取消訴訟

事業者ーがγ 七スメン;， ~f fri;i吉を提i干し i:-i主、 -u老大f?が」これを者一在し、

免許当?を行うかどうかにつしもご決定するか、環境アセスメノ r内科の不

倫・ノペ!~~について、火のいくつかの規正があるの

まず、ん i)ミ告における不備・欠如であゐ つまり、 λコージ/

:こ.-':Jいて、アセスメン1-.:7)尚宵!・子治IJ-)--.A.~きお 11 が欠けている Jtj 合で」ち

るu ノiィj、書におu-るアて;スメントの項目が欠如し、また、調査、;ユ洲、

非Liの干法にてJいて、干IH((自条)や邦5古川丁県知事 Il日条 1::;:f[) のjE児

への争開業古川、足Lており、これら 'J[)買の修，1が立、安と認められる場介i

lよ、事業芦 lよ修正斉[治、についてアゼスメント T続を石オ 3主げれば (2:~条

1 ::pt 3号)、それをノ弓;:ro;，してなされた古1ポ等は涜辺、であるとされる 1ヘ
次に、村!'jl河井における不満偽公立|であるれは、事業者がFーコた調

査が7~-[ 5-)であり、それに基っく jユ正i・1干("iが台担任を欠;場{tである υ

仁田中)fYs・l叫射止 5・3ケ只
7 行政すれ1'1 訴;;1':;)、 C~ょ、ヨf:~í、の額引が 7 つ(二分けりれふにそのよj ら処分ま Jん

は裁決のliiJ当L訴古川、最も 段的ノミ訴訟ン狩{{"Cあるほか、不作為の遺伝任説訴

訟、加T;ijJ寺政認訴訟、 A扮i.Jけ許古ノ，:c.:l訴訟、当事苦訴訟、比米訴訟がある

とされる(吊井禾J'R編「ンクヂャ 二五議;t~ (法体主化刻、 2りU!S年.l83-84-間"

水野武夫「将校E主主1町内法違反を埋白と rる裁判」川部禁日立=水野武夫絹q:;::
涜法学グ】生成とよ人J 1信社、 lUDD年 440<141頁日

r ~~3 LiJ:Gl :j・398)3ηヨ



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

このtH~守;ーも、準備古;対して提出三内た I:J 民(18;長)ヤ都、白府県知事

(20粂 1J凶の 立三および環l比大目 (23条j の立見をどのように何j巣し

たかが間在日となり、丹肢のアセスメント 1続が必交である (;_:5--$1 巧~t 1 

号〕が、ごれヰ立った場合:ニ窓口jされた泊司令は送法 Pあるとえれる

最後に、者における沢怖・欠如である ここでは符i代替茶の検

討がされていをい町祉存に慕づいに免市守がされた駄々が間三塁rなる p

ft詮索の検0'J結果をヌf司書の日己主J<1T-摂としとえめている(:::1条 2茨 l号、

14条]f頁 7す口かっこ丹)ので、イI4祥子;の検討がう;1，1'，る持合になされ

丈免許与はi主法とさi(Lている

しかし、特に埼y-t:スメントがしl、制限ーイ己されるまでは、，I_~{行が71境

アヒスメン入の不備 欠如を{干1三事由としご処分の罰法tt1-争う :bii奇で

あヮても、こjし;正刊から品、える哉、いIJWJは1f-iとなかったといわれごし、るコlハ

丈一千九、 11，明IJの実ノ*'決i誌の下f釈を通じ亡、 1最!孟γセスメン p鋲Il;，円売悠

を処分の張，;q-としている裁判f'iJはあるとされる" ，1:，下、 i[ll :υ)はÍ:~♂〕玉

き更な号室作とされる処分担と原;:迫怖のFj誌に絞コて触れてぶ主たいの

1 ')処分性

J:j'{消訴訟では処)j、性が争，占となる c 前 II~ 処分や小言"1' 11] 処分が処分性を

l日水I'I'武夫'削附け 8・HltL

孔水野氏j、・前半iJlι主必・ 441-44:':日{

i これを呉j-，l(J' る具体的な事例，~: L ては、選野学 1ìJij t~ド別出 i立法 2 '_~(コ，3 C?~ 

めゐ日本道路公SlJに]ポ.:t/~主計百古いつい亡の建設火口の認可の処分れが否た

され、またiι認Yfr~こより[主 (11 ら.';';]辺 J十ほの法律上の利去五伝合もう十i していな

川こされた Illl~易自市，宇治訴訟(t人民批判 IrlRI~ü年七 円:.:'/[J :;J;a-ふ82むせ31日J

が取りト (fられて ν る f昌'"氏進木J丈 J'~: 男 古減誠繍宮・1t'~~;:ヱ3~ . :32貝/

例え i工、大うr-!C且主il:::HC~t;λl' 7 H 20: I半iJ;!';):(;:ji'<号抗日 (ド:科ニセメ L卜亭f1')で

は、ノ，~古水両に河「る権事f1守のあミ場合とも、担立て克l許を ~-1 ことが芯めら

れており、 封建l支がその封JrJJ作，h';C)_':.1'わ草埼に泣ぽJマデ}ス 0)日約景;:干の

有fべ・ Hb をもトIt~~j L、1埋め立とによりととじる宇H:Fが、 1!;Jめすてにより生じる

引2の税1きをす与 Lべ超過すること泊三宝 ii;[[:'y:}(干明日1であり、ヨ宅:r(U)権利存i消滅〈?

せ まア;幻員'~ーを!-;仁さてfてもやむをえないことが出認されゐ場合に限定じれ

るとし、ノ人刊では被山はノ;'I誌の才生置を品 ιていな、川'Jが問題で去るとされてい

る ( ~-;:-\山武汽 1休7支与}=Ilr-fZ.f.(;~，成編;「・前倒 {I 剖 -133n) コ

~Lì:j、 ('::1 U <397)泊7 11441 
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問 ふ1

有すること l ーは宇いがな~，";d人 Ciili互の分野では、1T1土!すi副の処分:'1が

争われどいるJ'" ~;;!J克影響評;山法 J土、 r司法、審ミ与の則定を欠き、 f了致事

{↑訴主:辻、の新釈から処分十1・i反然科イがよ}、めにオL、実S;{u)主主半(において

は、環境アゼスメント手続中の行為、ア青山;十両決定のよI~~旬、牛が手子7三され

"rし";;J'二

そして、改正fj一致事fI訴訟法 c:;o似 f[-:;ム処 分怖 の要!'Iiこっし￥こ、

" 法で級品[，'る措 t~ を講じなか J たが、処分性があるとまていいえない行

政の行為 f つい亡、国誌の雄弁1)利益のヲミ効的救汚を図るべき二とが5図

されてい合】たとえ処分性がないと:'1)刻されても、 f罰則的・兵{本的手

実のてで投i>iのど要悦が認められたり紛争心!火熟件司川Zめられとれすれ

ば、行政計|由;やIIJJす地域決定の人手法 時効、あるいは、行政計:白|やJ!lj土

地域を前提とした義務の不IUrヤ権利Jコイ{uのほ25存求めるよさが閃かれ

1'J日 1二v，われてしミる)

2) I阜 f午~r;格

原;23産十誌の問題:土、 Ij宗iA行政を仰ぐる訴丘、の同人の争点である IS7と

えれるc つま n、 i.ti:it I 保議された利益説」に心っかそれとも 'f~護

::値V る利採説」ト:立っかをめぐりで、ヰくカ九 i~k 1-， く議論されてきた

l 般に行政処分の村|千ノJや、 .!;認可に降して可告をと ξ〉ここを求め

ている純利者が原 V迫怖を有するごとは疑， .がない戸?〆かし、環J単行政

訴足、のj易{-t(. は、才示、さまさまな開党lit'J を実施する 'Jf.~芝右とは 7n: 岳、

開発行為による縦士克の悪化や公宍発生をおそれる周辺の住民が訴え

叫河本弁護ム辺合会編 Tケースメ/ツド環境，，;:第 2収，日本評論文L，200(j 

千~'.) 31白

4 紛争 σ)ロ日;引炉;土、原告の権利ベコ法主'~lúイl!.:、現マミ的 ì~'"- 、~体的な不安べコ

打了険が'1じ h しιゐことである fAti豊1(_; ~-l 政訴訟に白ける 氾L寸刊の引へ六 七

『確認dJf:沿の 51:11 0)閃係にパ CI n院大学法政研究令幸l宍 ¥VPC:-j/()S

lι2日年 7jJ)、 hUp:/¥'((-'lJ.Ilelklwl:.a::.jい!J(抑制 pdf!ト2f)]川町ib:t'tl:lky lllUa i3 

ld [ ~_~支終アクセス，[は、よ:(jCJリヂド;) ，l:j 26 [] ) '1'君 n~

辺倒え ~f、滞同泊三"昭和利年 2 月つ，PI!; 集社会号ワ号 ~~9父I雪、松 11 :J也明IJRi'J相同年

ヰ1129C行長3!jぷ4号IlGE1なこかあるご

J ヨ十三 jr~高 l 述台会編・首長;ぃL'i3 ・:~~汽

l 本弁 ~[--1 述台JT編 '''1 子匂片;;:~ . :-:2.2-

r ~~:J LiJ:Gl :j・396)3η(i



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

こすケースが多く、これらのf下長(<'t豆、 ';A，:;也格が認め(-):{:るかとうか、。

ナ、 ztめられるとして 2の組凶の:高にそれ治、武Iめられる rトといろ

長らく;衣論されてき とmJ戸される}

7"1-:スメントの 1'，1存がポ偽・欠如のゆfy;こ、ご 41苓看過してなされ

た免許等は注法となるが、この場/パ、午等の約千五でない作氏等ノト

取がJ訴訟をできるか??かが問題2なる 周知のように、この 4うな

$~者の原告辺糾問題について、判例~I手、 民して法律上保護されたflJ

益況にずっ仁いる J' と先手きれている。ヮまり、時境影響副Jイ1'11法守のj在

日・ IjèS 、、-~~ ~:<<1-J 政法7旦が、1;議処分を通 L -r保護 L ょうレしてし s る利川

の内科・['"宍ル?を考慮 I~ '(判断すべきである汗されて v、るωv

しかし、処分の第二者がへ終十計約被害を受けるおそれのある均台、 ~i

高裁 ;~U l~止の枠組みはその!豆、丹 j針告多認める力 iロJ(こ折らさ歩はせ(伊達火

J J充電所事件 1'1)i犬、，i{'['IJ町(和fiCl年;2f.!17七日同 1179号;:)(LrU、結来的i，

生命ー身科、の安全に忠告、を宅金ける範閣のイ七上誌に!主丹j由花?を認めてν、ると

L叶コj工ーとLλる九

111士事件訴訟渋の住の つ l土、!長 11 泊格;、rJl ーする ê:~TF"c'あった

に追加された 9 条ワ J~U土、第三者訴訟のJlj E寸重悟を実質的に拡大守

ることをゴ l刊とするものである υ ぞこでは、 c11:1芋ょの利益」としう丈

ーの解釈にあたっての考慮事J(1が明記かれたっまず、「処分主た裁決の

w拠となゐi三令の混との丈百のみ;ーよることなしという全体的批引が

'1、される その上で、山根拠法令の趣旨['的、 1:2}当設定ニう了において考

l奇されるべえやIH止の内YF 判質を弓場すべ主"，とされるコ

三のぶうな状況の|、で、小 :11 急高架事業~'I- Iln反消~)三~~:最大判てワ成17

ポ高rlli[t地木(いえ男 i!:i jj~Q~t~編苦・'iiij J号注34. 57n 

し言平 f~ä:o)担日・口約守主樟ずれば、?心 者 t'i~ìf十 ilJ4キ l 対 L 、 ~ffiii}'、なアセ

スメント手続をれなに j し[工 1n主.;:::誌に{半ろ i官Jえ!-[イじを受:;s;、 L~いルぃ λ 情々人

グ〕制則的利益を保護合ぺさものと'1:;I査で}ij-つれてρ る三いうべきじあり、イヤ民

主主;こ認められるべ弐品宍庭料グ〉耗|んは、少なくとも対象宇全グ〉関係地域 (l~i-;長1

r すべき i しろ前佐治な ;，~Wf.がある (A.;~-f武夫 -iiJ結社 18・メ，12.8¥，

似水野氏ノJç . 日リ掲ì:t'~8 . 442頁、

61 件、弁i正L-;H~ ~主74:靖 1 長'!'.l 53 ・ 3つ 33\':L

Iビヨ本弁務一行革介会!向。 ~:J'f~n 臼マ 3{t("

~Lì:j、 ('::1 U . 395) 39:' 11401 
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問 ふ1

主 12月 7: 1民集:59巻IDサ2GLi5頁}は、 l正討辿絡め組問キめ n、こ tてま

での 法律ト深夜岳才Lナ1"J祇説 の県本的な弓えを維持しつつ、改正行

政雫件訴訟l'LD 条 2 鳴の杭斤に;やって、禄々てよ~~::素を矢部ょに解釈 L 、都

d;-~-十苅法のはがに、公子守対浪芸b、1云ベつ祁のアゼスメント条例のk主旨ミコ円

台」も含めて者l起に入れ7;;ぺきごあるとはがLた そ L て、「駁7Tや品~:TIJ)

などによる健康または生活環境に主しい被芹をl白烹的lこ受げるおそれが

ある人以、原告!I'H告がある戸と情論づ円、官で;止て!T;i")11地内の

ネヰにか認められていなかcた照(Cj重治浄広〈認める -tr;品を示した

(21 環境アセスメント内容の不備，欠如による差止訴訟

l公共施設の仮処分/午 I1巾訪をめぐる事案が、時l境アムスメントをめ

ぐる紛-~'C)q-:心であるつ京 1ト耳〔阿と:治指影響評桁守続の l伝肢のイj ぷとの

関係(，:っし、てはー裁判例はすべて、 1liJらかの形で受忍限院を超える絞H

じっ発とれつ宣然主を""1牛とする考えんι依拠しているにお抗されるへ

lアセス出制定以前から、事業を開始、L-&..うとする事業者に丸j:"て、

ア七スを実施宇べ主法的義務をl詰める下IJ!刊もさ長い 65 それ「コは、 1II~ 古

希牛の蓋タ人性や認めたうえで、それが:'2吾、限院や超えるお、汗か、あるい

は被究会生来然性にもかかわらず月一止請ぷを交却すべき特別事情がす宇佐二

するか(;~かを判断するむめの };.:件として、ア七スを泣 干るもの γ

である c まと、 なア h スの実施のイi無令書I1めの事Ef下むあ〆乙

殺与うを斗 J)蓋然性の \'r:~11 の #素としナ千1，附するものJ' もある。さら

に、 アセスの'.<羽 lないしメ、慌が存在する均台には、そのことだり

日 j 賀J 児 ~l!' I小同T ，縁、ι続、r付、主主事長以下了取羽詰ぷ最高裁ノ正1:1:、廷判ふた」校

時I!H ，j 号 t判j 同:JP:I~f;;7/l 号) (:';()()(i 斗)172月

“同1I1武道 イ三位茂男 古城誠編著・叩(担注:H. 1::::;買

り小 !J(~!J武大合同十~ì_-1: -<8 ・ -1-10 民。

山水野武夫・前拘~J4S . 44~)-446頁ベ，RAJ、 I}:J~( 裁判例としいとは、 JJ 同町し尿・

ご対処理域事fi縄 本吋決{広沖地判Elj相14日年::;)J20H刑j時(131f;24良、 '1'，;栗

:ti ~，尽なL坦上告'Ji 1t判 rJL(究対抱引 111'4吊 5日午フ月 21 :]与'1防772号22頁)、宇和島:っ

こごみ焼却場予1'1第 1審 判 決 松111)，0，' j >和時支刊昭和~{i年 3 月 n:::1 刊刊 919 号 3

Q)等があるコ

川水野iutμ 吉~1~:;i_:1A8 . 44í-貝~休C10 な決叩l何と 1，-， "(は、小牧内共l寸ごみ焼

却場事作目 1)千:1iJ: (1〆11+;'1-草地科目1';ふJ59イ'1;1り:I吋時111~/;}2 'ï .8 )がある

r ~~7 LiJ:Gl :j・39--t.i3η4



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'"i ・完i

I!めカなZめられるこするも もど長ノゐ U

「と l:t~，冶え、他方て、将来的な行為 ifHIJ として、 i可 C3rト(/)特定化 :::i し

た球}奇形響評何]読をす￡ヲことには ?:~-f~1 てj な宗I立がAてとれる・アゼス

メ〉トを1-7~;べき法的恨?処はないとし亡その点の限庇の考慮するごとを

ft;j'寸る治にA える裁判例も散見される 'j!!とされる。

I 最近の判例では、アセスは、もはや被芹発生の烹炊ttcコ三IJ断的'1'じ

はなく、ニれとは ~1J1目の子社I':~長宗と L て、被百とは別の~詰件(: '-'て指

えられといるのである これは、時境に宗主也;をよナ去る事業をすミぬしょ"

レ 1 る J;~-1t ~:: f二、あらかじめその影響を高告し、代替案を検討 L、住;z
に納行的、ぺ;え院をする汚グ)1'，1;売、 ヲなわち、 γ{てス子絞l之、人格権侵

害や被告少すけの蓋然性等の';'iJ断とは出沼の Jよ11'と Lてその立、設'1'1を認め

ているものであ/"る p

し;十がって、環l克影響司7市:n丈hは対象事実に対 L、1最!主γセy、メン p

が才完治づけられているので、これに;人守る場介、作民:正、土;xtJ肯格や人格

慌の侵 .~を;l-ij忠と宇るごとなく、アセスメン 1 法違反幸四山 Efる茅 il二

25求が認められるとされる l

(3) その他の訴訟

百五境ア七スメント r?J下について、よ)主の泳三、:EfU引の:まか、{十民訴訟・

同家日立出・ i育 Nz公I f.J訴訟なこも背υi~ :"'-れる

「判官;では、アセスメントを:f---うてき法的桜従はな v、ことを巡回ド、

保水行武夫. ~'; j号州訪問:';7 -';19民e 具体的な裁同例とし えは、長良FI河l

f量'!f-1牛第 1 高:判決(由主宇連判、i"成 G 年 7 円 2日 B~I; タ出1 ij"49 郎、 j~h 向!';1'1ご

み焼却場事ft;;r!:í-E:会111 民地ik8~H山パイ|け j 2711 tlJ持913-;3-80ど)、犬同大事件

築審判決公」辺地岩波文中l平成つ平 7月Ll日担i;fI-，¥'1:-;6:30 J 1/+ Ti")なとがある三

犯南 Illií(，'技木位茂男古城誠編芦・ ~íJt2:u:34 . 1 :32 ~耳

"水野武夫 e 前同日生8・4:.iO.H0

l水野此J三・前拘ι主部省 4;，()-c之
例えiよ、イギ1:(訴訟1:lては、竹II待R返事{<;--言t~~~地主|引c r;，ドl' 1片:29日

判111 り :6 号 17頁)があ i〕、国氷賠償ミ，I~訳 r て;之、包当岸通判昭和ゎ l 年当耳 14

r:れ時1193号7:;nがあり、 Nf-.;:a公開訴訟と 1.__，.C:土、司王;r.点すれぺ7立2'1' 9 J 11311 

おJP-，j=13(むり 2G闘が品る 凶 ;11式干~，ドか戊 ~tj =-IJ，舶、誌側苦・前fルー :34，134 

133見上

~Lì:j、 ('::1 U . 392) 393 IW，I 
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問 ふ1

そのJR!ffiEキ考慮しなし 1i~冶のごとき主j 皮事表明されているが、学説では、

7 セスメン人義務を発生さ刊る丈め:.;}ち-zのJ、的根拠が必空言力、台か，.コい

丈、活保[ドJてよ議論l止さ 7 てし、ない 7との穴IXiがある。

苧Rえの巾 ε;おおされとし、るのはも 民事差;Jめ仮処分巾治事内いおい

て、ど止め中議と環境影響~t1ilr:子絞との関係長どのようにとらえるか{

ついぐである‘環境交響計イ山fi況の欠如だけを収拠2.とえミ止めが認め

られ心べ主であ i~ ~=の説を↑張する者がある〕しかし、多く(/)百日吉r(.士、

被宵宇?の利益の 1~設を l色授の日的とする民事訴訟の件倍 i 、 'fl'J らかの権

利佼￥の蓋然主の官-JJJJ..:が問題シなるとみたうえで、役岩花牛の主主扶牲と

域消51令詳油T続の?と則Jの閃係を者えよへ汗しているグ Jされる v

したがうて、これら制度l止、そもそも環境アヒスメン入不備・欠如の

足正を U*~ とする iliU支でないの守、交際の迎用\'"あたって事\tn，;t言多いご

ともが{京できるコ Lかし、ここで涼くすち人るこ 1つができないっ

4 環境アセスメント紛争処理の日中比較

i述の考察かわ、 n同と 1iノドのi去法 fセλメント粉苧処涯の梢造手比

較しとみる ldに(/)~，通〈コかの異ドiJ がc7-!-. 1-つれる ま守、共通点にザコ vべ見

戸一 ， 0 

(Jフ~ !~乙

IUE料品アセスメント紛争，}t~出をめぐる絞計がイ、年仁ている。本宣ご取

りあげた苫姑処法統計は、け 干のいすす1も、湾境紛争全般;，-おけえJ苫清

処Jfl宇一タで為:)、そのうちしいけーいとれだけが改坑アてスメント紛苧

処理tこあたるか、現段併でfiFHr{t:な統計が:;-".つからないじたピし、同|主|に

おい亡、環境背約!，c4J目指:J度の不IJEE1'1数が多く‘しかも拾え
，、

ν'I;.J 

とは椛ノ〉である J とはいえ、中 1 ，'1のんが庄訓告~I 多いしかも主主異的な

スピ ドで増加し1いるこシを雑誌じき、環境架化的深刻さを改め、 i

告しているように考えられる c

12，HJ#境紛争の行政的処涯が依然と lて王流になってν るしこのぶうな

傾向J土七'"iiff]I]oJ状況にひと Lく、与しはまるが、，ごじす〉小う生現象を牛み

1l1--9--J京凶;土祷雑・多元的なものであろう、 r:-l匡]じは、被害J5lz、会Yi:jc~ 

F 念品山武道 ポ件茂男 市北誠編円。吋円以十 31. 136" 

~ á!，山武;i:'I，=々、↑'k;え Pi=iIiほ被編著・前-1:n ;t:~4 . l:-;b -U(t号。

r ~~9 LiJ:Gl :j・392)3η2



中田の環境アセスメン 1法制陵の構造運用 効果 15・完)

時間を費P しても見通しのない裁判より、同じように見通しがなくても

生活の隅々までIU訴してくれる行政に頼るほうに安心感がもたれるかも

しれないυ しかし、身近で便利な芹清処理・行政不服議査制区も被害救

済の頼りにならないケースが多く、被今者が泣きJ挺入りすることが'自に

みられる。

13I言Hl仙法には依然として司法審斉規定が設けられていないっ処分庁の

庇い台い・、円')T者ベコjH、町職只の認知不足・市lj皮の惚雑さといった様々な

原因により、苦情処用制度や不服審杏制度の救済ヰが低いのが日巾の共

通点である。それゆえ、依然としてわ政的以済に車I!!らさるをえない状態

であり、行政的折間だけでいったいどれだけ救治できるかが未知数であ

る。

上述の 3台、は、程度の差があるものの、円本と巾国の世話境アセスメン

ト紛争解決が直山する共通の問題であるように目、われる。次に、その相

j主主点をまとめてみる υ

ilj};束」昆アセスメント内容の不備 欠如における処瑚対応、が異なる。日

本は悶議アセスの段階から、環境アセスメントについて法的和リ処がなく、

行政指導を中心にアセスメントを進めてきた。それゆえ、前認川をめぐ

る行政処分について、正面からその取消しを認めた行政判例は少ないに

その代わり、人格権侵7守と受記、限度を某準にその疎明があった場合、民

事のkli止請求および出害賠償請求が認められるのが T~Jitであった。これ

に対して、中国は79年 法 (6粂)を契機に環境アセスメントに法的根拠

を守えたものの、環境アゼスメント内容の不備 欠如を理由とした行政

訴訟は数少ないばかりか、人格権侵許守を即111にした民事の差止め 損

害賠償訴訟のケースも見叶たらない。

12Î評価法;足止の意味合いがfてなるじ日本では、深境;j};'ë)!詐価法の~Jf止

をきっかけに、人格権伝害および受忍限度を超える安件とは別個に、環

境アセスメント内科の不備・欠如を理由に直接行政処分の取消しを前求

できる権利が法的に保障されたという認識を持つようになり、新しいj~

I詳の時代に入ったようである、これに刻 Lて、巾国の詐悩法制定は、新

たに権利義務を設定するものではなく、いままでの経験あるいは散ら

ばっていた環境アセスメントに関する条丈を評価法の下に追認しただけ

であり、住民に何も新しい権利救済の途を与えていない。

北i*'I(I'391)391 r1301 



-λ入

問 ふ1

{，}ì人権州五怒母、が lベなる 1:/λの端境響対f汁y士の制度化!;:、 ~U世紀

f去半から始まった[ぃ[ニの荒廃〆 1'1民(/)粧棋を命力、寸品反抗済成長政宗や

公75雫菜の強イ-Tl~7策に反対する局長(I'jな克iiE il 加す1f宗となり、説{J手片

足注重治・市民 W. 拾の商品の巾で勝ち取ったものとあり、?~(して思代以

棒・九関によるJU誌や吉政、口符役割lよるものではないといわれてい

かつて6U古代0)1:手には、 IJ議誘f王子ょがあ J たが公云1右11:)ょがなかっ

たので大企業のさと合問題を梓jし流じに Lていたロ二J.U 女n、戸、

昔 i二、 li~土に必死公訴えと~J;jd占を繰り返 LAO その結果、ーシ以E松LL ト

の事業所内性誌の開始にあたっては、宇ド前lこ刊に了 i杓な調是正を行い 付辺

住L(o)司命 社体に治害をおよはすことのなV，ようにす前1;すべき注意義

読がある と球I克アセスメントの必要性が明示された(i"JIllIi公害玖判

所のiJ決 ('72と 7n)) c さらに、公共ミ事業内ウム去にあ三っしは、住民参

加あるいは|はl京が必妥であり、住民の主主 ~q均人格{生活様J を守るべき

といろ考えが認められたこいうお(大阪同|祭益事作第三番の l'lji尭 (75

-$11 n)) 

これに討して、中けでは、たこ")止対i亙弱Jがあると Lたら、それは、企

莱の;!)t~行為にあl する個々人の抗議(亦訟)であ}人公j土 fiU4に九j する

同の芯戒を悟るがすふ λ な J~\i':f ~こな ιp ず、茶4c自立八十与が侵汗汽 1 十一ζ

いる J おいしい本を'i(心Lた牛が!を営むためl、自ら i!ち|がっ

亡、身近な生活縦坑まで汚染する企業、そしてそれを校医するC':こ対し

て徹夜l冷に戦わない|，A打、 :1--;--ぃ将来/1存治すら失し¥さらには公百によ

り戸分の専体/1耐を矢"治ミねない「とを主に三官1./ておく V、突がある η

おわりに

これまで 巾ヨヨの碍J~T セスメント法制J支の口組みとその透明を中心

~ --. [;走戸市を進め、ゴlfftT提起した諌題仁ついし草者公:)O)~ll答を提c し

む!l:iiiJuttぷ琵住民運動論 品の恨の現弱からの祉己 』

午耳、

ごjj:?ITi!t. 前畑 ìl7~; . LiS冗一

14、〈乃京λ十、 この04

LiJ:Gl :j・390)3ηつ



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r--i ・完i

てさたし iI卜では、それらが振り返りながっ、 イメホ売の23祭をまこ的、伐

与jして J'るがE互にザ八、でi主¥てお〈ことに寸る〈

本稿のまとめ

ますい~'ffÃ旦の l' ，;隔であイ〉が、木作!は、中川1宗佑アセスメンド?士官l;;立がと

のような構i主的な特慌を有し、いかなる問題占を抱えtいるのカをi判ら

かiこすることを :県出 I とした〕ぷた、このような王軍士~アl:スメ L ト

1云制度がし叶』なるプげでスで;1::，q:j(~れ、いかなる W-l ~if :":. -1色G1し、またい

か去る効果をあげているのかシいうことの究明を守果題Il' i二Lfo

11)課足立 Iについて;士、 1苧・ゾ章を混じて論述 LfJvつま:)、 r:-l匡]議

境ア七スメシ i法制1誌の構i.l、りに 建戸立プ口ジェク入|計:白1J両分，J:、狩リ、霊法コ人トが高い、進法コストザ官lL、」および「アセスメ

シrの子続を重干JtL、γ セスメン kの結論を tu，祝する」といっ rヰ，j:fti:が

あると考えられる U

第 lに、 75千法に恨源をう寸つ1翠J足7-1ヲスメン下刻iえは、その後1"1半!日

わたゐ実際の運「オの延長線 11、よ'l'lilれてとし亡その姿存 新Lたc

ヨI'JtiliU、JZ吉11肱iアセスメン卜と事業アセスメシト(-:跨る内容を台えでお

り、いわゆる戦時 r~~税務アセスメン 1、に 苦み入れたことになるーこ

れは現行弓干~jli法政大の桁後でもあろうが、イ町 4 りも共j~I:党 ]?k;付 l止、 l 政

府可1"剖l可 Lても y ピスメ〆トを実行するなとかつてない公、l'，ノfと，:

五千 '(~8~ な ITjUi;'士jË を手ているのだ ということをアピールする日投の

シンオfノレマ クとも Lてし， ~志、

しかし、行法に対するアヒスメントはもち九人のごとであ:)、特j立影

響が深刻である政策、さ州、 1-:'1~7.1 ~'7t~ 1湖、市級、古殺人足代去大会必

よびその1 ぅ J主 :?i_H 会、人民，t:~Z昨T li~ ):f-~ (1) -~-I 百寸河村むの範囲外であること

がいどしば指摘される 7! ';i設プロジェケトキ計問のI宗治:;，;響に比べどJ

と政府の政治決定ミスによる碍境への民智力は深刻的・持続的・広範的

である一;、もかかわらず、ぞれが評判y主の対象仁含まれノミかうに?のは実

に)ft憾であり、アセスメント i-!、 c~~ L --c r:-l:tt T端である Jいわねばな

らない仁また、 jti白17~~~ スメント J二時する内容も自治、条 Jこ過ぎず、 しか

-t:j収ぇ 1--'主持瑛境影響cfi匹 t'I:~，崎、f 以忠考J 求索~()(じ年 1 01月 HJ~-d;:t

~Lì:j、 ('::1 U '389)3(¥9 11021 



論 μ見

も各条丈がJ民日Ij的にすぎて、計画アセスメントの内符・方法・経費・帯

杏および追跡許イ山賓任なと、の具体的管湖北、市IJがいまだに22門状態である

ため、員Lに実行しようとするならばかなりの閃離が生じることが行易に

想像できる。

第 2に、建設ブロジコケト環境アセスメントにおいては、「連法コス

トが高く、違法コストが低い」ないし「先に乗車し、後で券を買う」と

いう内存的欠陥を抱えている(評怖法31条)。 具体的にいうと、アセス

メント前日lの末巾請あるいは未認、口jで勝子に者工・建設する悪質業者が

いまだに多く、行政部門に発覚しても辺判や手続の補充命令にとどまり、

{去による建設および操業停11.(J5~ 11)命令にまでは雫らないものが多い}

仮に、建設および牛産を停止するよう命令されたとしても、達ィ去行為が

発覚してから処罰決定存を通達するまでの時間が長< (1 -3か月間は

かかる)、行政執行が遅延してしまう。この場合、数多くの建設プロジェ

クトは(小型建設プロジェクトはなおさらである)省であるいは竣て段

階に入り、未然防止というアセスメントのその本来の意味をまったく

失ってしまう U 他方で、環境行政部門は、処罰決定を下達したとしても

産設業者が実行しなければ、処罰の履行が難航し、環境行政機関は人民

法院に強制執行を申罰するが、法院は強制執行にあたるリ的物がないと

いう淵山で主1I1、することすらしばし1;1'ある。

このような法的欠陥をみて、業者はつい「先に乗車し、後に券を tiう」

という射幸'L、をj'!Jち、行政部門の発覚ないしT続補充の命令が来る(し

かも発覚しないかもしれなLサまでにプロジェク「を右 lあるいは竣|

させようとするのとあるれかくして、行政処罰は形式に流きれてしまい、

思質業者に対する威嚇}Jになるどころか、むしろ法的手続を踏まない着

T.建設行為の有力な法的根拠となっているハそれゆえ、子続の補光・

操業停止命令は事実 h悪質業者に「台法的汚染」のチャンスを与える「護

身fT」となり、評価法の未然予防組旨を根底から再定するものであるた

め、それを内包する評伺法は自己矛盾に陥っているといわねばならない。

第3に、環境アセスメン卜子続の'五行をめぐって強調されているが、

評価結論の事業反映については、単なる政策決定や事業実施にあたって

の参考にすぎないという位置つ、けが守えられているじまた、評価法は、

百円出手続の実施にあたって、ィ、当・小備がある場合、事業者・百千{曲者幾闘・

r153l 北法61U . 388) 388 



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r--i ・完i

hJl.Z絞悶の職員仁ボ:1，乙、の渋的支↑子規疋会設けているが、三ギf叶hIJ誌の政策

決定や事業実hlliへの反映についてi可も辺、的-Ijンクンョシを設けていら:

い仮Jこ、 にするかとっかまで包煎 Cあるならば、立大な人JJ ・ 4&~

力ー羽力苓費ベつて1設j立副，fu;iを77JIごとの夫質的なをl床をとごに求める

べきなの治 b

さらに、加え仁、 }~!l境影響報白書二cった正作・ 1ド-(怖がí1~隠さ~L -(いな

い"代詩、案の検討が法的に川吉されていないため、長も:;':と 11 ぶ~ . 

で、符{斉.iL会および時境fll'i佑の調布じのとれたプラン今選ぶ二とができ

ノミい、ま J 、全トバ LUJたして少公くノミい技術斗ーピス提供機関J土、柱穴-

~，ir2J 終閃ト下の号来機関なド台 M() かの利益;15ifとを持J ているだけ

でなく、 @;ci~~業て?とも絞済的に l声援結びっさ、 ブラ クボノクス 1 ね

な副ムlnTI;J調iみになコているので、 d'H日7!の公正午・干 f千件を保障できる

はずがないc まさに、 γセy、メ J 卜 0)千読を重tJ~ し、 Y セスメン討の

結百一?を 11

12:1ヰ;稿のが出 111こっし ιては、 3平.'1~' 5章の を i活じご f#0)~を試

f/..た J 言でいえば、 rt同環境 7ゼスメントiて制1"王は 公衆多可型 l な

しし CuhJ梢」淫.ltjではなく、 11政管斜角亙)jJが主流であり、 lじ来か

らのf了はの!{タ ナ '1 ズム r~'~ な活 ~I町子法子依然として以深<&:きてい
， 

ρ一.~ 0 

第 1i、現行法設/ロジ l クトのJ幸治 y セスメ〆ト辻、投資主体ャ投

資H13 に t ってう了級審苦手範閣を l司 i ，2~9 る古、投資怒に当て lよま iちない、例

んぽ浪l主総lj，ょのプロジコ?ト、および、 J支.i'l司ffiが小さくてもr-[ブ染が深

刻である同ノj、企業も安易ι否、刊されるケ スが少なくないれ前認r1fit!t:w
it{環境アセスメ J ト i言論 i いろ環情深全要求会 lllr;相~ L丈り、あるいは全

くアセスメント T読を踏まない県宍染者を認ロJしとり寸る独院的な認コJ

ケL ス(まヨに余るはどある。さらに、 J旬以ずべき汚染企業は移転ずるだ

Q これは、 Ili 伺政府J戸時喧伝湾等、乃計会管坦を実jj1!i，t一る助合の段も符~~: :: '1一

ゐ託料千モデルで:1-リ、このよよな流治日執1;モデ】レは「鞭をひ --="l.尽をkら

ゼる だけにととまりも己主的な公衆参L山内出11と， .う較し1、状f児、こ連日でき

なしとのお怖もある(土駒=斗さてJ:.."-."f-，' (鉛ント!日義副) 1 リJ ・サミ 入後↓o年間

の ν1+ の {T]f，伝 ~;jj 11 法案面状況」担行法学説i巻つ号 \_30~)3 H5-1'16出)

~Lì:j、 ('::1 U <387) 3;:;] 11J~ 1 
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問

けで、改めて 7セスメン J高査や下認可権者の見、査をとおして、ヲさ

き 6染ムとなるケースもあるといみ'，'9 それゆえ、前 ~.r， -I ぜ têt闘のが当

ふ1

J~Û: な l日一認可イ丁為、 またはその責任迫及守、わ.]0)不窄備[ドJJ却材、均支部J}Iアセ

スメント子絞を*，.~もしない怒質業主を ~-l み出 h忠良となって ν 、品目とい

わfしても引 hカλなので£ろろい

第 2に、 fj"-F:~ f司;PfJ(主、計イ山千侃の審杏 -RZロlを 方的に".んじるが、

ポ後調査を含む全フ口令スへの肢督符恕が非常に欠れしてし、るはc アそで

スノント完治巾に公然参加といっ新[いず宇つを}はり入目るが、三牛肉・建

設プロジェク?に関する井ーすも的泊，IWよひオiの#止処・デ-，7・}Jイて与:

たが秘密にされ、いつ・どこで公J!1j会ある v刈tWIT';託会を閉さ、主主加t:"!，t

イコJをでう;1<:_たか、タト古~o") 人却は 切れからない。評価制告書も公聞きれ

ず、行政済査機河だけが~~覧ナる特権をfJつハこのように公衆の泊る権

利が保障されな¥'がゆえ仁、公京玄~))ll (J)存{上は許frl:i被|却のγセスメン:

活動に丸J~て社会的まにならず、許↑h結論。〕零鎖性公止性かわJ!主将

円，列Jてば、 2C!07:f5 . lI川、;':蘇七?の太況に液刻な主;烹?]ff::JJ'発 IL、さら

\，-:，f:K鵠 1，全J"，liで本道水が汚染~~、 I Ii民:'，:紋古をも f らし士事イ午がA主主た、 こ

れし ういて、 d 政府(手、江市，~百日日気による b のだと説明し、国家環上)，;[宗主恥、

同は、天長であるが人災でもあると認め、民!日jでは、 般的に Iu!iY.;-は経済の

間です3棋やわずるために多くの冷戦が深刻とある工場やた設した結月さであふ」

とみている 汚染事件後、 f 訴の kil占況hQにおける出羽汚栄子、業が発覚し、 ~it~

J乙やその他の池j]i1z:こね叫し待拾を再開すfi~.斤 jていつ http:/ノヌh，"p，;ii;:i肘け1{U)ig 

'wikl''':';∞7叩5%B9% B-'1 弘 E.3\'っヤ~ %:¥ .. '\%E6招州96日制93約3日8~~07% P，WI，白神BH へ i 日開9

刊93'\，~，4%F叫総同F4%nncM;r; (?村 1 アクヤス日 lz 、 ~COg'千f ;i月2ti日Jを参!I{i

出;干効「通遊詩浮実現時汗庁Hll決 ~:i01と当 lヒ」葉東欧法士子こ院T殺到何年ィ;~，~ U;t 

ρ])前} lTfミに

31 例え;工、環境保;宝郊の枕弓十;こよ φ 〉、民境保認可|尚三官有・羽町一しとプロジェ

クトのうら、 10%以ム刀、逮 l検査をr;ってfヨ1;)す、さ lコにその λ むの20話以上

が端境 Y七スメン}有1会宍にJ芝オミLた桜境保全仏情と要J、を1::1 Jに移しといな

い 2r川7"'(1のわ}め、|お禾環境保己主総局が市 岳にある 1()()tJ，_~の i 業!べ 5(lO~j， 

fの企業を現場検事Ll治巣、tC':f，の建ぷフロジュクトにtJしてitJた昨当住辺

を1-1ーってい士、弓こと占、わか勺た，計輩制‘ http:，!:nεwS. x i n h u an et. C (1 p.l / 

elCWSCCl1Lじr/2008-~O ノ2ì/cCJl1，-cm l02Gl12S_l'.lr:l (最終 Yク竹ス DL土、 20(主}杯

月~(-j日 j や参照{
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中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

担保書失い、計irl'iiおーいろ -~r1r~~;機所~;: -~r1r~~;結論仁京任を民与」とは、

事実叶了政次世のみにl>i"しど費H:を負.~)ていることになる〈それゆえ、

アセスメントへの公衆-}，;;i)n#訂正は政府市刊の公黙の都日、を ~'T' ぴ寄

せ、求心力を強める 樟の人口ーガユに過ぎないυ そ Lて事業の古i認ロl

i土、この上うこに公衆の 11が包かないr..l!アで、意のままに u午TfJかわ

い、開発が野b'{~ (.こされ~( ~-、る r さらに、県境アセスメン人千絞のノト備・

欠如による紛争処理にあたって、[i江副命:11正J、f丁伐示服審査制j)弘行政

訴訟引j境汚オマ1)用されているが、司法のすが)両かないエリアが苓く a 解

決ん策シ Lて、 :ff;(~処到などli~えの一千に ι二って還!IJ されているこレが

よく矢口られてし、ζJ、

第 3に、ヨを転じて計i由:アセスメシ f-O)1:ME状況を ;ji!てみると、実際

には、 F 回策定絞閃・ "1'1日絞閃・審査・認 IIJ+i'~~とはひとしくj;:，.'%府部門と

な心工おり、 約分を円分で:'lJi与-J'6J{組λとなっ亡いる。また、百i

出アセスメンいのi:'u論はあくまで円 I- [!lf')~f;íj!上の苔考にすぎないという位

Jどっ:7を与え Lれているので、計宵 7-1ヲスメン下 主審1'fにかけたと

しても r 阿や r;j-~bγffI:吉カヮ、認 üT( 至るここはないコしたがって、，-il~

書£るいは計i同埠嶋影響丈書かいっfいどれ士け止当性 公止性・科学

1':を有してい ξ〉のか、きわもや1疑闘である ν したがって、詐価法制定を

皮切りに、 !iGの計間企 7 廿λメン i にかり亡し、るカ仁そ u:lt!.U政

の 径の見せ:7)ミげであり、実Ft~ (.ャは間交政策ぴ);o主:性が官、然として働い

ていると v冶わゲるをえない 1

長拐にわたる計四終消の ;J~'~饗の|、で、

公衆も政11tの京伎な集権的管t平外指:J

}Jがハ治の間々まで没i禿し、

‘何事もまずJ政局部門の行

政的手段に手切る上ろ~"~なって， ，る b このような万能政貯の管在沖がiのト

ごは、 11;民・非，:tWJ組織・その他社会8J体による民主ー公開差別件の

あ;:，環Jftf午理体計J:がlF5みにじられごいる c

， :llJ述のまとめからすると、民1J-i主よ克ア七スメ〉ト法前:J皮がド、i包する

河忠J土UJfiiししいる ~生る法構造トのすit: ú01支'iù'!..:: とどまるのでは長

く、さらにそのような存;告を作れあげる政昨ノなの権力治型連'日の仕

三唱l芙 I'1Q~環埼;;~F計削l引烹的万二よ止与五著 以::rl渋介へ為牧;斉逮i手ザ」与祭 J

主代û;;-r:2~ 在日 #11 (むel22剖j'J (之CU'/!f-) 'i ~日」

~Lì:j、 ('::1 U . 385) 3;:<:] 11:)0 I 



-λ入

問 ふ1

相みがtj~ ，;fiS (<' iきんでνLること [ノケコてくるむこのよ与な体制の

|、で J土、 ~;>f8i iLが市I;~i二 実行 5 才L 丈からこいって L許制丘、の;)~イiá0欠陥

はともかくとし¥f川、 f&:HT与1;1 "j 1二、各湾政策・弓IJilliの立案・実依およ

び長時的プ(ロジ工クトにおけるはli の芭思決定 j 昨ーの玉 I，~を訣る?とは

ないにl それゆえ、 1草地(-:::スメン入子絞が形よ仁淀さオLぺ表情未然防

少しとの効見は一階からい1薬のす在となっている p

これに比べると、![木刀環境沿う響評↑而itて寸士、ノfiJ義務が町J，)， され、

・バーl'百戸f‘日i1ul:丹'主成のlね;こ長持、的なず結のずニコアルになって

いる〈ま六、 c2 [寸]参川日覧」の f口セスを経て、透明;士と公，1生

を確保し、悦阿条尽の組み込みでごをiffit-て制度内 J~;，土併を保障するこ台

によど、何利でノ安いやすい市r;;えとなっている G

火帯ノメの 11rj1の悶で、なーずごれほと人きな差 じるのか、もと

より本不足の説きおよ()'うる課題ではないっ子が、その幸町)示;~JZ、いまが

山洋法主化がr三透せず、ハードな権利手記傍じっ硲定よりむしろあるべき公

的な秩!長を紺持しようと干る .-;-1刊のfム続法"i¥註が的、通ているここが確か

つごあろうい この会:味では、 [ご取る、ここではないが、「下問 i~.t執行

:こ.-':Jげる長大の問題 i土、制定おぶぴ仕組みの同~であろう山

工品ル干一、 r;~了託が不可分である門で、むil'4 ブライオリネ ( 0) 

f!." 1111刈では、時境アぞスメ J 卜のず紋史民約五を強."品|寸るが、アザスハントは、

事支計カ付[会へのマカウンタピ，ア fーを果たすための /U七スに辺ぎない{

f~~院アセスメ〆卜());;j::ifj: (，j:‘ブセ λメL トと JrJoブ口セスで千子われる子育t!U'Jな

辻氏宮古;弔をわっ f ヨ十両(1)~，十!~.IT'，決たの透明快を古めるこ(:::'より、適切Jな域)5l配

泡がなされること:ある(底科守01J;君主九百てffi'::-1i:li;:主じI)fo干イl可 リー術的側自か 1;)..1 

ンーリスト 111!i号 U99i今)!i9-f吠〕封)

引中|ィ，!i主主化。〉有税につい亡 鈴木目 l中}司法の忠考f，k式 ゲラデーシヨノ

;J'jJ、丈↑ヒ '1， :1'1百と 苧 '11.1工夫絹ドアジアUM 冗の耕?な地平~ (nt::丈笠、 ~OO。

午 :5ワl頁が日しし l

i':' ;:[テノ1;工、じ、'1'[，，1手 1111.法実拾における重安な問題l土、引gz1>) Z，いは{Ijれみ

の問題1あり、それを解決するには J~~f合 併治l忠弘のほか、 11的祝角から政

策 計 l市~ .ブ口ゲラム・資源.f:~~培;民民主なと γ):，1-'i- ~)法幣備のπ構主主じよらな

ければならないと~~.R-)る 筆者:二、この見解に皆同 t;~) (i工効 1'1げい設境彰

響~'V-，r::î::;1J度比較1i!1 究 環境与問完決策的止当法j宇在序巴しじ京人手1_1¥坂本上、ヲ006

年!3;)G円， 0 
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中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'-i ・完i

産物である ゃあげる IJ民l土、その対処の必要性、主主要 h生

:こ認識を品めー〉つある、 しかし、マスメ 7" ア (， :~;ð~さきれ丈町民;1[-治σコ

強 !J な支持と~日前があってはじめ\政府に 4 る規制が実行された日本の

?刊と比べると、中国において、行政・企業・七見の 位 fぶ的な法メカ

ーズλ が実現するにはまだまだえが泣いようで£る)従来の権))行使{

よる運営だ irでは、様境保土は成り立たないυ;，1*のill.{~cつ禾1]設や地球

全体の公ぷにも潟 i市寸るfjf[t者向胞にはLて、ノア々 をどのよ弓こ取り結/してい

いく灯かが、中区政!(，に I!;j われていると支たの~*tNであるMごとは院迷い

2 残された諜題

ごれま寸の論述にぶって、冒頭で提示した 2つの課題がある杭y支別ら

かiなっ 4 切であろう c しか L、残された課題は少な〈士し当。心なくとも

j況や1の域境7 セスメン人法制度lこ問し亡、:夕、のいくつかの白から到なる

1~;1'1Lが必要であろうご

(1，1 三雨時制度との関係について

本稿ピ触れてきたように、三ドiJ 持制J ，~~土凶作|独特の探涜保ik市I~ 乏で」ち

る行三帝t:正日又日|上、 r;~境ア七スメント司IJ!定と異なるものてあるが、制ほ

の日除f~~宇 i土環Jiií民合必然防|にあり、 k誌J長アセ λ メン}.， 11JIJf}tこ-!::'/ 

CliJJIJされるのが 司史的である

また、 tÿ:~ミアセスえン k のじら871 続と J九月ミの事業内?字\の反映が;1Ít'活性

してL、る現h八乙つ 、で、 アセスメン~iJ治JI正に科の木知的 l卜効果を守合

f平支せるためドも、 一同時制度天行のj芭三をはきわめてよさい J ごのき阪

で、環境問題のrQ;1!、を芯えた場合、=， JR\~:J皮の実効性引l宇i史 L 1いく

必-t:.があり、 f~'~土台7 セスメント制限とシ、(J);二うにノ\-;ンスよく iÆJちして

いくかについて史なる口守会が必~:であるように忠わオしる。

(21 戦略的環境アセスメントとの関係について

お松 λ 私大['~黒崎 1// 、 ~J シハ。 I:J~ ‘やす柱。日引計「ηT体偽政町Uグす)1役史 ZiJ f岩波書l山~~占~;

20iロ存存') 12~コ頁。

トI 経リ II-.-~r~ ー慌「環境;-J、再論 "土二玉j攻法r入学出!批判、 1q関与 l 自己良、新管帯ー

編 J~~ 責保設封、設 t~_l (iJ、作Wrπflr-十、 1む90守宅) 72~ミな h 合参昭一

~Lì:j、 ('::1 U . 382) 3((~ 1101，1 



-λ入

問 ふ1

lAd知のよう白、戦際的球J克アセスメ〉ト J土、政策アセスメ〉ト・ rilITIT:

アセスメン 1ーブログラムプセスメン}に分泊され、事業i対する長末

端のアセスメント cあるのにみ1'_、政策十iLf:t~こ，，1 するアセス λ ント 1 ，ニ

最 u、U乃段 ;{~Iで、未然汚 1I に最もうど!J ;私的であるといわれる η

中市ワ環地ア七スメシ下:土、 l汁業と を土す象にし、いわゆる戦目吋7

主主境アセス〆ント分野に 歩踏み込んどこ〉になるか、 IEi;~~1ょ7 セスメ

ー;、対象フトら以外されて l 、 i~ c 今までの政策の失敗による環撹内染.fAi 

l~ を五:返したf主主(1; な教訓耐を考えれば、 Ji0-~ ア七スメントは(，'f より必要

ごあるはずである 環境危織を悶;Eiするためl、現在の百I1山アセスメン

1、の.きさらに明確にし、最上位段陥からの政策 T ，~タスメント 0)重要

t': を~_t:品~，; ~/. ~X略的環境アセスメニトグ〕構築に理論的 L'.fì を与える作業

が干急l二必要である

(3:1 公益訴訟との関係について

イイ高第 5苧では、環境ア七スメント内科じっ不足・欠如による怜';:-1;，ι班

に!叫して考察をよ色町、百j法介入を子すめた事J長約救済のィ、長状況をお扮し

たU 救済なしlは権利が高れなLミ」へ碍j克fセλメント市iJ投手意味あ

るものにする六めに、事後前1't利救済の;]..，_1-.が非常に必安である、

百五境問担の特殊什ーをきえ J七場台には、 f行了政.!;日認ft丈可の j名，守宛人〔雫笑?菅~)

でlはよなく、 ミ茨芸J読込被六をを了受lり7うる与詩宅 者、 :詐ミらにl凶白に持彼支竺がない

民t汁しても三4証正Jの〉、νi.:渇括刀かミGJ胤民白厄十裕各をL足広:と;く訟めるべきでJ;;ノ&C この問

題について最近以活発に議論されつつあるロペこれらの設前;上、

88 事孝介ネ l 中:"1削1~ :1:':J 5è (r~持制えC! II J ，i七阜、観察12矧 (2(}()()年) l::)-lG民 J

仙汗効。バiHt;汁州・ 19S只

何 例え:よ、 釘え絹「環J尽え千七J止成文子公マ主杭杭主t:;J:江而~;;~':的 jば立竺 f資H格1汁\l抗1架γと伊戸祈/バí- :桂i海奇論最ヲZ幻、ユ:宅巻き 1リlty(ωヲ虫(i{

j 、芹罰?潔訟 I ~涛車コ攻詑訂f公ぺ位z訴昨E記訟i~.'-、j尽京 i「l!i資泣削f格告骨的jず担弘、張J法ミ字h之勾L詰詰斜i府膏 3期 [収ヌ川7/ 、林罷 主渇

t於γ〈ヘ王珠;1域完訂fれ0"政土公Lが千言訴ト l白訟:1'が的H巾:;iμ」、{主ヨ考: ill~-~I~立学ぉ日J '、己的γ年人 伝法:長 11耐環境iJ 

E立 1'~必J一面i;; 刈 ;J<::):J才丁はJ千百:、法的措戦 ぷ:謡?如イIj~ 改革現有川)，士 tと {内1.li亘干 I~

t守I之(凡17.tf-人民主a:I建 ir1者J是公布坊主号、之十年認」比f#1うえ丁会白期J(2U07-1f-J 、 ~k

丈宗「我国時夜公布訴設l広告知J12手口休只干有学報 告学社ご寸:~~hば) :) 

則 (2~)C7';引、うf 妥 l 公訴訴訟与公主主i宇州 j 科投文指 (111勺引1.1) G fl;J ~::OOí ザ)、

戒'7福 l環境去日訴訟涼子資和之恐ぷ およん't?iiLt正行!的$í!.悶 j~~-最落、i: 1:1然

物的原資格ー北7c;.t{it;ifM'命i~fj (~O0'7-(()、千 点， jえ[-/<_j王者士主公1a'fJ河原

LiJ:Gl :j・3(2)3~:.\2 



中 1 の場N~ アヒスメン!枝市'1慌の構造込市 羽果(r'"i ・完i

益訴訟"全体キ扱うものが多く、その中~，" (.土保J~ET セスメント jえp会のイ、

)ι ・に羽:を則LlI とするザ:瓦公裕行政訴訟。も内包されてしる)~ I乙1われ

る未然防止システム 台珂|冷者思決定メ刀ニズムの病築および人間の

基本的性利 均jtz権保護の t-Ll.，，;'~}，から、球j完アゼスメント旬、~Cにお;十る議

院去ぷ1:政詐み:も特別にすて~f<され/，;)小池が i 分i あると号、われる υ

:41 開発との関係について

E宗f首}問先うに関する総合的吉思1夫J正"!)I;j支;立、政;{fの環境保護機能を先

陣きせるうえごめ芸設であるが、それだけでは|分とはいえないハ持続

1可能な間売の中に、;ヰ馬台・衿 f~-i'部門とその業務】の関係、地点王の総件i

が利 .0J主的に住吉dづけられては ιめて、日It'~ .管1市内 fuイ己台五

{こうナ~-H 市r;;注が持続可能な円~ 1[~ という意古、決定にJ産台した形でイJ 究J; ¥二機能

するとドうことができるし近年の凶7主人同党政恥の高揚につれ、環境と

間売の弘子係iっしぺ活禿-.11'菜市請さ札つコある:n 河広大間〆j?;!-:は、経済

資格研~ ιTf市首政法管埋幹部，';>1見、j'--;-'I'(j j事J(訂正)71r-，!、係市「建川工卜立公益

訴I-f:~-í l j- l; li主的jt併問題分析J F;"iJ市 6;t，~ 1::':約7 平!等々、数多くの~fi?-'正がある}

01 環境公世訴訟には、環境公旬、民事訴訟、}最近公伝.r!"Ft訴訟、環境公訴が合

まれるとする{宇崎 n:治枝問峰崎公戸訴訟割J!_~~I:(ノ時計 誕百?ふ話法影法寺l'lr~~1 

公吹きi-!}!;，r~丁持法.>， ;f1J 止法学23巻 f 矧<~(lü7年) 1 

い i者T吉公益行政訴訟とは、行政機羽山 ζびての職員の;主)1、なれぷきあωv.は小

作1:1によれ環I立公Jl干U拾が綬 J古され、あるいはF苦情されるおそれがあるムき、

公民、議坊IJI(:本あるいは特定めは|家機材 検察機|時 l が、 L帯域公尖判訟を保護

?るために捷認するお;';1':'.(指すとされる、宗主!zfIr環境行政公訴前:~í~的似合資

洛保析」也氏論友23{主1興¥，20D7 8，1え)。

!!:j 1[1同の持続'J訟な発与でシ城見 城t竜江、.~~;章氏検・ JJ長境が}'-'"f" (ニ認する [J' 

共円i押す の此呆として、 Jじ)1元I'iJ 咋国の生意思;之政策f 丹羽する考努 茨西

村長引の事例から 11会科子lijf冗干校3GJ:t;J(:X礼)υ年Jおよび馬乃h.(;1; ~(常

J-.L~R.) I中国内 l'抗ばにお iトる 11然保75λ→の持続で能な聞で3l'ヤ"いて J討会科

芋研究司 iH 凶;哲也 (20()S1i'-) があ/~):，まf 北川持ら， ，，'河同部地下><:おげる f

能I~J完の状(見 i 政改 ，":郊ん開発エ誠亮保全の涜占かり ;龍谷J、学応急A口
ミワ003/r:'，) 、崇人)私 l 叩凶凶ロ:~大開発叩的l;~j克 J5I.J点干 li云i宇 J 初公利年 1，)1 究イ者33

f甘Jr，2u03司二人察守fk ト常jJ訳、) ;-1: 1 河内諜j克 ìl、と阿部1m先に問する J~-J寛政

策」社会科学刊究年お.J.;:l4月、古川4年)、丸山 J14剖'1=;:コ，:1西部也iベ生住環境保認可

政治安点付fゴ:-.:y:研究1f-:':":i:日持j(200317}、，!!)乃さ ~:'l;芸年末進岳'1珂

~Lì:j、 ('::1 U <3tH) 3(' 11'、01



-λ入

問 ふ1

発展がポ j利的¥:'-Jl~ ら j呈れた I!Jf:"I:i~土也区を預発〆、沿海市;との地域格差を縮

小するために、共産児中央、 fぃ11寺院が1999年:こ打ちWt~，丈出発戦略でjち

る貧簡のーを考えた場台?に、へJ むをえないよと択肢であるとの13え)J

があ :'J-)るが、そ引は本当に粍恰 a 紅会ニ場j互の市杓i/'取れたτすfr:f2lJJ'fjを

な問先なのか J 四;，μ品川こ ρ うデ1jケー iなI"J貴はでの大悶3との実施{

めたって、事前に認否 予測.~':'他を fj つ土のであろうか、 fj つ土とし

た C;その科 J子3を誌が主主音;fLt:び保障二、きるのか。

コ ;1耕 i~林 L 中 ;;1:，政;みが数多くのど慾町民をどみlL l 、ぷ Lv ゐ 'U主主主

化を立起 L ていることから、関与~l:(t)(/) 11' ::~牲と科学性が円われるの環

境悪化的思Fhr Lて品放牧を断Jr-Jるが、託会前宅 政協の:KI引を素l在に

認め、さらに、西部地域の?リラぃ トな'1'態了乱売を問先するには、戦略

的珠頃アてスメントを行うべきであるよっド思われる p

~， ti iJ C)訪問題につ vミで、紙1加のi品jf!i¥で、京稿では的行取りあげるよと

ができ主かっとが、ノパ交の緋究ぴ〉諜起としたいじ

百市北~'"ベ F 態環境守本女涼」パ十公定卜学問究勺ほ3.3期 (2003 イ 1" 、張判 14主4γ百

おた:再発"山七日j持続発反」之十利it横 7;+:1 r:20()i午l、到来;有it「刊さじ開発、 l:i:~ ~主

建設与{ j主!河弘 前、η6日月(ぬり7年;等ノrカミあゐれ

初公1:BtI"舟 1):;，主人心解釈によると、議j妃デ"ケー卜な lメ j~O\: とは、 十日じの特般

会有司 6:メj戎令指す ':.C特株な 'i;j?~~'要事 y、思とするが域。 [Tj())iU;上.;1、規・') ，-Jf~ 

-ij~約 計百などで10 定 3 れぞ:同J.~x、あるいは品クラスふ l .o')，1"，1¥丈レょが認可 L

P特妹な保護を呂、要J-:-;-;~)区域に例え ~f、政司王ぺ 7J(;原保護区・戸然保能区 e 風

Ef勝|八・ '1能絞捻保護|メ 長主民地:思議1<，.ぷ |υ 宍重点;方'1べ、それにく

わえて e 森林公京1 ・ J{Þ/~ :~ 1対廿原i:Jj:~. . IT::~京芸 ;;(ì主物保守蔓Et山・出it文化以

よ'~:~也など、、よ牛佐デリう にな 6J&および牛態脆月号|又上主 t:G:fi'T;)主|メ減目荒i具オ

アシスC<J，主・涼羽jな水ノ1、ノ工1"1ヘ 品少品情物'1岩沢内 特殊 t~ ゴ I!&: . k快

林扶持I，Hヌヰ・マングコ フ水域 i叶}明 ~Ii:水域魚介主t!〆?卯水域 'F官三一」

潟、大然治jか水域なと、(A>tf合的に重安な日I，Q 人 l帯条町]px • 文化放1r í"{jyx . 

1cft;('J:i脅悶乞中医院、ぞ"にくわさて e 炉事訴:~iJ .病|百などの同州メ城、松~. )正

↑ヒ・科学 Jd史的に怠哀のある 'í~~~II メ}去など。

目、!lt井還外 1 吊)しは it;J主党'i央 河予言症が 丘 :l~~長肢の主主日を 7tL1t L、

粁済社会;;~反を1Ji:.1!~-j'---ゐため、白剤5J生七王に1:摘した耕地を持品 l平原)に!えす

という政策である(者殺汚 r-l~lfg:~貧い;1-1L~. :/;草者L雪村、よLf';'佼発展智司王 J 口;-，kiJ::業

8 ~!ト{総2~i:i HìJ) I三川7年)前日

LiJ:Gl :j・3Bu)3t'つ



中田の環境 アセスメン 1法制陵の構造運用 効果(5・完)

[付記]

本稿は、北海道大学審'i't博上(法学)学付論文 (20ω年3月23日夜与)

に加筆・修正したものであるじ加筆・修正の際には、初回とも了氏・児

玉虫、氏(北海道大学大学院法学研究科博上絞期説桂)にご協力いただい

た。記して謝;蛍を去したいコ

なお、加筆・修正にあたっては、平成20年度北海道大学クラーク財団

博寸7後期課程在学生研究助成による研究成果の 副;を取り入れている。

北it61(1. 379) 379 r1621 



研究ノ トii

遺書による鐸隣金壷取人霊童5者
めぐる議事聖関需

一jμ，j[(j夜合収引の

生オ斤本1
 

1
 

序I 

保険契約者以外の者全保険金受取人〉宇令官 者のため 1--，る'[命保|注突約

にお l-.\"C 、保険くl、そIN人ノJ、どりよろな地位に立っかについ'~::.-t1ft主から議誌が

ある U 呉s;!I:II:! に;立、保険契約苫が1ì1保険者 c ある必亡告~l;~ミ契約では、保険契約

省 被_;rj'J議長の死亡により保険金交取人が保険ム i;:~)Rj普少もつことが保正"9' 2~ 

が〔保険ア卜依の発生伝ι保険金受取人を金更();~;こ k はできな'.，<，保険4:\ 主 I

JfU 、このことと拒続法の規律との N;-f;j~、が 1'1'也:なる。 l つには、![の保険が

特別':f訴 iR州')-;長~ JfUになるか 必i討15;'i:*殺 1氏lO:-U~長)の対象に与:る Jう

どうかが附起になる。また lつには、 /1'，i合イ貯金/J'i保附嬰初当のi者枠主1なわち

十~続倍権フだの止めの責任財おこなるかょうかも問題にもる

この間認についてのツJ"':可視しらとして、ザ説 I.-{-O.J:こヰ:~1fさ μ℃いるのが、お

おのためにする梨'f.J~-~おける対↑而関係に 81J!〆、考去るへく誌とあるという Lこと

である。保険規約者以外の者を保険金i受町lえ人とする![命保|抗男約は治 者のl_'

必に fる一史的であり、これ;j)岳から「れは、保険む許J1守〆保険余受取人需の士I

{れ関係こ Lての法律羽叶、が何う、こい λ ことから、 1 戸 ~(，I) 間以につい工-，，-えるこ

とlーなるれたとえば、似険契約-"が仰、険合てよ.HY人とiえ崎令;;w;，jt格予約与すゐ契

約を約結L、その実行のんめ，，:1;打 者の t.>-/)に，.;"保険規約を締結しえ l場合に

;二、保険合清求1告の日lf与刀、特別そ設となるかこい弓 JI1-C'考え勾ニと』こなる l 一ニ

LiJ:Gl :j・378)373r ~G3 



7宣言による保険金交取人後更をめぐる法待関係

れは第三者のためにする牛命保険をめぐるU、律関係が保険者と保険契約者聞の

旬、険契約と保険契約省と旬、険合受取人l~lO)法律関係の双五から成り止つ佐合取

引ごあるとし寸理解に本づき、このような禄合取引に柑続口、の規律を当てはめ

ることで、~~出を処理するという主え hである

これに対して、周知のように、判例は対価関係に則L亡解釈するという分析

悦角を採附していない 最判、ド成H -11・ 5民集5E巻 8号2069Bは、白己を被

保険者とする生命保険契約の契約者が化亡保険金の受取人を変更する1J為は民

法10314長に定める遺骨lljまたはHill与に当たるものではないとして、結論として遺

留分減殺の対象にならないとする。また、景品t平成i日 111・29民集::iR巻 7号1979

Hは、特段の事情がある場行に例外を認めるが、自己を被保険者とする I[命保

険契約の保険契約計が)lIfiJ相続人の一部の計を保険金受取人と指定して締結L

た保険契約に基づく保険企請求権は原則として特別交益に当たらないとするレ

これらの判決が烈111とするところは次のようなものである。死亡保険金詰>k権

は、 tl4定された保険金受取人が自己の固有の権利として取得するのごあって、

保険契約首足は被保険省から平継取得するものではなく、これらの者の相続財

産を構成するものむはない(段半IJ昭和40-2・2民集19巻 I号 l頁参照)また、

死亡保険令請求梓は、被旬、険ii-の死亡時に初めて発生するものであり、保険契

約者の払い込んだ保険料と等怖の関係にすつものではなく、被保険者の稼働能

)Jに代わる給付でもないのであって、死亡保険令請求権が実蛍的に保険契約占

又は被保険者の財件に属していたものとみることもできないサ

これらの判決は、直按的には、保険会"古求権は保険合受取人が固有権と Lて

取得するものであり保険契約者の相続財凶ではないこと、だ質的にも保険契約

.1'i.の財産であったとはいえないことから結論を導いているわ後述のように、そ

もぞも保険契約者と保険金受取人聞に何らかの叫伴関係があるということ肉体

を認め「、保険企請求権の困右権性から結必をう草くものか、対側関係における

法律関係は沼、めたうえで、その法律関係は民法11131条平民法則13条 1項にいう

贈与等ではないとするものかは定かではない。いずれにしても、対{耐|掲係が贈

ワ契約であれば民法90:)条 1墳が迫刷されるというような国昧で、対価関係に

則して苦えるという判断枠組みをとっていないとはいえるレ

ところで、保険法では遺言によって保険金受取人を変史することができるこ

とが明定されている(保険44条 i頃) 保険法制定前は泊三による受取人ノ史更

ができるかどうかが議論の対象となっており、特別受益や相続債権者との関係

北it61(1. 377) 377 11641 



白1)1'_';'':，ノ

Jいう仁つな問題において、 J与三に c;::.-)亡保険竺受取人の?主更がなされi:-Ji持合

J、どのように者えら 1 るかはそ hほとえさな同起とはさ hていなか巧fよう

に L、われる，しかし、停泊~'J、む、ゐ 1--1 による受取人雪之史がずさることが1刀 JJ:

えれ丈ここや，;2(-;-、 この場:-':に字予測主五~~半の州出子とう解1 るかに内意存 jl う

二!::(l)，Z 要性ち住才lヰさ jしているりい+:~叶で l士、主命保険金 ζ 特別受話ヘコ 1与留分

とのl1il係、相続侠拝者とω関係につい":.(7)従来灯式誌を簡単じまとめたうえで、

巡誌に"-ぺて仏1存主主受取人全訟で1.-1地今に、.'-"九ジ〉問題がどのようじ;'1;:1'? 

れるかを拘だ jる。 をu叶緊仁、 iーよ的対(布三司係に口1:してJ3えるという υ士長から

打しば、法百によってそ取人をを更し J立場合円対組関係はやjかが問題(~ ~よる

また、半'IW~ O)竹町ょにつ v ては、漬7ニ?に J って保 1:合~~立以人をしたという乙と

かM らかのァ三でL心喰ユタゐのヵどうかがr"，1~皇 l' なゐ

E 従来の議論状況

総説

生合保険fEと符別受益および遣自分波紋どの院もら、持続院候占との実lb0につ

ρ ぐの部ラ誌のぷ論は、王S:=:~:~IJ;)なえJ'-!Ji視角としては、った主¥いえば 保険金訂求

権約四五倍いから与えるアブL!-~!ζ 仮説契約当と保険金交取人の_，.1 価院官、 7)

り考えるヴブロ チに分けられるべ j古l白権ゲ1'0:J、保険金おぶ惟l土保険金受取

人が日 L__~何回 ~-j の権利と v て取得 tるもので為って、::R険契約おから承継以f与

する 4のではないという性質のことごめる j

同市補佐か九位:桜にね荷 J子導く J3 三んに主れ;工、保険会，山主格'1土イ忠険んそ~~

人のI山|右権であ}て、保険うさφJずの比1"!;.~ごとはホ院係である以|、 .:'ti ~.涜債権 1T の

づ|当財産に lまならないし、特~'I-l:主主ペ)ìj言明汀ともま本的には|同や、はなし\ーと(こ

なる円

この;¥を論じるものと 1プ、ヰ打数 i、l造百lごよる保険金号取人のき主史 中

村・ -'I'，i:保険提約訟の返l命こ実務 f保|民件1]祈羽ゲ、 1997'{-:-'-J293去、山トム

t， l'生命保険金話A¥地のいは-，，，-:'1'_1 ':'1'巳 J充代の生命・傷害保険仏 1、弘正常、

:999イ1'.)38点。

ゴ →下k:l"'似険;1、と什例以珪への影響」自由と I1弐削fulせム工9-'T-)3:ffL 

， I、 前掲注 1 )日:!f'i?i凶

LiJ:Gl :j・376)376



j宣言h 上 ~o，慨険金三:収入役史苓め<" ~:) 'It，:fヂ|元l係

これ h一対してtlirtt司係に日IJLて続論先 J年く考え万は、他人の犬山lン4一心保険

契約は第 与のためにする契利であり、第 Hの六めにする契約に fJいては、

要約者たる保険契約者三受託昔たる保険金受取人間(こ対価同係とし(1fT[らかの

?と作REGもがあると 1 ゐ¥ヂして、川前問係、 ζ じての法律珂係かん、方ヨ杭f員権

ずfの引当前川でlなるか巳特別受者会ヘコ込留分の対象》な{)かを考えるけた rυ えば、

~\'J 'cJ1C1係がijep主計泊三文棋のW';;与契約て7めるとすれば、 Ij_ Hi:' ~二供相続人 tニ保険

契約内 1 が贈 !-jした好件:ょ忠良IJとじて相続-reh金タI'O，;玄/千大i7;Jャに iょっとらない L二と

「なる。この伝え/;は 'fl~l;i免令'"ιν径の囚右権と安 P-ì泌するも U; ではなく、 rklF台

余話 Jzt1在 ;r;'凶有権「あるこルから同〔 ι には保険合詰川主7ア保険う~*0-7守刀t!]がと

は|地係がないという i吉 Lfhl;z な l コないのじあり、 'í~ぬ45示 J:{:- と同年7全 '1:1j/_人的

関係 i幻J、「主関係としてこ:fi訂されるベミであると v て、その法i~関係 l 相続三、の

f~l司そを当てはめることによって綜川討を呼 f モ乃である

用論:':，;;(...::. ~手、人きく l士、ょのよ λ な 2 つの l"f口ぃチがあるが、仲論と Jて

どのよろな結剥が写かれ Ct ~るであろッか まず、叫i宅情権者とのわ」五了、:ニ

れいては、百有格けから与えれ，1'卜日じのように相続佐枠主の頁江町立主にはなら

ないこ L じなる

" f炉、

対1内院係 1)ミら考える上場合、結論:二分かれる、対1けh司係全五t~ jij 

処分と考えれば、保険八高求1曹はもはや長江どF;' ，i~úにはならないことになる こ

れに対し u 対ふ1関係を化P:I処吋と苓えれば、貴子日J"さとなりうる J もっとも、

死凶処分ζAえ二場fょに責任財産となるかについとほ議論があ入後述するけll)

I-，!i-:有特)JU"乏守、 i当留分に該二1-9るか 1 うかについごも結論は分かれている

1春日カバ)4' える五(，(土、内l述内ょうじ、 i;jlJ&~ :i::高求1事iz桔1室町在とは主;1係がなし ι

のご、特別号訴等;こはごたらなlミとするぺこすL~二対)， (対t冊関係カら考える

説;土肯定する もっとも、主Jfcffi問{f，から去式るといってモ、 1工、較的な学説U:

I ~，jト街関係 '0 おいて法律関係がなけ'7' rえ第 主の，~:ミキ;立法的に止さにでえな

い寸J'""関係がなげればィ、同 fl伴になる)( '1'な口先i平 -r; --j--Lri， i古一編・新版1下?沢

民法(1:5 げ市長」収有玄関、~-~(日年) fi97頁 i~ Efv義]1'::.和平明子"

。 ト 村'J舟 it(1) í~; J'UX I、藤Wk紋「 保険令交以人的法的対Idす IU-

u、協1()0在行可 (1992年i1叫 4_Ff)J下 υ

G ュ主主計; 相続出立の給開家技法大系 ¥1 11ィ斐|相、 19(、(Vrl 179，8、

自11 十'f~jlLIfぷ，R'万三本;;、コ/メンヤ ール相続(治 1~i:U (:~U()ム午) 219頁

1:男1
対117:1間行、以外の長ノ1::説し J恨拠とし し白 t()コ牛;ft.f})保険契約においに 保険担

一
見

企
郡
廿

品
「

111必|~Lì:j、 ('::1 U . 375) 3i:J 



白1)1'_';'':，ノ

引述 L/: ぷつな i)~l主司係刀玄あるもの〉し亡対 1両院係を，t_ ~)えとい I わけで~.O!--な

:.;>.，'思険契約者と保険合受取人l円IJl実宮的経済的な関係に特目して付i!U受託写

に該当づることを認めて ν た U た ζ えi工、受取人m;J:・宏史には、牛前l争Lj、

死阿賦与また:~遺品il と"料ヲベさ会1-!i:C)自iゐ係官と分としての手長官主的経済的な院係

が認めら孔るこしから、 h?::fるとし i うような議論がなさわして'，'たに心、常関

係を情念しとし、でη別交誌の対象となると 1、う議論をすることは、ら、A説から

jY:*11合受ける【iでもあるり、

ふ11百羽干、 ~'i丈イ:;r:+J係とぜて把c正1 る \'i j'母は、 どのような法芹悶係と理解すゐ

かにつき、い〈っか円」ム鳴にううか 11~る， tjfilli河係を保険金詰求権の生前日I~-'Jに

望日似(/)止法処:itこする説 、司、則こ L亡、保険料!のう乃花¥r{.';(J)少なc'1剥有;こ

おいては保険*1の支払という形ての生でなの↑f0":ft't処缶、t あり、，T~_lL{:I~むのよえな

保険ドお νもては、危険以!な科部うfに/円、ては ~~!J史料又I刊，l- v寸形で /)/1'，1叫の↑J治

処分亡あゐが、積JL有15分(.1.粍斗 i与の死悩始ワに等 Lい死凶4F出Fにう己、とする13ill、

~~~本 :1討には保険金請，'/格のほ:鱈またはむ婚15寸似の JJ7r 為と角'H るようである

が、?を芯'í~~険につき均台缶、':;-1.て与てる良心 1 ，) ::0-;あるリ

約者が ~J::r~:z人を指定立すにタじ亡すれば、 ι ，白金おJ、権は相続日 l'立となる下と、

遺子守:こぶり乏取入手指定寸 1i~ば童日'1 となゐこことの十字W!J もあげられるに一川持

〆こ助組.i千和、相続?とヲ;3i)1t:-!22，1弐[島津 自I;J、尚木多与りj・JE宵うjボ f止

め研究 (j限定j 19:_s頁雰

ci :J[;I;;処うjとすゐものとし℃、大森炉、J;: '1主侍~ '， 1; 主.l~{人の{長距J抱位 l 大森忠夫

=三宅 づえ 生命保険与さ治法の諸問題{有斐剤、即日日年】只 :19貝、椅悌二人

lj-aWIワfの民殺 l占、史 家校法大系羽J (有を官、:;-河川) 28自白等円(]r:'1処分と

「るものとーして、 11':1: ・前 t-~h.t (1) 246頁 加藤水 L 高木・目立掲沖 7) 

:93貝こ字n

吋由理 1 遺産-jj'-'t IJ理 ~~:iO) ゐ付千~，，'ft I試0"j，:家裁}-]'(長H在日号f19き9"五) --12hc 

) J! Iて e 前 掲注;1 j 'i民主{ [l'Alljそのものとするごんと l こ、中町敏夫 i第二

告のλめにするfA:!ゐ契約に記ける保険契約者と似険先去ば人 ζ の関係J C以来す

slj抱 注 げ ; !i焔頁υ

キ i 出，C'判持?土(ひ 106:;良戸

~ r.:: J;;:、誇「叫続に関する ι!の桜内 J トili;:ι大r子d、子会禍 十日記転換f，IJグ)叫と

政治 lt守交問、 2(jりllf:):64!l、、 166足、 H 共円杭杭ノヘ l コ川る ~':'i t]・3室pillと

liH耳 ';f減tl請求」九百むな~~ .宣-:i'c:: ，if1伺jf{-.(j2主活情jf ¥:::rヰヰ干山千ァ、主)03

iE) 14日頁
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詳Lくは佼述 rωが e1'雪や時うが特)iIJ受持 ittt司力hr<主殺の芹J'~，~ (，.:な斗ので

ふるか九(民903条 1夜、 1031条、このようにメ01:凶関係こしこすli与灼fA1，の生1

処分。允i可贈 !Jに類似の化問処分を認める和果、 Y令くとも 之内気利と特別i

i:l五:キジ〉対象になると与え己ことにな/ひ

2 対価関係の理解

i1) 処分の対象

対;正関係を Yのように町子るかはl円台"引は土に法信七たの肝引グ】河還であ

る (kt{nü:-~l{子治河、法fi'Jうに」る羽7;~官f引責務であるというよ λ なこともあ，)え

なv寸，けではな v哨斗 似険金受淑人金日iの対百関係たる法主主関係ァトlLらJ、のi:t:

，1'行4うじしてなされることは松めてまれであるから、ユ1不の11世去不 nfifAEドJ

~1思;' ~ごムグ)よろ，~:法伴関係が形成され亡" 'るかを1';':'-f;(するニとに去る

対11t~司係に-)'"，'，ては、処分の対象が付か。 Eと前処分刀化:-.1、i主主jj'か九九時に、字

、るものとヲるか;~、問題になるいよむうfの社家については、イ抑止?議主権、

積 V金、保Il主手:γの つの考え hがある、まず、保険金7ι主催 ~'r~命科との対比

で V、え(王、 これはHfI曲院もらを保険公詩求f告のよ度という債培議;f{ヘ~1i::ι;;:，か、

保険料二五.f!，jきおの守 交と ν、'!'!2Vt;J1乏型とみるかの間顎であるとの整担がな与

れ f いる Jム

このロにつき、受給??が存在Lていなければ取引 h土成立LてU、なし J レいう上

ろに、 交主主J3の，;，;;cが HíJ抗となっているJ 号 FT には↑責務引 î~~! であり、 主主主Krの

受iF:二問わう j収うが成立するといをるのにあれほ痕松波波訟と肝 jるのが安

~!: L、この基半から、!v長IJ(.: Lて夜訳出j'だけの定期況「たでは債務づ;;:~で

保険利治明言ワの対象でdちり、和il.ti~;分のんきな保険出土、危険保効利市苛は{合

務づ 1 "2:型1'"::，'あるが、庁芸Ü~_険料部分lま俵 1ft譲波きと 9 る説があるおこ

「曽勺 4d約ごある立要はない('--;~l- -Jーベき Fあろう) 111:'‘前ねi二(1) 7fl頁、

必凹.HI~掲 J土( 5，¥ 10;:，:'"，頁c

l 藤正・詩撚iJ;，;)) 13~) 貞、 l41 礼

町出田 "nt品目 ;5):35e、142F

保険I':(者求停のよ思う}'!するも (J)i~ 1，-"， て、

一「の疑問 Jょお頁}

~Lì:j、 ('::1 U . 372) 373 
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LかL、ず》え l正、小品UJ:i!i)e t~ につき治者.:0 t'ib;. ーする 11約をよr し tl 十

が事 u-(ニ不亘!J仰を日11与ずるためLニ第一Jまを交法苫とした三いうとき、 買主は

らは不動j註!主主〈欲して ν なし 3が第三者に翁守するた町に.l~\引をしたl訪台や阜

出~: Lて債務1)l'去 Z!;~U 角'，， 1 ぺきとい式/ひか l は疑問予あるれこのγ晶子Tにも完全

〉第 すヂニの対句河係 (1代金民担で!まなくノ、ffi'bj;ci，~ P 1+.cη時ヲユ併するこ止は|

分ありうるのにはないか。五はIJとして債務づ ';;:'0であるとまでいうことができ

るのは、要ピJfi古lミなくても Jぇ Fず1が片ら取うやじたとあわ〉といズるj身命に

民約%が前 省のためにすゐ契約で川わりたぶうな場子、ではなう λ うかコそ斗

ど〉するム死亡保民だ~-;のラセl引保険のよう会場合に原則 νLて法務ヲそ川と

解するのが妥当じある::::;::'"、えない一とになる

尚人のため仁する止命保険ては、保険裂すむ-r-;.~保険全支収へ変世i権が叫(足メ

才しごいるの泊地下"であり、以仇契約言 ~I~ f;斤 :'6:r '~i3約を 11' .t:1 解約オーることもむき

深放ちi約?守と保険舟受取ヘ伺の h 休11ヲポi 考 ~jJ!1 として、このよろ〉ピ約内

容だけから害保1'1<]にみると、保険金受収人的権利1J斗E常に小1):;主なものである

ことからすれば Hfi両院係;ょ探検明 :t}{)(人が取得する探検明清沢格の保険料歩

安約者が負担ずむ とし 1う陪係ごある〉いうより(土、保険契約者が転出完全出主権

フ
ノ~ . 

を+$中Zするという調係とみる/らが合F主的だと'_，;Jわれるハしたがって、他人のた

めにすると命似均における対川河折、は、 j以IIJとLてiz宏指該波型Tあり、保険

主l山求権0)斯守類':JJ!))9!主うよと併しとよし"l ~もちろんこれは法律行為庁HkO)出

窓であるかっ、f1.1i、泊ヲ;会l応じて保険判恰誌の引受，t.JF釈すふこど は否定さ

れな， .υ 科 :=1羽-;.~.ずる与引，'，がなし d毛台には

と"'うことごめる j

l京目 Jとして上ぷりように併さ札る

(2) 生前処分か死因処分か

11-_ M~:!己ツj か死 r;:司処分かにコい、は、保必ずI 支，l;--'，'('あれば"削処?と:14--えるこ

とにな人う}主た、積¥''主何処分者同念するのであれば手WI処分となろう 1λ

保険企請求権の処分ピプメるとさに、この占は段も問題と在る この点につき、

l なお、'K:iェ龍i(~ I 

4替問。

【 111メ、む(1::.'刊Jt.ナパタ::1珂レ~， j初 号 川i付t:::)

J 弘正 副可'1抱け(ひ 106:;良戸

民的4~{き 2 号l.l 9別丘二)1:l日

ι1 Ff， 

LiJ:Gl :j・372)372
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タ 1:，亡時まで~~う者fω{棋院:兜約者が常に処分を j取はでき、穴住l没定ゃ史的苦貸

付々 2f(-こよ)日[?与の巨均物から手IJ託を平受できることかり予三日J処分とする況があ

るG f~i凶可能在化何時，]類似の 方川な押償化沢処分と解。るようじある 1''¥

LうL、同"与省が解消な v、L干IJt+-iすることの℃きる権干IJ1~ 1::， 1]リに博ノEiJ!0['-~処うf

〕たもの〉みる説もあるに¥

死凶史とうrとみる場台、，雪wい1)h:r~ に|対する想定が話u唱されることいならなし ι

かかに:轄になるしJjjl、:， :'4条;ム沈閃贈 i:こっ元法鷺;こ問可るん丸山に 1ft うと /i~

め ó が、遣問，'iO~ )i;:::~I:-? 河寸る規正は死出!日JJ 与，:-"(1活!fJ されな t ' ~解されていゐ

〕かし、これは死凶日日ワカ支持ネj-"::--J) :)、 ti:L~!i; 1 J' J，丸山二ノ〉いこ r をi平111' してい

る20 したか勺亡、単割、f 為による死何処分~toi合よる場介には、芳朗心iJ式

J閉するノ:¥t;I.'!こ仁従へと鮮釈すふのが妥当ごあるよ λiJ41われる そ;'jjごと占る

と、現実的には対{耐:ヨノ4を要式じす一るのは妥当ではなく、このとIからは、対日

関係~J.生日リ処分とな干するこル予告ましい「

3 実質論

特別受益、遺留分減殺

ト記では、対イd[T河係に Nli しC:~主舟してきたが、もちろん主民的な結ぶ?の当 JY

も同地になる 持叫ゴ一年等に悶 L て実tUトJ な河迭の所有て少ぷぺ表'i-J) が、1:f~:;賃

金受取人のき主主にf半"保険金市〆'1<主主の処分が特別受誌や J立笠分減殺の対象lな

どのゴご訊がメイ象となるか1=1現ずる設五品である υ こり"'::二てすき、 宇品るとして、

とししは、保険金石山説、解約ぷ民会官民説、保険料品1‘修il保険金与:ミiがある

これやどう前す。かは川r析関係 i'，q'lしてどえる ¥i場主C-， '~- i1:工、理論的に (~t ;~.J 

組関係が〆のようなU3ヤ向性、か「決まるこ tになる、 Fとえば、 :HluL河係が保

険料を支;t..;..I;Lてやるといろ債務A.氾E;!'(巴あれば、保険料の慨が汁象となるぐニ

J 出，C'可'1抱け (ひ 1062氏、 l何日貝

，) 1117-京拘 4工、 1) l8只 保険金交収人の指定・必見によ n、その効力先

生時:二受ほ人か伝漁九r;ii-'.K権取得するとみるのかi出品・刊例ごめゐiJを科目白羽1

40・2・つ民集19t::1岩 頁U

勺 1 よ!人主たよ郎死ι~W~I与二此イニ l 決半;守伴走つ5守宅 1 号 (1:i14:q=j ~~D 民、 Jl2"栄・

債権各:.，.(，J1;: 主主 L岩波書!JJ 、 19~)Î ザ 23TF1

ι JlIぶ 有制問 lγ; 九百l

~Lì:j、 (il{)'371)3í 11701 
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1ιに対 L 亡、対 fホ司係が保険金請〆jぇ柱の処分であ Ll しい)前十主~~C渡型であれば

保険沿請求持の'fQIH有 Jj ゐメ象となり、 ;:;Y{i面的一刻羽か ltl くても相続開始~-~と訴され

ιいることを前売と1るとぷ 十討議同始時には 14政 t 広が)L~牛しておい保険

合l高求堵がよ主倖化 L ているので、守11、 í~~町会事Eが対象となることになる

だnピコtこ!ひへのよ"，な議訟がなされる(まず巳保険金額説の恨j坦と Lて手、の

ようにし ιうものがある三一役泊続人が1王疋相続人的 人を長益苔と ν て![可if:こ

第三 1可のた止の契約と?とと計円安本に斗とる h~I0 -:;'不!ftiA合時へした場介;土、十ふ

ヲすしの箔は不動産ぴ〉↑而領ごめ品。このよ与な市 長の丈めの辺約l土波相耐人が

イ二重)JI手を湾人 L てから作続人(~~官 'J-"9
L

るこ y を有略〕たもグ】とみるこ〆がで

手、したがって、安~的 L:介、!IDirまの 1:-tiJ it有与である 村民 L~I 烹。)苓 I1111 を括討l

R-;]'( するごとかλ考えとも、玲i続時め不動炉↑UJj訟を持馬しの対象とすることが

公平(かなう υ これと f 命保山6t)どを ;L較すると千14険，1の給符が↑と企で、ヂ!l1JJ;笠

IOilNが深険-:i'/訟に州当すと{

二のような地出に t寸 L て;立、保険料給粕が泣~~i :íj~減誌等の，~誌になるか、十:.，.~

険令額がノし象になぷか :1汁缶関守ミにおける ít1*~係争正行併するカの河屈であ

り、対的認係iJq示:!;)::;:契約者が保険午i債務の情王寺引受であるならば肘喰科が|ロ;題

どなり、 ιf出場 i;\が保険士請求権の H~況であれば保険た討が同1止とな ο と、う

ゴゴ松があると，二山指抗は T当であろう。対IliJr関係がf、動芹1昔，jとJt校する下と

刀安三~なものごあるか刀、まず出地とな。のてあ令 したj)ぐって、実言言論としては、

持~L ，Ç;~I;(の許 fcrr;を剥続l時(':.-fるこ〆から考え -rも、社続時的不動U.I主1山笹を仔

ち大しのk.;象とする)とが公Tにかそうとし、う局、が意味をもつものといえるこ

なお、保険料誌や柄引~;ルー戻金制説の恨.rf~ として、被 +J絞人心〕出JH という在日 i，

から諭にられることがある p すなわち、 iぇ喰判説からは、保険科が波相杭への

財話的IJI
I1R.，('あゐミされ平解約返]完全容1説かえは、死亡在日ITに被壮jf軍人が

l' i: 1 言之助加藤水桁「文);"~!i注釈民í1、(:~ね拡訂版J

45~~ 口 L咋 1:1 享執筆)，

l 有斐問、白川;年〉

三 ilJ".前掲f、 : 1 i前只、 i'，-ij-;;，多 ~.)j 1--，1をj売の市等とJヰ烹市'11法 j 片.!， ~>t 久

=森j今日;-~続 現代紅会とf立法子の動向 i、(有古関、 1992年、 H7fL

幻市大 山，Hど?+ (2イ; ，1/1:1円、引TR なお、山ト・山指呼 (l)おりJ去へ

.:li 擦 H~ . -~íJ裡注( ~， i 日;i9頁、

27柳川時 ) I本出続法刊 ;0Uー 午it:主主さl山、 1918イ::).:1968.、岩山定次 l村

別与:，~手句、の持戻について河内大学II 学首長1:)-;8 4 = 5 = 6 ~J- d!-) (ì4年ノ 2()~:jH ，

LiJ:Gl :j・370)37つ
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!疋約 ~'}~J; L-(正Z烹金を取何 L、これを相続~，j-Jm に伐何付しめえ/-(，.:も院わら

「これをしないまま死じーそ九 Lこよってそ限人穴る栴続人力、伊λ免 J~ ，~言求権を

'[i(i与したのだから、解約iFiI存のi;Rlうご杭恒続人の出引があったものとみること

刀できるとされるお まか、保険ノυ 源説への批判として、保険 ι は保険契約者

たる被初続人の1-1¥招ではな v、といわれることがまるfリ{

しi;-1.__、この」うととデ:;"CU汗日lこi+:日よることが;正当かどうかも、 fP"片、 ρJ~ffir~1 

師、のE甲府に 1，[-)c 対↑mí閃 17f:とがiA11有全話~，、作の移記、であるならば、出干与}よ保険余話

求棒となゐ もちろん J恥険全11ij荒梓心師自台芸どう汗日1るかは問辺lーなりつるカ、

討(曲刊が十【;完ロJ であるなら，1:1，拐の~:;イ叫として保険余訴が託当 3一ることに止と〉

i品目r-5::-:問討?に対する安'Ci自むな批判;としては、結lι多者1す古る、保険ぐとな収

への H;-~護ノ人ける l(，と ν ミつ\;，-集約されるようじ 14、むわる J ヌ-~仁、保険料日、i 仁

対7る実史的なttァ]としてiよ、次のことがいわれるい契約字以I刀4 ら咋;除手l位発

生までのE日間がIqし1緑台をt寸Tす;j~ (王、ジ、l司相続人間の実質問公中をはかると

U う本来の抱「4 に乃はしな'，'にもし相~'i::1芳l始[泣 i 年内:こ土払ったものだけに

lii.hEするとほとん ζ 居味?)，'むし 'J'i 'í~~1演会僚は多額であぷのにM~__て保険料iょ

小 :~:， :...t ぎない I 的余) '1向値がない山山さら l 解約;1反:;L:~j;:[~払ニ対する批干lj ): 

L て、約論結から f;FJV{~限充生までの;目|刊が短い場合を組足 tれ 1;( 、共同相続

人間の天白川公 fをはかるとし， ")立茶山お口に合致しないいしかも、保険料J

り悦領となることが与えられるといわれゐみ

結局、保険金湖特 J止多 F ぎるが、保険判m俳誌~ ，;!I~3L干の訊では .J、さ t さふ k

つ20頁、久貴菅、以 生命保険金請.，人権の相続性ー特別受者会出 ) ReJfι)69口(l9出

:{;.'.) 9白、:D ~~ 

4 近蒸火 lfl相続ljjfτ 弘文主害房、 1938-"'1勺 11:;1夜、夕、E-前j司iJ:，1こn
20良

2d JL、速 神J苦汁 (l6)273 目、乙78-.8、同記子 '/I:.~ì 保開..主請求権 τ 相続の関係」

\*~ー苅報7;'宗 [(J-.-.-.-.] Jぢ ~. ; ~160年) 1ワコ吾、 151頁、久貴宅前掲注〈ワ7) J!)頁

内 1吋j五.H掲 ι-i-=却)152tl、T必!羊 :n-.ed引を^元求j告の民:王903条的特

別Jよ荷主につし;マ」河内大学il学FZuf土.42ち::i= 4 ~-J- (1992年 点内員、 829司A

3.l夕、貴行if-l弓l土 (27) 19t1:口

九7 向担，百ijj号注 (29) 1:;2頁、藤111.百"~弓注 ;:)，1 1066頁

呆3幻 I凶刈f京i=i:-己£一掲Y止上 (ぼ2ω日出];'i兄つE自当、 TJJ朕k， 占諸3掲 i止上 {は(::l(ハ1リ) 丹叩白、 ιi刊}円干隠 「丘命{保

険五.fLとf軒4引別l'立2去益正'遺情う分J減r殺之JJ，，/人，-.;け十

3以4 久貰 可有有J抑持何 lは;!'，γ/μ，.引叩(η)頃頁、 前弓 古計守j許科L衿，}'i花主 :臼~，頁

~Lì:j、 ('::1 U <369) 3G9 11721 
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いうこ γ であり、てのこ Fかん修了F保険金積説が，iJ1=を集約ごい43kいえ工う

ffよ思険イ?害R~)~~\土、保険長引 Ji 土 ;-j~じ吋までにずヘぃ込んだ保険外額。J保険料f1:~

徐に対する割合を保険金1~~ :'こ乗じた官民合弁T敦子泊三寸るものずある 修 11保険金

伝説のH~燃としては、もう l もさぞ何人や宍 IriJ相紙人.)ジ)l~:~ 平幸ィ与やγいこ~: i'){ 

あ(-yり:lL-r '"、るお

このよ λ~，: 1~~'-'r;U ，_~~益や遣111 幻滅私的介l 象 Iこなる l ーとを認めると，~，(、その令

1iFやとつ F押するかについて 寸わりの九ぃ九日前令導くにとが就!〆いーと 4，;↑七

まって議論(土5fI蒜して"'る なお、特lづ7万j主主主仁ついては、彼間続人のな也

を尊 iF~9L ;，0という枝川によLι 、 1定相読人の tL8、F:.不による長 ~Lの ):~i町、(氏引)3

条 3J瓦)を内用して柔'W~ ~"':桝釈するという \r}~会刀り j ノ):こ T_i;lえさオしているこまた、

ι~ては問。、の長 1↓17むJがない場合J;ム然不の g141表部:'f:'f):~ 1，，(、 fヨfヨ:í~該支寸苧? 

実にお;け)る泳々な要烹を与[愚章Lて免|除玲の忍，忠巴表;不;三三がある

向附1するしい与ア泌手で、相続人問の街中をはか令こども考えレコ;j~ごいる :31i

! 2_~ 相続債権者との関係

花枕債権者〉の司係で保険金治ぷ維が-2引::[j-illiにな令か片し寸 Igjlillは 守命

保険;こは遺族をizi立すι布'~能があることはita止さ 1';~ て tλる日われゐが、相続

債権 1Eこの関係 r-牛命保険円近折、保護の機能争どのような形で認めるトとい 7

出迎てw ある この「戸っき、音作財産にならな}という弘前l土比較法的にも共

屈している kの指羽がなさ1しごU、心人この占か人7れl工、レ hあえず丈 ~1Uj

(':;，三枝続{号待15の責tL財夜とはし古いとする)とが結当な解決であろうー

以トUコぷうな議論状日え苛誌として、;1¥:二、対価関係:二則じて考χ るアソ n

7つら Ll、場守に、遣計によどJ宮町人変日正の|続C')九，jCC関係はどのようにど元ら

れるか、社g主f古1霊干干しの関係、特l月受話学宇と rl)院係江とのように!拝されるかを

¥r，同J..d.同日li1招d土 l判) 15:~頁、九士電関前?日ィエロ7j 20頁、千擦・日11招注 ':30)

8:28口。

33J111J本 e 前悶;>i: (24; 4033民、 7藤 守す掲 ~t (30)自主頁J王た、 "T・前崎

)~. (1】弘主 なお、 J 藤nて判jJL' t己止~J 122巻(i5) (2(約年I9140良ごは、

被布続人の色、E、の昨重にいう相L口かむよ生定心者やそ取ノ、に d片定L12売fTiこ;之、

源問として特日1]受話(~ ~よることをふたナるとしべJi..:'島が弓之されて L 、る I

討さ L三反政 'f~荷/子三i!ll八円法的地位(， 7 .:jじ，法1ë;110~8 号(， 10031 1'; i 182 

3奇以下U

r ~'ì3 LiJ:Gl :j・3(8)3GS
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険討r-，z) 

遺言による受取人変更の際の対価関係

jg 石 iこよ~~受取へ変更に -)1，'-c>手.+1困問係に引Lて考えゐニきに問題 L なりう

るのは、封筒関係を手2:~処分とみるか '1 己処分と外るかであろう これは、遺

日によ h な fλ、仮設H~ 汁する~r::，ti、友不による受取人/生~(j)均今l士対!日院院を

盟

保険イヤl材荒格等0)/1'，I叫処分 J与える"場;べr フ己さ l、J宣コ仁よる支何人交史

ぴ〕場合も同様に考えるか〉うかレし hろ~で司E互になる}深F主計に討するロ思<<

4による公取人的交史 0)際iこち花氏i処J>とと 1るのであれば、買っによる;号取

人合計iグ)場企も死凶YE凶分と考えるとし 1にとで防法はないであ九う J

以役者に討する7.:~正人変史の効JJ1詮'1.;十'J\ ついては、 t::.~-、去不が咋除者に到i

法 J たとき l 、混~:~Ú) 交 f51時点 l 逃(て ~j]力が生ンる l保険4:)条 3 Jfl) 

による '1X， 人交出の効力がとドじるのは、 1t ， f じ〕効jJ 先牛 e~与すなわ iノ保険受約百一

死亡時である〔民985条 項J このよ Jにそ:J[K人変更の効力?と生;e計上、保険首

にtJ.tる意思去示にぷるか泣己lぷるかできそなっているハもちろん、受取人当

史的効力)~:S::. U-~ì はあくまで受取人変史山体内効力の ~~_~Jせであ円、刈批判ijlにお

ける;Li-=P:行為山効力発t 時とは引の問販Tある たとえば、保険契約者が牛請

に保険金凶求権ゼポlラサ之契約少官官給し、 その夜行イトコ量百にぷる叉取人変~O)

;誌で:(:'"')こ〉は珂言iしつιはあり'):() このどき、対fJ関係であふ強勺提訴'J~主生

出口
?
t
R
 

コÎnt']与であるが、.~".ti\~_ 人交史は契約 J3U)死亡時 l 効 }J を:'1じと。

有封、uコぷう l二、対価院係をどのぷうに併する刀、:ょJ、伴れおのM-釈の河建じあ

?;，.ぞの Eつな問山と じて 種々の j(~~- ~素手 i;' ，:_~宣:/<-;つ解釈すること lなる そ

まず 対温調係が生口.j 処句、か花凶処分かで、符~iJ:j受話干相続債握手~. (:の

lE係において結論としてどのようヨi主 u 市UI じるう討を砕認 i と。 ~+:5:J'--1 誌にE全

斗1 るかとうかについ、:ょ 追!?』であれば村内に関係なイ、特 \)11'づよ~;l-- となる

死同処J!;j f 宣昭 Lいして吸われると:ずると、 52罰処分もじヒ~}K 問われ特別是主主

，内七

，、

となることになる}生前日目守については、婚姻も υf、は養子緑姐の丹治も、

:;;::/I.G+-グ〉資本とし¥.n開与であれば、特別立訴こ士る(民日V3条lJ良)，-，計的

資本としとの則ヲか〈うか(主 役I山仁 l土広 J併さ 11ている羽
l なじ、特別うと益

Iml 

ちろ谷 II~ 久貴~fi1 .お ;-r:!~正 ~)(R{L .:~'n (有もL問、 19的年 228l'l:r有地 ¥'1

~Lì:j、 (il{)'3b7)3G7
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JなむR贈営う古か込〉ドj うカか込は 相相j柑杭t財虚の前段 L，I--♂みら1れしノ}括コ元かミμう治かミ走 1京主滋 1:L 

ζf祐目綜続i人|山間目刊Jの衡ドを考崩し亡刈ドJ されるべさであるとさ 1札L亡いる3尺cつ生吋笥l日町貯川P川汚'{与

も却 J川:日川lリl と，-て?特45別1可受叶とご会=ると j ると、 J夫際r--.:ま牛言~l!首 I-i ずも;;j滑にも特守I;~:;';::

主主になることにな!人この 1守では還し :i'jになL

jg留うう減殺f-='/)l ， -c土、 jg~冒 /3.1::び十~続開始前の 1 年間 t こした拾うは j;l'-~ と

ノユる u'-'C 1030条・ 1031条にたた L、特別!主主主グ〕ん象と仕る日 ，与(こは、この」

うなKil問t'l限lょっとい(、民1044条による削ヨ毛(!)I生IγJ)- また、うよ沼J:hi昨主計一おけ

る町長芹;{よ寸立国'，1())  1-去でHf与1'.'ノき減殺される (h:1D33条た泊って、lJ:S関

係を生前~分》みるレきには、その時期点、社絞市立ちの l 午よりわjであれば追留

jj'"減殺の対象にはならな v ことになる。また、売'j~1:;.1'減殺の対象になるj会イャも、

辺日l占iJ)下えで減殺されること lなる

Jうて(相続↑主権者.!-.::))ド主将につし 1てみておく。':.r1リ処分であれば、不gfi財産で

はな/なるのご、相続10:キ在朽の頁{工財トイとは主:ら三し、 j~)糸口』完封}干になるかど

う7l、は十に相続人が:;J~~~'j!ìくE11 をしたと主に川忠になると:ろ、 124ノ丘小、訟を L た

場合、限定71"-必省lよ相続f主権省に弁済)た誌でなければ、受選缶 Jご1ri声合する

こ}ができなし、 (E¥?;0:ilた1，相続涜住者上れ もたにそ辺者lこjfi行した:場合には、

以定;早認さは相続債権認に桜芦を U~償する長 f1 を白う U'\.9:34 -:i為 1 Jl\ん L たが〔
.， 
L 般的Jこは e 追贈であオLば対象となった財産!z相続'tF為者の責任財産とな

るといえる バ!百三司係必死凶処分で島むとみて、保険合に e')しミて)，このね話"を

認める税ちあζ

しかし、この点については、!思険寸下l詰求権を保険合交収入り変史!こぶって':;Z

;r，人:二取得させた場合には J'f!;とが認布ーは主任ルiミわないとの指いがなされ(

v ミ '?;-!ü 寸なわち、仮険年約者が~~~険た i;H-~y::t'tç 与や透閉じ式場汗に、|限定7主三11 告は

社j続倍権タより沿 jL( 受3277t こ 'jfi/r してはなわな、川つであるが、 FZ演会~:~>f、権

:二校十9fM，一人 fこる伝説o/!R-;; 蓄の?為によっ七新'-1以人:こ帰h~ しているのぞあ，)、

相続債権Fにお受取人が慢先ヨノうことにな〉、にま与が、 こrしは限定ぷ E円が

弁済 Ll.給与去ではなく、被千E杭人0)行為の結呆であゐ 7)込ら、限定承認者治杭2

¥，"i治責任を白うこ〆はな¥' 1り}このよ:， 1こみれば、相続債権者レ乃院係で:二、

ち9 ク千1[=)-、出(編・前J札主 1，:)討) :2ニピ〉貝 [有地l
-l!l 山ト ヮなJ苦汁 (.l)7WR。

，"ノ~f;て・七j揖注(日) (-i()育({:拝逗需生，IHごj棋につしAU

-1~ 弘正 副可IJ抱け(ひ 10'i2良戸

LiJ:Gl :j・3oG，i3G6
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支十円関係が化問処分であろう正斗百iJ0!:旬、であろう去、結論的にlctゎt，なv、こ

とになゐ、

このように牛計処分とみるか允i可処j}とみるかは、 iJFiJ分減殺のけ象bこごとる

かJうかでi宝'， 'Vもたらしうる。特別号主主l'，ノし てU:，''1:.1旧民'(守でも基弘前に

はl1f5.]:j受話の対象 tなる〉宇ゐ之、追いは生じな、三柑r主主寺権者との調係では、

上μ己的解釈によれば、 i主vミ;二争 l.j'c 

以仁す'";z~ f!tUこ J3 持つ勺、 i立日によ二J て受取人ぜ反したと誌の対切司有y~ ~おけ

7"法伊羽咋(土刊か;~~ "!i える… tj;j述のように理論的('-~ \土、保|寝具約~が!:'.Ijリド，;と

取人(:EI;(iワ判長りを結託し、その桜1Jを迄百;ぷる保険余受取人σ)税吏 Lしう形

で行うここはありえるこ Lかし、実際には湾772{正日IJ;こ時与契約が約結さ札亡

いゐといえるような?とは毛わめてまオI，"Cあろう なお、そもそも退百lよる

:;i: ct{人主:史の場ι:t~ ら「、 i吋不的;ニ仏-抗~，;:取人 Jレ σ〉何で目首弓;Y'3約が締結 3

t'ているレいえるよう三刻字主，'，咋な場合をお、い亡、保険主そ毛皮人変更とはりりの同

時、女川、がなされにおり、 j~~r 問!;*が4干三万立されているという三とはJ話相J;';0である

ことは台定できないじれL釘関係"j']しおて法律珂係か佼念することはできな v と

の凡解が恨強いのもそのrめとあろう j しかし、前:者の受誌をrミユ化計る

ためには保険契約者 τ の|智係守何んかの法司不足14lが必シどであり、法司 '~I"千 1凸と

ラて:~!らかの IJ、律河係f/形成され1ν るものとみるとし 3 うごとであるし

i量百による í~-~~命令乏取人0) '~f 史以外には、 i保f果利1日|険没 Jぶ三Uil山h〆j

f女九示 bは土なさ 1札しご L 、ない f き lι一、対 1悩山阿 1係ぷをいへ Pρ了7肝~l 宇るニ カがミ合J~初ゲtあ~) 1ろうう

か， J育つをてがか :'1に音思表示を解釈寸るのであるかり、保険た"古求栴の処分

もi以昔とししなされ三いると併するのがA然であるといえよう 44 保険金詰:k

体的作手'hぎはl日J号取人であ己か t-，、桐杭QJ!c立に属しない靖子Jの選出というこ J

になる υ

置， ，によって J号取人を交更した場介内対自1，;1+1、が況はIJとして死|刈処うFである

と奇ふ乙、前述のよう L 、xE円こはなく係議J〆， 1主'J'4ふι3去刀、によッこ

人を変史しト場行(1)対↑耐 I~H~(止原口 :J として '1 山処うfであると崩ずる"場を》ゐ

l二ずる〆、 立百かそうでないかで遺留分減殺打対象にノシるかとうかのレころで

涜."'7'ドごてえ与る 潰ア?に」るかど λかでよのふろな罪いが1:じるよとは妥当

2 たとえば、 1ふ 戸川持;:1 (3日') 91宍問、

111下旬有限LL ょ) :~自民 υ

~Lì:j、 ('::1 U . 365) 3C; 11701 
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であろづかー

遺留分の制度が舟絞人山内公ドをはかるものであり、以王立の対象となる1jJ，1

につい、，U贈と恒続長]始前 1-t' :;~ 0)贈 1)とl~r いることから1 れば、 ，:W世に」

?;三月正人rjL、見の療の}j↑而Ilti主千戸内処うrとみることう色白タ人であるので;ちれば、

j~沼分減絞め吉で扱し Iが安なゐ二 ι!主当然とし Iえようはむしろ保読者l 五r Fどj

脊巴表示じよる <~ll;(人交史の出ミグバマ側関係を 前処うjとみるにことが主主かとう

かの1Jが閃轄とつとるかもじれないへいずれに仁三も i昌弘J分減殺につえ J'il2::.-哨y

すじるこ i 巨体 l土 1:;~>E 8"J J土問担ではなし 3 といえよっ一

N 判例の枠組みによる構成

ここでu明iJMo)村一祁λに， ηλλ えで、同引乏王立ヤ)úJ$~.j-減設の問題にッき、

?~，百:よ J ご受取へを号変更したこレが lぇ吹されるかどうかを杭，，1 す令刊行IÍJ:述の

よう)こ、 ;:IJ例(工、 I内接的(，':: ~立、保険金百百点ゃいま保険制約者グ)相続制定ではない

こと、実質的にも保険契約告の~蛍であっとと :J> えな L ことうム和論者ト導い

てい令ハもっ〉も、でもそも保険そ-3ji~音と保険全受取人間じわj ろかのγi、f十関係

かあるといろこと U体を;yめず、保険令請求権のi正有梓ザ1'.7)、ム結論を撞くもの

か、対制11潟七千における il~~:主関係は認めたうえで、その ;Lí.:n:潟泊、辻氏以、103ょ条や

.l+~d、 903条 1 取にいう El l守等ではないとするものかは2正かではないη たこ ;_U:、

対自関係 L汀習勺類似の市青可処分の上うなiXW関係を在日立L、本末ゲあれば、

lーの法律l有料にピリ L'(、 1、j別交え等i該当するかどうかを、山由r-9-るj古来、引W

'~i: ~:rについていえば、相続人の 人ふj;-::主主受取人と Lたとえに、生計の資斗

としての同"与であれば、特，~IJ'_;:1i去に議当ョるのが庶民IJ となるとこの、 !バtlJザピ

l玉、対{山関係にこのごζλ な口、作間保があるこしは認めもがム、保現金託ぷ権江

保険契利話かるのノ予4川正何?はな/、また、保険金請求併が実!2i自主に保|託契約

討の財片に罵，(いたも (j;とはい去ないという作賞かム、 :C，間関係と〕〆、 1I同'j

契約があろうとも原則と J て特別是主寺には談斗〕ないと:判附したものと jυ 笠

づりることもありえ!:，;)'k

なお、 1与引J'~'而t ¥，こて)¥..-、て;正、 iすI111I関係が涜時"C'品れLlf!→jJi)乏長に当たる乙と

[， 111本.H掲)-:.; ;，:7) 8_~- [1;;ド友信ゴメ/;.，、将津市? 刊号t 法協1?:;長

9 ~J' (20~)6年) 192~:;頁以下し
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には刊垣はないが、特別受詩，-当 f.-;:> l-{_7 巨拾う;土、婚ij~ ま f- (手交了禄継のため

しつ日"与、主引の資ヰと Lての思"与である L民9U3条 1Jf¥}口また、生前日11与が特

別P子保に当たるかとうかは花波山 j註の請はしといえるかとうかから司自lすると

もいわれてしる L たがうー亡、)，;↑而阿if，v!l，川告;lj}~ ふる場介にl土、 '1川処うf

がなされ 7いるこ tは号めながらこれの要件を持たさないものと僻するこ 2

もありえるc ただし、相続則芦;IC)Híjìrn:しではない何ーとしてあげられる-~:!苅一向 l二

扶荒義務のほ「といえる 4 弓な上場今とあり .;.G、本4と的;こ滑 l-jずあるも 0';u;うち

特足Ij主え i なる宇巴 1引委:~:\ノ己する工うな機能はもた洩れていなしよ守である J ま

と、l'ロドヮ ft本として乃胞 7に当たるがどうかも n::':咋には広!l'汗されぐいる

ようである I ご 己心ような均月!i/;、 lコするこ、保険令請求権を処0t~~た j詩子Tiこは

中川としc1寺山Jて¥1::i;;iT" ;t; =ヨオる τとじなる J

これに対して、 c/1 計C)"P:木(~ L て」 k いろ要作!ーよ"積極的立 dと :bf~ をも λ、

寸ょうい Lている児所もみられる、特に、保険セ:約者が第 有を俣説得f受取人

と寸る14JfTJ二、特別 J受益l二該当寸るかどうかを閉じ共寸るものと〆て、 1--"中古丁の

資本と[ご」の l必刊ヰ HIしゐるものがある 1:， このような併釈によると、主主 首

のえめ l 守る f~:お契約において、保険契約者こ保険金受取人河内指ワ類似の処

う?と tλ うぶろなi去倖円近lb0をlfiめだろえで、ケで引受主正には当たムないといλ1押収

が少な¥こも形式刊には容易になる。問題は とと討の資本こして」のノ"'子会ど

のように併するか、 1なわろ斗ー I:IU同lうとありなから特5小芝主主には当たらないと

Fふ要件のi斗主去をゾ(乃 ζつなもの1--:--;-;;:)功、明あ心 :!i も!，"も、辿吾 l上品受

取人変史がそされた均合 (.=;.i 、 k，j~rri関係を遣同!と併するのが台理的でdみるとす

£とこれらの要千丁にぷッ ζ1寺i:;:J受ぬに当たらなゾ 4 とするffi刊は cd.な;なる

しわがって、川1市羽保存認め丈う止で特明15:盆 Pはないといつような解釈ふヲ

るのであれば、「生討しつ資本ょして の肝 :W~ (_いうよ iJi之、より 校的な符JJIj

;交E託等心の〕世胡柿ri号といつと

退t梢手守f竹九フ丸dよ、必依L殺にお， ~、;は立 l左牛←円討十ぴの〉貸本と l 〆て 4 という梨f件↓;はよな vミなめ 退伴引Ii分f 

，，; ，，1 Ff行 I--lf続分0)主主主J 京以王、よ系¥1・前十Ht主 lぷ 289出}

"クト11 久民編.l引iJj品仕 (3::<1228}'-{ [右地ト

4前 朝礼↑士号う'十ヨ続Jノ9 lt存2収 1 リJ、正常、り削)5平) .:();=j頁、 得ttr ・前掲d二

l日ワ6町、

円品評・古~Jぶ一 、4:)1 19~6f士t!土、被相続人 lこ相続分の前 i:主しの意思があった

か(，'かこいう基半とする

~Lì:j、 ('::1 U . 362) 3G3 1171/ I 
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成11でも而禄の辞釈を l草こう Jする劫合には、 μ 計の資本」の要件(;):i喧えない

以 l'':'は、まず符別交法Jついて検"了する 1

判叫がi了間関係たる il、非問 171 を認めたつえ c特日lノチ~と公ることを l止日 J とし

-c rl"ilミヲどJものかこうかは明九かではないが小、イーのような理解/J'i可花でめさJ

二少も"在かであろ]，そもそも深険41約者以外の芸:青を保険jL受取人2:-j-どj

l;jlJ貴男J市J を %---':':t~ のためにずる契約て7めるとはイ立置っけないび〕であれば九jU"CCあ

るが 第三手?のためにする契約であると構成するのむあれば、不が1'1のー紋的

なJ!j!骨よからすれば、品川而問j，!'，;おける法17:+)係委託め、 その J去律問係l'口;ャご

将日l 受拾に当たるか νλ 去を判r よると l 寸前 t;'，~が也tJj"(' ある 5 、また、仮に

~-t{;勺 WF不における法律iおいを認めないとし L も、特別立散かとうかは共志的;こ

は被玲 i殺人がjg;!-~ または"思ワをしたかどうかで軒町メれるのてやあり、第一朽の

んめにするら-険契約という形であれば常に特別会えに汁 F らな~" :.:: '9るより

は、持i.+:i続人とる保険1b4約者;'~-呆険-:í'/受取へのfl，f+~を c'í'ú曲するニとに仇"、特

別J受託に当た之かどうかを判断?るのがう号~でj;，るといえよろ。そうすると、

仮に法律関係として ]J:;;;開係における保険令請求格の処分は必めないこ lて

も、対的認f卒、をヲ三日約Lこ祥F寸 Fω こ〉 lーより特別受持:ー当/乙るかとうかを判断

する)どがU当初であ"、 との;リ刊の中研l土Hft曲院も:s"~ ，~:.. j;，しλ てとのような託律問

f，f，を認めるかとはこんど「μ1ピになるよう iこ思わt】るペすなわち、いす引にし

'" I弁1dア 件批 l 成16年 l主民 Pi~ 呈 \:ω4ヂデ) 630司は、そもそも対的関係

とi，_-c ~!Sf~1治会話ぷ慌の也去のようなは、律関係(よ 7)められないと寸る J

.，1 1白人の介めにする':命保山世史約奇治 者の丈めに t，;;!慢約どは持ふさないす

上告もある c と万L、Z こでは生廿保険史料)1)効果 J-'， Lては保険契約者が保険金

l 主求梓を収得し、:;rS全'"交!I~人 i土保険契約占の処)~行為により í~~&J ~，í::: 高 "'1普を

感版取得1ると醇千三才 'Cν るようずある 長iiR反 fi:~ ;-~:-*険金受収入の没、Eトv

k 俳論王~C:'I ¥;【1989年 n良、，'，'，可い IfUi、のため:ーする正命保治契約J ，王手:

研究66tt12 号 (100:~洋 91 頁、鈴ポ、圭〆て 他人のため:ずる '1会肘喰契約の川、

n~続五1l 院する 77犠 j 法学政治学論究31号(19同年) :)51頁}そうであると

寸れば、相主TC債権者この|別品、軒YJiJ')説、 i青イ1i!jjとの|判係に f3L'ては、れこ内ー

のためにする契約とみた弓えで対↑uli院↑ム(こ河]1"，て解釈するすJおと芯 +:;}0には同

様の与え Uチc:j-ì:~) ことになろう。

マ ァラ〆スでは7:';↑向河係を独"の()J:十ι 克係止して首足立「るこ〆はないが、宍

賀市;ニ対1曲闘将にAμ しつつ、第 与のためにする却炉JJ伎の法的ゲi良子〉向山県

としに処辺され亡いることにつき、藤出 前J弓;i:_(:i) 104? 'fi 0 

LiJ:Gl :j・3(2)3G2
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てもぬ合取引的な見おからち作 者のずめにすω保険喫約をめと千IJ杏司保守;町

撃するこ乞が22当であるといえよう c

ここではめど判例/i:J;， ると。前訟のように、 I I.i祈~;:Tと建的には、保険金詰求

十主;ょ{~:険契約省の祝It財産ではないこど、実質的にも探険契約者の訂産であっ

たよはいえなし、こ tか l、計訟を 7，，+'， '亡し、る}保険金詰 R也は付1流刻いごはない

ことは、保険立、<~ll;(人が巨11 的権利として11;(i手4るものであることか九導かれ

るしまた、支質的にも保険371利ずの財洋であてJたといえないことは、保険会話

求格 l土、手Î'.I\'v白話ぴ〉苓ZC Il:宇 l 初めて発 ~I ずるものであり、保険契約i2-01:[，い 4

1 だ深抜料:-~予価グ】河係にiつものとは士く、総保険者の稼働詑力;代わる給

付でちないーとかりに守かれ亡いる」実 i玉古jにみると、重要なのは{ぇ命ノ¥子会求権

はi民泊料と等旬ごはな¥、 1#I戎能刀，.'1とれるものでもないとしう ~\"Cあの"

対日!判官の制とまからすれば、 ;(Jirtl1'*J係 ~I~Æ治まド fょ賭守であ r ても、後相続へ

，J"; ¥実質的な j ぶ1¥レ第 干干のそ正常が土手恒 rは三いJ話会(-~;.止、 l反f;ljiごしと特日Ij

3正面)こ当たらなし 2とい久村制みのよろにみえる}

このような悼託みの壬ifUょ!i:Jこして、仮にお1刊が瓦質的にはこのようなflJl';:

枠組み\-~ .\'/ってい φ とするよ♂、午:~;3iJ受話かとうか;いう !gJ是互につき、受取人ノ主

史が l貴言L よけなされJ かどうかは闘将ないことになる~こで、遺言J より

乏 'I~ 人変ターした場合、典主ム (1;) :.こは、じLJノ財庄の;江贈と合わせと1:1[，人変史1LI:

百でな Lたよ与な場合に、保険金は特別立::Il止にならなし叫に透析;O$，れ3j1↑;σ)財

件 ~:t~'，f. 8:j受需になるレす1.) }、引相夜人のt，j:.S"l，kJぇ宇るので!エないかレの福引誌

がなされて， ，る山。そこで、明日l芝公判定にお u、亡、ほ相続人ク)青t:[:'、はどのよ

うなE味会もつか争確認する必要がある A 手引受話出il;1誌が談社j続人グJ，言尽にJ2

<'fく出J)主ーではなL、の℃あれi工、このようなこと はヰ十に口~:iJになゐこと℃はなし、

〉いえゐ~-)ま:)、遺言，..上"深険金受取ヘがち主更された場合、!日! の追日

で遺精されたはのお庄は特別完封になり、保険金涼は1)として特別立:託いは IJ::

らず、そt:が被占将人的!:of忠 iこは7-¥';/<i tごいこにても問誌なしこと lなる

特3:) 支江市:1:えにういては、比較法的('-~1-1 ---'7i:-i-;:.手基づくもの!ゲルマシ r土ド

基づくものという 2つ乃腿吉を異bこ「る iJ:これが£り、 l'本法!Jlr1lf1iグ】炭素を受

l寸 マI去のなi票しは後相続人:J~判ぐらク)とされ ("t、るようである一 オなわ九、

!土浦てF を、:;.~辛仁取税うに注'，'な L とい 1 被河続人 Cì 世、思の;住 t則仁基礎チオ二くも

，-':j I! 1下 オ主将J出(- 33日日

~Lì:j、 ('::1 U <361) 3G 11801 
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のであり ゲルマン;-，1、の持烹Lは、削減分の間投しに当 P るものを川統:#:が:1干

なに考!草 L二人れるものとき札る口そして、 H 耳、の1日間は fí;~ さの必;t;を受け継ぐ

ものであって、持更し(立、 f自の)1，::円相続人との不J-81:主?を詞盆1るために相続分

。引;ペ!，/.品者:去す'も )'1'1'1賦与ある 'd土i宣旨"存もって、 4土，l<l. ;;;>認めるのう、

被花続人の.FJI.いも合致 Fるとの抗現ljに出来するものとされJLiu 

このよ λに被侶続人引脊円、とし， 0!t:主主と沼~S: ')j"の泊夜 L を誠称することによ

る花続人聞の公 l'としう要25があるとすると、ここむ間開になるのは、支出と

主主主が等何でないという足素2妓相続への苦t;I，I..."台3J::LなL とし 3 守泣素安ドの

ょう!こ街 ~'-1 とかであるハおそらく、支!日とそ芥がTt:正ではないことは、その

ようなどえ J;が妥当かどうかは別こして、"，8私的J の，~:J;'々 L に当たるものこ〆て

汗告することが地OiJではな:..'という安素として{口同つけられるのであろう

こで、お別会主主ではないと γるこ τヵ被相続人の志位に反 Tるとして、相続分

，r;jiii'芝Lかシうかと"'う古J 素土後相混入内申ヴ、というな'.素をシのよう (~1街皐ず

之】かが明記となるに

-)jCワ民烹とげでお同lするのは安当ではないであろろから、判何の枠組C!"~二

沿う]f;でいえば、町日]と〕ごお号 J受需にな1.)ことを否定しつつ、~，);J肢の千i刊行一

お、、て担えが符へ灯(:è，，'l~~ を考(起するというこ lセがあ 1 よら;;~ただし、民民の規

1こからは、相続分の前波、と認められる場合に、被相続人の意思!こょっと持反

〆ゎ)，;J ~kζl ないことができるここは明らかであるが (1(9:)3長 :3 JHj、相続うJ、

の日j湾L は認められな、寸話合い ~~:Z 同流入の己、尽に上つじ 待~Lの主1'~~( i-. -J-~) 

'.-とが妥当かとうかは明らかでは':;~ '0そもそも相続財産三はき止問係であると

すれば、それを設は続人の玄思によ，て持民しの対象と jることは王手前ザJにお

か L い E うにもみえる一 :.;H 、保険 j日刊%{~;- ['-~ (之、ぞモそも知関係と しうも

のではなく た1.1¥，~受弓が等 J正「はなし、かり、 l廿涜分の前渡し J~ 干 lûL一「るこ t

が長さえではな u 、と"う詳117:1の間約ずあるとみれば、被十9fMc.人のうま目、を!加えて~~

終[円:こじ下イ而することは、ノジ、なくとも rlf~布。'J ¥ーありヌないというものどはなか人

ハ
ノ

追口により保預金受取人全没五するム|下j' j に、他の E~ 此のュ三砲もしれるよ

うなJ品i'iには、被沿紙人山寺尽かわすオしぱ、 命保険:;j;:，~)伎の則m::も fT わせ亡

川ゾI'-Ir 久貴繍。前掲;-); (.38) つ108以ト

-，'，待半・有限LL (4~)) 1926貝ベ

[品i

地L
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日L'立の配分を考!e':L亡い，fJよ考えるのが合図的であ 7，うハそっ Tふh、f りあ

えず生命保険金b付i!U受託として考えるーことが安当であλうc ただし、他の!tt

ぜもと主命保険主も frわセ ι則位の自biを考f与して νちるとはいえるとし ιも、て

。で、特に;訂正人には多摂の ~J- Jt主チヲ去ると しう主、思であることはもちろん

ありうゐ c ての場合には持乏しの免除が認められていゐニニゥ.;:~ L-Cち 計話

此には計出1;:託に当たらノユいとみるべ六にある ~~-(三役相続人の意思ク)鮮明-i. 0)

問問とあり、ただ、特L保険全";~~~\人に多潮グ〉財仲合つえると U う立守がある

}はいえず、 '1命保険 d ふも花統計産的行T怖γII11えるこ 2が手足相続への立つ、ド迫

うであろ λJ~合には、それを :;-~G~の事情として考桜子るべきとあるう(

なお、特7'}IJ'乏付におい亡被拾がr人の烹J1号、をある干，(度叩重守るべ♂であること

は特\JU'Z!，~ 市:j;~~令材、の防法t あり、遺言(よるそ収人をえの埼今(のA被相続

人の E 忠配慮すべきと v 斗こじではなし、。!宣ニによられ :>ii~Þ5~者;対する足、

ti支~(ぶってそ取人をを更した場合でも 1法相続人の明 E、 μ合致し亡" '三いと

U う:とはあけうるたカ"仁、泣((による r7.~浪人変坦を特別扱いするとい

うことではなく 一般的(，被栴続人の志忠に向l金、するここがJ、白むある 遺言

「なくぐも、午.l'31J妥おれこ〕ないこ片カ神E刊続人の意思:一合わないとし lえる場合

には符伐の事情を認めt-特 lサIj受託ーするべきで為る また、注に、土記のよう

に、泣，--1による J主JW人夜更であ":)-~も、特別交誌としな l 、ごと 7)

，~，に合致することももちろんありうるのであっと、匂:のような場合 i は原口I~:i[t 

り特)JU"乏弓でほなし J レす 4J こ k で問題 :c~. ないじ

な品、判刊~Iま農村うJ減税につし Aては、 ;;>J段ク)与引/j'~二 J る例外なしに、 j費~m うj

減殺の対象になる F とや百乞L.Cいるコ込信分減殺iz救出f主人{ワ意思h ふる出t

主ではないことからすると，、渡相託人的皇、忠ヲト4'¥，音、γるかとうかJv 、う，~で

l玉、<;~きJ品J 分;，:&殺と符iH受誌で yf があノふことは合同院なもの〉いえよろ日

平成 lG年決たは、符段の官官を、不公平が民法リu:~ 来のた主旨い 1;:1 ~':") ;__、到底

是認すゐここかできない;1どに若しいもりと許価トミさ事枯 ζ し、 さのrCli;，ノう

〉ムとして、 fYI;日全 0) 湖、 f以 Ij~:全グ〉傾のJこWO)総績に対する汁:布、 I c"J 肝心布州、

被;¥，r:続人(})介J主主;に，t-Jする民献のlEjい Aなとの保険金三収入とめる叶絞人ノはび

他的共同相何人ど椛相批人ヒの l司係、各芥:f- 下主人 C) f['， i市 '-fft~ '1]， (})円者恨の事仙そ総

合考]'，!:-i:~9L ;，0としてい Q

υ 1-1→ I:I~JJU時‘間判'i-:: (?，，3) ，'1-1/18.以;

取得半有限LL (4~)ノ 1928貝ベ

~Lì:j、 ('::1 U <3:)9)ふ"J

[，十'!II判。
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研究ノ トii

北朝鮮農業の霊1ttこ封する一事襲撃

11 
l.主 i..:if)( 

ワ ;'i'，:，的考察

1 ;で業'1 斥孟 J;i~7E!4:国

:2 )家事、震の形芯

1/十↑たモ義体ili:;-Iの良主

主 軒t制

1 :某慢初状i'!~

2) )~:lfJU7)変fとと口元l'

4 生汁認識の波イヒ

1 :出来集司iじめ j~t+_

ワ J 集団良助ιろ定イじ

に 帯 j主fH寸専の変iL

日 長業!13r単一の交イL

朴

ノ
八

杭詩Ji?J:物牛台十号 iニノしする拡u
7 終わ i)¥ 

はじめに

主主 {i~ 

本府は、北E5;鮮経済体制的?をfっこいう ít~/J から民業ワf野ばとの J つに支 ftL

てきたかや考察するも Uγごめる口論正ぴ)構成は、次のようである日

五 い、千;十円LトJな分析に入ゐ日旬、いくつかの反円をよ支定L亡、 J-;'仙的考古ミを

け 予備的ニ寺祭L，;:体的なJftg \~、息長j二〆ぃ亭しり民主 t 凶、米民 f;~- Cr) f 丁つ

[品3 LiJ:Gl :j '3:)6)ふ三}
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子三怒、行会+立体制J;、の農業である

事 に、 iいh鮮民主の乍伎町変色をね似すω(3 > ~;X tt:t:J" ヘつかの;明日

1=: ~~:ノJ2 L_て不能的iJ、{X.<ト'ii'lJ;'L ， j ~朝鮮此h;j グ〉農政σ〉〆ノ主1lっとその成果を眺める

治 に、 tt12分野℃しくつか重'，;:な明日;;;~ ~えす~ ~~、半寺山 i しく分析する

μj組織の変化を良業主豆化の過程ニ技団設渇何党イlIcL T分けて分析 l~ (.'_} 

/[-，歪，11織の吏{ヒ)、政府のj主主にt，Jする折導ん|吉山変化を付帯fνiG 

4þ円安イ iつ、震業 ')J'叩}グ)~):←岩グJ 必f' を旬、析する~ o 農業牛)守一昔じ〉変TIti

たも北判長了間σ)I1 産主ヰ絞引 j臼の I卜{在住と 9);司挫で投!j布|産主L~:ついて3Ë'\~: ~..て

みる(補論 長物生斥辛に士J.)る:;'[:1半入

;ul!JJ (こ、ふI. nj~山7 をまとめ、 ;;~1;誌の ~11~~IHIJ 椋件を展-1~ :..-'てλるいJ 終

H
引
王
ー
か

州
円台

わり!】{

予備的考察

北村j鮮の長業の変化合兵体的に分析する1t'、いくつかの基礎的事項に行 v て

考え Cみるこ〉に<JZl

2園

1 )農業生産量の決定要因

まず、民業生産♀チンためらU、凶i止1，甘か、という kことについてるえてみる

れは「物量的 e 生向方Lワーif[:;j:耳て完わi1.--<)'&.-~化を frr_f~?j' -9 るのに恒、要明ある 良

業![j玄写、を決めるl広凶:土、行およそ、次のように山iよ7じすることができょうょっ

X;i'舌三UlかJ血:x

従来、投:栄町杜会」義化{ 立:=iiiむの成果'i-_日司主主Lた研究では、 つの傾

l'付、Iはれるつ つは、主主;:):じを腕p1!する立場から ιzる己主却で、集1，11化によって、

農業牛産量つがH記メJに仲Uた、こいうような認誠 Pある もう ソグ)r志向!i、

集卜ilitが批判す品、/均から山る論理で、集111i己に上って j;鈎E訴;が低「じて J呼

業/1:.;圭孟が激減しよ、と，.:)よみな心理であるーこの つのi頃向hよ、殺し、土J
J.L宇/右足)1':であるが、てれら t は」しEヴもあω "なわち、社会主義イ木書]卜の

民主的'I.i歪尋の変動を!'E1業うj行でのlノ1.1まが織ク)変化とし A 入半 円lA 凶 i，~ )ゥ

11801 ~Lì:j、 ('::1 U '3:)5) ふ.)~1
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第 「之弁士U!，の]互行は 現地がJれは Lへしか、土質l土庁みか 耕地が

ど;cほどよく整備されて ρ るか、などである f そ〕て、;呂雨、 EEJKLヘ1'1照ら

〕あわせて、件地がE:;けしlf犯以的長業を、 j央;けし11'長判的長でをf了う。うに

なみ1nj 1二条件トで;ちれば、半 j-ij')ぇ [/)if'Lt~ よ )'1 集約日"!i毛主徐行つんが単i合前:積当

たりの生J{呈プメ多くなる J まプー、耕地が肥沃でまるはど、耕地がよく主主配され

ているほど、単位凶:ミミオた'!の'I.i歪尋が多くなる。

:~:~ に i間帯施設J i./) J同h(立、長附(こ寸id'lくji":'R号、木全供給ヲるi-[批絡設

などがこれほどよく勲{誇洩れているか、なとで主うる H 1.:条件十であれば、 IX:j

帝ぬ設がよく按i怖されぐいるほ〆、単位阿結当たりのl'斥ヨーが多〈と;:-，;;;)

;u三i二、 l色、候ー合、景 Jグ〉広じは、金般的な合、絞殺f了カどうか、当訟の時刻

心〕気象がとうカ ということとある ととえば、降水世が各し九Ih減ごは備作が

WJ能であり、少ないたj或でiょ判IJ作が叫誌であるーiI1Jじ条汁 fであれば、守訟の

]l.，].ょせの気象条flがHI.'ほど、1".も午前積当た!') くなる

市|川l二、 l物資 j グ〉羽目 i立、説[ 農薬、 ~l~~~'午、磯村:など、物 :'i<J'-C石原のJ 主人

がどろか、 ζ いうことごある injt条fll、て会あれば、 定のドバiEまでは物資や

号、投入 t一るほと、市1ir: JIT積当7.:1:のF↑;2量7J'$くなるハ

て 5~対 L ょっシすることである。 しかし、両むの与え J;とららも、十十会主 1日イ4

~ì:j '1 の畏菜の生μ?で E にらかなりの「起i人」がlJU-~ る思考1 を乱用し;くい とと

えば、松市~Ji鮮の場台 iこ;土、 I g~OJI-.1-t ')1燃かり 1980イ代初~Jl まではかなり授業 '1

汁苦が間耳目 Lて それ以後:こはi宇治、減少したと言える U 干のような去三伏lょ、

集同化以された条忙で現れた変動であ三 このような現象チ説明 3ノふために 1ム

農業~j.: 産量を J、める要:7'::を総合的 L二考える必要がある U その ;]1 で県田↑ヒという

変抜ウ ーのh"1';'j}でとされはとyr増したJρを考慾する必法寺あるっこのような向山県

脊おか lコこの ，'yをチ:rるところである。内容は、 問、 1"11 "('品ろつが、民業

主円最の変化仁対する不会1"1学内叶究「よく主:}Uる ド司、't".1:' ~+GG:，;[ しようと寸る

試みの給見ととあ令。

巷考までに、よく 'f~われる珂積の苧 f止を尚ヰ1. ，:筆rq>j-るけ

1m:ニニ lt: X I El 

[品7

l礼 =10m/l(h;， =100111' 

1 :ι ](わ?れ XlIJI)pj=:.lhhl(lm之 吋ゆOa

1. knr-=-ム小OOmXIOOO;r~ =100，()()コ()、ぺ'=1001、社

1 :b-;!. . .. -:L:31~i 

l回一歩 3000よJ 二百a:7n+

LiJ:Gl :j '3S--t)ふ.，4
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第 11 ぃ、 ~l'/dM 'の]頁汗は、"1[織川却J3、労働な γ 、人間日I到の投入がJう小、

というこ亡である 1 組織治政を佐が、とう遂行するか、/;蜘t主人.:;;::lj{ヒサ，--:12::--

多し』か、参H日高ーがとれほどおし 3技術をい待 l-rいるか とれほどl:r;::)j)立十j、が，:，~;'í

vミつ、 などであ心。

2 )室長族農の形態

続いと、 l 家恥義 0)弘正せについて考去亡ふる

問調てホ~はわれる変化会主解-i-~):}) ~.~'ど山である。

会れは「干|会的 e とと，1手間iY的」

ぶ主主農というのは、

朝刊前と Jv'C.tikil日ずる、

:然(r~'>~1 栴が弘弘、水族レしう社会主巨紋が農業元、Ij!Jで生六

こv うここを 伎が~Hニ J マ d 刀\それを 1: 烹WIiミ的側却で

見ゐと一体とは百えな ν、 ですL1;" 生咋手伎の :11 有、牛民 l'I-Ti 勤め羽縦、左と )~!i喝の

処うfな〆で去E止される許会的!判官から次の工うにそ~~型化ずるこょができ五う

[# 2]家族農の類型

自 十| 5t 

三豆主コ ロ， f~ ，'i!!コ
出 'J~ 事J] ft !l~ 

コE痛でいう組織吊動と(之、将i芦治動心 咳苛'1で、物心:とメ/倣を結F干し亡 '1;苦

か指i軍?る ì ，~.Î劫と氾認するいその 1:，\動を jU う経 1五ム休は生 l平;組織芥とあるコた

と主、資本干義体制J-C"(土、私的合設なら 1~ 7]:j{>交の企業干が組織長であり、|末

広企業なら同家が組織音「あゐハ之+会十主主仏者lでは、始 i の企業が伺日企業:二

~たる灯ぐ、臣家Jrij0.占円引丘柿~:0---Cある

f従来、宗校長の子三室、つまり、子。)/1室付織的性格については、 つのをE立!

があふ乙考え九れ(-~~た一つ!止、ート;監か HI有して耕作する 11'1作農」ごあり、

もう-<'"，，:止、 1，:地を伯りてtJI年する lノトである。そにて、二の rニうな向

占かりは、 亡市:ロゴ巨やj北ヒ朝

イ作"t:j:慢主JιJ宗;設支とし cr時E抱緋ギし〈う弘L込とた ( -tι2 体白ι、'.1/<な=羽例~ ;は立、 '(1:26で挙げるよことにする l

ラかし、ごめような解釈さ〉もっ、は、釈然!ない疑問が左右ヒ ~c 多なわち、自

作農は集:;1長場とはんd:主!九にあるこも日えるので、利 fT 子会梓!"7Jが~正~O) ノら内

をわ FかlO-{t五日fJ{のp:jJ~-I;ご J 斗市IJ; ，~吐J 作のか、という疑問である υ この JロにつL、

ご本枯れ土、日uの収釈を捉不しょ与エする}つまり、社会ヱ義権力による土地

うf配とは、じ↑宇渋をどmt:~ た1舟刊行まなく L 、 ûf午jてでも /1、作法にもない I sh 

~Lì:j、 ('::1 U '3:)2) ふ.)~ì 118[11 
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第 の顎型;立、「向f:長ーである u それは、 γ の上うな打主であノJか 向f:

an之、 rJ3ミ分野で つの「職能 J をまう存在である 第 に、校υ均な~!à 手

段むあと農地み所有しとしる l牛1伶子役所有ふんと信 に。牛:鉛丹市"を白ら惇

Jflて進めて、 '1丘高見43;二工る収入n'ら安，t存支払い、税ふ、ヲト納町、干支りや

p守の守;tliiJ(: ~て取る l生 μ{~t動組様子í)、第:に、直接生だ活設を淫1J 守

るリ:j~f~J -(i-)。このよう長特11かり臼作法;二 lLH11!抗争臼営業(i に持すると

日去る υ そ!て、典型的な向背業ず1 である ~Hl 長め分配ぅ-t:よ f主分古冷Î Jする:品

勤(7)t-;!; ~:'.: ~，~大きく依有するので、当然のことながら '1 産品-J ~にじ強いぷ1"2' 民 t-R~、 ε

持 F~) ， ) このよう争〆'.['i":から 1"[:午良ii、uしも舌重i)Jを、主IJ-1るのに別の宇ト:'"京'n散を

必要と Lなし、。

第 CI)長tll;:H止、 l小作畏 である。それは、どのような存在tあゐか

jtも、 t主主主七、野で つの「職能」を担う r:u:である (お に、核心的な f 産「

令えであと農地をイ古利付する l生川'子.::''Z'¥:'f1-古巧i，第一;二、生〆';言』訟を 11ら

誌恕し ι准めて、左右定詰果物)こよるは人から黄山を:主:~:t~ 1，¥杭全を納め、役り

か 1:缶、のう~'~J前と、てれる k生E主治助組級長) 第ーに、 l宮校生主治政;y遂行

する ('1子効者) 以;のようい、小作良l之、絞心的な'ljm--r段「ある良地を所

有叶す倍 i) てitう、 τい与引|可1だけワ山竹浪 τ異なり、生j羽活，，;;組織告と )jf!品

名とし 3う側認ではl司1ーである U 干のような弘性からノJ，1/f'震は l賃併白業者

に属するこ百之令。きして、小作授は、牛産子没{dヨゼ引〆て市うので、ロ作法

上1)ボポ:Jfcdc場に清かれてはいるが、分町分が 戸分がj歪11すζ活討に kきく

依存可ゐ三いう内では c; こなので、土当炊のことながら /j-_ iÏ結去に強し '-~J 8'-N;係

えJTFっといるコこのような特吐から;!、f義七、経治i首試合遂行するの(，-=5]1Jぴれ

日'.;，1司市ft1~ 必 iにどしな L

この家万向、民 i を f河北したことであれ、それは、注目1~とは討す的ではなくて、

もしろ l説和的」なものごめる乙考えられる u このよつな爪釈をJ是ノF-jる準備

作業と Lて、不J;J:_~さの形態イト了IJk吉市寸る:完治である

1 これは、地上が、小ji，農が熱'c、 l 働けていゐかさかを~'=-~する立要がなぜ\

というと 4 ろで確かに:~，われ〆3n 収桧民松でグ幻)みノ石一)、寸f件了嬰か:!i..)I荷主 b吻耳を横収"汁すす一る

σの7工でれはないか、 という下とを馬見A世仮iるアだ-，げy守十封

あ才れ1臼貨A骨幣tであれ') 1--，1:牛十主孟主午判巧地代4 存支J打f人、う主渇号イ令干争想定(し〆たものてめゐ i地也ヰ主そ

小{干!期保をア手;;11.:すーるfヰ主が、，J，，1午革!をとの工うな「形式J _ '-:z.川又るかによっ

て、」也土が小↑下人を等鈎込，f1"e見張る ι4があるか戸川、が決まる 労働J也i，;
を受け.l~{る崎今、つまり、地 iヲりj、作人を 直営丸J~ こ連れ七来て~J'働させる

[品9 LiJ:Gl :j '3:)2)ふ--;'?
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第 のf王型:.'"、「吉当排f:長ーであゐ。雪当持{(:設JhiZ、也+かん ~のう才

EのI.J也を妥d.されて、さのI.J也を耕作し、その結果物かム 定のEをU号、の

う了し「前として11?r.っし残りを，"::.:地 t に J&~~ r--.する農家で為るつ?れゆえ、主

主弓利作法 l土、リl、盟主!な日宮 't..~ である白 frtさ℃もなくて、完結 R 営主主である

小判農寸もないへ A~;U:コ U:. 1"労慨すヂ的存在，¥言える、将;"(n舌副Jを進めと 力制4

サる切出';:'(まじ作民ベコIj，11ド皮と似アいるが、校レ前争I[産「設にある炭地を i苦I

守(~ Tいな"ミ、中断的史物刀 h余剰jをHzf与すること 4<(誌なUからであるん

そして、産情 動γ労働q佐告して、[lt'IJ:'l:I(."1:主主!;~~\，，?日わけなく、 ノEO)

f市北1を受けるギデ在、ぺまり労1見?キに，@;")Lると百ぇミ

このように、幻当新作農;正、余剰をw号でえな v ドjjf'町長50存 じあるので、

会釈を収得寸る[[作展、ノ;、y:ト~乙は異なっ工、:ら持'L、に働く動+i:~;1:'f'寸ってい

なL いo -C" Lて、ム可宍耕作炭が熱心(~-働くようじ(~ -t~ る λ の: -~ (，よ、外的中J"叔が

場亡、は、 :;~~k <~)必要がある。ノト作人[二、/;働池ftや支払っ r:1~li ~~カ?とつなる

かには、 にきな利害，，"1係を持コどいな ν川、ら「あふ、正常池三}れFけ事 vミ生

涯~?!;が;1\るがとし ι う二と l土、小作人にばてればと重 iU ではない。でして、小作

人;za1宣地('-;土熱心い明く却とがないのと、地ふと[しJ Uま、 IJト、寸f
でず熱!与4←d心働くよう lするため i は、弘悦 a 主主将する必去があ;s とlごろが、て

才しは、変応がかか。こ」ごあり、必「しも効守的なものょ戸乞なし、のこのよ

ろな守1":青を把j，¥!したと三:三、よく、地代として「力一瞬 j 子はな fて

を交け依る J;止に変えるcノj、作へがiurした'[青物かり 定のうf￥(，市街地1t)

またはーだの割合(定十 ;11'，イむを'1';)-取る方式である U 予才"立、小平i人が緋f:

地令而でe;ら然 L、l働くよ与にえ立る動j誌や提供1るη つうJ叶 h熱心l的して'1

産物がj草加1'，れ lよ、 I曾力u分かり心なくよも 出を自分が占めとこ 2ができるか

らであるれこの 11伊1 で{土、地主/ツ小1t人を ~j的過程で見張~，ピ、'~がf向え ι ので

ある。このよろな形式が以副IJ~:りもっと r"0)::主的 である。\ところが、 !I..~

均 Hl1iにか説1押さ=貨燃かという v 乙は、 干のような持作て l円らノ土を生まな ν、 よ

〈 現物地代から貨幣地代へ悲わるが、これは社会的:貨幣註1汗化する現象を

以l叫すゐ日 :j である I そ〕て、足代の i;:~!l~~ を 労湖、生外物 ;キ竿J L1号守

ることは、 l二のような側訂 cは通切ではな t"まず I';j筒、止烹物 J iこ けし

て、牛産物を l現物、貨幣 )こ再ぴ '3+-9 る方が;~.切である。池代 J Uの展阪 l二

社ずる rù!ì裂な整理は、 ií，-f ì'告と~I\y>>f!. ，. ¥1l.-;波ょ;I占、ぷ74~"'87民間 j 、=司、子治'-::2併典 ('1-:. 

H書九午、(j:'H~-l;36 只}、 J マルクス ン」ー〆干立事 !jj~" 1 (+-十会思日壮、 12l;:::~- .l2(iS 

頁1を季語すζこ(t--) " 

八割当小年f之 i土、 !I ， I歪 i~::i1': 'i句刀、 I~) Û 丸、が'受け l~~{ ..:s :iht Hが、事究上、予約決まっ

~Lì:j、 ('::1 U <3:)1)ふ3 11飢)1



당의 방침에

따라 농업협동화가 완성된 결과, 농촌에서 착취와 빈궁의 근원이 영원히 청

石IザEノー 1

必要になる九

3 )社会主義体制下の農業

続いて、社公烹義体制で11'1:業分野は 般的にどう変化してきたのか、という

ことについて盤到しとみるに

社会主義凶家l土、執持してから与い段附で、J!'1業分野で社会主義イヒ遇税を強

力に推進する i 核心的に、私的i~I有と私的生阿組織を清算して、公的j~Î有と公

的!f:.!歪組織に変えようと寸る。これは、理念的には社会主義化が搾取構造を清

主主「る d色味を持つごいると見な「からであり。、経凶[巾には農業生件世をj、き

ている ζ 言えるのたとえば、民地， haを耕作して、末日)0同を生産ぜよ 700同

を11.i'i:せよ、自分のうHT阿'1にはあまり差がI1じないのであるー当誌の良家の必

要とする穀物が300同と設定されていれば、残りは、どのような方式ごあれ(，税

金」の形式であれ、「売買」の形式であれj、因家に帰属ずるようになる この

ように、同分が受け取る分け前が、ナゾ丈卜、:-lOOkqと決まっている条件では、500k'l

ではなくて700kUを'i産するためにー![懸命働く意欲がなくなる c 税fYではな

くて完i1の形式である地合にも、わずかな現金はあまり魅力がない。

7 どれほと効率的な外的刺激を考案できるかは、別の問E主である 3

おこの点について品述することは、常識的な品を繰り返してしまう法れがある

が、ここであえて整即するのは、 つの問題且識があるからである}一つは、

北刊鮮も社会主義体制の一つであるので、社公主義諸国の授業で現れた傾向を

盤珂することは、北朝鮮の農業を珂解する「来礎知識」になりうる、という平

凡な問地意識である。もう つは、従来の社会主謀体制卜円農業ついての型鮮

について再検討守る必要があると思うからむある。ここで提起する論点は、ーが

に、 つである c 一つは、社会主義権力による'-t.地分岡山に対 tる解釈の問

題である c つまり、 |地分配とは、 M'1述したように、自作農を白L没する過科で

はなくて、労働者的保在である割当耕作農を創設する過程である、ということ

である。それゆえ、 |地分配という表現は適切ではない。， 1地委託」くらい

が主情にふさわLいと言えるサもう一つは、生団化の結果現れた協同組合は、

白立的な組織ではない、ということである。それゆえ、 '1品川所有」という範

町は、阿家所有という純町と対等な概念として成すできない。むしろ、社会十

義体制トの協|叶所有は、回家所有の つの「現象H~~J に過ぎないと言える

りたとえば、企口成はこう育っている c “党のlJ量lにも:tって農業協同イヒが完成

した結果、農村で搾取と貧窮の根源が刀く~に清主主されました.. [ 
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石IザEノー 1

的に「売らなければならない」としたら、当該の農地は「実到的に同家所有」

であると言える c 当訟の民地に対して民家が処分権もf色刷受益権も持っていな

いからであるハ

来して、ネ十公烹表凶家が遂行した l民地分配」はどのようなものであるかc

ぞれは、農民に処分権も使用受許権もない場合に当たる υ 形式卜は農家所有で

あると官芹されるが、事実上は凶家所有なのであるわそして、これは事実上、

農地分配というよりは「割当耕刊」であるυ

しかし、このような割当制作が実画的な凶有化過科であるにも閑らず、 f十27

ヱ義国家はそれを満足な状態ごあるとは見なさない〉多数、の翠族農が割当られ

た農地を耕作する場介には、同家が彼らを却J平的に統制するのが難しいし、私

的経凶活動が活tt化して資本主義が復活する危険性があると怖れるからであ

る。たとえば、農家がI1産量を縮小申告して段少必要足以|をうrけ阿'1として確

保する場合がありうる。そうすると、国家は士業部門の労働者に支給するため

に必要とナる農産物を充分に時保ナることか官位しくなるし、農家が段少必要量

以上に健保した生産物は私的交換過程に人るようになり、資本主義的同氏が円

び音場しうる。また、農地を陰性的に賃貸借、ヲ~nする現象も起こりうる。様々

な事情で、もっと多い民地を耕作しようとする民家がありうるし、もっと少な

い農地を耕作しようとする農家がありうる。そう「ると、そのような二つの農

家の I~Jで隠刊な函貸倍、売買が起こりうる。それぞれ分配をお?でfll 作してい

ると公式的に登録されている状態は生えないまま υ そLて、再び農民の中で 1[11リ

極分解」が起こりうる

このような事情で、農地を過渡的に家族別に割当耕刊させた{麦、社会ム義国

家は、より炭業t[産に対する統制を円滑にし、かっ資本主我がf豆満する可能性

を封鎖するため、もっと効率的ごあると想山される太規模な生.W組織を形成さ

せようとする。つまり、「集同化」を推進するようになる。

集団化は、 つの類別でれわれる{一つは、「国常農場」を創設することで

ある〕これは丈宇どおり、同家が/[:j歪制織者となる農場である。所同農民は阿

更にに 生雇「甘された農業労働者になって、生件手段は名実」じに凶家所有になる

阿家は、具体的には、責伴者を派遣して、阿'u良場をJ亙uする。

集1，11化の類型でもう一つは、「協|叶EE場」を創設することである p これは、

形式的には、参加する良民が組合員となる協同組合である ι 協同良j揚が良地な

と、生並手段を所有すると宣言され、組合員である農民が山律的に生並、分配な

r1931 北法61U . 348) 348 
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シ;Ey巧川:!)J.iCif:!，'をがこ市1-9;:，シロミされみ

とこ λで、市I-，;JEL均 lメ.j-jる昭和lで 勺注品、すべき小、があとじ 京して、 l二ぴ)

1ん誌で l品:1-1;長J品が当設の .~.~h を半当に I--.Iyr有 ι いると J えるか、というこ

とである"く、この ζうな状忠告説明ヨゐ fめに i川市」ではない 湯川知

首l肝右 J -::.いう組院が設たされふかしこれは、 'zz-jjな河.釈であろ"か

れをどう検K~: するかn 来校mがうJ 門己を交げたとされる当訟の良地について検副

じたノ品片ζjilJ位、に、 ---，0)忌準工ザ況でみよう つまり、協jilJ農地が農民など

さミ誌の1産了校を 処分 てきるか、 jいうこ己}、|完Irij技場が当コ支(7)1:産物

を 〈 疋の校tーの約イせを ~ÍJ+!Cにして) 11 分の Aロよ:によ J て~分できるか、 よ.'~，ミ

うこととある。

呆して、社会 1義 '1永か遂fした集l，tllじi引手で礼われる協iTiJ沼会;;:1有という

f のようなモ乃であるか。ぞれは、処分権も使用;(羊格もjtっていない0) .:.よ、

j)~官:当たる J そして、 -;-h~I C'J 良 ;Jh:.il :-1十11弘、ごと}不組以ではなくて、当7支の生〆

子F;:は協 :~-L~以内 ;!j 布ではないハブミJ;{ I巾に i叫家所有であるのである

このように、相会王義民京iよ、短いHi:JI刊に判当制作lU3よぴ集111化過桂かが

で、荒本的:"=良三住吉ヤ;T7:王山~(，: 2Zjs，-;Jむのに成功 T 令ハそっすーむ と、 時的

な 1M舌L を剖~，去しても、 廷の時l羽l)'fr;{:/コと、子-13主義 )111装1)，l'話故ゲ1I を見什

てくれなけ;flifなhない。しか l〆ながら. 1司下と Jこ ;:Jèi~ が -1!'~ 士り令中;J f， IJI.: i:::あ

る程度成立とふ収める場合もあったが、長期的"~.号越引があるという惟認やラえ

ふ上うな王充当tはなか Jfラ

そして、子組とは異なって、 '1庄の停滞明象がfI続可れlf、引ネT表:ゴヲ ii

j犬尚之解釈，て，tj"後み立てる o うに jD られるし十~;'íの資(よ、「千本市外的要 J~

刀巧¥1対であると訟指i1る r 白然災4ごとか、!吋|号、五二消防状況こか、柑!吋キ.，芝日101'す

Eによか、ず、出主義柏神の欠乏もどうゴj忠凶として~iÈ:不される c このような堺釈で

は、 I[産「段所h、 疋組織、経1斉白井動;計zfrイ本市Iυ)':'4.-i"J-に変化を起こ1政策

はほ7]、 ~t: ない すなわ七、主fJつがほ日針や河村てイtしようとする政液は現われ

なv、のである

しかし、長楽生ρ が停滞宇る!虫起が、 fて判外fケン凶だけにあるのではなくて、

l 体 ~;[I可前妻 r7~1 .J :.こちあると解釈するふうになれば、 !I-_ ，rrr::-~-nrh 行、 I[ 号制」械、

1 このような協同炭渇は「た117協持組合，"百える

析した l人それは 私的混i寸幸子台 l と， ，える n

~Lì:j、 ('::1 U <347) 347 
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在許;}，;功;11f，~ -('1半期lの位十九に泣?とを起こ r此煎が提示〕れる ?なわら {，心J

従清活動をf雪作化Lぶ λ とラる政究力、現われるよ与}こなゐ、

また、時には、 i吋家が政取を必える請に、坑デ:ぴ農業でぜイヒカミ矛己主る持合も

あけうるれ すなわち、 ~l(が 1+1 ，主的統制[1 ~~ ，jj“下氾じて、私的経"守活動12Ht?Tjる

場合がありうるへこ内ぷうな r品台、之上会上義ヨ家lエj旦切に対応Lなければな与

ノユぃ。 l{{U締まるか、出よ泌するか、台法iLオるかなど。

体制グ)1宇和にJ;{j;主仁た変化i立、下会 i義体::;'10)中J，[rn(l)牛で JL概ね l坤(こ在l円 l

， -イr_.J込 7
It-，::; '-~ (;:> k十;モ三トミ子モゴヲf<-/I"， -)Jでは室化が去、叫であると認識しながらも、も

本土義行復活全制御 L ながら社会三義n~車iél悼の<=i:Iに統う1J 1-J，';:うと

寸る刀、 lコ1、ttちるー

そして、長袖1り l 有の防法~C i土、普述、農凶手長若~)fl 有へとまッすく移すのt

fよな、、「賃借使用枠 を*1)1担tドJ J二平t-t形態が先引オ J 才しる これは、 '1'，:笠「

没対すんJ 辻会土義，"，1:有企 *ltiずするシいう名古を12lてr~ながら、喪主Lここが力

のI二lcを刻1];執する実引をl与る:とので主る土¥1古t':IJ!主事、てあるご二のようなjλ忠、

で農業生監:;Y::j: 持すれば、賃佐世~)+jt容を おイヒ」する治芦が涜く ~fiJHょ l十J:!月

間を延ばすとか l たとえ;ご、 30~刀4 ら 50伊〈人買 iZ使「日権を社ι充、 JLlL1l でき

とJ ように tるな rのよ λ にれそし v亡、二大第に 附有権的却、 llTJ(こ;5:つ♂く

3剛 概観

続いて、北町鮮民ヲ止の変化を眺めてみること l寸る。これは、 つにうj'+~; て

危めることにする j つは 北朝鮮長業内基~;を，"!1点、;:7[についてごあり、もう

日ょ~"汗の tt12i五百に〉いてである九

1 )基礎的状況

第 に、震家人 l__~ J)状がである ;!OO'-)年会 Ri主にし亡見ると、総人~~日9:i万

ヱ工九均十い、がJ寸家から 2げた l賃借::tJ:H .f住 J を，:.~~';ij:、完 11寸るここがご主る

上うになれば、ニオ(よ l 永久 IYJí史 ~t5:t，tj'存ーおよび白色丸、枠J 事持つようになっ

て、完全な所有格?と待つよ与になる、ということを怠味ずる この場介、恒常

伎出粧しいろ ]<1司l土、私的.1~Î但を ;1'T;-"的に見なす社会で現われ心 ごまか J

支羽:こ過ぎとし、戸

r ~9;) LiJ:Gl :j・346)346
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l の日司式で不されωζ うに、悼同では U)(-)~ 弓 ~.l %、 i告別年 初~%日);)

:C-l0.8%乙、 Z設に減っていゐが、 Jじ判鮮ではあまり変?とが現れないのであ

/.，; G 

[jj: 41南北の農家人口の比較

+与 ド| ':91 :fi 
農家人11 ム仁 以ヱz 農家人11 比 主
(方色} 、9七 (7) -t) ( 0，〆'!，/

196'ヴ 1日81.:2 ~:). 1 199.9 :0.8 

lD80 1082. Lヲ4 行7'3.1 38.2 

198:5 ぷ5':'.1 フり 9 71Ci.l .:)1. :) 

U90 八仙一 l F; i'(i4.4 ι"λ 

lヨリ九 4広三‘ l 10. S ;'のt3G.3、 36.:) 

2¥)1)0 41.1ム」 兄。 SHUl 36.S 

り'JG:J 343，i 3~ Cì .ù 3行 8

※問 ~:\i 十-''jル、 2UU7.12、23:)，'{1 "一+千-一
iい一ノ諮$つ

このよっな涜象l士、惜1":'('はJ:，業{!::-c紘 1禁止主が日くなるのと同時に斗

ピス業灯と芝も高くなコごいるが、 1t開鮮ではサ ピス *~J):_七主はあまじきく

ならなかったャこが?士 l早，[，1である iとそれは、分野in牛区泊り怖王立さ〉現わす

|れ統計で議前でさる(鉱 l 業、 ri2.，礼ノラス本フ阜、 í~設業では大きな差がなし哨、

ピス業でほんきなたがあるこ が分かる μ
品-

[# 5]南北の産業構造の比重(%)

20:.H) 

リ(JD:~

:!OしJt3

農林

同法

4.9 

;.u; 

0 つ

※l中完 結一吉~r-] ノヴノν、2()i17口、 ';;:.4 ) 

震峠， ，，'-
l 刊 f

昨主|山づて

3心4: 

2:3.:3 

に基づし "Z"f:o.1( 

この上うな現象は、引プミヰベ誌がi斉理論てや;1ー Iてスたはよ部分'"1牛庄内迂京J

と断釈ミれ1;ピス業の比重が同いのは三ましくな L三i象と認識されるし、

サ ピス 4El吋ム1m毛市 i古助が活 :'1'1こしぞずい~~f，t;;iであるので税制を多くそける

'"とか lコ現れる戸

r ~97 LiJ:G1 :j・34--t)344 
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第二L二 詳地の十八ι1;'，-0'zら，~()" 2(凶行'~を荒 if ~，こ )j -C 見，~() (" 沼状同誌，;l'l~h

3138lmi"Cあるが、こ九を rJ来分出でl河;，:，主予位こしてよく涜わ九ゐ，~，申立ヘ検

針すれば、約ムエ.31方、" Iこ二日たる合耕地図稜:工、この 111'('みら対に当たる 1~1

T; ll;iである

人口、 Iえま人口，:，".:.;:百円)~て宇井崎市千立はJt くない J これは、長;gp当か池百積

で去はされるヘそ Jて、さ lつに、反転い三~刺油国信が減っているーとが特徴

11';"(' あるべ 19剖主=l. :~lh札、よか-h年 =l.U61問、 J以}~)年 =~;.96h河と かなりはっ

て可、/Jo

これは、叫屈の場合には;);しすっJ71えているこエと対日月とある}下乃医<<

ご'1、されるように、神戸lでは 1980仏 1.0211礼、 199!j年 ~.32ha ， 20~:~~、年ニ

l.431犯と、 ~-jJn :ているが、 Jはち計ではむしろ減ぺているのであゐ

[# 6]南北の農家戸当耕地菌積の比較

;;-~ 間 中江 主で

農家 u欽
j"T当

農家μ数
y 当

(方向
tiiI主:oIT t~j

t万円j
訓地ヴr;tti

{、川川t 、v :1:，1) 

106;; 

10以) .， ム~，)てもにリ }，u2 ~í:i U. 当 L ]1 

1 J.')~) 1 ~)フ(; 1吋 1 「行7U、s 1 ツ自

l:)90 li/I. '; ~S2"O 1..l8 

l 自民 15パ0.1 : 8i ;:; 1.06 

~úO(J B己‘ :1 1.37 ム94.:5 1.1):3 

ワu05 l札'(.:! 1.1': 90.1 "日5

※11'1 ~生 {ソウル、乙007.12 コ4~ì におっ

口当耕地育i植が少ないのは、士七ぷ問に良0'<戸数にJ七べて耕地商根が世なぜ、二

とが局、|司ずあるつところが、戸当記γ池出棺が減って¥.-，るのは、農家訂以がJ首え

“統計庁、ソ-']ル、つ川7 つ、 lO百、

， 1二三:主持!，;::実を百台 Fる湾号、 lμ当二Jj 血「向I杭 l と~， ，う表向は、 F~~~t をおきやす

ρ。村会 ;;_:{';~'V、制 -c ~，土、 佼，1リt二家扶l土異業丘在宅IU哉とし、機詑しないが、こ

のような表現はまると家校がL主主主相11と1て決定寸るような印象や与える可能

性があるからである。 しかし、このような事慌があるにも同わ己「、 ;--I斗耕地

cfrj械を寸諒するのは、耕地荷積が!?殺人口に照~~)てドれほシ i.t;1.t ミか、 f いう

ーとを王建るためでdちる。

~Lì:j、 ('::1 U . 342) 343 11%1 



유영옥＆곽태순

북한의 농업정책 추진과정과 전망

김영훈

식량난 이후 북한의 농업과 농정변화 분석

유영옥＆곽태순
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にそれは:"，19刊，"は弓えない、

事立に、長十本約五丘 XI害Eの比重であるー ËL~;J:二人 lの比重が高い事情を反肝j: し

し真林活業牛忌禍の比重が高l吋九下し)['x[ };.'C'小されるふうに、 ';i車問の持合と

上t<どJと、"く分かる

[jt 71南北の農林漁業生産額の比較

十事 l"i コじ 草月 九宇

1;1:牛注湘
忠明漁業

農林野菜 総斗在洞
J土林治業

農外 ?m~主
、~:7: QJí，0，腎j

生時量出 (%;， I，~r;: æ佐和
主と議官判

¥ ~?(; ; 
i伴凶5立守 幹部J守j

:?O(l() ピ t ぷ G t3 ~lO ユJ，íJ:3 0~) 18，日28リ :コ，j ，:.(X) 

20(12 日42‘7481) 24 司 422~J :'1. 8 l:J ，85討II (， ，4:)3:) :-l2.2 

2004 Gν3，99:3U ::-;:3， ~~59:) 3.6 |均 %40 内，i788 ':¥2，8 

:;(I(lti 1":)9，つ;礼(1 ~>J ， i"，'<:i:l :l. 2ム!フlGO 行、 ~!:H:) 々

※ u呉税引 I'J \ソ干パへ ~~;;()'ï. 12、 ~!:J l"D に'，~-、っし i て↑パ，;{ ~ 

2 )農政の変化と成果

続い亡、 iヒ勾鮮~~さのJ土討 f" ;':' (，乃 .Cうな}j-21じがすfれ令のか、シいうことを弘

めること l する n そのためには、「苅年 lí~f:..1、「桁立il;r，20に現れら/i二菜分lど"~ 

対守る，..1攻を夕刊モ記白l整理するのが何十iIとある。

T 

H 

[# 8]新年辞、新年社説に現れる農業に対する震設

I :9，16 出 ~:~i~，宣言及な'.
，;.:)47 民支!日J世口止な，

年比山(i)'-+-な口及

943 女惇 l自体 ff:#主流隈ハ水戸企;却に件のl官山U

~H~j : ~~:l*" 1葉市叫主iT，n 食糧);1;]主長lι

:=l::i(i 交怪f↓庄内i百六〉
出l 文紛のため，})I司令は祖"辺のための詰nふ f主柑間的、 j円 E
~0 :J 2 忠夫苛む1;-----及なL
9，33 曇 ;Z)!~i:宅戸疋なし

2" 1994.(jまにう古去された i荒friiが とぞれに実狂的に絞¥新if社説 {王、

北京鮮の 年の|司f:kの方 I'~; を筒淑に引しといるので、それは、ある十お l 対す

る 迎史的J考察の降、役に"つ また、その Iノラ式の変化」も}七日に1，;ずるじ
;主7ご:]の時代になコて、「新3計 が「新 1/1十 ~n. 'こ変わっλムシいうことは、

何らかの苦情で、指フ品者が寸リ商h!はたく士い!l~伐を取っている、トし， ~，こ止を

暗示すゐのである η

~Lì:j、 ('::1 U <341) 34 12:的|
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引地h守的弘ヘ(ニ地利J èiJ卒グ)1~ ，μL
技場が{ふ呆的でめり _1 -<i物 tiZ:~j)払

t二不G'h:JO
u

i芸作物:+立。

した注減事

J54追悼'1奇

~9 :J 7 

J93日 畏哀れ95lJ

"
i;、協同純白

;06n 町長'1託の」普フ仁世I'J::::葉、心、巨幸の先忠、

~961 

~962 '18:;)-/トノnま1，1二口議決1立{こ 指紅1::]仕の1，、人。|羽怒事主主。

:963 トノ':-[:.4'L，と口ピ長付機-tt1こ jJ;苧jJ;，:主語Ht系的払弘

96，1 ロドヘ i，"jケケ 歩 i千供給門誌

i荷 ワt作JU，本理化、枠制it，
拝t改a斉耳* 1::::;イt初生iZ~

'9i:i3 本国立 与主叫化、官会1↑t，Iじcイ叫A 土地主

Eり6
:967 
。じ民

960 1た ，~も，':.::内が IÚJ 1ーにた
f，qC) 

: j ~ょ 畑世北泊地道{'，:戸lt ，~l:牛 &;tfJ1i:ij~ 岳 I'i.:業り集約化、北代?と忠物宇 \ï
出7~: f-:，Cそ化、イヒ芋イ主小、式 fi!''.1，j，三{¥_' 2 "~;fr v 

ム :)~-3 : itI.:台的|可決化、化j.jじ i-f
j
問地lLjt宅クJ 革社 1 協]r-';J~J是?苛冊 }J を巴業:ニ最 1_L1す

/¥  

1:)'.-:J-: o 村技術革サ(/)-Jitit:"
日 I~07;:， 殻拘を1074平;こ7C(.}Jト主寺'cたu以XJ!.;ト

三代化松村化、化学化 j 干j 芋 ~0 な
。7L; 穀物を 07;:;年に74日7Jトンと主主しとコ

地目件り七

点 穀物を出70年に3ωJJトン止主したI:J:~/: l~j: ;-e-_ s J.~ '1J¥i :υ 泊i在;l!正工事J限朴弛畑

の浬設心 |地砂型 刈川市下型 J

:078:20力可}j{;/)州淳司を7己万立しえ， H H.~ ') i立7存在日め勺
97¥;1: Hfl<り彼宇を同め t;'li，)i~体系Ç)朴三 ít. 明容止の波子与を|坊げコ
0[;:) 品物;;>~ 970つ;.::，;(~C: /J -ノ 'LWIた %CJhトノ品抗争占泊せよ(羽i-r;::ilJ，存探せ(

fI::j~:ヰ l広畑♂定hι 下源開含F主 主化物 戸主主主、栄柑菜、衣装
0[;: : ~'5!!j) ;ノ忙止を占領せよ 沼地酒作、遺訓足イ乍(育漏宇尖 J 及活h法改訂コ

f.l[;2: --1-)に同剤五主:IL'j::'/;(F，I号;'j同然、新詐JUi，}1L 官諸問門。)7~-il:t， :，，，ベ発電所σ主
百 iil.'，主主革主語 A(~_+

120; 

:0[;3 : :98:~ ノ|にE日I万トン段物両地をこE却した。耕地問位拡ん，主化品命 主~ì，~是非11 を
_8，iiu 米:i共亙主認〉

9:-3:1 : 1 UU心力ト/続物，'~'， lf~ を占古l-ll よ「撚{止-ir，/)z ヰク〉掛川コ fとう;t~件、布機肥料。〉相ノ\ハ

f.iヌ3
り86

f、
化出畑山:~~人J を j造的 学Jが百悼の~，~，;、

+:歪芸品i[u')j白人υ
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~9SI : :::.十~ ~λ十目玉t~~>を忘:;J1.ごれ"-:j(蝉化、電気イこはもフ文子iしたれ拠地?と、化午化合

"¥;m 

立

989 
990 
Qリ， 0 

99:~ 
9!):-) 
90.{ 
f.l95 

~!!!J t; 

997 
ム:)93
~g:)リ

2日uu

け日ηl

2n02 
円。つ3

;_~CI:J4 

場(

つO~)，) 桂 Z 革命リ三1十171実ン γ ガイ
り086 柿子 l千命「 ゾヤ】i/J ェ崖混(/)_，~t_申 -
~Uリ7 ミγn'ヤ牲慌を急ir，
~O;JS ンヤ究/コ二塁業の千命ハ守長室 台iE:o'&iili

※ι"" 

1t 

::Ef:農業 l 地料理

!-"{:t 南九比地。黄海
与句 l子

l 間': 幸lJ湖"路 i白会討、:f，

1-i白特理事委

豆曇'Ii 果山菜 市在扶地 丸7

鉄山本~r各工主芥;;<， :f

ヲ安魚基地 ti却 YfE韮1i~

1) '946---1994.1汗「守 ;I:-~î-J :よ、「今日成 ti+t:史』\士'-1-7巻j 各岳 ~bt!p: ，' /1江 fsk.d¥; U[，lS.O!只]
ζ) 199兵年以悦Jノ「新年干ム;¥;i.J ~_;， L:-lt:;Y/i ，~-VfìNω 川山 Jド/ i :t rJc' て k 川l~d (哨魚十J垂乞 1，0

このようそ多係な及でま 段[';!:Ji'主れとし l、討日:イ守写る ，r:'，(立、大きく、次円

三)"ある J

治ーに、if'i :t~~集司 i乙 1 己 j畳f早で~~tわれるキキ匂で aJ-l~J0 ここでは、さらに、

~'-)C出 r目立つ}

つは、長[11iじを!ド常に短l"JX日jにi弘行 IJ:、 ということであるハ北朝鮮の

干i会設努力l士、 ソJ'主宰肢ft者背景l二村会 l義総 1]や形成じたう"古役、 1--["判明

21 北甲VI;~-~ で佳公主義凶唱とをアームLづ ~j貝柱 l土、 l 出北 J flTu測にそれぞれ公怜il正当ご
が成りすっ過芦"の が分;cpX:-t-." ~βιS民線争境界 l こし、それ，，""，'れ l若と jt，に:仁

三亡、ノi主主じが送信lした状況t、彼らが生出れ体jえ十]句では資不主義、，IU目jでは

?十会三f:_R) う制、了三れるのは、阻むこよのできな，;:1、況であ，，". こ乃五うな

日fh:.，.:.;it:して統 当家を樹立しよろムずゐ卦きがあったが、力不足寸，}，

cJJでc1)ゐc

~Lì:j、 ('::1 U <339)ふ:;9 12:己|



지난해에 경험적으로 조직된 농업협동조합들이 첫해 농사에서 자랑찬 성

과를 거두었습니다. 협동경리의 단위당 알곡수확고는 개인경리에 비하여

나 높으며, 현금수입도 훨씬 높습니다. 이것은 협동경리가 개인경리

에 비하여 매우 우월하다는 것을 뚜렷이 증명하여주는 것입니다
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巾jであるが、少なくたも、思団?と ;~f，ご体刻!な μ 産件泌がなか) !.、 どは iff'~

できる口

t0 に、長業を取引い-， "C198;)-~二頃に弓るまとぴ農業分~I} ご、村会十五I};;牛

t宣告fニイ~I清志t どした1 正浩一くい l吋家が I/1'，;主力的」倒的て1支令な事''%'';;;~ -:;f{他的;ご

ざHf-iltL亡、社1当な成果をふ(のプと込んる出である 宇なわち 耕地>~ :~rJ ，-，;!込設

の君主備わよぴ拡大、物資投入わノ;動))t'i:人。))旨大を }J:!.主く推進して、炭君主/['_J去

に汗む;グ]にViITIしたと見去る仙の要件;を干l'弘去、相当なと主j千増加を泳げたよう

である。この時期のi~物 '1 差与の変化を性理 L 亡人れば、次的よ日。なる J

[#10] 集団化以後の穀物生産の変化 (~t朝鮮発表)

集団化f~:í:乏の lUô日年;二次叩万 r ンを生 Jむし、以{走、おどろくべき早さで成立

〆亡、 Hも4年に1000J) Iンの牛産を注(.;たとされる つまり、 24年ぶりに穀物

生丘fEが2.sf吉ヘヤH加し、年 l'.15片山n巧 4.1おとして椋当な成主令遂lYたこと}二

なるこの上うな統計値が L れほ〉で碓 ì，:現実を)又映するかは 1~ ~rjであるが之、

γなくとも、深刻な交泡問題を起」さないほど IC.~生法制加を淫げた、どは控

--; :0:フ
λt:. ，_ (ナ匂い

4圃 生産組織の変化

続い L 、 |ヒMf:鮮の農受';，-~づ?の生)1"':組総がとの o うに〆ノ主イυ じてえたのか〆子会 1

詳しどど察することにサる この附注[正、 /1産相純子十十穴ヰベ主主化ョゐ過件と昨

0'-された主主、主義均竺バ組織が也eIこする込程l苛けて分析できる(

1 )農業譲悶化の過特

ま「、農業主tâ'tで/庄紺織を千十会主主{じする過程をよとるこ三にする。この~

程(二、段階わたっ工一進められた〉

ぞのJ!'で l治 i段階 Jと;王、 !民改吊 と"う 44弥で千われた l引当;;'f字削u

か樹 ú する i品誌でふる一ぞ lLi土、どのような状~2か古景しているのかー叶イ、

;::.，ニク)~:じ地i に止j しては、後ほと[情論! pcA点じることしーサる

~Lì:j、 ('::1 U <337)出7 12:込|



토

지개혁 후에는 토지의 매매, 저당, 소작 등을 엄격히 금지하였습니다

우리나라에서의 사회주의적 농업협동화의 승리와 앞으로

의 발전에 대하여

石IザEノー 1

による植民統治則に当たる1945年以前には、農業分野で小規慌の「自作良」お

よび「小作農」が支配的な生並組織であった p

このように良業分昨で小規慢の自作良と小作良が支配的な状況で権力を!f:i罪

した北朝l鮮の社公烹義勢)J は、 J窄~~と M圧を '1 む根源と凡なした私的|地所有

および階層聞の不平等な土地所有状態を清算し、小規時農業を大上見続農業に控

えることを、農業うf'fで主な謀也として設定していた。特に初期には、 l地主

小門」関係およひ~'r，1皆居聞の不平等な土地iYî-有状態を清算するのに集中 Lたベ

そして、地主、 7Ttまから|地を没収して、， 1地がないかうレない農村」に分与

するという 政策を打ち山したのである

このような政策は、小組模。〉自作長には自分が組模のもう少し大きい自作農

になることと、小作農には 11分が11作農になることと珂f押された そし亡、こ

れは当時、小売↓模の自作農と小作農にかなり魅力的なものとして歓迎されたレ

しかし、果し亡、このような刷引は現実化Lたのか。これは、前述したように、

つの側面から検~il できるれ

一つの側向は、農民が所有「ると宣言された農地を、本当に良民が山分の且、

志によっ亡利用または処分できるか、ということ Pあるハそれは、自ら牛産に

動員するか、他人に賃貸するか、他人に販売または町11与できるか、ということ

で現われる。土地改小f去の状況は、販売、 賃貸がγ、止され亡、ひたずらと主産に

動員することだけが認められた:25

もう つの担1[日1は、向分の."E:.ijp，によヮて生何物を処分し、余剰を取得できる

か、ということである 寸なわち、 I1産結果物から賀胤を支払って、税合を納

めてから、残りが農家の分け前になるか、ということである寸土地改正f去の状

況は、 資肘を支払って、税全(首i由、現物悦)を納めてから、残るI1産物があっ

たら、農家のロ志によっ亡処分ごきる状況ごあったと見えるサ形式的には、余

剰を取得できたようであるれしかし、引実的に、農家に残るものは、 I1計を維

持よるのにぎりぎりの水準であったので、余剰を蓄積しうる実際的な可能仲は

ロ土地改小の後には土地の完J1、抵当、小作などを以併に祭止しました[

L 令

日成、 19.39/01/郎、 'Jtが阿での社会主北町」農業協阿化の勝利と農村経湿の今

後の発灰について(

) J、T::i:11成者作集第13巻』、1981、判鮮労働党山版社っ

r2001 北法61U . 336) 336 



이주철

년대 북한 농업협동화의 곡물 생산성과 연구



토지개혁이 실시된 결

과 우리 농촌에서는 소상품생산적 개인농민경리가 지배하게 되었습니다. 레

닌이 말한바와 같이 소생산은 끊임없이, 날마다 시간마다 자연생장적으로

자본주의와 부르죠아지를 많이 낳는 것입니다

소규모적으로 분산된 개인농민경리는 계획적으로 발전시킬수 없으

며, 그 대부분은 확대재생산을 실현할 수 없습니다. 소농경리가 지배하는

한, 우리의 농촌경리는 자기 발전에서 반드시 일정한 한계에 부닥치게 되리

라는 것은 명백하였습니다

조영진



농촌경리의 금후발전을 위한 우리 당의 정책에 관하여

증

산하고 절약하여 3개년계획을 초과완수하자

신년사

신년축하연회에서 한

연설



당과 국가는 초기에 조직된 농업협동조합들의 관리운영

사업을 적극적으로 지도하며 그들에게 식량과 종곡을 꾸어주며 비료와 농기

구를 우선적으로 공급하며 재정적 융자를 실시하며 로력을 제공하여주는

등 모든 힘을 다하여 국가적 방조를 주었습니다

부농층에 대하여서는

그들의 착취적 경향을 엄격히 제한하면서 성실하게 일하려는 자들은 조합

에 받아들여 사회주의적 근로자로 개조하고 협동화운동을 방해하는 극소수

분자들에게는 응당한 제재를 가하였습니다
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す!同2主主持(土、土日丈L\ 令-$i を耳'Z-í:~，すゐこ k ができなかっヂのであふ。

このような内で、!と制鮮で!l仲比され !::.Eirl;-，-j足時は、は円:s:.)~J 組市首位である「在

1:1<;l;;tPl手[HrJ じはな;~C 、 1 ~家元言法話完 1~哉 i? とある I 公刊協月組合 l とあると

「つえる却

協同長J誌がふ的協何組首〉い 7ことは、農地買がとの主うな与をかしいうこ

とをもIril時iTい去す{私此IK，Htrl令では、組合、長l二 l 業r-:--i古J白営業ιI_.('あ

るυ この t白:J:， 1占らが号j:': とし亡余剰j を ~~1与する、といつことーでよくノ]ミ手れる

ぱカし、公降:}!~li;J~f;~でほ‘形式的~:はこのぷうな:(T 1tである 7 のよ" I >叫え

るが、った際li異とるわ主的協|ヨHll合が独立司会主併記長(えではないので、そのii>己

fT員:二白日実字iーではなくて、 1--.))明言r恥17{:ーで品る より，~.j~ ~正、仏りが伝卜J]

として余剰や収得することができなし、ということt よノ小される J

このよ λに 技場見が五常者約イ[1~であるということは、長場民の ~-fT !l1J)-h

式 を::Ws¥'-する某淀に三と{北朝鮮は、思fa日ド「匝の米びつの王任をtJ だ

人意政 J を持っ亡、1=!伝的)こ書州、に何!くようにij""抗するこ果たして、農場H

Iよてろ T了討するのかじ

そのように行動する人々が主快いない~: :ζ 乙えなしが、「平均的 な忠，品川

かこりよろな凸識を Fずっと jt~ (，'するのはt組で為ろうハ

先ほど、自作兵十小作農とすらJなっ し割 当1芥作農iz、自ら裂心(こ間'動機を

J寺っていないと論じに白作法や小作出は余剰存収伴できるか、割当1Jf午長;ニ

予九人イ、可能にf~\' ¥!Jユりであるべ Lかし、良J々R辻、割;;;誹{投よりも動機

が史;こ弱くそる> 1，品i円im場では、 l在結果元¥ある史場見が 人五Hï~ た活

動{汁まなくて、震J話了1こ主体が寸!:iLLJ二Ej動のお?呉と L-C :iJlわれるからじとある

白フfが全体1:--J堂にいくら寄与 L丈のか、 Jいうことさ去 l 潜されぬJのである

割当宇井芹!F~!がたよ、にf剥いじもなく 7 も、分配折果にあま:) -~2-iヒがないので、説

i 、に世V;<経済的動!殺を t-~ つい:ないか、白ノIJ~が准 Fl した íl.j歪桔呆が明らかに I}I，

.. hii~ふの℃、 f:Jß) 人そよりヰモ匹前 I 号ミヵ、苦じくれL 、 H十 i ょ l 干;た I>f{j~l::牝」やそける

危険;温かれる えして ftらく、立がj町なホ慌では結果を tれそう t努)r，る

おこりような円で、 jニ利鮮が白らTItiK"た長IWヒを、甲山iこ l 協同化 J と三

わ ない示i会こ呼ぶことは、勺、l会ヲるこ F りがあるしオなわ

科、 It耕民政1Iゴ;土、 j品川組合}ザi惜の宍な品 行がある、こいうことを認識[

ていト Eうごあ。ο

~Lì:j、 ('::1 U <331)出 12;01 
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2 )集団農場の変化

続いて、前述のようにJ13成さ九た集t.)-1 f!~t坊は とγ)ょう Lニ交じしてき fのか

会考Z4jることにする c

社会干及。ド'J f!i!ノ:~l( 主れ;工 家政誌や治判 Lて編琉〔た|高l円!日場で農場民 Jム

J'、同:'::~三 l寸じ参加し、ヨ家)こJ是う「す平常15分を除いて拷ゐ生 l寸前果物を、千キ11十提

供したノ;約尋によってソj、配を会けるc 北寸Jj鮮E丸寸:二、初閉じこのような l純粋

村会 i義的J な方式でなおlμtl，;与品品別動するよう L指導Lた叫ん

}ころで、このよへにうf配給与がr，:場単位でd:ノ己 L、伺別長持民は白分カ世

iJlしと労働事を数イ主化した「労協戸数;によっ日t産地、ら 去の部分をそ取

るようになれば、 -ft\ )J:J長j詩民か下に↓に:;"'~柏くのは、 22場!:J1:: ~<<~~単よりは恒うr

cつ労W)JI.数Jなる J 明別畏鵠員刀、生庁総督l及ぶ影響iよ非'，';'，'(，，~ (トきいので、 11

);'由主主九心労働することご/1:.;三絃i止を料ば L て、その市~;~毛 r して自 'jfに帰つご

人る分配分がよさく去るこル~J.Xp，ちがわか~~ 1.， ，のである日 ゐ、 11うまの労勃n

数をうま f管迎夕九lど、農i品牛産総量の変化をi牛たす)こ?ぐ分配分を大3くす

ることができると明fiする tろになる I そして、民主号生並法圭令イhばして柄引i

う亡、配分を増やそうとする民団十I主的右式 Eはなくて、 'liili~i~、量 l ーはあま; F~ ，~、

を1'1け4ごいワ心ノすの'Y)的内放をうまくむ段して分配ノ示をmゃそうとすο 「ド人

ふづ!_ii.; ~J0J なさ i長治 Jムぐ tJliラオLるようになる位。

このような同地行ル j日，J.iliH支出は半 l' 守主~í' ， 3j"，したと主;- ，:;--，集戸司{じふ遂

げてかんさは〉出向が沢?ない19GU年の出 ι白で

入札るよう iな}た、ということこから分かる「

もう「行業長|濠fγォJJを取り

r-~l$nH表待制J :よ、ょ前lJ年 2月に金E成が〈古111虫l弱:1-1;長嶋/ 会坑l止;旨2!;:

lJこのような);式-"，泊 }j:U立場員にツj 配 7) 成 1) ウヮ jß~ 5f'l{ は、次のようになるい

第 仁、 l見fj古川i得総鮎(T )ルノr-.:めなければならない。これは、収入品、官民 (R)

から支山えt~~E (り 'J -!リい主た倍とある、怖 に、長場所得えt~~~ (I! がらtE均

三主体的に主要なえ同士号会 (F) を抜く L 第一l巳減る7'eij古 川 F) を設場R

l労働平 によコてうj配する c これを式で表J叫す丸;王、ノペりょ λになる f 技場H:¥

( T.)のうj配分=農場分自己総長 (l-F') '/ ;j". の労 I，~量/長場民全体の労的

孟)

-1~ これは、社会主亥河気から非miトを浴「ノイる Jk1主も刀4刀4 わら「、自然な班長

」れを、持当三義思想を吹き人tlゐヴ、想改;五をもってト汗ぽ「ωこFが

と期待した}とが幻βであった{

である日

できる、

~Lì:j、 ('::1 U <3こ9)3:';9 12;21 



근로자 경제사전

분조관리제

石IザEノー 1

したことをきっかけにして哩入された。これは、農地で中純な作業組織に過ぎ

なかった「作業I肝J (50~ 1 5011程度)を分配単位の判絡をいJ時に持つようにす

る、ということである己作業班中付で牛廷判標[普通、過去日午聞のとTi正4士績

、ド」力的90%J を設疋して、これを超える '1産物は作業班に分配するということ

である叫{

このように、個別農場員の分配分が、規模が大きいtZ場全体の'1産孟だけに

彬斡を受けるのではなくて、規院が小きし引業研中f止の生j雨量にも彬粋を受け

るようになったので、{目別技場員の入場から比て、分配で「直夜t1J が少L同

くなったと百える}このことか旬、 j:J、前上りは労働国欲を刺激するはずであり、

持下効果があったと#品される。

しかし、協|日l農場を作業J!T単位で完全に割ったわけではないので、 11分の作

業地が熱L、に働いて![j歪足がJ首えても、その成果の'1'で 部だけが自分の作業

lifに帰って;1(るだけである{そして、残りは、熱心に働かないかも知れない他

の作業組に行ってしまうので、大きな効果を'Eむことはできなかったようであ

るp これは、「作業I肝優{-，'J'iliUJ を取り入れてからいくらも粁たない1965年に「分

組管理帝IJJ刊を取り入れるようになヮた、ということから分かる。

「分組色理制」は、合 HTxが1963年〈浦川協同民主かを現地指導 したことを

きっかけに樟入されたぺそれは、作業士祉の下にある「分組J (10-25名紅l正)

という単位を、単純な作業組織からうJ配単位の1'1格をも持つようにする、とい

うことである i 分組に土地、農機具など生件手段を|叶7LL、生j:+:H標を設定し

て、その結果から 定部力、を分組へ分配寸る十けHみである c

それは、「門業班優待削」をもう一段階割てJたものであると言えるυ そして、

竹実際のうf配は、やや複雑になるコ農場を作業地に完全に割ったわけではな

いからである日そして、一言1I [基本分配某金]は農場員令体を対象にしご分配

し、他の一面[作業班優待基合]を、作業班員を対象にしてうrj'j記するようにな

るi そして、何日Ij農地買がどれほど大きしゅ、け前を受け取るかは、農地全イイーで

分配できる総呈がいくら多いか、当訟の技場員が所属した作業班がいくら成果

を出したか、また、当該の農場民がどれほど高い労働点数を記録したか、とい

う一つの't.:-素によって決まるバ

刊最初にはt，判、が「分紺請負制」であったが、すぐ「分細管理制」に変わったコ

桁 司勤労者( 川 (19日年 2号、平民)η 司経1泣砕 典)1 J 1.1980、

γ壌、科学百科事リIlW版社、 l分細管理制Ij ( ) J の項目。

12131 北法61U . 328) 328 
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북한의 경제관리개선조치가 주민생활에 미칠 영향

石IザEノー 1

めようと、 19961fに分組管迎制を「改苦」しようとする試みが現れた。それは、

r0Jiしい分組管理ililjJ と呼ばれるようになり、江原道なと 部の地域に旭射さ

れたと知られている。そこには、ミのような往けに値する特僚が見られるヘ

前ーに、うr}*flO) I 規模」で変化がある{その規模を 10~2;)人から 7 ~'O人へ

減らすという{

前 に、分組員を l構成する h式」で変化があるわ以前には芯イ|、長イ|、青

年を適切に配合するとし寸形であったが、これからは主に家族、制成で構成す

るとし、うわ

第 に、「生it'FI標値」を設定するのに法化がある}以前には国家が政策的

に目標情をl設定したが、これからは近年の!f:.j歪足を基準とするという

第四に、「迫力H分配分」を支給「る方式で変化がある。迫力H分配分を貨幣で

はなくて穀物で文給して、それを自由に処分できるようにするという。

このような変化を皇室到すれば、ミのようになるつ

[#" 1分組管理制の変化

以前の分組管瑚:lilJ(1966-1996) :;rj-U、缶、組菅瑚制什996イ|の試み)

構成貝の数 lü~25r， 7 ~ lu7J 

構成の恭準
龍力と要求を考慮Lて、老布、長作 古

ととに不抗、 親戚で構此する
年をj直子片に取り令わせる

午昨日保f白
毎イ|、国家的な生産日掠に従コて炭場に 去る 3 イI:-I~Jのm主両と 1993{1 以目ijl0

i~障を送り届けるじ 年聞の収権高の、ドデ)1直川

定過分の処分 口標伯を超える生産物は囚京でi日目する( 超過分はう寸組員が向同に処分すと}

*1'1¥典 イ朝鮮祈報}(1996/10ノ24、1997/07ノ16i を-"bCcpB)

そして、成境道の一部の地hでは破格的に Ij四人営炭制UJ を示範実施してい

る、という報道もあった功 j

しかし、このような試みがそれほと舷散、定着していないようである ~ 2002 

年 6月1日に下されたある内部丈件によれば、新しい分組管珂制が2003年 1月

18 刊l鮮新f'AJ (1996ぺ0/24、1997/07/16) を参出 3

仰具体的な計拘方式は、 C(最近:1-1f-聞のと主産量+過去10年聞の平均ヰ産量)

/イ」と知られている{

，-，0 、 ノ・ゼジン、 2002、「北朝鮮の 7. 1 経済管理措置が件対'[泊

に及ぼす彬響 7・1 ) J、

ソウル、統制「究院。

12101 北法61U . 326) 326 
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白1)1'_';'':，ノ

この仁つな叫人況を E之さ「ノめに以r:l{~ 、茨:Jt，:析を珂主主すL ようにな

;判手 l'qを4¥J腎f二収買 Lて、 ι1';守 L二日足売する)とにし、

よO脊(こ収Tてしに 2~寺子に JWソU ることにしたの付〉ム

巳

口l寸

本

円

~， "エロ 7ン

※出宍 l朝鮮%f>tUJ

[:Ij: 12]農産物鼠定価格の変化

':2;J02i0i/26) 

卜'0'7モワ 1シ!.;t弓 k，を

このよ λ な;目白 irtt::守の変化は、 j芝場員の '1 産阜、ィ支を :M激し、則政，#~工:r;)要同

をごょ〈そ λ.~: -9る砧2!Jを村(てれわれに そ h~ 士、泊図:':'J UI山村を U山 1W:泊。 ι 背

時jさせるとしぺ川市の孜最lニJ1'.へ、れ[工、かなり大吉会決イである づ午 】 フー

一乙 J 、、、一

れをもって協|叶民主誌の毘民に、ある程i正の)J尚昆ぷ、;y悼すことがむきると与え

たのごある、

しかし、このような政策iも、相変つず :lK界 があるれこのようなE土俵l

つν、て、 11:::;1再をち1又イじ したと司{，士する品ムがす/¥j'が、 それは 時11むな現象

にiIまる可 'f;~件が品い':1:日ffi;怪奇当訟の写J円で γこ市ffi;倍に J宮近;Ò$，せても、~

5f1SJ:!. t"; ::;IJ肢を通t~(ヨJ::: f心料出i肢をキftj干する ~R :，;、 fニ十九を Jl_:全に J~'丈化す J:J こ

とはできないからで j;-j る。 l ↑ l湯川場は0~，;~ず変牡 ω て、すぐ凶JÍプ'1!i活力ら浅く

なりうるが、 D:ni己i町併はそれに jく浪νイイく F とがごさなしL そう jると、円

fF tそ止は収瓦渉過にてねになると感て、 l叶';tzへの版J土に n~f也ぱJ にな :-'1 や i

以!のように協同農堤のj宣常「合一「の没イ仁が見 iつれるほか 著ごみが農主生汗

でLiめるJt，fず、お d~ U人'Tt;;IJ:.こ 訂~O);;支~ 1-うがJl~ われている υ このような変伝:王、

区永にそれほど大きな負ド~~こなるとはさえない， Ë長刀、 ffl::した投物を~く

7てついも"と支〈都町労役苫 tニヲEるd円、 ri一則政赤字ゅの要P:Iにはなるが、

このわ1かな財政赤'了に上って出古iノJ働省宇 .1:べさせられる」からとある

これは、利くえ(よ、 l~iloÇの /1 i主をもって農民、可政省を食J 、さ寸jて、労句者

を匝号~が巴 '27:シずゐ古:"ワl労倒Jさγるこトができる椛lζであミ これが、亦字

次回体系が数 1'11訂作動できた根本動ノJである{

1217 LiJ:Gl :j・3二--t.i324
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石IザEノー 1

このように協同農場の外では、自耕地のJ広大および自耕地連日の自律性の向

上を通じ、家扶が生並祖紘としての地位、および役fitiを少しずつ田保しており、

協同農場の巾では分組を構成するた準と LT血縁的関係を考!者 j一る試みが現わ

れていることは、協|門l技場が解体されて家族民が{量治する可能性を微かながら

も見せ亡いると評価むきる{

ところが、このように協|叶皮場が変わりつつある中でも、協|叶技場を凶営技

場へ恥換させる動きがあるろおのは、一概に珂解しにくい独特な現象であるじ

つの形態は、基本町」に社会全義的なI1産組織であるという点では|叶画的である

が、凶常農場がより困家的統制が百}いナ持活ごあるのに、協|可農坊が変わりつつ

ある状況で、 部の協同農場を史に「純粋な」社会主1G的形態である同住民場

へ転換させるということは、政策における「ー貝件」が情れる現象であると解

釈できる c

このような現象は、おそらく、北朝鮮政府の私的将司活動に対する「矛盾(r9J

な態l荒から来ると日える。つまり、 国では、私的経済出動的効果を感じるの

で、それをある程度奨励したり黙認したりしながらも、もうー耐では、私的粁

?河川部Jが11日生化するのは望ましくないと見なすの Pそれを統制しようとするの

であるのこのような矛盾的な現象は、」じ刺鮮政府のJ.L坊が大きく変わらない|出

り、今後もいろいろな形で現れるであろう。

5.営農指導の変化

続い亡、 It朝鮮政iitの農業生げに対する指導がどのように定化Lてきたのか

を若|詳しく#祭寸ることに寸る c 北判鮮政府は、51:業分野で11jl/;組織を社公

土義化「る過程と半1Jして、以前の{ム統的な農業生両とかなり異なる常長方法

を時¥rしたーそれは「主体農法」と昨ばれる。そして、初期的相対的な成長期

には、相当の成果を挙げたと百える。しかし、 1990年代に入って食糧舵状別に

|治ると、問題があることに気づし、て羊体民法をかなり「修正」しているコそし

て、食糧枇を前後して、常農指導がどう修止されるかという形で分析を進める

ことにする一

修止の-ift日は、作物選以の同組でトウモロコシグ)比重をはらして、ジャガ

品二Tーム ヨ〆フシ )、 2006.9、50J{。
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石IザEノー 1

げなければならないし、その 1]1で重要な 部封が食糧自給であり、これを進げ

るためには収穫量が多い作物を集中的に耕作しなければならないと考えたので

ある u このような観4山、治通ら水田には航、畑にはトウモロコンを辛要作物として

選択したわ

水間にムに析を栽倍することは、 iム統的な方式であったので、{可の変化も意

味しなかったが、畑にギにトウモロコンを1友会害寸ることは、重大な変化を意味

Fることであったυ トウモロコシは{ム統的な畑刊物とは異なる特性を持ってい

るからである。トウモロコンは、単位由積当たりのW!J隻与を」首やすことはでき

るが、本来、高iJ;;¥.多i日な気候に州L仁、しい作物である〉このようなトウモU コシ

を、平均気溢が低くて降オ量が多くない北朝鮮の畑に育てるのは、相当な冒険

でJもったり

初期には、比較的に成功的であった経符i正LSおよび相対的に有利な対外関係

を背景に、必定な物資(精子、農薬、肥料、機械など)を相当量投入すること

ができて、牛産量増大という効果をもたらしたと見える。

しかし、時|出の経過とともに事情が変わった{物資と人力を集中的に動員す

るのに効果的むある干十会十五」体制は、「外延的成長」にはある詐民効果的であ

るものの、「内包的成kJには効県的ではない、という現象がJヒ判鮮粁済にも

現われたι また、 1989-1991年の聞にソ連、以内で悦干十会が式移行が大々的に

起きて社会主義闘が崩壊すると、 ι、民な物資をまともに投入することができな

くなったっさらに、農業技術的な問題と Lて、同じ土地で継続的にトウモロコ

ンを摘えることによって、必!民な営養分がよ止けなくなったc このようにして、

化朝鮮の土質および気候がトウモロコシの栽陪に不利であるとし冶う特性が著し

くなったわけである。

食怪向給を H標にし亡、トウモロコシを大々的に栽培したことが副作肘を起

こすようになったことの反省から、 トウモ口コンの栽常面積を減らして、他の

作物、特に「ジャガイモ」の栽培南積を刑ゃ fようになったりそして、米、ト

ウモ口コンに続いて、ジャガイモが r[:fj3 0)主食」として王手場するようになっ

た61 これは、次のような作物川栽培商積の変化で不される〉

61 ヰム ウングン( 、21J(川、「北朝鮮の良菜基盤実態と農業開光協力占

業 )J、H農村経済(的23l:会的 2

号 ) J 、ソヴル)、 73~74頁。(ユ・ヨンオク&グァ y ク田テシ

ユシj 、 20引、 2~~25負。

r2211 北法61U '320)320 
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[#13]北朝鮮の作物別栽培頭積の変化(単位:万 ha、%)
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司

15牛 1:;.51 10.11 1: li.:i: I :'~，:: Liリ :2.!):Li.'， 

* ，"'，JJ'j. ト\~; ，; ac川、 r 礼h礼C べ[，I;p bn，，;!，L[;，Cd叫 s:It， :; ]9':':，[&111州入にl?-'-"，"，: 1ドlぷ
※辻ト---i'-"干口「ン 1" '力円「

l' の栽培百積 l士、 ~9ôl 午(，:42 ノ.: hけから徐々にJ首えと、 1~)前年 kSS )J h;-

(30.9%) 一最高自民にうって、以佼少し誠つど的万 haノ1:'芋守維封されてい

る治宝、 200:.1今'1，こは;j9)Jha 日出 l であるい トウ司;1 :-7 :.-!手、 1961存"こ;;2.:.J 

方1;"で、l!)以}年:二69万三a ;32.2先 J と、景品恰;二士って、 iょ徒住以後激し

〈減 -r :，(i h II札水準に F まりでし、;~) ?戸、内n()五年の場合に h土日ノJ"0ι 

(勺6.2% であゐ これは辰内情iこにべ lご、 20万"'-2.祝烹減ったことになり、

がなけ大きな変化であるコ以前、ジ寸ガィモ!立、 1961年に34万 ha、ょ説示)去に

1万 ;;.1 色村;')であつえが、 1!孔iS"'i-J:J.I:走、災犠;巳椛i'lj処1る過程でたき

<: 1科おしア :_~O(ì三年)こ (:L197j he. (10.0お) ;こでる戸川、左;土、 EJ行1if;こ目白
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と;:;;f(，":)"(-.，三川"年にはノハtとは l方 ha {:-L'，ヲh)、ノくは日万 h \~. 6出jこ、]/日

水平へまご成って町、る りは、 t~) c:3S)J :'i';水準を経ィ干 していて、非常に重

まな咋物でまることを示〕て 1" るJ

全体的にみて、 ;jé は主~J;'~ 羽'E~\こ大主な'l'flうはなく、子ウご:~- l，ぃ， "が大えく減 J

ご、その↑にオ)t， !.，?ジヤノザイモがI「Liえる JI三である、ぃ、究、 えは徐々いはッ亡、

青はあまノ吃化がないJ ジ可ノ'1-(;Eが「治誌のギ食J ，:: Lてを〆持 Lているこ

y )r:Jii、ハ日
一;TJJ刀心っ
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この仁つに、シ γガイモが主要にな Jていくのは、 「のすモ計が不 fょう l、

ジィ/フゲイモの'1〆j:~;.が人きく，~え vcv 、るーことでちううかる口.s:.ジザワゲ 「モ法みで

ょ少90-t'に81万九〆小己っこ凶日年:こ20?方}， ::--ノヘ士宮えとし iるU

[#14] ~t戟鮮のジャガイモ生産の変化
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とだ、忠弘前積当のここN 刊はあまり変化が，~:く亡、他何回々にJtへて似 v 、 h

ごちるつ 2ω5干にとドシャカイ弓 12'1とで つ立当牛産量が10.9トンであるが、ご

れは、己主先進lcli二.;~れといるここは"うまでもなくて、出 1:;:1 (1日Gfンj

※仇 FAD "C:'c;"tiゐ ω刈川と~， ~~， t:p 
糸干'~，i:J主i;f京はJ川吹ぞ直.rr: 1_ た

t 

りも主主

[#15]ジャガイモ生産性の比較 (2005年基準)

務円leJ:F，-'，8叫山口:"aLa，o，，"某.'j"，<::-作成

杭いて、修 ~ß)一脊円 J土 茜産業で l

になった、としこ〉であゐ c 般:ゥに/:'ヰ長 ("'i下 )5~ な牛、 l郎、主出を釘うのは

殺初を担当主i ，~ 主さとオるぐ殺物íl.j歪 1Jづ，~ì"'l' な時J土、 fιq:;をまかないながら立科

1;1\引 1) 当てることがでえるカ h 問 ~Wが奇かろう力、京物とれャか太主〈減丸iえ

事情が変わる 人が文、える穀物がrtりない状況では、家査に当える穀物は泊三

之のであるわ ρ

や似うことヲト重?えするよう

このよう&状ut'.でだ11どして子丁ι1.l_'1され作グ】が、穀物をあまり

g(:)押牛主主が/¥さ¥減れば、 つの刈Jjによノてι|、休など京南が/¥さ、対lω

つの~丙[よ、舟料足4 ムリ ì) ~てる穀物が八lEになるこザペあと モう つの

担凶は、人々が、穀物長取がdよる状はで、ドサ組長取を仲~，fししこれを被おう

とす一ることて乙ふる r

LiJ:G1 :j・318)313[223 
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必要，t_Lなし、市文京3?を釘う刀';i'である U 二の工うに Lて、民主互撃が、りこでlL

γーピ、見、県なとをj立視するようにな(だ 1 この対前は、相当な ~~b 弔をJ;さめ

とお:)、それは下の統計がらもす4るο

[#16]北朝鮮の家畜飼育頭数の変化(単佼:万j

1:)則 | ム附S 19川 l:Jn】 ょ ~ìD7 20uO コlI02 21)U4 20u:l 
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!~くま0' J首えとしわが、食組難 'jKi地0'2(0)J 頭JXI にがり、以 f三指/{ ¥ー 121復 L

とv、るが、川町平 l3ヲOhjhと、まだ丘団雑，J<，tのt宇まではで「て、、な、、

婦は、虫桜町以前)こは :20('的 )jlJしをお去ており、食混雑 ，Jè i，~ できωjjlJL本苧 l 減っ

たが、mミ急速に府えて、主004年に つては~'t得者~以口"の ;j<i羊え同保して v る

手;之、究室斯PCに!土日iJ-;頭;，:.?r/~トが、文程具*1大ィ見でその汗号、の水準ド叫~--'

て以後も持続的に減って、'1.005ilの段|情で17石原本ヤに 11まってし iる Tギは、

食干玉虫f以前に ι白万i日夕)アエ準ごあてJたが、 小史家合ill悶J改ノヰえが効果:をおそ三めて‘

2(削ベ.，:.~-n() T;l'1，q チ超 f ている問見~，i、 j工法r件以 :11{: 二日O()万日寸半であったが、

ヤ ltの主うに、食糧訴状泌での小食ヨ::::r'{;市j完成策でよさく開λ 亡、20U:;午I，，::.__t.~) 

Cほこl円!IJノJν1，水準lこJ!_i:f寸し、でいる川ご明は、 fょ起き，[1以同Iには388)j]!.1干''C'あり

たが、食引J;;~引状 1/1\亡1，;\誌に;:;;;Qっておlア5'[!c水準になるも、 l?合:石と品可d足以災以後

六さ〈唱え 'r、20りρイ|に至ってSOOj.:ιを沼えている)

同副作用がないhけではない「ヤーじが大きく J日えると、五世/二氏iJ、で野111を

自主慌jl，"立1しiるとし寸 c

D"' 兎lよ、体が小三くて:7r?抗力語、I:';jいとし寸事情が、

3空間である
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る，~t 円 12ほしスこ h は 土地利用効キご大きな役?じまないこ〉を不峻す斗 o

事 に、;氏海難j辻民、良作物生出力、1985年りぷ苧をまだ日{呈していないとい

ろことは、長業主主 l'豆の i~;':;;がj井上自不足のため目立会いことを意眠する、 という

去であるれ

この主うな占を考志する〉、食糧難といっ緊急な;慌泌寸sp:界効用があまり古

くないと兄える糾均敢辺事業を、平除去に動員して実;Jili-gることは、優先問R'::立

の設にに問書聖子pわると汗ふる仁むにみ、 1---111:、JIIlなJ 排:lfiJ坐刊および拡大t業カ

オλ六副作!:jを鮮日するのがもぺ優先的な事設であ":"う i? 

以上のよろにJヒ拐骨子 ~i、「良行間蓮に閉する 7~- -+~'， (196い1'fiに正式{とされ

た農業民 lげi1日jと政誌をも勺亡、 198(コ午fi:i，'fまではある作反日立*をおさめた

と百える。 しかし、 l凶作年代役 r::(人つては、長幸生併が停滞、在七→どして、 'QQ(j

千代 I]I:U主に陸甚な，Q:桂若手に苫しんでから、 定v)!l1)FJ去、変化がr::Lわれている

λロ ガンエし亡 l土、十ド没レコずヱイ木r士法の ri1ÞYJ を叫 λ ごいるが、相当~~ I協

を加えて川るのである or-1休農 J、しつ引守L，といろ殺しいスローガ J は、

これを|背ノハ!〆てLミぷ ο

6圃 農業生産量の変化

続いて、北引鮮の炭業生産主rつ変化について見ることにする、

区-};;':-('i克jC;;，ょへに 農業生川で食糧[/:::{;却の栽后が中'Lであζ( 行on日午を不

手(.=~て日Æ "l ':~(、全休刊|地回碕ザ01 り I n ha (/)斗J で 17Z日作物 (/)tV:'~f 1iJ'碕がぷjl61

万h:1 ~， 全体グ)~i4.:-j%に当たる それ C"~王、食糧汁粉を活 L し蔑常生汗皆0)

，(i ~:プグ〕減とこ/ "土ア抱が:腎え」J こ片山宇全に「二つの l 成巣〆は ζい緋vミ

たふん、 i円え乞事件:k' 内田で 1'B当の部分はEすがみえった粘~すあろう そして、従

来、開てには 1をmえて刈，L;-jL./Tt1たので、 1'1'が主庁j-llJ.;こ変わったごとは、志まり

大きな効本cY.苦を出昧しな 'J'_， 

PJ. I~J:l 0)州地苧:]1事主で平地では特別な引イ乍用がなかった工うであ〆コが、山

地 C'~止初当な吋イ，寸う")司われとぷ前に間汁い七 {LJ'i斜地で組Qi手 11を軒J~:_

減らし、 tむ待度ド同し、ところにf地をz成したため、<<-_1'.01 ::-青失ド起きて、 111

4ド刀守月下位 I 、;川JI

E註主\，~_ t.しろ戸台、/三訂山i日T均出::;;に二:f'作1午H二寸)μ)+1けする kゐにな♂ツJ たリ なお、 III~+ギ荒}光化には応対 )+1 の薪

の採取、崎十円l向¥)'0) fj(;大もi乍吊 Lfどい行 ο

~Lì:j、 ('::1 U '3l2) 313 122[，1 
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[#18]主要食糧作物の栽培薗績と生産量1;の変化(単位吉岡、万トン)
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変化 ~l' 分好す rL こ円に，-;:， 

J23長生出に凡ずる止法な1泣汽は得に〈いとい λ ことを前提にして議論を込め

るl九農烹牛!，h:.:立川80年代前 iーまずはか三 h成長したが、どもすi"ti長子以絞iz

仲治 Lて、吋附ドI'--f-('-ζ主主にはれ !J.コ減って、以降ノ〆〔ずつ同復 Lている越却で

ある j このような金イとを若干詳Lく分祈L-cみるこ):，:"tω 

ま r 、 1980rl-~{i: H;:半三で lLl 成長期 l と行える υ お初i 鮮のt'il業 !L;乏孟 l二村

続的二増加!て、 198U年代有↑に総互に守ったと見えるυ 、こには、六戸〈

コ円以i斗カ吋下)IJした。 コJ土、 i叶家1)平等Lたν ろい，-:.'な事きたが民主f'庄ド肯

た[向!こ作目 L/:11H同 CJ:;るl 植民地時期の工装化グ)追ρ 記よぴ、ノ.dーとJ:'~: .. '~ii、主

~:;~除。〉よ:_~均的支禄を I~:r-~~，ーして、本:会i:Jt:干J訪民戦時をI而ii :~て、ある和友成

1M円"土尖{仁を)ι し τ芝げ ζ 、辰之~-cj(.、立を主長j幾械 ラクタ一、持zhi停電なと、

jf話、月巴革!なと物資を相斗主主洪給ぺきたし、デ司ぶエ l草で京地および権況施l止を

裕治.tJ~、んしとし、孫子己主よし良禁法制百普及会どを積称:"1 '"准J1Lして、 一立の

0y:果をおさめたのごあるむもっ て):土、 '1'ソ粉争などの官会す北岡山部におけ

る不利はあうとものの、汁外部誌が桐村 f'(i¥二有刊であっとこいう事完で£ゐ

自 ι の It; Jliよか小 hj-~t~'バあ〈丈 h油を、ノ透から有利な吋絡で HI 二i 量輸入引きたの

lLそのぶろな事「有をよ〈示すn

このように相対 jlJに合引な対外崎Jt，:::"{j景にすて、排出の整備と j，t大、附w=

tß， W~(lコ整清と拡大、物資投入の!~大、労的jjJZ人的治大を基本内符とする住家

_:..:)t~的良業主川が生 J:{ :t常}~ ': :.. -f~~-'!E07に十市 Lt~ こ Fiーより、民団化がも JLイJ じ

たと下℃る/iJ間意部減少などの百定的に作出 jる必凶を相殺して、泊三gなI[恋

培 l、を~if:げることカミでき Jごし

Lか、市以ド1'(I川、に絶JJiI:.~- 王つ f民主 f 丘三よU:、バ段1-;:-~帯、減ψ1 るよ

う)こなゐ c このよろな定イじこは、 にき f一つの浜辺が!ti下 L，.'ゥ つ ~i ， ~ゑ

ギ専で内部的にJ民ffしたj主令長事業で副作用お;:[r~子[的効来が告し~ :;Ji，Jつれ

"， t 会 i 長fl~lJi ごぷ〈税われる説集むはあるが、北朝鮮が i ら /;é 哀したt 乙日 1

1ょ少なくて、信煩11がfl¥Cミ 民主存会めた経済:p~;:~ ~-- ):'Jして、ゴヒ布l鮮は198，ノi

まで「概時間 l な統計を発点したか、以殺、相~な誇以がある1-詳U山さ抗てい

る (:.r¥-0工程度業機rt¥l lFAOJ ク〉叶倍などししかも、 19お -199/1(1 は、統~ji 

を紫式与えしなか Jた 199;;年、った主な;)!木材与を被〉て、 Fi際竹会に又援を

レJえる際、簡単な喪主統計キ松吠するようになった 目、?誌は、|ぢ湾機対の検証

なと~'r-j担じて、日担住か改害され P統計奇;♀られる上う h なッ式、ご

~Lì:j、 ('::1 U <3l1) 31 12出|
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，~() Jうh なっ丈一〉い"戸であるハ tr埋な傾外fjヲ院主;;;::. 仁る山体 '1["主化、試候

および}貨を1-;:~'-!，寺晶、、;-'nciJ つ六作物のlliれ\ドウモロ] :-1-1同主なとつ、

~キルギ 01わ山口出こ依汗する渇水1Rを多出する;'fI代体系、朱印iLに。る労働

主訟の減fむなど も~， -~つは、牡 h 干主主|守Jが崩J点して)，，1 グW;:IJ、 I兄がヌ示 l になっ

た少 1，' ") ，6.であるソi豆、収はでは脱社会ょ義移ぺJが起きで、 L主}アャ Z土コヨのよ

うな tt::i~土議lt1忽ち改輩、開放を推進して、}れまでのよ λi 相手IJ な'，，1係を結

ぶことがで主なくなッた これは有川、?混合ーが品など物去の導入が念，:%1~ーはる

ことで示される

このよ λに耕地おぶぴ議i札;Jtl!設を設備して拡人「る宇奈は、もう以界効肘が

依 lしI1床J普大にあまりもJ拡をI1まなくなり、 業部門引停泊、対外主j係山，'/t

イl:などと叶句'i'(投入苦がil，~ ~_)亡、 Jす~'f: I'f';) :"~存在し とえたと見える集LtliLIClる労

均五校減少なと、 1，室崎大に否定的に作用する要用が再定的に作用する要用を

!三:'jOI して、::r.従軍が停滞、減少す心ように品、った しかも、-j，Sj泊l弘、:1渋災青

さえ甚なっと、 Jすびただ〆、吋 j撃を受けるようにな Jた，

i! I て、~@員羽で 3 え十分てはなかッたと拡d己主わるた海事情が、 1993年}二

至コ(c克也難 l としに司われωぷつ lーな1.)(その状況を?前年 l一分析し「みよ

つ

定桜c!)/}、QIJ入居1は、河長で小与れるように、 つの閉山で!~揮する下とがで

きる r ー勺 l土、 iヒ刊l鮮が必}~とする ú::婦をとYし:， 1 ど白ム吠給できゐか、としう

こ}である このよへな問珂での不足の程肢が「宍質的不足J -Cjうる μ この上

ろな実質的不i止の程度:土、食糧忍;_)，Hii v) ~将司に Jっ v ミ -C -;i :L (，王、弓981{I ワ8.6%、

ソ)前年=2;).6% とある A 食t. 生内三社~、地問に六った 1980年代末73離とそ三えあ %Jj，

1 不 !J~であった、 というこ~: ，。なる九~~;トらく、このような梓J支の不足状態:~-4~:ヒ

吋記会主義f古川ご現われゐ&:.;!;，:~_.~-の変化を説明「るのに「社会主義的生ん横

滑 のみをl尽附としてl!I'がする場「干が多くあるが、二れは、全性的な変10を11':

J屋し(二!< :::::'1fる}七会~~;莞休 cilでの牛 :S吾グ)従イじにも成|と、停滞、減γなど

多燥な校相1)恥われるコ}カ L、之十公平.}t:'l:I!:'. jïJ量i主 2 いう U~ :バ十公平交俸制;

では「市数 J }:しぐれ円するのご、同しイ七日J'('名手正な秘犯が〉う L-'Cjj[われる

かを九割:， ること 5できなν'.'くつかの!~凶が l 復合的 J に作用する結呆と

してm!!n，(ニ子、説明刀、l日慌になる? 子のよう士多数グ〉要i大:C') 111て?ととi辛f耳元

1'1(;ιIUがこの I)j苅」ヘ作)IJヲるか、どのようなりじ宝」で作!IJすぷか、とい

うこ;;>但1; しどこを、 !ý燥な 1:.-:1こを ~ft叫7るこ J ができ E つ

123; LiJ:G1 :j・310)310



김영훈

北朝鮮農業の変化に，'Ilる 高経

[#19]北朝鮮の食糧不足状態

供給~ (万ト〆 j 不足状態(万トン、%)

人口 1: 需(要ヘ~1】4 
内祁 i昌人景 合計

'x画的不足c;j 結果的不足G;'

(万名j
(万トシ)供給~ I ~tcì;; I (D~;~C) 不足E 不足半不足E 不足半

(sJ，j (A-sJ I (A-B/AJ I (A-llJ I (A-ll/AJ 

1960 

1970 

1980 1762.2 514.G 

1981 178U 520.2 Jつ71 つd H8.9 28.6 

198~ 1909.7 557.6 

1986 19:30.5 563.7 1119.3 HU  26.6 

1990 2022.1 590 S 

1991 20，19.5 598.5 1102.0 196. JつJつハV 

1992 2079.8 607.3 442.7 129.0 :571. 7 164.3 27.1 :l5.G 5.9 

1993 2112.3 日16.8 1126.8 83.0 609.8 190.0 30.8 107.0 17. 

1994 2135.3 623 S 388.4 109.3 497.7 235.1 37.7 125.8 主)， 2

1995 21.'51.3 629.1 1112.5 .19.0 'Hil.5 216.6 3，1.，1 Hi7.6 2ヲ 6

1996 2Hi8.4 633.2 342).1 111.2 456.3 288.1 4:5.5 176.9 よ7.9

1997 2181.0 636.9 369.0 267.9 ，12.1 

1998 2194.2 640.7 348.9 291.8 4:5.5 

1999 2引)8.2 かけ 8 388.6 256.2 39.7 

担)以) 2217.5 647 S 422.2 225.3 34.8 

古川1 2225.3 か19.8 359.0 li2.5 .Cつ31.5 2似).8 ，1 '1. 8 118.3 18.2 

担)02 2236.9 653.2 394.6 140.0 :l:l4.G 258.6 39.6 118.G 18.2 

古川3 22.'i2.2 657.6 111.'3.1 HO.5 653.9 2~1 2. 37 103.7 15.8 

担)04 2270.9 663.1 422).:l 120.9 :546.2 237.8 3:5.9 116.9 17.6 

古川5 2292.8 669.5 11.'31.1 日9.7 530.8 238. ，1 35.6 138.7 町).7

担)06 2307.9 673.9 453.7 95.0 :548.7 2主).2 32.7 125.2 18.6 

古川7 のーωつつdつ ハv 681.2 1153.6 227.6 JつJつ .1

担)OS 23:58.4 688.7 401.0 287.7 41.8 

※出典と{主

1 )人口統計は統計庁(ソウル、以)07.12:18以L ただ、ー音1:(Jり81、1986、2007、
2008イ1) は人11地)JII守てを利用した推定前である、

2 )市技量 IAI は、 l総人口 x1人1り1年必控f世 間J2k(J)Jで計算「るυ1人公

りl斗必要iヰロ92kfj) は、 r1人当り I日必吏斗 (700g+ 100ι) X365日J) 1日

必製品社で7川氏は直持食べる最 で、 100gは柿 f用、削判刷などに必製なーであるc

幻自力怯給~ (B) :士、前年i庄の牛世::;-c-統計庁 Lノウル、 2007.12: 28μ)による

ただ、一白目白川7、2008イ1) はマスコミ三十日過を利用「る

1 1非人景 {じ) 1;)、内業的輸人または耳慣支接を合わせたもの P、キム ヨンフン

( 、2肌16.9: 14、96頁)を参照ι

5 J 実質的小足」は、需製品砕を内祁供給じ解決することができない起慶を表現ずるc

(j) r結果的不足」は、 導人Zによっ C緩和された不足状態を表現する。

北法61(1・3ω)以19 r2321 
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朝鮮が伐訟の復旧制を経て、 |業iこを i主~-y /以後、 l山(1年代々 Ij11J:ま別手続

と推定されるへところで、このような状詮は IH出均に浮えられる dえずで

あると忠われる引い

Lか、吋附ド1，(1:入品頃、状況が悲化Lて、 :;H)lT.=:n.()%で示されるよ

うに、 1 :治的に地えられる限1fーをむんるよつにな η たと見え'. このi乏から党

溜現状{"，じ附って、 19例イ 37.7%で不されるぷ弓(二、多大合外部提.:UJなこ

は JF; え炉い~j.~~日になッた仁ぞ[亡、 ~99")年に片然、正予与ま 1 被 ν) 、 川川危践的

状況:持ちこんで、 iゴ|寝不十公 l 文?妥存i 耐える状J兄仁三三汁什のである。こ t~， ~土 i99G

t;:: .....11Sに οノo::いう数値で:ユコきハ ν 点われるわ~.)，;f;毛、神子、月E科士と外部的支

80 北刊鮮か1970イ 1t l草、 :::rt長自給」を i芝 (fどという +~Rがあるが、事実なの

か疑わしいしよ〈支柱白わを1止日j，るものhLC寸じ者:鮮J戸沢を輸/1;1L 1.三土が

ある、とい λ ニとが悲;デられる n ポは~:t :r!~鮮で主たなりで、二才Lを桁 i.d -1-ると

いうここは、紋Huが余ることを苦味寸る、と解釈 v たのであと。県ししこう

肝釈寸るのが地vとあるか ;;'. '，'":-，な出味(.1計量 1 : ~今というのは l正気にヰ;¥'i

するの(.-~必更な穀物を白ら 11 圭ずる」ということぞうべ主予ある〕すなわち、

寸人当り iIに食市て7()()'1 程段、極了市なIc'i也の市注〆して 100 リ在;-~-を

供給することができる状訟である"止して、北干1)j鮮がニグ〕よ λ '~t ，;'J.~~~、に:てった

時紛があったのかU れを輸出したというどtγだが、にのような4λむに主ったごと

のロ正j比ごある刀、 Korn:li (1992、 Thc Socialist Sysふく'El"T~:c PoL↑jca~ ECO;::O-，l円

りfC:nCl:111Iti:<1l 、 :'r: 1目lCl'L山ρ川]孔¥1下一¥¥削¥l、川(じT只引¥lい、 Prれ1 問 rラr円l山¥¥削lCC川IJり}川¥¥、 KじwJcr:--，c} 巳 ~'HS~ 

3S.l頁)で!は1 、ある凶肴永ミである九十ドゴが迫ム..ci.:.な元'~.ぜ5炎:号辛1子→1;にこ照 lら〉 L ご;司干不、f足Eなy渇話合 l も、

そσの〉止ふ口巨を

を泊;n引jいて考ズ"、みるにとカがyて詳る U たと去 (f、半iよ不斤肢が10%-(，、手口 ~t: ~ょ

不hU是が50%なら、古を 部輸出 i.，-C{;偵を宣う場へがありうる そして、不

足 r!之が、以(主主)出になり、打油はね%にな )'1J1斗 (C~，小足 1(1弘、 11;円ィ、足

50% I (l)組より F ノ三不足 20%、T;泊不足二部% の継がより上え lλ状況であ

h うるからである。)二のような ;:j~å[，-c '-Y) .，-たぐ能性が向、、ので、三u，::鮮が1"
'"輸出したといってF実力、1::';':tちを '1むでしたことや正明ーす ξ}とは E い;;1::い{

別式市主準で「最小必要~よ」乏して l 人当川 1 ;31)1) qゃっ主主1ることほもこ

の 1穴熊を fó~ すると言える I 食月をまがーで.~(的手不足訟がお G:X; である状況

である:c (ところが、不)E状誌を汗世するのに最;J必JムEを恭平とする場合が

よくあるが、、れは苅切むはないこがお1干'1'.1立は;頁 lγ 状態をぷ準として古?側←jべ

きである 最小必忠、萱を慌~'，ヲる状態は もうかなけ不足な状態ーしあるすたど、

「;;常的にj-Jtえ"れる」イ、足状1f~なのであるの J

[233 LiJ:Gl :j '308) 303 
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Kを持て、主的7手F-.-.-.-:rl. 4 ':~，で不されゐな片、若~改古 L て'.'， ;:J Lかし、相ノ々

らす11J弱土状態なので、 気象条f.':がE ぃ坊主などにはすく JE;ヒしうる状懇であ

ξ;c 2008-:r=41.S%はこ 1しを#1，わ I0 

この E うに、再質的f;:j話不足状態 l土、民宿!::~泊 I -rr:ht J であった状態でも

十目当な程!えに存在しといたが、外市;一主J友を訴えるはど寸はなかコト刊で唱え

ていたと兄える戸そうするうろに品二三宅再:1引が原決ずると、物資供給が京EI;!:;:

引位ず:受けて、 19臼(J年j以後には状ィ7てが深刻にな iハついに守杭火害まず党 Iこ

1 民}S~I: は外部支援委訴えゐぴ) \，，?主--~， /:.-、のである J

食糧不足状態を現わ「もろ っ乃側TH:は、「宗寺果的不乙 cある こ1し:二、

内部前;ニ jj 給する F こはでえないが、!草人当小i、 J-刀、緩れ~ i，_ 1:二次態ごあ

'C 州年代 Lャ人ッて尖質的不 Il~ 平刀、急激仁 I';:;j くなる刀、 1~j の首長 i巾当人と外出

。〉去廷で、ギ足状態がかなれ絞干[}-;jる o.1 ~)~)2{~;- 3 9伝はこれを:s↓わずの Lか L、

このような対1:ρ能力もす¥限界を現わすよろに三 て、給果IlS不足率が!日出年

=li.3%、 994年=2U()河じぶされるように告にくなるこごのような状志じ

~ 993年、ドj湾全l.}~ に支援を)~;(ーる 1993 ~-1997年は、」ヒ判記 1 :ら Iヰ維のf了王手」

;主現しといるように 香保支1j7な状況 Eあっ/_-(社i当な外部支j去にもかウわ

ら昔、結来的不足率が1995平 日日行%、 Iq何年 つI，9%にるヘ止確な主主↑l白i土

得られないが、相当の数何人々が自l凶えタじになったと知られた時刻であるこ

Lブ也、，oJI'N十去のた得支援と u肥料、神チなどび)外rts支綬え背臣、iしと¥計

干の州市07j:川 1"1混を通乙て、和果的不足半治的UCi主 18. 1.% 、:~f)()り年 l利行%

で不される Jうに、 定しり出干与が兄られる

だが、可(十、の牛 Jif-o_能IJが阿:tt)J均に;'，-Gく令らなし限 i")、 干の干lユ l主主内六71? 状 :i:~ ~;: 

持統ずるであり行。ヌ二)-0..J!.切ない?る梓J支のγ晶子Tは 11'，片的;一£片られ。状態である

から、ト~ ~:-)この状態 1"". るよ出際主主、(主主援をごま:; ~:，:~ずゐは「である L恐りく、

他のl可々ぎが辻本が20%を芯える場介ァ'5{jl(われるのつ三、係JtJItJ:f才で劣る Jう(こ

輸入吾+支隠す」ふ記昧するヰ入号:3:， I':}JでイUlMt'-，Jることがで五ない

ものとιなれ北初月手l土、 fε府自給手日惇で良政を治して烹たし、判長在 j邑1

T同楽Lつt輸入宇 Q能力をほとん Yゴ手つでし 1ないからである}矛為){ゐ〉よd品fホI円を総f出|品1 

行J

〕てf丘tT但Eを

力tでp吐悦2市?す ξる)tも)(iの〉 ι昇見Jな←寸4二と 4ら〉で主る古が:三、 j主古干朝河空工山，~子グの〉ぷ λ rな丈，た庄態iこ;は土"九しい、
l弘往 dいゐ よ主人圭の中でよ部去がru舟守あり、告人のJ;三五九千十背口る鳩合にも、 jt令

ぇJよいの民主が十判であるので、事完 1、探訪に泣い

~Lì:j、 ('::1 U <3i)7)る07 123~1 



이석

북한의 통계：가용성과 신뢰성



서동만

년대 북한의 곡물 생산량 통계에 관한 연구



이주철

년대 북한 농업협동화의 곡물 생산성과 연구

김승준 우

리나라 농촌문제해결의 력사적 경험

이주철
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この仁つな統=計ア什1世宣がuιμ;主::U")丈主KE:陪陀J の

i投空f生Lι:. t.区f.D~土が:γ手;'1最主耳h杭内[ i七当勺たと l思克わ九る弓984午の均合を?何d とLて分相析lし".、みる l二と

コ北ヒf判守

〉二乃寸、 |で引;T;l~ た統計庁{、ノフル〕の資料 (~g 18)では、 I9B5午の「党

湾作ぽ '1;歪;t:_カ叶!日}jド J とし仁はおれ仁いる このよう&混乱した統市柏

キどう月択すへみか山υ

北朝，鮮側 Uì~--:W;'/ I:.j主￥~#1C市を理解するのドは、まず、ーっ U~ ，~!: :.，' i+立する必

宮がある vパユ、 じ純白t""Cf'生う 't1穀 とし ε丹市若がどのよう合作

物を 1~~むか、というこ=であるハ 般的に農業f 吉正屈のがてIで続物または食N

作物i土、 しのば烹 .# lB) て税われるよゐ仁、 I米、トウヰーG ~_1 シ、ノ;、友、友、

シ γ)11，:f、ザヅマイモ、りな〆」を -L，ここごイ、せなのは「な e:'J戸じで

ある}そ L亡、よれがどれ径伐のιFを斗めや岩を判すすれば、不ヲ8，~:乙ム(二

法えるハ附記(工、北朝鮮で， ，う lた蒋 J がこのよう全 般的なn丸念と 孜 fる

か、と L うことむある

ニヒt;1r鮮は、目前年代初頭王手は「位穀 l とし 1う日訊を「祉の形を取っ亡いる

よさ均 j を示すのに点いているようマふるすなわち、「米、よ仁、小主、斗なと

ヰ"支じあった乙，--1λ る'"そし L以I去、ジイガイ 3 、-11ツマイモガじも合むこと

に哲えたこい与一この二ろな事清を肋苦言すれば、 196U年ぺぶ依の統計で(土 '1<1

主t; ，t_ いつ日訴が穀物ーま /~r止「食糧 [1， 物J i: ~じい概念を時つよへドなコ

たと71℃るc した 5って、通唱される概念と 1て 買収lをもって北¥DJ鮮の続;'i

え J~，f佳 j るためには、 19(-j\Ì年以前 I 沿 ;2 ;生押さ昔:ょーノじ市川、書'11)増しする方式

吋2 てコ<7)精計情1J冶:1-1;じ Fド度(})'I廷誌を去わすのじはなし、か、 干の仰'1'ま民

めよきな言主化がなかぺたと苛続して、ーコの君主J士lする つの表現と v てみ

なヂニとにする

"これは、北朝鮮 0-;:没示 tる農ιdミニミ :-1農 j'; 千万の分配統計ご 'il殺 i- ジャ

刀/壬知 J を jj斑 L'('Tj-表するここを i~ じ亡分かる、下令 11 成け D59 ヘj; /05) 

-("現われる向、司合

9'; この上うな'tii:iけが l古川芳」こいう表現ががす一長日常l切なものであ人う

ところが、 恨的;民業統計で「穀物~ (.: (よ、このよろな秘阿に限定3れ γ、

1也の作物を「穀物付 'l~ 軍 lこj提訴 Lたものをも今むのに」れを確かに ιずに

議論を畏問寸るfiEF午、混乱が起こされ、(0-9-t '" 

:Li:j、('::1U . 3i)2) 303 123t¥1 



남성욱



北朝り52主I刀述、fと.J.j-_~ふ 占;哲三

幸，i~ ト 2品川、「ン 1 ヲ，'; -( .'E-'~~J ~O 1 k\jを旬、i4~ ~J"; な ) -cいむ山 これは、農家

当り構成員が 5へいると〕ても旬、充分に萎えせる ;:-cふる上の凶表(#;D) 

む、 l人当 1)1存問(T;jl主{ごと穀特需要最1:292 !<.;:と持IFしたが。 5人家扶!J.:ら

: ，Hiil:{ 十なら i うfである一立 L て、 19下h-~:-:O)~l' t::で北令j 鮮民主どが;P:';i1だけで述 lト

必要量を桁う叫をも起iえるほ Yの号、配を受けていただろうか しかも、それ】こ

加えてジ tプ'I{ ;~も町、 I kgある。

二のような情況から見て、 Ir朝鮮閉じっ襲業とと作物杭j]-;--rよ、情1;;:ではなくて持i

十-;t:;，~^基牟じしむと凡なさなければならない。こう込なせば、この続引は「対十三」

を c:1:花作物;ヘ型己決 tミ場合、自UiJI':~凶としえ一作刑する J とは、 とれ Yまム減

少するのだっ与刀、

ょ確には、作物)-;:j ヰlt穀生J正岩手'!己長 lハそれ〆了td_ij~主主字"l'j血 1111j(ぷめゐべ

しカ L、F 産主主統計をそうfに待られな:.'，.~寺内で、|山 i守的代案と ν ごきごある

栽培商習を利用して作物'JjIJJt-i1!を F十減ずる} ニ丸を力r-i1!包 ν 見なし、作物り1)具

時'(を引けて、 そのj吉県をイ汁〉吃る計算がありエるー

ト秒I

主主荷主
(Jj 11乳

出培iWilt:L古 j¥;

情，11旦~~-''f : 1'1 
i '}LJ 

¥ x E 

)(:~附 É:I~

石川 O

(ドじ

め l

リ8，i1 

[#24]総量的精穀換算5容の推定

月に

刊「，c.， .J 

口。

"γ一-

m，D 

:H 

~:;(; 

;'，315 

l、主

日!'， 

: : ~ . () 

G，231 

左

。。

Ln 

ti:)，(} 

、戸川
、'"'，

"1:" 1 ，ヅ JイF

1 計

3り

O.;'()i 1)，002 

川参-4までにこのは:去を);f主よれば、ミたのようじあるご

[#23l協同総合農家 I号当たり分配分の成長

1:)六百科

~ 3[-jυ 

193 
;)(]05 

19Sì-~ 

;'d2 

1;-{/: 

1:3703 

ワ

;{'i 

~ :) 

11川 約，i.;:

11，に り(1<

El::i~ ケ

ム S26

百つl

2υ3:JCJ 

(!:) 1980;には志家人 1:よ673.1}j-riであり、法家;，数刀l()(l.3ノJげであるりぺ、

臣家斗:;~(~:長がt.?人である ;95~Vτ には、をえ IA足京地成長がより多か/、とので、

5人と社守寸る戸

~Lì:j、 ('::1 U <3iH)るu 12401 
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この仁つに、れ物別栽Jtj而積の一己亘合千IJR:: 1_ご;9011"干の給穀換泊寸を if定 aー

がーは、民 ~I %になる f こ札を手IJ端して、 198'+4-心〉生:il'd;JC問、万ヘンとい λlこと

や，n殺と見去しと拘許すれば、 8:)4万 k>に奇心 c それ'-~:;: 二円数値iz天際

。〉灯、況が 1ト併に長Jji'.て v、己のえんっか

198~年の峰三ヨ:要亘 (1百明刀トン程j支ごあるので、 198，;年内生)';量泊î8:J4万 1

シであるとサれば、 f:;:間作 ~:Þ; がつGGn;- :;.-も令ると~ 1う寸ごい詰まになる こ

のような状i_~，であったら、 ;I~平明f:よ義洋物ヲト /J;、なくと 4) :::: "τ 科医輸出し

たはずである 他の産主主部門で中 j人したい必lら:な物Atがヂくさ λあったからて

ある}しかし、果とし亡、そのよ λな±是認とがあったのだろ入品

こりように、 I'-;t'，:(穀J という用凶が1¥Y-て二 I筏師、抗態 J という つの叫回で

:NT，すして、投誌をう陸軍tと見なして弘論'"ても、北朝鮮刊の統計 ft~i(土 i\ 主\誇張

3 れてし 1 る、よわ与、るを1~ないい

てれれ止、 l~j~)~年以口rÎj ，T.-t摂剖の穀物生トイ吾 l土ムオl_~.;L -c-あったのかわ j~杓鮮

の発点併をそのまま受け入れりれなし条件ご、真4夫:ニj辛}IすEためには、守じの

Ji if'論文，与索する y、'~がある r ここでは、人l統計一トヰIJ出し、通止吉公量かF"r，

1宇〕て、「ノト足手 を l作~L、川区長を l作:日 r るお J、を利用計乙こ~: (，':"Jと

この辺径一Jピ、泣なメ、足豆;土、次グ)ぶろに推定する

[#25]時期到食糧不足率(推定)

訪日 |小J:!.守3詑回| 中羽信

I~L;:> ， :~W) I :C'''?D京 I:'i;，:， 

19日J'-: 0日4I 2r;. -.1(J以 ;:0出

iDfi:，---~%U 1 ~C -~::()% Ei?っ

1~)151- :g7C I :::; --1.3出 1:.1九

日れ"~U討む I ()~--lD% I ~ì% 

1081--:同日 I 一i日出 1:.1% 

iU以i~- ~n9u 1 より~こ0% Ei% 

1991---:995 I :~O---30';0 I :.;.3% 

ム"~これは、大1:品川なものであるが、北市VJ 1)!，~J; ~-業折、況を与!な J 亡推定したも

のじあるいこのような推定で作用 Lた重要なに"断{立、次ぐっ:つぜある う{土、

北開鮮が迫;---~'/-:童会 'fi:'，-乙 I市 iこ起スた時期はなかうた、こいうことである そ

~ご、経流jヘ況が柑対，i) に火定的であっ七 19ìO イ1 イ lo) イ、よ己認 7うわけノν--10%f古 Jレ

ι定一よる、もう つl土、 i~l~l;:) 年J、口百に lz;京 ~IJ な災担fod 幾状;'!~ ~か士り多い殺の

人令が飢え死になる状況二仕かった、と 1 、う二とであゐ ~í: 宋、 9絞引 111J

12Ll LiJ:Gl:J'3uO)30つ
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これを利用し亡、守主反日1:(T)斗虚量をjl'悼すれば"、次の ζうになる

[#26]北朝鮮の食糧生産量(推算)

年1"

並1の人II ，. ，'j >~II 

じ与の市官三 :;Jt、

事'10〆l、刈け l弘l

当吉平の寸:fJ:;;:方 ~ ， 

このよ λなilUl住を不iJ肘して、 Jニ朝鮮側グ】純正十がしミくら「iう張;されぐいる

のかをif:':λ立すれば、次のようになる一

[1土27]北朝鮮の穀物生産量の誇張率

札
v
m
l

川

町

h

m

M

m江
川

町

間

引

一

川

m
w
川

引

い

掛

川

川

一

削

抑

制

ι一μ

，，-γ仁
一日 Jτ ピ Jυ-7リ(}: ;'1(' 

? 

Iω ，W 
? 

:;\1_~: t~9 
? 

4レ 4 l;'~-
'，~G. Sみ1.7

日比じ

以川

:l!!(' 

E~ 

% 

lB:~ 

l:lり lii::
k込t、1"

~~5: 3'J_' 

一1ム.-，;リ

沢民i

主引ttt; 

品白山

年 I~

いづË :t~ .， A 

f 巴正人C侍::.，sI 

ノ7¥/川KV;t守をこ11，C， 

Ij~ 丙 lり

d出品IC-T'l/Ti:'

ご丸山

業尽 l 北地究ι':¥" 二 L JF f保示与す17こむので3ぺ
つ えの快L，:R:， :J ，川~ :， 1 !l6n;f-:tで l 粒，f~í 1:，'ふノゴイド古ま，';わな こげ守;l~;\I~q~ !if:，~

換争"日れらの市る 再会"'昇は堆いづ庁、三々 判以i引-.リμ七剖lて

i ，: 3 ~つ昨，f~1全 \7 I C は Eι将校;投什Lにもの一:あ己 主でTI'U~( ')可児千百片する

推甘した産:孟元 :T~以実自七である三刀白な止ぱ、:j(~tlj鮮引の完支;土佐め t 誇張さ

れといると百える j 三年以令、 がほい場合:こむ:::1;1)程院で(19同年1、おい場合

には'70刊に近付く (l~)Ri:~I'-\) ま丈、イi がiÌ1つつれ持政十が両どなどJ イt1i向 F

あるはこ h!土、統計を ltiτ 張し吋iめれは、 L17友には l複禾:J"式:追わされ

itnJが北朝鮮の状況lつv冶て正EjLているが"均五年以百11:. ~.I日 95 --97年のよ

うな;工却な状況があったという証言はな 'Jう守品る[民業集1'11iじj角柱守多数

の人々が自l凶えタじになる惨ギが起主たノ j享わ '1' 司とはかなり 1!'~ 士うた lK{K:であっ

たと芦コる] そI〆て 戦争もち I~P:Y Iたvミて 粁消状況ヵこ1i肢にtくなうとl問 l

~-1 ~)~)5刊のィ、 f~;;r を 20- 泊% ，:: tP定寸る[このに正の本準βユ旬以え死h ならなく

て弔え竹れる rzf~t*，出であろうか竹 J

~ (11 具体的ノ去イ度別司、止宗と 1...，.c (j，、 Iq-1IUJ情 lをi首相する二とにする「

12421 ~Lì:j、 (.::lU'~99)299
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ノ，~川、<<>吋

7剛 終わりに

これまでの議論を要利〕、以後の守安じの可能性を 2~~~ しでみることで前主の

終おりに 4ることい jる。

主ず、、れま℃論じたことな要約す"ば、 1;.くのよう iこなる J

.1 i 出 ~~n 産主Lぴ〉司u乙 ê，)lj!骨ょするため、 そ(7)(']:ノ己 :}~-l吋を主主介 tfJJ?Jt え亡、 t 

m医式イとを試みた~体的には、耕地、 1~荷施設、気候・気象、物とそ、;丑到と

いう五つ円安問が農業f 百7Tf主を tためると W~+J~-~ :~ i二e

2) 背昔、事故農のお，'t~ としては、 11 作農とん作~が設"乙されるが、不会 T

夫会ç;t王手 :<:1;.情。〉家住民はこの花町をもっては説明むきな v と判断 νて、 C'~;"i耕

作農 j しいろ古ユ時を設F 、それは背働者百存在であるこレを詰じとI

:3) l:会+主体制下の票当誌の変1::.0') 般利と Lて、農業をヌi会J-:.::r¥1l:.:する iM

程とその僚の古化として缶、けて、整理)たリ

4) ;1乙朝鮮良業の訣石造的人況を、農家ヘ口、 r-Î~耕地国境、農林i'{f.，~さの比亘

という攻kIを設疋して分析したn 似た附~J::司条叫でm売した韓固と比べてみる

と、真家人[]J)J[:重-j}!iもくに、六三持池凶涯はとノ、〕ずつ減っとい亡、農林漁業

~ '):;:'紛訂を f，t ~~'ht-~ゐようになれば、 -----q'ly を維11するためには、ず(

と誇張しなければならない状況にini，人まれる これは、今ヨ成沖、:T:!!:穀1;-)00万

トンヂ 1 産すれば、不十z え i 共産子夜l刊('-~ ~t向日できる、こ発じたことでも

窺えゐハ it 産十 1t ~}0 なうナ目ミシし 1 ~;こ〉 l土、 どルクスが己"おり F 能力戸J了的

v 、て、 ，;Z，'ιなだけ分ricしと受ける J というこ τヴある こニワ「必';:~， なだけ

とは、とオし(まとであるだろろ九おそレく、「適正需要~， I を少しおえ -l:._~， で

あ什う (~if かが7凶 I1 了ゴ安全社 (j) 2仇桜!文房"2:t.j取ることを制ハたC-::_.f貨欲であゐ

l抗tlJされこう r これ(立 l 必~(なだけ を IuT-さなどけJ と理解しではなら

な v 、ことを .F:~主7 るにそして、 1合指定ごあれば その年の直王可要旨 J土55oh

トJ であるつ 1えに、ノ子11成が、ょこれよりかなり事かな30%ほどよiTる状紫を l共

荏キイ;"'(l片に分自こされる 状去と設定レたと~- idi 、 ';':，2~))J r〆ならたさ j-:_:f，ii.;IJ;)

に分向Iできるといおことになる口そ!て、 これや斗:1干のjこ判息子の花表悼の 2::5¥(
する「干 l穀」ド持悼すれば、おおよそ Eワ:，2)jトンになる().2::J ])11.:;よ、明穀ごお2

ノ7 ン但段が必訟なこ r を、十 l'f主:':~に己;張してきと延þ ，1'Jjtで:=iÍ)(jむトンが巴、攻

守ある、と也、ずしたと推論できゐ c

r2~3 LiJ:Gl :j・:298)293



北朝鮮農業の変化に，'Ilる 高経

の比重が向いと戸える

5) .1じ朝鮮政府の民政の変化とその成県を概説した 民業の祉会主義化過程

と社会ァ正義体制の初期jの段階には、干十会主義的重VJH戦略が、相対的に有*'1な対

外関係を背呆にして、相当の成果を今、げたO しかし、外延的成長を経て内包a'J

成長が求められる段階になると、社会上義的動員戦略は、社会上義国の沿許しと

崩壊の]1撃を受けながら、民業の停滞と iH量般をもたらした。

6 )農業分野の生両組織の金化を、社会4義化過程とその後の変化と Lて分

けて分析した。北別鮮の皮業集同化でJJ1れる特徴は、その期 WI~， ì短くて、その

過程む大きな混乱と生件の停滞はなかったことである}集凶化以後は、私的経

済活動を抑制しようとする政仰の意ド|は持続してきたが、 1990年に入って、食

糧批という状川で農業政策がJ剥している 農業分野の私的経凶活動を奨励「る

か黙認する傾向がある );、それを献しく統制しようとする傾向も1弛れる。

71常農指導の変化を分析したり北朝鮮の常農法は、社会ヱ義体制とi'liL的

経済体帝IJを重視するす場から形成され、 1980年代前半までには相斗の成果をノ子

げたが、以後、問題点があることが明らかになるぐそして、食海難をが験して、

1990年代以後に相当の世化が現れ亡いる トウモロコシの比重を減らし、ジャ

ガイモの比重をmやすなどι

8 )農業牛産量的変化を分析した。 if碓な統計値は得られない条件で詳Lい

分析は不可能であるが、その傾向を整理してみた。

9 )北朝鮮の穀物生峠量に対して J文相に接近する つの試みと Lて、必要穀

物量的百|狩と不込度の推論に基づいて!I産孟を推賞してみた。そして、北朝l鮮

の穀物生j雨量はひどく誇1医されてきたと推論したυ

続いて、以上のような与察に基づし、て以後の北朝鮮の民業的変化を展望Lて

みることにする〈食糧難w去、北朝鮮の農業生件量をどう提古できるか、そし

て、北朝鮮政l自にはそのような対策を取るを向があるか、という角度からどえ

てみることによる}

今、北判鮮が農業![j歪足を従前するためには、農業'1産迂を決める 5つの要

凶から考え Cみると、物資の投人をI円干すことと農民の労働巳欲を~めること

が絞心である。(耕地は、もう相当2予備されているので、己主舎の余地が多くないレ

付帯施設は、己主需が必'~-であるが、物資の投人に多く依存している。気候・気

象は自然の要同であるのむ、それ自体は抹作できないu イナ布施設の整備で対応

できるだけであるJ物資の投入を相やすためには、以朋的には、 l業の正4出

北iHJ(l. 2971297 12441 



石IザEノー 1

イヒが重要であるが、それは、短期間には解決できないu 短期的には、偉岡、日

本、米国との開係改善を推進して、支援と協力を得る記、決がある。 労働局、欲を

間めるためには、農民が労働者的有在にとどまることではなくて、牛l生組織者

としてなるよう集阿農場を解体寸る必泌がある 主人意識の鼓l吹なと、それ以

外の方il、は、今までの経験からみて、あまり効果がないじ

では、北市DJ鮮政府にはこのような一つの解決策を収る意向があるか。まず、

砕園、日本、本固との関係改苔の問題では、かなり積板的である A ところむ、

この点では、韓凶、 11本、米凶がいろいろな「先決条件J (ラッチ州地と校の

問題など)を掲げて、なかなかωじない そのめ、で、そのl且凶がどこにあるか

は別にして、|舟係改警は砧しい問題ではない。

また、農民に生件組織布としての地位を許科する問題ごは、ごく行定的なJL

場を堅持していると見えるれ部分的に私的経済活動をJ広大するt!f.度。〕政策は取

るものの、イメ栴l巾な私的土休にさせることは遊けようとしている

この一つの点からみると、北朝鮮の農業はなかなか改苦できそうごはないい

対外関係を改再することで物資投人を州大させ、農民の私的経{宵活動を大幅に

認め、さらに農民にとド産組織者としての地作を日えることで労働意欲を高めな

い|以りでは、良業の回復とTHえは周{-，Ijしにくいのであるの

(終)

r2401 北法61U . 296) 296 
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盟査定的判童話のま霊棋法理について(1 ) 
投資取引をめぐる我が回裁判-:)i(を素材 hして

牧

口次

はじめに λ明白司汗し問題伺尚

治苧こ れ ま CCJ)設相状1口

rl~'fa、・会伯尚とÎI~'Z づ 1 i1、竿:かりのJ是百

: ;民法学におけるL亡、持

第二事 故判例

第

第節分 析の間内

:;;j 市裁 判 例

"" E 

半 j↑刈

汁f刊 [26J .~

分析

j民事責il会理としての判f1';τ竹紐み

)具体に!考服要素の巧rl-i-'，

出担徒起

1::iわり( ノf1;:~J)ロ，1iUill

はじめに一一本稿の目的と問題視角

佐智代

(~)， ~， κ;-~-_l 

I見守:(こ?っけるセールスト」ク、 ~r~( tヮ1("はここまで許されるのか 健全会白

t1説争を促進するも rっと、て l 可icれる交i乱、」と l不当初議」との根dy さはど

こごょうされるの v。かかる問題は、計出、2セ ルスト クの違い2いう沼占か

ら不当初誘規制ω ーっこ J て議論さ乱、あるいは、支持汎程を規律する j主J~ と

12L7 LiJ:Gl :j・:29-t)294 



1判「疋:j<;判断I刀提剖;て迎についご

して;足口月託手ぜの在感も見ているハ さらによi持、 f土資耳切iを包L故判例の でj色

jミ刊 j京員iJ;0{~::;: 日を年均、字;以こ行ける村いすもぜ;がりをcFせvcv 、るーヰ枯 l立、Jé

叫かよう公不当勧読料tラド爆発:f~ に増λ問認となっ ι し 3 る投資収引を巡る裁判l

1:Y~において、点 1I戸義務、 i自 f、性不目i のみならず、 I [i;，f定的判附の提供ー iJ:JJJi，，){

jト;成さ:lLつつあるこしを明らかにす平ものである J

kbf疋ザ」判断のなイR と:土、最大公約以前に行えば l ィ、 níf実♀事J~Étに測して陸TX
uγL宇l酎{合問f!'することーむあり、昔、ょっな態坊による現約前Iltl[1への勧ι芳:ょ

~，'I~;?'; 商品，，':li去384長2辺、保険業J左京)(】条 lJ良 7 勺、商品取!);p日去~11 条 1 ぜ、

ヰ了疋間取引 l九%条 1j支2号、ィ、.'T}]J:;:::f1'天己共同事業主てヲi条 1;f:等のいわ'ltる「2E

法ーによっ vごれ IU4，定がl主けられ〈向いるのよならず、 l'iKI2千七円出費者契約法

)/1'1じより iTiJi去4条 1::ll 2口、 ド成、d年 (7)金制 :tr~ I'i~: 41:;:先払改 L:?よ tj!II;;-土4条

にそれぞれL\;事責~t-机定 拍者はa~w行為法、の特別として窓也去/;，(7)取汀i

を、花予は司、民七九法J汁'l F: U 土 L て才'~"4:;:N1陀の効果を充生 tr しめる が設l了

らオしたと三ろである

〔か ながら、半告が前稿に t3¥'lて怜"す!とところによれば、これらえ事

司~を;泣け r~i:~j望者契約ιJ、シ全日1商品販':;'Cì:.!、においごは、その~，!:i;lおかぴ尽考

持式;こ打し aて f~)主があわ、それか刊「丈己的判明;の担 ittw，¥Eにね現していοところ

じあったい寸なわ民、法黄者契約u、守口、においには、 P1iJ、による取消ほのi，1り

という私法 l の権ぷり主L蒋の設定は、 1古 '(-I~♀・交接 }J等において事業主に Jt，;， 'C 

相対的し 53守にあゐ ii'.!ttfi，:、事故的にそkJ約司係から計脱するこ kをロJ二;@r-9

る、 l消主主主的改済 ぴJt占有かり!日今的対1lC耳，eil())f，n芋j"1ft.. (まされて Uミるー

にれ:二対仁、金敬jn-j:d，阪jιJ、守1.1、にお¥， '"Cは、 l'lによるほ利義務問係のfl出が

市場B~ }J :I 話的行動 l いかな己民主喜子技1"γかと しう法;。 Erふ「シセ/テ rブイサ

ワぴ)仮出 rイナして )3:-!司法主 ω私立!の握手j菜子治関係の主:JHi(土、投資家の

弘、守と 1 、う汁山以づ子;f:巨体的iJ，'f干にJ-( ð るもの -r'~; をく、市場全体グ);f'iJi' 形

出i71取う ;fi-i.Lは、 沼市取う iりJL175び凶1111投資に係る事去のm古11;こ問 a るけ、

弁その 部を改7ごする法律 t平成2lc;;-fr許ぞれ71号j の位行によ〕、公布:] (平

成21 年 7 月。:1)か~~) 1 .1下りケ月以:":に同訂，r¥X:jLIVi-U、Jて海外た初日、か守1，合され、

l商品先物取り|法 I)ニf花、交史されることとなってし ιるυ

三剤耐 l市場秩:[，と泊費者以薫 断ι(10判断のう是i~t i_ム f~ をめ f る斗、悲のねじ

れ:I '，~-- (7 宅 ιBU)ょう--92S-i} ~201 り年

~Lì:j、 ('::1 U . ~92) 293 124[，1 



白1)1'，';'':，ノ

成、 t 1，巨体的にはは資 r!J!昔の官民 以資市場の8の己主苔を阿とこ，I--(.こ ζ り縞

IZとして別々の取ヲワ)公L さを実現 tるーことをち企出したものとな勺ているー

がようにそれぞれ消費者保護と市J湯秩1;という異去った思想をすu、斗"'， "町、胎

してい丈ここり、市場校降:tt.:(.: Lてのた破出j 品販売法;コ肖賢官室 í~去の 525ヵ J2:

さ庁、されω?汚で同iJ.、何2 月九[8年改正が陥されたこ〉】こよ 1)、，，:，su、のげ定的平Ij断

の!:(:jト想定的桝釈をめぐっては、 y消肖費i釘H伝王Eとにぷるtがr:

t 判1:け7 とグの)，'つJの:苅r司1 主笠主 fや;ト~t カかX に l問河，るL かとし う ~J司J司月詞が守ち :lJUi るニととなる

'1"t:引 Fおしては、これら旧安芸保~W ~: Tt，'ij引で干の一つの ~，~fO) :jf1R河貨の中

にキ止しごいと断定J匂ミド[附の提悦規定的了，'1木J匂肝相、主主平内定立にIfJけて、我が

rt，~ (/)裁干'IWを主材こし 之さりなる昔、ii~ を品告すものとヲるハ裁判例を検討の Ir ，、

とす A V とlJえのHl Iよる。第一J、判例仁おいては、 ヒ百i!.t(11，責任組ノこが

ii'~'U. ;' られる見付rJより、禁法!の断定的判貯の従供。〕tt止組定に違反 L/行為が

いか"-~ご民亨王任を情出ずるかレいう jf;;"C 司論の芯粍をR，ごおり、かっ、 r.

伴l目提{芋グ)様々な展I討を屈でいるとごろである}弘、 )こ、平成18年の令制斉AL

E元売γ、己主止におけぷ判'i--，三l'I';fll附の提供告!:，i:の$li設は、それら刊例の勤河合踏ま

えたものであるとすゐのが"長担当昔の見解とある〉ころ、その判 ~f:Ji)、埋の

r， 付二的f戸1沢恭竿 l土iL~ft: :，~告によって|ノオに明りか l されていない 3 よコて、

本収は裁1=11例を玉村とすて、え下 k、断定 jlJ判断的提供， ;}、埠」とE子ぴ付るも

のがf;Jf'i:Jd、理と lて正成されつリあることを明らカ;二 L、消費省契約法、 J三日h

時lV 販ゾしイj、 l の千~R，'Ji規定の î'};:*~丑日の 肋レす4J二王をけ的〉する μ

以トでは、まに出「だffJlUtF'(j)提供 1=1現ずるこ zーまでの議論t;\ iYl~を一間拘第

一章j 、 ~Wé\，、て、裁汁例の紹介をお第二重量んてれら干:j 例の刊誌;十l 紘みσ ，[;

山お t乙、J;)志';-と素手の具体O"jな基準的山手l'Tt，\第三重撃し附にぜ~fll婦の記↑共 I i-t 
If をうう析すとことしする

え:生diot任「金融商品販 ial、乃c，tτの概要」金υ、17'i9号 (20061f，);j;)頁、同「金

融尚l守IQJK売伝的ci;z止J有宇1'i幻号(ワl戸川午) ::LG {絞校尾直治編昌 1八前向

品~/~ [法 [~;Þf:、政パJ イ?の解説ヴIlml ゴ官事法務318号京事法務 2008 -0=.) 9'1 

江川、τ:11 収、松尾市序l首終=池田和 11 著「巡条引f~、~t司令市噴恥71出先úL; 全議

財政事前11究会・ 2006イ1'-.1 16H--!。

12L9 LiJ:Gl :j・:292)292



1判「疋:j<;判断I刀提剖;て迎についご

断ノJ::::Y~ 判断し )j是供は、 l況に討、、えた市りよそ/jJ:rt千里に問する!円小規定を有 Lζ い

るにもかかわ九デ、北明三宅務、迎千汁工原仁IJにFこサみと、 ;うfに議論が為されて

、もるとは d~'\~Ií" Y \"そこで、本章では、判例iJ、 rr;:_Cr) Jミ J"ピコ検g~- ': 入る目引、そ

の準備的作業と I~T 、そもそも断定的判ti l1i寸〉右足 j'lc とは句かという定説i お;: C.F;:ft 

i立合確認するといっ 1:(，1)0)下 酎['，:二lYJ判断の徒叫に閃←94-れ王との議論状州

これまでの議論状況章第

&百F，.，"，_ 

と 'J'q ;'~ 

H 臨i去・食融商品取引法学かうの提震

'， 1 :附定的判断。、従供にワ官、ては、ンi'j費者)3約法、金融問品版売iti-~.J+~事完↓定

が設け Lつれるよりはるか以刊:、"~券取引法 (~1; '<、て、出~'i'J円な判析を ~it， 官、し

て部券1St:!互の勧立を品寸ょとを竺ょ:寸る t~I氾が1:;土けら1して v たよとから、 'J定

資日誘主の責任」という議 i，¥~C;、尚氏 証主-取引ら:ミ f令問恰llJ取引it;半苔に

よる治gJi，;i'{らされてき ι
，'2': ~;:悶柑 lTi取引決:38':;是?号は、え券会社を始めとする主的杭 l日I取 '0:-;;;己認また

はその役員も〕くは使用人 f手、 If~ff客:こ対し、ィ、確大_ ;j~-1引自についに出l定 ÎJ;) 千 IJ

|併を f;~~tf: !j Jて l合同窓111収ヲl契約(})締結の効訴」丈 lてはならないと iEめる

if.'l0泣ιのぜJ呆1:L '(lt，昔日tiは設:j-;:)れTJ;んす、 iJ、全韮)えを川市レ Lてq-J

5ゥ，1j以内のき主将の全部または 訟のfケ 11 等~ :fr~-，t られ政処J!jずはJ 象とな

毛 U)2呆1J日6，)-)υ 
うtうな附詰[ドj汁析のも工1長ジ〉主主筑詰vJjミヤノu['-~ '，-二めたのは、町五UeO(I.c¥::一市

券取引ふり第5U-X~であっ作土 l i7j~:( J.:: !土、 l昭和?い7年代前 l'vこ株式ブ ムが訪れ

~;(引半、刀、i曽大し七いたところ、 iiFl 干1130千代後 i い人りげ、河に|主りが見え始めた

のと軌弁 に，(、，，.券会干!と碩存との問じ)トッブルおよび日祥事故の73キが

4 治:10朱:.:;bl，-，て次の土うにだめるハ

I~止券会1'i x:.はその役員-:tしくは告同人l工、次に掲げる行為をしてはな f，な、八

Sîi 1号 HiI向社長。〉売買その他の.l:{づ|にi羽.iJ~~、株式その他{内格の変主Ud る千1

1円円lE;)ふについて i匹併が股貴しλは下活ヲるごとの断定内干すIJI剖をJ是イihLC FノJ 芳

jる行為」

12~OI ~Lì:j、 (.::lU'~91)2g
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シ、なか九ず札られωようになり、え券業悼のおftiの向!ないしは証券会粁のイネ

質成干与をむうべきことがt:日摘され、んえ止へこ yった亡され ζ 卜いえι は、

証券会社をそ?録制小向免許申へとほめると lt(こ大市巨大同による除雪珪I1命令を

J本i')人れるなどの五督規 "-S O) 枚惜~ghftか行い、さらに;'，ii?，抗日条手品fr¥i::./1::" 

112相「相伝二i時、菜So来(J.r[1J: 157条)において、証券取引に悶 tる不正ii-/)の

性的全 l 規定が置かれていたカへこれらグ〕苅'てはほ柏町J で、いわゆる l何

人も J!足氾であること、三九二 lμj 条は IflJ 事罰でに1~? わるものである二とか九

(197条 2 話、現行197条 l 現日~;'!、 当i'BJμ、ノ丘二十二:子主の白からj:gnJが』常 ;'1*1洗

エされてし hと そのため、証券会社 r 碩￥と内需 c比較 l可トラプ lレと1;;.ること

の多か 1 た行為を叫に1;~ i; _:げ、行政的にJ!， 制 d ることこじたのが、引r~~的判

断(l)続1JUt;l:!こを台も 手~ ;: '.1 J 為」やどめる第;i()条であ》だに

ゴlこのだ、止対l7t:が泣けられλh三宅|号、阿条違反の阜、担、!の効長については、否

j:'， I'I~ な兄，うかおかった仇う rある 0 ，; '[7~ え l工、証券外;D5 ~ jJ~'1日J条違fえの引j請を

与して喫約締結を為さ Lめた砧fT、行政処分と Lての外務只骨録取消が行われ

" ~，J I可'1新cJ出 帆最支庁証Y;U~J liK~ ¥ 商事法務'!:I];究会 2UC!1-il'.i 9丸、

jliJ本 日l~ -----k，:il;日泰rn~ 主融有ュ日立す j)、 5'!~ 本国(布斐溺')以l8 .fすて) 9頁、近藤{;

男 TT原有I)，，=;;gm悦日1:li合的自lTl取ヨ法人内J出串法務・ 2明JD年:111 ~ :+~:理

:~'~58J:; ;こ五いて次のようにだめる υ

'M八(，t:の各 ;-;-(l)-~ 一軒JLTるじ為者，(はならない}

みl号 付{片言止〆ぜの売立五与の旭川氏づ|について、小豆の「段、計百又は技巧ゃ

なヂこし

;A<; 2号 右側面ぷ円売頁その他グ)f(-:!Iに つ い し 重 主仕事項iうい L民主fおの表

小刀あ:)、込(ま誤解を止ィF しめないために必要な重要な:þ売れ j~>J~ -t叫;けてい

る主主そり -?J~(/)表7FY しようして令長その他の肘主主イト取得すること

二}:3寄 付{内静誌の完~その l也の ~{:!I~Í^訪づする口 B'~ をJJC 、虚偽の相場合1 ':
肘ずるこ νj

E 弘法制i日I究会編じた条解説l':;{nj¥eづ!法， (商事法務研究会ー:00G干).-10G-n、

耳中誠 =端iJi::! r=再2訂):--，/'ンタール正券取ヮ|社、 l引 177fl雰 19同年);，1:-_; 

只、/'["1;.:郎 河 iZJ監修了 J 訂 1阪]巡条解説~，，;: d.Í-~ぇリ :it， (商事件、務 2(l(18イ1'.)

日日;頁参~ç，

，三赤~x.iJ1;:主州|究会「証券取3法の改正に勺¥，;-c 1 インベス rメー/ト 18主宰 4号

(l9G!j年 93---97月1、と hわけ河五 五;敦子昔、五t:.Jr布教2f、大同;ifT 郎教授の

た百季開J

12~l LiJ:Gl :j・:290)2Sつ



1判「疋:j<;判断I刀提剖;て迎についご

何」J に21ぎず}、取給J、対1違反があ Jても丘 hlこ荘、ぃ!の効力いは影響を及ぼ

さないのとあり、認約を出設にすることは かえって投資さ保護f ならな、ミ

と述、bれていると F 乃むあった

Lか な がλ、 その降、汗与穴片的開'j';("~ }j"'-9" ?d:~ど京在h誘規制Jに羽わる読み

取引μl および関係ノ市令守の;:r:z .hi'I:~J 況は、「 校証券投資ずu しての煎-g~の 1果話

を目的と:十るものであり、かつ、かかる法荒違反行為は1詞例隠等円引益を信士

寸る h のであるから、 J'~山件があるものと'""C ，不11、f為にどづく絹拝除償債

権発I1の根拠をな "fJJ'という ι解干、「互主主司'1ラ1I在日立τド違反1るぷつなk力説

f J'1:.1については、証券業計のj民事責任を芯めるべきであるといえよう。民法目的

条で了いえば、法法性n要何 ~;;;:SO 染j毛皮をもってまた、 J持 '(ìに，ては司 -=::.:i;) 制

機関の土足HリJ一連!えすることをも)-( rJ.H8で怠るといわメるやえないごあの"

として、民総{去就マ主反であるこ v をもって直ちに小法行為法|の違法註要itを

ゴじとずいする Qf~17)"方之さ札るこい ν なった"

二れらに対し、校資者f"M~委を前u に事Iíし所 L 、 IUJ iJt;~ を解釈すること l士、自|

永1i( 51i主が、~正 'H 2:z ネ l て川fi'，川有宏証券Tt~'~j : ，~- 1;;討する首と有宏証券Tt~'~jJ乏

h':'>-:) いての行政"fi~1壬を fそう穴蔵大?その 1也の河家機関いの河内l'J、î:i!:羽係{行

政法門関係;を規W>r;;:， 1-j IF工法規であるという i壬{宇ぴ〉本X，j十i-'0l"~を F正月ら什

るものであるとし守、 1';';': 寄 n~ づiìJ、 k の;~，~ ;"~を -;:!， il、卜の効力者;ととdノ恨fととするこ

とについて厳しい主i:tljもおされずい之ム3" iJ.よつなげ坊におい.c:三 ， i日々 0)

投資家の財lifで間半1I主主ー;之、「た正、 IIJi甘な但也証券取引 [j";;詰が7ー現されるこ k

(，= t ;:反射此 ('=JI L~民主される にすぎ寸、百Oj!l，(づ 1I去!iI t Gi:J:t:'~，こ そのff

7農をれがJな」ミしiL?ょとしているものごはな"ミ」とσ厳いな公私i可)]'、論が採られ

リなお、 KII 券外務員。Ji去E白地 iす討小び ~wIノらによる不j買切勧誘に係る手伝会中h!)

法(I'~J~-千去について、 IP崎町!j r余日間以守C^'ヮIi!、の~1l問題ι(判例タノイムス七 三()(}l

~:l 2S0日以卜会問。

'1 -，正寺中、引は研究会・ eHle注l凶9，1頁

i やl'崎";，'r!J::;l'証券会祉の投資れI誌の規制 J イー/ベストメシ>~()巻イ号:1 ~16'ì年 J

29貝 U

森岡工戸「訂正 3~ t~: -iiのタt資FJJ誌ト (/j義務j 出Re'liU'長=森耳立=長ノ，f':iu::/有「内

半 白日"椛泥沼・ 1ょ ft企装レチゴ甘tti~:::1ý C) d、埋有五:悶. 1991 ;;-") ~G3h 

j 神i→秀樹恰符・野村きと券投式之社法務市 川村守山、編「注可マJ王券取引i"，d自

等間・ 1557イ:'，) 586円以 l辺関r

~Lì:j、 (.::lU'~89)2(\9 12021 
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てい」J この}き、断定的判断の提供会止況定がli:ttリ J れ乙点絞;立、「何'riヰ;諸

fさしつ子十討を附定的 I"IJ1析としてÍìi， f弐する ír~;訪れ 7' が、「示VIIIリ的}こ包格形成の公

{を岩 jるがそれがあると考え bわるため l とするいチイEわ丸、有1""三券巾 j告

におし、て li主忙な需給絞jf?に tる公忙な暗飾形成ード為される去のlは 'N:説

家が呉基いての手IJ需をjI'>Rしつ.'-)1J1"ii合う tし1 ハ i邑程国い亡、多校な投資判

断が集後 4 ることが重:J;:- であ i ゐところ、:lJi定的刊i6fのな洪全 11 校定ク)i~H冒と

は、 l 投資家のf千立かっ戸 111 な投資料J断によら令~ ~ ，安易なす支ih"丸山や可及的

('-~ :t;と:;;j:?J し、刀つ 投資fU断的多斗t上をf確保するこ LJ あることとなる J

これは、投資不保認〉いう 見そのi..::しさを疑う余地のない旬値判析に某つ

手、 611もんは引!去 の折"k~恥判断グ)Ti'f供れ IU4，'":北:を、十世資家ク) ~I 烹古j 刊訴。私内

保護のため('-~FH ::Jz逆 Jt~ すゐ)とは、投資まが: 1身の判析によらず(安易な投資

判断、H二、i:.: ~， ， ")モラルハヂ ドが起きることにより、什公的に過剰rz資が為

さ札、百給の波止品、均衡をみない ν いう浄能を引き起こす氏険を手f入れると

のtFrtl企を為寸ものごあるむごのようなず場か lヮ l士、百円~:市;，IJ 断の提供のが，;1別

々ュとは、まえ に1)ような有伝証券古域計体;二 J?_}i--.が生じること令:;jjぐためf1】i

"れごいる〉呼 J れるこシ 2なる、そ L亡、;ー券取引いi、じおいぐは、かよう

な有佳証券iiT坊の歪ιを防IIL>'主止↑凶柊が維持される)と L よって反刻的に投

資家九I三告をい1 る(こ:~'& 2f-J、J走資家保護を直接のil、誌として「μ?と、およ乙寸断定rn千IJ

|併 σ)f;~~tf:封 ~;'E丈削J釈することは、 l:liêモラ)~，-'、斗-:':-'による市場のi-lみや産み

印字国Tiなりかねないトいう危険につき存主主を鳴ら Fものであゐ門戸堺でき

る

以トUコ考え方グ)仕送(よ、断ノヒポJ判断のJ是侠の禁:二況だ返!えの討;"Jjf :為が、在、

?と!ので方々 や発'1さセるかという貝体的問山手謝つつ、その:'H1tと仁て、そ

もそも正券取引d、のド的少は何かtこっ V ての論I討の立鴻bよぴILHtの'生還を iメ

~， iうる~鮮は、 l 投資市場内古攻 J • It'7.:，-~it.;品。〉街灯改善，こそをjj'1I:，?y収

ワ|社、ジ〉摂討に;:1;':;ズるものであり、》れらの h~I0 ζl 投斉家ihti要 l と l ミうり、 I}:;{，寸

伯tlJ掛この緊張関係の干Fすが看過できなし刊のであるここ喜三 Lている この

'J史資者保設，" は資，hJ昔の官民 慌の己主苦J Iいう二つの緊':R司係の問題

が、兄事上ι 〉快「定的 ι 断の 1f':J~規足ι') I~ヰ川おぶぴ民事情 EE法理と LC判断定的

jJJ白川).!IL1jJ; i去域的形E立・よ牛4J:こあ 7二円、も I"Jぷにすら Jl~れる:とにワいては、

指私・前f'i，;j;五1:2におしと論じたとこうであり、特JこM引.929i}~撃 ri~~η

r2.~3 LiJ:Gl :j・:2(8)2~:.\S 



1判「疋:j<;判断I刀提剖;て迎についご

i時L'Cいる三

41かような証券取3伝の目的論乞し寸長礎r:;;t論的考察を背0，とし1取締1支規

違反の，辺、卜の~'J.:})白 i'-干 1";8かb論じるアゾuーヂとは引に、外fiW。研究ある

v、;ょ設が:'Iu)tll別検jt存通じて、断定的事l川のも引共栄 11--ij~ノ迂i主反の刊誌行為;二

上って生tゐ民苧貝{との只私的なiLJヲ椛JJZを考討する研究も吊れてきた ltj 間

え;二、剖 Z戸枝J白勧誘;二、 l 副 ~ý(!)恥次委託長し ι し売買とし ι う契約をめぐる副，，'

会干!と投資手?の棲触のーコマ:こはかなら与:tミ」のーでiあるから、かかる 製品:';的

特配的軒質~:ド1: I~ て契約責任のありんを主える」ほろが、全法違反やプ'i 正行為

責任発生のi皐は刊グ】根組なしミ Lfli1之とナるよりもなじも，'-::L 久長i~~r0 責任f育成

主模索ヲる問先や"、再KII 券取引の，)スクに lおじた~;~;:t叩Ijjつを fi い、 それとり|場

)'':':で、町r~，;~I'f';)判 H告の提fH- J ?九!よる不仕汁i0グ〉成什を検.tするものなどが見ら

れる氏。ま件、説話会社従業員 i よるヂ守ごと勧誘が凸 3れた場介に、-s~j:勧誘

によ》ご訪日 l されとそ託梨約の効力を有効とし三がら、 ~lk ノらで îi)J ~五千 J おの連法

性を認定!ィ、i1、'Ij為に芯づく 1"害時憤女1十を認めるごとの、しわゆる 詐1内 λ

日 の間短についても半くから恥阿古弔えれて1ミた d

}証券取り1;.よれ I1U弘前そのものについ ιは、告しあたり岸日雅雄=;r王国章=

近J:;;)':; 男編サ崎山!'!~先牛 i足陸nl.念室長認券取引氏 刊 ji1 と子;':~.~ (問

事法務研冗;会 ~ 99~) ~;;.) 1 民 [1吋I.1J11基)、 !村達ゾJC j支訳者九13会問念の再検

"S' : 1 己責任尿剤の成止恨~-'i~.] 阜 Ilt法学論~A:~ 号けり8:'年貰参照

出司王1ylj出 i{去p]:うT11三;'ji~::_ {~.lf{ ~ : ;:去に|生寸る故近の判例Jの動;ロ]州沿 l 断定B~'

判断のと是叫による投資計，;1:;':1 ;':7::.] -{シペストメント日りき4口、l!:J9'l年) 28司、

初送 5守;:D9i/I'.! 9.3fJ.-[.111凌昇防f 岸田森田近点編;、1特{村引 18.8

L大相iF~-ど J 参照。

111、友信「証券会仕の投'立的訪: fi~出詑 判1
'
1守山川編「山本山|ゅ:上最恰

日己念マヨH手取引法大ノず、 (mJ事法務1i)i"冗会・ 1986γ)3-10 円以 l、|じl 芭ドイツ

における訳者)4'~資 Jイ況下要。， 村同 ¥2 完)J インベス l'/，ント引きいり ~1982

f: } 37民主主u百 七三 L、投炉、νIg量規制として具体此に夜討されているのは、:ì~

二i取引し適合性 J阜i)1Jでまり、出rrj主的半11防の北川の禁止ではない

キsヰ;1純 lE正j)(業fi-i))不法行為責任 :1:11和天崎「裁 1日実務停系16--1:、法釘為

」、訴訟 2，.! 901牛) 4:)~: 吋1 乞

n おj-~\ 郎正 'jj ・世 1~1';; }fX 引(ij不三~H)J議 ζ不1と行為P:'tI: J 品川、 115ほか縞「亡

'1'1;克日目先笠暦ロ己念 E 作事け、の解釈c::]l(~，~ U-f斐I器・ 1%'1イ1'1約 7"8。また、

民法学lおける c"l'ii山矛盾論については、問えl王、民111呂iE編 l取引羽{，，!，:μおl了

~Lì:j、 (.::lU'~87)2(q 12J~1 
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(二)民浪学における応答

: l'弐yJJ了にお ~jる断定I'V;'Pj 析の滝Olに閉する研究iz ，大}jiJ-Jるとみ;グ):1つ(こ

)}'類することが可能℃ある p

第..(，こ、社'j'i:f{fI裂約以立法的 iこL己較的多くは l、れた、全えの，[，自白h 定義芋】ニ

ハさ桝討を為すもの℃ある断定的判断的抗 Hf~; 之、ィ、三更;;;' ~LIベJ 不利益事実不

氏tpiこよ1すると 11，i"iからほ 1") i-.!-Yられることがあまりない中、忠弘ノ己 ~j守ぉ断のJ是

↑其}それら 2顎型と(."~土、:ての工うな設的沼速があ ο2 のお怖を為すものカあ

ずなわち、不支苫先」および不利訴す;元不告飢:二、'['[己批定の主主礎と主:る

事守主(情ぷ)Uj表明J である U);こ対し丸、皆「ぷ白む判断(/)抗11、;手、 l自r-.I.ijじ己Uj

革;~誌となる;干価の表明 である点で占有 l土 l 呉なゐもので.3~: i'}、l主計は↑肯

Hl倍差にかかわり、 f走者以交i!}<-; J倍差にかかわる ものごあるから、町内 l行Jご

いえば、{主計~.t. 司較の掠l''閉する氏事ル ル』ど呼ぶ，~↑出しなしつのであ

打、ごれりを|可 視すべきじないとの柄引l ごあるコ司慌に、誤認鉛刊を l事

実に関するぷμ~:t:芯 i了t， と:"'，'同lfご間ヲるぷ[;，r.志起行為」とに治分[、 l判問IJ

主と令 il~定的判断の提供によ令取ャj!j ル ルl士、;えのような性伝を行 Lごいと b

cつ北\宵がおされてい ο2::' すなわち、半実;こ関する ;~~~_t:~ i;7: t~ht} ~ついては、 I~リ

ヴ

し~ ， 

る違法-1J' J.:} (:その出向処;，~ """"':tJ史宵-;:;Ji:合論 fいえ戸、かり出(有型渇・， (~(~6 牛 1

2与出ハ
り o:jえは、 111ムコ l行j費者相し法 2c-一契約お i市ji6¥t~:. (1) }Q 13. Jμ 数243りロ似00

~:l 91円、松本↑日計 ;'i~~~省認約はと奨約約五週41;二悶する Ü.;事ルーノ1 J ひろ

ば53巻1Pj'(ぶ)(l(l午:11頁、池本誠司「小実、乃告主:;c [Hr定Lソ判断の従供J ;)、七

ミ 54~1号(つ以J(ì下ì 19民、!佐波人 目l;「ぷ当判語、 とくに判定的'jリ断。〉担仇の

fて11::ニワいて;f.l{;:云625号 ¥2003ザ:，CR、宮 H歩 u消費者保護と私法理L布

もら17先物取引とアフンヰャ fス契約や素材として (1百 不 2川附三三'1 41出等

主主問。ま j~: ~:7 ，{jj: 商品叔売法改正院に公子リ弐れずものとして、例てば、 Yヘー光侍

「主設内訂正7引，J、巾dにおける 厄台性 O))tr: 日 I;，n ヤ g7JL山判断しつも1~ 'fJ、寺(1)禁止」

J;検討 J 公民 181 :3号 19~-等義肢 1

ゴl潮見出りJI l!:"kh'l、の視山かレづ見た 1泊費在契約il、巳 ~V以 íl、 7) らの摂YfX'，o

と比較法ヘの弓c{言九」民位 lおぞき f 日ブ ~2()(日:4-'-) 64お貝、 i-~;見仕男編r 可l'f

費者契約件、・，~融商品販売日、(~~融取引 叶壬i;h::ごi}研究会・ヰ仰l).1'→}初完[棋

見i工男J
己 ilJ:&敬一 l 消費占契約法ク)意義と民法の認出 1~cæl つ3巻 f ひ号 (2001イ;，)

r2.~;) LiJ:Gl :j・:2BG)2~:.\ (i 
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i足}なり亡し ζ 'j:f'丈:が違 ， -c いれば、それを IT fJ主に:ræ.~'} L l-::こ乃合、その縞

IZおこ 4ごわれ毛利川di不治当なものにならざるをえな t; J ノ;句「事実につ、ミて

は広文に反1 ること/~'-;:'J'げとはとE らないと l 、う要誌が強〈働く (7) :こ土，;-:、''1'11

|ぽ J土 不束、各人の責11でおこなう¥きものであるーから、 l布 r)in~ri~ っか

判断を iH:11~ i__たとしとも、それを鵜ζトみいするのではなく、みずから予'J-:.を正

法に理解し、それいもとっし ι て主体的に判:lJi'jべき ことがlp:、民1]とされるとこ

ろ、 l事業村と泊費者とのあいだに判断力の栴Jtカ常造的に存叫することにか

んがみて」、「伝法のJJえんをそのかぎりてや伶1卜J Cどのであり その意味で、

附足的判i附ぴ-)+:JHJlに4る取i"ノ〆 Yン:二、「消費者一%がJに悶ヂる待日lJi去として?と

晋つ i.~る F とがじ詐る J こ守るー〉このふうに、 r-4事実 j グ)j同たるh実行).:~ . 

不利f従事実不岳まc(:-Pl':てドJ心Li:':g判|析のJ是イ!~ ~止 l 汗 fー::u なし判糾」の B-I対

ごあり両者;こは恨本的相述がある、;のmti司が見られるじころであっ F

第 l、|軒{立川斗刊のfi'tdJ';:っき:0: 1設に百及するものではないが、!町民J~ の

J、的性~に ï，りる己主耐と〆亡の女約締結;.. 0)過与え責任論や、効果lriì /.J ~IヮのJ喜一r告

と〔て不在蛙宗{斉tIUi:i:~する議論が関山tA ところにある にだL、二れらは

日正;独自の|Hj題担ぬとして陸、"を泣てお 11、1，1隠山;の九断定的宇'1，IJiの提供;

|写して別イ'1乏からのえをふてる附究と言え、別I-';;:三日s'j'IjIIJi幻視('11に勺いての古れ、

l'J<:な辛祭は見交げられな ν、c

u 

オコ に、新たな問主i向，占を形成 l つつある投資収引における不当初場的出也

を杭討ずる甲で、説明義才ちゃi生合悦j点目Uエ並べ f、j主i)、なfJ:lj額引、主主山な勧

E今有E慌の っとして、町疋的 'J 品れ功，li~tl~~ を採りーげて検刊をり1 えるちのがあ

S['1頁}

幻司副iのi単打、 :1:本救援のかようノごとえば、民法(債権伝ぇ;検討委民公

の l 方針 J に強く以 I:ll~ 2-わているべ民法 I，-ft注Jム¥ 1 :z Ll_)-~~引委民会制 '1青権仏

己主!この基本 h，~~ O:;:j III ;¥B1.126-¥=3川、i歯車2長簿.2U09年) .')4只以ムレj/E~員会

栴 r詳解i青佐，Jこ士ifの士t-本万引 iジ詰 総日Ij，有宇J、務・ 2009-¥f.)lei0玄rノl、

およヴ、 111J¥Jj:Z ---: I契約荒川の法珂1;'民法の域代化 (2・1〈;民間141者;?号 l訂沢市

/~-) 17Sr王寺l開。

--青7;、{台市 1 主 'tfj~J; ，-;秀と不iLi為(判例タ fムス村.1 S)S)~-!年・初出 1996主)

イO只および9 虫、山正誠一 I[J:ifí-E的判断を含む %)Jð走行為こ ~~1}2:，:-社、/)示法行為

:主lbR杓 1呑 4 士号 (¥9何年 市博頁、朝見↑圭ガ It;::tf耳目1J--: R~)、 J:r;;_~主 I1

Lノl・穴二) 草子手投資を仁"'L、と LT，K防 117巻 5号、 1J，S巻弓 :3号':~ 998 
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qiこの涜 の流九は ~- < ~土、り~1 '}f{者問題(1):: : 'L、を lJす 日1&，1.:L亡 乃若AR

，b物取引における、いわゆる「存殺し」の手法に日られゐようなれ~f，主主ittb を no

tr寸心、「不当勧誘!の問題と l"，考もそされときたところ。〆生組{~~:~'ý.J:をめぐる

紛争のよ国大によってー〉の転f呪点争月日ズたとい三ヰハすなわち、変領保|攻の紛

争~*は、宇U.! 涜 .il~~校‘うこぷ0hfi結 ;!!j程を足悼するもの 2 しとの民i1、学(ムが:のμ1平

たる，h之、計百~~tの限界事例であったことか~) ~、 51i制点~W~~J)展開\とつなが

り、そh:よ世知伝説明菜に|現らす広く現約事 i和地将一肢の法王平とし1降除去同

た}ころである日 jちんで、翌領保険紛平事業の共ッている佐原、すなわち、「投

資件 c ')人ク iへの対日Rにより、不当初請の問題は持lたな弓苅を迎える F 

たわち、'-1首長勧誘 被7;.---..，(1)式法守(1)1，6援は l勧誘J 態1m:こ昔日 Ll:二ぞり他

ー殺の梨;fZj制札l!の問主主へ広カる側耐の λならず、 l投資」と lマペ rt'jI1i，I;(7)件貨に右

日ずるこ〆によりつ支を市場と h:d:;"?J いう主了 λ、な問起源域Jf~r北." ，，~/)川町 Jレ

を告し亡いるエ考えりれ QYo

1j変淵iWJ没粉J争をきそ機として新たなJ;-.j凶を長えた+'<'::9'勧誘杭寄に対するttyj、

子的l心:r!:;;(，よ、当初lよ、変苦E保険cワ三耳索l二、かう、殺1斉γ、ミう1こ!ては説明義務識

に t霊長 1:; してい I 視があるが、~時はこ九にと 1 まりず、デリハテイブわオ

フション取引なと、村々な投資取引矧 ~-i.~:. ごとの考叫が高ねされつつあり、さら l

!;;:救:市J、舟としとも、説r1!-;弐ふたにな:らず肋 j-_-_-;- ::riJ:Îf、 J車 ;\υ宇 l早 n:;、込当Jf{~ Iなと

の新たなIL、理の!昔築に向 ;-j 七村j-}jfイ~hノい究につながっといる J

い γ，_Y:ì~i0 ィ)，f~のj克代化巴(;有張関 ?Oii4年):¥9頁以;，';~i'~正)の i:l}メ lH

R、)1:)，:，吉行 l 計百tm品収売:去における ~;í， ~)j義xr， と J荷台 νlJfUH; 専修大 7 法'7

研究I'YT品J要.Kilι法のJ一同地文T (2(λ)0牛) 84 向1等を!!'~\c 

勺 " 詐欺につい ζは、;古:三のfJJ議甚だる保論外セ員に r)止同行為」と:t:z C，) 

nx:0:J があ、たこ，.，ヲ認定的経Lさカつきまムーう 錯誤iつしては、受領保121

を常入す;0，~いう;勾しイカんJ果明記レ友不わぬレの不 Jtはなく、万円続税対策の

ために購入したとし、った l武14釘誤 1を州出と正ざるを得な v、。 11)本fiB治 l変

被保険与が:j(j~街 l 養えめぐるわ為見t:j と剤R.i主規門蕊込編ョì1、動ii~字双;t}水

'l's'j枚l子 2 市場2迎芯 (法伸文化社・ 20ο7イ1-.)幻只:t;H百

行潮見.-8~:~~ i]て~24，論丈 l土、まさいか小ノ}問題~::8.J主じっき考察をお L/:" ~+-::，~7- ú~ 

業績ヴあるう

2 悶え:工、角山美偲[ .é?備す言祉取引における直行佐原~Ijl '. ::].{古代子乙J

Vイツ取引lげId:、の取引)ifl先物取引能 JJ :t;Jr主か λのん、日空J _Üけ W'II 法学:~;i を 1 iJ 

r2.~7 LiJ:Gl :j・:2B--t.i2tA 
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この仁つな'1'、何定的判断の従供に問 Lては 氏'):祝52のn)-j-:t化を見i:-1こ

ろであゐにもかかわらず、その 141想的政策苅税制、法的 ;'t~芝、判 1ぶ恭if: 寺内い

寸れ:にこツいても|同言可司干有すグ幻)氏7

V 、"~砕4しい、状イ況兄にあ。 O イ他由j心J一てで(' 渋ムムー事安どしての断にó'~fリ附のt:tイi主 l土多く氾られ

る少二ろであり、工務哀を中山として、裁判例の民積に土る被害土~!L~ のず己夜、ム、

主Xii守的道具，'，てと 1.--'(引1司法:fillグト!:Wi!が為されて v るところTめるお。

本有"は、以下で裁T':例を民体内に;誌といくこととするが、そことは、断日的

刊断的ft供三 νぺ波合実態がいかなる事業と Lての性百を付したもので主つり、

~~í~ 、 :36新 i 号 (20Ul年; 14 J員、:)'/今!号ぼ山つ午)0]良、 JJI地

止行l投資勧誘に lつける通行性原則1:'¥:2・4乙)J三重大子浸経必集17-:f主 2号 (2000

と) 1貝、 臼巻 2 号 i~()()l年) 1 l望、 1<'1 前向注rパ /;:1: 加え出立Jヒ取引の民

事~;-r-~~ (信山十十・ 2003{;'-)、JI:J~ ノ:!;;'行 l デ打、テノワ取引にお lγ ノ、説明 R務と

j巨斉賠償責任:1，.-(4<7;).-1守惇，)、学論立以り つi戸14年)In頁、【)7ち(見附)6平)

7虫、 98号 (2006咋，員、日日号(士以汗下i1 R、村本武よ 1i可'.tr:f1取引にお

ける 1壱合性j区別一投資収づ|を素材として」性派出、デ43号 (2G¥し口県) 1G員、ぅ射出

足 「口正器取引における地合什原田I!ごついてJ t';タ12:<?号沿007午}同点、ブi
立長「企F占有品1ω 社、におuγ る通行性原tiU¥司する告丁の J5肖 J 1吋山たア J入''1

jU住「去::，"1(')今 3.... .;号 ( ~?'iJ(庁主) 6D l頁、村ノド弐i~、 r:J;&合什:;~r:1jど謂存義務一引に

~jI; !lt日 i佼τイ1:; 究31 号 \20C うイ1') 30 点、 1井勝治~， 1)古今村U51~ 1:UJ と勧誘.1 I円;，Lil法

学(吐きど可 (20l凶年) 28"/民、 ト恨めくふ 'jそ安取引における情報恨む日義務の

~f， it的構成 旭úY 原片uよ、げ不~!i;';古川J詩却t::;:J 守中」、;一」明治学院五年二法科土

苧院ローレピ ι 9り→(京)OKCI'つ l頁、，1':'if慨「金取尚品のfJz~/é .勧誘ノ〆

ルルしての;比明義務 L 也合引涼 ~'W(，こっ、、て 1 !l;市主付人子反論焦第 5号 l何戸内

+:-':.) 1凡、汁本武占、， ，トゴ針古勧誘:了、ょ'.'県環としての厄~性陣、目，.;i~貨者;去二コ

ス78む (2:;CS年) 1'1"0夜、出水没政与:..'1)パァイゾ出火問題の深J，ti'1 :'~，よけま

宅): NBL引 5~- D19 i;-('2G09 イ".)、 921--925~;- í，201U イ1'.)、王冶然~-J自へ性江川

とfi，iL;fIc:人(↑コ111+ ・:?'()10年j号、続々 とて::，1七される(烹勺てい{)"

お凶作健夫上桁絵日 ィii;---;'?~.icii; 11' 0):帥訪日!取引法ハ i'ブプク巴(ト11、司誌

社 2ω2:f-l 3lFH以下、口本 11-~r善寸て}車fì会出費 i~'間報対議委民会f~: ，令~ls.商

Irl':l ， ~V.~ :被害救l斉の子ヲ之(第:)I{以上 iJ(-'0 i:t-I討究会 2008年ノ lY4点灯、 l、のイHl、

有税 1.';;(1:'むか Lて惜ij，t::'，}れているささR訓'{~間，if，a]T-究会編喜(})干'I 同j集 l z芯取

引被再三比例で J 々ト』グ〉公i"ho、Iミ且l京j了日主上会の ¥-¥'ebザ-']，におじる「消

立話I.，I，-!也判例検索ンステム j 也、LLp:!九¥¥¥¥， .h}Of町 bCl"-.or.jp!hanrC'i/~ の民同など

が見らhるJ
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.{-L て、 Z れが宇'J削江主f刀惜!，~~\いかなゐ影響を及ぼ Lてい 'o! かに着円して考

九七を1;う、

第二重量 裁判例

第節 分析の視点

検討の対象 jずる 投資ヰωIJ ~:!土、 giF {:..同づ 1"吋訟としており、 181品先物

取引につし h てiJp社内対象かり外れることと1;;.る ρ 同 TTrJc物取引は後声イ刊が苓

く、てのた的bl;*_!-，n牧f列b(1) ~長積も争いが、そこでは、いわゆる 写設に心 r
と~S"~U' ナi ゐ村、持グ)同議形態があれ、判例は、て九を古~.;是と!て lh休"l'J王 tん

あるいは「 淫 件;乃ヂ法行弘 Clウ構成を採ること i より記事古イ1を写く

ムいう判断枠組与を構築しごいるヘかよろな 1殺しという烹十伐の~い枇請

を椋を前d培とした椛E立が、出ちにそのt!の校資l!'V_ヮ1:これl、1 も長15Jるものと

はさえ 1弘く、これらのtlJ'，; " 1"， I守に取り被うことは地切でな， ，と老える 3<) よっ

て、今lel:Ji己証券取Y:f)、の射止する祉券Et資の取引に限定 tることに c，:.1)、

ま言は HJ法 l、におけο断足R~'j 川;提供法 EttJ.c勺凶疋を本格灯車、l 程どしたいらとこ

では、業;}、 J こ;三め~:， t】た断定 ~J;J じ:)出「の提供の ~J~ ~ニ *}JJ~ .itf: IXは f、口、 n 為ない，m

務不n;K1''7を尚成 l__î-写ると j て、 t日-~--t- Y，;'; f~王安11 ル認める l 級 m:tlJ 例lic)蓄却や比ご

いノ'"そのトめ、 t~~~~ +1_ 例候f~ マ L て :c~，、公刊さ i ;__l:~ もの、すなわ九、公式判

何J集ぶすよぴ高業判例証EJ: 桜軟されたものを恭本としつつ、;花 ~-f-I 0)法J_~.であ

£ため、これに限らず、時同ァータベース等h おv ご収録3れどいるものも汁

めて検オ素材ごする九J よって、背足白山乙ヲト問ゎ子、折定的判附ぴ〉虻イ共がq，

わhl:~裁判11jilJを1):く検討すの対話!ζ ，，るが、 ナト実認ノlレペノLでhY.:白を決〕た

ゴ.，同JfI光物取引 ιおけるし寸ノゆる「容殺L尚u、I.ついて{土、去を 小半日平成

イキヌ :J 18 I川来品ぞきヌ号 l良、上柳絞山 .f 1 i--l:(手豊ニ桜 11偲大 新・人前商

品2T>i.Y iiJ、ハンマ/ァケ L352版L: 日本討論? と008年)ω員、宮 ・前同;1

fろ11~:ll 貝J、~-:辛会凶 l

w 向品先物取り|事案 L 言IF~i~Î)( 171事案内相迭について、桜7下 !明 暗l)I や-

~íJ棺注倒]然支i礼 、特(，，=141Pき照f

，')1 TKCロ づイフヲ 1)---LEX-'IH:'，ほか、で凶j;'if浄円I-J~~'j判|究公編託手以引弘

子与判例セレクす巳以下 lセレクト」とするJ に会主犯載3れた判決を扱う

r2 ，~9 LiJ:Gl :j・:2(2)2~:.\2 
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半IJ1i~; 、;U ζ ()、 附t定~(ひ的卜巾J判 H附有れh 一つい

νい込叶巾↑判叫jリl決C日心ヘ、 に」ι-'~け7 るような E政左、河!考有iμ/古;♂叩刊阿「疋的 7刈司町の七衣(仇:にニ勺いて完'8質=主f的に叫F判阿"を

3ι ただし、主f:.i2(ト]判断(/)長fJI、ジ)'Íì':-}~があ二刀、行かといっ t: 交認 J二 L ベルに

おごも、それが 析に自ド， と11子ひ得るものであるか引かこし寸龍範的汗釘キ

含まさおを符ないこだ μ沖ョが立要であゐ υ その斤め、事:;-::~，~';:Lで成否を決L

たと百勺ても、最古千ドヰ分ヂれl王、第 l二、そもそも交言・言明がおされたと

のjJ'*，が認め~れないと寸るなの、らつ に、党 P が品ナえれた7ι実l土:J!':測される

ものの、業況定の 測定的tlJ析(J)提↑JI;j1-:為に該たるとまでは l認めりれな;'"と

するものの つがあるこぷ の判決鮮と本匹lで検討対象 ζ し「いる判決とを校

然失区百;J'9一ることはち誌でないが、 伺i迫主lいつコ川"'て{十判，j-~言三 F る

自此01判判u 注断T じσの1つ)t弘~~{官伊'jl、 7行J為臼休σの〉ず存子 n が事2実足ピ泌4疋された上で、 ふれが民事さ法幼訴と

2'1，，{:::jし1，E!，.るほどのものごあるカ行か、換πすれば民事官刊を;I7ぇ得るものーであ

るかがかについて汁刊が加えられ1しふるものを枚l可内川家こしマ Lミ品ピ

なお、:元 の類型に該二i守一るもの〉して、 1刈え;ど、!t)京地割l平成文午12月三五

:1 判タ 795 号 209頁付、人 ~I~~ のため l大 IIS土~.n~明快さを欠くが、 X は、投資信

訂以引に f引、て K'i: !'FlJり8%相当の，i'!iiff:J読が得られる主守的説明 Jが品

されたこと、::0.1民自信取引において l来年は必ずln，~，がりしてもつかるほσ~~，

l明 および'，ß， 'f'怯 l がりな ~)J こして納言語されたことを主，Ü と L た者 1"0'賠積

誌、kをお Lたが、かような戸C;1iよる在，ry~去のぬさ 1しと主主はないとして実却 L

t: ，，) 、人阪地判、n'N:c年?刀 101: 判，~841号2iltt (外貨建寸 7ヲ/ト]'{引につ

v で X:ま Y 而Lフヂ会計町業民が l りブン%は納言す儲かります j と;帯、て聞r'!~ü;;

半IJ阿lを長叫しむとt:.5:t<したが、必ずしも γ主i従支員のね議にア己全に待rjした収

ツ|がなされていないこに咋にl包らすーと、か土"なl町定的判断。7提供があ η たと

までは考えが/~， '\、としん j 、 ~~J.京地事j平成 11 イ「15 月お"半日夕 1伐孔 0'lR-l頁 (X ~ユ、

外貨法て tiラシトじり11再人勧誘において、 y~IL 1;'主;-H従業員が l本{7ワラントの

if:î杭は必"卜討する、必ずれ~が円する J 、 Yのrri'iにかけ、出をさせない 令

どの判定的tlJIがや従供したと主張したが、こヌ1 ヰJュめるγk;SðJIJ7!~ ~，-なドとし

た()がある、

第 グ)矧，山に;を'""るものとして、例えは春、神戸地判半成つiE7弓17fi'判l川

1739号90n 件、~~出てりヲ〆ト収引にう~- \て、 1-'8;';'f~恥判断りもIt:JJ、治、品 J たと

認めるべ主，-;H!k1はないせ‘ 2ぜいセールス↑ クと"，(、 J、jひ?)必ずLもH月努

c:ょなく、あるいは理解寸 X:， には不 i七、な説明存しわの討し、?くら豆長存にお

いて、自己の都合主く f~解し、均l待し丈:止まるもの止し; Jjべきである」と L

'/:.，，1 /j'ある

日例λ ば、 千三~;'ll~判平成12'f :3月三自口 ;::j 斗 11'28せ49宍(~i" -/ンヨンJ1引五」

~Lì:j、 (.::lU'~81)2(' 121.、01
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1" L 'Cいなしものについては、民主賓fli)、埋どしての附定的判断捻棋の朝仰の

I'IJ断枠組みの分析をlrJ;与とすゐノ人情にと勺ては有用Tはないため検 ;;J';:0象泊、

よヘ除れ jるο

第二節 裁判伊jμ

[ 1 J 大阪熱判昭和59年11 月訪日半11~546号154頁肯定ー控訴

{事案i

仕手;;'''~株の疑 L 吋Jミ引く持たれてい/こ株式グ】イごけ取引に記いし ';'l ぷ 7) 1; I 入

才しを 度押し !Iめりれて v たl百平手y 本詳庁長支" 反訴L宇、':'TJ が、 f定機家失f'J1U) 

中也、人坊がi芝町三れた t-S" C)報道か見 ζ改め ζ 完問委".[か中 J 人れた I;t~ 仁、 !f可

をつろ/"-，:"t刀4 この抹以太丈夫なんで宇治ミム、新開止かそんなものに ;~0ゎ 3

t'ず安'0、Lて兄といて下さいパ/?につくしのi.dる]l'，J'分が本たっ;j(j(){)円は王者に必

えどますよご完るヰには私75、あなたに完っ c----;::-さいといっ:とを ii'V 1ますかム

H'J1ーもいl'説明 3せないで卜 5しh などと言って売却長託を町;念与せん証券

j~1十 x 本訴忠告. t己目下被告)の従業[)八の動議行為について、判決は 次の

ように述べて、ィ、決行為に基づく ~ld. "占 þ-:'~:'~ 長 f1 を広めたn

IAの Y:，こ対する本件株式7G:i:I:委託断念への封iJP行為は、株イ州沖つ活宣するこ

とれ防止的tljlゲを抗供してなしたもりであって、百正与取引法:i()条 1号(当時〕

にi主;ぇ「るのみならずJ，C女性の k主主投資家であど， y;こ対 L 、~~菩のな険性の

i分与えられる本R株式の完封依頼を強引に断念させたこ三{立、tI公i'i念上司干

手取引に怠ける外務活動ト ~j~): に計されたj点を ìti; えたもので、不iLf: 為成立の

j~1t- ごしての違法性子:白づ JSjo

ただL、Yに'，，>，.'，['の己券取引のギそ験があるこ t、および、む;号をず己み'iJi1委

託を貫徹 4る余地は 分あ勺たなどとして、 G訓のFぷオヨねをした。

びf言m収引について、正泳三三木V，是主己(});;;G(1Jj義務7主夜手法めにす'UHし〈が、ヂ川

際、「ゼロにはなりまそん 必 F、 |、二 1:で跳ね:ーがりま仁その断定U'~

判断の花;;~があっ F ニとを、日切義的1主以グ】態様の つ，'-::L て-:(~れ/:， /j13、

担訴審{烹Rパ:))IJ'V成 l~/f12}'; 20口中レク r1 ì-~:7~)~í Fl )ち tれを紘村しごしるつ

J" ルjてc;ム同i:t:i:~浅の不当沖を陀う iL :8毛沢)性質】、汚伴lトJ同読.'::'百与三"，'-， ，，'-) 

病治い事案的判介ドならぜゐを得なし L ごとやお断りな品。なお‘傍械は全て:71

日者:よる}

f2Gl LiJ:Gl :j・:2Bu)2t'つ



1判「疋:j<;判断I刀提剖;て迎についご

i考察1
4 叶:1((.土、同~tE苅?川「しつ抗 'f!": によ;~， fi~1j誘有1 訴か、 ~i主注反のみなら「民事

日進、J、性会構成、~ 1手ることみ 111;ノハL、「相会正念:ト許されたJ点を此えた こと

え違法;主の基準と Lて寸jち山 L丈れ

ょころで 1': f!t: I止、i:1十l勧芯寸はなしノ1じ却誌 Eを獅念させるナめに断定的

'fU断のな洪が為されたという !.rN$;->;，内を hしている すなわι、羽約待結へ|コ}

:γムわたfF3JZではな士、契約締すhf:去の慾牧が間売と Fれといる υ 契約?作品僚の

:i~燥を刊うのであれば、消町" ，妥~{臭効。)不;逆行本 平行二;刀 '0えられ、 Yも、

附 !Ë.:':咋判断悶供によるによ日委託祈念行為を F交正日中Jの告;{';)司、 Ir~h:zl土不去íJ 

と下恨じたが、z;: '1可決;正、~'t I"J Y 回 ~/6':売却委，1;士山r~ じたのだから :~:~L

契約!っしての債投ズmzれはないと!、債とをヌ二mz才J責任1;"明確:?lfrλじした γ 

0) 子，ld三よぴ判斤 lよ、三号託契約 i 立i-~:Jくいかなる債務のメ、精行が /fl)~ と与才し t:

れか可レコか亡はないが、例え If子f上梓い義:!t:返!えが考え，，れる しかし立が l二、

本引11i.去の考え方からすれば、 Yヨ与が委託を割問、 Lたと l、う山を品lえて、そも

そも Y による手f::tfい吋!-~!F (i).E忠表"、[よ方気れておらず、よノて千仕書fIミ義渚

が発'1しといないとされるよ♂考えムれる まT" 仕主主い正予詰i喜}えを白定すと千Ij

lycにおいTl立、それはし、 l'hも鮭川売買と売斗J担不;立反とか 泣とな勺て、る

(市上券会引っす1辛子;こrUJ' たト t二府容dノ完封HH小 Jこむわない t';長 C あると ~--I

われるとこノ、託、;止F附日1-;j'(lコイr1__ない本itにおいと千f土井ぃ義務i主反による{色

村小校札責任を認めるこシ;土回学であっt<，..ヲ、わhJ台、}

[2)東京地判平成 5年 5月12日半Ija寺1466号105頁川:百定・確定

{事案]

Xらは、外貨1tて1"";ヲンド耳K'J:~"::おける y こ券会社従来日による制品 :1 、:品

開ムt~違反、法子'?'J'生f与はl 違反、ぉ」び、 r-H:，:::t:カ 1，~精 l がりすれば、ワラ J

ト門医芳は LWIH:J， !-J/)仙トがけ去するの c"、l入3子買うよりはワフン「来券や買ッ

l.~ -; j泊得である J なととめたかもワラン!、 ~:~7H~ よって碓'f:に多綴の1
'
:誌を

得るこ〆ができるか7!ぷう!~附疋('，1'1: 1';ーのf，~:Hをおしと違法なものであったと

明日弁連消費者問題対策を i. ii~棉. 8iI1弓注12対 76頁。

〉GJ1引と Lて、 古刊 4 ・ジゴ，)11 01号 :996午1106良、 記11主主俊之 a 東ーじ宇

1;，:.法'了P引先年誌 y号 U99G/t-) 2~1 れがある

~Lì:j、 (.::lU'~79)2í9 121.、21
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して、不法行為なしぺ債務小履行に-tとづく婦を陸前泊;Kをおし式

川社は、まず 般~~i.~てとして、およそ証券取引は「投資家じ身の U 己責任で

わわれるべきもれごある が。 r-;i[幸取引の専門家とし亡の証券会村のよりJi;等

え f首位して~'J 1')-1;正リ;チ行う投資家の保JT[が!叫られるべき」ことか:， .1並々な ?t~;-、

;Iffi;主、 w別等がだめられているのであり、これらの定的iこ違背Lた勧涜J土、私

法上も ].:ι に違法と去るもぴ〉で:主主:いが、 l剖ひ公判止はその佼出入:二、投資

家に対 仁、!:lP悔の f~f:l 又;よ注「よ:h情報等を i是供寸るなどじて i除去家が斗汚}[X

?ついて l戸 i~. t 形成するこ lを防げるようなことをヨ辿

まと、投交正乃投資巨 l可、 UJ，，'技能及び投資粁験Tfに5';;;らして明らか

l 民アてな段|拐をつう lÚ~引を恰私的に敵討タよるなど L 亡、計会的に担当ιをにく

子段λは方出仁よぺて不支 l 当該収づい、の投資》争政請するごとを阿 ~\\n~ すべえ ι王

昔、友務があるものと L う¥き ごあり、これにi主将 νλ、とき fよ、 。〉

}長イ主除、ぞれ(宮内 141主収づ|がなされた特;;~ IJ)共体l片付;財の如何によって l士、 -l;~

法 Eもi主法なものとなる というべきであり、 l法滞不版わλiょ不法行為によ

るm志賠fi';iの古利」を負うと述べt:.

絞いて、不刊何IJf，毛ハのl=，作二的当Tはめにおし、て、 Y社!f佐主尽のよう」初訪言院

にJる説明によって、五らは、ワラン人がノ、 i'ノタ ンであると同五にハイリ

スクな金融研1111である ιことを分に理解してした ものであり、 Yt士従業民

が「ワラント証券取31 についての成偽の情報又 ~J附史的汚較を提供するな什じ

て、 XI~) が ;7 ")ントまおtij叶;二件う危険引について11しし A認ロ誌を形成jること

を妨げたものというごとはごさな 0'J とし、断;~~的判断の淀川lによる送法伝J活

。〉主張す~ :主~，-Jた また、ワラン卜何日!の内科および行析み、危険性~に'~)いて

ι裂な情報提供がなかったよは考えられないこして説明義務追以の土張を斥

:-y、 i責 î'ì佐原則iさ J'i(二つ v ても、 X らはそれ':E" j工会十 f:o~--(T:取締役であり虫干討

な資全jJや寸 'Cいる、ことなとから山めず、も J L詰ぷ寺中こ裟j点じた

{考察i

本判Zプ士 :i、証券取ヲ法、経 í-;:':~l 者令、.Ìoj主主 rグ>*};昆 J刊 bこおいて、専門家た

る自|券会打。〉肋埠に可寸る加害門前駅伝護を出唱'とし乙二:められ工いるらJ， ;'f~

がある:こ(，，~長;み、民事 E も、桁'主ドJ↑古和子 ~;I~-!;'tすゐごと仁よ勺マ投資家の l 危

険性ついて7τしい認識を形成宇るこ介を妨:Jるようなこ ω をト1;笠J .，一べきで

あどとし、[I I判Jえとは引く呉なる構成を採コfニーただし、本判民的 段以

[2G3 LiJ:Gl :j・:278)273



1判「疋:j<;判断I刀提剖;て迎についご

不;立造合性!豆町についとの半1; 附枠組み~ .:'，1; iなノており、「干十子的に相当牲

を欠\手J支えはノ百法によって不当に当該取ヲヘ心〉投資を f;)J~h-1"ることを JIì註す

べき ;T~在三オ)j; なる üj立d久治溝成が、位ワ己的日断ぴ J是1)\ にツいども妥主するか

については、 tllii'の構造に不同阪さが向。かし、防ノとU'Jtlj弘二O)f/t1*が、危

険併に/)1，'仁王Lぃ認識を形成 fω ことを妨げるか与禁止されるといぺ筏1!;cjJ 

けが為されたことは新しい裏側である。

[ 3)東京地判平成 5年 5月25臼判安部1号265賞 ~定・確定

i事案]

X!立、 yt.:.;手会 H.;[Ì[業員が、 l イ〆サイダ~- ('fい情...~である j として、セム1.-'

ルという不動序会主jが£り、 Yが計事会全!とし と 7をく府政収引から見-!.~::: 引;仁

1場ずるが、今日購入すると 1000妹でlOO}Jから l50))円付円相11A手を得ることが

できる円借り入れをしとでも清人 L!:与がし"..' 今情報がìAt 札-I.~ ~- 、るので明日

になると購入i州告が相ニミ刊くな η てしまう ; t{;:j-げて為した口lj勧誘が広口、

な日誘行為であるとして、不法行為に基づ竹山 '~:þ士官請求を為したリ

平iJi';~は、従業 II が決f耐騰員の iJ~定的判断を提供しえことは巾j らかであると L

r上で、しかしその紘誌行為がィ、長行おとなるか内かlL「証券取引法の禁11

する不当勧詩行為にあたるかffかに止まらず、仏くネ|会通:~';かみ民 t 外交員(こ

i比された幼誘行為を注目Lしているかどうか」を枚討して刊断洩れるとの基準を

示L丈へ そして、「詳1]l-l~~ l':: i告は桁-:L ùjで h土あるがJ内象的である l 止まり、古J'J~

となる上場ヤ幹事公主?の事実;こ虚偽はなく、株価lがよ昇するとの判引について

もそれなりの前科の卜での判断ごあり、妹吏i.cJ忠告に損害を，]スるとか却すと

か臼己その他原子l以外の利益ヂ l叶る~の動47をはなかった」こと、および、 x 0) 

証券取ヲ|の経験寺を fi'寸て考える占、「相1]l~f5q J' 71が社会運念!詐された なー
} 

経えてイ、法行為の違法性を有すると誌めることは相当でなC.Iとした。

{考察]

本判決は、業け;造反の散請行ぶきがk十会出念から !;~-C進 l民ずるものであれば〆ド

当てれ向上のiお大門を構成「るとし，:， :')グ】示した判断枠組みを踏襲した h-
L 

dJ! ご、列会出合 t 持された~F~ をねえたか汗かの具体的検E子J にあたコ u そ Uj

U詰態技力、、 ι) 刑(七r-1']ではあるが拍象的〈ゃある 1，-11まるごと、 bJ湘1'心r;判

闘を"'-')際にロuJ.て，t-lj!:ミドブー. (ユ是洪情報)に虚偽はないこ Cl それなつの

説f打、の上三の判断で為るよこと、 d) 従来日 lこ相=を与えゐ#;~ lii ある"は:....;~二を

~Lì:j、 (il{)' :2 77 .l 277 121.叫|
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午1;-$ーも芭珂のないこ円、 J いう具体的考樟要ぷを挙げ ct~み込んで慌討してい

r"、

[ 4 )大阪地判平成 5年10月13臼判碍1510号130頁肯定・控訴

i事案]

Xi土、 ylF:~ 長公判的判当主 ζ 常業三H5':](~ Y:!の討~: 1-:
1 dをJ託け、 ヲモ十止につし ι

て、 Y2から、長大手伝~f:以れが大世に'Gt) ~ノ\るという情報古ありま寸現

Tcf持ちの株でlli(r)砧ごいゐものも大分あるぶうですが、少々fi'してでも、 t

ういう損のバ]ごいる枚を光 3 て、 チモ株;賢し換;C.tこら ν ろでよかれ出:ュ取

り戻せまれ l、「、戸れは私0)長年グ〉経験か:-)tJ 1¥をも勺亡お勧めし主す J、1--3000

'Jくらいまでは怯しがりするでしょう」などョわれてね義者、交けた v とか九、

保自して1山 魚川各1000叶を売却しその代企によ"コチ E株を荒入しトが、

その滝ニチ E株ばて必し続{了、さ lっ語!こ;;:~<-:-~}完拾によ 1-1 戸本{山は r_、 j与し、太子

'1，;訂銀行の穴いも結目立八円なかった'.そ二、人 Xは、 y.，の混rJ、な勧誘;こ」り

払六千ノ在J にと Lて大法行九に基っく J日;τ ~;，，; r苛詰主主P為した

平iJ;)，~~し ま ~f .~!~~~示，~: Lて、「証券取jj:は自己の判断レ古{千;万いて行う

べきもの(じ己点，11のl京出 )"Cあるが、祉学INJI c')i:JJ請に当たって、「曲格ノJ、議

置し、または下存する下との断定的判断を提供Lたり、二iI券取りliこっき、重要

な事Ji{についご守Jf主力表示.~"，誤解合生し弐ゼる表示イトづるこ ζ は、投資当のJ令

-~jí な午'):1吋を誤ら什ゐな険が大きく、投資者の司己主 i工の即日:j (n :!i=慢を損なうも

のであるから、 u 守 1しも ctif:1J以づli去上禁ilされて vミると'，.ろであ L'J、その」

うな証荷主計lが Jおは不iLiJ 為会情成する」とした j 続い亡、十件 Y ，のwJ;~活

行為について同川県大「信託銀行が買いに入るという情同:土、 l 株~O) ，j普賢

を予約さ J\;~;~ A.きな紫ιであゐかム、その旨(.')'1占報江株式取引'.-，品、て l甘当活

;"l;a'，; z主帥怖を寸jするものであ iること、かツ、 b) そのような情市を 業部

次長と v う忠殺にある Yーが、わ戸わ三 X方:こ山1::1いて J ，1是1'"したこと しか

も CI 也の了持久杭を売却してニ fモ株にすr;:} 4其えてjM を~，り iたすよドケこl_'

ことは、「手持ι株処分による棋失額を越える干U首が将られる径 一-f<e株が議

長するよこを表小するものである F とは切らか"C'品る j 、ことを 41さすれば、 d!

l たとえ í*@刈、『記述いなし勺こい 1 吉染チ!エJ ，斗(いない(，，~ lても、監存仁

科J.iljな:)'J部情報で、荷造いのなし:防戦であり、こ札を要同"'る 1*1耐のl蹄22も

間流いないと ltわせるし 十苛なものである jこした p そして、 ii明、る汁j訪しよ r

[2G;) LiJ:Gl :j・:276)276
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て、 xの古市かう肖十的判長!Tを妨:.1'丈 l ものであノJ小九、「小口、行ιうを構成 aー

る とした-;"，だし、五がえ祉粁合与でありが汚円七なA[識が駁も杷_;J:.怪受有す

る者 cあること、校式取引の経験士有 iJCl、たこと!J.:どを考庖し、ぷ割のも1失

相殺や!，/.九

i考察]

本判決;二、[21 とlrijじように、，，1岳山引における口己責汀忠則的確認と業

刀、の郎日Jから民事立任や辺〈としう情戎やほう三しるが、 L2J じ;よ a 必ずし

も明快ではな刀叶た、自己責ワ原口'Jと記事責任())院係が示されている。すなわ

ι 、づえ判たは、断定J匂ミド[附+!C':J~ によるfiJúl%(i 、京特の1' 11': かつ 11 土 r自主主附を

妨げる乙と lより、 l白 i背任山l主則(/)恭磁を慣なう 弘、のであるかり54、じり

れゐとする… tCTr-責任者、 '1'1己決"乙 11 己責任 1~J-11~ カら基~f-~けようと占る

j; 向性を初めて llj-J伴(:~.n r:) i-H Lλr行える。

まと、本判日;二、 Y コの尚治信税が隠1'~の ":1 かっ 1 王つな判制を妨げるも

のじめると判断~--/11号、、"¥1，是1JJされた情報が株1内の;晴FZを:市させる大三、1

~~:l!Jてあること bl宮業部史伝こい〉公職に£る人物によノてi{'慌3れたこ

)- ij;~f共者の池{川一著円'-，作]割iの 4主l立を考:煮}、 c)H手九株を t，~2:分 L-C ニチ

モ株cつH主人を rrj，:めることは、「手持ち株処ノ示lよる叫失訴を越える利凶がf!.f.ら

れる恥!ーチ司十本カ l浩宣することをぷ七ヘ iるものであるここ J の 3占う内、 X:こ

I ~-f引なp':部浩司iで、|日JiËいのな l":'有線」であると守、わせたと判断 l 、 d; I 絶

対ー、「同韮いなしミ」な〉の附~S守兵士克 :c~.必ず L も必要ない L丈(

[5)東京地判平成5年12月初日金判事44号47頁否 定ー確定

{事案]

X は、 Y~正券会社i毛主日から、明治'1~止ががん jI)ít-l; 造fパ子を活性化一「る 1t/>tJ

をもっ抗!:.1m!2{をう去見したとの新岡ほ活ぉ Jぴl'h¥.の民情倍ネなどの資料を恭

に l問寸まいな<:.:2(l()川、:1-，なくとも lK1J1J1'fまとは仙亡がけ可る これは1~~~1F

する
J などと述べご勧誘され T_~ T: 約、伝用~'(7W ょっと同紙)~O)口い ftけを

rJっと口 Lかし、 l司株式:ユ位上がれ「るどこ"か、民也のキ↑山内Tfも ま で l治

L たチめ、 X:.i -r.rす的い、利保保tll 契約的存イI をで長し、~-;.係自V に、ïJíぉ!s，判l

同í-(})+!~1:せによる造法刊誌を珪ふと|た不法行為:一基つ \ ~'Ut 前出滝沢を為し
ι 

ノ

1'1]ザ士は、 ます手1]前保戸契約:こっしぺ、「保証すゐ という言法i之、 -，14該株式

~Lì:j、 ('::1 U . ~75) 2i:J 121.必|
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の株怖が値1-7)ミ :1-，:-ω ものよの角己の午Ij拓ーを訪問「ノめの中なふ己誌の殺に

j!r~きなし つものであ:人利益保証契約7J明い'(1たものということはできな、ミと

ナ
v"_c， 

杭 て、 不，t行為予言fーにつて、 riiF :u-;; H :'二;土、 i 虚fもの?古 :cf~>くは折'1-1:::tドJ十古

報等を提供するなど L て、投資家が~~*取ヲにf半う危険引いついて正当

を形式サることを防lアるよう企ことを山避寸べき社意義務があ り、 lこれに

;~;!-':~ 1，たと主は、投資家の恥業、年齢、財)辛状主主及び投安詳丹昔、その利I!，の当常

?よって!之、 jB<:;:t ~.~~~z託制言語{":f子〆 ， l， 

ものとし と司、iid，おを情此 ヂる ν の 校';'L.不を込べ't二日絞いじ F 保;三 tる、

l すなくとも 1800円まずは 11~:_ !がりする なとり本ft~~4にう， ，亡、 l単なる

"市¥コ見世!の減争仏るものではなし株f直下惣ゃあたカも附'，).，:(内なものである

かのよみにXドJ"慌しドものであるかの炉<J 行為であるが、 Lか LYR業員

られぐし、4よし、ょ よ.'-(で

はなく J，[1札にうとi刑されて 般的に生11ふれている情司伏J株11111'7'11':) 1古]に羽寸る逝

去の粁l議員 :1 などに基づいてî*~lf を子組)て」引説、た:過ぎず、それはしば[

:ど株式 ;J判誌の記事与にはιれる味i同 j--!;，日と大志ない c~: Lt.:.伯jjでXの碍'E=

属性について削;:h、X(止、「山らの相場制を持って おり、 y{主主日の担仇恰

持が結局はィ、球定な要玄を合んだ予測.>\~更せ::}I"，の1ををけH るものではないことを

も」けながら、 汀己の刊停止においてそれ吋出ヲるここに!た」としたいよって、

X:ヰ「汚較や勧請によ勺て本件{-"，日取引に伴うなr9t't-十 tン:Jいて王当な認識を;fti

:-æ ~9 るこ亡を妨げられたものとし A うことはでき J ず、不法行為のすて張を片行、

もっし Xの詰，jーを全と持却したU

{考察]

本判決:之、[4) i， 1口j椋に、まず証券取引 tこぶける H三百i王立引を確認し、

危険斗ーについての rF当な55誌をわ成寸ることを妨げる点に勧誘のヂ士号佐を見出

そうと寸るものとあるが :41 本 赤造的て、そのような 11斗な"忍訴を妨げ

るよう在こ三を回避す¥き「仕立た務」を地成か7)込るJ正己、主務違反があっ

た〉きには、JF.J!存グ】属'I!'，o取引の貝甘くIIS決泌を総合勘案してi主法門を曜くとい

う川出1枠組みを小 Lた。かようなコi寄 ;u害補或は、[21においても聞りれる

とこうご島 u 心力、 12J ;-おいては、迎合汁原則退Et:ごついとの判断枠組み

)- Ik なっており、刊日の構法「、ド\7!Ê~:i'0子一断t副主行為 L二ついてとこまで独

」よーして安当し得る bの L了あるか刊糾 ζ しな"ものであ勺たのに対し、司、ft決;二、

[2G7 LiJ:Gl :j・:27--t)274
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これをマjCiIiなもの，¥..-1__ i: 

また、 1主体的当てはめの中守、本プゴ イ立苅にはたられていないような材料ヤ

子:::1 0ごとの情報 E はない l比(こ公内され Cいる 'I-~tllわ料、慌の動lcJ に 24ついた J三

:tr:.ご過さなしことが、内.~の /J:向に白く 21 京，"" ， -.ご'j--;I.YC)れて'"-， i.";，が、これ;之、

íGIM量守その俣Jj~ と L -( ~iÈ:1J l: された情報、換言すれ}手、う'é:;t;:買わ臨O:':L均:見断の)1;

誌と争ゐ'!'t{-}~刀、如何なる七L資を千しているかに詰目したものと， ，える n

[ 6)子高悶地直方支判平成E年 1月11B

i事案]

(ワ)第5号セレケト 1主主1滋賀:肯定

X!立、 X(/) -.{"，ij¥.を得-q""L: 'f::~f考 I.Y~:: 浩会什から x:二本叶リラふ、慣が烹却さ

れた、乙じなッている状主主(人 Y不従業J;:iカら、 lノドネL7)--' ~)剖日当て同ヌ I ， TlJべっ

ていλωx 令'~I.R で立:，，-'í.hiλ い 3 、~ [: r去に売って ;::.rお:止はJ呈すから、

購入{[~::r:ーをヰ::r::-:_，ほしいに旨のiJ入 J しを受付てi~"~立を弘一リ込ινだが、材、包

暴落;こより県矢を祝ったむそ:で、 x:工、ワフント i苛てあるとは荒Jらす祢式で

あると理解しずい I二としと主九'.ê，に鉛ぷ熱効を王張[、了~';;líì ft'~ に、J.~法刊誌に

よる小})、行為 L ír'一一つく婦吉R-~1F:~百以を品 L l_~ ()判決¥.}，、出百民生刈につい一、政

僚の鈷ぷ(=-JJ.~ぎないとして求1-1: したが、 j主;主初誌による小法行為長江につ、て

!;;:、次のように認容Lた。

まず、一般説示としと、証fj..T，;(i)[(土口己責汀の原口IJ(lコ!，"~ -~-おされるものであ

どJが、投資家保護の見地から種々の涜制が古)えんれており、それら取約':'j、足や

営業~f見 :1 円規定に浸反 L たから苧いって直ちに私法ーとも違法となるものでは争

v 寸三証券会引は、三券浪引:二行う I 立論(~~ ~司す，Z iil~常及び判断を á;ij!ずるおそ

れのある )J伐、 γなわち、社会的相当性0)範川事逸脱L丈)J伐で投資家事 N:'長

とこ tを口 j置すべき義拘がある.1 (:訴され、むのような方ぷで取

引勧誘が為さ札、その桔呆、問客カ斗主主を被勺たときは、 r"1;勧誘C;!:私法 lも

違法咋奇帯び」、 ヌ二iJ~1-J 為ない]/:.止 1副会不民íJ責任 1.，負うとした J

そ Lて本件以づ|の歓己最メJ託、は 「防定前半i附のft供 あるいは、 je失負担

利主主深;正によるね~~若手の禁iI規定に削;1 しる I iまかりか、， :3、.， 11で区、 F返す l

という /k-:i山手字:立、[--~-書入代末 U) _l!~済時却を具体自む;二時下J三したものであること

からj、Xi.:'" r 元本の 'jl，:.正fえび4'-日月支払を確約たものとの認識を y~かせj 、川、

件取i}:い伴う j員法;の危険に関 rる認識 字;jclJiはもはや市iI!のもの!:Lてこ1しを

放案 ::)-ljる仏険引をイミ<cどもりで、

~Lì:j、 ('::1 U . ~72) 273 
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り、右勧誘に仁っ cxがm当を紋っ T 場合、「もはや宵己恒 j1のぷ日IJを{較すj叶十

る余地はなし勺というべきであゐ乞し、これによけ Y従来日のれん誘行為(土、「在

、ムト 4違法性士市び、不U、行為に該当 jる l とLたい

[7)福岡地直方支判平成6年1月118

{事案]

(ワ)第22号セレフト 1巻207覧:肯定

X i立、 Y;E券会1Ii工実J:1による本件投資{"討の11jJ約 l誌合断、 lミたが、 1 

日目。iii!.:-6，!i1Et詩「て 「ーラ山内:元合c':2(1万円の令子Ij柁当分~~!)Iえと返汚す

ミかり、引き受け亡訴.，い と口オJhーと~:(;/)、ニ乃'1'入れを受け f訪中封再を被 3

プ二。てこで、 X~士、 ìcjす恥 i二、消費 1.:l:1'苛明示:]7J、戒すし亡いるーとを同夜=〆f二

n金百育水，y'為 lハ了二世JI":~ .~、 ytl 従ヲi~民の迄斗:rJJ rJ~ (よる不出行為l基づく 4員

会廷決請求!:"~l1， Lた。半(ι1(.:.ょ、 Y1+.従業員の!ロ己発 ~-T (よ消究貸借;Y'3約l疋1うの趣

旨ではないエし亡消 '&e1-g.，~~約成止を前提とする営企詰::j(.を県却しとが、連法

勧誘)こよるィ、ì1、 ~I j為責仔Jつい ιl土、次のよ 1に高べごff;努したこなお、|ゎ)

とトJc' I叶;:H主|叶一五比六 1--(~.，~- J:る判決であり、基ノ!';I'I(;論理構造および一般~E!J':~ よ

ほほ同じであるんの当時 j 、本作への兵'f4，，8-0:f;-c-:;;:めの部分のみ桁介するr

イ，/tIlV_s1fにおけゐ、 ヶ月後の支払を 1~;~止する巡旨の交言をした1'1，毛』王;之、

l 断ノじ~:'0 ~t:ll 断の提供、よ〉る、川士、 3買うた負担・刊誌fi~記)こよる勧誘等の ~J~ ~ニ九~.JJ~

に佐れる」ばかりか、 l 古~JL:Jt期比ひた引梓当額や1-{伴fjZjにi開示 Lたことから、

X '.CJじ金お lZF金利相;j室町の保証お-がその E王朝f之仏を1tttJL丈ものレの認識

をよJ、士、，-本1'1収り l二i、にうず、失の危険?こ|現ずる記ぷ e 判断はもはや書記J哨のも

のと L'C これを校五時させ￡危険津会有←j るむのぞ、でl 会;メJW;'l性の宝ITS~H <子大き

く色~(~~レコおり、イ 1尚誌によって XがJr古ふ被っか場f\i もはや自三予言1l

Cr)京日Ijを働かせる余Jjはな"'J乙いうてきである少し !.-(' .+して、こ7.~ 1，より

YiX業員の勧誘行持は、 1弘法 iも違反性を守ぴ、ィ、法?為にE主主!:fするとしたい

[ 8 J東京地判平成 5年 2月 4臼判童話41母271質λ:肯定・控訴

i事案]

X!立、 日新製針。〉外貨設でリプ〆}取引において、 Y 古14.会十 f:{よ業員 J土、 J~'

'，，'げりfペとして、松井 Itli . ~;~判 051 号(， 100イイ':) ~ ，1問、拝姐Jf-ジス 1)i 1??号

，1ω;年ノ 991者がある A

[2G9 LiJ:Gl :j・:272)272



断定的判附の提供法埋についと(1 ) 

ワラントのリスクについて十分な説明をせず、かつ、にさノ rわいはワラントの申

しチや」などと本1'1ワラントが伯上がりすることに強い山信を見せ、ワラント

は株よりも儲けが大きいことを強調して購入を強く勧めたのであり、勧誘方口、

として許された範聞を逸脱し、不法行為を構成するとしてね古賠償l請求を為し

犬三{

本判決は、 lワラントのリスクについて、その価格がゼ口になりうることも

合めて、十分に説明」が為されなかったこと、および、以下のような本件取引

経過に右目し、本作勧誘の違法性を導いた。すなわち、 a;' rXは、 Yにおい

て数白万判前後の取引をわってきたが」、「本件取引の約 1 週間前に、備ij~冷凍

株についてYが特別のす場にある〔引用者内 Yは幹事会社である〕として、

XがYに委託して購入した現有株式のほとんとを完j;pしてでもこれを購入する

よう勧的、購入俳格1057)J3091円で購入させたこと」、 b) その後、横浜冷iW

株を令部売却よるよう刊めて「値以冷凍株令部を完j;pした結果残る口附残r::;を

担え亡まで、しかも、本件ワラント債 銘柄に絞って熱心に購入を勧めたこと」、

そして、じ)その際、「鉄鋼株が値上がりするという強い認識を持っていたこ

とから、ワラント債は株よりも儲けが大きいことを強調し亡購入を強く勧めた

こと」が以められるとしたれそして、「間違いなく有価証券の価格が騰貴 ずる

かのような見方を示して有伽証券の完J1等の勧誘をすることは違iJ、むあり」、

本件付誘行為は、 lこの説内からみて違法である」としたc ただし、 Xは株式

取引のリスクについては熟知しており、仏、なくとも、株よりワラントはリスク

が大きいことは理解していたと#えられることなどから、 Xにもその相官発![

に%割 5分の寅があるとした j

しかし、 Yからの控訴およびXからの|柑荷控訴を受けた控訴詐(東京尚刊平

成 7年 3月:-l0日判タ88;)号216頁)は、次のようにXの詰〆}えを全て業却したυ

まず、 Xは本itワラント購入以前にYにおいてワラ/卜収ヅ|を 3度経験して

いるがいずれも利訴を得亡いること、さらにYl正外の証券会社との問では株の

現物取引のみならず信用取引の経験があり、しかも恒用取引で300}J円科度の

組失を被ったことがあるなど、 Xの投資料験について認疋Lた{そして、 J)

11'十従業員は、;且士 3度。)I什の最初のワラント取引時にワラントの市場価格の

変動率が株価のそれより格段に高く株価の数倍の情動きをすること、およびワ

ラントには佐利行使期l聞があることを説明していること、そして、 b)Xは株

式取引については相当程度の粁験を有しており、しかも、相失を被ったれ験も

北it6l(1'271)271 r2701 
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あノ』こ γ から、ワラントが株式 tì) 投機性が日〈危険性がたきいこ h を;~;汽 L

ていたこ亡、 lJ-'cから、 Y社従来気力、lU守刊にbI~: i) 4~'~'!- 1) ，)シへの有利刊を

民訊した主力説を泊したとは ~--I え、 Xが l これに。 り'Jノン卜取引の jスケ d った

さいことについての子u断争反 !J、必ず利益が得られ.::':，ものこ主てて、本件ワラ

/1、の購入をぷ諾したなム〉は主IJ底認め非い.1 c: ~たけ

{考察]

一審の科111(1'~'ょやや分かりにくいが、要する l 、 01 本件Fi引のIC前l よ1しま

での取引羽仁比してたさな令額の，，'!1をさゼたこ}、そして、 b) そ(7)株式 ε

んて允1[:L /:駐を土[1"11 るほル~<;':ワラン〉位打購入を、しかも 内貿いでれ);め

るという F とは、 r.t~ 九刊乙処けによる売却剤を斜去る利融がi号りれる科に本什

ワラ J 卜偵の旬絡が勝賞する、乙やIlh:"~司、していゐようなものむある?と、 C 1 

そして、実際ド、1'7ランム 慣が校よりもts;-けが大きいこじを強出Lて購入を強

く約めたこエ、 J;I土の乙ムかり、本flii)j誌は、ん刊リラント tぴ)恒衿陪賓がjit:

d夫であるかのよろな断疋l円引出[の提fド行為にあたると1'1:析したものと思われ

る

しかし、主主訴審は、ぷ件取引:Cア)~邑前の取リのみなとず、さら(，-~，;\illっ亡日:?))-、の

取引、そして他社における取引もきめど、 Xの投街中旬長と願科;寓ゲ|をぷ !l出する

ことで、立件取引;こ全く民なる意叫、 fiyを'j主亡、判断を覆したー

本作以外111j(，_~_カミアしだ E松川と rつ一二さの流れの￥で、本件幼誘の違法Y4ト 2与こ

う}する判J附l二 ~~Fおお明言、本件取引上:)組--~ -~泣j)の取引を Y こまゲヂマめる

しっか、そして、品土の取引む般に ιめような意味つげを与えとのかは、裁IIJ宵

の :;;~j:~ 'r:)出1 にた右包れる ~Îがあることを 17?にできないごとや去し CÎ，ミるふうに

，S?，t)れる c

[9)東京地判平成s年2月15日判虫844号212頁品:肯定ー控訴

{事案]

本判決は、株怖指数オブンヲ>~{:! 1 ('-~ついての説明 a務「主反 針定的判断。)

42いで予を)'11'111と L!::/F~士行為 h 基づく損再Hi";世話立は京 Mi Lt:が、上記オプ

3'， D'f.釈としし川内トチまi 金下J9?~) り (199~)年) 42~司、田沼:，，~ß .ジ J ljょI23

~;. (1097イI'-i H2Bがある{也、時村j¥'ば刀 ど也氏~-~>証むたけのfJも百幼説と白

己点任原則J K阿ll:i持4・50 ~199ô 平) S()~l-g以 F で議論がぬされ.rい之ベ

127} LiJ:Gl :j・:270)27つ
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ンヨン取引の民)2を!口;;;せき斗もヂめにL +C1，c:ノ様相Jを主L亡し /-7};:谷三司株式の

買付を治く推摂した Y己学二;社従来EそのI;~i，級官大了については、に手で!のらJトミ tt

むあるこ ζ を針りながら、 Y干十全がl均方会!として'1iJ を勧~~-J ることが択奨さ

れてい丈ことが窺われ、かつど'c';藷汗に[正、期f定U'-!tljf，;千Jだそ止の事実があったと認

められふ ι抗されるし L、Xの請:kを 部認できLた、プーだし、 X(.~.!3し I ても、

寸 fシヨン1{:{':l1で徒った十「士を えi収り lえす二とにや、な余打、 f::T七を/Jず

る株式の危険十字に政去二 11，たっぷ f バといっ l己ーもあるとして、 /到の ~&'~:Jll殺

本行~) /:-

i考察]

本:三!日;土、断定的;凶r0 ) tj;~ {;l~:行為があコたか斉かの事実認 i を勧誘ド与の具体

11守合百歩手がカりとし とれつのむはな〈 いわゆる j¥長拡梁取完禁IUJlj三 (1円

訟:1'えによ、 50条 ~T;白 5 号、現行:主商法38条 7 号 h ニる;主再l商品ばづ|業等 h 司するl勺

院府令117条;尻 17 号 J対主肘 )l 触れる A-j J.~j操縦 rJ'!'台、すなわち、 Y 主丹 :2T 社

が主干甘}を、予?パ(げアてイ干予校tに険ラ宋骨したr収〈ωd引I[勧力誘を為

事主実EかCら)j拡住:泌L巡tしJた三 J 組織1'1(;違法刊誌、らf同切の初訪笠机の造法''1''そ辱ノという、

べi'HiJiわの持立がほられているハな心、断定的判断じ1)結~*iT{らがおされトニレ

から:叉事T:t:がrのよ λ に長慌Jでけムれるかにつv て(j)論旨lz特に述べ 3れて

V、な， ， 

[1 0J 大阪高判平成高年 2 月 18自判タ自72号245頁'ì~) 肯定・上告(棄却・楼:;E)

{事案]

Xi立、 Y芯券会H従受r:.:'¥カ竹、イヘ付{製紙株トーついし、次長7)ミ七千1j二己誠11iii

クル プジ)cμ心へ物 t 円される}J:L~l-:4 '!-::辿純券取うており、 1'
耳からな判製紙

株ぴ)終世をミ~てるこ L ちょ〈あり、わJ かあっと l 、トイ分が ;(11 を村~) c~: -~-うてい

ること、 if動柿;のGO%を誠慌ゲル__'lが押さえし， 'るのアミ偶 1;i)'i)7)可声宍であ

り<;..p中に買わコごいこ他が殺ぶ二と、 tH::r:は61()():ljまとトがった段、加:主力持

ち株を f放すーので300()ぢ¥らし、まで暴落ずるこ Jが下え立されるこ"、具g，..f~ iJ ~ ~ 

ち"釈と仁て、 }~Jiにふ ~b 合γ!Jf)()2号い刊:')-4-'-)4β問、利 Illt.Ii 専修法学詩

集剖一号 i:l99;3f;;_) 1;33豆、山111，減 ・封書ll:n会，1• ~号 \l ド川 f;;_) i3()!J豆、宗一

::1市‘泊予 5明号(Hi99t:::)ιH頁があるf目、神lii秀樹ほか編巷 l余内法実務ケ

スYプク 11'1J J列j恥(君事法禄.2088イ:-:'1 l02Bi. おし ι て糾 11~ されて 1 、る{

~Lì:j、 (.::lU'~b9)2G9 12721 



石IザEノー 1

「売り」の指示を出すのむ購入した本州製紙株を直ちに売却して3000刊まで恭

治した段階で買い同すと都合4uuWJの儲けになること、そのころ取り沙汰され

ていたいわゆる湾岸戦争さえ勃発しなければ100拓大丈夫ごあることを告げら

れ、頁いを勧められたっただし、 Xは勧誘時YNifぷ公社で信刷収ヲ111座を開設

しておらず、信用取引を開始するための審存手続きに日数を要L、当日中に買

える込には限度があるので、 Aは、他の~ifJ長公社で目 杯信刷砕を{買って買う

よう勧め、これで儲かったら今後はその資金を使ってY証券会社で株の取引を

するとともに、委託証];.会社をYに一本化することを約以させた{そのため、

XはH証券会社と C証券会社む併せ C701l1l株を購入Lたが、この後、株価は;:，

1再し、 Xは、別物株を売却して損失を時定させた。そこで、 Xは、 Yの従業員

1の違法制誘を烈111とした不法1J為に基づく損害防償詰求を為した}

審(大阪地判平成 51ド4H 12日判時1508号113:R)は、 Nrl券会社は、「世間

般に対し、納象的 般的に、注目義務を鈍うのではなく」、 l原則として、取

引の「受託契約の成すを前提とし亡、:ti契約の締結過恥!ないし履行過l'l!におい

て、証券会社が受託省として遵 lすべき j土色、義務に反した場合に初めて、ぞの

阿客に対する契約卜または小法行為法卜の違i1、行為があったものとして、賠償

責任を員う」のであるから、 XとY証券会社との|日lにおいて本川製紙株につい

ての受託契約カサ市結されていない本件においては、 Yの小法行為責仔は否定さ

ttるとしアニっ

これに対L、本判決は、まず、証券取引)J、および公正慣習規則等に違以Lた

投資勧誘行為と民事責任との関係について、それら規制に違反した投資勧誘が

「それによって直ちに不)J、行為の要件と Lての違)J、性を是認「べきか否かは、

違反した条項の趣骨、違反行為の目的、態様、税度等を総f干して勘案すべきで

あるものの、右迅Lえの:'jl-ごたが違法性を基礎付ける'!f卜Hになることは百定できな

い」と述べた。そして、他の会什への受託を前提とした勧誘が、各組市[J条唄に

首候i皇lえずるということはできないが、これらのねJ誘規制が為される即111は、

a) r勧誘によって自社がその取引の委託を J主け、千数料収入を得ることを日

的とするものであるから、 1'1社への委託を行わせるべく、不公よじな制誘がれわ

れる危険性が同いこと」、 b) r言I1券の評価が複雑なものであって、副長会牡と

をの従業員の判断に組ることになりがちであり、不公止な刊誘がす子易に居直子干の

意思決定をた右しがちであること」の 2占にあるため、「自朴が直接取引を受

託することを目的としない投資~JJ誘であっても、証券会干上あるいはその従業員

12731 北法61U . 2(8) 268 



1判「疋:j<;判断I刀提剖;て迎についご

f刀H業政治の ム正門しごなされ、 まず 隠さ;もたのこ lを到["-'ど勧請を受けた不

刊のような場合には、投資白深交のJ51とnは、口主上が芦公取引のそ記をするこ

とを r;:/jζ1るJ品frと和Jら合わる ζころがないという一、き l ごぬる刀、円、本{牛

におし、ては I'.i日各取づ規聞が l牟}刊され。」と じたハぞて、川土 な判製紙

株が仰OOllj まご経フミ)二倍!がり Fる旨断定的平Ij附を j~↑民〕、その時入を勧約

たのであり、これは上品各状づ|対日iに違反寸る上、 l十己J財長*iXに便乗して相貨

今村rょうとした?証券全干i従業員ζ!てある主己完!I刀工あコて全体とにては、

主反し、不法11't:; (/i :i~，~'ケとして違法 :1 1":憐スゐ j としえ た 7'~:- Iぺ XO)

学~'，~' (:敦美およ ~n正宗取引の粁験Tf に I~み、 7 宮]円近'J:::.+，i.fz i:' ~ JっとI

なお、 Y力、1.i.liしたか、 l iil烹去iJで怯:5ょした f民判、tJa9千七1:2)j 18口.1，レク

トl'~き1::) Jミ

{考察]

本1'1:二、{少な〈土もノド{'i 株式についての、)受託事~if，!J を柿柿ずるよどを片山吉

とした勧誘 cはないという特殊な :jJ.~;í~であった}そのため、契約締結に肉:-\-ら

れた刊議態様ふ規律する各材規則の地!IJがl古主主には九 l得ないときにt31ミて、

む~;~9~訴のi主;~H'土.;( ~のようにJ穿くか〉いうことが十事?なう乞占シなっ亡お 1) 、

主法ょ灯川定的判明;の担恨の禁11"1耳元ど l'c.c#肖江どの関係については特にHガJ

ラ，~ :+ r-.. I 

、， ，あら""'" 
ところで、本判決は、|併治ドj刊附u)i~i伏 i よる迅i.tJ与えを合理 111 とし 3 不法行

為をz主くにあ丈 ) ~(、その可，j段下 L て証券会?ー従業日がノ行局1'1↑u縦千 l 苅に万11主主主

いし{争点 tる行為を為 Lたことに強vづ悲元::u]げられて 1，'る c 本判決とn';+~ ~二

11手f{止;ミヲ|が問題となった[与〕におi， '"C七、大量J注奨叛 Jじによる仕i詰 h~:~柑1'J

為につながる笠燥が訓時えれており、千十「株取引における%))認の不当たには特

殊な何点が加わるのではなし寸'(::.8われ勺 J すなわち、「ι手情報 を?けいた

主主百C-!土、係以巨体的 I"i法性に間約があり、子才L:.土、当B{;;淵客ヘ(1)勧誘早J、様とし

ての不宅作/ミけでな〈、そもそむ出場ヤ休への不斗なf為や前ほとじていると

ρ う持俄ヶヂjしているこそのと的、 i1I 泊仰を q~，叶 .:I~定的判断の詑位によゐ

れV." 語に記いては、，1')嶋\グ〉不当主介入を聞けよるためにわ J:~ii~J甲からかかる íJ 

為を税制J'，与とするA1坪と、世jJi)勧訴のJJ，市Ji去坪とが交話寸るのであり、特

殊な flJ附荷造が採られる可詑Y が￡る J 例ス:工、相場挟縦行為\1日1lE ~'O主123

主::2)豆、現行主問iJ、1;:;9支およむや16()守、1自件の違;;、牲を苧独で|向うことは医隷

ピ7あコても 涼爪と~) :こiiiめられなかぺたんでのような事r自l土桁7元的

~Lì:j、 ('::1 U '~b7) 2G7 Iml 
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半IJ 附の従供'子lをじっ豆?片性を読める約き企 L てし 1 斗 WJ 能性7~fあ L そ L亡 本判

決が、「ヤ体としてj立法 として 1.，ることも、このような凸か円四併できるよ

ろに思われる代

[11)大阪地判平成s年4月12司セレウト 1巻163i'i 暫定・鐙訴

{事案]

X i立、外注目…l、ワフント取引にお"ミて、 y'C存会引 1!f業買による説明義合r.ii}

反}訴ノ瓦約1'1]U;:~O)f，~洪によゐ違法なおj百台行為がヰノ'~ l， 1.して、債務スI託行又i土

不法1;>7~ ~選机"ヲ;ヱEニ〕て掛岸町出話器をおした

判決;正、 'X か千IJ耐を1~~1Iされたと珂鮮ラるの弘、 ι坪かりぬような 8:う己自~flJ

同Jを続1Jtt、かコ、ワフントの 11i;止めJι干名l〆山、ても 11確な情郭を X1';';をこし

なかηλ もので、これら従業員のワラン;-，tJ;(~; の推究 .1j ;j~U 、剖説会t71ι業員

が扇子-;(士:し、取ヨのい宮、ト句作、れF主什"っき額料が::Ws¥'-"よさるよう μL日明

一以客が庄 l__~ (l)主 j析と責任においと J立づ iがで旦る」つにするド意A絡を立 J

た と言えると L、大法行九EZ任争認めた J たf口、 Xi上ワラン l の危険性

勺いて油訣げ'JL;土埋角干していたこ f 、ま亡、?走資取り!の経験から埋解引きと能

力があ勺たのにJlli併 Lよ与と努力をしなか勺にことなrを考民主し、

相殺をf;~)たc

i考察]

7制の，;/E失

本判決(土、業iJ、ιの断定山手'J:I吋の提供述以を消防i祝え子、ないし は E伺

v て， ，るものではなく、ブ 7〆卜じついての戸任問がそもそも r"jj(，二為さ1てし ι

な，うったことが iたる玄任恨拠となっといる ι ただし 説明義務よ ':Zと断え的

判断のJ7t供どがどの主うな関係っかははコきり~: Lない九

[12)大阪地判平成s年4月15日セレウト 1巻173頁肯定・確定

{事案]

X は、外貨建て1"]ラン!、 ~:{:i :にお~， ，て、迎イ7佐原則違反、説明f主務i豆反町断

定的判同fのHt 1JU よ ω進法士 1;~iJ f;品1J おかあり沢法行為が成iC1るとしてt~.:14'-;{-:''j 

償請求を為レた j決J土、泊予 4J戸、目njj;;反は汗ぉ:.，~たが、説日わに務員民および

附定的吋則的提供行為については次のょっ仁 L27トーた

まr、ワ弓ン 7耳73について概担げJな説予lしか J なかっょこ介、そし亡、「干1，

-~~刀、「\出ると t日 c _:写の百ri-':::;;:1r1証券取引注仁川条:1ft ;号 l当吋lで禁11

f2'i::i LiJ:Gl :j ':2oG) 2G6 



1判「疋:j<;判断I刀提剖;て迎についご

きれぐいる附定的ごj析のi足{共 tこあ/-;:>J-:L/-rで、本件勧誘は 'X(.よ宵じの女

f工と判刊において取3をさ斗るために必止な怜報を山A[せず、しかも、宇j誌が

すぐ I'f-!I る i7の民三;工的 i':; 断を捻 l~- L.ごなしたものご、村会均相主性を苦し〈欠く

ものご 7寸わざる千えず、全イι」してi主ぷであり、 X!.ご，¥.Jする不次行為や檎;-rX:'--L;

る少したc ただし、 Xの投資将験、および、ワヲン!が付価値いなるまで ;"J羽

ν とよかうためはX白身小'fU断であることを#ぷし、 8誌の過失相殺を行ったこ

{考察]

本ftは、 [11'] (: Irij十五γ、外貨建てワラ〆!取づ， ，おいて説明w;蒋違反と断

定的判附グ)+:I供とにぷる違法的誘をJ2、めたミドー決で£るが、 本判決では、「イ、休

として売法 j といつね l，~/が恥わぺ (l 、るコ

(13)横浜地判平成s年12月吉田セレウト 2巻30頁肯定・控訴(棄却1

1事案]

X~立、 YKII 券会干↑の従業只A から、 出銘柄の工ーワン株につ v て、 l本f 可

から行だね?)入っている、本出Cワ怯t:Afiちがぞ1友信託行!)'~l -!' /'ヒマネージ tーと

大宇持〆℃の殺しいぶ人で、その人から作工， y 二券ご、 f十しか苅|らない，:.~~;卒lえで、そ

れは、 ~t友信託がプアンドに組み人れるためにユニテ〆探を引ないし方々株九

岩に'1ぃf，Jげる下とが汰まったとい λ 下とだ。、 14000+えでもかを ilの儲げは

倍実J なと r' ~--;られ、旦 101;);希少交けた Xは、いったんはこれゼ祈ったカ

:;0分頃 J て再fFAより電話がま口、'):1"、気配が日〈な f 汗ので、このまま宇

ぐ急訪するかもしれない、 1[;~;だけとし i う)と:在れば600引円以上上がると

は百えな;，'が、思いところじあればヲ小川1'1くιしとまじは関連いないt 主:どと

紋刊されへため;;iJ(J(出ヒ存'~~ ~，寸了けへ.}in)株はその伶 v もっ丈んは両{息子吋けたが、

t存岸Lt守勃発直iをより r' ;怪し、:_~(仰 :'j をきUる程株Juが忠 J与し、 J三期低迷状怒が

抗!c'...-，丈 υ そのため、 X'.土、断 ;:eS'PJ出it，]'供、こ JるAの選法勧誘を理由とした小

山 qJ為に品っく損害同問詰点余23じた

判決は、ま「、 牧説不として、~'::3J:'~ω は自己の判断乙賞作において為す

べきもわであるが、;正赤会社:ユ、「額料に士.JL、証券取引に必ク人的に伴う

件に1羽する iしい主主誌の形成を坊(f、副長取づいてついての iF:~l .'j:il訴の妨げに

なるような行為をしてはならないのv了あって、これ l違反して陣式の CJ守な主

:ヂξ よ 7 な重;J~行為がなされ丈場合、 J巳体的事院に上っては、かか

れた限度を耐え

~Lì:j、 ('::1 U . ~b5) 2C; 12701 



石IザEノー 1

る」と述べた。

その上で、本fl初J誘当時のユニデンの業績竿について検"ずし、当時既に業績

が恋化していたこと、および、 Yは調音機関を有しており、その杭l支の情報は

Yおよび従業員Aには加り得るものであったとの型解を前提に、それにも関わ

らF、八は、 al 住友信託がユニデン株を24、25万株oいiJけるという「具体

的根拠」を示した上で、 b) "1000株でもかなりの儲けは伴実だcJ、l堅いとこ

ろ ("59001'11止までトがる υ」なと、株価騰貴、平1I拾性について「椋めて具体的」

に、これが停実であるとの断定的判断の提供をして頁付を勧誘したとした。そ

の上、 c)住友信託が太置に買い付けるとし叶情報につい亡、「後になって確

認すらもできないようなギ確かな」、 Xに「誤解を'1じさせるような事実」を

述べて制議したとした。そして、かかる九の勧誘1，為は、 Xの本件取引につい

ての自由な判断、意思沃定を妨げたもので違法であるとして小法行為責仔を認

めたりただし、 Xの証券取引の経験および本件取引において勧誘された株数に

自らの判断でI∞0株ト来せL-Cl1い1，Jけたことなとを考市L、5割の過去十H殺

を行ったむ

なお、 Yが控訴したが、控訴審 C!j(京高半IJ平成 7'1'7片12日セレクト 4巻50

良)は、理円1がないとして棄却したっ

[考察]

木判決は、[2 J [ィ J[" Jで示されていた、顧符の白 rtlかっ白主的判断を

妨げたか否かとし寸法準と、 [IJ[:IJで示きれていた、「社会通念」および「社

会相当I'lJ などの基準とを複令した判断枠組みを採っている。すなわち、闘再

の向山かっ向上的判断を妨げる勧誘:{/J.:z，は、f!:体的事情によっては社会通念卜

許存された限度を超えて違法となり不法行為を構成するとする。

また、普iJ芯態様が、円山かつ同主的判断を妨げるものであったか台かを判断

するにあたり、 a)株何11寄目。〉具体的根拠を挙げたこと(住友情託均三2，1、25))

株の大菅買付をわう)、 bJ株価騰貴、ヰ'Itキ件について、柿めて具体的に述べ

たこと (5900円まで値|がりする)、 cJ株{耐勝目。〕具体的根拠として提供さ

れた情報が後になって確沼、できない不確かなものであることの 3つを挙げてい

る。

[14)大阪地判平成6年12月20日判時1548号108頁肯定・確定

[事案]

1277l 北法61U . 2(4) 264 



1判「疋:j<;判断I刀提剖;て迎についご

本山Ui-f~ ~土、外貨建亡ワラン)<F，7.引において Y fー券会計従業民の為 L1" é~il 、j 勧

誘は、副明義持法反、 J;よび「専門家刀、勺いているし、 Y ベレ タ カLっか

りしい、るのじ、婦やか:Jξ?二とは公いだろうこ笥遣いとE1 に Yマ U一仁王るい

Jの附疋[";()1'IJ断のfit1品、さらに占汗仕原則違反があ i人以|害 lj誌台，てぷl車

Fる〉本1'1散:引 J:l'i ~土

当する l と L た戸過失相fx~'二為されていな t '" 

i考察]

Id じく外貨建てフラント引01が河辺となヮ f二 :cc: :1~] !卜H長l、説明良

務違以、担合件以刑違!λなルの也の貰↑玉光生根J也エ併せて、断定!日刊析乃，'EI!、

jJ'認め lコれている 特に、(J2] こ本付~;::、 当とイ本とし亡ニ羊法 j、「全体的に涜法

件か強ノ」など、*~; {r-t l~ I*:i-i._た v とや明司、していゐ

[15)高知地判平成7年2月2日半Ila寺1558号117頁舗嘗:;E'確定

{事君臨]

Xiよ、 l占5:ll't:'L~問株たる -:1;;'株式の1ì)3誌において、 Y証券J2社従業員i にニる、

説明瓦務注民、適合fム l民間追J又、断定的判訴の提供;ーよ ω注t 勧認があ、た l♂

して、不法行為に恭っく t~官焔{t;t~主交を為したら判lJ i+!:は、 Xの社会経験にf~- う

理解力十資力等7)，旬、説I院記長y:，=注反および雨E:i'[三，IJ;:J刀法IRをEI乏したが、島行ζ

1:1':;1'1] :tlf(7) ~X伐については、 3てのように述べて方法行為の成，'， !，-認めたや

Y社従業Fl之、 f品株の日ii制7芯をするに陪'，'、技研型刊!針じっ株式が肩頭公

開と|汗I~手じ; }j'1000F元ら I万snn0円ま、情上がりした必を刊iに1.1;L、一溺株

に~.、ても、 r-2山万 1'1かんうまくづれば;)00万 1'1 ほど怖かる官能性がある二

!: "ト、 7寸 :~~rIJJ" :' 二行!月した!:j需泌され」、かかる l:止は宮川;'1::的~"~-.1、 i高抹:土最

低でも 2(j(j万!日立他 1 がりするかのような見ちを不 r~ l'制1)~~)]iJ;~土、 X の

自由かワヨ士自行iJ訴を妨げたものというべきぜあるから、j!~::*会HO)'，j 実)8，当

(í'O';耐えれ為として芦?えれる~;，~ ~-丈，t>吉iとえた述;ムなものである"三乏し、 XII

らの判断で売却を凡J主りて照夫を拡大させたこ!:.， :::j;$抹の「落はハブル排1}-1~

れ後退拡による 股i可 /j 村ゴ，~-;，-誌の iAと考えら Zしることなどから、約百誌の

jjA~夫沿殺を行った

{考察]

木ヱ:1;えf止 eI引と阿アボに、医容の自由かつ自 +j'Jァl断を妨げf 日 hう束中2、

社::i百合上c ，己れ必司、夜をおえなか台かの恭平を荘iみ台わ t{'た判 t~~枠組みを採

~Lì:j、 ('::1 U . ~b2) 2G3 127[，1 



JワLてし、るー

[16)大阪地平1)平成7年 2月23自明I)a寺1548号114頁肯定・控訴

{事案]

白1)1'_';'':，ノ

本判決l土、外貨!lt-(rJヲント耳切 :1 おいて、ゾ己券会社従業fでの目付討議lこ、

迫骨'u日U-Hj主反、説明手元日?違f文、出f疋日リ判蛍fク)七11イ長があ勺たとして沢法行為(二

基づく損害陪信吉干名付認めた j

ワラ〆卜(土、 岐j':H."株式取引じ述べてハイ"スク・川l'1)ター/な沼:dLて

情が刊寸m を 200巧 tl_1 も-~って v る ι と :X:~ 1l30円 U)株を 13，'13円で買う権

利か新人.;二)、権利 ld主日月間が~;;:(，-2三王将巡しており Hィ:J-'日月間が灼明ごあっ

介二止などの回旬、ノ〕間i{;を合してt"ど 判決Jよ、かかる本件四千イの刊;むを重く

兄て、治古川十原則1与)ノ日説明義扮;県l入があ j;:二 Y し、読し\~、「必ずら古けさせる I

H~~まさ立なし ιo _~との 7事??の!日 rが断定[巾判断のも手 fl与にあたるとしたυ そ〆亡、

かかる ~)J議行為;土、ヤ体1'1(;\二走法相が強く、 Ri'~~ミ7ω条の不託行為:二ぷさする

としたハな心、;，，'kHmはなしハ

i考察]

[J1J e12; 114) と円慌に、説明tA'秀湾民、;度合性i立:1:]違反など他の責fCC恨

犯と共に、|祈定的吋:析のも，tft:が認められたけ.i.-~__L(I.i判外から、ワヲント取引に

おいては、取引の仕組みのぬ綜さ、 'iスクの口さなkかん、説明義務l主I:，z-";-";邑

合 fL;京則違反が寸てl広な手布、となることが多〈、断定評，'(':]析のも，li:W~ ~土、そ 7.'-- t!. (，; 

C'~'il:切に主任が認めら，人毛というぷ;') i止、んたu性えよ :'J~主める補強的役割ぴ Jよ

置心行めていることが主主われる。なお、[lIJとい]-J主i'IJ-r:iに土ゐ判決である c

[17)富山地判平成7年 3月15日セレウト 2巻40頁肯定・控訴

{事案]

X は、川崎製鉄杭の株式取引にお~， ，て、 Y吉券会社ぢl 業員0;断定:'J'J十 d断の提

供による達l大Yijjil若があったルして不l大汁九 h 某づく棋再Hi"，償請求を三うした Y 

任従業員J土、 l東，<j-(;71ウ r タ」ブ口:'という前向を資料として、東原汚

年仁-t.地チ仰、有 1ている 1KJ止の快式的伯 が iノ(})苅引が〆ιさいごと、おぶぴ、

川崎製j止をはじめ，t-1__ /:_太子Sl:'洞会ス十が業績の転換lii]::あるこ介等、川崎32却、

の株1白刀、上昇「ど ζ 考える根拠を示して刊誌したl その際、 '10よがりするか

f2'i9 LiJ:Gl :j ':2(2) 202 



1判「疋:j<;判断I刀提剖;て迎についご

ら花j:ji~!ri'iか rf，、践をき寸ーないー、 1 ;ìJ~市抹は笹:がり経宍で、(青にでも iヨ:

がりすゐ、 J との交百がおされたこ亡がitめられている 3

判i又は、これを1やまえ亡、 Y社1/1業員は Dμ こJI崎製鉄の制怖がし}fする「

減心持ってしたと Lても、株慌の佐官ぎかられ校怖の;昇がiilf突であるとまでは

附言むきないにもかかわりす、その旨のiu:''iL均十宅院をXiこ告げ、 XをEZLfuさ什

たものであるから、 ι行為;二違法℃あって、 Xi.~J;J する不法行為を?体成 4 る

としたυ ただし、支も f行引の調子計 '~i討を?ることおなく安易に野山~I0$1;断を

1言じたとして 5郊の逝11相殺を行コた

(18)奈良識判平成 7年 7月 7日セレ?ト 3巻145頁 肯定宅捜訴( 部原料

決変吏、一部棄却)

{事案]

X ~J.、外貨立てリラ〆ト取ヲ:(おし円一、 日月義務違JぇSJ~びI:i(-'w. 均平一断の iH:

1具による違μ、行為がよ')'Jたとし守、債務司、夜行な v、しイ、i1、行為に主づく J員害賠

償請求手為しと d

平iJi';~ は、 i4，1't.勧読し工、電話:.，:よるもので、取j3:説明告の4日:の交十lもなく、

ワヲ〆卜の仕組Aの設立仕れやその危険刊についての具体的な以明を欠主、 Xが

これらさ〉理解〕たとは苓去ることが C"~;ない卜、 :J~はさせない、 か月ほど

{-:'rっ f もら去(主、最 ~l~ :3 U(-I Tj円 l土日行けさせ。 との趣旨の断定的i';J肘イト長f亡し

?ものであって、社会的相当性を著Lく欠主、 X:.対 f~Z) 不 t 人 J'/:j を的成「ヰー

としたυ

なお。 於訴審 u、阪 t'JtiJ:qz成日年日月 4 日でレケ~ 4 

「手心全て棄却し、かえって民法相手よ出Eした。

[19)大阪地判平成 7年 2月B日セレウト 3巻43頁肯定

{事案]

包>. '(0)投

X l止、 I:R，fC63イ['-1OH2l [] ?J"ら同九 月25[}に首斗?と、信用耳4ぅ|によい 子ア

ス科二円買{寸〉允付を絞リ返し、 ifiJ t;:: l ワ月つ円にい、たん手仕粋 vミ〕、約9~~() 7j

2守山机訴をあげた l治 取引、lっ現C3 C;こFIび阿株式(/)軒用取引を開始〆、

3叶からバ叶までの刊に合引 1万"以)株(})"託i寸5:'1了 J た l本刊収ヲ1) I，J)) 111 

:]ころ、X.(土、 iま併合Nび附円HIの舟{直がつい亡いるの¥.:ざき、売却を話不L

プ二刀、、 Y証券会社従来員は 13ωり判まで上かけますc 絶対人~丈ですc と答

~Lì:j、 (.::lU'~bl)2G 12ω| 



白1)1'，';'':，ノ

えて、必主:1を》片めf し1.1礼、味i同l立、同月フ:1 ;::'21川円の品目f宣を記録L

Iーのを最後にト治し、本fl取引の決守思 H:lj{近ついてきた:--.iJ見出午 G弓以、 X

:王、 Y;証券会十↑紅葉見かふ勧めりれるままに、持i何(T;.j寺ち1宜しを1tl待し亡、 :-:'000

株ふ Jjjリ (Jt.~:7別7jT';~(J rJ) L、残!') 1 方1(附)t* ，:.~- --:-)して左tl~7 (1 :~X:)万7二"'

を支払 たへ Xは 1'1'i'l!Z'J:は勾断ッ'l:円 c-忌ることおよびY社従業RJこ上

る売到桁木造反を 1百求JH山として訂古む"償 1百求を為した九

判況は、ノト件~;う以前UJ第ー取引企庁長うた 一迫，})本件Fi引 (l):~~{，~え L つい

て判断し、 廷の本件引ヮ|はー勺時，~(.干よるものであ ~j /:~ ~し七が、 でのこ」

がらIt::~に取引が定、法上年3えととされるもの「はなミとし た J しかし、公ι慣習

Uピリ'l:'9号 8:r~2 .l長にふり、 ì'l 育銘柄に;Jn犯された株iグ〉需用状づ i勧誘目指が

為~~れて しる仁もかかわらず、 Y之ι 従業員はメミl斗二子アス株がjj 月 24 円~_- {~f ，~ 

jigド?に行支さ i~/.、ことを X にセ !.Y'r' に勧誘をおしてい F こと、お玉び、「抑川

斗まご上がります}泊先~.A:入 Lrすっ，の判定的判断を品 {i~ し亡f!J誌をぬめ、

勝人役は完全:1をとどめたよと刀旬、I平件取づは♀仏とし ι港 υ、Jであると Lたー

なお、イド打取引の鉛央から第一以引の刊誌を相殺、たもの千本1HW;てとし、 3

h ノ句一、 Y計従業II(，:コ〕ごいtcXの取引能l込にも P，-¥1題があるシ L 4 割の返9-~

相殺をf了った

{考察]

本/4:とえi)[U)みの~Ë法f:: {(同地こ1るのではなく、あ とえづい含めた取口l宇体

Ic L'n，;ィ)，tfおよ (/'1員持を持 rHしていふ点に特己があるい韮υ、引を判:IH'ふi

あたっては、 M 意銘柄F疋門松の活用品〈引を幼語以公11慣性''!:i司引退反であるこ

と お.J:び、町完的判断的提1)、に，1:;') '~ilE:~許取乃以下)来 1 .~i4 1 i J-iJ:Uえであること

刀l明示的に主市きれているが、 f下肋=取リであることがどのような意味ふ廿

〕て 1，，r干のかにうし 3てはιかではないL な泊、担d 決当向的正取J、では 任証言ノL

~;(引の ~f;~Uま明文化さ;f: C;."丈刀、、本刊収づグ)為され丈 iiFl干[153'"ァ当与は明文化

三;fi~ Cいなかった J

ょころで、判{たは、断定的判断。)ttイ1さによぺて 速の上:，~Iが行われt:(，述d

日本什に片いては、 xO)~主張 I: ;:t ll古求原~iJ{j己載されているだけであり、Iie8i

完l1であることを想起とし ιヲ:J，.z.!X契約のj1;，ノ寸会市 L，¥r，、るものじあるのが、

あゐいは、完tpH=PJ、遠反である:とやJ!i!lllとLてj町八ば注法訂正』を理1+と!て

小iH二九にき5'，-}(日':;~mH~-\請求を ljj' ものとあるのか芳、 +0Hが定かではない

12品i LiJ:Gl :j ':2OO) 20つ



断定的判附の提供法埋についと(1 J 

ているが、判決の認定した '3000刊までトがりますι 絶対大丈夫です。」との

言昨は、売却をととめる際に為されたものであって、本1'1取引の契約締結のた

めの勧誘ではなく、ましてや市 取引における口付勧誘において為されたもの

ではない戸よって、本itif辞による断定的刊断。〉抗供によって一連の収ヲ|全体

の違法院を導くのは不適切ごはなかったかと囚われる j

(20)名古屋地判平成7年 9月12目セレヲト 3巻180頁:肯定

[事案l

Xらえ安(以下、A:を X，、安を X2とよる Jは、外貨建てワラント取引に

おいて、 Y副長会社従業員Aによる、説明表務違反、断定的判断のもt供、適fT

ttJ9，、則違!えによる違法な仰」誘が為されたとして、不iHJ為に某っく紺害賠償請

求を為したー

判決は、 i主合件原則違jえは行疋Lたが、次のように、まず恥明義務違!えを認

め、その説明':A務違反を丞慌に断定的判断の提供を認めて小法行為を骨いたレ

まず、 Aの為した恥明につき、 13分以内の短時|日lに11まi)、内存も権利行使

期間があることについとは説明したものの、危険性につい亡は何ら具体的指摘

をしていないなど、初めてワラント取引を行う X;::にM-，る以明としては不十

分むあり、 'Xらに自己背任を負わせるにはその前提条件が整っていない」と

した 続いて、断定的判附の杭供について、まず、 Aが本件ワラ〆トを納めた

のは、 X，名義の口同を子すめて専ら取引をれっていたXzが、本件ワラント取引

より以剛にXょに秘汗:で為した1000万円で買い付けた投資信託の伯 fがりによ

る約240万川の詐価損を取り戻したい:E:IμIで、 Aに対L、「なにか損を取1)J更す

のにいい商品はないか」と尋ねていたことから、 lワラ/トであれば株の数倍

の仙動きを「ることから損失を取り戻 fのにはlい冶方i1、である」として推奨し

たのであり、 日必ず収 i)J;ICせる 1 との断定的判断を提供したものとまでった

とは直ちには忍め』推し勺とした口しかし、ワラントが株価の動きに辿勤して数

倍円借動きをするという趣骨の I-.pci]明は、投資信託の損失を取り戻したいと

の一心であったX2においごは、「本件ワラントが通ι市の株取引に比べて数11'¥の

利益を時保できる商品であると理解し、損失を容劫に取り戻せると軒目「したこ

とは明らか」であ f)、'AはX2の布認識を7平易に知ることができたの Cあるか

ら」、 AがトE己の通 'Jワラントの危険性について説明を為していなかった状況

においては、 X2が「有利な側向のみを信じて取引に人ることを放置し、ひい

北it61(l'259)259 r2821 



白1)1'_';'':，ノ

ては附定的判断を従洪し?の J 同じ十八 i;c を作れ仏q-結果いな L こ k はてJ~でさ

ない j こしたじそして、長後;こ、これら LiL羽義移i主反と何~三的判 Ildι供を IJC'上

亡、本件勧誘;z I取引の結果を白己責{干におむ 負担すべきとする前崎の説

明が尽くされておらず、その止め、附定がjに右ねな判附材料のみヲトも，tt1*され介

の少~宇しい状似のもしで、安易に1'J' われたものであり、

1しる範刊を逸脱した違法会行為 l勺あり、これがA(i) : ~i;;まλはJ吾失による

ものてあるから、ヌて;よれ為がf;(lすするとしたL

つ

fょ丈:ぃ、 X;:(.，~おいても、安易~:主 i失を取り同せると科1言し、さら l\λ か

らイ(:e;ワラン人のK上がり吋:ニゾ，:J:il，るよう初Jめられどにも関わら F投資信託

O)j~矢 j]'-2/13JJ 円(/)図像 iこはまだ号、らな v、として売却を lfi約するなどの落九疫

があり、 X1仁おv、ても、 XsJ積柿I'I-"J1誌怖を怠ったfかち)主があるとし と、ごれ

らを者携しり刻。)過失相 P:を弘!~ /' 

[考察]

二れまで、断JlドJ手j断の挺1Jtと説l町:j主務選'Aとをl向方認める引IJi文は存ィ't:~た

が、その;背広、については特に言及 ι れることのなかった'Íコ、ぷ~q月が十分に古与

札ていない状況では、三首立がilíi定性を帯びI ものではなくても、 :;;fl0g~ にこ ー仁

lL必ず儲かるとの祈豆町 j'lj怖が刀之されたものと iriJ称。〉状山が竹n'lされて、る

とし L 、日~~111-i ~i:待広反立c r.;~t1:，こ、i:;i'J~;'r'は邸宅的判出l の廷供を白;.~し軒いすγキ;

においても、|ゲ定約百断。〉長吹がおミれたのとあたカも Irrj味であゐとしと責任

を:).uしけ手口は阻味深し'.

[21)大分地判平成 8年1月初日セレウト 5巻22頁官定・控訴

{事案]

Xは、株のf二肘耳，ry:I.;J弘、…亡、 Y~正券会社(i) ÎiY::'長日 A /J' ~:-)、 l北京公 1 J電鉄株

にコ， ，、勧誘さ ~LR1i}入した均、その段、暴lJ トi1いよる 121株式の大主;1買付、お」

び 土~"吉 ~!~)J t叶に対〕〆、 y~1F '0'~ ，;::?:{::l: Ci)系万IJ:f?tが多告白の品目資者九 1/-Cいる Lこと

泊;f;!~間以道汽才しににめに売却を要求~/1.:ところ、「暴 !Jfnが口い汗めl.'十本を会

社1'[;が i:，-rJ司、、言ささ1;;ければノシらないから、 M&i¥にからむ銘柄としてこZしか

ら株{杓は必ず I イ L ま寸。ーなどと断定恥判断を抗告、してラ主主J~~L をt0i ;"，è させ

られた ζヱ張 JたJ なオ二、イ，1':では、 f下関良絞株1，-ついてのいわゆる k孟拡犯

既存行為の違μ、性も?ドわ札てし、るが宇;泊では投わないu

判決;二、 a )主1f問手ILlはり為されたfをの本1'11本式の1'0';)きにつ v ては、「証券

12品3 LiJ:Gl :j ':2:)8) 2.~S 



断定的判附の提供法埋についと(1 ) 

業界におい亡いわゆる強気と弱気の情報(将来子測)が存也してお;)、いずオし

の情報もあながち根拠のないものとは断定できない」こと、 b) Aは、このう

ち強気の情報に荒づく見解を伝えたものであって、「同客を編したり、もっぱ

らYU)利益を|χ|る等の目的で行ったものであるとは解されなし、」こと、 c) X 

は、本件当Rc，¥まごにイロ用取引を作めて県富な投資経験があり、「他の情報も参

与にした上で、本件株式を直ちに売却寸べきか、保有し続けるかを選択できる

知識、経験を有していたと解きれ」ることなどを併せて考慮 Fると、「株価が

防費するとの三主観的エ在意的な断定的判断をAがXに提供してXが本it株式を売

却するのを|祈念させたことが違法であるとのXのヱ張は採肘むきなし勺とした

なお、 Xが控訴したが、控訴審休日同l同判平成 9tド1H 27日刊タ955号18C頁)

は、服審の判断を維持した{

(22)大阪地判平成B年 3月25日判空926号213頁・肯定・控訴

[事案]

Xは、外貨建てワラント取引におし通て、 Y証券会社従業員は、 Cuj自合1'1原則

違反Jノl説明式務違反河断定的判断提供による違11、な勧誘があったとして、ィ、i1、

行為に基っくtU主主賠償請求を為したっ

Y朴従業員の具体的な勧誘態様として、本件取引に先すち、大if海トの外貨

i主てワラントをワラントと広げずに、 lおもしろいやつがあります F これは必

ず儲かるから任Lておいてくださいサ」、「絶対儲かりますじ」などと言。て勧め

て目)-51上の儲けを山した上で、本件ワラン l取引について、 l東芝セラミック

スを rl-:)てくださし九絶対儲かりま!仁大正海トで儲けて戴いたように、儲け

てください。」と東芝セラミックスの外貨建てワラントの購入を勧誘し、続いて、

長谷工ワラントについと「年内にカタがつくから、長谷工ワラントを買ってく

ださい。東芝セラミソクスと同じようなものです。 1、2週間で，fiJが出るよう

にカタをつけまよから、信刑してくださいっ」などと百って、購入を{r!J誘Lた

ことが認められているコ

判決は、ワラントがハイリスクを伴う商品であることに涼みると、ァう、かる商

品の投資勧誘を為す言|券会社従業員には、 (0r投資者にif確なtW'Yfiを提供L、

投資ii'のE向、知識、経験、資力に掛合した投資がされるように配慮すべき義

務がある」とともに、③外貨建てワラント等の取引の仕組みなと「十分な説明

をよる義務があるものと僻ずるのが桐当」であり、③「断定的なtiJ問Jを祝'1ftL 

北it61(l'257)257 r2841 



石IザEノー 1

たり、虚偽の去示をするなどの方i1、を用いて、投資者を勧誘することが計きれ

ないことは言うまでもない」との ~.Q:説不を為した上で、本刊のXは、心ワラ

ント取引の経験もなく、レ人J省、仕組みについての知識もなかったにもかかわら

ず、必Y社従業員は詳しい説明をせず、しかも、必上記のように述べて幼訴し

たのであり、「本件ワラント勧誘1J:{告は違法ごあるといわなければならなし勺

とした。ただし、 Xにおいても、ワラントの牡納みについて加ろうともせず、

Y社従業貝の言葉を鵜香みにして安易に取引を Lたとして、 3割の過失相殺を

為した。

[考察]

判決の 般説示部分は、それぞれ、江)適介性原則 2)説明義務去)断定的判断の

提供について述べたものであり、断定的判附の提供の民事責任の法的基礎付け

については何ら述べられておらず日新しさはないが、具体的な勧誘六百?として

どのようなものが断定的判断の提供と忍め hれるかについて参考となる判決と

してJ采り hげたc

(23)大阪高判平成8年11月6日セレクト 5巻70頁肯定

[事案]

Xは、日本農薬株のい用取引において、⑦適合性原則違反12断定的判断の提

供:}j)あおり行為Cü注意銘柄J日疋の不十~--);U (公辻慣lJ1規則!日号 S条 2J良)⑦ー銘

柄It中の大量販ソヒiJ為(同境目lj9口8条 1Jll)⑥利性保証⑦一任勘定取引¥18

証取法50条 l項 3号)芯作為的相場形成 (In証取法50条 1項 G号)の違法勧誘

が為されたことを珂州とした不U、行為に草づく損害賠償請求を為Lたじ 他方、

Y吉区森公社l土、清併合の支払し、を求める反訴を提起した。

者(ノ、阪地判半成行年 9月29日セレクト 5巻92頁)は、 Xの詰求を全て業

却し、かえってYの反訴請求を認めた。これに対し、本半11 次は、 (1)阜8.:~vo)キ振

を併せて枚l討し、)，1告次のように述べて不法1J為を肯疋したり

副券収づ|において妥当する自己資仔原則と投資者保護のための副取法の関係

法規および11王規則竿についての規定を参回した後、それら規則に違背したか

らといって、ただちに顧客に対する1G務違反として私法|も違法とされるわけ

ではないが、これら規制の趣旨に照らして、証券会社は、顧存が投資の「危険

性につい亡適ifに判断を下すに足る情報を提供すべき注意託務」を負うのであ

り、布義務に違反して証券取引を灯J誘し、その粘来、顧存が不出1)0)組予てを被っ

12801 北法61U . 256) 2:)6 



1判「疋:j<;判断I刀提剖;て迎についご

?場合におし=て、む勧誘 取引行為が「月-J()かにJょが、秋:]̂ -を遺脱Lてい斗助合

には、私法上もi主法となけ不法1:;1)主任を員う J との 段以示をえ1，べたc

そし亡、 J)X は 11 巳取引をわうために必要な知議経験が不足 ì，~ -cいたこと、

h ') 1必ず川(1(1門科肢にまで際貿するー J下二ぷ LilI hT丈、こ J、 c) i士会u事tpj"f-T

12を受けた宇土;を告げなかっ丈ニニ d) 勧涜にあたり、1::1-，1三農薬殺がえ~}の

什千件騒動におけると ni般の暴1軌二:豆る可能巳を子泌させるに足りる再開的資

料を守じて v なかてJ たこと奇考慮寸ると、 l本件勧l;7P;よ， ，正取U;bO条 1J瓦1ij-

r違反して防，~tドj汁 Ik を jt 供 L 、かつ封切J 9 f;父条 l耳t(-.?違反して時正銘柄の

ij土朱"コ(，jl佐交を1，ったばかりでなく、 般投資家の投手?の域及~FX らの投資

椋ノjをいず1ftもぷえた信用取引にXらをづi詐込んだものごあり、その芳昧にお

いて、迎合J片山県剤仁も)えしたものとい行べ主であって、苦 L<相会円相当作

を欠き、 i何らカに弘法T:tJ子を逸脱しどもの t77わ~るを得な Lη ん、 Y には訓

1手刀成 i)する J とした}ただし、

り、 X，っ土張の/人法-i-J-1t主

日割 5うj"1})過与え叫殺を1γった。

{考察]

適台三七 I~{l1U;品以、折7三山主Ijiliiの油供、 会名術史 l'の穴蓋販売行為の日つを井

上て 'j リ析しているので、附定的γ州「の打点J~1!;t~! μ 俸のJ立法十lJJ疋(/j枠組みは1'1j

然としない。 L7) しながら、;~っか学げられている具体内主強要三五円叶、 。j

シ000円L'tr主にまで清貴サ之といへ宇部Ijを貯定的にも，tfたしたこ ζ と、 G: その伝

情跨告の叫 ~S性を f測さ、ト品三五主目的資科を有して、、なかっ汗こ):/:の考5重要素

がどのようそ関係!こ品 J 得るかは興味深し i すなわち、本作 iおし， ，、は \ì~0ì;B<j

にラIJ4きされているにとどまるが、むく{二客観的資料があれ 得たとし ζ、そして

その読料からの予測が悼平人において年理的であ.1:>と へら、和二定的判所。)

j~ 1J、L1.)(土免主さ h1手るか""，培、 ζ いう問E豆が竺と作品培、 h である(

[24J千葉地判平成君主ド3月26臼セレヴト西巻37貰調肯定

{事案i

Xが、 f記;JI]17:グ】株式首2付委託 bこついて、 Y~三券会社従来員による析定的判

出1 山 t~_~~l: に 4 る j芹法勧誘を坪白こ仁た不法行為 i..: C%づく羽?ぞ賠情請求を為〆た

と二ろ、公判決l土、次のよう， '止(刊された清和，.'.(})件費を';1'相 U:J でl士、jl:l

立下 旬'U、， 1の番号を用いゐハ)、これに勧誘時の文己を併せて考えることに

より、 l相「主的判Ije干の提供心存併を刊|析した 1

~Lì:j、 ('::1 U . ~S5) 2.):] 12801 
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川|めた 肝れか山 J ている
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バ

1，凶1'11::'去、>t-~11うる計宍 :2::.:-十方、九 '"ι むとの惇恨を得工

/刈"ごい u什下川 liji~ 'E，P~ " i 

:J吋投作所 ';:]::j， いる什Tlt ，引，~[j ;ソプ勺 4 

¥1 ';' " i;'i.~' i 才ソ L~\ 絡みの仁k-，:')，らち勺会;， 1 寄{才少 (L':，勺 害[::コ丈ら

えlを買 J 之、与 |たつと f:~ ，十三せと

新三¥;主「

コτ
也

~ 号、

れの口市効 Jこ関するものじミ，心/ず!)'，~九人 ι子株-0:.:こ問するもの(必;}l_))、1Hrr七

百防官・ 1+，鉄民営化・東電あるいほJ\~~:*i述(，三、又ら)、公募制て fぐら;))と;二

分領するこエができる円する}そして、このうち、部市再:-ff:発ち問述

や公募株イ[~ C~(iノ)について i之、 l 当時 般的;こ， iわれてし ιたもので特に布勧誘

においと 11主1しいものではなく」、「その情報のほ官、を受けたXにおいとも当詩

情恨の株式何倍への~-;:警につき狛奇的m子が可詑ーなものであるが、怖心、証

券会社寺内i:1出動(ゆ および仕手株'1と(③引は、「也!がりに区

桔寸る特 ~I; な情仕 で、かつ、 I直ι;こ対処しをいと飛り J主れるJI であると

v、う。そじて、これら廷供情報の作質と、引去の百主と奇考オ併せるこ、

~コしーでは「花慌にf持から X が{甫，:~lf : 11昨:支の科!立を法自に

た から、断定的判析を+:I'fJ三した刊日去とまでは言え企いが、

づい亡{立、 l抜供f百';'fiがX到;自で判断する会jllJsJ少な v叶ヰ号Iの情fH であ '1、

きのと、必前>(宰省出。の I~J j:Ëしコではないかとピ、わわる)命。関しては、 l 利

主主経古;を約京するかのニうな;市」もして勧おL止のであるから、断定的判断の

右下官、による判誌があったと言えるこした そして、かような断定的可利払守、;ニ

士ず本?におv、て('11上が i]円相拠として抗利子された情報は、長二学三、1'U ;;去[土、

LiJ:Gl :j ':2S--t) 2.~4 12品7



1判「疋:j<;判断I刀提剖;て迎についご

上ノ』勧誘に応じ/-' xの日十出jで宵叶な判析をl'当 Ll:二〆は市']":;かであL-

から「万二法行おとなる J とした口

ただ 1 、 X にお l 、亡も、公 11 必 1又引情報とはしえノ与し，.~}.;による首づl二ょっ 1可断。〉

も工1長やさぞけて、安易にこれに応にて取り|したもので日めるこにで、

殺をれ っ九

{考察]

N ~刊の過 -pミ布

二れ主での判 iえにおL ても、住 r 't.心的判断的 i是供があるかIか、あるし;土、~

戸支断'r~Ë~判断σ)-):::: 供i'rto泊不法行為責げをよ与くはよγ)違法目とや右ずるものであ

之が行かのごド1;1析を ?1"1 にみたっ亡、 I....-r，t j 陀に主~ c.; iしじいな vミ ような「待日i

ご内部古同 j とあるか存かに着口ヲるらのは開， c，オL'C~ いた:)J )っ本判況は、

そii_ら l 一般的;知らタて'，'な¥'J、'1寺矧lな戸J;:il)情詞むかなぜ責任争fi>三4る

hr可::f官くの治、そ乃lぬ虚構造を初めて切らかに νλ、 すなわち、 般的に'J~ì.!

られていない~';j: J; 1j ~~仏j部情報~J.、ljf:ft科がその情報が告、*-c-あるかを記:主:;者有

寸る:とがいl離であり、そしてナれ故に、提供情報を前提としたと主に州倍l惜

止も lくは「誌にいかなる 22筈ヂノ位lますヵにう1ミての判断も凶維とする この

長イ主伝説のでし己おかぴ制限形成への影響につき回答が主主自にi再三罰L亡判断 T

る余地古川iJ(られる lセし、ょ pvi )そ、も(エペコU己丘「工を河い立ないとし εう't:内が

あるのであり、担(こ 2をは、同容の卜E己トIJlJiグ){;投会をぞl¥ あるし aは、制限す

るといへ六にこそ、;，~法性がTTl 〆ていむのである l

ま九、/ベ判決し士、かか4J提供吉報の↑tr:'f(1，..、発トられ?三古干〉を f干すご考え

ると， ，う j~;台を明示的 I:tì'った υ そこには、出「だfl'JI'W:じり提供 l よるをサ誘の l 不

当性J とは、 l明IJx_i !，.jqr(めて強い Ci~:，1 ご A した、門外的な ';j~~ r.がり信者、Lた当こ

の提供 Jjjたにおける主うな1fJ;誘活r走 行為法悼/J'iド付，れる(，11 市i と、柏存に /f~

できもい、入手できないようも内市情報ない.]Iiノ己的評!正めた延として提供され

る情恨の性どを同県と1る'W'O]との りの測位を)Jしていることがノj、さ;f:てい

1. 
ν I  

(25)東京高判平成 9年5月22日平Ijs寺1607号55頁盟肯定・上告

{事案]

Y，証券公判との取引で既仁 l()億|サル起えふJH宍を山 lていたx;之、子11当首

「あゐ Yn に士JL、合干11な粍半止の提供ャ指先制頃'iLぶめるなどしといた lころ、

y ~~じっ上 μJ にあ r: る冶務了4締役近殺到回ヰ首九、 Aり訪問を受l了、 A J二側められ

~Lì:j、 ('::1 U . ~S2) 2.)3 128t¥1 



石IザEノー 1

た外同株の取引においと約lIiOO万円の刑l持を得た。そのおよそT年後、 Xは、

Y'lから、 'Xさん、ラッヰーですよれやっとよし叶青来日がきました 3 これはAも

よく知っていて、 Xさんに絶対勧めて欲しいと戸ってきました。実はこれは内

部情限なんですよ。ですから絶対に人にはoわないでくださいっ」、 IXさん、

何頭株で日本合同ブアイザンスというのがあるでしょ j これはXさんも知って

いると盟、うけど、 y1 0)完全なチ公社なんで寸よ。今はこの株価は 2万円くら

いですが、いJ1';-15では確d丈lこ6万川になるとみていますサどんなに恋くても Fぐ

に4万円になるのは伴実ですっこれを思い切って頁いましょう。」等とiIlげられ、

円本合|司ブ 7イ7ンス株式の情人をねJめられた。 Xは、合計2万9000株を購入

し、子数字lを含めて本件取引について行計61.ti3057)J円余の同梢をしたが、本

件株式の価格は値上がりせ「、 Xは、本件株式が確実に値上がりする旨の点偽

情'Hiないし断定的↑百十院による y20)違法勧誘により照会を被ったとして、不法

lJ為に某っくfH害町H世話>1<:を為したり

審(以京地判平成8年 7片2E日半iJ時1607号59頁)は、 iyzのした勧誘は値

上がりの見込みを強調するものではあるが、根拠については具体的な事実を述

べず、抽象的に内部情報があると告げるに止ま」ること、他方で、 Xは株式取

引の経験を有する者であり、「布のような仰J誘のみによ i)本fl株式が確実に伯

卜がりすると{ijじるとは到底考え難J <、結局のところ Xは「最終的にはリス

クとメリットを比較43呈した白己の判附によって本件株式を購入したと推認」

すべきであり、危険性について正しい認識を形成することを妨げる可能性が強

く社会通念上許容された限度を逸脱し不法行為を構成寸るということはできな

いとして、 Xの詰jえを全て裳却したサ

これに対し、本刊渋は、 y20)勧誘について、 a) 11本台Hファイナ〆スは

Y~証券会社グループの子会社ないし系列会社であるから、|可グループ全体に刻

し影響力を有すると#測される Yょの従業員による!品説明は「顧客にとって

は魅力のある古伐の内部情報」であること、 b)証券会祉の社員が、「特定の

~~客に対して、他に 11外しないように川止めした LJ、内部↑百械であるとして

告げた説明は、「顕併にとっては椋めて魅力的で誘惑的な仰」誘方法」であり、

株怖の情|がりの根拠等についての具体的な説明を1'1'わないものであっても、

風存にとっては、「何らかの事情により特定の省のみに明かされる株価の動向

についての秘密の情報が供されたともιじさせる」ものであることから、 Xの本

1'1 '株式取引の危険ド|についての認識を玖らせる行為」であるとしたのそして、

12891 北法61U . 252) 2:)2 



断定的判附の提供法埋についと(1 ) 

かかる勧誘は、証取i1、卜の断定的判断の提供行為に該当し、カか込苅か為るυ
するとともに3述主法な侵?古主行為に当たるとして、不法行為の成jLを認めた。

ただし、 Xにおいても、巨績の損失の凶復を閃りたい 心から極的て危険性

の両い本件取引をあえて行ったこと、および、証取法上禁11されている釘失摘

填や向己のみ有利な情報の提供を求めるなど公正でない取引方J、により損害の

日侮を|叫ろうとしていたこと等に鑑みて、 5制。〉過失相殺を行った。

[考察]

具体的な伯上がり IIJMを断定的に示しているが、情よがりの根拠は具体的には

告げられていないとし寸事案においし 脊はまさにその内をとらえて、他上

がりの根拠の具体性がないことには、内部↑百十院であるとして勧誘したとしても

顧科の判断形成への違法な介入とまでは百い得ないとしたのに対し、本判決は、

a l[会社の株であるが故に魅力ある両度の内部情悦となることけ百悼の性質)、

および、 bl内部情報であると告げ C口11めする方法が、魅力[円で誘惑いヲであ

ること(勧誘方i1、)の 2点に着目して、阪客の判断を歪めるi童口、なものである

としたの内部情報であると山げて刊誘する占法においては、既に [24Jで不さ

れていたように内部情報むあるが伎にその↑百事Aのifしさを検証できないという

内で臥存の判断際会を奪う問題と、本判決の b)が不したように、硲併の情報

が特別に供されたとt;;じ込ませるという占む顧客を幻惑しやすいという問題が

あると百えるの

*紙仰の都台上、節の途中であるが本号の4祭をここで終える。次号において、

この村:討の続きを行う υ

北it61(l <~51) 251 12似)1



資料 ii

J北大豆法治主研究会執行>

J完制の比較制捜論的検品目

y多嘉田

はじめに

l 崎市制!リ1，は主、 f景主;氾J、子苧子、 E恥政1弘交o治fhIγ'j寸!"す占あ〉るいlは土ぷ会1幸制F引j洩口吟f令"，の大主なf併す清f〆1花，吃己戸ぷ王善討!"で南

るとともに、H昨下ノウj

てお?りJ、泣合的な T夫モrw;-s奇ヲ花じを f行二 Jぺ、こ〆[は工 I止:いJへ\'~:~意主宇式主I泌主〈、 キ;←!このぷうなr桔

でf市 ι グ)F，~~~を与えてい X ださ、まず(出品年を I~J ょげま t つ

この f，~究会にお'*'ま i 引先牛方は、 院生IJや参誌1::;の手間1:11
:;-1冴究者でいらっ

〆わいま1りと、えJLがう史ぉ活少申し iげるまでもないのですが、 JtJ'f卦ノ主|ス

出館現存及。立iJ、考7不足で一院制を始め kする設会巾 19._\ンコいて 1" 界~:4トヨを杭

断的;二五司会てきた経験から、あるいはげ法制去の実務司、亡しての伐万元ら、

やIかLらこの研究会h 貝献ごさることもあろうかと uぺ予とご、報告公立てい

えも点与式， 'と (1，ますー

た規hl医%Z、議院内閣担J'7) dIにお

げる-~iUi引力九、刀、にあるべきかとい λ同期を:14--える誌村として、 :らむ汚!と 院

市川〉慨鋭、 T 安|中 ---0t市川'較す~.i Jった ど、円本の以治シス γ ム仁199C主代

以降ウョストミ〆スヤーモア)レがJ草入されてきてv、ゐこと"'から‘+.t. I~ てイ 5

liスJ---- ジ ラ/ドにおける 院制の司習を取り上げたい炉思いま t

日がめような出 国家、本|コの報告では、

二院制と一院制

二院申iの成立過程

院絞り):~~いから J]l(る公認体の千子千五は、古代りわノシそム?C~ マにま 'ci~J ，乙 4こと

第
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院制Jの比較制]陵論的枚討

ができま十。ブランス卜|淀のホ)ムページによれば、二院帝1]採用同71か同11151

か困の上院のr，称が出11Mすなわち Senateであり、ん多数が古代のギリシャ

やロ マの元老院の名称を継可えしたものとなヮていますハ

もっとも、計代的元ι院は 院制を構成寸るような公議体ではなかったので、

広く国民を代表する会議体としての 院制議会は、その起源をイングランドに

発しますわ同加のとおり、中世のヨ ロヅパ諸地域の等旅公議においては、お

おむね司l職者 貴族・市民の三郎に分かれて会合し衣決することが多かったわ

けで寸が、イングラシ lにおいては、このような一部会の構成が採られること

なく、ロf止の聖職:r;・貴族の集会と、巾民の代表ず!の集会とから構成される

|抗嗣lが11世紀中葉までに成すしました。オリハ ク口ムウェルによる共和制

矧に 時的に貴族院が民11されたのを除き、一院制は確立された制度として、

今日まで続いていますコ近代各阿議会の多くがイギリスをモデルに 院市1]を採

刑したため、イギリスが 院制のり凶であるといわれる次第でよ

現代の世界各同町議会を概視すると、基本山」には、「一院制」と r ]詫制」

のいずれかに分類することができます基本的には」とLjJしますのは、かつ

ての南アフリカ共和問では人種別の三|詫制がJ華られたことがありまずし、 ミシ

ガン人学政治学部のジョーン・ツ工ベリス教授のように、アメリカは、立法過

新におい亡大統領のIR否権が'}0:;)、ト認められており、十円否権プレイヤーが三者

いることから、事実上 l 院制」と汗価する前長もいるからで寸 また、かつ

てのアイスランドやノルウヱーのように、選挙でi岩ばれた議Rの一部がは、案審

議におけるよ院部を構成するという変則的な一院制も存許しました。しかL、

現代の議会組織の草本的構造を類型l化するならば、やはり、 ]11界件国の議会は、

l 院制」と l 院制」に 分されることとなりますっ

2 院制の発展過程

(1) 一院制の台頭

院制は、デモクランーの伝統のある主要阿においてlム〈採用されてきまし

たが、 l1¥iL凶京の建設に伴い、議会創設当初から一院制を採附よる凶干、 1950

4ド代頃からお一院小要論が盛んになり、一院制から 院市1]に移行する阿が出現

してきました!

清 次世界大戦前の1910年頃は、 5C余の議会を有するァド権問家やイギリスの

U治組の中では、 院制が主流であり、一院i!J!Jを採肘していたのは、極めて小

北i*'I(I'249)249 r2921 
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Hlr完な何本:こ限られていまし fハ 19:1()ff頃にむし、ても、第二次世私大殺による

政治的ig~L 乙;共的主義の台5!iがあったもりの、 民:hCは、引の主梓国吉区のうち

ょ自がr-+:;と 4-~引]にも品たないものむ L たc これがよ自己β存， (na~ド<.\ "(，，;王、 14~か 1 ~の

うち、 1()()か料、:別手?にして約 77判が-r~~~制l 矛採いJ ずるに主りま L た。

院刊lをほ巾7 るにτ るフロセスユしては、一院制の経験が怖い国 L 菜ー

院を廃 11 したHとの 狽主にうJけられますr 問与は、 j.m :i~の創設当初から 缶、

じて -:'~:'~;J なほm ，~ -c'る|五とあり、 !と I~しょ引)(}年代m降、 f弘司家がお

よそ別から1川へL:JI~U型的 1 ，- j，当大 L、アンア、アプ')号、 今')ヘオセアニア

グ〕各地域にお、、て-~!i;ii.21 :i-とを tt~:1 L /:諸国(-;- 方、夜子 fi 、か~:)て有 J て

v 、た ~I') . :?i; を咲 11 し 7~ 司であり、 力 J-!/"の-)'7ァルった'了ftrh了引.iU)}レイ。マシ

コノド教なの"丹究l仁よれば、 2¥1l1↓:年ぴ'R十九て¥Hか，::Jが挙げりれてし hま4

才しに故三~9る殆どすべてのFがよ手 河家・パ統庄市:の同であり 世 1ltf~J或 t l で

;二、 F ジ 1ヲ、アブゾカ、中市米諸国が十日士J 刊に~く角まれ 1;;， ほか、以州諸巨で

はJt牧内小制限なi叫がfrまれま?乙

これらのはの中でも、 -y. ，l ノ¥ljピアのように、折、放政枠内台泊にニ d第

二院が泊以させら九司もあれば、 CCJ51tのニ L ジ ラ L 下、 l%:~洋のデン

ク、1:i7:{にのス〆l_'.' 7♂ン灯よろに、 2L主主民主骨二ii!!J円十ご、秩序あιlfE命

的氾恥!を経て、 :~~:告 11:'，'った 1"1 もありまれなお、 19例年までのア f スソシ

入れほか、立以)9年日ノjまでわノルノ r ーは、変則的な一民吉'1(.:j主IIJしており、

総選挙長最初の議会にお、三てKj~にぷり、 8';T:-にあ J 日止 1 分の l 、イ走者ド ~h コ

ては乞うf011が法J王評議:おける上応部を椛成すると， ，うもりでした「ただし、

ノルウ L ーも、 2009年lU円かム変則的一院判争花 lよ J たので、 :~Jt:(士:のノルワ乙一

議;ロ土、通常のー抗告:Jic il'!Cjずることができま 1

12 一院制採用の要因

府制lを採用する嬰 υへとしては、 γ ン Jノト教授の折怖を交え七繋理1るIJ::

ら iZ 、 ;jくのぶつ~ことが苧げム hí す

ま「、連邦f8家やけ捷自Uな統治惜 EをH-rる?司。〕場れiは、ー|見詰;IJをIk8レ、

上院に各州iな、、し各部を i
'
;支させ1，;)こムが多い乃エ士J.ft，可に、 1t: 、民権n~

マ，1U:S、{、 SS('uttι'Leg:sl、t:'.守 U!~ica î.l守Y札l:s î.l A Glubal S¥. :-yey am: a fぞw

じ2"eS~ud日正 in .Nicl"'.olas D.1己aldw:n.& Donald Shellεcls.. S2con1 Clwmbcrs， 

::'r;l、kじ礼ssこ小(ll
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院制Jの比較制]陵論的枚討

な単 阿家の場合には、二院市IJよりも 院帝IJの議会を保用十る同の方が数のト

では多いということです。

また、同家の規模について、特に代A制的観山からは有権者数ないし人口が

重以となり、人IIO)j~素も 院制と的所設な関連を有します。これに閲しては、

おおむねl町)()万人を必えると 院制を採用 J一る国が多いということが、経験

的にも知られているところです。なお、凶家の規模という点からすると、凶|

両積や国家領域の広さといったJfuJ甲的j是枝や経治J~肢も、人口混成とあいまっ

て%，/草 j~素となる可能性があります。さらに、小規模人 11凶家において、これ

にlt例して凶民総生斥もfll''ような場合には、第 院を設惜し、これを維持ず

るための賀用を負担することは、およそコスト両で不要なことと与えられるで

しょう口

なお、リベラルーデモクラシーが'ム定的に維持されていない独裁状態とか専

制的政治体制の場合平、)し手主義凶家の場合に見られるように、権力集中のイ

デオロギ に基づく政治体制が禄られている場作などにも、 院制がJ長用され

る傾向にあります 3

3 世界各国の二院制議会

第二次世界大戦後に |淀制が隆躍を極めたかに見えた 方で、 1990年代にな

ると、伝統的に 院制を採肘している凶のほかにも、東欧諸凶、|円ソ述諸凶な

どで 院制をほ川ずる傾向がみられるようになってきましたサこのほか、アフ

リカ諸凶、アンア・ j、、l'洋諸凶の中にも新たに一院制を採附する凶がJ:I1れてき

ましたベ列国議会問問 (rnter-Parliament札ηCnioll) のまとめによれば、資料

lにあるとおり、 院制採肘凶は、最近25イ|では増加傾向にあi)、 2009イ11J J 

20日現在、議会を有ずる1，効冶凶のうち76か凶で、割合にして40.4%が 院制

を採用し、それ以外の112か阿は 院制となっています。

料ほ協力同党機柄 (m:cl日加問30か凶に肴判すると、資料 2にあるように、

17か同で56.6%と、 院制採用阿のtlJf干の);が両いことがうrかります。 I涜嗣l

採用凶には、加問凶のすべての辿邦市IJ困軍が台まれま仁世界全体では、上院

に相当する議院のみを仇するアラブ叩首長岡連邦や人111O)i人的ミク口ネンア連

邦といった困を除き、ほぼすべての辿邦国家が 院i]]iJを採崩してお i)、 OECll

加盟問についても、この傾向が妥当しとおりま仁また、 OECDの二院制採

肘固には、準辿邦ilJIjの国家のほか、ヨーロソパにおけるリージョナリズムの中

北i*'I(I.247)247 r2941 



資 料

む分佐山戸Jな統治構造を採用し亡き亡いる単 同家が含まれ亡おります。なお、

いずれの困の人11も、おおむね大規棋となっています

方、 院制採用問は、すべて中 阿家であって、 般的にも連邦同家でな

い場令には一院制議公を採肘する凶の}Jが数の上では多いわけですが、 OECD

力日間国についてもこのことが妥当しておりますc また、人口規肢をみとも、 1 

1レコが約7，300万人、特凶がjり.1，800万人で寸が、ギリシャ、ハシガリー及びポ

ルトガルがi削)()万人を若干越える程l主で、ぞれ以外の 8か国は人口1，()山)万人

未満です。おおむね人111守口00万人を超えると一院制を採肘する傾向があると

いうことは、 0トCIJ加問凶にも妥当する結果となっています}

以|述べたことからすると、ここでの 院市IJに関する'1'間的な結晶としては、

す楕当然かつ半凡なことではありま『が、 j~邦市IJ ないし分権的な統治構造の凶

家、大夫↓模な人11を有する同家であれば、一院市IJを桁向するということとなり

ます}

第二主要国の二院制議会

次に、資料 1-1に掲げた欧米十要阿(1"米仏独伊)に日本を加えた十要 6

か固について、 院i!J!Jの比較検iitをしてみたいと目、いますむここでは、上ト両

院の構成、権限の1E呉に着円して整理を試みまれ

1 主要国の上下両院の構成

各凶の上 l両院の選出ん法的桁イ設を格理すると、次のとおりとなります。

第一に「討委員数」については、 ト院の議員数は 般に下院の議員数よりも少

なく、おおむね 2分の 1t平度かこれを卜回るものとなっていま寸ゎ卜院の場台、

民ぷをi血{;J)に代表きせるためにーに程慢の議日数が必些ですが、 ト院には、そ

のような要請よりも、少数の此知を備えたぷ員から構成されることが期待され

亡いると百えるでしょうけ

的 に「イ千期」については、 |院ぷ員の任期は 般に卜院ぷ員の任期よりも

長〈、上院を任命制としている凶や、川院の議員の任期が同一であるイタリア

を除くと、 l院議員の仔開jは l院議員のそれを|凶っています。 1院議員の場

合は、よ i)よく民巳を代表させるという矧内からf工周は短いわけですが、上院

議貝は、比較的安定したす助から下院の行き過ぎを是ifするために仔期lは長く

なっていると考えられますぐ
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院制Jの比較制]陵論的枚討

第三に「選挙制l支」につい亡は、下|症の選挙制民は、アメリカで成すした単

純小選挙区制がイギリスにおいても採尉されています これに対し、ヨーロッ

パ大隣諮問におい亡は、かつて比例代A制が普及「る以前に絶対多数制の伝統

があったわけですが、現存では、フランスが小選挙|ぇ一回投禁制、 ドイツは小

選挙区比例代表併用制、イタリアは比例代表制を保町L亡おります j ただL、

いずれの凶の卜院も、直技選挙で選出されるという点には共通性がみられま1

一方、 卜院については、イギリスは、貴族院とし寸類剖ですが、一代貴族が多

数を占的、選山)Ji去J主任命制に近いものとなっており、歴史的経緯から、イギ

リス凶教会の代表にも上院議席をワえています。!イツの上院は、任命~IJの州

代表で、フラ/ス 11泣は、間接選ゲの地);公共同体代表です。他方、アメリカ、

イタリア及び円本は、上下村'1院ともに匝按公選により組紘されます}

これに付随して、治凶に「改選制度」にワいて， ，泣すると、 6か阿とも、 | 

院はすべて総選挙制を採刑しています{ 方、上院が直後又は間接の公選制で

あるアメリカ、フランス及び日本のト|告は、議良定数のT数ないし 3旬、の iず

つを改選する部分改選制を採り、上院の構成の急激な変化を日避し、上院の職

務の継続性を確保し得ることとしごいます。イタリアについ亡は、そのF外で、

上院の部分改選制を採っておりません!

市.rrに「解散制l支」に関しては、大統領制のアメリカを除玉、設院内閣制の

lt素を有する凶の場合、政府ないし首相は|院の信任を有する必!占どがあるとと

もに、下院に解散制度がありますっさらに、イタリアについては、 IJhj院ともに

解散にl出し、刈等な 院制と議院内閣制との苧令性をとっていま寸。

2 主要因の上下両院の権限の差異

以卜、ヱ製凶の一院制議会の構成についてみときたわけですが、 卜下 111リ院の

権限の差)¥'については、次のように老人埋することができます一

第一に「政府に女j-j-る信任」では、)(4討項目lのアメリカを除き、下院には1J

政首長たる首相を創出する機能があります。フランスは、大統領が首相を伴命

しますが、半大統領制で議院内閣制の挺素があるため、向相は下院の信任を得

ていなければなりません。イギリス、 ドイツ及びフラ/スでは、内閣ないし政

府が、 「院に刈し責任を負うこととされています。他占、イタリアでは、政府

は両院のい仔を布しなければならないとされ、日本の場合には、計十H指包惟は

両院に属するものの、衆議院の議決が優越するとともに、衆議院に内問不信任
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権が専1"，しますレ 方、参議院は、問責決議権のみを有しごいます。

第 に「法索先議権土手」については、殺人自主山法索は、イギリス、アメリカ、

プランス及び日本で下院先議とされていまず。議会の前身である等族会議が課

税承ぷ椿をれ務として成、7したこともあり、イギリス的金銭法案のような凶民

に直接負担を課するものは納税者を代衣する下院に先議権が要求されることと

なっており、このイギリスに由来する原則は、各凶で広く行われておけま寸わ

なお、フランスでは、地方公比団体の組織に関守る法案は、 卜院先議とされて

お t)、 ドイツでは、各州の行財政に影響を及ぼす法律等の|門l意法律についてよ

院が|百]巨権をわ他することがむきることとされごいます口

れこに「法案審議における肢終議決権」に着口すると、議会制度の歴史にお

いて、貴族が相当の権力を保持していた聞は 1I1リ院の権限が対等でしたが、 19世

紀後半から 1'1涜が拘 )Jとなり、強い権限を持つ例が多くなったことを反映して、

イギリス、フランス、異議i折半につき 1イツ及び円本ごは、下院に最終的な議

決権が伺保されておりま仁 方、ト下両院の枠限が対等なのは、アメリカ及

びイタリアですc なお、アメリカにはト院の内議決制度はありませんが、ん統

領が審旨lを十円否したi1、律系は、両議院でそれぞれ出席議員の日分の 2の多数で

再議決したとき、法律とな i)ますぐまた、イタリアでは、大統領が符署前に両

議院に対して坦出を付した教舎をもって再議を求めた1'.1、律家を、両議院が再議

決したときは、必ず詐暑されなければならないとされていますp

第阿に「卜院への下院と呉なる権限の賦ラ」については、アメリカごは、 ト

院にのみ条約批供承認梓 連邦公務員任命承認梓があり、 卜院に弾劾訴追様、

卜院に弾劾裁判権が賦日きれていま!仁なお、イギリスト院には最古裁判i~Î の

機能が賦与されておりましたが、 200911.'0J Jに独占の最両裁判所が創設され、

この機能は長欠しています{

占定後に約五として、「両院聞の剥件システム」について触れると、アメリカ、

フランス、ドイ y及び円本にIrhj院協議会の仕組みがありまず。アメリカで、叩

要法案の多くが両院協ぷ会にかけられるのは周知のとおりです。また、両|涜fT

l司会議の仕組みを設ける凶もあります{フランスでは、政府提山の憲法改正案

について両院什同会議の制度があり、イタリアでは、大統領の選挙及び古ざ、

よ統領に対する抑劾、最高μJi主会議の構成員の一部の選任、世法裁判所判事の

7分の lの選1平等に限 i)、両院合同会議の仕組みがぷけられ亡います。なお、

!イツでは、辿邦ん統領選wのための辿邦集会の制度があ i)ます
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3 二院詰IJの類型化分析

以よ、主'[:回ν〉土 i で民をその構成と梓以に言;了て抜刑;的にみてきた b~了で

寸が これらし J多岐にわたる 間引を庁析するに当たっ U土、カリヌペル ア

大学 t)- デ;'.~こf校のア ν ン 1 ・レ「プハ 1I 卜款ぼ(J:.l~1〆l を教授J が 11'

院f1J-C:'こ閣す;~ 'tTI ì\~!イ仁分析がは吊 ζ なります、

(1) r多数派主主」と 合意裂J

王ず、 L イ フハルト教 J;'は、 ヂヰクブンーの藷Eit， lJ:、「多数派塑ー

{}，L: j ぃ n~ι)ri ，:ll :，..[ocJcli 

犯してし Jま「

ζ 「fTEZ型」江川町(山口公立odcli とし、う 大怒型仁うr

多数派号"とは、権りなc，iA字国i が)~;r;民g，れ派士いし式会多数派 tニ先 する

よつな政治の仕組みや訴Itl'iるI引のデ午ラランーを指し、 「ギリスのが験モ 1

1、る京tオ '9ることから，ニス;~ ~ >'スター型~ (iY('sil，1insicr 

呼ばれるものてず}合長山ル~J.、選挙によ!')~~寺不'1'-" だ政官1ない

とも

ど

うグ、主主 ìI:~ との fy 寺に草川を置く政Iμ1) l l 制みを J手 8寸る lτ[のデニ仁ケ，シ を指し

ます レイノソ、 !l，I救;之の力、析によると、 U~ê~lli (1)メルクマールの うは 此

市iJの百 ιでおり、 事以派型 は 佐市;を指市J~.、「合意型J U:件設淀J]>対等な

権124を手:'~る Fんツjをわr;-iするとされてし 4 ます一

そして、 l 多j~ý_ :}~ s;! Jの典型例と L'::は、イギ}に 1996-ffそのよ十点(1i:1<;:1Ci見

台議河」比例制)単人?刊の二工ージーラシ;、パルパ;スカ I :';"室型 0) vl!-l~i 

例t: -r i止、スイス、]り9:¥年の述主;制導入以降のペルギ 、欧州?生合 (Ei_:)

がそれぞれ今、げられ (Jつ円士写 υ

(2) r多数派型J と 合意型J の1自の相違点

レ J プハルに攻授は、対早川、か :~Iu)ケ壬クうンーの諸形態害検討τ るに当か

。)、 とき古 f~~(!)l(jしつ行主，0.をホげてし I ま F 、このうち「政持‘政党次

T!'~ におげる十日遠山 と J て、 Jノ出主l{ ，lË，、 t::1，(:x. 1J~ 問への同行権の年~111 V公広範IJ:-:i事

:足:::，'fd 内問に l"S 判f 権的共有、三政1Mと，'r. ì-.:! 附の関係に.13 げる政府内 f~ よ点

、l九政府，::-;'r;}~ ，:{，i (J)捷演の土j旬、 3 大政党結:j¥':;多党制、/宇多数ヲ1' .J~，比例制

グ〉選挙 ~ì:i ，t: ys JI::伊W:支刷、三i¥f凶問の 1'1111!"認争による苓 iL主義的予U首媒介

乙討cc~\r，;叶Lijphårl ， PaUcf!1s (~.í Vd!Wr町内 Yalc~;n Ì\'，;:-si日I'，日以 1999. i，n語、

と、て、アレンド・レ/プハルド(担谷川チポ}ア:亡(-i義対見(-i義 多数

決型とコシセン吋ス型0)36今，，+1;こ較hノいi主 1.了力益昔時、 2~X)5 {:-:) を事 j'~.) ( 

~Lì:j、 ('::1 U . ~42) 243 12%1 
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ンステム vs妥協と強調を円指すコーポラテイズム(j¥i干IJ採奴介システムが掲げ

られています 3 また、「辿邦制土手 国家次元の相注内、」として、③単 集

権的な政治制l生円連邦制・地方分権的政治制民、 fZJ 院制議会におけるすiJ、

権の集中、s権限刈等・構成相異の両議院|山の寸法権の分割、長l相九J多数によ

る改正が可能な軟性窓iLvs 特別多数によってのみ改正むきる!~性恋弘、立

法の台憲性に閲し議会が最終権限を有寸るンステム vぉ最尚裁判所止は憲法裁

判川による合愈性の司法審存に11、伴が服するンステム、(五)政財に依存した中央

銀行同 j虫、"した中火銀行が掲げられています。

(3) 両院の権限と構成に着目した分類とポイント付与

さらに、レイプハル卜教授は、 1916年から1996"ドまでの期間における十世界36

か困の議会を、 Irllj院の権限と構成に粛同して分組し、それぞれの組以に戸イン

トを付与しています。これによれば、権限対等ー構成相同の「強い一院制」

(Strong bicameralism) [4.0ポイン 1，J (オーストラリア、ドイツ、スイス、

アメ')カ等)、権限対等・構成類似の I111間的強l支の 院帝IJJ (九IcdiUl1l

strength bicameralism) [3.0 *'イント J (イタリア、オランダ、刊本土手)、権 I;l~

Jド対等・構成柑典的 I111問的強l支の二院市IJJ[3.0ポイントJ(カナダ、フラ〆ス、

スペイン等)、「中 I~J 的強度の 院制」と「弱い ~j'~ilìIj J の中|同盟 (Between

l1lcdiurn 叫γcnglhλndwcak bic礼mcralism) [2.5ポイントJ (イギリスなと)、権

限ゴ[)'I等・構成類似の I.¥isしλ一院制J(¥Vcak bicamcrali罰則 [2.0ポイント J(オー

ストリア、アイルランド等)、 11. ;)院制J(une-and札 ha1fchambers)の国[1.0 

ポイ〆 1，J (ノルウ J 一、 1991イ|より耐のアイスランドなど)、 l 院制」

(Unicameralism) [1.0ポイントJ(ギリンヤ、ニコージーランド[1.1ポイント]、

ポルトガル、 1950イ|より後のニューンーランドなど)の各類型が示されていま

すi これらの詰額以J土、凶J院の権限が対等か凸、かということと、 -Irllj院の構成す

なわち組織が与でなるか否かということをメルクマールとしたものです。

この中で、イギリスは、権限非対等・構成制異の「中間的強度の 院制J[:J. () 

ポイ/卜]となるところ、貴族院が「民主キ$:.0)先史時代の遺物」という理由

で0.5ポイント減とされ亡います。また、 1950年以前の一院制時代のニュージー

ラシ刊む Oポイ/卜が付与される権限非対等・袖成類似の「弱L、 院嗣IJに、

1951年以降のニュ ジーランドは1.0ポイントが付与される「一院制」とされ

ていますが、主体としては1.1ポイントカ斗J'Jされております。これは、レイ

プハJレト救伐によると、 1946年から 1950年までの5年|削が2.0ポイントで、 1951
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会てかレ，J告何年までの¥6Cefr，与がL(iポイン?なので全期間の平均):Lては 1:立iI

¥5-+1.(';<4引 51-1.098~1.lJ こされ1 いるものヴす、

なぷ、日本[土、イタりアなどと ζ もに、ほ浪 ~t等ー溝成類似の '1'官的叫民:

の一抗告しにji!詮ゴl十られています九 rだL、こ才ιU:、ず世主こで止派構成が者M¥人

〕ていゐニユがB~;.1i~ .:なって}3:)、 Iヘ参がねじれていゐ場合い J手、少なく Fも

(1.5ポ fシ 1，t¥'度は上位凡され、 l よ打 l注し、.....~;~;杭(こ笠宮うけられることと争

》グ).:と i立、 イキ')ス乏フiJγJてのニ J ーごーブ

ンド;，-;J~J tても当てはまる場やがある j「7えるで}ょう。すなわ丸、南ゴドお

いても、次にみるように上1-'1山J院の情成にふとれが生じたJ品合には、そ乃限り

ろうとしう邑併があ I1ますヘ

においじま刀、イ〆卜の |jJ怜 ilーが必要となると町われるわけですコ

ウエストミンス世 モデルと二院軍i

ルころで、 1.+~'.C は 1 :J何年代以孫、小選挙包初、 ベ政党i，'lなどのヮェ λr

ミンスタ チ子1のjJ!(;:{ンステムァ刊誌り人れら1l-r，¥てjヲり、主九とのf迂!ーでl士、二

ウ ス 1 ミンスター型の議正六限Mと 氏出'1との当イ毛につい

一一一第

のことす'ち~l'l'Uご

て1主討し正し、!-::.~， l，"ま仁

，( .--I:''' 1)スと二 I ジ ラー/ドにおしミても、かつてよ:'11司~~'~(!)権111がほぼ斗写

cあった時代に しアエ'1\さがすらJ なる活派怯成となることで、下院に内習の君、，~t1

{( í~' くよ議日竹|現制とて託料 (n{_長突がう活生しました これ"人「処'-')"/~ため、寸ギ

シラユ :"'Î ，~'iスはト院の惟限をzdめ、構成の相異を緩和 Jーるこ kで、 二戸

上限を廃-，ることでそれぞれ解〉九を|ヌ!りま 1 た。以ト、て~と!亡、この河凶

のト将改正ないししち二凶 lょに Jいごその経緯やたどるとともに、ごf1ト;-J-')に

剥げた~;主十日二十公判のカ子ダ、オース k ラ'} T ['.~山、て(*-"1口 fえγるこ J J 

、ミたしま仁

イギリ λの貴族院改革

〆f ギ 'J ス o)td高況は、別世紀凶~-'fに公法案r ヲ停止前打否権など格仮に係るこ主

l よ見勝利'，J;!I，Hンドσ77432政と五j":1::.__ (， {J.: i度当市、三(凡ミヰ-，-) 1~;;} 貝 u また、会

ぷ院の他山(0)想以は、 Z ずしも回定的なものではなし憐);;Zo)変化が三i:iLI-.Yl;~

ワされる権限引去のノ主り方にも鼎悦し待合いぷ響を及:，;tすとの指抗(杉副会

士if-H担fill人「青年法:::~JL~-~制度 h ¥1云f干ド文fL任、 ~~007";r) 363 tn ~)あるー

1"的|~Lì:j、 (.::lU'~41)24



t交 手r

吊が、 交手:こ {-\~，族の進入な 惜成にf手ω21:，';'が行われどきま Lf 

(1) 権限に係る改革

ノギリスのト陪 cある丘おと院 Ulo:~:;c uf ;"()砂山:土、 eJう了杭治会d庇古を絞

;2lたI卜に して、旬、j:'J，:~F要 j;'f の Z-T~ ; して捻住にできたため、 'f~:'.)

党11外内成党が i、院であ ω庶民院 UTOll肘ハ{CCJllli.HJllS) で多数を山めプ渇合

には、上ト!占UP'ii; I~J iこ ねこ'" 現象が'1じる II}校け→を内ギr-_七いました{ J カ

も 仁 :'~ß) ¥7:;，人権限;止、収入i:&出法案につい、;土、これを是出、将 11 ず書ず

内決τるこ三ができるだけてあっ，"こと千徐き、 |、 W;~ とはほ対等で、ヲ亡全な

院山tでし た υ

!ドパ l~7.:羊を求める戸はよ880年代かた)17ノ"し、 1奇抜院か討出r司政J.{r- ti~:I:司法:たを

殴控うえせ、 1"，111党の uイド ジ斗ージ蔵川の19()百主皮下主主や戸、{ょとしたごとを契

機として、 ~9ll '十三長会itが嗣 723 れまし~:(' 1911 司王会法により、 ~， H主九二しと、

::r::~~i去来については 1 か月、それぷ外的公;士主μりいては;? -tf:の停，1-.;"，，1凶汁置

のみを↑でするごととされましたハ

1 日4F，年の総選挙でノj約九が政権争 ){ff年すぷと、~911年議之氏における宣!主此

の \~ÎiJ、l係る停止8-0.J否権のf二世叫白性が魚沼、さ1しましf-" これに対し、 E品己

院'f;;:ヘJ"党民代総議のクラ〉ボ '/ r~手 [1 :147午立l降車立代、〆 ルスベ) ↑票時j

が、ソールズベ'] 限れとも羽、与れもいわゆるソ ルズヘ;-ク卜りンを

示し、ノJ樹党の懸念ル緩相しま Lに これは、政府守ず乙がト院議民総選与の公

ぬlおし、で明{躍に J-:'舌 f-:..、かな;Z!j'J、:主も、 「主主がこれを第 説会におL、て否

決ずるこ三はぷりでdみるとするものでめり、上訟がr--~~{;--I};;九(}) -;:二フニス!、 I~I

迫J、宗についとはとJ決しないことや慣行によハててI~HL たものご寸 j

さらに、労働定政府は:，117'1 i-q¥りの議会期ーに政府花山氏当てのl走、f 存 洋 実

なもの ζtJL止め、 1911-$議会ti、の規ノ'L.¥ 志づき i勾，19年議会Jノ、をむ!ノlーさえJ まし

た。 1"1法により、去一銭法 'j定以れの公示'x~ に i;í~、る仔;こáS+R否権について、 flð)~院

が、'(/l、弁日iミiltiJ1，得るもち問が 2年から l年に信判事;l"1主じた

， な方、この時期(重要なものと:し「、 1918イ|のブラ f ス・'iポートが去りま

これは、貴決定打情説及 CY権限を朽[d~]~) ために;二国されとアライス仰を

4 詳しくは、伝て日n8cイFリス)t:u、に必げる丙躍如IJ，;，二蚊 :~r(;J_、学研究ユ正

号18・19号ラ叩07年)及びj[[高「英国フ LアEけを卜の貴ij]i民改革 第 院の構

成と機能 I 紛;1/ア 第 s-t:~前ょす (2009 守二 3 月 j を?詰~!1n0

!と;Ol LiJ:Gl :j・:240)24つ



院制Jの比較制]陵論的枚討

座長とする委員会的報告害であり、これによれば、 ト院の役割は、小下院から

の法索のl庁味と修止、必比較的争いの少ない法索の党議、③凶民が法案につい

て十分な意見去明ができるのに立要な期l閉その成すを遅らせること、 (4) 般的

な政策問極的討論、の 1，C(に限定されていますっこの4え)Jは、イギリス上院

のた本的な役割を示したものと言えます A

1911イ|議公1去の制定丈には、 l世襲ではなく人民を基礎にして構成された前

院を現存の貴族院に代替することが企図きれているが、このような代替を直

ちに実施することはできないので」とありますが、結果として、 20世紀削半で

は貴族院の権限を lî~める改革が1J われることとなりましたり

(2) 構成に係る改革

一方、 211世紀後半におし冶ては、貴族院の柄成についての改苧が進められま L

た。当時、貴族|泣ぷ員の出席不は極めて低く、日常的に州市しないぷ員

(bacl刊 ooclsmぞn)が、表決の時だけ現れることへの批判が強まったことから、

1958年の議院規則の己主ifにより、請暇の干続がidtけられました。さらに、ハロ

ルド・マクミラン↑果、J党政府による 1958年一代世校法は、世技院の情T'Zにんき

な変化を日えました。同i1、によっ亡、阿|は、少Jl<を問わず、 ト院に出席，，1、
決を行うその者 代目{りの貴族を任命することが可能とな i)、上院の政党別構

成の変化と幅jムい人材の卜院議員への奇用が叶能となりました。また、 1963-"f

貴成法により、世襲t奇抜が一代に限り品f立を放棄することをE4めるなどの改革

が1Jわれました〈

196811に労働党政府によって従山された議公法案前 号は、貴校院の構成に

ついては最終的に[11襲議員を消滅させることをlE:図L、貴族院の権限について

は財政関係法案以外の法案の停Ii的拒台梓を行使し得る期|山を GかJJとするも

のでしたっしかし、|可 i1，~~.土、貴政院での抵抗から不成立に終わり、政府提案

。〕寸法措置による且族院改革は、 トニー・ブレアを首相とする労働党政権に至

るまでれわれることはありませんでした

(3) ブレア政権下の貴族院改革

1997年に発足した第 次プレア労働党政権の下では、 1999年貴族院法が制定

され、世襲責族は、 921';が姥存した以外は買族院の議席を失うというイギリス

憲政史上幽期的な改革がなされましたのまた、 2肌泊年 1月には、ウょイカム卿

を委員長とする「買族|淀改吊に関する"-委員会」が、 川守来のための議|完」

と担する報山告を公表し、任命議員と65:71、871'1止は19目朽の地域代表公選議
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民から構成される第二院構想を答申しました。また、市IJ定法に来づかない制定

的なものですが、 2000年 5月にJ'tiI主此任命妥員会が設置され、翌年イ月には初

の公募による員族院議員15名が誕ヰしています

しかし、 2刷 111以降の第 次ブレア政権的卜では、貴族院改革は停滞しま寸ゎ

政l付F可否 T貴族院 改革の完成 」が公衣され、議院の児肢を600名以内とし、

うち1201〆1を公選議員、1201〆1を世所属。〉任命議員とする h剥が示されましたが、

この公退議Rの比半については、現在に烹るまで多くの議論を呼んでいますベ

また、上卜両|誌の「貴校|沈改革に悶寸る令H委員会」は、全員任命制から全員

公選制まで 7つのオプションを不し、出川3年 2月、 11111院で 1'1111投票がれわれま

したが、庶民院では全案否決、貴族院では全員仔命制のみが多数を得て、デソ

!ロァクに附りました。結局、この段階で実行可能な改革として、大法 Icの職

に係る改晶、貴族院から分離された段尚裁判所の創i，主等を内容とする20凶作憲

法改革法が、総選挙前に制定きれるにとどまりましたり

2ω5芹からの第三次ブレ 7政権の下においては、 1ft前は大法官が務めといた

世成抗議ぷの械を互選とし、 2006年 7月、ヘイマン女爵〔女れ男爵〕が議長に

就任するという改，y，がなされました。このほか、 卜下両院の「慣行に関する合

同委員会」が報円高を公表し、J'tiI主院に公選i!J!Jが導人された場合には両院関係

の見直しはィ、uJJ症とするとともに、ソールズペリ 慣行を将来的には I[知寸提

山法案慣行」とすることをIdJ十日し、また、慣行の成丈化を決議によって採択す

ること、貴族院のU、案審議期聞を80会議日 lこ削減 Fることなど、貴族院の停止

的tfif'干椿を基本的に維持する h向性が示されましたc

その後、ジャ yク・ストロー庶民院院内総務は、起党派むの議論を経て、 2収)7

イ1'2)1， '貴校院ー改革-，と地寸る政府山書を公表し、200511'-0)労働匙マニブ J

ストで公約したとおり、 貴1仏院の構成に問し、円山投票をねうとしましたυ こ

の内害では、改Ij¥後の目玉|沈は510議席を有するものとされ、民族の爵fすと|院

議席との関辿は迅附され、残存している92名の位襲貴族の山席及び表決権は7E

全に廃止することとされました。また、改革後の議院は、いずれの政党も多数

を占めず少なくとも20出は非党派的な任命議員と「ること、法的根拠を有;-る

独¥i.0)伴命委員会を新i設し首相による任命は将来的に廃止すること、公選議員

は欧州議会議員選挙と同時にH の選挙区から 3分の 1ずつ部分改選( 部は

地域別非拘束名神式比例代長制)とすること、議員の仔却lは15年で再in、"Jと

することが不されました。そして、常国民の多作d!1を反映したものとし、イギ
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リス同教会の代ぷも存続すべきとされました。なお、こ町内害公式の時点では、

ストロ一院内総務は、公選議員50% 任命議員百)%が現実的であるとしていま

したu

議会での貴hi'院の構成にii¥る白出投県は、全員il命制から全員公選制までの

弁オプションについとれわれました寸前位反ヲをめぐる疑惑の影粋もあり、2収17

イl'3 IJ、庶民院で、全員公選制が113出差で多数を傑得、|叶時に80%を公選制J

とする案も:-l8票たで多数を得ましたサ一方、貴族院での投票では、全員任命叩j

が210県差で多政を得るなどの経緯をたどり、ここから、 f院で多数を得られ

た上院の令員公選問u:止は削%公選出jを某唱11とする己主iIiの流れとなります

しかし、三次にわたるブレア政権でも民族院改革の完成をみることはなく、

公選比率を始めと「る新たな第 院の栴成の問題は、ポスト・プレア政権に持

ち越されることとなりました〕

(4) ブラウン政権下の改革動向

ブレア首相の辞仔を受けて、コードン・ブラウンが労働党党首となり、 2007

年日月、首相に就任しましたむブラウン首相は、 2肌)7年 7円、庶民院において、

議会の惟限を強化し、同氏のむ l頼を日めるための'}0:;)、改吊構想を提議しました

また、政府の緑古 rイギリスの統治E がストロードj法相兼大法'T1によって公表

されました。緑害111 r民ヶザボ誌の再出性化」では、 員族院への公選市IJ骨入のた

めの改革の継続の検討も掲げられました。

その後、 2008年 7月、ストロー司μ相兼大il、官によっ亡、貴族院改正につい

て、 『公選の前 院-j奇抜院の更なる改革と地寸る政府山書が公表されま

したサ同内古は、 2007年 3月の庶民院の投票に本づき、改革f去の第 院を全同

公選λは80%公選・ 20%tr命としています。また、直t2:公選で選出される議員

は、任期12-15年とし寸長期のものとされ、 日分の 1ずつの部分改選、再i聖不

日」としていますc そして、改革後のお 院は、行政統制と修ifを担い、その権

限については変更を加えないものとし、 20%の任命議員が加わる場合には、制

定法に基づく任命委員会が議員のlhi;を行うものとしています。議員数は庶民

院より少ない42()~45()名のモテ守ルが刀之され、上手品も小選挙区制(ドドl 刊、選状投

票制 (AV)、単同移譲式投票嗣J (STV)、名簿式比例代表制(拘点、非拘点、

一部"1拘束)の 4索について各五同で議論すべきとされております。

2009年 6月29日、ブラウン肯相は、庶民院ですiJ、計而申告長を公ぶしましたレ

イギリスにおける政府の止法引山は、例年llJl七人女王演説によって公表され
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ますーが、この ¥'7i)、計百品茶シいづの!之、プラウ>:'守村Jが、 1:z:、統的に非公:#:で行

わ ;cてきたι法Al 幽の足元~j~程を問かれたものと〕、議会三回!\:i 二、 E改立宥がい

ウトλなるす;泣J、を計|ド州"山川"川'1しιいξと;か:にこツいて1芋F官計?にi土三μ寸るニと ζ

l川I:~'公T夫された「イギ)ス 0の)1桁j 来ジの〉構i鵠i託誌t主 I では、政的は、-ß:h!';Eλミ土あの二大C')役作

》して、 2以ì9-- 1O平会期で i 院のFI:~そ i立引を ~)~r~; する立以、を -fJ う介して'，'ま T へ

また、 100%メは80おじっIT!H!ごうどぞれJ議員でよriを7晶成ずるとしたつ008イiウ)j (1) 

;l1:I{ナnPi合j誌に、よ:)ノ、見続て民 i-，lYJに構成会れた第 同ζ するための川 3完全

:!..~去する己てしますー 2以)9-- 1(1ノ i 公主EJ土、 2(1(19~1'.11)~ 181: ~問|比六があり

!J: J::.ì~~~U;~'なされる円で、今主主がI主討される L ころです

(5) 小活

以とみてミたよゐ仁、イよリスの貴}ji，~院改4~士、レノブハ JI.--入数ねが分析対

象とし て1，"る 1~H6ij から 1 抗)f) 1t を超えて、そ乃うj 祈枠桁みを借りるな t1 ~工、 20

ill紀初頭の1~ : 111 古:版権1~6ーにおける「権限刻字・ 1再出作異 J の「町、いー注ね か

ら、 20-)吐紀前、rに呼 :;tU~対等・惜成十8t\~-J (}) r-，:I間的加えれ 陥劇1，となり、

この 1M] 、 'í~~' 完;以外の政見がト民多吹派となった場合}ねヒれが牛 L勺円、 20

f世紀役Tかられ十世紀初頭にかけ亡、極端な構成の似宍を角むi!i~g るんの、員長院

の中止:'11を古めよう τしごきだと吉ろことができます

員拐、院が、公定的れ |犯となるごとによるほ民的強化に対しては懸止がある

とこっミすが、比較的長し任期を設けむことに二つ亡、 K+的立当:'1ぞれ吹民院

に比L-(!JjいものKL ょう)~ L、再出ノドドr(l，...するこ i~ ::工"'て、政令化を~~め

ょうとのT:心が見交けられま今 υ

なお、 2009年lU月 1日に設日設干lJ;Yi~: hc Sllj}TC，IlCし川lい:()f thc "nitcd 

King:dof:.l) が江主笠され、地)Jうよげの微1，[¥がドz:れま Lたし 最肖放tlJji~TI土、ハー

ヲ〆ン"スクエアに ~I肖す 0{之百T I主出予f?)、院の建物であ uそ1ド1レセック

ス ギルド:、~-)1.を;-1告として、 18}JIGD;こよ仁エ f平 1'7J'ih¥にこれを jをはさせ

ました日初代的景山J 法 flJlif: 判l雫に J止、貴族引の~(C; 1千仁 Jf~-~言JJ:~Ci)+入判 :UL名が);i，~

スなお、 2009午 IIH ムぶ!の議会現会時の ι" れ佐行止、止jlíすのJ;Úi ~ý~ 万全|が円，1: ら

かにされ、ワl戸附 10午会慌の立法「ll些;しして、前日%又は 1 仰%公~;~Ijの第 院F

寸る丈めの民放 1;礼改#法の草')iさを公表することうな、されたい

hm稿海外:主体育制 J主1[1 最日奴判1タ1(!) ~~どと

:391-~j- (2~)CDi:--12;j1511) イト安保

!と凶3

Tジムリスト
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院制Jの比較制]陵論的枚討

イ干するものとされていますc 段而裁長官のブイリップス卿は、初めて三権分す

が任止されたことの主i比↑?と、止法と μI法の分離の主i比ド|を強調しています

2 ニュージーランドの立法評議会廃止

(1) 一院制への移行

ニュージ ラ〆ドの1852イi憲法法は、イギリスの政治制度的影響を受け、議

会は、イギリス固ーじの代珂7Tである総督、 卜院である立U、許議会([昭川川lve

Cou斗cil)1えぴ卜院である衆議院 (HOl1SCo[ R叩 rcscnlaLi、cs)から成るものとし、

院制を採附していました{立法評議会の議員は、総腎によ Jて任命されるも

ので、当初の任期は終身でしたが、後に 7年に変更されました。

19世紀後半には、士業が党反し、移民が流入したこともあって、それまでの

大|地所有者Ijr'L、の政i古に対して、農民、職人、う河η

なとどFが下院において勢力を;羽叫拡'Jl止jよ、人ん4しました こうした背?景売σの)もとで、上院が任命

帝嗣制1Iであるため、 買族帝申制Iリlのf伝云統のないニ←コ1 ジ)ランドでは、その非民→七上性と仏保A 

'.H刊刊に次第に批判が向けられるようになりました 3 上院議員の任命をめぐって

は、総督と下院との聞で中L艇が牛じることもありましたハ

立法評議会が居者iIされる当時、上院は f院よりも地位が高く、また、ほぽ|司

等の住限を有しといましたが、金銭法案の元議権十修if惟はなく、中に下院の

決定を繰り返す償問になっていましたr 上院は、株益に近い存有てを続けていま

したが、それほど有害でもなかったため存続を許されたというのが実情に近く、

いつ廃iIされてもおかしくない状況となりつつあったようです。さらに、上院

議員は、 20111紀前干には実質的にその同々の政権に向調的な7Tが任命されるよ

うになっていたため、政権交代直役に、上院は、!日政1撃の利益をえ)るものとな

る傾i叫が顕著となっていましたυ14年聞の労働党政権の後、 1949年に政権のIq民

についた同氏党のシドニ」 ホラシドは、首相になるH削からす法評議会の廃

iIをヱ張 L-cおり、議員立法の提案も行っていました。政権紋得後、特攻隊

(suicidc squad) と呼ばれる議員刊を送り込み、 1 院卜人~O)勢 )J を抗回 L 、 1852

年定法法を点止して立法評議会を挺iI，-j-るにでりま Lた口具体的手続と LTは、

1950年"法制ド議会廃止法により、翌1951/1ド1H 1口に l院を廃止しました。同

法は、上院を畦11すること、元上院議員に何らの補償も行わないことを内界と

「るもので、 卜院におけるi1、誕の投票結果は、 26対16の賛成多数でした己通常

の場合、進歩的な努力が保、r的な上院の憐iIを主張ずるところで tが、逆ぷL的

北it61(1. 235) 23;5 IJ凶1



資 料

な結果となりました。また、 ト院廃止に伴う代替t位置は講じられず、議会のト

院がそのまま喪失されるという結呆となりました 3

ただし、ホランド自身もト院を悦止してしまうことに、若Tの嶋践を不して

いたほか、当時の新聞論調も、、V法評議公を評価していなかったにもかかわら

ず、始どが一院制紺持との立場でしたi ちなみに、 1950年12月1日、 卜院議貝

たちは、げ法評議会最後の時を、腕を細み凶散を歌って迎えたと伝えられてい

ますサ

(2) 立法評議会廃止後の動吉

しかし、政府の「抑制されることのない権問よ」に刻して、何らかの均衡が必

要であるということから、 院市IJに係るぷ必は、寸法評ぷ会廃止後も杭き、議

会においては、次にみるように 3次にわたり、上院の門設問について委員会調

査が行われました。

1952年の窓法改革委員会の調芥では、 2か月聞のJLj去に係る停 11的犯有権を

有し、 321';の議良から成るi干命帝IJの第 院の設置に係る報告が行われましたレ

これによれば、第 院の議員は、衆議院における政党の努力に応じて党首によっ

て指名されるものとされましたι しかし、この報告は、「ニコ ジ ラ〆ドの

経済的山rt1投ぴ止義の保認のための世法協会」という会干上粁営省、弁忍|、公

認会計士、製泣業者、農業従事者、小売業者及び医師から構成された団体によっ

て、 1960"1'と 1963"1'に、主主一院設置と成文憲法典の制j疋を求める消図的、従山さ

れ、一院制の問題が再J是起きれるまで、取り卜げられることはありませんでし

た。これらのl肩関は、憲法改草委員会が存査をしたものの、採択されることは

なく、計局、愈11、改革委員会は、 ト院を復活させることはやJらの利誌にならな

いという見解を表明するに主りました。

ぞのf豆、↑主包な立;1、と議会手続及び議会慣行の相侃がfJわれたことから、 卜

l~jL再l設置のぷlIiiÙが再燃しました。 19凶作には、還が制度に|掲する二Fv_委員会が、

第 院は不吉さとの結論を山しましたが、テゃピ y ド・ロンヰ労働党政権を引き継

ぎ1989作に首相に就任したジョフリ パ」マ や、 1990干の阿民党政権誕/1

の際に向相に就任したジム ポルジャーは、向相就任前に、公選の第一院設問

について積極的意見を表明しましたー 1990作の総選手で、野党問民党は、 |院

内設置を主張したのですが、これによると上院は、イギリスの世政院のように、

公i1、後につき 12か片、金銭i1、後につき iか片、それぞれ.¥r_u-、を引き延ばし伴る

ものとされました 3 しかし、回民党も、心ニュージーランドは単 固さまである
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ため連邦帝1]同家のように卜下両院に異なる代点を必要としないこと、(奇議会の

特別委員会に上院の活動の多くが引き継がれていたこと、③!日斗法評議会はl前

史的if統性もなく政品、的イ千命者のフォーラムであったこと、 (1::第一院が仔命議

員から構成されればゴ]W戸TB'Jなものとなり逆に公選議員から構成されれば凶民

のイロ任を一つの議院が有することとなること、については認めざるを得なかっ

たといいま-L1990(1実施の世論嗣査でも、凶民の21%が前 院設置を支持、

4:-l%が設問に以対、 :)6%が意見なしと、国民は第 院の設問に懐疑的であり、

結同上院汗設置を実施するには主りませんでした。

さらに199:l年にも、従前の単純小選挙区制から混合議席比例制i] (M¥!ド)へ

の移行が次定される過科で、|院の再氏支置がぷ必となりました。政山原案では、

議員数:lO人ほどでイギ')スの貴族院に似た権限を有ずる第 院の設問に閑「る

事取が含まれていました。しかし、ポルジャ」首相がI見什議席比例制の哩入よ

りも、上院再設問に積柿的であったことか旬、選挙制度改革つぶしごはないか

との疑念が持たれました。加えて、議員数が増加守ることから世論ばかりか日

完の支持も得にくく、また、第 院設置を混合謀川;Jt例ililjの事人に反対する場

合における同民投票の 選択肢としたために、投票様式カ'111雑化したことから、

妥員会段階で第 院設置に関する部分は他の法索とは切り離され、結局成索に

至りませんでした。

なお、ニュージーランド議会凶者似のスタッブによれば、これ以降、第一院

の設問に対する政治的関心は大きくなく、マオリのム栓を持i要するために卜院

の設置が主張されることはありましたが、広範な政治、的支持は得られなかった

とのことで仁現在、マオリ党は、国民党政権の連立パートナーであり、マオ

リの利益については、、Y法をJffiヒて実現することが可能となっており、また、

山川2年に議会のト院と国家正門を設問するための凶民投票を求める話願が議会

に提附されましたが、この清原Rを審査した司法及び選が委員会は、その要望に

対Lfi四JらのVJJ告も付さなかったということで、現時点では、 -01;の上院設世論

者を除いて、 {X~一院の設置についての|掲心は乏ししゅ、況となっていますコ

(3) 小〉舌

かつてのニュージーランドの 院市1]は、レイフハルト教授の分析によれば「権

限訓対等・構成類似」の「耳目しミ 院制」とされていま「が、政権交代直後には

「ねじれ」が牛じるおそれは内在 L-Cいました ニコ ジ ラントの195C年の

改革では、上院部分を切り必とすことで「 院iVIJJに移行したという特紋を持つ
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ていますι しかし、 日完廃止後の、第二院再ぷ世の議論には、 ト院の安全装置

¥safe guarcl)としての役割を見山すことができますの

二ユ)シ ランドごは、 1867芹に 4のマオリ議席が設けられ ζマオリ男了に

選挙権が与えられるなど、古くからマオリ選挙lメがあるほか、 M¥!Pという小

選挙区比例代表併用制に相当 fる選挙制l支が1996年総選挙から支泊されてお

り、少数代表慌能、民意の多角的反映は一院制であっても相当科度実現されて

いますυまた、イギリスと呉なり、向治釦Ro，jイtから国民投票制l支を活用Lてい

るほか、 1962イ|に民連邦諸凶で倒的てオンフマズマン制度を採用した凶でもあi)、

議会の特別l委員会の保在によっても、上院に刷fSされる第一院平内閣への rjlll 

制と t~)博JJ が実現されているため、ぉ一院ld土置の議μ向は乏しくなっているとつ

えでうごす。

3 ウ工ストミンス安一型議院内閣制とニ院制との関係性

ここで確認できるのは、下院に.1t慌を世くウエストミンスター型議院内閣市l

の場合、権限が刈等な 院川とは相引が極めて悪〈、上院の梓liJ{を限りなく弱

め、構成の柑呉を緩和して、あるいは卜院を廃止して、レイブハルト教長が説

くように、一院制を指向するということでれ

なお、イギリスヤニュ ジ ランドが直面した前述のような問題につい亡は、

イギリスの政治制度から山党した主な4bm邦諸凶であるカナダ、オーストラリ

アにおいても同様のことがありましたυ

カナダの連邦議会は、権IJrt，，1対等・構成中日異の I，ドWJ的強度の一院制」であ

り、任命市jの卜院が国民からi主ばれた下院の決定を否決することはあまりない

とされていま寸ゎしかし、かつて長らく自由党が政権的座にあけ、上院も白由

党優位の状態が続いていたところ、 1984年の総i盟挙でプライアン・マルルー

ニ」が守ている進歩保守党が大勝して両院のねじれが/1じると、自由党が文配す

る上院は野党の祇抗の場として活党化し、進歩保守党による下院多数派を某黙

とする政附の主要法案を否決するようになりましたc このような|卜両院のね

じれの中で、 1990年には法案の上院通過のため、初めて1867年EE法法第26条に

基づいて|抗議員を追加伴命する事態に至りましたレ

他占、オーストラリアの辿邦議会は、権限対等 構成相異の「強い ιL制」

であり、愈vょに 般のi1、律議と異なり歳出口、議なとの金銭法案についとは、

卜院のみが充議1普及ぴ伶止権を有していま「が、上院は金銭法案を「院に返付
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して修ifを求めることが認めりれ亡おり、これによりト院は金銭U、系に対する

粒子J権を有するものされていますぐもっとも、かかる上院の修止山求権は、実

際には発動しないことが窓口、卜のイ肯習となっていますu ところが、 1975干、 ト

院は歳山法案に対する拒台梓を行使し、 l憲法危絞」と呼ばれる事強を糾きま

した j 当時は、下院 P多数を市める労働党がゴフ ホイジトラム桁十けのもとに

政権をjH当していましたが、労働i九は上院で多数を占めるには主っていません

でしたυW}党である向山党内マルコム・プレイザ一党円は政住奪取を図1)、明

故・総選挙を1ftすためと附芹してよ院における歳山法案通過阻11という戦術を

とりましたりホイットラム角相が解散を北んだため、辿邦議会における審議は

lか刈近くにわたり隠着状貯に陥りました。この情勢を見たジヨ〆ーカー総督

は、突如ホイットラム向十けを解任し、プレイザーを後任に允てるという事態が

起こりました。総督は憲法|、通常は1)，閣の助に1;tって行動することが憲法

慣習として定着しています{総仔が専権をもっ亡角相を能免することは、 i日)]

年に連邦が成すして以来行われたことがなく、極めて異例な事態でしたニなお、

プレイザーが首相に任命されると、ただちに問題の成山法案は上院を通過L、

下院ではプレイザ 芹相に対する小fdi:干が決議されましたが、結同両院は解散

され、総選挙でプレイザーが1+勝するという結県となりましたに

カナダ、オーストラリア両同とも、ウエストミンスタ)モデルの「政付・政

兎次元」においては、心単独過半数内閣への執行権の集中、 l主政府と立法府の

関係における政肘の優位、玄l一大政党制、恐多数制 非比例市IJ の選挙制民、(~)

集同WJの白白な競争による多元主義的利益媒介ンステムについて、イギリスや

かつてのニコージーランドと比通性が見られまj-，この共通性からすると、先

にみた両凶ω例は、 l政府・政党次元」においてウエストミンスタ 型の特徴

を満たす制民と一院制の「相性の;mき」を不すものと百えるでしょうじただし、

カナダ、寸ーストラ')ア両阿ともに連叩嗣|であり、「連邦制・単 同家次元」

において、ウヱストミンスタ モデルと離jぇfる部分があり、 院制議会で立

法権の分割がなされています〕

方、単 凶永のイギリスやニュージーランドのような凶の場合には、ス I

レートに 院制lを指向することとなるかと思いきや、単純にそうはつい切れな

い部分もあるようです

イギ')スでは、特定政党が立配的でない第二院の存也Jは、法案修if，"，-Jiれ/1

動的事ftなどの各領域で、単純小選挙し主制で選山される第 ~j'~ とこれと緊d前に
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融合する内閣に対する抑制と均衡の役割を果たし、第 院の袖定を担い得ると

いう市で有財刊が認められており、上院にこれまで存存しなかった公選議員を

入れてまで病 院を有世しようとしていまず。二 1 ージ)ランドにあっては、

人II規模が小さいこと、マオリ選挙|メによりマオリの代表が時保されているこ

と、 M¥!Pによる代衣削が有効に1'1巾しといることなどから、現在では第一院

の円設置ということには主っていませんが、ウエストミ/スター型の時代には

ト院再設慌の動きがあり、中なるイギリスの伝統やノスタルジーではなく、第

一院と内閣へのJ!l刷や少数派的桝誌の装置として、前一院というものが意識さ

tしることがありました

これらのことからして、ウエストミンスター型の議院内閣制と 院市IJとの関

係件においては、「相怖の悪さ」とともに rfjç~JIJの批 Lさ」というアンピパレ

ントな|勾係性が潜んでいるようにも思われる次郎です〕

おわりに

本Hの報ーでは、 院制ぴ)制度比較をf丁う中で、単一回京であっても、ん規

模人口の阿の場合には、二院制を指向すること、かかる同がウ L ストミンスタ

~の回の場合には、「権 líJ{訓刈竿」の修正の院、州制と均衡を県たす院として

の第二院が有用となることについ亡整理したつもりですハ問題は、そこでのト

院の構成についてですが、 lねじれ」の附也をし崎、にクリアするかがポイント

となるでしょう〈一つの考え方が、イギリスがけ指す、政権交代に方右されな

い中 υ的な第 院で1 もっとも、第 院において直捻公選制の以素がある場

合、いかにしてその中立性を担保するか、いかにして栓限非対等を確保するか

ということは、イギリスでも悩ましい問地であり、相当の l夫が必去となりま

すi そこには、日本への不唆もあるように思われます j

翻って、日本の 院制、参院五院制度。Ju:りむについては、内閣の憲法剥査会、

衆参Irhj議院に肖かれた定法調存会などでも議論されてきており、斎藤十四l参議

|抗議長の卜で北置された「参院主院の将来像を主える有識者懇話会」が、 2000;':下

4月、憲法改正の安子?を常的た改草案を提不するなど、参議院己主草の論内につ

いては、かなりの科度提示されてきているようですc そうだとすれば、日本の

院制の制度設計に相L仁、しい改革案を適切に選以L、それをいかに実行するか

が問われ亡いるのかもしれませんι これは、制民論というよりむしろ過干l!論の

領域ですが、諸外固との比較に際しては、改革実行のための具体的hJi'iなどに
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コメント

イタリアの視点から見た二院制

芦田 淳

はじめに

凶会|叫書館の芦田でございま寸 c 今回は、私の台')1究しておりま寸イタリア議

会を念頭に開きながら、別分程l正のコメントをさせていただきたいと思います A

先ほどの日中市刊の中でも、レイフコハルトによって、 11本とイタリアは、とも

に権限が対等で構成が鋲似した「中間(['1強度の一院制」に分類されているとい

うJR摘がありました。ご存じのとおり、日本において、参議院の権限の強さ、

政党化を通じた衆議院との|可質問が指摘されておりま『が、この 2点に関して、

イタリアの両院は「対等で差掛のなし、」一院制と定ゑづけられておりますよう

に、上院の権限の白)さ、山院の|司質件は、より明確です口そこで、初めにイタ

リアの 院市11について筒中にお訴しさせていただきます。そのあとご、先ほと

の中|日l的結論のうち、「辿邦川ないし分権的な統治構造の回家におし通て、 院

市1Iを指向することが多い」というご指摘を、欧州諸問の泣況にあとはめど検討

してみたいと巴います。

イ51リアにおける現行二院制の特徴

まず、イタリアにおいてl川院の怯限が対等であることに関しては、「立il、権

能は両院が共同して行使寸るJ (憲法70条)、 l政府は両院の信イ丁を古しなけれ

ばならないJ (阿94条j といったYl(ll~ トの規定に志づし冶ていま T" 他方、 1"リ院

の構成に l差異のなl".iJ ことについては、 1選挙母体について、両院議員がす

べてのイタリア国民によって直接選出されること、 ~?)J~挙制陵も、窓辺、に「卜

|泣は什lを基礎として選ばれるJ (阿S7条)という制定があるものの、その叶格

は山院で|可株のものであること、③任期及び選挙期日が|司ーであることの一点

に拠っていますいただし、くわに|却して、 |院の選挙権及ぴ被選挙権年齢がそれ

ぞれiお歳とお歳であるのに刻し、上院のそれが25mと40歳という£異はありま

す。また、 l院議員の仔開Jについては、 1963年の憲法改ifにより卜院議員と揃

えられたのですが、それまでも r-I'-~j'~ O)任期満 fによる改選時に、上院を繰上

げ解散する」という子11、によって、実質的に同様の運用がされておりましたレ

ただ、これらの特徴 L特に権限のM~字引)は、議会の決定に各大な時1~1 を '~:L 、

r3171 北法61U . 224) 224 



院制Jの比較制]陵論的枚討

政治的対すと柑挨って議会の機能小全を招いた要肉として長く批判されときた

ところですっ

現行二院制導入の経緯

ならば、 fロJ品、こうした制肢が導入されたのかc 現れの一院制は、 1948年のJl

和凶憲法により 導人されたものです。それまでは、 18，1811にサルデー二号王凶

のカルロ・アルベルトにより削たされたアルベルト窓章により、非対等で構成

も相違したいわゆる貴校|沈型的上院が置かれておりましたわそして、第一次世

界大戦を縦亡、 1946年から1947年の憲法制定会議では、一つの王張が対立Lて

おりましたーそのひとつは、アルベルト管草に基っく 院制!の維持、もうひと

つは、フランス革命期の土権概念に基づく一院制の採肘でずりこの会議の主主

なアクタ は、路線こそ違うもののファシズム11仰jで共闘したキリスト数民主

党とイタリア川、片手党でした{上院の役割という悦内から見れば、前:r;は、当時

の熱狂的な改小機運を日にして、寸法において性急な決定を避け、 定の検討

時|削を健保するという同点から、 院川を主張しましたの他占、一院制を望ん

だ共産党は、第二院が当時の政治的パラ〆スを反映したものである限りにおい

て、その設置をす干認するにオ~りましたr この E 味において、現行の上院は、い

わゆる熟置型の院むあることをはじめ、ある-'f'I!!正当初の設置意閃を反映したも

のといえるでしょう p これについては、後でも触れたいと思います。なお、先

ほど巾 Lrげた「卜院は州を志慌として選は守れる」という規定は、直接選挙に

よる卜院に対し、州議公等が上院議員を選ぶことが議論されたず1残で1が、上

院が地域代表であったとまでは言うことができないと思いまよ~とはいえ、こ

の規疋があったために、各院選挙制度の一首問、異なることとな t)、それが政治、

的な影響をワえるということが近年ありましたc といいますのは、現在、下院

選ザー制度は比例代表市[Jを基盤にしながら、全阿で杭大待出"をした政党又は政党

辿合に多数派フ。レミアムとして令議席の約S4%を配分「ることをう主めておりま

す。 他lJ、 11流選挙制度は、同桜の多数派プレミアムを州ごとに発動すること

を定めております}その結果、~)，政党辿合の得票が括抗 Lた20llh年総選挙に

おいて、かろうじて両院の多数派は同 であったものの、 |院における連介聞

の議席走は"1常に位少なものとなりました。そして、 2008年 1月には、上院の

イ刊jf干により政権が崩壊し、総卜げ総選挙を経亡、政佐が交代しました ここ

から、イタリアにおいても、(選挙制度の山IJ*Jにより、各抗争数派の相違は本

北it61(1. 223) 223 13181 



t交 手r

8uむなものでないl汁ム ζ ねLれ」が斗じf持台、「首ぃ二院市 (，.:j山Jくl

Eえるでしょう このほう¥f本から見て問心いのは、語法制定之設において、

地域代 μ~F5)'- と政能代れぶ分小らなる市 院がfcJ人かの子者同叶の有 JJ議員 l

からJtf業されてL、たこ tです。

現行二院制iこ対する改革案

riL -7した 対等ーで ~I，'-:-_~グ)~;\<ミ l マ';i:~'1 じついて、戦後、 どのような同

主しが~Jt~てされてきたか仁ついても少し削れてかまなげまず、制度改笠のため

に設買さ tl~/こ州院合計委員会が198;:)年に提出した支では、 ii. i'大j当日告を 7一定:二、

政凶統制l撚析を :GAに与えるここが持fE!，されていましナハ次に、 1997年ぃ害法

己主ょ 1"リ::;~合 iTîJ委員会が提出した憲法改 i 案 cu ， 下院 lfï去 J おけるよ陥な俊

越や政;千トの{三 jè ・八 1~-'f=:を行行辛抱全土j え、 !況に否、ザ、批判所判事ゃ占支えニt可担、

会議構成員等グ)J主任権や、地ノらお51b加えて冶 ';1: 治問えI~ 法案を者:~.ft: よる特日Ij

会日誌を認めるなど ペ， ~土 h 対等、守の見出しをめげていましたごそして、 ~CC同年

~ 1 Fj :'議えで可l1!::気れ、笠年日 n(;')/:i:l1t投票でィ、決主れと浩氏改止索lよ、 仁此

に地域〆i:;"i<:e.しての巴?目、をHコずる〆c.tに、 ド|宅促止の二院制と<JZl大きな

見古 Lを含むものでし J そこでは、ま「、よ陀の構成に|脅して、 J戸~'íTの 313

らから2;;2ちに議員数字減ら〕、件以{にお C'ζ その川誠会涯学と同時に苦悩

自長選手でi雪山弐れる Lこととしていま1 次に、再院の権だに関しては、 ::Li.t、

lついて、 Jt則icL ，(与院のみで審議を千 l へ{人+r.rdd 院で審議を千 l へ{人芸を区

;;" :....、首拒の信任不信f下:つ，，'-C!j，、 f P'f~のみにその栴誌を与えて九、ますこ

他方 ト院は、 ijf，ヨりとして いj と州の古河合的 _，L '!J__ 千J~ における主iイ以別の確立

に問匂る次女について市議 J予行うこととしていまづ ま丈、改「案は、有l;iG訪

日しつ選挙権及び紋選示権年齢を Iwj ーとしてし、ますが、名誌の権誌の見直'-J中

氏をわわせたものと、じ、とまずどえられるでしょろい直近(i)2C08-t総浸与を閉

まし-(~，、，院のよJ~手十河，見 l吉と出J戒代表たるト 1;んの設悼といっ内で l士、 J 

野党問での 致が凡ムれまし f。

欧州諸陵の上院における地域代表的性格の模索

二のよう(，，~イタ j アとは、現柱、件史的鮮高木(妥協 土きついた熱温44のと

~.-1+:nむには、 C 。モルターァノ ~'L ムイ 7 ウディがギ L;' ム J，! る}

[::;19 LiJ:G1 :j・2ニ2)222



院iL1cつ;じ.)(!VJIjt論的I主汁

|培か旬、担J.ekft"l，..型の 11培への恥、換が脱婦されごおりますが、このヴ景には、

欧州統合の逆戻ととちに、とりわけD¥)"T1t J~)， ~与にj:;!'んだ地忠分格化の剖討しがあ

りま j，'， [:ii]い~1J'~には、l;:i. 'I-j家ヴ為 ;'JながらJI'Iiこ広範在ヨ;むをH'J'I/、連n;市

i帝京にかなりこJよし l刈|吋家 (;:;;A(οrcgio川 Jr)J への殺f[::.~い行こと℃あり、->~

4主的;こは、 990年の新 l色方円治11、の山:J立をはじめ(:Lプjffi'，T.μ咋レベルのJ土""'.

を任て、。8C弓{;に憲法小ドゾ:. Jf!Uit引九を定めた部分 f泊三部fU5 中!が大;I'~

Jこl立il害計、什{等(/)十主主;刀、治まりま!た

Zて、託して、この叫ヨカらいくつ刀 o.欧州0)1士々を，，>(:)Uずてみたν}也

vミます口まず挙げ/:し λ 乃は、出家形訟の阿「イヤ"ずの「州民家;と比較的似

た l自ifd-['::司家 l であり、 町市IJtJ) till-(C，もいまに;工|司じ熟慮号、，)色TJ.:，:，に人札り

れゐ人，ミインのきq列jです ス，ミインのト院は、ノこ民主i4ちのうち、川名が11治

什ぷ会iより遊間三れ、 ;~'~i)、 l 、 |陀 lよ地]~を代表 Tるぷ W-i-~ 日目条} と規定 3

tOているものの、 iit示、[':?'古川約手J訴を代表するものど Lごは機能しできませ

人じしたこごれに対L、2礼子「に政特にちiJいたサパテロ政権!立、最終';0に増負担1

1よ〔ました古、 ニ'JLを地域代表型の院とす品主主法改止を提案!ておりますえ

次:一、亙史的には員 b~1宅型の~"~であ Q イ干りスの;佐 1，，-つい亡、 iヲロロ'1'1):

;;{駄に!iIiプいた本主こで、そり本質とされてきま L た寺、他 h で、 J&t~代表的

要玉をよ守人寸る劃JiFが志ったここはご;ヲ併のとお L'}です つまり ;JJ Lたプレ

?政権!-t!そに、地iJうJ、権(，d2¥-nJmionJ 0)コ住民と l氏改革ゃねび付 jにま七、公

選され t~ f院のト安レ異なる割、向性エして、 r'~g貫目の だ割合をJヨ万{七七、えて

民とし、て仁 iiJ ではなし、ものの、重}::七 i:t言と 1 て丸J~~~竜代表的iL43k を位置付ける

との持:tが見うれました仁勺山O年ト院:::::lj:cに渇する l す T_~会報告三 は r-.~h

jJ代夫減量的τ主山lおし て地 iJの古格j省の戸が反l吹きれるノ十初みに土コて何:元

され戸、(政府A.tん女党か V)J討i;I!'.Lん指名出L，のt千一目を勧告お:) 続く -':!O(η

ι 十府1';""Il:<特別委員会~'~ :.i次--:;!ifi書 も、公安μ正員を地};氏支とよる，1.Jで共i昌

弘'!:f~~- ており圭仁たミ J ただ、 j完了τ、公選減員のご言じに係三J 議論にお vミて、

←US(-'p-r¥I;lri;l Caste~I;\-AlldrHJ ， Th(! S川"油 11UO旬刊I叫 ω ¥'tatr:. 持会川 j¥学 11，

r!:':ツノポジウム F 先!呈上Jエ二十二LJZA同におけるた)J丸、格改半 l地域化:と直川

(;-;('09年 i月5I i': おけも報告;

)イギリスグ〕上院改草については、が十和朗， ?ギ:)ス憲法における河町出Ij，'J七

以;tW~?叶究J 井口 18. 19 ~J 、 2UC~- 午、 )1). 1 -''21)えひ田中嘉彦 'I..'..iでiプレア

政権卜の貴校~;~改革: 結 託υ情成こ絞能 J ' 情;上半』氏当 1土、 2ω9::q:

~Lì:j、 ('::1 U.~こ])2， IJ担)I 
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地方 {t}~:~主 EZ の J年 7、 L山、う考え方宵 4もがj~-; を沿めているのかについては 筏ほ

どご欲不c，ただければy-いです口

また、 J ブンスにおいししLilま Jし配ドの J~1方公)1，団体の1-t-i、 (24，1:::;-).J員〉

J憲法亡規定されておりますが、その役:引の肝に才jL、ては.-t'L晶、型のなと じての

tf.十Fが:;ill'，'ζ 思いま，. e.かL、えり年代以玲(7)~:也与一分'"の抗 tt を1'-1 z-;，-( 巳り:00日

イの憲法改!に」っし v、わぱ主!Uij)権を憲法的にJf'、認Lたにことは、今，{O¥べた

さu、仁グ)r院の凶;古とあわせ一 連tliむ'111::家における h院のよ〉な芯誌がf.J-I-j-?

れ。ことはなし ιまでも、 1.1:~é的行 tr:: なんムかの影響を守える可能性がヰノみの

ごはノ〉い寸 L ょうかれ /j お、|弓j午 bこは、ーニ定議員選挙制度の仁~~:~もれわれてお

りますハ Fλ した 1むO)jlIJ;r才と j主古;11をとのように;;えるここが-C'"{.るか、ぜひ

)専門にイtIt究をされていゐ方!おうかがL什〆たν、と~ろてす

むすびにかえて

/タ 'J アにおし 2 亡、 8C/~ ，tt. 'ff工、芸名な景i1/ず者じ告i1、裁判所の長官もおめ

ーで 、 }レ

にノ、ブア fノ iム い;:'I:J ;6'ヲミ際(._~ 'i~、'!-/であぷと τ、われる 1 ;:1京ノ万三ぞ;土、 i主?市川人

はそのょっ:"=待L亡し 1るF:々 、コムに l土、 Jド市 μ地五分維の進んどF司々である

どにtべましたム 本 :1内議論、またイタ 'j"/(/)併殺?了を踏まえ、ょ民;之花、仁、

手}ly支のノ工はあれ e 二:二の地域を忠陪こ寸る代去に岱つ -C，!再戎されることも多く、

と i.) わけこ~J:与の岳、州諸→jにおいては、 u，乙 i ，~M ~__、Ei:1 H三 σ と去);をなす地iJ

分十主化の潮流を iぇi央L亡、地域代氏的なγi椛をよりヰi詩的、連邦制に白ける l院

('=1に"位置付けを与えよろと写る傾向、 'lなくともそうした事例をし、くつか日

£二と刀言、ずえると百えるぴJ じはないごしょっ iJ¥ただ イタりアグ)，立ι家も !-)O

1 代までは可院 1111 の絞ヨb/託子日計したものであり、~，Ç:JJ':~Iの従来の参議 l;iG~土

木;宅等をQc:も、いわゆる医足代表 Jづる I定(，::':Z'J'~、 i定子どのような役割を

持コかについては、周到。)T)(;:';~ì ・社会わ、況の変'1::.を反叫して、期待されるイメ

ジも年1絞t笠主芯か、JつJも、f化じすふも d山Jパ寸で戸まあ"るうと

こうし丈 11院L位工σの〕ぺ止:訓:U見;;J 投ひぴa機能をとζ; う 7完三めるかピ、その-;:iltJ:k:見 O):~~WI }j}}、のi，-，土計

:ユ直接主関係があるレ，r;-'，..、まイギリス h お:jる、上院の停lijlヲf己行廷とい

;; ，y、 }p 三三1---:i02

1 今~ì \T ;O P~dadiL.， Tipolop;ia t JOelcla江ientig;llStiÜC~:ti市 i ciel bょC3n-..εr2 lìs~nc. 11 caso 

"叶I，:nu，Qwu!CY1!ι cosl1fn;n叫川li，1984， 11.2， :d20 

[::;2l LiJ:Gl :j・:2~O)22つ



院iL1cつ;じ.)(!VJIjt論的I主汁

う機能 γ 議EZの非公選性HJl関係(土 .1"の 伊:J/，'(e.思います 〉はいえ、完況に

は医者監を作うことド予想さ nるものの、;'C;よ引地域代表イこ乞ぞれ[ めさわ〕い

と学部ほの俣告は、 !J干日 j-:，0Yζ いえるのとはと主い :::"1ょ人かっ

次;ご、 この被能J構成の陪j，f:.ご<_-:::.，.、て Jム Jタリアの経以から、 I，¥.J与で主

要のなしつ l付院'~'IJ に ÎC! '-、総合L句いおLて干官補:ウなIf卜HLけはなかなか!fiI'~;"刊っ

さは仕し，7;-と Hf、いま j イタリア人 i本とi円禄 1~J:主すぎる i 土防いな;'; i~ る

という問題に対し1 、 :~Ü、 l立 il を詳すた際に採らオした1Jノ来;よ、 τ:)]め (.:'':11) ト ~y

たよう γ、できるiR:}胃|誌の構成タ相似さゼる己い斗ことでし七 iエイ|も、選

挙権午怖の差異や多数派プレミアムの完封J単位を刈院間合J刀えようという提案

か、 {j))な政治了おかりrrわれ Lおりま γつこれは、 r-，評議1;¥(/)1;注目作 を -~r

↑可 l 確保するかという円本のF長奇布とは J~: 、 ζミ呉を Tll: ~i:lJ' にjべくす Jうとしう 1j')

j;ごすが、これを突き話めれば、いわば 況だl的?な活用iよりr::L行の一:乙市iか

ら生ずる国雑を九三!')LJJろうルしてきに'"百えるかもしれま trん とは 1，'え、子

はり、子れは本~にとげま~:.'l:.Z ，']'，が政治的に実現|本町仕な;品什小川ァカンド ベ

スド J であり、先;二述てた!吉近のイタリアの主主法改正索も rjl対等で構成の材F

l主した」二院制;への移行を志向 Ltものでし主 総成:河 Lて ~j 、イタ 1]'( の

まx引の止す!な烹王ヂ認で為るケ 1]も、「構成の呉なぺた 恥山jモテルのノう

が怒れにいる J と主主ノ-<'zいますドo H~)守、機誌の iillでは、すu、過刊に J__ 3い L政

府に)，Jする議会の影響}Jゃある L'tr主市'11呪1 る子没:1]整備さ引てみたこここあわ

伊、 jdlJ注 u院)が J1f了を小iJ工できふこどが政J古山泌苦Lをも丈一らず 主ト考

えられま j-c こうしたイタリ Tn::h行制度を活る状f兄を防士之、制ぅClI本内

;t~~ 1 i' :TilJ I長会見ごみれば、参議F;; 刀町人j討の i口任・不{口i干のほ限ふ f:;f~) Tお l与ず

そのかわり内慌の都民梓刀 Aえばない kこに、投7Y部分改透析ごある kことは、 l権

限が対等でt;j:泌が知似た 定引に、まさ 1:c林氏j 乙司 λ る33苧?をワえて

v るかもし 1しませ七。さ亡、そろそろ ~=+rt]刀ずまいりましたの守、ここぞ l メ J

ト京終わらぜていただえま可} コ占 ffl:~~ ありがとうご?ぐい主じた

(なお、川壬qr:~5J;!'( わにどJ部jfは、室長昔の訟!.;~であノコ。ま子、、 J品帆(品たり、

Hl問?おこっvγご最小限 Oi:土記を可 LIこ，)

J 臼1)(-;]'lo口先Jimο1よい "Eccu 1(' cinquぜ H:odifichepossil::il， ". 1t出 lc24 ()rc， 17 

o::obrc 2収苅

“九nヌoCheli. .，!-う c2T!e!日 1;只mo吋 j)i![cstη dclludiscitli;/iJ /mbbliristich乙可 01 E 

-，-onムO しlE'L 日87"p3つむ

~Lì:j、 (.::lU'~l9)21ヨ 13221 
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インヲーネットょの名誉滋損行為における真実性の言葉信

東以前故平口1J.:ZIJ，j-.l月初7己主:Jιた t子成201t.-，¥う j 節目67号私営t;1m被告事件)

*IJ布タイムン~'l:j00号り]頁

オ本i吋主主法21条刑法230条、おり条cワ2、

i事実の概要l

被官人'-.;.、 IJ主平叡祭会 と耳目する巨与の?、ー ζべ

ンにおいて、 ノランチャイ丈事来十吉む乙111t士が:1本丁原半といわば実在1:1(;な

f{，.:関係にあり、ブラユサ.l;./スナ卜実行5F資金が1IノドfI財宝[こ流メしみtJ'ij'j主に

主主〆註主，(J ;車平

なってし A るという意味で、 i寸引が11平 7足早ク)ワロント両業りようになってし ι

￡という内自の言:~i干や J局設し、 rJjヌ!の名口令技指したり

被i11人の発下が公共(7)fI1"g;。河するもので、公革命l刈る日出Jでなされたもの

ごあるい'，'うことはにH尽きれ Fが、被告ヘグ】発言の兵1:'1は沼町7されなか"た

ため、お i審 t東京地↑';IJ-~F;-:&:20年:: H 29日 '['IJ例時 :'-~2べ市号ょ~;U:O では、被

FT人が責，*'1午会TRKLたこと iこ +~i '-与の即 111 があったかず「かが問~kJ，となッた こ

の内起に J き信 審は、事'大の公共性シ公益口白川、認められる}きには、「事

:たが民った寸去ること円足早:がぞきな企てた場合であ 3 ても、行為11がそ乃苧交

を 4実とあると 3??忙し、 t~J:恒した F とについ u 暗号宅な資料、机秘に沼九〆千七

三~な理 1:1があるときは、 5~~Þo)ä:~- カなく、:7:脊iサ出 (f)持は I&_Ú_ しない」とす

る段元裁IIF，fc，jlJt:='-G J-:f 25:::1爪失23-~さ 7 号)75頁の判例を引用レつつ、被告へが

依拠した資料の巾lこは「也芝の疑わしいものや、 占的なi土防力、円なされたも

LiJ:Gl :j・:218)213[::;23 



刑中判例研究

のが相当数合まれ亡いる」として、「被告人が本件ぷ現行為におい亡拍示した

事実が史実であると誤信したことについて、任実な資料、根拠に昭らして相当

な理由があったとはみられ「、従来の1主宰によった局合には、故意がないとし

て証罪となることもない」と判示した。

しかし、第 1審は「インターネ y ト卜の衣現11為について従来の志準をその

まま適崩すべきかどうかは、改めて検討を史1る」とした上で、以卜の基準を

た立したっ

前ーには、「イ〆ターネットの利用缶は相 I1に情恨の発交信に閑して九l等の

地i止に立ち百論を応酬 し合える」ので、「名誉~H~.的表現に刻して被害者に怖

に反品を期待することはもちろん相当とはいえないものの、被't者が自らi生ん

で加害者からの名誉l'!t t~.的表現を誘発 f る情報をインターネァト上で先に光信

したとか、 J川会者。)1'itHI立Ji1的表JJiがなされた前後の経緯にI間らして、加会者

の当該支現に対する被害者による情報光信を期fSしてもおかしくないというよ

うな特段の事情があるときには、被害者による反論を要求しても小当とはいえ

ないと忠われる c そして、このような特段の事情が認められるときには、被宥

者がd士際に反論したかどうかは問わずに、そのような反論の叫能性があること

をもって加宵者のt，者投似罪の成止を妨げる前祝状況とすることが許される」

というものである。

そして弟ーに、 1i同人干1)肘苔がインタ ネソト上で元信した情1"Ao)信頼引は

一政的に低いものと受けとめられていると思われる」ため、「卜述Lたインター

ネットの特性に加え、インターネッ l上の発信情恨の信頼性に九けるこのよう

な一般的な受け取られ方にもかんがみると、加害者が主として公訴を図る円的

のもと、 『公共の利古に関する事実』についてインターネットを便ってt，誉段

t"的表現に及んだ場合には、加害者が確実な資料、根拠にたづいてその事実が

真実と誤告して発信したと認められなければ由:tJに同人を名tf!，!J.tln却に問J援す

るという解釈を採ることは相当ではなく、加害者が、摘不Lたポ'kが曳'kでな

いことを知りながら発信したか、あるいは、インタ ネットの個人利用者に対

して桜求される水準を満たす調芥をわわず貞実かどうか確かめないごな信Lた

といえるときにはじめて同咋に問擬するの均す相当と#える」というものも挙げ

られているつ

↓1トを前提に、第 I審は「被告人はイ〆ター不ツトで情報を発む lする際に、

何人利用首に刈して'&求される本準を満たす調査を行った上、本f!1表現行為に

北iHJ(1. 217) 217 r3241 
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おい亡者4示した事実がいずオLも真実であると誤fii-L-Cこれらを発むlしたものと

認められ、結局、被山人が摘不した事実が史実でないことを知りながら花信し

たとも、 ト記の調官をせ F真実かどうか確かめないご発{ij したともみることは

できない」として被iIl人に燕罪を芹い仮した。これに刻して検察宵が控訴したc

[判旨l

}班長向判 Lト告)" *京市裁は次の 点を恨拠として、名誉主主損埠の成立を

認、め、被(11人に罰金30万円の有罪判渋を fしたっ

第 に、被害者の)メ論可能仲に関して「インターネァト上のすべての情報を

知ることはおよそ小 UJ能であって、自己の名をを段損する内容の表JJiが存也;す

ることを知らない被害者に刻しては、 lぇ論をまZ求「ること 11休そもそも不可能

である。また、反日前 uJ能な被合者においても、現実に反治をするまではt，をを

投損する内科の表現がインターネ y ト上に放出された状態が続くことになる〉

加えて、被害者が反論を守るに際しては、反論を加える対集となる去現をMら

かの JIjで示すことが必'~-と考えられるところ、このことは、被官省のr，嵩 をEt

j員する内容の去現の存在を知|りない第三者に対しそのような末現が存也するこ

と山ら公表して知らしめることを}北求するのに等しい そのため、被有省の中

には、更なる牡会的許倒的低下を恐れてやむなく反論を井 L控える者がヰじる

こともありj耳ると層、われる」。

第一に、インターネットトの情報の信頼性に関して「インターネソトトで個

人利胤者が発信する情恨だからといって、ピ、ずしも信頼性が低いとは限らない

のであるつもとより、インターネ y ト卜の情報を閲覧するTIとしても、桝人手リ

肘長の発信する↑古""は一律に信頼性が低いという問抗で閲覧するわけではな

いi また、全休的には信頼性が低いもの受け止められる情報 εあっても、それ

を閲覧する者としては、全く根もftもない↑百十院であると認識するとは限らない

のであり、むしろその情報の中にもf:~分かの曳実が含まれているのではないか

と苓えるのが通常であろう c このような情械によって名営がイ、当にE討円される

危険件は、原判決が想定している T信頼件が低LミものとはそけI1めC)iしごいな

い情報1 における名を投拘の場介と何ら黙なるものではなし、Jo

以上を前提として、「結局のところ、例人利用者によるインターネ y ト上で

のボ現行為について名古技指以の成否に関する独自の荒準をkずし、これにた

つき秒、山人に宇-11昔政相罪はTY.iLしないとした原判決は、刑法231J条の 2第 1項

r3201 北法61U'216)2Hi
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の解釈・適用を誤ったものと ζわざるをfせない」と結論付けた。

I評釈1
1 本什事案では、インターネソト上のy，岩段f日行為にんける事実証明。〉特例

(升lJil、おり条の 2)の適用に閑Lて従来と同様のJt準を当てはめるべきか、そ

れとも独白的基準が必出:とされるか台かが間制となっている。

第 1審は、インタ ネソトの特性ゆえに、インターネジト卜の名誉段損の被

古者は当該表引のず子守を認識してインターネットを現実的に使尉寸ることが可

能であればjぇ論が可能であり、「特段のポ情」のあるときは被害者に以論を世

求しても不当ではないため、そのような反必の UJ能性が存在すれば名を22杭却

の成立は妨げられると肝している。これに対しご第 2審は、第 1輔が指摘する

ようなイシターネット|のつ品における被会者の反品。)UJ能性とその有効性は

フィクションであるとしている口

また、第 i審がインタ ネット hの情報による名て了投慣の危険性を他の情報

にiしして波小化した上で相当ド|基準を緩めているのに対して、第 2:?昨はイン

ターネァトトの情報であっても他人の名古を投J員「る危険性は変わらないとし

ているの

市 l審判決は、各さ投j員リドで起訴された被告人に対して冊以判決を戸い渡し

た初めてのものであるという丙でまず注目きれるが、イ/ターネットの特性に

1itづいて刑IIi1、2:引)条の 2に問 J一る新たな恋準を設けているという点で興味深い

ものである。イ〆ターネソト上における-;;論は、その附i〆， ttゆえにすI:~吾9!(十日行

為につながりやすく、 インターネ y ト卜における名誉投舗が社会問題となって

いる昨今、-;=r論がイシター γ、ット上で行われたことがれ面91tr1罪の日立併にどの

ような影響をもたら「のかということについて考察ずる必些があると巴われ

る。

もっとも上述のように、第 2帯は事実的な間内から第 11訴を判定するに留

まっており、発媒体と本リド0)成否。〉問題についての判断を行っていない。 し

たがって本評釈では、第 1審が名誉E足掛罪の成立についてどの上うなまZ件僻釈

を行っているのかをうf析しつつ、 OJi度合者が反論日I能性をtJしていることは名

誉段以罪の h~止を妨げる'~-凶とな i) 得るのか千円、かJ被古者の反論可能 1'1 とイン

ターネァトトの情報のい頼性が低いことを理出に、真実性の誤fi;;についとの相

当刊の基準を緩和「ることが安当地、台かについて検"す「ることと tるp なお、

北it61(1. 215) 21;5 13261 
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本件では第 l審カ刻、律構成におい亡新しい半IJ不を L-Cおり、 2審がそれを事実

の側府iから術定するという形を取っているため、本評釈では第 1併を中心的に

取りトげることとずる

2 第1審は、インター不 y ト卜の名誉投領的衣現に対「る以論可能性がある

ことと、インターネット上の情恨の信頼性が低〈受け 11められていることを根

拠と L亡、 真実性に誤f口があったときの免責の主主準を緩和している， *IJ)(を

読した限りでは、このわJ示がれ面91t日開をDl':げさせる攻作のいずれについて判

断したものであるのかということは定かではないが、第 1審の事iLとには「名誉

段担当ドはいわゆる抽象的危険犯と解されるから、いったん表現された~ll は、

それが以論の行易なインターネットむなされたものであるからといって、 liiJ罪

の構成要件該当性を否定することはできない」とし寸品述がある。「構成要件

該当件を什定できなし通」ということは、言論が!ぇ論可能なインターネ y ト上で

なされたという 呪を似て直ちにμJ荊性を否定するという論理ではないという

ことがわかる r こうした理解は、第 1't(がイ〆ターネット上の言論における反

論UJ能性(以下、これを「以誌の反論UJ能性」という)を 般論として提示し

ていながらも、インタ ネット上の言論であれば紫条刊に犯罪成立が妨げられ

るのではなく、被害者に反論を要求してもよい「特段の事1百JW下、これを「狭

義の反論可能性」という)がある場合に|浪って犯罪成止が妨げられるけJ枕制、況

となるとの判断をしていることとも坐合性を有守るベ

つまり前 l存は、広哀の反論可能性の段附では犯罪を阻却するには足りず、

ぞれが狭義の以前可能性のレベルにまで布められることによって犯罪阻却の可

能性が![じるということを述べていると与えられるが、それは刑法理論上どの

ように位慣づけられているのだろうかじまた、第 1審はインターネソトの特性

に加え、インタ ネソ卜!の情械の信頼性が低〈是け止められていることを埋

111に名誉投損罪における事実証明の基準を緩和 LTいるが、その判断は妥当な

ものだろうか。

3 お に、 {X~ 1審の判示について、被告者の反論υJ能性は1;と投拘t)rO)成す

を妨げる}ιJ凶となり得るのかということが問題となる

(1) 反論叫能とされるインターネット卜の発戸については、念口、学的領域では

「対抗言論」という考え厄が存存する刈jJt言論」とは、言論の軒、古に刈し

r3271 北法61(1'214)214
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てはきらな」J 己諸で対tお寸 42 の jJ~' 'lZ 二i であゐ r の考えに主主 J 主、「相当者ーは

対托百論によ〔て :(1誉心〉日復を日当ればよいのであって、それが可能なら荻判Ijl引

が介入 jる必要はないと寸る現苅ずあるつこの五誌にぷ川三!立、|州当工i苦が対

こt;;な打論 rJ;~ 芯千-{ Lており 渋ムJ 長に反論;;;~ !(.<~>:にしても不公'!": (土口えな v、事

情があふ J括合 l;土保斉 fí~三以論コ[おいを右していたとされるやめ、名古投j民的

支羽:こは違反性がないとさ"る j

(2) こjしにiF¥らすならば、被害-r-(])Jえね可能itじ隠する弟 1審の討す珂は l対行}

「→-if.主 ("~ tK1!唱してるょっ(.，?叫スる泊‘'l.j，百六五主j の論理を可IJito)解釈導

入「ることはをとiで£λ ろかη 「士jj;'[口論 :ユ、百論によ Jて設相された名誉

{Z7T訓によって凹謀長が"J椋であるから、そのよう士場?に::;;'1家がつづにするι、空与

はとといという l阜王山会甚:鮮としプいる三したがコしこのl虫剤に計えば名世間

主主 w;' ì'Jl';'Íの古ることが告とg~m~}i-\ O) j攻守を阿保する要作λ:") 得ると併するこシ

につなが ρ、このこ〆と名誉政1M~の民L\芸匂則との整会浮か問題と品、ると芳え

らオしるハ

タI普段{W，罪の既遂l余朋について、半I?ilj・i西;k円よれ替安侵干ぞする危険引が生

じた段階をffit;"fl手間とする危険犯説:":ウっとし 1 るが、被王者の:{jきが返完:， ~~L\

卜ーた時r'-:'にど~[)茎 lセなるとずる綬下町 lE;}ょも{チ産する J ンア ネノトょのタ!

て」投絹叫が同町;となった PJliê は本件以詩!こも定数出1 し 3 るが、話会役軍のI~七送

"依ぶJfl fンタ ネソ?しの:f:7干段mと大政グ〕当 Lヰl 内紛主L土:・訟井z主Ed

f配j 下インタ ネ J トと7t: (第九 l以Jι-l9---60n 有吉院 2004年j、安永 11

IIP' イ/ヤーネッ;、 l でのキイム1~5 .フラ f パンー侵~か t， O)iJ、町j保設の~k，'JJ、 c ム勺

;;わ人雑誌dI l:-l:-l-0!1・5り lワ(JOf!t;':) ;:;郎 5的頁、高ノド月三犬， "ンタ ィ、，

上のう〆f告白HGとプライハ〆い似てiJ 忘年のひろば町長 d号;ワ〔ゆワノ1--) 35 tr 
三 J，;5松村L2:.イ/タ ネノトとぷ坊の己主[j，ジユノスト lluうま、1997T】山真C

:.; )(刊日[i干113・2 • 28 Jf1]集 17 11; 141 貝、沼田 Vl!-I~':_ IFTfλ去各論(第，1ゆえ補 lt牧) (弘

文堂・ S():)9午 lU6頁、松昌孝可j~}::J;，人昔;河;苦手c 第ソ ~R 1 成主堂・ 2:X;~j_f下j

i 必百、)，1久仁"~Ij法WI;~μ 各論(第 3，~;D円桁~:Ii) JJ (臼立羽田つ川5年11:15頁、

大特質 IJマ';1云戸#4t1写山7f新版，x:;::;版;11 (町立文台 2009年) Li;)九

， ikf;'仁志名古とブv イヴ yシーに対する持」芝 i只n爾.jJm いitと三・ ~n'慨

す可同 ~IIL'こ辻再刑法理論の現代的展開 各論 (: 1本正論行 1 ~)f)í;il::) ()口氏、

山tj:f')( I::q J'Jf-I;~!、件論 (言'5:)，~fì.! i古十ト書1完伊川戸大j222頁、 平JII;j-:{j 叩IJ~)、

各誌巴 L有-!xn待i・ID95年)?つ7貝、曽祝日足並刑法各誌 l第パ版)dI f3.二ζコ白川J08

/r:=' ')町内ぃ

~Lì:j、 ('::1 U '~l2) 213 1)2[11 
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11守男れっし，-( インタ 不ソ上卜の乙11t〉それ以外の口論で:;fglJ-j-る二に ;:tL 

ていない-;>タ ネプト」の百論もそれロタ!の保f本を禾:1岩した百訟も、場

合によりては悩八円名ひか1生損する危険性を!μ 授に有し、いる以二インタ

ネノ " 1:ηノ乃)";='

:は三ない乙考えられるため、 rンク イ不、/:' ， cJ必~~け7 る名誉皇致z~損員のE恥L比;遂“ J 則 l つい

ても従来の T~~E7戸当じままるだろ入 c

王ず危険1r:，~~， ~士、 i，，:~':'ドを抽象:力危険1日とあると寸る h のである 計I1象的危明

5~ は、 幌町 郊~j':JI.'."叫てれ甘が悦古される危険があるこし L う 2母子f と、危険

グ〉擬制がれわれ ω馬台と h じ::Ud されるが(\危険5[~ ~~~:土木罪を詰i計であるとよ布

砕するハすなわ人、名fすが実際 lこ段照されたか斉かという F とを副明する山"~

11':鮒であり、 をわ争法下;出土品て証明!ょうとするごと!よぺて枝子与計グ〉プフ/

yγ ン を侵合することを回返すへきであるという訟言〉コ主的な埋悶;基っき、

行為者が「公然と事実を摘ホした J こムにょっと名誉孜子見のがJ険が擬 ~II さ J しる

と併するこ 方、侵害jl_~説;立本"ドが 1 f工芸した J という丈 1を1吏泊してし、るご

とを根拠こして すi 誉が侵~'.，~れた段階を Y王遂|寺正月ーにあるこ明fl ている

しかし、日吉;出立を11'<';，場合 1，，-~土、むさ投J員 :j i-~.の理論片 「対tf~ 己論」の京

nt; ;t n1ü .l!...イ、 "1 誌であ ο と考えられるつ十毛声 íl~~はは名誉が実|需に綬声された時c，'

;c I~r，;:五時開j としといるため、その後に被害者が住むを凶復すべく反論 Lた結果

名字t日浅に!&二方 lたとしーとも、またはれ守政知的表現の泣に被合伍の反論可能

性が』をされてし、 j-(l，... 1__ -:も犯罪広立にほ何らの医科Jも及ぼさなU、からゲ:}， ':()、

心、庁険1r_::~)~，を採った場とと;こは検討の余 J:)，がある 社主的危険犯につい1、

:'j、主トに J}:~íときれた íJ為が1JわJ，!た時には以別としご犯叫が戎すするが、正体

日V な町j支の事情がイ打た t~(/) I:.~. 当議;巳識が発J しなかっ J と認められる場介

:，，-~ ¥対正象的危険の存在(1-e.iilーされ、 d[2#(土成立Lないと fる見続が存在するか

らであるハこの悶併に社lんしたJ~{人 rI~'3 .-th~ ~ ;-j実 Jえの fヌ訓 I，~間性 i を ti し

こいたことが r-'，守段。)71↑九:こ該当するか{iか、1#，百三 j:しE名手主改針。〉危険が

'}.、I:ki'，よ1;tll'Hc'd 6・4 • ''FJ両市j集l三巻 2り1eJ、市lけ地fll'1' b記14・II 立公干'1

2年末夜、;~ (LEX/DB丈1，，1;台!s!<28(正';J10ti、相帯山地平:1平攻15・2. 1/1公刊!j年未

な栽 (1.1-:¥/1)日え献を号 ιSU8;:):.1:問、米京地宇iJ千 bxl日-11-17公 (=;J物 J、な栽

(LEXiD3丈自kl7-i;号'?S105:::6，::)

" r可弓典 7.rrJγリμ、総討す"、λ"ミ(200{)年ノ初日 J

11と「危険犯の刊究」言主主太平山似合 (lfJ82年/乙う3fL

[::;29 LiJ:G1 :j・:212)212



制出判例州叱

発't，Lなか，/-，"":1祈 9;:.こ，t_7~fwj 巴か15か L山、うこ，t_ 7~f払l~Eにな ω 。

このι子高iの論Jまは牧誉政担罪につし、ては百/i~-cいないが、偽証罪(町民 16:)

ヲミ)と以火以 υliJiHUS矢、 lu9条1J比につい ci国象的危険の不イ了イIが認めら

れる場伝子検討しv口、る i初日rの保~[iJ:~まは溜 h な本刊と Yた i主 ItJ であり、 I 主

偽の陳述を Lた 場合を処訟の対象〉だめている 「特段の字情 のた約に誤

刊の祉象的危険が認められない場台につい L、の 論者は IfJl; i主的内7tが当点

字i↓との聞の問JJs':'宇や欠くことなどによっ1、了1-)ミfEノ巳lここ二J て工止要件1;-'欠く

ものでヰノることがtUヰムかである 1 き」を ~~(-y、偽証~i\O; ;茂"ふれ返する仁ま

と技火罪は条ょに提定された';;♀休を焼'"よるニ)-こよ}て~二JH 身休4:Lへの

t日象恥市Jむか公'1-， ξ とさιているか、 109条i岐にて二:~- ¥亡、調|背;こ什火ヲる

坊は(i:lJもなし ギJ誌の一軒出家を焼損!と渇{t(:"~土引 fWJI守危険!主治生しな ν 、とし

て 1白押し弘、'1:~否定すると v 斗こじがミご張されている“

抽象っ氏険Jn~土、法誌を :Lj~~免 l さりす)1; ぬの知 "1 を規定 L ご処罰すやもので

あるため、JI!.出目立 .1を再定する l特段のf，ι守J ~土危ぬ1在中をおよそん :lJ 帝にす

る程度のものでな 1.J-I'IばならなL だろ 1 このこと iょ、前一主的誌省が I特「之内

手作lJ，" L ふ偽祉~!i-\(こおいごは誤判の 'J能性を !な火与じいf二いては八円行令

骨付二・:マj羽にtJずゐ (iJ険ヲ己主の弓[怒十lを台主すιようなものを竿げていιこと

から I町らかでよ〉る。'たがη て、名ぢ投J~リ止につ ν 、ても、 l 特段の 7叶百 lこiz

社允杓釘↑而が伏 iするJ山象的危険をや定する程fえのものがぷめられる 3 め、本

*lJiJ!:で問題エな》ト 狭義の ;j~出口1" ↑t ，がてれに了長当 fるか否かが同意 F な

ノ、。

二の「狭義円以論可法性 について、 tf51審(よ被害背に以前を要ぷしても不

奇とはい止ない場介(...':(土被 ^g--~ I:.~- 反論可能性があるかめ、犯罪成げや仰げる :J'I

j~状:見 ζ な iì1与ると fF- ~て v 冶ゐ υ しかし、名誉侵害の性象的危険ずら発生 Fる

"J能斗ーか古いといっ状況を恕;:Jv ごみるならば、快士省刀か、反品抗2σ円)マ穿子主砧7占;なJ持訪に2おゴ

かjれL工い，るうF粍"'忠主 Cはヌ京tパなの Cはな

険が手発主 1しvイCv'ないピ1担ドd 附される 0の)!ぱ包主t、被さ者がJJu'，:s:者の発-;=;"¥' -~ j，;J Lて宗底打争

以主主し、それがiノりを叫しょ:場合に限定されるレ考えよ、μ る"また、第 1l'持ね

バーヨ .rt:r持(♂7)幻自頁ー

・H，;才品 .. ヲ) ?'.39.-~~>H)貝ハ

"民事と JJil t のと丸 lヲの~今::;世慌について、 ある 1、辻氏1川南方の名谷汲m:ニ

~Lì:j、 (.::lU'~ll)21 13出|



判所:u肝ヲぃ

被当者ぃ反論を要求Lごも〆i、当ではない場合どして「被害者が向進んで誌で

見të的表現をi告発ずる '['~-:ffl をノンタ ネ y ト上で，Uこ交信した cことを1吋不し

ι し』るが、これは名~，~~5~;U1=t (1)危険がE、たされるかJJかという問題とは.11';院も?、だ

ろう o 1J:1止で、比 1'ì;';o(土インターネヅ ß) 寸「舟について主主主長性~~;~ t~ :./えっ母

首円借当1"'J;t帯を阪和する恨拠:.:亡、 7ンタ 千 y ト1"，7) "1吉報がfL~ し Ifu 頼1'1

いJ か1:J~ てし、なし、、ことをヂ勺7 て" 'る c しかし、 f'<に.::/ターィ、におけるも~J

+11の{円相作が悦いと 1〆1 も このーとからただ九に科診:ifl:~員の危検怜が;r?，:-.: ? 

れるもので(土なく、少な¥ともイシター不ソト lの書己込み接見た ifが川l古省

グ〉名誉設7日l円支現グ】イご頼件全疑 j:r:こ炉まで之'Z;::~: "j'--るのがを当であ"う そ

の寄，+ご、お乙審刀;イシタ」ネット 1J')情}!zにつ vもで l 常生前にはi戸新作 75<~}主

ぃ1，0) 乙':~:， J!I めレフメ J る↑古司iてあぺても、 ぞれや I*t:~ する?としては、日く什1

も ~r~ もな 1 イ白'"であると認~ri主ずる >1よ|現んなし、 0) ごあり、むしろその'I'~ 恨の '1'

にも也分かの貞実が品、ま札ているの亡はないかと芳えるのが辺市.'('IJるムし

て、-1./ターネソトにお¥-Jる%でLq婦の;社役往を他の町村、におけるをれと l司会

るものではなし A と汁刊しているここは安当であると与えられる I

したがっふ紋古一者に '~k瓦の}えよ沿いj 能性」があるこ L や、発三がイシタ

ネ t 上上ぐなされたこと l土タ!誉政弘行為におけιt日象的 f:}~険の充生を ι、Eする

には足りな ν とし aうべきである

3) nlの-うな、第→話が11<'地Lトエ忠われる立地(:r止異なり、 対抗吾詫ー

を l危険引':z.'!--;' (l)悦，10から肯定する見解がある。 l士1+九idi:訟 では被合 1j~二

比百起を要:j:、1ても六二巴ではない品uとし ζ、ね7寺1「がぶ予三和の党百争 :s5汗〆た

主君f、古':!f 了られお )'1 、このようなナ荷í~{ (-.~- (土波L-長によるleJ史的り|託けがあ〆"l> 

〉して、加害者の名古里史民れおの主以イ平ない L構成 ;~g ，!é; 設"，'↑?を|且;Í，I;する余地

があると， J うのじあるよiいまた、「白 C-'(/)烹刷、亡 ~r'JI- (?) J4!iにiffF川人み、かつ u

ついて述べたものう ~t:かではないが、伎z-苫に l 反ょの l 際会』カャえられる

からといぺて、名誉 ~i~ 投j"する史子弓による 11 会的司令ジ〉氏下の危検怜がなくな

るわけでもな J'し、遠法性がヰくなるわけではな v土 とするものとして、九木

片夫「イ Lタ ト y ト「の名古故当〉フライパン校古 J ;);:1:干のひろば:JS ，~fì

号 f，200り午 35民 1

l ノ]三井善rこ「インタ ネソ卜とキ'IE'~っし、党つ 1W)~ ，~ JI叫手伝ジべ サルl!j号

':~l ì( )9年 J ム 2:;:r

!と;3l LiJ:G1 :j・:210)210
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V、に挑発びJな::lJ尭走行 Jている仁つな場合、れ答者I，f: (-1主て了?で古を同意してい

るわけではないが)牧誉侵宥;こっし h てある程度山主検を引きうをけていると司る

こと 4 不当な見方にはなく、そのよ λ なjJ>:守は、被庁人の o;_-:~Ji~行為グ) ，構成要

件み当;主ではなく) --;~j'た性刊l附当たって l' ~j ど培、;二倍する J ，~円、う見解も日め

る七「対ゎL言論 I ，_~、名誉4T声は更などj 言説ご口ィtf.-ずるこエカ￡可能寸ある t

vミう !B泣に;111え一、')，1与な対日常の1去に口らの脊μ、で人った以上:二、:Y，営立Hi:a':;
なL1j学がなちれても、円:.....，rJ)発三に対する jぇ苧にじ 亡な3三才'1二地今には対抗言

論て応ずるこ jをづ I き長けどものiして判官取引の遣しI、::1JIl如を認める己い斗

考え 5"(-もあると必、「士Jiie口論 I/;~' 1"危険引受け lとの河係で市 l去上σ)，>~1与

件を(，するか百刀、古一内訳となるハ

!lljiJにおける 危険'JI乏，:y-J 乙は、被済計が危険を 145出!ていたlむかiJ、わ

らγ、結栄lよ発lL ないと思 η て r~l:知子ぜを与ら νλ、ところ、結果が発f ザ λ、

j)~j 合:、f:\険:ニ i主つ 1.. ，f:二被育者約快 Fさを欠1..，f:二千三位がf九の違法刊を宇J羽ず

之】のではな v かと -J-Zl同誌である。二の土車内については、 1-{1;被害者カ hおの

危険什 ζ 共に特定の構成長1'1 的結立、の可能けを元^~ I二泌読して， 'ること、 C~被

古者にそれを認識.~41而 J与令 ~Ë力がty+.正L、意思決定の吉市が間保されてい

たこと、被宵占 lr"<!-， などとも f お認と IcJ 程震LJJe上 l 結思 )S~に刻してぽ惚R~

な}2~I支を小したこと J じ):1要件を ~'pもたしといる時に 1 危険71.;乞んを認めるも

のが各政で為る… そしどこわ場Ú~-~-(土、行為ζ:土乱lJ 以::)，~- !./てよけ日比サでほな

〈f!?防L守に阿わ)/~ r♂される H

2 壱 ILL寿 r;;Ì'、ノ:~ _ ß) i; 守政T円、こ住町よ伏 i 氏デ J ミサ --G ，~S号 (20{ 出ι iH

員、 |μJ，{シターネ y トト[つ?主将技指」ジ;J.: Jスト土台T'I.平成'20年l主主要判例

解説 (20日告(:- 18D日戸

1 訂正f 可j抱(住 l) 8U頁

ム ~_-1子殺I"Jtttて品の f，;:r者引受けについて l 刑法松r ，}， ，t5守宅ワ号 ¥2006年; 23~- 礼

子{、 1ii俣)伐彦 l込失)1)1おける庁|訪のち|党11，早稲出辺、ザリを 2号(j日当7令"1

46真。む，'.とも、設予￥与が i危険ギト引きそ Lナていたーと JJ去九itゐ場f干の犯罪

0) TiX:否iつ二;ょ介且がZAかしており 段f.!;~者の自己谷t，'tfこをtR担2 (_セ「に71
長イ、成立を導く学説もある ーなものi:~亡、「拡害す「が、汗}え、そのが日首

位が氏く、また、拍象的ノユものではあっても、結::K)c!J _ (1) 11]捻引をdJ品 fお

り、?れにもかかわ与す .1度目々のd古守、により、自由に、イグ〉危険に!寸志 lたJ

といえる場合には禄有苔のわJ0'の法理全世Jじするにことが可段でめると丹干し、IJ巳

~Lì:j、 ('::1 U .~i_ゆ )209 13321 



判所:u肝ヲぃ

この要件を弓，jJ亙t:~， t" 同台、「対抗己 ~rr~ を「危険日|そ t むの埋誌に仁っ C

」当イ七する lことは'ffJ誌で去る古 「危険引受け の 3日れをタ1誉致松の事問}こ

当とはめごみると、'(中ょ害者が読日市を jる'1'亡、 名:了i幻自\~討誇. '1'1詩〆?げをし「

ゐ危険性 ;y完全にR16員l..ごしるこ~、沼健戸主が議誌においてずI 営 ntn や日c1，

i1t 中{与を受ける危険性の百怖を判断する能力を有してい九 1'-('、伯作.t;，思】こ

よって試論に2安心 l した二と、三:この状況トご、 l'営}:(初やdir誇 ~.f.ll~ という j 古

来事去牛に立す!て、主;害夕刊、也、なくこも行為 ff と内科技\1 トに氏lI 来持と主 l 対~ "t 

お他出jな態度を示Lたこ}のス lさ11存，古た Lて〆7!め亡、 俊己主がれを取引の 1巳

険を引き受けとそ〉グ】レ肝「るこ〆がHJ詑;と;:-，;;;)

まず l段1;)~ ':1 1<Zけ J 0) ~Íj tj;:と L 亡、 I.T2'.Jjのふうに殺?ぞ需が法付'f;':7;0) 市::i，~

件を I I.Y，R~~ t， c.. v'るごとが挙Lずられるが J芯識し C" 斗た危険fヶ0:;;;;与リアオ:'t~える私11

呆が発ノ|しと場計 Jよ、認誌を魁えとjtの危除については波苫昔のづ三:.);2認

めるニどはUJれない1: よ Jて、1if芦有がよL当な批判をそける)とを「E識して

U どち、名古投慌の計|陰性をEtF故しといなかったJ品存や、名古を致指される危

険引は泌識しずい I二としぐらr:Jρ~" .ι:3CJ3れる危険判手法目立iしマい4かった三J見

合，-1，止、従否者は 危険を引き受けてい f，~J ここにはならないのである こσ)

ヴにつき「対抗言論 J の考え/らにぶれ(芝、有三官話ノJ、そりJ:}~険十l を認識 L て、た

かJYかじかか);らず、対等なι."r';fuiの場に白出窓害 P人ったぷ卜;ま危i設を引き J会

けたとみなオというがl前になるりで、 l危険ラl'乏げ の理論との不整ケイトきた

J ている J 考えられる

続いて、 (2)v)!_t-f~にある J うに l 人;;-HL~ 帝.1 :土、被古芸がE;;由意思で議誌の

場に入"たことをili:況Lた~"-被害??の i 危険引受けを迂くものである 「危

険り1'_7: t.JJの理論も波口当のポザ七のなしと白 111怠ヴ、えそのf;;:¥'1. -'r:: ftとLているが、

相主害 1í'j)~' ~ 弁当思を右Lよ Iでし 到~ :_-;'ぞか白かが疑わしい場合があるん例えば、

険引受け~:紋常者の IWJ を区別寸引〕論じ JL ものいして、対幹人刑;-)、

総論¥苓?版人(ワ008年 17，::良一過失:mに!喝して、!主除への10J忌がある IS1Li) 

む l'r'ャ為の示険性 J を汗 Jごd る F こに J て，m~!ド戒すを問却するも のこにで、

I度 I1虫干寺Jマに 4 る危険のう[乏と込:t犯処罰研修:;99"J-i)99B年 7tf" 1相

会日V羽毛名行!きか Lて遠;].、性阻j叩ジ〉ノピ象とな!')~) ;，sーという矧占か'. 危険のり|

主受け l を捉える送、円と〕て、民行.:.L:!d主 ~r支持二守による rr"r:!..険O)iJl主亡を:jJJ と

J~失POl成台JrF干iI法学ヨ究 d 巻 1 号 i， 1999 イ1'-) i15.Flc 

j7ri谷有限 ム4ノ 23頁υ

!と;33 LiJ:Gl :j ':208) 203 



制出判例州叱

刀1F8者J戸イシタ ィ、ノト 1にさま七段4己的な菩き込みを L/:訟に、 -Ni在者が誌で

を日保するためにと:J訟子イ i に人るとい λ 状i'J~( 土、「刈}j'[~ti常 }こよればは「竹

意思 c読論のJ品に入ったと ~--I えるだゥ') 'c しかし、名主技指の芋:'j長が甚だしく、

_~J 置すれば日夜ドドI ，î% な r 営伝<.!.，~古川:~. ，(;ひことやヂ)fI， I~ 、 主1な;s}'r ~二十坂L- に遭う

かもしれないが名古川筏心必要に:;n られて抗告 fíの古き ;~h:， ~:tJ L -c応酬をし

たというよ λ~;;1，，'; ri'に、被士 t5-t';-斗古景品ぃぶって危険を引き J託けたと7τうこ

とは不片;Eiilでは在lミだλうか:::.(/) j， "Jに、被害者カ拘 IH立τ、に瓦づしゴJ杭

}たか向かはれとき伝主的宣Jc'1となどり事情仁よゥてJi-h-，~れ得るため 'l.j，元

己主主 i はこの点を単語主化:_，:Ì~ぎている少考えられる

また、 i市:陥什支(~.1 r!)要行との|叫罪科tlý~:，こ l 対抗7TJIJ;こは検討子べ主

同誌がある l対抗百帯主J iよ被害有)，-!ぇ王者τ能件がある場合仁i:t:¥ょ介入しない

といろ 45え主であるが、被3者がπdhをしよ場fTには殺古言力科主投おの危険

を旦けようと .. c いとものと兄られるiy上、1";l'i~ r"主を引き受と一ど l存ずるよ

とは妥当ではないにすなわち、む25 苔がi;~})!3:j員1'1-0i t ~~1に対して );z!o古を L た時

九で l危険;~1l'2t;- J よその対カヂ長 '7:~ しているのではないだろうカ J その土つ

に解す恥:玄、1"tj-yiL己誌 がその恨処を「危険ぅ|受;了 ;、lえめながら、被'"6-昔

の反論吋怒十l、すなわち被官呂町危険凶忌の γ，1恕'1'1があり、被胃 Jjが rC!.険01

J乏'i;J から :~liiし計る場合に r!J~ って TJU害者の虹」罰今平し長えると寸るのは矛円で

ある

この戸、L 間足して、絞害者が名誉蚊括的な発言を;秀発L/:-;-.されゐ民合lhtミ

I ft~i告を引き交げた J もしりとして宇誉段抗的論しり違法三12 いし構成l品:刊誌当

性が:;Jl王Fされj守ると1る註f1，'_'(があるが、 危鴻を引え受けた」と百えるには

危険性が認識していなければなムなし .j、め、促戸話予誘発あるいは挑発したと

、ミうすT汚のみを取十)ii¥ ~て j是 ?);';:'l を社却するこ f には根~!I~ ヂな"

以!の」うに、「対抗 μ~:i I 1)コ存ど[を iF当1tし 当B{;;:片若手段照的表明の:持法

件改附却する見併と〕〆、被害Jfが:f， :;:;~~ S~H.lJ， (j) 危険ふヮ 1 ，手 '~z(' -r こいたとするもの

泊あるが、「対抗， ，治」と「尼崎引そ;んのi室川市は作 h 性会仇していなし!

4 ~I') に、活 I 審がインターネソ 1， 1 の 11:-'叫における~実性の~;:a=; についえ

l徒主な資料・机拠ド出ら(て相当のJ!i!rllがあるとき i は犯界的改立がなく、

べ司、)1 有持:

~Lì:j、 ('::1 U . ~i_J7) 207 IJ3~ 1 



判所:u肝ヲぃ

訟で投31A!日記 -(rL ないーよ宇品主司故 I;:U日\4 céf の宇lJ i':;~の:tt浮から 抽不

事実が~.;~でな c' 乙ことをJ:il i)ながム元信したか、あるいは、イシタ スソ!の

恒人利用苔に対 I~T要ぶされる水準を尚たす詞吾1;-1']わ :~Cえかどうウf在かめ

なν、で発情 vたといえる Jきにはじ的てH与]=lC::附擬ずる」こし与基準に続手じず

父きごあ ω 〉判示されたこ~~こ.'-)'，'仁会干の検討を加えゐ

刑法つ30条の 2~，二 l 公共 (1)れ士(こ|叫ずる事実に係リ、かう、その目的が専ら

公訴す1:':司ることにあッたと12めるi詰J1にl士、アf主この点?ff合判断し、兵ヌごめる

こ}ぴ〉証明1)ありたときは これタ罰しなし、」己規正Lており 不条ドおけゐ

「言1し仕 1.'，I レしhλizログ)1'去(r;;円十為:..:.~:)し λ て、 市;ι:ュ処言¥jl羽山ゴマ1::~凡 1 寸ム違法

件 ~flエリ事由江口こ大 1;IJ さ才しるぐそ"\--g:安牲に詐{1~:があコた場行!こ点、 1 !官宅

な資料・根拠仁mt同 lj.c相当(f)7;中があると主;は犯罪グ)投岩がなく、 :s行、2そ

花リγ よ);'1:すしなしりとするIIR泊パペイiの判例の結lL?を立持Lながら、 介且はfJL:;:;

i1';'b~の丘三ヱ:ニ鈷二兵論19 ， J見失論刊・違J去論りの つに分かれて刻iLL亡いる

ν 〉わゆる「真実性の~~，~'f，;_;ごついといずれのアブロ ヂを係るべ主プト、真て

性が証明出となカった場1γ::l相当のJ:'IilllJの有却に上っ 1免主主れるかp-fiO訟

を干ljiliiずる〆いうた準が安当であるか〉いう;日12乏の考察は到布引をすよ、ここで

l土J〆タ ィ、 二上で f七誉投下H行為が]われにことが従 ~fの品、千を干n:f:1するtH

f氾たり件るかとし aう下とに民山を---，とる

治l事i止インターホノ!-の百前における 椴11、Jな反論可児刊と惰特に礼ヲ

坂戸司J主 l 点主主十干の五iJI~~~， J 日間外之 ，:，: 1淳 子r:1(]L:~'、(編ノョm 伐の争ん

(第 :ihft)~ (f.斐問・二\l (ìO汗，;日。百、丸山狩た「名古投損~jl-~ ;おけ品、兵d土;

什(乃 ~jHむの抜\，) '1、ffI中総和ほか<'Í\在)訴判救符と:tlj 宇 liJ 法ぴ77よ~:ili

1忠夫元 11持祝賀 日 立 芹 山I}tャ ~OCC/f) ~)Hì只l、井出良 'I'J;去各品討

論 r，l，l，~:主義シ iノーズ 21 15ム主主・ 2:;C~;年 :1 /'1:¥1'ミ

がた行 ;ijj耳(コァ:3!165到、 uAJ ヘ 1γ! をまnf(i.~~日。おける事実証明J H吋IJ

Jム持論:~G請巴 丈亡7 ・ :~(γ灼年ノ:1 1:)父頁なと Jffi~Jt

叶弘正、ド 「申..王各論(イ':~J 第 3 片足，~栴，有 317i有・つ002 午) 1 S4民、

関川i-';-;; ，;，4，耳、"主持J弓(;-i':4ノ自4日

).，-c衣・苅

~，.I 丙F オ'ÍJ i~; (;~.3) 113 点、 IIILI王宮刑H~各論 L有吉Pt~ . ZIlOS年}

;日ー l/l(;-~.

1 人谷 前椙 u土:)) 167---16ぉ買なム i:.:r:法r"町名誉設相法論 j に某っくもの

とi，Tf::['.，イョ fR巡の日出とれ令手段犯罪J 法律のひんぱ刊王寺刊号 (1993イ}

以2支U

!と;3;) LiJ:Gl :j ':206) 206 



刑中判例研究

るf

てもよい特段の事情がある場合には、 'J商示した事実が史実でないことを知 i)

ながら発わしたか、インターネァトの個人利用者に対して要求される水準を渦

たす調査を行わず真実かどうか伴かめないで発信したといえるときにはじめて

岡県に間援するのが相当である」と判断している υ しかしながら、被害者に')ぇ

論を以求しても不当ではない事情」があったとしても、被't-:~ が tl ~(Q!H日的発

面に対して J丈際にlメ論L、それが功を奏Lた場合でなければ名誉が段損される

危険性を台疋するには)J:!.りず、情械の信頼性が低いものと受け 11められている

インターネァ!上「名誉投損的交百が1Jわれたとしても、当該花百の閲賞者が

その内容を虚偽であると判断するとはιずしもえない。確かに、新聞や雑誌

などの媒体において情報を光信するのは記計千ジペーナリストといった報道平

表引を職業とする者であるため、 定科度。〕収材や裏付けに基づいた軒頼性同

点る情報を発信しているように 般的には受け 11められているだろう。よって、

誌でも情報を発自 l出来るインタ)ネットは新聞等に比してい頼性が低いように

そけ 11められるのも全く根拠のないことではないと出われるつしかし、インター

不 y トが!ムく普及するに有Lっし専門的知識を持九、 定以卜の恨拠に焦づい

た情報を光信する能力のある何人利肘者がイ〆ターネット上で事実を摘不する

こともあり得るため、インターネット卜の情報を 律に{ij頼性が低いものと解

することは山来な1.-¥， したがって、 l被台占的反論可能性」も、守古言』具体がイ

ンターネ y トであることも、被害者の名誉を侵害する危険性を減少させる要因

とはなり得ないわ

また、発面媒体の相違によって 11'丈証明のJt準を緩和させるという考え方は

安当であるか。 tl ~(Q!H日的発行が行われた発， ，媒体が新聞や週刊誌であっても

インターネットであっごも、 1，為者が公然と事実を摘不したことによっ亡、被

会者。〉名ti'が侵3される危険が発/1するという閃果関係に変わりはないコ加え

て、インタ ネ y トで情報を発信Lた場合は他の媒体を刷いた場合に比して名

を伝合の危険性が低いと解する理由はなく、インタ ネットが広〈古止してい

る現状ごは名誉殴紺[円表現を不特定多数の計が周監するため、被害:r;の社会的

許怖が低卜する危険性はむしろJ広大するのではないかとも与えられる。した

がって、インターネット上で情報が交信された場合に事実証明に求められる基

準を緩和することによって、免責の範阿をJ広大することに合理性はない

北法61(1・2凶)20， r3361 



判例 研 究

5 本{牛第 l審はインタ ネットトにおける名古蚊損に対L-c肌コド半IJ決を下し

た初めての事例であり、明不してはいないが「対抗言論」の論理を刑事の名誉

主主損拝に存入している山で論争誘発的なものであるレ本件前 l審は「対抗己論」

の論理かII'Ji主体系上どのように位置づけられるのかということについてo止せ

ず、第 2審も「被害者の以前可能性」が名誉段損罪の成否にどのような影響を

及ぼ寸のかということについては判断していないため、 I，'J抗"論」の論理と

名誉投煩界との関係については今絞の判例の動|りを追う必要があるだろう υ こ

のように、本件では第 I詐が「彼古語の反論可能性」を根拠としてインタ ネッ

トにおける名誉殴桜行為に刻して刺しい免責基準を提示したのに対して、第 2

審は「被会者の反必UJ能性」そのものを事実の側出から否定するという品理と

なっている 「被害者の以論可能作」が存在よると Lても、被害者の名誉が侵

さされる危険性を否定する根拠とはならないのは 3(2)と4で述べたi也りである

ため、名誉J1~tM 1- j 為がインターネ y ト上でなされた場合の免責の慕準を従来の

ものより級相ずることに合理性はなし」したがって、市 2審の干IJ不が結論にお

いて安当であると考えられるバ

※ nt~稿後、本判決の許釈として、指門優・速報判例併以 vol.6 (2010年 H本

許i荷主十) 183頁以下、緒方あゆみ・同志干十法学339せ (2010年) 153頁以下、

i住所共寛 ・ NBL91S号 (2町)9~二) 55良以|に按したバ

また、本判決後、被告人が卜告したため、平成22年3月1;)日に最古裁第 小

法廷決定が山された

最古裁は「インター不ソトの↑同人利用者による衣現1，為の場合におし冶ても、

他的場台と|叶悌に、行為者が摘示した事実を真実であると b切言したことにつ

いて、確実な資料、根拠に照らし亡相当のr甲府があると認められるときに限

り、名 EtE立損坪は~1!:しないものと解するのが相当であって、より緩やかな

世件で|可罪の成立を内疋ずべきものとは肝きれなしV と判示し、!且判決を維

持した(占主的裁 HP.hllp:/川 ww.courts.go.jp/同 ikosai/を参l出)。

r3371 北法61U '204)訊)4
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